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新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  5.3-2 

女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価：原子炉冷却材の流出） 

 

1．事故シーケンスグループの特徴、燃料損傷防止対策 

（1）事故シーケンスグループ内の事故シーケンス 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

1．事故シーケンスグループ内の事故シーケンスの妥当性について 

1）運転停止中事故シーケンス内の事故シーケンスは、｢Ⅰ 事故シーケン

スグループ及び重要事故シーケンス等の選定について｣においてに示

されている各事故シーケンスと一致していることを確認する。 

（注：本項は、｢事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の

選定について｣と対策の有効性評価をリンクさせるためのもの。） 

 

 

1) 運転停止中事故シーケンスグループ｢原子炉冷却材の流出｣における事故シーケンスは、以下の 4つであり、PRA 側の評価結果と一致していることを確認

した。 

 

・原子炉冷却材流出(RHR 切替時の冷却材流出)＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗 

・原子炉冷却材流出(CUW ブロー時の冷却材流出)＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗 

・原子炉冷却材流出(CRD 交換時の冷却材流出)＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗 

・原子炉冷却材流出(LPRM 交換時の冷却材流出)＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  5.3-3 

（添付書類十 追補 2 Ⅰ 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について「第 3－3表 重要事故シーケンス(運転停止中)の選定について」) 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  5.3-4 

（2）事故シーケンスグループの特徴及び燃料損傷防止対策の基本的考え方 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

1．事故シーケンスグループの事象進展及び対策の基本的考え方の妥当性

について 

1）事象進展の概要は、対策の必要性としての論点を明確にするものとな

っているか。 

(ⅰ) 想定する起因事象、喪失する機能が、事象の進展及び必要とな

る対策の観点から、運転停止中事故シーケンスグループ全体の特徴

を代表していることを確認するとともに、対策を講じない場合の燃

料損傷に至る事象進展を確認する。 

 

 

 

1) 

 

(ⅰ) 本運転停止中事故シーケンスグループの事象進展の概要・特徴は、原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統から誤操作等により原子炉冷却材

が原子炉圧力容器に戻らずにサプレッションチェンバ側に流出する。これにより、原子炉圧力容器内の保有水が継続的に減少し、運転停止中の原子

炉内燃料体の損傷に至ることを確認した。具体的には、原子炉の運転停止中に原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統から、運転員の誤操作

等により系外への原子炉冷却材の流出が発生し、このため、緩和措置がとられない場合には、「原子炉水位の低下により燃料が露出し、燃料損傷に至

る｣ものであり、運転停止中事故シーケンスグループ全体の特徴を代表したものとなっていることを確認した。 

 

(ⅱ) 対策の基本的な考えが、運転停止中事故シーケンスグループの

特徴を踏まえて必要な機能を明確に示しているか、初期の対策と安

定状態に向けた対策を分けているか確認する。 

 

(ⅱ) 上記(ⅰ)の事象進展の概要・特徴を踏まえ、運転停止中の原子炉内燃料体の露出及び損傷を防止するためには、原子炉冷却材の流出を止めるととも

に、原子炉圧力容器に注水し、原子炉水位を回復する必要がある。さらに、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送を確保し、原子炉内燃料体からの除熱

を継続的に実施する必要があることを確認した。本運転停止中事故シーケンスグループの特徴を踏まえた必要な機能として、炉心へ注水する機能を挙

げており、具体的な初期の対策として、残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水を行うことにより燃料の損傷を防止する必要

があることを確認した。安定状態に向けた対策として、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による原子炉圧力容器からの除熱を行う必要がある

ことを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  5.3-5 

（3）燃料損傷防止対策 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

1．事故シーケンスグループ全体における対策（設備及び手順）の網羅性

及び事象進展を踏まえた手順の前後関係等の妥当性について 

1）重要事故シーケンス及びその他の事故シーケンスでの対策も含めて、

手順については技術的能力基準への適合、設備については設置許可基

準への適合との関係を踏まえ対策を網羅的に明示しているか。 

(ⅰ)判断に必要な計装設備が準備され、計装設備が事象を検知する

までの時間遅れ等を考慮していることを確認。 

 

 

 

1) 

 

 

(ⅰ) 本運転停止中事故シーケンスグループでは、残留熱除去機能の喪失を判別する必要があるが、これを判別するための計装設備として、｢第 7.4.3－1表

「原子炉冷却材の流出」の重大事故等対策について｣において、残留熱除去系ポンプ出口流量、圧力抑制室水位が挙げられていることを確認した。な

お、タイムチャートにおいて、プラントの状況判断を事象発生から 10 分間としていることを確認した。 

 

(ⅱ) 初期の燃料損傷防止対策とその設備及び手順を確認する。 

 

(ⅱ) 本運転停止中事故シーケンスグループの事象進展の概要・特徴を踏まえ、初期の燃料損傷防止対策として、残留熱除去系系統切替時の原子炉冷却材

の流出箇所を特定し、流出元の弁を閉止することにより流出を止めた後、待機している残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注

水を開始し、原子炉水位を回復する。このため、軽油タンクを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、残留熱除去系（低圧注水モード）、

サプレッションチェンバ及び非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。初期の燃料損傷防止対策である残留熱

除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水は、｢技術的能力 1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

手順等｣で整備されていることを確認した。また、対策に必要な常設設備、可搬設備及びこれらに関連する計装設備が記載されている｢第 7.4.3－1 表

「原子炉冷却材の流出」の重大事故等対策について｣において、重大事故等対処設備として、軽油タンク、残留熱除去系（低圧注水モード）、サプレッ

ションチェンバ及び非常用ディーゼル発電機が挙げられていることを確認した。なお、計装設備については(ⅳ)で確認する。 

 

(ⅲ) 安定状態に向けた対策とその設備を確認する。 

 

 

 

① 燃料の損傷を回避した後、原子炉を安定状態へ導くための対

策が整備されていることを確認。 

 

 

 

② 燃料の冷却状態が長期的に維持されるものであることを確

認。 

 

③ さらなる対策として、喪失した安全機能の復旧も含め、安定状

態を維持するための手順や方針が示されていることを確認。 

 

（ⅲ）安定状態に向けた対策とその設備について、残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉水位の回復後、残留熱除去系（低圧注水モード）による

原子炉圧力容器への注水を停止し、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）で原子炉圧力容器からの除熱を実施する。このため、軽油タンクを重大

事故等対処設備として新たに整備するとともに、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）及び非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備として

位置付けるとしていることを確認した。具体的な確認結果は以下のとおり。 

① 安定状態に向けた対策である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）で原子炉圧力容器からの除熱については、「技術的能力 1.4 原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」において整備されていることを確認した。また、当該対策で用いる重大事故等対処設備と

して、軽油タンク、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）及び非常用ディーゼル発電機が挙げられていることを確認した。これらの設備以外の常

設設備、可搬設備及び関連する計装設備は｢第 7.4.3－1表「原子炉冷却材の流出」の重大事故等対策について｣において、整理されていることを確認し

た。なお、計装設備については(ⅳ)で確認する。 

② 炉心の冷却状態の長期維持については、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による原子炉圧力容器からの除熱を実施することで最終ヒートシン

クに熱を逃がせることから、炉心の冷却を長期的に維持できることを確認した。 

 

③ 補足説明資料（添付資料 5.3.4 安定状態について）において、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）にて冷却することにより、安定状態が確立さ

れることが示されている。 

補足説明資料(添付資料 5.3.4 安定状態について)において、本重要事故シーケンスにおける安定状態は、「事象発生後、原子炉冷却材の流出が停止し、

設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた炉心冷却により、炉心冠水が維持でき、また、冷却のための設備がその後も機能維持できると

判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合」としていることが示されている。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  5.3-6 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(ⅳ) 初期の燃料損傷防止対策設備及び安定状態に向けた対策設備

を稼働するための状態監視ができることを確認する。 

(原子炉冷却材の流出の場合） 

① 原子炉の注水による炉心注水に係る計装設備を確認。 

 

② 原子炉の冷却に係る計装設備を確認。 

 

(ⅳ) ｢第 7.4.3－1表「原子炉冷却材の流出」の重大事故等対策について｣より、以下の状態監視に係る設備を挙げていることを確認した。 

 

 

① 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水に係る計装設備として、原子炉水位（SA 広帯域）、残留熱除去系ポンプ出口流量等が

挙げられていることを確認した。 

② 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による原子炉圧力容器からの除熱に係る計装設備として、原子炉水位（SA 広帯域）、残留熱除去系ポンプ出

口流量等が挙げられていることを確認した。 

 

(ⅴ) 初期の対策から安定状態に向けた対策に切り換える条件を明

確に示しているか確認する。 

(原子炉冷却材の流出の場合） 

① 最終ヒートシンクへの熱の輸送を開始できる条件を確認。 

 

（ⅴ） 初期の対策から安定状態に向けた対策に切り替える条件は以下のとおりであることを確認した。 

 

 

① 残留熱除去系（低圧注入モード）による原子炉圧力容器への注水により、原子炉水位の回復後、残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉注水を

停止し、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）にて冷却することが示されており、初期対策から安定状態に向けた対策に切り替える条件が明確と

なっていることを確認した。 

 

(ⅵ) 有効性評価上は期待していないが、実際の対策として整備して

いる項目を確認する。 

① 有効性評価においては期待していないものの、実際には行う

対策が網羅的に記載されていることを確認。 

 

 

② 対策については、有効性評価上期待している対策だけでなく、

「重大事故等防止技術的能力基準説明資料」との整合を踏ま

え、自主対策設備による手順も含めて実施する対策を網羅的

に含めていることを確認。 

③ 手順上、安全機能等の機能喪失の判断後、その機能の回復操作

を実施することになっている場合には、回復操作も含めてい

ることを確認。 

 

(ⅵ) 有効性評価上は期待していないが、実際の対策として整備している以下の対策を確認した。 

 

① 実手順としては以下を整備していることを確認した。 

 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

 ろ過水ポンプによる注水 

 原子炉停止時冷却モード切替時のプラント状態確認にて「原子炉水位低下」を確認 

② 原子炉水位低下時の水位確保については、「技術的能力 1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」に、事故対

応に必要となる監視計測に係る手順については、｢技術的能力 1.15 事故時の計装に関する手順等｣において整備されており、有効性評価で挙げられて

いる手順は技術的能力で整備されている手順と整合していることを確認した。 

 

③ 該当なし。 

 

(ⅶ) 上記の対策も含めて本運転停止中事故シーケンスグループに

おける手順及びその着手の判断基準が「重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力」と整合

していることを確認する。 

 

(ⅶ) 上記(ⅵ)で確認したとおり、本運転停止中事故シーケンスグループにおける手順及びその着手の判断基準は、追補 1「5.重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力」の内容と整合が図られていることを確認した。また、その手順を踏まえて、使用する重大事故等対

処設備（常設、可搬、計装）については、｢第 7.4.3－1表「原子炉冷却材の流出」の重大事故等対策について｣で明確にされていることを確認した。 

 

（設置許可基準規則第 37条 解釈） 

第37条（重大事故等の拡大の防止等） 

（炉心の著しい損傷の防止） 
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1－4 上記1－2(a)の「十分な対策が計画されており」とは、国内外の

先進的な対策と同等のものが講じられていることをいう。 

2）対策について、国内外の先進的な対策と同等なものであるか。 

 

 

 

2)※ ｢運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価｣においては、要求されていない。 

3）対策の概略系統図は整理されているか。 

(ⅰ) 対策の概略系統図において、対策に関係する主要機器・配管・

弁が明示されているか確認する。 

 

記載要領（例） 

 有効性評価で期待する系統や設備等は太字で記載。 

 設計基準事故対処設備から追加した設備や機器は点線囲みで記載。な

お、技術的能力や設備側で確認できれば、有効性評価の概略系統図で

点線囲みされていなくてもよい。 

 

3) 

(ⅰ) 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水に関連する設備として、残留熱除去系、サプレッションチェンバ及びこれらを接続

する配管や弁が概略系統図に示されていることを確認した。また、安定状態に向けた対策のうち、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による原

子炉圧力容器からの除熱に関連する設備として残留熱除去系、残留熱除去系熱交換器等が、配管、弁を含め概略系統図に示されていることを確認した。 

 

4）対応手順の概要は整理されているか。 

(ⅰ) 対応手順の概要のフローチャートで、想定される事象進展や判

断基準等との関係も含め、明確にされていることを確認する。 

① 対応手順の概要フロー等において、運転員等が判断に迷わな

いように、その手順着手の判断基準が明確にされていること

を確認。 

 

記載要領（例） 

 事故シーケンスの対応手順の概要（フロー）について、実際の手順上

の設定と解析上の設定がわかるように記載。 

 評価上、期待するもののみならず、回復操作や期待しない操作等につ

いても記載。この際、回復操作や期待しない操作等については、評価

上は考慮しないことが明確であるように記載。 

 

4) 

(ⅰ) 対応手順の概要フローについて、以下のとおり確認した。 

 

① 「第 7.4.3－3 図「原子炉冷却材の流出」の対応手順の概要」において、想定される事象進展が明確にされるとともに事象進展に沿った判断項目、操

作確認項目等が示されていること、解析上は期待しない操作も含めて対応手順の概要が整理されていることを確認した。 

 

(ⅱ) 事象進展の判断基準・確認項目等が明確に示されていることを

確認する。 

① 対策については、有効性評価上期待している対策だけでなく、

「重大事故等防止技術的能力基準説明資料」との整合を踏ま

え、自主対策設備による手順も含めて実施する対策を網羅的

に含めていることを確認。 

 

(ⅱ) 事象進展の判断基準等（手順着手の判断基準、有効性評価上期待しないもの含む）について、以下のとおり｢第 7.4.3－3 図「原子炉冷却材の流出」

の対応手順の概要｣及び「7.4.3.1(3) 燃料損傷防止対策」において明確にされていることを確認した。 

① 運転停止中事故シーケンスグループ｢原子炉冷却材の流出｣に係る判断基準・確認項目等 

残留熱除去系停止確認：機器作動状況及び系統流量により、残留熱除去系停止を確認 

原子炉水位の低下を確認：1時間毎の中央制御室監視にて、原子炉水位（定検時水張り用）により原子炉水位低下を検知 

補足説明資料（添付資料 5.3.2 原子炉冷却材流出評価における POS 選定の考え方）において、想定される流出先毎に、流出検知のプロセス・判定が示

されている。 

原子炉水位の上昇を確認：原子炉水位（定検時水張り用）により原子炉水位の上昇を確認 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

5）本運転停止中事故シーケンスグループ内の事故シーケンスの対応に必

要な要員について整理されているか。 

(ⅰ) 個別の手順を踏まえたタイムチャートにおいて、作業項目、時

系列も含めて全体的に整理されていることを確認する。 

① タイムチャートにおいて、作業項目、時系列も含めて全体的に

整理されていることを確認。 

② 個別の手順は「重大事故等防止技術的能力基準説明資料」と整

合していることを確認。 

 

③ その際、有効性評価で期待している作業に加え、期待していな

い作業に対しても必要な要員数を含めていることを確認。 

④ 異なる作業を連続して行う場合には、その実現性（時間余裕

等）を確認。 

⑤ 運転員の操作時間に関する考え方を確認。 

 

記載要領（例） 

 要員が異なる作業を連続して行う場合には、要員の移動先を記載。 

タイムチャートに示されている時間は放射線防護具等の着用時間を

含んでいること。 

5) 

 

(ⅰ) タイムチャートは、｢技術的能力 1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等｣、｢技術的能力 1.13 重大事故等の

収束に必要となる水の供給手順等｣及び｢技術的能力 1.15 事故時の計装に関する手順等｣を踏まえ、以下の通り整理されていることを確認した。 

① タイムチャートは具体的な作業項目、事象進展と経過時間、要員の配置について全体的に整理されていることを確認した。 

 

② (3)1)(ⅱ)、(ⅲ)及び(ⅵ)②で確認したとおり、個別の手順は｢技術的能力 1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手

順等｣、｢技術的能力 1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等｣及び｢技術的能力 1.15 事故時の計装に関する手順等｣と整合していることを

確認した。 

③ 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の系統切り替え時のプラント状態確認等、解析では期待しない操作も含めてタイムチャートに必要人員が計

上されていることを確認した。 

④ 本運転停止中事故シーケンスグループの対応各操作及び作業における所要時間は、現場への移動時間、作業環境、作業時間等を考慮した想定時間であ

り、実現性があることを確認した。 

⑤ 要員の操作時間については、｢6.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定｣において、考え方が整理されていることを確認した。 

 

（参考：運転員等の操作時間に対する仮定） 

6.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定 

事故に対処するために必要な運転員等の手動操作については，原則として，中央制御室での警報発信又は監視パラメータが操作開始条件に達したこ

とを起点として，確実な実施のための時間余裕を含め，以下に示す時間で実施するものとして考慮する。 

(1) 有効性評価における解析で仮定した運転員等の操作時間余裕は、実際の操作に要する時間の不確定性を考慮し、以下の考え方に基づき設定する。 

a. 中央制御室で警報発信等を起点として実施する操作については，事象発生後の状況の把握や他のパラメータの確認等を考慮して開始するもの

とする。 

b. 上記操作に引き続き中央制御室で実施する操作については，速やかに操作を開始するものとし，個別の運転操作に必要な時間を考慮する。運

転員は手順書に従い，各操作条件を満たせば順次操作を実施するものとし，有効性評価における解析の条件設定においては，各操作に必要な

時間に基づき設定する。なお，事象発生直後の輻輳している状態においては操作を開始するまでの時間余裕を考慮する。 

c. 現場で実施する操作については，個別の現場操作に必要な時間を考慮する。なお，有効性評価における解析の条件設定においては，操作場所

までのアクセスルートの状況，操作場所の作業環境等を踏まえて，現場操作に必要な時間を設定する。 

(2) 有効性評価における操作時間は，「5．重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力」で示している操作時間と

同一若しくは時間余裕を踏まえて設定する。 
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2．燃料損傷防止対策の有効性評価 

（1）有効性評価の方法 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価ガイド） 

3.3 運転停止中事故シーケンスグループの主要解析条件等 

運転停止中事故シーケンスグループごとに、燃料損傷に至る重要

な事故シーケンス（以下「重要事故シーケンス」という。）を選定

し、評価対象とする。重要事故シーケンス選定の着眼点は以下とす

る。 

a. 燃料損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。 

b. 燃料損傷回避に必要な設備容量（流量等）が大きい。 

c. 運転停止中事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表

している。 

1．解析を実施するにあたっての方針の明確化について 

1）解析を実施する上で、ＰＲＡの結果等を踏まえ、重要事故シーケンス

が適切に選定されているか。 

(ⅰ) 運転停止中事故シーケンスグループから、重要事故シーケンス

を選定した理由を確認する。 

① 重要事故シーケンスは、｢Ⅰ 事故シーケンスグループ及び重

要事故シーケンス等の選定について｣により選定された最も

厳しい事故シーケンスと一致していることを確認。一致して

いない場合は、保守的な理由が明確にされていることを確

認。 

② 重要事故シーケンスはガイドに示された着眼点に沿って選

定されていることを確認。 ← PRA の評価において重要事故

シーケンス選定の妥当性を確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

 

(ⅰ) 重要事故シーケンスの選定プロセスについて、以下のとおり確認した。 

 

① 選定された重要事故シーケンスは PRA で選定されたシーケンスと同一であることを確認した。 

 

 

 

 

② 本運転停止中事故シーケンスグループの重要事故シーケンスは、「原子炉冷却材の流出（RHR 切替時の冷却材流出）＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗」を選

定する。PRA の手法により抽出され、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の有効性を確認する必要があるとされた事故シーケンスは上記のとお

りである。これは、対策の実施に対する余裕時間の観点では、事象の認知までに要する時間が長く、原子炉冷却材の流出量が多いことから、より厳し

い事故シーケンスとして選定することを確認した。 

なお、添付資料（添付資料 5.3.2 原子炉冷却材の流出評価における POS 選定の考え方）において、運転停止中のプラント状態と POS との関連が示され

ている。 

 

2）使用する解析コードは適切か。（→解析コード審査確認事項へ） 

(ⅰ) 評価対象の事故シーケンスの重要な現象を確認する。 

2) 

(ⅰ) 該当なし。操作の誤り等による原子炉冷却材の系外への流出により原子炉水位が低下するが、燃料有効長頂部の冠水及び未臨界を維持できることを

評価する。さらに、放射線の遮蔽が維持される水位を確保できることを確認することを確認した。 

 

(ⅱ) 使用する解析コードが、事故シーケンスの重要な現象を解析

する能力があることを確認する。 

 

(ⅱ) 該当なし。上記(ⅰ)にあるとおり、操作の誤り等による原子炉冷却材の系外への流出による原子炉水位の低下を評価し、運転員が警報により異常な

状態を検知し、燃料有効長頂部の冠水及び未臨界を維持できること並びに放射線の遮蔽が維持される水位を確保できることを確認した。 

（運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価ガイド）  
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

3.1 有効性評価の手法及び範囲 

(1) 有効性評価にあたっては、最適評価手法を適用し、「3.2 有効性

評価の共通解析条件」及び「3.3運転停止中事故シーケンスグループ

の主要解析条件等」の解析条件を適用する。ただし、保守的な仮定及

び条件の適用を否定するものではない。  

3）解析条件の持つ不確かさが与える影響を評価する方針であるか。 

 

 

 

 

 

3) 解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、本重要事故シーケンスにおける運転員等の操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える

影響及び操作時間余裕を評価する方針が示されていることを確認した。また、操作に係る不確かさを「認知」、「要員配置」、「移動」、「操作所用時間」、

「他の並列操作有無」及び「操作の確実さ」の 6要因に分類し、これらの要因が、運転員等の操作時間に与える影響を評価する方針が示されていること

を確認した。 
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（2）有効性評価の条件 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価ガイド） 

3.2 有効性評価の共通解析条件 

(4) 外部電源 

外部電源の有無の影響を考慮する。 

 

3.3 運転停止中事故シーケンスグループの主要解析条件等 

(1) BWR 

c．原子炉冷却材の流出 

(a) 重要事故シーケンスの例 

i. 原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統の操作の誤り等に

よって原子炉冷却材が系外に流出し、燃料損傷に至る。 

(b) 主要解析条件（「3.2 有効性評価の共通解析条件」に記載の項目

を除く。） 

i. RHR の系統切替え（例えば2 系列のRHR を有するプラントではA 

系からB 系及びその逆の場合。）時の原子炉冷却材の流出を想定す

る。 

ii. 原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統の構成に基づき、

人的過誤等によって仮定し得る原子炉冷却材の流出口及び流出量を設

定する。 

(c) 対策例 

i. 待機中のECCS 等又は代替注水設備による崩壊熱除去機能の確保 

ii. 原子炉冷却材流出口の隔離 

1．主要解析条件の設定の根拠の妥当性について 

1）起因事象、安全機能の喪失の仮定、外部電源の有無等を含めて事故条

件の設定は妥当か。 

(ⅰ) 外部電源の有無を確認する。 

① 解析条件として外部電源の有無について、評価項目に関する

解析結果が厳しくなるなどその理由を明確にしていること

を確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

 

(ⅰ) 外部電源の有無とその理由について、以下のとおり確認した。 

① 外部電源はないものとし、非常用ディーゼル発電機によって給電を行うものとする。その理由として、外部電源がない場合においても、非常用ディー

ゼル発電機にて原子炉水位の回復後、残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水が可能であり、外部電源がある場合と事象進展

は同等となるが、資源の確保の観点で厳しくなる外部電源がない場合を想定することを確認した。 

 

(ⅱ) 初期条件や起因事象、安全機能喪失の仮定を確認する。 

① 選定した重要事故シーケンスを踏まえて、初期条件や起因事

象、安全機能の喪失の想定を明確にしていることを確認。 

② 解析結果に影響を与える初期条件、事故条件が示されている

かを確認。 

（原子炉冷却材の流出の場合） 

(ⅱ) 起因事象及び安全機能の喪失の仮定について、以下のとおり確認した。 

① 起因事象として、残留熱除去系系統切替時の残留熱除去系ポンプミニマムフロー弁開防止措置忘れによるサプレッションチェンバへの流出流量は

100m3/h とすることを確認した。 

② ｢第 7.4.3－2 表 主要評価条件（原子炉冷却材の流出）｣において、初期条件、事故条件、安全機能の喪失の仮定等、解析で設定した条件とその考え方

が全体的に整理されており、初期条件として、原子炉圧力容器の開放時について評価する。保有水量を厳しく評価する観点から、プールゲートは閉と

する。また、水温は、原子炉は残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）にて冷却されているため、その設計値である 52℃とすることを確認した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

・残留熱除去系等からの漏えい量の考え方について確認。  

（運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価ガイド） 

3.2 有効性評価の共通解析条件 

(1) 原子炉の運転停止中の期間 

原子炉運転停止の過程における主発電機の解列から、原子炉起動

の過程における主発電機の併列までを、原子炉の運転停止中の期間

とする。ただし、全燃料が使用済燃料貯蔵槽に取り出され、原子炉

に燃料がない場合は除く。なお、原子炉の運転停止中の期間を、原

子炉の圧力、温度、水位及び作業状況等に応じて適切に区分するこ

と。 

(2) 原子炉内の状態等 

原子炉内の炉心流量及び崩壊熱等については、設計値等に基づく

現実的な値を用いる。 

(3) 安全施設の適用条件 

a. 設備の容量は設計値を使用する。設計値と異なる値を使用する場

合は、その根拠と妥当性が示されていること。作動設定点等につ

いて計装上の誤差は考慮しない。 

b. 故障又は待機除外を仮定した設備を除き、設備の機能を期待する

ことの妥当性（設備の待機状態、原子炉の圧力、温度及び水位

等）が示された場合には、その機能を期待できる。 

c. 故障又は待機除外を仮定した設備の復旧には期待しない。 

2）重大事故等対策に関連する機器条件は妥当か。 

(ⅰ) 使用する機器に関する解析条件（容量等）について、具体的な

設定値又は設定の考え方が整理されていることを確認する。その

際、保守的な仮定及び条件を適用する場合はその理由が記載され

ていることを確認する。 

① 機器に関する解析条件として設計値（添付八）と異なる値を

使用している場合には、その考え方を確認。 

（原子炉冷却材の流出の場合） 

 残留熱除去系ポンプ等の使用台数、設定する流量とその理由を

確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

(ⅰ) 機器条件として、以下のとおり確認した。 

 

 

 

① ｢第 7.4.3－2 表 主要評価条件（原子炉冷却材の流出）｣より、本重要事故シーケンスの評価で用いる機器条件と設定理由については、以下に示される

通りであることを確認した。 

残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水流量は、残留熱除去系ポンプ 1台で設計値である 1,136m3/h とすることを確認した。 

 

3.2 有効性評価の共通解析条件 

(3) 安全施設の適用条件 

b. 故障又は待機除外を仮定した設備を除き、設備の機能を期待する

ことの妥当性（設備の待機状態、原子炉の圧力、温度及び水位
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価ガイド） 

(ⅱ) 有効性評価ガイド 3.2(3)c.にしたがって、解析上、故障又は

待機除外を仮定した設備の復旧には期待していないことを確認す

る。 

 

等）が示された場合には、その機能を期待できる。 

c. 故障又は待機除外を仮定した設備の復旧には期待しない。 

 

 

 

(ⅱ) 本重要事故シーケンスの起因事象及び安全機能の喪失を仮定している運転中の残留熱除去系について、機器条件として設定されていないことから、

復旧を考慮せずに解析が実施されていることを確認した。ただし、待機中の残留熱除去系については緩和機能として考慮することを確認した。（なお、

申請者は「6.3.2 安全機能の喪失に対する仮定」において、機能喪失の要因として故障又は待機除外を想定した設備の復旧には期待しないことを宣言

している。） 

 

3）重大事故等対策に関連する操作条件の設定は妥当か。 

(ⅰ) 重大事故等対策に関連する操作条件（残留熱除去系低圧注水モ

ード起動の開始時間等）を確認する。 

① 現場操作を伴う対策について、その操作条件は、現場への接

近時間や操作に係る所用時間等を含めて、操作の成立性※に

よる時間内であることを確認。 

※ 操作の成立性については、「重大事故等防止技術的能力説明資

料」により確認する。 

 

② 主要な対策の操作条件を確認するとともに、操作余裕時間を

確認。 

 

③ 操作条件として、手順上の設定時間と解析上の設定時間が異

なる場合には、操作余裕を見込んでいるための相違など、そ

の理由が妥当なものであることを確認。 

3) 

(ⅰ) 重大事故等対策に関連する操作条件は以下のとおりであることを確認した。 

 

① 本重要事故シーケンスにおける操作の成立性について、以下のとおり確認した。なお、技術的能力における｢作業の成立性｣で示されたタイムチャート

と有効性評価におけるタイムチャートは、要員の並行作業等で異なる場合があるため、操作時間が異なる場合は技術的能力の添付資料を参照した。 

本重要事故シーケンスにおける重大事故等対策のうち、残留熱除去系（低圧注水モード）起動操作については中央制御室による操作であり、現場操

作はない。｢技術的能力 1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等｣の操作の成立性において、残留熱除去系の起

動については、中央制御室運転員 1名にて、速やかに対応できることを確認した。 

なお、残留熱除去系ポンプミニマムフロー弁「開」確認隔離操作「第 7.4.3－4図「原子炉冷却材の流出」の作業と所要時間」で成立性を確認した。 

② 運転停止中における原子炉水位の確認は運転員により 1時間ごとに確認を行うことから、水位低下の確認は、事象発生から 1時間後とする。流出の停

止時間及び待機している残留熱除去系（低圧注水モード）による注水は、水位低下の確認に要する時間及び操作時間を考慮して、事象発生から 2時間

後とすることを確認した。操作余裕時間の評価については、｢3.(3) 操作時間余裕の把握｣で確認する。 

③ 該当なし。 
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（3）有効性評価の結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（設置許可基準規則第 37条 解釈） 

（運転停止中原子炉内の燃料損傷の防止） 

4－2 第4項に規定する「運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防

止するために必要な措置を講じたもの」とは、想定する運転停止中

事故シーケンスグループに対して、以下の評価項目を満足すること

を確認したものをいう。 

(a)燃料有効長頂部が冠水していること。 

(b)放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。 

(c)未臨界を確保すること（ただし、通常の運転操作における臨界、

又は燃料の健全性に影響を与えない一時的かつ僅かな出力上昇を伴

う臨界は除く。）。 

1．解析結果の妥当性について 

1）解析結果における挙動の説明は妥当か。また、設置許可基準規則解釈

における評価項目に対する基準を満足しているか。 

(ⅰ) 事象進展の説明は事象の発生から燃料損傷防止対策とその効果

等が整理されていることを確認するとともに、プラントの過渡応答

が適切であるかを確認する。 

① 事象進展の説明は時系列的に整理されているかを確認。 

 

② 起因事象に関連するパラメータの挙動を確認。 

③ 重大事故等に対処する機器・設備に関連するパラメータの挙

動を確認。 

④ 重大事故等対策の効果を確認できるパラメータを確認。 

(原子炉冷却材の流出の場合） 

起因事象に関連するパラメータ： 

・原子炉水位 

動的機器の作動状況： 

・残留熱除去系系統流量（低圧注水モード、原子炉停止時冷却モ

ード） 
対策の効果： 

 原子炉水位 

 

記載要領（例） 

・ トレンド図の変曲点については、説明を加えること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

 

(ⅰ) 事象進展やプラントの過渡応答が適切であるかについて、以下のとおり確認した。 

 

 

① 「7.4.3.2(3) 有効性評価の結果」より、事象進展の説明は、事象の発生、燃料損傷の恐れに至るプロセス、初期の燃料損傷防止対策とその効果につ

いて時系列的に整理されていることを確認した。 

② 第 7.4.3－5 図より、残留熱除去系ミニマムフロー弁からの原子炉冷却材の流出により、原子炉水位が低下していることを確認した。 

③ 第 7.4.3－5 図より、機器条件で設定したとおりの残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水より原子炉水位が上昇しているこ

とを確認した（注水流量 1,136m3/h）。 

④ 第 7.4.3－5 図より、運転中の残留熱除去系からの原子炉冷却材の流出流量と残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水流量が

上回ることにより原子炉圧力容器内保有水量が回復しているとともに、原子炉水位は燃料有効長頂部以上を確保できていることから、燃料損傷防止

対策が有効に機能していることを確認した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 (ⅱ) 評価項目となるパラメータが基準を満足しているか確認する。 

 

 

 

 

 

 

① 原子炉水位（燃料有効長頂部の冠水） 

② 遮蔽が維持される水位 

 

③ 未臨界の確保 

(ⅱ) 上記(ⅰ)の事象進展やプラントの過渡応答を踏まえ、評価項目となるパラメータについては、事象発生後、原子炉冷却材が残留熱除去系の残留熱除

去系ポンプミニマムフロー弁からサプレッションチェンバへ流出することにより原子炉水位は低下する。事象発生から 2時間後に原子炉圧力容器への注水

を行うことで、原子炉水位は回復する。この過程において、原子炉水位は燃料有効長頂部の約 14m 上まで低下するが、冠水は維持される。放射線の遮蔽が

維持される水位は燃料有効長頂部の約 3.0m 上であり、燃料有効長頂部の約 14m 上まで水位が低下しても、放射線の遮蔽に対する判断の目安である原子炉

建屋内の空間線量率 10mSv/h を上回ることはない。原子炉水位が回復後、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による原子炉圧力容器からの除熱を実

施することで、安定状態に移行することができる。本重要事故シーケンスにおいて、全制御棒全挿入状態が維持されているため、未臨界は維持されている

ことを確認した。具体的な確認結果は以下のとおり。 

① 第 7.4.3－5 図にあるとおり、原子炉水位は評価期間を通じて燃料有効長頂部以上を確保していることを確認した。 

② 原子炉水位は燃料有効長頂部の約 14m 上を確保できていることにより被ばく低減を図ることができていることを確認した。放射線の遮蔽に対する判断

の目安である原子炉建屋内の空間線量率 10mSv/h を上回ることはなく、放射線の遮蔽を維持できることを確認した。 

③ 制御棒は全挿入状態であり未臨界を確保できていることを確認した。 

 

(ⅲ) 初期の燃料防止対策により、燃料の著しい損傷を防止できてい

ることを確認する。 

 

(ⅲ) 上記(ⅱ)にあるとおり、解析結果は運転停止中における燃料損傷防止対策の評価項目を満足していることを確認した。具体的には、待機している残留

熱除去系ポンプを起動し原子炉圧力容器への注水により、原子炉水位は評価期間を通じて燃料有効長頂部以上を確保できていること、放射線の遮蔽に対

する判断の目安である原子炉建屋内の空間線量率 10mSv/h を上回ることはなく放射線の遮蔽を維持できていること及び未臨界を確保できていることを確

認した。 

 

（運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価ガイド） 

3.1 有効性評価の手法及び範囲 

 (2) 有効性評価においては、原則として事故が収束し、原子炉が安定

状態に導かれる時点までを評価する。 

2．評価期間の妥当性について 

1） 評価期間は、有効性評価ガイド 3.1(2)を踏まえたものとなってい

るか。 

(ⅰ) 原子炉が安定状態になるまで評価していることを確認する。 

 

① 低温停止状態まで解析を実施していない場合には、燃料有効

長頂部の冠水、遮蔽が維持される水位が確保される解析結果

を示した上で、その後低温停止状態まで導くための対策が整

備されていることを確認。 

 

 

 

 

 

1) 

 

(ⅰ) 安定状態になるまでの評価について、原子炉冷却材流出弁の閉止を行った上で、原子炉水位が回復後、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）によ

る原子炉圧力容器からの除熱を実施することで、安定状態に移行することができることを確認した。具体的な確認結果は以下のとおり。 

① 第 7.4.3－5 図にあるとおり、事象発生から約 2時間以降、原子炉圧力容器への注水を行い、原子炉水位が回復後、原子炉水位は安定しており、原子炉

は安定状態を維持できていることを確認した。なお、原子炉圧力容器への注水時でも、燃料有効長頂部の冠水、遮蔽が維持される水位が確保されてい

ることを確認した。 

添付資料(添付資料 5.3.4 安定状態について)において、本重要事故シーケンスにおける安定状態は、「原子炉冷却材の流出が停止し、設計基準事故対

処設備及び重大事故等対処設備を用いた炉心冷却により、炉心冠水が維持でき、また、冷却のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、

必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合」としていることが示されている。 
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3．解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価 

 

確認内容の概要： 

重大事故等対策の有効性評価においては、｢不確かさ｣を考慮しても解析結果が評価項目を概ね満足することに変わりが無いことを確認する必要がある。 

｢不確かさ｣の要因には、解析条件、初期条件や機器条件、事故条件に設計や実手順と異なる条件（保守性や標準値）を用いたことに起因するもの（以下｢解析条件の不確かさ｣という。）がある。これらの｢不確かさ｣によ

って、運転員等の要員による操作（以下｢運転員等操作｣という。）のトリガとなるタイミングの変動や評価結果が影響を受ける可能性がある。 

このため、｢3.解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価｣においては、3.(1)解析条件の不確かさについて、それぞれ、運転員等操作に与える影響、評価結果に与える影響を確認するとともに、解析条件の不確かさ

を重ね合わせた場合の運転員等操作時間に与える影響、評価結果に与える影響を 3.(2)b.操作条件にて確認する。 

加えて、操作が遅れた場合の影響を把握する観点から、対策の有効性が確認できる範囲内で 3.(3)操作時間余裕を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  5.3-20 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

1．解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針 

1）解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針は妥当か。 

(ⅰ) 不確かさを考慮すると、解析結果が非保守的となる場合は感度

解析等により考察する方針としているか確認する。 

 

1) 

(ⅰ) 解析条件の不確かさの影響評価方針について、以下のとおり確認した。 

解析条件の不確かさの影響評価方針は、「6.7 解析コード及び 解析条件の不確かさの影響評価方針」を踏まえ、不確かさの影響評価の範囲として、運

転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価するものとしていることを確認した。なお、操作に係る

不確かさを「認知」、「要員配置」、「移動」、「操作所用時間」、「他の並列操作有無」及び「操作の確実さ」の 6要因に分類し、これらの要因が、運転員等

操作時間に与える影響を評価するものとしていることを確認した。また、｢6.1.4 有効性評価における解析条件の設定｣において、「解析条件の不確かさ

が大きい場合には、影響評価において感度解析等を行うことを前提に設定する」としていることを確認した。 

 

参考：「6.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針」において、不確かさ等の影響確認は、評価項目となるパラメータに対する余裕が小

さくなる場合に感度解析等を行うとしている。以下参照。 

 

（参考：6.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針） 

6.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針 

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として，運転員等操作時間に与える影響，評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕

を評価するものとする。 

不確かさの影響確認は，評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなる場合に感度解析等を行う。事象推移が緩やかであり，重畳する影響因子がな

いと考えられる等，影響が容易に把握できる場合は，選定している重要事故シーケンス等の解析結果等を用いて影響を確認する。事象推移が早く，現象が複

雑である等，影響が容易に把握できない場合は，事象の特徴に応じて解析条件を変更した感度解析によりその影響を確認する。 

 

(ⅱ) 解析コード及び解析条件の不確かさにより、影響を受ける運転

員等操作が特定されているか確認する。 

① 運転員等操作の起点となる事象によって運転員等操作が受

ける影響を確認。 

 

(ⅱ) 不確かさにより影響を受ける運転員等操作は以下のとおりであることを確認した。 

 

① 本重要事故シーケンスの特徴を踏まえ、不確かさの影響を確認する運転員等操作は、以下のことから、パラメータに与える影響は小さい。 

原子炉冷却材流出の停止操作は、水位低下の認知に要する時間及び隔離操作を考慮して、事象発生から 2時間後としている。実際の操作は、運転員の

残留熱除去系系統切替時のプラント状態の把握による早期の認知に期待でき、その開始時間は早くなることから、十分な時間余裕がある。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  5.3-21 

（1）解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

1．解析コードの不確かさが運転員等の操作時間に与える影響 

1）解析コードの不確かさが運転員等の操作時間に与える影響の内容は妥

当か。 

(ⅰ) 解析コードが有する重要現象※の不確かさとその傾向が挙げら

れているか確認する。 

① 解析コードが有する重要現象の不確かさが抽出され、実験や

他コード等との比較、感度解析によりその傾向が把握されて

いるか確認。 

② 解析コードが有する重要現象の不確かさにより、影響を受け

る運転員操作とその影響（操作開始が遅くなる/早くなる）を

確認。 

※ 解析コードで考慮すべき物理現象は、｢Ⅲ 重大事故等対策の

有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて｣

においてランク付けされており、ランク H、ランク Mに該当す

る物理現象が重要現象として抽出されている。また、解析コー

ドの重要現象に対する不確かさについても、｢Ⅲ 重大事故等

対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードにつ

いて｣において整理されている。 

 

 

1) 

 

(ⅰ) 運転停止中事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」では、解析コードを用いた評価は実施していない。 

2．解析コードの不確かさが評価結果に与える影響 

1）解析コードの不確かさが評価結果に与える影響の内容は妥当か。 

(ⅰ) 解析コードが有する重要現象の不確かさが評価結果に与える影

響を確認する。 

① 解析コードが有する重要現象の不確かさが抽出され、実験や

他コード等との比較、感度解析によりその傾向が把握されて

いるか確認。 

② 解析コードが有する重要現象の不確かさが、評価項目となる

パラメータに与える影響（余裕が大きくなる/小さくなる）に

ついて確認。 

 

1) 

(ⅰ) 運転停止中事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」では、解析コードを用いた評価は実施していない。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  5.3-22 

（2）解析条件の不確かさの影響評価 

ａ．初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価ガイド） 

3.2 有効性評価の共通解析条件 

 (3) 設計基準事故対処設備の適用条件 

a. 設備の容量は設計値を使用する。設計値と異なる値を使用する場合

は、その根拠と妥当性が示されていること。作動設定点等について計

装上の誤差は考慮しない。 

b. 故障を想定した設備を除き、設備の機能を期待することの妥当性

（原子炉の圧力、温度及び水位等）が示された場合には、その機能を

期待できる。 

1．解析条件の不確かさが運転員等の操作時間に与える影響 

1）初期条件、事故条件及び機器条件における解析条件の設定と最確条件

の違いが運転員等の操作時間に与える影響の内容は妥当か。 

(ⅰ) 設計値と異なる値（標準値（代表プラントの値）等）を用いて

いる条件が抽出され、その違いが運転員等の操作時間に与える影

響（操作開始が遅くなる/早くなる）を確認する。 

（原子炉冷却材の流出の場合） 

① 炉心崩壊熱が変動した場合について、運転員等操作への感度

を確認。 

② 原子炉冷却材の流出流量が変動した場合について、運転員等

操作への感度を確認。 

③ 外部水源タンク等の保有水量が変動した場合について、運転

員等操作への感度を確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

 

(ⅰ) 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件に関する解析条件の設定にあたっては、原則、評価項目に対する余裕が小さくなるような

設定としていることから、その中で事象進展に有意な影響を与えると考えられる炉心崩壊熱及び原子炉冷却材の流出流量について影響評価を行うことを

確認した。解析条件が運転員等操作に与える影響は以下のとおりであることを確認した。 

 

① 炉心崩壊熱については、原子炉水温が 100℃に到達するまでの時間が事象発生より 3.6 時間以上と長いため、崩壊熱による原子炉水温の上昇及び蒸発

を考慮しておらず、運転員等操作へ与える影響はないことを確認した。 

② 原子炉冷却材の流出流量については、評価条件と最確条件が同様であることから、事象進展に影響はなく、運転員等操作時間に与える影響はないこと

を確認した。 

③ 該当なし。 

 

2．解析条件の不確かさが評価結果に与える影響 

1）初期条件、事故条件及び機器条件における解析条件の設定と最確条件

の違いが評価結果に与える影響の内容は妥当か。 

(ⅰ) 設計値と異なる値（標準値（代表プラントの値）等）を用いて

いる条件が抽出され、その違いが評価結果に与える影響（余裕が大

きくなる/小さくなる）を確認する。 

（原子炉冷却材の流出の場合） 

① 炉心崩壊熱が変動した場合について、評価結果への感度を確

認。 

② 原子炉冷却材の流出流量が変動した場合について、評価結果

への感度を確認。 

③ 外部水源タンク等の保有水量が変動した場合について、評価

 

1) 

 

(ⅰ) 解析条件が評価結果に与える影響は以下のとおりであることを確認した。 

 

 

 

① 炉心崩壊熱は、原子炉水温が 100℃に到達するまでの時間が事象発生より約 3.6 時間と長いため、崩壊熱が変動した場合による評価結果への影響はな

い。 

② 原子炉冷却材の流出流量が変動した場合について、実際の流出流量は解析の評価結果よりも少なくなるため、評価結果への余裕は大きくなることを確

認した。 

③ 該当なし。 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  5.3-23 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

結果への感度を確認。 補足説明資料（添付資料 5.3.5 評価条件の不確かさの影響評価について（運転停止中 原子炉冷却材の流出））において、不確かさ評価を検討した解析

条件の一覧が示されている。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  5.3-24 

（2）解析条件の不確かさの影響評価 

ｂ．操作条件 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

1．操作条件の不確かさが対策の実施に与える影響 

1）解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等操作に与える影響並び

に解析上の操作開始時間と実際に見込まれる操作開始時間の相違に

より、操作タイミングが変動しても要員は対応可能か。また、要員の

配置は前後の操作を考慮しても適切か。 

(ⅰ) 運転員操作の場所、対策の実施内容と対策の実施に対する影響

を確認する。 

① 解析コード及び解析条件の不確かさによって、操作のタイミ

ングが変動しても対策を講じることができるかを確認。 

 

② 作業と所要時間（タイムチャート）を踏まえ、要員の配置は

前後の作業を考慮しても適切かを確認。 

 

 

 

③ 要員の現場までの移動時間や解析上の操作開始時間は、操作

現場の環境を踏まえた訓練実績等に基づいて設定されてい

るか確認。 

 

 

1) 

 

 

 

(ⅰ) 不確かさにより操作タイミングが変動した場合の要員の対処可能性、要員の配置について、以下のとおり確認した。 

 

① 本重要事故シーケンスにおいては、事象発生後約 2 時間で残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水操作を実施するが、この操

作は、中央制御室の運転員 1 名による操作を想定しており、他の操作との重複もないことから、要員の配置による他の操作に与える影響はないことを

確認した。 

② 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水の一連の操作が中央制御室で実施されるため要員の配置による他の操作に与える影響

はないことを確認した。具体的には、残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水操作を行う要員は、本操作の前にミニマムフロ

ー弁閉止操作を行うものの、残留熱除去系（低圧注水モード）による炉心への注水操作とミニマムフロー弁閉止操作は中央制御室からの操作であるこ

と、以降は残留熱除去系（低圧注水モード）運転による原子炉注水の確認、残留熱除去系（低圧注水モード）の停止操作を専任で行うため、操作タイ

ミングが変動しても対処可能であることを確認した。 

③ 各操作及び作業における所要時間は、現場への移動時間、作業環境、作業時間、訓練実績等を考慮した想定時間であることを確認した。 

 

2．操作条件の不確かさが評価結果に与える影響 

1）解析コード及び解析条件の不確かさによる操作条件の変動が評価結果

に与える影響の内容は妥当か。 

 

1) 原子炉注水の開始時間は、事象発生から 2 時間後としているが、原子炉ウェル満水から必要な遮蔽を確保できる最低水位に低下するまでの時間は事象

発生から約 8時間後であることから、十分な時間余裕があることを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  5.3-25 

（3）操作時間余裕の把握 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価ガイド） 

3.2 有効性評価の共通解析条件 

(5) 重大事故等対処設備の作動条件 

f. 炉心損傷防止対策に関連する操作手順の妥当性を示す 

1．操作時間余裕の評価の妥当性について 

1）操作の時間余裕は把握されているか。 

(ⅰ) 感度解析等により、操作時間が遅れた場合の影響を確認する。 

(原子炉冷却材の流出の場合） 

① 残留熱除去系ポンプ（低圧注水モード）による炉心注水の開始

時間余裕を確認。 

 

 

 

 

 

1) 

(ⅰ) 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水操作が遅れた場合の影響について、以下のとおり確認した。 

 

① 待機中の残留熱除去系（低圧注水モード）の注水操作について、必要な遮蔽が確保される最低水位に到達するまで約 8 時間であり、事故を認知して原

子炉注水を開始するまでの時間は 2時間であることから、時間余裕があることを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  5.3-26 

4．必要な要員及び資源の評価 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（設置許可基準規則第 37条 解釈、有効性評価ガイド） 

3.1 有効性評価の手法及び範囲 

(2) 有効性評価においては、原則として事故が収束し、原子炉が安定状

態に導かれる時点までを評価する。 

1．要員及び資源の評価の妥当性について 

1）要員数、水源の保有水量、保有燃料量及び電源の評価内容は妥当か。 

(ⅰ) 重大事故等に対処する要員数が必要以上確保されていること

を確認する。 

① 本運転停止中事故シーケンスグループにおける対策に必要

な要員数と重大事故等対策要員数を確認し、対応が可能であ

ることを確認する。 

② 複数号機同時発災の場合や未申請号炉の SFP への対応を考

慮しても作業が成立するか確認。 

 

 

 

 

 

 

1) 

(ⅰ) 重大事故に対処するための要員数の充足性について、以下のとおり確認した。 

 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、11 名である。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事故等対

応要員は 28 名であり対応が可能であることを確認した。 

 

② 上記①で確認したとおり、重大事故等対策に必要な要員を確保できていることに加え、1号炉及び 3号炉の運転員等も対処可能であることから、2号炉

の重大事故等への対処と 1号炉及び 3号炉の SFP への対処が同時に必要となっても対応可能であることを確認した。 

 

(ⅱ) 本運転停止中事故シーケンスグループにおける対策に必要な

電力供給量は、外部電源の喪失を仮定しても供給量は十分大きい

ことを確認する。 

① 外部電源以外からの給電装置等による給電量は、負荷の合計

値及び負荷のピーク値を上回っているか確認する。 

 

(ⅱ) 電源供給量の充足性について、重大事故等対処に必要な負荷のうち、非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの電力

供給を考慮する負荷については、非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの電力供給量が十分大きいため、対応が可能

であることを確認した。具体的な確認結果は以下のとおり。 

① 非常用ディーゼル発電機の電源負荷については、重大事故等対策時に想定している負荷を上回る設計としており、非常用ディーゼル発電機による電源

供給が可能であることを確認した。 

 

(ⅲ) 安定状態まで導くために必要な水源が確保されているか確認

する。 

① 本運転停止中事故シーケンスグループにおける対策に必要

な水源と保有水量から、安定状態まで移行できることを確認

する。 

 

(ⅲ) 水源の充足性について、以下のとおり確認した。 

 

① 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水については、サプレッションプール水を水源とし循環することから、水源が枯渇する

ことはないため、対応が可能であることを確認した。 

(ⅳ) 発災から 7日間は外部からの支援に期待せず、水源、燃料が確

保されているか確認する。 

 

(ⅳ) 発災から 7 日間の資源、水源の充足性について、本重要事故シーケンスが発生し、非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機を最大負荷で 7日間運転した場合に必要となる軽油量は約 735kL、外部電源喪失に伴い自動起動するガスタービン発電機について緊急用電気品建屋に 24

時間給電を想定した場合に必要となる軽油量は約 25kL であり、合計約 760kL 必要である。これに対して、軽油タンクに約 755kL、ガスタービン発電設備用

軽油タンクに約 300kL、合計約 1,055kL の軽油を備蓄しており、対応が可能であることを確認した。水源の充足性については上記(ⅲ)にあるとおり、サプ

レッションプール水を水源として炉心注水を維持するため、外部支援は必要としないことを確認した。 
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5．結論 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

記載要領（例） 

 1.～4.の記載内容のサマリを記載。 

 具体的には、運転停止中事故シーケンスグループの特徴、特徴を踏ま

えた燃料損傷防止対策、安定状態に向けた対策、評価結果、不確かさ

を踏まえても評価結果が基準を満足すること及び要員と資源の観点

から燃料損傷防止対策は有効であることの概要が示されていること。 

 

運転停止中事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」に対して、申請者が運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策として計画している原子炉

冷却材の流出停止、待機していた残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「原子炉冷却材の流出（RHR 切替時の冷却材流出）＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗」において、待機中の残留熱除去系による原子炉

圧力容器への注水を行った場合に対する申請者の解析結果は、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の評価項目をいずれも満足しており、さらに解

析条件の不確かさを考慮しても、解析結果が評価項目を満足することに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件

を設定する観点から、原子炉冷却材の流出が発生した残留熱除去系の 1系統について、流出停止後の注水機能の復旧を期待していないが、実際の事故対

策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策となり得る。 

さらに、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

重要事故シーケンス「原子炉冷却材流出（RHR 切替時の冷却材流出）＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗」における対策の有効性を確認したことにより、そ

の対策が本事故シーケンスグループに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」に対して申請者が計画している原子炉内燃料体の損傷防止対策は、有効なものである

と判断した。 
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1．事故シーケンスグループの特徴、燃料損傷防止対策 ............................................................................................................................................. 5.4-2 

（1）事故シーケンスグループ内の事故シーケンス ............................................................................................................................................... 5.4-2 

（2）事故シーケンスグループの特徴及び燃料損傷防止対策の基本的考え方 ......................................................................................................................... 5.4-4 

（3）燃料損傷防止対策 ....................................................................................................................................................................... 5.4-5 

2．燃料損傷防止対策の有効性評価 ............................................................................................................................................................... 5.4-9 
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（2）有効性評価の条件 ...................................................................................................................................................................... 5.4-11 

（3）有効性評価の結果 ...................................................................................................................................................................... 5.4-14 

3．解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価 ................................................................................................................................................ 5.4-17 
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（2）評価条件の不確かさの影響評価 .......................................................................................................................................................... 5.4-21 

ａ．初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件 ............................................................................................................................... 5.4-21 
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（3）操作時間余裕の把握 .................................................................................................................................................................... 5.4-23 

4．必要な要員及び資源の評価 .................................................................................................................................................................. 5.4-24 
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女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価：反応度の誤投入） 

 

1．事故シーケンスグループの特徴、燃料損傷防止対策 

（1）事故シーケンスグループ内の事故シーケンス 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

1．事故シーケンスグループ内の事故シーケンスの妥当性について 

1）運転停止中事故シーケンスグループ内の事故シーケンスは、｢Ⅰ 事故

シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について｣にお

いてに示されている各事故シーケンスと一致していることを確認す

る。 

（注：本項は、｢事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の

選定について｣と対策の有効性評価をリンクさせるためのもの。） 

 

1) 運転停止中事故シーケンスグループ｢反応度の誤投入｣における事故シーケンスは、「制御棒の誤引き抜き」のみであり、PRA 側の評価結果と一致してい

ることを確認した。 
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（添付書類十 追補 2 Ⅰ 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について「第 3－3表 重要事故シーケンス（運転停止中）の選定について」) 
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（2）事故シーケンスグループの特徴及び燃料損傷防止対策の基本的考え方 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

1．事故シーケンスグループの事象進展及び対策の基本的考え方の妥当性

について 

1）事象進展の概要は、対策の必要性としての論点を明確にするものとな

っているか。 

(ⅰ) 想定する起因事象、喪失する機能が、事象の進展及び必要とな

る対策の観点から、運転停止中事故シーケンスグループ全体の特徴

を代表していることを確認するとともに、対策を講じない場合の燃

料損傷に至る事象進展を確認する。 

 

 

 
1） 

 

(ⅰ) 本運転停止中事故シーケンスグループの事象進展の概要・特徴は、原子炉の運転停止中に、制御棒の誤引き抜き等によって、臨界又は臨界近傍にある

炉心に正の反応度が急激に投入され、これに伴い原子炉出力が上昇することにより運転停止中の原子炉内燃料体の損傷に至ることを確認した。具体的

には、｢原子炉の運転停止中に、制御棒の誤引き抜き等によって、燃料に反応度が投入されることを想定する。このため、緩和措置がとられない場合に

は、原子炉は臨界に達し、急激な反応度投入に伴う出力上昇により燃料損傷に至る｣ものであり、運転停止中事故シーケンスグループ全体の特徴を代表

したものとなっていることを確認した。 

補足説明資料（添付資料 5.4.1「反応度誤投入事象の代表性について」）において、本重要事故シーケンスを選定した根拠が示されている。 

補足説明資料（添付資料 5.4.1）には、単一の人的過誤として、「燃料の誤装荷」、「制御棒選択の選択誤り」、「制御棒の連続引き抜き」について、各人

的過誤の発生の可能性と反応度の投入速度を検討し、反応度の投入速度が早くなり得る「制御棒連続引き抜き」を選定していることが示されている。

更に、これらの人的過誤が重畳する場合する場合についても検討し、これらの人的過誤が重畳する可能性は更に低くなることも示されている。 

また、補足説明資料（添付資料 5.4.1）には、過去に発生した反応度誤投入事象として、「平成 11 年 志賀原子力発電所 1 号炉 原子炉緊急停止事故」

と「昭和 63年 女川原子力発電所 1号炉 定期検査中の制御棒の引き抜き事象」の再発の可能性を検討し、重要事象として選定する必要はないことが示

されている。具体的には、再発防止策により発生確率が十分小さいことを確認したことから炉心損傷には至らないことを理由として、選定していない

ことが示されている。 

 

(ⅱ) 対策の基本的な考えが、運転停止中事故シーケンスグループの

特徴を踏まえて必要な機能を明確に示しているか、初期の対策と安

定状態に向けた対策を分けているか確認する。 

 

(ⅱ) 上記(ⅰ)の事象進展の概要・特徴を踏まえ、運転停止中原子炉内燃料体の損傷を防止するためには、未臨界に必要な負の反応度を投入する必要があ

ることを確認した。本運転停止中事故シーケンスグループの特徴を踏まえた必要な機能として、未臨界を確保する機能を挙げており、具体的には、原

子炉停止機能による原子炉自動スクラムにより全制御棒全挿入とし、原子炉を未臨界にする必要があることを確認した。また、初期の対策により原子

炉は未臨界状態を維持することから、原子炉の安定状態が確立されることを確認した。 
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（3）燃料損傷防止対策 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

1．事故シーケンスグループ全体における対策（設備及び手順）の網羅性

及び事象進展を踏まえた手順の前後関係等の妥当性について 

1）重要事故シーケンス及びその他の事故シーケンスでの対策も含めて、

手順については技術的能力基準への適合、設備については設置許可基

準への適合との関係を踏まえ対策を網羅的に明示しているか。 

(ⅰ)判断に必要な計装設備が準備され、計装設備が事象を検知する

までの時間遅れ等を考慮していることを確認。 

 

 

 

1） 

 

 

(ⅰ) 本運転停止中事故シーケンスグループでは、反応度の誤投入を判別する必要があるが、これを判別するための計装設備として、｢第 7.4.4－1 表｢反応

度の誤投入｣の重大事故等対策について｣において、起動領域モニタが挙げられていることを確認した。なお、起動領域モニタが反応度の誤投入を検知

することにより原子炉停止機能が自動で働くため、対策を実施するための運転員等の事象認知はない。 

 

(ⅱ) 初期の燃料損傷防止対策とその設備を確認する。 

 

(ⅱ) 本運転停止中事故シーケンスグループの事象進展の概要・特徴を踏まえ、初期の燃料損傷防止対策として、原子炉停止機能による原子炉自動スクラ

ムにより制御棒全挿入とする。このため、原子炉スクラム信号を発する起動領域モニタを重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。スク

ラムは自動で動作するため、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策としての運転員等の操作はないが、スクラム動作後の原子炉の状態確認が必要

であり、その手順については、「技術的能力 1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等」（※）において整備されていることを確

認した。 

※ 「第 1.1.2 図 非常時操作手順書（徴候ベース）「スクラム」（原子炉）における発電用原子炉の緊急停止対応フロー」の自動スクラム成功パスを参

照 

 

(ⅲ) 安定状態に向けた対策とその設備を確認する。 

① 燃料の損傷を回避した後、原子炉及び原子炉格納容器を安定

状態へ導くための対策が整備されていることを確認。 

② 燃料の冷却状態、原子炉格納容器の閉じ込め機能が長期的に

維持されるものであることを確認。 

③ さらなる対策として、喪失した安全機能の復旧も含め、安定状

態を維持するための手順や方針が示されていることを確認。 

 

（ⅲ）安定状態に向けた対策とその設備について、初期の対策により原子炉の未臨界状態を維持することを確認した。 

① 初期の対策を参照。 

 

② 初期の対策を参照。 

 

③ 安定状態を維持するための機能が喪失していないため、さらなる対策は示されていない。 

 

(ⅳ) 初期の燃料損傷防止対策設備及び安定状態に向けた対策設備

を稼働するための状態監視ができることを確認する。 

(反応度の誤投入） 

① 初期の対策により原子炉が未臨界状態になっていることを

確認するため、中性子束の計測に係る計装設備を確認。 

 

(ⅳ) ｢第 7.4.4－1表｢反応度の誤投入｣の重大事故等対策について｣より、以下の状態監視に係る設備を挙げていることを確認した。 

 

 

① 中性子束の計測に係る計装設備として、起動領域モニタが挙げられていることを確認した。 

 

(ⅴ) 初期の対策から安定状態に向けた対策に切り換える条件を明

確に示しているか確認する。 

(反応度の誤投入） 

① 最終ヒートシンクへの熱の輸送を開始できる条件を確認。 

 

(ⅴ) 運転停止中事故シーケンスグループ｢反応度の誤投入｣では、初期の対策により原子炉は未臨界状態になり、原子炉の安定状態が確立されることを確

認した。 
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(ⅵ) 有効性評価上は期待していないが、実際の対策として整備して

いる項目を確認する。 

① 有効性評価においては期待していないものの、実際には行う

対策が網羅的に記載されていることを確認。 

② 対策については、有効性評価上期待している対策だけでなく、

「重大事故等防止技術的能力基準説明資料」との整合を踏ま

え、自主対策設備による手順も含めて実施する対策を網羅的

に含めていることを確認。 

③ 手順上、安全機能等の機能喪失の判断後、その機能の回復操作

を実施することになっている場合には、回復操作も含めてい

ることを確認。 

 

(ⅵ) 運転停止中事故シーケンスグループ｢反応度の誤投入｣では、有効性評価上は期待していないが、実際の対策として整備している対策はないことを確

認した。 

① 該当なし。 

 

② 該当なし。 

 

 

 

③ 該当なし。 

(ⅶ) 上記の対策も含めて本運転停止中事故シーケンスグループに

おける手順及びその着手の判断基準が「重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力」と整合

していることを確認する。 

 

(ⅶ) 本運転停止中事故シーケンスグループにおいては、重大事故等対策はすべて自動で作動するため、対応に必要な手順はないが、スクラム動作後の原

子炉の状態確認が必要であることを確認した。これを踏まえて、使用する重大事故等対処設備（計装）については、｢第 7.4.4－1 表「反応度の誤投

入」の重大事故等対策について｣で明確にされていることを確認した。 

 

（設置許可基準規則第 37条 解釈） 

第37条（重大事故等の拡大の防止等） 

（炉心の著しい損傷の防止） 

1－4 上記1－2(a)の「十分な対策が計画されており」とは、国内外の

先進的な対策と同等のものが講じられていることをいう。 

2）対策について、国内外の先進的な対策と同等なものであるか。 

 

※ ｢運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価｣においては、要求されていない。 

3）対策の概略系統図は整理されているか。 

(ⅰ) 対策の概略系統図において、対策に関係する主要機器・配管・

弁が明示されているか確認する。 

 

記載要領（例） 

 有効性評価で期待する系統や設備等は太字で記載。 

 設計基準事故対処設備から追加した設備や機器は点線囲みで記載。な

お、技術的能力や設備側で確認できれば、有効性評価の概略系統図で

点線囲みされていなくてもよい。 

 

3） 

(ⅰ) 対策に関連する設備として、原子炉保護系及び原子炉緊急停止系が第 8.4－1 図～第 8.4－4 図（設置許可申請書の既許可部分）に示されていること

を確認した。 

 

4）対応手順の概要は整理されているか。 

(ⅰ) 対応手順の概要のフローチャートで、想定される事象進展や判

断基準等との関係も含め、明確にされていることを確認する。 

4） 

(ⅰ) 対応手順の概要フローについて、以下のとおり確認した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

① 対応手順の概要フロー等において、運転員等が判断に迷わな

いように、その手順着手の判断基準が明確にされていること

を確認。 

 

記載要領（例） 

 事故シーケンスの対応手順の概要（フロー）について、実際の手順上

の設定と解析上の設定がわかるように記載。 

 評価上、期待するもののみならず、回復操作や期待しない操作等につ

いても記載。この際、回復操作や期待しない操作等については、評価

上は考慮しないことが明確であるように記載。 

 

① 「第 7.4.4－1図「反応度の誤投入」の対応手順の概要｣において、想定される事象進展が明確にされるとともに事象進展に沿った判断項目、操作確認

項目等が示されていることを確認した。 

なお、重大事故等対策はすべて自動で作動するため、対応に必要な手順はないが、スクラム動作後の原子炉の状態確認が必要であることを確認した。 

 

(ⅱ) 事象進展の判断基準・確認項目等が明確に示されていることを

確認する。 

① 対策については、有効性評価上期待している対策だけでなく、

「重大事故等防止技術的能力基準説明資料」との整合を踏ま

え、自主対策設備による手順も含めて実施する対策を網羅的

に含めていることを確認。 

 

(ⅱ) 事象進展の判断基準等について、｢第 7.4.4－1 図「反応度の誤投入」の対応手順の概要｣及び「7.4.4.1(3) 燃料損傷防止対策」において以下のとお

り明確にされていることを確認した。 

① 運転停止中事故シーケンスグループ｢反応度の誤投入｣に係る判断基準・確認項目等 

原子炉自動スクラムによる制御棒全挿入：起動領域モニタの原子炉周期短（原子炉周期 10 秒）信号の発生及び原子炉出力が中間領域に到達すること

により自動作動することを確認した。 

 

5）本運転停止中事故シーケンスグループ内の事故シーケンスの対応に必

要な要員について整理されているか。 

(ⅰ) 個別の手順を踏まえたタイムチャートにおいて、作業項目、時

系列も含めて全体的に整理されていることを確認する。 

① タイムチャートにおいて、作業項目、時系列も含めて全体的に

整理されていることを確認。 

② 個別の手順は「重大事故等防止技術的能力基準説明資料」と整

合していることを確認。 

③ その際、有効性評価で期待している作業に加え、期待していな

い作業に対しても必要な要員数を含めていることを確認。 

④ 異なる作業を連続して行う場合には、その実現性（時間余裕

等）を確認。 

⑤ 運転員の操作時間に関する考え方を確認。 

 

記載要領（例） 

 要員が異なる作業を連続して行う場合には、要員の移動先を記載。 

タイムチャートに示されている時間は放射線防護具等の着用時間を

含んでいること。 

 

5） 

 

(ⅰ) 重大事故等対策はすべて自動で作動するため、対応に必要な手順はないため、タイムチャートでの整理は必要ないことを確認した。なお、スクラム動

作後の原子炉の未臨界状態を確認するための要員が必要であることを確認した。 

① 該当なし。 

 

② 該当なし。 

 

③ 該当なし（運転停止中事故シーケンスグループ｢反応度の誤投入｣では、有効性評価上は期待していないが、実際の対策として整備している対策はない。）。 

 

④ 該当なし（対策としての作業はない。）。 

 

⑤ 該当なし（対策としての作業はない。）。 
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2．燃料損傷防止対策の有効性評価 

（1）有効性評価の方法 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価ガイド） 

3.3 運転停止中事故シーケンスグループの主要解析条件等 

運転停止中事故シーケンスグループごとに、燃料損傷に至る重要

な事故シーケンス（以下「重要事故シーケンス」という。）を選定

し、評価対象とする。重要事故シーケンス選定の着眼点は以下とす

る。 

a. 燃料損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。 

b. 燃料損傷回避に必要な設備容量（流量等）が大きい。 

c. 運転停止中事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表

している。 

1．解析を実施するにあたっての方針の明確化について 

1）解析を実施する上で、ＰＲＡの結果等を踏まえ、重要事故シーケンス

が適切に選定されているか。 

(ⅰ) 運転停止中事故シーケンスグループから、重要事故シーケンス

を選定した理由を確認する。 

① 重要事故シーケンスは、｢Ⅰ 事故シーケンスグループ及び重

要事故シーケンス等の選定について｣により選定された最も

厳しい事故シーケンスと一致していることを確認。一致して

いない場合は、保守的な理由が明確にされていることを確

認。 

② 重要事故シーケンスはガイドに示された着眼点に沿って選

定されていることを確認。 ← PRA の評価において重要事故

シーケンス選定の妥当性を確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1） 

 

(ⅰ) 重要事故シーケンスの選定プロセスについて、以下のとおり確認した。 

 

① 本運転停止中事故シーケンスグループの重要事故シーケンスは、「停止 

中に実施される試験等により、制御棒 1 本が全引き抜きされている状態から、他の 1本の制御棒が操作量の制限を超える誤った操作によって引き抜か

れ、異常な反応度の投入を認知できずに燃料の損傷に至る事故」とすることを確認した。 

 

 

② 本運転停止中事故シーケンスグループの重要事故シーケンスは、原子炉運転停止中において、炉心が臨界又は臨界近傍の状態になり得る試験として、

制御棒 1本が全引き抜きされている状態から、他の 1本の制御棒が引き抜かれる試験が実施されている。この試験において、運転員が操作量の制限を

超える誤った制御棒引き抜きの操作を実施すること（※）を確認した。 

 

※ 運転停止中の原子炉においては、不用意な臨界の発生を防止するため、停止余裕（最大反応度価値を有する 1 本の制御棒が引き抜かれても炉心を

未臨界に維持できること。）を確保できるように燃料を配置するとともに、通常は原子炉モードスイッチを燃料取替位置として、1本を超える制御

棒の引き抜きを防止するインターロックを維持した状態で必要な制御棒の操作が実施される。 

しかしながら、運転停止中の原子炉においても、検査等の実施に伴い原子炉モードスイッチを起動位置として複数の制御棒の引き抜きを実施する

場合がある。このような場合、制御棒の引き抜きは原則としてノッチ操作とし、中性子束の監視を行いながら実施している。本重要事故シーケン

スでは、原則から逸脱して、制御棒を連続引き抜きし、中性子束の監視を怠っていることを想定している。 

 

2）使用する解析コードは適切か。（→解析コードの審査確認事項へ） 

(ⅰ) 評価対象の事故シーケンスの重要な現象を確認する。 

2） 

(ⅰ) 本重要事故シーケンスでは、誤操作によって過剰な制御棒の引き抜きが行なわれることにより異常な反応度が投入されるため、炉心における核分裂

出力、出力分布変化、反応度フィードバック効果、制御棒反応度効果、燃料棒内温度変化、燃料棒表面熱伝達、沸騰遷移が重要現象となることを確認

した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

(ⅱ) 使用する解析コードが、事故シーケンスの重要な現象を解析

する能力があることを確認する。 

(ⅱ) 炉心平均中性子束の過渡応答の評価を行うため、炉心における核分裂出力、反応度フィードバック効果、制御棒反応度効果等を取り扱うことができ

る APEX を用いる。さらに、燃料エンタルピの過渡応答の評価により燃料健全性を確認するため、燃料棒内温度変化、燃料棒表面熱伝達等を取り扱うこ

とができる SCAT（RIA 用）を用いることを確認した。 

 

（運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価ガイド） 

3.1 有効性評価の手法及び範囲 

(1) 有効性評価にあたっては、最適評価手法を適用し、「3.2 有効性

評価の共通解析条件」及び「3.3運転停止中事故シーケンスグループ

の主要解析条件等」の解析条件を適用する。ただし、保守的な仮定及

び条件の適用を否定するものではない。  

3）有効性評価ガイド 3.1(1)の要求事項を踏まえ、解析コード及び解析

条件の持つ不確かさが与える影響を評価する方針であるか。 

 

 

 

 

 

 

 

3) 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、本重要事故シーケンスにおける運転員等の操作時間に与える影響、評価項目となるパラ

メータに与える影響及び操作時間余裕を評価する方針が示されていることを確認した。また、操作に係る不確かさを「認知」、「要員配置」、「移動」、「操

作所要時間」、「他の並列操作有無」及び「操作の確実さ」の 6要因に分類し、これらの要因が運転員等の操作時間に与える影響を評価する方針が示され

ていることを確認した。 
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（2）有効性評価の条件 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価ガイド） 

3.2 有効性評価の共通解析条件 

(4) 外部電源 

外部電源の有無の影響を考慮する。 

 

3.3 運転停止中事故シーケンスグループの主要解析条件等 

(2) BWR 

d．反応度の誤投入 

(a) 重要事故シーケンスの例 

i. 制御棒の誤引き抜き等によって、燃料に反応度が投入される。 

(b) 主要解析条件（「3.2 有効性評価の共通解析条件」に記載の項目

を除く。） 

i.制御棒の誤引抜、制御棒及び燃料集合体の誤配置等による反応度投

入を想定する。 

(c) 対策例 

i.状態監視及び制御棒再挿入等の対応手順の策定による未臨界の確保 

 

1．主要解析条件の設定の根拠の妥当性について 

1）起因事象、安全機能の喪失の仮定、外部電源の有無等を含めて事故条

件の設定は妥当か。 

(ⅰ) 外部電源の有無を確認する。 

① 解析条件として外部電源の有無について、評価項目に関する

解析結果が厳しくなるなどその理由を明確にしていること

を確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1） 

 

(ⅰ) 外部電源の有無とその理由について、以下のとおり確認した。 

① 制御棒の引き抜き操作には、外部電源が必要となるため、外部電源はあるものとすることを確認した。 

 

(ⅱ) 初期条件や起因事象、安全機能喪失の仮定を確認する。 

① 選定した重要事故シーケンスを踏まえて、初期条件や起因事

象、安全機能の喪失の想定を明確にしていることを確認。 

② 解析結果に影響を与える初期条件、事故条件が示されている

かを確認。 

（反応度の誤投入） 

 想定する炉心、炉心の初期状態、誤って連続引き抜きされ

る制御棒の位置及びの反応度価値を確認。 

(ⅱ) 起因事象及び安全機能の喪失の仮定について、以下のとおり確認した。 

① 起因事象として、運転停止中の原子炉において、制御棒 1本が全引き抜きされている状態から、他の 1本の制御棒が操作量の制限を超える誤った操作

によって連続的に引き抜かれる事象を想定することを確認した。 

② ｢第 7.4.4－2 表 主要解析条件（反応度の誤投入）｣において、初期条件、事故条件等、評価で設定した条件とその考え方が全体的に整理されており、

初期条件として、余剰反応度を大きくするため、炉心状態は、燃料交換後である平衡炉心のサイクル初期とする炉心に装荷される燃料は 9×9 燃料(A

型)、炉心の実効増倍率は 1.0、原子炉出力は定格値の 10-8、原子炉圧力は 0.0MPa[gage]、燃料被覆管表面温度及び冷却材の温度は 20℃、燃料エンタ

ルピの初期値は 8kJ/kgUO2とすることを確認した。 

運転停止中に実施される試験等の方法を考慮し、制御棒引き抜きによる正の反応度投入量を大きくするため、全引き抜きされている制御棒と誤引き抜

きされる制御棒は、実効増倍率が最も高くなる対角隣接の組合せのものとする。誤引き抜きされる制御棒の反応度価値は、臨界近接時に引き抜かれる

制御棒の最大反応度価値の制限値（1.0%Δk 以下）を超える約 1.93%Δk とする。制御棒の引き抜き操作には、外部電源が必要となるため、外部電源は

あるものとすることを確認した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

「第 7.4.4－2 図 引抜制御棒反応度曲線」に、引抜制御棒反応度曲線が示され、「第 7.4.4－3 図 スクラム反応度曲線」に、反応度の誤投入における

スクラム反応度曲線が示されていることを確認した。 

 

※ 通常、制御棒 1 本が全引抜されている状態の未臨界度は深く、また、仮に他の 1本の制御棒が操作量の制限を超えた場合でも、臨界近接で引き抜

かれる制御棒の反応度価値が核的制限値を超えないよう管理注）している。これらを踏まえ、本評価においては、誤引き抜きされる制御棒の反応度

価値が、管理値を超える事象を想定している。 

注）原子炉起動時及び冷温臨界試験時は、臨界近接時における制御棒の最大反応度価値が 1.0%Δk 以下となるよう管理。また、制御棒価値ミニマ

イザまたは複数の運転員による制御棒引き抜き手順の監視を実施。なお、原子炉停止余裕検査においても、同様の監視を実施。 

 

（運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価ガイド） 

3.2 有効性評価の共通解析条件 

(1) 原子炉の運転停止中の期間 

原子炉運転停止の過程における主発電機の解列から、原子炉起動

の過程における主発電機の併列までを、原子炉の運転停止中の期間

とする。ただし、全燃料が使用済燃料貯蔵槽に取り出され、原子炉

に燃料がない場合は除く。なお、原子炉の運転停止中の期間を、原

子炉の圧力、温度、水位及び作業状況等に応じて適切に区分するこ

と。 

(2) 原子炉内の状態等 

原子炉内の炉心流量及び崩壊熱等については、設計値等に基づく

現実的な値を用いる。 

(3) 安全施設の適用条件 

a. 設備の容量は設計値を使用する。設計値と異なる値を使用する場

合は、その根拠と妥当性が示されていること。作動設定点等につ

いて計装上の誤差は考慮しない。 

b. 故障又は待機除外を仮定した設備を除き、設備の機能を期待する

ことの妥当性（設備の待機状態、原子炉の圧力、温度及び水位

等）が示された場合には、その機能を期待できる。 

c. 故障又は待機除外を仮定した設備の復旧には期待しない。 

2）重大事故等対策に関連する機器条件は妥当か。 

(ⅰ) 使用する機器に関する解析条件（容量等）について、具体的な

設定値又は設定の考え方が整理されていることを確認する。その

際、保守的な仮定及び条件を適用する場合はその理由が記載され

ていることを確認する。 

① 機器に関する解析条件として設計値（添付八）と異なる値を

使用している場合には、その考え方を確認。 

（反応度の誤投入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2） 

(ⅰ) 機器条件として、以下のとおり確認した。 

 

 

 

① ｢第 7.4.4－2 表 主要解析条件（反応度の誤投入）｣より、本重要事故シーケンスの評価で用いる機器条件と設定理由については、以下に示すとおりで

あることを確認した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 制御棒の引抜速度 

 制御棒引抜阻止の作動条件 

 原子炉自動スクラムの作動条件 

制御棒の引抜速度：制御棒は、引抜速度の上限値 9.1cm/s にて連続で引き抜かれるものとすることを確認した。 

原子炉スクラム信号：原子炉自動スクラムは、起動領域モニタの原子炉周期短（原子炉周期 10 秒）信号により作動するものとするものとすることを

確認した。 

 

（運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価ガイド） 

(ⅱ) 有効性評価ガイド 3.2(3)c.にしたがって、解析上、故障又は

待機除外を仮定した設備の復旧には期待していないことを確認す

る。 

 

3.2 有効性評価の共通解析条件 

(3) 安全施設の適用条件 

b. 故障又は待機除外を仮定した設備を除き、設備の機能を期待する

ことの妥当性（設備の待機状態、原子炉の圧力、温度及び水位

等）が示された場合には、その機能を期待できる。 

c. 故障又は待機除外を仮定した設備の復旧には期待しない。 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 該当なし。本重要事故シーケンスにおいては、安全機能の喪失を仮定していない。 

3）重大事故等対策に関連する操作条件の設定は妥当か。 

(ⅰ) 重大事故等対策に関連する操作条件を確認する。 

 

① 現場操作を伴う対策について、その操作条件は、現場への接

近時間や操作に係る所用時間等を含めて、操作の成立性※に

よる時間内であることを確認。 

※ 操作の成立性については、「重大事故等防止技術的能力説明資

料」により確認する。 

② 主要な対策（炉心損傷防止を図る上で必要な対策。特に現場

操作を必要とするもの等）については、その操作余裕時間を

確認。 

③ 操作条件として、手順上の設定時間と解析上の設定時間が異

なる場合には、操作余裕を見込んでいるための相違など、そ

の理由が妥当なものであることを確認。 

3） 

(ⅰ) 本運転停止中事故シーケンスグループにおいて、重大事故等対策はすべて自動で作動するため、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策としての

運転員等の操作はないが、スクラム動作後の原子炉の状態確認が必要であることを確認した。 

① 本運転停止中重要事故シーケンスにおける重大事故等対策のうち、現場操作はない。 

 

 

 

 

② 重大事故等対策はすべて自動で作動するため、対応に必要な操作はない。 

 

 

③ 重大事故等対策はすべて自動で作動するため、対応に必要な操作はない。 
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（3）有効性評価の結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（設置許可基準規則第 37条 解釈） 

第37条（運転停止中原子炉内の燃料損傷の防止） 

（炉心の著しい損傷の防止） 

4－2 第4項に規定する「運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防

止するために必要な措置を講じたもの」とは、想定する運転停止中

事故シーケンスグループに対して、以下の評価項目を満足すること

を確認したものをいう。 

(a)燃料有効長頂部が冠水していること。 

(b)放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。 

(c)未臨界を確保すること（ただし、通常の運転操作における臨界、

又は燃料の健全性に影響を与えない一時的かつ僅かな出力上昇を伴

う臨界は除く。）。 

1．解析結果の妥当性について 

1）解析結果における挙動の説明は妥当か。また、設置許可基準規則解釈

における評価項目に対する基準を満足しているか。 

(ⅰ) 事象進展の説明は事象の発生から燃料損傷防止対策とその効果

等が整理されていることを確認するとともに、プラントの過渡応答

が適切であるかを確認する。 

① 事象進展の説明は時系列的に整理されているかを確認。 

 

② 起因事象に関連するパラメータの挙動を確認。 

③ 重大事故等に対処する機器・設備に関連するパラメータの挙

動を確認。 

④ 重大事故等対策の効果を確認できるパラメータを確認。 

(反応度の誤投入の場合） 

1. 起動領域モニタの信号により制御棒引抜阻止し、異常な反応

度の投入を抑制していることを確認。さらに、起動領域モニ

タの信号により自動スクラムが作動し、未臨界が確保できる

かを確認。 

 

記載要領（例） 

・ トレンド図の変曲点については、説明を加えること 

・ トレンド図に関連する操作や機器動作のタイミングが示されている

こと 

・ 図示されたパラメータの定義が明確であること（平均値と最高値の

区別、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1） 

 

(ⅰ) 事象進展やプラントの過渡応答が適切であるかについて、以下のとおり確認した。 

 

 

① 「7.4.4.2(3) 有効性評価の結果」より、事象進展の説明は、事象の発生、燃料損傷の恐れに至るプロセス、初期の燃料損傷防止対策とその効果につい

て時系列的に整理されていることを確認した。 

② 第 7.4.4－4 図により、制御棒の誤引き抜きにより、異常な反応度が投入され、炉心平均中性子束が異常に上昇していることを確認した。 

③ 第 7.4.4－4 図により、起動領域モニタの原子炉周期短（原子炉周期短 10 秒）による原子炉スクラム信号が発生して、制御棒引き抜き開始から約 9.3

秒後に自動スクラムしていることを確認した。 

④ 第 7.4.4－4 図により、制御棒引き抜き開始から約 9.3 秒後に自動スクラムすることにより、未臨界が確保され、炉心平均中性子束が降下していること

を確認した。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  5.4-15 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

2 相水位とコラプス水位の区別など） 

 

 (ⅱ) 評価項目となるパラメータが基準を満足しているか確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 原子炉容器水位（燃料有効長頂部の冠水、遮蔽が維持される

水位） 

 

② 未臨界の確保（自動スクラムによる急速な負の反応度の投

入） 

(ⅱ) 上記(ⅰ)の事象進展を踏まえ、評価項目となるパラメータについては、制御棒の引き抜き開始から約 9.3 秒後に起動領域モニタの原子炉周期短（原

子炉周期 10 秒）信号が発信することにより、原子炉が自動スクラムする。原子炉出力は定格値の約 4.4%までの上昇にとどまり、制御棒全挿入状態に

なることにより、原子炉は未臨界になる。この過程で投入される反応度は約 1.14 ドル（投入反応度最大値:約 0.71%Δk）であることから、反応度投

入事象（※）に至るが、燃料エンタルピは最大で約 37kJ/kgUO2であり、「発電用軽水型原子炉施設の反応度投入事象に関する評価指針」（昭和 59 年 1

月 19 日 原子力安全委員会決定）に示された燃料の許容設計限界のうち最も厳しいしきい値である 272kJ/kgUO2（65cal/gUO2）を超えることはなく、

また、燃料エンタルピ増分の最大値は約 29kJ/kgUO2 であり、「発電用軽水型原子炉施設の反応度投入事象における燃焼の進んだ燃料の取扱いについ

て」（平成 10 年 4 月 13 日 原子力安全委員会了承）に示された燃料ペレット燃焼度 65,000MWd/t 以上の燃料に対するペレット－被覆管機械的相互作

用を原因とする破損のしきい値であるピーク出力部燃料エンタルピの増分 167kJ/kgUO2（40cal/gUO2）を超えることはなく、燃料の健全性は維持され

ることを確認した。具体的な確認結果は以下のとおり。 

① 当該期間においては、原子炉圧力容器内において蒸気の発生がないことにより原子炉水位に有意な変動はないため、燃料有効長頂部は冠水を維持して

おり、さらに、原子炉圧力容器の蓋が閉止されている状態であることから、放射線の遮蔽を維持されることを確認した。 

 

② 制御棒の引き抜きによる異常な反応度の投入に伴い一時的に臨界超過状態になり、原子炉出力は異常上昇するものの、原子炉スクラムにより未臨界は

確保されることを確認した。 

 

※ 「発電用軽水型原子炉施設の反応度投入事象に関する評価指針」（昭和 59年 1月 19 日原子力安全委員会決定）において、反応度投入事象は、「臨界又

は臨界近傍の原子炉に、原則的に 1ドル以上の反応度が急激に投入されることによって、原子炉出力の上昇とそれに伴う原子炉燃料のエンタルピ増大

が生じる事象をいう。」と定義されている。 

 

(ⅲ) 初期の燃料防止対策により、燃料の著しい損傷を防止できてい

ることを確認する。 

 

(ⅲ) 上記(ⅱ)にあるとおり、解析結果は運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の評価項目を満足していることを確認した。具体的には、制御棒の誤

引き抜きによる異常な反応度の投入を起動領域モニタにより検知し、原子炉自動スクラムにより未臨界状態にできること、炉心は満水が維持されており、

燃料有効長頂部が冠水している状態であるとともに、原子炉圧力容器の蓋が閉止されている状態であることから、放射線の遮蔽を維持できることを確認

した。 

 

（運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価ガイド） 

3.1 有効性評価の手法及び範囲 

 (2) 有効性評価においては、原則として事故が収束し、原子炉が安定

状態に導かれる時点までを評価する。 

2．評価期間の妥当性について 

1） 評価期間は、有効性評価ガイド 3.1(2)を踏まえたものとなってい

るか。 

(ⅰ) 原子炉及び原子炉格納容器が安定状態になるまで評価してい

ることを確認する。 

① 低温停止状態まで解析を実施していない場合には、燃料有効長

頂部の冠水、遮蔽が維持される水位が確保される解析結果を示

 

 

 

 

 

1） 

 

(ⅰ) 初期の対策により原子炉は未臨界状態になり、原子炉の安定状態が確立されることを確認した。 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  5.4-16 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

した上で、その後低温停止状態まで導くための対策が整備され

ていることを確認。 

 

 (反応度の誤投入の場合） 

 初期の対策により原子炉は未臨界状態になり、原子炉の安定状態

が確立されることを確認。 
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3．解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価 

 

確認内容の概要： 

重大事故等対策の有効性評価においては、｢不確かさ｣を考慮しても解析結果が評価項目を概ね満足することに変わりが無いことを確認する必要がある。 

｢不確かさ｣の要因には、解析コードのモデルに起因するもの（以下｢解析コードの不確かさ｣という。）と初期条件や機器条件、事故条件に設計や実手順と異なる条件（保守性や標準値）を用いたことに起因するもの（以下｢解析条

件の不確かさ｣という。）がある。これらの｢不確かさ｣によって、運転員等の要員による操作（以下｢運転員等操作｣という。）のトリガとなるタイミングの変動や評価結果が影響を受ける可能性がある。 

このため、｢3.解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価｣においては、3.(1)解析コードの不確かさ、3.(2)a.解析条件の不確かさについて、それぞれ、運転員等操作に与える影響、評価結果に与える影響を確認するとともに、

解析コードの不確かさ、解析条件の不確かさを重ね合わせた場合の運転員等操作時間に与える影響、評価結果に与える影響を 3.(2)b.操作条件にて確認する。 

加えて、操作が遅れた場合の影響を把握する観点から、対策の有効性が確認できる範囲内で 3.(3)操作時間余裕を確認する。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

1．評価条件の不確かさの影響評価方針 

1）評価条件の不確かさの影響評価方針は妥当か。 

(ⅰ) 不確かさを考慮すると、評価結果が非保守的となる場合は感度

解析等により考察する方針としているか確認する。 

 

 

 

1） 

(ⅰ) 評価条件の不確かさの影響評価方針について、以下のとおり確認した。 

評価条件の不確かさの影響評価方針は、「6.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針」を踏まえ、不確かさの影響評価の範囲として、評価

項目となるパラメータに与える影響を評価するものとしていることを確認した。なお、重大事故等対策（制御棒引き抜き阻止機能及び原子炉スクラム機

能）はすべて自動で作動するため、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策としての運転員等の操作はないことから、運転員等の操作時間に与える影

響、要員の配置による他の操作に与える影響及び操作時間余裕を評価する必要はないことを確認した。また、｢6.5 有効性評価における解析の条件設定の

方針｣において、「解析コードの持つ重要現象に対する不確かさや解析条件の不確かさによって、さらに本発電用原子炉施設の有効性評価の評価項目とな

るパラメータ及び運転員等の操作時間に対する余裕が小さくなる可能性がある場合は、影響評価において感度解析等を行うことを前提に設定する。」とし

ていることを確認した。 
参考：「6.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針」において、不確かさ等の影響確認は、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さ

くなる場合に感度解析等を行うとしている。以下参照。 

 

（参考：6.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針） 

6.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針 

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕

を評価するものとする。 

不確かさの影響確認は、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなる場合に感度解析等を行う。事象推移が緩やかであり、重畳する影響因子がない

と考えられる等、影響が容易に把握できる場合は、選定している重要事故シーケンス等の解析結果等を用いて影響を確認する。事象推移が早く、現象が複雑で

ある等、影響が容易に把握できない場合は、事象の特徴に応じて解析条件を変更した感度解析によりその影響を確認する。 

 

(ⅱ) 評価条件の不確かさにより、影響を受ける運転員等の操作が特

定されているか確認する。 

① 運転員等の操作の起点となる事象によって運転員等の操作

が受ける影響を確認。 

(ⅱ) 不確かさにより影響を受ける運転員等の操作は以下のとおりであることを確認した。 

 

① 本重要事故シーケンスでは、原子炉スクラム機能が自動で働くため、運転員等の操作はないことを確認した。 
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（1）解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

1．解析コードの不確かさが運転員等の操作時間に与える影響 

1）解析コードの不確かさが運転員等の操作時間に与える影響の内容は妥

当か。 

(ⅰ) 解析コードが有する重要現象※の不確かさとその傾向が挙げら

れているか確認する。 

① 解析コードが有する重要現象の不確かさが抽出され、実験や

他コード等との比較により、その傾向が把握されているか確

認。 

② 解析コードが有する重要現象の不確かさにより、影響を受け

る運転員操作とその影響（操作開始が遅くなる/早くなる）を

確認。 

※ 解析コードで考慮すべき物理現象は、｢Ⅲ 重大事故等対策の

有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて｣

においてランク付けされており、ランク H、ランク Mに該当す

る物理現象が重要現象として抽出されている。また、解析コー

ドの重要現象に対する不確かさについても、｢Ⅲ 重大事故等

対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードにつ

いて｣において整理されている。 

 

 

1） 

 

(ⅰ) 本重要事故シーケンスでは、原子炉スクラム機能が自動で働くため、運転員等の操作はないことを確認した。 

2．解析コードの不確かさが評価結果に与える影響 

1）解析コードの不確かさが評価結果に与える影響の内容は妥当か。 

(ⅰ) 解析コードが有する重要現象の不確かさが評価結果に与える影

響を確認する。 

 

① 解析コードが有する重要現象の不確かさが抽出され、実験や

他コード等との比較によりその傾向が把握されているか確

認。 

 

 

② 解析コードが有する重要現象の不確かさが、評価項目となる

パラメータに与える影響（余裕が大きくなる/小さくなる）に

ついて確認。 

 

 

1） 

(ⅰ) 解析コードの不確かさが評価結果に与える影響について、ドップラ反応度フィードバック効果、制御棒反応度及び実効遅発中性子割合の不確かさを

試験データとの比較により評価している。感度解析の結果から、これらの不確かさが、燃料エンタルピに与える影響は小さいことを確認した。具体的な

確認内容を以下に示す。 

① 以下の不確かさを考慮し、感度解析を実施することを確認した。 

 ドップラ反応度フィーバック：不確かさは、実験にて 7～9%と評価されている。 

 制御棒反応度：制御棒価値測定との比較から、不確かさは約 9%と評価されている。 

 実効遅発中性子発生割合：臨界試験との比較により、実効遅発中性子割合の不確かさは約 4%と評価されている。 

 

② ①の不確かさを考慮し、感度解析を実施したことを確認した。 

 ドップラ反応度フィードバック効果：ドップラ反応度を＋10%とした場合において投入される反応度は約 1.14 ドル（燃料エンタルピ最大値：約

36kJ/kgUO2、燃料エンタルピの増分の最大値：約 28kJ/kgUO2）、－10%とした場合において投入される反応度は約 1.14 ドル（燃料エンタルピ最大値：約

37kJ/kgUO2、燃料エンタルピの増分の最大値：約 29kJ/kgUO2）であり、不確かさを考慮しても燃料の健全性に影響がないことを確認した。 

 制御棒反応度：スクラム反応度を＋10%とした場合において投入される反応度は約 1.14 ドル（燃料エンタルピ最大値：約 35kJ/kgUO2、燃料エンタルピ

の増分の最大値：約 27kJ/kgUO2）、－10%とした場合において投入される反応度は約 1.14 ドル（燃料エンタルピ最大値：約 39kJ/kgUO2、燃料エンタルピ

の増分の最大値：約 31kJ/kgUO2）であり、不確かさを考慮しても燃料の健全性に影響がないことを確認した。また、引抜制御棒反応度を＋10%とした場
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

合において投入される反応度は約 1.15 ドル（燃料エンタルピ最大値：約 50kJ/kgUO2、燃料エンタルピの増分の最大値：約 42kJ/kgUO2）、－10%とした場

合において投入される反応度は約 1.12 ドルであり、不確かさを考慮しても燃料の健全性に影響がないことを確認した。 

 実効遅発中性子発生割合：実効遅発中性子割合を＋10%とした場合において投入される反応度は約 1.12 ドル、－10%とした場合において投入される反

応度は約 1.16 ドル（燃料エンタルピ最大値：約 41kJ/kgUO2，燃料エンタルピの増分の最大値：約 33kJ/kgUO2）であり、不確かさを考慮しても燃料の健

全性に影響がないことを確認した。 
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（2）評価条件の不確かさの影響評価 

ａ．初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価ガイド） 

2.2.2 有効性評価の共通解析条件 

 (3) 設計基準事故対処設備の適用条件 

a. 設備の容量は設計値を使用する。設計値と異なる値を使用する場合

は、その根拠と妥当性が示されていること。作動設定点等について計

装上の誤差は考慮しない。 

b. 故障を想定した設備を除き、設備の機能を期待することの妥当性

（原子炉の圧力、温度及び水位等）が示された場合には、その機能を

期待できる。 

1．評価条件の不確かさが運転員等の操作時間に与える影響 

1）初期条件、事故条件及び機器条件における評価条件の設定と最確条件

の違いが運転員等の操作時間に与える影響の内容は妥当か。 

(ⅰ) 設計値と異なる値（標準値（代表プラントの値）等）を用いて

いる条件が抽出され、その違いが運転員等の操作時間に与える影

響（操作開始が遅くなる/早くなる）を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1） 

 

(ⅰ) 設計基準事故対処設備である制御棒引抜阻止及び原子炉自動スクラムは、起動領域モニタが反応度の誤投入を検知するにより自動で働くことを期待

しているため、対策に運転員等の操作は含まれていないことを確認した。 

2．評価条件の不確かさが評価結果に与える影響 

1）初期条件、事故条件及び機器条件における評価条件の設定と最確条件

の違いが評価結果に与える影響の内容は妥当か。 

(ⅰ) 設計値と異なる値（標準値（代表プラントの値）等）を用いて

いる条件が抽出され、その違いが評価結果に与える影響（余裕が大

きくなる/小さくなる）を確認する。 

（反応度の誤投入） 

① 装荷炉心、燃焼度が変動した場合の評価結果への感度を確認。 

 

 

 

 

 

② 初期実効増倍率初期出力が変動した場合の評価結果への感度

を確認。 

 

③ 燃料被覆管温度及び冷却材温度が変動した場合の評価結果へ

の感度を確認。なお、事象発生前は、燃料ペレット、燃料被覆

管温度及び冷却材温度は等温度状態である。 

 

1） 

 

(ⅰ) 評価条件が評価結果に与える影響は以下のとおりであることを確認した。 

初期条件の不確かさとして、炉心燃焼度、装荷されている燃料タイプ、初期出力、初期燃料温度等が考慮されている。感度解析の結果から、これらの

不確かさが、燃料エンタルピに与える影響は小さいことから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さいことを確認した。 

 

① サイクル初期及びサイクル末期の炉心状態の不確かさとして、引抜制御棒反応度曲線、スクラム反応度曲線、実効中性子発生割合について感度解析を

実施すると、投入される反応度は約 0.98 ドル、約 1.09 ドルであり、これらの感度解析結果を考慮しても燃料の健全性に影響がないことを確認した。

さらに、装荷する燃料を 9×9燃料(B型)に想定した場合を包含するような引抜制御棒反応度曲線の不確かさを踏まえて、感度解析を実施しても、投入

される反応度は約 1.02 ドル～約 1.14 ドルであり、燃料の健全性に影響がないことを確認した。 

補足説明資料（添付資料 5.4.4 反応度誤投入における炉心状態等の不確かさについて）において、炉心状態の不確かさを踏まえた感度解析結果の一覧

が示されている。 

② 初期出力は炉心状態毎に異なり、評価項目となるパラメータに影響を与えるため、その不確かさが与える影響を評価した。定格の 10-8の 10 倍及び 1/10

倍とした場合の感度解析を行い、ベースケースでの結果（約 1.14 ドル）と大きく差異がない、約 1.09 ドル（10 倍）及び約 1.17 ドル（1/10 倍）であ

ることから、初期出力の不確かさが与える影響は小さいことを確認した。 

③ 初期燃料温度は炉心状態毎に異なり、評価項目となるパラメータに影響を与えるため、その不確かさが与える影響を評価した。初期燃料温度を 60℃と

した場合の感度解析を実施し、ベースケースでの結果（約 1.14 ドル）と大きく差異がない、約 1.14 ドルであることから、初期燃料温度の不確かさが

与える影響は小さいことを確認した。   
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（2）解析条件の不確かさの影響評価 

ｂ．操作条件 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

1．操作条件の不確かさが対策の実施に与える影響 

1）評価条件の不確かさが運転員等の操作に与える影響並びに解析上の操

作開始時間と実際に見込まれる操作開始時間の相違により、操作タイ

ミングが変動しても要員は対応可能か。また、要員の配置は前後の操

作を考慮しても適切か。 

(ⅰ) 運転員操作の場所、対策の実施内容と対策の実施に対する影響

を確認する。 

① 解析コード及び解析条件の不確かさによって、操作のタイミ

ングが変動しても対策を講じることができるかを確認。 

② 作業と所要時間（タイムチャート）を踏まえ、要員の配置は

前後の作業を考慮しても適切かを確認。 

③ 要員の現場までの移動時間や解析上の操作開始時間は、操作

現場の環境を踏まえた訓練実績等に基づいて設定されてい

るか確認。 

 

 

1） 

 

 

 

(ⅰ) 設計基準事故対処設備である原子炉自動スクラムは、起動領域モニタが反応度の誤投入を検知するにより自動で働くことを期待しているため、対策

に運転員等の操作は含まれていないことを確認した。 

2．操作条件の不確かさが評価結果に与える影響 

1）解析コード及び解析条件の不確かさによる操作条件の変動が評価結果

に与える影響の内容は妥当か。 

 

1) 設計基準事故対処設備である原子炉自動スクラムが機能することを期待しているため、対策に運転員等の操作は含まれていないことを確認した。 
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（3）操作時間余裕の把握 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価ガイド） 

3.2 有効性評価の共通解析条件 

(5) 重大事故等対処設備の作動条件 

f. 炉心損傷防止対策に関連する操作手順の妥当性を示す 

1．操作時間余裕の評価の妥当性について 

1）操作の時間余裕は把握されているか。 

(ⅰ) 感度解析等により、操作時間が遅れた場合の影響を確認する。 

 

 

 

 

 

1) 設計基準事故対処設備である原子炉自動スクラムは、起動領域モニタが反応度の誤投入を検知するにより自動で働くことを期待しているため、運転員

等の操作の時間遅れによる影響を確認する必要はないことを確認した。 
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4．必要な要員及び資源の評価 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（設置許可基準規則第 37条 解釈、有効性評価ガイド） 

3.1 有効性評価の手法及び範囲 

(2) 有効性評価においては、原則として事故が収束し、原子炉が安定状

態に導かれる時点までを評価する。 

1．要員及び資源の評価の妥当性について 

1）要員数、水源の保有水量、保有燃料量及び電源の評価内容は妥当か。 

(ⅰ) 重大事故等に対処する要員数が必要以上確保されていること

を確認する。 

① 本運転停止中事故シーケンスグループにおける対策に必要

な要員数と重大事故等対策要員数を確認し、対応が可能であ

ることを確認する。 

② 複数号機同時発災の場合や未申請号炉の SFP への対応を考

慮しても作業が成立するか確認。 

 

 

 

 

 

1） 

(ⅰ) 重大事故に対処するための要員数の充足性について、以下のとおり確認した。 

 

① 本重要事故シーケンスにおいては、原子炉停止機能が自動で働くため運転員等の操作はないが、原子炉自動スクラム後の原子炉状態を確認するために

必要な要員は 1名である。これに対して、中央制御室には 5名の運転員がおり、対応が可能であることを確認した。 

 

② 原子炉運転停止中は、上記①で確認した 5名の運転員を含めて重大事故等対策に必要な要員を上回る重大事故等対応要員等を確保できていることに加

え、1号炉及び 3号炉の運転員等も対処可能であることから、2号炉の重大事故等への対処と 1号炉及び 3号炉の SFP への対処が同時に必要となって

も対応可能であることを確認した。 

 

(ⅱ) 本運転停止中事故シーケンスグループにおける対策に必要な

電力供給量は、外部電源の喪失を仮定しても供給量は十分大きい

ことを確認する。 

① 外部電源あるいは非常用ディーゼル発電機以外からの給電

装置等による給電量は、負荷の合計値及び負荷のピーク値を

上回っているか確認する。 

 

(ⅱ) 電源供給量の充足性について、外部電源がある状態を想定していることを確認した。 

(ⅲ) 安定状態まで導くために必要な水源が確保されているか確認

する。 

① 本運転停止中事故シーケンスグループにおける対策に必要

な水源と保有水量から、安定状態まで移行できることを確認

する。 

（反応度の誤投入） 

初期状態として、安定状態を想定している。反応度誤投入 

事象が発生後、制御棒引抜阻止及び原子炉自動スクラムによ

り速やかに負の反応度が投入され、初期の安定状態に復帰す

る。 

 

(ⅲ) 水源の充足性について、以下のとおり確認した。 

 

① 本運転停止中事故シーケンスグループにおいては、反応度誤投入事象が発生後、原子炉自動スクラムにより速やかに負の反応度が投入され、初期の安

定状態に復帰するため、原子炉圧力容器への注水等はないことを確認した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(ⅳ) 発災から 7日間は外部からの支援に期待せず、水源、燃料が確

保されているか確認する。 

（反応度の誤投入） 

初期状態として、安定状態を想定している。反応度誤投入事

象が発生後、制御棒引抜阻止及び原子炉自動スクラムにより

速やかに負の反応度が投入され、初期の安定状態に復帰す

る。 

(ⅳ) 発災から 7日間の資源、水源の充足性について、本重要事故シーケンスでは、原子炉圧力容器への注水等はない。また、外部電源がある状態を想定し

ているため軽油等の燃料の消費はないことを確認した。 
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5．結論 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

記載要領（例） 

 1.～4.の記載内容のサマリを記載。 

 具体的には、運転停止中事故シーケンスグループの特徴、特徴を踏ま

えた燃料損傷防止対策、安定状態に向けた対策、評価結果、不確かさ

を踏まえても評価結果が基準を満足すること及び要員と資源の観点

から燃料損傷防止対策は有効であることの概要が示されていること。 

 

運転停止中事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」に対して、申請者が運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策として計画している原子炉停止

機能による原子炉自動スクラムが、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「停止中に実施される試験等により、制御棒１本が全引き抜きされている状態から、他の 1本の制御棒が操作量の制限を超える誤

った操作によって引き抜かれ、異常な反応度の投入を認知できずに燃料の損傷に至る事故」において、原子炉停止機能による原子炉自動スクラムが作動

した場合に対する申請者の評価結果は、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の評価項目をいずれも満足しており、さらに申請者が使用した解析コ

ード及び解析条件の不確かさを考慮しても、評価結果が評価項目を満足することに変わりがないことを確認した。 

また、原子炉自動スクラムにより運転停止中原子炉内燃料体の損傷を回避（※）し、未臨界状態に到達した後は、未臨界状態の維持が可能であること

を確認した。 

さらに、当該対策に必要な要員及び燃料等についても、申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

より厳しい事故シーケンスとして選定した重要事故シーケンス「停止中に実施される試験等により、制御棒 1本が全引き抜きされている状態から、他

の 1本の制御棒が操作量の制限を超える誤った操作によって引き抜かれ、異常な反応度の投入を認知できずに燃料の損傷に至る事故」における対策の有

効性を確認したことにより、その対策が本事故シーケンスグループに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」に対して申請者が計画している運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策は、有効なもの

であると判断した。 

 

（※）一時的かつ僅かな出力上昇を伴う臨界は発生するものの、燃料の健全性に影響を与えないことを確認した。 
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女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（必要な資源と要員の評価） 

 

6.1 必要な要員及び資源の評価条件 

(1) 要員の評価条件 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

1. 必要な要員及び資源の評価条件は適切か。 

1) 要員の評価内容を確認する。 

(ⅰ) 要員の評価を行う際の対象プラントを確認するとともに、評価で用い

る前提条件を確認する。 

（BWR の場合） 

① 評価対象とするプラント状態を確認。 

② 発電所外から招集される参集要員についての条件を確認。 

 

③ 運転中の発電所内の初動対応要員数を確認。 

 

 

④ 停止中の発電所内の初動対応要員数を確認。 

 

 

⑤ 使用済燃料プールに燃料を取り出している期間の初動対応要員数

を確認。 

⑥ 屋外作業にかかる要員の評価で用いる仮定を確認。 

 

 

1) 

(ⅰ) 要員の評価を行う際の対象プラントを確認するとともに、評価で用いる前提条件を以下のとおり確認した。 

 

 

① 各事故シーケンスにおける要員については、2号炉の重大事故等対策時において対応可能であるか評価を行うことを確認した。 

② 発電所外から召集される緊急時対策要員については、実際の運用では集まり次第、作業対応は可能であるが、評価上は見込まないものとすることを

確認した。 

③ 運転中の初動対応については、2号炉において、原子炉運転中を想定し、以下の条件で評価することを確認した。 

 初動要員数は、中央制御室の運転員 7名、発電所構内に常駐している発電所対策本部要員 6名及び重大事故等対応要員 17名の合計 30名（これらの

要員数を夜間及び休日(平日の勤務時間帯以外)においても確保可能。） 

④ 停止中の手動対応については、2号炉において原子炉運転停止中を想定し、以下の条件で評価していることを確認した。 

 初動要員数は、中央制御室の運転員 5名、発電所構内に常駐している発電所対策本部要員 6名及び重大事故等対応要員 17名の合計 28名（これらの

要員数を夜間及び休日(平日の勤務時間帯以外)においても確保可能。） 

⑤ 使用済燃料プールに燃料が取り出されている期間については、④と同様の条件で評価していることを確認した。 

 

⑥ 屋外作業として可搬型重大事故等対処設備にかかる作業を想定し、以下の条件で評価していることを確認した。 

 可搬型設備操作においては、重大事故対応要員が発電所構内に常駐していることを考慮し、事象発生直後から活動を開始することとして要員を評価

する。 

補足説明資料において、地震時においてアクセスルートの復旧に要する時間を約 4 時間と評価したことが示されている（「実用発電用原子炉に係る発

電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について 添付資

料 1.0.2「女川原子力発電所 2号炉 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」参照）。 
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(2) 資源の評価条件 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（設置許可基準規則第 37条 解釈、有効性評価ガイド） 

第 37条（重大事故等の拡大の防止等） 

（炉心の著しい損傷の防止） 

1－2 第 1項に規定する「炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置

を講じたもの」とは、以下に掲げる要件を満たすものであること。 

(a) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子

炉格納容器の機能に期待できるものにあっては、炉心の著しい損傷を防

止するための十分な対策が計画されており、かつ、その対策が想定する

範囲内で有効性があることを確認する。 

 

有効性評価ガイド 

2.2 有効性評価に係る標準評価手法 

2.2.1 有効性評価の手法及び範囲 

 (4) 有効性評価においては、原則として事故が収束し、原子炉が安定停

止状態（高温停止状態又は低温停止状態）に導かれる時点までを評価す

る。（少なくとも外部支援がないものとして 7 日間評価する。ただし、7 

日間より短い期間で安定状態に至った場合は、その状態を維持できるこ

とを示すこと。） 

1) 資源の評価内容を確認する。 

(ⅰ) 資源の評価条件のうち、共通的な条件を確認する。 

① 有効性評価ガイドに倣い、7 日間の資源の充足性を評価する方針

であるかを確認。 

② 有効性評価の評価内容を踏まえた資源の評価となっているかを確

認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

(ⅰ) 資源の評価条件のうち、共通的な条件について、以下のとおり確認した。 

① 有効性評価ガイドに倣い、重大事故等対策を 7日間継続するために必要な水源、燃料及び電源に関する評価を行うことを確認した。 

 

② 重大事故等対策の有効性評価において、通常系統からの給水及び給電が不可能となる事象についての水源、燃料及び電源に関する評価を実施するこ

とを確認した。また、前提として、有効性評価の条件（各重要事故シーケンス等特有の解析条件又は評価条件）を考慮すること、水源、燃料及び電

源に関する評価においては、2号炉において重大事故等が発生した場合を想定して消費量を評価することを確認した。 

 

(ⅱ) 水源の評価内容を確認する。 

（BWR の場合） 

① LOCA 事象等で炉心への注水を行う場合の水源の評価内容、水源の

有効水量を確認。 

② 原子炉格納容器への注水を行う場合の水源の評価内容、水源の有

効水量を確認。 

 

 

③ 使用済燃料プールへの注水が必要な場合の水源を確認。 

④ 水源の評価結果の包絡性について確認。 

(ⅱ) 水源の評価内容について、以下のとおり確認した。 

 

①及び② 

以下のとおり評価を行うことを確認した。 

(a) 原子炉及び原子炉格納容器への注水において、水源となる復水貯タンクの保有水量（有効水量：約 1,192m3 ）が、淡水貯水槽から大容量送水ポ

ンプ（タイプⅠ）を用いた水の移送を開始するまでに枯渇しないことを評価する。 

(b) 復水貯蔵タンクについては、淡水貯水槽からの水の移送について、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いて必要注水量以上が補給可能であるこ

とを評価する。 

③ 使用済燃料プールへの注水において、水源となる淡水貯水槽の保有水量（約 10,000m3（約 5,000m3×2））が枯渇しないことを評価することを確認した。 

④ 水源の評価については、必要注水量が多い重要事故シーケンス等が水源として、厳しい評価となることから、重要事故シーケンス等を評価し成立性を
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

確認することで、他の事故シーケンスグループ等も包絡されることを確認することを確認した。 

 
(ⅲ) 燃料の評価内容について確認する。 

（BWR の場合） 

① 燃料について、全交流動力電源が喪失した場合の評価内容、評価

対象とする燃料の量を確認。 

② 燃料について、外部電源が喪失した場合の評価内容、評価対象と

する燃料の量を確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 電源設備等の燃料消費の考え方について確認。 

 

(ⅲ) 燃料の評価内容について、以下のとおり確認した。 

 

①及び② 

以下のとおり評価を行うことを確認した。 

(a) 常設代替交流電源設備、復水貯蔵タンクへの補給等に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、原子炉補機代替冷却水系（熱交換器ユニット及び

大容量送水ポンプ（タイプⅠ））、非常用ディーゼル発電機等及び緊急時対策所への電源供給を行う電源車（緊急時対策所用）のうち、事故シー

ケンスグループ等における事故収束に必要な設備を考慮して消費する燃料（軽油）が備蓄している軽油量にて 7 日間の運転継続が可能であるこ

とを評価する。 

(b) 全交流動力電源喪失の発生又は重畳を想定しない事故シーケンスについては、非常用ディーゼル発電機からの給電による燃料消費量の評価を行

う。なお、緊急用電気品建屋については常設代替交流電源設備からの給電を行うため、この燃料消費量についても評価を行う。また、外部電源

喪失を想定しない場合においても、仮に外部電源が喪失し非常用ディーゼル発電機等から給電することを想定し、燃料消費量の確認を行う。こ

の場合、燃料（軽油）の備蓄量として、軽油タンク（約 755kL（7 個合計））及びガスタービン発電設備軽油タンク（約 300kL（3 個合計））の合

計容量（約 1,055kL）を考慮する。 

(c) 全交流動力電源喪失の発生又は重畳を想定する事故シーケンスについては、常設代替交流電源設備からの給電による燃料消費量の評価を行う。

この場合、燃料（軽油）の備蓄量として、軽油タンク（約 755kL（7 個合計））及びガスタービン発電設備軽油タンク（約 300kL（3 個合計））の

合計容量（約 1,055kL）を考慮する。 

(d) 緊急時対策所への電源供給を行う電源車（緊急時対策所用）の使用を想定する事故シーケンスグループ等については、電源車（緊急時対策所用）

の燃料消費量の評価を行う。この場合、燃料（軽油）の備蓄量として、緊急時対策所軽油タンク（約 18kL）の容量を考慮する。 

③ 燃料消費の考え方について、以下のとおり確認した。 

(a) 燃料消費量の計算においては、電源設備等が保守的に事象発生直後から燃料を消費することを想定し算出する。 

 

（ⅳ）電源の評価内容について確認する。 

① 全交流電源喪失の発生や重畳を考慮している場合の評価内容を確

認。 

② 外部電源喪失を考慮している場合の評価内容を確認。 

 

 

 

 

③ 各事故シーケンスで必要な補機類の評価内容を確認。 

 

(ⅳ) 電源の評価内容について、以下のとおり確認した。 

①及び② 

以下のとおり評価を行うことを確認した。 

(a) 全交流動力電源喪失の発生又は重畳を想定する事故シーケンスにおいては常設代替交流電源設備により、有効性評価で考慮する設備に電源供給

を行い、その最大負荷が常設代替交流電源設備 2台の常用連続運用仕様（約 6,000kW）未満となることを評価する。 

(b) 全交流動力電源喪失の発生又は重畳を想定しない事故シーケンスにおいては、非常用ディーゼル発電機等からの給電を考慮し、また、外部電源

喪失を想定しない事故シーケンスにおいても、保守的に外部電源が喪失するものとして、非常用ディーゼル発電機等から給電するものとして評

価する。 

③ 各事故シーケンスにおける対策に必要な設備は、重要事故シーケンス等の対策設備に包絡されるため、重要事故シーケンス等を評価し成立性を確認す

ることで、事故シーケンスグループ等も包絡されることを確認することを確認した。 
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6.2 重大事故等対策時に必要となる要員の評価結果 

(1) 必要な要員の評価結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

1. 必要な要員の評価条件は適切か。 

1) 要員の評価内容を確認する。 

(ⅰ) 各事故シーケンスグループ等における必要な作業項目、要員数、移動

時間も含めた所要時間の評価結果を確認する。 

① 運転中の事故シーケンス等のうち、必要な要員が最も多くなる事

故シーケンス等の評価結果を確認。 

 

 

 

 

 

 

② 停止中の事故シーケンス等のうち、必要な要員が最も多くなる事

故シーケンス等で必要な要員の評価結果を確認。 

 

③ 燃料取り出し期間中の事故シーケンス等のうち、必要な要員が最

も多くなる事故シーケンス等に必要な要員の評価結果を確認。 

 

 

1) 

(ⅰ) 各事故シーケンスグループ等における必要な作業項目、要員数、移動時間も含めた所要時間の評価結果について、以下のとおり確認した。 

 

① 原子炉運転中に必要な要員数が最も多い事故シーケンスグループ等は、「7.1.1 高圧・低圧注水機能喪失」、「7.1.3.1 全交流動力電源喪失（長期 TB）」、

「7.1.3.2 全交流動力電源喪失（TBU）」、「7.1.3.3 全交流動力電源喪失（TBD）」、「7.1.3.4 全交流動力電源喪失（TBP）」、「7.1.4.1 取水機能が喪失

した場合」、「7.1.4.2 残留熱除去系が故障した場合」、「7.1.5 原子炉停止機能喪失」、「7.1.6 ＬＯＣＡ時注水機能喪失」、「7.1.7 格納容器バイパス

（インターフェイスシステム LOCA）」、「7.2.1.2 代替循環冷却系を使用する場合」、「7.2.1.3 代替循環冷却系を使用できない場合」、「7.2.2 高圧溶融

物放出／格納容器雰囲気直接加熱」、「7.2.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」、「7.2.4 水素燃焼」及び「3.5 溶融炉心・コンクリー

ト相互作用」であり、必要な要員は 30名であり、必要な作業対応は、中央制御室の運転員 7名、発電所構内に常駐している発電所対策本部要員 6名

及び重大事故等対応要員 17 名の初動体制の要員 30 名で対処可能であること、これらの要員数を夜間及び休日(平日の勤務時間帯以外)においても確

保可能であることを確認した。 

② 原子炉運転停止中に必要な要員数が最も多い事故シーケンスグループ等は、「7.4.2 全交流動力電源喪失」の事象であり、必要な要員は 28名である。

必要な作業対応は、中央制御室の運転員 5名、発電所構内に常駐している発電所対策本部要員 6名及び重大事故等対応要員 17 名の初動体制の要員 28

名で対処可能であること、これらの要員数を夜間及び休日(平日の勤務時間帯以外)においても確保可能であることを確認した。 

③ 使用済燃料プールに燃料が取り出されている期間において、必要な要員が最も多い事故シーケンスグループ等は、｢7.3.1 想定事故 1｣及び｢7.3.2 想

定事故 2｣であり、必要な要員は 28名である。必要な作業対応は、中央制御室の運転員 5名、発電所構内に常駐している発電所対策本部要員 6名及び

重大事故等対応要員 17 名の初動体制の要員 28 名で対処可能であること、これらの要員数を夜間及び休日(平日の勤務時間帯以外)においても確保可

能であることを確認した。 
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6.3 重大事故等対策時の 7日間の実施に必要な水源、燃料及び電源の評価結果 

(1) 水源の評価結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

1. 対策を 7日間継続するための水源は確保されているか。 

1) 水源の評価内容を確認する。 

（BWR の場合） 

(ⅰ) 炉心注水、格納容器内注水及び使用済燃料プールへの注水の継続性に

ついて確認する。 

① 炉心注水が必要となる事故シーケンス等のうち、必要な注水量が

最も多くなる事故シーケンス等の水源について確認。 

② 原子炉格納容器への注水が必要となる事故シーケンス等のうち、

必要な注水量が最も多くなる事故シーケンス等の水源について確

認。 

 

 

③ 使用済燃料プールへの注水が必要となる事故シーケンス等のう

ち、必要な注水量が最も多くなる事故シーケンス等の水源につい

て確認。 

 

 

1) 

 

(ⅰ) 炉心注水及び格納容器内注水の継続性について、以下のとおり確認した。 

 

①及び② 

原子炉及び原子炉格納容器への注水における水源評価において、最も厳しくなる事故シーケンスグループ等は、「7.1.1 高圧・低圧注水機能喪失」で

ある。低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉注水及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による格納容器スプレイにお

いて、合計約 3,800m3の水が必要となる。水源として、復水貯蔵タンクに約 1,192m3及び淡水貯水槽に約 10,000m3（約 5,000m3×2）の水を保有してお

り、事象発生 10 時間以降に淡水貯水槽から復水貯蔵タンクへ水の移送を行うことで、復水貯蔵タンクを枯渇させることなく、復水貯蔵タンクを水源

とした 7日間の注水継続が可能であること、また、淡水貯水槽を枯渇されることなく、淡水貯水槽を水源とした格納容器スプレイが可能であることを

確認した。 

③ 使用済燃料プールへの注水における水源評価において、最も厳しくなる事故シーケンスグループ等は、「7.3.2 想定事故 2」である。燃料プール代替注

水系（可搬型）による燃料プールへの注水において、約 2,070m3の水が必要となる。水源として、淡水貯水槽に約 10,000m3（約 5,000m3×2）の水を保

有しており、水源を枯渇させることなく 7日間の注水継続が可能であることを確認した。 

補足説明資料において、重大事故等対策の有効性評価において、通常系統からの給水及び給電が不可能となる事象についての水源及び燃料に関する評

価結果が示されている（添付資料 6.3.1「水源，燃料，電源負荷評価結果について」参照）。 
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(2) 燃料の評価結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（ⅱ） 燃料は 7日間の対策を考慮しても十分であるかを確認する。 

（BWR の場合） 

① 最も必要な燃料の量が多くなる事故シーケンス等の評価結果を確

認。 

 

（ⅱ） 燃料は 7日間の対策を考慮しても十分であるかについて、以下のとおり確認した。 

 

① 全交流動力電源喪失の発生又は重畳を考慮した場合の燃料評価において、最も燃料の消費量が厳しくなる事故シーケンスグループ等は、「7.2.2 高圧

溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」、「7.2.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」及び「7.2.5 溶融炉心・コンクリート相互作用」で

ある。2 号炉の事故対応に必要な軽油は、合計約 834kL となり、軽油タンク並びにガスタービン発電設備軽油タンクにて備蓄している軽油量の合計は

約 1,055kL であるため、必要量の軽油を供給可能であることを確認した。必要な軽油量の内訳は以下のとおり。 

 非常用ディーゼル発電機等による電源供給については、保守的に事象発生直後から最大負荷で 3 台の運転を想定すると、7 日間の運転継続に約

735kL の軽油が必要となる。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）については、保守的に事象発生直後からの運転を想定すると、7日間の運転継続に約 32kL の軽油が必要となる。 

 原子炉補機代替冷却水系については、保守的に事象発生直後からの運転を想定すると、7日間の運転継続に約 42kL の軽油が必要となる。 

 常設代替交流電源設備については、事象発生後 24時間、2台で緊急用電気品建屋へ給電した場合、約 25kL の軽油が必要となる。 

補足説明資料において、重大事故等対策の有効性評価において、通常系統からの給水及び電が不可能となる事象についての水源及び燃料に関する評価

結果が示されている（添付資料 6.3.1「水源，燃料，電源負荷評価結果について」参照）。 
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(3) 電源の評価結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（ⅲ）電源は想定される負荷に対して十分な容量を有しているかを確認す

る。 

① 全交流動力電源喪失の発生や重畳を考慮しない場合の負荷が最も厳し

くなる事故シーケンス等の評価結果を確認。 

② 全交流動力電源喪失の発生や重畳を考慮する場合の負荷が最も厳しく

なる事故シーケンス等の評価結果を確認するとともに、直流電源の充

足性について確認。 

 

（ⅲ）電源は想定される負荷に対して十分な容量を有しているかについて、以下のとおり確認した。 

 

①及び② 

全交流動力電源喪失の発生又は重畳を考慮する場合、それらを考慮しない場合の各々について、以下のとおり電源供給が可能であることを確認した。 

 全交流動力電源喪失の発生又は重畳を考慮する場合に評価上、最も負荷が厳しくなる事故シーケンスグループ等は、「7.2.4 水素燃焼」である。

常設代替交流電源設備の電源負荷については、重大事故等対策時に必要な負荷として、約 4,615kW が必要となるが、常設代替交流電源設備（2台）

の常用連続運用仕様である約 6,000kW 未満であることから、必要負荷に対しての電源供給が可能である。 

 全交流動力電源喪失の発生又は重畳を考慮しない場合は、非常用ディーゼル発電機等による電源供給を想定しているが、2 号炉において重大事故

等対策に必要な負荷は、非常用ディーゼル発電機負荷に含まれていることから、非常用ディーゼル発電機による電源供給が可能である。 

 直流電源については外部電源喪失時においても、非常用ディーゼル発電機又は常設代替交流電源設備により交流電源を充電器盤に供給すること

で継続的な直流電源の供給が可能である。なお、事故シーケンスグループ「7.1.3 全交流動力電源喪失」においては、交流電源が事象発生後 24

時間復旧しない場合を想定しており、この場合でも直流電源負荷の制限（「7.1.3.3 全交流動力電源喪失（TBD）」においては常設代替直流電源設

備（125V 代替蓄電池）への切替えを含む。）の実施により、事象発生後 24時間の連続した直流電源の供給が可能である。 

補足説明資料において、常設代替交流電源設備からの電源供給が必要な事象について、必要負荷が常設代替交流電源設備を連続運転させた場合の定格

容量内であることが示されている（添付資料 6.3.1「水源，燃料，電源負荷評価結果について」参照）。 
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女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（有効性評価付録１ 確率論的リスク評価（PRA）） 

 

１．要求事項 

第３７条の設置許可基準規則解釈は、評価対象とする原子炉施設において「想定する事故シーケンスグループ（※1）」若しくは「想定する格納容器破損モード（※2）」は、以下に示す事故シーケンスグループ等を必ず

含めた上で、当該プラントに対する確率論的リスク評価（以下「PRA」という。）などを実施し、有意な頻度又は影響がある事故シーケンスグループ等が見いだされた場合には、これを追加することを求めている。 

有効性評価ガイドは、想定する事故シーケンスグループごとに、炉心の著しい損傷に至る重要な事故シーケンス（以下「重要事故シーケンス」という。）を選定し、有効性評価の対象とするとしている。格納容器破損モ

ードごとに、格納容器の損傷に至る重要な事故シーケンス（以下「評価事故シーケンス」という。）を選定するとしている。SFP 評価ガイドは、使用済燃料貯蔵槽内の燃料損傷防止について、想定事故１及び想定事故２を

想定するとしている。停止中評価ガイドは、燃料の損傷に至る重要事故シーケンスを選定し、有効性評価の対象とするとしている。 

（事故シーケンスグループ等（設置許可基準規則解釈が、必ず想定することを要求しているもの。）） 

① 運転中事故シーケンスグループ 

a. 高圧・低圧注水機能喪失 

b. 高圧注水・減圧機能喪失 

c. 全交流動力電源喪失 

d. 崩壊熱除去機能喪失 

e. 原子炉停止機能喪失 

f.  LOCA 時注水機能喪失 

g. 格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA） 

② 格納容器破損モード 

a. 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

b. 高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱 

c. 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

d. 水素燃焼 

e. 格納容器直接接触（シェルアタック） 

f. 溶融炉心・コンクリート相互作用 

③ 想定事故１及び想定事故２ 

a. 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能の喪失 

b. 使用済燃料貯蔵槽内の水の小規模な喪失 

④ 運転停止中事故シーケンスグループ 

a. 崩壊熱除去機能喪失（RHR の故障による停止時冷却機能喪失） 

b. 全交流動力電源喪失 

c. 原子炉冷却材の流出 

d. 反応度の誤投入 

  

                                                   
（※1）起因事象、安全機能の喪失状況に着目して事故シーケンスを類型化したもの。単数若しくは複数の事故シーケンスを含む。 

（※2）格納容器破損に至る格納容器への負荷の種類に着目して類型化したもの。 
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はじめに 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 (i) PRA の方法、評価対象、適用範囲が適切であるかどうかを確認す

る。 

① PRA の方法については、規制庁が作成したガイダンス「PRA の説

明における参照事項」に沿っていることを確認。 

 

② PRA 評価対象がどの時点の設備であるかを確認。（平成 4 年に計

画・整備される以前の設備、いわゆる、「裸の PRA」に相当する

か。） 

 

③ 内部事象（出力運転時、停止時）、地震、津波 PRA が扱われてい

ることを確認。PRA の整備状況について現状を整理し、これを踏

まえて適用範囲を定めていることを確認。 

 

 

 

①  事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定に際して適用可能とした PRA の実施に際しては、一般社団法人日本原子力学会にお

いて標準化された実施基準を参考に評価を実施し、各実施項目について「PRA の説明における参照事項」（平成 25年 9 月 原子力規制庁）の記

載事項への対応状況を確認したとしていることを確認した。 

②  追補 2. I の「はじめに」に、今回実施する PRA の目的が重大事故等対処設備の有効性評価を行う事故シーケンスグループ等の選定への活用に

あることを考慮し、これまで整備してきたアクシデントマネジメント策（以下「AM 策」という。）や福島第一原子力発電所事故以降に実施し

た各種対策等を含めず、プラント運転開始時から備えている手段・設備に期待する仮想的なプラント状態を評価対象として PRA モデルを構築

していることを確認した。 

③  申請者は、日本原子力学会の PRA に関する実施基準の策定状況、国内での使用実績に基づいて、現時点で適用可能なものとして、下記の PRA を

実施している。 

内部事象レベル 1PRA（出力運転時、停止時） 

レベル 1.5PRA（出力運転時） 

地震レベル 1PRA 

津波レベル 1PRA 

PRA の適用が困難と判断した地震、津波以外の外部事象については、定性的な検討により発生する事故シーケンスの分析を行っており、PRA

の評価対象が上記の範囲に留まるとすることは、最新の技術に基づいた適用範囲であると判断した。 
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1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について 

1.1 事故シーケンスグループの分析について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

第 37 条解釈（炉心の著しい損傷の防止） 

１－１ 

(a) 必ず想定する事故シーケンスグループ 

①BWR 

・高圧・低圧注水機能喪失 

・高圧注水・減圧機能喪失 

・全交流動力電源喪失 

・崩壊熱除去機能喪失 

・原子炉停止機能喪失 

・LOCA 時注水機能喪失 

・格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA） 

 (b) 個別プラント評価による抽出した事故シーケンスグループ 

①個別プラントの内部事象に関する確率論的リスク評価（PRA）及

び外部事象に関する PRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方

法で評価を実施すること。 

 

②その結果、上記１－１(a)の事故シーケンスグループに含まれな

い有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンスグループが抽

出された場合には、想定する事故シーケンスグループとして追加

すること。なお、「有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンス

グループ」については、上記１－１(a)の事故シーケンスグループ

と炉心損傷頻度又は影響度の観点から同程度であるか等から総

合的に判断するものとする。 

 

(ⅰ) 事故シーケンスグループの抽出方法や対象を確認する。 

①  事故シーケンスグループの各事象（内部事象、地震及び津波、そ

の他）に対する抽出方法が、日本原子力学会標準に照らして妥当

であることを確認。具体的には、有効性評価のグループ化の過程

について、以下に示す基準を見たしていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  内部事象レベル 1PRA の手法を活用し、各起因事象と炉心損傷を防止するための手段等との組合せをイベントツリーで分析し、炉心損傷に至

る事故シーケンスを抽出していることを確認した。また、地震 PRA 及び津波 PRA の手法を活用し、複数機能の同時喪失を伴う事象の発生を想

定し、起因事象をプラントに与える影響度の高いものから順に並べた起因事象階層イベントツリーと、炉心損傷を防止する手段等の状況を示す

イベントツリーによって分析し、炉心損傷に至る事故シーケンスを抽出していることを確認した。 

上記の、炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出を、内部事象については炉心損傷に至る事故シーケンスをイベントツリーで、地震については

階層イベントツリーと炉心損傷を防止する手段等の状況を示すイベントツリーを構築して行うという手法は、日本原子力学会の PRA に関する

実施基準にのっとった標準的な手法に沿ったものであること及び、内部事象、地震及び津波以外の事象について、当該事象を対象とする PRA に

代わる方法として、定性的な検討により発生する事故シーケンスを分析していることは妥当と判断した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

①-a 起因事象の選定については、考慮すべき事象として、以下の a)

～e)が含まれていることを確認。 

 

日本原子力学会標準 原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率

論的リスク評価に関する実施基準（レベル 1PRA 編）： 2013 附属書 E

（規定）からの抜粋 

E.1 起因事象の同定において考慮すべき事象 

a) 過渡事象 

原子炉冷却材圧力バウンダリは健全な状態に保たれるが、プ

ラントの健全性を脅かす機器故障起因の事象及び人的過誤起因

の事象の両方を含める。 

 b) LOCA 

原子炉冷却材圧力バウンダリに破損が生じ、原子炉冷却材が

喪失することでプラントの健全性を脅かす機器故障起因の事象

及び人的過誤起因の事象の両方を含める。LOCA 事象を細分化す

る場合にはその考え方を示す。 

 c) インターフェイスシステム LOCA 

原子炉冷却系とのインターフェイスで起こると想定される故

障、又は格納容器外での制御されない冷却材喪失をもたらすよ

うな運用を含める。 

 e) 従属性を有する起因事象 

緩和設備のアンアベイラビリティに影響を及ぼす起因事象を

考慮する。サポート系の故障によって発生する起因事象を同定

する際には、ランダム故障又は共通原因による同一系統の機器

の複数故障、さらに定例試験等による機器構成に伴う起因事象

を含める。 

 

①-b 起因事象の選定において、除外する事象がある場合には、以下

の a)～c)のいずれかの基準を満たしていることを確認。 

 

同、附属書 H（参考）からの抜粋 

H.2 除外判定基準の例 

 ASME/ANS PRA 標準では、同定した起因事象のうち、これ以上評価

を行わなくてよいように起因事象を評価対象から除外する基準と

して次のような判断基準を記載している。 

a) 起因事象発生頻度が 10-7/炉年未満の事象。ただし、インターフ

ェイスシステム LOCA、格納容器バイパス及び原子炉圧力容器破

①-a  抽出した起因事象は追補 2. I 第 1-2 表「内部事象運転時レベル 1PRA における起因事象と発生頻度」にまとめられており、その中に過渡事

象、LOCA、インターフェイスシステム LOCA 及び従属性を有する起因事象が含まれていることを確認した。また、LOCA については破断口の大き

さの違いによる事故時挙動への影響を考慮して、大破断、中破断、小破断に細分化していることを確認した。なお、従属性を有する起因事象と

しては、地震 PRA の中で建屋損傷や原子炉圧力容器等の損傷、機器損傷の相関性考慮により生じる同時損傷（大破断 LOCA を上回る規模の LOCA

（以下「Excessive LOCA」という。））、原子炉建屋の損傷による複数の直立盤（制御盤・多重伝送盤）の損傷に伴う機能の同時喪失といった

緩和系に期待できない事象も抽出しており、直接炉心損傷に至る事象として取り扱っていることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-b  女川２号炉では、BWR ラントで用いられる起因事象のうち、適用除外とするものはないことを確認した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

損は除く。 

b) 起因事象発生頻度が 10-6/炉年未満で、少なくとも独立した 2

系統以上の緩和設備が機能喪失しない限り炉心損傷に至らない

事象 

c) 事象が発生してもプラント停止までには十分に時間があり、そ

の間に当該事象が確認され事象の収束を図ることができる可能

性の高い事象 

 

①-c 起因事象のグループ化において、以下の基準を満たしているこ

とを確認。 

 

同、本文 

6.2 起因事象のグループ化 

 6.2.1 事象の類似性による起因事象のグループ化 

同定した起因事象については、事故シーケンスの定義と定量化を

容易にするために、体系的なプロセスを用いて起因事象のグルー

プ化を行う。グループ化は、以下の項目のいずれかが確認できる

事象に対してのみ行う。 

 - 事故の進展及び時間余裕、プラントの応答、レベル 2PRA との

関係、成功基準、事故の進展に影響する緩和設備、並びに緩和

操作の観点から類似している事象 

 - グループ内の全ての事象が、事故の進展に与える影響の最も大

きな事象に包絡される事象。事故シーケンスの定量化に関する

詳細な評価を行う場合は、事故の進展に与える影響が同程度の

事象のみとする。 

6.2.2 起因事象のグループ化の禁止 

同定した起因事象のうち、以下の項目に示すものについては、他

の起因事象とは事象シナリオの展開及び/又は必要とされる緩和

機能が異なることから、他の起因事象とは同一のグループとはし

ない。 

 - 起因事象従属性を有する事象 

 - プラント応答が異なる（成功基準が異なる）起因事象、又は格

納容器内での放射性物質の閉じ込め機能が期待できない格納

容器バイパス事象及び格納容器隔離失敗事象。このような起因

事象には、極度の LOCA（工学的安全施設のいかなる組合せでも

緩和できない極めて大規模の LOCA）、インターフェイスシステ

ム LOCA 及び隔離されない格納容器外破断を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-c  事故シーケンスのグループ化の結果は追補 2. I 第 1-6 表「PRA 結果に基づく新たな事故シーケンスグループの検討」にまとめられており、

「事象の類似性による起因事象のグループ化」の方針に従って、炉心損傷に至る主要因ごとにグループ化されていることを確認した。また、「起

因事象のグループ化の禁止」に該当する事故シーケンスとして、原子炉建屋損傷、制御建屋損傷、格納容器損傷、圧力容器損傷、格納容器バイ

パス、計測・制御系喪失、Excessive LOCA、複数の安全機能喪失）については、各々単独のグループとして扱っていることを確認した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 - 隣接プラントの状態が評価対象プラントに影響を及ぼす起因

事象 
 

(ⅱ) 現状の PRA の整備状況では、外部事象すべてに PRA を適用できな

いため、外部事象で評価する対象を確認する。 

① 外部事象で地震・津波以外が評価対象外である理由が記載されて

いることを確認。 (全般④) 

 

 

第 6 条解釈（外部からの衝撃による損傷の防止） 

1 第 6 条は、設計基準において想定される自然現象（地震及び津波

を除く。）に対して、安全施設が安全機能を損なわないために必要

な安全施設以外の施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）

への措置を含む。 

2 第 1 項に規定する「想定される自然現象」とは、敷地の自然環境

を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑

り、火山の影響、生物学的事象又は森林火災等から適用されるも

のをいう。 

7 第 3 項は、設計基準において想定される発電用原子炉施設の安全

性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為による

もの（故意によるものを除く。）に対して、安全施設が安全機能を

損なわないために必要な安全施設以外の施設又は設備等（重大事

故等対処設備を含む。）への措置を含む。 

8 第 3 項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因

となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるも

のを除く。）」とは、敷地及び敷地周辺の状況をもとに選択される

ものであり、飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工

場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁的障害等をいう。な

お、上記の航空機落下については、「実用発電用原子炉施設への航

空機落下確率の評価基準について」（平成 14・07・29 原院第 4号

（平成 14年 7月 30 日原子力安全・保安院制定））等に基づき、防

護設計の要否について確認する。 
 

 

 

①  地震及び津波以外の自然現象として、風（台風）、竜巻、積雪等の 7事象を評価対象として選定しており、検討する事象の範囲及びその抽出

方法、評価する事象の選定方法は次の通り。 

 

・検討する事象には、想定される自然現象及び人為事象（故意によるものを除く）があり、これらについて、国内外の 13の基準を参考に、

網羅的に 55 の自然現象と 23 の人為事象を抽出した。抽出した自然現象と人為事象について、評価上考慮すべき事象を選定するため、米国

機械学会の基準を参考に除外基準を設定してスクリーニングを行い、10 の自然現象と 14 の人為事象を選定した。このうち、人為事象につい

ては、航空機落下等の大規模損壊として取り扱うべきものが含まれており、本評価では自然現象に着目して整理した（追補 2. I 別紙 1「有

効性評価の事故シーケンスグループ等の選定における外部事象の考慮について」）。 

 

これにより、検討する事象は複数の基準に基づき抽出していることから網羅性があると考えられること、評価する事象のスクリーニング基準

に合理性があると考えられること、航空機落下は大規模損壊で対応することが適当であること及び船舶の衝突等は安全上の重要度の高い建屋

内部の設備に直接的な影響を及ぼす可能性は低いことから、評価する事象は妥当なものと判断した。 
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（1）炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出、整理 

（1）-1 PRA に基づく整理 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

PRA に基づく整理 

（ⅰ）起因事象の選定及び評価 （機器の故障率や地震・津波の発生確

率が適切に設定されていることを確認する） 

①  起因事象の発生頻度評価のバックデータである機器故障率、地震・

津波ハザード曲線について、設計情報や運転情報に裏付けられて

いるか、またその妥当性確認のためプラントウォークダウンを実

施しているかを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

② 各事象（内部事象、地震、津波）の評価に用いた起因事象と発生頻

度の評価結果が記載されており、発生頻度が先行炉と比較して概

ね同じオーダーであることを確認。 

 

 

 

 

 

①  事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定に際して適用可能としたPRAは、一般社団法人 日本原子力学会において標準化さ

れた実施基準を参考に実施し、各実施項目について「PRAの説明における参照事項」(平成25年9月原子力規制庁)において参照すべき事項とし

て挙げられているレベル１PRA（内部事象、内部事象（停止時）、外部事象（地震及び津波）、レベル1.5PRA（内部事象））の対応状況を確認

していることを確認した。 

具体的には、 

 機器の故障については、原子力施設情報公開ライブラリー(ニューシア)で定義している故障率、故障モード及び機器バウンダリとの整合性

を確保した基事象を元にしており、実機の運転情報に裏付けられている。 

 地震ハザード曲線については、地震PSA 学会標準の方法に基づき評価を行い、地質調査等を参考に設定していることを確認した。また、地

震PRAで重要となる機器を対象としたプラントウォークダウンにより地震影響等の確認を行っている。 

 津波ハザード曲線については、津波PRA学会標準及び「確率論的津波ハザード解析の方法(土木学会、2011)」の方法に基づき、津波PRAで重

要となる機器を対象としたプラントウォークダウンにより津波影響等の確認を行っている。 

②  起因事象発生頻度については、以下の通り追補2. Iに整理されていることを確認した。 

・内部事象 第1-2表「内部事象運転時レベル1PRAにおける起因事象と発生 

頻度」 

・地震 第1-3表「地震レベル1PRAにおける起因事象と発生頻度」 

・津波 第1-4表「津波高さ別の発生頻度」 

また、プラント構成（非常用炉心冷却系等）や立地条件の違いを勘案した上で、先行BWR（柏崎刈羽6号炉及び7号炉並びに東海第二）の評価

値から著しく乖離していないことを確認した。 

 

（ⅱ）事故シーケンスの分析（地震及び津波 PRA 固有の評価方針に基

づくことを確認する） 

① 地震及び津波 PRA では、内部事象 PRA では扱わない複数系列の同

時破損、複数の電気盤損傷等、緩和系に期待できない事象を網羅的

に抽出していることを確認。また、網羅的に抽出したことを示すエ

ビデンスを確認。 

 

 

 

①  地震レベル1PRAでは、これらの発生する可能性のある起因事象をプラントへの影響が最も厳しい起因事象順に代表させる形で階層イベントツ

リーを作成することにより、事象発生の組合せを含めた事故シーケンスの抽出を行っていることを確認した。また、事故シーケンスの定量化

の結果を追補2. I第1-8図「各PRAの結果と事故シーケンスグループ毎の寄与割合」～第1.5表「イベントツリーにより抽出した事故シーケン

ス」に整理していることを確認した。 

 

（ⅲ）事故シーケンスの定量化（内部事象に加えて地震・津波の影響

が発生確率の増加の形で考慮されていることを確認） 

① 各事象（内部事象、地震、津波）における事故シーケンスグループ

及び発生確率が表の形で整理されており、選択された事故シーケ

ンスが網羅的に記載されていることを確認。 

 

 

①  事故シーケンス毎に内部事象、地震、津波に分けてCDFを整理していることを確認した（追補2. I第1.6表「PRA結果に基づく新たな事故シー

ケンスグループの検討」～第1.7表「事故シーケンスグループの主要な炉心損傷防止対策と炉心損傷頻度」）。また、抽出された事故シーケンス

が網羅的に記載されていることを確認した。 
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（1）-2 PRA に代わる検討に基づく整理 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 (i) 地震、津波以外の PRA が使えない外部事象の影響が PRA 分析の中

で考慮されていることを確認する。 

① 地震、津波以外の外部事象の PRA 評価への影響を考慮しているこ

とを確認 。 

 

 

 

 

② 地震、津波以外の外部事象を考慮して PRA 評価に影響がない理由

を述べていることを確認。 

 

 

 

①  地震、津波以外の外部事象として、内部溢水又は内部火災の発生の際には同一区画内に近接設置されている機器や制御回路が共通要因で機能

喪失する可能性があり、全給水喪失等の事象が想定されている。また、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事

象、森林火災、高潮の影響について検討していることを確認した。なお、これらの要因による建屋外部に設置された設備への影響として、海水

ポンプ及び変圧器・送電線等の機能喪失による全交流動力電源喪失が想定されるが、いずれも今回内部事象レベル 1PRA から得られた事故シー

ケンスに含まれると推定していることを確認した（追補 2. I 別紙 1「有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定における外部事象の考慮

について」）。 

②  内部事象、地震及び津波以外の事象について、現時点では、内部事象レベル 1PRA の手法と工学的判断により事故シーケンスを検討した結果、

以下に示す理由により、新たな炉心損傷に至る事故シーケンスは抽出されなかったとしていることを確認した。 

 内部溢水及び内部火災の事故シーケンスについては、溢水、火災により様々な同時故障が発生しても、炉心損傷を防止するための手段等と

の組合せは内部事象レベル 1PRA と同じであるため、内部事象レベル 1PRA により抽出された事故シーケンスと同じ事故シーケンスになると

推定される。 

 風（台風）、竜巻等の事故シーケンスは、安全上の重要度の高い建屋内部の設備に直接的な影響を及ぼす可能性は低く、建屋外部に設置され

た設備への影響として海水ポンプ及び変圧器・送電線等の機能喪失による全交流電源喪失があるが、これは内部事象レベル 1PRA の手法を活

用したイベントツリーにより抽出済みの事故シーケンスである。 

この判断については、設置許可基準規則解釈にのっとって、申請者が頻度の観点から全炉心損傷頻度に対する寄与が極めて小さいことを確認

していること、加えて、大規模損壊対策などにより緩和措置を図ることができるとしていることから、妥当であると判断した。 

津波、火災、溢水及びその他の自然現象については、内部事象レベル 1PRA で抽出された事故シーケンス以外の事故シーケンスはなく、炉心

損傷後の格納容器内物理現象による影響についても a.の 12 の破損モードで想定するものと同じと考えられることから、新たに追加すべき格

納容器破損モードはないとしていることを確認した。 

 

（2）抽出した事故シーケンスの整理 

（2）-1 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

第 37 条解釈（炉心の著しい損傷の防止） 

１－２ 第 1 項に規定する「炉心の著しい損傷を防止するために必

要な措置を講じたもの」とは、以下に掲げる要件を満たす

ものであること。 

(a) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷

後の原子炉格納容器の機能に期待できるものにあっては、炉

心の著しい損傷を防止するための十分な対策が計画されてお

り、かつ、その対策が想定する範囲内で 有効性があることを

確認する。 

(b) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷

後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあって

は、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを

確認する。 

 

１－４ 上記１－２(a)の「十分な対策が計画されており」とは、国

内外の先進的な対策と同等のものが講じられていることを

いう。 

 

(i) 事故シーケンスグループが漏れなく選定され、炉心損傷対策の有

無により分類がなされていることを確認。 

① 事故シーケンスグループが審査ガイドの有効性評価で指定してい

るもの（BWR では 7個）が完備していることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  PRA 以外の評価で事故シーケンスグループを設定した場合には、

その根拠を説明していることを確認。 

③ 内部事象、地震及び津波に分けて PRA 評価結果が整理されている

ことを確認。 

④ 事故シーケンスグループを、炉心損傷を防止できるか否か、格納容

器機能に期待できるか（下記参照）等で、確認すること。 

 炉心損傷後の格納容器破損防止機能に期待でき、炉心損傷対策

があるもの（規則解釈 1-2(a)を適用）。 

 炉心損傷後に格納容器破損防止機能に期待できないもの（規則

解釈 1-2(b)を適用）。 

 炉心損傷を防止できないもの（規則解釈 1-2(a)、1-2(b)を適用

できないもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  追補 2. I 第 1.6 表「PRA 結果に基づく新たな事故シーケンスグループの検討」に示された事故シーケンスに、審査ガイドが BWR に対して必ず

想定するよう求めている以下の事故シーケンスが完備していることを確認した。 

・高圧・低圧注水機能喪失 

・高圧注水・減圧機能喪失 

・全交流動力電源喪失 

・崩壊熱除去機能喪失 

・原子炉停止機能喪失 

・LOCA 時注水機能喪失 

・格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA） 

また、上記以外の事故シーケンスについては、以下の通りとしていることを確認した。 

・イベントツリーにより網羅的に抽出した炉心損傷に至る事故シーケンスを起因事象及び安全機能の喪失状況に着目し類型化して事故シーケ

ンスグループを特定するため、まず、抽出された炉心損傷に至る事故シーケンスと、必ず想定する 7つの事故シーケンスグループとの対応関係

を整理した。その結果、抽出した炉心損傷に至る事故シーケンスのうち、地震特有の 7つの事故シーケンス（原子炉建屋損傷、制御建屋損傷、

格納容器損傷、圧力容器損傷、格納容器バイパス、計測・制御系喪失、Excessive LOCA）、津波特有の 1つの事故シーケンス（複数の安全機能

喪失）が、必ず想定する事故シーケンスグループに含まれなかった。 

②  女川２号炉の場合、新たな事故シーケンスの追加はないことを確認した。 

 

③  追補2. I第1-7表「事故シーケンスグループの主要な炉心損傷防止対策と炉心損傷頻度」に事故シーケンスごとに内部事象、地震、津波に分

けてシーケンス別CDFが整理されていることを確認した。 

④  事故シーケンスグループを以下のように分類していることを確認した。 

ａ．１－２(a)に分類される事故シーケンスグループ 

(ａ) 高圧・低圧注水機能喪失 

(ｂ) 高圧注水・減圧機能喪失 

(ｃ) 全交流動力電源喪失 

(ｄ) LOCA 時注水機能喪失 

 

ｂ．１－２(b)に分類される事故シーケンスグループ 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（⑧事故シーケンスグループを、炉心損傷防止できるか否か等で

分類） 

 

(ｅ) 崩壊熱除去機能喪失 

(ｆ) 原子炉停止機能喪失 

(ｇ) 格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA） 

ｃ．１－２(a)及び（b）以外の事故シーケンスグループ 

なし 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  付録 1-13 

（2）-2 追加すべき事故シーケンスグループの検討 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i) プラント固有の事情により特殊な事故シーケンスグループを新

たに考慮する必要がないかを確認する。 

① 審査ガイドの解釈に指定されている事故シーケンス以外で、追加

すべき事故シーケンスがある場合もない場合も、その理由が記載

されていることを確認。 

 

 

 

 

①  審査ガイドの解釈で指定されている事故シーケンス以外で、追加すべき事故シーケンスとしては、外部事象（地震）に特有な事故シーケンス７

つについて確認している。 

・原子炉建屋損傷 

・制御建屋損傷 

・格納容器損傷 

・圧力容器損傷 

・格納容器バイパス 

・計装・制御系喪失 

・Excesssive LOCA 

また、外部事象（津波）に特有な事故シーケンス 1つについても、確認している。 

・複数の安全機能喪失 

 

この中で、女川２号炉に固有な特殊な事故シーケンスは含まれていないことを確認した。外部事象（地震）時の事故シーケンスの有効性評価

への影響については、以下の通りとしていることを確認した。 

・ 8 の事故シーケンスを新たな事故シーケンスグループとして追加するか否かを、PRA の結果も考慮し、頻度及び影響度の観点から必ず

想定する事故シーケンスグループとの比較により検討した。 

・ 地震特有の 7つの事故シーケンスは、頻度の観点からは、全炉心損傷頻度に占める割合が極めて小さいことを確認した。 

・ 影響度の観点からは、建屋損傷等により機能喪失する炉心損傷を防止するための設備の組合せの特定は困難であり、影響度に大きな幅

があるが、発生する事象の程度に応じて使用可能な設備を用いて炉心損傷防止対策や格納容器破損防止対策を柔軟に活用するととも

に、必要に応じて放水砲等を用いた大規模損壊対策による影響緩和が図られることすることを確認した。 

・ 津波特有の 1つの事故シーケンスについて、頻度の観点から、全炉心損傷頻度に占める割合が極めて小さいことを確認した。また、影

響度の観点からは、津波の建屋内への流入により機能喪失する炉心損傷を防止するための設備の組合せの特定は困難であり、影響度に

大きな幅があるが、発生する事象の程度に応じて使用可能な設備を用いて炉心損傷防止対策や格納容器破損防止対策を柔軟に活用する

とともに、必要に応じて放水砲等を用いた大規模損壊対策による影響緩和が図られることを確認した。 

・ 影響度の観点からは、内部事象による事故シーケンスと同等となることを確認した。 

・ 以上より、頻度及び影響度の観点から必ず想定する事故シーケンスグループと比較し、総合的に判断して、地震特有の 7つの事故シー

ケンス及び津波特有の 1つの事故シーケンスは新たに追加する必要はないとした。 

・ よって、想定する事故シーケンスグループは、設置許可基準規則解釈が必ず想定することを要求しているものと同一である。 

 

1.2 有効性評価の対象となる事故シーケンスについて 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i) 炉心損傷を免れないために有効性評価の対象外とするシーケン

スの影響を考慮していることを確認する。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

① 国内外の先進的な対策によっても、炉心損傷対策を講じるのが困

難なシーケンスを洗い出し、有効性評価で対象外としても影響が

ない理由を述べていることを確認。 

 

 

 

①  国内外の先進的な対策と同等のものが講じられた上で、炉心損傷防止が困難であって、原子炉格納容器の機能に期待できる事故シーケンスは、

想定する事故シーケンスグループに含めないが、格納容器破損防止対策における評価事故シーケンスに包絡させるものとするとしていること

を確認した。具体的には、該当する事故シーケンスとして、以下の 2つを選定し、頻度と影響度の観点から評価事故シーケンスに含める必要が

ないことを確認している。 

・大破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗 

・全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG 喪失）＋HPCS 失敗＋原子炉停止失敗 

 また、国内外の先進的な対策との比較を追補 2. I 別紙 3「重大事故防止に関係する設備についての諸外国の調査結果」に整理していること

を確認した。 

 
1.3 重要事故シーケンスの選定について 

（1）重要事故シーケンス選定の考え方 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対

策の有効性評価に関する審査ガイド 

2.2.3 事故シーケンスグループの主要解析条件等 

 事故シーケンスグループごとに、炉心の著しい損傷に至る重要な事

故シーケンス（以下「重要事故シーケンス」という。）を選定し、評

価対象とする。重要事故シーケンス選定の着眼点は以下とする。 

a. 共通原因故障又は系統間の機能の依存性によって複数の設備

が機能喪失し、炉心の著しい損傷に至る。 

b. 炉心損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。 

c. 炉心損傷防止に必要な設備容量（流量又は逃がし弁容量）が大

きい。 

d. 事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表してい

る。 

 

(i) 重要事故シーケンスの選定方法が審査ガイドに適合していること

を確認する。 

① 各事故シーケンスグループにおいて、下記の審査ガイドに記載され

ている着眼点に従って重要事故シーケンスが選定されていることを

確認。 

a. 共通原因故障又は系統間の機能の依存性によって複数の設備が

機能喪失し、炉心の著しい損傷に至る。 

b. 炉心損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。 

c. 炉心損傷防止に必要な設備容量（流量又は逃がし弁容量）が大き

い。 

d. 事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  有効性評価ガイドの指定する 4つの着眼点（系統間機能依存性、余裕時間、設備容量、代表性）に沿って事故シーケンスグループごとに重要

事故シーケンスを選定した。4 つの着眼点の各々について、影響度を「高」、「中」、「低」で整理し、選定に用いていることを確認した。

また、選定の際に複数の事故シーケンスが重要事故シーケンスの候補となる場合には、事象進展が早いものなど、より厳しいシーケンスを選

定していることを確認した（追補 2. I 第 1.8 表「重要事故シーケンス等の選定について」）。 
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（2）重要事故シーケンスの選定結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i) 審査ガイドの方針に従って事故シーケンスを選定する過程を確認

する。 

① 各事故シーケンスグループにおいて、上記の審査ガイドに記載され

ている着眼点に従って重要事故シーケンスが選定されていることを

確認。 

 

 

 

①  整理した事故シーケンスの重要度に基づいて、最も「高」が多いシーケンス（「高」の数が同じ場合は「中」の数が多いシーケンス）が重要

事故シーケンスとして選定されていることを確認した（追補2. I第1-8表「重要事故シーケンス等の選定について」）。 

 

 
（3）事故シーケンスの分析 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

① 選定された事故シーケンスについて、プラントの特徴を踏まえた分

析を行っていることを確認。 

 

①  カットセット分析による特徴として、以下が抽出されていることを確認した。（追補2. I別紙5「女川２号炉 PRAにおける主要なカットセッ

トとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況」） 

＜崩壊熱除去機能喪失＞ 

 「崩壊熱除去機能喪失」は全炉心損傷頻度に占める炉心損傷頻度の割合が約99.7%であり，全炉心損傷頻度のほとんどを占める事故シーケ

ンスグループである。 

 崩壊熱除去機能が喪失する要因としては、RHR手動操作失敗や補機冷却系であるRCW/RSWポンプの共通原因故障によるRHR機能喪失が支配的

になっている。これらの基事象に対しては，原子炉補機代替冷却水系による海水への熱除去機能の代替や，原子炉格納容器フィルタベン

ト系による大気への除熱により炉心損傷(格納容器先行破損)を防止できる 

＜高圧・低圧注水機能喪失＞ 

 高圧・低圧注水機能が喪失する要因として，高圧注水や低圧ECCSに関連する人的過誤、原子炉補機冷却水系であるRCWポンプの共通原因故

障等があげられている。 

 いずれの事故シーケンスについても，高圧代替注水系、低圧代替注水系による原子炉注水が有効である。ただし、一部のカットセットで

は格納容器除熱機能が喪失しているものがあり、原子炉補機冷却系が喪失した場合は原子炉補機代替冷却水系又は原子炉格納容器フィル

タベント系が、ＲＨＲが機能喪失した場合は原子炉格納容器フィルタベント系による格納容器除熱が必要となる。 

＜高圧注水・減圧機能喪失＞ 

 いずれの主要な事故シーケンスのカットセットからも，手動減圧失敗の人的過誤が抽出されている。このカットセットに対して、代替自

動減圧機能による低圧状態への移行により、注水による炉心冷却を確保できる。 

 全炉心損傷頻度から見た場合，炉心損傷を防止できないカットセットの頻度は非常に小さな値に抑えられていると考えるが，炉心損傷を

防止できないカットセットに含まれているヒューマンエラーについては，訓練等によりその発生可能性の低減に努めていく。 

＜全交流動力電源喪失＞ 

 全交流動力電源喪失については、外部電源、非常用ディーゼル発電機による給電を喪失する事故シーケンスが抽出されている。 

 これらに対しては、交流動力電源を必要としない高圧代替注水系や、常設代替交流電源設備による電源復旧により原子炉注水機能を確保

することが可能である。 

＜原子炉停止機能喪失＞ 

 原子炉トリップに失敗するカットセットとして、トリップアクチュエータリレー共通原因故障による原子炉保護系の機能喪失が主要因と

なっている。 

 炉心損傷防止対策としては、代替制御棒挿入機能、代替原子炉再循環ポンプトリップ機能が有効である。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

＜LOCA時注水機能喪失＞ 

 「LOCA+高圧/低圧注水失敗」では，原子炉補機冷却水系又は原子炉補機冷却海水系の起動又は熱交換器の弁故障の共通原因故障が抽出さ

れている。 

 「LOCA+高圧注水失敗+原子炉減圧失敗」では，注水不能の認知に失敗する人的過誤とデジタル制御系の共通原因故障，又は多重故障によ

るカットセットが抽出されている。 

 LOCA が発生しているにも関わらず，認知に失敗したまま長時間気付かない場合や，操作に失敗したにも関わらずその後の対応をとらない

ことは現実的には考えにくく，全炉心損傷頻度から見た場合，これらの炉心損傷を防止できないカットセットの頻度は非常に小さな値に

抑えられているが，手動減圧失敗等の人的過誤については，訓練等によりその発生可能性の低減に努めていく。 

＜ISLOCA＞ 

 「ISLOCA」では，高圧炉心注水系の定例試験時の弁リークや誤開放に伴うカットセットが抽出されている。 

 これらのカットセットに対しては，高圧炉心注水系又は原子炉を減圧した後に高圧又は低圧炉心注水系による炉心の水位維持によって炉

心損傷を防ぐことができる。その後は，注入隔離弁の再閉操作等，破断箇所の隔離を試みるとともに，使用可能な緩和系で水位維持，除

熱を行うことで，炉心を安定な状態とすることができる。 

 

1.4 まとめ 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

① 以上の確認結果から、出力運転時事故について特定した事故シーケ

ンスグループ及び選定した重要事故シーケンスが妥当と判断できる

ことを確認。 

 

①  申請者が、炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出を、内部事象については炉心損傷イベントツリー、地震については階層イベントツリーと

炉心損傷イベントツリーを構築して行うという日本原子力学会のPRAに関する実施基準にのっとった標準的な手法で行っていることを確認し

た。また、内部事象、地震及び津波以外の事象について、当該事象を対象とするPRAに代わる方法として、内部事象レベル1PRAの手法と工学

的判断により事故シーケンスを検討していることは妥当と判断した。 

申請者が、必ず想定する事故シーケンスグループに対応しない地震特有の7つの事故シーケンスを新たな事故シーケンスグループとして追

加しないとしていることについて、設置許可基準規則解釈にのっとって、頻度は全炉心損傷頻度に占める割合が極めて小さいことを確認

し、加えて、大規模損壊対策などにより緩和措置を図ることができるとしていること、津波特有の1つの事故シーケンスを新たな事故シーケ

ンスグループとして追加しないとしていることについて、設置許可基準規則解釈にのっとって、頻度は全炉心損傷頻度に占める割合が極め

て小さいことを確認し、加えて、大規模損壊対策などにより緩和措置を図ることができるとしていることを確認した。 

また、事故シーケンスには、国内外の先進的な対策と同等のものを講じても、炉心損傷の防止が困難なものがあり、申請者がこれらの事故

シーケンスを炉心損傷防止対策における事故シーケンスグループに含めず、格納容器破損防止対策において考慮するとしたことは、設置許

可基準規則解釈にのっとった考え方であることから、妥当であると判断した。 

事故シーケンスグループごとの重要事故シーケンスの選定は、有効性評価ガイドの考え方を踏まえ4つの着眼点に沿って行われていること

を確認した。 

以上のとおり、申請者が特定した事故シーケンスグループ及び選定した重要事故シーケンスは、上記の確認と判断から、妥当であると判断

した。 
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2. 格納容器破損防止対策の有効性評価における格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について 

2.1 格納容器破損モードの分析について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

第 37 条解釈（炉心の著しい損傷の防止） 

２－１ 

(b) 個別プラント評価により抽出した格納容器破損モード 

①個別プラントの内部事象に関する PRA 及び外部事象に関する

PRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価を実施する

こと。 

②その結果、上記２－１(a)の格納容器破損モードに含まれない

有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モードが抽出され

た場合には、想定する事故シーケンスグループとして追加する

こと。 

 

(i) 地震、津波以外の PRA が使えない外部事象の影響が PRA 分析の

中で考慮されていることを確認する。 

① 外部事象で地震・津波以外が評価対象外である理由が記載されて

いることを確認。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  外部事象の影響のうち、地震と津波以外のその他の自然現象については、内部事象レベル1PRAの手法と工学的判断により事故シーケンスを検

討した結果、以下に示す理由により、新たに格納容器破損モードを追加する必要はないとしていることを確認した。 

・ レベル1PRA の観点での起因事象の検討からも、炉心損傷に至る事故シーケンスグループとしては内部事象出力運転時レベル1PRAで用いた

事象以外に追加すべきものは発生しないものと判断しており、原子炉格納容器が直接破損することも想定し難い。また、炉心損傷後の原子

炉格納容器内の物理化学現象についても内部事象出力運転時レベル1.5PRAで想定するものと同等となり、新たな格納容器破損モードの追加

は不要と考えられる。 

・ プラントに与える影響の検討からは、屋外施設の損傷によるサポート系の機能喪失が想定されるものの、炉心損傷に至る事故シーケンスグ

ループとしては内部事象出力運転時レベル1PRAの結果抽出されたシーケンスグループに追加すべきものは発生しないものと判断している。

また、炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理化学現象についても内部事象出力運転時レベル1.5PRAで想定するものと同等となり、新たな格

納容器破損モードの追加は不要と考えられる。 

 

（1）格納容器破損モードの抽出、整理 

（1）-1 PRA に基づく整理 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（ⅰ）プラント損傷状態の設定 

① プラント損傷状態が定義されていることを確認。 

 

 

 

①  プラント損傷状態の設定については、以下の通りとしていることを確認した。 

・炉心損傷後のプラント損傷状態（以下「PDS」という。）は、原子炉格納容器破損時期、原子炉圧力容器圧力、炉心損傷時期及び電源有無

の4種類の属性を用いて分類した。 

・さらに、PDSごとに、原子炉格納容器冷却の分岐・ヘディングを考慮し、炉心損傷から格納容器破損に至るまでの事故進展フェーズで発生

する重要な物理化学現象について、各PDSを考慮して抽出し、その発生条件及び発生後の事象進展を整理し、格納容器イベントツリーを作

成した。格納容器破損に至る事故シーケンスが、2-1(a) 必ず想定する格納容器破損モードのうち水素燃焼を除く5つの格納容器破損モー

ドのいずれかに対応することを確認した。この結果を用いて、格納容器破損モードごとにPDSを整理した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（ⅱ）格納容器破損モードの評価 

① 格納容器破損モード毎に格納容器イベントツリーで抽出された事

象が記載されていることを確認。 

 

 

①  内部事象については、プラント状態を分類し、事象の進展に伴い生じる格納容器の健全性に影響を与える負荷を分析して、格納容器バイパス、

格納容器隔離失敗及び格納容器物理的破損に係る以下の水素燃焼を除く 11 の格納容器破損モードを日本原子力学会の PRA に関する実施基準に

のっとって検討対象としていることを確認した。また、水素燃焼については、その対策として原子炉格納容器内を窒素置換していることから、

日本原子力学会の PRA 実施基準の BWR 分類例では対象外としているが、窒素置換対策の有効性を確認する目的で検討対象とした。 

1) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（未臨界確保失敗））  

2) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（崩壊熱除去失敗）） 

3) インターフェイスシステム LOCA 

4) 格納容器隔離失敗 

5) 原子炉圧力容器内での水蒸気爆発 

6) 格納容器雰囲気直接加熱 

7) 原子炉圧力容器外での水蒸気爆発 

8) 溶融物直接接触 

9) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（長期冷却失敗）） 

10) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（過温破損） 

11) 溶融炉心・コンクリート相互作用 

12) 水素燃焼 

 

（1）-2 PRA に代わる検討に基づく整理 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

① 外部事象（地震、津波、内部火災、内部溢水等）の影響により新た

に格納容器破損モードの評価に影響が出ないことを説明している

ことを確認。 

①  内部事象以外の事象については、現時点では、内部事象レベル 1.5PRA の手法と工学的な判断により検討を実施した。 

地震特有の格納容器破損モードとして、格納容器隔離失敗、格納容器圧力抑制機能喪失及び地震による原子炉格納容器破損が考えられるが、

格納容器隔離失敗、格納容器圧力抑制機能喪失については（ⅱ）①の 12の破損モードで抽出されていること、地震による格納容器破損につい

ては構造的な損傷による直接的な閉じ込め機能喪失であり国内外の先進的な対策と同等のものを講じても、格納容器損傷防止が困難であるこ

とから、格納容器破損防止対策の有効性評価の対象とせず、大規模損壊対策で対応することとし、新たに追加すべき格納容器破損モードはない

としていることを確認した。 

 

(1) 地震の影響 

格納容器破損モードについては、地震動による建物の大規模な損壊の可能性は十分低く、内部事象により選定した破損モード以外に追加を

要するものはないと考えられる。 

事故シーケンスについては、地震レベル 1.5PRA で考えられる地震特有の事故シーケンスがある。(格納容器隔離機能喪失、格納容器圧力抑

制機能喪失、格納容器本体の破損) 

 

(2) 津波の影響 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

格納容器破損モードについては、格納容器が津波による物理的負荷(波力・漂流物の衝撃力)によって直接破損することは想定し難い。また、

炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理化学現象についても内部事象出力運転時レベル 1.5PRA で想定するものと同等と考えられることから、

新たな格納容器破損モードの追加は不要と考えられる。 

 

(3) 内部溢水及び内部火災の影響 

追補 2. I 別紙 1「有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定における外部事象の考慮について」に記載のとおり、内部溢水、内部火

災により原子炉補機冷却水系又は残留熱除去系が機能喪失すると「崩壊熱除去機能喪失」の起因事象が発生し、外部電源設備が機能喪失する

と「外部電源喪失」の起因事象が発生するが、これらを起因とする事故シーケンスは、同機器のランダム要因による同系統の機能喪失を想定

する内部事象運転停止時レベル 1PRA にて抽出された事故シーケンスに含まれている。したがって、運転停止時の内部溢水又は内部火災の発

生を考慮しても、内部事象停止時レベル 1PRA において抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグル

ープはないものと判断した。 

炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理化学現象についても内部事象出力運転時レベル 1.5PRA で想定するものと同等と考えられることよ

り、新たな格納容器破損モードの追加は不要と考えられる。 

 

(4) その他外部事象の影響 

プラントに与える影響の検討からは、屋外施設の損傷によるサポート系の機能喪失が想定されるものの、炉心損傷に至る事故シーケンスグ

ループとしては内部事象出力運転時レベル 1PRA の結果抽出されたシーケンスグループに追加すべきものは発生しないものと判断している。

また、炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理化学現象についても内部事象出力運転時レベル 1.5PRA で想定するものと同等と考えられる。 

したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象出力運転時レベル 1.5PRA にて抽出した事故シーケンスグル

ープ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはなく、新たな格納容器破損モードの追加は不要と考えられる。 

 

（2）レベル 1.5PRA の定量化結果及び影響度を踏まえた格納容器破損モードの検討 

（2）-1 必ず想定する格納容器破損モードの検討 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

第 37 条解釈（炉心の著しい損傷の防止） 

２－１ 

(a) 必ず想定する格納容器破損モード 

・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

・高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱 

・原子炉圧力容器外の溶融燃料―冷却材相互作用 

・水素燃焼 

・格納容器直接接触（シェルアタック） 

・溶融炉心・コンクリート相互作用 

 

(i) 審査ガイドで指定されている格納容器破損モードのうち、除外

するものがないか、またその理由が明記されているか確認する。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

① 必ず想定する格納容器破損モードに含まれるもののうち、プラン

ト固有の条件により発生の可能性がないと思われるもの（格納容

器直接接触等）について、その除外の理由を説明していることを確

認。 

 

①  検討対象とした 12の格納容器破損モードに、必ず想定する 6つの格納容器破損モードのうち格納容器直接接触（シェルアタック）を除く 5つ

の格納容器破損モードが含まれていることを確認した。 

格納容器直接接触（シェルアタック）については、BWR の一部の原子炉格納容器（MARK-I 型）に特有の事象であるため、MARK-Ⅰ改良型である

女川２号炉では評価の対象外としていることを確認した。具体的には、当該モードが MarkⅠ型の原子炉格納容器（原子炉格納容器が小さく、

原子炉下部のペデスタルに開口部がある）に特有の事象とみなされており、MarkⅠ改良型ではペデスタル床面からペデスタル開口部下端まで高

さがあり、ペデスタル床面に堆積した溶融炉心がドライウェル床には広がらない構造となっているため、格納容器直接接触（シェルアタック）

発生の可能性はないことを確認した。 
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（2）－２．新たな格納容器破損モードの追加検討 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i) プラント固有の事情により特殊な格納容器破損モードを新た

に考慮する必要がないかを確認する。 

① 審査ガイドの解釈に指定されている格納容器破損モード以外で、

追加すべき格納容器破損モードがある場合もない場合も、その理

由が記載されていることを確認。 

 

 

 

 

①  必ず想定する格納容器破損モードに分類されない 2つの破損モード（原子炉圧力容器内での水蒸気爆発及び格納容器隔離失敗）について、発

生確率は極めて低いと評価したこと、及び 3つの破損モード（原子炉未臨界確保失敗時の過圧破損、過圧破損（炉心損傷前）及びインターフェ

イスシステム LOCA）について、事故シーケンスグループに含め炉心損傷防止対策として評価することから新たな格納容器破損モードとして考

慮する必要はないとしていることを確認した。 

よって、想定する格納容器破損モードは、以下の5つとする。 

・ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（過圧破損（炉心損傷後）、過温破損） 

・ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱（溶融物直接接触、格納容器雰囲気直接加熱） 

・ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用（格納容器内での水蒸気爆発） 

・ 溶融炉心・コンクリート相互作用（コア・コンクリート反応継続） 

・ 水素燃焼（水素燃焼） 

 

抽出した炉心損傷に至る事故シーケンスについて、喪失した機能及び炉心損傷に至った主要因の観点から、必ず想定する 6つの事故シーケン

スグループとの関係を整理した結果、必ず想定すべき事故シーケンスグループに含まれない炉心損傷に至る事故シーケンスは新たに抽出され

なかったとしている。 

審査においては特に、原子炉圧力容器内での水蒸気爆発及び格納容器隔離失敗についての扱いを明確にすることを申請者に求めた。申請者

は、それぞれ格納容器破損モードについて、以下の理由により新たな格納容器破損モードとして追加する必要はないとしている。 

1)  原子炉圧力容器内での水蒸気爆発については、国内外における実験的研究と専門家による物理現象に関する分析により、発生確率は極

めて低いと判断されている。 

2) 格納容器隔離失敗については、定期検査及び原子炉起動前の格納容器隔離機能の確認や手順書に基づく確実な操作を実施すること、原子

炉運転時には格納容器圧力を 1 日に 1 回確認する運用であること、エアロック開放時には警報発信により速やかに検知可能であること、

事故時において格納容器隔離信号発信時には隔離弁の閉止状態を運転員が確認する手順となっていること等により、人的過誤による国内

外における実験的研究と専門家による物理現象に関する分析により、発生確率は極めて低いと評価されている。 

以上の説明に対し、原子炉圧力容器内での水蒸気爆発については発生確率が極めて低いと認められること、格納容器隔離失敗については格

納容器圧力監視の運用がなされていることを確認したことから、申請者がこれらの破損モードを新たな格納容器破損モードとして追加する必

要はないとしたことは妥当と判断した。 

 

2.2 評価事故シーケンスの選定について 

（1）評価対象とするＰＤＳの選定 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i) 破損モード毎のPDSの中から評価対象を選定する方針について

確認。 

① 各破損モード別に該当する PDS の一覧と、その中で最も厳しい PDS

（本文に説明）が選定されていることを確認。 

 

 

 

①  炉心損傷後のプラント損傷状態（以下「PDS」という。）は、格納容器破損時期、原子炉圧力容器圧力、炉心損傷時期及び電源有無の 4種類の

属性を用いて定義していることを確認した（追補 2. I 第 2-1 図「格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンス選定の全体プロセス」～第

2-2 図「シビアアクシデントで想定される事象進展と格納容器破損モード」）。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

また、以下のように選定結果とその理由を示していることを確認した。 

 

(1) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）及び(格納容器過温破損) 

・TQUX、TQUV、TB の各シナリオと比較し、LOCA は一次冷却材の流出を伴うことから水位低下が早く、事象進展が早い。 

・過圧破損については、格納容器圧力が高く推移すること等、環境に放出される放射性物質量の観点で厳しい。 

・過圧破損については長期 TB や TBU が支配的であることから、全交流動力電源喪失の寄与が高い。 

・過圧破損については対策として原子炉格納容器からの除熱が必要となる。 

・過温破損については LOCA の寄与が高い。 

・過温破損については対策として原子炉格納容器(損傷炉心)への注水が必要となる。 

・LOCA に ECCS 注水機能喪失及び全交流動力電源喪失を加えることで、電源の復旧、注水機能の確保等必要となる事故対処設備が多く、格納容

器破損防止対策を講じるための対応時間が厳しいシナリオとなる。これにより、原子炉格納容器への注水・除熱対策の有効性を網羅的に確認

可能なシナリオとなる。なお、いずれの PDS を選定しても必要な監視機能は維持可能である。 

 

以上より、LOCA に SBO を加え、過圧及び過温への対策の有効性を総合的に評価するための PDS とする。 

 

(2)  高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

・長期 TB は事象初期において原子炉隔離時冷却系による冷却が有効な PDS であり、減圧までの時間余裕の観点では TQUX、TBD、TBU の方が

厳しい。 

・高圧状態で炉心損傷に至る点では TQUX、TBD、TBU に PDS 選定上の有意な違いはない。 

以上より、最も厳しい PDS から、TQUX を代表として選定した。なお、いずれの PDS を選定しても必要な監視機能は維持可能である。 

 

(3) 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

・溶融炉心落下時の発生エネルギーは、原子炉格納容器下部の水中に落下する溶融炉心の量が多く、溶融炉心の保有エネルギーが大きいほど大

きくなる。この観点から、高圧の状態が維持される TQUX 及び TBU、長期 TB は選定対象から除外した。 

・LOCA は、原子炉内での蒸気の発生状況の差異から、酸化ジルコニウムの質量割合がほかの低圧破損シーケンス(TQUV、TBP)より小さくなり、

溶融炉心の内部エネルギーが小さくなると考えられる。また、LOCA では破断口から高温の原子炉冷却材が流出し、原子炉格納容器下部に滞留

する。原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用は低温の水に落下する場合の方が厳しい事象であることから、LOCA を選定対象から除外

した。 

・TBP について、事象初期の原子炉隔離時冷却系による一時的な注水を考慮すると、TQUV に比べて水位低下が遅く、事象進展が遅い。 

・過渡事象のうち、原子炉の水位低下が早い事象を選定することで対応が厳しいシーケンスとなる。 

以上より、TQUV が最も厳しい PDS となる。なお、いずれの PDS を選定しても必要な監視機能は維持可能である。 

 

(4) 水素燃焼 

・本格納容器破損モードは PRA から抽出されたものではないが、評価のために PDS を格納容器先行破損の事故シーケンス以外の PDS から選定

する。酸素ガスは水の放射線分解で発生するが、酸素濃度はほかの気体の存在量の影響を受けるため、炉心損傷後の原子炉格納容器内の気体

組成を考える上で影響が大きいと考えられるジルコニウム－水反応による水素ガスの発生に着目する。原子炉圧力容器への注水に期待しない

場合のジルコニウム－水反応の挙動は事象発生時の原子炉圧力容器外への原子炉冷却材の放出経路から、LOCA とほかの PDS とに大別できる。
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LOCA では事象発生と同時に原子炉圧力容器が大きく減圧され、原子炉冷却材が多量に原子炉圧力容器外に排出されることから、ジルコニウム

－水反応に寄与する冷却材の量が小さくなり、これに伴う水素ガスの発生量が少なくなると考えられる。このため、LOCA では水の放射線分解

によって増加する酸素濃度がほかの PDS よりも相対的に高くなる可能性が考えられる。更に、原子炉圧力容器の破損の有無の影響を考えると、

原子炉圧力容器が破損する場合には、原子炉格納容器下部での溶融炉心・コンクリート相互作用によって生じる非凝縮性ガスが酸素濃度を低

下させる方向に寄与する可能性が考えられることから、同じ PDS でも原子炉圧力容器の破損に至らない場合を想定することが適切と考える。 

・女川２号炉において、炉心損傷を防止できない事故シーケンスであるが、原子炉格納容器においてその事象進展を緩和できると考えられる事

故シーケンスとしては、大破断 LOCA と ECCS 注水機能の喪失が重畳する事故シーケンスのみが抽出されている。 

・以上の理由から、PDS としては LOCA(大破断 LOCA＋ECCS 注水機能喪失)を選定することが適切と考えられる。これに加え、「雰囲気圧力・温度

による静的負荷(格納容器過圧・過温破損)」の評価事故シーケンスでは、対応の厳しさの観点で SBO の重畳を設定していることを考慮し、

LOCA(大破断 LOCA＋ECCS 注水機能喪失)+SBO を PDS として選定する。 

 

(5) 格納容器直接接触（シェルアタック） 

シェルアタックは、追補 2. I 別紙 6「水素燃焼及び格納容器直接接触（シェルアタック）を格納容器破損モードから除外する理由」に示す

とおり、想定する格納容器破損モードから対象外とする。 

 

(6) 溶融炉心・コンクリート相互作用 

・溶融炉心・コンクリート相互作用の観点からは、原子炉格納容器下部に落下する溶融炉心の割合が多くなる原子炉圧力容器が低圧で破損

に至るシーケンスが厳しい。この観点で、高圧の状態が維持される TQUX 及び TBU、長期 TB を選定対象から除外した。 

・LOCA は原子炉格納容器下部への原子炉冷却材の流入の可能性があり、溶融炉心・コンクリート相互作用の観点で厳しい事象ではないと考

えられるため、選定対象から除外した。 

・過渡事象のうち、原子炉の水位低下が早い事象を選定することで対応が厳しいシーケンスとなる。 

以上より、TQUV が最も厳しい PDS となる。なお、いずれの PDS を選定して 

も必要な監視機能は維持可能である。 

 

（2）評価事故シーケンスの選定の考え方及び選定結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策

の有効性評価に関する審査ガイド 

実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対

策の有効性評価に関する審査ガイド 

3.2.3 格納容器破損モードの主要解析条件等 

(1) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

b. (a) 評価事故シーケンスは PRA に基づく格納容器破損シー

ケンスの中から、過圧及び過温の観点から厳しいシーケ

ンスを選定する。（炉心損傷防止対策における「想定する

事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原

子炉格納容器の機能に期待できるもの」を包絡するこ
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

と。） 

(2) 高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱 

b. (a) 評価事故シーケンスは PRA に基づく格納容器破損シー

ケンスの中から、原子炉圧力が高く維持され、減圧の観点

から厳しいシーケンスを選定する。 

(3) 原子炉圧力容器外の溶融燃料―冷却材相互作用 

b. (a) 評価事故シーケンスは PRA に基づく格納容器破損シー

ケンスの中から、原子炉圧力容器外の溶融燃料ー冷却材

相互作用の観点から厳しいシーケンスを選定する。 

(4) 水素燃焼 

b. (a) 評価事故シーケンスは PRA に基づく格納容器破損シー

ケンスの中から水素燃焼の観点から厳しいシーケンスを

指摘事項（審査会合／ヒア）選定する。また、炉心内の金

属―水反応による水素発生量は、原子炉圧力容器の下部

が破損するまでに、全炉心内のジルコニウム量の 75%が水

と反応するものとする。 

(5) 格納容器直接接触（シェルアタック） 

b. (a) 評価事故シーケンスは PRA に基づく格納容器破損シー

ケンスの中から格納容器直接接触の観点から厳しいシー

ケンスを選定する。 

(6) 溶融炉心・コンクリート相互作用 

b. (a) 評価事故シーケンスは PRA に基づく格納容器破損シー

ケンスの中から溶融炉心・コンクリート相互作用（ＭＣＣ

Ｉ）の観点から厳しいシーケンスを選定する。 

(i) 審査ガイドの方針に従って評価対象とするシーケンスを選定

する過程を確認する。 

① 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定では、前段で

最も厳しい PDS を選定したことを踏まえた選定になっているか確

認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  格納容器破損モードごとの PDS から、格納容器への圧力又は温度による負荷の大きさの観点で最も厳しくなる PDS を選定し、この PDS を構成

する事故シーケンスから、事象進展が最も厳しくなる事故シーケンスを抽出し、有効性評価の評価事故シーケンスとしていることを確認した。 

さらに、事象進展を厳しくする観点から複数の機能の喪失の重畳を考慮していることを確認した（追補 2. I 第 2-1 図「格納容器破損モード

抽出及び評価事故シーケンス選定の全体プロセス」～第 2-2 図「シビアアクシデントで想定される事象進展と格納容器破損モード」）。 

 

（3）炉心損傷防止が困難な事故シーケンス等に対する格納容器破損防止対策の有効性 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i)外部事象によって評価事故シーケンスが変わらないかどうかを

確認する。 

① 外部事象（地震、津波、内部火災、内部溢水等）の影響により新た

に評価事故シーケンスの選定に影響が出ないことを説明している

 

 

①  内部事象、地震及び津波以外の事象について、現時点では、内部事象レベル1PRAの手法と工学的判断により事故シーケンスを以下の通り検討

していることを確認した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

ことを確認。 

 

 

・ 内部溢水及び内部火災の事故シーケンスについては、溢水、火災により様々な同時故障が発生しても、炉心損傷を防止するための手段

等との組合せは内部事象レベル1PRAと同じであるため、内部事象レベル1PRAにより抽出された事故シーケンスと同じ事故シーケンスに

なると推定される。 

・ 風（台風）、竜巻等の事故シーケンスは、安全上の重要度の高い建屋内部の設備に直接的な影響を及ぼす可能性は低く、建屋外部に設置

された設備への影響として海水ポンプ及び変圧器・送電線等の機能喪失による全交流動力電源喪失があるが、これは内部事象レベル

1PRAの手法を活用したイベントツリーにより抽出済みの事故シーケンスである。 

・ よって、新たに炉心損傷に至る事故シーケンスは抽出されなかった。 

 

（4）直接的に炉心損傷に至る事故シーケンスに対する対策 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

① 炉心損傷防止が困難な事故シーケンスとして整理したものがあれ

ば、それをすべて列挙すると共に、評価事故シーケンスでの取扱い

方について説明していることを確認。 

 

①  国内外の先進的な対策と同等のものが講じられた上で、炉心損傷防止が困難であって、原子炉格納容器の機能に期待できる事故シーケンスと

して、以下の2つを選定していることを確認した。また、選定した事故シーケンスの取り扱いも確認した。 

 

・大破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗 

・全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG 失敗）＋HPCS 失敗＋原子炉停止失敗 

 

大破断LOCAの事故シーケンスについては、格納容器破損防止対策の有効性評価の対象とすることとし、炉心損傷防止対策の有効性評価の対

象とる事故シーケンスから除外した(重要事故シーケンス選定の対象とする事故シーケンスから除外する)。 

全交流電源喪失時の事故シーケンスについては、実際に大規模な地震が発生した場合には、地震による炉内構造物の損傷等が生じる前にス

クラム信号が発信されると考えられる。また、地震レベル1PRAでは機器の損傷を完全相関としていることから、例えば1本のみの制御棒挿入に

失敗する場合であってもスクラム失敗により炉心損傷するものとして評価している。 

事故シーケンスの炉心損傷頻度は保守的な設定のもとに評価したものであるが、現実的に想定すると、本事故シーケンスによって炉心損傷

に至る頻度は十分に小さいと判断したことから、本事故シーケンスは、炉心の著しい損傷を防止する対策の有効性を確認するシーケンスに該

当しないと判断したとしている。 

また、国内外の先進的な対策との比較を追補2. I別紙1-3「重大事故防止に関係する設備についての諸外国の調査結果」に整理していること

を確認した。 
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2.3 事故シーケンスの分析 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

① 選定された事故シーケンスについて、プラントの特徴を踏まえた

分析を行っていることを確認。 

 

①  カットセット分析による女川２号炉の特徴として、以下が抽出されていることを確認した（追補2. I別紙4「内部事象PRAにおける主要なカッ

トセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況」）。 

・ 格納容器破損モードのうち、全格納容器破損頻度のほぼ100%が格納容器除熱機能喪失から格納容器過圧破損に至るシーケンスとなった（雰

囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）。 

・ この格納容器破損モードに対しては、原子炉補機代替冷却水系を用いた代替循環冷却系による除熱、格納容器フィルタベント系による除熱

により、格納容器破損頻度を低減することができると考える。 

 

2.4 まとめ 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

①  以上の確認結果から、出力運転時事故について特定した格納容器

破損モード及び選定した評価事故シーケンスが妥当と判断できる

ことを確認。 

 

①  申請者が、内部事象による格納容器破損モードを日本原子力学会のPRAに関する実施基準にのっとって検討対象としていることを確認した。

また、申請者が、自然現象について、新たに追加すべき格納容器破損モードはないとしていることは、最新の技術に基づく内部事象レベル

1.5PRAの手法と工学的な判断により検討していることから、妥当と判断した。検討対象とした12の格納容器破損モードについては、発生する

可能性が極めて低いもの、炉心損傷防止対策において評価するものを除き、すべて評価対象としていることから、妥当であると判断した。評

価対象とした5つの格納容器破損モードは、格納容器直接接触（シェルアタック）を当該評価の対象から除外する以外は、設置許可基準規則解

釈における必ず想定する格納容器破損モードと一致することを確認した。 

申請者が、格納容器破損モードごとに最も厳しいプラント損傷状態を選定し、さらにそのプラント損傷状態に至る最も厳しい事故シーケン

スを評価事故シーケンスとし、有効性評価ガイドを踏まえていることを確認した。 

以上のとおり、申請者が特定した格納容器破損モード及び選定した評価事故シーケンスは、上記の確認と判断から、妥当なものであると判

断した。 
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3. 使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故 

本確認項目は、添付書類十別添７重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方の「6.2.3 使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故」に記載されているものを参照した。 

（想定事故 1 及び２は、個別プラントで追加のシーケンスの有無の確認は求められておらず、追補 2「6. 重大事故等への対処に係る措置の有効性評価の基本的考え方」の追補２「Ⅰ 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケン

ス等の選定について」には記載されない。） 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川 2号） 

第 37 条解釈（炉心の著しい損傷の防止） 

３－１ 

(a) 想定事故１： 

使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失することに

より、使用済燃料貯蔵槽内の水の温度が上昇し、蒸発により水位

が低下する事故。 

(b) 想定事故２： 

サイフォン現象等により使用済燃料貯蔵槽内の水の小規模な

喪失が発生し、使用済燃料貯蔵槽の水位が低下する事故。 

(i)重要事故シーケンスの抽出方法や対象を確認する。 

① 有効性評価の重要事故シーケンスとして、想定事故１及び２が選

定されていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  使用済燃料貯蔵槽内の燃料損傷に至るおそれがある事故として、想定事故１及び想定事故２を想定することを確認した。 
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4. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンスの選定について 

4.1 運転停止中事故シーケンスグループの分析について 

（1）燃料損傷に至る運転停止中事故シーケンスの検討・整理 

（1）-1 PRA に基づく整理 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

第 37 条解釈（炉心の著しい損傷の防止） 

４－１ 

(a) 必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ 

・崩壊熱除去機能喪失（ＲＨＲの故障による停止時冷却機能喪

失） 

・全交流動力電源喪失 

・原子炉冷却材の流出 

・反応度の誤投入 

 

(b) 個別プラント評価により抽出した運転停止中事故シーケンスグ

ループ 

①個別プラントの停止時に関する PRA（適用可能なもの）又はそ

れに代わる方法で評価を実施すること。 

②その結果、上記４－１(a)の運転停止中事故シーケンスグルー

プに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす運転停止中事故

シーケンスグループが抽出された場合には、想定する運転停止

中事故シーケンスグループとして追加すること。 

 

（ⅰ）プラント損傷状態の設定 

① 評価対象とする定検工程の選定について、プラント状態（POS）が

すべて網羅されていることを確認。 

② 主要パラメータの推移等から POS 分類が選定されていることを確

認。（第 3.1 表、第 3.2 図） 

③ 特定の POS（原子炉ウェル満水時等）を対象として燃料損傷頻度の

評価を行う場合には、リスク等の観点から選定の理由を説明して

いることを確認。（3.1 内部事象④） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  プラント停止時のプラント状態（POS）を、時系列的に網羅していることを確認した（追補 2. I 第 3-2 図「定期検査時のプラント状態と主要

パラメータの推移」、追補 2. I 第 3-1 表「内部事象停止時レベル 1PRA における起因事象と発生頻度」）。 

②  各 POS の推移を、原子炉水位、崩壊熱の大きさ（大中小）、プールゲートの開放状況等と共に示していることを確認した（上記第 3.2 図）。ま

た、各 POS の継続時間（日数）を示していることを確認した（上記第 3.1 表）。 

③  原子炉の水位、温度、圧力等のプラントパラメータの類似性、保守点検状況等に応じた緩和設備の使用可能性、起因事象、成功基準に関する類

似性によって、評価対象期間を幾つかのプラント状態(以下「POS」という。)に分類し、評価対象としていることを確認した。また、事故シー

ケンスグループ毎に評価対象とする POS を以下の通り選定していることを確認した。 

 

(1) 崩壊熱除去機能喪失 

a. 事故シーケンス 

・崩壊熱除去機能喪失＋崩壊熱除去・注水系失敗 

b. 選定理由 

代表性の観点から、事故シーケンスグループの中で最も炉心損傷頻度の高い事故シーケンスを選定した。 

有効性評価では外部電源喪失との重畳を考慮しており、外部電源喪失時に原子炉補機冷却水系(海水ポンプを含む)が故障した場合につい
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ては事象進展が全交流動力電源喪失と同様となるため、「補機冷却系機能喪失」及び「外部電源喪失」を起因事象とする事故シーケンスの対

策の有効性については全交流動力電源喪失の事故シーケンスにて確認する。 

c. 選定結果 

・残留熱除去系機能喪失 

d. 燃料損傷防止対策（有効性評価で考慮） 

・待機中の残留熱除去系[LPCI モード] 

 

(2) 全交流動力電源喪失 

a. 事故シーケンス 

・外部電源喪失＋交流電源喪失＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗 

b. 選定理由 

余裕時間及び設備容量の観点から「外部電源喪失＋直流電源喪失＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗」「外部電源喪失＋交流電源喪失＋崩壊熱除

去・炉心冷却失敗」が同じ「中」となったが、代表性の観点から炉心損傷頻度が高い「外部電源喪失＋交流電源喪失＋崩壊熱除去・炉心冷却

失敗」を代表事故シーケンスとして選定する。 

「外部電源喪失＋直流電源喪失＋崩壊熱辞去・炉心冷却失敗」「外部電源喪失＋直流電源喪失」は、選定したシーケンスにおいて直流復旧

操作の有効性を確認することで重要事故シーケンスに包絡される。 

c. 選定結果 

・外部電源喪失＋ 交流動力電源喪失 

d. 燃料損傷防止対策（有効性評価で考慮） 

・常設代替交流電源設備 

・低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ） 

 

(3) 原子炉冷却材の流出 

a. 事故シーケンス 

・原子炉冷却材流出(RHR 切替時の冷却材流出)＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗 

 

b. 選定理由 

  選定した４つの事故シーケンスのうちの 3つは以下の理由により選定から除外した。 

「CUW ブロー時の冷却材流出」は、炉心損傷頻度が大きいものの、冷却材流出発生時にはブロー水の排出先のＲＷ設備の運転員による異

常の認知にも期待でき、認知は容易であると考えられるため、選定から除外した。 

「CRD 交換時の冷却材流出」は、必要な設備容量が大きいものの、運転操作に伴う冷却材流出事象とは異なり、作業・操作場所と流出発

生箇所が同一であるため認知が容易であると考えられるため、選定から除外した。 

「LPRM 交換時の冷却材流出」は、必要な設備容量が比較的小さく、運転操作に伴う冷却材流出事象と異なり、作業・操作場所と流出発生

箇所が同一でありため認知が容易であると考えられるため、選定から除外した。 

以上より残る事故シーケンスである「原子炉冷却材の流出（RHR 切替時の冷却材流出）＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗」を重要事故シーケ

ンスとして選定した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 停止時の機器の待機除外状態が示されていることを確認。 

 

c. 選定結果 

・RHR 切替時の冷却材流出 

d. 燃料損傷防止対策（有効性評価で考慮） 

・待機中の残留熱除去系[LPCI モード] 

 

(4) 反応度の誤投入 

a. 事故シーケンス 

・反応度の誤投入 

b. 選定理由 

代表性の観点から停止中に実施される試験等により、制御棒が 1 本が全引き抜きされている状態から、ほかの 1 本の制御棒が操作量の制

限を超える誤った操作によって引き抜かれ、異常な反応度の投入を認知できずに臨界に至る事象を想定する。 

c. 選定結果 

・反応度の誤投入 

d. 燃料損傷防止対策 

・起動領域モニタの原子炉周期短信号によるスクラム 

④  各 POS について、停止時の系統/システムの待機状態を示していることを確認した（追補 2. I 第 3-3 図「POS の分類及び定期検査工程」）。 

 

（ⅱ）起因事象の選定及び評価 

① 国内外のトラブル事例や評価事例等を参考に起因事象が選定され

ていることを確認。 

 

 

①  原子炉停止後の運転停止中の各POSにおいて燃料損傷へ波及する可能性のある起因事象について、マスターロジックダイヤグラム、過去の国

内プラントのトラブル事例等から選定し、ここから燃料損傷に至ることを防止するための緩和手段の組み合わせ等をイベントツリーで分析

し、燃料損傷に至る各事故シーケンスを抽出していることを確認した。 

 

（ⅲ）事故シーケンスの分析 

① 選定された起因事象毎にイベントツリーが図示されていることを

確認。 

②  審査ガイドの解釈に指定されている事故シーケンス以外で、追加

すべき事故シーケンスが抽出されないかを検討していることを確

認。 

 

 

①  運転停止中について、各起因事象と燃料損傷を防止するための手段等との組合せをイベントツリーで網羅的に分析し、燃料損傷に至る事故シ

ーケンスを抽出していることを確認した（追補 2. I 第 3-4 図「内部事象停止時レベル 1PRA イベントツリー)」）。 

②  抽出した燃料損傷に至る事故シーケンスについて、喪失した機能及び炉心損傷に至った主要因の観点から、必ず想定する 4つの事故シーケン

スグループとの関係を整理した。その結果、必ず想定すべき事故シーケンスグループに含まれない燃料損傷に至る事故シーケンスは新たに抽出

されなかったとしていることを確認した。 

（ⅳ）事故シーケンスの定量化 

① 事故シーケンスの発生頻度が先行炉と比較して概ね同じオーダー

であることを確認。 

 

 

①  事故シーケンスの発生頻度については、追補2. I第3-2表「運転停止中事故シーケンスグループ別燃料損傷頻度」に整理されていることを確

認した。また、先行炉（東海第二等）と炉型の違いを考慮にいれても、著しく頻度の値が異なっていないことを確認した（上記第3.5表、追補

2.I 第3-6図「事故シーケンスグループ別の寄与割合」）。 
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（1）-2 PRA に代わる検討に基づく整理 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

① 運転停止中の外部事象について、PRA に代わる手法により事故シー

ケンスグループ選定への影響を検討していることを確認。 

 

①  運転停止中の事故シーケンスグループの選定に係る外部事象については、運転中と同様の手法により考慮していることを確認した。追補2. I

別紙1「有効性評価の事故シーケンスグループ選定における外部事象の考慮について」） 

 

 

4.2 重要事故シーケンスの選定について 

（1）重要事故シーケンス選定の考え方 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策

の有効性評価に関する審査ガイド 

実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃料損傷防止対

策の有効性評価に関する審査ガイド 

3.3 運転停止中事故シーケンスグループの主要解析条件等 

 運転停止中事故シーケンスグループごとに、燃料損傷に至る重要

な事故シーケンス（以下「重要事故シーケンス」という。）を選定し、

評価対象とする。重要事故シーケンス選定の着眼点は以下とする。 

a. 燃料損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。 

b. 燃料損傷回避に必要な設備容量（流量等）が大きい。 

c. 運転停止中事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴

を代表している。 

 

(i) 重要事故シーケンスの選定方法が審査ガイドに適合しているこ

とを確認する。 

① 各事故シーケンスグループにおいて、下記の審査ガイドに記載さ

れている着眼点に従って重要事故シーケンスが選定する方針であ

ることを確認。 

a. 燃料損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。 

b. 燃料損傷回避に必要な設備容量（流量等）が大きい。 

c. 運転停止中事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  停止中評価ガイドの指定する 3つの着眼点（余裕時間、設備容量、代表性）に沿って事故シーケンスグループの中から有効性評価の代表シー

ケンスとする重要事故シーケンスの選定を実施した。3つの着眼点の各々について、影響度を「高」、「中」、「低」で整理して、選定に用い

ていることを確認した（追補 2. I 第 3-3 表「重要事故シーケンス(運転停止中)の選定について」）。 

各起因事象と燃料損傷に至ることを防止するための手段等との組合せをイベントツリーで分析し、運転停止中に燃料損傷に至る事故シーケ

ンスを抽出しており、これは日本原子力学会の PRA に関する実施基準にのっとった標準的な手法であることを確認した。 

 

 

（2）重要事故シーケンスの選定結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

① 各事故シーケンスグループにおいて、前記の方針に従って重要事故

シーケンスを選定した過程がその理由と共に記載されていることを

確認。 

① 整理した事故シーケンスの着眼点（余裕時間、設備容量、代表性）等に基づいて、重要事故シーケンスとして選定されていることを確認し

た（追補2. I第3-3表「重要事故シーケンス(運転停止中)の選定について」）。 
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4.3 事故シーケンスの分析 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

① 選定された事故シーケンスについて、プラントの特徴を踏まえた分

析を行っていることを確認。 

 

①  各事故シーケンスグループの炉心損傷頻度が最上位であるシーケンスにおいてミニマルカットセットの分析(MCS)を実施し、整備された炉心

損傷防止対策が有効となることを確認した。（追補2. I 別紙5 3.停止時レベル1PRA「主要なカットセットに照らした重大事故等防止対策の

対応状況の確認」）。 

 

4.4 まとめ 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

②  以上の確認結果から、運転停止中事故について特定した事故シー

ケンスグループ及び選定した重要事故シーケンスが妥当と判断でき

ることを確認。 

 

①  申請者が、各起因事象と燃料損傷に至ることを防止するための手段等との組合せをイベントツリーで分析し、運転停止中に燃料損傷に至る

事故シーケンスを抽出しており、これは日本原子力学会のPRAに関する実施基準にのっとった標準的な手法であることを確認した。 

事故シーケンスグループごとの重要事故シーケンスの選定は、停止中評価ガイドの考え方を踏まえ3つの着眼点に沿って行われていること

を確認した。 

以上のとおり、申請者が特定した事故シーケンスグループ及び選定した重要事故シーケンスは、上記の確認から、妥当と判断した。 
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5. 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定に活用した PRA の実施プロセスについて 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i) PRA の方法が適切であるかどうかを確認する。 

① PRA の方法については、規制庁が作成したガイダンス「PRA の説明に

おける参照事項」に沿っていることを確認。 

 

 

② PRA プロセスの確認のため、専門家によるピアレビューの実施結果

が記載されていることを確認。 

 

 

 

①  事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定に際して適用可能とした PRA は、一般社団法人 日本原子力学会において標準化さ

れた実施基準を参考に実施し、各実施項目について「PRA の説明における参照事項」(平成 25 年 9 月原子力規制庁)において参照すべき事項

として挙げられているレベル１PRA（内部事象、内部事象（停止時）、外部事象（地震及び津波）、レベル 1.5PRA（内部事象）、外部事象（地

震））の対応状況を確認したとしていることを確認した。 

②  申請者が実施した上記の PRA のプロセスが最新の知見を踏まえているかについて説明を求めた。その結果、これらの PRA について、PRA の実

施プロセスの確認及び更なる品質向上を目的とし、一般社団法人 日本原子力学会の実施基準への対応状況及び PRA の手法の妥当性について、

海外のレビュアーを含む専門家によるピアレビューを実施した。なお、本ピアレビューでは、第三者機関から発行されている「PSA ピアレビ

ューガイドライン」(平成 21 年 6 月 一般社団法人 日本原子力技術協会)を参考にした。ピアレビューの結果、実施した PRA において、事故

シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定結果に影響を及ぼすような技術的な問題点がないことを確認したとしていることから、

標準的な手法にのっとって実施されていると判断した。 
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女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（有効性評価付録２ 原子炉格納容器の温度及び圧力に関する評価） 

 

1. はじめに 

有効性評価ガイドは、以下に示すとおり、1-3 及び 2-3 の評価項目において、限界温度又は限界圧力を評価項目として用いる場合には、その根拠と妥当性を示すことを求めている。女川原子力発電所 2号炉においては、原子炉格

納容器の評価温度及び評価圧力（以下「限界温度、限界圧力」という）をそれぞれ 200℃、2Pd（0.854 MPa[gage]、Pd:最高使用圧力（0.427 MPa[gage]））としていることから、当該環境においても原子炉格納容器は閉じ込め機能

を満足することの根拠と妥当性を確認する。 

 

（有効性評価ガイド） 

 

  

（炉心の著しい損傷の防止） 

１－６ 上記１－３及び２－３の評価項目において、限界圧力又は限界温度を評価項目として用いる場合には、その根拠と妥当性を示すこと。 

 

１－３ 上記１－２の「有効性があることを確認する」とは、以下の評価項目を概ね満足することを確認することをいう。 

(a) 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであること。 

(b) 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の1.2 倍又は限界圧力を下回ること。 

(c) 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下回ること。 

(d) 原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度を下回ること。 

 

（原子炉格納容器の破損の防止） 

２－３ 上記２－２の「有効性があることを確認する」とは、以下の評価項目を概ね満足することを確認することをいう。 

(a)原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下回ること。 

(b)原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度を下回ること。 
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2. 評価温度及び圧力の設定 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

有効性評価の結果を踏まえ、評価温度及び圧力は原子炉格納容器の閉じ

込め機能を確保できるものであるか。 

(ⅰ) 限界温度・圧力は重大事故等対策の有効性評価における原子炉格納

容器圧力・温度の最高値を包絡するものであるかを確認する。 

① 重大事故等対策の有効性評価における原子炉格納容器圧力・温度

の最高値を確認。 

② 原子炉格納容器の放射性物質の閉じ込め機能を確認する限界温

度及び限界圧力の設定値を確認。 

 

 

(ⅰ) 限界圧力及び限界温度は原子炉格納容器の閉じ込め機能を確保できるものかについて、以下のとおり確認した。 

① 女川原子力発電所２号炉の重大事故等対策の有効性評価における原子炉格納容器雰囲気温度の最高値は約 180℃、原子炉格納容器圧力の最高値は約

0.640MPa[gage]（ともに格納容器破損モード｢高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱｣の場合）であり、その後、原子炉格納容器温度、圧力は緩や

かに低下することを確認した。 

② 上記①の結果を踏まえ、原子炉格納容器の放射性物質の閉じ込め機能を確認する評価温度及び圧力を 200℃、2Pd （0.854MPa[gage]）として設定する

ことを確認した。 
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3. 健全性確認 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

限界温度・圧力の根拠と妥当性を確認するに当たり、評価対象、機能喪

失要因及び評価方法は適切か。 

(1) 放射性物質の閉じ込め機能の確保の観点から、限界圧力・温度の環境

下において健全性を確認する対象が明らかになっているかを確認。 

(ⅰ) 原子炉格納容器の構成部材や構造を踏まえ、原子炉格納容器の閉じ

込め機能の確保に関する部位を評価対象として網羅的に抽出してい

るかを確認する。 

① 過去の事故事例も踏まえ、原子炉格納容器の健全性確認における

評価対象の抽出に係る考え方を確認。 

 

 

 

② 評価対象とした原子炉格納容器バウンダリの構成部を確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ) 原子炉格納容器の構成部材や構造を踏まえ、原子炉格納容器の閉じ込め機能の確保に関する部位を評価対象として網羅的に抽出しているかについ

て、以下のとおり確認した。 

 

① 放射性物質の閉じ込め機能を確保するためには、200℃、2Pd の環境下で原子炉格納容器本体及び開口部等の構造健全性を確認する必要があること、さ

らに、福島第一原子力発電所事故において、原子炉格納容器からの漏洩要因の一つとして指摘されている原子炉格納容器に設置されるドライウェル主

フランジ部、ハッチフランジ部、電気配線貫通部等のシール部についても、200℃、2Pd の環境下での機能維持を確認する必要があること、このことか

ら、原子炉格納容器本体に加えて、200℃、2Pd の環境下で構造上、リークパスとなる可能性がある開口部及び貫通部の構成品並びにガスケットの劣化

及びシート部の変形に伴いリークパスになる可能性があるシール部を評価対象としていることを確認した。 

② 上記①の考え方を踏まえ、以下を評価対象部位として挙げていることを確認した。 

a. 原子炉格納容器本体 

  ・胴部等及びドライウェル基部 

  ・ベント管ベローズ 

b. ドライウェル主フランジ 

  ・フランジ 

  ・締付ボルト 

c. 機器搬出入用ハッチ 

  ・円筒胴取付部 

・円筒胴 

  ・鏡板 

d. 所員用エアロック 

  ・扉及び隔壁 

  ・円筒胴 

  ・シール部（扉以外） 

e. 逃がし安全弁搬出入口 

  ・円筒胴 

  ・鏡板 

  ・フランジ 

  ・ヒンジボルト 

f. 配管貫通部 

  ・貫通配管 

  ・スリーブ 

  ・端板 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 原子炉格納容器バウンダリ構成部の構造が図示されていること

を確認。 

  ・ボルト締付平板 

  ・フランジ 

  ・締付ボルト 

  ・閉止板 

  ・伸縮継手 

  ・短管 

g. 電気配線貫通部 

  ・スリーブ 

  ・アダプタ 

  ・ヘッダ 

  ・モジュール 

h. 原子炉格納容器隔離弁 

  ・耐圧部材 

  ・シール部 

③「第 1 図 原子炉格納容器バウンダリ構成部の概要図」において、上記②で挙げた原子炉格納容器本体、ドライウェル主フランジ、機器搬出入用ハッ

チ等が図示されていることを確認した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

第 1 図 原子炉格納容器バウンダリ構成部の概要図 

 

(2) 評価対象部位の想定される機能喪失要因は明らかにされているか。機

能喪失要因のスクリーニング結果は妥当か。 

(ⅰ) (1)(ⅰ)②で挙げられた評価対象部位の機能喪失要因を確認する。 

① 機器喪失要因として、材質や構造、使用条件、設置状況等を踏ま

えた破壊モードが示されていることを確認。 

 

 

 

 

(ⅰ) 評価対象部位における機能喪失要因は以下のとおりであることを確認した。 

① 機器喪失要因となる破壊モードについて、以下の 6 つが挙げられていることを確認した。 

 延性破壊 

 座屈 

 変形 



 

新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  付録 2-7 
 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

② 上記①から、各評価対象部位に選定した機能喪失要因と、その選

定理由が示されていることを確認。また、選定された以外の要因

については考慮が不要である根拠が示されていることを確認。 

 

 開口 

 疲労破壊 

 シール能力低下 

② 上記①で挙げられた機能喪失要因について、各評価部位における機能喪失要因の採否結果とその理由については表 1のとおりであり、各評価部位で選

定された機能喪失要因は以下のとおり示されている。 

a. 原子炉格納容器本体 

  ・胴部等及びドライウェル基部 

    延性破壊 

  ・ベント管ベローズ 

    疲労破壊 

b. ドライウェル主フランジ 

  ・フランジ 

    構造部：延性破壊、シール部：開口、シール能力低下 

  ・締付ボルト 

    延性破壊 

c. 機器搬出入用ハッチ 

  ・円筒胴取付部 

    延性破壊 

  ・円筒胴 

    構造部：延性破壊、シール部：変形、シール能力低下 

  ・鏡板 

    座屈 

d. 所員用エアロック 

  ・扉及び隔壁 

    構造部：延性破壊、シール部：変形、シール能力低下 

  ・円筒胴 

    延性破壊 

  ・シール部（扉以外） 

    シール能力低下 

e. 逃がし安全弁搬出入口 

  ・円筒胴 

    延性破壊 

  ・鏡板 

    延性破壊 

  ・フランジ 

    構造部：延性破壊、シール部：開口、シール能力低下 

  ・ヒンジボルト 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

    延性破壊 

f. 配管貫通部 

  ・貫通配管 

    延性破壊 

  ・スリーブ 

    延性破壊、座屈 

  ・端板 

    延性破壊 

  ・ボルト締付平板 

    延性破壊 

  ・フランジ 

        構造部：延性破壊、シール部：開口、シール能力低下 

    ・締付ボルト 

    延性破壊 

  ・閉止板 

    延性破壊 

  ・伸縮継手 

    疲労破壊 

  ・短管 

    延性破壊 

g. 電気配線貫通部 

  ・スリーブ 

    延性破壊 

  ・アダプタ 

    延性破壊 

  ・ヘッダ 

    延性破壊 

  ・モジュール 

    シール能力低下 

h. 原子炉格納容器隔離弁 

  ・耐圧部材 

    延性破壊 

  ・シール部 

    シール能力低下 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(3) 構造健全性及びシール部の機能維持についての評価方法及び判定基

準は妥当か。 

(ⅰ) 構造健全性で用いる評価手法と評価対象部位の分類方法を確認す

る。 

① 評価で参照する実験結果や規格を確認。 

 

 

 

 

 

 

② 評価方法による評価対象機器の分類を確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅰ) 構造健全性及びシール部の機能維持についての評価方法及び判定基準について、以下のとおり確認した。 

 

① 評価で参照する実験結果や規格は以下の 3つであることを確認した。 

  規格： 

  ・ 発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版含む）JSME S NCI-2005/2007）（以下「設計・建設規格」という。）又は既工事

計画認可申請書等に準拠した評価 

    ・  設計・建設規格の準用等による評価 

実験結果： 

 電共研、NUPEC 等での試験又は解析結果等を活用した評価 

② 評価方法による評価対象機器の分類は、以下に示す｢第 2図 評価方法による評価対象機器の分類｣に示されており、選定された評価対象機器は、第 2図

のフローにしたがって分類されていることを確認した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 図 評価方法による評価対象機器の分類 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

③ 上記①の実験結果や規格に基づき、評価内容及び判定基準が示さ

れているかを確認。 

 

 

 

 

 

③ 上記①の実験結果や規格に基づき、評価内容及び判定基準が示されているかについて、以下のとおり確認した。 

a. 原子炉格納容器本体 

  ・胴部等 

    電共研における代表プラントの原子炉格納容器全体構造の解析結果を適用し、2Pd 以上の圧力において応力値が最大となる円筒部中心部について、

200℃における許容応力の評価を行い、判定基準「200℃における許容圧力が 2Pd 以上であること」により評価を実施するとしていることを確認し

た。 

    また、一般構造部について、既工認と同様の評価手法である設計・建設規格に示される必要厚さの評価式を準用し、許容圧力の評価を行い、判定基

準「200℃における許容圧力が 2Pd 以上であること」により評価を実施するとしていることを確認した。なお、構造不連続部については、上記に加

え、補足 23 において、既工認の評価値を用いた評価を実施している。 

  ・ドライウェル基部 

    既工認の評価値を用いて 200℃、2Pd における発生応力を算出し、判定基準「200℃、2Pd における発生応力が許容応力以下であること」により評価

を実施するとしていることを確認した。 

  ・ベント管ベローズ 

    設計・建設規格に示される疲労累積係数の評価式に準拠し、通常運転時及び試験状態における累積疲労係数に 200℃、2Pd における累積疲労係数を

加え、判定基準「累積疲労係数の合計が 1以下であること」により評価を実施するとしていることを確認した。 

 

b. ドライウェル主フランジ 

  ・本体（フランジ及び締付ボルト含む） 

    電共研における代表プラントの主フランジ構造の解析結果を適用し、応力値が最大となる締付ボルトについて、200℃における許容応力の評価を行

い、判定基準「200℃における許容応力が 2Pd 以上であること」により評価を実施するとしていることを確認した。 

    なお、上記に加えて、補足 4において、設計・建設規格又は既工認に準拠した評価を実施している。 

  ・シール機能 

    実機モデルの有限要素法による開口量評価を行い、判定基準「200℃、2Pd における開口量が許容開口量以下であること」により評価を実施すると

していることを確認した。 

  ・シール材 

       改良 EPDM について、事故時の原子炉格納容器内環境でのシール材劣化特性を考慮してシール機能を評価し、判定基準「200℃、2Pd における開口量

が許容開口量以下であること」により評価を実施するとしていることを確認した。 

 

c. 機器搬出入用ハッチ 

  ・円筒胴取付部 

     電共研における代表プラントの原子炉格納容器全体構造の解析結果を適用し、2Pd 以上の圧力において応力値が最大となる機器搬出入用ハッチ取付

部（円筒胴及び補強板）について、200℃における許容圧力の評価を行い、判定基準「200℃における許容圧力が 2Pd 以上であること」により評価を

実施するとしていることを確認した。 

    なお、上記に加えて、補足 4において、設計・建設規格又は既工認に準拠した評価を実施している。 

  ・円筒胴 

    設計・建設規格に示される円筒胴の必要厚さの評価式を準用し、許容圧力の評価を行い、判定基準「200℃における許容圧力が 2Pd 以上であること」

により評価を実施するとしていることを確認した。 
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  ・鏡板 

    機械工学便覧の座屈評価式を準用し、許容圧力（座屈圧力）を算出し、判定基準「200℃における許容圧力（座屈圧力）が 2Pd 以上であること」に

より評価を実施するとしていることを確認した。 

  ・シール機能 

    実機モデルの有限要素法による変形量評価を行い、判定基準「200℃、2Pd における開口量が許容変形量以下であること」により評価を実施すると

していることを確認した。 

  ・シール材 

    改良 EPDM について、事故時の原子炉格納容器内環境でのシール材劣化特性を考慮してシール機能を評価し、判定基準「200℃、2Pd における変形量

が許容変形量以下であること」により評価を実施するとしていることを確認した。 

 

d. 所員用エアロック 

  ・扉及び隔壁 

    既工認の応力強さから許容値の応力が発生する発生する時の圧力を算出し、扉及び隔壁の許容圧力の評価を行い、判定基準「200℃における許容圧

力が 2Pd 以上であること」により評価を実施するとしていることを確認した。 

  ・円筒胴 

    設計・建設規格に示される円筒胴の必要厚さの評価式を準用し、許容圧力の評価を行い、判定基準「200℃における許容圧力が 2Pd 以上であること」

により評価を実施するとしていることを確認した。 

  ・扉のシール部 

    扉板は内圧が負荷される面積が大きいことから、てこの原理でガスケット部の微小な開口が予想されるため、機械工学便覧のはりのたわみ計算式に

より開口量を評価し、判定基準「200℃、2Pd における変位量が許容変位量以下であること」により評価を実施するとしていることを確認した。 

    また、改良 EPDM について、事故時の原子炉格納容器内環境でのシール材劣化特性を考慮してシール機能を評価し、判定基準「200℃、2Pd における

変形量が許容変形量以下であること」により評価を実施するとしていることを確認した。 

  ・扉以外のシール部 

    PEEK 材の材料特性及び改良 EPDM の圧縮永久ひずみ試験結果により評価し、判定基準「耐熱温度が 200℃以上であること」により評価を実施すると

していることを確認した。 

 

e. 逃がし安全弁搬出入口 

  ・円筒胴及び鏡板 

    設計・建設規格に示される円筒胴の内圧に対する必要厚さの評価式を準用し、許容圧力の評価を行い、判定基準「200℃における許容圧力が 2Pd 以

上であること」により評価を実施するとしていることを確認した。 

  ・フランジ及びヒンジボルト 

    電共研における代表プラントのハッチタイプフランジ構造の解析結果を適用し、応力値が最大となるヒンジボルトについて、200℃における許容圧

力の評価を行い、判定基準「200℃における許容応力が 2Pd 以上であること」により評価を実施するとしていることを確認した。 

なお、上記に加えて、補足 4において、設計・建設規格又は既工認に準拠した評価を実施している。 

  ・シール材 

    電共研における代表プラントのハッチタイプフランジ構造の解析結果を適用し、開口量評価を行い、判定基準「200℃、2Pd における開口量が許容

開口量以下であること」により評価を実施するとしていることを確認した。 
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    なお、上記に加えて、補足 24 において、実機モデルの有限要素法による開口量評価を行い、判定基準「200℃、2Pd における開口量が許容開口量以

下であること」により評価を実施している。 

    改良 EPDM について、事故時の原子炉格納容器内環境でのシール材劣化特性を考慮してシール機能を評価し、判定基準「200℃、2Pd における変形量

が許容変形量以下であること」により評価を実施するとしていることを確認した。 

 

f. 配管貫通部 

  ・貫通配管 

    配管に発生する応力が大きい貫通部を代表配管として選定し、代表配管について、設計・建設規格を準用して 200℃、2Pd における一次＋二次応力

を評価し、判定基準「一次＋二次応力が許容応力以下であること」により評価を実施するとしていることを確認した。また、許容応力を超過する場

合は、設計・建設規格に準拠して累積疲労係数を評価し、判定基準「許容応力を超過する場合は、疲労累積係数が 1以下であること」により評価を

実施するとしていることを確認した。 

  ・スリーブ 

    設計・建設規格を準用し、200℃における 2/3Su が発生するときの許容圧力を評価し、判定基準「200℃における許容圧力が 2Pd 以上であること」に

より評価を実施するとしていることを確認した。 

  ・端板 

    設計・建設規格を準用し、200℃における 2/3Su が発生するときの許容圧力を評価し、判定基準「200℃における許容圧力が 2Pd 以上であること」に

より評価を実施するとしていることを確認した。 

  ・ボルト締付平板 

    設計・建設規格を準用した評価式を用いて、200℃におけるボルト締付平板の機能が維持される最大の負荷圧力（許容圧力）を算出し、判定基準「200℃

における許容圧力が 2Pd 以上であること」により評価を実施するとしていることを確認した。 

  ・フランジ 

    JIS B 8265-2003 を適用し、2Pd におけるフランジの発生応力を評価し、判定基準「発生応力が許容応力以下であること」により評価を実施すると

していることを確認した。 

  ・締付ボルト 

    JIS B 8265-2003 を適用し、200℃、2Pd におけるボルトの所要総有効断面積を評価し、判定基準「所要総有効断面積がボルト総有効断面積以下であ

ること」により評価を実施するとしていることを確認した。 

  ・シール部 

    一般式を用いて、ボルト締めフランジ部における開口量を評価し、判定基準「200℃、2Pd における変位量が許容変位量以下であること」により評

価を実施するとしていることを確認した。 

また、改良 EPDM について、事故時の原子炉格納容器内環境でのシール材劣化特性を考慮してシール機能を評価し、判定基準「200℃、2Pd における

開口量が許容開口量以下であること」により評価を実施するとしていることを確認した。 

  ・閉止板 

    許容圧力が最小の閉止板を代表として選定し、200℃、2Pd 環境下において、設計・建設規格に示される必要厚さの評価式を準用し、許容圧力の評

価を行い、判定基準「200℃における許容圧力が 2Pd 以上であること」により評価を実施するとしていることを確認した。 

  ・伸縮継手 

    既工認と同様の評価式を用いて重大事故等時の疲労累積係数と通常運転時の疲労累積係数との合計が最も大きい貫通部の伸縮継手を代表として選

定し、設計・建設規格に示される伸縮継手の疲労評価の式を用いて疲労累積係数を算出し、判定基準「疲労累積係数が 1以下であること」により評
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価を実施するとしていることを確認した。 

  ・短管 

    許容圧力が最小の短管を代表として選定し、200℃、2Pd 環境下において、設計・建設規格に示される必要厚さの評価式を準用し、許容圧力の評価

を行い、判定基準「200℃における許容圧力が 2Pd 以上であること」により評価を実施するとしていることを確認した。 

 

g. 電気配線貫通部 

  ・本体（アダプタ及びヘッダ） 

    設計・建設規格に示される必要厚さの評価式を準用し、許容圧力の評価を行い、判定基準「200℃における許容圧力が 2Pd 以上であること」により

評価を実施するとしていることを確認した。 

  ・シール材 

    原子炉格納容器電気ペネトレーションの特性・健全性確認試験結果を用いて、シール性が確保されることを評価し、判定基準「200℃、2Pd におい

てシール機能を維持すること」により評価を実施するとしていることを確認した。 

 

h. 原子炉格納容器隔離弁 

  ・耐圧部材（原子炉格納容器調気系バタフライ弁、TIP 電磁弁及びボール弁） 

    設計・建設規格に基づき、弁箱の耐圧性能の評価を行い、判定基準「200℃における許容圧力が 2Pd 以上であること」により評価を実施するとして

いることを確認した。 

  ・シール部（原子炉格納容器調気系バタフライ弁） 

    改良 EPDM について、事故時の原子炉格納容器内環境でのシール材劣化特性を考慮したシール機能評価及び蒸気加熱漏えい試験結果により評価し、

判定基準「耐熱温度が 200℃以上であり、シール機能を維持すること」により評価を実施するとしていることを確認した。 

  ・シール部（TIP 電磁弁） 

    改良 EPDM について、事故時の原子炉格納容器内環境でのシール材劣化特性を考慮してシール機能を評価し、判定基準「耐熱温度が 200℃以上であ

り、シール機能を維持すること」により評価を実施するとしていることを確認した。 

  ・シール部（TIP ボール弁） 

    PEEK 材の材料特性及び改良 EPDM の圧縮永久ひずみ試験結果により評価し、判定基準「耐熱温度が 200℃以上であること」により評価を実施すると

していることを確認した。 

 

(4) 各評価対象の評価結果は判定基準を満足しているか。 

(ⅰ) 上記(3)で示した評価方法に基づき、各評価対象は判定基準を満足し

ていることを確認する。 

 

 

(ⅰ) 各評価対象は判定基準を満足していることを以下のとおり確認した。 

女川原子力発電所２号炉の原子炉格納容器本体並びに原子炉格納容器の開口部（ドライウェル主フランジ、機器搬出入用ハッチ、所員用エアロック及び逃

がし安全弁搬出入口）、原子炉格納容器貫通部（配管貫通部、電気配線貫通部）及び原子炉格納容器隔離弁について、200℃、2Pd の環境下での構造健全性

を確認した。また、開口部、原子炉格納容器貫通部及び原子炉格納容器隔離弁に使用されているシール部に使用されているシール部についても、200℃、2Pd

の環境下での機能維持を確認した。さらに、第 2表のとおり、評価対象機器が有する限界温度・圧力に対する裕度の考え方及び 2Pd に対する裕度を確認し

た。 

補足説明資料（補足 7 改良 EPDM 材の試験について）において、改良 EPDM 材の試験の詳細と結果が示されている。 
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第 2 表 評価対象機器が有する限界温度・限界圧力に対する裕度 
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4. 結論 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号炉） 

原子炉格納容器本体及び原子炉格納容器内部に設置されている貫通部等

は限界圧力・温度の環境下においても閉じ込め機能を維持できる結果とな

っているか。 

(ⅰ) 1.～3.の内容を踏まえ、原子炉格納容器は限界温度・圧力の環境下

においても機能を維持できることを確認。 

 

第３７条第２項は、発電用原子炉施設は、重大事故が発生した場合において、原子炉格納容器の破損及び発電所外への放射性物質の異常な水準の放出を

防止するために必要な措置を講じたものでなければならないと要求している。 

同条同項の設置許可基準規則解釈は、想定する格納容器破損モードに対して、原子炉格納容器の破損を防止し、かつ、放射性物質が異常な水準で敷地外

へ放出されることを防止する対策に有効性があることを確認するとしている。「有効性があることを確認する」とは、以下の（a）から（i）の項目（以下｢格

納容器破損防止対策の評価項目｣という。）を概ね満足することを確認するとしている。 

（a）原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下回ること。 

（b）原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度を下回ること。 

（c）放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること（※1）。 

（d）原子炉圧力容器の破損までに原子炉冷却材圧力は 2.0MPa 以下に低減されていること。 

（e）急速な原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による熱的・機械的荷重によって原子炉格納容器バウンダリの機能が喪失しないこと。 

（f）原子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること。（ドライ条件に換算して水素濃度が 13vol%以下又は酸素濃度が 5vol%以下で

あること。） 

（g）可燃性ガスの蓄積、燃焼が生じた場合においても、（a）の要件を満足すること。 

（h）原子炉格納容器の床上に落下した溶融炉心が床面を拡がり原子炉格納容器バウンダリと直接接触しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されること。 

（i）溶融炉心による侵食によって、原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪失しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されること。 

上記の評価項目（a）及び（b）において、限界圧力又は限界温度を評価項目として用いる場合には、その根拠と妥当性を示すこととしている。 

申請者は、上記の評価項目（a）及び（b）について、重大事故時に作用する荷重として、自重、圧力、機械的荷重を考慮し、格納容器破損防止対策にお

ける原子炉格納容器の放射性物質の閉じ込め機能を確認する圧力（以下「限界圧力」という。）及び温度（以下「限界温度」という。）として最高使用圧力

の 2倍（2Pd）及び 200℃を定めている。その根拠として、原子炉格納容器本体及び実機条件下でリークパスとなる可能性が考えられるドライウェル主フラ

ンジ部、エアロック、配管貫通部等を対象として、設計・建設規格に基づく評価結果、評価対象機器を模擬した試験体による実測値及び有限要素法による

解析結果を示した。 

以上のことから、申請者が格納容器破損防止対策において、原子炉格納容器の閉じ込め機能に期待できる根拠と妥当性を示した上で、評価項目として原

子炉格納容器の限界圧力及び限界温度を設定していることを確認した。 

具体的には、女川原子力発電所２号炉の原子炉格納容器本体並びに原子炉格納容器の開口部（ドライウェル主フランジ、機器搬出入用ハッチ、所員用エ

アロック及び逃がし安全弁搬出入口）、原子炉格納容器貫通部（配管貫通部、電気配線貫通部）及び原子炉格納容器隔離弁について、200℃、2Pd の環境下

において構造健全性を有していること、フランジ部、原子炉格納容器貫通部及び原子炉格納容器隔離弁に使用されているシール部について、200℃、2Pd の

環境下での機能を維持できることから、原子炉格納容器は限界温度・限界圧力の環境下においても閉じ込め機能を維持できることを確認した。 

  

                                                   
 
（※1）有効性評価ガイドでは、「想定する格納容器破損モードに対して、Cs-137 の放出量が 100TBq を下回っていること」としている。 
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表 1 各評価部位における機能喪失要因の採否結果とその理由(1/4) 

 

評価対象機器／ 

機能喪失要因 
脆性破壊 疲労破壊 座屈 延性破壊 変形 シール機能低下 

原 

子 

炉 

格 

納 

容 

器 

本 

体 

胴部及び 

ドライウェル基部 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

× 

圧縮力が生じない 

〇 

高温状態での内圧による過度

な塑性変形やドライウェル 

基部を固定端とする熱変形に

伴う延性破壊 

― ― 

ベント管ベローズ ― 

〇 

通常運転時に累積される 

低サイクル疲労に加え、

200℃、2Pd により累積される

低サイクル疲労による 

疲労破壊 

― ― ― ― 

ド 

ラ 

イ 

ウ 

ェ 

ル 

主 

フ 

ラ 

ン 

ジ 

フランジ 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

× 

圧縮力が生じない 

〇 

高温状態での内圧による過度

な塑性変形に伴う延性破壊 

〇 

フランジ部の変形 

〇 

シール材の高温劣化 

締付ボルト 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

× 

圧縮力が生じない 

〇 

高温状態での内圧による過度

な塑性変形に伴う延性破壊 

― ― 

 

  凡例 

 ○：機能喪失要因として評価を実施 

 ×：機能喪失要因として考慮するが、除外可能な理由がある

 －：対象外 
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表 1 各評価部位における機能喪失要因の採否結果とその理由(2/4) 

 

評価対象機器／ 

機能喪失要因 
脆性破壊 疲労破壊 座屈 延性破壊 変形 シール機能低下 

機

器

搬

出

入

用

ハ

ッ

チ 

円筒胴取付部 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

× 

圧縮力が生じない 

〇 

高温状態での内圧による過度

な塑性変形 

（ただし、内圧により鏡板を

開く荷重が作用しない構造と

なっていることから 

ヒンジボルトは評価対象外） 

― ― 

円筒胴 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

× 

圧縮力が生じない 

〇 

高温状態での内圧による過度

な塑性変形 

〇 

格納容器本体の変形に伴う 

円筒胴の変形 

〇 

シール材の高温劣化 

鏡板 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

〇 

板厚に対し球殻の半径が 

大きい鏡板の座屈 

― ― ― 

所

員

用

エ

ア

ロ

ッ

ク 

扉及び隔壁 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

× 

圧縮力が生じない 

〇 

高温状態での内圧による過度

な塑性変形に伴う延性破壊 

〇 

扉の変形 

〇 

シール材の高温劣化 

円筒胴 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

× 

圧縮力が生じない 

〇 

高温状態での内圧による過度

な塑性変形に伴う延性破壊 

― ― 

シール部（扉以外） ― ― ― ― ― 
〇 

シール材の高温劣化 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例 

 ○：機能喪失要因として評価を実施 

 ×：機能喪失要因として考慮するが、除外可能な理由がある

 －：対象外 
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表 1 各評価部位における機能喪失要因の採否結果とその理由(3/4) 

 

評価対象機器／ 

機能喪失要因 
脆性破壊 疲労破壊 座屈 延性破壊 変形 シール機能低下 

逃

が

し

安

全

弁

搬

出

入

口 

円筒胴 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

× 

圧縮力が生じない 

〇 

高温状態での内圧による過度

な塑性変形 

― ― 

鏡板 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

× 

圧縮力が生じない 

〇 

高温状態での内圧による過度

な塑性変形 

― ― 

フランジ 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

× 

圧縮力が生じない 

〇 

高温状態での内圧による過度

な塑性変形 

〇 

フランジ部の変形 

〇 

シール材の高温劣化 

ヒンジボルト 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

× 

圧縮力が生じない 

〇 

高温状態での内圧による過度

な塑性変形 

― ― 

配

管

貫

通

部 

貫通配管 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

× 

圧縮力が生じない 

〇 

格納容器の変位による 

曲げ荷重に伴う延性破壊 

― ― 

スリーブ 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

〇 

外面に圧力を受けるスリーブ

については、座屈が想定 

〇 

高温状態での内圧による過度

な塑性変形 

― ― 

端板 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

× 

圧縮力が生じない 

〇 

高温状態での内圧による過度

な塑性変形 

― ― 

ボルト締付平板 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

× 

圧縮力が生じない 

〇 

高温状態での内圧による過度

な塑性変形 

― ― 

フランジ 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

× 

圧縮力が生じない 

〇 

高温状態での内圧による過度

な塑性変形 

〇 

フランジ部の変形 

〇 

シール材の高温劣化 

締付ボルト 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

× 

圧縮力が生じない 

〇 

高温状態での内圧による過度

な塑性変形 

― ― 

閉止板 
× 

脆性破壊が生じる 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

× 

圧縮力が生じない 
〇 ― ― 
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温度域でない 高温状態での内圧による過度

な塑性変形 

伸縮継手 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

〇 

通常運転時に累積される 

低サイクル疲労に加え、

200℃、2Pd により累積される

低サイクル疲労による 

疲労破壊 

― ― ― ― 

短管 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

× 

圧縮力が生じない 

〇 

高温状態での内圧による過度

な塑性変形 

― ― 

 

  

凡例 

 ○：機能喪失要因として評価を実施 

 ×：機能喪失要因として考慮するが、除外可能な理由がある

 －：対象外 
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表 1 各評価部位における機能喪失要因の採否結果とその理由(4/4) 

 

評価対象機器／ 

機能喪失要因 
脆性破壊 疲労破壊 座屈 延性破壊 変形 シール機能低下 

電

気

配

線

貫

通

部 

スリーブ 

（配管貫通部（スリー

ブ）に合わせて評価） 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

〇 

外面に圧力を受けるスリーブ

については、座屈が想定 

〇 

高温状態での内圧による過度

な塑性変形に伴う延性破壊 

― ― 

アダプタ 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

× 

圧縮力が生じない 

〇 

高温状態での内圧による過度

な塑性変形に伴う延性破壊 

― ― 

ヘッダ 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

× 

圧縮力が生じない 

〇 

高温状態での内圧による過度

な塑性変形に伴う延性破壊 

― ― 

モジュール ― ― ― ― ― 
〇 

シール材の高温劣化 

原

子

炉

格

納

容

器

隔

離

弁 

耐圧部材 

× 

脆性破壊が生じる 

温度域でない 

× 

繰り返し荷重が作用しない 

× 

圧縮力が生じない 

〇 

高温状態での内圧による過度

な塑性変形に伴う延性破壊 

― ― 

シール部 ― ― ― ― ― 
〇 

シール材の高温劣化 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 

 ○：機能喪失要因として評価を実施 

 ×：機能喪失要因として考慮するが、除外可能な理由がある

 －：対象外 
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女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（有効性評価付録３ 有効性評価で使用した解析コード） 

 

1. 要求事項 

「実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイド」及び「実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド」

は、有効性評価の手法として、①実験等を基に検証され、適用範囲が適切なモデル（コード）を用いること、②不確かさが大きいモデルを使用する場合又は検証されたモデルの適用範囲を超える場合には、感度解析結果

等を基にその影響を適切に考慮することを求めている。 

審査にあたっては、まず有効性評価で扱う事故シーケンスの解析で重要となる物理現象を正確に取り扱える解析コードを選定する必要がある。この審査のために①有効性評価における物理現象の抽出、②抽出された物

理現象の確認（国内外の基準を用いて、抽出漏れが無いかどうかを確認）、③適用候補とするコードの選定、④有効性評価に適用するコードの選定（各コードの特性を比較し、対象となる物理現象に最適なものを選定）

という流れで審査を行う。次に、選定されたコード毎に、⑤解析対象とする物理現象に対する解析精度の検証が行われているかの確認、⑥検証範囲を超えて使用する場合には、感度解析や同種の他コードとの比較による

不確かさ評価が行われているかの確認、という観点で審査する。 
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1. はじめに 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 (i) 有効性評価に使用するコードの検証方針を確認する。 

① 有効性評価での使用に特化して検証する方針であることを確認（例：

信頼性が高い汎用コードであっても、ベンチマークなどの検証範囲に

有効性評価の使用条件が含まれることを確認する必要がある）。 

 

 

② 有効性評価に使用する主要コードのうち、炉心損傷防止対策で使用す

る解析コードと原子炉格納容器破損防止対策で使用する解析コード

の各々について検証方針が示されていることを確認。 

 

 

① 追補2.Ⅲの「1.はじめに」の部分に、事故シーケンスグループ等毎に、事象の推移を踏まえて注目する評価指標を選定（第2章）、階層構造分析の手

法を参考に、第2章で抽出された物理現象が必要十分なものであることを確認（第3章）、有効性評価において適用候補となるコードの検討（第4章）、

事故シーケンスグループ等毎に解析する上で必要な物理現象について必要なモデルを備えているかの検討、および有効性評価で用いるコードの選定

（第5章）、選定されたコード毎に申請解析で対象とする具体的な事故シーケンス等の有効性評価に対する適用性の確認（第6章）、という構成で検証

を行う方針であり、有効性評価での使用に特化して検証する方針であること確認した。 

② 解析コードのうち、炉心損傷防止対策で使用する解析コードについては、炉心損傷に至る前の原子炉を対象としていることから、原則として従来の

設計基準事故を対象とした安全解析コードとほぼ同等の検証方法が適用可能であると考えられる。よって、これらのコードに対しては、有効性評価

ガイドを踏まえ、実験等を基に検証され、適用範囲が適切なコードを用いているかという観点を主とし、不確かさ幅が大きいと思われる場合に感度

解析による不確かさ評価が行われているかという観点を従として審査を行った。 

他方、原子炉格納容器破損防止対策で使用する解析コードは、炉心が損傷した後の事象進展を解析対象としており、個々の解析モデルについては部分

的に実験による検証が行われているものの、実験と実機のスケールの差を含めた条件の違いや、実機の事故では複数の現象が同時進行することから、

不確かさの幅が大きいと考えられる。このため、有効性評価ガイドの「不確かさが大きいモデルを使用する場合」に該当するとみなし、有効性評価へ

の適用に際しては、感度解析による不確かさ評価結果から、解析結果の妥当性の確認が行われているかという観点を主とした審査を行った。 
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2. 有効性評価における物理現象の抽出 

2.1 炉心損傷防止 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i) 炉心損傷防止の評価で重要となる物理現象が抽出されていることを

確認 

① 有効性の是非についての判定条件である被覆管最高温度や酸化量を

初め、これらに関連する主要な物理現象が網羅されていることを確

認。  

 

 

① 炉心損傷防止の評価で扱うすべての事故シーケンス（高圧・低圧注水機能喪失、全交流動力電源喪失、崩壊熱除去機能喪失、原子炉停止機能喪失、

LOCA時注水機能喪失、格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA））について、 

 炉心（核、燃料、熱流動） 

 原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む） 

 原子炉格納容器 

のカテゴリー毎に、事象推移の分析結果を基に、評価指標に影響する物理現象を抽出していることを確認した。 

 

2.2 格納容器破損防止 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i) 格納容器破損防止の評価で重要となる物理現象が抽出されているこ

とを確認 

① 有効性の是非についての判定条件である格納容器バウンダリ圧力・温

度、放射性物質の総放出量、原子炉冷却材圧力、溶融炉心の侵食量等

を初め、これらに関連する主要な物理現象が網羅されていることを確

認。  

 

 

① 格納容器破損防止の評価で扱うすべての格納容器破損モード（雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）、高圧溶融物放出/格納

容器雰囲気直接加熱、原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用、水素燃焼、溶融炉心・コンクリート相互作用）について、 

 炉心（核、燃料、熱流動） 

 原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む） 

 原子炉格納容器 

 原子炉圧力容器（逃がし安全弁含む）（炉心損傷後） 

 原子炉格納容器（炉心損傷後） 

のカテゴリー毎に、事象推移の分析結果を基に、評価指標に影響する物理現象を抽出していることを確認した。 

 

2.3 運転停止中原子炉における燃料損傷防止 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i) 運転停止中原子炉における燃料損傷防止の評価で重要となる物理現

象が抽出されていることを確認 

① 有効性の是非についての判定条件である被覆管最高温度や酸化量を

初め、これらに関連する主要な物理現象が網羅されていることを確

認。 

 

 

① 運転停止中原子炉における燃料損傷防止の評価で扱うすべての事故シーケンスの中で、解析コードを用いた評価を行うもの（反応度の誤投入）につ

いて、 

 炉心（核、燃料、熱流動） 

のカテゴリー毎に、事象推移の分析結果を基に、評価指標に影響する物理現象を抽出していることを確認した。 
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3. 抽出された物理現象の確認 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i) 2.で抽出された物理現象に抽出漏れがないかのチェックを行ってい

ることを確認 

① 国内外の基準（日本原子力学会の「統計安全評価の実施基準：2008」

等）で推奨されている分析手法を用いて、2.で選択された物理現象以

外に抽出すべきものがないかどうかを検討していることを確認。 

 

 

 

① 米国NRCや日本原子力学会標準委員会が推奨するEMDAP(Evaluation Model and Assessment Process)に示されるプラントシステムの階層構造分析を参

考に、抽出した物理現象と輸送プロセスの関係を整理し、対応する物理現象がないものについて検討した結果、新たに抽出すべき物理現象がないこと

を判断していることを確認した。また、EURSAFEプログラム（2001～2003）で作成されたPIRTと、抽出された物理現象の対応関係を整理し、抽出され

なかった物理現象について、有効性評価解析を実施する上で新たに抽出する必要がない理由を説明していることを確認した。 

 

4. 適用候補とするコード 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i) 有効性評価に使用する候補となるコードの選定が妥当であることを

確認 

① 選定されたコードの各々について、機能の概要及び安全性評価への使

用実績を示していることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 代表的なコードであっても、機能上の制限で使用が適切でないとの理

由で候補から除外する場合には、その理由が具体的に説明されている

ことを確認。 

 

 

① 適用候補とするコード 

 SAFER 

 CHASTE 

 REDY 

 SCAT 

 MAAP 

 APEX 

 三次元沸騰水型原子炉模擬計算コード 

 ISCOR 

 LAMB 

 短期間格納容器圧力応答解析コード 

 長期間格納容器圧力応答解析コード 

 可燃性ガス濃度解析コード 

 TRAC 

（ただし、炉心動特性や燃料・炉心熱流動特性のみを評価対象とするコードは除く。）の各々について、その機能の概要と安全評価への使用実績につ

いて記載されていることを確認した。 

② TRACについては、第4.1表「各コードの使用実績」に示すように米国の設計認証申請において適用実績を有するものの、従来の原子炉設置変更許可申

請書において適用実績のある解析コードであるREDYが適用可能であるため、選定されたコードとの比較対象として、適宜、参考として解析結果の比較

に用いることとする。 

 

5. 有効性評価に適用するコードの選定 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i) 抽出された物理現象とコードの解析モデルの対応表から、事象毎に最

適なコード（及び組み合わせ）を選定していることを確認。 

① 候補としたコード毎に、有効性評価の解析で考慮すべき物理現象を扱

 

 

① 候補としたコード毎に、有効性評価の解析対象となるすべての事故シーケンスや格納容器破損モードにおいて必要となる解析モデルを備えているか
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

う解析モデルを備えているかについて、対応表を作成していることを

確認。 

② ①の対応表を基に、候補としたコード間で総合的に比較評価を行い、

その中で最適と客観的に判断できるコードが有効性評価の対象とす

る事故シーケンス毎に選定されていることを確認。 

を、整備状況に応じて4段階で評価した結果を対応表の形でまとめていることを確認した（第5.1表～第5.13表「抽出された物理現象とコードの解析モ

デルの対応」）。 

② 上記の対応表を基に、コードの中で最も整備状況が良好なものを選定していることを確認した。 

有効性評価で使用する解析コードの選択結果が以下の通りであることを確認した。 

 

 （１）炉心損傷防止対策の有効性評価 

 起因事象発生時に原子炉の停止に成功する事象で、炉心の冷却状態を解析するうえで原子炉格納容器の状態からは有意な影響がない「高圧注水・

減圧機能喪失」、「全交流動力電源喪失」、「崩壊熱除去機能喪失」、「格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）」の評価については、長

期間の原子炉内熱水力過渡変化を解析することが可能なSAFERを使用している。また、「高圧・低圧注水機能喪失」及び「LOCA時注水機能喪失」

の評価においては、燃料露出時において燃料被覆管の温度が900℃以上の高温になる場合もあることから、詳細な燃料被覆管の温度評価が必要に

なるため、SAFERに加えて、燃料棒間等の輻射熱伝達を詳細に解析することが可能なCHASTEを併用している。 

 起因事象発生時に原子炉の停止に失敗し、炉心の熱水力挙動に応じて原子炉出力が変動する「原子炉停止機能喪失」の評価については、炉心の

熱水力挙動及び出力変化を同時に解析することが可能なREDYを使用している。PCTの評価については、REDYの計算結果を入力として、単一チャン

ネルの熱水力挙動を解析することが可能なSCATを使用している。 

 「原子炉停止機能喪失」及び「格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）」以外の事故シーケンスグループに対する評価については、

原子炉圧力容器内で発生した水蒸気及び非凝縮性ガスが原子炉格納容器内へ長期間にわたり放出され、原子力格納容器内の温度及び圧力が上昇

することから、原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の熱水力挙動を解析することが可能なMAAPを使用している。 

（２）格納容器破損防止対策の有効性評価 

 いずれの格納容器破損モードについても、原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の熱水力挙動を解析でき、炉心損傷後特有の溶融炉心挙動及び

核分裂生成物（以下「FP」という。）挙動に関するモデルを有するMAAPを使用している。 

（３）運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価 

 「反応度の誤投入」の評価については、制御棒誤引抜き時の炉心の出力変化等を解析することが可能なAPEXを使用している。他の３事故シーケン

スグループ（崩壊熱除去機能喪失、全交流動力電源喪失、原子炉冷却材の流出）については、崩壊熱曲線や水の物性値を用いて原子炉圧力容器内

の水インベントリ変化を算出しており、解析コードを使用していない。 
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6. 選定されたコードの有効性評価への適用性 

6.1 SAFER 

（1）重要現象の特定 
審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i)コードが解析対象とする事象で扱われる重要現象の抽出とランク付け

がなされていることを確認。 

① 解析対象とする事象に対して重要現象のランキング（H,M,L）が整理

され、上記 5.の解析モデルの対応表と結果が矛盾しないことを確認。 

 

 

 

① 追補2.Ⅲの－第１部の表2-2「炉心損傷防止対策の有効性評価の物理現象のランク」に有効性評価の対象とする事故シーケンスについて、物理現象

のランキングが整理されており、その理由について説明されていることを確認した。また、物理現象のランキングが、上記5.の解析モデルの対応表

と整合が取れていることを確認した。 

 

（2）解析モデル 
審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i) 解析モデルが有効性評価の解析に適用して概ね妥当であることを確

認。 

① 解析コードの主要な機能と解析モデルの説明がなされていること、ま

たその技術的レベルが有効性評価に適用しても問題が生じない程度

であることを確認。もし、類似した目的で使用した実績がある場合に

は、それを列挙することが望ましい。 

 

 

 

① 解析コードの主要な機能としては、SAFERは、原子炉内熱水力過渡変化、炉心ヒートアップ、熱構造材、燃料被覆管の膨張等の計算機能及び燃料被覆

管の破裂判定機能を有し、原子炉圧力容器に接続する原子炉冷却材圧力バウンダリの各種配管の破断事故、原子炉冷却材の喪失事故、原子炉冷却材保

有量の異常な変化等を評価することが可能な熱水力過渡変化解析コードであるとしていることを確認した。また、解析モデルについては、炉心損傷防

止対策の重要事故シーケンスにおける炉心及び原子炉圧力容器内の熱流動に係る重要現象に対する解析モデルが説明されていることを確認した。 

具体的には、原子炉熱流動モデルについては、 

 保存則 

 蒸気スリップ流（気泡上昇モデル、ドリフトフラックスモデル） 

 炉心内流動（気液対向流モデル（Wallis型の相関式）、CCFLブレークダウンモデル、気液並行上昇モデル） 

 破断流（臨界流モデル及び差圧流モデル） 

 注水系（ECCS、RCIC及び代替注水設備） 

について、解析モデルの説明がなされていることを確認した。 

炉心燃料については、 

 燃料棒表面熱伝達モデル 

 崩壊熱モデル 

 ジルコニウム-水反応モデル 

 膨れ・破裂（被覆管の変形モデル） 

 燃料ペレット-被覆管ギャップ熱伝達モデル 

について、解析モデルの説明がなされていることを確認した。 

また、本コードの使用実績としては、以下の通り説明していることを確認した。 

 「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価指針」（以下、「ECCS性能評価指針」という）において使用の妥当性が認められている解析モデルを

有しており、BWRプラントの設計基準事故のLOCA解析（ECCSの性能評価解析）に適用実績がある。 
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（3）妥当性確認（実験解析等） 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 (i)検証方針の確認 

① 「はじめに」で示した２つの検証方針のうち、いずれを採用するかが

明確であることを確認。 

 

 

① 本コードは、炉心損傷に至る前の原子炉を対象としており、原則として従来の設計基準事故を対象とした安全解析コードとほぼ同等の検証方法が適

用可能であるとしていることを確認。 

実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有

効性評価に関する審査ガイド 

2.炉心損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

2.2.1 有効性評価の手法及び範囲 

 (2) 実験等を基に検証され、適用範囲が適切なモデルを用いる。 

 

(ii) 解析コードの妥当性が、実験解析等によって定量的に確認されてい

ることを確認 

① 有効性評価で想定する条件を十分に包絡する条件範囲について、実験

解析等（計算ベンチマークでも可）を通じて重要現象に係る解析モデ

ルの解析精度が明確にされていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 実機解析条件と検証解析条件（スケール等）の差異について考慮し、

検証結果に適切に反映していることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 重要現象の解析モデルについて、以下のように試験解析により妥当性の確認を行い、有効性評価で想定する条件範囲について解析精度を定量的に評

価していることを確認した。 

 炉心における重要現象のモデル（燃料棒表面熱伝達、二相流体の流動）のモデルについては、総合効果試験である TBL（※1）、ROSA-Ⅲ（※1）

及び FIST-ABWR（※2）の解析結果により妥当性を確認している。FIST-ABWR 試験では、炉心ヒートアップを模擬していないが、BWR5 を対象とし

た TBL 試験及び ROSA-Ⅲ試験の炉心ヒートアップケースの妥当性の確認結果が ABWR にも適用でき（※3）、上記の重要現象の物理モデルが ABWR

の有効性評価解析の炉心ヒートアップを伴う事象にも適用できることを確認している。 

 逃がし安全弁を含む原子炉圧力容器における重要現象のうち臨界流のモデルについては、TBL 試験、ROSA-Ⅲ試験及び FIST-ABWR 試験の解析結果

により妥当性を確認しており、二相流体の流動モデルについては FIST-ABWR 試験の解析結果により妥当性を確認している。 

 炉心（燃料）における重要現象（燃料棒表面熱伝達）のモデルに用いる熱伝達相関式については、熱伝達相関式の実験データベースの参照及び

妥当性確認実験の結果との比較より、有効性評価解析に対しても適用できることを確認している。 

（※1）TBL と ROSA-Ⅲは、BWR5 を模擬した LOCA 実験装置 

（※2）FIST-ABWR は、ABWR を模擬した LOCA 実験装置 

（※3）下記の確認結果②を参照 

② 申請者は、設計基準事故解析（ECCS の性能評価）の解析と同様に、TBL、ROSA-Ⅲ及び FIST-ABWR の総合効果試験の解析をもって、SAFER を有効性評

価解析にも適用できることを示した。更に、FIST-ABWR 実験及び ABWR の設計基準事故解析（ECCS の性能評価）においては、炉心の冠水が維持される

ため炉心のヒートアップを考慮する必要はないが、ABWR の有効性評価解析では、炉心が露出するため炉心がヒートアップすることを考慮する必要が

あることから、BWR5 を模擬した TBL 及び ROSA-Ⅲの実験解析により、SAFER が ABWR の炉心ヒートアップにも適用できることを示した。具体的には、

BWR5 を模擬した TBL と ROSA-Ⅲにおいて炉心ヒートアップ実験が実施されており、BWR5 と ABWR とでは ECCS の構成が異なるものの、低圧注水時にお

いては、炉心を再冠水することにより冷却する過程がほぼ同じ（※）であることから、TBL 及び ROSA-Ⅲの実験解析により、SAFER が ABWR の炉心ヒー

トアップにも適用できることを示した。これにより、ABWR の有効性評価解析に対し、SAFER が適用できると判断した。 

 (※)ABWR は低圧注水系が炉心シュラウド外のダウンカマ部に注水されるが、冷却水が炉心下部プレナムに流入し、さらに燃料集合体下部 

より燃料集合体内に流入して、炉心を再冠水することにより冷却する。低圧注水系により炉心シュラウド内に注水する BWR5 では、炉 

心バイパス領域の上部に注水された冷却水はバイパス部に蓄積し、ABWR と同様に、燃料集合体下部から燃料集合体内に流入して炉心 

を再冠水することにより冷却する。 
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③ 有効性評価解析の各熱伝達モードに対して、熱伝達相関式の妥当性の

確認が行われていることを確認。 

 

③ 申請者は、従来の BWR プラントの設計基準事故の LOCA 解析（ECCS の性能評価の解析）で用いていた熱伝達相関式を有効性評価解析にも適用できるこ

とをを説明した。具体的には、SAFER で使用している、Jens-Lottes の式（核沸騰熱伝達）、Dittus-Boelter の式（蒸気単相熱伝達）、修正 Bromley

の式（低流量膜沸騰熱伝達）、Sun-Saha の式（噴霧流熱伝達）について、妥当性確認実験データや熱伝達相関式のデータベース（※）により、有効

性評価解析の PCT 等のパラメータの変化範囲にも適用できることを示した。これにより、SAFER で使用している熱伝達相関式が有効性評価解析へ適用

できると判断した。 

（※）従来から、ECCS の性能評価の解析への適用性に用いていた妥当性確認実験や熱伝達相関式データベースも含む。 

 

（4）不確かさ評価（感度解析等） 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有

効性評価に関する審査ガイド 

2.炉心損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

2.2.1 有効性評価の手法及び範囲 

(3) 不確かさが大きいモデルを使用する場合又は検証されたモデルの適

用範囲を超える場合には、感度解析結果等を基にその影響を適切に考慮

する。 

 

(i) モデルの検証範囲を超えて使用する場合に感度解析等による不確かさ

評価を行っていることを確認 

① 不確かさ幅が大きい物理現象を抽出し、感度解析等による不確かさ評

価を行っていることを確認。 

 

② 代替注水系による炉心再冠水の過程における熱伝達係数等の不確かさ

が検討されていることを確認。 

 

 

 

 

③ 不確かさ要因のひとつとして、実機プラントと検証実験でのノーディ

ングの差異を考慮し、評価結果に適切に反映していることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 申請者は、PCT については、有効性評価解析の結果が従来の妥当性確認実験データよりも高い 1000℃程度に上昇するケースもあるため、申請者は、

新たに、冷却材の物性値に関する適用範囲を検討し、1000℃付近の蒸気過熱度まで Dittus-Boelter の式（蒸気単相熱伝達）が適用できることを示し

た。これにより、SAFER で使用している熱伝達相関式が、PCT が 1000℃付近においても適用できると判断した。 

② 申請者は、中小 LOCA（ECCS の性能評価）解析の結果と有効性評価の LOCA 時注水機能喪失の解析結果を比較し、事象進展が類似していることから、

SAFER を有効性評価に適用できることを説明した。更に、有効性評価においては、再冠水に使用するのは ECCS 系に比べて注水能力が小さい代替注水

系であるため、原子炉水位の上昇が ECCS 性能評価の解析より遅くなることから、再冠水過程における熱伝達係数等の不確かさの影響を説明した。具

体的には、噴霧流冷却熱伝達の不確かさ、また、解析における二相水位変化に起因する燃料棒冷却（蒸気単相冷却）の不確かさを踏まえると、全体

として PCT の不確かさは 20℃～40℃程度であると推定できることを説明した。これにより、再冠水過程における熱伝達係数等の不確かさの影響が PCT

評価に対して限定的であることから、SAFER を有効性評価に適用することは妥当であると判断した。 

③ 検証に使用した各実験について、実機プラントと検証実験でのノーディングの差異について分析し、ノード分割による不確かさは、妥当性評価によ

り得られた不確かさに包含されており、評価結果には影響がないと説明していることを確認した。 
 

（5）まとめ 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

① 以上の確認結果から、有効性評価における SAFER の使用方法が妥当と

判断できることを確認。 

 

① SAEFRの申請者の説明内容について、以下のように確認した。 

 炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ（原子炉停止機能喪失を除く）における炉心及び原子炉圧力容器内の熱流動に係る重要現象に対する

解析モデルが説明されている。（（１）重要現象の特定、（２）解析モデル） 

 ECCS性能評価指針」で適用性が認められており、BWRプラントの設計基準事故のLOCA解析（ECCSの性能評価の解析）に適用実績がある。（（２）解

析モデル） 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 重要現象に係る解析モデルは、、対象となる炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ（原子炉停止機能喪失を除く）に対しても、実験等を基

に妥当性の確認が行われ、適用範囲が示されている。（（３）妥当性確認（実験解析等）） 

 不確かさ評価としては、設計基準事故解析と同様に有効性評価解析においても、燃料棒表面熱伝達モデル、二相流体の流動モデル等は、PCTの評

価において保守性を確保していることを確認している。（（４）不確かさ評価（感度解析等）） 

 RELAP5/MOD3.3を用いて、モデルプラントを対象に重要事象の解析を実施し、炉心損傷防止対策の有効性を評価する上で重要な現象及び評価項目

に関連するパラメータの傾向を確認した。 

以上のとおり、有効性評価における申請者のSAFERの特性に応じた使用方法は、妥当と判断できる。 
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6.2 CHASTE 

（1）重要現象の特定 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i)コードが解析対象とする事象で扱われる重要現象の抽出とランク付け

がなされていることを確認。 

① 解析対象とする事象に対して重要現象のランキング（H,M,L）が整理さ

れ、上記 5.の解析モデルの対応表と結果が矛盾しないことを確認。 

 

 

 

① 追補2.Ⅲの－第２部の表2-2「炉心損傷防止対策の有効性評価の物理現象のランク」に有効性評価の対象とする事故シーケンスについて、物理現象の

ランキングが整理されており、その理由について説明されていることを確認した。また、物理現象のランキングが、上記5.の解析モデルの対応表と

整合が取れていることを確認した。 

 
（2）解析モデル 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i) 解析モデルが有効性評価の解析に適用して概ね妥当であることを確

認。 

① 解析コードの主要な機能と解析モデルの説明がなされていること、ま

たその技術的レベルが有効性評価に適用しても問題が生じない程度で

あることを確認。もし、類似した目的で使用した実績がある場合には、

それを列挙することが望ましい。 

 

 

 

① 解析コードの主要な機能としては、CHASTEは、燃料棒間や燃料棒－チャンネルボックス間等の複雑な輻射伝熱等の計算機能を有し、炉心露出・ヒー

トアップ時のPCTを評価することが可能な解析コードであるとしていることを確認した。また、解析モデルについては、炉心損傷防止対策の重要事故

シーケンスにおける炉心及び原子炉圧力容器内の熱流動に係る重要現象に対する解析モデルが説明されていること及び本コードの入力の一部は、

SAFERコードの解析結果を引き継いでいることを確認した。 

具体的には、炉心燃料については、 

 燃料棒表面熱伝達モデル（対流熱伝達モデル※、輻射熱伝達モデル） 

 崩壊熱モデル 

 ジルコニウム-水反応モデル 

 膨れ・破裂（被覆管の変形モデル） 

 燃料ペレット-被覆管ギャップ熱伝達モデル 

について、解析モデルの説明がなされていることを確認した。 

※対流熱伝達モデルについては、熱伝達係数を SAFER コードの解析 

結果から時間の関数として引き継いでいる。 

 

また、本コードの使用実績としては、以下の通り説明していることを確認した。 

 「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価指針」（以下「ECCS 性能評価指針」という）において使用の妥当性が認められている解析モデルを

有しており、BWR プラントの設計基準事故の LOCA 解析（ECCS の性能評価解析）に適用実績がある。 

 

（3）妥当性確認（実験解析等） 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i)検証方針の確認 

① 「はじめに」で示した２つの検証方針のうち、いずれを採用するかが

明確であることを確認。 

 

 

① 本コードは、炉心損傷に至る前の原子炉を対象としており、原則として従来の設計基準事故を対象とした安全解析コードとほぼ同等の検証方法が適

用可能であるとしていることを確認。 

実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有  
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効性評価に関する審査ガイド 

2.炉心損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

2.2.1 有効性評価の手法及び範囲 

 (2) 実験等を基に検証され、適用範囲が適切なモデルを用いる。 

 

(ii) 解析コードの妥当性が、実験解析等によって定量的に確認されてい

ることを確認 

① 有効性評価で想定する条件を十分に包絡する条件範囲について、実験

解析等（計算ベンチマークでも可）を通じて重要現象に係る解析モデ

ルの解析精度が明確にされていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 重要現象の解析モデルについて、以下のように試験解析により妥当性の確認を行い、有効性評価で想定する条件範囲について解析精度を定量的に評

価していることを確認した。 

 炉心における重要現象モデル（燃料棒表面熱伝達、輻射熱伝達）のモデルについては、BWR-FLECHT 実験、炉心冷却実験及びスプレイ冷却特性実

験の解析結果により妥当性を確認している。また、BWR-FLECHT 実験では、PCT が高温領域のケースについてもデータがあり、さらに、スプレイ

冷却特性実験では、スプレイを作動させない試験も実施していることから、この試験の解析結果により輻射熱伝達モデル単独の妥当性も確認し

ている。 

 

（4）不確かさ評価（感度解析等） 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有

効性評価に関する審査ガイド 

2.炉心損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

2.2.1 有効性評価の手法及び範囲 

(3) 不確かさが大きいモデルを使用する場合又は検証されたモデルの適

用範囲を超える場合には、感度解析結果等を基にその影響を適切に考慮

する。 

 

(i) モデルの検証範囲を超えて使用する場合に感度解析等による不確かさ

評価を行っていることを確認 

① 不確かさ幅が大きい物理現象を抽出し、感度解析等による不確かさ評

価を行っていることを確認。 

② 従来の ECCS 性能評価の結果よりも高い 1,000℃付近になるケースにお

いても、輻射率を 0.67 と設定することが妥当であることを確認。 

 

 

 

 

③ 不確かさ要因のひとつとして、実機プラントと検証実験でのノーディ

ングの差異を考慮し、評価結果に適切に反映していることを確認。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 不確かさ評価としては、BWR-FLECHT 実験、炉心冷却実験及びスプレイ冷却特性の実験の解析結果が実験結果を上回っていることから、本コードの燃

料表面熱伝達モデルは PCT の評価に対して保守性を確保していることを確認している。 

② 申請者は、燃料被覆管及びチャンネルボックスの乾いた状態での輻射率を 0.67 として入力しており、有効性評価解析において PCT が 1,000℃付近に

なった場合でも適用できることを示した。具体的には、ジルカロイ被覆管を用いた物性評価試験において 1,200℃付近の酸化面での輻射率が 0.7～0.8

と報告されていることを踏まえて輻射率を 0.67 に設定していること、PCT が 900℃付近となる有効性評価解析において輻射率の感度解析（輻射率 0.67

と輻射率 0.75）を実施し PCT が約 3℃しか変わらないことを示した。また、部分長燃料棒（以下「PLR」という。）がある場合には、PLR の上部にも出

力燃料棒が存在すると仮定して輻射伝熱を小さくしていることを示した。これにより、PCT が 1,000℃付近となる有効性評価解析においても、輻射率

0.67 を用いることは妥当であり、PLR がある場合には保守的な設定をしていると判断した。 

③ 検証に使用した各実験について、実機プラントと検証実験でのノーディングの差異について分析し、ノード分割による不確かさは、妥当性評価によ

り得られた不確かさに包含されており、評価結果には影響がないと説明していることを確認した。 
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（5）まとめ 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

① 以上の確認結果から、有効性評価における CHASTE の使用方法が妥当と

判断できることを確認。 

 

① CHASTEの申請者の説明内容について、以下のように確認した。 

 炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ（原子炉停止機能喪失を除く）における炉心及び原子炉圧力容器内の熱流動に係る重要現象に対す

る解析モデルが説明されている。（（１）重要現象の特定、（２）解析モデル） 

 ECCS性能評価指針」で適用性が認められており、BWRプラントの設計基準事故のLOCA解析（ECCSの性能評価の解析）に適用実績がある。（（２）解

析モデル） 

 重要現象に係る解析モデルは、「ECCS性能評価指針」で適用性が認められており、BWRプラントの設計基準事故のLOCA解析（ECCSの性能評価の解

析）に適用実績がある。（（３）妥当性確認（実験解析等））、 

 不確かさ評価としては、実験の解析結果が実験結果を上回っていることから、本コードの燃料表面熱伝達モデルはPCTの評価に対して保守性を確

保していることを確認している。（（４）不確かさ評価（感度解析等）） 

 RELAP5/MOD3.3を用いて、モデルプラントを対象に重要事象の解析を実施し、炉心損傷防止対策の有効性を評価する上で重要な現象及び評価項目

に関連するパラメータの傾向を確認した。 

以上のとおり、有効性評価における申請者のCHASTEの特性に応じた使用方法は、妥当と判断できる。 
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6.3 REDY 

（1）重要現象の特定 
審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i)コードが解析対象とする事象で扱われる重要現象の抽出とランク付け

がなされていることを確認。 

① 解析対象とする事象に対して重要現象のランキング（H,M,L）が整理さ

れ、上記 5.の解析モデルの対応表と結果が矛盾しないことを確認。 

 

 

 

① 追補2.Ⅲの－第３部の表2-2「炉心損傷防止対策の有効性評価の物理現象のランク」に有効性評価の対象とする事故シーケンスについて、物理現象の

ランキングが整理されており、その理由について説明されていることを確認した。また、物理現象のランキングが、上記5.の解析モデルの対応表と

整合が取れていることを確認した。 

 

（2）解析モデル 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i) 解析モデルが有効性評価の解析に適用して概ね妥当であることを確

認。 

① 解析コードの主要な機能と解析モデルの説明がなされていること、ま

たその技術的レベルが有効性評価に適用しても問題が生じない程度で

あることを確認。もし、類似した目的で使用した実績がある場合には、

それを列挙することが望ましい。 

 

 

 

① 解析コードの主要な機能としては、REDY は、制御系、熱水力、炉心動特性（1点炉近似動特性）、原子炉圧力容器内のほう酸濃度変化等の計算機能を

有し、原子炉冷却材圧力バウンダリ全体の熱流動と炉心動特性との相互作用を評価することが可能なプラント過渡特性解析コードであることを確認

した。また、解析モデルについては、以下の通り確認した。炉心動特性のモデルについては 

 核特性モデル 

 反応度モデル（ボイド・ドップラ、ボロン） 

について、解析モデルの説明がなされていることを確認した。 

炉心燃料のモデルについては、 

 崩壊熱モデル 

 燃料棒モデル 

について、解析モデルの説明がなされていることを確認した。 

原子炉熱流動モデルについては、 

 保存則（質量、エネルギー） 

 炉心ボイドモデル 

 再循環系モデル 

 逃がし安全弁モデル 

 給水系モデル 

 ほう酸水拡散モデル 

について、解析モデルの説明がなされていることを確認した。 

    原子炉格納容器のモデルについては、 

 格納容器モデル 

 逃がし安全弁モデル 

    について、解析モデルの説明がなされていることを確認した。 

本コードの使用実績としては、以下の通り説明していることを確認した。 

 本コードは、実機プラントの起動試験などで妥当と確認されたものであり、BWR の原子炉設置許可申請書等において、「運転時の異常な過渡変

化」及び「事故」におけるプラント過渡動特性解析に適用実績がある。 
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（3）妥当性確認（実験解析等） 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i)検証方針の確認 

① 「はじめに」で示した２つの検証方針のうち、いずれを採用するかが

明確であることを確認。 

 

 

① シビアアクシデントの解析は一般的に不確かさが大きく、申請者の解析結果の解釈においては、不確かさを踏まえて判断を下す必要があるとして、

実験による検証や他のシビアアクシデントコードとのベンチマーク計算を通じた検証を行うとしていることを確認。 

実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有

効性評価に関する審査ガイド 

2.炉心損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

2.2.1 有効性評価の手法及び範囲 

 (2) 実験等を基に検証され、適用範囲が適切なモデルを用いる。 

 

 (ii) 解析コードの妥当性が、実験解析等によって定量的に確認されてい

ることを確認 

① 有効性評価で想定する条件を十分に包絡する条件範囲について、実験

解析等（計算ベンチマークでも可）を通じて重要現象に係る解析モデ

ルの解析精度が明確にされていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 重要現象の解析モデルについて、以下のように計算ベンチマークや試験解析等により妥当性の確認を行い、有効性評価で想定する条件範囲について

解析精度を定量的に評価していることを確認した。 

 炉心の中性子動特性挙動に係る重要現象（核分裂出力、反応度フィードバック効果（ボイド、ドップラ））と炉心全体の熱流動に係る重要現象

（沸騰、ボイド率変化）のモデルについては、ABWR 実機試験等における中性子束、シュラウド外水位等の過渡変化挙動の解析結果により、妥

当性を確認している。 

 炉心全体の熱流動に係る重要現象（沸騰、ボイド率変化）のモデルについては、日本国内で実施されたボイドマップ確認試験等の解析結果に

より妥当性を確認している。 

 再循環系における重要現象（冷却材流量変化）のモデルについては、実機試験の解析結果により制御系の応答特性等の妥当性を確認している。 

 給水系（代替注水設備を含む）における重要現象（ECCS 注水）のモデルについては、実機試験の解析結果等により妥当性を確認している。 

 逃がし安全弁における重要現象（冷却材流出（臨界流、差圧流））のモデルについては、実機試験の解析結果により妥当性を確認している。 

 原子炉圧力容器内へのほう酸水注入に係る重要現象（ほう酸水拡散モデル）のモデルについては、実機を模擬した試験装置（縮尺モデル）の

試験結果を根拠に、ほう酸水が拡散しにくい保守的な設定している。 

 原子炉格納容器における重要現象（サプレッション・プール冷却）のモデルについては、空間的に原子炉格納容器を一体とし、基礎的な物理

法則を適用した単純計算により保守性を確保している。 
 

（4）不確かさ評価（感度解析等） 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有

効性評価に関する審査ガイド 

2.炉心損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

2.2.1 有効性評価の手法及び範囲 

(3) 不確かさが大きいモデルを使用する場合又は検証されたモデルの適

用範囲を超える場合には、感度解析結果等を基にその影響を適切に考慮

する。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

(i) モデルの検証範囲を超えて使用する場合に感度解析等による不確か

さ評価を行っていることを確認 

① 不確かさ幅が大きい物理現象を抽出し、感度解析等による不確かさ評

価を行っていることを確認。 

 

 

 

② 不確かさ評価においては、「原子炉停止機能喪失」時の事象進展中にお

ける反応度係数（REDY コード用）の不確かさ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ REDY で取り扱えない重要現象の影響①事象進展中の出力分布変化の確

認。 

 

 

 

 

 

④ REDY で取り扱えない重要現象の影響②核熱水力不安定現象の確認。 

 

 

 

 

 

① 不確かさ評価としては、「原子炉停止機能喪失」時の過渡事象に伴う原子炉出力評価に対して影響が大きいとされる動的ボイド係数及び動的ドップラ

係数について、当該事象の進展に係る変化の様相の影響、1点炉近似動特性モデルの影響、炉心内の空間的な過渡変化による影響、評価炉心変更の影

響等を考慮して、感度解析を実施し、PCTの評価への影響が限定的であることを確認している。本コードが、事象進展中の原子炉出力分布が一定とし

て取り扱うことについても、感度解析等によりPCTの評価への影響が限定的であることを確認している。1点炉近似動特性モデルにおけるボロン反応

度の不確かさについては、三次元沸騰水型原子炉模擬計算コードによる詳細計算等により未臨界を確保できることを確認している。 

② 申請者は、「原子炉停止機能喪失」時の有効性評価において、原子炉設置変更許可申請書の添付書類八記載の平衡炉心サイクル末期の反応度係数に一

律の係数（動的ボイド係数には1.25 倍、動的ドップラ係数には0.9 倍）を乗じた反応度係数をREDYの入力に用いており、その妥当性について説明し

た。具体的には、「原子炉停止機能喪失」時の炉心損傷防止対策の有効性評価解析では、原子炉出力が上昇する時間領域と下降する時間領域があるこ

とから、事象発生から200秒までの時間領域を、原子炉出力の変化の特徴に応じて、出力変動期（0秒～10秒：中性子束100％→306%→100%以下）、出

力抑制期（10秒～60秒：中性子束 約50%まで低下）、出力再上昇期（60秒～200秒：中性子束 約100%まで再上昇）の3つのサブ領域に分け、各サブ領

域における静的な三次元沸騰水型原子炉模擬計算コードによる摂動計算の結果（※１）及び解析コード等の不確かさ（※２）、並びにその他の要因に基

づく安全余裕に基づき、事象進展中の反応度係数の変動範囲を示した。さらに、反応度係数の変動範囲がPCT（※３）の評価に与える影響を調べるた

めに感度解析を実施し、PCTの評価への影響が限定的であることを示した。これにより、「原子炉停止機能喪失」時の有効性評価解析において、一律

の係数（動的ボイド係数には1.25 倍、動的ドップラ係数には0.9 倍）を乗じた反応度係数を用いることは、妥当であることを確認した。 

（※１）各サブ領域の炉心状態を踏まえて摂動の種類を選択し摂動計算を実施している。 

（※２）解析コード等の不確かさとは、解析コードの不確かさ、取替炉心設計段階の不確かさのこと。解析コードの不確かさには、REDYコードの不確

かさの他に前処理コード（例：単位燃料集合体核特性計算コード）の不確かさも含む。 

（※３）次節で有効性評価への適用性を確認するSCATコードにより、PCTを評価している。不確かさ評価としては、「原子炉停止機能喪失」時の過渡変

化に伴う原子炉圧力評価に対して影響が大きいと思われる減速材温度係数初期値、ドップラ温度係数について、減速材温度係数測定検査の解

析による妥当性確認や感度解析による不確かさ評価を行っている。また、評価用炉心が実際の炉心の運転状態を包絡する根拠として、燃料の

種類、燃料装荷パターン及び燃焼度が異なる炉心間の比較解析により確認している。 

③ 申請者は、REDYにおいて軸方向出力分布の時間変化が模擬できないことが、REDYが計算する炉心出力にどの程度影響を与えるかを説明した。具体的

には、「原子炉停止機能喪失」時の事象進展中において、給水加熱喪失時に炉心入口サブクールが増加することにより軸方向出力分布が下方ピークに

シフトすることから、下方ピーク分布を固定インプットデータとして、REDYの感度解析を実施し、原子炉圧力の変化量が0.14 MPa等、REDYの炉心出

力への影響は限定的であり、PCT（※）の評価への影響も限定的であることを示した。これにより、軸方向出力分布の時間変化が模擬できないことに

よるREDYの出力への影響は小さいことを確認した。 

（※）次節で有効性評価への適用性を確認する SCAT コードにより、PCT を評価している。ここは、REDY の炉心出力への影響だけを検討するため、SCAT

はノミナル軸方向出力分布を入力としており、下方ピーク分布にしていない。 

④ 申請者は、海外のBWRプラントにおいて、事象進展の過程で核熱水力不安定現象が発生した事例があることから、「原子炉停止機能喪失」時の有効性

評価においても、原子炉高出力で低炉心流量状態の期間について、核熱水力不安定現象が発生する可能性及びその影響について説明した。具体的に

は、REDYでは、核熱水力不安定現象を取り扱うことができないことから、「過渡事象（主蒸気隔離弁の誤閉止）＋原子炉停止失敗」の事象進展中にお

ける核熱水力不安定現象による中性子振動の影響を確認するため、REDYによる保守的な炉心出力等の時間変化を与える条件の下でTRAC（※）による

参考解析を実施した。参考解析では核熱不安定が生じやすい熱水力的に厳しい解析条件を設定して実施していたことから、核熱水力不安定現象によ

る中性子振動が大きくなる傾向が見られたが、この中性子振動に逃がし安全弁閉による中性子振動を重畳させても、その影響によるPCTの上昇幅は数
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

十℃程度であることを示した。これにより、核熱水力不安定事象を取り扱えないREDYの解析結果でも、原子炉停止機能喪失事象の対策の有効性を判

断できることを確認した。 

（※）他のコードでの解析結果を参照し、プラント挙動に大きな  差異がないことを確認するという目的で、原子炉の熱水力挙動を評価する多次

元2流体モデル及び炉心の中性子動特性を評価する三次元中性子動特性モデルを使用し、米国において運転時の異常な過渡変化評価や原子炉ス

クラム失敗事象評価、安定性評価での適用実績がある（各LTR（Licensing Topical Report）に対してNRCの承認が得られている）TRACを用い

た。 

 

（5）まとめ 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

① 以上の確認結果から、有効性評価における REDY の使用方法が妥当と判

断できることを確認。 

 

① REDYの申請者の説明内容について、以下のように確認した。 

 「原子炉停止機能喪失」時の原子炉冷却材圧力バウンダリ内の熱流動と炉心動特性との相互作用に係る重要現象に対する解析モデルが説明され

ている。（（１）重要現象の特定、（２）解析モデル） 

 本コードは、炉心損傷に至る前の原子炉を対象としており、BWRの原子炉設置許可申請書等において、「運転時の異常な過渡変化」及び「事故」

におけるプラント過渡動特性解析に適用実績がある。（（２）解析モデル） 

 「原子炉停止機能喪失」時の事象に対しても、試験結果を基にした妥当性の確認や感度解析により検討が行われ、適用範囲が示されている。（（３）

妥当性確認（実験解析等）） 

 不確かさ幅が大きいと思われる物理現象を適切に抽出し、感度解析による不確かさ評価を行っている。（（４）不確かさ評価（感度解析等）） 

 RELAP5/MOD3.3を用いて、モデルプラントを対象に「原子炉停止機能喪失」の代表事故シーケンスの解析を実施し、炉心損傷防止対策の有効性

を評価する上で重要となる現象及び評価項目に関連するパラメータの傾向を確認した。 

以上のとおり、有効性評価における申請者のREDYの特性に応じた使用方法は、概ね妥当と認められる。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  付録 3-19 

6.4 SCAT 

（1）重要現象の特定 
審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i)コードが解析対象とする事象で扱われる重要現象の抽出とランク付け

がなされていることを確認。 

① 解析対象とする事象に対して重要現象のランキング（H,M,L）が整理さ

れ、上記 5.の解析モデルの対応表と結果が矛盾しないことを確認。 

 

 

 

① 追補2.Ⅲの－第４部の表2-2 「原子炉停止機能喪失における物理現象のランク（SCATコード）」に有効性評価の対象とする事故シーケンスについて、

物理現象のランキングが整理されており、その理由について説明されていることを確認した。また、物理現象のランキングが、上記5.の解析モデルの

対応表と整合が取れていることを確認した。 

 

（2）解析モデル 
審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i) 解析モデルが有効性評価の解析に適用して概ね妥当であることを確

認。 

① 解析コードの主要な機能と解析モデルの説明がなされていること、ま

たその技術的レベルが有効性評価に適用しても問題が生じない程度で

あることを確認。もし、類似した目的で使用した実績がある場合には、

それを列挙することが望ましい。 

 

 

 

① 解析コードの主要な機能としては、SCATは、燃料棒内温度変化、燃料棒表面熱伝達、沸騰遷移等が計算でき、燃料の熱的余裕及びPCTを評価すること

が可能な単チャンネル熱水力解析コードであるとしていることを確認した。また、解析モデルについては、炉心損傷防止対策の重要事故シーケンスに

おける単一チャンネル内（燃料集合体内）の燃料棒の熱伝導及び熱流動に係る重要現象に対する解析モデルが説明されていること及び本コードの入力

の一部はREDYコードの解析結果を引き継いでいることを確認した。 

具体的には、燃料棒の熱伝導モデルについては、 

 出力分布モデル 

 熱伝導モデル 

 燃料ペレット－被覆管ギャップ熱伝達モデル 

について、熱流動のモデルについては、 

 保存則（質量、エネルギー、気液混相の運動量保存則） 

 被覆管表面熱伝達モデル 

 沸騰遷移評価モデル 

 リウェットモデル 

について、解析モデルの説明がなされていることを確認した。 

また、本コードの使用実績としては、以下の通り説明していることを確認した。 

 本コードは、BWRの原子炉設置許可申請書等において、「運転時の異常な過渡変化」及び「事故」における最小限界出力比（MCPR）の評価に適用

実績がある。一方、有効性評価では、新たに、原子炉停止機能喪失の事象で生じる沸騰遷移後のPCT及び燃料被覆管表面の酸化量を評価する。 

 
（3）妥当性確認（実験解析等） 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i)検証方針の確認 

① 「はじめに」で示した２つの検証方針のうち、いずれを採用するかが

明確であることを確認。 

 

① 本コードは、炉心損傷に至る前の原子炉を対象としており、原則として従来の設計基準事故を対象とした安全解析コードとほぼ同等の検証方法が適

用可能であるとしていることを確認。 
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実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有

効性評価に関する審査ガイド 

2.炉心損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

2.2.1 有効性評価の手法及び範囲 

 (2) 実験等を基に検証され、適用範囲が適切なモデルを用いる。 

 

(ii) 解析コードの妥当性が、実験解析等によって定量的に確認されてい

ることを確認 

① 有効性評価で想定する条件を十分に包絡する条件範囲について、実験

解析等（計算ベンチマークでも可）を通じて重要現象に係る解析モデ

ルの解析精度が明確にされていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 実機解析条件と検証解析条件（スケール等）の差異について考慮し、

検証結果に適切に反映していることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 重要現象の解析モデルについて、以下のように計算ベンチマークや試験解析等により妥当性の確認を行い、有効性評価で想定する条件範囲について

解析精度を定量的に評価していることを確認した。 

 炉心内の燃料棒表面熱伝達に係る重要現象（被覆管表面熱伝達、リウェット）のモデルについては、NUPEC が実施した BWR 燃料集合体熱水力試

験（※）の解析結果により妥当性を確認している。 

（※）平成 8 年度「燃料集合体信頼性実証試験に関する報告書（BWR 新型燃料集合体熱水力試験編）」,(財)原子力発電技術機構、平成 9 年 3

月（本試験は、平成 9年度、平成 10 年度及び平成 11年度にも実施されている。） 

 炉心内の沸騰遷移に係る重要現象（沸騰遷移評価モデル)のモデルについては、ATLAS 試験データの解析結果により妥当性を確認している。炉

心における重要現象のモデル（燃料棒表面熱伝達モデル、ボイドモデル、流動様式）については、ORNL/THTF 試験、ROSA/LSTF SB-CL-18 及び

39 試験、PKL/F1.1 試験の解析結果により検証している。 

 炉心内の気液熱非平衡に係る重要現象（被覆管表面熱伝達、リウェット)のモデルについては、NUPEC が実施した BWR 燃料集合体熱水力試験の

解析結果により妥当性を確認している。 

 炉心内の燃料被覆管における重要現象（燃料被覆管酸化）については、「ECCS 性能評価指針」において使用の妥当性が認められている Baker-Just

式により評価している。 

② SCAT の解析モデルは、①に記載している試験において検証されており、また、（４）不確かさ評価（感度解析等）の確認結果②～④においては、検証

解析条件（スケール等）については考慮されていることを確認した。 

 

（4）不確かさ評価（感度解析等） 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有

効性評価に関する審査ガイド 

2.炉心損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

2.2.1 有効性評価の手法及び範囲 

(3) 不確かさが大きいモデルを使用する場合又は検証されたモデルの適

用範囲を超える場合には、感度解析結果等を基にその影響を適切に考慮

する。 

 

(i) モデルの検証範囲を超えて使用する場合に感度解析等による不確かさ

評価を行っていることを確認 

① 不確かさ幅が大きい物理現象を抽出し、感度解析等による不確かさ評

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 不確かさ評価としては、燃料棒表面熱伝達や気液熱平衡に係る重要現象のモデル（被覆管表面熱伝達モデル、リウェットモデル）に用いる相関式が、
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

価を行っていることを確認。 

 

② 沸騰遷移後の被覆管表面熱伝達モデルの適用性の確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ PCT の高温領域におけるリウェットモデルの適用性の確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 9×9燃料（A型）部分長燃料棒を考慮した評価の適用性の確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有効性評価で着目する燃料被覆管温度の高温領域でも PCT を高めに評価する傾向を示すことを根拠に、PCT 評価の保守性が維持されていることを確認

している。 

② 申請者は、被覆管表面熱伝達モデルの適用性について、従来の試験結果により、燃料被覆管温度が 500℃程度までの適用性を示しており、更に、「原

子炉停止機能喪失」時の有効性解析が対象とする燃料被覆管温度の高温範囲（1,000℃付近まで）に対しても、被覆管表面熱伝達モデルの適用性を試

験結果等により示した。具体的には、10×10 燃料模擬の 5×5 部分バンドル過渡沸騰遷移試験の解析結果より、SCAT で沸騰遷移後の熱伝達相関式と

して用いている修正 Dougall-Rohsenow 式が、PCT700℃～800℃の範囲において、PCT を高めに評価することを示した。さらに、PCT が 1,000℃付近の

領域においては、修正 Dougall-Rohsenow 式を用いた熱流束の評価は蒸気の過熱度が増加するにつれて保守性が低下する傾向であることを踏まえ、熱

水力的に厳しい蒸気単相状態を想定して、修正 Dougall-Rohsenow 式による PCT の評価値を蒸気単相熱伝達に適用される Dittus-Boelter 式（※）に

よる評価値と比較することにより、修正 Dougall-Rohsenow 式の適用性を示した。具体的には、「原子炉停止機能喪失」の有効性評価解析において最

高 PCT が発生する第 3及び第 4スペ－サ付近を蒸気単相状態と想定し、修正 Dougall-Rohsenow 式による PCT の評価値が Dittus-Boelter 式による評

価値よりも高いことを確認し、PCT が 1,000℃付近までの領域について修正 Dougall-Rohsenow 式の保守性を維持できることを示した。これにより、

SCAT で用いられている沸騰遷移後の被覆管表面熱伝達モデルは、同コードが輻射熱伝達を無視することにより PCT を保守的に評価していることも考

慮して、「原子炉停止機能喪失」時の有効性解析に適用できることを確認した。 

（※）蒸気単相状態において、Dittus-Boelter 式は熱伝達を低く評価する。 

③ 申請者は、リウェットモデルの適用性について、従来の試験結果を用いて、燃料被覆管温度が 500℃程度までの適用性を示しており、更に、「原子炉

停止機能喪失」時の有効性解析結果の 1,000℃付近までの適用性について説明した。具体的には、当該相関式は PCT が高くなるとリウェット開始予測

時刻を遅く評価する傾向にあること及び当該相関式に用いる PCT は修正 Dougall-Rohsenow 式により高温領域でも高め（※）に評価されることから、

当該相関式により評価したリウェット開始予測時刻は遅くなり、当該相関式は高温領域でも保守性を維持される見込みであることを示した。更に、

リウェット時刻を遅らせた感度解析から、PCT が緩やかな上昇を示した以降の状態において、当該相関式によるリウェット時刻の予測精度が PCT に及

ぼす影響は大きくないことを示した。これにより、リウェット時刻の不確かさ評価を考慮し，試験データによる妥当性の確認時より厳しい予測結果

を得るモデル条件の下での評価を実施することにより、PCT の高温領域においても当該相関式をリウェット開始時刻の評価に適用した結果が有効であ

ることを確認した。 

（※）上記の確認結果②を参照 

④ 申請者は、PCT の高温領域において、9×9燃料（A型）の PLR が沸騰遷移後の燃料表面熱伝達に与える影響について、試験解析の結果等により、高温

領域において、PLR が被覆管表面熱伝達モデル及びリウェットモデルの適用性に与える影響について説明した。具体的には、9×9燃料（A型）を模擬

した 4×4バンドル試験結果と解析結果との比較により、PCT が 500℃付近までの温度範囲では、修正 Dougall-Rohsenow 式とリウェット開始時刻の評

価に用いる相関式の組み合わせは、PLR からの距離によらず燃料棒表面熱伝達を低く予測して PCT を高く評価することを示し、一方、リウェット時刻

に関しては、PLR からの距離の違いによる影響が示唆されており、これは PLR による局所的な気相流速の変化が影響しているとの見方を示した。高温

範囲においても、PLR による局所的な気相流速の変化は、温度によらず同様に生じると考えられることから、高温範囲においても、修正

Dougall-Rohsenow 式及び当該相関式を適用することで、PCT は高めに評価される見込みであることを示した。さらに、PCT が緩やかな上昇を示した以

降の状態においてはリウェット時刻の予測精度が PCT に与える影響は大きくないこと（※）を考慮すると、PLR の存在により当該相関式によるリウェ

ット時刻の予測精度に影響があったとしても、高温領域に当該相関式を適用するに当たっての取扱いに従うことで PCT の評価に与える影響は小さい

ことを示した。なお、これにより、PCT の高温領域において、PLR の影響を考慮しても、修正 Dougall-Rohsenow 式及び当該相関式を適用することで、

PCT は PLR のない場合と同様に評価されることを確認した。なお、PLR のない 9×9燃料（B型）についても、NUPEC が実施した BWR 燃料集合体熱水力

試験の解析結果及び PCT 高温領域における解析モデルの適用性を申請者に示させ、「原子炉停止機能喪失」時の有効性評価に SCAT が適用できること

を確認した。 

（※）上記の確認結果③を参照。 
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⑤ 不確かさ要因のひとつとして、実機プラントと検証実験でのノーディ

ングの差異を考慮し、評価結果に適切に反映していることを確認。 

⑤ 検証に使用した各実験について、実機プラントと検証実験でのノーディングの差異について分析し、ノード分割による不確かさは、妥当性評価によ

り得られた不確かさに包含されており、評価結果には影響がないと説明していることを確認した。 
 

（5）まとめ 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

① 以上の確認結果から、有効性評価における SCAT の使用方法が妥当と判

断できることを確認。 

 

① SCATの申請者の説明内容について、以下のように確認した。 

 「原子炉停止機能喪失」時における炉心の熱流動と燃料に係る重要現象に対する解析モデルが説明されている。（（１）重要現象の特定、（２）解

析モデル） 

 本コードは、沸騰遷移に至る前の炉心を対象としており、BWRの原子炉設置許可申請書等の「運転時の異常な過渡変化」及び「事故」における沸騰

遷移に至るまでの安全余裕の解析に適用実績がある。（（２）解析モデル） 

 重要現象に係る解析モデルについて、「原子炉停止機能喪失」時の事象に対しても、試験結果を基にした妥当性の確認により検討が行われ、PCT評

価に係る適用範囲が示されている。（（３）妥当性確認（実験解析等）） 

 不確かさ幅が大きいと思われる物理現象を適切に抽出し、感度解析による不確かさ評価を行っている。（４）不確かさ評価（感度解析等）） 

 RELAP5/MOD3.3（※ ）を用いて、モデルプラントを対象に「原子炉停止機能喪失」の代表事故シーケンスの解析を実施し、炉心損傷防止対策の有

効性を評価する上で重要となる現象及び評価項目に関連するパラメータの傾向を確認した。 

以上のとおり、有効性評価における申請者のSCATの特性に応じた使用方法は、概ね妥当と判断できる。 
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6.5 MAAP 

（1）重要現象の特定 
審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i)コードが解析対象とする事象で扱われる重要現象の抽出とランク付け

がなされていることを確認。 

① 解析対象とする事象に対して重要現象のランキング（H,M,L）が整理さ

れ、上記 5.の解析モデルの対応表と結果が矛盾しないことを確認。 

 

 

 

① 追補2.Ⅲの－第５部の表2.3-1「有効性評価の物理現象のランク (炉心損傷防止)」及び表2.3-2「有効性評価の物理現象のランク (格納容器破損防止)」

に有効性評価の対象とする事故シーケンスについて、物理現象のランキングが整理されており、その理由について説明されていることを確認した。ま

た、物理現象のランキングが、上記5.の解析モデルの対応表と整合が取れていることを確認した。 

 

（参考） 

シビアアクシデント現象に関する試験は限られていることから、運転時の異常な過渡変化及び事故解析に使用する最適評価コードが備えるべき要件

を整理することを目的として日米で導入が進められている階層構造分析手法を参考にした物理現象の抽出と、重要な物理現象に対しては最新の知見の

反映と感度解析による不確かさの確認を申請者に求めた。申請者はこれを了承し、有効性評価の事故シーケンスについて、主要な物理現象を対象に感

度解析等に基づく不確かさ評価を示した。 

 

（2）解析モデル 
審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i) 解析モデルが有効性評価の解析に適用して概ね妥当であることを確

認。 

① 解析コードの主要な機能と、取り扱う物理現象毎に解析モデルの説明

がなされていること。もし、類似した目的で使用した実績がある場合

には、それを列挙することが望ましい。 

 

 

 

① 解析コードの主要な機能としては、以下の通り説明していることを確認した。 

・MAAPは、シビアアクシデントの事象進展の各段階を網羅し、原子炉、原子炉圧力容器内、原子炉格納容器内で起こると考えられる重要な事故時の物

理現象をモデル化するとともに、工学的安全施設のモデル化や重要事故等対策として用いる各種機器の取扱いが可能である。また、広範囲の物理

現象を評価することが可能な総合解析コードであり、シビアアクシデントで想定される種々の事故シーケンスについて、起因事象から安定した状

態、あるいは過圧・過温により格納容器健全性が失われる状態まで計算が可能であることが特徴である。 

また、炉心損傷後を含めたシビアアクシデントの事象進展に係る重要現象に対する解析モデルが説明されていることを確認した。 

具体的には、炉心モデルについては、 

・原子炉出力 

・崩壊熱 

・熱水力モデル（伝熱） 

・水位計算モデル 

原子炉圧力バウンダリ内については、 

・熱水力モデル（流動、伝熱） 

・原子炉圧力バウンダリ破損モデル 

・破断流モデル 

原子炉格納容器モデルについては、 

・熱水力モデル（流動、伝熱） 

・水素発生 

・格納容器破損モデル 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

安全系モデルについては、 

・ECCS 

・格納容器スプレイ 

・主蒸気逃がし安全弁 

デブリ挙動モデルについては、 

・ヒートアップ 

・リロケーション 

・原子炉圧力容器下部プレナムでのデブリ挙動 

・原子炉圧力容器破損 

・原子炉圧力容器破損後の高圧炉心デブリ放出 

・格納容器雰囲気直接加熱 

・原子炉格納容器下部（ペデスタル内）でのデブリ挙動（落下及び溶融プール、溶融プールの伝熱、コンクリート侵食） 

FP挙動モデルについては、 

・FP放出 

・遷移・輸送 

・崩壊熱 

に関し、解析モデルの説明がなされていることを確認した。 

  また、本コードの使用実績については、以下の通り説明していることを確認した。 

・国内外でシビアアクシデント時の評価に広く利用されており、欧米では許認可にも適用された実績がある。 

 

（参考） 

FP挙動におけるソースターム上の扱いについての追加説明と、FP放出速度に関する不確かさ評価を行うよう申請者に求めた。申請者からの追加説明に

より、申請者がPHEBUS-FP（FPT1）実験解析結果を踏まえて、被覆管酸化反応熱及び燃料棒被覆管温度を高めに評価し、FP放出開始のタイミングを早

めに評価するとしていること、また、ABCOVE実験解析を通じて、凝集及び重力沈降により減少するエアロゾル挙動評価が妥当であるとしていることを

確認した。 

 

（3）妥当性確認（実験解析等） 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 (i)検証方針の確認 

① 「はじめに」で示した２つの検証方針のうち、いずれを採用するかが

明確であることを確認。 

 

 

① シビアアクシデントの解析は一般的に不確かさが大きく、申請者の解析結果の解釈においては、不確かさを踏まえて判断を下す必要があるとして、

実験による検証や他のシビアアクシデントコードとのベンチマーク計算を通じた検証を行うとしていることを確認。 

 

 

3. 格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

3.2.1 有効性評価の手法及び範囲 

 (2) 実験等を基に検証され、適用範囲が適切なコードを用いる。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i) 解析コードの妥当性が、実験解析や類似する解析コードとの比較によ

り定性的に確認されていることを確認 

① 有効性評価で想定する条件を十分に包絡する条件範囲について、実験

解析や類似する解析コードとの比較を通じて、解析結果の妥当性が評

価されていることを確認。 

 

 

 

① 重要現象の解析モデルについて、以下のように計算ベンチマークや試験解析等による妥当性確認を行い、有効性評価で想定する条件範囲について解

析精度を定量的に評価していることを確認した。 

 炉心における重要現象（燃料内温度変化、燃料棒表面熱伝達、被覆管酸化・変形）については、TMI 事故ベンチマーク解析及び BWR の炉心溶融過

程を模擬した CORA 実験解析により妥当性を確認している。 

 主蒸気逃がし安全弁における重要現象（冷却材放出）については、放出流量が設計値に基づいて設定されている。 

 LOCA 破断口における重要現象（臨界流：Henry-Fauske のモデル）については、Marviken 試験装置による実験の結果より、妥当性を確認している。 

 格納容器の重要現象（区画間の流動、構造材との熱伝達及び内部熱伝導、沸騰・水素濃度）については、HDR 実験、及び CSTF 実験の解析により

妥当性を確認している。 

 炉心損傷後の原子炉容器における重要現象（リロケーション、下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達 、原子炉圧力容器内 FP 挙動）については、TMI

事故ベンチマーク解析及び PHEBUS-FP 実験解析により妥当性確認を行っている。 

 炉心損傷後の原子炉格納容器における重要現象（格納容器内 FP 挙動）については、PHEBUS-FP 実験、ABCOVE 実験の解析により妥当性確認を行っ

ている。 

 炉心損傷後の原子炉格納容器における重要現象（溶融炉心とコンクリートの伝熱、コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生）については、ACE 試

験、SURC 試験、DEFOR-A 試験、OECD-MCCI 試験等の解析により妥当性確認を行っている。 

 

（4）不確かさ評価（感度解析等） 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有

効性評価に関する審査ガイド 

2.炉心損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

2.2.1 有効性評価の手法及び範囲 

(3) 不確かさが大きいモデルを使用する場合又は検証されたモデルの適

用範囲を超える場合には、感度解析結果等を基にその影響を適切に考慮

する。 

 

3. 格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

3.2.1 有効性評価の手法及び範囲 

(3) 不確かさが大きいモデルを使用する場合又は検証されたモデルの適

用範囲を超える場合には、感度解析結果等を基にその影響を適切に考慮

する。 

 

(i) モデルの検証範囲を超えて使用する場合に感度解析等による不確か

さ評価を行っていることを確認 

① 不確かさ幅が大きい物理現象を抽出し、感度解析等による不確かさ評

価を行っていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① MAAPは特に不確かさが大きいと考えられることから、MELCORによりモデルプラントを対象とした数多くの事故シーケンスについて解析を行い、解析

結果の解釈において考慮すべき主要な不確かさ要因について確認した。また、多くの事故シーケンスで、MAAPによる解析と比較可能な結果を得た。
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

② MCCI の解析では、溶融燃料の落下条件により解析結果が大きく変動す

る場合については、デブリジェット径、微粒子化割合、キャビティ床

面上の水量及び水温、溶融燃料の落下の緩急、キャビティ床面上の広

がり方の違い等を考慮した感度解析を実施する必要がある。 

 

これらで抽出された不確かさ要因について、申請者に対し感度解析による不確かさ評価を行うよう求めた。不確かさ評価としては、「高圧注水・減圧

機能喪失」時及び「LOCA 時注水機能喪失（中小破断LOCA）」時の炉心露出開始時間について、SAFERとの比較により不確かさを評価していることを確

認した。また、FCI、DCH、MCCIの各事象について、感度解析による不確かさ評価を行っていることを確認した。 

② 申請者の説明では、落下した溶融炉心がペデスタル床面全体に均一に広がるケースの結果を示すのみであった。これに対し、DEFOR試験やOECD－MCCI

試験などの最新のデータとの比較により解析結果の妥当性を確認した上で、感度解析による不確かさ評価を行うよう申請者に求めた。申請者はこれ

を了承し、有効性評価で感度解析により不確かさ評価を行った。 

感度解析は、以下のパラメータについて実施した。 

・キャビティ水深 

・エントレインメント係数 

・炉心デブリの広がり面積 

・水-炉心デブリ間の熱伝達係数 

・上記パラメータの組み合わせの影響 

感度解析パラメータを組み合わせた場合、コンクリート侵食は最大約23cmとなり、実際のペデスタルの厚さ（約1.5m）及びペデスタル床面のコンク

リート厚さ（数m）と比較して十分に小さいことを確認した。 

また、BWRプラントでは、ペデスタル床面がPWRのキャビティ床面より狭いため、申請者は、落下した溶融炉心の堆積量が高くなることを踏まえ、OECD 

MCCI試験で報告された珪酸系コンクリートにおける侵食の非均一性及び異方性について、有効性評価において感度解析により不確かさ評価を行ってい

る。これにより、コンクリート侵食非均一性及び異方性に関する感度解析の結果が、米国SNLで実施されたSURC4試験及びOECD－MCCI試験の結果を踏ま

えたものであることを確認した。 

 

（参考 1） 

申請者は、炉心損傷防止対策の有効性評価において、原子炉圧力容器内の熱水力モデルの不確かさ及びその影響について説明した。具体的には、原子

炉水位の低下が比較的緩慢な「高圧注水・減圧機能喪失」及び原子炉水位の低下が比較的速い「LOCA 時注水機能喪失（中小破断 LOCA）」の 2つの事故シ

ーケンスグループを対象に、SAFER と MAAP との解析結果を比較した。この比較により、事象発生から炉心が再冠水するまでの短期間の原子炉水位変化に

ついては両コード間の解析結果の差異が小さいこと、長期間の原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の熱流動は崩壊熱の影響が支配的となることか

ら、両コード間の熱水力モデルの差異が原子炉格納容器内の温度及び圧力の長期的な推移に与える影響は小さいことを示した。これにより、原子炉圧力

容器内の熱水力モデルの不確かさは、有効性評価における原子炉格納容器内の長期間の熱水力挙動評価に対して、影響が小さいと判断した。 

 

（参考 2） 

申請者は、今までの FCI 現象の知見を整理し、大規模な水蒸気爆発に至る可能性及び圧力スパイクの不確かさ評価を説明した。具体的には、FARO 実

験（欧州委員会 JRC）、KROTOS 実験（欧州委員会 JRC）、ALPHA 実験（旧日本原子力研究所）、COTELS 実験（旧 NUPEC）、SERENA 実験（OECD/NEA）（※）に

ついて調査を行い、試験結果から実機において大規模な水蒸気爆発に至る可能性は極めて小さいことを示した。さらに、FCI の知見を踏まえ、溶融炉心

が水プールに落下した時の粒子化による圧力スパイクについて、ペデスタル水深、溶融炉心落下量等の不確かさ評価を申請者に求めた。申請者は、複

数のパラメータの組合せを含む感度解析により不確かさ評価を行った。 

 

（※）フェーズ 2において、KROTOS 実験及び TROI 実験の装置を使用した実験が実施されている。 
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（5）まとめ 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

① 以上の確認結果から、有効性評価における MAAP の使用方法が妥当と判

断できることを確認。 

 

① MAAPの申請者の説明内容について、以下のように確認した。 

・ 炉心損傷後を含めたシビアアクシデントの事象進展に係る重要現象に対する解析モデルが説明されている。（（１）重要現象の特定、（２）解析モ

デル） 

・ シビアアクシデントの分野においては、国際的に広く利用されている最も代表的なコードの1つであり、PWR実機を対象とした安全解析への豊富な

適用実績がある。（（２）解析モデル） 

・ 実験による検証や他のシビアアクシデントコードとのベンチマーク計算を通じて、一定の信頼性が確認されている。これを前提として、炉心損傷

後を含めたシビアアクシデントの事象進展に係る重要現象に係る解析モデルについて感度解析を行い、解析結果が概ね妥当と見なせることを確認

している。（（３）妥当性確認（実験解析等）） 

なお、 不確かさ評価に先立ち、これまでにMELCORによりモデルプラントを対象とした数多くの事故シーケンスについて解析を行い、解析結果の解

釈において考慮すべき主要な不確かさ要因について確認している。また、多くの事故シーケンスで、MAAPによる解析と比較可能な結果を得ている。こ

れらで抽出された不確かさ要因について、申請者は感度解析による不確かさ評価を行っている。（（４）不確かさ評価（感度解析等）） 

以上のとおり、有効性評価における申請者のMAAPの解析結果の解釈は現在の技術レベルに照らして妥当であり、適切に不確かさを考慮することで有

効性評価に適用が可能と考えている。 
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6.6 APEX 

（1）重要現象の特定 
審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i)コードが解析対象とする事象で扱われる重要現象の抽出とランク付け

がなされていることを確認。 

① 解析対象とする事象に対して重要現象のランキング（H,M,L）が整理さ

れ、上記 5.の解析モデルの対応表と結果が矛盾しないことを確認。 

 

 

 

① 追補2.Ⅲの－第６部の表2.3-1「有効性評価の物理現象のランク」に有効性評価の対象とする事故シーケンスについて、物理現象のランキングが整理

されており、その理由について説明されていることを確認した。また、物理現象のランキングが、上記5.の解析モデルの対応表と整合が取れているこ

とを確認した。 

 

（2）解析モデル 
審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i) 解析モデルが有効性評価の解析に適用して概ね妥当であることを確

認。 

① 解析コードの主要な機能と解析モデルの説明がなされていること、ま

たその技術的レベルが有効性評価に適用しても問題が生じない程度で

あることを確認。もし、類似した目的で使用した実績がある場合には、

それを列挙することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② APEX のように、複数のコードの出力を入力とする場合は、各コードが

作成する入力データを整理して確認。 

③ 検出器（SRNM、IRM）モデルが、スクラム開始時刻を遅く評価するよう

に保守的となっていることを確認。 

 

 

 

① 解析コードの主要な機能としては、1点炉近似動特性方程式、定常の２次元(RZ)拡散方程式等を用いて、反応度投入事象における炉心の中性子動特性

等を評価することが可能な解析コードである。燃料エンタルピの増分については、APEX の解析結果を入力として、SCAT コードを用いて単チャンネル

熱水力解析を行うことにより評価することを確認した。また、解析モデルについては、以下の通り確認した。 

炉心動特性のモデル（APEX）については、 

 一点近似動特性モデル 

 二次元（RZ）拡散モデル 

について、解析モデルの説明がなされていることを確認した。 

炉心燃料のモデル（SCAT）については、 

 熱伝導モデル 

 燃料ペレット－被覆管ギャップ熱伝達モデル 

について、解析モデルの説明がなされていることを確認した 

原子炉熱流動モデル（SCAT）については、 

 燃料棒表面熱伝達モデル 

 沸騰遷移評価モデル 

について、解析モデルの説明がなされていることを確認した。 

本コードの使用実績としては、以下の通り説明していることを確認した。 

 APEX と SCAT は、BWR の原子炉設置許可申請書等において「運転時の異常な過渡変化」及び「事故」の解析において燃料エンタルピ増分の評

価に使用されているものと同一である。「反応度の誤投入」時の物理事象が、「原子炉起動時の制御棒の異常な引き抜き」と基本的に同一の

物理現象を扱い、反応度の投入量も少ないことから、本コードは「反応度の誤投入」時の有効性評価に対して適用実績がある。 

② APEX の入力である初期炉心状態、引抜制御棒反応度及びスクラム反応度は、三次元沸騰水型原子炉模擬計算コードによる評価結果を用いており、動

特性パラメータ、核定数等は、単位燃料集合体核特性コードの評価結果を用いていることを確認した。 

③ 事故シーケンス「反応度の誤投入」では，制御棒引き抜きに伴い出力が上昇した後，中間領域計装（以下「IRM」という。）の中性子束高信号，又は

起動領域計装（以下「SRNM」という。）の原子炉周期短信号が発生して原子炉スクラムし，事象が収束する。「IRM」のモデルでは、IRM 検出器周囲の

出力ピーキング係数を小さめに設定し、「SRNM」のモデルにおいては、SRNM の計数率の上昇率が炉心平均出力の増加率より小さく評価することから、

スクラム時刻を保守側（遅め）に評価することを確認した。 
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（3）妥当性確認（実験解析等） 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

(i)検証方針の確認 

① 「はじめに」で示した２つの検証方針のうち、いずれを採用するかが

明確であることを確認。 

 

 

① 本コードは、炉心損傷に至る前の原子炉を対象としており、原則として従来の設計基準事故を対象とした安全解析コードとほぼ同等の検証方法が適

用可能であるとしていることを確認。 

実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有

効性評価に関する審査ガイド 

2.炉心損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

2.2.1 有効性評価の手法及び範囲 

 (2) 実験等を基に検証され、適用範囲が適切なモデルを用いる。 

 

 (ii) 解析コードの妥当性が、実験解析等によって定量的に確認されてい

ることを確認 

① 有効性評価で想定する条件を十分に包絡する条件範囲について、実験

解析等（計算ベンチマークでも可）を通じて重要現象に係る解析モデ

ルの解析精度が明確にされていることを確認。 

 

② APEX のように、複数のコードの出力を入力とする場合は、個々のコー

ドに分離して段階的に検証を行っていることを確認（すべてを一括し

て総合的に検証する場合には、個々のコードの解析誤差が相殺されて、

偶然に良好な結果が得られる可能性を排除できない）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 重要現象の解析モデルについて、以下のように計算ベンチマークや試験解析等により妥当性評価を行い、有効性評価で想定する条件範囲について解

析精度を定量的に評価していることを確認した。 

 APEX の炉心の核特性に係る重要現象（中性子動特性、ドップラ反応度フィードバック効果等）については、SPERT-Ⅲ E-core 実験の解析結果によ

り、総合的に妥当性を確認している。 

② APEX の入力を作成するのコード毎に、そのコードの機能の検証に適した実験を選定して検証を行い、誤差を積み上げることにより総合的な誤差評価

が行われていることを確認した。 

 ドップラ反応度フィードバック効果については、核定数としてのドップラ反応度係数（※１）を Hellstrand らの実効共鳴積分の実験式との比較に

より検証し、また実効遅発中性子発生割合（※２）を MISTRAL 臨界試験の解析結果により妥当性を確認している。 

 制御棒反応度価値（※３）については、実機での制御棒価値測定試験の解析結果により妥当性を確認している。 

（※１）核定数は APEX の入力データであり、単位燃料集合体核計算コードにより求めている。Hellstrand の式の実効共鳴積分の温度依存性と単位

燃料集合体核計算コードによる実効共鳴積分の温度依存性の比較をしている。 

（※２）実効遅発中性子割合は APEX の入力であり、単位燃料集合体核計算コードにより求めている。単位燃料集合体核計算コードによる解析値と

試験の測定値を比較している。 

（※３）制御棒反応度価値は APEX の入力であり、三次元沸騰水型原子炉模擬計算コードにより求めている。 

 

（4）不確かさ評価（感度解析等） 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有

効性評価に関する審査ガイド 

2.炉心損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

2.2.1 有効性評価の手法及び範囲 

(3) 不確かさが大きいモデルを使用する場合又は検証されたモデルの適

用範囲を超える場合には、感度解析結果等を基にその影響を適切に考慮

する。 

 

 

 

 

 

 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  付録 3-30 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

(i) モデルの検証範囲を超えて使用する場合に感度解析等による不確か

さ評価を行っていることを確認 

① 不確かさ幅が大きい物理現象を抽出し、感度解析等による不確かさ評

価を行っていることを確認。 

② 2 次元(RZ)体型への縮約に伴う不確かさの影響を確認。 

 

 

 

① 不確かさ評価としては、「反応度の誤投入」時において、投入反応度量及び燃料エンタルピ増分の評価に対して影響が大きいと思われるドップラフィ

ードバック効果及び制御棒反応度価値について、感度解析よる不確かさ評価を行っている。 

② RZ 体系への縮約に伴う不確かさが解析結果に及ぼす影響を，縮約を介さずに炉心三次元体系で動特性解析を行うことができる三次元動特性解析コー

ドTRACG Ver.5（以下「TRACG」という。）を用いて評価した結果、APEXコードの二次元（RZ）体系への縮約操作に伴う不確かさが，判断指標に対する

結論に影響を与えるものでないことを確認した。 

 

（5）まとめ 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

① 以上の確認結果から、有効性評価における APEX の使用方法が妥当と判

断できることを確認。 

 

① APEXの申請者の説明内容について、以下のように確認した。 

 「反応度の誤投入」時の事象進展中における炉心の中性子動特性等と単チャンネル熱水力解析に係る重要現象に対する解析モデルが説明されて

いる。（（１）重要現象の特定、（２）解析モデル） 

 本コードについては、BWRの原子炉設置許可申請書等において「運転時の異常な過渡変化」及び「事故」の解析において燃料エンタルピ増分の評

価に適用実績がある（（２）解析モデル） 

 重要現象が「原子炉起動時の制御棒の異常な引き抜き」の物理現象に包含されることから、本コードは「反応度の誤投入」時の解析に適用でき

る。（（３）妥当性確認（実験解析等）） 

 不確かさ幅が大きいと思われる物理現象を適切に抽出し、感度解析による不確かさ評価を行っている。（（４）不確かさ評価（感度解析等）） 

以上のとおり、有効性評価における申請者のAPEXの特性に応じた使用方法は、概ね妥当と判断できる。 
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１.０ 共通事項 

（１）重大事故等対処設備に係る事項 

①切り替えの容易性 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．切り替えの容易性 

【要求事項】（注：Ⅱ 要求事項の再掲。以下同じ。） 

発電用原子炉設置者において、本来の用途以外の用途として重大事故等

に対処するために使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から

速やかに切り替えるために必要な手順等が適切に整備されているか、又

は整備される方針が適切に示されていること。 

 

 

① 「本来の用途以外の用途」を明確にしているか確認する。 

 

 

 

②「本来の用途以外の用途」として重大事故等に対処するために使用する

設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えるために

必要な手順が適切に整備されていること、手順に従って確実に行えるよ

う訓練を実施する方針であることを確認する。 

１．「切り替えの容易性」に係る方針等について、以下のとおりであることを確認した。 

  

 

 

 

 

 

①「本来の用途以外の用途」とは、設置している設備の本来の機能とは異なる目的で使用する場合に、本来の系統の構成とは異なる系統の構成を実施

し設備を使用する場合をいう。ただし、本来の機能と同じ目的で使用するために設置している可搬型設備を使用する場合は除く。 

 

②切替えの容易性について、本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては、重大事故等防止技術的能力基準１．

０項（１）①にのっとって、重大事故等に対処するための系統構成を弁操作により速やかに整えられるよう必要な手順を整備するとともに、確実に

行えるよう訓練を実施する。 

 

補足説明資料（添付資料 1.0.1）には、切り替えの容易性が求められる重大事故等対処設備選定の考え方、選定結果及び切り替え操作の具体事例が示

されている。 

 

②アクセスルートの確保 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．アクセスルートの確保 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、想定される重大事故等が発生した場合に

おいて、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況

を把握するため、工場又は事業所（以下「工場等」という。）内の道路

及び通路が確保できるよう、実効性のある運用管理を行う方針であるこ

と。 

 

 

（基本的な考え方） 

①可搬型重大事故等対処設備を運搬するため、又は他の設備の被害状況を

把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、迂回路も考慮

して複数のアクセスルートを確保する方針であることを確認する。なお、

可搬型重大事故等対処設備を保管のための施設内に保管する場合には、

搬出する設備が当該設備以外のものから悪影響を受けることなく搬出で

きるよう、施設内の設備の配置に配慮し、複数の扉を設ける等の方針であ

ることを確認する。確認にあたっては、敷地の特性を踏まえた検討がなさ

れていることに留意する。 

 

 

１．「アクセスルートの確保」について、以下の方針にしたがって実施するとしていることを確認した。 

 

アクセスルートの確保について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（１）②にのっとって実施する。 

なお、申請者は、アクセスルートの確保について、「屋外アクセスルートの確保」と「屋内アクセスルートの確保」に分けて整理していることから、

「審査の視点」及び「確認結果」について、まず、双方に共通する事項として、アクセスルート確保に係る「基本的な考え方」を示し、続いて、「屋外

アクセスルートの確保」、「屋内アクセスルートの確保」の順に、それぞれの個別方針を示す。 

 

（基本的な考え方） 

①想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬するため、又は他の設備の被害状況を把握するため、発電所内の

道路及び通路が確保できるよう、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する方針であること。 

また、屋外及び屋内において、アクセスルートは、想定される自然現象、発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象で

あって人為によるもの（故意によるものを除く。）、溢水及び火災を想定しても、運搬、移動に支障をきたすことのないよう、迂回路も考慮して複数

のアクセスルートを確保する。 

 

補足説明資料（添付資料 1.0.2）には、発電所構内の地形や敷地の使用状況等の特徴を踏まえた、屋内外のアクセスルート確保の考え方が示されてい

る。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.0-3 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

②アクセスルートの確保にあたり、想定される自然現象等を考慮するとし

ていることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③アクセスルート上の障害物を想定し、障害物を除去するための実効性の

ある運用管理を行う方針であることを確認する。 

 

 

 

 

④重大事故が発生した場合でも安全に経路を移動できるよう、アクセスル

ート上で想定される作業環境を踏まえ、ヘッドライト、懐中電灯、放射線

防護具等、必要な装備を整備する方針であることを確認する。 

 

 

⑤アクセスルートの確保は、設計で対応することを基本とするが、運用が整

備されないと車両等の通行性が確保されない場合は、通行に支障が無い

よう考慮した運用の方針が示されていることを確認する。 

 

 

②想定する自然現象として、１４事象※１を考慮し、発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故

意によるものを除く。）として、７事象※２を選定するとともに、重大事故時の高線量下環境を考慮する。 

 

※１ １４事象；地震、津波、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災及び高潮 

※２ ７事象；飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突及び電磁的障害 

 

 

補足説明資料（添付資料 1.0.2）には、想定する自然現象等とその選定の考え方並びにそれらがアクセスルート等へ与える影響評価結果が示されてい

る。 

 

③屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物等の損壊、周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり、不等沈下等）、その他自然現象による影響

（風（台風）及び竜巻による飛来物、積雪並びに火山の影響）を想定し、複数のアクセスルートの中から状況を確認し、早期に復旧可能なアクセス

ルートを確保するため、障害物を除去可能なブルドーザ等の重機を保管し、それを運転できる要員を確保する等、実効性のある運用管理を行う方針

であること。 

 

④屋外及び屋内のアクセスルートでの被ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い、移動時及び作業時の状況に応じて着用する。また、停電時及び夜

間時においては、確実に運搬、移動ができるように、可搬型照明を配備する。また、現場との連絡手段の確保をし、作業環境を考慮する。 

 

 

 

⑤アクセスルートの確保は、障害物除去等を除き、設計で対応する。 

２．屋外アクセスルートの確保 

 

①屋外アクセスルートを確保し、可搬型重大事故対処設備の運搬、他の設備

の被害状況を把握するとしていることを確認する。 

 

 

②屋外アクセスルートの確保にあたり、敷地の特性を踏まえ想定する自然

現象等による影響を想定し、早期に復旧可能なアクセスルートを確保す

るとしているか確認する。 

 

 

 

 

③屋外アクセスルートの確保にあたり、想定する自然現象等による影響を

想定し、複数のアクセスルートを確保するとしているか確認する。 

 

④アクセスルート上における被害想定（斜面崩壊、不等沈下、陥没、倒壊、

段差、溢水、火災等）を明確にし、車両の通行を考慮した補強、機器の撤

去等の対策を行う方針が示されていることを確認する。 

２．「屋外アクセスルートの確保」について、以下の方針に従い実施することを確認した。 

 

① 重大事故等が発生した場合、事故収束に迅速に対応するため、屋外の可搬型重大事故等対処設備（大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、電源車等）の保管

場所から目的地まで運搬するアクセスルートの状況確認、取水箇所の状況確認及びホース敷設ルートの状況確認を行い、併せて軽油タンク、常設代

替交流電源設備及びその他屋外設備の被害状況の把握を行う。 

 

② 屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物等の損壊、周辺タンクの損壊、周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり、液状化及び揺すり込

みによる不等沈下、地下構造物の損壊）、風（台風）及び竜巻による飛来物、積雪、火山の影響を想定し、複数のアクセスルートの中から状況を確認

し、早期に復旧可能なアクセスルートを確保するため、障害物を除去可能なブルドーザを保管、使用し、それを運転できる要員を確保する。 

また、地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対して、道路上への自然流下も考慮した上で、溢水による通行への影響を受けない箇所にアクセ

スルートを確保する。 

津波の影響については、基準津波に対し余裕を考慮した高さの防潮堤及び防潮壁で防護することにより複数のアクセスルートを確保する。 

 

③ 屋外アクセスルートは、発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）の

うち、飛来物（航空機落下）、爆発、近隣工場等の火災及び有毒ガスに対して、迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する。 

 

④屋外アクセスルートの周辺構造物等の損壊による障害物については、ブルドーザによる撤去あるいは複数のアクセスルートによる迂回を行う。 

地震の影響による周辺斜面の崩壊や道路面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で、可搬型重大事故等対処設備の運搬に必要

な幅員を確保する。 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.0-4 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

液状化、揺すり込みによる不等沈下及び地下構造物の損壊に伴う段差の発生が想定される箇所においては、これらがアクセスルートに影響がある

場合は段差緩和対策の実施、迂回又は砕石による段差箇所の仮復旧により、通行性を確保する。 

想定を上回る段差が発生した場合は、迂回路を通行するか、ブルドーザに積載した角材と土のうによる段差解消対策により、通行性を確保する。 

屋外アクセスルート上の風（台風）及び竜巻による飛来物に対してはブルドーザによる撤去を行い、積雪又は火山の影響に対しては、ブルドーザ

による除雪又は除灰を行う。なお、想定を上回る積雪又は火山の影響が発生した場合は、除雪又は除灰の頻度を増加させることにより対処する。ま

た、凍結及び積雪に対して、アクセスルートへの融雪剤配備、車両の常時スタッドレスタイヤ装着、並びに急勾配箇所のすべり止め材配備及びすべ

り止め舗装を施すことにより通行性を確保する。 

 

補足説明資料（添付資料1.0.2）では、地震時に期待する屋外アクセスルートの成立性を確認するため、アクセスルート確保に影響を与えると想定され

ている構造物等を網羅的に抽出し、波及的影響の観点から評価を行っている。 

 

３．屋内アクセスルートの確保 

 

①重大事故発生時における屋内アクセスルートを確保し、屋内の可搬型重

大事故対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するとしてい

ることを確認する。 

 

②地震による転倒、地震による内部溢水（溢水の汚染を含む）、地震による

内部火災等、想定する自然現象等による影響を踏まえて、内部アクセスル

ートを確保する方針であることを確認する。 

 

 

 

③屋内アクセスルートの確保にあたり、重大事故等時の操作に必要な活動

場所まで移動可能なアクセスルートが選定されているか、アクセスルー

ト上における被害想定（放射線、薬品の漏えい、資機材の転倒等）を明確

にし、保護具の着用、機器の撤去等の対策を行う方針が示されていること

を確認する。 

 

 

３．「屋内アクセスルートの確保」のための方針について、以下のとおり確認した。 

 

① 重大事故等が発生した場合において、屋内の可搬型重大事故等対処設備（可搬型計測器、主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池等）の保管場所に移動

するためのアクセスルートの状況確認を行い、併せて、その他屋内設備の被害状況の把握を行う。 

 

 

② 屋内アクセスルートは、自然現象として選定する地震、津波、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象、森林火災

及び高潮に対して、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確保する。 

また、発電所敷地又はその周辺における発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によ

るものを除く。）として選定する飛来物（航空機落下）、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス及び船舶の衝突に対して、外部からの衝撃による損傷の

防止が図られた建屋内に確保する。 

 

③ 屋内アクセスルートは、重大事故時に必要となる現場操作を実施する場所まで外部事象による影響を考慮しても移動可能なルートを選定する。ま

た、屋内アクセスルート上の資機材については、必要に応じて固縛又は転倒防止処置により、通行に支障をきたさない措置を講じる。 

屋内アクセスルート周辺の機器に対しては火災の発生防止処置を実施する。火災防護対策については、「添付書類八1.5.1.2火災発生防止に係る設

計方針」に示す。 

機器からの溢水が発生した場合については、適切な防護具を着用することにより、屋内アクセスルートを通行する。 

屋内アクセスルートでの被ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い、移動時及び作業時の状況に応じて着用する。停電時及び夜間時においては、

確実に運搬、移動ができるように、可搬型照明を配備する。また、現場との連絡手段を確保し、作業環境を考慮する。 

 

補足説明資料（添付資料1.0.2）では、重大事故等時に必要となる屋内での現場作業場所までのアクセス性について、地震被害（損壊・損傷）、地震随

伴火災、地震随伴溢水を評価し、要求時間内にアクセス可能であることが示されている。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.0-5 

（２）復旧作業に係る要求事項 

①予備品等の確保 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．予備品等の確保 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、重要安全施設（設置許可基準規則第２条

第９号に規定する重要安全施設をいう。）の取替え可能な機器及び部品

等について、適切な予備品及び予備品への取替のために必要な機材等を

確保する方針であること。 

 

【解釈】 

１ 「適切な予備品及び予備品への取替のために必要な機材等」とは、

気象条件等を考慮した機材、ガレキ撤去等のための重機及び夜間対応を

想定した照明機器等を含むこと。 

 

 

①優先順位を考慮して重要安全施設の取替え可能な機器、部品等の復旧作

業を実施する方針であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②有効な復旧対策についての継続的な検討を行うとともに、必要な予備品

の確保に努めることを確認する。 

 

③予備品への取替のために必要な機材等（気象条件等を考慮した機材、ガレ

キ撤去等のための重機及び夜間対応を想定した照明機器等を含む。）を確

保する方針であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「予備品等の確保」について、 

①優先順位を考慮して重要安全施設の取替え可能な機器、部品等の復旧作業を実施することとし、そのために必要な予備品及び予備品への取替えのた

めに必要な資機材等を確保することとしていることを確認した。 

具体的には以下の方針であることを確認した。 

○短期的には重大事故等対処設備で対応を行い、その後の事故収束対応の信頼性向上のため長期的に使用する設備を復旧する。 

○単一の重要安全施設の機能を回復することによって、重要安全施設の多数の設備の機能を回復することができ、事故収束を実施する上で最も効果

が大きいサポート系設備を復旧する。 

○復旧作業の実施に当たっては、復旧が困難な設備についても、復旧するための対策を検討し実施することとするが、放射線の影響、その他の作業

環境条件を踏まえ、復旧作業の成立性が高い設備を復旧する。 

 

②多様な復旧手段の確保、復旧を想定する機器の拡大、その他の有効な復旧対策についての継続的な検討を行うとともに、必要な予備品の確保に努め

ることとしていることを確認した。 

 

③予備品の取替え作業に必要な資機材等として、がれき撤去等のためのブルドーザ、夜間の対応を想定した照明機器、その他作業環境を想定した資機

材を確保するとしていることを確認した。 

 

補足説明資料（添付資料1.0.3）には、予備品及び予備品の取替えに必要な機材並びにそれらの保管場所が示されている。 

 

 

②予備品等の保管場所 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．予備品等の保管場所 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、上記予備品等を、外部事象の影響を受け

にくい場所に、位置的分散などを考慮して保管する方針であること。 

 

①予備品等を、地震による周辺斜面の崩落、津波による浸水等の外部事象の

影響を受けにくい場所に、位置的分散などを考慮して保管する方針であ

ることを確認。 

１．「保管場所の確保」について、 

 

 

 

①重大事故等防止技術的能力基準１．０項（２）②にのっとって、地震による周辺斜面の崩落、敷地下斜面のすべり、津波による浸水等の外部事象の

影響を受けにくい場所に位置的分散を考慮して予備品等を保管する方針であることを確認した。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.0-6 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

補足説明資料（添付資料1.0.3）には、保管場所選定の考え方、保管場所設定における事前対策が示されている。 

 

③予備品等の保管場所からのアクセスルートの確保 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．予備品等の保管場所からのアクセスルートの確保 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、想定される重大事故等が発生した場合に

おいて、設備の復旧作業のため、工場等内の道路及び通路が確保できる

よう、実効性のある運用管理を行う方針であること。 

 

 

①設備の復旧作業のため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、アク

セスルート（屋外、屋内）について、実効性のある運用管理を行う方針で

あることを確認。 

１．「アクセスルートの確保」について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（２）③にのっとって、設備の復旧作業を行うためのアクセスルート

の確保について、「１．（２）アクセスルートの確保」と同じ運用管理を実施する方針であることを確認した。 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.0-7 

（３）支援に係る要求事項 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．支援に係る要求事項 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、工場等内であらかじめ用意された手段

（重大事故等対処設備、予備品及び燃料等）により、事故発生後７日間

は事故収束対応を維持できる方針であること。 

また、関係機関と協議・合意の上、外部からの支援計画を定める方針で

あること。 

さらに、工場等外であらかじめ用意された手段（重大事故等対処設備、

予備品及び燃料等）により、事象発生後６日間までに支援を受けられる

方針であること。 

 

 

① 発電所内であらかじめ用意された重大事故等対処設備、予備品、燃料等

により、事故発生後7日間は事故収束対応を維持できる方針であること

を確認する。 

 

 

 

②プラントメーカ、協力会社、建設会社、燃料供給会社、他の原子力事業者

等関係機関と協議・合意の上、外部からの支援計画を定める方針であるこ

とを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③発電所外に保有している重大事故等対処設備と同種の設備、予備品、燃料

等により、事象発生後 6 日間までに支援を受けられる計画であることを

確認する。 

 

１．「支援に係る要求事項」について、以下の方針で実施するとしていることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①重大事故等に対して事故収束対応を実施するため、発電所内であらかじめ用意された重大事故等対処設備、予備品、燃料等により、重大事故等対策

を実施し、事故発生後 7 日間は事故収束対応を維持できる方針であること。重大事故等の対応に必要な水源については、淡水源に加え最終的に海水

に切り替えることにより水源が枯渇することがないようにする。 

 

補足説明資料（添付資料1.0.4）では、上記に示す、あらかじめ用意された手段を整理するとともに、発電所構内に確保している燃料及び必要な資機材

が、その選定の考え方を含めて示されている。 

 

②プラントメーカ、協力会社、燃料供給会社、他の原子力事業者等関係機関と協議及び合意の上、外部からの支援計画を定め、重大事故等時の支援及

び燃料の供給の協定を締結する。 

重大事故等が発生した場合、本店対策本部が発足し、協力体制が整い次第、プラントメーカ及び協力会社から現場操作対応等を実施する要員の派

遣、事故収束に向けた対策立案等の技術支援や要員の派遣等、重大事故等発生後に必要な支援、要員の運搬及び資機材の輸送について支援を迅速に

得られるように支援計画を定める。 

資機材等の輸送に関しては、専用の輸送車両を常備した運送会社及びヘリコプタ運航会社と協力協定を締結し、迅速な物資輸送を可能とするとと

もに中長期的な物資輸送にも対応できるように支援計画を定める。 

原子力災害における原子力事業者間協力協定に基づき、他の原子力事業者からは要員の派遣、資機材の貸与及び環境放射線モニタリングの支援を

受けられるようにするほか、原子力緊急事態支援組織からは、被ばく低減のために遠隔操作可能なロボット及び無線重機等の資機材並びに資機材を

操作する人員及び発電所までの資機材輸送の支援を受けられるように支援計画を定める。 

 

補足説明資料（添付資料1.0.4）では、事業者間協力協定に基づき貸与する原子力防災資機材が示されている。 

 

③本発電所は、発電所外に保有している重大事故等対処設備と同種の設備（電源車等）、予備品、燃料等について支援を受けることによって、発電所

内に配備する重大事故等対処設備に不具合があった場合の代替手段及び燃料の確保を行い、継続的な重大事故等対策を実施できるよう、事象発生後

6日間までに支援を受けられる計画であること。 

また、原子力事業所災害対策支援拠点から、発電所の支援に必要な資機材として、食糧、その他の消耗品及び放射線防護資機材を継続的に発電所

へ供給できる体制を整備する。 

 

補足説明資料（添付資料 1.0.4）では、原子力事業所災害対策支援拠点の候補地及び同拠点における必要な資機材、通信機器等の整備状況等が示され

ている。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 
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（４）手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備 

①手順書の整備 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．情報の収集及び判断基準 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、重大事故等に的確かつ柔軟に対処でき

るよう、あらかじめ手順書を整備し、訓練を行うとともに人員を確保す

る等の必要な体制の適切な整備が行われているか、又は整備される方針

が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 手順書の整備は、以下によること。 

ａ）発電用原子炉設置者において、全ての交流動力電源及び常設直流電

源系統の喪失、安全系の機器若しくは計測器類の多重故障又は複数号機

の同時被災等を想定し、限られた時間の中において、発電用原子炉施設

の状態の把握及び実施すべき重大事故等対策について適切な判断を行う

ため、必要となる情報の種類、その入手の方法及び判断基準を整理し、ま

とめる方針であること。 

 

①全ての交流動力電源及び常設直流電源の喪失、安全系の機器若しくは計

測器類の多重故障、複数号機の同時被災等の過酷な状態において、原子炉

施設の状態の把握及び重大事故等対策の適切な判断を行うため、必要な

情報が速やかに得られるように情報の種類及び入手方法を整理するとと

もに、判断基準を明確にする方針であることを確認する。 

 

１．「情報の収集及び判断基準」について、以下の方針に従って手順等を整備することを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 全ての交流動力電源及び常設直流電源の喪失、安全系の機器若しくは計測器類の多重故障、複数号炉の同時被災等の過酷な状態において、限られ

た時間のなかで２号炉の発電用原子炉施設の状態の把握及び重大事故等対策の適切な判断を行うため、必要な情報が速やかに得られるように情報

の種類及び入手方法を整理するとともに、判断基準を明確にし、運転操作手順書及び発電所対策本部用手順書にまとめる。 

なお、発電用原子炉施設の状態の把握が困難な場合にも対処できるよう、パラメータを計測する計器故障時又は計器故障が疑われる場合に発電用

原子炉施設の状態を把握するための手順、パラメータの把握能力を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を把握するための手順及び計測に必要な計

器電源が喪失した場合の手順を運転操作手順書及び発電所対策本部用手順書に整備する。 

 

２．判断に迷う操作等の判断基準の明確化 

【解釈】 

ｂ）発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損を防ぐために最優先すべき操作等の判断基準をあらかじめ明確

化する方針であること。（ほう酸水注入系(SLCS)、海水及び格納容器圧力

逃がし装置の使用を含む。） 

 

 

①海水の使用等、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防ぐため

に優先すべき操作等の判断基準をあらかじめ明確にした手順書を整備す

る方針であることを確認する。その際、具体的な手順の内容について示さ

れていることを確認する。 

 

２．「判断に迷う操作等の判断基準の明確化」について、以下の方針に従って手順等を整備することを確認した。 

 

 

 

 

 

 

①炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために、最優先すべき操作等を迷うことなく判断し実施できるよう、海水の使用等、炉心の

著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防ぐために優先すべき操作等の判断基準をあらかじめ明確にした手順書を整備する方針であること。 

具体的には、次のような手順を運転操作手順書又は発電所対策本部用手順書に整備する。 

○原子炉停止機能喪失時においては、迷わずほう酸水注入を行えるよう判断基準を明確にした手順を整備する。 

○炉心の著しい損傷又は原子炉格納容器の破損を防ぐために注水する淡水源が枯渇又は使用できない状況においては、設備への悪影響を懸念するこ

となく、迷わず海水注入を行えるよう判断基準を明確にした手順を整備する。 

○原子炉格納容器圧力が限界圧力に達する前、又は、原子炉格納容器からの異常漏えいが発生した場合に、確実に原子炉格納容器フィルタベント系

等の使用が行えるよう判断基準を明確にした手順を発電所対策本部用手順書に整備し、この発電所対策本部用手順書に従い、発電所対策本部長の

権限と責任において、発電課長が原子炉格納容器フィルタベント系等によるベントを実施する。 

○全交流動力電源喪失時等において、準備に長時間を要する可搬型重大事故等対処設備を必要な時期に使用可能とするため、準備に要する時間を考

慮の上、手順着手の判断基準を明確にした手順を整備する。 
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○その他、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防ぐために必要な各操作については、重大事故等対処設備を必要な時期に使用可能とする

ため、手順着手の判断基準を明確にした手順を整備する。 

○重大事故等対策時においては、設計基準事故時に用いる操作の制限事項は適用しないことを明確にした手順を整備する。 

 

３．財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針 

【解釈】 

ｃ）発電用原子炉設置者において、財産（設備等）保護よりも安全を優先

する方針が適切に示されていること。 

 

 

①財産（設備等）保護よりも安全を優先する共通認識を持ち、行動できるよ

う、社長があらかじめ方針を示していることを確認する。 

 

②当直長が躊躇せず指示できるよう、財産（設備等）保護よりも安全を優先

する方針に基づき定めた判断基準を運転手順書に整備する方針であるこ

と。 

 

③発電所の緊急時対策本部長が、財産（設備等）保護よりも安全を優先する

方針に従った判断を実施すること、財産（設備等）保護よりも安全を優先

する方針に基づき定めた判断基準を緊急時対策本部用手順書に整備する

方針であること。 

３．「財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針」について、以下の方針に従って手順等を整備することを確認した。 

 

 

 

 

①重大事故等対策の実施において、財産（設備等）保護よりも安全を優先する共通認識を持ち、行動できるよう、社長があらかじめ方針を示すこと。 

 

 

②重大事故等発生時の運転操作において、発電課長が躊躇せず指示できるよう、財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針に基づき定めた判断基

準を運転操作手順書に整備する方針であること。 

 

③重大事故等発生時の発電所対策本部の活動において、重大事故等対策を実施する際に、発電所の発電所対策本部長が、財産（設備等）保護よりも安

全を優先する方針に従った判断を実施すること。同方針に基づき定めた判断基準を発電所対策本部用手順書に整備する方針であること。  

 

４．手順書の構成及び手順書相互間の移行基準の明確化 

【解釈】 

ｄ）発電用原子炉設置者において、事故の進展状況に応じて具体的な重

大事故等対策を実施するための、運転員用及び支援組織用の手順書を適

切に定める方針であること。なお、手順書が、事故の進展状況に応じてい

くつかの種類に分けられる場合は、それらの構成が明確化され、かつ、各

手順書相互間の移行基準を明確化する方針であること。 

 

 

①事故の進展状況に応じて具体的な重大事故等対策を実施するための運転

員用及び支援組織用の手順書を整備する方針であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

②運転手順書は、事故の進展状況に応じて構成を明確化し、手順書相互間の

移行基準を明確にする方針であることを確認する。 

 

４．「手順書の構成及び手順書相互間の移行基準の明確化」について、以下の方針に従って手順等を整備することを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

①事故の進展状況に応じて具体的な重大事故等対策を実施するための運転員用及び支援組織用の手順書を整備する方針であること。 

具体的には、次の様な手順等を整備するとしている。 

○重大事故等対策時に使用する手順書として、発電所内の運転員と重大事故等対策要員（運転員を除く。）が連携し、事故の進展状況に応じて具体

的な重大事故等対策を実施するため、運転操作手順書及び発電所対策本部用手順書を適切に定める。 

○運転操作手順書は、重大事故等対策を的確に実施するために、事故の進展状況に応じて構成し定める。 

○発電所対策本部用手順書として、事故状況に応じた戦略の検討及び現場での重大事故等対策を的確に実施するための必要事項を明確に示した手順

を定める。 

 

②運転操作手順書は、事故の進展状況に応じて構成を明確化し、手順書相互間の移行基準を明確にする方針であること。 

具体的な主な移行基準等は、以下のとおりとしている。 

○異常又は事故発生時は、警報処置運転手順書により初期対応を行う。 

○事象が進展した場合には、警報処置運転手順書から非常時操作手順書（イベントベース）に移行する。 

○警報処置運転手順書及び非常時操作手順書（イベントベース）で対応中は、パラメータ（未臨界性、炉心の冷却機能、原子炉格納容器の健全性）を

常に監視し、あらかじめ定めた非常時操作手順書（徴候ベース）の導入条件が成立した場合には、非常時操作手順書（徴候ベース）に移行する。 

ただし、非常時操作手順書（徴候ベース）の導入条件が成立した場合でも、原子炉スクラム時の確認事項等、非常時操作手順書（イベントベー
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ス）に具体的内容を定めている対応については、非常時操作手順書（イベントベース）を参照する。 

異常又は事故が収束した場合は、非常時操作手順書（徴候ベース）に従い復旧の措置を行う。 

○非常時操作手順書（徴候ベース）による対応で事故収束せず炉心損傷に至った場合は、非常時操作手順書（シビアアクシデント）に移行する。 

 

５．状態の監視及び事象進展の予測に係る手順書の整備 

【解釈】 

ｅ）発電用原子炉設置者において、具体的な重大事故等対策実施の判断

基準として確認される水位、圧力及び温度等の計測可能なパラメータを

手順書に明記する方針であること。また、重大事故等対策実施時のパラ

メータ挙動予測、影響評価すべき項目及び監視パラメータ等を、手順書

に整理する方針であること。 

 

 

①重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータをあらか

じめ選定し、手順書に明記する方針であること。 

 

 

 

 

 

 

 

②重大事故等対策実施時におけるパラメータ挙動予測、影響評価すべき項

目、監視パラメータ等を手順書に整理する方針であること。 

 

③有効性評価等にて整理した有効な情報を、運転員及び緊急時対策本部要

員が使用する手順書に整理する方針であること。 

 

５．「状態の監視及び事象進展の予測に係る手順書の整備」について、以下の方針に従い手順等を整備するとしていることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

①重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータのうち発電用原子炉施設の状態を直接監視することが必要である計測可能なパラメ

ータをあらかじめ発電用原子炉施設の状態を監視するパラメータの中から選定し、運転操作手順書及び発電所対策本部用手順書に明記する方針であ

ること。 

整理に当たっては、耐震性、耐環境性のある計測機器での確認の可否、記録の可否、直流電源の喪失時における可搬型計測器による計測可否等の

情報を発電所対策本部用手順書に明記する。 

なお、発電用原子炉施設の状態を監視するパラメータが故障等により計測不能な場合は、他のパラメータにて当該パラメータを推定する方法を発

電所対策本部用手順書に明記する。 

 

②重大事故等対策実施時におけるパラメータ挙動予測、影響評価すべき項目、監視パラメータ等を発電所対策本部用手順書に整理する方針であること。 

 

③有効性評価等にて整理した有効な情報を、運転員が使用する運転操作手順書、重大事故等対策要員（運転員を除く。）が使用する発電所対策本部用手

順書に整理する方針であること。 

また、有効性評価等にて整理した有効な情報について、重大事故等対策要員（運転員を除く。）が運転員を支援するためのパラメータ挙動予測や

影響評価のための判断情報とし、発電所対策本部用手順書に整理する。 

 

６．前兆事象の確認を踏まえた事前の対応手順の整備 

【解釈】 

ｆ）発電用原子炉設置者において、前兆事象を確認した時点での事前の

対応(例えば大津波警報発令時の原子炉停止･冷却操作)等ができる手順

を整備する方針であること。 

 

（１）前兆事象を確認した時点で事前の対応ができる体制及び手順書を整

備する方針とすることを確認する。 

①重大事故を引き起こす可能性がある前兆事象を確認した場合の事前の対

応等について予め検討する方針であるか確認する。 

 

②前兆事象を確認した場合の体制、手順等を整備する方針であることを確

認する。 

 

 

６．「前兆事象の確認を踏まえた事前の対応手順」について、以下の方針に従い手順等を整備するとしていることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

①前兆事象として把握ができるか、重大事故を引き起こす可能性があるかを考慮して、設備の安全機能の維持及び事故の防止対策をあらかじめ検討す

る方針であること。 

 

②前兆事象を確認した時点で事前の対応ができる体制及び手順書を整備する方針であること。 

具体的には、以下に示す手順等を整備するとしている。 

○台風進路に想定される場合、屋外設備の暴風雨対策の強化及び巡視点検の強化する手順を整備する。 
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○竜巻の発生が予測される場合、車両の退避又は固縛の実施、クレーン作業の中止、外部事象防護対象施設を内包する区画に設置する扉の閉止状態

を確認する手順を整備する。 

○その他の前兆事象を伴う事象については、気象情報の収集、巡視点検の強化及び前兆事象に応じた事故の未然防止の対応を行う手順を整備する。 

 なお、大津波警報が発令された場合の対応については、次項に示す。 

 

（２）（１）で選定した前兆事象のうち大津波警報が発令された場合、原則

として原子炉を停止し、冷却操作を開始する手順書を整備する方針と

することを確認する。 

①大津波時の対応操作について、プラント停止の判断基準が明確である手

順書を整備する方針であることを確認。 

①大津波警報が発令された場合、原子炉を停止し、冷却操作を開始する手順書を整備する方針であることとしており、プラント停止の判断基準を明確

にした手順書を整備する方針を確認した。 

具体的には、大津波警報が発令された場合、原則として発電用原子炉を停止し、冷却操作を開始する手順を整備する。また、所員の避難及び扉の閉止

を行い、取水ピット水位計及び津波監視カメラによる津波の継続監視を行う手順を整備する。また、引き波により取水ピット水位がタービン補機冷却

海水系ポンプの安全運転限界水位より低下した場合等、発電用原子炉の運転継続に支障がある場合に、発電用原子炉を手動停止する手順を整備する。 
 

②教育及び訓練の実施 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．教育及び訓練の実施方針 

【解釈】 

２ 訓練は、以下によること。 

ａ）発電用原子炉設置者において、重大事故等対策は幅広い発電用原子

炉施設の状況に応じた対策が必要であることを踏まえ、その教育訓練等

は重大事故等時の発電用原子炉施設の挙動に関する知識の向上を図るこ

とのできるものとする方針であること。 

 

（１）重大事故等対策における手順について、重大事故等対策に必要な要員

が有する力量を明確にした上で網羅的に整備され、教育及び訓練を計

画的に実施する方針としているか。 

①重大事故時の発電用原子炉施設の挙動に関する知識向上を図ることが出

来る教育訓練等がなされる方針であることを確認する。 

 

 

②重大事故等対策に係る教育及び訓練について、計画的に教育及び訓練を

実施する方針とすることを確認。 

 

 

③教育及び訓練について、対象者（協力会社を含む。）を明確にした上で、

対象者に対して要求する力量を確保する方針とすることを確認。 

１．「教育及び訓練の実施方針」について、以下の方針に従って実施することを確認した。 

 

重大事故等対策は、発電用原子炉施設の状況に応じた幅広い対策が必要であることを踏まえ、重大事故等発生時の発電用原子炉施設の挙動に関する知

識の向上を図る教育及び訓練を実施する方針であること。 

 

 

 

 

具体的には、 

①教育訓練の内容について、重大事故等時にプラント状態を早期に安定な状態に導くための的確な状況把握、確実及び迅速な対応を実施するために必

要な知識について、要員の役割に応じた教育訓練を実施し、重大事故時の発電用原子炉施設の挙動に関する知識向上を図ることができる教育訓練等

を行う。 

 

②教育訓練を計画的に実施することについて、要員に対し必要な教育及び訓練項目を年 1 回以上実施すること、年 1 回の訓練では力量の維持が困難な

教育及び訓練については、年2回以上実施する。 

 

③教育訓練の対象者の明確化について、「第2表 重大事故等対策における操作の成立性」に、重大事故時の対応手段ごとに、対象者を明示する。併せ

て、対応手段毎に想定時間を明示し、必要な要員数及び想定時間にて対応できるよう、教育及び訓練により効率的かつ確実に実施できることを確認

する。 

 

（２）（１）により整備された教育及び訓練を実施し、必要となる力量が維

持されていることを管理する方針としているか。 

①力量が維持されていることを確認するため、力量評価方法を明確にした

上で力量管理を行う方針であることを確認する。 

 

①必要な力量の確保に当たっては、通常時の実務経験を通じて付与される力量を考慮し、事故時対応の知識及び技能について、重大事故等に対処する

要員の役割に応じた教育及び訓練を定められた頻度、内容で計画的に実施することにより重大事故等に対処する要員の力量の維持及び向上を図ると

していることを確認した。 

また、力量評価の考え方については、以下のとおりであることを確認した。 

◯重大事故等に対処する要員に対し必要な教育及び訓練項目を年1回以上実施し、評価することにより、力量が維持されていることを確認する。 

◯各要員の役割に応じた教育及び訓練を計画的に繰り返すことにより、各手順を習熟し、力量の維持及び向上を図る。 

◯重大事故等に対処する要員の力量評価の結果に基づき教育及び訓練の有効性評価を行い、年 1 回の実施頻度では力量の維持が困難と判断される教

育及び訓練については、年2回以上実施する。 
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２．知識ベースの理解向上に資する教育及び総合的な演習の実施 

【解釈】 

ｂ）発電用原子炉設置者において、重大事故等対策を実施する要員の役

割に応じて、定期的に知識ベースの理解向上に資する教育を行うととも

に、下記３a）に規定する実施組織及び支援組織の実効性等を総合的に確

認するための演習等を計画する方針であること。 

 

（１）重大事故等対策を実施する要員の役割に応じて、定期的に知識ベース

の理解向上に資する教育を行う方針としていることを確認する。 

その際、以下の事項が明確になっていることを確認する。 

1. 教育対象者（協力会社を含む。）が明確になっていること。 

2. 教育の目的若しくは、教育により期待する効果が明確になっている

こと。 

２．知識ベースの理解向上に資する教育及び総合的な演習の実施について、以下の方針に従って実施することを確認した。 

 

重大事故等に対処する要員の役割に応じて、重大事故等よりも厳しいプラント状態となった場合でも対応できるよう、重大事故等の内容、基本的な

対処方法等、定期的に知識ベースの理解向上に資する教育を行う方針であること。 

具体的には、知識ベースの教育及び訓練について、運転員に対しては、知識の向上と手順書の実効性を確認するため、シミュレータ訓練又は現場

操作を模擬した訓練を実施する。シミュレータ訓練は、従来からの設計基準事故等に加え、重大事故等に対し適切に対応できるよう計画的に実施す

る。また、重大事故等時の対応力を養成するため、手順に従った対応中において判断に用いる監視計器の故障や動作すべき機器の不動作等、多岐に

わたる機器の故障を模擬し、関連パラメータによる事象判断能力、代替手段による復旧対応能力等の運転操作の対応能力向上を図る。また、東京電

力株式会社福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえ、監視計器が設置されている周囲環境条件の変化により、監視計器が示す値の変化に関する

教育及び訓練を実施する。 

実施組織の重大事故等対策要員（運転員を除く。）に対しては、要員の役割に応じて、発電用原子炉施設の冷却機能の回復のために必要な電源確保

及び可搬型重大事故等対処設備を使用した給水確保の対応操作を習得することを目的に、手順や資機材の取扱い方法の習得を図るための訓練を、訓

練ごとに頻度を定めて実施する。訓練では、訓練ごとの訓練対象者全員が実際の設備又は訓練設備を操作する訓練を実施する。 

実施組織及び支援組織の重大事故等対策要員（運転員を除く。）に対しては、要員の役割に応じて、アクシデントマネジメントの概要、重大事故等

時のプラント状況の把握、的確な対応操作の選択、確実な指揮命令の伝達等の一連の発電所対策本部の機能、支援組織の位置付け、実施組織と支援

組織の連携を含む発電所対策本部の構成及び手順書の構成に関する机上教育とともに、発電所対策本部の各要員に応じて、災害対策に係る訓練を実

施する。 

 

（２）実施組織及び支援組織の実効性等を総合的に確認するための演習等

を定期的に計画する方針としているか。 

 

①個別手順を組み合わせた総合訓練等を実施し、力量評価を実施し、継続的

に実施し教育プログラムが改善される仕組みと方針とすることを確認。 

①実施組織及び支援組織の実効性等を総合的に確認するための演習について、現場作業を行う重大事故等対策要員（運転員を除く。）と運転員が連携し

て一連の活動を行う訓練及び実施組織と支援組織の実効性等を総合的に確認するための演習等を定期的に計画する方針であることを確認した。 

具体的には、現場作業に当たっている重大事故等対策要員（運転員を除く。）が、作業に習熟し必要な作業を確実に完了できるよう、運転員（中央

制御室及び現場）と連携して一連の活動を行う訓練を計画的に実施することを確認した。 

重大事故等発生時のプラント状況の把握、的確な対応操作の選択等、実施組織及び支援組織の実効性等を総合的に確認するための演習を計画的に

実施するとしていることを確認した。 

なお、これらの教育及び訓練の実施にあたり、計画（P）、実施（D）、評価（C）、改善（A）のプロセスを適切に実施し、PDCAサイクルを回すことで、

必要に応じて手順書の改善、体制の改善等の継続的な重大事故等対策の改善を図るとしていることを確認した。 

 

３．保守点検活動を通じた訓練の実施 

【解釈】 

ｃ）発電用原子炉設置者において、普段から保守点検活動を自らも行っ

て部品交換等の実務経験を積むことなどにより、発電用原子炉施設及び

予備品等について熟知する方針であること。 

 

 

①発電用原子炉施設等を熟知するため、従来、協力会社に依存してきた部品

交換等の保守点検活動を自社社員自らも行う保守活動を行う方針とする

ことを確認。 

 

３．「保守点検活動を通じた訓練の実施」について、以下の方針に従って実施するとしていることを確認した。 

①保守訓練の実施にあたり、普段から保守点検活動を社員自らが行って部品交換等の実務経験を積むことなどにより、発電用原子炉施設、予備品等に

ついて熟知する方針であること。 

具体的には、運転員は、通常時に実施する項目を定めた手順書に基づき、設備の巡視点検、定例試験及び運転に必要な操作を社員自らが行う。 

重大事故等対策要員（運転員を除く。）は、要員の役割に応じて、技能訓練施設にてポンプ、弁設備の分解点検、調整、部品交換等の実習を社員自

らが実施することにより技能及び知識の向上を図る。さらに、設備の点検においては、保守実施方法をまとめた手順書に基づき、現場において巡視

点検、分解機器の状況確認、組立状況確認及び試運転の立会確認を行うとともに、工事要領書の内容確認及び作業工程検討等の保守点検活動を社員

自らが行う。 
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４．高線量下等を想定した訓練の実施 

【解釈】 

ｄ）発電用原子炉設置者において、高線量下、夜間及び悪天候下等を想定

した事故時対応訓練を行う方針であること。 

 

 

①重大事故等発生時の事象進展により想定される環境下（高線量下、夜間、

悪天候その他の厳しい環境）を踏まえた訓練を実施する方針とすること

を確認。 

 

４．高線量下等を想定した訓練の実施について 

 

 

 

 

①高線量下、夜間、悪天候等を想定した事故時対応訓練を実施する方針であるとしていることを確認した。 

具体的には、重大事故等時の対応や事故後の復旧を迅速に実施するために、重大事故等時の事象進展により高線量下になる場所を想定した事故時

対応訓練、夜間及び降雨並びに強風等の悪天候下等を想定した事故時対応訓練等、様々な状況を想定し、訓練を実施するとしていることを確認した。 

 

５．マニュアル等を即時利用可能とするための準備 

【解釈】 

ｅ）発電用原子炉設置者において、設備及び事故時用の資機材等に関す

る情報並びにマニュアルが即時に利用できるよう、普段から保守点検活

動等を通じて準備し、及びそれらを用いた事故時対応訓練を行う方針で

あること｡ 

 

①設備及び事故時用の資機材等に関する情報並びにマニュアルが即時に利

用できるよう、通常時から保守点検活動等を通じて準備する方針とする

ことを確認。 

 

②通信設備及び事故時用の資機材等に関する情報並びにマニュアルを用い

た事故時対応訓練を行う方針とすることを確認 

５．「マニュアル等を即時利用可能とするための準備」については、以下の方針にしたがい実施することを確認した。 

 

 

 

 

 

①重大事故時の対応や事故後の復旧を迅速に実施するために、設備及び事故時用の資機材等に関する情報並びに手順書が即時に利用できるよう、普段

から保守点検活動等を通じて準備し、 

 

②それらの情報及び手順書を用いた事故時対応訓練を行うことで、設備資機材の保管場所、保管状態を把握し、取扱いの習熟を図るとともに、資機材

等に関する情報及び手順書の管理を実施する。 

 

③体制の整備 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．役割分担及び責任者の明確化 

【解釈】 

３ 体制の整備は、以下によること。 

ａ）発電用原子炉設置者において、重大事故等対策を実施する実施組織

及びその支援組織の役割分担及び責任者などを定め、効果的な重大事故

等対策を実施し得る体制を整備する方針であること。 

 

①重大事故等対策を実施する実施組織及び実施組織に対して支援を行う支

援組織の役割分担、責任者等を定める方針であることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②専門性及び経験を考慮した作業班の構成を行う方針であることを確認。 

 

１．「役割分担及び責任者の明確化」について、以下の方針に従い、実施するとしていることを確認した。 

 

 

 

 

 

①重大事故等対策を実施する実施組織及び実施組織に対して支援を行う支援組織の役割分担、責任者等を定める方針であること。 

重大事故等を起因とする原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に、事故原因の除去、原子力災害の拡大防止及びその他の必要

な活動を迅速かつ円滑に行うため、所長（原子力防災管理者）は、事象に応じて緊急体制を発令し、重大事故等対策要員の非常招集及び通報連絡を

行い、発電所に自らを本部長とする発電所対策本部を設置して対処する。 

発電所対策本部は、重大事故等対策を実施する実施組織、実施組織に対して技術的助言を行う技術支援組織及び実施組織が事故対策に専念できる

環境を整える運営支援組織で編成する。実施組織は、号機統括を配置し、号機班、当直（運転員）、復旧班、自衛消防隊により構成する。技術支援組

織は、計画・情報統括を配置し、計画班及び保安班で構成する。運営支援組織は、対外対応統括及び総務統括を配置し、通報班、立地・広報班、資材

班及び総務班で構成し、必要な役割の分担を行い重大事故等対策が円滑に実施できる体制を整備する。 

 

②専門性及び経験を考慮した作業班の構成を行う方針であること。 

具体的には、作業班の構成について、通常時の発電所体制下での運転、日常保守点検活動の実務経験が発電所対策本部での事故対応、復旧活動に



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.0-14 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

③指揮命令系統を明確にし、効果的な重大事故等対策を実施し得る体制を

整備する方針であることを確認。 

 

 

活かすことができ、組織が効果的に重大事故等対策を実施できるよう、専門性及び経験を考慮した上で機能班の構成を行う。 

 

③指揮命令系統を明確にし、効果的な重大事故等対策を実施し得る体制を整備する方針であること。 

具体的には、各班の役割分担、対策の実施責任を有する班長を定め、指揮命令系統を明確にし、効果的な重大事故等対策を実施し得る体制を整備

する。 

 

２．実施組織の構成 

【解釈】 

ｂ）実施組織とは、運転員等により構成される重大事故等対策を実施す

る組織をいう。 

 

①実施組織として、運転員等により構成される重大事故等対策を実施する

組織を設置し、構成する組織の役割分担を明確にする方針であることを

確認する。 

 

 

 

 

 

 

②実施組織における原子炉主任技術者の役割分担が明確になっていること

を確認する。 

 

※各組織を構成する班の具体的な役割分担及び業務の範囲については「６.

各班の役割分担及び責任の明確化」にて確認する。 

 

２．重大事故等対策を実施する実施組織の構成について、以下のとおり必要な役割分担を行い重大事故等対策が円滑に実施できる体制を整備する方針

であることを確認した。 

 

 

①実施組織は、運転号炉及び停止号炉に統括を配置し、発電管理班、保修班により構成し、必要な役割の分担を行い重大事故等対策が円滑に実施でき

る体制を整備する。 

統括は、対象号炉に関する事故の影響緩和・拡大防止に関わる対応の統括を行う。 

班の構成については以下のとおり。 

a.事故の影響緩和及び拡大防止に関わるプラントの運転操作等を実施する発電管理班 

b.事故の影響緩和及び拡大防止に関わる可搬型重大事故等対処設備の操作、不具合設備の復旧等を実施する保修班 

c.火災発生時に消火活動を実施する自衛消防隊 

 

②発電用原子炉主任技術者は、発電所対策本部においてその職務に支障をきたすことがないように、独立性を確保し、の構成要員として重大事故等が

発生した場合に事故の拡大防止、影響緩和について保安の監督及び指示を行う。 

 

 

 

 

３．複数号炉の同時被災への対応 

【解釈】 

ｃ）実施組織は、工場等内の全発電用原子炉施設で同時に重大事故が発

生した場合においても対応できる方針であること。 

 

①複数号炉で同時に重大事故等が発生した場合においても、予め定められ

た指揮命令系統のもと、対応できる方針であることを確認する。 

 

 

 

 

 

②複数号炉で同時に重大事故が発生した場合においても対応できるよう、

必要な要員を確保する方針であることを確認する。 

 

 

③複数号炉で同時に重大事故等が発生した場合においても、原則として号

炉ごとに独立した対応ができる体制を整備する方針であることを確認す

る。 

３．「複数号炉の同時被災への対応」について、以下の方針に従い実施することを確認した。 

 

 

 

①複数号炉での対処が必要な事象が発生した場合において、情報の混乱や指揮命令が遅れることのないよう、運転号炉及び停止号炉に配置された統括

は、発電所対策本部長の活動方針の下、対象号炉の事故影響の緩和及び拡大の防止に関わる運転操作への助言、可搬型重大事故等対処設備を用いた

対応、不具合設備の復旧等に関する統括を行い、重大事故等対策を実施する方針であること。 

また、複数号炉の同時被災時において、当直（運転員）は号炉ごとの運転操作指揮を当直副長が行い、号炉ごとに運転操作に係る情報収集や事故

対策の検討を行うことにより、情報混乱や指揮命令が遅れることのない体制とする。 

 

②必要な重大事故等に対処する要員を発電所内に常時確保し、複数号炉の同時被災等が発生した場合においても対応できる体制とする方針であること。 

具体的には、必要な重大事故等に対処する要員を発電所内に常時確保することにより、重大事故等対処設備を使用し 2 号炉の炉心損傷防止及び原

子炉格納容器破損防止の重大事故等対策を実施するとともに、他号炉の使用済燃料プールの被災対応ができる体制とする。 

 

③複数号炉において同時に重大事故等が発生した場合においても、①のとおり対応を実施する。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.0-15 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

④複数号炉で同時に重大事故等が発生した場合の被ばく評価が示されてい

ることを確認する。被ばく評価にあたっては、各々の号炉間の相互影響も

考慮した被ばく評価を行うこと。 

 

 

※ 大規模損壊の同時被災に関する審査の視点及び確認事項は、「重大事故

防止技術的能力基準２．１項」に反映している。 

 

 

④補足説明資料（添付資料1.0.16）にて、複数号炉において同時に重大事故等が発生した場合における2号炉の重大事故等の対応への影響について示

されている。 

４．支援組織の構成 

【解釈】 

ｄ）支援組織として、実施組織に対して技術的助言を行う技術支援組織

及び実施組織が重大事故等対策に専念できる環境を整える運営支援組織

等を設ける方針であること。 

 

 

①支援組織として、実施組織に対して技術的助言を行う技術支援組織、実施

組織が重大事故等対策に専念できる環境を整える運営支援組織を設ける

方針であることを確認する。 

②技術支援組織の構成が明確になっていることを確認する。 

 

 

③運営支援組織の構成が明確になっていることを確認する。 

 

※各組織を構成する班の役割分担及び支援の範囲については、「６.各班の

役割分担及び責任者の明確化」にて確認する。 

 

４．「支援組織の構成」について、以下の方針であることを確認した。 

 

 

 

 

 

①発電所対策本部に支援組織として、実施組織に対して技術的助言を行う技術支援組織、実施組織が重大事故等対策に専念できる環境を整える運営支

援組織を設ける方針であること。 

 

②技術支援組織は、プラント状態の進展予測、評価等を行う班、発電所内外の放射線及び放射能の状況把握、影響範囲の評価、被ばく管理、汚染拡大

防止措置に関する指示等を行う班で構成すること。  

 

 

③運営支援組織は、発電所対策本部の運営支援、対外関係機関への通報連絡等を行う班、要員の呼集、資材の調達及び輸送に関する一元管理等を行う

班、社外対応情報の収集、報道機関対応者の支援等を行う班で構成すること。 

 

５．対策本部の設置及び要員の招集 

【解釈】 

ｅ）発電用原子炉設置者において、重大事故等対策の実施が必要な状況

においては、実施組織及び支援組織を設置する方針であること。また、あ

らかじめ定めた連絡体制に基づき、夜間及び休日を含めて必要な要員が

招集されるよう定期的に連絡訓練を実施することにより円滑な要員招集

を可能とする方針であること。 

 

 

①重大事故等対策の実施が必要な状況において、発電所内に実施組織及び

支援組織を設置する方針であること、実施組織及び支援組織を統轄する

責任者を配置する方針であることを確認する。 

 

②夜間及び休日を含めて重大事故等対策に必要な要員が確保する方針であ

ることを確認する。その際、要員の種別毎に必要な人数が明確になってい

ることを確認する。 

 

 

５．「対策本部の設置及び要員の招集」について、以下の方針に従って実施することを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

①所長（原子力防災管理者）を本部長とする発電所対策本部を設置し、その中に実施組織及び支援組織を設置する方針であること。 

 

②夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において重大事故等が発生した場合に速やかに対応を行うため、発電所内に、重大事故等対策要員（2号炉運

転員 7名を含む。）30名、1号炉及び 3号炉の運転員 8名、火災発生時の初期消火活動に対応するための初期消火要員（消防車隊）6名の合計 44名

を常時確保する方針であること。なお、事象発生後約 12時間を目途に重大事故等対策要員 54名程度を確保する方針とし、このうち、事象発生後約

1時間以内に合計4名を確保する方針であること。 

なお、原子炉運転中においては、運転員を7名とし、また原子炉運転停止中においては、運転員を5名とする。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.0-16 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

③夜間及び休日を含めて必要な要員を非常召集できるよう、あらかじめ定

めた連絡体制に基づき、定期的に連絡訓練を実施する方針であることを

確認する。 

 

 

 

 

④新型インフルエンザ等が発生し、必要な要員が確保できない場合の対応

が示されていることを確認する。 

 

 

 

 

 

⑤重大事故等対策の実施にあたり、協力会社社員を招集する場合、あらかじ

め必要な契約等を行う方針であることを確認する。 

 

③夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）を含めて必要な要員を非常招集できるよう、あらかじめ定めた連絡体制に基づき、定期的に連絡訓練を実施

する方針であること。 

非常招集する重大事故等対策要員への連絡については、自動呼出システム又は通信連絡設備を活用する。なお、地震による通信障害が発生し、自

動呼出システム又は通信連絡設備を用いて非常招集連絡ができない場合においても、発電所周辺地域（女川町、石巻市又は東松島市）で震度 6 弱以

上の地震の発生により、重大事故等対策要員は手順書に基づき自動参集する体制を整備する。 

 

④病原性の高い新型インフルエンザや同様に危険性のある新感染症等が発生し、所定の重大事故等に対処する要員に欠員が生じた場合は、夜間及び休

日（平日の勤務時間帯以外）を含め重大事故等に対処する要員の補充を行うとともに、そのような事態に備えた重大事故等に対処する要員の体制に

係る管理を行う。 

重大事故等に対処する要員の補充の見込みが立たない場合は、原子炉停止等の措置を実施し、確保できる重大事故等に対処する要員で、安全が確

保できる発電用原子炉の運転状態に移行する。 

 

⑤重大事故等の対応で、高線量下における対応が必要な場合においても、社員及び協力企業社員で対応できるよう重大事故等に対処する要員を確保す

る。 

 

６．各班の役割分担及び責任者の明確化 

【解釈】 

ｆ）発電用原子炉設置者において、重大事故等対策の実施組織及び支援

組織の機能と支援組織内に設置される各班の機能が明確になっており、

それぞれ責任者を配置する方針であること。 

 

 

①重大事故等対策の実施組織及び支援組織について、上記ｂ）及びｄ）項に

示す各班の機能を明確にするとともに、各班に責任者である班長及びそ

の代行者として副班長を配置する方針であること。 

 

６．「各班の役割分担及び責任者の明確化」について、以下の方針であることを確認した。 

 

①重大事故等対策の実施組織及び支援組織について、「（４）③体制の整備」に示す各班の機能を明確にするとともに、対策の実施責任を有する各班の

班長及び発電課長並びにその代行者を配置する方針であること。 

実施組織は、統括を配置し、発電管理班、保修班により構成する。 

統括は、対象号炉に関する事故の影響緩和及び拡大防止に関わる対応の統括を行う。 

発電管理班は、運転員からの重要パラメータの入手、事故の影響緩和及び拡大防止に係るプラントの運転操作を行う。 

保修班は、事故の影響緩和及び拡大防止に係る可搬型重大事故等対処設備の準備と操作及び不具合設備の応急復旧、火災発生時における消火活動

を行う。 

支援組織は、技術支援組織及び運営支援組織で構成される。 

技術支援組織は、技術班及び放射線管理班で構成する。 

技術班は、プラントパラメータ等の把握、プラント状態の進展予測・評価及びその評価結果の事故対応方針への反映を行う。 

放射線管理班は、発電所内外の放射線・放射能の状況把握、影響範囲の評価、被ばく管理、汚染拡大防止措置に関する指示を行う。 

また、運営支援組織については、情報班、総務班及び広報班で構成する。 

情報班は、発電所対策本部の運営支援、対外関係機関へ通報連絡等を行う。 

総務班は、要員の呼集、食糧・被服の調達、医療活動、所内の警備指示、一般入所者の避難指示、資材の調達及び輸送に関する一元管理等を行う。 

広報班は、社外対応情報の収集、報道機関対応者の支援等を行う。 

７．指揮命令系統及び代行者の明確化 

【解釈】 

ｇ）発電用原子炉設置者において、指揮命令系統を明確化する方針であ

ること。また、指揮者等が欠けた場合に備え、順位を定めて代理者を明確

化する方針であること。 

 

①指揮命令系統を明確化する方針であることを確認する。 

 

②指揮者等が欠けた場合に備え、予め順位を定めて代理者を指定する方針

７．「指揮命令系統及び代行者の明確化」について、以下の方針に従って実施するとしていることを確認した。 

 

 

 

 

①重大事故等対策の判断については全て発電所にて行うこととし、発電所対策本部における指揮命令系統を明確にする。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.0-17 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

であることを確認する。 

 
②指揮者等（指揮者である発電所対策本部長の所長（原子力防災管理者）、統括、班長及び発電課長）が欠けた場合に備え、代行者と代行順位をあらか

じめ定め明確にする方針であること。 

具体的には、発電所対策本部長の所長（原子力防災管理者）が欠けた場合に備え、代行者として副原子力防災管理者をあらかじめ定め明確にする。

また、統括、班長及び発電課長についても欠けた場合に備え、代行者と代行順位をあらかじめ明確にする。 

統括及び班長が欠けた場合は、同じ機能を担務する下位の要員が代行するか、又は上位の職位の要員が下位の職位の要員の職務を兼務することと

し、具体的な代行者の配置については上位の職位を要員が決定することをあらかじめ定める。 

発電課長が欠けた場合は、発電課長代務者が中央制御室へ到着するまでの間、運転管理に当たっている発電副長が代務に当たることをあらかじめ

定める。 

８．実効的に活動するための設備等の整備 

【解釈】 

ｈ）発電用原子炉設置者において、上記の実施体制が実効的に活動する

ための施設及び設備等を整備する方針であること。 

 

実施組織が実効的に活動するため、発電所の状態を確認すること、必要な

所内各所への通報連絡ができること、重大事故対処のために夜間等におい

ても現場に移動できること等のために必要な施設及び設備等が適切に抽出

され、整備される方針が示されているか。 

 

①実施組織及び支援組織が定められた役割を遂行するため、発電所内外に

通信連絡を行い関係箇所と連携を図るための統合原子力防災ネットワー

クに接続する通信連絡設備等（テレビ会議システムを含む）を備えた緊急

時対策所を整備する方針であることを確認する。 

 

②中央制御室、緊急時対策所及び現場との連携を図るため、携帯型有線通話

装置等を整備する方針であることを確認する。 

 

 

③夜間においても速やかに現場へ移動するために必要な、実効的に活動す

るための設備等を整備する方針であることを確認する。 

 

８．「実効的に活動するための設備等の整備」について、発電用原子炉施設の状態を確認し、必要な所内外各所へ通報連絡を行い、また重大事故等に対

処するため、夜間においても速やかに現場へ移動するため、以下の方針に従い、必要な設備等を整備するとしていることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

①実施組織及び支援組織が定められた役割を遂行するため、支援組織が、必要なプラントのパラメータを確認するための安全パラメータ表示システム

（SPDS）、発電所内外に通信連絡を行い関係箇所と連携を図るための統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備等（テレビ会議システムを

含む。）、衛星電話設備及び無線連絡設備を備えた緊急時対策所を整備する。 

 

 

②実施組織が、中央制御室、緊急時対策所及び現場との連携を図るため、携行型通話装置等を整備する。 

 

③電源が喪失し照明が消灯した場合でも、迅速な現場への移動、操作及び作業を実施し、作業内容及び現場状況の情報共有を実施できるように可搬型

照明を整備する。 

 

９．発電所内外への情報提供 

【解釈】 

ｉ）支援組織は、発電用原子炉施設の状態及び重大事故等対策の実施状

況について、適宜工場等の内外の組織へ通報及び連絡を行い、広く情報

提供を行う体制を整える方針であること。 

 

①原子炉施設の状態及び重大事故等対策の実施状況について、発電所内外

の組織への通報及び連絡を実施できるよう、必要な設備・体制を整備する

方針であることを確認する。 

②支援組織として、発電所災害対策本部が事故対策に専念できるよう、発電

所内外への情報提供についての活動を行う方針であることを確認する。 

 

 

９．「発電所内外への情報提供」について、以下の方針で実施するとしていることを確認した。 

①発電用原子炉施設の状態及び重大事故等対策の実施状況について、発電所内外の組織への通報及び連絡を実施できるよう、衛星電話設備及び統合原

子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備を用いて、広く情報提供を行うことができる体制を整備する方針であること。 

 

 

②発電用原子炉施設の状態及び重大事故等対策の実施状況に係る情報は、発電所対策本部の情報班にて一元的に集約管理し、発電所内外で共有すると

ともに、本店対策本部と発電所対策本部間において、衛星電話設備、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備、安全パラメータ表示シス

テム（SPDS）等を使用することにより、発電所の状況及び重大事故等対策の実施状況の情報共有を行う。また、本店対策本部との情報共有を密にす

ることで報道発表、外部からの問い合わせ対応及び関係機関への連絡を本店対策本部で実施し、発電所対策本部が事故対応に専念でき、かつ、発電

所内外へ広く情報提供を行うことができる体制を整備する。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１０．外部からの支援体制の整備 

【解釈】 

ｊ）発電用原子炉設置者において、工場等外部からの支援体制を構築す

る方針であること。 

 

①発電所災害対策本部が重大事故対応に専念できるよう、発電所外部に支

援組織等を設置するとしていることを確認する。その際、発電所外部に設

置する支援組織を設置する判断基準が明確になっていることを確認す

る。 

 

②発電所外部に設置する支援組織は、原子力部門だけでなく他部門も含め

た全社体制であることを確認する。 

 

③支援組織の構成及び役割分担が明確になっていることを確認する。その

際、発電所災害対策本部が重大事故対応に専念できるような役割分担等

となっているか確認する。 

 

 

 

④他の原子力事業者等からの支援を受けられるよう、発電所外部に支援拠

点を設置するとしていることを確認する。 

 

１０．外部からの支援体制の整備にあたり、以下の方針に従って実施するとしていることを確認した。 

 

 

 

 

①発電所外部からの支援を受けることができるよう、緊急体制を発令した場合に本店対策本部を設置する等の体制を整備する方針であること。 

なお、緊急体制は、警戒事象、特定事象、又は原子力災害対策特別措置法第１５条第１項に該当する事象等が発生した場合に発令する。 

 

 

②本店対策本部は、原子力部門のみでなく他部門を含めた全社体制にて原子力災害対策活動を実施する方針であること。 

 

③本店対策本部は、発電所対策本部が事故対応に専念できるよう、店所対策本部及び関係店所との連絡を行う事務局、応急復旧の総括、官公庁及び地

方自治体への報告及び連絡、放射性物質による被害状況の把握、事故影響範囲の評価、他原子力事業者及び原子力緊急事態支援組織への応援要請、

原子力事業所災害対策支援拠点の開設及び運営等を行う原子力班、報道関係に対する情報提供等を行う広報班、土地の被害調査等を行う総務班、復

旧活動従業員の安全対策、医師・病院の手配等を行う人材班、復旧用資材の調達及び輸送、輸送用機動力の調達及び確保、一般交通関係情報の収集

等を行う資材班、ヘリコプターの確保及び運用、供給対策等を行う電力システム班、応急復旧対策及び本復旧計画の策定等を行う土木建築班、保安

通信回線の確保、電気通信事業者回線及び社外非常用通信設備の利用対策を行う情報通信班で構成し、技術面及び運営面で支援する方針であること。 

 

④本店対策本部は、原子力事業所災害対策支援拠点の設置を行うこと、他の原子力事業者及び原子力緊急事態支援組織からの技術的な支援が受けられ

る体制を整備する方針であること 

 

１１．事故後の中長期的な対応に備えた体制の整備 

【解釈】 

ｋ）発電用原子炉設置者において、重大事故等の中長期的な対応が必要

となる場合に備えて、適切な対応を検討できる体制を整備する方針であ

ること。 

 

①重大事故等発生後の中長期的な対応が必要となる場合に備えた検討体制

を構築する方針であることを確認する。 

 

②中長期的な対応が必要となる具体的な状況を想定し、そのために必要な

手段等を整備する方針であることを確認する。 

１１．「事故後の中長期的な対応に備えた体制の整備」について、以下の方針にしたがって実施するとしていることを確認した。 

 

 

 

 

①重大事故等発生後の中長期的な対応が必要となる場合に備えて、本店対策本部が中心となり、プラントメーカ及び協力会社を含めた社内外の関係各

所と連係し、適切かつ効果的な対応を検討できる体制を整備する方針であること。 

 

②重大事故等への対応操作や作業が長期間にわたる場合に備えて、機能喪失した設備の部品取替えによる復旧手段を整備するとともに、主要な設備の

取替物品をあらかじめ確保する。 

また、重大事故等時に、機能喪失した設備の復旧を実施するための放射線量低減活動、放射性物質を含んだ汚染水が発生した場合の対応等につい

て、事故の収束活動を円滑に実施するため、平時から連絡体制を構築するとともに、必要な対応を検討できる協力体制を整備する方針であること。 

 

補足説明資料（添付資料 1.0.15）には、事故後の中長期的な対応が求められる対策として、「原子炉格納容器の長期にわたる状態維持に係る体制の整

備について」を挙げている。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.1-2 

Ⅰ 要求事項の整理 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（以下「重大事故等防止技術的能力基準」という。）及び実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）において、緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等について以下のとおり要求している。 

あわせて、申請者の計画が、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備する方針であるかを確認するため、重大事故等防止技術的能力基準１．１緊急停止失敗時に

発電用原子炉を未臨界にするための手順等に関連する有効性評価における事故シーケンスグループ及び有効性評価で解析上考慮している対策を整理する。 

 

＜重大事故等防止技術的能力基準１．１緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等＞ 

重大事故等防止技術的能力基準 【解釈】 

１．１ 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨

界にするための手順等 

 

発電用原子炉設置者において、運転時の異常

な過渡変化時において発電用原子炉の運転を緊

急に停止することができない事象が発生するお

それがある場合又は当該事象が発生した場合に

おいても炉心の著しい損傷を防止するため、原

子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器

の健全性を維持するとともに、発電用原子炉を

未臨界に移行するために必要な手順等が適切に

整備されているか、又は整備される方針が適切 

に示されていること。 

 

 

１ 「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象のおそれがある場合」とは、発電用原子炉を緊急停止していなければならない状況にもかかわらず、原子

炉出力又は原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止していないことが推定される場合のことをいう。 

２ 「発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

（１）沸騰水型原子炉(BWR)及び加圧水型原子炉(PWR)共通 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象のおそれがある場合」に、手動による原子炉の緊急停止操作を実施すること。 

（２）BWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象のおそれがある場合」に、原子炉出力を制御するため、原子炉再循環ポンプが自動停止し

ない場合は、手動で停止操作を実施すること。 

ｂ）十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備（SLCS）を起動する判断基準を明確に定めること。 

ｃ）発電用原子炉を緊急停止することができない事象の発生時に不安定な出力振動が検知された場合には、ほう酸水注入設備（SLCS）を作動させること。 

（３）PWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象のおそれがある場合」に、原子炉出力を抑制するため、補助給水系ポンプが自動起動しな

い場合又はタービンが自動停止しない場合は、手動操作により実施すること。 

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象のおそれがある場合」に、化学体積制御設備又は非常用炉心冷却設備による十分な量のほ

う酸水注入を実施すること。 

 

＜設置許可基準規則第４４条＞（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備） 

設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 

（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にす

るための設備） 

第四十四条 発電用原子炉施設には、運転時の

異常な過渡変化時において発電用原子炉の運

転を緊急に停止することができない事象が発

生するおそれがある場合又は当該事象が発生

した場合においても炉心の著しい損傷を防止

するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び

原子炉格納容器の健全性を維持するととも

に、発電用原子炉を未臨界に移行するために

必要な設備を設けなければならない。 

第４４条（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備） 

１ 第４４条に規定する「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合」とは、発電用原子炉が緊急停止していなければなら

ない状況にもかかわらず、原子炉出力又は原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止していないことが推定される場合のことをいう。 

２ 第４４条に規定する「発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備を

いう。 

（１）BWR 

 ａ）センサー出力から最終的な作動装置の入力までの原子炉スクラム系統から独立した代替反応度制御棒挿入回路（ARI）を整備すること。 

 ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合」に、原子炉出力を制御するため、原子炉再循環ポンプを自動

で停止させる装置を整備すること。 

 ｃ）十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備（SLCS）を整備すること。 

（２）PWR 
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設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 

 

 

 

 

 ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合」に、原子炉出力を抑制するため、補助給水系ポンプを自動的

に起動させる設備及び蒸気タービンを自動で停止させる設備を整備すること。 

 ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合」には、化学体積制御設備又は非常用炉心冷却設備による十分

な量のほう酸水注入を実施する設備を整備すること。 

 

 

＜有効性評価（第３７条）（有効性評価における事故シーケンス等で必要となる対策（手順等）） 

有効性評価における事故シーケンスグループ等 有効性評価で解析上考慮している対策（手順等） 

2.5 原子炉停止機能喪失 ・原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制 

・ほう酸水注入 

・ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）による原子炉出力急上昇防止 
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Ⅱ 要求事項に対する審査の視点・審査確認事項と確認結果 

緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするために申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第４４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１項（以下「第４４条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であるか。 

 

1.1.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１.対応手段と設備を選定するための考え方について 

１）対応手段と設備の選定の考え方が、「第４４条等」に示されている

要求事項と一致していることを確認する。 

 

 

 

 

 

２）自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針で

あることを確認する。 

 

 

 

 

１） 運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉を緊急に停止させるための設計基準事故対処設備は、原子炉保護系※１である。これらの設

備が機能喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持する

とともに、原子炉を未臨界に移行する対処設備及び対処設備を活用した手順を整備するとしており、「第４４条等」に示された要求事項と

一致していることを確認した。 

 

※１ 原子炉保護系：原子炉保護系作動回路、制御棒及び制御棒駆動系から構成される。 

 

２）「第４４条等」に示された要求事項を踏まえ、設計基準事故対処設備が故障した場合は、その機能を代替するために各設計基準事故対処設

備が有する機能、相互関係を明確にした上で、想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定するとしていること、重

大事故等対処設備の他に、柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※ ２を選定するとしており、申請者が、フォールトツリ

ー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記１）以外の設備及び手順等を整備することにより、重

大事故等への対処をより確実に実施する方針であることを確認した。 

 

※２ 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全 てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況

によっては、事故対応に有効な設備。 

 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．対応手段と設備の選定結果について 

１）対応手段の選定にあたり、フォールトツリー解析等により機能喪

失の原因分析を行っている場合、その分析結果を踏まえて網羅的に

対応手段が選定されているか確認する。 

 

①機能喪失原因対策分析で想定する故障想定が適切であることを確

認する。 

 

 

 

１）機能喪失原因対策分析結果を踏まえた選定結果の確認 

 

 

 

① 機能喪失原因対策分析の結果（「第 1.1－1図 機能喪失原因対策分析」参照）、運転時の異常な過渡変化時にフロントライン系故障として、

原子炉保護系を想定すること、サポート系故障（電源喪失又は計装用圧縮空気喪失）は、原子炉保護系の電源が喪失することにより制御棒

が挿入されることから想定しないとしていることを確認した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

②機能喪失原因対策分析結果を踏まえ、対応手段が網羅的に選定され

ていることを確認する。その際、少なくとも①で想定する故障に直

接関連する機器の機能喪失時の対応手段※が選定されていることを

確認する。 

  また、対応策を講じない故障がある場合、その理由等を確認する。

（例；1.2高圧時冷却における冷却機能喪失） 

※ 1.2 高圧時冷却であれば、対象となる設備は原子炉隔離時冷却系

及び高圧炉心注水系であり、対応手段は高圧代替注水系による原

子炉圧力容器への注水、原子炉隔離時冷却系の現場操作による起

動による原子炉圧力容器への注水等となる。FT 図では、設定した

フォールトツリーの頂上事象の下に論理ゲート含めて機能喪失原

因が展開される。 

 

２）第４４条等における要求事項に対応した手順等が選定されている

か確認する。 

  また、有効性評価（第３７条）において位置付けられた重大事故

対処設備及び手順等が含まれているか確認する。 

 

 

② 機能喪失対策分析結果を踏まえ、網羅的に対応する代替手段が選定されていることを確認した。想定する故障と対応策との関係について、

「第 1.1－1図 機能喪失原因対策分析」に示されていることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）第４４条等及び有効性評価（第３７条）に対応する主な重大事故等対処設備及び手順等についての確認結果を以下に示す。 

具体的な確認内容については、「表１ 規制要求事項に対する手順」のとおり。 

第４４条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を整備する方針としている。 

① 手動による原子炉の緊急停止操作を実施するための設備及び手順等 

② センサー出力から最終的な作動装置の入力までの原子炉スクラム系統から独立した代替制御棒挿入回路 

③ 原子炉出力を抑制するため、原子炉再循環ポンプを機能の代替機能を有する設備及び手順等 

④ 原子炉出力を抑制するため、原子炉再循環ポンプが自動停止しない場合は、手動により停止させるための設備及び手順等 

⑤ 十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入系及び手順等 

 

これらの確認結果から、有効性評価（第３７条）において、緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための重大事故等対処設備及び手順等

として以下を整備する方針としている。 

① 原子炉出力を抑制するため、原子炉再循環ポンプトリップ機能の代替機能を有する設備及び手順等 

② 十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入系及び手順等 
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表１ 規制要求事項に対応する手順 

 

      ○「第４４条等」で求められている手順 

規制要求事項 確認結果（女川２号） 

【設備（配備）】※１ 第４４条（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備） 

１ 第４４条に規定する「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない

事象が発生するおそれがある場合」とは、発電用原子炉が緊急停止していな

ければならない状況にもかかわらず、原子炉出力又は原子炉圧力等のパラメ

ータの変化から緊急停止していないことが推定される場合のことをいう。 

２ 第４４条に規定する「発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な設備」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの設備をいう。 

a） センサー出力から最終的な作動装置の入力までの原子炉スクラム系統か

ら独立した代替制御棒挿入回路（ARI）を整備すること。 

 

b） 上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が

発生するおそれがある場合」には、原子炉出力の制御するため、代替冷

却材再循環ポンプを自動で停止させる装置を整備すること。 

c） 十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備（SLCS）を整備するこ

と。 

第４４条等の要求事項に対応するための設備及び手順等について、以下のとおり整備する方針であるこ

とを確認した。 

 

 

 

 

 

 

a） センサー出力から最終的な作動装置の入力までの原子炉スクラム系統から独立した代替制御棒挿入

機能により全制御棒を自動で全挿入するため、ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）を重大事故等

対処設備として整備する。 

b） 原子炉再循環ポンプの自動トリップにより原子炉出力を制御するため、ATWS 緩和設備（代替原子炉

再循環ポンプトリップ機能）を重大事故等対処設備として整備する。 

 

c） 原子炉を未臨界への移行するために、十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入系を重大事故等対

処設備として整備している。 

【技術的能力】※２ 【解釈】 

１ 「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象のおそれがある

場合」とは、発電用原子炉を緊急停止していなければならない状況にもかか

わらず、原子炉出力又は原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止して

いないことが推定される場合のことをいう。 

２ 「発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な手順等」とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をい

う。 

(1) 沸騰水型原子炉(BWR)及び加圧水型原子炉(PWR)共通 

a） 上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象のおそ

れがある場合」に、手動による原子炉の緊急停止操作を実施すること。 

 

 

 

 

 

【技術的能力】 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  

a） 「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象のおそれがある場合」に、手動によ

る原子炉の緊急停止操作を実施するよう、以下の手順を整備する。 

 

○代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入のための手順等 

 ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）による制御棒の自動緊急挿入及び原子炉手動スクラムを

実施しても、全制御棒全挿入が確認できない場合は、 中央制御室からの ATWS緩和設備（代替制

御棒挿入機能）の手動操作により代替制御棒挿入機能を作動させて制御棒を緊急挿入する。 
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 (2) BWR 

a） 上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象の

おそれがある場合」に、原子炉出力を抑制するため、原子炉再循環ポン

プが自動トリップしない場合は、手動で停止操作を実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

b） 十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備（SLCS）を起動する判

断基準を明確に定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

c） 発電用原子炉を緊急停止することができない事象の発生時に不安定な出

力振動が検知された場合には、ほう酸水注入設備（SLCS）を作動させる

こと。 

 

(2)  

a） 発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象のおそれがある場合」に、原子炉出力

を抑制するため、原子炉再循環ポンプが自動トリップしない場合は、手動で停止操作を実施する

よう、以下の手順等を整備する。 

 

○ 原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制のための手順等 

ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作を実施した場合であって、制御棒 1 本より

も多くの制御棒が未挿入の場合、ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）に

より原子炉再循環ポンプが自動停止していることを確認する。原子炉再循環ポンプトリップ機

能が作動していない場合は、中央制御室からの ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリ

ップ機能）の手動操作により原子炉再循環ポンプを停止し、原子炉出力の抑制を行う。 

 

b） 十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備（SLCS）を起動する判断基準を明確に定め、ほ

う酸水を原子炉に注入するよう、以下の手順等を整備する。 

 

○ ほう酸水注入のための手順等 

ほう酸水注入系を起動させる判断基準は、ATWS 発生直後に行う上記 a)の原子炉再循環ポンプ

の停止操作及び下記 d)の ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）による原子炉出力急上昇

防止操作の実施後とする。中央制御室からの手動操作により十分な反応度制御能力を有するほ

う酸水注入系を起動し、ほう酸水を注入することで発電用原子炉を未臨界にする。 

 

c） 発電用原子炉を緊急停止することができない事象の発生時に不安定な出力振動が検知された場

合には、ほう酸水注入設備（SLCS）を作動させるよう、以下の手順等を整備する。 

 

○ ほう酸水注入のための手順等 

上記 b)の「ほう酸水注入のための手順等」で実施するほう酸水の注入により、ATWS発生時は、

不安定な出力振動の発生の有無にかかわらずほう酸水注入系を起動させる。 

 

d） 上記 a)～c)の手順等に加え、ATWSが発生した場合に、ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）

により自動減圧系及び代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）による自動減圧を阻止し、 発電

用原子炉の自動減圧による原子炉圧力容器への冷水注水量の増加に伴う原子炉出力の急上昇を

防止するよう、以下の手順を整備する。 

 

○ ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）による原子炉出力急上昇防止のための手順等 

ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）により自動減圧系及び代替自動減圧回路（代替自

動減圧機能）による自動減圧を阻止し、原子炉出力の急上昇を防止する。 

 

※１；【設備（設置/配備）】：設置許可基準規則第４４条のうち、設備等の設置に関する要求事項 
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※２；【技術的能力】：重大事故等防止技術的能力基準１．１ 

 

○設置許可基準３７条（有効性評価）で求められている手順 

       有効性評価で解析上考慮されている手順は以下のとおりであることを確認した。 

「原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制」、「ほう酸水注入」、「ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）による原子炉出力急上昇防止」 
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1.1.2 重大事故等時の手順等 

(1) 規制要求に対する設備及び手順等 

a. 第４４条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

１）第４４条等に基づく要求事項に対応するための対策とそのため

に必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認す

る。 

   

 

第４４条等の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.1.2.1以

降に示す。 

 

 

１）対策と設備 

第４４条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認した。 

 

a. 手動操作により代替制御棒挿入回路を作動させることによる原子炉緊急停止。そのために、ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）を重大

事故等対処設備として新たに整備する。 

b. センサー出力から最終的な作動装置の入力までが原子炉スクラム系統から独立した代替制御棒挿入回路による自動制御棒全挿入。そのた

めに、ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

c. 原子炉再循環ポンプの自動トリップによる原子炉出力の抑制。そのために、ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）を重

大事故等対処設備として新たに整備する。 

d. 原子炉再循環ポンプが自動トリップしない場合における原子炉再循環ポンプの手動停止による原子炉出力の抑制。そのために、ATWS緩和

設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

e. ほう酸水注入系を用いたほう酸水の注入による原子炉の未臨界への移行。そのために、ほう酸水注入系ポンプ、ほう酸水注入系貯蔵タン

ク等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

f. ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）の信号又は手動操作による自動減圧の阻止。そのために、ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止

機能）を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

 

２）１）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針が

第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

 

① 選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項

（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順着手

の判断基準、手順着手の判断に必要な計器等が示されているこ

とを確認する。 

 

② 選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人員、

作業時間等が示されていることを確認する。 

 

 

 

 

２） 手順等の方針 

 

 

①手順着手の判断基準等及び②必要な人員等 

１）に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしている 

ことを確認した。 

 なお、具体的な計測可能なパラメータ等については、「第1.1－2表  重大事故等対処に係る監視計器」に示されている。 

 

a. 「代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入」 

原子炉の自動スクラム失敗を、全制御棒全挿入ランプ等により確認した場合には、手動スクラムを実施するとともに、重大事故等対処設

備であるATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作の手順に着手する。この手順では、中央制御室での操作を1名により、2分以内

に実施する。 

 

b. 「原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制」 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、通 

信設備や防護具など必要な装備を整備するとしていること、作 

業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。 

ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作を実施した場合であって、制御棒1本よりも多くの制御棒が未挿入の場合には、ATWS緩

和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）による原子炉再循環ポンプの自動停止の確認の手順に着手する。この手順では、中央制

御室での確認を1名で実施する。 

ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）による原子炉再循環ポンプの自動停止機能が作動していない場合には、停止して

いない原子炉再循環ポンプを手動により停止する手順に着手する。この手順では、中央制御室での操作を1名により、1分以内に実施する 

 

c. 「ほう酸水注入」 

ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）による原子炉出力の抑制を図った場合には、不安定な出力振動の発生の有無にか

かわらずほう酸水注入の手順に着手する。この手順では、中央制御室でのほう酸水注入の準備を1名により、5分以内に実施する。 

 

d. 「ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）による原子炉出力急上昇防止」 

ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）による原子炉再循環ポンプのトリップ状況を確認した後、自動減圧の阻止の手順

に着手する。この手順では、中央制御室でのATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）の手動操作を1名により、1分以内に実施する。 

 

③作業環境 

上記のa.、b.、c.、d.の操作は、中央制御室で行えることを確認した。 
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b. 第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

１）有効性評価（第３７条）等において位置付けた対策とそのため

に必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認す

る。 

 

 

第３７条の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.1.2.1以降

に示す。 

 

 １）対策と設備 

有効性評価（第３７条）において、緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするために、ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）

により原子炉出力を抑制すること、ほう酸水注入系を用いたほう酸水の注入により原子炉を未臨界に移行すること及び原子炉出力の急上昇を

防止するため自動減圧を阻止することを必要な対策としていることを確認した。 

 

２）１）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針が

第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

① 選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0項

（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順着

手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順着手の

判断に必要な計器等が示されていることを確認する。 

 

② 選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人員、

作業時間等が示されていることを確認する。 

 

③ 選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、

通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしているこ

と、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認

する。 

２）手順等の方針 

これらの対策は、（１）a.２)c.、e.及びf.と同じであるため、必要な重大事故等対処設備も同じである。また、これらに関する重大事故等対

処設備の設計方針及び手順等の方針も同じであることを確認した。 

 

 

(2) 優先順位について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項（手順等に関する共通的

な要求事項）等を踏まえて、優先すべき手順・操作等が明確になっ

ていることを確認する。 

第４４条等に基づき、緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするために優先すべき手順・操作等を明確化していることを確認した。 

 

個別手順の優先順位に関する確認内容については、1.1.2.1以降に示す。 
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(3) 自主的対策のための設備及び手順等について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）自主的対策を含め重大事故等への対処が確実に実施される方針で

あるか。 

 

 

 

 

 

①自主的対策のための手順毎に、自主対策設備が示されていること、

自主対策設備として位置付ける理由が示されていることを確認す

る。 

 

②自主的対策のための手順毎に、手順着手の判断基準、具体的な操作

内容、必要な人員数及び作業時間等が示されていることを確認す

る。 

 

申請者は、自主的な対策として、原子炉緊急停止失敗時において原子炉出力を抑制し未臨界にする機能が喪失した場合に、その機能を構成する

機能を回復するための自主対策設備及び手順等を整備するとしていることを確認した。 

 

（１）フロントライン系の機能を回復させるための自主対策設備及び手順等 

フロントライン系の機能を回復させるための設備及び手順等についての主な確認結果については以下のとおり。具体的な個別手順の確認結

果については、1.1.2.1以降に示す。 

 

① 対策と設備 

緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にする機能を構成するフロントライン系の機能を回復させるための設備（「表２ 自主対策における自主

対策設備」参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。 

 

② 主な手順等及び手順着手の判断等 

a. 運転時の異常な過渡変化時において、原子炉が自動スクラムしなかった場合には、設計基準事故対処設備である手動スクラムボタンを

操作するとともに原子炉モードスイッチを「停止」とする手順に着手する。この手順では、中央制御室での操作を 1名により実施する。 

b. ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作による原子炉緊急停止が失敗した場合であって、スクラム弁が閉の場合には、選択制

御棒挿入機構を手動操作することによる原子炉出力抑制の手順に着手する。この手順では、中央制御室での操作を計 2名により、1分以

内に実施する。 

c. ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作による原子炉緊急停止が失敗した場合であって、スクラム弁が閉の場合には、スクラ

ムソレノイドヒューズの引抜き操作による制御棒挿入の手順に着手する。この手順では、中央制御室での操作を計 2 名により、10 分以

内に実施する。 

d. ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作による原子炉緊急停止が失敗した場合であって、スクラム弁が閉の場合には、スクラ

ムテストスイッチによるシングルロッドスクラム操作の手順に着手する。この手順では、中央制御室での操作を計 2 名により、20 分以

内に実施する。 

e. ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作による原子炉緊急停止が失敗した場合であって、スクラム弁が閉の場合には、スクラ

ムパイロット弁用制御空気の排気操作による制御棒挿入の手順に着手する。この手順は、現場での操作を計 2 名により、50 分以内に実

施する。 

f. ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作による原子炉緊急停止が失敗した場合であって、スクラム弁が閉の場合には、原子炉

手動制御系による制御棒挿入の手順に着手する。この手順では、中央制御室での操作の準備を計 2名により、1分以内に実施する。 

g. ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作による原子炉緊急停止が失敗した場合であって、原子炉出力が基準値以上の場合又は

原子炉が隔離状態の場合には、給水系（タービン駆動原子炉給水ポンプ、電動機駆動原子炉給水ポンプ）による給水量の調整等により、

レベル 1 より 1,000mm 以上を維持するように原子炉水位の低下操作の手順に着手する。この手順は、中央制御室での操作の準備を計 2

名により、1分以内に実施する。 
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○個別手順の確認 

審査の視点及び確認事項 

１）対策と設備 

 対応する対策とそのために必要な設備が整理され、明示されていることを確認する。｛対策と設備｝※ 

  ※1.1.2.1以降の「審査の視点及び確認事項」には、便宜的に｛ ｝内の事項で標記する。以下同じ。 

 

２）手順等の方針 

○規制要求に対応する手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等  

a.判断基準が明確（具体的な数値若しくは状況を示している）であることを確認する。｛判断基準｝ 

b.示された判断基準により手順が適切に着手できるか。（どのような場合に手順に着手するか確認する）{着手タイミング｝ 

c.手順着手の判断に必要な計器が特定され、整理されているか確認する。{判断計器｝ 

②必要な人員等 

a.操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されているか。{操作手順｝ 

b.手順の所要時間及び人員数が適切であることを、設置許可基準３７条（有効性評価）で確認した内容や訓練実績等を用いて確認する。{所要時間等} 

c.操作に必要な計器類が示されていることを確認する。{操作計器} 

d.設備を多用途に用いる場合に、当該用途への系統切替えの容易性を含め、手順が明確化されていることを確認する。{系統切替え}（該当する場合に記載する。） 

③アクセスルートの確保等 

a.作業場におけるアクセスルートが確保されていることを確認する。{アクセスルート} 

b.通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしていることを確認する。{通信設備等} 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。{作業環境} 

 ※現場操作を伴わない中央制御室のみで作業を実施する手順については、その旨を記載し、a.～c.についての記載は不要とする。 

 

○自主的対策手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準が示されていることを確認する。{判断基準} 

b. 操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されていることを確認する。{操作手順} 

c. 手順の所要時間及び人員数が示されていることを確認する。{所要時間等} 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.1-14 

1.1.2.1 フロントライン系故障時の手順等 

(1) 【技術的能力】代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、設計基準事故対処設備である原子炉保護系の故障により ATWS が発生するおそれがある場合又は ATWS が発生した場合に、ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操

作により原子炉を緊急停止するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．１にて求められている「緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等」に係る手段で

ある。そのための設備が「第 1.1－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理され、ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）を重大事故等対処設備として

新たに整備することを確認した。 

また、当該手順は、前述の重大事故等対処設備のみで実施可能であるが、これらに加え、原子炉手動スクラムボタン、原子炉モードスイッチ及びスクラムテストスイッチを自主対策

設備として位置付けることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 当該手順では、原子炉の自動スクラム失敗を、全制御棒全挿入ランプ等により確認した場合には、手動スクラムを実施するとともに、重大事故等対処設備である ATWS緩和設備（代

替制御棒挿入機能）の手動操作の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

 

b. 判断基準である「原子炉の自動スクラム失敗」を「プラント停止状態（制御棒の挿入状態等）」の確認をすること等により、適切に手順着手できることを確認した。 

 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「プラント停止状態（制御棒の挿入状態等）」等であること、その監視項目のための計器が「全制御棒全挿入ランプ」等であることを確認

した。また、それらの計器が「第 1.1－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

 

 

 

 

 

b. 所要時間等 

 

c. 操作機器 

 

a. 当該手順は、中央制御室での ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作等を行う手順であり、「第 1.1－3 図 非常時操作手順書（徴候ベース）「スクラム」（原子炉出力）

における発電用原子炉の緊急停止対応 タイムチャート」、「第 1.1－7図 非常時操作手順書（徴候ベース）「反応度制御」における発電用原子炉の緊急停止対応 タイムチャート」
※等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

※ ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作、原子炉手動スクラム及び原子炉モードスイッチ「停止」の操作は、非常時操作手順書（徴候ベース）「スクラム」（原子炉

出力）で実施するだけではなく、ATWSの発生を確認し、非常時操作手順書（徴候ベース）「反応度制御」に移行してからも実施する。スクラムテストスイッチの操作及びスク

ラムソレノイドヒューズ引抜き操作は、非常時操作手順書（徴候ベース）「反応度制御」においてのみ実施する。 

 

b. この手順では、中央制御室での操作を 1名により、2分以内に実施することを確認した。 

 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.1－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

本手順は、中央制御室における作業であり、操作スイッチによる遠隔操作であるため、速やかに対応できるとしていることを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.1-15 

(2) 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、ATWSが発生した場合に、ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）による原子炉再循環ポンプの自動停止を確認し、原子炉再循環ポンプの自動停止機能が

作動していない場合には、ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）の手動操作により停止していない原子炉再循環ポンプを停止するものであり、重大事故等防止技術

的能力基準１．１にて求められている「緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等」に係る手段である。そのための設備が「第 1.1－1表 機能喪失を想定する設計

基準事故対象設備と整備する手順」に整理され、ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

 

 

b. 着手タイミング 

 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 当該手順は、ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作を実施したにもかかわらず、未挿入の制御棒が 1 本よりも多い場合には、ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプ

トリップ機能）による原子炉再循環ポンプの自動停止の確認の手順に着手するとし、さらに、原子炉再循環ポンプの自動停止機能が作動していない場合には、ATWS 緩和設備（代

替原子炉再循環ポンプトリップ機能）の手動操作により停止していない原子炉再循環ポンプを停止するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを

確認した。 

 

b. 判断基準である「未挿入の制御棒が 1 本よりも多い場合」を「プラント停止状態（制御棒の挿入状態等）」で確認をすること等により、また、「ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環

ポンプトリップ機能）が作動していない場合」を「原子炉再循環ポンプ運転状態」で確認すること等により、適切に手順着手できることを確認した。 

 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「プラント停止状態（制御棒の挿入状態等）」、「原子炉再循環ポンプ運転状態」等であること、その監視項目のための計器が「全制御棒全

挿入ランプ」、「静止型原子炉再循環ポンプ電源装置表示灯」等であることを確認した。また、それらの計器が「第 1.1－2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されている

ことを確認した。 

 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

 

 

b. 所要時間等 

 

 

c. 操作機器 

 

a. 当該手順は、原子炉再循環ポンプの自動停止を「原子炉再循環ポンプ運転状態」等で確認し、ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）が作動していない場合には、

ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）の手動操作により停止していない原子炉再循環ポンプを停止する手順で有り、「第 1.1－7 図 非常時操作手順書（徴候ベ

ース）「反応度制御」における発電用原子炉の緊急停止対応 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

 

b. この手順では、中央制御室での原子炉再循環ポンプの自動停止の確認を 1 名で実施することを確認し、中央制御室での原子炉再循環ポンプの手動停止の操作を 1 名により、1 分

以内に実施することを確認した。 

 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.1－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

本手順は、中央制御室における作業であり、操作スイッチによる遠隔操作であるため、速やかに対応できるとしていることを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.1-16 

(3) 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】ほう酸水注入 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、ATWS が発生した場合に、ほう酸水を注入することにより発電用原子炉を未臨界にするものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．１にて求められている「緊急停止

失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等」に係る手段である。そのための設備が「第 1.1－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理され、

ほう酸水注入系ポンプ、ほう酸水注入系貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

 

b. 着手タイミング 

 

 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 当該手順では、ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）による原子炉出力の抑制を図った場合には、ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）による原子炉出力

急上昇防止操作の実施後、不安定な出力振動の発生の有無にかかわらずほう酸水注入の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であること

を確認した。 

 

b. 判断基準である「ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）による原子炉出力の抑制を図った場合」を「原子炉再循環ポンプ運転状態」で確認すること等により、

また、「ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）による原子炉出力急上昇防止操作の実施」を「自動減圧系及び代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）の自動起動阻止状態」で

確認すること等により、適切に手順着手できることを確認した。 

 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉再循環ポンプ運転状態」等であること、その監視項目のための計器が「全制御棒全挿入ランプ」、「静止型原子炉再循環ポンプ電源

装置表示灯」等であることを確認した。また、それらの計器が「第 1.1－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

 

b. 所要時間等 

 

c. 操作機器 

 

a. 当該操作手順は、中央制御室からの手動操作により十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入系の起動等を行う手順であり、「第 1.1－7図 非常時操作手順書（徴候ベース）「反

応度制御」における発電用原子炉の緊急停止対応 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

 

b. この手順では、中央制御室でのほう酸水注入の準備を 1名により、5分以内に実施することを確認した。 

 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.1－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

本手順は、中央制御室における作業であり、操作スイッチによる遠隔操作であるため、速やかに対応できるとしていることを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.1-17 

(4) 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）による原子炉出力急上昇防止 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、ATWS が発生した場合に、ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）の手動操作又は中性子束高及び原子炉水位低（レベル 2）の信号により自動減圧系及び代替自動減圧

回路（代替自動減圧機能）による自動減圧を阻止し、発電用原子炉の自動減圧による原子炉圧力容器への冷水注水量の増加に伴う原子炉出力の急上昇を防止するものであり、重大事

故等防止技術的能力基準１．１にて求められている「緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等」に係る手段である。そのための設備が「第 1.1－1表 機能喪失を

想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理され、ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 当該手順では、ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）による原子炉再循環ポンプのトリップ状況を確認した後、ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）によ

り自動減圧系及び代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）による自動減圧を阻止するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

 

b. 判断基準である「ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）による原子炉再循環ポンプのトリップ状況を確認」を、「原子炉再循環ポンプ運転状態」で確認すること

等により、適切に手順着手できることを確認した。 

 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉再循環ポンプ運転状態」等であることを確認した。また、それらの計器が「第 1.1－2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整

理されていることを確認した。 

 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

 

b. 所要時間等 

 

c. 操作機器 

 

a. 当該操作手順は、ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）により自動減圧系及び代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）による自動減圧を阻止する手順であり、「第 1.1－7 図 

非常時操作手順書（徴候ベース）「反応度制御」における発電用原子炉の緊急停止対応 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

 

b. この手順では、中央制御室での ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）の手動操作を 1名により、1分以内に実施することを確認した。 

 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.1－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

本手順は、中央制御室における作業であり、操作スイッチによる遠隔操作であるため、速やかに対応できるとしていることを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.1-18 

(5) 【自主対策】原子炉手動スクラムボタン及び原子炉モードスイッチ停止による原子炉緊急停止 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、ATWSが発生するおそれがある場合又は ATWSが発生した場合に、原子炉手動スクラムによる制御棒の緊急挿入により原子炉を緊急停止するものであり、そのための自主対

策設備が「第 1.1－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由につ

いては、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

 

b. 操作手順 

 

 

c. 所要時間等 

 

a. 当該手順は、ATWSが発生するおそれがある場合又は ATWS が発生した場合に、原子炉が自動で緊急停止しない場合には、中央制御室からの原子炉手動スクラムボタンの操作及び原

子炉モードスイッチを「停止」位置に切り替える操作の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

 

b. 当該手順は、中央制御室からの原子炉手動スクラムボタンの操作及び原子炉モードスイッチを「停止」位置に切り替える操作を行う手順であり、「第 1.1－3図 非常時操作手順書

（徴候ベース）「スクラム」（原子炉出力）における発電用原子炉の緊急停止対応 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

 

c. この手順では、中央制御室での操作を 1名により実施することを確認した。 

 

(6) 【自主対策】選択制御棒挿入機構による原子炉出力抑制 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、ATWS が発生した場合であって、スクラム弁が閉の場合に、選択制御棒挿入機構により選択された制御棒を挿入し原子炉出力を抑制するものであり、そのための自主対策

設備が「第 1.1－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由につい

ては、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

 

 

b. 操作手順 

 

 

c. 所要時間等 

 

a. 当該手順は、ATWSが発生した場合であって、スクラム弁が閉の場合に、「(1) 代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入」の対応手段を実施しても、全制御棒全挿入が確認できな

い場合には、中央制御室からの選択制御棒挿入機構により選択された制御棒を挿入する手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを

確認した。 

 

b. 当該手順は、中央制御室からの選択制御棒挿入機構により選択された制御棒を挿入する手順であり、「第 1.1－7 図 非常時操作手順書（徴候ベース）「反応度制御」における発電

用原子炉の緊急停止対応 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

 

c. この手順では、中央制御室での操作を計 2名により、1分以内に実施することを確認した。 
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(7) 【自主対策】スクラムソレノイドヒューズ引抜き操作による制御棒挿入 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、ATWS が発生した場合であって、スクラム弁が閉の場合に、スクラムソレノイドヒューズ引抜き操作により制御棒を挿入するものであり、そのための自主対策設備が「第

1.1－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 

自主対策における自主対策設備」のとおり。 

 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

 

 

b. 操作手順 

 

 

c. 所要時間等 

 

a. 当該手順は、ATWSが発生した場合であって、スクラム弁が閉の場合に、「(1) 代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入」の対応手段を実施しても、全制御棒全挿入が確認できな

い場合には、中央制御室からのスクラムソレノイドヒューズ引抜き操作により制御棒を挿入する手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であ

ることを確認した。 

 

b. 当該手順は、中央制御室からのスクラムソレノイドヒューズ引抜き操作により制御棒を挿入する手順であり、「第 1.1－7 図 非常時操作手順書（徴候ベース）「反応度制御」にお

ける発電用原子炉の緊急停止対応 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

 

c. この手順では、中央制御室での操作を計 2名により、10分以内に実施することを確認した。 

 

(8) 【自主対策】スクラムテストスイッチによるシングルロッドスクラム操作による制御棒挿入 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、ATWS が発生した場合であって、スクラム弁が閉の場合に、スクラムテストスイッチによるシングルロッドスクラム操作により制御棒を挿入するものであり、そのための

自主対策設備が「第 1.1－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理

由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

 

 

b. 操作手順 

 

 

c. 所要時間等 

 

a. 当該手順は、ATWSが発生した場合であって、スクラム弁が閉の場合に、「(1) 代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入」の対応手段を実施しても、全制御棒全挿入が確認できな

い場合には、中央制御室からのスクラムテストスイッチによるシングルロッドスクラム操作により制御棒を挿入する手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状

態で示され明確であることを確認した。 

 

b. 当該手順は、中央制御室からのスクラムテストスイッチによるシングルロッドスクラム操作により制御棒を挿入する手順であり、「第 1.1－7 図 非常時操作手順書（徴候ベース）

「反応度制御」における発電用原子炉の緊急停止対応 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

 

c. この手順では、中央制御室での操作を計 2名により、20分以内に実施することを確認した。 
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(9) 【自主対策】スクラムパイロット弁用制御空気の排気操作による制御棒挿入 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、ATWS が発生した場合であって、スクラム弁が閉の場合に、スクラムパイロット弁用制御空気の排気操作により制御棒を挿入するものであり、そのための自主対策設備が

「第 1.1－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、

「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

 

 

b. 操作手順 

 

 

c. 所要時間等 

 

a. 当該手順は、ATWSが発生した場合であって、スクラム弁が閉の場合に、「(1) 代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入」の対応手段を実施しても、全制御棒全挿入が確認できな

い場合には、現場でのスクラムパイロット弁用制御空気の排気操作により制御棒を挿入する手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であるこ

とを確認した。 

 

b. 当該手順は、現場でのスクラムパイロット弁用制御空気の排気操作により制御棒を挿入する手順であり、「第 1.1－7 図 非常時操作手順書（徴候ベース）「反応度制御」における

発電用原子炉の緊急停止対応 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

 

c. この手順では、現場での操作を計 2名により、50分以内に実施することを確認した。 

 

(10) 原子炉手動制御系による制御棒挿入 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、ATWSが発生した場合であって、スクラム弁が閉の場合に、原子炉手動制御系により制御棒を挿入するものであり、そのための自主対策設備が「第 1.1－1表 機能喪失を

想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自

主対策設備」のとおり。 

 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

 

b. 操作手順 

 

 

c. 所要時間等 

 

a. 当該手順は、ATWSが発生した場合であって、スクラム弁が閉の場合に、「(1) 代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入」の対応手段を実施しても、全制御棒全挿入が確認できな

い場合には、中央制御室からの原子炉手動制御系により制御棒を挿入する手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

 

b. 当該手順は、中央制御室からの原子炉手動制御系により制御棒を挿入する手順であり、「第 1.1－7 図 非常時操作手順書（徴候ベース）「反応度制御」における発電用原子炉の緊

急停止対応 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

 

c. この手順では、中央制御室での操作の準備を計 2名により、1分以内に実施することを確認した。 

 

(11) 【自主対策】原子炉圧力容器内の水位低下操作による原子炉出力抑制 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、ATWSが発生した場合に、原子炉圧力容器内の水位を低下させることにより原子炉出力を抑制するものであり、そのための自主対策設備が「第 1.1－1表 機能喪失を想定

する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対

策設備」のとおり。 
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２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

 

 

b. 操作手順 

 

 

 

c. 所要時間等 

 

a. 当該手順は、ATWSが発生した場合に、「(2) 原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制」の対応手段を実施しても、原子炉出力が基準値以上の場合又は原子炉が隔離状態の場

合には、給水系（タービン駆動原子炉給水ポンプ、電動機駆動原子炉給水ポンプ）による給水量の調整等により、レベル 1 より 1,000mm 以上を維持するように原子炉水位の低下

操作の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

 

b. 当該手順は、給水系（タービン駆動原子炉給水ポンプ、電動機駆動原子炉給水ポンプ）による給水量の調整等により、レベル 1 より 1,000mm 以上を維持するように原子炉水位の

低下操作を行う手順であり、「第 1.1－7 図 非常時操作手順書（徴候ベース）「反応度制御」における発電用原子炉の緊急停止対応 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が

示されていることを確認した。 

 

c. この手順では、中央制御室での操作の準備を計 2名により、1分以内に実施することを確認した。 
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 (12) 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優先順

位が示されているか。 

 

 

 

原子炉運転中におけるフロントライン系故障時の対応手順の選択について、「第 1.1－8図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート」

にて明確化しており、以下に示す優先順位に従い実施する方針としていることを確認した。 

 

a. 運転時の異常な過渡変化時において、発電用原子炉の運転を緊急に停止すべき状況にもかかわらず、全制御棒が発電用原子炉へ全挿入さ

れない場合、非常時操作手順書（徴候ベース）「スクラム」（原子炉出力）に従い、中央制御室から速やかに操作が可能である原子炉手動

スクラムボタンの操作、原子炉モードスイッチの「停止」位置への切替操作及び手動による代替制御棒挿入操作により、発電用原子炉を

緊急停止させる。 

b. 原子炉手動スクラムボタンの操作、原子炉モードスイッチの「停止」位置への切替操作及び手動による代替制御棒挿入操作を実施しても

発電用原子炉の緊急停止ができない場合は、原子炉停止機能喪失と判断する。非常時操作手順書（徴候ベース）「反応度制御」に従い、

原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力の抑制操作並びに自動減圧系及び代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）の自動起動阻止操作

を行うとともに、発電用原子炉を未臨界に移行させるため、ほう酸水注入系を速やかに起動させる。また、原子炉出力を抑制するため、

原子炉圧力容器内の水位低下操作を行う。さらに、制御棒挿入により発電用原子炉を未臨界にするため、スクラム弁の開閉状態に合わせ

た操作により全制御棒挿入操作を行う。 
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表２ 自主対策における自主対策設備 

 

分類 対応手段 設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

フロントライン系機能故障時の手順 手動による制御棒緊急挿入 

 

原子炉手動スクラムボタン及び原子炉モー

ドスイッチ 

設計基準事故対処設備である原子炉保護系の一部であり、主スクラム回路を自動スクラム

と共有しているものの、原子炉手動スクラムボタン及び原子炉モードスイッチ「停止」を

操作することで制御棒のスクラム動作が可能となる場合があるため、制御棒を挿入する手

段となり得る。 

選択制御棒挿入機構による原子炉出力抑制 選択制御棒挿入機構 あらかじめ選択した制御棒を自動的に挿入する機能であり、全ての状況に対応した未臨界

の維持は困難であるものの、原子炉出力を抑制する手段となり得る。 

制御棒手動挿入 

 

スクラムソレノイドヒューズ 全制御棒全挿入完了までには時間を要するものの、中央制御室に設置している当該ヒュー

ズを引き抜くことでスクラムパイロット弁電磁コイルの電源を遮断することにより、制御

棒を緊急挿入する手段となり得る。 

スクラムテストスイッチ 全制御棒全挿入完了までには時間を要するものの、当該スイッチを操作することで制御棒

の緊急挿入が可能であるため、制御棒を挿入する手段となり得る。 

スクラムパイロット弁用制御空気配管・弁 全制御棒全挿入完了までには時間を要するものの、スクラムパイロット弁用制御空気配管

内の計装用圧縮空気を排出することで制御棒のスクラム動作が可能であるため、制御棒を

挿入する手段となり得る。 

原子炉手動制御系 全制御棒全挿入完了までには時間を要するものの、制御棒を手動挿入することにより、原

子炉出力を抑制する手段となり得る。 

原子炉水位低下による原子炉出力抑制 給水制御系及び給水系（タービン駆動原子

炉給水ポンプ、電動機駆動原子炉給水ポン

プ） 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではないものの、常用電源が健全で

あれば給水系による原子炉への給水量の調整により原子炉水位を低下させることができる

ため、原子炉出力を抑制する手段となり得る。 
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新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.2-2 

Ⅰ 要求事項の整理 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（以下「重大事故等防止技術的能力基準」という。）及び実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）において、原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等について以下のとおり要求してい

る。 

また、申請者の計画が、設置許可基準規則第３７条の評価（以下「有効性評価（第３７条）」という。）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備する方針であるかを確認するため、重大事故

等防止技術的能力基準１．２原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等に関連する有効性評価（第３７条）における事故シーケンスグループ及び有効性評価（第３７条）で解析上考慮して

いる対策を整理する。 

 

＜重大事故等防止技術的能力基準１．２原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等＞ 

重大事故等防止技術的能力基準 【解釈】 

１．２原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発

電用原子炉を冷却するための手順等 

 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材

圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機

能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

を防止するため、発電用原子炉を冷却するため

に必要な手順等が適切に整備されているか、又

は整備される方針が適切に示されていること。 

１ 「発電用原子炉を冷却するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

①－１全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定し、原子炉隔離時冷却系(RCIC)若しくは非常用復水器）（以下「RCIC 等」という。により発電用原子炉を冷却

するため、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等を整備すること。 

イ）可搬型重大事故防止設備 

 現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ等）を用いた弁の操作により、RCIC 等の起動及び十分な期間※の運転継続を行う手順等（手順

及び装備等）を整備すること。ただし、下記 ロ）の人力による措置が容易に行える場合を除く。 

ロ）現場操作 

現場での人力による弁の操作により、RCIC 等の起動及び十分な期間※の運転継続を行う手順等（手順及び装備等）を整備すること。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間のこと。 

ハ）監視及び制御 

ハ）－１ 原子炉水位を推定する手順等（手順、計測機器及び装備等）を整備すること。 

ハ）－２ RCIC 等の安全上重要な設備の作動状況を確認する手順等（手順、計測機器及び装備等）を整備すること。 

ハ）－３ 原子炉水位を制御する手順等（手順及び装備等）を整備すること。 

 

①－２ 復旧 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において、注水すること及び原子炉を冷却できる設備に電源を接続することにより、起動及び十分な期間の運転継続ができ

る手順等。 

 

①－３ 重大事故等の進展抑制 

重大事故等の進展を抑制するため、ほう酸水注入系（SLCS）又は制御棒駆動機構（CRD）等から注水できる手順等。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.2-3 

＜設置許可基準規則第４５条＞（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備） 

設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備） 

第四十五条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却

材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設

計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の

冷却機能が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷を防止するため、発電用原子炉を冷

却するために必要な設備を設けなければなら

ない。 

第４５条（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備） 

１ 第４５条に規定する「発電用原子炉を冷却するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定し、RCIC 等により発電用原子炉を冷却するため、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備を整備すること。 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ等）を用いた弁の操作により、RCIC 等の起動及び十分な期間※の運転継続を行う可搬型重大

事故防止設備等を整備すること。ただし、下記（１）ｂ）ⅰ）の人力による措置が容易に行える場合を除く。 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、RCIC 等の起動及び十分な期間※の運転継続を行うために必要な設備を整備すること。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間のこと。 

 

 

＜有効性評価（第３７条）＞（有効性評価における事故シーケンス等で必要となる対策（手順等）） 

有効性評価における事故シーケンスグループ等 有効性評価で解析上考慮している対策（手順等） 

2.3 全交流電源喪失 （炉心損傷防止・フロント系故障時） 

中央制御室からの高圧代替注水系起動 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.2-4 

Ⅱ 審査の視点・審査確認事項と確認結果 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において発電用原子炉を冷却するために申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第４５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．２項（以下「第４５条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であるか。 

 

1.2.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１.対応手段と設備を選定するための考え方について 

１）対応手段と設備の選定の考え方が、「第４５条等」に示されてい

る要求事項と一致していることを確認する。 

 

 

 

２）自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針

であることを確認する。 

 

 

 

 

１） 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において、 発電用原子炉を冷却し炉心の著しい損傷を防止するための設計基準事故対処設備とし

て原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系を設置しており、これらの設計基準事故対処設備が故障した場合においても、想定する故障

に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定するとしていることから、「第４５条等」に示された要求事項と一致していることを確

認した。 

 

２）「第４５条等」に示された要求事項を踏まえ、設計基準事故対処設備が故障した場合は、 その機能を代替するために、設計基準事故対処設備

が有する機能、相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」という。） 上で、想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等

対処設備を選定するとしていること、重大事故等対処設備の他に、柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備設備※１を選定す

るとしており、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記１）以外の

設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

※１ 自主対策設備；技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況に

よっては、事故対応に有効な設備。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.2-5 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．対応手段と設備の選定結果について 

１）対応手段の選定にあたり、フォールトツリー解析等により機能

喪失の原因分析を行っている場合、その分析結果を踏まえて網羅

的に対応手段が選定されているか確認する。 

 

①機能喪失原因対策分析で想定する故障想定が適切であることを

確認する。 

 

 

②機能喪失原因対策分析結果を踏まえ、対応手段が網羅的に選定

されていることを確認する。その際、少なくとも①で想定する故

障に直接関連する機器の機能喪失時の対応手段※が選定されて

いることを確認する。 

  また、対応策を講じない故障がある場合、その理由等を確認す

る。 

（例；1.2 高圧時冷却における冷却機能喪失） 

※ 1.2高圧時冷却であれば、対象となる設備は原子炉隔離時冷却

系及び高圧炉心注水系であり、対応手段は高圧代替注水系によ

る原子炉圧力容器への注水、原子炉隔離時冷却系の現場操作に

よる起動による原子炉圧力容器への注水等となる。FT図では、

設定したフォールトツリーの頂上事象の下に論理ゲート含めて

機能喪失原因が展開される。 

  

２）第４５条等における要求事項に対応した手順等が選定されてい

るか確認する。 

  また、有効性評価（第３７条）において位置付けられた重大事

故対処設備及び手順等が含まれているか確認する。 

 

 

 

１）機能喪失原因対策分析結果を踏まえた選定結果の確認 

 

 

 

① 機能喪失対策分析結果（「第 1.2－1 図 機能喪失原因対策分析」参照）を踏まえ、フロントライン系の故障として、高圧炉心スプレイ系及

び原子炉隔離時冷却系の故障を想定すること、サポート系の故障として全交流動力電源喪失又は常設直流電源系統喪失を想定することを確

認した。 

 

② 機能喪失対策分析結果を踏まえ、網羅的に対応する代替手段が選定されていることを確認した。想定する故障と対応策との関係について、

「第 1.2－1図 機能喪失原因対策分析」に示されていることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）第４５条等及び有効性評価（第３７条）に対応する重大事故等対処設備及び手順等についての確認結果を以下に示す。 

具体的な確認内容については、「表１ 規制要求事項に対応する手順」のとおり。 

 

（選定された重大事故対処設備整備及び手順等） 

第４５条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を整備する方針としていることを確認した。 

 

① 現場での人力による弁の操作により、原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系を起動・運転継続するための設備及び手順等 

 

② 計測設備により監視及び制御するための手順等 

 

ａ．原子炉水位を監視又は推定するための手順等（※） 

（※）監視又は推定するための手順等については、「1.15事故時の計装に関する手順等」において整理。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.2-6 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

ｂ．原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系の作動状況を確認するための手順等 

 

ｃ．原子炉水位の制御のための手順等 

 

③ 原子炉隔離時冷却系を起動及び運転継続するための可搬型代替直流電源設備、代替交流電源設備等の設備及び手順等（※） 

（※）代替電源に関する設備及び手順等については、「1.14 電源の確保に関する手順等」において整理。 

 

④ 原子炉圧力容器へほう酸水を注入するための設備及び手順等 

 

 また、第４５条の要求事項に対応するための手順に加え、有効性評価（第３７条）において、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態にお

いて原子炉を冷却するための重大事故等対処設備及び手順等として以下を整備する方針としていることを確認した。 

 

① 中央制御室からの起動による原子炉圧力容器への注水のための高圧代替注水系等の設備及び手順等 
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表１ 規制要求事項に対応する手順 

 

 

○「第４５条等」で求められている手順 

規制要求事項 確認結果（女川２号） 

【設備（配備）】※１ 

【設備（措置）】※2 

 

第４５条（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備） 

１ 第４５条に規定する「発電用原子炉を冷却するために必要な設備」とは、以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備

をいう。 

 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定し、原子炉隔離時冷却

系(RCIC)若しくは非常用復水器（BWR の場合）（以下「RCIC 等」という。）

により発電用原子炉を冷却するため、以下に掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うための設備を整備すること。 

 

ａ）可搬型重大事故防止設備  

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ等）

を用いた弁の操作により、RCIC 等の起動及び十分な期間※の運転継続を

行う可搬型重大事故防止設備等を整備すること。ただし、下記（１）

ｂ）ⅰ）の人力による措置が容易に行える場合を除く。 

 

 

 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、RCIC 等の起動及び十分な期間※の

運転継続を行うために必要な設備を整備すること。 

 

※ 原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間のこと。 

 

第４５条等の要求事項に対応するための設備及び手順等について、以下のとおり整備する方針であるこ

とを確認した。 

 

 

 

 

（１） 

 

 

 

 

ａ）及びｂ） 

高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系の操作に必要な弁は、中央制御室から操作ができない場

合においても、現場操作が可能となるように手動ハンドルを設け、現場で人力により確実に操作

が可能な設計とする。そのため、現場での人力による弁の操作により、高圧代替注水系及び原子

炉隔離時冷却系の起動及び十分な期間の運転継続が可能となることから、『（１）ｂ）ⅰ）の人力

による措置が容易に行える場合を除く』を適用し、（１）ａ）の要求事項に対する対応を不要と

し、可搬型重大事故防止設備を整備しない。 
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【技術的能力】※３ １ 「発電用原子炉を冷却するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定し、原子炉隔離時冷却

系(RCIC)若しくは非常用復水器（BWR の場合）（以下「RCIC 等」という。）

により発電用原子炉を冷却するため、以下に掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うための手順等を整備すること。 

 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ等）

を用いた弁の操作により、RCIC 等の起動及び十分な期間※の運転継続を行

う手順等（手順及び装備等）を整備すること。ただし、下記（１）ｂ）ⅰ）

の人力による措置が容易に行える場合を除く。 

 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、RCIC 等の起動及び十分な期間※の

運転継続を行う手順等（手順及び装備等）を整備すること。 

※ 原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ）監視及び制御 

ⅰ）原子炉水位を推定する手順等（手順、計測機器及び装備等）を整備する

こと。 

 

 

 

 

 

ⅱ）RCIC 等の安全上重要な設備の作動状況を確認する手順等（手順、計測機

器及び装備等）を整備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ） 

ⅰ）人力による措置が容易に行えることから可搬型重大事故防止設備を整備しない。 

 

 

 

 

ｂ）  

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、RCIC 等の起動及び十分な期間の運転継続が行えるよう、

以下の手順等を整備する。 

 

○ 高圧代替注水系の現場操作による原子炉圧力容器への注水のための手順等 

高圧代替注水系を現場における弁の手動操作にて起動し、復水貯蔵タンクを水源として原子炉

圧力容器に注水を行う。 

 

○ 原子炉隔離時冷却系の現場操作による原子炉圧力容器への注水のための手順等 

原子炉隔離時冷却系を現場における弁の手動操作にて起動し、復水貯蔵タンクを水源として原

子炉圧力容器への注水を行う。 

 

ｃ） 

ⅰ）原子炉水位の推定が行えるよう、以下の手順等を整備する。 

 

○ 原子炉水位の推定に係る手順等 

原子炉水位（広帯域）、原子炉水位（燃料域）、原子炉水位（SA広帯域）、原子炉水位（SA燃料域）、

原子炉圧力、原子炉圧力（SA）等により、原子炉水位を監視し、これらの計測機器が故障又は計

測範囲（把握能力）を超えた場合、当該パラメータの値を推定する手順等を整備する。 

 

ⅱ）RCIC 等の安全上重要な設備の作動状況の確認が行えるよう、以下の手順等を整備する。 

 

○ 原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系の作動状況の確認に係る手順等 
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ⅲ）原子炉水位を制御する手順等（手順及び装備等）を整備すること。 

 

 

 

 

 

（２）復旧 

ａ）原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において、注水（循環を含む。）

すること及び原子炉を冷却できる設備に電源を接続することにより、起動

及び十分な期間の運転継続ができること。（BWR の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）重大事故等の進展抑制 

ａ）重大事故等の進展を抑制するため、ほう酸水注入系（SLCS）又は制御棒駆

動機構（CRD）等から注水する手順等を整備すること。 

 

 

原子炉水位（広帯域）、原子炉水位（燃料域）、原子炉水位（SA 広帯域）、原子炉水位（SA 燃料

域）、原子炉圧力、原子炉圧力（SA）、高圧代替注水系ポンプ出口流量、原子炉隔離時冷却系ポ

ンプ出口流量、復水貯蔵タンク水位等により、原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系の作動

状況を監視し、これらの計測機器が故障又は計測範囲（把握能力）を超えた場合には、当該パ

ラメータの値を推定する手順等を整備する。 

 

ⅲ）原子炉水位の制御が行えるよう、以下の手順等を整備する。 

 

○ 原子炉水位の制御のための手順等 

原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系により炉心へ注水する場合において、流量を調整する等

により原子炉水位を制御する手順等を整備する。 

 

（２） 

ａ）原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において、注水（循環を含む。）すること及び原子炉

を冷却できる設備に電源を接続することにより、起動及び十分な期間の運転継続が行えるよう、

以下の手順等を整備する。 

 

○ 可搬型代替直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電のための手順等 

可搬型代替直流電源設備より原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を供給すること

によって、原子炉圧力容器への注水を行う。 

 

○ 代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電のための手順等 

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備により原子炉隔離時冷却系の運転継続に必

要な直流電源を供給することによって、原子炉圧力容器への注水を行う。 

 

（３） 

ａ）重大事故等の進展を抑制するため、ほう酸水注入系（SLCS）等から注水が行えるよう、以下の手

順等を整備する。 

○ ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入のための手順等 

重大事故等の進展抑制のため、ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源としてほう酸水注入系ポンプを

用いて原子炉圧力容器へのほう酸水注入を行う手順等を整備する。 

※１；【設備（設置/配備）】：設置許可基準規則第４５条のうち、設備等の設置に関する要求事項 

※２；【設備（措置）】：【設備（設置/配備）】以外の要求事項 

※３；【技術的能力】：重大事故等防止技術的能力基準１．２ 

○有効性評価（第３７条）で求められている手順 

  有効性評価で解析上考慮されている手順は以下の通りであることを確認した。 

「高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水」 
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1.2.2 重大事故等時の手順等 

(1) 規制要求に対する設備及び手順等について 

a. 第４５条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

１） 第４５条等に基づく要求事項に対応するための対策とそのため

に必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認す

る。 

   

 

 

 

 

第４５条等の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.2.2.1以

降に示す。 

 

１）対策と設備 

第４５条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認した。 

 

a. 原子炉隔離時冷却系の現場操作による原子炉圧力容器への注水。そのために、原子炉隔離時冷却系ポンプ（現場手動操作）及び復水貯蔵タ

ンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

b. 高圧代替注水系の現場操作による原子炉圧力容器への注水。そのために、高圧代替注水系ポンプ（現場手動操作）を重大事故等対処設備と

して新たに整備するとともに、復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

c. ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入。そのために、ガスタービン発電機及び可搬型代替交流電源設備（電源車）を重大

事故等対処設備として新たに整備するとともに、ほう酸水注入系ポンプ及びほう酸水注入系貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付

ける。 

 

２） １）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針が

第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

 

   ①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項

（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順着

手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順着手の

判断に必要な計器等が示されていることを確認する。 

 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人員、

作業時間等が示されていることを確認する。 

 

③選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、

通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしているこ

と、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認

する。 

 

２）手順等の方針 

 

①手順着手の判断基準等及び②必要な人員等 

 １）に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。また、それぞれの手順における具体的な計測可能なパラ

メータ等については、「第1.2－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に示されていることを確認した。 

 

a.「高圧代替注水系の現場操作による原子炉圧力容器への注水」のための手順 

復水給水系、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず、原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位

低（レベル3）以上に維持できない場合であって、中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない場合には、現場手動操作によ

る高圧代替注水系起動の手順に着手する。この手順では、現場でのRCIC蒸気供給ライン分離弁の手動閉操作、HPAC注入弁及びHPACタービン

止め弁の手動開操作等を計3名により、35分以内に実施する。  

 

b.「原子炉隔離時冷却系の現場操作による原子炉圧力容器への注水」のための手順 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により原子炉圧力容器への注水ができず、中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起

動できない場合であって、高圧代替注水系が現場起動できない場合、又は高圧代替注水系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レ

ベル3）以上に維持できない場合には、現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動の手順に着手する。この手順では、現場でのRCIC蒸気供

給ライン分離弁及びRCICタービン止め弁の手動開操作、HPAC蒸気供給ライン分離弁の手動閉操作等を計5名により、110分以内に実施する。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

c. 「ほう酸水注入系による重大事故等の進展抑制」のための手順 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり、高圧炉心スプレイ系、高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の

水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合には、ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水の注入の手順に着手す

る。この手順では、中央制御室におけるほう酸水注入系ポンプ起動、運転状況の確認等を 1名により、15分以内に実施する。 

 

③作業環境等 

 a)手順を設定して明確化していること、b)人力による原子炉隔離時冷却系ポンプ及び高圧代替注水ポンプの起動の手順等について、弁の手

動操作、ポンプの流量制御の手順等を定め、必要な人員を確保するととともに必要な訓練を行うとしていること、c)照明により夜間等での

アクセス性を確保していること、d)必要な通信連絡設備を確保していること、e)弁の手動操作、ポンプの流量制御等を行う作業環境（作業

空間、温度等）に支障がないことなどを確認した。 

 

b. 第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

１）有効性評価（第３７条）等において位置付けた対策とそのために

必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認す

る。 

 

 

 

 

第３７条の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.2.2.1以降

に示す。 

 

１） 対策と設備 

有効性評価（第３７条）において、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時に発電用原子炉を冷却するために必要となる以下の対策とそのた

めの重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認した。 

 

a. 高圧代替注水系の中央制御室からの操作による原子炉圧力容器への注水。そのために、高圧代替注水系ポンプを重大事故等対処設備とし

て新たに整備するとともに、復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

２） １）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針が

第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

 

   ①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項

（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順着

手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順着手の

判断に必要な計器等が示されていることを確認する。 

 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人員、

作業時間等が示されていることを確認する。 

 

③選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、

通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしているこ

と、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認

２）手順の方針 

 

①手順着手の判断基準及び②必要な人員等 

１）に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。また、以下の手順における具体的な計測可能なパラメー

タ等については、「第1.2－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に示されていることを確認した。 

 

a. 「中央制御室からの高圧代替注水ポンプの起動（高圧注水系機能喪失時）」のための手順 

復水給水系、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系により原子炉注水ができず、原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル3）

以上に維持できない場合には、中央制御室からの高圧代替注水系起動の手順に着手する。この手順では、中央制御室でのRCIC蒸気供給ライ

ン分離弁の閉操作、HPAC注入弁及びHPACタービン止め弁の開操作等を1名により、15分以内に実施する。 

 

③作業環境等 

a)手順の判断基準が明確であること、b)原子炉圧力容器への注水の手順等について、高圧代替注水系ポンプの起動の手順等を定め、必要な

人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしていることなどを確認した。 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.2-12 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

する。 

 

(2) 優先順位について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項（手順等に関する共通的な

要求事項）等を踏まえて、優先すべき手順・操作等が明確になって

いることを確認する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時に発電用原子炉を冷却するための機能について、フロントライン系故障時、サポート系故障時及び重大

事故等の進展抑制のそれぞれの対策について、優先すべき手順・操作等を明確化していることを確認した。 

個別手順の優先順位に関する確認内容については、1.2.2.1以降に示す。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.2-13 

(3) 自主的対策のための設備及び手順等について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）自主的対策を含め重大事故等への対処が確実に実施される方針であ

るか。 

 

①自主的対策のための手順毎に、自主対策設備設備が示されているこ

と、自主対策設備設備として位置付ける理由が示されていることを

確認する。 

 

②自主的対策のための手順毎に、手順着手の判断基準、具体的な操作

内容、必要な人員数及び作業時間等が示されていることを確認する。 

 

 

申請者は、自主的な対策として、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時において発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に、その機能を構成

するサポート系の機能を回復するため、重大事故等の進展を抑制するため並びに監視及び制御を行うための自主対策設備及び手順等を整備

するとしていることを確認した。 

 

（１）サポート系の機能を回復するための自主対策設備及び手順等 

サポート系の機能を回復させるための設備及び手順等についての主な確認結果については以下のとおり。具体的な個別手順の確認結果に

ついては、1.2.2.1以降に示す。 

 

① 対策と設備及び②主な手順等及び手順着手の判断等 

原子炉冷却材圧力バウンダリの冷却機能を構成するサポート系の機能を回復させるための設備を用いた主な手順として、代替電源設備か

らの給電による原子炉隔離時冷却系の復旧に関する手順等については、「1.14 電源設備及び電源の確保に関する手順等」において整理す

るとしていることを確認した。 

 

（２）重大事故等の進展抑制のための自主対策設備及び手順等 

重大事故等の進展抑制のための設備及び手順等についての主な確認結果については以下のとおり。具体的な個別手順の確認結果について

は、1.2.2.1以降に示す。 

 

① 対策と設備 

重大事故等の進展を抑制するための設備（「表２ 自主対策における自主対策設備」参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている

ことを確認した。 

 

②主な手順等及び手順着手の判断基準等 

a.「制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水」のための手順 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり、高圧炉心スプレイ系、高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（レベル3）以上に維持できない場合には、制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水の手順に着手する。こ

の手順では、制御棒駆動水ポンプ起動、運転状況の確認等を1名により、20分以内に実施する。 

 

b.「ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水」のための手順 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり、高圧炉心スプレイ系、高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（レベル3）以上に維持できない場合には、純水補給水系を水源としたほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注

水の手順に着手する。この手順では、ほう酸水注入系ポンプ起動、系統の構成等を計3名により、35分以内に実施する。 

 

（３）監視及び制御のための設備及び手順等 

 

①対策と設備及び②主な手順等及び手順着手の判断等 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.2-14 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

監視及び制御を行うための設備を用いた主な手順等として、原子炉水位（狭帯域）、高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系の現場起動時

に使用する現場監視計器に関する手順等については、「1.15 計装設備及びその手順等」において整理するとしていることを確認した。 

 

○個別手順の確認 

審査の視点及び確認事項 

１）対策と設備 

 対応する対策とそのために必要な設備が整理され、明示されていることを確認する。｛対策と設備｝※ 

 ※ 1.2.2.1 以降の「審査の視点及び確認事項」には、便宜的に｛ ｝内の事項で標記する。以下同じ。 

 

２）手順等の方針 

○規制要求に対応する手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等  

a.判断基準が明確（具体的な数値若しくは状況を示している）であることを確認する。{判断基準} 

b.示された判断基準により手順が適切に着手できるか。（どのような場合に手順に着手するか確認する）{着手タイミング} 

c.手順着手の判断に必要な計器が特定され、整理されているか確認する。{判断計器} 

②必要な人員等 

a.操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されているか。{操作手順} 

b.手順の所要時間及び人員数が適切であることを、設置許可基準３７条（有効性評価）で確認した内容や訓練実績等を用いて確認する。{所要時間等} 

c.操作に必要な計器類が示されていることを確認する。{操作計器} 

d.設備を多用途に用いる場合に、当該用途への系統切替えの容易性を含め、手順が明確化されていることを確認する。{系統切替え}（該当する場合に記載する。） 

③アクセスルートの確保等 

a.作業場におけるアクセスルートが確保されていることを確認する。{アクセスルート} 

b.通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしていることを確認する。{通信設備等} 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。{作業環境} 

 ※現場操作を伴わない中央制御室のみで作業を実施する手順については、その旨を記載し、a.～c.についての記載は不要とする。 

 

○自主的対策手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準が示されていることを確認する。｛判断基準｝ 

b. 操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されていることを確認する。｛操作手順｝ 

c. 手順の所要時間及び人員数が示されていることを確認する。｛所要時間等｝ 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.2-15 

1.2.2.1 フロントライン系故障時の手順等 

(1) 高圧代替注水系による原子炉の冷却 

a. 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】高圧代替注水系の中央制御室からの操作による原子炉圧力容器への注水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 

 

当該手順は、高圧代替注水系を中央制御室から起動し、復水貯蔵タンクを水源として高圧状態の原子炉圧力容器に注水を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．２にて求

められている「原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」に係る手段であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段で

ある。そのための設備は、「第 1.2－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、高圧代替注水系ポンプを重大事故等対処設備として新たに整備する

とともに、復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

（※）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち、「全交流動力電源喪失」についての有効性評価をいう。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a.判断基準 

 

b.着手タイミング 

 

c.判断計器 

 

 

a. 復水給水系、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系により原子炉注水ができず、原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合には、中央制

御室からの高圧代替注水系起動の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b.判断基準である「原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合」を「原子炉圧力容器内の水位」で確認すること等により、適切に手順に着手でき

ることを確認した。 

c.当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉圧力容器内の水位」等であること、その監視項目のための計器が「原子炉水位（広帯域、燃料域、SA 広帯域、SA 燃料域）」等であ

ることを確認した。また、それらの計器が「第 1.2－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

②必要な人員等 

a.操作手順 

 

b.所要時間等 

 

c.操作計器 

 

a.当該手順は、中央制御室での RCIC 蒸気供給ライン分離弁の閉操作、HPAC 注入弁及び HPAC タービン止め弁の開操作等を行う手順であり、「第 1.2－5 図 高圧代替注水系起動 タイ

ムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b.この手順では、中央制御室での RCIC 蒸気供給ライン分離弁の閉操作、HPAC 注入弁及び HPAC タービン止め弁の開操作等を 1 名により、15 分以内に実施するとしていることを確認

した。また、有効性評価（第３７条）に対して整合していることを確認した。 

c.当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.2－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a.アクセスルート 

b.通信設備等 

c.作業環境 

 当該手順は、現場操作を伴わない手順であることを確認した。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.2-16 

b. 【技術的能力】高圧代替注水系の現場操作による原子炉圧力容器への注水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 

 

当該手順は、高圧代替注水系を現場における弁の手動操作にて起動し、復水貯蔵タンクを水源として高圧状態の原子炉圧力容器に注水を行うものであり、重大事故等防止技術的能力

基準１．２にて求められている「解釈１（１）ｂ）ⅰ）現場での人力による弁の操作により、RCIC 等の起動及び十分な期間の運転継続を行う手順等（手順、計測機器及び設備等）」

に係る手段である。そのための設備は、「第 1.2－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、高圧代替注水系ポンプ（現場手動操作）を重大事故

等対処設備として新たに整備するとともに、復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a.判断基準 

 

 

b.着手タイミング 

 

c.判断機器 

 

 

a. 復水給水系、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず、原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合

であって、中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない場合には、現場手動操作による高圧代替注水系起動の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が

具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 判断基準である「原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合」を「原子炉圧力容器内の水位」で確認すること等により、適切に手順に着手でき

ることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉圧力容器内の水位」等であること、その監視項目のための計器が「原子炉水位（広帯域、燃料域、SA広帯域、SA燃料域）」等で

あることを確認した。また、それらの計器が「第 1.2－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

②必要な人員等 

a.操作手順 

 

b.所要時間等 

 

c.操作機器 

 

a. 当該手順は、現場での RCIC 蒸気供給ライン分離弁の手動閉操作、HPAC 注入弁及び HPAC タービン止め弁の手動開操作等を行う手順であり、「第 1.2－7図 現場手動操作による高

圧代替注水系起動 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、現場での RCIC蒸気供給ライン分離弁の手動閉操作、HPAC注入弁及び HPACタービン止め弁の手動開操作等を計 3名により、35分以内に実施するとしていることを

確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.2－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a.アクセスルート 

b.通信設備等 

c.作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 弁の手動操作、ポンプの流量調整等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.2.3-1において、以下のとおり示されている。 

 アクセスルートについて、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 

 連絡手段について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携

行型通話装置により、中央制御室に連絡する。 

 作業環境について、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。汚染の可能性があることから、防護具(全面マスク、個

人線量計、ゴム手袋等)を装備又は携行して作業を行う。 
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(2) 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

 

 

 

フロントライン系故障時の対応手順の選択について、「第 1.2－19図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート」にて明確化しており、

以下に示す優先順位に従い実施する方針としていることを確認した。 

 

a. 復水給水系による原子炉圧力容器への注水ができず、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が故障により使用できない場合は、中央

制御室からの操作により高圧代替注水系を起動し原子炉圧力容器へ注水する。 

b. 中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない場合は、現場での人力による弁の操作により高圧代替注水系を起動し原子炉圧

力容器へ注水する。 
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1.2.2.2 サポート系故障時の手順等 

(1) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉圧力容器への注水 

a. 【技術的能力】原子炉隔離時冷却系の現場操作による原子炉圧力容器への注水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 

 

当該手順は、原子炉隔離時冷却系を現場における弁の手動操作にて起動し、復水貯蔵タンクを水源として原子炉圧力容器への注水を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準

１．２にて求められている「解釈１（１）ｂ）ⅰ）現場での人力による弁の操作により、RCIC等の起動及び十分な期間の運転継続を行う手順等（手順、計測機器及び設備等）」に係る

手段である。そのための設備は、「第 1.2－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、原子炉隔離時冷却系ポンプ（現場手動操作）及び復水貯蔵

タンクを重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a.判断基準 

 

 

b.着手タイミング 

 

c.判断機器 

 

 

a. 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により原子炉圧力容器への注水ができず、中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない場合であって、高圧代替注

水系が現場起動できない場合、又は高圧代替注水系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合には、現場手動操作による原子炉隔離時

冷却系起動の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 判断基準である「原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合」を「原子炉圧力容器内の水位」で確認すること等により、適切に手順に着手で

きることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉圧力容器内の水位」等であること、その監視項目のための計器が「原子炉水位（広帯域、燃料域、SA広帯域、SA燃料域）」等で

あることを確認した。 

また、それらの計器が「第 1.2－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

②必要な人員等 

a.操作手順 

 

b.所要時間等 

 

c.操作機器 

 

a. 当該手順は、現場での RCIC 蒸気供給ライン分離弁及び RCICタービン止め弁の手動開操作、HPAC蒸気供給ライン分離弁の手動閉操作等を行う手順であり、「第 1.2－10図 現場

手動操作による原子炉隔離時冷却系現場起動及び冷却水排水処理 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、現場での RCIC蒸気供給ライン分離弁及び RCIC タービン止め弁の手動開操作、HPAC蒸気供給ライン分離弁の手動閉操作等を計 5名により、110 分以内に実施する

としていることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.2－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a.アクセスルート 

b.通信設備等 

c.作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 弁の手動操作、ポンプの流量調整等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.2.3-2において、以下のとおり示されている。 

 アクセスルートについて、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。また、アクセスルート上に支障となる設備はな

い。 

 連絡手段について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携

行型通話装置により、中央制御室に連絡する。 

 作業環境について、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。直流電源喪失時に原子炉隔離時冷却系を運転するとター

ビングランド部から蒸気が漏えいするため、原子炉隔離時冷却系ポンプ室に運転員（現場）が入室するのは原子炉隔離時冷却系起動時のみとし、その後速やかに退室する手順と
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確認事項 確認結果（女川２号） 

する。したがって、原子炉隔離時冷却系のタービングランド部からの蒸気漏えいに伴う環境温度の上昇による運転員への影響はないものと考えるが、防護具（自給式呼吸器及び

耐熱服）を確実に装着することにより本操作が可能である。 

 

b. 【技術的能力】可搬型代替直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 

 

当該手順は、可搬型代替直流電源設備より原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を供給することによって、原子炉圧力容器への注水を行うものであり、重大事故等防止技術

的能力基準１．２にて求められている「解釈１（２）復旧」に係る手段である。そのための設備は、「第 1.2－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理

され、可搬型代替直流電源設備を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、原子炉隔離時冷却系ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付けることを確

認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a.判断基準 

 

 

b.着手タイミング 

c.判断機器 

 

 

a. 全交流動力電源喪失時、原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に必要な所内常設蓄電式直流電源設備の 125V 蓄電池が枯渇により機能が喪失すると予測される場合であって、代

替交流電源設備により直流電源を確保できない場合には、可搬型代替直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電のための手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が

具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 判断基準である「電源」等を確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「電源」等であること、その監視項目のための計器が「125V直流主母線 2A電圧」、「125V直流主母線 2B電圧」、「250V 直流主母線電圧」等

であることを確認した。また、それらの計器が「第 1.14－2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

②必要な人員等 

a.操作手順 

b.所要時間等 

c.操作機器 

 

必要な人員等は、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a.アクセスルート 

b.通信設備等 

c.作業環境 

アクセスルートの確保等は、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備されていることを確認した。 
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c. 【技術的能力】代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 

 

当該手順は、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備により原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を供給することによって、原子炉圧力容器への注水を行うもの

であり、重大事故等防止技術的能力基準１．２にて求められている「解釈１（２）復旧」に係る手段である。そのための設備は、「第 1.2－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処

設備と整備する手順」に整理され、ガスタービン発電機及び可搬型代替交流電源設備（電源車）を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、原子炉隔離時冷却系ポンプ及び

復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a.判断基準 

 

 

b.着手タイミング 

c.判断機器 

 

 

a. 全交流動力電源喪失時、原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に必要な所内常設蓄電式直流電源設備の 125V蓄電池が枯渇により機能が喪失すると予測される場合であって、ガス

タービン発電機及び可搬型代替交流電源設備（電源車）が使用可能な場合には、ガスタービン発電機等による原子炉隔離時冷却系への給電のための手順に着手するとしており、手

順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 判断基準である「電源」等を確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「電源」等であること、その監視項目のための計器が「6-2C 母線電圧」、「6-2D 母線電圧」、「6-2E 母線電圧」、「6-2F-1母線電圧」、「6-2F-2

母線電圧」等であることを確認した。また、それらの計器が「第 1.14－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

②必要な人員等 

a.操作手順 

b.所要時間等 

c.操作機器 

 

必要な人員等は、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a.アクセスルート 

b.通信設備等 

c.作業環境 

 

アクセスルートの確保等は、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備されていることを確認した。 

 

d. 【自主対策】125V 代替充電器用電源車接続設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、125V 代替充電器用電源車接続設備により原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を供給することによって、原子炉圧力容器への注水を行うものであり、そのため

の自主対策設備が、「第 1.2－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける

理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

 

b. 操作手順 

 

a. 全交流動力電源喪失時、原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に必要な所内常設蓄電式直流電源設備の 125V蓄電池が枯渇により機能が喪失すると予測される場合で、代替交流

電源設備及び可搬型代替直流電源設備により直流電源を確保できない場合には、125V 代替充電器用電源車接続設備による原子炉隔離時冷却系への給電のための手順に着手すると

しており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 操作手順等については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備されていることを確認した。 
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確認事項 確認結果（女川２号） 

c. 所要時間等 c. 所要時間等については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備されていることを確認した。 

 

(2)優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

①抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

 

 

 

サポート系故障時の対応手順の選択について、「第 1.2－19 図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート」にて明確化しており、以下

に示す優先順位に従い実施する方針としていることを確認した。 

 

○全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統が喪失した場合の対応 

a. 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統の喪失により、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水がで

きない場合は、中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動し原子炉圧力容器へ注水する。 

b. 中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない場合は、 現場での人力による弁の操作により高圧代替注水系を起動し原子炉圧

力容器へ注水する。 

c. いずれの操作によっても高圧代替注水系を起動できない場合、又は高圧代替注水系により原子炉圧力容器内の水位を維持できない場合は、 

現場での人力による弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起動し原子炉圧力容器へ注水する。 

 

○全交流動力電源のみ喪失した場合 

a. 全交流動力電源が喪失し、原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に必要な直流電源を所内常設蓄電式直流電源設備により給電している場

合は、所内常設蓄電式直流電源設備の 125V 蓄電池が枯渇する前に常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備より所内常設蓄電式

直流電源設備のうち 125V 充電器に受電することにより、原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保して原子炉圧力容器へ注

水する。 

b. 代替交流電源設備による給電ができない場合は、可搬型代替直流電源設備により原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保し

て原子炉圧力容器へ注水する。 

c. 代替交流電源設備及び可搬型代替直流電源設備による給電ができない場合は、125V 代替充電器用電源車接続設備により原子炉隔離時冷却系

の運転継続に必要な直流電源を確保して原子炉圧力容器へ注水する。 

 

1.2.2.3 監視及び制御 

(1) 【技術的能力】原子炉水位の推定 

確認結果（女川２号） 

（１）手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等防止技術的能力基準１．２にて求められている「解釈１（１）ｃ）ⅰ）原子炉水位を推定する手順等」として、原子炉水位（広帯域、燃料域、SA広帯域、SA燃料域）、原子炉圧力、原

子炉圧力（SA）等により、原子炉水位を監視し、これらの計測機器が故障又は計測範囲（把握能力）を超えた場合、当該パラメータの値を推定する手順を整備するとしていることを確認した。また、監視機能

が喪失した場合の手順については、「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備するとしていることを確認した。 
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(2) 【技術的能力】原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系の作動状況の確認 

確認結果（女川２号） 

（１）手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等防止技術的能力基準１．２にて求められている「解釈１（１）ｃ）ⅱ）RCIC 等の安全上重要な設備の作動状況を確認する手順等（手順、計測機器及び装備等）」として、原子炉水位（広

帯域、燃料域、SA 広帯域、SA 燃料域）、原子炉圧力、原子炉圧力（SA）、高圧代替注水系ポンプ出口流量、原子炉隔離時冷却系ポンプ出口流量、復水貯蔵タンク水位等により、原子炉隔離時冷却系及び高圧代

替注水系の作動状況を監視し、これらの計測機器が故障又は計測範囲（把握能力）を超えた場合には、当該パラメータの値を推定する手順を整備するとしていることを確認した。また、監視機能が喪失した場

合の手順は、「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

(3) 【技術的能力】原子炉水位の制御 

確認結果（女川２号） 

（１）手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等防止技術的能力基準１．２にて求められている「解釈１（１）ｃ）ⅲ）原子炉水位を制御する手順等（手順及び装備等）」として、原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系により炉心へ

注水する場合において、流量を調整する等により原子炉水位を制御する手順等を整備することを確認した。 
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1.2.2.4 復旧に係る手順等 

確認結果（女川２号） 

（１）手順着手の判断等 

重大事故等防止技術的能力基準１．２にて求められている「解釈１（２）復旧」に係る手順が、「1.2.2.2(1) b. 可搬型代替直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電」及び「1.2.2.2(1) c.代替交流電

源設備による原子炉隔離時冷却系への給電」として整備されていることを確認した。また、上記に加えて自主対策として「1.2.2.2(1) d.125V代替充電器用電源車接続設備による原子炉隔離時冷却系への給電」

を整備することを確認した。対応する手順着手の判断基準等については、前述のとおり。 
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1.2.2.5 重大事故等の進展抑制に係る手順等 

(1) 【技術的能力】ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 

 

当該手順は、重大事故等の進展抑制のため、ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源としてほう酸水注入系ポンプを用いて原子炉圧力容器へのほう酸水注入を行うものであり、重大事故等

防止技術的能力基準１．２にて求められている「解釈１（３）重大事故等の進展抑制 重大事故等の進展を抑制するため、ほう酸水注入系（SLCS）又は制御棒駆動機構（CRD）等から

注水する手順等」に係る手段である。そのための重大事故等対処設備は、「第 1.2－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、ガスタービン発電

機及び可搬型代替交流電源設備（電源車）を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、ほう酸水注入系ポンプ及びほう酸水注入系貯蔵タンクを重大事故等対処設備として

位置付けることを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a.判断基準 

 

 

b.着手タイミング 

 

c.判断機器 

 

 

a. 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり、高圧炉心スプレイ系、高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に

維持できない場合には、ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水の注入の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認

した。 

b. 判断基準である「原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合」を「原子炉圧力容器内の水位」で確認すること等により、適切に手順に着手でき

ることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉圧力容器内の水位」等であること、その監視項目のための計器が「原子炉水位（広帯域、燃料域、SA 広帯域、SA燃料域）」等であ

ることを確認した。また、それらの計器が「第 1.2－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

②必要な人員等 

a.操作手順 

 

b.所要時間等 

c.操作機器 

 

a. 当該手順は、ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注水による進展抑制のために中央制御室におけるほう酸水注入系ポンプ起動、運転状況の確認等を行う手順であ

り、「第 1.2－13図 ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水（ほう酸水注入系貯蔵タンク使用）タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、中央制御室におけるほう酸水注入系ポンプ起動、運転状況の確認等を 1名により、15分以内に実施するとしていることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.2－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b.通信設備等 

c.作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 弁の手動操作、ポンプの流量調整等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.2.3-3において、以下のとおり示されている。 

 アクセスルートについて、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。 

 連絡手段について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携

行型通話装置により、中央制御室に連絡する。 

 作業環境について、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。汚染の可能性があることから、防護具(全面マスク、個

人線量計、ゴム手袋等)を装備又は携行して作業を行う。 
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(2) 【自主対策】ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、純水補給水系を水源として、ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水を行うものであり、そのための自主対策設備が、「第 1.2－1表 機能喪失を想定する設計基準

事故対処設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のと

おり。 

 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

 

b. 操作手順 

 

c. 所要時間等 

 

a.原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり、高圧炉心スプレイ系、高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維

持できない場合には、純水補給水系を水源としたほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水の手順に着手するとしており、作業着手の判断基準が具体的な状態で示されているこ

とを確認した。 

b.当該手順は、ほう酸水注入系ポンプ起動、系統の構成等を行う手順であり、「第 1.2－14 図 ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水（純水補給水系使用）タイムチャート」

等を踏まえ、当該手段に必要な手段が示されていることを確認した。 

c.この手順では、ほう酸水注入系ポンプ起動、系統の構成等を計 3名により、35分以内に実施するとしていることを確認した。 

 

(3) 【自主対策】制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等の進展抑制のために、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）により冷却水を確保し、復水貯蔵タンクを水源として制御棒駆動水圧系を用いて

原子炉圧力容器への注水を行うものであり、そのための自主対策設備が、「第 1.2－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されていることを確認し

た。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

b. 操作手順 

 

c. 所要時間等 

 

a.原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり、高圧炉心スプレイ系、高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維

持できない場合には、制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b.当該手順は、制御棒駆動水ポンプ起動、運転状況の確認等を行う手順であり、「第 1.2－16図 制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 タイムチャート」等を踏まえ、当該

手段に必要な手段が示されていることを確認した。 

c.この手順では、制御棒駆動水ポンプ起動、運転状況の確認等を 1名により、20分以内に実施するとしていることを確認した。 

 

 (4) 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

 

 

 

重大事故等の進展抑制時の対応手順の選択について、「第 1.2－19図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート」にて明確化しており、

以下に示す優先順位に従い実施する方針としていることを確認した。 

 

a. 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で，高圧代替注水系、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系により原子炉圧力容器内の水

位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合は、常設代替交流電源設備により非常用高圧母線の電源が確保され、原子炉補機冷却

水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）により冷却水を確保できれば制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水を実施する。 

b. 原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）により冷却水を確保できない場合、又は常設代替交流電源等により非常用高圧母線の

電源が確保できず、可搬型代替交流電源設備により電源を確保した場合は、ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入及び注

水を実施する。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

c. 制御棒駆動水圧系及びほう酸水注入系は発電用原子炉を冷却するには十分な注水量を確保できないが、原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧

対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間、重大事故等の進展抑制として使用する。なお、ほう酸水

注入系により原子炉圧力容器へ注水する際の水源は、通常時の補給にて使用する純水補給水系とする。 
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表２ 自主対策における自主対策設備 

 

分類 対応手段 設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

サ
ポ
ー
ト
系 

機
能
回
復 

125V代替充電器用電源車接続設備による

原子炉隔離時冷却系への給電 

125V 代替充電器用電源車接続設備 給電開始までに時間を要するものの、可搬型代替直流電源設備の代替手段となり得る。 

 

 

重
大
事
故
等
の
進
展
抑
制
時

の
対
応 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へ

の注水 

ほう酸水注入系ポンプ、ほう酸水注入系貯蔵

タンク 

原子炉を冷却するための十分な注水量が確保できず、純水補給水系において、重大事故等対処設備に要求され

る設備としての耐震性は確保されないものの、水源を純水補給水系に切り替えることができれば、ほう酸水注

入系による原子炉への注水が可能となることから、原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時における重大事故等の

進展を抑制する手段となり得る。 

制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器

への注水 

制御棒駆動水ポンプ 原子炉を冷却するための十分な注水量が確保できず、重大事故等対処設備に要求される設備としての耐震性は

確保されないものの、原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時における重大事故等の進展を抑制する手段となり得

る。 

監
視
及
び
制
御 

高圧代替注水系（中央制御室起動時） 原子炉水位（狭帯域） 高圧代替注水系の操作盤は中央制御室裏盤に設置されており、高圧代替注水系を中央制御室裏盤から起動した 

際は、中央制御室表盤に設置されている原子炉水位（狭帯域）は監視に適さないが、複数の計器で監視する手段

としては有効である。なお、高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系の現場起動時に使用する現場監視計器は、

中央制御室での監視はできないため重大事故等対処設備としては位置付けていないが、耐震性は有しており、

現場起動時に原子炉圧力容器内の水位の監視及び制御を行う手段となり得る。 

高圧代替注水系（現場起動時） 高圧代替注水系ポンプ出口圧力、高圧代替注

水系タービン入口蒸気圧力、高圧代替注水系

タービン排気圧力、高圧代替注水系ポンプ入

口圧力 

原子炉隔離時冷却系（現場起動時） 原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン

入口蒸気圧力 
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Ⅰ 要求事項の整理 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（以下「重大事故等防止技術的能力基準」という。）及び実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）において、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等について以下のとおり要求している。 

また、申請者の計画が、設置許可基準規則第３７条の評価（以下「有効性評価（第３７条）」という。）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備する方針であるかを確認するため、重大事故

等防止技術的能力基準１．３原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等に関連する有効性評価（第３７条）における事故シーケンスグループ及び有効性評価（第３７条）で解析上考慮している対策を整理する。 

 

＜重大事故等防止技術的能力基準１．３原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等＞ 

重大事故等防止技術的能力基準 【解釈】 

１．３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための手順等 

 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材

圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧

機能が喪失した場合においても炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するた

め、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するた

めに必要な手順等が適切に整備されているか、

又は整備される方針が適切に示されているこ

と。 

１ 「炉心の著しい損傷」を「防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための手順等をいう。 

（１）可搬型重大事故防止設備 

ａ）常設直流電源系統喪失時において、減圧用の弁（逃がし安全弁）を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手順等が整備されていること。 

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう可搬型コンプレッサー又は窒素ボンベを整 

備すること。 

ｃ）減圧用の弁が作動可能な環境条件を明確にすること。 

（２）復旧 

ａ）常設直流電源喪失時においても、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、代替電源による復旧手順等が整備されている 

こと。 

（３）インターフェイスシステム LOCA（ISLOCA） 

ａ）ISLOCA 発生時において、原子炉冷却材圧力バウンダリの損傷箇所を隔離すること。隔離できない場合、原子炉を減圧し、原子炉冷却材の漏えいを抑制するために、

逃がし安全弁を作動させること等により原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手順等が整備されていること。 
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＜設置許可基準規則第４６条＞（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備） 

設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備） 

（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するた

めの設備） 

第四十六条 発電用原子炉施設には、原子炉

冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であっ

て、設計基準事故対処設備が有する発電用

原子炉の減圧機能が喪失した場合において

も炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損を防止するため、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリを減圧するために必要な設備を設

けなければならない。 

 

第４６条（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備） 

１ 第４６条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）ロジックの追加 

 ａ）原子炉水位低かつ低圧注水系が利用可能な状態で、逃がし安全弁を作動させる減圧自動化ロジックを設けること。 

（２）可搬型重大事故防止設備 

 ａ）常設直流電源系統喪失時においても、減圧用の弁（逃がし安全弁）を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手動設備又は可搬型代替直

流電源設備を配備すること。 

 ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、可搬型コンプレッサー又は窒素ボンベを配備

すること。 

 ｃ）減圧用の弁は、想定される重大事故等が発生した場合の環境条件において確実に作動すること。 

 

 

＜有効性評価（第３７条）＞（有効性評価における事故シーケンス等で必要となる対策（手順等）） 

有効性評価における事故シーケンスグループ等 有効性評価で解析上考慮している対策（手順等） 

2.2高圧注水・減圧機能喪失 

 

（炉心損傷防止・フロントライン系故障時） 

減圧の自動化 

2.7格納容器バイパス（インターフェイスシステムＬＯＣＡ） 

 

（炉心損傷防止・フロントライン系故障時） 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応手順 

3.2高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱 

3.3原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用 

3.5溶融炉心・コンクリート相互作用 

炉心損傷時における高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の防止 
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Ⅱ 審査の視点・審査確認事項と確認結果 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために申請者が計画する設備及び手順等について、以下の項目を確認した。 

・第４６条及び重大事故等防止技術的能力基準１．３項（以下「第４６条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であるか。 

 

1.3.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１.対応手段と設備を選定するための考え方について 

１）対応手段と設備の選定の考え方が、「第４６条等」に示されてい

る要求事項と一致していることを確認する。 

 

 

 

２）自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針

であることを確認する。 

 

 

 

 

１） 炉心の著しい損傷を防止するため、 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態にある場合は、発電用原子炉の減圧が必要であり、発電用原

子炉の減圧をするための設計基準事故対処設備として自動減圧系を設置しており、この設計基準事故対処設備が故障した場合においても、

想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定するとしていることから、「第４６条等」に示された要求事項と一致して

いることを確認した。 

 

２）「第４６条等」に示された要求事項を踏まえ、設計基準事故対処設備が故障した場合は、その機能を代替するために、設計基準事故対処設備

が有する機能、相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」という。）上で、 想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等

対処設備を選定するとしていること、重大事故等対処設備の他に、柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※ １を選定すると

しており、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記１）以外の設備

及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

※１ 自主対策設備；技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況に

よっては、事故対応に有効な設備。 
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 (2) 対応手段と設備の選定の結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．対応手段と設備の選定結果について 

１）対応手段の選定にあたり、フォールトツリー解析等により機能

喪失の原因分析を行っている場合、その分析結果を踏まえて網羅

的に対応手段が選定されているか確認する。 

①機能喪失原因対策分析で想定する故障想定が適切であることを

確認する。 

 

②機能喪失原因対策分析結果を踏まえ、対応手段が網羅的に選定

されていることを確認する。その際、少なくとも①で想定する

故障に直接関連する機器の機能喪失時の対応手段※が選定され

ていることを確認する。 

  また、対応策を講じない故障がある場合、その理由等を確認

する。 

（例；1.2 高圧時冷却における冷却機能喪失） 

※ 1.2高圧時冷却であれば、対象となる設備は原子炉隔離時冷却

系及び高圧炉心スプレイ系であり、対応手段は高圧代替注水系

による原子炉圧力容器への注水、原子炉隔離時冷却系の現場操

作による起動による原子炉圧力容器への注水等となる。FT図で

は、設定したフォールトツリーの頂上事象の下に論理ゲート含

めて機能喪失原因が展開される。 

 

２）第４６条等における要求事項に対応した手順等が選定されてい

るか確認する。 

  また、有効性評価（第３７条）において位置付けられた重大事

故対処設備及び手順等が含まれているか確認する。 

 

 

 

１）機能喪失原因対策分析結果を踏まえた選定結果の確認 

 

① 機能喪失対策分析結果（「第 1.3－1 図 機能喪失原因対策分析）を踏まえ、フロントライン系の故障として、自動減圧系の故障を想定す

る。また、サポート系故障として、全交流動力電源喪失又は直流電源（常設直流電源若しくは常設直流電源系統）喪失を想定することを確

認した。 

 

② 機能喪失対策分析結果を踏まえ、網羅的に対応する代替手段が選定されていることを確認した。想定する故障と対応策との関係について、

「第 1.3－1図 機能喪失原因対策分析」に示されていることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）第４６条等及び有効性評価（第３７条）に対応する重大事故等対処設備及び手順等についての確認結果を以下に示す。 

 具体的な確認内容については、「表１ 規制要求事項に対応する手順」のとおり。 

 

（選定された重大事故対処設備整備及び手順等） 

第４６条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を整備する方針としていることを確認した。 

 

①逃がし安全弁（自動減圧機能）の自動減圧機能喪失時において、逃がし安全弁（自動減圧機能）を作動させるための代替自動減圧回路（代

替自動減圧機能）等の設備 

 

②常設直流電源系統喪失時において、逃がし安全弁（自動減圧機能）の機能を回復するための可搬型代替直流電源設備（電源車、125V 代替

充電器及び 125V代替蓄電池）、125V 直流電源切替盤、主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池等の設備及び手順等※ 

※ 代替電源（主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池及び 125V 直流電源切替盤を除く。）に関する設備及び手順等については、「1.14 電源

設備及び電源の確保に関する手順等」において整理 

 

③逃がし安全弁（自動減圧機能）作動窒素ガス喪失時において、逃がし安全弁（自動減圧機能）の機能を回復するための高圧窒素ガスボンベ
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

等の設備及び手順等 

 

④常設直流電源喪失時において、逃がし安全弁（自動減圧機能）の機能を回復するための可搬型代替直流電源設備（電源車、125V 代替充電

器及び 125V 代替蓄電池）、ガスタービン発電機等の設備及び手順等※ 

※ 代替電源（主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池及び 125V 直流電源切替盤を除く）に関する設備及び手順等については、「1.14 電源

設備及び電源の確保に関する手順等」において整理 

 

⑤インターフェイスシステム LOCA 発生時において、漏えい箇所を隔離するための HPCS 注入隔離弁等の設備及び手順等。また、漏えい箇所

の隔離ができない場合に原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧を行うための逃がし安全弁（自動減圧機能）及び手順等 

 

⑥炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態である場合において、高圧溶融物放出及び格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格

納容器破損を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための逃がし安全弁（自動減圧機能）及び手順等 

 

 また、有効性評価（第３７条）（※）において、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において発電用原子炉を減圧するための重大事故

等対処設備及び手順等として以下を整備する方針としていることを確認した。 

（※）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち、「高圧・低圧注水機能喪失」、「高圧注水・減圧機能喪失」、「全交流動力電源喪失」、「崩壊熱除

去機能喪失」、「LOCA時注水機能喪失」及び「格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA）」、原子炉格納容器破損防止対策の有効

性評価のうち、「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」、「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」及び「溶融炉心・コンク

リート相互作用」をいう。 

 

①逃がし安全弁（自動減圧機能）の自動減圧機能喪失時において、逃がし安全弁（自動減圧機能）を作動させるための代替自動減圧回路（代

替自動減圧機能）等の設備 

 

②常設直流電源系統喪失時において、逃がし安全弁（自動減圧機能）の機能を回復するための可搬型代替直流電源設備（電源車、125V 代替

充電器及び 125V代替蓄電池）等の設備及び手順等 

 

③常設直流電源喪失時において、逃がし安全弁（自動減圧機能）の機能を回復するためのガスタービン発電機等の設備及び手順等 

 

④インターフェイスシステム LOCA 発生時において、漏えい箇所を隔離するための HPCS 注入隔離弁等の設備及び手順等。また、漏えい箇所

の隔離ができない場合に原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧を行うための逃がし安全弁（自動減圧機能）及び手順等 

 

⑤炉心損傷時に原子炉冷却材バウンダリが高圧状態である場合において、高圧溶融物放出及び格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容

器破損を防止するため、原子炉冷却材バウンダリを減圧するための逃がし安全弁（自動減圧機能）及び手順等 
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表１ 規制要求事項に対応する手順 

 

 

 

○「第４６条等」で求められている手順 

規制要求事項 確認結果（女川２号） 

【設備（配備）】※１ １ 第４６条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため、原子炉冷却材

圧力バウンダリを減圧するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）ロジックの追加 

  ａ）原子炉水位低かつ低圧注水系が利用可能な状態で、逃がし安全弁を作動

させる減圧自動化ロジックを設けること（BWRの場合）。 

 

 

（２）可搬型重大事故防止設備 

 ａ）常設直流電源系統喪失時においても、減圧用の弁（逃がし安全弁（BWR の

場合）又は主蒸気逃がし弁及び加圧器逃がし弁（PWR の場合））を作動させ

原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手動設備又は可搬

型代替直流電源設備を配備すること。 

 

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却

材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、可搬型コンプレッサー又は窒

素ボンベを配備すること。 

 

第４６条等の要求事項に対応するための設備及び手順等について、以下のとおり整備する方針

であることを確認した。 

 

（１） 

ａ）原子炉水位低及び残留熱除去系（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレイ系が利用可能な

状態で、主蒸気逃がし安全弁を作動させる減圧自動化ロジックとして、代替自動減圧回路

（代替自動減圧機能）を重大事故等対処設備として整備する。 

 

（２） 

ａ）常設直流電源系統喪失時においても、主蒸気逃がし安全弁を作動させ原子炉冷却材圧力バ

ウンダリの減圧操作が行えるよう、可搬型代替直流電源設備、125V直流電源切替盤、主蒸

気逃がし安全弁用可搬型蓄電池を重大事故等対処設備として整備する。 

 

 

ｂ）主蒸気逃がし安全弁を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、高

圧窒素ガスボンベを重大事故等対処設備として整備する。 

 

【技術的能力】※２ １ 「炉心の著しい損傷」を「防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための手順等をいう。 

 

（１）可搬型重大事故防止設備 

ａ）常設直流電源系統喪失時において、減圧用の弁（主蒸気逃がし弁及び加圧

器逃がし弁）を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよ

う、手順等が整備されていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 

ａ）常設直流電源系統喪失時の減圧 

常設直流電源系統喪失時においても、主蒸気逃がし安全弁を作動させ原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの減圧操作が行えるよう、以下の手順等を整備する。 

 

○ 可搬型代替直流電源設備による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）開放のための手順   

等 

常設直流電源系統喪失により主蒸気逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合、可搬型代

替直流電源設備により主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動に必要な直流電源を

確保し、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）を開放して、原子炉を減圧する。 
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ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材

圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう可搬型コンプレッサー又は窒素ボ

ンベを整備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、可搬型代替直流電源設備のうち電源車による直流電源の供給準備が整うまでの期

間は、125V 代替蓄電池にて主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動に必要な直流電

源を確保し、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の機能を回復させて原子炉を減圧す

る。 

 

○ 主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）開放の

ための手順等 

常設直流電源系統喪失により主蒸気逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合、中央制御

室端子盤にて主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動回路に主蒸気逃がし安全弁用可

搬型蓄電池を接続し、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）を開放して原子炉を減圧す

る。 

 

ｂ）主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧 

減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、以下の手順等

を整備する。 

 

○ 高圧窒素ガス供給系（非常用）による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）駆動源確保の

ための手順等 

高圧窒素ガス供給系（常用）からの窒素の供給が喪失し、主蒸気逃がし安全弁の作動に必

要な窒素の供給圧力が低下した場合、供給源を高圧窒素ガス供給系（非常用）に切り替え

て主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の駆動源を確保する。 

また、高圧窒素ガス供給系（非常用）から供給している期間において、高圧窒素ガスボン

ベ出口圧力が低下した場合、高圧窒素ガスボンベ（待機側）へ切り替え、使用可能な高圧

窒素ガスボンベがある場合は、使用済みの高圧窒素ガスボンベと取り替える。 

 

○ 代替高圧窒素ガス供給系による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）開放のための手順

等 

    （主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な窒素喪失時の減圧） 

主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ

及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータの供給圧力が喪失した場合は、

代替高圧窒素ガス供給系により排気ラインから直接主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）

のアクチュエータに窒素を供給し、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）を開放して原子

炉を減圧する。 

 

（主蒸気逃がし安全弁の背圧を考慮した減圧） 

想定される重大事故時の環境条件を考慮して、原子炉格納容器内圧力が最高使用圧力の 2

倍の状態（854kPa[gage]）となった場合においても確実に主蒸気逃がし安全弁（自動減圧
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（２）復旧 

ａ）常設直流電源喪失時においても、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧力

バウンダリの減圧操作が行えるよう、代替電源による復旧手順等が整備され

ていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）蒸気発生器伝熱管破損（SGTR） 

ａ）SGTR 発生時において、破損した蒸気発生器を隔離すること。隔離できない

場合、加圧器逃がし弁を作動させること等により原子炉冷却材圧力バウンダ

リの減圧操作が行えるよう、手順等が整備されていること。 

 

（４）インターフェイスシステム LOCA（ISLOCA） 

ａ）ISLOCA 発生時において、原子炉冷却材圧力バウンダリの損傷箇所を隔離

すること。隔離できない場合、原子炉を減圧し、原子炉冷却材の漏えいを抑

制するために、主蒸気逃がし弁及び加圧器逃がし弁を作動させること等によ

り原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手順等が整備され

ていること。 

 

機能）を作動させ、原子炉の減圧ができるように、作動に必要な作動窒素供給源を代替高

圧窒素ガス供給系に切り替える。 

 

（２）復旧 

ａ）常設直流電源喪失時においても、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減

圧操作が行えるよう、以下の手順等を整備する。 

 

○ 代替直流電源設備による復旧  

常設直流電源喪失により主蒸気逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合、代替直流電源

設備により主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な直流電源を確保して主蒸気逃がし安全弁

の機能を復旧する。 

 

○ 代替交流電源設備による復旧 

常設直流電源喪失により主蒸気逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合、代替交流電源

設備により 125V充電器を受電し、主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な直流電源を確保し

て主蒸気逃がし安全弁の機能を復旧する。 

 

（３） 

ａ）当該申請号炉は BWRであるため該当しない。 

 

 

 

（４） 

ａ）ISLOCA発生時に、原子炉冷却材圧力バウンダリの漏えい箇所の隔離等が行えるよう、以下

の手順等を整備する。 

 

○ 漏えい箇所の隔離及び主蒸気逃がし安全弁による減圧 

原子炉冷却材圧力バウンダリの漏えい箇所を隔離（中央制御室からの遠隔隔離）すること

で原子炉冷却材の漏えいを抑制し、また、漏えい箇所の特定又は隔離ができない場合は、

主蒸気逃がし安全弁及びタービンバイパス弁による減圧により、原子炉建屋原子炉棟内

への原子炉冷却材の漏えいを抑制し、漏えい箇所の隔離を行う。 

※１；【設備（設置/配備）】：設置許可基準規則第４６条のうち、設備等の設置に関する要求事項 

※３；【技術的能力】：重大事故等防止技術的能力基準 1.3 

 

 

 

 

 

○有効性評価（第３７条）で求められている手順 

   有効性評価で解析上考慮されている手順は以下のとおりであることを確認した。 

「減圧の自動化」、「インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応手順」、「炉心損傷時における高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱を防止するための手順」 
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1.3.2 重大事故等時の手順等 

(1) 規制要求に対する設備及び手順等について 

a. 第４６条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 １）第４６条等に基づく要求事項に対応するための対策とそのた

めに必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認

する。 

   

 

 

 

 

 

第４６条等の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.3.2.1以

降に示す。 

 

１）対策と設備 

第４６条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認した。 

 

a. 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）を用いて逃がし安全弁（自動減圧機能）を作動させることによる原子炉冷却材圧力バウンダリ

の減圧。そのために、代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、逃がし安全弁（自

動減圧機能）を重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

b. 可搬型重大事故防止設備等を用いた原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧。そのために、可搬型代替直流電源設備（電源車、125V代替充

電器及び125V代替蓄電池）、125V直流電源切替盤、主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池及び高圧窒素ガスボンベを重大事故等対処設備と

して新たに整備するとともに、逃がし安全弁（自動減圧機能）を重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

c. 代替電源による復旧。そのために、可搬型直流電源設備（電源車、125V代替充電器及び125V代替蓄電池）及びガスタービン発電機を重

大事故等対処設備として新たに整備するとともに、逃がし安全弁（自動減圧機能）を重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

d. インターフェイスシステムLOCA発生時における漏えい箇所の隔離。そのために、HPCS注入隔離弁及び原子炉建屋ブローアウトパネルを

重大事故等対処設備として位置付ける。漏えい箇所の隔離ができない場合の原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧。そのために、逃がし

安全弁（自動減圧機能）を重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

e. 原子炉格納容器高圧時に逃がし安全弁（自動減圧機能）を確実に動作させるための背圧対策。そのために、高圧窒素ガスボンベを重大

事故等対処設備として新たに整備する。 

 

f. 炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態である場合において、高圧溶融物放出及び格納容器雰囲気直接加熱による原子炉

格納容器破損を防止するための原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧。そのために、逃がし安全弁（自動減圧機能）を重大事故等対処設備

として位置付ける。 

 

なお、代替電源（主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池及び125V直流電源切替盤を除く。）に関する設備及び手順等については、「1.14 電源設

備及び電源の確保に関する手順等」において整理するとしている。 

 

２） １）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針が

第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

   ①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項

２）手順等の方針 

 

①手順着手の判断基準等及び②必要な人員等 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.3-12 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順着

手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順着手の

判断に必要な計器等が示されていることを確認する。 

 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人員、

作業時間等が示されていることを確認する。 

 

③選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、

通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしているこ

と、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認

する。 

 

 

 １）に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。 

 

a.「主蒸気逃がし安全弁の手動操作による減圧」 

逃がし安全弁（自動減圧機能）の自動減圧機能のみが喪失した場合であって、以下の条件のいずれかが成立した場合には、中央制御室か

らの逃がし安全弁（自動減圧機能）を用いた手動による原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧の手順に着手する。 

（ア）原子炉を冷温停止に移行するために減圧する場合であって、主復水器が使用できない場合 

（イ）急速減圧の場合であって、低圧注水系又は低圧代替注水系のうち 1 系統以上の起動（※1）により原子炉圧力容器への注水手段

が確保された場合 

（ウ）炉心損傷後の減圧の場合であって、高圧注水系は使用できないが、低圧注水系 1系統（※2）以上が使用可能である場合、又は、

原子炉圧力容器への注水手段が確保できず、原子炉水位が規定水位（燃料有効部の下端から燃料有効長の 20%上の位置）に到達

した場合（※3） 

（※1）「低圧注水系又は低圧代替注水系のうち 1系統以上の起動」とは、原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時での注水が可能な系統

である高圧炉心スプレイ系、低圧炉心スプレイ系、残留熱除去系（低圧注水モード）及び復水給水系のうち 1系統以上起動す

ること、また、それができない場合は低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水

系ポンプ）、低圧代替注水系（可搬型）、代替循環冷却系及びろ過水系のうち 1系統以上起動することをいう。（以降も同様） 

（※2）「低圧注水系 1系統」とは、低圧炉心スプレイ系、残留熱除去系（低圧注水モード）、復水給水系、代替循環冷却系、低圧代替

注水系（常設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）、低圧代替注水系（可搬型）又はろ

過水系のいずれか 1系統をいう。（以降も同様） 

（※3）当該条件により、「手動による原子炉減圧」の手順に着手することで、原子炉格納容器破損防止対策のうち「高圧溶融物放出

／格納容器雰囲気直接加熱」への対策（上記１）f.の対策に該当）を行う。 

この手順では、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の手動開操作等を1名により、5分以内に実施する。 

 

b.「可搬型直流電源設備による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）開放」 

常設直流電源系統喪失により中央制御室から逃がし安全弁（自動減圧機能）を遠隔操作できない場合であって、以下（ア）及び（イ）の

両方が成立した場合には、可搬型代替直流電源設備（電源車、125V代替充電器及び125V代替蓄電池）による逃がし安全弁（自動減圧機能）

の開放の手順に着手する。 

（ア）以下の条件のいずれかが成立した場合 

ⅰ）炉心損傷前の減圧の場合であって、低圧注水系又は低圧代替注水系のうち1系統以上の起動により原子炉圧力容器への注水手

段が確保されている場合 

ⅱ）炉心損傷後の減圧の場合であって、高圧注水系は使用できないが、低圧注水系1系統以上が使用可能である場合、又は、原子

炉水位が規定水位（燃料有効部の下端から燃料有効長の20%上の位置）に到達した場合 

（イ）逃がし安全弁（自動減圧機能）の駆動に必要な直流電源が可搬型代替直流電源設備より給電可能な場合 

この手順では、125V直流電源切替盤の操作、逃がし安全弁（自動減圧機能）の手動開操作等を計3名により、30分以内に実施する。 

 

c.「主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）開放」 

常設直流電源系統喪失により中央制御室から逃がし安全弁（自動減圧機能）を遠隔操作できず、かつ、可搬型代替直流電源設備が使用で

きない場合であって、以下の条件のいずれかが成立した場合には、主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁（自動減圧機
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能）の開放の手順に着手する。 

（ア）炉心損傷前の減圧の場合であって、低圧注水系又は低圧代替注水系のうち1系統以上の起動により原子炉圧力容器への注水手段

が確保されている場合 

（イ）炉心損傷後の減圧の場合であって、高圧注水系は使用できないが、低圧注水系1系統以上が使用可能である場合、又は、注水手

段がない場合で原子炉水位が規定水位（燃料有効部の下端から燃料有効長の20%上の位置）に到達した場合 

この手順では、主蒸気逃がし安全弁可搬型蓄電池の接続、逃がし安全弁（自動減圧機能）の手動開操作等を計3名により、45分以内に実施

する。 

 

d.「高圧窒素ガス供給系（非常用）による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）駆動源確保」 

逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動に必要な作動窒素ガスの供給圧力が低下し、高圧窒素ガス供給系原子炉格納容器入口圧力低警報が

発生した場合には、高圧窒素ガス供給系（常用）から高圧窒素ガス供給系（非常用）への切替えの手順に着手する。この手順では、高圧

窒素ガス供給系（非常用）への切替操作等を1名により、5分以内に実施する。 

 

e.「代替高圧窒素ガス供給系による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）開放」（主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な窒素喪失時の減圧） 

高圧窒素ガス供給系（常用）及び高圧窒素ガス供給系（非常用）の喪失により中央制御室から逃がし安全弁（自動減圧機能）を遠隔操作

できない場合には、代替高圧窒素ガス供給系による逃がし安全弁（自動減圧機能）の開放の手順に着手する。この手順では、逃がし安全

弁（自動減圧機能）の手動開操作等を計3名により、25分以内に実施する。 

 

f.「代替高圧窒素ガス供給系による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）開放」（主蒸気逃がし安全弁の背圧を考慮した減圧） 

炉心損傷を判断した場合には、代替高圧窒素ガス供給系による逃がし安全弁（自動減圧機能）の開放の手順に着手する。この手順では、

逃がし安全弁（自動減圧機能）の手動開操作等を計3名により、25分以内に実施する。 

 

g.「漏えい箇所の隔離及び主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）による減圧」 

非常用炉心冷却系及び原子炉隔離時冷却系の出口配管の圧力上昇、原子炉建屋原子炉棟内の温度上昇、エリア放射線モニタ指示値の上昇

等を示すパラメータの変化及び漏えい関連警報の発生により、インターフェイスシステムLOCAの発生を判断した場合には、漏えい箇所の

隔離の手順に着手する。また、中央制御室からの遠隔隔離を実施できない場合には、逃がし安全弁（自動減圧機能）による急速減圧を行

い、原子炉建屋原子炉棟内への原子炉冷却材の漏えいを抑制する。その後、現場で遠隔操作を実施する。この手順では、漏えい箇所の隔

離操作、必要に応じて、逃がし安全弁（自動減圧機能）による急速減圧等を以下のとおり実施する。 

（ア）中央制御室からの隔離操作を行う場合、計3名により、20分以内 

（イ）遠隔操作による隔離ができない場合であって、現場での隔離操作を行う場合、計5名により、300分以内 

 

１）a.原子炉圧力容器の減圧の自動化及び １）f.主蒸気逃がし安全弁の背圧対策は、いずれも運転員等による操作が不要な対策であるこ

とを確認した。 

なお、主蒸気逃がし安全弁の背圧対策として、想定される重大事故等の環境条件及び当該環境においても確実に主蒸気逃がし安全弁を作動

させることができるよう、駆動用の高圧窒素ガスボンベから供給される駆動用窒素の設定圧力について、想定される原子炉格納容器内の圧

力に対し十分な余裕を考慮して設定が可能とすることにより確実に操作できる設計とすることを確認した。 
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③作業環境等 

a)照明により夜間等でのアクセス性を確保していること、 b)必要な通信連絡設備を確保していること、 c)高圧窒素ガスボンベの接続等

を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことなどを確認した。 
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b. 第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

  

 

 

１）有効性評価（第３７条）等において位置付けた対策とそのために

必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３７条の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.3.2.1以降

に示す。 

 

１）対策と設備  

有効性評価（第３７条）において、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために、代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）により逃がし安

全弁（自動減圧機能）を作動させることによる原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧、可搬型代替直流電源設備を用いた逃がし安全弁（自動減

圧機能）の機能回復による原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧、ガスタービン発電機を用いた逃がし安全弁（自動減圧機能）の機能回復によ

る原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧、インターフェイスシステムLOCA発生時の漏えい箇所の隔離及び原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧

並びに高圧溶融物放出及び格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容器破損を防止するための原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧を必要

な対策としていることを確認した。 

 

２） １）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針が

第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

   ①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項

（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順着

手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順着手の

判断に必要な計器等が示されていることを確認する。 

 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人員、

作業時間等が示されていることを確認する。 

 

③選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、

通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしているこ

と、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認

する。 

２）手順等の方針 

これらの対策は、 （１）a.２）a.、b.、c.、d.及びf.と同じであるため必要な重大事故等対処設備も同じであり、これらの重大事故等対処

設備の設計及び手順等の方針も同じであることを確認した。 

 

 

 

(2) 優先順位について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項（手順等に関する共通的な

要求事項）等を踏まえて、優先すべき手順・操作等が明確になってい

ることを確認する。 

 

  フロントライン系故障時に原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する手順及びサポート系故障時に原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する

手順のそれぞれについて、優先すべき手順・操作等を明確化していることを確認した。 

  個別手順の優先順位に関する確認内容については、1.3.2.1以降に示す。 
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１）自主的対策を含め重大事故等への対処が確実に実施される方針であ

るか。 

 

①自主的対策のための手順毎に、自主対策設備が示されていること、

自主対策設備として位置付ける理由が示されていることを確認す

る。 

 

②自主的対策のための手順毎に、手順着手の判断基準、具体的な操作

内容、必要な人員数及び作業時間等が示されていることを確認す

る。 

 

（ＢＷＲの場合） 

 自主対策として、逃がし安全弁の耐環境性向上対策への取組を行っ

ている場合、その内容を確認する。 

申請者は、自主的な対策として、原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧機能が喪失した場合に、その機能を構成するフロントライン系及びサポ

ート系の機能を回復するための自主対策設備並びにインターフェイスシステムLOCAが発生した場合に対応するための自主対策設備及び手順

等を整備するとしていることを確認した。 

 

（１）フロントライン系の機能を回復させるための設備及び手順等 

フロントライン系の機能を回復させるための設備及び手順等についての主な確認結果については以下のとおり。具体的な個別手順の確認結

果については、1.3.2.1以降に示す。 

 

①  対策と設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧機能を構成するフロントライン系の機能を回復させる設備（「表２ 自主対策における自主対策設備」

参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。 

 

② 主な手順等及び手順着手の判断基準等 

 a.「タービンバイパス弁の手動操作による減圧」 

主蒸気隔離弁が全開状態であり、かつ常用電源が健全で、主復水器の真空状態が維持できている場合であって、以下の条件のいずれかが成

立した場合には、中央制御室からのタービンバイパス弁を用いた手動による原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧の手順に着手する。 

① 原子炉を冷温停止に移行するために減圧する場合であって、主復水器が使用可能であり、タービンバイパス弁の開操作が可能な場合 

② 急速減圧の場合であって、逃がし安全弁が使用できず、主復水器が使用可能であり、タービンバイパス弁の開操作が可能な場合 

この手順では、タービンバイパス弁の手動開操作等を1名により、5分以内に実施するとしている。 

 

 補足説明資料において、申請者は、原子炉圧力容器の減圧中における環境を想定し、主蒸気逃がし安全弁の温度上昇を評価し、機能確認試験

の結果との比較により、開保持機能を維持できることを示した（※）。また、合わせて、主蒸気逃がし安全弁の耐環境性向上対策に継続的に取

り組むとの方針を示している。 

※ 主蒸気逃がし安全弁の開保持機能の維持については、有効性評価「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」において整理している。 

 

主蒸気逃がし安全弁の耐環境性向上に向けた取組の具体的な内容については、補足説明資料「46.主蒸気逃がし安全弁の耐環境性向上に向け

た取組みについて」において、以下のとおり示されている。 

＜主蒸気逃がし安全弁用電磁弁の改良＞ 

 主蒸気逃がし安全弁の補助作動装置（主蒸気逃がし安全弁用電磁弁）について、駆動用の高圧窒素ガスを供給する際の流路のバウンダリ

のシール部を、従来のフッ素ゴムより高温耐性が優れた改良エチレンプロピレンゴム材に変更する方針である。 

 変更後の高温蒸気環境下におけるシール性能については、蒸気暴露試験により確認を行っている。 

＜主蒸気逃がし安全弁シリンダ部の改良＞ 

 主蒸気逃がし安全弁本体のシリンダ部について、ピストンの動作に影響のないシール部のＯリングを改良エチレンプロピレンゴム材に変

更するとともに、全開状態を保持した場合の駆動用の窒素ガスの漏えいを防止するため、従来材を使用するシール部に追加して、新たに

改良エチレンプロピレンゴム材を用いたシール部（バックシートＯリング）を設置する方針である。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 対策後の改良シリンダについては、高温蒸気環境下における健全性確認試験を実施しており、動作に影響がないこと等の確認を行ってい

る。 

 シリンダ部の改良については、耐環境性の設計目標として原子炉格納容器の限界温度・限界圧力に耐えることを目指す設計とするととも

に、今後信頼性確認試験を実施し、プラント運転に影響を与えないことを確認する予定としている。 

 

 （２）サポート系の機能を回復するための設備及び手順等 

サポート系の機能を回復させるための設備及び手順等についての主な確認結果について以下のとおり。具体的な確認結果については、

1.3.2.1以降に示す。 

 

①  対策と設備 

サポート系の機能を回復させるための設備（「表２ 自主対策における自主対策設備」参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

ることを確認した。 

 

② 主な手順等及び手順着手の判断等 

a.「125V代替充電器用電源車接続設備による逃がし安全弁の復旧」 

常設直流電源喪失により、逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合には、125V代替充電器用電源車接続設備による逃がし安全弁の復旧の手

順に着手する。この手順では、125V代替充電器用電源車接続設備による125V代替充電器への給電操作等を計6名により、140分以内に実施す

るとしている。 

 

（３）インターフェイスシステムLOCA発生時の対応のための設備及び手順等 

インターフェイスシステムLOCA発生時の対応のための設備及び手順等についての主な確認結果について以下のとおり。具体的な確認結果に

ついては、1.3.2.1以降に示す。 

 

①  対策と設備 

申請者は、インターフェイスシステムLOCA発生時の対応のための設備（「表２ 自主対策における自主対策設備」参照）を用いた主な手順等

は以下のとおりとしていることを確認した。 

 

② 主な手順等及び手順着手の判断等 

a.「タービンバイパス弁による原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧」 

非常用炉心冷却系及び原子炉隔離時冷却系の出口配管の圧力上昇、原子炉建屋原子炉棟内の温度上昇、エリア放射線モニタ指示値の上昇等

を示すパラメータの変化及び漏えい関連警報の発生により、インターフェイスシステムLOCAの発生を判断した場合には、漏えい箇所の隔離

の手順に着手する。また、中央制御室からの隔離操作を実施できない場合であって、主復水器が使用可能な場合には、逃がし安全弁に加え

てタービンバイパス弁を用いた減圧の手順に着手する。その後、現場で隔離操作を実施する。この手順では、漏えい個所の隔離操作、必要

に応じて、逃がし安全弁及びタービンバイパス弁による急速減圧等を以下のとおり実施するとしている。 

① 中央制御室からの隔離操作の場合、計3名により、20分以内 

② 遠隔操作による隔離ができず、現場で隔離操作を行う場合、計5名により、300分以内 
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○個別手順の確認 

審査の視点及び確認事項 

１）対策と設備 

 対応する対策とそのために必要な設備が整理され、明示されていることを確認する。｛対策と設備｝※ 

 ※ 1.2.2.1 以降の「審査の視点及び確認事項」には、便宜的に｛ ｝内の事項で標記する。以下同じ。 

 

２）手順等の方針 

○規制要求に対応する手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等  

a.判断基準が明確（具体的な数値若しくは状況を示している）であることを確認する。{判断基準} 

b.示された判断基準により手順が適切に着手できるか。（どのような場合に手順に着手するか確認する）{着手タイミング} 

c.手順着手の判断に必要な計器が特定され、整理されているか確認する。{判断計器} 

②必要な人員等 

a.操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されているか。{操作手順} 

b.手順の所要時間及び人員数が適切であることを、設置許可基準３７条（有効性評価）で確認した内容や訓練実績等を用いて確認する。{所要時間等} 

c.操作に必要な計器類が示されていることを確認する。{操作計器} 

d.設備を多用途に用いる場合に、当該用途への系統切替えの容易性を含め、手順が明確化されていることを確認する。{系統切替え}（該当する場合に記載する。） 

③アクセスルートの確保等 

a.作業場におけるアクセスルートが確保されていることを確認する。{アクセスルート} 

b.通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしていることを確認する。{通信設備等} 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。{作業環境} 

 ※現場操作を伴わない中央制御室のみで作業を実施する手順については、その旨を記載し、a.～c.についての記載は不要とする。 

 

○自主的対策手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準が示されていることを確認する。｛判断基準｝ 

b. 操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されていることを確認する。｛操作手順｝ 

c. 手順の所要時間及び人員数が示されていることを確認する。｛所要時間等｝ 
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1.3.2.1 フロントライン系故障時の手順等 

(1) 代替減圧 

a.【技術的能力、有効性評価（第３７条）】減圧の自動化 

確認結果（女川２号） 

当該手順は、設計基準事故対処設備が有する原子炉の自動減圧機能が喪失した場合であって、かつ、原子炉水位低（レベル 1）到達 10分後及び残留熱除去系（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレイ系運転の場合に、

代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）により主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）を作動させることにより、発電用原子炉を自動で減圧するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．３にて求められている

「原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等」に係る手段であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。そのための重大事故等対処設備が「第 1.3－1表 機能喪失を

想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）を重大事故等対処設

備として位置付けることを確認した。 

なお、代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）による減圧は自動で行うものであり、本件に係る手順は不要であることを確認した。 

（※）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち「高圧注水・減圧機能喪失」をいう。 
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b.【技術的能力】主蒸気逃がし安全弁の手動操作による減圧 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 

 

当該手順は、設計基準事故対処設備が有する主蒸気逃がし安全弁の自動減圧機能のみが喪失した場合であって、中央制御室からの手動操作により逃がし弁機能用電磁弁又は自動減圧機能

用電磁弁を作動させ、アキュムレータに蓄圧された窒素ガスを主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）に供給することにより主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）を開放し、発電用原子炉

を減圧するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．３にて求められている「原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等」に係る手段である。このための設備は、「第

1.3－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）を重大事故等対処設備として位置付けるとしていることを確認

した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a.判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.着手タイミング 

c.判断計器 

 

 

a. 逃がし安全弁（自動減圧機能）の自動減圧機能のみが喪失した場合であって、以下の条件のいずれかが成立した場合には、中央制御室からの逃がし安全弁（自動減圧機能）を用い

た手動による原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

（ア）原子炉を冷温停止に移行するために減圧する場合であって、主復水器が使用できない場合 

（イ）急速減圧の場合であって、低圧注水系又は低圧代替注水系のうち 1系統以上の起動(※1)により原子炉圧力容器への注水手段が確保された場合 

（ウ）炉心損傷後の減圧の場合であって、高圧注水系は使用できないが、低圧注水系 1系統(※2)以上が使用可能である場合、又は、原子炉圧力容器への注水手段が確保できず、原

子炉水位が規定水位（燃料有効部の下端から燃料有効長の 20%上の位置）に到達した場合(※3) 

（※1）「低圧注水系又は低圧代替注水系のうち 1系統以上の起動」とは、原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時での注水が可能な系統である高圧炉心スプレイ系、低圧炉心スプレイ

系、残留熱除去系（低圧注水モード）及び復水給水系のうち 1系統以上起動すること、また、それができない場合は低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注

水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）、低圧代替注水系（可搬型）、代替循環冷却系及びろ過水系のうち 1系統以上起動することをいう。（以降も同様） 

（※2）「低圧注水系 1系統以上」とは、低圧炉心スプレイ系、残留熱除去系（低圧注水モード）、復水給水系、代替循環冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、低圧

代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）、低圧代替注水系（可搬型）又はろ過水系のいずれか 1系統をいう。（以降も同様） 

（※3）当該条件により、「手動による原子炉減圧」の手順に着手することで、原子炉格納容器破損防止対策のうち「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」への対策を行う。

（以降も同様） 

b. 上記 a.の判断基準を「補機監視機能」等によって確認することにより、適切に手順着手できることを確認した。 

c. 手順着手の判断基準における監視項目が「補機監視機能」等であること、その監視項目のための計器が「高圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力」、「低圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧

力」、「原子炉隔離時冷却系ポンプ出口圧力」、「残留熱除去系ポンプ出口圧力」、「主復水器器内圧力」等であることを確認した。また、それらの計器が「第 1.3－2表 重大事故等対処

に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

②必要な人員等 

a.操作手順 

b.所要時間等 

c.操作計器 

 

a. 当該手順は、中央制御室において主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の手動開操作等を行う手順であり、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. 当該手順は、逃がし安全弁（自動減圧機能）の手動開操作等を 1名により、5分以内に実施することを確認した。また、有効性評価（第３７条）と整合していることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.3－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a.アクセスルート 

b.通信設備等 

c.作業環境 

当該手順対応は、現場操作を伴わない中央制御室のみで作業を実施する手順であることを確認した。 
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c.【自主対策】タービンバイパス弁の手動操作による減圧 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、主復水器の真空状態が維持できている場合に、中央制御室からの手動操作によりタービンバイパス弁を開操作し減圧を行うものである。そのための自主対策設備が、「第 1.3

－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主

対策における自主対策設備」のとおり。 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

 

 

b. 操作手順 

c. 所要時間等 

 

a. 主蒸気隔離弁が全開状態であり、かつ常用電源が健全で、主復水器の真空状態が維持できている場合であって、以下の条件のいずれかが成立した場合には、中央制御室からのタービ

ンバイパス弁を用いた手動による原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧の手順に着手するとしていることから、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

① 原子炉を冷温停止に移行するために減圧する場合であって、主復水器が使用可能であり、タービンバイパス弁の開操作が可能な場合 

② 急速減圧の場合であって、主蒸気逃がし安全弁が使用できず、主復水器が使用可能であり、タービンバイパス弁の開操作が可能な場合 

b. 当該手順は、中央制御室でのタービンバイパス弁の手動開操作等を行う手順であり、必要な手段が示されていることを確認した。 

c. 当該手順は、タービンバイパス弁の手動開操作等を 1名により、5分以内に実施することを確認した 
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(2) 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

 

 

 

フロントライン系故障時の対応手順の選択について、「第 1.3－17 図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート」にて明確化しているこ

とを確認した。 

原子炉冷却材圧力バウンダリの自動減圧機能が喪失している場合の対応手順について、以下に示す優先順位に従い実施する方針としていることを

確認した。 

 

a. 自動減圧系機能喪失により主蒸気逃がし安全弁が作動しない場合、低圧注水系又は低圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水準備が完了

し、主復水器が使用可能であればタービンバイパス弁により発電用原子炉を減圧する。 

b. 主復水器が使用不可能であれば主蒸気逃がし安全弁により発電用原子炉を減圧する。 

c. 原子炉水位低（レベル 1）到達 10分後及び残留熱除去系（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレイ系運転の場合は、代替自動減圧機能が自動

で作動し発電用原子炉を減圧する。 
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1.3.2.2 サポート系故障時の手順等 

(1) 常設直流電源系統喪失時の減圧 

a. 【技術的能力】可搬型直流電源設備による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）開放 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 

 

当該手順は、常設直流電源系統喪失により主蒸気逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合、可搬型代替直流電源設備により主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動に必要な直流電源

を確保し、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）を開放して減圧を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．３にて求められている「解釈１（１）可搬型重大事故防止設備 ａ）」

に係る手段である。なお、可搬型代替直流電源設備のうち電源車による直流電源の供給準備が整うまでの期間は、125V 代替蓄電池にて主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動に必要

な直流電源を確保する。そのための設備は、「第 1.3－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、可搬型直流電源設備（電源車、125V代替充電器及び

125V 代替蓄電池）及び 125V 直流電源切替盤を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）を重大事故等対処設備として位置付けることを

確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a.判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

b.着手タイミング 

c.判断計器 

 

 

a. 常設直流電源系統喪失により中央制御室から逃がし安全弁（自動減圧機能）を遠隔操作できない場合であって、以下（ア）及び（イ）の両方が成立した場合には、可搬型代替直流

電源設備（電源車、125V代替充電器及び 125V 代替蓄電池）による逃がし安全弁（自動減圧機能）の開放の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され

明確であることを確認した。 

（ア）以下の条件のいずれかが成立した場合 

ⅰ）炉心損傷前の減圧の場合であって、低圧注水系又は低圧代替注水系のうち 1系統以上の起動により原子炉圧力容器への注水手段が確保されている場合 

ⅱ）炉心損傷後の減圧の場合であって、高圧注水系は使用できないが、低圧注水系 1系統以上が使用可能である場合、又は、原子炉水位が規定水位（燃料有効部の下端から

燃料有効長の 20%上の位置）に到達した場合 

（イ）逃がし安全弁（自動減圧機能）の駆動に必要な直流電源が可搬型代替直流電源設備より給電可能な場合 

b. 上記 a.の判断基準を「電源」及び「補機監視機能」によって確認することにより、適切に手順着手できることを確認した。 

c. 当該手順の判断における監視項目が「電源」及び「補機監視機能」であること、その監視項目のための計器が「125V直流主母線 2A電圧」、「125V 直流主母線 2B電圧」、「高圧炉心ス

プレイ系ポンプ出口圧力」、「低圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力」、「残留熱除去系ポンプ出口圧力」、「復水移送ポンプ出口圧力」等であることを確認した。また、それらの計器が

「第 1.3－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

②必要な人員等 

a.操作手順 

 

 

b.所要時間等 

c.操作計器 

 

a. 当該手順は、125V 直流電源切替盤の操作、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の手動開操作等を行う手順であり、「第 1.3－7図 可搬型代替直流電源設備による主蒸気逃がし安

全弁（自動減圧機能）開放 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。なお、常設代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備による電源確保に

係る手順等については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

b. 当該手順は、125V直流電源切替盤の操作、逃がし安全弁（自動減圧機能）の手動開操作等を計 3名により、30分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.3－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a.アクセスルート 

b.通信設備等 

c.作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 
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確認事項 確認結果（女川２号） 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.3.3-1において、以下のとおり示されている。 

 アクセスルートについて、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、建屋内常用照明消灯時にもアクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 

 連絡手段について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行

型通話装置により、中央制御室に連絡する。 

 作業環境について、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があることから、防護具（全

面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 

 

 

b. 【技術的能力】主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）開放 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 

 

当該手順は、常設直流電源系統喪失により主蒸気逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動回路に主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池を接続

し、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）を開放して減圧を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．３にて求められている「解釈１（１）可搬型重大事故防止設備 ａ）」に

係る手段である。そのための設備は、「第 1.3－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池を重大事故等対処設備

として新たに整備するとともに、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）を重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a.判断基準 

 

 

 

 

 

b.着手タイミング 

c.判断計器 

 

 

a. 常設直流電源系統喪失により中央制御室から逃がし安全弁（自動減圧機能）を遠隔操作できず、かつ、可搬型代替直流電源設備が使用できない場合であって、以下の条件のいずれ

かが成立した場合には、主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁（自動減圧機能）の開放の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され

明確であることを確認した。 

（ア）炉心損傷前の減圧の場合であって、低圧注水系又は低圧代替注水系のうち 1系統以上の起動により原子炉圧力容器への注水手段が確保されている場合 

（イ）炉心損傷後の減圧の場合であって、高圧注水系は使用できないが、低圧注水系 1系統以上が使用可能である場合、又は、注水手段がない場合で原子炉水位が規定水位

（燃料有効部の下端から燃料有効長の 20%上の位置）に到達した場合 

b. 上記 a.の判断基準を「電源」及び「補機監視機能」によって確認することにより、適切に手順着手できることを確認した。 

c. 当該手順の判断における監視項目が「電源」及び「補機監視機能」であること、その監視項目のための計器が「125V直流主母線 2A電圧」、「125V 直流主母線 2B電圧」、「高圧炉心ス

プレイ系ポンプ出口圧力」、「低圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力」、「残留熱除去系ポンプ出口圧力」、「復水移送ポンプ出口圧力」等であることを確認した。また、それらの計器が「第

1.3－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

②必要な人員等 

a.操作手順 

 

b.所要時間等 

c.操作計器 

 

a. 当該手順は、主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の手動開操作等を行う手順であり、「第 1.3－9 図 主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄

電池による主蒸気逃がし安全弁 (自動減圧機能) 開放 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. 当該手順は、主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続、逃がし安全弁（自動減圧機能）の手動開操作等を計 3名により、45分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.3－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a.アクセスルート 

b.通信設備等 

c.作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 
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確認事項 確認結果（女川２号） 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.3.3-2において、以下のとおり示されている。 

 アクセスルートについて、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、建屋内常用照明消灯時にもアクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 

 連絡手段について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行

型通話装置により、中央制御室に連絡する。 

 作業環境について、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があることから、防護具（全

面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 
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 (2) 主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な窒素喪失時の減圧 

a.【技術的能力】高圧窒素ガス供給系（非常用）による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）駆動源確保 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 

 

当該手順は、高圧窒素ガス供給系（常用）からの窒素の供給が喪失し、主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な窒素の供給圧力が低下した場合、供給源を高圧窒素ガス供給系（非常用）に切

り替えて主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の駆動源を確保する（（ア）高圧窒素ガス供給系（常用）から高圧窒素ガス供給系（非常用）への切替え）とともに、高圧窒素ガス供給系

（非常用）から供給している期間において、高圧窒素ガスボンベ出口圧力が低下した場合、高圧窒素ガスボンベ（待機側）へ切り替え、使用可能な高圧窒素ガスボンベがある場合は、使

用済みの高圧窒素ガスボンベと取り替える（（イ）高圧窒素ガス供給系（非常用）高圧窒素ガスボンベの切替え）ものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．３にて求められている

「解釈１（１）可搬型重大事故防止設備 ｂ）」に係る手段である。そのための設備は、「第 1.3－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、高圧窒素

ガスボンベを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）を重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a.判断基準 

 

 

 

 

b.着手タイミング 

c.判断計器 

 

 

a. 当該手順は、「（ア）高圧窒素ガス供給系（常用）から高圧窒素ガス供給系（非常用）への切替え」及び「（イ）高圧窒素ガス供給系（非常用）高圧窒素ガスボンベの切替え」につい

て、それぞれ以下の条件のもと、手順に着手するとしていることを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

（ア）逃がし安全弁の駆動に必要な作動窒素ガスの供給圧力が低下し、高圧窒素ガス供給系原子炉格納容器入口圧力低警報が発生した場合 

（イ）高圧窒素ガス供給系（非常用）高圧窒素ガスボンベから主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）作動用の窒素ガスを供給している期間において、高圧窒素ガス供給系窒素

ガスボンベ出口圧力低警報が発生した場合 

b. 上記 a.の判断基準を「補機監視機能」で確認すること等により、適切に手順着手できることを確認した。 

c. 当該手順の判断における監視項目が「補機監視機能」であること、その監視項目のための計器が「高圧窒素ガス供給系 ADS入口圧力」及び「高圧窒素ガス供給系 窒素ガスボンベ出

口圧力」であることを確認した。また、それらの計器が「第 1.3－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

②必要な人員等 

a.操作手順 

 

b.所要時間等 

 

 

c.操作計器 

 

a. 当該手順は、高圧窒素ガス供給系（非常用）による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）駆動源確保を行う手順であり、「第 1.3－11図 高圧窒素ガス供給系（非常用）による主蒸

気逃がし安全弁（自動減圧機能）駆動源確保 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. 当該手順において、「（ア）高圧窒素ガス供給系（常用）から高圧窒素ガス供給系（非常用）への切替え」を行う場合は、高圧窒素ガス供給系（非常用）への切替等を 1名により、5

分以内に実施すること、及び、「（イ）高圧窒素ガス供給系（非常用）高圧窒素ガスボンベの切替え」を行う場合は、高圧窒素ガス供給系（非常用）高圧窒素ガスボンベの切替え等を

計 2名により、35 分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.3－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a.アクセスルート 

b.通信設備等 

c.作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.3.3-3において、以下のとおり示されている。 

 アクセスルートについて、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、建屋内常用照明消灯時にもアクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 

 連絡手段について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行

型通話装置により、中央制御室に連絡する。 

 作業環境について、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があることから、防護具（全

面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 

 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.3-27 

b.【技術的能力】代替高圧窒素ガス供給系による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）開放 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 

 

当該手順は、高圧窒素ガス供給系（常用）及び高圧窒素ガス供給系（非常用）の窒素ガスが喪失し、中央制御室からの遠隔操作により原子炉を減圧できない場合、代替高圧窒素ガス供給

系により主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）を開放する（（ア）代替高圧窒素ガス供給系の中央制御室からの遠隔操作）とともに、代替高圧窒素ガス供給系高圧窒素ガスボンベから主

蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）作動用の窒素を供給している期間において、高圧窒素ガスボンベの作動窒素供給圧力が規定圧力未満となった場合、代替高圧窒素ガス供給系高圧窒素

ガスボンベを取り替える（（イ）代替高圧窒素ガス供給系高圧窒素ガスボンベの取替え）ものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．３にて求められている「解釈１（１）可搬型重大

事故防止設備 ｂ）」に係る手段である。そのための設備は、「第 1.3－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、高圧窒素ガスボンベを重大事故等対

処設備として新たに整備するとともに、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）を重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a.判断基準 

 

 

 

 

b.着手タイミング 

c.判断計器 

 

 

a. 当該手順は、「（ア）代替高圧窒素ガス供給系の中央制御室からの遠隔操作」及び「（イ）代替高圧窒素ガス供給系高圧窒素ガスボンベの切替え」について、それぞれ以下の条件のも

と、手順に着手するとしていることを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

（ア）高圧窒素ガス供給系（常用）及び高圧窒素ガス供給系（非常用）の喪失により中央制御室から逃がし安全弁（自動減圧機能）を遠隔操作できない場合 

（イ）代替高圧窒素ガス供給系高圧窒素ガスボンベから主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）作動用の窒素を供給している期間において、高圧窒素ガスボンベの作動窒素供給

圧力が規定圧力未満となった場合 

b. 上記 a.の判断基準を「補機監視機能」で確認すること等により、適切に手順着手できることを確認した。 

c. 当該手順の判断における監視項目が「補機監視機能」であること、その監視項目のための計器が「高圧窒素ガス供給系 ADS入口圧力」及び「高圧窒素ガス供給系 窒素ガスボンベ出

口圧力」であることを確認した。また、それらの計器が「第 1.3－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

②必要な人員等 

a.操作手順 

 

b.所要時間等 

 

 

c.操作計器 

 

a. 当該手順は、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の手動開操作等を行う手順であり、「第 1.3－13図 代替高圧窒素ガス供給系による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）開放 タ

イムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. 当該手順において、「（ア）代替高圧窒素ガス供給系の中央制御室からの遠隔操作」を行う場合は、逃がし安全弁（自動減圧機能）の手動開操作等を計 3名により、25分以内に実施

すること、及び、「（イ）代替高圧窒素ガス供給系高圧窒素ガスボンベの取替え」を行う場合は、代替高圧窒素ガス供給系高圧窒素ガスボンベの取替え等を計 2名により、80分以内に

実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.3－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a.アクセスルート 

b.通信設備等 

c.作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.3.3-3において、以下のとおり示されている。 

 アクセスルートについて、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、建屋内常用照明消灯時にもアクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 

 連絡手段について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行

型通話装置により、中央制御室に連絡する。 

 作業環境について、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があることから、防護具（全

面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 

 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.3-28 

(3) 主蒸気逃がし安全弁の背圧を考慮した減圧 

a.【技術的能力】代替高圧窒素ガス供給系による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）開放 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 

 

当該手順は、想定される重大事故時の環境条件を考慮して、原子炉格納容器内圧力が最高使用圧力の 2倍の状態（854kPa[gage]）となった場合においても確実に主蒸気逃がし安全弁（自

動減圧機能）を作動させ、原子炉の減圧ができるように、作動に必要な作動窒素供給源を代替高圧窒素ガス供給系に切り替えるものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．３にて求

められている「解釈１（１）可搬型重大事故防止設備 ｂ）」に係る手段である。そのための設備は、「第 1.3－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理さ

れ、高圧窒素ガスボンベを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）を重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a.判断基準 

 

b.着手タイミング 

c.判断計器 

 

 

a. 炉心損傷を判断した場合には、代替高圧窒素ガス供給系による逃がし安全弁（自動減圧機能）の開放の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されて

いることを確認した。 

b. 判断基準である「炉心損傷を判断した場合」を「補機監視機能」で確認すること等により、適切に手順着手できることを確認した。 

c. 当該手順の判断における監視項目が「補機監視機能」であること、その監視項目のための計器が「高圧窒素ガス供給系 ADS入口圧力」及び「高圧窒素ガス供給系 窒素ガスボンベ出

口圧力」であることを確認した。また、それらの計器が「第 1.3－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

②必要な人員等 

a.操作手順 

 

b.所要時間等 

c.操作計器 

 

a. 当該手順は、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の手動開操作等を行う手順であり、「第 1.3－13図 代替高圧窒素ガス供給系による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）開放 タ

イムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、逃がし安全弁（自動減圧機能）の手動開操作等を計 3名により、25分以内に実施するとしていることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.3－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a.アクセスルート 

b.通信設備等 

c.作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.3.3-3において、以下のとおり示されている。 

 アクセスルートについて、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、建屋内常用照明消灯時にもアクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 

 連絡手段について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行

型通話装置により、中央制御室に連絡する。 

 作業環境について、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があることから、防護具（全

面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 

 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.3-29 

(4) 復旧 

a.【技術的能力、自主対策】代替直流電源設備による復旧 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 

 

当該手順は、常設直流電源喪失により主蒸気逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合、代替直流電源設備により主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な直流電源を確保して主蒸気逃がし安全

弁の機能を復旧するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．３にて求められている「解釈１（２）復旧」に係る手段である。そのための設備は、「第 1.3－1表 機能喪失を想定

する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、可搬型代替直流電源設備（電源車、125V 代替充電器及び 125V 代替蓄電池）を重大事故等対処設備として新たに整備するととも

に、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）を重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

また、当該手順は、前述の重大事故等対処設備のみで実施可能であるが、これらに加え、125V 代替充電器用電源車接続設備を当該手順における自主対策設備として位置付けることを確認

した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「1.14電源の確保に関する手順等」の「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a.判断基準 

 

b.着手タイミング 

c.判断計器 

 

 

a. 常設直流電源喪失により、125V 直流主母線 2A 及び 2B の電圧喪失を確認した場合において、可搬型代替直流電源設備又は 125V 代替充電器用電源車接続設備からの給電が可能な場

合には、代替直流電源設備による主蒸気逃がし安全弁の復旧の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 上記 a.の判断基準を「電源」によって確認することにより、適切に手順着手できることを確認した。 

c. 当該手順の判断における監視項目が「電源」であること、その監視項目のための計器が「125V 直流主母線 2A電圧」、「125V直流主母線 2B電圧」等であることを確認した。また、そ

れらの計器が「第 1.3－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

②必要な人員等 

a.操作手順 

b.所要時間等 

c.操作計器 

可搬型代替直流電源設備に係る手順等については、「1.14電源の確保に関する手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

125V代替充電器用電源車接続設備に係わる手順では、125V 代替充電器への給電操作等を計 6名により、140 分以内に実施することを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a.アクセスルート 

b.通信設備等 

c.作業環境 

可搬型代替直流電源設備に係る手順等については、「1.14電源の確保に関する手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.3-30 

b.【技術的能力】代替交流電源設備による復旧 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 

 

当該手順は、常設直流電源喪失により主蒸気逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合、代替交流電源設備により 125V 充電器を受電し、主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な直流電源を確

保して主蒸気逃がし安全弁の機能を復旧するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．３にて求められている「解釈１（２）復旧」に係る手段である。そのための設備は、「第 1.3

－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、代替交流電源設備を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、主蒸気逃がし安全弁（自動減

圧機能）を重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a.判断基準 

 

b.着手タイミング 

c.判断計器 

 

 

a. 全交流動力電源喪失が原因で常設直流電源が喪失し、125V 直流主母線 2A及び 2Bの電圧喪失を確認した場合において、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給

電が可能な場合には、代替交流電源設備による主蒸気逃がし安全弁の復旧の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 上記 a.の判断基準を「電源」によって確認することにより、適切に手順着手できることを確認した。 

c. 当該手順の判断における監視項目が「電源」であること、その監視項目のための計器が「125V 直流主母線 2A電圧」、「125V直流主母線 2B電圧」等であることを確認した。また、そ

れらの計器が「第 1.3－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

②必要な人員等 

a.操作手順 

b.所要時間等 

c.操作計器 

代替交流電源設備に係る手順等については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a.アクセスルート 

b.通信設備等 

c.作業環境 

代替交流電源設備に係る手順等については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

  



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.3-31 

(5) 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

 

 

 

サポート系故障時の対応手順の選択について、「第 1.3－17図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート」にて明確化していることを確認

した。 

 

サポート系が喪失している場合の対応手順について、以下に示す優先順位に従い実施する方針としていることを確認した。 

 

○常設直流電源系統喪失の場合 

a. 常設直流電源系統喪失により主蒸気逃がし安全弁が作動しない場合、①可搬型代替直流電源設備（給電準備が完了するまでの間は 125V 代替蓄

電池を使用）又は②主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池により直流電源を確保して主蒸気逃がし安全弁を作動させて発電用原子炉を減圧する。

（優先順位は①、②の順） 

 

○常設直流電源のみ喪失の場合 

b. 常設直流電源喪失により主蒸気逃がし安全弁が作動しない場合、①可搬型代替直流電源設備又は②125V 代替充電器用電源車接続設備により直

流電源を確保して主蒸気逃がし安全弁の機能を復旧する。（優先順位は①、②の順） 

 

○常設直流電源及び全交流電源の喪失の場合 

c. 全交流動力電源喪失が原因で常設直流電源が喪失した場合、①常設代替交流電源設備又は②可搬型代替交流電源設備により 125V 充電器を充電

し、直流電源を確保して主蒸気逃がし安全弁の機能を復旧する。（優先順位は①、②の順） 

 

○主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な窒素喪失時の場合 

d. 主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な窒素の喪失により主蒸気逃がし安全弁が作動しない場合、 高圧窒素ガス供給系（非常用）により窒素を確

保し、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）を作動させて原子炉を減圧する。また、代替高圧窒素ガス供給系により主蒸気逃がし安全弁（自動

減圧機能）を作動させて原子炉を減圧する。なお、主蒸気逃がし安全弁の背圧対策として、 想定される重大事故等の環境条件においても確実

に主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）を作動させることができるよう、作動に必要な作動窒素供給源を代替高圧窒素ガス供給系に切り替える

ことで、より高い圧力の作動窒素を供給する。 
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1.3.2.3 炉心損傷時の手順 

(1) 原子炉格納容器破損を防止するための手順 

a. 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】炉心損傷時における高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の防止 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 

 

当該手順は、炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態である場合において、高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容器破損を防止するため、主蒸気逃

がし安全弁を使用した中央制御室からの手動操作により発電用原子炉を減圧するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．３にて求められている「原子炉格納容器の破損を防止す

るため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な手順等」に係る手段であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。そのための設備

は、「第 1.3－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）を重大事故等対処設備として位置付けることを確認し

た。 

（※）格納容器破損防止対策の有効性評価のうち「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」、「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」及び「溶融炉心・コンクリート相互作

用」をいう。 

２）手順等の方針 手順等については、「1.3.2.1(1)b.【技術的能力】主蒸気逃がし安全弁の手動操作による減圧」において整備するとしていることを確認した。 
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1.3.2.4 インターフェイスシステム LOCA 発生時の手順 

(1) 非常時操作手順書（徴候ベース）「原子炉建屋制御」 

a. 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】漏えい箇所の隔離及び主蒸気逃がし安全弁による減圧 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 

 

当該手順は、インターフェイスシステム LOCA 発生時において、漏えい箇所の隔離（中央制御室からの遠隔操作）を行うとともに、漏えい箇所の隔離（中央制御室からの遠隔操作）がで

きない場合に、主蒸気逃がし安全弁により発電用原子炉を減圧することによって、原子炉建屋への原子炉冷却材の漏えいを抑制し、漏えい箇所の隔離を行うものであり、重大事故等防止

技術的能力基準１．３にて求められている「解釈１（４）インターフェイスシステム LOCA（ISLOCA）」に係る手段であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮す

る手段である。 

そのための設備は、「第 1.3－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）、HPCS注入隔離弁及び原子炉建屋ブロ

ーアウトパネルを重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

（※）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち「格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA）」についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a.判断基準 

 

 

b.着手タイミング 

c.判断計器 

 

 

a. 非常用炉心冷却系及び原子炉隔離時冷却系の出口配管の圧力上昇、原子炉建屋原子炉棟内の温度上昇、エリア放射線モニタ指示値の上昇等を示すパラメータの変化及び漏えい関連

警報の発生により、インターフェイスシステム LOCA の発生を判断した場合には、漏えい箇所の隔離の手順に着手する。また、中央制御室からの遠隔隔離を実施できない場合には、

逃がし安全弁による急速減圧を行うとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 上記の判断基準を「格納容器バイパスの監視」、「補機監視機能」及び「漏えい関連警報」によって確認することにより、適切に手順着手できることを確認した。 

c. 当該手順の判断における監視項目が「漏えい関連警報」等であること、その監視項目のための計器が「建屋・床・タンク漏えい」、「残留熱除去系機器室／熱交換器室漏えい」等であ

ることを確認した。また、それらの計器が「第 1.3－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

②必要な人員等 

a.操作手順 

 

b.所要時間等 

 

 

c.操作計器 

 

a. 当該手順は、インターフェイスシステム LOCA の発生を判断した場合に、原子炉冷却材の損傷箇所の隔離及び主蒸気逃がし安全弁による原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧を行う手

順であり、「第 1.3－16図 インターフェイスシステム LOCA 発生時の原子炉の減圧 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、漏えい箇所の隔離操作、必要に応じて、主蒸気逃がし安全弁による急速減圧等を以下のとおり実施する。 

（ア）中央制御室からの隔離操作を行う場合、計 3名により、20分以内 

（イ）遠隔操作による隔離ができず、現場での隔離操作を行う場合、計 5名により、300分以内 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.3－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a.アクセスルート 

b.通信設備等 

c.作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 通信連絡設備による必要な連絡手段を確保していることを確認した。 

c. インターフェイスシステム LOCA の発生時の漏えい箇所の隔離等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、現場での漏えい箇所の隔離操作の成立性について、添付資料 1.3.3-5において、以下のとおり示されている。 

 アクセスルートについて、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、建屋内常用照明消灯時にもアクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 

 連絡手段について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携行

型通話装置により、中央制御室に連絡する。 

 作業環境について、作業環境（温度、湿度、圧力）が改善された状態での作業であり、自給式呼吸器及び耐熱服を確実に装着することにより、操作可能である。 

また、添付資料 1.3.5において、インターフェイスシステム LOCA発生時の破断面積を保守的に想定した場合の現場環境（温度、湿度、圧力、線量）の評価が示されている。 
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b. 【自主対策】タービンバイパス弁の手動操作による減圧 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、インターフェイスシステム LOCA 発生時において、漏えい箇所の隔離（中央制御室からの遠隔操作）ができない場合に、主蒸気逃がし安全弁及びタービンバイパス弁により

発電用原子炉を減圧することによって、原子炉建屋への原子炉冷却材の漏えいを抑制し、漏えい箇所の隔離を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．３にて求められている

「（４）インターフェイスシステム LOCA（ISLOCA）」に係る手段である。そのための自主対策設備が、「第 1.3－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理

されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

b. 操作手順 

c. 所要時間等 

手順等の方針は、「1.3.2.1 (1)c.【自主対策】タービンバイパス弁の手動操作による減圧」と同様であることを確認した。 
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(2)優先順位  

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

①抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

 

 

 

インターフェイスシステム LOCA発生時の手順について、以下に示す優先順位に従い実施する方針としていることを確認した。 

 

a. インターフェイスシステム LOCA 発生時には、漏えい箇所の隔離操作（中央制御室からの遠隔操作）を実施する。 

b. 漏えい箇所の隔離操作（中央制御室からの遠隔操作）に失敗した場合には、主蒸気逃がし安全弁及びタービンバイパス弁※により発電用原子

炉の急速減圧を行うことにより、原子炉建屋への原子炉冷却材の漏えいを抑制し、漏えい箇所の隔離を行う。 

 

※ タービンバイパス弁は自主対策設備であり、主復水器が使用可能な場合には、主蒸気逃がし安全弁と合わせて使用する。 

 

 

 

 

表２ 自主対策における自主対策設備 

 

分類 対応手段 設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

フロントライン系機能

故障時の手順、インター

フェイスシステム LOCA

時の手順 

タービンバイパス弁の手動操作

による減圧 

タービンバイパス弁及びタービン制御

系 

炉心損傷前及びインターフェイスシステム LOCA 発生時において、主蒸気隔離弁が全開状態であり、かつ、常用電

源が健全で、主復水器の真空が維持できていれば、原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧手段となり得る。 

サポート系機能故障時

の手順 

125V 代替充電器用電源車接続設

備による主蒸気逃がし安全弁の

復旧 

125V 代替充電器用電源車接続設備 給電開始までに時間を要するものの、逃がし安全弁の作動に必要な直流電源を確保する手段となり得る。 
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Ⅰ 要求事項の整理 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（以下「重大事故等防止技術的能力基準」という。）及び実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）において、以下のとおり要求している。 

 

＜重大事故等防止技術的能力基準１．４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等＞ 

重大事故等防止技術的能力基準 【解釈】 

１．４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発

電用原子炉を冷却するための手順等 

 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材

圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機

能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発

電用原子炉を冷却するために必要な手順等が適

切に整備されているか、又は整備される方針が

適切に示されていること。 

 

 

１ 「炉心の著しい損傷」を「防止するため、発電用原子炉を冷却するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた 

めの手順等をいう。 

（１）原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却 

ａ）可搬型重大事故防止設備の運搬、接続及び操作に関する手順等を整備すること。 

（２）復旧 

ａ）設計基準事故対処設備に代替電源を接続することにより起動及び十分な期間の運転継続ができること。 

 

＜設置許可基準規則第４７条＞（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備） 

設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための設備） 

 

第四十七条 発電用原子炉施設には、原子炉冷

却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉

の冷却機能が喪失した場合においても炉心の

著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止

するため、発電用原子炉を冷却するために必

要な設備を設けなければならない。 

 

 

第４７条（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備） 

１ 第４７条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため、発電用原子炉を冷却するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を

有する措置を行うための設備をいう。 

（１）重大事故防止設備 

 ａ）可搬型重大事故防止設備を配備すること。 

 ｂ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応するため、常設重大事故防止設備を設置すること。 

 ｃ）上記ａ）及びｂ）の重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 
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＜有効性評価における事故シーケンス等で必要となる対策（手順等）＞ 

有効性評価における事故シーケンスグループ等 有効性評価で解析上考慮している対策（手順等） 

2.1 高圧・低圧注水機能喪失 （炉心損傷防止・フロントライン系故障） 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

2.3 全交流動力電源喪失 （炉心損傷防止・フロントライン系故障） 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

（炉心損傷防止・サポート系故障） 

残留熱除去系ポンプ電源復旧後の原子炉圧力容器への注水 

2.4 崩壊熱除去機能喪失 （炉心損傷防止・フロントライン系故障） 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

（炉心損傷防止・サポート系故障） 

残留熱除去系ポンプ電源復旧後の原子炉圧力容器への注水 

2.6ＬＯＣＡ時注水機能喪失 （炉心損傷防止・フロントライン系故障） 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

3.1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

 

（格納容器破損防止・フロントライン系故障） 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

3.2 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 （溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存） 

  代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却 

3.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 （溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存） 

  代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却 

3.4 水素燃焼 （格納容器破損防止・フロントライン系故障） 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

3.5 溶融炉心・コンクリート相互作用 （溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存） 

  代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却 

5.2 全交流動力電源喪失 （運転停止中原子炉の燃料損傷防止） 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

残留熱除去系電源復旧後の発電用原子炉からの除熱 
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Ⅱ 要求事項に対する審査の視点・審査確認事項と確認結果 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するために申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第４７条及び重大事故等防止技術的能力基準１．４項（以下「第４７条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であるか。 

 

1.4.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１.対応手段と設備を選定するための考え方について 

１）対応手段と設備の選定の考え方が、「第４７条等」に示されてい

る要求事項と一致していることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

２）自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針

であることを確認する。 

 

 

 

 

１）原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において、発電用原子炉を冷却し炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための

設計基準事故対処設備として残留熱除去系（低圧注水モード）を、また、発電用原子炉停止中において、発電用原子炉内の崩壊熱を除去する

ための設計基準事故対処設備として残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）を設置している。これらの設計基準事故対処設備が故障した場

合においても、想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定するとしている。また、炉心の著しい損傷、溶融が発生

し、溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存した場合において、原子炉格納容器の破損を防止するための対応手段及び重大事故等対処設備を選

定するとしている。以上から、「第４７条等」に示された要求事項と一致していることを確認した。 

 

 

２）「第４７条等」に示された要求事項を踏まえ、設計基準事故対処設備が故障した場合は、その機能を代替するために、設計基準事故対処設備

が有する機能、相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」という。）上で、想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等

対処設備を選定するとしていること、重大事故等対処設備の他に、柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※ １を選定すると

しており、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記１）以外の設備

及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

※１ 自主対策設備；技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況によ

っては、事故対応に有効な設備。 
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(2) 対応手段と設備の選定の結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．対応手段と設備の選定結果について 

 

１）対応手段の選定にあたり、フォールトツリー解析等により機能

喪失の原因分析を行っている場合、その分析結果を踏まえて網羅

的に対応手段が選定されているか確認する。 

 

①機能喪失原因対策分析で想定する故障想定が適切であること

を確認する。 

 

②機能喪失原因対策分析結果を踏まえ、対応手段が網羅的に選定

されていることを確認する。その際、少なくとも①で想定する

故障に直接関連する機器の機能喪失時の対応手段※が選定され

ていることを確認する。 

  また、対応策を講じない故障がある場合、その理由等を確認

する。 

（例；1.2 高圧時冷却における冷却機能喪失） 

※ 1.2 高圧時冷却であれば、対象となる設備は原子炉隔離時冷却

系及び高圧炉心注水系であり、対応手段は高圧代替注水系によ

る原子炉圧力容器への注水、原子炉隔離時冷却系の現場操作に

よる起動による原子炉圧力容器への注水等となる。FT 図では、

設定したフォールトツリーの頂上事象の下に論理ゲート含め

て機能喪失原因が展開される。 

 

２）第４７条等における要求事項に対応した手順等が選定されてい

るか確認する。 

  また、有効性評価（第３７条）において位置付けられた重大事

故対処設備及び手順等が含まれているか確認する。 

 

 

 

 

１）機能喪失原因対策分析結果を踏まえた選定結果の確認 

 

① 機能喪失対策分析結果（「第 1.4－1図 機能喪失原因対策分析」参照）を踏まえ、フロントライン系の故障として、残留熱除去系（低圧注

水モード及び原子炉停止時冷却モード）の故障を想定すること、サポート系の故障として、全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却水系

（原子炉補機冷却海水系を含む。）の故障を想定すること、さらに、炉心溶融後、溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合を想定する

ことを確認した。 

 

② 機能喪失対策分析結果を踏まえ、網羅的に対応する代替手段が選定されていること、想定する故障と対応策との関係について、「第 1.4－

1図 機能喪失原因対策分析」に示されていることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）第４７条等及び有効性評価（第３７条）に対応する重大事故等対処設備及び手順等についての主な確認結果を以下に示す。 

具体的な確認内容については、「表１ 規制要求事項に対応する手順」のとおり。 

 

第４７条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を整備する方針としているとしていることを確認した。 

 

① 可搬型重大事故防止設備として低圧代替注水系（可搬型）を用いた原子炉圧力容器への注水（以下、常設重大事故防止設備として低圧代替

注水系（常設）を用いた原子炉圧力容器への注水と合わせて、「低圧代替注水」という。）のための大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び手順

等 

 

② 低圧代替注水系（常設）を用いた低圧代替注水のための復水移送ポンプ、直流駆動低圧注水系ポンプ等の設備及び手順等 

 

③ 全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去系ポンプを用いた炉心注水又は原子炉除熱のためのガスタービン発電機

等の設備及び手順等（※） 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

④ 上記①及び②の設備については、設計基準事故対処設備に対して多様性及び独立性を有し、位置的分散が図られた設計とする。 

 

⑤ 炉心の著しい損傷及び溶融が発生した場合において、原子炉圧力容器に残存する溶融炉心を冷却するための設備及び手順等 

 

（※）代替電源に関する設備及び手順等については、「1.14 電源設備及び電源の確保に関する手順等」において整理 

 

また、第４７条の要求事項に対応するための手順に加え、有効性評価（第３７条）において、原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための重大事故等対処設備及び手順等として以下を整備する方針としていることを確認した。 

 

① 低圧代替注水系（可搬型）及び低圧代替注水系（常設）による低圧代替注水のための設備及び手順等 

 

② 全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去系ポンプを用いた炉心注水又は原子炉除熱のための設備及び手順等 

 

③ 代替循環冷却系による原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却のための設備及び手順等 

 

これらの確認結果から、原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するために申請者が計画する設備及び手順等が、第４７条等

における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であることから、第４７条等に適合するものと判断した。また、有効性評価（第

３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備される方針であることを確認した。 

 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.4-8 

表１ 規制要求事項に対応する手順 

 

 

○「第４７条等」で求められている手順 

規制要求事項 確認結果（女川２号） 

【設備（配備）】※１ 第４７条（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備） 

１ 第４７条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため、発電用原子炉を

冷却するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）重大事故防止設備 

 ａ）可搬型重大事故防止設備を配備すること。 

 

 ｂ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応するため、常設

重大事故防止設備を設置すること。 

 

 

第４７条等の要求事項に対応するための設備及び手順等について、以下のとおり整備する方針

であることを確認した。 

 

 

 

（１） 

ａ）可搬型重大事故防止設備を用いた低圧代替注水を行うため、低圧代替注水系（可搬型）を

重大事故等対処設備として整備する。 

ｂ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応するための常設重大事故防

止設備を用いた低圧代替注水を行うため、低圧代替注水系（常設）を重大事故等対処設備と

して整備する。 

 

【技術的能力】※２ 【解釈】 

１ 「炉心の著しい損傷」を「防止するため、発電用原子炉を冷却するために必要

な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための手順等をいう。 

 

（１）原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却 

ａ）可搬型重大事故防止設備の運搬、接続及び操作に関する手順等を整備する

こと。 

 

 

 

 

（２）復旧 

ａ）設計基準事故対処設備に代替電源を接続することにより起動及び十分な期

間の運転継続ができること。 

 

 

 

 

 

 

（１） 

ａ）可搬型重大事故防止設備の運搬、接続及び操作に関する手順等を以下のとおり整備する。 

 

○ 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水のための手順等 

低圧代替注水系（可搬型）を用いた低圧代替注水を行う。この手順では、大容量送水ポ

ンプ（タイプⅠ）の配備及びホース接続、系統の構成、ポンプ起動等を実施する。 

 

（２） 

ａ）設計基準事故対処設備に代替電源を接続することにより起動及び十分な期間の運転継続が

行えるよう、以下の手順等を整備する。 

 

○ 残留熱除去系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水のための手順等 

常設代替交流電源設備により残留熱除去系の電源を復旧し、原子炉補機冷却水系（原子

炉補機冷却海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却水系により冷却水を確保すること

で、残留熱除去系（低圧注水モード）にて原子炉圧力容器への注水を行う。 
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○ 残留熱除去系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水のための手順等 

常設代替交流電源設備により残留熱除去系の電源を復旧し、原子炉補機冷却水系（原子

炉補機冷却海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却水系により冷却水を確保すること

で、残留熱除去系（停止時冷却モード）にて発電用原子炉からの除熱を行う。 

 

※１；【設備（設置/配備）】：設置許可基準規則第４７条のうち、設備等の設置に関する要求事項 

※２；【技術的能力】：重大事故等防止技術的能力基準 1.4 

 

○ 有効性評価（第３７条）で求められている手順 

    有効性評価で解析上考慮されている手順は以下のとおりであることを確認した。 

「低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水」、「低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水」、「残留熱除去系ポンプ電源復旧後の原子炉圧力容器への注水」、 

「残留熱除去系ポンプ電源復旧後の発電用原子炉からの除熱」 
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1.4.2 重大事故等時の手順等 

(1) 規制要求に対する設備及び手順等について 

a.第４７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

１）第４７条等に基づく要求事項に対応するための対策とそのた

めに必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確

認する。 

   

 

 

 

 

 

第４７条等の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.4.2.1以降

に示す。 

 

１）対策と設備 

第４７条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

 

a. 可搬型重大事故防止設備を用いた低圧代替注水。そのために、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

 

b. 炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応するための常設重大事故防止設備を用いた低圧代替注水。そのために、直流駆

動低圧注水系ポンプ、ガスタービン発電機及び常設代替直流電源設備（250V 蓄電池）を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、

復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

c. 全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去系ポンプを用いた炉心注水又は原子炉除熱及び低圧炉心スプレイ系ポン

プを用いた炉心注水。そのために、ガスタービン発電機を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、残留熱除去系ポンプ(低圧注

水モード及び原子炉停止時冷却モード)及び低圧炉心スプレイ系ポンプを重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

d. 炉心の著しい損傷及び溶融が発生した場合において、原子炉圧力容器に残存する溶融炉心を冷却するための炉心冷却。そのために、大容量

送水ポンプ（タイプⅠ）及び代替循環冷却ポンプを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク

及びサプレッションチェンバを重大事故等対処設備として位置付ける。 

２） １）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針

が第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

 

① 選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項

（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順着

手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順着手の

判断に必要な計器等が示されていることを確認する。 

 

② 選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人員、

作業時間等が示されていることを確認する。 

 

③ 選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、

通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしているこ

と、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認

する。 

２）手順等の方針 

 

①手順着手の判断基準等及び②必要な人員等 

 １）に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。 

なお、具体的な計測可能なパラメータ等については、「第1.4－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に示されている。 

 

a.「低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水」 

復水給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず、かつ、原子炉水位を原子炉水位低（レベル3）以上に維持でき

ない場合には、低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水の手順に着手する。（※）この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備

及びホース接続、系統の構成、ポンプ起動等を計13名により、385分以内に実施する。 

 

（※）低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への代替注水の準備を同時並行で

行う。注水に使用する手段は、準備が完了したもののうち、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、代替循環冷却系（自主対策

設備）、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）、ろ過水ポンプ（自主対策設備）、低圧代替注水系（可搬型）の順で選

択する。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

  

b.「低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水」 

復水給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず、かつ、原子炉水位を原子炉水位低（レベル3）以上に維持でき

ない場合には、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、復水移送ポン

プの起動等を1名により、15分以内に実施する。 

 

c.「低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水」 

復水給水系、非常用炉心冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず、

かつ、原子炉水位を原子炉水位低（レベル3）以上に維持できない場合には、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原

子炉注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、直流駆動低圧注水系ポンプの起動等を計3名により、35分以内に実施する。 

 

d.「残留熱除去系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水」 

全交流動力電源喪失時、ガスタービン発電機による非常用高圧母線2C系及び2D系への給電が完了した場合であって、残留熱除去系ポンプ

の電源が復旧された場合には、原子炉停止中においては残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による原子炉除熱、原子炉運転中におい

ては残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、残留熱除去系ポンプ

の起動等を以下のとおり実施する。 

（ア）原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による原子炉除熱を行う場合、1名により、30分以内 

（イ）原子炉運転中においては残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水を行う場合、1名により、15分以内 

なお、常設代替交流電源設備に関する手順等については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整理されていることを確認した。 

 

e.「低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水」 

全交流動力電源喪失時、ガスタービン発電機による非常用高圧母線2C系への給電が完了した場合であって、残留熱除去系（低圧注水モー

ド）の電源が復旧されず、低圧炉心スプレイ系ポンプの電源が復旧された場合には、低圧炉心スプレイ系による原子炉注水の手順に着手す

る。この手順では、系統の構成、低圧炉心スプレイ系ポンプの起動等を1名により、15分以内に実施する。 

なお、常設代替交流電源設備に関する手順等については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整理されていることを確認した。 

 

f.「代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却」 

原子炉圧力容器が破損したと判断（※）した場合には、代替循環冷却系による原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却の手順に着手

する。この手順では、系統の構成、代替循環冷却ポンプの起動等を1名により、15分以内に実施する。 

（※）原子炉格納容器下部温度の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器内の圧力の低下、原子炉格納容器内の圧力の上昇、原子炉格納容器下

部の雰囲気温度の低下、原子炉格納容器内の水素濃度の上昇により確認する。（以降も同様） 

 

g.「低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による残存溶融炉心の冷却」 

原子炉圧力容器が破損したと判断した場合であって、代替循環冷却系が使用できない場合には、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）

による原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却の手順に着手する。この手順では、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を1名により、

15分以内に実施する。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

h.「低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却」 

原子炉圧力容器が破損したと判断した場合であって、代替循環冷却系及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）が使用できない場合

には、低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却の手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）の配備及びホース接続、系統の構成、ポンプ起動等を計12名により、385分以内に実施する。 

 

③作業環境等 

  上記で選定した手順について、a)照明により夜間等でのアクセス性を確保していること、b)必要な通信連絡設備を確保していること、c) 大

容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の運搬、接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことなどを確認した。 

 

 

b.第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

１）有効性評価（第３７条）等において位置付けた対策とそのた

めに必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確

認する。 

 

 

 

第３７条の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.4.2.1以降に

示す。 

 

 １）対策と設備  

有効性評価（第３７条）において、原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するために、低圧代替注水系（可搬型）、低圧代替注水

系（常設）（復水移送ポンプ）及び低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による炉心注水並びに残留熱除去系ポンプ電源復旧に

よる炉心注水又は原子炉除熱並びに代替循環冷却系による原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却を必要な対策としていることを確認し

た。 

 

２） １）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針

が第４７条等に基づく要求事項に適合しているか。 

 

① 選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項

（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順着

手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順着手の

判断に必要な計器等が示されていることを確認する。 

 

② 選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人員、

作業時間等が示されていることを確認する。 

 

③ 選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、

通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしているこ

と、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認

する。 

 

２）手順の方針 

これらの対策は（１）a.２）a.、b.、c.及びd.と同じであるため、必要な重大事故等対処設備も同じであり、これらの重大事故等対処設備の設

計及び手順等の方針も同じであることを確認した。 
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(2) 優先順位について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項（手順等に関する共通的

な要求事項）等を踏まえて、優先すべき手順・操作等が明確にな

っていることを確認する。 

 

  発電用原子炉運転中における対応手順及び発電用原子炉運転停止中における対応手順のそれぞれについて、優先すべき手順・操作等を明確化

していることを確認した。 

  個別手順の優先順位に関する確認内容については、1.4.2.1以降に示す。 
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(3) 自主的対策のための設備及び手順等について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）自主的対策を含め重大事故等への対処が確実に実施される方針

であるか。 

 

① 自主的対策のための手順毎に、自主対策設備等が示されている

こと、自主対策設備として位置付ける理由が示されていること

を確認する。 

 

② 自主的対策のための手順毎に、手順着手の判断基準、具体的な

操作内容、必要な人員数及び作業時間等が示されていることを

確認する。 

 

 

申請者は、自主的な対策として、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に原子炉を冷却するために必要となる重大事故等対処設備及び手順等を

整備するとともに、原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する機能が喪失した場合に、その機能を構成するフロントライン

系の機能を回復するための自主対策設備及び手順等、原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却のための自主対策設備及び手順等を整備する

としていることを確認した。 

 

（１）フロントライン系の機能を回復するための自主対策設備及び手順等 

フロントライン系の機能を回復させるための設備及び手順等についての主な確認結果については以下のとおり。具体的な個別手順の確認結果

については、1.4.2.1以降に示す。 

 

①  対策と設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に原子炉を冷却する機能を構成するフロントライン系の機能を回復させるための設備（「表２ 自主

対策における自主対策設備」参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。 

 

② 主な手順等及び手順着手の判断等 

 

a.「代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水」 

復水給水系、非常用炉心冷却系及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉注水ができず、原子炉水位を原子炉水位低（レ

ベル3）以上に維持できない場合には、代替循環冷却系による原子炉注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、代替循環冷却ポ

ンプの起動等を1名により、15分以内に実施する。 

 

b.「ろ過水ポンプによる原子炉圧力容器への注水」 

復水給水系、非常用炉心冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、代替循環冷却系及び低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧

注水系ポンプ）による原子炉注水ができず、原子炉水位を原子炉水位低（レベル3）以上に維持できない場合には、ろ過水ポンプによる原

子炉注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を1名により、20分以内に実施する。 

 

c.「原子炉冷却材浄化系による発電用原子炉からの除熱」 

原子炉停止中においては、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による原子炉の除熱ができない場合であって、非常用交流電源設備

又は常設代替交流電源設備が使用可能な場合には、原子炉冷却材浄化系により原子炉を除熱する手順に着手する。この手順では、系統の

構成、原子炉冷却材浄化系ポンプの起動等を1名により、35分以内に実施する。 

 

（２）原子炉圧力容器内の残存溶融炉心の冷却のための自主対策設備及び手順等 

原子炉圧力容器内の残存溶融炉心の冷却のための設備及び手順等についての主な確認結果については以下のとおり。具体的な個別手順の確認

結果については、1.4.2.1以降に示す。 

 

①  対策と設備 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

炉心の著しい損傷及び溶融の発生により、原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心を冷却するための設備（「表２ 自主対策における自主対

策設備」参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。 

 

② 主な手順等及び手順着手の判断等 

 

a.「ろ過水ポンプによる残存溶融炉心の冷却」のための手順 

原子炉圧力容器が破損したと判断した場合であって、代替循環冷却系及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）が使用できない場合

には、残留熱除去系ヘッドスプレイ配管を使用したろ過水ポンプによる原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却の手順に着手する。

この手順では、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を1名により、20分以内に実施する。 
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○個別手順の確認 

審査の視点及び確認事項 

１）対策と設備 

 対応する対策とそのために必要な設備が整理され、明示されていることを確認する。｛対策と設備｝※ 

 ※ 1.2.2.1 以降の「審査の視点及び確認事項」には、便宜的に｛ ｝内の事項で標記する。以下同じ。 

 

２）手順等の方針 

○規制要求に対応する手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等  

a.判断基準が明確（具体的な数値若しくは状況を示している）であることを確認する。{判断基準} 

b.示された判断基準により手順が適切に着手できるか。（どのような場合に手順に着手するか確認する）{着手タイミング} 

c.手順着手の判断に必要な計器が特定され、整理されているか確認する。{判断計器} 

②必要な人員等 

a.操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されているか。{操作手順} 

b.手順の所要時間及び人員数が適切であることを、設置許可基準３７条（有効性評価）で確認した内容や訓練実績等を用いて確認する。{所要時間等} 

c.操作に必要な計器類が示されていることを確認する。{操作計器} 

d.設備を多用途に用いる場合に、当該用途への系統切替えの容易性を含め、手順が明確化されていることを確認する。{系統切替え}（該当する場合に記載する。） 

③アクセスルートの確保等 

a.作業場におけるアクセスルートが確保されていることを確認する。{アクセスルート} 

b.通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしていることを確認する。{通信設備等} 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。{作業環境} 

 ※現場操作を伴わない中央制御室のみで作業を実施する手順については、その旨を記載し、a.～c.についての記載は不要とする。 

 

○自主的対策手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準が示されていることを確認する。｛判断基準｝ 

b. 操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されていることを確認する。｛操作手順｝ 

c. 手順の所要時間及び人員数が示されていることを確認する。｛所要時間等｝ 
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1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の手順等 

a. 低圧代替注水 

(a) 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系の故障により発電用原子炉の冷却ができない場合に、低圧代替注水系（常設）（復

水移送ポンプ）により発電用原子炉を冷却するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．４にて求められている「原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための手段等」に係る手段であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。このための設備は、「第 1.4－1表 機能喪失を想定する設計基準事故

対処設備と整備する手順」に整理され、ガスタービン発電機を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として

位置付けることを確認した。 

（※）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち「高圧・低圧注水機能喪失」、「全交流動力電源喪失」、「崩壊熱除去機能喪失」及び「LOCA 時注水機能喪失」、並びに格納容器破損防止対策

の有効性評価のうち「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」及び「水素燃焼」並びに運転停止中の燃料破損防止対策の有効性評価のうち「全交流動力

電源喪失」についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.当該手順では、復水給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず、かつ、原子炉水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合には、低圧代替注

水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉注水の手順に着手する（※）としており、作業着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

（※）低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への代替注水の準備を同時並行で行う。注水に使用する手段は、準備が完了

したもののうち、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、代替循環冷却系（自主対策設備）、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）、ろ過水ポンプ（自主対

策設備）、低圧代替注水系（可搬型）の順で選択する。 

b.判断基準である「原子炉水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合」を「原子炉圧力容器内の水位」で確認すること等により、適切に手順着手できることを確認した。 

c.当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉圧力容器内の水位」等であること、その監視項目のための計器が「原子炉水位（広帯域、燃料域、SA 広帯域、SA燃料域）」等である

ことを確認した。また、それらの計器が「第 1.4－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a.当該手順は、系統の構成、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の起動等を行う手順であり、「第 1.4－9図 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器

への注水 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b.この手順では、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を 1名により、15分以内に実施することを確認した。 

c.当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.4－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a.照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b.必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c.復水移送ポンプ等の運搬、接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 
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(b)【技術的能力、有効性評価（第３７条）】低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系の故障により発電用原子炉の冷却ができない場合に、低圧代替注水系（常設）（直

流駆動低圧注水系ポンプ）により発電用原子炉を冷却するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．４にて求められている「原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための手段等」に係る手段であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。このための設備は、「第 1.4－1表 機能喪失を想定する設

計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、直流駆動低圧注水系ポンプを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位

置付けることを確認した。 

（※）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち「全交流動力電源喪失」についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

 

 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.当該手順では、復水給水系、非常用炉心冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず、かつ、原子炉水位を原子

炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合には、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉注水の手順に着手する（※）としており、作業着手の判断

基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

（※）低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への代替注水の準備を同時並行で行う。注水に使用する手段は、準備が完了

したもののうち、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、代替循環冷却系（自主対策設備）、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）、ろ過水ポンプ（自主対

策設備）、低圧代替注水系（可搬型）の順で選択する。 

b.判断基準である「原子炉水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合」を「原子炉圧力容器内の水位」で確認すること等により、適切に手順着手できることを確認した。 

c.当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉圧力容器内の水位」等であること、その監視項目のための計器が「原子炉水位（広帯域、燃料域、SA 広帯域、SA燃料域）」等である

ことを確認した。また、それらの計器が「第 1.4－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a.当該手順は、系統の構成、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）の起動等を行う手順であり、「第 1.4－11図 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）

による原子炉圧力容器への注水 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b.この手順では、系統の構成、直流駆動低圧注水系ポンプの起動等を計 3名により、35分以内に実施することを確認した。 

c.当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.4－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a.照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b.必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c.直流駆動低圧注水系ポンプ等の運搬、接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.4.3-2において、以下のとおり示されている。 

 アクセスルートについて、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行しており、暗闇においてもアクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 

 連絡手段について、通常の連絡手段として、電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び送受話器（ページング）を記載しており、通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携

行型通話装置により中央制御室に連絡する。 

作業環境について、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、暗闇における作業性を確保する。放射性物質が放出される可能性があることから、操作は防護具（全面マス

ク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.4-19 

(c) 【技術的能力】低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系の故障により発電用原子炉の冷却ができない場合に、低圧代替注水系（可搬型）に

より発電用原子炉を冷却するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．４にて求められている「解釈１（１）原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却 ａ）可搬型重大事故防

止設備の運搬、接続及び操作に関する手順を整備すること」に係る手段である。このための設備は、「第 1.4－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理

され、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.当該手順では、復水給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず、かつ、原子炉水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合には、低圧代替注

水系（可搬型）による原子炉注水の手順に着手する（※）としており、作業着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

（※）低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への代替注水の準備を同時並行で行う。注水に使用する手段は、準備が完了

したもののうち、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、代替循環冷却系（自主対策設備）、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）、ろ過水ポンプ（自主対

策設備）、低圧代替注水系（可搬型）の順で選択する。 

b.判断基準である「原子炉水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合」を「原子炉圧力容器内の水位」で確認すること等により、適切に手順着手できることを確認した。 

c.当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉圧力容器内の水位」等であること、その監視項目のための計器が「原子炉水位（広帯域、燃料域、SA 広帯域、SA燃料域）」等である

ことを確認した。また、それらの計器が「第 1.4－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a.当該手順は、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備及びホース接続、系統の構成、ポンプ起動等を行う手順であり、「第 1.4－13図～第 1.4－15図 低圧代替注水系（可搬型）によ

る原子炉圧力容器への注水 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b.この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備及びホース接続、系統の構成、ポンプ起動等を計 13名により、385分以内に実施することを確認した。 

c.当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.4－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a.照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b.必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c.大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の運搬、接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.4.3-1において、以下のとおり示されている。 

 アクセスルートについて、車両付属の作業用照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行しており、夜間においてもアクセス可能である。また、アクセスルート

上に支障となる設備はない。 

 連絡手段について、通常の連絡手段として、電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、ト

ランシーバ（携帯）により発電所対策本部に連絡する。 

 作業環境について、車両付属の作業用照明及び可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保する。放射性物質が放出される可能性があることから、

操作は防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.4-20 

(d) 【自主対策】代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系の故障により発電用原子炉の冷却ができない場合に、代替循環冷却系により発電用

原子炉を冷却するものであり、そのための自主対策設備が、「第 1.4－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対

策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

 

 

 

b. 操作手順 

 

c. 所要時間等 

 

a.復水給水系、非常用炉心冷却系及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）により原子炉注水ができず、原子炉水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合には、

代替循環冷却系による原子炉注水の手順に着手する（※）としており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

（※）低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への代替注水の準備を同時並行で行う。注水に使用する手段は、準備が完了

したもののうち、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、代替循環冷却系（自主対策設備）、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）、ろ過水ポンプ（自主対

策設備）、低圧代替注水系（可搬型）の順で選択する。 

b.当該手順は、系統の構成、代替循環冷却ポンプの起動等を行う手順であり、「第 1.4－17図 代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水 タイムチャート」等を踏まえ、必要な

手段が示されていることを確認した。 

c.この手順では、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を 1名により、15分以内に実施するとしていることを確認した。 

 

 (e) 【自主対策】ろ過水ポンプによる原子炉圧力容器への注水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系の故障により発電用原子炉の冷却ができない場合に、ろ過水ポンプにより発電用原

子炉を冷却するものであり、そのための自主対策設備が、「第 1.4－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策

設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

 

 

 

 

b. 操作手順 

 

c. 所要時間等 

 

a.復水給水系、非常用炉心冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、代替循環冷却系及び低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）により原子炉注水ができ

ず、原子炉水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合には、ろ過水ポンプによる原子炉注水の手順に着手する（※）としており、手順着手の判断基準が具体的な状

態で示され明確であることを確認した。 

（※）低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への代替注水の準備を同時並行で行う。注水に使用する手段は、準備が完了

したもののうち、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、代替循環冷却系（自主対策設備）、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）、ろ過水ポンプ（自主対

策設備）、低圧代替注水系（可搬型）の順で選択する。 

b.当該手順は、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を行う手順であり、「第 1.4－19図 ろ過水ポンプによる原子炉圧力容器への注水 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示

されていることを確認した。 

c.この手順では、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を 1名により、20分以内に実施するとしていることを確認した。 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.4-21 

b. 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

抽出した手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

原子炉運転中におけるフロントライン系故障時の対応手順の選択について、「第 1.4－42 図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート」

にて明確化しており、以下に示す優先順位に従い実施する方針としていることを確認した。（準備については、同時並行で実施される。） 

 

a. 外部電源、代替交流電源設備等により交流電源が確保できた場合、復水貯蔵タンクが使用可能であれば低圧代替注水系（常設）（復水移送ポン

プ）により原子炉圧力容器へ注水する。 

b. 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）が使用できない場合、代替循環冷却系、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）、ろ

過水ポンプ又は低圧代替注水系（可搬型）により原子炉圧力容器へ注水する。 

c. 交流電源が確保できない場合、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）により原子炉圧力容器へ注水する。 

d. 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）を実施する際の注入配管の選択は、注水流量が多いものを優先して使用する。優先順位は以下のと

おり。 

優先①： 残留熱除去系（A）注入配管 

優先②： 残留熱除去系（B）注入配管 

 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.4-22 

(2) サポート系故障時の手順等 

a.【技術的能力、有効性評価（第３７条）】残留熱除去系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の故障により、残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系による原子炉圧

力容器への注水ができない場合に、常設代替交流電源設備により残留熱除去系の電源を復旧し、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却水系に

より冷却水を確保することで、残留熱除去系（低圧注水モード）にて原子炉圧力容器への注水を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．４にて求められている「解釈１

（２）復旧」に係る手段であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。このための設備は、「第 1.4－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対

処設備と整備する手順」に整理され、ガスタービン発電機を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、残留熱除去系ポンプ（低圧注水モード）を重大事故等対処設備として

位置付けることを確認した。 

なお、当該手順のうち、常設代替交流電源設備に関する手順等については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備されていることを確認した。 

（※）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち「全交流動力電源喪失」及び「崩壊熱除去機能喪失」についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.当該手順では、全交流動力電源喪失時、ガスタービン発電機による非常用高圧母線 2C 系及び 2D 系への給電が完了した場合であって、残留熱除去系ポンプの電源が復旧された場合

には、原子炉運転中においては残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水の手順に着手するとしており、作業着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であ

ることを確認した。 

b.判断基準である「電源」等を確認すること等により、適切に手順着手できることを確認した。 

c.当該手順着手の判断における監視項目が「電源」等であること、その監視項目のための計器が「6-2C母線電圧」、「6-2D母線電圧」等であることを確認した。また、それらの計器が

「第 1.4－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a.当該手順は、系統の構成、残留熱除去系ポンプの起動等を行う手順であり、「第 1.4－21図 残留熱除去系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水 タイムチャート」等を踏まえ、必要

な手段が示されていることを確認した。 

b.この手順では、系統の構成、残留熱除去系ポンプの起動等を 1名により、15分以内に実施することを確認した。 

c.当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.4－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a.照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b.必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c.残留熱除去系ポンプ等の運搬、接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.4-23 

b.【技術的能力】低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の故障により、残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系による原子炉圧

力容器への注水ができない場合に、常設代替交流電源設備により低圧炉心スプレイ系の電源を復旧し、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却

水系により冷却水を確保することで低圧炉心スプレイ系にて原子炉圧力容器への注水を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．４にて求められている「解釈１（２）復

旧」に係る手段である。このための設備は、「第 1.4－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、ガスタービン発電機を重大事故等対処設備として

新たに整備するとともに、低圧炉心スプレイ系ポンプを重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

なお、当該手順のうち、常設代替交流電源設備に関する手順等については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備されていることを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.当該手順では、全交流動力電源喪失時、ガスタービン発電機による非常用高圧母線 2C系への給電が完了した場合であって、残留熱除去系（低圧注水モード）の電源が復旧できず、

低圧炉心スプレイ系ポンプの電源が復旧された場合には、原子炉運転中においては低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水の手順に着手するとしており、作業着手の判

断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b.判断基準である「電源」等を確認すること等により、適切に手順着手できることを確認した。 

c.当該手順着手の判断における監視項目が「電源」等であること、その監視項目のための計器が「6-2C母線電圧」、「4-2C母線電圧」等であることを確認した。また、それらの計器が

「第 1.4－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a.当該手順は、系統の構成、低圧炉心スプレイ系ポンプの起動等を行う手順であり、「第 1.4－23図 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水 タイムチャート」等を

踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b.この手順では、系統の構成、低圧炉心スプレイ系ポンプの起動等を 1名により、15分以内に実施することを確認した。 

c.当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.4－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a.照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b.必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c.低圧炉心スプレイ系ポンプ等の運搬、接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.4-24 

b. 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

抽出した手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

原子炉運転中におけるサポート系故障時の対応手順の選択について、「第 1.4－42 図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート」にて明

確化しており、以下に示す優先順位に従い実施する方針としていることを確認した。 

 

a. 常設代替交流電源設備により交流電源が確保できた場合、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の運転が可能であれば残留

熱除去系（低圧注水モード）により原子炉圧力容器へ注水する。また、残留熱除去系（低圧注水モード）が復旧できず、原子炉補機冷却水系

（原子炉補機冷却海水系を含む。）の運転が可能であれば低圧炉心スプレイ系により原子炉圧力容器へ注水する。 

b. 原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の運転ができない場合、原子炉補機代替冷却水系を設置し、残留熱除去系（低圧注水

モード）により原子炉圧力容器へ注水するが、原子炉補機代替冷却水系の設置に時間を要することから、低圧代替注水系（常設）（復水移送

ポンプ）等による原子炉圧力容器への注水を並行して実施する。発電用原子炉停止後は、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発

電用原子炉からの除熱を実施する。 

 

 

 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.4-25 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 

a. 低圧代替注水 

(a) 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷、溶融が発生した場合において、溶融炉心が原子炉圧力容器を破損し原子炉格納容器下部へ落下した場合、原子炉格納容器下部注水系により原子炉格

納容器下部へ注水することで落下した溶融炉心を冷却するが、原子炉圧力容器内に溶融炉心が残存した場合は、代替循環冷却系により原子炉圧力容器へ注水することで残存した溶融

炉心を冷却し、原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱を抑制するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．４にて求められている「原子炉格納容器の破損を防止するた

め、発電用原子炉を冷却するために必要な手順等」に係る手段であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。このための設備は、「第 1.4－1表 

機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、代替循環冷却ポンプを重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

（※）格納容器破損防止対策の有効性評価のうち「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」、「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」及び「溶融炉心・コンクリート相

互作用」についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.原子炉圧力容器が破損したと判断（※）した場合には、代替循環冷却系による原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却の手順に着手するとしており、作業着手の判断基準が具

体的な状態で示され明確であることを確認した。 

（※）原子炉格納容器下部温度の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器内の圧力の低下、原子炉格納容器内の圧力の上昇、原子炉格納容器下部の雰囲気温度の低下、原子炉格納容

器内の水素濃度の上昇により確認する。（以降も同様） 

b.判断基準である「原子炉圧力容器内の圧力」、「原子炉格納容器内の圧力」等を監視することにより、適切に手順着手できることを確認した。 

c.手順着手の判断基準における監視項目が「原子炉圧力容器内の圧力」、「原子炉格納容器内の圧力」等であること、その監視項目のための計器が「原子炉圧力」、「原子炉圧力（SA）」、

「ドライウェル圧力」等であることを確認した。また、それらの計器が「第 1.4－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a.当該手順は、系統の構成、代替循環冷却ポンプの起動等を行う手順であり、操作手順は「(1) a.(d) 代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水」と同様であることを確認した。 

b.当該手順は、系統の構成、代替循環冷却ポンプの起動等を 1 名により、15分以内に実施することを確認した。 

c.当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.4－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

操作手順は「(1) a.(d) 代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水」と同様であることから、アクセスルートの確保等も同様である。 

 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.4-26 

(b) 【技術的能力】低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による残存溶融炉心の冷却 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷、溶融が発生した場合において、溶融炉心が原子炉圧力容器を破損し原子炉格納容器下部へ落下した場合、格納容器下部注水系により原子炉格納容器

下部へ注水することで落下した溶融炉心を冷却するが、原子炉圧力容器内に溶融炉心が残存した場合は、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）により原子炉圧力容器へ注水する

ことで残存した溶融炉心を冷却し、原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱を抑制するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．４にて求められている「原子炉格納容器

の破損を防止するため、発電用原子炉を冷却するために必要な手順等」に係る手段である。このための設備は、「第 1.4－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順」に整理され、復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.原子炉圧力容器が破損したと判断した場合であって、代替循環冷却系が使用できない場合には、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器内に残存する溶

融炉心の冷却の手順に着手するとしており、作業着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b.判断基準である「原子炉圧力容器内の圧力」、「原子炉格納容器内の圧力」等を監視することにより、適切に手順着手できることを確認した。 

c.手順着手の判断基準における監視項目が「原子炉圧力容器内の圧力」、「原子炉格納容器内の圧力」等であること、その監視項目のための計器が「原子炉圧力」、「原子炉圧力（SA）」、

「ドライウェル圧力」等であることを確認した。また、それらの計器が「第 1.4－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a.当該手順は、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を行う手順であり、操作手順は「(1) a.(a) 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水」と同

様であることを確認した。 

b.当該手順は、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を 1名により、15分以内に実施することを確認した。 

c.当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.4－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

操作手順は「(1) a.(a) 低圧代替注水系（（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水」と同様であることから、アクセスルートの確保等も同様である。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.4-27 

 (c) 【技術的能力】低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷、溶融が発生した場合において、溶融炉心が原子炉圧力容器を破損し原子炉格納容器下部へ落下した場合、格納容器下部注水系により原子炉格納容器

下部へ注水することで落下した溶融炉心を冷却するが、原子炉圧力容器内に溶融炉心が残存した場合は、低圧代替注水系（可搬型）により原子炉圧力容器へ注水することで残存した

溶融炉心を冷却し、原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱を抑制するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．４にて求められている「原子炉格納容器の破損を防止す

るため、発電用原子炉を冷却するために必要な手順等」に係る手段である。このための設備は、「第 1.4－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理さ

れ、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.原子炉圧力容器が破損したと判断した場合であって、代替循環冷却系及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）が使用できない場合には、低圧代替注水系（可搬型）による

原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却の手順に着手するとしており、作業着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b.判断基準である「原子炉圧力容器内の圧力」、「原子炉格納容器内の圧力」等を監視することにより、適切に手順着手できることを確認した。 

c.手順着手の判断基準における監視項目が「原子炉圧力容器内の圧力」、「原子炉格納容器内の圧力」等であること、その監視項目のための計器が「原子炉圧力」、「原子炉圧力（SA）」、

「ドライウェル圧力」等であることを確認した。また、それらの計器が「第 1.4－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a.当該手順は、系統の構成、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を行う手順であり、操作手順は「(1) a.(c) 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水」と同様

であることを確認した。 

b.当該手順は、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備及びホース接続、系統の構成、ポンプ起動等を計 12 名により、385分以内に実施することを確認した。 

c.当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.4－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

操作手順は「(1) a.(c) 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水」と同様であることから、アクセスルートの確保等も同様である。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.4-28 

(d) 【自主対策】ろ過水ポンプによる残存溶融炉心の冷却 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷、溶融が発生した場合において、溶融炉心が原子炉圧力容器を破損し原子炉格納容器下部へ落下した場合、原子炉格納容器下部注水系により原子炉格

納容器下部へ注水することで落下した溶融炉心を冷却するが、原子炉圧力容器内に溶融炉心が残存した場合は、ろ過水ポンプにより原子炉圧力容器へ注水することで残存した溶融炉

心を冷却し、原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱を抑制するものであり、そのための自主対策設備が、「第 1.4－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する

手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

b. 操作手順 

c. 所要時間等 

 

 

a.原子炉圧力容器が破損したと判断した場合であって、代替循環冷却系及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）が使用できない場合には、残留熱除去系ヘッドスプレイ配管

を使用したろ過水ポンプによる原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却の手順に着手するとしており、作業着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認し

た。 

b.当該手順は、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を行う手順であり、操作手順は「(1) a.(e) ろ過水ポンプによる原子炉圧力容器への注水」と同様であることを確認した。 

c.当該手順では、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を 1名により、20分以内に実施することを確認した。 
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b. 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

抽出した手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順の選択について、「第 1.4－42 図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート」に

て明確化しており、以下に示す優先順位に従い実施する方針としていることを確認した。 

 

a. 常設代替交流電源設備により交流電源が確保できた場合、代替循環冷却系が使用可能であれば代替循環冷却系により原子炉圧力容器へ注水

し、残存した溶融炉心を冷却する。 

b. 代替循環冷却系が使用できない場合、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、ろ過水ポンプ又は低圧代替注水系（可搬型）により原子炉

圧力容器へ注水し、残存した溶融炉心を冷却する。 

c. 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手段については、代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水手段と同時並行

で準備する。 

d. 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、代替循環冷却系、低圧代替注水系（可搬型）及びろ過水ポンプによる手段のうち原子炉圧力容器

への注水可能な系統 1系統以上を起動し、注水のための系統構成が完了した時点で、その手段による原子炉圧力容器への注水を開始する。 

e. 低圧代替注水を実施する際の注入配管の選択は、残留熱除去系注入配管を優先して使用する。残留熱除去系注入配管が使用できない場合、

残留熱除去系ヘッドスプレイ配管を使用する。低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注入を実施する際の注

入配管の選択は、注水流量が多いものを優先して使用する。優先順位は以下のとおり。 

優先①： 残留熱除去系（A）注入配管 

優先②： 残留熱除去系（B）注入配管 
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1.4.2.2 発電用原子炉停止中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の手順等 

a. 低圧代替注水 

(a) 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

当該手順は、原子炉運転停止中において、設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の故障により発電用原子炉の冷却ができない場合に、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）に

より発電用原子炉を冷却するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．４にて求められている「原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手段等」に係る手段であるとともに、有

効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。 

当該手順に係る「１）対策と設備」及び「２）手順等の方針」については、「1.4.2.1(1) a.(a) 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水」と同様であることを確認した。 

（※）運転停止中の燃料損傷防止対策の有効性評価のうち「全交流動力電源喪失」についての有効性評価をいう。 

 

 (b) 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

当該手順は、原子炉運転停止中において、設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の故障により発電用原子炉の冷却ができない場合に、代替循環冷却系により発電用原子炉を冷却す

るものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．４にて求められている「原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手段等」に係る手段であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）

において解析上考慮する手段である。 

当該手順に係る「１）対策と設備」及び「２）手順等の方針」については、「1.4.2.1(1) a.(d) 代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水」と同様であることを確認した。 

（※）運転停止中の燃料損傷防止対策の有効性評価のうち「全交流動力電源喪失」についての有効性評価をいう。 

 

(c) 【技術的能力】低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

当該手順は、原子炉運転停止中において、設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の故障により発電用原子炉の冷却ができない場合に、低圧代替注水系（可搬型）により発電用原子炉

を冷却するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．４にて求められている「解釈１（１）原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却 ａ）可搬型重大事故防止設備の運搬、接続及び操作に関する手順を整備

すること」に係る手段である。 

当該手順に係る「１）対策と設備」及び「２）手順等の方針」については、「1.4.2.1(1) a.(c) 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水」と同様であることを確認した。 

 

(d) 【自主対策】ろ過水ポンプによる原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

当該手順は、原子炉運転停止中において、設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の故障により発電用原子炉の冷却ができない場合に、ろ過水ポンプにより発電用原子炉を冷却する

ものであり、そのための自主対策設備が「第 1.4－4表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に示されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由につい

ては、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

当該手順に係る「１）対策と設備」及び「２）手順等の方針」については、「1.4.2.1(1) a.(e) ろ過水ポンプによる原子炉圧力容器への注水」と同様であることを確認した。 

 

 

b.優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

抽出した手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

原子炉停止中におけるフロントライン系故障時の対応手順の選択について、「第 1.4－42 図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート」

にて明確化しており、1.4.2.1(1)b.と同様であることを確認した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

先順位が示されているか。  

 

c. 原子炉冷却材浄化系による発電用原子炉からの除熱 

(a) 【自主対策】原子炉冷却材浄化系による発電用原子炉からの除熱 

確認結果（女川２号） 

当該手順は、原子炉運転停止中において、設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の故障により発電用原子炉の冷却ができない場合に、原子炉冷却材浄化系ポンプにより発電用原子

炉を除熱するものであり、そのための自主対策設備が「第 1.4－4表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に示されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付け

る理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

 

 

 (2) サポート系故障時の手順等 

a.【技術的能力、有効性評価（第３７条）】残留熱除去系電源復旧後の発電用原子炉からの除熱 

確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、原子炉停止中において、全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の故障により、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による

発電用原子炉からの除熱ができない場合は、常設代替交流電源設備により残留熱除去系の電源を復旧し、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）又は原子炉補機代替

冷却水系により冷却水を確保することで、 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）にて発電用原子炉からの除熱を実施するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．４にて

求められている「解釈１（２）復旧」に係る手段であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。このための設備は、「第 1.4－1表 機能喪失を

想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、ガスタービン発電機を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、残留熱除去系ポンプ(原子炉停止時冷却モ

ード)を重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

なお、当該手順のうち、常設代替交流電源設備に関する手順等については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備されていることを確認した。 

（※）運転停止中の燃料損傷防止対策の有効性評価のうち「全交流動力電源喪失」についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.当該手順では、全交流動力電源喪失時、ガスタービン発電機による非常用高圧母線 2C系及び 2D系への給電が完了した場合であって、残留熱除去系ポンプの電源が復旧された場合

には、原子炉停止中においては残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による原子炉除熱の手順に着手するとしており、作業着手の判断基準が具体的な状態で示され明確である

ことを確認した。 

b.判断基準である「電源」等を確認すること等により、適切に手順着手できることを確認した。 

c.当該手順着手の判断における監視項目が「電源」等であること、その監視項目のための計器が「6-2C母線電圧」、「6-2D母線電圧」等であることを確認した。また、それらの計器が

「第 1.4－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a.当該手順は、系統の構成、残留熱除去系ポンプの起動等を行う手順であり、「第 1.4－38図 残留熱除去系電源復旧後の発電用原子炉からの除熱 タイムチャート」等を踏まえ、必

要な手段が示されていることを確認した。 

b.この手順では、系統の構成、残留熱除去系ポンプの起動等を 1名により、30分以内に実施することを確認した。 

c.当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.4－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 
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③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a.照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b.必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c.残留熱除去系ポンプ等の運搬、接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 
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b.優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

抽出した手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

原子炉停止中におけるサポート系故障時の対応手順の選択について、「第 1.4－42 図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート」にて明確

化しており、以下に示す優先順位に従い実施する方針としていることを確認した。 

 

a. 常設代替交流電源設備により交流電源が確保できた場合、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の運転が可能であれば残留

熱除去系（原子炉停止時冷却モード）により発電用原子炉からの除熱を実施する。 

b. 原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の運転ができない場合、原子炉補機代替冷却水系を設置し、残留熱除去系（原子炉停

止時冷却モード）により発電用原子炉からの除熱を実施するが、原子炉補機代替冷却水系の設置に時間を要することから、低圧代替注水系

（常設）（復水移送ポンプ）等による原子炉圧力容器への注水を並行して実施する。 

 

 

1.4.2.3 復旧に係る手順 

確認結果（女川２号） 

重大事故等防止技術的能力基準１．４にて求められている「解釈１（２）復旧」に係る手順が、「1.4.2.1 (2) a. 残留熱除去系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水」及び「1.4.2.1 (2) b. 低圧炉心スプレイ

系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水」として整備されていることを確認した。対応する手順着手の判断基準等については、前述のとおり。 
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表２ 自主対策における自主対策設備 

 

分 類 対応手段 設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

原子炉運転

中 

フロントライ

ン系故障時 

代替循環冷却系による原子炉圧力

容器への注水 

代替循環冷却ポンプ 重大事故等対処設備に要求される原子炉を冷却するための復水移送ポンプと同等の流量は

確保できないものの、炉心注水の代替手段となり得る。 

ろ過水ポンプによる原子炉圧力容

器への注水 

ろ過水ポンプ、ろ過水タンク等 重大事故等対処設備に要求される設備としての耐震性は確保されず、復水移送ポンプと同

等の流量は確保できないものの、炉心注水の代替手段となり得る。また、原子炉圧力容器

内に残存する溶融炉心を冷却する手段となり得る。 

原子炉運転

停止中 

フロントライ

ン系故障時 

ろ過水ポンプによる原子炉圧力容

器への注水 

ろ過水ポンプ、ろ過水タンク等 重大事故等対処設備に要求される設備としての耐震性は確保されず、復水移送ポンプと同

等の流量は確保できないものの、炉心注水の代替手段となり得る。また、原子炉圧力容器

内に残存する溶融炉心を冷却する手段となり得る。 

原子炉冷却材浄化系による発電用

原子炉からの除熱 

原子炉冷却材浄化系ポンプ、原子炉冷却材浄化系非再生熱

交換器等 

原子炉停止直後の原子炉を除熱するための十分な熱交換量が確保できず、また、重大事故

等対処設備に要求される設備としての耐震性は確保されないものの、原子炉冷却材浄化系

非再生熱交換器への原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の通水が可能で

あれば、原子炉を除熱する手段となり得る。 

溶融炉心が

原子炉圧力

容器内に残

存する場合 

－ 

ろ過水ポンプによる残存溶融炉心

の冷却 

ろ過水ポンプ、ろ過水タンク等 重大事故等対処設備に要求される設備としての耐震性は確保されず、復水移送ポンプと同

等の流量は確保できないものの、炉心注水の代替手段となり得る。また、原子炉圧力容器

内に残存する溶融炉心を冷却する手段となり得る。 

残留熱除去系ヘッドスプレイ配管 残留熱除去系注入配管からの注水と同等の流量は確保できないものの、残留熱除去系注入

配管からの注水ができない場合において、原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心を冷却す

る手段となり得る。 
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 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.5-2 

Ⅰ 要求事項の整理 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（以下「重大事故等防止技術的能力基準」という。）及び実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）において、最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等について以下のとおり要求している。 

また、申請者の計画が、設置許可基準規則第３７条の評価（以下「有効性評価（第３７条）」という。）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備する方針であるかを確認するため、重大事

故等防止技術的能力基準１．５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等に関連する有効性評価（第３７条）における事故シーケンスグループ及び有効性評価（第３７条）で解析上考慮している対策を整理する。 

 

＜重大事故等防止技術的能力基準１．５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等＞ 

重大事故等防止技術的能力基準 【解釈】 

１．５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するため

の手順等 

発電用原子炉設置者において、設計基準事故

対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸

送する機能が喪失した場合において炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著

しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）

を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送

するために必要な手順等が適切に整備されて

いるか、又は整備される方針が適切に示されて

いること。 

１ 「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

（１）炉心損傷防止 

ａ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、BWRにおいては、サプレッション・プールへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保でき

る一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンク（UHS）の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができること。加えて、残留熱除

去系(RHR)の使用が不可能な場合について考慮すること。また、PWR においては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による２次冷却系からの除熱により、

最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができること。 

 

＜設置許可基準規則第４８条＞（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 

（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設

備） 

第四十八条 発電用原子炉施設には、設計基準

事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ

熱を輸送する機能が喪失した場合において

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破

損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずる

ものに限る。）を防止するため、最終ヒート

シンクへ熱を輸送するために必要な設備を

設けなければならない。 

第４８条（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

１ 第４８条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備

をいう。 

 ａ）炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を整備すること。 

 ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

 ｃ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、BWRにおいては、サプレッション・プールへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保

できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステム（UHSS）の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができること。

加えて、残留熱除去系(RHR)の使用が不可能な場合について考慮すること。 

   また、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による２次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができること。 

 ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第５０条１ｂ)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 
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＜有効性評価（第３７条）＞（有効性評価における事故シーケンス等で必要となる対策（手順等）） 

有効性評価における事故シーケンスグループ等 有効性評価で解析上考慮している対策（手順等） 

2.1 高圧・低圧注水機能喪失 

2.4 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合） 

2.6 LOCA時注水機能喪失 

（フロントライン系故障時） 

・原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作含む。） 

・耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作含む。） 

（サポート系故障時） 

・原子炉補機代替冷却水系による補機冷却水確保 

2.3 全交流動力電源喪失 （サポート系故障時） 

・原子炉補機代替冷却水系による補機冷却水確保 

2.4 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が故障した場合） （サポート系故障時） 

・原子炉補機代替冷却水系による補機冷却水確保 

5.2 全交流動力電源喪失 （サポート系故障時） 

・原子炉補機代替冷却水系による補機冷却水確保 
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Ⅱ 審査の視点・審査確認事項と確認結果 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第４８条及び重大事故等防止技術的能力基準１．５項（以下「第４８条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であるか。 

 

 

1.5.1 対応手段と設備の選定 

（1）対応手段と設備の選定の考え方 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１.対応手段と設備を選定するための考え方について 

１）対応手段と設備の選定の考え方が、「第４８条等」に示されて

いる要求事項と一致していることを確認する。 

 

 

 

 

２）自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方

針であることを確認する。 

 

 

 

 

１）設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能は、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）、残留熱除去系（サプレッシ

ョンプール水冷却モード）、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び原子炉補機冷却水系による冷却機能である。 

 これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）

を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するための対応手段及び重大事故等対処設備を選定するとしており、「第４８条等」に示された要

求事項と一致していることを確認した。 

 

２）「第４８条等」に示された要求事項を踏まえ、設計基準事故対処設備が故障した場合は、その機能を代替するために、設計基準事故対処設備が有

する機能、相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」という。）上で、想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備

を選定するとしていること、重大事故等対処設備の他に、柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※ １を選定するとしており、申

請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記１）以外の設備及び手順等を整備

することを含め、重大事故等への対処を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

※１ 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況によっ

ては、事故対応に有効な設備。 

 

 

 

（2）対応手段と設備の選定の結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．対応手段と設備の選定結果について 

１）対応手段の選定にあたり、フォールトツリー解析等により機能

喪失の原因分析を行っている場合、その分析結果を踏まえて網羅

的に対応手段が選定されているか確認する。 

①機能喪失原因対策分析で想定する故障想定が適切であること

を確認する。 

 

 

１）機能喪失原因対策分析結果を踏まえた選定結果の確認 

 

 

①機能喪失原因対策分析結果（「第 1.5－1図 機能喪失原因対策分析」参照）を踏まえ、フロントライン系の故障として、残留熱除去系（原子炉停

止時冷却モード）、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）及び残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の故障等を想定する。

また、サポート系の故障として、原子炉補機冷却水系の故障、全交流動力電源喪失を想定することを確認した。 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

②機能喪失原因対策分析結果を踏まえ、対応手段が網羅的に選定

されていることを確認する。その際、少なくとも①で想定する

故障に直接関連する機器の機能喪失時の対応手段※が選定され

ていることを確認する。 

  また、対応策を講じない故障がある場合、その理由等を確認

する。 

（例；1.2高圧時冷却における冷却機能喪失） 

※ 1.2高圧時冷却であれば、対象となる設備は原子炉隔離時冷却

系及び高圧炉心注水系であり、対応手段は高圧代替注水系によ

る原子炉圧力容器への注水、原子炉隔離時冷却系の現場操作に

よる起動による原子炉圧力容器への注水等となる。FT図では、

設定したフォールトツリーの頂上事象の下に論理ゲート含め

て機能喪失原因が展開される。 

 

２）第４８条等における要求事項に対応した手順等が選定されてい

るか確認する。 

  また、有効性評価（第３７条）において位置付けられた重大事

故対処設備及び手順等が含まれているか確認する。 

 

 

 

②機能喪失対策分析結果を踏まえ、網羅的に対応する代替手段が選定されていることを確認した。想定する故障と対応策との関係について、「第 1.5

－1図 機能喪失原因対策分析」に示されていることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）第４８条等及び有効性評価（第３７条）に対応する重大事故等対処設備及び手順等についての確認結果を以下に示す。 具体的な確認内容につい

ては、「表１ 規制要求事項に対応する手順」のとおり。 

 

（選定された重大事故対処設備整備及び手順等） 

第４８条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を整備する方針としていることを確認した。 

①  所内車載代替の最終ヒートシンクシステムとして熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いた原子炉補機冷却（※）（以下

「原子炉補機代替冷却」という。）を実施するための設備及び手順等 

（※）熱交換器ユニットの淡水側を原子炉補機冷却水系に接続し、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により熱交換器ユニットに海水を送水することで、

熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送する。 

②  原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施するための原子炉格納容器フィルタベント系、耐圧強化ベント系及び手順等 

 

また、有効性評価（第３７条）において、最終ヒートシンクへ熱を輸送するための重大事故等対処設備及び手順等として以下を整備する方針として

いることを確認した。 

①  原子炉補機代替冷却を実施するための熱交換器ユニット、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び手順等 

②  原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施するための原子炉格納容器フィルタベント系、耐圧強化ベント系及び手順等 
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表１ 規制要求事項に対応する手順 

 

 

○「第４８条等」等で求められている手順 

規制要求事項 確認結果（女川２号） 

【設備（配備）】※１ 

【設備（措置）】※2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４８条（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

１ 第４８条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備」とは、以下に掲げる

措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 

a）炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を整備すること。 

 

 

 

b）重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重性又は多様性及び独立性を有し、位

置的分散を図ること。 

 

 

c）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、サプレッション・プー

ルへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内

車載代替の最終ヒートシンクシステム（UHSS）の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸

送ができること。 

加えて、残留熱除去系（RHR）の使用が不可能な場合について考慮すること。 

 

 

d）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第５０条３ｂ)に準ずること。また、その使用

に際しては、敷地境界での線量評価を行うこと。 

 

（参考：５０条３ｂ）） 

ｂ）上記３ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有

する措置を行うための設備をいう。 

ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性物質を低減するものであること。 

ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等の対策が講じられていること。 

ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器（例えば SGTS）や他号機の格納容器圧力

逃がし装置等と共用しないこと。ただし、他への悪影響がない場合を除く。 

ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じて、原子炉格納容器の負圧破損を

 

第４８条等の要求事項に対応するための設備及び手順等について、以下のとおり整

備する方針であることを確認した。 

 

a）炉心の著しい損傷等を防止するため、熱交換器ユニット、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）、原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系を重大事故等

対処設備として新たに整備する。 

 

b）については、1.5.2.1 以降に示す。なお、原子炉格納容器フィルタベント系につ

いては、第５０条における設備の設計方針に示す。 

 

 

c）所内車載代替の最終ヒートシンクシステムとして熱交換器ユニット及び大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）を用いた原子炉補機冷却（以下、「原子炉補機代替冷却」

という。）を実施するための設備及び手順等を整備する。（なお、時間余裕の観点

については、有効性評価「2.4 崩壊熱除去機能喪失」で確認した。） 

加えて、原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施するための原子炉格納容器フィ

ルタベント系、耐圧強化ベント系及び手順等を整備する。 

 

d）原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系は、可燃性ガスの爆発防

止対策として、使用する前に窒素ガスで置換することなどから、基準規則解釈第

５０条 1b）に準じている。なお、詳細は第４８条及び第５０条における設備の設

計方針に示す。また、原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系を

使用した場合に放出される放射性物質の放出量に対して、あらかじめ敷地境界で

の線量評価を行うこととする。（なお、有効性評価 炉心損傷防止対策において敷

地境界での線量評価が 5mSv以下であることを確認した。） 

 原子炉格納容器フィルタベント系の設計方針は、「原子炉格納容器の過圧破損を防

止するための設備（第５０条）」にて整理されていることを確認した。耐圧強化ベン

ト系の設計方針は、補足説明資料において、以下のとおり、基準規則解釈第５０条

3b）に準じていることを確認した。 
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防止する設備を整備すること。 

ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確実に開閉操作ができること。 

ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納容器圧力逃がし装置の隔離弁の操作

ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策がなされていること。 

ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を併置すること。ただし、格納容器圧力逃が

し装置の使用の妨げにならないよう、十分に低い圧力に設定されたラプチャーディスク（原子炉格納

容器の隔離機能を目的としたものではなく、例えば、配管の窒素充填を目的としたもの）を使用する

場合又はラプチャーディスクを強制的に手動で破壊する装置を設置する場合を除く。 

ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない場所に接続されて

いること。 

ⅸ）使用後に高線量となるフィルター等からの被ばくを低減するための遮蔽等の放射線防護対策がな

されていること。 

 

（参考：実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する

審査ガイド 2.2.1（6）） 

（６）格納容器圧力逃がし装置を使用する事故シーケンスグループの有効性評価では、敷地境界での

実効線量を評価し、周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと（発生事故当た

り概ね 5mSv以下）を確認する。 

 

ⅰ）耐圧強化ベント系は、炉心損傷前に使用するものであるため、排気中に含まれ

る放射性物質は微量であること。また、耐圧強化ベント系を使用して原子炉格納容

器ベントを実施した場合に放出される想定放射性物質の放出量に対して敷地境界で

の線量評価を行った結果、敷地境界での線量は「実用発電用原子炉に係る炉心損傷

防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイド」に記載の基

準を満たしていること。 

ⅱ）耐圧強化ベント系は、炉心損傷前に使用するものであるため、排気中に含まれ

る可燃性ガスは微量であることから原子炉格納容器ベント中に可燃限界濃度に達す

ることはないこと。 

ⅲ）耐圧強化ベント系を使用する際に流路となる原子炉格納容器調気系及び非常用

ガス処理系の配管等は他号炉とは共用しないこと。また、耐圧強化ベント系系統は

弁により他の系統・機器と隔離することにより、悪影響を及ぼさない設計とするこ

と。 

ⅳ）耐圧強化ベント系の使用に際しては、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系等に

よる原子炉格納容器スプレイは停止する運用としており、原子炉格納容器が負圧と

ならないこと。仮に、原子炉格納容器内にスプレイする場合においても、原子炉格

納容器内圧力が規定の圧力まで減圧した場合には、原子炉格納容器内へのスプレイ

を停止する運用とすること。 

ⅴ）耐圧強化ベント系の排出経路に設置される隔離弁のうち電動弁（直流）は、遠

隔手動弁操作設備により人力で容易かつ確実に開閉操作が可能な設計とし、排出経

路に設置される隔離弁のうち電動弁（交流）は、設置場所において人力で容易かつ

確実に開閉操作可能な設計とすること。また、電動弁（直流）については所内常設

蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備からの給

電による遠隔操作も可能な設計とし、電動弁（交流）については常設代替交流電源

設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電による遠隔操作も可能な設計とするこ

と。 

ⅵ）耐圧強化ベント系は、炉心損傷前に使用するものであるため、原子炉建屋付属

棟内からの遠隔手動弁操作設備を用いた人力操作及び原子炉建屋原子炉棟内の設置

場所での人力操作が可能であること。 

ⅶ）耐圧強化ベント系を使用する際に流路となる配管については、ラプチャーディ

スクを設置しない設計とすること。 

ⅷ）耐圧強化ベント系と原子炉格納容器との接続位置は、サプレッションチェンバ

及びドライウェルに設けるものとし、いずれからも排気操作を実施することができ

る設計とすること。サプレッションチェンバ側からの排気では、サプレッションチ

ェンバの水面からの高さを確保し、ドライウェル側からの排気では、ドライウェル

の床面からの高さを確保するとともに有効燃料棒頂部高さよりも高い位置に接続箇

所を設けることにより、長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない設計とす

ること。 
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ⅸ）耐圧強化ベントを使用する際に流路となる配管については、使用後に高線量と

なるフィルタ装置等を設置しない設計とすること。 

 

【技術的能力】※３ １ 「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同

等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

（１）炉心損傷防止 

ａ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、サプレッション・プー

ルへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載

代替の最終ヒートシンクシステム（UHSS）の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができ

ること。加えて、残留熱除去系（RHR）の使用が不可能な場合について考慮すること。 

 

 

上欄参照。 

※１；【設備（設置/配備）】：設置許可基準規則第４８条のうち、設備等の設置に関する要求事項 

※２；【設備（措置）】：【設備（設置/配備）】以外の要求事項 

※３；【技術的能力】：重大事故等防止技術的能力基準１．５ 

 

○有効性評価（第３７条）で求められている手順 

 有効性評価で解析上考慮されている手順は以下の通りであることを確認した。 

・「原子炉補機代替冷却水系による補機冷却水確保」 

・「原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作含む。）」 

・「耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作含む。）」 
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1.5.2 重大事故等時の手順等 

(1)規制要求に対する設備及び手順等について 

a.第４８条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

１）第４８条等に基づく要求事項に対応するための対策とその

ために必要な重大事故等対処設備を整備するとしていること

を確認する。 

 

第４８条等の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.5.2.1以降に

示す。 

 

１）対策と設備 

第４８条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認した。 

   

a. 熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉補機代替冷却。そのために、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

b. 原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱。そのために、フィルタ装置及び遠隔手動弁

操作設備を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

２）１）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方

針が第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

  ①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0

項（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手

順着手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順

着手の判断に必要な計器等が示されていることを確認す

る。 

 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な

人員、作業時間等が示されていることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの

確保、通信設備や防護具など必要な装備を整備するとし

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等及び②必要な人員等 

 １）に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。また、それぞれの手順における具体的な計測可能なパラメータ

等については、「第1.5－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に示されていることを確認した。 

 

a.「原子炉補機代替冷却水系による補機冷却水確保」のための手順 

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の故障等により原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能が喪失した

場合には、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉補機代替冷却の手順に着手する。この手順では、計9名により、系

統の構成等を20分以内、補機冷却水供給開始を540分以内に実施する。 

 

b.「原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作含む。）」のための手順 

炉心損傷前において、残留熱除去系ポンプの故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合であって、原子炉格納容器内の

圧力を規定圧力（0.384MPa[gage]）以下に維持できない場合には、原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手

順に着手する。この手順では、系統の構成等を中央制御室から操作可能な場合、1名により、20分以内、中央制御室から操作できず現場で操作を

行う場合、計 3名により、170分以内に実施する。 

 

c．「耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作を含む。）」のための手順 

炉心損傷前において、残留熱除去系ポンプの故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失し、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力

（0.384MPa[gage]）以下に維持できない場合であって、原子炉格納容器フィルタベント系の機能が喪失した場合には、耐圧強化ベント系による原

子炉格納容器内の減圧及び除熱の手順に着手する。この手順では、系統の構成等を中央制御室から操作可能な場合、1名により、25分以内、中央

制御室から操作できず現場で操作を行う場合、計 3名により、175分以内に実施する。 

 

③作業環境等 

a) 現場での手動操作等の手順等について定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、b)照明により夜間等でのア
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

ていること、作業環境（作業空間、温度等）に支障がな

いことを確認する。 

 

クセス性を確保していること、c)必要な通信連絡設備を確保していること、d)現場での手動操作等を行う作業環境（作業空間、温度等）に

支障がないこと、e)炉心損傷前の原子炉格納容器ベントの開始圧力を原子炉格納容器の最高使用圧力（0.427MPa[gage]）としていること、

f)残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の測定が

可能な場合、並びに可搬型窒素ガス供給装置を用いた原子炉格納容器内への窒素封入が可能な場合には、S/Cベント用出口隔離弁又はD/Wベ

ント用出口隔離弁を全閉し、原子炉格納容器ベントを停止する（※）ことを基本とし、その他の要因を考慮した上で総合的に判断し適切に

対応することなどを確認した。 

（※）なお、S/Cベント用出口隔離弁又はD/Wベント用出口隔離弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能がさらに1系統回復することなど、

より安定的な状態になった場合にFCVSベントライン隔離弁を全閉することにしている。 

 

b.第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 １）有効性評価（第３７条）等において位置付けた対策とそ

のために必要な重大事故等対処設備を整備するとしているこ

とを確認する。 

 

第３７条の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.5.2.1以降に示

す。 

 

１）対策と設備 

有効性評価（第３７条）において、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子

炉補機代替冷却、並びに原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を必要な対策としてい

ることを確認した。 

２）１）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方

針が第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

  ①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0

項（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手

順着手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順

着手の判断に必要な計器等が示されていることを確認す

る。 

 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な

人員、作業時間等が示されていることを確認する。 

 

③選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確

保、通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしてい

ること、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないこと

を確認する。 

２）手順の方針 

これらの対策は、（１）a.２）a.及びb.と同じであるため必要な重大事故等対処設備も同じである。また、これらに関する重大事故等対処設備

の設計方針及び手順等の方針も同じであることを確認した。 
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(2)優先順位について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）重大事故等防止技術的能力基準第４３条（手順等に関する

共通的な要求事項）等を踏まえて、優先すべき手順・操作等が

明確になっていることを確認する。 

 

 第４８条等に基づき、フロントライン系故障時及びサポート系故障時の手順について、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合の対

応手段毎に優先すべき手順・操作等を明確化していることを確認した。 

個別手順の優先順位に関する確認内容については、1.5.2.1以降に示す。 

 

 (3)自主的対策のための設備及び手順等について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）自主的対策を含め重大事故等への対処が確実に実施される方

針であるか。 

①自主的対策のための手順毎に、自主対策設備が示されているこ

と、自主対策設備として位置付ける理由が示されていることを

確認する。 

②自主的対策のための手順毎に、手順着手の判断基準、具体的な

操作内容、必要な人員数及び作業時間等が示されていることを

確認する。 

 

 

申請者は、自主的な対策として、サポート系の機能が喪失し、最終ヒートシンクへ熱を輸送するための機能が喪失した場合に、その機能を代替する

ための自主対策設備及び手順等を整備するとしていることを確認した。 

 

（１）サポート系の機能喪失時に最終ヒートシンクに熱を輸送する機能を代替するための設備及び手順等 

サポート系の機能を回復させるための設備及び手順等についての主な確認結果については以下のとおり。具体的な個別手順の確認結果について

は、1.5.2.1以降に示す。 

 

①対策と設備 

最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能を代替するための大容量送水ポンプ（タイプⅠ）（「表２ 自主対策における自主対策設備」参照）を用い

た主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。ここで、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、原子炉補機代替冷却の場合は重大事故等対

処設備として使用するが、原子炉補機冷却水系に直接海水を注水する場合は自主対策設備として使用することを確認した。 

 

②主な手順等及び手順着手の判断基準等 

a.「大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉補機冷却水系への海水注水」のための手順 

原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニットの故障等により原子炉補機代替冷却ができない場合には、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子

炉補機冷却水系への海水注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動等を計9名により、575分以内

に実施する。 
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○個別手順の確認 

審査の視点及び確認事項 

１）対策と設備 

 対応する対策とそのために必要な設備が整理され、明示されていることを確認する。｛対策と設備｝※ 

 ※1.2.2.1以降の「審査の視点及び確認事項」には、便宜的に｛ ｝内の事項で標記する。以下同じ。 

 

２）手順等の方針 

○規制要求に対応する手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a.判断基準が明確（具体的な数値若しくは状況を示している）であることを確認する。｛判断基準｝ 

b.示された判断基準により手順が適切に着手できるか。（どのような場合に手順に着手するか確認する。）｛着手タイミング｝ 

c.手順着手の判断に必要な計器が特定され、整理されているか確認する。｛判断計器｝ 

②必要な人員等 

a.操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されていることを確認する。｛操作手順｝ 

b.手順の所要時間及び人員数が適切であることを、有効性評価（第３７条）で確認した内容等を用いて確認する。｛所要時間等｝ 

c.操作に必要な計器類が示されていることを確認する。｛操作計器｝ 

d.設備を多用途に用いる場合に、当該用途への系統切替えの容易性を含め、手順が明確化されていることを確認する。[系統切替え]（該当する場合に記載する。） 

③作業環境等 

a.作業場におけるアクセスルートの確保されることを確認する。｛アクセスルートの確保｝ 

b.通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしていることを確認する。｛通信設備等｝ 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。｛作業環境｝ 

※ 現場操作を伴わない中央制御室のみで作業を実施する手順については、その旨記載し、a.～c.についての記載は不要。 

 

○自主的対策手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準が示されていることを確認する。｛判断基準｝ 

b. 操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されていることを確認する。｛操作手順｝ 

c. 手順の所要時間及び人員数が示されていることを確認する。｛所要時間等｝ 
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1.5.2.1 フロントライン系故障時の手順等 

 (1) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送 

  1）【技術的能力、有効性評価（第３７条）】原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作含む。） 

a.【技術的能力、有効性評価（第３７条）】原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作含む。） 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、残留熱除去系の機能が喪失し、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合、原子炉格納容器フィルタベント系により原子炉格納容器の減圧及び除熱を行うも

のであり、重大事故等防止技術的能力基準１．５にて求められている「最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」に係る手段であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）に

おいて解析上考慮する手段である。そのための設備は、「第 1.5－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、フィルタ装置及び遠隔手動弁操作設

備を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

（※）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち、「高圧・低圧注水機能喪失」、「崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合）」及び「LOCA 時注水機能喪失」についての有効性評

価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 炉心損傷前において、残留熱除去系ポンプの故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合であって、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力（0.384MPa [gage] ）

以下に維持できない場合には、原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され

明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「炉心損傷前において、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力以下に維持できない」を監視項目である「原子炉格納容器内の圧力」で確認すること等により、適切に

手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断基準における監視項目が「原子炉格納容器内の圧力」等であること、その監視項目のための計器が「ドライウェル圧力」、「圧力抑制室圧力」等であることを確

認した。また、それらの計器が「第 1.5－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

 

b. 所要時間等 

 

c．操作計器 

 

a. 当該手順は、原子炉格納容器内の減圧及び除熱のために系統の構成等を行う手順であり、「第 1.5－5図 原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

（現場操作含む。）タイムチャート（系統構成）」、「第 1.5－6 図 原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作含む。）タイムチャート（ベン

ト操作）」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、系統の構成等を中央制御室から操作可能な場合、1名により、20分以内、中央制御室から操作できず現場で操作を行う場合、計 3名により、170分以内に実施する

としていることを確認した。また、有効性評価（第３７条）に対して整合していることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.5－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 現場での手動操作等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.5.3-1において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、夜間においてもアクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はないこと。 

・連絡手段について、通常の通話手段として電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、携

行型通話装置により、中央制御室に連絡する。 

・作業環境について、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があることから、防護具

(全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等)を装備又は携行して作業を行う。 
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以下、b.～f.は、上記 a.の附属操作であることを確認した。 

b.フィルタ装置への水補給 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、フィルタ装置の水位が通常水位を下回り下限水位（許容最小水量）に到達する前に、給水ラインからフィルタ装置へ水張りを行うものであり、大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.フィルタ装置の水位が規定水位まで低下した場合には、フィルタ装置への水補給の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認

した。 

b. 判断基準である「フィルタ装置の水位が規定水位まで低下」したことを監視項目である「補機監視機能」で確認することにより、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「補機監視機能」であること、その監視項目のための計器が「フィルタ装置水位」であることを確認した。また、その計器が「第 1.5－2

表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c．操作計器 

 

a. 当該手順は、フィルタ装置への水補給のために大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いてフィルタ装置へ注水を行う手順であり、「第 1.5－8図 フィルタ装置への水補給 タイムチ

ャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による注水開始を計 12名により、380分以内に実施するとしていることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.5－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. ホースの接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.5.3-2において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、車両付属の作業用照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行しており、夜間においてもアクセス可能である。 

また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 

・連絡手段について、通常の通話手段として電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、ト

ランシーバ（携帯）により、発電所対策本部に連絡する。 

・作業環境について、車両付属の作業用照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があ

ることから、防護具(全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等)を装備又は携行して作業を行う。 

 

     

 

  



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.5-15 

c.可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器への窒素供給 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、原子炉格納容器ベント停止後における水の放射線分解によって発生する可燃性ガス濃度の上昇を抑制及び原子炉格納容器の負圧破損を防止するため、可搬型窒素ガス供

給装置により原子炉格納容器へ窒素を供給するものであり、原子炉格納容器フィルタベント系の附属設備である可搬型窒素ガス供給装置を重大事故等対処設備として新たに整備する

ことを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a. 残留熱除去系による除熱機能が喪失した場合には、可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器への窒素供給の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態

で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「残留熱除去系による除熱機能が喪失」したことを確認することにより、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 手順着手の判断基準は「残留熱除去系による除熱機能が喪失した場合」であり、計器を見て手順着手を判断するわけではないため、必要な監視項目及び監視計器等は特にないとし

ていることを確認した。 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器への窒素供給のために可搬型窒素ガス供給装置を配備しホースを接続口へ取付等を行う手順であり、「第 1.5－10図 可

搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器への窒素供給 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、ホースの接続等を計 8名により、315分以内に実施するとしていることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.5－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 弁の操作等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、以下のとおり確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.5.3-3において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、車両付属の作業用照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行しており、夜間においてもアクセス可能である。また、アクセスルー

ト上に支障となる設備はない。 

・連絡手段について、通常の通話手段として電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、ト

ランシーバ（携帯）により、発電所対策本部に連絡する。 

・作業環境について、車両付属の作業用照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があ

ることから、防護具(全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等)を装備して作業を行う。 

 

      

 

 

  



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.5-16 

d.原子炉格納容器フィルタベント系停止後の窒素パージ 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器ベント停止後において、スクラバ溶液に捕集された放射性物質による水の放射線分解で発生する水素及び酸素を

排出するため、原子炉格納容器フィルタベント系の窒素によるパージを行うものであり、原子炉格納容器フィルタベント系の附属設備である可搬型窒素ガス供給装置を重大事故等対

処設備として新たに整備することを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a. 残留熱除去系による除熱機能が喪失した場合には、原子炉格納容器フィルタベント系停止後の窒素パージの手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示さ

れ明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「残留熱除去系による除熱機能が喪失」したことを確認することにより、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 手順着手の判断基準は「残留熱除去系による除熱機能が喪失した場合」であり、計器を見て手順着手を判断するわけではないため、必要な監視項目及び監視計器等は特にないとし

ていることを確認した。 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c．操作計器 

 

a. 当該手順は、原子炉格納容器フィルタベント系停止後の窒素パージのために可搬型窒素ガス供給装置を配備しホースを接続口へ取付等を行う手順であり、「第 1.5－12 図 原子炉

格納容器フィルタベント系停止後の窒素パージ タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順は、ホースの接続等を計 8名により、315分以内に実施するとしていることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.5－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. ホースの接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.5.3-4において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、車両付属の作業用照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行しており、夜間においてもアクセス可能である。また、アクセスルー

ト上に支障となる設備はない。 

・連絡手段について、通常の通話手段として電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、ト

ランシーバ（携帯）により、発電所対策本部に連絡する。 

・作業環境について、車両付属の作業用照明及び可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があるこ

とから、防護具(全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等)を装備又は携行して作業を行う。 

 

     

 

 

  



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.5-17 

e.フィルタ装置スクラバ溶液移送 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、水の放射線分解により発生する水素がフィルタ装置内に蓄積することを防止するため、フィルタ装置スクラバ溶液をサプレッションチェンバへ移送するものであり、原

子炉格納容器フィルタベント系の附属設備である遠隔手動弁操作設備を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器ベント停止後において、フィルタ装置水温度指示値が 104℃以下であり、サプレッションチェンバ内の圧力が規定値以下で

ある場合には、フィルタ装置スクラバ溶液移送の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「フィルタ装置水温度指示値が 104℃以下の場合」を監視項目である「補機監視機能」で確認することにより、適切に手順に着手できることを確認した。また、「サ

プレッションチェンバ内の圧力が規定値以下の場合」を監視項目である「原子炉格納容器内の圧力」で確認することにより、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「補機監視機能」、「原子炉格納容器内の圧力」であること、その監視項目の計器が「フィルタ装置水温度」、「圧力抑制室圧力」で監視する

こととしており、それらの計器が「第 1.5－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c．操作計器 

 

a. 当該手順は、フィルタ装置スクラバ溶液移送のために格納容器フィルタベント系フィルタ装置スクラバ溶液移送のために FCVS 排水移送ライン弁を遠隔手動弁操作設備を用いた全

開操作等を行う手順であり、「第 1.5－14図 フィルタ装置スクラバ溶液移送 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、弁の操作等を計 3名により、230分以内に実施するとしていることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.5－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. ホースの接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.5.3-5において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、夜間においてもアクセス可能である。 

・連絡手段について、通常の通話手段として電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び送受話器（ページング）を配備している。 

・作業環境について、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、夜間における作業性を確保している。汚染の可能性があることから、防護具(全面マスク、個人線量計、ゴム手

袋等)を装備して作業を行う。 

 

      

 

  



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.5-18 

f.フィルタ装置への薬液補給 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、フィルタ装置のスクラバ溶液は待機時に十分な量の薬液を保有しており、原子炉格納容器ベントを実施した場合でもアルカリ性を維持可能であるが、水補給に合わせて

薬液を補給するものであり、原子炉格納容器フィルタベント系の附属設備である遠隔手動弁操作設備を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断 

a. 判断基準 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a. フィルタ装置への水補給を行う場合には、フィルタ装置への薬液補給の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「フィルタ装置への水補給を行った」ことを確認することにより、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 手順着手の判断基準は「フィルタ装置への水補給を行う場合」であり、計器を見て手順着手を判断するわけではないため、必要な監視項目及び監視計器等は特にないとしているこ

とを確認した。 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c．操作計器 

 

a. 当該手順は、フィルタ装置への薬液補給のためにフィルタ装置薬液注入ライン弁又は補給水ライン弁の遠隔手動弁操作設備を用いた全開操作等を行う手順であり、「第 1.5－16 図 

フィルタ装置への薬液補給 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b.この手順では、弁の操作等を計 5名により、230分以内に実施するとしていることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.5－2図 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. ホースの接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.5.3-6において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、車両付属の作業用照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行しており、夜間においてもアクセス可能である。また、アクセスルー

ト上に支障となる設備はない。 

・連絡手段について、通常の通話手段として電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、ト

ランシーバ（携帯）により、発電所対策本部に連絡する。 

・作業環境について、車両付属の作業用照明及び可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があるこ

とから、防護具(全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等)を装備又は携行して作業を行う。 

 

      

 

  



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.5-19 

2）【技術的能力、有効性評価（第３７条）】耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作含む。） 

a.耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作含む。） 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、残留熱除去系の機能が喪失し、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合で、原子炉格納容器フィルタベント系が機能喪失した場合には、耐圧強化ベント系

により原子炉格納容器の減圧及び除熱を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．５にて求められている「最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」に係る手段で

あるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。そのための設備は、「第 1.5－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に

整理され、遠隔手動弁操作設備を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

（※）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち、「高圧・低圧注水機能喪失」、「崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合）」及び「LOCA 時注水機能喪失」についての有効性評

価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 炉心損傷前において、残留熱除去系ポンプの故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失し、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力（0.384MPa [gage]）以下に維持で

きない場合であって、原子炉格納容器フィルタベント系の機能が喪失した場合には、耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手順に着手するとしており、手順着

手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した 

b. 判断基準である「原子炉格納容器内の圧力を規定圧力以下に維持できない場合」を監視項目である「原子炉格納容器内の圧力」で確認することにより、適切に手順に着手できるこ

とを確認した。なお、「原子炉格納容器フィルタベント系の機能が喪失した場合」とは、設備に故障が発生した場合であることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断基準における監視項目が「原子炉格納容器内の圧力」等であること、その監視項目のための計器が「ドライウェル圧力」、「圧力抑制室圧力」等で監視すること

としており、それらの計器が、「第 1.5－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

 

b. 所要時間等 

 

c．操作計器 

 

a. 当該手順は、原子炉格納容器内の減圧及び除熱のために耐圧強化ベント系の隔離弁の操作を行う手順であり、「第 1.5－18 図 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱（現場操作含む。）タイムチャート（系統構成）」、「第 1.5－19 図 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作含む。）タイムチャート（ベント操

作）」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、系統の構成等を中央制御室から操作可能な場合、1 名により、25 分以内、中央制御室から操作できず現場で操作を行う場合、計 3 名により、175 分以内に実施する

としていることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.5－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 現場での手動操作等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.5.3-7において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、建屋内常用照明消灯時においてもアクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 

・連絡手段について、連絡手段について、通常の通話手段として電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、通常の連絡手段が使用不能となっ

た場合でも、携行型通話装置により、中央制御室に連絡する。 

・作業環境について、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があることから、防護具(全

面マスク、個人線量計、ゴム手袋等)を装備又は携行して作業を行う。 
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 (2) 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

 

 

フロントライン系故障時に、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合の対応手段である原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧

強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（それぞれ現場操作含む。）の対応手順の選択について、「第 1.5－32図 重大事故等発生時

の対応手段選択フローチャート」にて明確化しており、以下に示す優先順位に従い実施する方針としていることを確認した。 

 

a. 残留熱除去系が機能喪失した場合は、原子炉格納容器フィルタベント系による除熱を実施する。 

b. 原子炉格納容器フィルタベント系が機能喪失した場合は、耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施する。 

c.  原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系による原子炉格納容器ベントは、隔離弁を中央制御室から操作できない場合、現

場での手動操作を行う。 

d.  原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系を用いて、原子炉格納容器ベントを実施する際には、スクラビングによる放射性

物質の排出抑制を期待できるサプレッションチェンバを経由する経路を第一優先とする。サプレッションチェンバベントラインが使用で

きない場合は、ドライウェルを経由する経路を第二優先とする。 
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1.5.2.2 サポート系故障時の手順等 

 (1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

  1）【技術的能力、有効性評価（第３７条）】原子炉補機代替冷却水系による補機冷却水確保 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の故障又は全交流動力電源が喪失した場合に、原子炉補機代替冷却水系による補機冷却水を供給し、常設代替交流

電源設備により残留熱除去系の電源が確保されている場合に、冷却水通水確認後、残留熱除去系による最終ヒートシンク（海）への熱の輸送を行うものであり、重大事故等防止技術

的能力基準１．５にて求められている「最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」に係る手段であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段であ

る。そのための設備は、「第 1.5－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を重大事故等

対処設備として新たに整備することを確認した。 

（※）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち、「全交流動力電源喪失」、「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が故障した場合）」、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の有効性評価

のうち、「全交流動力電源喪失」についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の故障等により原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能が喪失した場合には、熱交換器ユニット及び大

容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉補機代替冷却の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 判断基準である「原子炉補機冷却水系の故障等により原子炉補機冷却水系の機能が喪失した場合」を監視項目である「電源」で確認すること等により、適切に手順に着手できるこ

とを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「電源」であること、その監視項目のための計器が「6-2C 母線電圧」等であることを確認した。また、それらの計器が「第 1.5－2 表 重

大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

 

 

b. 所要時間等 

c．操作計器 

 

a. 当該手順は、補機冷却水確保のために熱交換器ユニットを配備等を行う手順であり、「第 1.5－21 図 原子炉補機代替冷却水系 A 系による補機冷却水確保（取水口から海水を取水

する場合（海側ルート））タイムチャート」、「第 1.5－22図 原子炉補機代替冷却水系 A系による補機冷却水確保（取水口から海水を取水する場合（山側ルート））タイムチャート」、

「第 1.5－23 図 原子炉補機代替冷却水系 A 系による補機冷却水確保（海水ポンプ室から海水を取水する場合）タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確

認した。 

b. この手順では、計 9名により、系統の構成等を 20分以内、補機冷却水供給開始を 540分以内に実施するとしていることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.5－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 現場での手動操作等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.5.3-8において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、車両付属の作業用照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行しており、夜間においてもアクセス可能である。また、アクセスルー

ト上に支障となる設備はない。 

・連絡手段について、連絡手段について、通常の通話手段として電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、通常の連絡手段が使用不能と

なった場合でも、トランシーバ（携帯）により、発電所対策本部に連絡する。冷却水確保操作は、中央制御室からの依頼に基づき発電所対策本部の指示により屋外で実施するが、

衛星電話（固定）、衛星電話（携帯）、トランシーバ（固定）及びトランシーバ（携帯）を用いることにより、円滑に連絡する。 

・作業環境について、車両付属の作業用照明及び可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があること

から、防護具(全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等)を装備又は携行して作業を行う。 
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  2）【自主対策】大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による補機冷却水確保 

確認事項 確認結果（女川２号） 

① 対策と設備 当該手順は、最終ヒートシンクに熱を輸送するために、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により、原子炉補機冷却水系に海水を注入することで補機冷却水の供給を行うものであり、そ

のための自主対策設備が、「第 1.5－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位

置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

②手順着手の判断等 

a. 判断基準 

 

b. 操作手順 

 

 

c.所要時間等 

 

a. 原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニットの故障等により原子炉補機代替冷却ができない場合には、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉補機冷却水系への海水注水の手順

に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 当該手順は、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を配備し、原子炉補機冷却水系に海水を注入することにより、補機冷却水の確保を行う手順であり、「第 1.5－29 図 大容量送水ポン

プ（タイプⅠ）による補機冷却水確保（海水ポンプ室から海水を取水する場合）タイムチャート」、「第 1.5－30 図 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による補機冷却水確保（取水口か

ら海水を取水する場合）タイムチャート」等を踏まえ、当該手段に必要な手段が示されていることを確認した。 

c. この手順では、系統の構成、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動等を計 9名により、575分以内に実施するとしていることを確認した。 
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 (2) 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

 

 

 

サポート系故障時として、原子炉補機代替冷却水系による補機冷却水確保及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による補機冷却水確保の対応手順

の選択について、「第 1.5－32 図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート」にて明確化しており、以下に示す優先順位に従い実施する

方針としていることを確認した。 

a.原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）が機能喪失した場合は、原子炉補機代替冷却水系により海へ熱を輸送する手段を確保

し、残留熱除去系を使用して原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の除熱を行う。 

b.原子炉補機代替冷却水系が故障等により熱を輸送できない場合には、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により原子炉補機冷却水系へ直接海水を

送水し、残留熱除去系を使用して原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の除熱を行う。 

 

 

 

表２ 自主対策における自主対策設備 

 

対応手段 設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による補機冷却水確保 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）（原子炉補機冷却水系に直接海水を

注水する場合） 

原子炉補機冷却水系の淡水側に直接海水を注水するため、熱交換器の破損や配管の

腐食が発生する可能性があるものの、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード、サ

プレッションプール水冷却モード及び格納容器スプレイ冷却モード）と合わせて使

用することで、最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する手段となり得る。 
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Ⅰ 要求事項の整理 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（以下「重大事故等防止技術的能力基準」という。）及び実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）において、原子炉格納容器内の冷却等のための手順等について以下のとおり要求している。 

あわせて、申請者の計画が、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備する方針であるかを確認するため、重大事故等防止技術的能力基準１．６原子炉格納容器内

の冷却等のための手順等に関連する有効性評価における事故シーケンスグループ及び有効性評価で解析上考慮している対策を整理する。 

 

＜重大事故等防止技術的能力基準１．６ 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等＞ 

重大事故等防止技術的能力基準 【解釈】 

１．６ 原子炉格納容器内の冷却等のための手

順等 

 

１ 発電用原子炉設置者において、設計基準事

故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却

機能が喪失した場合において炉心の著しい損

傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力

及び温度を低下させるために必要な手順等が

適切に整備されているか、又は整備される方

針が適切に示されていること。 

２ 発電用原子炉設置者は、炉心の著しい損傷

が発生した場合において原子炉格納容器の破

損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力

及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させ

るために必要な手順等が適切に整備されてい

るか、又は整備される方針が適切に示されて

いること。 

 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等」及び第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物

質の濃度を低下させるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

（１）炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器の冷却等 

ａ）設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、格納容器スプレイ代替注水設備により、

原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備すること。 

（２）原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納容器の冷却等 

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度並び

に放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等を整備すること 
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＜設置許可基準規則第４９条＞（原子炉格納容器内の冷却等のための設備） 

設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 

（原子炉格納容器内の冷却等のための設備） 

第四十九条 発電用原子炉施設には、設計基準

事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷

却機能が喪失した場合において炉心の著しい

損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧

力及び温度を低下させるために必要な設備を

設けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷

が発生した場合において原子炉格納容器の破

損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力

及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させ

るために必要な設備を設けなければならな

い。 

第４９条（原子炉格納容器内の冷却等のための設備） 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備」及び第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質

の濃度を低下させるために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）重大事故等対処設備 

 ａ）設計基準事故対処設備の格納容器スプレイ注水設備（ポンプ又は水源）が機能喪失しているものとして、格納容器スプレイ代替注水設備を配備すること。 

 ｂ）上記ａ）の格納容器スプレイ代替注水設備は、設計基準事故対処設備に対して、多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

（２）兼用 

 ａ）第１項の炉心損傷防止目的の設備と第２項の格納容器破損防止目的の設備は、同一設備であってもよい。 
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＜有効性評価における事故シーケンス等で必要となる対策（手順等）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

有効性評価における事故シーケンスグループ等 有効性評価で解析上考慮している対策（手順等） 

2.1  高圧・低圧注水機能喪失 （炉心損傷防止・フロントライン系故障） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ 

2.3 全交流動力電源喪失 （炉心損傷防止・フロントライン系故障） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ 

（炉心損傷防止・サポート系故障） 

残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ 

残留熱除去系電源復旧後のサプレッションプールの除熱 

2.4 崩壊熱除去機能喪失 （炉心損傷防止・フロントライン系故障） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ 

（炉心損傷防止・サポート系故障） 

残留熱除去系電源復旧後のサプレッションプールの除熱 

2.6 LOCA 時注水機能喪失 （炉心損傷防止・フロントライン系故障） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ 

3.1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温・過圧破損） （格納容器破損防止・フロントライン系故障） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ 3.2 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接過熱 

3.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

3.5 溶融炉心・コンクリート相互作用 
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Ⅱ 要求事項に対する審査の視点・審査確認事項と確認結果 

原子炉格納容器内の冷却等のために申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第４９条及び重大事故等防止技術的能力基準１．６項（以下「第４９条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であるか。 

 

1.6.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１.対応手段と設備を選定するための考え方について 

１）対応手段と設備の選定の考え方が、「第４９条等」に示されてい

る要求事項と一致していることを確認する。 

 

 

 

 

 

２）自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針

であることを確認する。 

 

 

 

 

１）炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる必要がある。また、炉心の著しい損傷が発生した場合に

おいて原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる必要がある。原子炉

格納容器内を冷却するための設計基準事故対処設備として、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード及びサプレッションプール水冷却

モード）を設置している。これらの設計基準事故対処設備が故障した場合においても、想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等

対処設備を選定するとしており、「第４９条等」に示された要求事項と一致していることを確認した。 

 

 

２）「第４９条等」に示された要求事項を踏まえ、設計基準事故対処設備が故障した場合は、その機能を代替するために、設計基準事故対処設備

が有する機能、相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」という。）上で、想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等

対処設備を選定するとしていること、重大事故等対処設備の他に、柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※ １を選定すると

しており、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記１）以外の設備

及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

※１ 自主対策設備；技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況によ

っては、事故対応に有効な設備。 

  

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．対応手段と設備の選定結果について 

 

１）対応手段の選定にあたり、フォールトツリー解析等により機能

喪失の原因分析を行っている場合、その分析結果を踏まえて網羅

的に対応手段が選定されているか確認する。 

 

①機能喪失原因対策分析で想定する故障想定が適切であることを

確認する。 

 

 

 

１）機能喪失原因対策分析結果を踏まえた選定結果の確認 

 

 

 

① 機能喪失対策分析結果（「第 1.6－1図 機能喪失原因対策分析」参照）を踏まえ、フロントライン系故障として、残留熱除去系（ 格納容器

スプレイ冷却モード及びサプレッションプール水冷却モード） の故障を想定する。また、サポート系故障として、 全交流動力電源喪失又は

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の故障を想定することを確認した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

②機能喪失原因対策分析結果を踏まえ、対応手段が網羅的に選定さ

れていることを確認する。その際、少なくとも①で想定する故障

に直接関連する機器の機能喪失時の対応手段※が選定されている

ことを確認する。 

  また、対応策を講じない故障がある場合、その理由等を確認す

る。 

（例；1.2 高圧時冷却における冷却機能喪失） 

※ 1.2 高圧時冷却であれば、対象となる設備は原子炉隔離時冷却

系及び高圧炉心注水系であり、対応手段は高圧代替注水系によ

る原子炉圧力容器への注水、原子炉隔離時冷却系の現場操作に

よる起動による原子炉圧力容器への注水等となる。FT 図では、

設定したフォールトツリーの頂上事象の下に論理ゲート含めて

機能喪失原因が展開される。 

 

２）第４９条等における要求事項に対応した手順等が選定されてい

るか確認する。 

  また、有効性評価（第３７条）において位置付けられた重大事

故対処設備及び手順等が含まれているか確認する。 

 

 

② 機能喪失対策分析結果を踏まえ、網羅的に対応する代替手段が選定されていることを確認した。想定する故障と対応策との関係について、「第

1.6－1図 機能喪失原因対策分析」に示されていることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）第４９条等及び有効性評価（第３７条）に対応する主な重大事故等対処設備及び手順等についての確認結果を以下に示す。  

具体的な確認内容については、｢表１ 規制要求事項に対応する手順｣のとおり。 

 

第４９条等の要求事項に対応するため、炉心の著しい損傷の防止及び炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器内の冷却等の

ための以下の設備及び手順等を整備する方針としていることを確認した。 

 

① 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）（※１）を用いた格納容器スプレイ（※２）を実施するための復水移送ポンプ等の設備及び手順

等 

 

② 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）（※１）を用いた格納容器スプレイ（※２）を実施するための大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

の設備及び手順等 

 

※１ 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、第４９条等の要求事項における「格

納容器スプレイ代替注水設備」に該当する。 

 

※２ 以下、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）を用いた格納容器スプレイを「格

納容器代替スプレイ」という。 

 

 また、有効性評価（第３７条）（※３）において、炉心の著しい損傷の防止及び炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器内

の冷却等のための重大事故等対処設備及び手順等として以下を整備する方針としていることを確認した。 

 

※３ 炉心損傷防止対策の有効性評価のうち「高圧・低圧注水機能喪失」、「全交流動力電源喪失」、「崩壊熱除去機能喪失」及び「LOCA 時注水

機能喪失」並びに格納容器破損防止対策の有効性評価のうち「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」、「高圧溶融
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

物放出/格納容器雰囲気直接加熱」、「原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用」及び「溶融炉心・コンクリート相互作用」について

の有効性評価をいう。 

 

① 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による格納容器代替スプレイを実施するた

めの設備及び手順等 

 

② 全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去系ポンプ（格納容器スプレイ冷却モード）を用いた格納容器除熱を実施す

るためのガスタービン発電機等の設備及び手順等（※４） 

※４ 代替電源に関する設備及び手順等については、「1.14 電源設備及び電源の確保に関する手順等」において整理 

 

③ 全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去系ポンプ（サプレッションプール水冷却モード）を用いたサプレッション

プール水除熱を実施するためのガスタービン発電機等の設備及び手順等（※４） 

※４ 代替電源に関する設備及び手順等については、「1.14 電源設備及び電源の確保に関する手順等」において整理 

 

これらの確認結果から、原子炉格納容器内の冷却等のために申請者が計画する設備及び手順等が、第４９条等における各々の要求事項に対応し、

かつ、適切に整備される方針であることから、第４９条等に適合するものと判断した。また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大

事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備される方針であることを確認した。 
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表１ 規制要求事項に対応する手順 

 

      ○「第４９条等」で求められている手順 

規制要求事項 確認結果（女川２号） 

【設備（配備）】※１ 第４９条（原子炉格納容器内の冷却等のための設備） 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必

要な設備」及び第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放

射性物質の濃度を低下させるために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

（１）重大事故等対処設備 

ａ）設計基準事故対処設備の格納容器スプレイ注水設備（ポンプ又は水源）が

機能喪失しているものとして、格納容器スプレイ代替注水設備を配備する

こと。 

 

 

ｂ）上記ａ）の格納容器スプレイ代替注水設備は、設計基準事故対処設備に対

して、多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

 

 

 

 

（２）兼用 

ａ） 第１項の炉心損傷防止目的の設備と第２項の格納容器破損防止目的の設

備は、同一設備であってもよい。 

第４９条等の要求事項に対応するための設備及び手順等について、以下のとお

り整備する方針であることを確認した。 

 

 

 

（１）重大事故等対処設備 

ａ）設計基準事故対処設備の格納容器スプレイ注水設備（ポンプ又は水源）

が機能喪失しているものとして、格納容器スプレイ代替注水設備として、

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器代替ス

プレイ冷却系（可搬型）を重大事故等対処施設として整備する方針であ

ることを確認した。 

ｂ）上記ａ）の原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納

容器代替スプレイ冷却系（可搬型）が、設計基準事故対処設備に対して、

多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ることを確認した。（設備の確

認事項「女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及

び確認事項（原子炉格納容器内の冷却等のための設備（第４９条））」を

参照。） 

（２）兼用 

ａ） 炉心損傷防止目的の設備と格納容器破損防止目的の設備は同一設備とし

て、兼用することを確認した。 

【技術的能力】※３ １ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必

要な手順等」及び第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに

放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置

又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

（１）炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器の冷却等 

ａ）設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した

場合において炉心の著しい損傷を防止するため、格納容器スプレイ代替

注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために

必要な手順等を整備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 

ａ）格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させるため、以下の手順等を整備する。 

 

○ 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へ

のスプレイのための手順等 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の故障により原子炉格納

容器内の除熱ができない場合に、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常

設）により原子炉格納容器内へのスプレイを行う。 
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（２）原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納容器の冷却等 

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止

するため、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の

圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な手順等

を整備すること。 

 

○ 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内

へのスプレイのための手順等 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の故障により原子炉格納

容器内の除熱ができない場合に、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可

搬型）により原子炉格納容器内へのスプレイを行う。 

 

（２） 

ａ）格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温

度並びに放射性物質の濃度を低下させるため、以下の手順等を整備する。 

 

○ 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へ

のスプレイのための手順等 

炉心の著しい損傷が発生した場合において、残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却モード）の故障により原子炉格納容器内の除熱ができない場

合に、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）により原子炉格納容

器内へのスプレイを行う。 

 

○ 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内

へのスプレイのための手順等 

炉心の著しい損傷が発生した場合において、残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却モード）の故障により原子炉格納容器内の除熱ができない場

合に、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）により原子炉格納

容器内へのスプレイを行う。 

 

※１；【設備（設置/配備）】：設置許可基準規則第４９条のうち、設備等の設置に関する要求事項 

※２；【技術的能力】：重大事故等防止技術的能力基準１．６ 

 

○設置許可基準３７条（有効性評価）で求められている手順 

       有効性評価で解析上考慮されている手順は以下のとおりであることを確認した。 

「原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ」、「原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ」、 

「残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ」、「残留熱除去系電源復旧後のサプレッションプールの除熱」 
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1.6.2 重大事故等時の手順等 

(1) 規制要求に対する設備及び手順等について 

a. 第４９条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

１） 第４９条等に基づく要求事項に対応するための対策とそのた

めに必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確

認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） １）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針

が第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

 

① 選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項

（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順着

手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順着手の

判断に必要な計器等が示されていることを確認する。 

 

② 選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人員、

作業時間等が示されていることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

③ 選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、

通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしているこ

と、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認

する。 

第４９条等の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.6.2.1以降

に示す。 

 

１）対策と設備 

第４９条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認した。 

 

a. 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）を用いた格納容器代替スプレイ。そのために、可搬型代替交流電源設備（電源車）及びガスタ

ービン発電機を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置

付ける。 

 

b. 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）を用いた格納容器代替スプレイ。そのために、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を重大事故等

対処設備として新たに整備する。 

 

 

２）手順等の方針 

 

①手順着手の判断基準等及び②必要な人員等 

１）に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。 

なお、具体的な計測可能なパラメータ等については、「第1.6－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に示されていることを確認した。 

 

a.「原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ」 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による格納容器スプレイができない場合であって、原子炉格納容器内の圧力、温度等について、

格納容器代替スプレイ開始の判断基準に到達した場合には、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）を用いた格納容器代替スプレイの手

順に着手する。この手順では、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を1名により、20分以内に実施する。 

 

b.「原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ」 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による格納容器スプレイができない場合には、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）

を用いた格納容器代替スプレイの手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備、ホース接続、系統の構成、ポンプ

起動等を計13名により、385分以内に実施する。 

 

③作業環境等 

上記で選定した手順について、a)手順の優先順位を a.、b.の順に設定して明確化していること、b)原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）

及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）を用いた格納容器代替スプレイについて、系統の構成、ポンプの起動等の手順等を定め、必

要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、c)接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認してい



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

   

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.6-12 

 ること、d)照明により夜間等でのアクセス性を確保していること、e)必要な通信連絡設備を確保していることなどを確認した。 

 

以上の確認などから、１）に掲げる設備を用いた手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関する共通的な要求事項）

等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 
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b. 第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

１） 有効性評価（第３７条）等において位置付けた対策とそのた

めに必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確

認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） １）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針

が第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

 

① 選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項

（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順着

手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順着手の

判断に必要な計器等が示されていることを確認する。 

 

② 選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人員、

作業時間等が示されていることを確認する。 

 

③ 選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、

通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしているこ

と、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認

する。 

 

第３７条の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.6.2.1以降に

示す。 

 

１）対策と設備 

有効性評価（第３７条）において、炉心の著しい損傷の防止及び炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器内の冷却等のために、

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）を用いた格納容器代替スプレイ並びに全交流動

力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去系ポンプを用いた格納容器除熱及びサプレッションプール水除熱を必要な対策として

いる。このうち、格納容器代替スプレイの対策は（１）a.１）と同じであるため、必要な重大事故等対処設備も同じであり、これらの重大事故

等対処設備の設計及び手順等の方針も同じである。全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去系ポンプを用いた格納容器

除熱及びサプレッションプール水除熱については、以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認した。 

 

a. 全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去系ポンプを用いた格納容器除熱。そのために、ガスタービン発電機を重大

事故等対処設備として新たに整備するとともに、残留熱除去系ポンプ（格納容器スプレイ冷却モード）を重大事故等対処設備として位置付け

る。 

 

b. 全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去系ポンプを用いたサプレッションプール水除熱。そのために、ガスタービ

ン発電機を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、残留熱除去系ポンプ（サプレッションプール水冷却モード）を重大事故等対

処設備として位置付ける。 

 

 

２）手順の方針 

 

①手順着手の判断基準及び②必要な人員等 

１）に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。 

なお、具体的な計測可能なパラメータ等については、「第1.6－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に示されていることを確認した。 

 

a.「残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ」 

炉心損傷前の全交流動力電源喪失時又は炉心損傷を判断した場合において、ガスタービン発電機により非常用高圧母線2C系又は2D系への給電

が完了し、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が使用可能な状態に復旧された場合であって、原子炉格納容器内の圧力、温度等に

ついて、残留熱除去系による格納容器スプレイ開始の判断基準に到達した場合には、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による格

納容器除熱の手順に着手する。この手順では、系統の構成、残留熱除去系ポンプの起動等を1名により、15分以内に実施する。 

なお、当該手順のうち、常設代替交流電源設備に関する手順等については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備されていることを確

認した。 

 

b.「残留熱除去系電源復旧後のサプレッションプールの除熱」 

炉心損傷前の全交流動力電源喪失時又は炉心損傷を判断した場合において、ガスタービン発電機により非常用高圧母線2C系又は2D系への給電
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

が完了し、残留熱除去系が使用可能な状態に復旧された場合には、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）によるサプレッショ

ンプール水除熱の手順に着手する。この手順では、系統の構成、残留熱除去系ポンプの起動等を1名により、20分以内に実施する。 

なお、当該手順のうち、常設代替交流電源設備に関する手順等については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備されていることを確

認した。 

 

③作業環境等 

上記で選定した手順について、a) 手順の優先順位を a.、b.の順に設定して明確化していること、b) 作業環境（作業空間、温度等）に支障がな

いことなどを確認した。 

 

以上の確認などから、１）に掲げる設備を用いた手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関する共通的な要求事項）

等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 
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(2) 優先順位について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１） 重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項（手順等に関する共通的

な要求事項）等を踏まえて、優先すべき手順・操作等が明確にな

っていることを確認する。 

 

炉心損傷防止の対応手順及び格納容器破損防止の対応手順のそれぞれについて、優先すべき手順・操作等を明確化していることを確認した。 

個別手順の優先順位に関する確認内容については、1.6.2.1以降に示す。 

 

(3) 自主的対策のための設備及び手順等について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１） 自主的対策を含め重大事故等への対処が確実に実施される方針

であるか。 

 

① 自主的対策のための手順毎に、自主対策設備が示されているこ

と、自主対策設備として位置付ける理由が示されていることを確

認する。 

 

② 自主的対策のための手順毎に、手順着手の判断基準、具体的な

操作内容、必要な人員数及び作業時間等が示されていることを確

認する。 

 

 

申請者は、自主的な対策として、フロントライン系の機能が喪失し、原子炉格納容器内の冷却等のための機能が喪失した場合に、その機能を代替

するための自主対策設備及び手順等を整備するとしていることを確認した。 

 

（１）フロントライン系の機能喪失時に原子炉格納容器内の冷却等のための機能を代替するための設備及び手順等 

フロントライン系の機能喪失時に原子炉格納容器内の冷却等のための機能を代替するための設備及び手順等についての主な確認結果は以下の

とおり。具体的な個別手順の確認結果は、1.6.2.1以降に示す。 

 

① 対策と設備 

  炉心の著しい損傷の防止及び炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器内の冷却等のための機能を回復させるための設備

（「表２ 自主対策における自主対策設備」参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。 

 

②主な手順等及び手順着手の判断基準等 

 

a.「ろ過水ポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイ」 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬

型）による格納容器スプレイができない場合であって、原子炉格納容器内の圧力、温度等について、格納容器代替スプレイ開始の判断基準に

到達し、ガスタービン発電機等により必要な電源が確保された場合には、ろ過水ポンプによる格納容器スプレイの手順に着手する。この手順

では、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を1名により、20分以内に実施する。 

 

b.「ドライウェル冷却系による原子炉格納容器の除熱」 

残留熱除去系による原子炉格納容器の除熱ができない場合であって、非常用交流電源設備又はガスタービン発電機により、原子炉補機冷却水

系（原子炉補機冷却海水系を含む。）が復旧可能である場合には、ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の除熱の手順に着手する。こ

の手順では、系統の構成、ドライウェル冷却系下部送風機の起動等を1名により、65分以内に実施する。 
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○個別手順の確認 

審査の視点及び確認事項 

１）対策と設備 

 対応する対策とそのために必要な設備が整理され、明示されていることを確認する。｛対策と設備｝※ 

 ※ 1.2.2.1 以降の「審査の視点及び確認事項」には、便宜的に｛ ｝内の事項で標記する。以下同じ。 

 

２）手順等の方針 

○規制要求に対応する手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等  

a.判断基準が明確（具体的な数値若しくは状況を示している）であることを確認する。{判断基準} 

b.示された判断基準により手順が適切に着手できるか。（どのような場合に手順に着手するか確認する）{着手タイミング} 

c.手順着手の判断に必要な計器が特定され、整理されているか確認する。{判断計器} 

②必要な人員等 

a.操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されているか。{操作手順} 

b.手順の所要時間及び人員数が適切であることを、設置許可基準３７条（有効性評価）で確認した内容や訓練実績等を用いて確認する。{所要時間等} 

c.操作に必要な計器類が示されていることを確認する。[操作計器] 

d.設備を多用途に用いる場合に、当該用途への系統切替えの容易性を含め、手順が明確化されていることを確認する。{系統切替え}（該当する場合に記載する。） 

③アクセスルートの確保等 

a.作業場におけるアクセスルートが確保されていることを確認する。{アクセスルート} 

b.通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしていることを確認する。{通信設備等} 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。{作業環境} 

 ※現場操作を伴わない中央制御室のみで作業を実施する手順については、その旨を記載し、a.～c.についての記載は不要とする。 

 

○自主的対策手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準が示されていることを確認する。｛判断基準｝ 

b. 操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されていることを確認する。｛操作手順｝ 

c. 手順の所要時間及び人員数が示されていることを確認する。｛所要時間等｝ 
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1.6.2.1 炉心損傷防止の対応手順 

(1) フロントライン系故障時の手順等 

a. 原子炉格納容器代替スプレイ 

(a)【技術的能力、有効性評価（第３７条）】原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の故障により原子炉格納容器内の除熱ができない場合に、原子炉格納容器代替スプレイ冷却

系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイにより、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．６にて求められている「解

釈１（１）炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器の冷却等」に係る手順であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。このための

設備は、「第 1.6－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、格納容器代替スプレイで使用する設備のうち、可搬型代替交流電源設備（電源車）

及びガスタービン発電機を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

（※）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち「高圧・低圧注水機能喪失」、「崩壊熱除去機能喪失」及び「LOCA 時注水機能喪失」についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による格納容器スプレイができない場合であって、原子炉格納容器内の圧力、温度等について、格納容器代替スプレイ開始の判断基

準（※）に到達した場合には、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）を用いた格納容器代替スプレイの手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示

され明確であることを確認した。 

（※）【格納容器代替スプレイ開始の判断基準】 

以下のいずれかの条件に該当 

(1)炉心損傷前（炉心の著しい損傷防止） 

①圧力に係る条件 

a. ドライウェル圧力が 13.7kPa[gage]以上で、原子炉水位が－3,660mm以下を経験した場合 

b. 圧力抑制室圧力が 0.384MPa[gage]に到達した場合 

②温度に係る条件 

a. ドライウェル温度 171℃以上の場合 

b. 圧力抑制室空気温度が 104℃以上の場合（サプレッションチェンバ内へのスプレイ） 

③ 水位に係る条件 

a. 圧力抑制室水位が通常水位＋1.8mに到達した場合 

(2)炉心損傷後（原子炉格納容器破損防止） 

①圧力に係る条件 

a. ドライウェル圧力又は圧力抑制室圧力が 0.640MPa[gage]に到達した場合 

②温度に係る条件 

a. ドライウェル温度が 190℃以上の場合 

b. 原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合 

b. 判断基準である「原子炉格納容器内の圧力、温度等について、格納容器代替スプレイ開始の判断基準に到達した場合」を「原子炉格納容器内の圧力」、「原子炉格納容器内の温度」

等で確認することにより、適切に手順着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉格納容器内の圧力」、「原子炉格納容器内の温度」等であること、それらの監視項目のための計器が、「原子炉格納容器内の圧力」

については「ドライウェル圧力」及び「圧力抑制室圧力」、「原子炉格納容器内の温度」については「ドライウェル温度」及び「圧力抑制室内空気温度」であることを確認した。ま

た、それらの計器が「第 1.6－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

 

a. 当該手順は、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を行う手順であり、「第 1.6－10図 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ タイム

チャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を 1名により、20分以内に実施することを確認した。 
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確認事項 確認結果（女川２号） 

c. 操作計器 c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.6－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。 

 

(b)【自主対策】ろ過水ポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイ 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の故障により原子炉格納容器内の除熱ができない場合に、ろ過水ポンプによる原子炉格納容

器内へのスプレイにより、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるものであり、そのための自主対策設備が、「第 1.6－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備

する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

 

 

b. 操作手順 

 

c. 所要時間等 

 

a. 炉心損傷判断の前後において、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）に

よる格納容器スプレイができない場合であって、原子炉格納容器内の圧力、温度等について、格納容器代替スプレイ開始の判断基準に到達し、ガスタービン発電機等により必要な

電源が確保された場合には、ろ過水ポンプによる格納容器スプレイの手順に着手するとしていることを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認

した。 

b. 当該手順は、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を行う手順であり、「第 1.6－12図 ろ過水ポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイ タイムチャート」等を踏まえ、必要な手

段が示されていることを確認した。 

c. この手順では系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を 1名により、20分以内に実施することを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

   

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.6-19 

(c)【技術的能力、有効性評価（３７条）】原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の故障により原子炉格納容器内の除熱ができない場合に、原子炉格納容器代替スプレイ冷却

系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイにより、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．６にて求められている「解

釈１（１）炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器の冷却等」に係る手順であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。このための

設備は、「第 1.6－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、格納容器代替スプレイで使用する設備のうち、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を重

大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

（※）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち「全交流動力電源喪失」についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a. 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による格納容器スプレイができない場合には、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）を用いた格納容器代替スプレイの手順

に着手する（※）としており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「電源」等を確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「電源」等であること、その監視項目のための計器が「4-2C 母線電圧」、「4-2D 母線電圧」等であることを確認した。また、それらの計器

が「第 1.6－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

（※）原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）を用いた格納容器代替スプレイは、原子炉格納容器内の圧力、温度等について、格納容器代替スプレイ開始の判断基準に到達し

た場合に実施する。判断基準に到達した場合の格納容器代替スプレイに使用する手段は、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）、

ろ過水ポンプ（自主対策設備）の順で選択する。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備、ホース接続、系統の構成、ポンプ起動等を行う手順であり、「第 1.6－14 図～第 1.6－16 図 原子炉格納容器代替スプレイ冷

却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備、ホース接続、系統の構成、ポンプ起動等を計 13名により、385分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.6－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.6.3-1において、以下のとおり示されている。 

 アクセスルートについて、車両付属の作業用照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行しており、夜間においてもアクセス可能である。また、アクセスルート

上に支障となる設備はない。 

 連絡手段について、通常の連絡手段として、電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、ト

ランシーバ（携帯）により発電所対策本部に連絡する。 

 作業環境について、車両付属の作業用照明及び可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保する。放射性物質が放出される可能性があることから、

操作は防護具(全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等)を装備又は携行して作業を行う。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.6-20 

b.優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

 

 

 

フロントライン系故障時の対応手順の選択について、「第 1.6－25 図重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート」にて明確化しており、

以下に示す優先順位に従い、実施する方針であることを確認した。 

 

a. 外部電源、代替交流電源設備等により交流電源を確保し、復水貯蔵タンクが使用可能であれば原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）に

より原子炉格納容器内にスプレイする。復水貯蔵タンクが使用できない場合、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）又はろ過水ポン

プにより原子炉格納容器内にスプレイする。 

b. 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ手段については、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができないと判断した時点で、準備を開始する。 

c. 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及びろ過水ポンプの手段のうち原子炉格納容器内へのスプレイ可能な系統 1 系統以上を起動し、

原子炉格納容器内へのスプレイのための系統構成が完了した時点で、その手段による原子炉格納容器内へのスプレイを開始する。原子炉格納

容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合に

おいて、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達した時点で、原子炉格納容器内へのスプレイを開始する。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.6-21 

(2) サポート系故障時の手順等 

a. 復旧 

(a)【技術的能力、有効性評価（第３７条）】残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の故障により、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容器内へ

のスプレイができない場合は、常設代替交流電源設備により残留熱除去系の電源を復旧し、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却水系により

冷却水を確保することで、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）にて原子炉格納容器内にスプレイするものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．６にて求められてい

る「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等」に係る手順であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。このための

設備は、「第 1.6－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されており、ガスタービン発電機を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、

残留熱除去系ポンプ（格納容器スプレイ冷却モード）を重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

なお、当該手順のうち、常設代替交流電源設備に関する手順等については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備されていることを確認した。 

（※）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち「全交流動力電源喪失」についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 当該手順では、炉心損傷前の全交流動力電源喪失時又は炉心損傷を判断した場合において、ガスタービン発電機により非常用高圧母線 2C系又は 2D系への給電が完了し、残留熱除

去系（格納容器スプレイ冷却モード）が使用可能な状態に復旧された場合であって、原子炉格納容器内の圧力、温度等について、残留熱除去系による格納容器スプレイ開始の判断

基準（※）に到達した場合には、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による格納容器除熱の手順に着手するとしており、作業着手の判断基準が具体的な状態で示されて

いることを確認した。 

（※）【格納容器スプレイ開始の判断基準】 

以下のいずれかの条件に該当 

(1)炉心損傷前（炉心の著しい損傷防止） 

①圧力に係る条件 

a. ドライウェル圧力が 13.7kPa[gage]以上で、原子炉水位が－3,660mm以下を経験した場合 

b. 圧力抑制室圧力が 13.7kPa[gage]以上の場合（サプレッションチェンバ内へのスプレイ） 

c. 圧力抑制室圧力が 0.098MPa[gage]以上で 24時間継続した場合 

d. 圧力抑制室圧力が 0.245MPa[gage]以上の場合 

②温度に係る条件 

a. ドライウェル温度が 171℃以上の場合 

b. 圧力抑制室空気温度が規定値以上の場合（サプレッションチェンバ内へのスプレイ） 

③水位に係る条件 

a. 圧力抑制室水位が通常水位＋1.8m以上の場合 

(2)炉心損傷後（原子炉格納容器破損防止） 

①圧力に係る条件 

a. ドライウェル圧力又は圧力抑制室圧力が 0.245MPa[gage]以上の場合 

b. 判断基準である「原子炉格納容器内の圧力、温度等について、格納容器代替スプレイ開始の判断基準に到達した場合」を「原子炉格納容器内の圧力」、「原子炉格納容器内の温度」

等で確認することにより、適切に手順着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉格納容器内の圧力」、「原子炉格納容器内の温度」等であること、それらの監視項目のための計器が、「原子炉格納容器内の圧力」

については「ドライウェル圧力」及び「圧力抑制室圧力」、「原子炉格納容器内の温度」については「ドライウェル温度」及び「圧力抑制室内空気温度」であることを確認した。ま

た、それらの計器が「第 1.6－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.6-22 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、系統の構成、残留熱除去系ポンプの起動等を行う手順であり、「第 1.6－18図 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ タイムチャート」等を踏ま

え、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. 当該手順は、系統の構成、残留熱除去系ポンプの起動等を 1名により、15分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.6－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

当該手順は、現場操作を伴わない手順であることを確認した。 

 

 

(b)【技術的能力、有効性評価（第３７条）】残留熱除去系電源復旧後のサプレッションプールの除熱 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の故障により、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）によるサプレッショ

ンプールの除熱ができない場合は、常設代替交流電源設備により残留熱除去系の電源を復旧し、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却水系に

より冷却水を確保することで、残留熱除去系（サプレッションプール冷却モード）にてサプレッションプールの除熱を実施するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．６に

て求められている「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等」に係る手順であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段であ

る。このための設備は、「第 1.6－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されており、ガスタービン発電機を重大事故等対処設備として新たに整備

するとともに、残留熱除去系ポンプ（サプレッションプール水冷却モード）を重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

なお、当該手順のうち、常設代替交流電源設備に関する手順等については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備されていることを確認した。 

（※）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち「全交流動力電源喪失」及び「崩壊熱除去機能喪失」についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 当該手順では、炉心損傷前の全交流動力電源喪失時又は炉心損傷を判断した場合において、ガスタービン発電機により非常用高圧母線 2C系又は 2D系への給電が完了し、残留熱除

去系が使用可能な状態に復旧された場合には、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）によるサプレッションプール水除熱の手順に着手することを確認した。 

b. 判断基準である「残留熱除去系が使用可能な状態に復旧された場合」を、設備に異常がなく、電源、補機冷却水及び水源（サプレッションチェンバ）が確保されている状態を確認

すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「電源」、「補機監視機能」等であること、その監視項目のための計器が「6-2C 母線電圧」、「6-2D 母線電圧」、「原子炉補機冷却水系系統流

量」等であることを確認した。また、それらの計器が「第 1.6－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、系統の構成、残留熱除去系ポンプの起動等を行う手順であり、「第 1.6－20図 残留熱除去系電源復旧後のサプレッションプールの除熱 タイムチャート」等を踏まえ、

必要な手段が示されていることを確認した。 

b. 当該手順は、系統の構成、残留熱除去系ポンプの起動等を 1名により、20分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.6－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

当該手順は、現場操作を伴わない手順であることを確認した。 
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b. 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

 

 

 

サポート系故障時の対応手順の選択について、「第 1.6－25 図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート」にて明確化しており、以下に

示す優先順位に従い、実施する方針であることを確認した。 

 

a.常設代替交流電源設備により交流電源を確保し、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の運転が可能であれば残留熱除去系（格

納容器スプレイ冷却モード及びサプレッションプール水冷却モード）により原子炉格納容器内の除熱を実施する。 

 

b.原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の運転ができない場合は、原子炉補機代替冷却水系を設置し、残留熱除去系（格納容器

スプレイ冷却モード及びサプレッションプール水冷却モード）により原子炉格納容器内の除熱を実施するが、原子炉補機代替冷却水系の設置に

時間を要することから、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）等による原子炉格納容器内へのスプレイを並行して実施する。 
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1.6.2.2 格納容器破損防止の対応手順 

(1) フロントライン系故障時の手順等 

a. 原子炉格納容器代替スプレイ 

(a)【技術的能力、有効性評価（３７条）】原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ 

確認結果（女川２号） 

当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が故障により使用できない場合は、復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）

により原子炉格納容器内にスプレイするものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．６にて求められている「解釈１（２）原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納容器の冷却等」に係る手順である

とともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。 

当該手順に係る「１）対策と設備」及び「２）手順等の方針」については、「1.6.2.1 (1) a.(a) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ」と同様であることを確認した。 

（※）格納容器破損防止対策の有効性評価のうち「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」、「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」、「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」、

「水素燃焼」及び「溶融炉心・コンクリート相互作用」についての有効性評価をいう。 

 

(b)【自主対策】ろ過水ポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイ 

確認結果（女川２号） 

当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が故障により使用できず、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷

却系（可搬型）により原子炉格納容器内にスプレイできない場合は、ろ過水タンクを水源としたろ過水ポンプにより原子炉格納容器内にスプレイするものである。 

当該手順に係る「１）対策と設備」及び「２）手順等の方針」については、「1.6.2.1 (1) a.(b) ろ過水ポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイ」と同様であることを確認した。 

 

(c)【技術的能力】原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ  

確認結果（女川２号） 

当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が故障により使用できず、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）により原子炉格納容器内にスプレイ

できない場合は、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）により原子炉格納容器内にスプレイするものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．６にて求められている「解釈１（２）原子炉格納容器の破

損を防止するための原子炉格納容器の冷却等」に係る手順である。 

当該手順に係る「１）対策と設備」及び「２）手順等の方針」については、「1.6.2.1 (1) a.(c) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ」と同様であることを確認した。 
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b. 原子炉格納容器除熱 

(a) 【自主対策】ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の除熱 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の復旧ができず、 原子炉格納容器からの除熱手段がない場合に、非常用交流電源設備又は常設代替交流電源設備により原子炉補機冷却

水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の電源を復旧し、原子炉格納容器内へ冷却水通水後、ドライウェル冷却系下部送風機を起動して原子炉格納容器内の除熱を行う。ドライウェル

冷却系下部送風機を停止状態としても、原子炉格納容器内の冷却水の通水を継続することで、ドライウェル冷却系下部冷却器のコイル表面で蒸気を凝縮し、原子炉格納容器内の圧力

の上昇を緩和するものであり、そのための自主対策設備については、「第 1.6－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。

主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

なお、当該手順のうち、非常用交流電源設備及び常設代替交流電源設備に関する手順等については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備されていることを確認した。 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

 

b. 操作手順 

 

c. 所要時間等 

 

a. 当該手順では、残留熱除去系による原子炉格納容器の除熱ができない場合であって、非常用交流電源設備又はガスタービン発電機により、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海

水系を含む。）が復旧可能である場合には、ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の除熱の手順に着手するとしていることを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示

されていることを確認した。 

b. 当該手順は、系統の構成、ドライウェル冷却系下部送風機の起動等を行う手順であり、「第 1.6－22図 ドライウェル冷却系による原子炉格納容器内の除熱 タイムチャート」等を

踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

c. 当該手順は、系統の構成、ドライウェル冷却系下部送風機の起動等を 1名により、65分以内に実施することを確認した。 

 

 

c. 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

 

 

 

フロントライン系故障時の対応手順の選択について、「第 1.6－25 図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート」にて明確化しており、

1.6.2.1(1)b.と同様であることを確認した。 

また、1.6.2.1(1)b. の対応手順の選択に加えて、外部電源、常設代替交流電源設備等により交流電源が確保できた場合は、原子炉補機冷却水

系（原子炉補機冷却海水系を含む。）を復旧し、原子炉格納容器内への冷却水通水及びドライウェル冷却系下部送風機の起動による原子炉格納容

器内の除熱を実施する方針であることを確認した。 
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(2) サポート系故障時の手順等 

a. 復旧 

(a)【技術的能力】残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ 

確認結果（女川２号） 

当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の故障により、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による原子炉

格納容器内へのスプレイができない場合は、常設代替交流電源設備により残留熱除去系の電源を復旧し、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却水系により冷却水を確保する

ことで、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）にて原子炉格納容器内にスプレイするものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．６にて求められている「原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射

性物質の濃度を低下させるために必要な手順等」に係る手順である。 

当該手順に係る「１）対策と設備」及び「２）手順等の方針」については、「1.6.2.1(2)a.(a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ」と同様であることを確認した。 

 

 

(b)【技術的能力】残留熱除去系電源復旧後のサプレッションプールの除熱 

確認結果（女川２号） 

当該手順は、全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の故障により，残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）によるサプレッションプールの除熱ができない場合

は，常設代替交流電源設備により残留熱除去系の電源を復旧し，原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却水系により冷却水を確保することで，残留熱除去系（サプレッション

プール水冷却モード）にてサプレッションプールの除熱を実施するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．６にて求められている「原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる

ために必要な手順等」に係る手順である。 

当該手順に係る「１）対策と設備」及び「２）手順等の方針」については、「1.6.2.1(2)a.(b) 残留熱除去系電源復旧後のサプレッションプールの除熱」と同様であることを確認した。 

 

 

b. 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

サポート系故障時の対応手順の選択について、「第 1.6－25 図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート」にて明確化しており、

1.6.2.1(2)b.と同様であることを確認した。 
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表２ 自主対策における自主対策設備 

 

分類 対応手段 設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

フロントライン系故障時の手順 ろ過水ポンプによる原子炉格納容器内へ

のスプレイ 

 

ろ過水ポンプ、ろ過水タンク等 

 

重大事故等対処設備に要求される耐震性は確保されておらず、復水移送ポンプと同等の流

量は確保できないものの、ろ過水系が健全であれば、原子炉格納容器内を冷却する手段と

なり得る。 

 

ドライウェル冷却系による原子炉格納容

器内の除熱 

ドライウェル冷却系下部送風機、ドライウェ

ル冷却系下部冷却器 

重大事故等対処設備に要求される耐震性は確保されておらず、除熱量は小さいものの、原

子炉格納容器内への冷却水通水及びドライウェル冷却系下部送風機の起動が可能である場

合、原子炉格納容器内を除熱するための手段となり得る。また、ドライウェル冷却系下部

送風機が停止している場合においても、冷却水の通水を継続することにより、ドライウェ

ル冷却系下部冷却器のコイル表面で蒸気を凝縮し、原子炉格納容器内の圧力上昇を緩和す

る手段となり得る。 
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Ⅱ 審査の視点・審査確認事項と確認結果 ........................................................................................................................................................ 1.7-4 
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Ⅰ 要求事項の整理 
 
実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（以下「重大事故等防止技術的能力基準」という。）及び実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）において、原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等について以下のとおり要求している。 
あわせて、申請者の計画が、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備する方針であるかを確認するため、重大事故等防止技術的能力基準１．７原子炉格納容器の過

圧破損を防止するための手順等に関連する有効性評価における事故シーケンスグループ及び有効性評価で解析上考慮している対策を整理する。 
 
＜重大事故等防止技術的能力基準１．７ 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等＞ 

重大事故等防止技術的能力基準 【解釈】 
１．７ 原子炉格納容器の過圧破損を防止する

ための手順等 
 
 発電用原子炉設置者において、炉心の著しい

損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力

及び温度を低下させるために必要な手順等が適

切に整備されているか、又は整備される方針が

適切に示されていること。 

１ 「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 
（１）原子炉格納容器の過圧破損の防止 

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、格納容器代替循環冷却系、格納容器圧力逃がし装置又は格納容器再循環ユニッ

トにより、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等を整備すること。 
ｂ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットによる原子炉格納容器内の圧力及び温度の低下の手順は、格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器の

圧力及び温度の低下の手順に優先して実施されるものであること。 
（２）悪影響防止 

ａ）格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じて、原子炉格納容器の負圧破損を防止する手順等を整備すること。 
（３）現場操作等 

ａ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確実に開閉操作ができること。 
ｂ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納容器圧力逃がし装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策がなされている

こと。 
ｃ）隔離弁の駆動源が喪失した場合においても、格納容器圧力逃がし装置の隔離弁を操作できるよう、必要な資機材を近傍に配備する等の措置を講じること。 

（４）放射線防護 
ａ）使用後に高線量となるフィルター等からの被ばくを低減するための遮蔽等の放射線防護対策がなされていること。 
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＜設置許可基準規則第５０条＞（原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備） 
設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 

（原子炉格納容器の過圧破損を防止するための

設備） 
第五十条  発電用原子炉施設には、炉心の著し

い損傷が発生した場合において原子炉格納容

器の過圧による破損を防止するため、原子炉

格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格

納容器内の圧力及び温度を低下させるために

必要な設備を設けなければならない。 
２ 発電用原子炉施設（原子炉格納容器の構造

上、炉心の著しい損傷が発生した場合におい

て短時間のうちに原子炉格納容器の過圧によ

る破損が発生するおそれがあるものに限る。）

には、前項の設備に加えて、原子炉格納容器内

の圧力を大気中に逃がすために必要な設備を

設けなければならない。 
３ 前項の設備は、共通要因によって第一項の

設備の過圧破損防止機能（炉心の著しい損傷

が発生した場合において原子炉格納容器の過

圧による破損を防止するために必要な機能を

いう。）と同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう、適切な措置を講じたものでなけ

ればならない。 
 

第５０条（原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備） 
１ 第１項に規定する「原子炉格納容器バウンダリを維持」とは、限界圧力及び限界温度において評価される原子炉格納容器の漏えい率を超えることなく、原子炉格納容

器内の放射性物質を閉じ込めておくことをいい、「原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備」とは、

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 
ａ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットを設置すること。 

２ 第２項に規定する「原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生した場合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧による破損が発生するおそれがある

もの」とは、原子炉格納容器の容積が小さく炉心損傷後の事象進展が速い発電用原子炉施設である、BWR 及びアイスコンデンサ型格納容器を有する PWR をいう。 
３ 第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための

設備をいう。 
 ａ）格納容器圧力逃がし装置を設置すること。 

ｂ）上記３ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 
ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性物質を低減するものであること。 
ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等の対策が講じられていること。 
ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器（例えば SGTS）や他号機の格納容器圧力逃がし装置等と共用しないこと。ただし、他への悪影響がない場

合を除く。 
ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じて、原子炉格納容器の負圧破損を防止する設備を整備すること。 
ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確実に開閉操作ができること。 
ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納容器圧力逃がし装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策がなされている

こと。 
ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を併置すること。ただし、格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにならないよう、十分に低い圧力に設定され

たラプチャーディスク（原子炉格納容器の隔離機能を目的としたものではなく、例えば、配管の窒素充填を目的としたもの）を使用する場合又はラプチャーディ

スクを強制的に手動で破壊する装置を設置する場合を除く。 
ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない場所に接続されていること。 
ⅸ）使用後に高線量となるフィルター等からの被ばくを低減するための遮蔽等の放射線防護対策がなされていること。 

  

＜有効性評価（第３７条）＞（有効性評価における事故シーケンス等で必要となる対策（手順等）） 

有効性評価における事故シーケンスグループ等 有効性評価で解析上考慮している対策（手順等） 
3.1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） ・代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

・原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 
3.2 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 
3.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 
3.4 水素燃焼 
3.5 溶融炉心・コンクリート相互作用 

・代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 
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Ⅱ 審査の視点・審査確認事項と確認結果 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するために申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第５０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．７項（以下「第５０条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であるか。 

 
1.7.1 対応手段と設備の選定 
(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１.対応手段と設備を選定するための考え方について 

 

１）対応手段と設備の選定の考え方が、「第５０条等」に示されて

いる要求事項と一致していることを確認する。 

 

２）自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針

であることを確認する。 

 

 

 

 

 

１）炉心の著しい損傷が発生した場合においても、原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために

必要な対応手段及び重大事故等対処設備を選定するとしており、「第５０条等」に示された要求事項と一致していることを確認した。 

 

２） 「第５０条等」に示された要求事項を踏まえ、重大事故等対処設備の他に、柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※１を選

定するとしており、申請者が、対策の抽出を行い、自主的に上記１）以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処を確実

に実施する方針であることを確認した。 

 

※１ 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況によ

っては、事故対応に有効な設備。 
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(2) 対応手段と設備の選定の結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．対応手段と設備の選定結果について 

 

１）対応手段の選定にあたり、フォールトツリー解析等により機能喪

失の原因分析を行っている場合、その分析結果を踏まえて網羅的に

対応手段が選定されているか確認する。 

①機能喪失原因対策分析で想定する故障想定が適切であることを

確認する。 

②機能喪失原因対策分析結果を踏まえ、対応手段が網羅的に選定さ

れていることを確認する。その際、少なくとも①で想定する故障

に直接関連する機器の機能喪失時の対応手段※が選定されている

ことを確認する。 

  また、対応策を講じない故障がある場合、その理由等を確認す

る。 

（例；1.2 高圧時冷却における冷却機能喪失） 

※ 1.2 高圧時冷却であれば、対象となる設備は原子炉隔離時冷却系

及び高圧炉心注水系であり、対応手段は高圧代替注水系による原

子炉圧力容器への注水、原子炉隔離時冷却系の現場操作による起

動による原子炉圧力容器への注水等となる。FT 図では、設定した

フォールトツリーの頂上事象の下に論理ゲート含めて機能喪失

原因が展開される。 

 

２）第５０条等における要求事項に対応した手順等が選定されている

か確認する。 

  また、有効性評価（第３７条）において位置付けられた重大事故

対処設備及び手順等が含まれているか確認する。 

 

 

 

 

１）機能喪失原因対策分析結果を踏まえた選定結果の確認 

第５０条等による要求事項に基づき、代替循環冷却系及び原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下

させるために必要な手順を選定しているため、機能喪失原因対策分析は実施していない。 

対応手段については、交流動力電源が健全な場合及び喪失した場合においても使用可能な手段は変わらないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）第５０条等及び有効性評価（第３７条）に対応する主な重大事故等対処設備及び手順等についての確認結果を以下に示す。  

具体的な確認内容については、「表１ 規制要求事項に対応する手順」のとおり。 

 

第５０条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を整備する方針としていることを確認した。 

① 代替循環冷却ポンプを用いた残留熱除去系熱交換器によるサプレッションプール水の冷却並びに原子炉圧力容器への注水及び原子炉格

納容器内へのスプレイ（以下「代替循環冷却」という。）により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための代替循環冷却系及び

手順等 

② 原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための原子炉格納容器フィルタベント系及び手順等 

 

 また、有効性評価（第３７条）において、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための重大事故等対処設備及び手順等として、以

下の設備及び手順等を整備する方針としていることを確認した。 

①   代替循環冷却により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための代替循環冷却系及び手順等 

② 原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための原子炉格納容器フィルタベント系及び手順等 

 

表１ 規制要求事項に対応する手順 
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      ○「第５０条等」で求められている手順 

規制要求事項 確認結果（女川２号） 

【設備（配備）】※１ １ 第１項に規定する「原子炉格納容器バウンダリを維持」とは、限界圧力及び

限界温度において評価される原子炉格納容器の漏えい率を超えることなく、原

子炉格納容器内の放射性物質を閉じ込めておくことをいい、「原子炉格納容器

バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるた

めに必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有す

る措置を行うための設備をいう。 

ａ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットを設置すること。 

 

 

２ 第２項に規定する「原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生した

場合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧による破損が発生するお

それがあるもの」とは、原子炉格納容器の容積が小さく炉心損傷後の事象進展

が速い発電用原子炉施設である、BWR 及びアイスコンデンサ型格納容器を有す

る PWR をいう。 

 

３ 第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすために必要な

設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備をいう。 

ａ）格納容器圧力逃がし装置を設置すること。 

 

 

 

ｂ）上記３ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性物質を低減するも

のであること。 

ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等の対策が講じられ

ていること。 

ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器（例えば SGTS）や

他号機の格納容器圧力逃がし装置等と共用しないこと。ただし、他への悪

影響がない場合を除く。 

ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じて、原子

炉格納容器の負圧破損を防止する設備を整備すること。 

ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確実に開閉操

作ができること。 

第５０条等の要求事項に対応するための設備及び手順等について、以下

のとおり整備する方針であることを確認した。 

 

 

 

 

１ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器内の圧力

及び温度を低下させるための代替循環冷却系を設置する。 

 

２ 本申請は、BWR である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器内の圧力

及び温度を低下させるための原子炉格納容器フィルタベント系を設置

する。 

 

ｂ）についての具体的な確認は、設備審査確認事項に示す。 
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ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納容器圧力逃

がし装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策

がなされていること。 

ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を併置すること。た

だし、格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにならないよう、十分に低い

圧力に設定されたラプチャーディスク（原子炉格納容器の隔離機能を目的

としたものではなく、例えば、配管の窒素充填を目的としたもの）を使用

する場合又はラプチャーディスクを強制的に手動で破壊する装置を設置

する場合を除く。 

ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受

けない場所に接続されていること。 

ⅸ）使用後に高線量となるフィルター等からの被ばくを低減するための遮蔽

等の放射線防護対策がなされていること。 

４ 第３項に規定する「適切な措置を講じたもの」とは、多様性及び可能な限り

独立性を有し、位置的分散を図ることをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４についての具体的な確認は、設備審査確認事項に示す。 

 

【技術的能力】※３ （１）原子炉格納容器の過圧破損の防止 
ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止

するため、格納容器代替循環冷却系、格納容器圧力逃がし装置又は格納容

器再循環ユニットにより、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させ

るために必要な手順等を整備すること。 
 
 
 
 
ｂ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットによる原子炉格納

容器内の圧力及び温度の低下の手順は、格納容器圧力逃がし装置による

原子炉格納容器の圧力及び温度の低下の手順に優先して実施されるもの

であること。 
 
（２）悪影響防止 

ａ）格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じて、原子炉格納容

器の負圧破損を防止する手順等を整備すること。 
 
 
 
 

（３）現場操作等 

（１） 

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を

防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため以

下の対策とそのための重大事故等対処設備を整備する。 

① 代替循環冷却により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させ

るための代替循環冷却系及び手順等 

② 原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための原子炉格納

容器フィルタベント系及び手順等 

 

ｂ）個別手順の優先順位に関する確認内容については、1.7.2.1 以降に示

す。 

 

 

 

（２） 

ａ）原子炉格納容器スプレイを行う場合において、原子炉格納容器の負圧

破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力を監視し、規定の圧力

まで減圧した場合は原子炉格納容器スプレイを停止する運用とする

こと、また、原子炉格納容器フィルタベント系の使用後においても原

子炉格納容器の負圧破損を防止するために、可搬型窒素ガス供給装置

を用いて原子炉格納容器内に窒素を供給する。 
（３） 
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ａ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確実に開閉操作

ができること。 
 
ｂ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納容器圧力逃が

し装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策

がなされていること。 
ｃ）隔離弁の駆動源が喪失した場合においても、格納容器圧力逃がし装置の隔

離弁を操作できるよう、必要な資機材を近傍に配備する等の措置を講じ

ること。 
（４）放射線防護 

ａ）使用後に高線量となるフィルター等からの被ばくを低減するための遮蔽

等の放射線防護対策がなされていること。 

ａ）原子炉格納容器フィルタベント系の隔離弁は、遠隔手動弁操作設備に

より原子炉建屋付属棟内から人力操作が可能である。 
ｂ）遠隔手動弁操作設備の操作場所には、必要に応じて遮蔽材を設置する。 
 

 

ｃ）遠隔手動弁操作設備を重大事故等対処設備として新たに整備する。 
 
 
（４） 
ａ）原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置等の周囲に遮蔽壁を

設置する。 

※１；【設備（設置/配備）】：設置許可基準規則第５０条のうち、設備等の設置に関する要求事項 

※２；【設備（措置）】：【設備（設置/配備）】以外の要求事項 

※３；【技術的能力】：重大事故等防止技術的能力基準１．７ 

 

○設置許可基準３７条（有効性評価）で求められている手順 

       有効性評価で解析上考慮されている手順は以下のとおりであることを確認した。 

「代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」 

「原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」 
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1.7.2 重大事故等時の手順等 

(1) 規制要求に対する設備及び手順等について 

a. 第５０条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 １）第５０条等に基づく要求事項に対応するための対策とそのために 

必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認す

る。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

２）１）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針が第

４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

   ①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項

（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順着

手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順着手の

判断に必要な計器等が示されていることを確認する。 

 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人員、

作業時間等が示されていることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５０条等の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.7.2.1

以降に示す。 

 

１）対策と設備 

第５０条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認した。 

 

a. 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱。そのために、代替循環冷却ポンプ、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、サプレッションチェンバ及び残留熱除去系熱交換器を重大事故等

対処設備として位置付ける。 

b. 原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱。そのために、フィルタ装置、フィルタ装置出口側圧力開放

板、可搬型窒素ガス供給装置及び遠隔手動弁操作設備を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

 

２）手順等の方針 

 

①手順着手の判断基準等及び②必要な人員等 

１）に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。また、それぞれの手順における具体的な計測可能なパラ

メータ等については「第1.7.2表 重大事故等対処に係る監視計器」に示されていることを確認した。 

 

a.「代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」のための手順 

炉心損傷を判断（※1）し、残留熱除去系の復旧に見込みがなく、原子炉格納容器内の酸素濃度が 4.3vol%（ドライ条件）以下の場合（※

2）には、代替循環冷却の手順に着手する。この手順では、系統の構成、代替循環冷却ポンプの起動等を 1 名により、30 分以内で実施す

る。なお、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）が使用できない場合には、代替循環冷却の手順に着手する前に、熱交換

器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉補機代替冷却の手順に着手する。この手順では、計 9名により、系統の構成、

熱交換器ユニットの移動等を 535 分以内に実施する。 

※1 格納容器内雰囲気放射線モニタで原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合、又

は格納容器内雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。以下同じ。 

 

※2 ただし、原子炉格納容器内の酸素濃度が 4.3vol%（ドライ条件）を超えている場合において、酸素濃度が 1.5vol%（ウェット条件）未満の

場合は、代替循環冷却系による原子炉格納容器内へのスプレイを実施することで、ドライウェル側とサプレッションチェンバ側のガスの

混合を促進させる。 

 

 b.「原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」のための手順 

炉心損傷を判断し、残留熱除去系及び代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱ができず、原子炉格納容器内の圧力が

0.640MPa[gage]に到達（※3）した場合、又は原子炉建屋地上 3階（原子炉建屋原子炉棟内）の水素濃度が 2.0vol%に到達した場合には、
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、

通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしているこ

と、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認

する。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための手順に着手する（※4）。この手順では、中

央制御室から操作可能な場合、原子炉格納容器ベントのための系統の構成等を 1 名により、15 分以内、出口隔離弁の開操作を 1 名によ

り、5分以内に実施する。中央制御室から操作できず現場で操作を行う場合、原子炉格納容器ベントのための系統構成等を計 3名により、

75 分以内、遠隔手動弁操作設備による出口隔離弁弁の開操作を計 3名により、115 分以内に実施する。 

  また、残留熱除去系による除熱機能が喪失した場合には、可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器の負圧破損を防止するための手

順に着手する。この手順では、可搬型窒素ガス供給装置の配備及びホース接続、系統の構成、装置の起動等を計 8 名により、315 分以内

に実施する。 

 

※4 この場合、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）又は原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷

却の実施と同時に、原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手順に着手する。 

 

※3 ただし、発電用原子炉の冷却ができない場合、又は原子炉格納容器内の冷却ができない場合は、速やかに原子炉格納容器ベントの準備を

開始する。 

 

③作業環境等 

 以下のことなどを確認した。 

a. 系統の構成、隔離弁の手動開操作等の手順等を定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしていること。 

b. 照明により夜間等でのアクセス性及び作業性を確保していること。 

c. 必要な通信連絡設備を確保していること。 

d. 室温は通常運転時と同程度であること、S/Cベント用出口隔離弁及びD/Wベント用出口隔離弁の操作場所は原子炉建屋付属棟内に設置す

ることに加え、あらかじめ遮蔽材を設置することで作業時の被ばくによる影響を低減していることなどから、系統の構成等を行う作業

環境（作業空間、温度等）に支障がないこと。 

 

 

b. 第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

   

 

１）有効性評価（第３７条）等において位置付けた対策とそのために

必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認する。 

 

 

第３７条の規制要求に対する設備手順等についての主な確認結果を以下のとおり示す。具体的な個別手順の確認内容については、1.7.2.1以

降に示す。 

 

１） 対策と設備 

有効性評価（第３７条）において、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために、代替循環冷却及び格納容器ベントを必要な対

策としていることを確認した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

２） １）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針が

第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

   ①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項

（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順着

手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順着手の

判断に必要な計器等が示されていることを確認する。 

 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人員、

作業時間等が示されていることを確認する。 

 

③選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、

通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしているこ

と、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認

する。 

２）手順の方針 

これらの対策は、（１）a.１）a.及びb.と同じであるため必要な重大事故等対処設備も同じである。また、これらに関する重大事故等対処

設備の設計方針及び手順等の方針も同じであることを確認した。 

 

 
(2) 優先順位について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項（手順等に関する共通的な

要求事項）等を踏まえて、優先すべき手順・操作等が明確になってい

ることを確認する。 

 

手順等における優先順位が設定されていることを確認した。個別手順の優先順位に関する確認内容については、1.7.2.1以降に示す。 

 

(3) 自主的対策のための設備及び手順等について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）自主的対策を含め重大事故等への対処が確実に実施される方針で

あるか。 

 

①自主的対策のための手順毎に、自主対策設備が示されていること、

自主対策設備として位置付ける理由が示されていることを確認す

る。 

 

②自主的対策のための手順毎に、手順着手の判断基準、具体的な操作

内容、必要な人員数及び作業時間等が示されていることを確認す

る。 

 

 

 原子炉格納容器外へのよう素の放出量を低減するための自主対策設備及び手順等を整備するとしていることを確認した。 

 

 

① 対策と設備 

  原子炉格納容器外へのよう素の放出量を低減するための原子炉格納容器 pH 調整系（表２ 自主対策における自主対策設備 参照。）を用

いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。 

  

②主な手順等及び手順着手の判断基準等 

a.「原子炉格納容器pH調整系による原子炉格納容器外へのよう素の放出量低減」のための手順 

炉心損傷を判断した場合には、原子炉格納容器 pH 調整系による原子炉格納容器内への薬液（水酸化ナトリウム）注入の手順に着手する。

この手順では、系統の構成、薬液注入等の操作を 1名により、20 分以内に実施する。 

なお、申請者は、上記の自主対策を行った場合においても、pH制御したサプレッションプール水の水酸化ナトリウムは低濃度であり、原
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

子炉格納容器バウンダリを主に構成しているステンレス鋼及び炭素鋼の腐食領域ではないこと、原子炉格納容器のシール材が耐アルカリ性

を有していること等から他の設備に与える悪影響がないとしている。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.7-13 

○個別手順の確認 

審査の視点及び確認事項 

１）対策と設備 

 対応する対策とそのために必要な設備が整理され、明示されていることを確認する。[対策と設備] 

  ※1.7.2.1 以降の「審査の視点及び確認事項」には、便宜的に[ ]内の事項で表記する。以下同じ。 

 

２）手順等の方針 

○規制要求に対応する手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等  

a.判断基準が明確（具体的な数値若しくは状況を示している）であることを確認する。[判断基準] 

b.示された判断基準により手順が適切に着手できるか。（どのような場合に手順に着手するか確認する）[着手タイミング] 

c.手順着手の判断に必要な計器が特定され、整理されているか確認する。[判断計器] 

②必要な人員等 

a.操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されているか。[操作手順] 

b.手順の所要時間及び人員数が適切であることを、設置許可基準 37 条（有効性評価）で確認した内容や訓練実績等を用いて確認する。[所要時間等] 

c.操作に必要な計器類が示されていることを確認する。[操作計器] 

d.設備を多用途に用いる場合に、当該用途への系統切替えの容易性を含め、手順が明確化されていることを確認する。[系統切替え]（該当する場合に記載する。） 

③アクセスルートの確保等 

a.作業場におけるアクセスルートが確保されていることを確認する。[アクセスルート] 

b.通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしていることを確認する。[通信設備等] 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。[作業環境] 

 ※現場操作を伴わない中央制御室のみで作業を実施する手順については、その旨を記載し、a.～c.についての記載は不要とする。 

 

○自主的対策手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準が示されていることを確認する。[判断基準] 

b. 操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されていることを確認する。[操作手順] 

c. 手順の所要時間及び人員数が示されていることを確認する。[所要時間等] 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.7-14 

1.7.2.1 代替循環冷却系及び原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱のための設備及び手順等 

(1)【技術的能力、有効性評価（第 37 条）】代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器内の破損を防止するため、代替循環冷却系により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるものであり、

重大事故等防止技術的能力基準１．７にて求められている「原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」に係る手段であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において

解析上考慮する手段である。そのための設備は、「第 1.7-1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、代替循環冷却ポンプ、熱交換器ユニット及び大

容量送水ポンプ（タイプⅠ）を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、サプレッションチェンバ及び残留熱除去系熱交換器を重大事故等対処設備として位置付けること

を確認した。 

（※）格納容器破損防止対策の有効性評価のうち、「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」、「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」、「原子炉圧力容器外

の溶融燃料－冷却材相互作用」、「水素燃焼」及び「溶融炉心・コンクリート相互作用」についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

 

c. 判断計器 

 

 

a.炉心損傷を判断し、残留熱除去系の復旧に見込みがなく、原子炉格納容器内の酸素濃度が 4.3vol%（ドライ条件）以下の場合には、代替循環冷却の手順に着手するとしており、手順

着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「炉心損傷を判断し、残留熱除去系の復旧に見込みがなく、原子炉格納容器内の酸素濃度が 4.3vol%（ドライ条件）以下の場合」を監視項目である「原子炉格納容

器内の放射線量率」で確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。なお、「残留熱除去系の復旧に見込みがない」ということを、設備に故障が発生した場合、又

は駆動に必要な電源若しくは補機冷却水が確保できない場合としていることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉格納容器内の放射線量率」等であること、その監視項目のための計器が「格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W）」等であることを

確認した。また、それらの計器が「第 1.7-2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

 

b. 所要時間等 

 

 

c．操作計器 

 

a. 当該手順は、サプレッションチェンバを水源とし、代替循環冷却ポンプにより原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを行うとともに、熱交換器ユニット、大

容量送水ポンプ（タイプⅠ）、残留熱除去系熱交換器等を用いて原子炉格納容器内の減圧及び除熱を行う手順であり、「第 1.7-6 図 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及

び除熱 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、系統の構成、代替循環冷却ポンプの起動等を 1名により、30 分以内で実施する。なお、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）が使用できない場合に

は、代替循環冷却の手順に着手する前に、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉補機代替冷却の手順に着手する。この手順では、計 9名により、系統の構

成、熱交換器ユニットの移動等を 535 分以内に実施するとしていることを確認した。また、有効性評価（第 37 条）に対して整合していることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.7-2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性及び作業性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 系統の構成等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.5.3 において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、車両付属の作業用照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行していることから、夜間においてもアクセス可能である。また、アクセ

スルート上に支障となる設備はない。 

・通信設備等について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、重大事故等時の環境下において、通常の連絡手段

が使用不能となった場合でも、無線連絡設備（携帯型）により発電所対策本部に連絡することが可能である。冷却水確保操作は、中央制御室からの依頼に基づき発電所対策本部の

指示により屋外で実施するが、衛星電話設備（固定型）、衛星電話設備（携帯型）、無線連絡設備（固定型）及び無線連絡設備（携帯型）を用いることにより、円滑な連絡が可能で

ある。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.7-15 

確認事項 確認結果（女川２号） 

・作業環境について、車両付属の作業用照明及び可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出されるおそれがあることか

ら、防護具(全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等)を装備又は携行して作業を実施する。 

 
(2)【技術的能力、有効性評価（第 37 条）】原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 
a．【技術的能力、有効性評価（第 37 条）】原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器内の破損を防止するため、原子炉格納容器フィルタベント系により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下さ

せるものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．７にて求められている「原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」に係る手段であるとともに、有効性評価（第３７

条）（※）において解析上考慮する手段である。そのための設備は、「第 1.7-1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、フィルタ装置、フィルタ装

置出口側圧力開放板、可搬型窒素ガス供給装置及び遠隔手動弁操作設備を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

（※）格納容器破損防止対策の有効性評価のうち、「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断 

a. 判断基準 

 

 

 

 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.炉心損傷を判断し、残留熱除去系及び代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱ができず、原子炉格納容器内の圧力が 0.640MPa[gage]に到達（※1）した場合、又は原

子炉建屋地上 3階（原子炉建屋原子炉棟内）の水素濃度が 2.0vol%に到達した場合には、原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための

手順に着手する（※2）としており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

    ※1 この場合、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）又は原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却の実施と同時に、原子炉格納容器フ

ィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手順に着手する。 

  ※2 ただし、発電用原子炉の冷却ができない場合、又は原子炉格納容器内の冷却ができない場合は、速やかに原子炉格納容器ベントの準備を開始する。 

b. 判断基準である「炉心損傷」を監視項目である「原子炉格納容器内の放射線量率」で確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉格納容器内の放射線量率」等であること、その監視項目のための計器が「格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W）」等であることを

確認した。また、それらの計器が「第 1.7-2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

 

 

c．操作計器 

 

a. 当該手順は、原子炉格納容器フィルタベント系の隔離弁を操作することにより、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための手順であり、「第 1.7-8 図 原子炉格納容器

フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作含む。） タイムチャート（系統構成）」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、中央制御室から操作可能な場合、原子炉格納容器ベントのための系統の構成等を 1名により、15 分以内、出口隔離弁の開操作を 1名により、5分以内に実施する。

中央制御室から操作できず現場で操作を行う場合、原子炉格納容器ベントのための系統の構成等を計 3 名により、75 分以内、遠隔手動弁操作設備による出口隔離弁の開操作を計 3 名

により、115 分以内で実施するとしていることを確認した。また、有効性評価（第 37 条）に対して整合していることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.7-2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性及び作業性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 系統の構成、隔離弁の手動開操作等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.7.3 において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることから、建屋内常用照明消灯時においてもアクセス可能である。また、アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

・通信設備等について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、重大事故等時の環境下において、通常の連絡手段が
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確認事項 確認結果（女川２号） 

使用不能となった場合でも、携行型通話装置により中央制御室に連絡することが可能である。 

・作業環境について、ヘッドライト及び懐中電灯を携行しており、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。放射性物質が放出されるおそれがあることから、防護具(自

給式呼吸器、個人線量計、ゴム手袋等)を装備して作業を実施する。 

 

以下、b.～d.は、上記 a.の附属操作であることを確認した。 

b.フィルタ装置への水補給 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、フィルタ装置の水位が通常水位を下回り下限水位（許容最小水量）に到達する前に、重大事故用給水ラインからフィルタ装置へ水張りを行うものであり、大容量送水ポン

プ（タイプⅠ）を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.フィルタ装置の水位が規定水位まで低下した場合には、フィルタ装置への水補給の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認

した。 

b. 判断基準である「フィルタ装置の水位が規定水位まで低下」ことを監視項目である「補機監視機能」で確認することにより、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「補機監視機能」であること、その監視項目のための計器が「フィルタ装置水位計（広帯域）」であることを確認した。また、その計器が

「第 1.7-2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

 

 

c．操作計器 

 

a. 当該手順は、フィルタ装置への水補給 のために大容量送水ポンプ (タイプⅠ) を用いてフィルタ装置へ水補給を行う手順であり、「第 1.7-11 図 フィルタ装置への水補給 タイ

ムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、以下のとおりとしていることを確認した。 

 フィルタ装置水・薬液補給接続口（建屋内）へホースを接続する場合は、計 12 名により、淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2）を水源とした大容量送水ポンプ (タイプ

Ⅰ) によるフィルタ装置への水補給操作を 380 分以内に実施する。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.7-2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. ホースの接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.7.3 において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、車両付属の作業照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行していることから、夜間においてもアクセス可能である。また、アクセスル

ート上に支障となる設備はない。 

・通信設備等について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、重大事故等時の環境下において、通常の連絡手段が

使用不能となった場合でも、無線連絡設備（携帯型）により、発電所対策本部に連絡することが可能である。注水操作は、中央制御室からの依頼に基づき発電所対策本部の指示によ

り屋外で実施するが、衛星電話設備（固定型）、衛星電話設備（携帯型）、無線連絡設備（固定型）及び無線連絡設備（携帯型）を用いることにより、円滑な連絡が可能である。 

・作業環境について、車両付属の作業用照明及び可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出されるおそれがあることか

ら、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備して作業を実施する。 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 
  

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.7-17 

c.可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器への窒素供給 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、原子炉格納容器フィルタベント系の使用後に格納容器スプレイを行う場合において、原子炉格納容器の負圧破損を防止するとともに、原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度

を低減するため、可搬型窒素ガス供給装置により原子炉格納容器内に窒素注入を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．７にて求められている「原子炉格納容器の負圧破

損を防止するため手順等」に係る手段である。そのための設備は、「第 1.7-1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、可搬型窒素ガス供給装置を重

大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 残留熱除去系による除熱機能が喪失した場合には、可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器の負圧破損防止対策の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的

な状態で示されていることを確認した。 

b. 判断基準である「残留熱除去系による除熱機能が喪失した場合」を、設備に故障が発生した場合又は駆動に必要な電源若しくは補機冷却水が確保できない場合としていることを確

認した。 

c. 手順着手の判断基準は「残留熱除去系による除熱機能が喪失した場合」であり、計器を見て手順着手を判断するわけではないため、必要な監視項目及び監視計器等は特にないが、

可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器内への窒素供給のための系統構成の電動弁は 4-2C 母線に接続されていることから、そのための監視項目が「電源の電圧」であること、

その監視項目のための計器が「4-2C 母線電圧」であることを確認した。また、それらの計器が「第 1.7-2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c．操作計器 

 

a. 該手順は、原子炉格納容器へ窒素ガスを供給することにより、原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を低減する手順であり、「第 1.7-13 図 可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格

納容器への窒素供給 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、可搬型窒素ガス供給装置の配備及びホース接続、系統の構成、装置の起動等を計 8名により、315 分以内に実施するとしていることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.7-2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性及び作業性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 系統の構成、隔離弁の手動開操作等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.7.3 において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、車両付属の作業照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行していることから、夜間においてもアクセス可能である。また、アクセスル

ート上に支障となる設備はない。 

・通信設備等について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、重大事故等時の環境下において、通常の連絡手段が

使用不能となった場合でも、無線連絡設備（携帯型）により、発電所対策本部に連絡することが可能である。 

・作業環境について、車両付属の作業用照明及び可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出されるおそれがあることか

ら、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備して作業を実施する。 

 

d.原子炉格納容器フィルタベント系停止後の窒素パージ 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、原子炉格納容器ベント停止後において、 スクラバ溶液に捕集された放射性物質による水の放射線分解にて発生する水素及び酸素を排出するため、原子炉格納容器フィル

タベント系の窒素によるパージを行うものであり、可搬型窒素ガス供給装置を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 
  

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.7-18 

確認事項 確認結果（女川２号） 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 残留熱除去系による除熱機能が喪失した場合には、原子炉格納容器フィルタベント系停止後の窒素パージの手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示さ

れ明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「残留熱除去系による除熱機能が喪失した場合」を、設備に故障が発生した場合又は駆動に必要な電源若しくは補機冷却水が確保できない場合としていることを確

認した。 

c. 手順着手の判断基準は「残留熱除去系による除熱機能が喪失した場合」であり、計器を見て手順着手を判断するわけではないため、必要な監視項目及び監視計器等は特にないとし

ていることを確認した。 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c．操作計器 

 

a. 当該手順は、原子炉格納容器フィルタベント系停止後の窒素パージのために可搬型窒素ガス供給装置を配備しホースの敷設等を行う手順であり、「第 1.7-15 図 原子炉格納容器フ

ィルタベント系停止後の窒素パージ タイムチャート」等を踏まえ、ホースの敷設等の当該手段に必要な手段が示されていることを確認した。 

b.この手順は、ホースの接続等を計 8名により、315 分以内で実施するとしていることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.7-2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性及び作業性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. ホースの接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.7.3-4, において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、車両付属の作業照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行していることから、夜間においてもアクセス可能である。また、建屋内常用

照明消灯時においてもアクセス可能である。なお、アクセスルート上に支障となる設備はない。 

・通信設備等について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、重大事故等時の環境下において、通常の連絡手段が

使用不能となった場合でも、無線連絡設備（携帯型）により、発電所対策本部に連絡することが可能である。また、携行型通話装置により中央制御室に連絡することが可能である。 

・作業環境について、車両付属の作業用照明及び可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保している。また、建屋内常用照明消灯時における作業性

を確保している。放射性物質が放出されるおそれがあることから、防護具（全面マスク又は自給式呼吸器、個人線量計、ゴム手袋等）を装備して作業を実施する。 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 
  

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.7-19 

(3)【自主対策】原子炉格納容器 pH 調整系による原子炉格納容器外へのよう素の放出量低減 

確認事項 確認結果（女川２号） 

① 対策と設備 当該手順は、原子炉格納容器外へのよう素の放出量低減するために、薬液（水酸化ナトリウム）を原子炉格納容器 pH 調整系ポンプにより原子炉格納容器内に注入を行うものであり、

そのための自主対策設備が、「第 1.7-1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位

置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。なお、追補 1の別添「自主対策設備の悪影響防止について」において、他の設備に与える影響がないこ

とを以下のとおり確認した。 

 a. アルカリとの反応で原子炉格納容器が腐食することによる格納容器バウンダリのシール性への影響 

  pH 制御したサプレッションプール水の水酸化ナトリウムは低濃度であり、原子炉格納容器バウンダリを主に構成しているステンレス鋼及び炭素鋼の腐食領域ではないこと、原

子炉格納容器のシール材が耐アルカリ性を有していること等から他の設備に与える悪影響がないとしている。 

 b. アルカリとの反応で水素が発生することによる原子炉格納容器の圧力上昇及び水素燃焼  

   原子炉格納容器内では、配管の保温材やグレーチングに両性金属であるアルミニウムや亜鉛を使用しており、アルカリ溶液（水酸化ナトリウム水溶液）と反応することで水素が

発生する。しかし、原子炉格納容器内のアルミニウムと亜鉛が全量反応し水素が発生すると仮定しても、水-ジルコニウム反応で発生する水素量に比べて少なく、気相部に占める

割合が十分に小さいため、原子炉格納容器の異常な圧力上昇は生じない。また、原子炉格納容器内は窒素により不活性化されており、本反応では、酸素の発生がないことから、水

素の燃焼も発生しない。 

 c. 薬液タンクの破損によるアルカリ溶液の漏えい 

   薬液タンクを十分な強度を有する設計とするとともに、薬液タンク周囲に堰を設け、悪影響を及ぼさないよう考慮する。 

②手順着手の判断等 

a. 判断基準 

 

b. 操作手順 

 

c. 所要時間等 

 

a. 炉心損傷を判断した場合には、原子炉格納容器 pH 調整系による原子炉格納容器内への薬液（水酸化ナトリウム）注入の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的

な状態で示されていることを確認した。 

b. 当該手順は、原子炉格納容器内に薬液（水酸化ナトリウム）を注入することで、原子炉格納容器ベント時の放射性物質の系外放出を低減する手順であり、「第 1.7-21 図 原子炉格

納容器内 pH 調整 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

c. この手順では、系統構成、薬液注入等の操作を 1名により、20 分以内に実施するとしていることを確認した。 

 
(4)【自主対策】フィルタ装置への薬液補給 

確認事項 確認結果（女川２号） 

①対策と設備 フィルタ装置のスクラバ溶液は待機時に十分な量の薬液を保有しており、原子炉格納容器ベントを実施した場合でもアルカリ性を維持可能であるが、水補給に合わせて薬液を補給す

るものであり、そのための自主対策設備が、「第 1.7.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されているとおり、薬液補給装置であることを確認した。 

②手順着手の判断等 

a. 判断基準 

b. 操作手順 

c. 所要時間等 

 

a. フィルタ装置への水補給を行う場合には、フィルタ装置への薬液補給の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 当該手順は、フィルタ装置に薬液を供給する手順であり、「第 1.7.19 図 フィルタ装置への薬液補給 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

c. この手順では、薬液補給装置の移動、ホースの敷設、薬液補給装置の起動等を計 5名により、230 分以内に実施するとしていることを確認した。 

 

 

 

 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 
  

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.7-20 

(5)【自主対策】フィルタ装置スクラバ溶液移送 

確認事項 確認結果（女川２号） 

①対策と設備 水の放射線分解により発生する水素がフィルタ装置内に蓄積することを防止するため、フィルタ装置スクラバ溶液をサプレッションチェンバへ移送するものであり、そのための自主

対策設備が、「第 1.7-1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されているとおり、排水設備であることを確認した。 

②手順着手の判断等 

a. 判断基準 

 

b. 操作手順 

 

c. 所要時間等 

 

a. 原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器ベント停止後において、フィルタ装置水温度指示値が 104℃以下であり、サプレッションチェンバ内の圧力が規定値以下で

ある場合に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 当該手順は、フィルタ装置スクラバ溶液をサプレッションチェンバに移送する手順であり、「第 1.7-18 図 フィルタ装置スクラバ薬液移送 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手

段が示されていることを確認した。 

c. この手順では、系統構成等を計 3名により、20 分以内に実施するとしていることを確認した。なお、スクラバ溶液移送後、フィルタ装置の水補給については、10名により、380 分

以内、フィルタ装置への薬液補給については、3名により、230 分以内で実施するとしていることを確認した。 

 
(6) 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

 

 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる手段の対応手順の選択について、「第 1.7.22 図 重大事故等

時の対応手段選択フローチャート」にて明確化しており、以下に示す優先順位に従い実施する方針としていることを確認した。 

 

a. 炉心の著しい損傷が発生した場合は、原子炉格納容器 pH 調整系による薬液の注入を行うとともに、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系に

よる格納容器スプレイを実施しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度の監視を行う。 

b. 原子炉補機代替冷却水系又は原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）により補機冷却水が確保され、代替循環冷却系が起動で

きる場合は、代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する。 

c. 代替循環冷却系が起動できない場合は、原子炉格納容器フィルタベント系により原子炉格納容器ベントによる減圧を行う。 

d. 原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器ベントは、中央制御室から操作できない場合、現場での手動操作を行う。なお、原

子炉格納容器フィルタベント系を用いて、格納容器ベントを実施する際には、スクラビングによる放射性物質の排出抑制を期待できるサプ

レッションチェンバ を経由する経路を第一優先とする。サプレッションチェンバ ベントラインが水没等の理由で使用できない場合は、ド

ライウェルを経由してフィルタ装置を通る経路を第二優先とする。 

e. 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱又は格納容器ベント実施後は、残留熱除去系の復旧を行い、長期的な原子炉格納容

器内の除熱を実施する。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.7-21 

表２ 自主対策における自主対策設備 

 

対応手段 設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

原子炉格納容器内 pH 調整 原子炉格納容器 pH 調整系

ポンプ等 

サプレッションチェンバのプール水が酸性化すると、水中に溶解し

ているよう素が有機よう素としてサプレッションチェンバの気相部

へ放出されるという知見がある。 

重大事故等対処設備である原子炉格納容器フィルタベント系のフィ

ルタ装置により中央制御室の被ばく低減効果が一定程度得られるも

のの、原子炉格納容器外へのよう素放出量をさらに低減する手段と

なり得る。 
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Ⅰ 要求事項の整理 ............................................................................................................................................................................ 1.8-2 
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1.8.1 対応手段と設備の選定 .................................................................................................................................................................... 1.8-4 
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Ⅰ 要求事項の整理 

 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（以下「重大事故等防止技術的能力基準」という。）及び実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）において、原子炉格納容器下部の溶融炉心の冷却等のための手順等について以下のとおり要求している。 

あわせて、申請者の計画が、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備する方針であるかを確認するため、重大事故等防止技術的能力基準１．８原子炉格納容器下部

の溶融炉心を冷却するための手順等に関連する有効性評価における事故シーケンスグループ及び有効性評価で解析上考慮している対策を整理する。 

 

＜重大事故等防止技術的能力基準１．８ 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等＞ 

重大事故等防止技術的能力基準 【解釈】 

１．８ 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却

するための手順等 

 

 発電用原子炉設置者において、炉心の著しい

損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため、溶融し、原子炉格納容器の

下部に落下した炉心を冷却するために必要な手

順等が適切に整備されているか、又は整備され

る方針が適切に示されていること。 

 

１ 「溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手

順等をいう。なお、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却は、溶融炉心・コンクリート相互作用(MCCI)を抑制すること及び溶融炉心が拡がり原子炉格納容器バ

ウンダリに接触することを防止するために行われるものである。 

（１）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却 

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器下部注水設備により、原子炉格納容器の破損を防止するために必要な手順等を整備すること。 

（２）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止 

ａ）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため、原子炉圧力容器へ注水する手順等を整備すること。 

 

  

 

＜設置許可基準規則第５１条＞（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備） 

設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 

（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するた

めの設備）  

第五十一条  発電用原子炉施設には、炉心の著

しい損傷が発生した場合において原子炉格納

容器の破損を防止するため、溶融し、原子炉格

納容器の下部に落下した炉心を冷却するため

に必要な設備を設けなければならない。 

第５１条（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備） 

１ 第５１条に規定する「溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備をいう。なお、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却は、溶融炉心・コンクリート相互作用(MCCI)を抑制すること及び溶融炉心が拡がり原

子炉格納容器バウンダリに接触することを防止するために行われるものである。 

ａ）原子炉格納容器下部注水設備を設置すること。原子炉格納容器下部注水設備とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備

をいう。 

ⅰ）原子炉格納容器下部注水設備（ポンプ車及び耐圧ホース等）を整備すること。（可搬型の原子炉格納容器下部注水設備の場合は、接続する建屋内の流路をあらか

じめ敷設すること。） 

ⅱ）原子炉格納容器下部注水設備は、多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。（ただし、建屋内の構造上の流路及び配管を除く。） 

ｂ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給電を可能とすること。 
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＜有効性評価における事故シーケンス等で必要となる対策（手順等）＞ 

有効性評価における事故シーケンスグループ等 有効性評価で解析上考慮している対策（手順等） 

3.1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

 

（格納容器破損防止・溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止） 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水 

3.2 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱  

 

（格納容器破損防止・溶融炉心の冷却） 

  原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水 

代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水 

3.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用 （格納容器破損防止・溶融炉心の冷却） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水 

代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水 

3.4 水素燃焼 

 

 

（格納容器破損防止・溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止） 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水 

3.5 溶融炉心・コンクリート相互作用 

 

（格納容器破損防止・溶融炉心の冷却） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水 

代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水 
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Ⅱ 要求事項に対する審査の視点・審査確認事項と確認結果 

1.8.1 対応手段と設備の選定 

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するために申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第５１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．８項（以下「第５１条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であるか。 

 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１.対応手段と設備を選定するための考え方について 

１）対応手段と設備の選定の考え方が、「第５１条等」に示されてい

る要求事項と一致していることを確認する。 

 

 

 

２）自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針

であることを確認する。 

 

 

 

 

１）炉心の著しい損傷が発生した場合において、MCCI による原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を

冷却する必要がある。また、溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため、原子炉圧力容器へ注水する必要がある。原子

炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却及び溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための対応手段と重大事故等対

処設備を選定するとしており、「第５１条等」に示された要求事項と一致していることを確認した。 

 

２) 第５１条等に示された要求事項を踏まえ、重大事故等対処設備の他に、柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※ １を選定す

るとしており、申請者が、自主的に上記１）に記載されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処を確実に実

施する方針であることを確認した。 

 

※１ 自主対策設備；技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況

によっては、事故対応に有効な設備。 
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(2) 対応手段と設備の選定の結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．対応手段と設備の選定結果について 

 

１）対応手段の選定にあたり、フォールトツリー解析等により機能喪

失の原因分析を行っている場合、その分析結果を踏まえて網羅的に

対応手段が選定されているか確認する。 

 

①機能喪失原因対策分析で想定する故障想定が適切であることを

確認する。 

 

②機能喪失原因対策分析結果を踏まえ、対応手段が網羅的に選定さ

れていることを確認する。その際、少なくとも①で想定する故障

に直接関連する機器の機能喪失時の対応手段※が選定されている

ことを確認する。 

  また、対応策を講じない故障がある場合、その理由等を確認す

る。 

（例；1.2 高圧時冷却における冷却機能喪失） 

※ 1.2 高圧時冷却であれば、対象となる設備は原子炉隔離時冷却

系及び高圧炉心注水系であり、対応手段は高圧代替注水系による

原子炉圧力容器への注水、原子炉隔離時冷却系の現場操作による

起動による原子炉圧力容器への注水等となる。FT 図では、設定

したフォールトツリーの頂上事象の下に論理ゲート含めて機能

喪失原因が展開される。 

 

２）第５１条等における要求事項に対応した手順等が選定されている

か確認する。 

  また、有効性評価（第３７条）において位置付けられた重大事故

対処設備及び手順等が含まれているか確認する。 

 

 

 

 

１）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を行うための設計基準事故対処設備はないことから、機能喪失原因対策分析は実施しておら

ず、第５１条等による要求事項に基づき、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却及び溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅

延又は防止するための対応手段を選定していることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）第５１条等及び有効性評価（第３７条）に対応する主な重大事故等対処設備及び手順等についての確認結果を以下に示す。 

具体的な確認内容については、「表１ 規制要求事項に対応する手順」のとおり。 

 

第５１条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を整備する方針としていることを確認した。 

 

（原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却） 

① 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への

注水を実施するための復水移送ポンプ等の設備及び手順等。 

 

② 原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）及び代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水を実施するための代

替循環冷却ポンプ等の設備及び手順等。 

 

③ 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水を実施する
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

ための大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の設備及び手順等。 

 

（溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止） 

④ 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水を実施するための復水移送ポンプ等の設備及び手順等。 

 

⑤ 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水を実施するための大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の設備及び手順等。 

 

⑥ 高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水を実施するための高圧代替注水系ポンプ等の設備及び手順等。 

 

 ⑦ 代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水を実施するため   

  の代替循環冷却ポンプ等の設備及び手順等。 

 

 ⑧ ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注水を実施するためのほう酸水注入系ポンプ等の設備及び手順等。 

 

 また、有効性評価（第３７条）（※）において、原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための重大事故等対処設備及び手順等として、以下

を整備する方針としていることを確認した。 

 

※ 格納容器破損防止対策の有効性評価のうち「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」、「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気

直接加熱」、「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」、「水素燃焼」及び「溶融炉心・コンクリート相互作用」についての有効性評価をい

う。 

 

（原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却） 

① 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への

注水を実施するための復水移送ポンプ等の設備及び手順等。 

 

  ② 代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水を実施するための代替循環冷却ポンプ等の設備及び手順等。 

   

  ③ 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水を実施するための大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等

の設備及び手順等。 

 

（溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止） 

① 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水を実施するための復水移送ポンプ等の設備及び手順等。 

 

② 代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水を実施するための代替循環冷却ポンプ等の設備及び手順等。 
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表１ 規制要求事項に対応する手順 

 

      ○「第５１条等」で求められている手順 

要求概要 確認結果 

【設備（配備）】※１ 第５１条（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備） 

１ 第５１条に規定する「溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却す

るために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有

する措置を行うための設備をいう。なお、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉

心の冷却は、溶融炉心・コンクリート相互作用(MCCI)を抑制すること及び溶融炉

心が拡がり原子炉格納容器バウンダリに接触することを防止するために行われる

ものである。 

ａ）原子炉格納容器下部注水設備を設置すること。原子炉格納容器下部注水設備

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の設備をいう。 

 

ⅰ）原子炉格納容器下部注水設備（ポンプ車及び耐圧ホース等）を整備すること。

（可搬型の原子炉格納容器下部注水設備の場合は、接続する建屋内の流路を

あらかじめ敷設すること。） 

 

 

 

ⅱ）原子炉格納容器下部注水設備は、多重性又は多様性及び独立性を有し、位置

的分散を図ること。（ただし、建屋内の構造上の流路及び配管を除く。） 

 

 

 

 

ｂ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給電

を可能とすること。 

第５１条等の要求事項に対応するための設備及び手順等について、以下のとおり整備する方針で

あることを確認した。 

 

 

 

 

 

ａ） 

 

 

 

ⅰ）原子炉格納容器下部注水設備として、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポン

プ）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代

替循環冷却ポンプ）、代替循環冷却系、原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉

格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）を重大事故等対処施設として整備することを確認

した。 

 

ⅱ）上記ⅰ）の原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び原子炉格納容器代

替スプレイ冷却系（常設）並びに原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポン

プ）及び代替循環冷却系並びに原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格納容器

代替スプレイ冷却系（可搬型）は、互いに多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分

散を図ることを確認した。 

 

ｂ）上記ａ）ⅰ）の原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）、原子炉格納容器代

替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）、代

替循環冷却系、原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷

却系（可搬型）は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給電を可能とす

ることを確認した。 

 

注）上記のａ）ⅱ）及びｂ）の確認については、設備の確認事項「女川原子力発電所２号炉に

係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却す

るための設備（第５１条））」を参照のこと。 

【技術的能力】※２ １ 「溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために必要な手順等」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための
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手順等をいう。なお、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却は、溶融炉

心・コンクリート相互作用(MCCI)を抑制すること及び溶融炉心が拡がり原子炉格

納容器バウンダリに接触することを防止するために行われるものである。 

 

（１）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却 

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器下部注水設備に

より、原子炉格納容器の破損を防止するために必要な手順等を整備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却 

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器下部注水設備により、原子

炉格納容器の破損を防止するため、以下の手順等を整備する。 

 

○ 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への

注水のための手順等 

炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水

移送ポンプ）により原子炉格納容器下部への注水を行う。 

 

○ 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水のた

めの手順等 

炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常

設）により原子炉格納容器下部への注水を行う。 

 

○ 原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）による原子炉格納容器下

部への注水のための手順等 

炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代

替循環冷却ポンプ）により原子炉格納容器下部への注水を行う。 

 

○ 代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水のための手順等 

炉心の著しい損傷が発生した場合において、代替循環冷却系により原子炉格納容器下

部への注水を行う。 

 

 

上記の４つの手順は以下の２項目に区分される。 

① 原子炉格納容器下部への初期水張り 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合において、あ

らかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

② 原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作 

原子炉圧力容器破損後は、 原子炉格納容器の下部に落下した溶融炉心を冠水冷却

するため、 原子炉格納容器下部への注水を継続する。 

 

〇 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水のための手

順等 
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（２）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止 

ａ）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため、原子炉圧

力容器へ注水する手順等を整備すること 

 

  炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器下部注水系（可搬型）に

より原子炉格納容器下部への注水を行う。 

 

〇 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水の

ための手順等 

  炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可

搬型）により原子炉格納容器下部への注水を行う。 

 

上記２つの手順は、原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作として、原

子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冠水冷却するため、原子炉格納容器下部への注水

を継続する手順である。 

 

（２）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止 

ｂ）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため、以下の手順等を整備

する。 

 

○ 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水のための手

順等 

炉心の著しい損傷が発生した場合において、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）

により原子炉圧力容器への注水を行う。 

 

○ 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水のための手順等 

炉心の著しい損傷が発生した場合において、低圧代替注水系（可搬型）により原子炉

圧力容器への注水を行う。 

 

○ 高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水のための手順等 

炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場

合に、高圧代替注入系により原子炉圧力容器への注水を行う。 

 

○ 代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水のための手順等 

炉心の著しい損傷が発生した場合において、代替循環冷却系により原子炉圧力容器へ

の注水を行う。 

 

○ ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

炉心の著しい損傷が発生した場合において、損傷炉心へ注入する場合、ほう酸水注入

系によるほう酸水注入を並行して行う。 

※１；【設備（設置/配備）】：設置許可基準規則第５０条のうち、設備等の設置に関する要求事項 

※２；【技術的能力】：重大事故等防止技術的能力基準１．８ 
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○設置許可基準３７条（有効性評価）で求められている手順 

       有効性評価で解析上考慮されている手順は以下のとおりであることを確認した。 

「原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水」、「原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水」、「原子炉格納容器代

替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水」、「代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水」、「低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水」、

「代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水」 
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1.8.2 重大事故等時の手順等 

(1) 規制要求に対する設備及び手順等について 

a. 第５１条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）第５１条等に基づく要求事項に対応するための対策とそのため

に必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認す

る。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） １）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針が

第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

 

   ① 選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0

項（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手

順着手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順

着手の判断に必要な計器等が示されていることを確認す

る。 

 

② 選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人

員、作業時間等が示されていることを確認する。 

 

 

第５１条等の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.8.2.1

以降に示す。 

 

１）対策と設備 

第５１条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認した。 

 

a. 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部へ

の注水。そのために、復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

b. 原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）及び代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水。そのため、代替

循環冷却ポンプを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、サプレッションチェンバを重大事故等対処設備として位置付け

る。 

 

c. 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水。そのた

めに、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

 

d. 原子炉圧力容器への注水。そのために、高圧代替注水系ポンプ、代替循環冷却ポンプ及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を重大事故等

対処設備として新たに整備するとともに、復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク及びサプレッションチェンバを重大事故等対処設備として

位置付ける。 

 

 

２）手順等の方針 

 

 

①手順着手の判断基準等及び②必要な人員等 

１）に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。また、それぞれの手順における具体的な計測可能なパラメ

ータ等については、「第 1.8-2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に示されていることを確認した。 

 

 

＜原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却＞ 

 

a. 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水 

（原子炉格納容器下部への初期水張り） 

原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合であり、代替循環冷却系、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）が使用できない場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下する前の初期水張りを

行うため、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。この手順では、

系統の構成、復水移送ポンプの起動等を 1名により、15 分以内に実施する。 

（原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水） 

原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合で

あり、代替循環冷却系、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）が使

用できない場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下後に崩壊熱相当以上の注水を行うため、原子炉格納容器下部注水系（常設）

（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を 1名

により、5分以内に実施する。 

 

b. 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水 

 （原子炉格納容器下部への初期水張り） 

  原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合であり、代替循環冷却系が使用できない場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ

落下する前の初期水張りを行うため、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。

この手順では、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を 1名により、20分以内に実施する。 

 （原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水） 

  原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合で

あり、代替循環冷却系及び原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）が使用できない場合には、溶融炉心が原子炉格納容

器下部へ落下後に崩壊熱相当以上の注水を行うため、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水の

手順に着手する。この手順では、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を 1名により、5分以内に実施する。 

 

c. 原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水 

 （原子炉格納容器下部への初期水張り） 

  原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合であり、代替循環冷却系及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）が使用でき

ない場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下する前の初期水張りを行うため、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷

却ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、代替循環冷却ポンプの起動等を 1名によ

り、20 分以内に実施する。 

 （原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水） 

  原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合で

あり、代替循環冷却系が使用できない場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下後に崩壊熱相当以上の注水を行うため、原子炉格

納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、代

替循環冷却ポンプの起動等を 1名により、5分以内に実施する。 

 

d. 代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水 

 （原子炉格納容器下部への初期水張り） 

  原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下する前の初期水張りを行うため、代替循

環冷却系による原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、代替循環冷却ポンプの起動等を 1名により、
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 分以内に実施する。 

 （原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水） 

  原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合に

は、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下後に崩壊熱相当以上の注水を行うため、代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水の

手順に着手する。この手順では、系統の構成、代替循環冷却ポンプの起動等を 1名により、5分以内に実施する。 

 

e. 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水 

（原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水） 

原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合で

あり、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）が使用できない場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下後に崩壊熱相当の

注水を行うため、原子炉格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。この手順では、大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）の配備及びホース接続、系統の構成、ポンプの起動等を、計 12 名により、385 分以内に実施する。 

 

f. 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水 

 （原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水） 

  原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合に

は、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下後に崩壊熱相当以上の注水を行うため、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による

原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備及びホース接続、系統の構成、ポ

ンプの起動等を、計 12名により、385 分以内に実施する。 

 

＜溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止＞ 

 

g.低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合であって、復水給水系、非常用炉心冷却系及び代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合に

は、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、復水移送

ポンプの起動等を 1名により、15分以内に実施する。 

 

h.低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合であって、復水給水系、非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合には、低圧代替注水系

（可搬型）による原子炉圧力容器への注水の手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備及びホース接続、系

統の構成、ポンプの起動等を計 12名により、385 分以内に実施する。 

 

i. 代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水 

  炉心損傷を判断した場合であって、復水給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合には、代替循環冷却

系による原子炉圧力容器への注水の手順に着手する。この手順では、代替循環冷却ポンプの起動等を 1名により、15 分以内に実施する。 

 

j.高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確

保、通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしてい

ること、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないこと

を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉心損傷を判断した場合であって、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧であり、復水給水系、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ

系による原子炉圧力容器への注水ができない場合には、高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水の手順に着手する。この手順では、

系統の構成、高圧代替注水系ポンプの起動等を 1名により、15 分以内に実施する。 

 

k.ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合において、損傷炉心へ注水する場合であって、ほう酸水注入系が使用可能な場合（設備に異常がなく、電源及び

水源（ほう酸水注入系貯蔵タンク）が確保されている場合）には、ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水の手順に着手する。こ

の手順では、系統の構成、ほう酸水注入系ポンプの起動等を 1名により、20 分以内に実施する。 

 

③作業環境等 

a) 作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していること、b) 照明により夜間等でのアクセス性を確保していること、c) 必

要な通信連絡設備を確保していることなどを確認した。 
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b. 第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等  

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）有効性評価（第３７条）等において位置付けた対策とそのために

必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認す

る。 

 

第３７条の規制要求に対する設備手順等についての主な確認結果を以下のとおり示す。具体的な個別手順の確認内容については、1.8.2.1 以

降に示す。 

 

１）対策と設備 及び ２）手順等の方針 

有効性評価（第３７条）において、原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポン

プ）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、代替循環冷却系及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容

器下部への注水並びに溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止のための低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び代

替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水を必要な対策としている。これらの対策は、（１）a.２）a.、b.、d.、f.、g.及び i.と同じで

あるため必要な重大事故等対処設備も同じである。また、これらに関する重大事故等対処設備の設計方針及び手順等の方針も同じであるこ

とを確認した。 

 

２）１）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針が第

４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

 

① 選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項

（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順着手

の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順着手の判断

に必要な計器等が示されていることを確認する。 

 

② 選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人員、

作業時間等が示されていることを確認する。 

 

③ 選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、通

信設備や防護具など必要な装備を整備するとしていること、作

業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。 

 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.8-16 

(2) 優先順位について  

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項（手順等に関する共通的な

要求事項）等を踏まえて、優先すべき手順・操作等が明確になっ

ていることを確認する。 

 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却の対応手順、溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止の対応手順のそれぞれにつ

いて、優先すべき手順・操作等を明確化していることを確認した。 

個別手順の優先順位に関する確認内容については、1.8.2.1以降に示す。 

 

 

(3) 自主的対策のための設備及び手順等について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）自主的対策を含め重大事故等への対処が確実に実施される方針で

あるか。 

 

 

 

 

 

 

① 自主的対策のための手順毎に、自主対策設備が示されていること、

自主対策設備として位置付ける理由が示されていることを確認す

る。 

 

② 自主的対策のための手順毎に、手順着手の判断基準、具体的な操

作内容、必要な人員数及び作業時間等が示されていることを確認す

る。 

 

 

申請者は、自主的な対策として、全交流動力電源喪失を想定することにより、自主対策設備及び手順等を整備するとしていることを確認した。 

 

（１）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための設備及び手順等 

 

全交流動力電源が喪失した場合において、原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための機能を回復する設備及び手順等についての主

な確認結果については以下のとおり。 

具体的な個別手順の確認結果については、1.8.2.1以降に示す。 

 

① 対策と設備 

全交流動力電源が喪失した場合において、原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための機能を回復する設備（表２「自主対策にお

ける自主対策設備」参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。 

 

② 主な手順等及び手順着手の判断基準等 

 

a. ろ過水ポンプ（ペデスタル注水配管使用）による原子炉格納容器下部への注水 
（原子炉格納容器下部への初期水張り） 

原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合であって、代替循環冷却系、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納

容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）及び原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）が使用できない場合において、

代替電源設備により、ろ過水ポンプ（ペデスタル注水配管使用）による原子炉格納容器下部への注水に必要な電源が確保された場合には、

溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下する前の初期水張りを行うため、ろ過水ポンプ（ペデスタル注水配管使用）を用いた原子炉格納容

器下部への注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を 1名により、20 分以内に実施する。 

（原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水） 

原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合で

あって、代替循環冷却系、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子

炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及びろ過水ポンプ（スプレイ管使用）が使用できない場合において、代替電源設備によ

り、ろ過水ポンプ（ペデスタル注水配管使用）による原子炉格納容器下部への注水に必要な電源が確保された場合には、溶融炉心が原子

炉格納容器下部へ落下した後の溶融炉心の冷却を行うため、ろ過水ポンプ（ペデスタル注水配管使用）を用いた原子炉格納容器下部への
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を 1名により、5分以内に実施する。 

 

 b. ろ過水ポンプ（スプレイ管使用）による原子炉格納容器下部への注水 

 （原子炉格納容器下部への初期水張り） 

  原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合であって、代替循環冷却系、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納

容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及びろ過水ポンプ（ペデスタル注

水配管）が使用できない場合において、代替電源設備により、ろ過水ポンプ（スプレイ管使用）による原子炉格納容器下部への注水に必

要な電源が確保された場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下する前の初期水張りを行うため、ろ過水ポンプ（スプレイ管使用）

による原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を 1名により、20 分以内に実

施する。 

 （原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水） 

  原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合で

あって、代替循環冷却系、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び

原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）が使用できない場合において、代替電源設備により、ろ過水ポンプ（スプレイ管使

用）による原子炉格納容器下部への注水に必要な電源が確保された場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下した後の溶融炉心の

冷却を行うため、ろ過水ポンプ（スプレイ管使用）を用いた原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、

ろ過水ポンプの起動等を 1名により、5分以内に実施する。 

 

（２）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のための対応手順 

 

全交流動力電源が喪失した場合において、溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止するための機能を回復する設備及び手順等

についての主な確認結果については以下のとおり。 

具体的な個別手順の確認結果については、1.8.2.1以降に示す。 

 

① 対策と設備 

全交流動力電源が喪失した場合において、溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止するための機能を回復する設備（表

２「自主対策における自主対策設備」参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。 

 

② 主な手順等及び手順着手の判断基準等 

 

 a. 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

  炉心損傷を判断した場合であって、復水給水系、非常用炉心冷却    

  系、代替循環冷却系及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による注水ができない場合において、系統構成が可能な場合には、低

圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、直流

駆動低圧注水系ポンプの起動等を 1名により、20 分以内に実施する。 

 

b. ろ過水ポンプによる原子炉圧力容器への注水 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

  炉心損傷を判断した場合であって、復水給水系、非常用炉心冷却系、代替循環冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び低

圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水ができない場合において、代替電源設備により、ろ過

水ポンプによる注水に必要な電源が確保された場合には、ろ過水ポンプによる原子炉圧力容器への注水の手順に着手する。この手順では、

系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を 1名により、20 分以内に実施する。 

 

c. 制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合であって、代替電源設備により、制御棒駆動水圧系による注水に必要な電源が確保された場合には、制御棒駆

動水圧系による高圧での原子炉圧力容器への注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、制御棒駆動水ポンプの起動等を1名に

より、20分以内に実施する。 
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○個別手順の確認 

審査の視点及び確認事項 

１）対策と設備 

 対応する対策とそのために必要な設備が整理され、明示されていることを確認する。｛対策と設備｝※ 

 ※ 1.2.2.1 以降の「審査の視点及び確認事項」には、便宜的に｛ ｝内の事項で標記する。以降同じ。 

 

２）手順等の方針 

○規制要求に対応する手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等  

a.判断基準が明確（具体的な数値若しくは状況を示している）であることを確認する。[判断基準] 

b.示された判断基準により手順が適切に着手できるか。（どのような場合に手順に着手するか確認する）[着手タイミング] 

c.手順着手の判断に必要な計器が特定され、整理されているか確認する。[判断計器] 

②必要な人員等 

a.操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されているか。[操作手順] 

b.手順の所要時間及び人員数が適切であることを、設置許可基準 37 条（有効性評価）で確認した内容や訓練実績等を用いて確認する。[所要時間等] 

c.操作に必要な計器類が示されていることを確認する。[操作計器] 

d.設備を多用途に用いる場合に、当該用途への系統切替えの容易性を含め、手順が明確化されていることを確認する。[系統切替え]（該当する場合に記載する。） 

③アクセスルートの確保等 

a.作業場におけるアクセスルートが確保されていることを確認する。[アクセスルート] 

b.通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしていることを確認する。[通信設備等] 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。[作業環境] 

 ※現場操作を伴わない中央制御室のみで作業を実施する手順については、その旨を記載し、a.～c.についての記載は不要とする。 

 

○自主的対策手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準が示されていることを確認する。｛判断基準｝ 

b. 操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されていることを確認する。｛操作手順｝ 

c. 手順の所要時間及び人員数が示されていることを確認する。｛所要時間等｝ 
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1.8.2.1 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための対応手順 

(1) 格納容器下部注水 

a. 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）により原子炉格納容器の下部に落

下した溶融炉心の冷却を実施するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．８にて求められている「解釈１（１）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却」に係る手順

であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。 

本手順は以下の２項目に区分される。 

① 原子炉格納容器下部への初期水張り 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合において、あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

②原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作 

原子炉圧力容器破損後は、 原子炉格納容器の下部に落下した溶融炉心を冠水冷却するため、 原子炉格納容器下部への注水を継続する。その際は、サプレションプールの水位

が外部水源注水量限界に到達しないようにするため、ドライウェル水位を 0.02m～0.23m に維持する。 

そのための設備は、「第1.8-1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付け

ることを確認した。 

（※）格納容器破損防止対策の有効性評価のうち「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」、「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」及び「溶融炉心・コンクリート

相互作用」についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

b. 着手タイミング 

 

 

c. 判断計器 

 

a. 当該手順では、以下のとおりそれぞれの手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

① 原子炉格納容器下部への初期水張り 

原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合であり、代替循環冷却系、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷

却ポンプ）が使用できない場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下する前の初期水張りを行うため、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子

炉格納容器下部への注水の手順に着手する。 

②原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作 

原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合であり、代替循環冷却系、原子炉格納容

器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）が使用できない場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下後に崩壊熱相当

以上の注水を行うため、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。 

b.判断基準である「原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達」、「原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失」、「原子炉圧力容器内の圧力の低下傾向」、「原子炉格納容器内

の圧力の上昇傾向」、「原子炉格納容器下部の雰囲気温度の低下傾向」及び「原子炉格納容器内の水素濃度の上昇傾向」を「原子炉圧力容器内の温度」、「原子炉格納容器内の温度」、

「原子炉圧力容器内の圧力」、「原子炉格納容器内の圧力」、「原子炉格納容器内の水素濃度」等によって確認することにより、適切に手順着手できることを確認した。 

c.手順着手の判断における監視項目が「原子炉圧力容器内の温度」、「原子炉格納容器内の温度」、「原子炉圧力容器内の圧力」、「原子炉格納容器内の圧力」等であること、それらの監

視項目のための計器が、「原子炉圧力容器下鏡部温度」、「原子炉格納容器下温度」、「原子炉圧力」、「原子炉圧力（SA）」、「ドライウェル圧力」、「格納容器内雰囲気水素濃度」等であ

ることを確認した。また、それらの計器が「第 1.8-2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

 

 

a. 当該手順は、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を行う手順であり、「第 1.8-5 図 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水 タ

イムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を、運転員（中央制御室）1名にて作業を実施した場合、①1名により、15 分以内に実施する、②1名により、5分以内に実

施することを確認した。 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.8-21 

c.操作計器 c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.8.2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

中央制御室のみの手順であることを確認した。 

 

 

 

b. 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水 

確認結果（女川２号） 

当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止するため原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）によりスプレイ管を使用して原子炉格納容器下部に注水することで、原子

炉格納容器の下部に落下した溶融炉心の冷却を実施するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．８にて求められている「解釈１（１）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却」に係る手順であるとと

もに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。 

本手順は以下の２項目に区分される。 

① 原子炉格納容器下部への初期水張り 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合において、あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

② 原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作 

原子炉圧力容器破損後は、 原子炉格納容器の下部に落下した溶融炉心を冠水冷却するため、 原子炉格納容器下部への注水を継続する。その際は、サプレションプールの水位が外部水源注水量限界に到達しな

いようにするため、ドライウェル水位を 0.02m～0.23m に維持する。 

そのための設備は、「第1.8-1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

（※）格納容器破損防止対策の有効性評価のうち「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」、「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」及び「溶融炉心・コンクリート相互作用」についての有効性評価を

いう。 

 

当該手順では、 

 ① 原子炉格納容器下部への初期水張り 

    原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合であり、代替循環冷却系が使用できない場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下する前の初期水張りを行うため、原子炉格納容器代替スプレイ冷却

系（常設）による原子炉格納容器下部への注水の手順に着手するとしており、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を、運転員（中央制御室）1 名にて操作を実施した場合、20 分以内で実施することを確認

した。 

 ② 原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作 

    原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合であり、代替循環冷却系及び原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循

環冷却ポンプ）が使用できない場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下後に崩壊熱相当以上の注水を行うため、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水の手順

に着手するとしており、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を、運転員（中央制御室）1名にて操作を実施した場合、5分以内で実施することを確認した。 

 

その他の手順等の方針については、「女川原子炉発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（重大事故等防止技術的能力基準１．６及び設置許可基準規則第４９条）」にて整理する「原子炉格納容

器代替スプレイ冷却系（常設）によるドライウェル内へのスプレイ」と同様であることを確認した。 

 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.8-22 

c. 【技術的能力】原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）により原子炉格納容器の下部

に落下した溶融炉心の冷却を実施するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．８にて求められている「解釈１（１）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却」に係る

手順である。 

本手順は以下の２項目に区分される。 

① 原子炉格納容器下部への初期水張り 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合において、あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

②原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作 

原子炉圧力容器破損後は、 原子炉格納容器の下部に落下した溶融炉心を冠水冷却するため、 原子炉格納容器下部への注水を継続する。 

そのための設備は、「第 1.8-1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、代替循環冷却ポンプを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、

サプレッションチェンバを重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

b. 着手タイミング 

 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 当該手順では、以下のとおりそれぞれの手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

① 原子炉格納容器下部への初期水張り 

原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合であり、代替循環冷却系及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）が使用できない場合には、溶融炉心が原子炉格納

容器下部へ落下する前の初期水張りを行うため、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。 

②原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作 

原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合であり、代替循環冷却系が使用できない

場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下後に崩壊熱相当以上の注水を行うため、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）による原子炉格納容器下部

への注水の手順に着手する。 

b.判断基準である「原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達」、「原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失」、「原子炉圧力容器内の圧力の低下傾向」、「原子炉格納容器内

の圧力の上昇傾向」、「原子炉格納容器下部の雰囲気温度の低下傾向」及び「原子炉格納容器内の水素濃度の上昇傾向」を「原子炉圧力容器内の温度」、「原子炉格納容器内の温度」、

「原子炉圧力容器内の圧力」、「原子炉格納容器内の圧力」、「原子炉格納容器内の水素濃度」等によって確認することにより、適切に手順着手できることを確認した。 

c.手順着手の判断における監視項目が「原子炉圧力容器内の温度」、「原子炉格納容器内の温度」、「原子炉圧力容器内の圧力」、「原子炉格納容器内の圧力」等であること、それらの監

視項目のための計器が、「原子炉圧力容器下鏡部温度」、「原子炉格納容器下温度」、「原子炉圧力」、「原子炉圧力（SA）」、「ドライウェル圧力」、「格納容器内雰囲気水素濃度」等であ

ることを確認した。また、それらの計器が「第 1.8-2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

 

c.操作計器 

 

a. 当該手順は、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を行う手順であり、「第 1.8-7 図 原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）による原子炉格納容器下部への注

水 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、系統の構成、代替循環冷却ポンプの起動等を、運転員（中央制御室）1名にて作業を実施した場合、①1名により、20 分以内に実施する、②1名により、5分以内

で実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.8.2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

中央制御室のみの手順であることを確認した。 

 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.8-23 

d. 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水 

確認結果（女川２号） 

当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止するため代替循環冷却系によりスプレイ管を使用して原子炉格納容器下部に注水することで、原子炉格納容器の下部に落下した

溶融炉心の冷却を実施するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．８にて求められている「解釈１（１）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却」に係る手順であるとともに、有効性評価（第３７条）

（※）において解析上考慮する手段である。 

本手順は以下の２項目に区分される。 

① 原子炉格納容器下部への初期水張り 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合において、あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

② 原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作 

原子炉圧力容器破損後は、 原子炉格納容器の下部に落下した溶融炉心を冠水冷却するため、 原子炉格納容器下部への注水を継続する。 

そのための設備は、「第1.8-1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、代替循環冷却ポンプを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、サプレッションプールを重大事

故等対処設備として位置付けることを確認した。 

（※）格納容器破損防止対策の有効性評価のうち「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」、「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」及び「溶融炉心・コンクリート相互作用」についての有効性評価を

いう。 

 

当該手順では、 

 ① 原子炉格納容器下部への初期水張り 

    原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下する前の初期水張りを行うため、代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水の手順に着手するとしてお

り、系統の構成、代替循環冷却ポンプの起動等を、運転員（中央制御室）1名にて操作を実施した場合、20分以内に実施することを確認した。 

 ② 原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作 

    原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下後に崩壊熱相当以上の注水

を行うため、代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水の手順に着手するとしており、系統の構成、代替循環冷却ポンプの起動等を、運転員（中央制御室）1名にて操作を実施した場合、5分以内に

実施することを確認した。 

 

その他の手順等の方針については、「女川原子炉発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（重大事故等防止技術的能力基準１．７及び設置許可基準規則第５０条）」にて整理する「代替循環冷却

系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」と同様であることを確認した。 

 

 

 

 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.8-24 

e. 【技術的能力】原子炉格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止するため原子炉格納容器下部注水系（可搬型）により原子炉格納容器の下部に落下した溶融炉

心の冷却を実施するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．８にて求められている「解釈１（１）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却」に係る手順である。 

本手順は、原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作として、原子炉圧力容器破損後は、 原子炉格納容器の下部に落下した溶融炉心を冠水冷却するため、 原子炉格

納容器下部への注水を継続する。その際は、サプレションプールの水位が外部水源注水量限界に到達しないようにするため、ドライウェル水位を 0.02m～0.23m に維持する。 

そのための設備は、「第1.8-1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を重大事故等対処設備として新たに整備す

ることを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 当該手順では、原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合であり、原子炉格納容器代

替スプレイ冷却系（可搬型）が使用できない場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下後に崩壊熱相当以上の注水を行うため、原子炉格納容器下部注水系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。 

b.判断基準である「原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失」、「原子炉圧力容器内の圧力の低下傾向」、「原子炉格納容器内の圧力の上昇傾向」、「原子炉格納容器下部の雰

囲気温度の低下傾向」及び「原子炉格納容器内の水素濃度の上昇傾向」を「原子炉格納容器内の温度」、「原子炉圧力容器内の圧力」、「」、「原子炉格納容器内の圧力」、「原子炉格納

容器内の水素濃度」等によって確認することにより、適切に手順着手できることを確認した。 

c.手順着手の判断における監視項目が「原子炉格納容器内の温度」、「原子炉圧力容器内の圧力」、「原子炉格納容器内の圧力」、「原子炉格納容器内の水素の濃度」等であること、それ

らの監視項目のための計器が、「原子炉格納容器下部温度」、「原子炉圧力」、「原子炉圧力（SA）」、「ドライウェル圧力」、「格納容器内雰囲気水素濃度」」等であることを確認した。ま

た、それらの計器が「第 1.8.2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

 

c.操作計器 

 

a. 当該手順は、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備及びホース接続、系統の構成、ポンプの起動等を行う手順であり、「第 1.8-9 図 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への注水 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備及びホース接続、系統の構成、ポンプの起動等を、運転員（中央制御室）1名、運転員（現場）2名、重大事故等対応要員 9にて実施した場

合、385 分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.8-2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.8.3 において、以下のとおり示されている。 

 アクセスルートについて、車両付属の作業照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携帯しており、夜間においてもアクセス可能である。また、アクセスルート

上に支障となる設備はない。 

 連絡手段について、電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、重大事故等の環境下において、通常の連絡手段が使用不能となった場合で

も、無線連絡設備（携帯型）により発電所対策本部に連絡することが可能である。スプレイ操作は、中央制御室からの依頼に基づき発電所対策本部の指示により屋外で実施する

が、衛星電話設備（固定型）、衛星電話設備（携帯型）、無線連絡設備（固定型）及び無線連絡設備（携帯型）を用いることにより、円滑な連絡が可能である。 

 作業環境について、車両付属の作業用照明及び可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があるこ

とから、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備して作業を行う。 
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f. 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水 

確認結果（女川２号） 

当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止するため原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）によりスプレイ管を使用して原子炉格納容器下部に注水することで、原

子炉格納容器の下部に落下した溶融炉心の冷却を実施するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．８にて求められている「解釈１（１）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却」に係る手順であると

ともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。 

本手順は、原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作として、原子炉圧力容器破損後は、 原子炉格納容器の下部に落下した溶融炉心を冠水冷却するため、 原子炉格納容器下部への注水を継続する。

その際は、サプレッションプールの水位が外部水源注水量限界に到達しないようにするため、ドライウェル水位を 0.02m～0.23m に維持する。 

そのための設備は、「第1.8.1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

（※）格納容器破損防止対策の有効性評価のうち「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」、「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」及び「溶融炉心・コンクリート相互作用」についての有効性評価を

いう。 

 

当該手順では、原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下後に崩壊熱相当以上

の注水を行うため、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水の手順に着手するとしており、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備及びホースの接続、系統の構成、ポンプの

起動等を、運転員（中央制御室）1名、運転員（現場）2名、重大事故等対応要員 9名にて操作を実施した場合、385 分以内に実施することを確認した。 

 

その他の手順等の方針については、「女川原子炉発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（重大事故等防止技術的能力基準１．６及び設置許可基準規則第４９条）」にて整理する「原子炉格納容

器代替スプレイ冷却系（可搬型）によるドライウェル内へのスプレイ」と同様であることを確認した。 

 

 

 

g. 【自主対策】ろ過水ポンプ（ペデスタル注水配管使用）による原子炉格納容器下部への注水 

確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止するため、ろ過水タンクを水源としたろ過水ポンプにより、ペデスタル注水配管を使用して原

子炉格納容器の下部に落下した溶融炉心の冷却を実施するものである。 

本手順は以下の２項目に区分される。 

① 原子炉格納容器下部への初期水張り 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合において、あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

②原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作 

原子炉圧力容器破損後は、 原子炉格納容器の下部に落下した溶融炉心を冠水冷却するため、 原子炉格納容器下部への注水を継続する。その際は、サプレションプールの水位

が外部水源注水量限界に到達しないようにするため、ドライウェル水位を 0.02m～0.23m に維持する。 

そのための自主対策設備については、「第 1.8-1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設

備として位置づける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 
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２）手順の方針 

 a.判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b.操作手順 

 

 c.所要時間等 

 

a. 当該手順では、以下のとおりそれぞれの手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

① 原子炉格納容器下部への初期水張り 

原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合であって、代替循環冷却系、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却

ポンプ）及び原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）が使用できない場合において、代替電源設備により、ろ過水ポンプ（ペデスタル注水配管使用）による原子

炉格納容器下部への注水に必要な電源が確保された場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下する前の初期水張りを行うため、ろ過水ポンプ（ペデスタル注水配管使用）

を用いた原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。 

②原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作 

原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合であって、代替循環冷却系、原子炉格納

容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及びろ過水ポンプ（スプレ

イ管使用）が使用できない場合において、代替電源設備により、ろ過水ポンプ（ペデスタル注水配管使用）による原子炉格納容器下部への注水に必要な電源が確保された場合

には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下した後の溶融炉心の冷却を行うため、ろ過水ポンプ（ペデスタル注水配管使用）を用いた原子炉格納容器下部への注水の手順に着

手する。 

b. 当該手順は、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を行う手順であり、「図 1.8-17 ろ過水ポンプによる原子炉格納容器下部への注水（ペデスタル注水配管使用の場合）タイムチャ

ート」等を踏まえ、当該手段に必要な手段が示されていることを確認した。 

c. この手順では、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を、運転員（中央制御室）1名にて作業を実施し、①20 分以内に実施する、②5分以内に実施することを確認した。 
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h. 【自主対策】ろ過水ポンプ（スプレイ管使用）による原子炉格納容器下部への注水 

確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止するため、ろ過水タンクを水源としたろ過水ポンプにより、スプレイ管を使用して原子炉格納

容器の下部に落下した溶融炉心の冷却を実施するものである。 

本手順は以下の２項目に区分される。 

① 原子炉格納容器下部への初期水張り 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合において、あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

②原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作 

原子炉圧力容器破損後は、 原子炉格納容器の下部に落下した溶融炉心を冠水冷却するため、 原子炉格納容器下部への注水を継続する。その際は、サプレションプールの水位

が外部水源注水量限界に到達しないようにするため、ドライウェル水位を 0.02m～0.23m に維持する。 

そのための自主対策設備については、「第 1.8-1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設

備として位置づける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

 

２）手順の方針 

 a.判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b.操作手順 

 

 c.所要時間等 

 

a. 当該手順では、以下のとおりそれぞれの手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

① 原子炉格納容器下部への初期水張り 

原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合であって、代替循環冷却系、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却

ポンプ）、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及びろ過水ポンプ（ペデスタル注水配管使用）が使用できない場合において、代替電源設備により、ろ過水ポン

プ（スプレイ管使用）による原子炉格納容器下部への注水に必要な電源が確保された場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下する前の初期水張りを行うため、ろ過水

ポンプ（スプレイ管使用）を用いた原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。 

②原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水操作 

原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合であって、代替循環冷却系、原子炉格納

容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）が使用できない場合に

おいて、代替電源設備により、ろ過水ポンプ（スプレイ管使用）による原子炉格納容器下部への注水に必要な電源が確保された場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落

下した後の溶融炉心の冷却を行うため、ろ過水ポンプ（スプレイ管使用）を用いた原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。 

b. 当該手順は、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を行う手順であり、「図 1.8-19 ろ過水ポンプによる原子炉格納容器下部への注水（スプレイ管使用の場合）タイムチャート」等

を踏まえ、当該手段に必要な手段が示されていることを確認した。 

c. この手順では、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を、運転員（中央制御室）1名にて作業を実施し、①20 分以内に実施する、②5分以内に実施することを確認した。 

 

 

(2) 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

 

 

 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための対応手順の選択について、「第 1.8-24 図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャ

ート」にて明確化しており、以下に示す優先順位に従い、実施する方針であることを確認した。 

 

（原子炉格納容器下部への初期水張りの場合） 

a. 代替交流電源設備により交流電源を確保し、代替循環冷却系が使用可能であれば、代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水を実施す

る。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

b. 代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水が使用できない場合、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容器下部注

水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）、ろ過水ポンプ（ペデスタル注水配管使用）又はろ

過水ポンプ（スプレイ管使用）による原子炉格納容器下部への注水を実施する。 

c. 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）、原子炉格納容器代替スプレ

イ冷却系（常設）、代替循環冷却系、ろ過水ポンプ（ペデスタル注水配管使用）及びろ過水ポンプ（スプレイ管使用）による手段のうち原子炉

格納容器下部への注水可能な系統 1 系統以上を起動し、注水のための系統構成が完了した時点で、その手段による原子炉格納容器下部への注

水を開始する。 

 

（原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水の場合） 

a. 代替交流電源設備により交流電源を確保し、代替循環冷却系が使用可能であれば代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水を実施す

る。 

b. 代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水が使用できない場合、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）、原子炉格

納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）、ろ過水ポンプ（スプレイ管使用）、ろ過水ポンプ

（ペデスタル注水配管使用）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）又は原子炉格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器

下部への注水を実施する。 

c. 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）又は原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水手段については、

代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水手段と同時並行で準備する。 

d. 原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）又は代替循環冷却系による注水手段の場合は、注水のための系統構成が完了した時

点で、その手段による原子炉格納容器下部への注水を開始する。 

e. 原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）又は代替循環冷却系による注水手段が使用できない場合は、原子炉格納容器下部注

水系（常設）（復水移送ポンプ）、原子炉格納容器下部注水系（可搬型）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容器代替スプ

レイ冷却系（可搬型）、ろ過水ポンプ（ペデスタル注水配管仕様）及びろ過水ポンプ（スプレイ管使用）による手段のうち原子炉格納容器下部

への注水可能な系統を 1 系統以上を起動し、注水のための系統構成が完了してから、ドライウェル水位が 0.02m に到達した時点で、その手段

による原子炉格納容器下部への注水を開始する。 

 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.8-29 

1.8.2.2 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のための対応手順 

(1) 原子炉圧力容器への注水 

a. 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、復水給水系、非常用炉心冷却系及び代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合は、常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備により低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の電源を確保し、原子炉圧力容器へ注水するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．８にて求めら

れている「解釈１（２）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止」に係る手段であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。 

そのための設備は、「第 1.8-1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、代替交流電源設備を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、復水

移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

なお、注水を行う際は、 ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

（※）格納容器破損防止対策の有効性評価のうち「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」及び「水素燃焼」についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.当該手順の着手では、炉心損傷を判断した場合であって、復水給水系、非常用炉心冷却系及び代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合には、低圧代替注水系（常

設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b.判断基準である「炉心損傷を判断した場合」等を「原子炉格納容器内の放射線量率」」によって確認すること等により、適切に手順着手できることを確認した。 

c.当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉格納容器内の放射線量率」等であること、それらの監視項目のための計器が「格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W）」、「格納容器内雰

囲気放射線モニタ（S/C）」等であることを確認した。また、それらの計器が「第 1.8-2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

 ②必要な人員等 

 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

 

 

a. 当該手順は、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を行う手順であり、「第 1.4-9 図 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水タイムチャート」等

を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を、運転員（中央制御室）1名にて作業を実施した場合、15 分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.8-2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。  

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

中央制御室のみの手順であることを確認した。 

 

 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.8-30 

b. 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、復水給水系、非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合は、代替循環冷却系による原子炉圧力容器へ注水

するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．８にて求められている「解釈１（２）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止」に係る手段であるとともに、有効性評価

（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。 

そのための設備は、「第 1.8-1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、代替循環冷却ポンプ及び代替交流電源設備を重大事故等対処設備として新たに

整備するとともに、サプレッションチェンバを重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

なお、注水を行う際は、 ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

（※）格納容器破損防止対策の有効性評価のうち「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」及び「水素燃焼」についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.当該手順の着手では、炉心損傷を判断した場合であって、復水給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合には、代替循環冷却系による原子炉圧力容器

への注水の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b.判断基準である「炉心損傷を判断した場合」等を「原子炉格納容器内の放射線量率」」によって確認すること等により、適切に手順着手できることを確認した。 

c.当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉格納容器内の放射線量率」等であること、それらの監視項目のための計器が「格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W）」、「格納容器内雰

囲気放射線モニタ（S/C）」等であることを確認した。また、それらの計器が「第 1.8-2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

 ②必要な人員等 

 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

 

 

a. 当該手順は、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を行う手順であり、「第 1.7-6 図 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 タイムチャート」等を踏まえ、必要な

手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、系統の構成、代替循環冷却ポンプの起動等を、運転員（中央制御室）1名にて作業を実施した場合、15 分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.8-2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。  

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

中央制御室のみの手順であることを確認した。 

 

 

 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.8-31 

c. 【技術的能力】低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、復水給水系、非常用炉心冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポン

プ）及びろ過水ポンプによる原子炉圧力容器への注水ができない場合は、低圧代替注水系（可搬型）により原子炉圧力容器への注水を実施するものであり、重大事故等防止技術的能力基

準１．８にて求められている「解釈１（２）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止」に係る手段である。 

そのための設備は、「第 1.8-1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び代替交流電源設備を重大事故等対処設備と

して新たに整備することを確認した。 

なお、注水を行う際は、 ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.当該手順の着手では、炉心損傷を判断した場合であって、復水給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合には、低圧代替注水系（可搬型）による原子

炉圧力容器への注水の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b.判断基準である「炉心損傷を判断した場合」を「原子炉格納容器内の放射線量率」」によって確認すること等により、適切に手順着手できることを確認した。 

c.当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉格納容器内の放射線量率」等であること、それらの監視項目のための計器が「格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W）」、「格納容器内雰

囲気放射線モニタ（S/C）」等であることを確認した。また、それらの計器が「第 1.8-2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

 ②必要な人員等 

 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

 

c. 操作計器 

 

 

 

a. 当該手順は、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備及びホース接続、系統の構成、ポンプの起動等を行う手順であり、「第 1.4-14 図 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容

器への注水タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備及びホース接続、系統の構成、ポンプの起動等を、運転員（中央制御室）1名、運転員（現場）2名、重大事故等対応要員 9名に

て実施した場合、385 分以内に実施する。ことを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.8-2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。  

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.4.3 において、以下のとおり示されている。 

 アクセスルートについて、車両付属の作業照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携帯しており、夜間においてもアクセス可能である。また、アクセスルート上に

支障となる設備はない。 

 連絡手段について、電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、重大事故等の環境下において、通常の連絡手段が使用不能となった場合でも、

無線連絡設備（携帯型）により発電所対策本部に連絡することが可能である。 

 作業環境について、車両付属の作業用照明及び可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があることか

ら、防護具(全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等)を装備して作業を行う。 

 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.8-32 

d. 【自主対策】低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、代替循環冷却系及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水ができない場合は、低圧代替注

水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水を実施するものである。そのための自主対策設備については、「第 1.8-1 表 機能喪失を想定する設計基準事

故対処設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置づける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとお

り。 

なお、注水を行う際は、 ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

 

２）手順の方針 

 a.判断基準 

 

 

 b.操作手順 

 

 c.所要時間等 

 

a.当該手順では、炉心損傷を判断した場合であって、復水給水系、非常用炉心冷却系、代替循環冷却系及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水が

できない場合において、系統構成が可能な場合には、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水の手順に着手するとしていることを確認

し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 当該手順は、系統の構成、直流駆動低圧注水系ポンプの起動等を行う手順であり、「図 1.8-21 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

タイムチャート」等を踏まえ、当該手段に必要な手段が示されていることを確認した。 

c. この手順では、系統の構成、直流駆動低圧注水系ポンプの起動等を、運転員（中央制御室）1名、にて作業を実施し、20 分以内に実施することを確認した。 

 

 

 

e. 【自主対策】ろ過水ポンプによる原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、代替循環冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）によ

る原子炉圧力容器への注水ができない場合は、ろ過水ポンプによる原子炉圧力容器への注水を実施するものである。そのための自主対策設備については、「第 1.8-1 表 機能喪失を想定

する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置づける理由については、「表２ 自主対策における自主対策

設備」のとおり。 

なお、注水を行う際は、 ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

 

２）手順の方針 

 a.判断基準 

 

 

 b.操作手順 

 

 c.所要時間等 

 

a.当該手順では、炉心損傷を判断した場合であって、復水給水系、非常用炉心冷却系、代替循環冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び低圧代替注水系（常設）（直流

駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水ができない場合において、代替電源設備により、ろ過水ポンプによる注水に必要な電源が確保された場合には、ろ過水ポンプ

による原子炉圧力容器への注水の手順に着手するとしていることを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 当該手順は、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を行う手順であり、「図 1.4-17 ろ過水ポンプによる原子炉圧力容器への注水 タイムチャート」等を踏まえ、当該手段に必要な手段が

示されていることを確認した。 

c. この手順では、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を、運転員（中央制御室）1名、にて作業を実施し、20 分以内に実施することを確認した。 
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f. 【技術的能力】高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で、給水復水系、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができない場合には、所

内常設蓄電式直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備により高圧代替注水系の電源を確保し、原子炉圧力容器へ注水するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．８にて求められている「解釈１（２）溶融炉心

の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止」に係る手段である。そのための設備は、「第 1.8-1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、高圧代替注水系ポンプを重大事故等対処設備

として新たに整備するとともに、復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。なお、注水を行う際は、 ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

 

当該手順では、炉心損傷を判断した場合であって、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧であり、給水復水系、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができない場合には、高圧代替注

水系による原子炉圧力容器への注水の手順に着手するとしており、系統の構成、高圧代替注水ポンプの起動等を、運転員（中央制御室）1名にて操作を実施した場合、15分以内に実施することを確認した。 

その他の手順等の方針については、「女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（重大事故等防止技術的能力基準１．２及び設置許可基準規則第４５条）」にて整理する「中央制御室からの

高圧代替注水系起動」と同様であることを確認した。 

 

 

g. 【技術的能力】ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、損傷炉心へ注水する場合、ほう酸水注入系によるほう酸水の注入を並行して実施するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．８にて求められている「解釈１（２）

溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止」に係る手段である。 

当該手順では、ほう酸水注入系によるほう酸水注入操作を、溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のための手順（1.8.2.2(1)a.低圧代替注水系（常設)（復水移送ポンプ）に

よる原子炉圧力容器への注水、1.8.2.2(1)b.代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水、1.8.2.2(1)c.低圧代替注水系（可搬型)による原子炉圧力容器への注水、1.8.2.2(1)d.低圧

代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水、1.8.2.2(1)e.ろ過水ポンプによる原子炉圧力容器への注水、1.8.2.2(1)f.高圧代替注水系による原子

炉圧力容器への注水、1.8.2.2(1)h.制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水）と並行して実施する。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

  

 

a.当該手順は、炉心損傷を判断した場合において、損傷炉心へ注水する場合であって、ほう酸水注入系が使用可能な場合（設備に異常がなく、電源及び水源（ほう酸水注入系貯蔵タンク）

が確保されている場合）に実施することを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b.判断基準である「炉心損傷を判断した場合」を「原子炉格納容器内の放射線量率」によって確認すること等により、適切に手順着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉格納容器内の放射線量率」等であること、それらの監視項目のための計器が「格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W）」、「格納容器内

雰囲気放射線モニタ（S/C）」等であることを確認した。また、それらの計器が「第 1.8-2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c.操作計器 

 

a. 当該手順は、系統の構成、ほう酸水注入系ポンプの起動等を行う手順であり、「第 1.8-23 図 ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 タイムチャート」等を踏まえ、

必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、系統の構成、ほう酸水注入系ポンプの起動等を、運転員（中央制御室）1名にて作業を実施した場合、15 分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.8-2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 
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③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

中央制御室のみの手順であることを確認した。 
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h. 【自主対策】制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、常設代替交流電源設備により制御棒駆動水圧系の電源を確保し、原子炉圧力容器の下部への注水を実施するものである。その

ための自主対策設備については、「第 1.8-1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として

位置づける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。なお、注水を行う際は、 ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入を並行して行う。 

 

２）手順の方針 

 a.判断基準 

 

 b.操作手順 

 

 c.所要時間等 

 

a. 炉心損傷を判断した場合であって、代替電源設備により、制御棒駆動水圧系による注水に必要な電源が確保された場合には、制御棒駆動水圧系による高圧での原子炉圧力容器への注

水の手順に着手するとしていることから、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 当該手順は、「女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（重大事故等防止技術的能力基準１．２及び設置許可基準規則第４５条）」にて整理する「制

御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水」の手順と同様であることを確認した。 

c. 当該手順では、系統の構成、制御棒駆動水ポンプの起動等を、運転員（中央制御室）1名にて作業を実施した場合、20 分以内に実施することを確認した。 
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(2) 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

 

 

 

溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のための対応手順の選択について、「第 1.8-24 図 重大事故等時の対応手段選択フローチャ

ート」にて明確化しており、以下に示す優先順位に従い、実施する方針であることを確認した。 

 

a.代替交流電源設備により交流電源が確保できるまでは、交流電源を必要としない高圧代替注水系により原子炉圧力容器へ注水し、代替交流電

源設備により交流電源が確保できた段階で、高圧代替注水系に併せてほう酸水注入系によるほう酸水注入及び制御棒駆動系による原子炉圧力

容器への注水を行う。また、低圧代替注水系の運転が可能となり原子炉の減圧が完了するまでの期間は、高圧代替注水系により原子炉圧力容

器への注水を継続する。 

b.原子炉の減圧が完了し、代替循環冷却系が使用可能であれば代替循環冷却系により原子炉圧力容器へ注水する。代替循環冷却系が使用できな

い場合、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）、ろ過水ポンプ又は低圧代替注水

系（可搬型）により原子炉圧力容器へ注水する。その際も併せてほう酸水注入系によるほう酸水注入を行う。 

c.低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手段については、代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水手段と同時並行で

準備する。 

d.また、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（可搬型）、代替循環冷却系、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水

系ポンプ）、ろ過水ポンプ及び高圧代替注水系による手段のうち原子炉圧力容器への注水可能な系統 1 系統以上を起動し、注水のための系統

構成が完了した時点で、その手段による原子炉圧力容器への注水を開始する。 

e.なお、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水を実施する際の注入配管の選択は、注水流量が多いものを優

先して使用する。 

f.溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止のために原子炉圧力容器へ注水を実施している際、原子炉格納容器下部への初期水張りの

判断基準に到達した場合は、原子炉格納容器下部への注水操作を開始する。 
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表２ 自主対策における自主対策設備 

 

 

 

分 類 対応手段 設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

原子炉格納 

容器下部に 

落下した 

溶融炉心の 

冷却のため 

の対応手順 

格納容器

下部注水 

ろ過水ポンプによる原子炉格納容

器下部への注水 

ろ過水ポンプ、ろ過水タンク等 重大事故等対処設備に要求される耐震性は有しておらず、復水移送ポンプと同等

の流量は確保できないものの、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却す

る手段となり得る。 

 

 

 

 

 

 

 

溶融炉心の 

原子炉格納 

容器下部への

落下遅延・ 

防止のための

対応手順 

原子炉 

圧力容器

への注水 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動

低圧注水ポンプ）による原子炉圧

力容器への注水 

 

直流駆動低圧注水系ポンプ等 

 

全交流動力電源喪失の場合には、系統構成のために現場での操作が必要であるも

のの、系統構成が可能な場合には、原子炉圧力容器への注水手段として有効であ

る。 

 

 

ろ過水ポンプによる原子炉圧力容

器への注水 

ろ過水ポンプ、ろ過水タンク等 重大事故等対処設備に要求される耐震性は有しておらず、復水移送ポンプと同等

の流量は確保できないものの、重大事故の進展抑制の手段となり得る。 

 

制御棒駆動水圧系による原子炉圧

力容器への緊急注水 

制御棒駆動水圧ポンプ等 重大事故等対処設備に要求される耐震性は有しておらず、原子炉圧力容器内を冷

却するためには十分な容量は有していないものの、重大事故の進展抑制の手段と

なり得る。 
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Ⅰ 要求事項の整理 
 
実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（以下「重大事故等防止技術的能力基準」という。）及び実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）において、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等について以下のとおり要求している。 
あわせて、申請者の計画が、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備する方針であるかを確認するため、重大事故等防止技術的能力基準１．９水素爆発による原子

炉格納容器の破損を防止するための手順等に関連する有効性評価における事故シーケンスグループ及び有効性評価で解析上考慮している対策を整理する。 
 
＜重大事故等防止技術的能力基準１．９ 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等＞ 

重大事故等防止技術的能力基準 【解釈】 
１．９ 水素爆発による原子炉格納容器の破損

を防止するための手順等 
 
 発電用原子炉設置者において、炉心の著しい

損傷が発生した場合において原子炉格納容器内

における水素による爆発（以下「水素爆発」とい

う。）による損傷を防止する必要がある場合に

は、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防

止するために必要な手順等が適切に整備されて

いるか、又は整備される方針が適切に示されて

いること。 

【解釈】 

１ 「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をい 

う。 

（１）BWR 

ａ）原子炉格納容器内の不活性化により、原子炉格納容器内における水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な手順等を整備すること。 

（２）PWR のうち必要な原子炉 

ａ）水素濃度制御設備により、原子炉格納容器内における水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な手順等を整備すること。 

（３）BWR 及び PWR 共通 

ａ）原子炉格納容器内における水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備が、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給電を可

能とすること。 

ｂ）炉心の著しい損傷後、水－ジルコニウム反応及び水の放射線分解による水素及び酸素の水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する手順等を整備すること。 

 

 
＜設置許可基準規則第５２条＞（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備） 

設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 
（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止

するための設備） 

第五十二条 発電用原子炉施設には、炉心の著し

い損傷が発生した場合において原子炉格納容

器内における水素による爆発（以下「水素爆

発」という。）による破損を防止する必要があ

る場合には、水素爆発による原子炉格納容器

の破損を防止するために必要な設備を設けな

ければならない。 

第５２条（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備） 

１ 第５２条に規定する「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備をいう。 

＜BWR＞ 

ａ）原子炉格納容器内を不活性化すること。 

＜PWR のうち必要な原子炉＞ 

ｂ）水素濃度制御設備を設置すること。 

＜BWR 及び PWR 共通＞ 

ｃ）水素ガスを原子炉格納容器外に排出する場合には、排出経路での水素爆発を防止すること、放射性物質の低減設備、水素及び放射性物質濃度測定装置を設けるこ

と。 

ｄ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定できる監視設備を設置すること。 

ｅ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給電を可能とすること。 
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＜有効性評価（第３７条）＞（有効性評価における事故シーケンス等で必要となる対策（手順等）） 

有効性評価における事故シーケンスグループ等 有効性評価で解析上考慮している対策（手順等） 
3.1 雰囲気圧力･温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 

3.2 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 

3.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 

3.4 水素燃焼 発電用原子炉運転中の原子炉格納容器内の不活性化 

原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 

3.5 溶融炉心・コンクリート相互作用 発電用原子炉運転中の原子炉格納容器内の不活性化 

原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 
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Ⅱ 審査の視点・審査確認事項と確認結果 

 

 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第５２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．９項（以下「第５２条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であるか。 

 

1.9.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１.対応手段と設備を選定するための考え方について 

 

１）対応手段と設備の選定の考え方が、「第５２条等」に示されている

要求事項と一致していることを確認する。 

 

 

２）自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針で

あることを確認する。 

 

 

 

 

 

１）炉心の著しい損傷が発生した場合において、ジルコニウム－水反応により短期的に発生する水素、及び水の放射線分解により発生する水

素及び酸素の水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための対応手段及び重大事故等対処設備を選定するとしており、「第５２条等」

に示された要求事項と一致していることを確認した。 

 

２） 「第５２条等」に示された要求事項を踏まえ、重大事故等対処設備の他に、柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※ １

を選定するとしており、申請者が、対策の抽出を行い、自主的に上記１）以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処

を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

※１ 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況

によっては、事故対応に有効な設備。 
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(2) 対応手段と設備の選定の結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．対応手段と設備の選定結果について 

 

１）対応手段の選定にあたり、フォールトツリー解析等により機能喪

失の原因分析を行っている場合、その分析結果を踏まえて網羅的に

対応手段が選定されているか確認する。 

 

①機能喪失原因対策分析で想定する故障想定が適切であることを確

認する。 

 

②機能喪失原因対策分析結果を踏まえ、対応手段が網羅的に選定さ

れていることを確認する。その際、少なくとも①で想定する故障

に直接関連する機器の機能喪失時の対応手段※が選定されている

ことを確認する。 

  また、対応策を講じない故障がある場合、その理由等を確認す

る。（例；1.2 高圧時冷却における冷却機能喪失） 

※ 1.2 高圧時冷却であれば、対象となる設備は原子炉隔離時冷却系

及び高圧炉心注水系であり、対応手段は高圧代替注水系による原

子炉圧力容器への注水、原子炉隔離時冷却系の現場操作による起

動による原子炉圧力容器への注水等となる。FT 図では、設定した

フォールトツリーの頂上事象の下に論理ゲート含めて機能喪失原

因が展開される。 

 

２）第５２条等における要求事項に対応した手順等が選定されている

か確認する。 

  また、有効性評価（第３７条）において位置付けられた重大事故

対処設備及び手順等が含まれているか確認する。 

 

 

 

 

１）機能喪失原因対策分析結果を踏まえた選定結果の確認 

第５２条等による要求事項に基づき、不活性ガス（窒素）置換により原子炉格納容器内を不活性化した状態とし、また、炉心の著しい損傷

が発生した場合、原子炉格納容器内を不活性化し、原子炉格納容器フィルタベント系を用いてジルコニウム－水反応及び水の放射線分解によ

り発生する水素及び酸素を排出することにより、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な手順等を整備すること、さら

に、水素濃度及び酸素濃度監視設備にて水素濃度及び酸素濃度を監視するために必要な手順を選定するとしていることから、機能喪失原因対

策分析は実施していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）第５２条等に対応する主な重大事故等対処設備及び手順等についての確認結果を以下に示す。 

  

具体的な確認内容については、「表１ 規制要求事項に対応する手順」のとおり。 

 

第５２条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を整備する方針としていることを確認した。 

① 原子炉格納容器内を不活性化するための設備及び手順等 

② 原子炉格納容器内から水素ガス及び酸素ガスを排出するための原子炉格納容器フィルタベント系及び手順等 

③ 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を監視するための格納容器内水素濃度計（D/W）、格納容器内水素濃度計（S/C）、格納容器内

雰囲気水素濃度計、格納容器内雰囲気酸素濃度計及び手順等（※1） 

④ 上記設備のためのガスタービン発電機等の代替電源設備及び手順等（※2） 

 

※1 原子炉補機冷却機能が喪失した場合にサンプルガスの海水冷却に用いる大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等に関する設備及び手順等については、「１．

５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備及び手順等」において整理 

※2 代替電源に関する設備及び手順等については、「１．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」において整理 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 また、有効性評価（第３７条）において、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備及び手順等として以下を整備する方

針としていることを確認した。 

① 原子炉格納容器内を不活性化するための設備及び手順等 

② 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を監視するための設備及び手順等 

③ 上記設備のための代替電源設備及び手順等 
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表１ 規制要求事項に対応する手順 
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      ○「第５２条等」で求められている手順 

規制要求事項 確認結果（女川２号） 

【設備（配備）】※１ １ 第５２条に規定する「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

に必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備をいう。 

＜BWR＞ 

ａ）原子炉格納容器内を不活性化すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜PWR のうち必要な原子炉＞ 

ｂ）水素濃度制御設備を設置すること。 

 

＜BWR 及び PWR 共通＞ 

ｃ）水素ガスを原子炉格納容器外に排出する場合には、排出経路での水素爆

発を防止すること、放射性物質の低減設備、水素及び放射性物質濃度測

定装置を設けること。 

 

 

 

 

 

 

ｄ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定でき

る監視設備を設置すること。 

 

 

 

 

ｅ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの

給電を可能とすること。 

第５２条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策とそのため

の設備を整備するとしていることを確認した。 

 

 

ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器内の不活性化。そ

のために、可搬型窒素ガス供給装置を重大事故等対処設備として新たに

整備する。なお、原子炉格納容器内は、原子炉の通常運転中においては

原子炉格納容器調気系（※）により不活性化した状態が維持されている。 

 

 ※ 申請者は、通常運転中に原子炉格納容器内の不活性化に用いる設備

を原子炉格納容器調気系と称している。原子炉起動時に原子炉格納

容器調気系を用いて原子炉格納容器内を窒素ガスにより置換し、原

子炉運転中においては原子炉格納容器内を不活性化した状態を維

持するとしている。 

 

ｂ）対象外 

 

 

 

ｃ）原子炉格納容器フィルタベント系を用いた原子炉格納容器からの水素

及び酸素の排出。なお、系統内を窒素ガスで置換することにより排出経

路での水素爆発を防止すること、フィルタ装置により放射性物質を低減

すること並びに排出経路にフィルタ装置出口水素濃度計及びフィルタ

装置出口放射線モニタを設置することを含む。そのために、フィルタ装

置、フィルタ装置出口側圧力開放板、可搬型窒素ガス供給装置、フィル

タ装置出口水素濃度計及びフィルタ装置出口放射線モニタを重大事故

等対処設備として新たに整備する。  

 

ｄ）原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視。そのために、格納

容器内水素濃度計（D/W）、格納容器内水素濃度計（S/C）及び格納容器内

雰囲気水素濃度計を重大事故等対処設備として新たに整備するととも

に、格納容器内雰囲気酸素濃度計を重大事故等対処設備として位置付け

る。 

 

ｅ）原子炉格納容器フィルタベント系、格納容器内水素濃度計（D/W）、格

納容器内水素濃度計（S/C）、格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納容器
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（【設備（措置）】※２ は要求事項になし） 

 

内雰囲気酸素濃度計は、代替電源設備からの給電に対応した設計とす

る。 

【技術的能力】※３ （１）BWR 

ａ）原子炉格納容器内の不活性化により、原子炉格納容器内における水素爆

発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な手順等を整備す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）PWR のうち必要な原子炉 

ａ）水素濃度制御設備により、原子炉格納容器内における水素爆発による原

子炉格納容器の破損を防止するために必要な手順等を整備すること。 

 

（３）BWR 及び PWR 共通 

ａ）原子炉格納容器内における水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止

するために必要な設備が、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備

からの給電を可能とすること。 

 

ｂ）炉心の著しい損傷後、水－ジルコニウム反応及び水の放射線分解による

水素及び酸素の水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する手順等

を整備すること。 

（１）ａ） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器内におけるジ

ルコニウム－水反応及び水の放射線分解により発生する水素及び酸素に

より、原子炉格納容器内における水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するため、原子炉運転中の原子炉格納容器内は、不活性ガス（窒素）

置換により原子炉格納容器内雰囲気を不活性化した状態を維持する。な

お、原子炉格納容器調気系を用いた原子炉格納容器内の不活性化は、重大

事故等が発生した際に実施するものではなく、通常の運転操作により実施

することを確認した。 

また、炉心の著しい損傷が発生し、原子炉格納容器内の酸素濃度が上昇し

た場合に原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を低減させるため、可搬型窒

素ガス供給装置により原子炉格納容器への窒素を供給することを確認し

た。 

 

（２）ａ）対象外 

 

 

 

（３） 

ａ）水素排出設備で使用する設備並びに水素濃度及び酸素濃度監視で使

用する設備については、全交流動力電源喪失又は直流電源喪失時に代

替電源設備から給電する手段について整備する方針としていること

を確認した。 

ｂ）水素及び酸素濃度を監視する手段並びに原子炉格納容器フィルタベ

ント系による原子炉格納容器内の水素及び酸素を排出する手段につ

いて整備することを確認した。 

※１；【設備（設置/配備）】：設置許可基準規則第５２条のうち、設備等の設置に関する要求事項 

※２；【設備（措置）】：【設備（設置/配備）】以外の要求事項 

※３；【技術的能力】：重大事故等防止技術的能力基準 1.9 

 

○設置許可基準３７条（有効性評価）で求められている手順 

       有効性評価で解析上考慮されている手順は以下のとおりであることを確認した。 

        「発電用原子炉運転中の原子炉格納容器内の不活性化」 

       「原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視」 
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1.9.2 重大事故等時の手順等 

(1)規制要求に対する設備及び手順等について 

a.第５２条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）第５２条等に基づく要求事項に対応するための対策とそのため

に必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認す

る。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）１）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針が

第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

 

   ①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0

項（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順

着手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順着手

の判断に必要な計器等が示されていることを確認する。 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人

員、作業時間等が示されていることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５２条等の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.9.2.1以

降に示す。 

 

１）対策と設備 

第５２条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策とそのための設備を整備するとしていることを確認した。 

 

a. 炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器内の不活性化。そのために、可搬型窒素ガス供給装置を重大事故等対処設備として新

たに整備する。なお、原子炉格納容器内は、原子炉の通常運転中においては原子炉格納容器調気系により不活性化した状態が維持されてい

る。 

b. 原子炉格納容器フィルタベント系を用いた原子炉格納容器からの水素及び酸素の排出。なお、系統内を窒素ガスで置換することにより排

出経路での水素爆発を防止すること、フィルタ装置により放射性物質を低減すること並びに排出経路にフィルタ装置出口水素濃度計及びフ

ィルタ装置出口放射線モニタを設置することを含む。そのために、フィルタ装置、フィルタ装置出口側圧力開放板、可搬型窒素ガス供給装

置、フィルタ装置出口水素濃度計及びフィルタ装置出口放射線モニタを重大事故等対処設備として新たに整備する。 

c. 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視。そのために、格納容器内水素濃度計（D/W）、格納容器内水素濃度計（S/C）及び格納

容器内雰囲気水素濃度計を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、格納容器内雰囲気酸素濃度計を重大事故等対処設備として

位置付ける。 

 

２）手順等の方針 

 

 

①手順着手の判断基準等及び②必要な人員等 

１）に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。また、それぞれの手順における具体的な計測可能なパラ

メータ等については「第1.9-2表 重大事故等対処設備に係る監視計器」に示されていることを確認した。 

 

a.「原子炉格納容器内の不活性化」のための手順 

炉心損傷を判断し、可燃性ガス濃度制御系による水素濃度及び酸素濃度の制御ができず、原子炉格納容器内の酸素濃度が 3.5vol%（ドライ

条件）に到達した場合には、可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器内の不活性化の手順に着手する。この手順では、可搬型窒素ガス

供給装置の配備及びホースの接続、系統の構成、装置の起動等を計 8名により、315 分以内に実施する。なお、原子炉格納容器調気系を用い

た原子炉格納容器内の不活性化は、重大事故等が発生した際に実施するものではなく、通常の運転操作により実施する。 

 

b.「原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器からの水素及び酸素の排出」のための手順 

炉心損傷を判断し、可燃性ガス濃度制御系による水素濃度及び酸素濃度の制御ができず、原子炉格納容器内の酸素濃度が 4.0vol%（ドライ

条件）かつ 1.5vol%（ウェット条件）に到達した場合には、原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器からの水素ガス及び酸素

ガスの排出の手順に着手する。この手順では、系統の構成等を 1名により、20 分以内に実施する。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、

通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしているこ

と、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認

する。 

 

 

c.「格納容器内水素濃度計（D/W）及び格納容器内水素濃度計（D/W）による原子炉格納容器内の水素濃度の監視」のための手順 

炉心損傷を判断した場合には、格納容器内水素濃度計（D/W）及び格納容器内水素濃度計（S/C）による原子炉格納容器内の水素濃度の監視

の手順に着手する。全交流動力電源又は直流電源が喪失している場合には、代替電源設備からの給電を確認した後に手順に着手する。この手

順は、中央制御室での監視を 1名で実施する。 

 

d.「格納容器内雰囲気計装による原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視」のための手順 

炉心損傷を判断した場合には、格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納容器内雰囲気酸素濃度計による原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素

濃度の監視の手順に着手する。全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合には、代替電源設備からの給電を確認及び原子炉補機

代替冷却水系による冷却機能を確保した後に手順に着手する。この手順は、水素濃度及び酸素濃度の計測に必要なサンプリングポンプの起動

等を 1名により、15 分以内に実施する。 

 

③作業環境等 

  上記で選定した手順について、a)必要な手順等を明確化していること、b)必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うこと、c)照明に

より夜間等でのアクセス性を確保していること、d)必要な通信連絡設備を確保していること、e）弁操作等を行う作業環境（作業空間、温度

等）に支障がないことを確認していることを確認した。 

   

  

 

b.第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

   

 

１）有効性評価（第３７条）等において位置付けた対策とそのために

必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認す

る。 

 

 

 

２） １）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針

が第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

   ①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0

項（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順

着手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順着手

の判断に必要な計器等が示されていることを確認する。 

 

第３７条の規制要求に対する設備手順等についての主な確認結果を以下のとおり示す。具体的な個別手順の確認内容については、1.9.2.1以降

に示す。 

 

１）対策と設備 

有効性評価（第３７条）において、評価項目（f）「原子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること」を満足するために

必要な対策を、原子炉格納容器内の不活性化、水素濃度及び酸素濃度の監視、及びそれらの設備の代替給電としている。これらの対策は１．

（１）と同じであるため、必要な重大事故等対処設備も同じである。また、これらに関する重大事故等対処設備の設計方針及び手順等の方針

も同じである。 

 

２）手順の方針 

選定された対策は１．（１）の各手順と同じであり、確認結果については、当該記載のとおりである。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人

員、作業時間等が示されていることを確認する。 

 

③選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、

通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしているこ

と、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認

する。 

 

 

(2)優先順位について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項（手順等に関する共通的

な要求事項）等を踏まえて、優先すべき手順・操作等が明確になっ

ていることを確認する。 

 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための各々の手順等については、それそれ異なる要求事項を満足するために整備されたも

のであり、優先順位等は設定されていないことを確認した。 

 

(3)自主的対策のための設備及び手順等について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）自主的対策を含め重大事故等への対処が確実に実施される方針で

あるか。 

 

①自主的対策のための手順毎に、自主対策設備が示されていること、

自主対策設備として位置付ける理由が示されていることを確認す

る。 

 

②自主的対策のための手順毎に、手順着手の判断基準、具体的な操

作内容、必要な人員数及び作業時間等が示されていることを確認

する。 

 

 

原子炉格納容器内の水素濃度制御及び低減のための自主対策設備及び手順等を整備するとしていることを確認した。 
 

 

① 対策と設備 

  原子炉格納容器内の水素濃度を制御するための可燃性ガス濃度制御系（表２ 自主対策における自主対策設備 参照。）を用いた主な手順

等は以下のとおりとしていることを確認した。 

 

②主な手順等及び手順着手の判断基準等 

a.「可燃性ガス濃度制御系による水素濃度制御」のための手順 

炉心損傷を判断した場合において、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度が上昇し、原子炉格納容器内の圧力が可燃性ガス濃度制御系

運転時の制限圧力以下であり、残留熱除去系が使用可能な場合には、可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度制御の手順に

着手する。この手順は、可燃性ガス濃度制御系の起動操作等を 1名により、20 分以内に実施する（※）。 

※ 可燃性ガス濃度制御系起動後、再結合運転開始までの予熱時間は、180分以内としている。 
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○個別手順の確認 

審査の視点及び確認事項 

１）対策と設備 

 対応する対策とそのために必要な設備が整理され、明示されていることを確認する。[対策と設備] 

  ※1.9.2.1 以降の「審査の視点及び確認事項」には、便宜的に[ ]内の事項で表記する。以下同じ。 

 

２）手順等の方針 

○規制要求に対応する手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等  

a.判断基準が明確（具体的な数値若しくは状況を示している）であることを確認する。[判断基準] 

b.示された判断基準により手順が適切に着手できるか。（どのような場合に手順に着手するか確認する）[着手タイミング] 

c.手順着手の判断に必要な計器が特定され、整理されているか確認する。[判断計器] 

②必要な人員等 

a.操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されているか。[操作手順] 

b.手順の所要時間及び人員数が適切であることを、設置許可基準 37 条（有効性評価）で確認した内容や訓練実績等を用いて確認する。[所要時間等] 

c.操作に必要な計器類が示されていることを確認する。[操作計器] 

d.設備を多用途に用いる場合に、当該用途への系統切替えの容易性を含め、手順が明確化されていることを確認する。[系統切替え]（該当する場合に記載する。） 

③アクセスルートの確保等 

a.作業場におけるアクセスルートが確保されていることを確認する。[アクセスルート] 

b.通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしていることを確認する。[通信設備等] 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。[作業環境] 

 ※現場操作を伴わない中央制御室のみで作業を実施する手順については、その旨を記載し、a.～c.についての記載は不要とする。 

 

○自主的対策手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準が示されていることを確認する。[判断基準] 

b. 操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されていることを確認する。[操作手順] 

c. 手順の所要時間及び人員数が示されていることを確認する。[所要時間等] 
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1.9.2.1 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等 

(1) 原子炉格納容器内の不活性化による原子炉格納容器内の水素爆発防止 

a.【技術的能力、有効性評価（第 37 条）】原子炉運転中の原子炉格納容器内の不活性化 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 

 

 

 

 

 

 

当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、ジルコニウム－水反応及び水の放射線分解により発生する水素ガス及び酸素ガスにより、原子炉格納容器内における水素爆発

による原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉運転中の原子炉格納容器内の雰囲気を不活性化した状態を維持するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．９にて求めら

れている「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等」の解釈 1(1)a）「原子炉格納容器内の不活性化により、原子炉格納容器内における水素爆発による原子炉格

納容器の破損を防止するために必要な手順等を整備すること。」に係る手段であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。そのための設備は、「第

1.9-1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、原子炉格納容器内の不活性化で使用する設備のうち、原子炉格納容器調気系を設計基準対象施設と

して位置付けていることを確認した。 

（※）格納容器破損防止対策の有効性評価のうち、「水素燃焼」及び「溶融炉心・コンクリート相互作用」についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 原子炉格納容器調気系を用いた原子炉格納容器内の不活性化は、重大事故等が発生した際に実施するものではなく、通常の運転操作により実施することを確認した。 

 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 
 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.9-15 

 b.【技術的能力】可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器への窒素供給 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷が発生し、原子炉格納容器内の酸素濃度が上昇した場合に原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を低減させるため、可搬型窒素ガス供給装置により原子炉

格納容器へ窒素を供給するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．９にて求められている「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等」の解釈 1(1)a）「原

子炉格納容器内の不活性化により、原子炉格納容器内における水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要な手順等を整備すること。」に係る手段である。そのための

設備は、「第 1.9-1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、可搬型窒素ガス供給装置を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計装 

 

 

a. 炉心損傷を判断し、可燃性ガス濃度制御系による水素濃度及び酸素濃度の制御ができず、原子炉格納容器内の酸素濃度が 3.5vol%（ドライ条件）に到達した場合には、可搬型窒素

ガス供給装置による原子炉格納容器内の不活性化の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的に示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「原子炉格納容器内の酸素濃度」を監視項目である「原子炉格納容器内の酸素濃度」で確認する等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断基準における監視項目が「原子炉格納容器内の酸素濃度」等であること、その監視項目のための計器が「格納容器内雰囲気酸素濃度」等であることを確認した。

また、それらの計器が「第 1.9-2 表 重大事故等対処設備に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

②必要な人員等 

 a. 操作手順 

 

 b. 所要時間等 

 c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、可搬型窒素ガス供給装置により原子炉格納容器へ窒素を供給する手順であり、「第 1.9.3 図 可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器への窒素供給 タイムチ

ャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、可搬型窒素ガス供給装置の配備及びホース接続、系統の構成、装置の起動等を計 8名により、315 分以内に実施するとしていることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.9-2 表 重大事故等対処設備に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

 a. アクセスルート 

 b. 通信設備等 

 c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 弁操作等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。 

  具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.9.3 において、以下のとおり示されている。 

 ・アクセスルートについて、車両付属の作業照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行していることから、夜間においてもアクセス可能である。また、アクセス

ルート上に支障となる設備はない。 

 ・通信設備等について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、重大事故等の環境下において、通常の連絡手段が

使用不能となった場合でも、無線連絡設備（携帯）により発電所対策本部に連絡することが可能である。 

 ・作業環境について、車両付属の作業用照明及び可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出されるおそれがあることか

ら、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備して作業を実施する。 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 
 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.9-16 

(2)炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器内の水素爆発防止 

a.【技術的能力】原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器からの水素及び酸素の排出 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、ジルコニウム－水反応及び水の放射線分解により発生し原子炉格納容器内に滞留した水素ガス及び酸素ガスを排出すること

で水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．９にて求められている「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手

順等」の解釈 1(3)b）「炉心の著しい損傷後、水－ジルコニウム反応及び水の放射線分解による水素及び酸素の水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する手順等を整備すること。」

に係る手段である。そのための設備は、「第 1.9-1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、フィルタ装置、フィルタ装置出口側圧力開放板、可搬型

窒素ガス供給装置、フィルタ装置出口水素濃度計及びフィルタ装置出口放射線モニタを重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.炉心損傷を判断し、可燃性ガス濃度制御系による水素濃度及び酸素濃度の制御ができず、原子炉格納容器内の酸素濃度が 4.0vol%（ドライ条件）かつ 1.5vol%（ウェット条件）に到

達した場合には、原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器からの水素及び酸素の排出の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されて

いることを確認した。 

b. 判断基準である「炉心損傷」を監視項目である「原子炉格納容器内の放射線量率」で確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断基準における監視項目の「原子炉格納容器内の放射線量率」等であること、その監視項目のための計器が「格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W）」等であるこ

とを確認した。また、それらの計器が「第 1.9-2 表 重大事故等対処設備に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c．操作計器 

 

a. 当該手順は、原子炉格納容器フィルタベント系の隔離弁を操作することにより、原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを排出する手順であり、「第 1.9-5 図 原子炉格納容器

フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素及び酸素排出 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b.この手順では、系統の構成等を 1名により 20分以内に実施するとしていることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.9-2 表 重大事故等対処設備に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

 

 

 

 

 

中央制御室のみの手順であることを確認した。なお、中央制御室での操作ができない場合の成立性については、「技術的能力 1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」

において、確認した。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.9-17 

 b.【自主対策】可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度制御 

確認事項 確認結果（女川２号） 

① 対策と設備 当該手順は、可燃性ガス濃度制御系により原子炉格納容器内の水素及び酸素の低減を行うものであり、そのための自主対策設備が、「第 1.9-1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対

処設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

②手順着手の判断等 

a. 判断基準 

 

 

b. 操作手順 

 

c. 所要時間等 

 

a. 炉心損傷を判断した場合において、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度が上昇し、原子炉格納容器内の圧力が可燃性ガス濃度制御系運転時の制限圧力以下であり、残留熱除

去系が使用可能な場合には、可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度制御の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的に示され明確であることを

確認した。 

b. 当該手順は、可燃性ガス濃度制御系を起動することにより、可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度制御を行う手順であり、「第 1.9-7 図 可燃性ガス濃度制御

系による原子炉格納容器内の水素濃度制御 タイムチャート」等を踏まえ、可燃性ガス濃度制御系の起動等の当該手段に必要な手段が示されていることを確認した。 

c. この手順は、可燃性ガス濃度制御系の起動操作等を 1名により、20分以内に実施する（※）としていることを確認した。 

  （※）可燃性ガス濃度制御系起動後、再結合運転開始までの予熱時間は、180 分以内としている。 

 
(3) 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 

a.【技術的能力、有効性評価（第 37 条）】格納容器内水素濃度計(D/W)及び格納容器内水素濃度計（S/C）による原子炉格納容器内の水素濃度監視 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、ジルコニウム－水反応及び水の放射線分解で原子炉格納容器内に発生する水素ガスについて、格納容器内水素濃度計(D/W)及

び格納容器内水素濃度計（S/C）により監視を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．９にて求められている「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手

順等」に係る手段である。そのための設備は、「第 1.9-1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、格納容器内水素濃度計（D/W）及び格納容器内水

素濃度計（S/C）を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.炉心損傷を判断した場合には、格納容器内水素濃度計（D/W）及び格納容器内水素濃度計（S/C）による原子炉格納容器内の水素濃度の監視の手順に着手する。全交流動力電源又は直

流電源が喪失している場合には、代替電源設備からの給電を確認した後に手順に着手するとしており、作業着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 判断基準である「炉心損傷」を監視項目である「原子炉格納容器内の放射線量率」で確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断基準における監視項目が「原子炉格納容器内の放射線量率」等であること、の監視項目のための計器が「格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W）」等であること

を確認した。また、それらの計器が「第 1.9-2 表 重大事故等対処設備に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c．操作計器 

 

a. 当該手順は、格納容器内水素濃度計（D/W）及び格納容器内水素濃度計（S/C）にて水素濃度を監視する手順であり、運転員（中央制御室）が水素濃度を監視することが示されてい

ることを確認した。 

b. この手順は、中央制御室での監視を 1名で実施するとしていることを確認した。また、有効性評価（第 37 条）に対して整合していることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.9-2 表 重大事故等対処設備に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.9-18 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

中央制御室のみの手順であることを確認した。 

 

 
b.【技術的能力、有効性評価（第 37 条）】格納容器内雰囲気計装による原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、ジルコニウム－水反応及び水の放射線分解で原子炉格納容器内に発生する水素及び酸素について、格納容器内雰囲気計装によ

り監視を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．９にて求められている「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等」に係る手段である。そのための

設備は、「第 1.9-1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、格納容器内雰囲気水素濃度計を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに格

納容器内雰囲気酸素濃度計を重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.炉心損傷を判断した場合には、格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納容器内雰囲気酸素濃度計による原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視の手順に着手する。全交流動

力電源及び原子炉補機冷却機能が喪失した場合には、代替電源設備からの給電を確認及び原子炉補機代替冷却水系による冷却機能を確保した後に手順に着手するとしており、手順

着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 判断基準である「炉心損傷」を監視項目である「原子炉格納容器内の放射線量率」で確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断基準における監視項目が「原子炉格納容器内の放射線量率」等であること、その監視項目のための計器が「格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W）」等であるこ

とを確認した。また、それらの計器が「第 1.9-2 表 重大事故等対処設備に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

b. 所要時間等 

c．操作計器 

 

a. 当該手順は、格納容器内水素濃度計及び格納容器内酸素濃度計にて水素濃度及び酸素濃度を監視する手順であり、中央制御室の運転員 1名により確認を実施することを確認した。 

b. この手順は、水素濃度及び酸素濃度の計測に必要なサンプリングポンプの起動等を 1名により、15 以内に実施するとしていることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.9-2 表 重大事故等対処設備に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

中央制御室のみの手順であることを確認した。 

 

(4) 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優先

順位が示されているか。 

 

 

 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等の対応手順の選択について、「第 1.9-10 図 重大事故等時の対応手段選択フロー

チャート」にて明確化しており、以下に示す優先順位に従い実施する方針としていることを確認した。 

a. 炉心の著しい損傷が発生した場合は、格納容器内雰囲気計装により、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を、格納容器内水素濃度計

（D/W）及び格納容器内水素濃度計（S/C）により原子炉格納容器内の水素濃度を監視する。 

b. 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の上昇が確認された場合において、原子炉格納容器内の圧力を可燃性ガス濃度制御系運転時の制

限圧力以下に維持可能で、原子炉格納容器内の水素濃度が規定値以下の場合は、可燃性ガス濃度制御系を起動し、原子炉格納容器内の水素
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.9-19 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

及び酸素を再結合させることで、原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度が可燃限界へ到達することを防止する。 

c. 可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度の抑制ができず、原子炉格納容器内のドライ条件の酸素濃度が 3.5vol%に到達し

た場合は、原子炉格納容器内で発生する水素及び酸素の反応による水素爆発を防止するため、可搬型窒素ガス供給装置により不活性ガス（窒

素）を原子炉格納容器内へ注入する準備を行う。代替循環冷却系又は残留熱除去系による原子炉格納容器内の除熱を開始した場合において、

原子炉格納容器内のドライ条件の酸素濃度が 4.0vol%に到達した場合は、可搬型窒素ガス供給装置により不活性ガス（窒素）を原子炉格納

容器内へ注入する。 

d. 原子炉格納容器内のドライ条件の酸素濃度が 4.3vol%及びウェット条件の酸素濃度が 1.5vol%に到達した場合は、原子炉格納容器フィルタベ

ント系により原子炉格納容器内に滞留している水素及び酸素を排出することで、水素爆発の発生を防止する。 

e. 原子炉格納容器フィルタベント系を用いて、原子炉格納容器内に滞留している水素及び酸素を排出する際には、スクラビングによる放射性

物質の排出抑制を期待できる S/C を経由する経路を第一優先とする。S/C ベントラインが水没等の理由で使用できない場合は、D/W を経由

してフィルタ装置を通る経路を第二優先とする。 

f. 原子炉起動時には、原子炉格納容器内の空気を窒素により置換し、原子炉運転中の原子炉格納容器内雰囲気を不活性化した状態を維持する

ことで、原子炉格納容器内の気体の組成が可燃限界に至ることを防ぎ、原子炉格納容器内における水素爆発の発生を防止している。 

 

1.9.2.2【技術的能力、有効性評価（第 37 条）】水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備の電源を代替電源による必要な設備へ給電する手順等 

確認結果（女川２号） 

炉心の著しい損傷が発生し、全交流動力電源又は直流電源が喪失した場合に、水素爆発による原子炉格納容器破損を防止するために使用する設備へ代替電源設備により給電する手順を整備する方針であることを確

認した。 

代替電源設備により給電する手順については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する方針であることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 自主対策における自主対策設備 

 

対応手段 設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器

内の水素濃度制御 

可燃性ガス濃度制御系 炉心損傷による大量の水素ガスが発生するような状況下での水素ガ

スの処理に期待できず、また、原子炉格納容器内の圧力に対して使用

範囲に制限があるものの、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃

度を低減する手段となり得る。 
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Ⅰ 要求事項の整理 
 
実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（以下「重大事故等防止技術的能力基準」という。）及び実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）において、水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等について以下のとおり要求している。 
あわせて、申請者の計画が、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備する方針であるかを確認するため、重大事故等防止技術的能力基準１．１０水素爆発による原

子炉建屋等の破損を防止するための手順等に関連する有効性評価における事故シーケンスグループ及び有効性評価で解析上考慮している対策を整理する。 
 
＜重大事故等防止技術的能力基準１．１０ 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等＞ 

重大事故等防止技術的能力基準 【解釈】 
1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するた

めの手順等 

 

 発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷が発生

した場合において原子炉建屋その他の原子炉格納容器か

ら漏えいする気体状の放射性物質を格納するための施設

（以下「原子炉建屋等」という。）の水素爆発による損傷を

防止する必要がある場合には、水素爆発による当該原子炉

建屋等の損傷を防止するために必要な手順等が適切に整

備されているか、又は整備される方針が適切に示されてい

ること。 

【解釈】 
１ 「水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の手順等をいう。 
ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋等の水素爆発による損傷を防止するため、水素濃度制御設備又は水素排出設備により、水素爆発に

よる当該原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な手順等を整備すること。 
ｂ）水素爆発による損傷を防止するために必要な設備が、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給電を可能とする手順等を整備すること。 

 
＜設置許可基準規則第５３条＞（水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備） 

設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 
（水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための

設備） 
第五十三条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が

発生した場合において原子炉建屋その他の原子炉格納

容器から漏えいする気体状の放射性物質を格納するた

めの施設（以下「原子炉建屋等」という。）の水素爆発に

よる損傷を防止する必要がある場合には、水素爆発によ

る当該原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な設

備を設けなければならない。 

第５３条（水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備） 
１  第５３条に規定する「水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有

する措置を行うための設備をいう。 
ａ）水素濃度制御設備（制御により原子炉建屋等で水素爆発のおそれがないことを示すこと。）又は水素排出設備（動的機器等に水素爆発を防止する機能を付

けること。放射性物質低減機能を付けること。）を設置すること。 
ｂ）想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で推定できる監視設備を設置すること。 
ｃ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給電を可能とすること。 

  

＜有効性評価（第３７条）＞（有効性評価における事故シーケンス等で必要となる対策（手順等）） 

有効性評価における事故シーケンスグループ等 有効性評価で解析上考慮している対策（手順等） 
該当なし 
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Ⅱ 審査の視点・審査確認事項と確認結果 

 

水素爆発による原子炉建屋その他の原子炉格納容器から漏えいする気体状の放射性物質を格納するための施設（以下「原子炉建屋等」という。）の損傷を防止するために申請者が計画する設備及び手順等について、以下

の事項を確認した。 

・第５３条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１０項（以下「第５３条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であるか。 

 
1.10.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１.対応手段と設備を選定するための考え方について 

 

１）対応手段と設備の選定の考え方が、「第５３条等」に示されている

要求事項と一致していることを確認する。 

 

 

２）自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針で

あることを確認する。 

 

 

 

 

 

１）炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器内で発生した水素が原子炉格納容器から原子炉建屋に漏えいした場合に、水

素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための対応手段と重大事故等対処設備を選定するとしており、「第５３条等」に示された要求事項

と一致していることを確認した。 

 

２） 「第５３条等」に示された要求事項を踏まえ、重大事故等対処設備の他に、柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※ １

を選定するとしており、申請者が、対策の抽出を行い、自主的に上記１）以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処

を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

※１ 自主対策設備；技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況

によっては、事故対応に有効な設備。 
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(2) 対応手段と設備の選定の結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．対応手段と設備の選定結果について 

 

１）対応手段の選定にあたり、フォールトツリー解析等により機能喪

失の原因分析を行っている場合、その分析結果を踏まえて網羅的に

対応手段が選定されているか確認する。 

 

①機能喪失原因対策分析で想定する故障想定が適切であることを確

認する。 

 

②機能喪失原因対策分析結果を踏まえ、対応手段が網羅的に選定さ

れていることを確認する。その際、少なくとも①で想定する故障

に直接関連する機器の機能喪失時の対応手段※が選定されている

ことを確認する。 

  また、対応策を講じない故障がある場合、その理由等を確認す

る。 

（例；1.2 高圧時冷却における冷却機能喪失） 

※ 1.2 高圧時冷却であれば、対象となる設備は原子炉隔離時冷却系

及び高圧炉心注水系であり、対応手段は高圧代替注水系による原

子炉圧力容器への注水、原子炉隔離時冷却系の現場操作による起

動による原子炉圧力容器への注水等となる。FT 図では、設定した

フォールトツリーの頂上事象の下に論理ゲート含めて機能喪失原

因が展開される。 

 

 

２）第５３条等における要求事項に対応した手順等が選定されている

か確認する。 

  また、有効性評価（第３７条）において位置付けられた重大事故

対処設備及び手順等が含まれているか確認する。 

 

 

 

 

１）機能喪失原因対策分析結果を踏まえた選定結果の確認 

第５３条等による要求事項に基づき、炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉建屋等の水素爆発による損傷を防止するため、水素濃度

制御設備である静的触媒式水素再結合装置を設置し原子炉建屋内の水素濃度上昇を抑制するために必要な手順を整備すること、また、原子炉

建屋内の水素濃度を測定し、監視するために必要な手順を選定するとしていることから、機能喪失原因対策分析は実施していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）第５３条等に対応する主な重大事故等対処設備及び手順等についての確認結果を以下に示す。 

  

具体的な確認内容については、「表１ 規制要求事項に対応する手順」のとおり。 

 

第５３条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を整備する方針としていることを確認した。 

①  水素濃度の上昇を抑制するための静的触媒式水素再結合装置（以下｢PAR｣という。）、PAR 動作監視装置及び手順等 

② 水素濃度を測定し監視するための原子炉建屋内水素濃度計及び手順等 

③ 上記設備のための 125V 代替蓄電池等の代替電源設備及び手順等（※ ） 

 

※代替電源に関する設備及び手順等については、「１．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」において整理 

 

 また、水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等については、有効性評価（第３７条）において、位置付けられた重大事
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

故対処設備及び手順等が含まれていないことを確認した。 
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表１ 規制要求事項に対応する手順 

 

      ○「第５３条等」で求められている手順 

規制要求事項 確認結果（女川２号） 

【設備（配備）】※１ １ 第５３条に規定する「水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するた

めに必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備をいう。 

 

ａ）水素濃度制御設備（制御により原子炉建屋等で水素爆発のおそれがないこと

を示すこと。）又は水素排出設備（動的機器等に水素爆発を防止する機能を付け

ること。放射性物質低減機能を付けること。）を設置すること。 

 

 

 

 

ｂ）想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で推定できる監視

設備を設置すること。 

 

 

ｃ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給電

を可能とすること。 

（【設備（措置）】※２ は要求事項になし） 

第５３条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策とそのため

の重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認した。 

 

 

ａ）原子炉建屋内の水素濃度上昇の抑制。そのために、PAR（電源を必要と

しない）及び PAR 動作監視装置を重大事故等対処設備として新たに整備

する。また、PAR は、適切な位置に配置され、水素濃度の上昇を抑制で

きる設計とする。さらに、原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度及び酸素濃

度が可燃領域に達することを防止するために必要な水素処理容量を有

する設計（19 個）とする。 

 

ｂ）原子炉建屋内の水素濃度監視設備による水素濃度の測定及び監視。そ

のために、原子炉建屋内水素濃度計を重大事故等対処設備として新たに

整備する。 

 

ｃ）PAR 動作監視装置及び原子炉建屋内水素濃度計は、代替電源設備から

の給電に対応した設計とする。 

【技術的能力】※３ 【解釈】 
１ 「水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な手順等」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手

順等をいう。 
ａ）炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋等の水素爆発による損

傷を防止するため、水素濃度制御設備又は水素排出設備により、水素爆発によ

る当該原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な手順等を整備すること。 
ｂ）水素爆発による損傷を防止するために必要な設備が、交流又は直流電源が必

要な場合は代替電源設備からの給電を可能とする手順等を整備すること。 

 

 

 

 

ａ）水素濃度制御設備である PAR を設置し、原子炉建屋内の水素濃度上昇

を抑制するために必要な手順等を整備することを確認した。 

 

ｂ）水素濃度制御で使用する設備及び原子炉建屋内の水素濃度監視で使用

する設備については、全交流動力電源喪失又は直流電源喪失時に代替電

源設備から給電する手順等を整備する方針としていることを確認した。 

※１；【設備（設置/配備）】：設置許可基準規則第５３条のうち、設備等の設置に関する要求事項 

※２；【設備（措置）】：【設備（設置/配備）】以外の要求事項 

※３；【技術的能力】：重大事故等防止技術的能力基準 1.10 

○設置許可基準３７条（有効性評価）で求められている手順：なし 
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1.10.2 重大事故等時の手順等 

(1)規制要求に対する設備及び手順等について 

a.第５３条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

１）第５３条等に基づく要求事項に対応するための対策とそのため

に必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認す

る。 

   

 

 

２） １）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針

が第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

 

   ①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0

項（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順

着手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順着手

の判断に必要な計器等が示されていることを確認する。 

 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人

員、作業時間等が示されていることを確認する。 

 

 

 

 

 

③選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、

通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしているこ

と、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認

する。 

 

第５３条等の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.10.2.1

以降に示す。 

 

１）第５３条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a.  原子炉建屋内の水素濃度上昇の抑制。そのために、PAR（電源を必要としない）及び PAR 動作監視装置を重大事故等対処設備として

新たに整備する。 

b. 原子炉建屋内の水素濃度監視設備による水素濃度の測定及び監視。そのために、原子炉建屋内水素濃度計を重大事故等対処設備とし

て新たに整備する。 

 

２）手順等の方針 

 

 

①手順着手の判断基準等及び②必要な人員等 

１）に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。また、それぞれの手順における具体的な計測可能なパラ

メータ等については「表1.10.2 重大事故等対処設備に係る監視計器」に示されていることを確認した。 

 

「水素濃度制御による原子炉建屋等の損傷防止及び原子炉建屋内の水素濃度監視」のための手順 

PAR は、原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度の上昇に伴って触媒反応を開始するため、運転員による準備や起動操作は不要である。炉心損傷

を判断した場合には、PAR 動作監視装置の作動状況確認及び原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度監視の手順に着手する。電源が喪失している場

合には、代替電源設備からの給電を確認した後に手順に着手する。この手順では、中央制御室での監視等を 1名で実施する。 

なお、非常用ガス処理系が運転している際に、原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度の上昇を確認した場合には、非常用ガス処理系の系統内

での水素爆発を回避するため、非常用ガス処理系を停止する。（※）  

（※）非常用ガス処理系に関する設備及び手順等については、「１．１６ 原子炉制御室及びその居住性等に関する手順等」において整理。 

 

③作業環境等 

  PAR動作監視装置の作動状況確認及び原子炉建屋内の水素濃度監視の手順は、配管の接続等の作業はなく、中央制御室での監視であるこ

とを確認した。なお、上記で選定した手順について、a)必要な手順を明確化していること、b) 必要な人員を確保するとともに必要な訓練

を行うとしていることなどを確認した。 
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b.第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）有効性評価（第３７条）等において位置付けた対策とそのために

必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認す

る。 

 

２）１）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針が

第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

 

   ①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0

項（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順

着手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順着手

の判断に必要な計器等が示されていることを確認する。 

 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人

員、作業時間等が示されていることを確認する。 

 

③選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、

通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしているこ

と、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認

する。 

 

１）水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等については、有効性評価（第３７条）等において位置付けた対策はないこと

を確認した。 

   

 

(2)優先順位について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）重大事故等防止技術的能力基準第４３条（手順等に関する共通

的な要求事項）等を踏まえて、優先すべき手順・操作等が明確に

なっていることを確認する。 

 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための各々の手順等については、それそれ異なる要求事項を満足するために整備されたもので

あり、優先順位等は設定されていないことを確認した。 

 

(3)自主的対策のための設備及び手順等について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）自主的対策を含め重大事故等への対処が確実に実施される方針で

あるか。 

 

① 自主的対策のための手順毎に、自主対策設備が示されているこ

と、自主対策設備として位置付ける理由が示されていることを確

認する。 

 

１）原子炉格納容器外への水素の漏えい抑制及び原子炉建屋原子炉棟内からの水素排出のための自主対策設備及び手順等を整備するとしてい

ることを確認した。 

 

①対策と設備 

ドライウェル主フランジのシール材の熱劣化を防止することにより水素の漏えいを抑制のための原子炉格納容器頂部注水系（常設）及び原

子炉格納容器頂部注水系（可搬型）並びに原子炉建屋原子炉棟内からの水素ガス排出のための原子炉建屋ベント設備（表２ 自主対策におけ

る自主対策設備 参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.10-9 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

②自主的対策のための手順毎に、手順着手の判断基準、具体的な操

作内容、必要な人員数及び作業時間等が示されていることを確認

する。 

 

 

 

②主な手順等及び手順着手の判断基準等 

a.「原子炉格納容器外への水素の漏えい抑制」のための手順 

ア. 炉心損傷を判断した場合において、原子炉格納容器内の温度が 171℃を超えるおそれがある場合には、原子炉格納容器頂部注水系（常

設）による原子炉ウェルへの注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、燃料プール補給水ポンプの起動等を 1名により、15分

以内に実施する。 

イ. 炉心損傷を判断した場合において、原子炉格納容器内の温度が 171℃を超えるおそれがある場合には、原子炉格納容器頂部注水系（可

搬型）による原子炉ウェルへの注水の手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備、ホースの接続等を計 10名

により、380 分以内に実施する。 

 

なお、上記の自主対策を行った場合、注水によりドライウェル主フランジ締付ボルトが冷却されたときに発生する応力が降伏応力を

下回っており、ボルトが破損することはないことなどから他の設備に与える悪影響がないとしていることを確認した。 

 

 b.「原子炉建屋原子炉棟内からの水素ガス排出」のための手順 

原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度の上昇により格納容器ベントを実施したにもかかわらず原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度が低下し

ない場合には、原子炉建屋ベント設備による水素ガス排出の手順に着手する。この手順では、原子炉建屋ベント設備の開放等を計 3名に

より、60分以内に実施する。なお、上記の原子炉建屋ベント設備を開放する場合には、放水砲を用いた原子炉建屋への放水を実施する。

（※） 

 

※放水砲に関する設備及び手順等については、「１．１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等」において

整理。なお、格納容器ベントに関する設備及び手順等については、「１．７ 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備及び手順

等」において整理。 
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○個別手順の確認 

審査の視点及び確認事項 

１）対策と設備 

 対応する対策とそのために必要な設備が整理され、明示されていることを確認する。[対策と設備] 

  ※1.10.2.1 以降の「審査の視点及び確認事項」には、便宜的に[ ]内の事項で表記する。以下同じ。 

 

２）手順等の方針 

○規制要求に対応する手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等  

a.判断基準が明確（具体的な数値若しくは状況を示している）であることを確認する。[判断基準] 

b.示された判断基準により手順が適切に着手できるか。（どのような場合に手順に着手するか確認する）[着手タイミング] 

c.手順着手の判断に必要な計器が特定され、整理されているか確認する。[判断計器] 

②必要な人員等 

a.操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されているか。[操作手順] 

b.手順の所要時間及び人員数が適切であることを、設置許可基準 37 条（有効性評価）で確認した内容や訓練実績等を用いて確認する。[所要時間等] 

c.操作に必要な計器類が示されていることを確認する。[操作計器] 

d.設備を多用途に用いる場合に、当該用途への系統切替えの容易性を含め、手順が明確化されていることを確認する。[系統切替え]（該当する場合に記載する。） 

③アクセスルートの確保等 

a.作業場におけるアクセスルートが確保されていることを確認する。[アクセスルート] 

b.通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしていることを確認する。[通信設備等] 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。[作業環境] 

 ※現場操作を伴わない中央制御室のみで作業を実施する手順については、その旨を記載し、a.～c.についての記載は不要とする。 

 

○自主的対策手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準が示されていることを確認する。[判断基準] 

b. 操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されていることを確認する。[操作手順] 

c. 手順の所要時間及び人員数が示されていることを確認する。[所要時間等] 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.10-11 

1.10.2.1 原子炉格納容器外への水素漏えい抑制のための手順等 

(1)原子炉ウェル注水 

a. 【自主対策】原子炉格納容器頂部注水系（常設）による原子炉ウェル注水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉建屋等の水素爆発を防止するため、復水貯蔵タンクを水源として原子炉格納容器頂部注水系（常設）により原子炉ウェ

ルに注水することで原子炉格納容器頂部を冷却し、原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟への水素漏えいを抑制するものであり、そのための自主対策設備が、「第 1.10-1 表 機能喪

失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における

自主対策設備」のとおり。 

なお、追補 1の別添「自主対策設備の悪影響防止について」において、他の設備に与える影響がないことを以下のとおり確認した。 

a. 原子炉格納容器頂部を急冷することによる原子炉格納容器閉じ込め機能への影響 

ドライウェル主フランジ締付ボルト冷却時の発生応力を評価した結果、ボルトが急冷された場合でも応力値は降伏応力を下回っていることからボルトが破損することはない。 

b. 原子炉ウェルに溜まった水が蒸発することによる原子炉建屋水素爆発防止機能への影響 

原子炉建屋燃料取替床に水蒸気が追加で流入した場合の原子炉建屋内の水素挙動を評価し、可燃限界に至ることはないことが確認できているため、原子炉建屋水素爆発防止機

能に悪影響を与えない。 

c. 原子炉格納容器の負圧破損に対する影響 

原子炉ウェルに注水し原子炉格納容器頂部を冷却することによる原子炉格納容器除熱効果は小さいため、原子炉格納容器を負圧にするような悪影響はない。 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

b. 操作手順 

 

c. 所要時間等 

 

a. 炉心損傷を判断した場合において、原子炉格納容器内の温度が 171℃を超えるおそれがある場合には、原子炉格納容器頂部注水系（常設）による原子炉ウェルへの注水の手順に着

手するとしており、手順着手の判断基準が具体的に示され明確であることを確認した。 

b. 当該手順は、燃料プール補給水ポンプの起動等により、原子炉ウェルへの注水を行う手順であり、「第 1.10-8 図 原子炉格納容器頂部注水系（常設）による原子炉ウェルへの注水 

タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

c. この手順では、系統の構成、燃料プール補給水ポンプの起動等を 1名により、15 分以内に実施するとしていることを確認した。 
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b. 【自主対策】原子炉格納容器頂部注水系（可搬型）による原子炉ウェル注水（淡水/海水） 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉建屋等の水素爆発を防止するため、 淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2）を水源として原子炉格納容器頂部注

水系（可搬型）により原子炉ウェルに注水することで原子炉格納容器頂部を冷却し、原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟への水素漏えいを抑制するものであり、そのための自主対

策設備が、「第 1.10-1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由につ

いては、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

なお、追補 1の別添「自主対策設備の悪影響防止について」において、他の設備に与える影響がないことを前述の a.のとおり確認した。 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

b. 操作手順 

 

c. 所要時間等 

 

a.炉心損傷を判断した場合において、原子炉格納容器内の温度が 171℃を超えるおそれがある場合には、原子炉格納容器頂部注水系（可搬型）による原子炉ウェルへの注水の手順に着

手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 当該手順は、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等により、原子炉ウェルへの注水を行う手順であり、「第 1.10-10 図 原子炉格納容器頂部注水系（可搬型）による原子炉ウェル

への注水（淡水/海水） タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

c. この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備、ホースの接続等を計 10名により、380 分以内に実施するとしていることを確認した。 
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1.10.2.2 水素爆発による原子炉建屋等の損傷防止のための手順等 

(1) 【技術的能力】原子炉建屋内の水素濃度監視及び PAR の動作監視 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合、原子炉格納容器内で発生した水素が原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟に漏えいする可能性があることから、原子炉建屋内水素濃

度計にて原子炉建屋地上３階（原子炉建屋原子炉棟内）天井付近の水素濃度及び原子炉建屋地上 3階（原子炉建屋原子炉棟内）以外のエリアの水素濃度（以下「原子炉建屋内の水素濃

度」）を監視する。また、PAR の動作状況を確認するため、PAR 動作監視装置にて PAR の出入口温度を監視するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．１０にて求められている

「水素爆発による原子炉建屋等の損傷防止のための手順等」に係る手段である。そのための設備は、「第 1.10-1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理

され、PAR 動作監視装置及び原子炉建屋内水素濃度計を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.炉心損傷を判断した場合には、PAR 動作監視装置の作動状況確認及び原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度監視の手順に着手する。電源が喪失している場合には、代替電源設備からの給

電を確認した後に手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「炉心損傷を判断した場合」を監視項目である「原子炉格納容器内の放射線率」で確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断基準における監視項目が「原子炉格納容器内の放射線率」等であること、その監視項目のための計器が「格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W）」等で確認する

ことにより、適切に手順に着手できることを確認した。また、その計器が「第 1.10-2 表 重大事故等対処設備に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c．操作計器 

 

a. 当該手順は、PAR 動作監視装置にて PAR の動作状態、原子炉建屋内水素濃度計にて原子炉建屋内の水素濃度を監視する手順であり、PAR の動作状態の監視等の必要な手段が示され

ていることを確認した。 

b. この手順では、中央制御室での監視等を 1名で実施するとしていることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.10-2 表 重大事故等対処設備に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

中央制御室のみの手順であることを確認した。 
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(2) 【自主対策】原子炉建屋ベント設備 
確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷が発生した場合、原子炉建屋内の水素濃度が可燃限界に達する前に、原子炉建屋ベント設備を開放することにより、原子炉建屋燃料取替床天井部に滞留

した水素を大気へ排出し、原子炉建屋原子炉棟の水素爆発を防止するものであり、そのための自主対策設備が、「第 1.10-1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手

順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

b. 操作手順 

 

c. 所要時間等 

 

a. 当該手順の着手は、原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度の上昇により格納容器ベントを実施したにもかかわらず原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度が低下しない場合には、原子炉建屋

ベント設備による水素ガス排出の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 当該手順は、原子炉建屋ベント設備の開放により、原子炉建屋内の水素を原子炉建屋外に排出する手順であり、「第 1.10-12 図 原子炉建屋ベント設備による水素排出 タイムチ

ャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

c. この手順では、原子炉建屋ベント設備の開放等を計 3名により、60分以内に実施するとしていることを確認した。 

    
(3)優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優先

順位が示されているか。 

 

 

 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷防止のための対応手順の選択について、「第 1.10-13 図 重大事故時の対応手段選択フローチャート」に

て明確化しており、以下に示す優先順位に従い実施する方針としていることを確認した。 

a. 原子炉ウェル注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において、ドライウェル主フランジ部からの水素漏えいを抑制するため、原子炉格納容器内の温度の上昇が

継続している場合で、原子炉格納容器頂部注水系（常設）が使用可能であれば原子炉格納容器頂部注水系（常設）による原子炉ウェルへの注水

を実施する。原子炉格納容器頂部注水系（常設）が使用不可能な場合は、原子炉格納容器頂部注水系（可搬型）による原子炉ウェルへの注水を

実施する。 

b. 原子炉建屋内の水素濃度監視及び原子炉建屋ベント 

原子炉建屋燃料取替床の水素濃度を原子炉建屋内水素濃度計により監視し、PAR 動作監視装置による PAR の動作状況を監視する。PAR の動作に

より、原子炉建屋内の水素濃度上昇は抑制されるが、仮に原子炉建屋原子炉棟内に漏えいした水素が PAR で処理しきれない場合は、原子炉建

屋内水素濃度計の指示値が 1.3vol%到達後非常用ガス処理系を停止するとともに、水素の発生源を断つため、原子炉建屋内水素濃度計指示値が

2.3vol%到達後格納容器ベント操作を実施する。 

それでもなお原子炉建屋内の水素濃度が低下しない場合は、原子炉建屋原子炉棟の水素爆発を防止するため、原子炉建屋ベント設備により水

素ガスの排出を実施する。 

 
1.10.2.3【技術的能力】水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備の電源を代替電源設備から給電する手順等 

確認結果（女川２号） 

炉心の著しい損傷が発生し、全交流動力電源又は直流電源が喪失した場合に、水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するために使用する設備へ代替電源設備により給電する手順を整備する方針であることを

確認した。代替電源設備により給電する手順については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する方針であることを確認した。 

 

 

 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.10-15 

表２ 自主対策における自主対策設備 

 

対応手段 設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

原子炉格納容器頂部注水系（常設）による原子

炉ウェル注水 

 

原子炉格納容器頂部注水系（可搬型）による原

子炉ウェル注水（淡水/海水） 

原子炉格納容器頂部注水

系（常設）及び原子炉格納

容器頂部注水系（可搬型） 

原子炉格納容器からの水素の漏えいを防止する効果に不確かさがあ

るものの、原子炉格納容器頂部を冷却することで、ドライウェル主フ

ランジのシール材の熱劣化を緩和することにより、原子炉建屋原子

炉棟内への水素ガスの漏えいを抑制するための手段となり得る。 

 

原子炉建屋ベント設備 原子炉建屋ベント設備 放射性物質の低減機能がないものの、原子炉建屋原子炉棟内に漏え

いした水素ガスが PAR で処理しきれない場合は、原子炉建屋原子炉

棟内における水素ガスの滞留を防止するための手段となり得る。 
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Ⅰ 要求事項の整理 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（以下「重大事故等防止技術的能力基準」という。）及び実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）において、使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等について以下のとおり要求している。 

あわせて、申請者の計画が、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備する方針であるかを確認するため、重大事故等防止技術的能力基準１．１１使用済燃料貯蔵

槽の冷却等のための手順等に関連する有効性評価における事故シーケンスグループ及び有効性評価で解析上考慮している対策を整理する。 

 

＜重大事故等防止技術的能力基準１．１１ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等＞ 

重大事故等防止技術的能力基準 【解釈】 

１．１１ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

 

１ 発電用原子炉設置者において、使用済燃料貯蔵槽の冷

却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽か

らの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯

蔵槽の水位が低下した場合において使用済燃料貯蔵槽

内の燃料体又は使用済燃料（以下「貯蔵槽内燃料体等」

という。）を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止

するために必要な手順等が適切に整備されているか、又

は整備される方針が適切に示されていること。 

 

２ 発電用原子炉設置者は、使用済燃料貯蔵槽からの大量

の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵

槽の水位が異常に低下した場合において貯蔵槽内燃料

体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止する

ために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整

備される方針が適切に示されていること。 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵

槽の水位が低下した場合」とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規技発第 1306193号（平成二十五

年 6月 19日原子力規制委員会決定））第３７条３－１(a)及び(b)で定義する想定事故１及び想定事故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の水位の低下をい

う。 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上

の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

ａ）想定事故１及び想定事故２が発生した場合において、代替注水設備により、使用済燃料貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止す

るために必要な手順等を整備すること。 

ｂ）想定事故１及び想定事故２が発生した場合において発生する水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響を及ぼす可能性がある場合は、当該悪影響を防止する

ために必要な手順等を整備すること。 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位が維持できない場合において、スプレイ設備により、燃料損傷を緩和し、臨界を防止するために必要な手順等を整備すること。 

ｂ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するための手順等を整備すること。 

４ 第１項及び第２項の手順等として、使用済燃料貯蔵槽の監視は、以下によること。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率について、燃料貯蔵設備に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定できるこ

と。 

ｂ）使用済燃料貯蔵槽の計測設備が、交流又は直流電源が必要な場合には、代替電源設備からの給電を可能とすること。 

 

＜設置許可基準規則第５４条＞（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 

（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

第五十四条 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の

冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽

からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料

貯蔵槽の水位が低下した場合において貯蔵槽内燃料体

等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するため

に必要な設備を設けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量

第５４条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵

槽の水位が低下した場合」とは、本規程第３７条３－１(a)及び(b)で定義する想定事故１及び想定事故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の水位の低下を

いう。 

 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 ａ）代替注水設備として、可搬型代替注水設備（注水ライン及びポンプ車等）を配備すること。 
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設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 

の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵

槽の水位が異常に低下した場合において貯蔵槽内燃料

体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止する

ために必要な設備を設けなければならない。 

 ｂ）代替注水設備は、設計基準対象施設の冷却設備及び注水設備が機能喪失し、又は小規模な漏えいがあった場合でも、使用済燃料貯蔵槽の水位を維持でき

るものであること。 

 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 ａ）スプレイ設備として、可搬型スプレイ設備（スプレイヘッダ、スプレイライン及びポンプ車等）を配備すること。 

 ｂ）スプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽の水位が維持できない場合でも、燃料損傷を緩和できるものであること。 

 ｃ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するための設備を整備すること。 

 

４ 第１項及び第２項の設備として、使用済燃料貯蔵槽の監視は、以下によること。 

 ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率について、燃料貯蔵設備に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定可能であ

ること。 

 ｂ）これらの計測設備は、交流又は直流電源が必要な場合には、代替電源設備からの給電を可能とすること。 

 ｃ）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視できること。 

 

  

＜有効性評価における事故シーケンス等で必要となる対策（手順等）＞ 

有効性評価における事故シーケンスグループ等 有効性評価で解析上考慮している対策（手順等） 

4.1想定事故１ 

4.2想定事故２ 

燃料プール代替注水系（常設配管）による使用済燃料プールへの注水 

4.2想定事故２ サイフォン現象による使用済燃料プール水漏えい発生時の漏えい抑制 

2.3全交流動力電源喪失 

2.4崩壊熱除去機能喪失 

3.1雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

3.4水素燃焼 

5.1崩壊熱除去機能喪失（停止中） 

5.2全交流動力電源喪失（停止中） 

燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱 
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Ⅱ 審査の視点・審査確認事項と確認結果 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第５４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１１項（以下「第５４条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であるか。 

 

1.11.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１.対応手段と設備を選定するための考え方について 

１）対応手段と設備の選定の考え方が、「第５４条等」に示されてい

る要求事項と一致していることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針

であることを確認する。 

 

 

 

 

１）使用済燃料貯蔵槽（以下「使用済燃料プール」という。）の冷却機能は、残留熱除去系（燃料プール水の冷却機能）及び燃料プール冷却浄化

系による冷却機能である。注水機能は、残留熱除去系（残留熱除去系ポンプによる補給機能）及び復水補給水系による注水機能である。これ

らの冷却及び注水機能が故障等により喪失した場合、 又は使用済燃料プールに接続する配管の破断等による使用済燃料プールの小規模な水

の漏えいにより水位の低下が発生した場合は、その機能を代替するために、各設計基準対象施設が有する機能、相互関係を明確にした上で、

想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定する。また、使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能喪失時、又は

使用済燃料プールの小規模な漏えい発生時において、発生する水蒸気による重大事故等対処設備への悪影響を防止するための対応手段及び重

大事故等対処設備を選定する。さらに、使用済燃料プールから大量の水が漏えいし、使用済燃料プールの水位が維持できない場合を想定し、

使用済燃料プールへのスプレイにより使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷を緩和するための対応手段及び重大事故等対処設備を選

定するとしており、「第５４条等」に示された要求事項と一致していることを確認した。 

 

２）「第５４条等」に示された要求事項を踏まえ、設計基準事故対処設備が故障した場合は、その機能を代替するために各設計基準事故対処設備

が有する機能、相互関係を明確にした上で、想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定するとしていること、重大事

故等対処設備の他に、柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※１を選定するとしており、申請者が、対策の抽出を行い、自

主的に上記１）以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

※１ 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況によ

っては、事故対応に有効な設備。 
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(2) 対応手段と設備の選定の結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．対応手段と設備の選定結果について 

 

１）対応手段の選定にあたり、フォールトツリー解析等により機能

喪失の原因分析を行っている場合、その分析結果を踏まえて網羅

的に対応手段が選定されているか確認する。 

 

①機能喪失原因対策分析で想定する故障想定が適切であることを

確認する。 

 

 

②機能喪失原因対策分析結果を踏まえ、対応手段が網羅的に選定さ

れていることを確認する。その際、少なくとも①で想定する故障

に直接関連する機器の機能喪失時の対応手段※が選定されている

ことを確認する。 

  また、対応策を講じない故障がある場合、その理由等を確認す

る。 

（例；1.2高圧時冷却における冷却機能喪失） 

※ 1.2 高圧時冷却であれば、対象となる設備は原子炉隔離時冷却

系及び高圧炉心注水系であり、対応手段は高圧代替注水系によ

る原子炉圧力容器への注水、原子炉隔離時冷却系の現場操作に

よる起動による原子炉圧力容器への注水等となる。FT 図では、

設定したフォールトツリーの頂上事象の下に論理ゲート含めて

機能喪失原因が展開される。 

 

 

２）第５４条等における要求事項に対応した手順等が選定されてい

るか確認する。 

  また、有効性評価（第３７条）において位置付けられた重大事

故対処設備及び手順等が含まれているか確認する。 

 

 

 

 

１）機能喪失原因対策分析結果を踏まえた選定結果の確認 

 

 

 

①機能喪失対策分析の結果（「第 1.11－1図 機能喪失原因対策分析」参照）、フロントライン系の故障として、復水補給水系ポンプの故障、燃

料プール冷却浄化系ポンプの故障、残留熱除去系ポンプの故障等を想定する。また、サポート系の故障として、原子炉補機冷却水系（原子炉

補機冷却海水系を含む。）喪失、全交流動力電源喪失、直流電源喪失を想定することを確認した。 

 

②機能喪失対策分析結果を踏まえ、網羅的に対応する代替手段が選定されていることを確認した。想定する故障と対応策との関係について、「第

1.11－1図 機能喪失原因対策分析」に示されていることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）第５４条等及び有効性評価（第３７条）に対応する重大事故等対処設備及び手順等についての確認結果を以下に示す。具体的な確認内容につ

いては、「表１ 規制要求事項に対応する手順」のとおり。 

 

第５４条等の要求事項を満たすため、以下の設備及び手順等を整備する方針としていることを確認した。 

①  使用済燃料プールへの代替注水のための大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の設備及び手順等 

②  使用済燃料プールからの除熱のための設備及び手順等 

③  使用済燃料プールへのスプレイのための大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の設備及び手順等 

④  原子炉建屋への放水のための大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲等の設備及び手順等 

⑤ 状態監視（使用済燃料プールの温度、水位等の計測）のための設備及び手順等 

⑥ 状態監視設備に給電するためのガスタービン発電機等の代替電源設備及び手順等 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

有効性評価（第３７条）において、「想定事故１」及び「想定事故２」における燃料損傷を防止するための重大事故等対処設備及び手順等とし

て以下を整備する方針としていることを確認した。 

① 使用済燃料プールへの代替注水を行うための設備及び手順等 

② 使用済燃料プールを監視するための設備及び手順等 

③ 上記設備のための代替電源設備及び手順等 

 

また、使用済燃料プールで発生した熱を燃料プール冷却浄化系から原子炉補機代替冷却水系を介して最終ヒートシンクへ輸送するため、以下の

設備及び手順等を整備するとしていることを確認した。 

④  使用済燃料プールからの除熱のための設備及び手順等 
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表１ 規制要求事項に対応する手順 

      ○「第５４条等」で求められている手順 

規制要求事項 確認結果（女川２号） 

【設備（配備）】※１ 第５４条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は

使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽

の水位が低下した場合」とは、本規程第３７条３－１(a)及び(b)で定義する想定

事故１及び想定事故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の水位の低下をいう。 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を

防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）代替注水設備として、可搬型代替注水設備（注水ライン及びポンプ車等）を配

備すること。 

ｂ）代替注水設備は、設計基準対象施設の冷却設備及び注水設備が機能喪失し、又

は小規模な漏えいがあった場合でも、使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できるもの

であること。 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界

を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の

効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）スプレイ設備として、可搬型スプレイ設備（スプレイヘッダ、スプレイライン

及びポンプ車等）を配備すること。 

ｂ）スプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽の水位が維持できな

い場合でも、燃料損傷を緩和できるものであること。 

ｃ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するための設備を

整備すること。 

４ 第１項及び第２項の設備として、使用済燃料貯蔵槽の監視は、以下によること。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率について、燃料貯蔵設備

に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定可能であるこ

と。 

ｂ）これらの計測設備は、交流又は直流電源が必要な場合には、代替電源設備から

の給電を可能とすること。 

ｃ）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視できること。 

 

（【設備（措置）】※２ は要求事項になし） 

 

要求事項について、以下のとおり適合していることを確認した。 

１想定事故 1及び想定事故２を対象としていることを確認した。 

２ａ）使用済燃料プールへの代替注水。そのために、大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）、燃料プール代替注水系（常設配管）、ホース、ホース延長回収車及び

注水用へッダを重大事故等対処設備として新たに整備することを確認し

た。 

ｂ）大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、ディーゼル駆動であり、淡水（淡水貯

水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））又は海水を水源とすることで設計

基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプに対して多様性を有し、大容

量送水ポンプ（タイプⅠ）が使用済燃料プールの水位を維持するために必

要な容量を有することを確認した。 

３ａ）使用済燃料プールへのスプレイ及び原子炉建屋への放水砲等による放水。

そのために、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、スプレイノズル、燃料プー

ルスプレイ系（常設配管）、ホース、ホース延長回収車、注水用ヘッダ、

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲を重大事故等対処設備として新

たに整備することを確認した。 

ｂ）燃料損傷を緩和するため、スプレイ設備は使用済燃料プール全域に必要な

流量でスプレイできる設計とすることを確認した。 

ｃ）原子炉建屋への放水のための大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲等の

設備及び手順等（第５５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１２関

係）」において整理。 

４ａ）使用済燃料プールの状態監視。そのために、使用済燃料プール水位／温度

計（ヒートサーモ式）、使用済燃料プール水位／温度計（ガイドパルス式）

及び使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量）を重大事

故等対処設備として新たに整備する。使用済燃料プール水位／温度計（ヒ

ートサーモ式）及び使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低

線量）は、重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり状態監視

が可能な設計とすることを確認した。 

ｂ）状態監視設備は代替電源設備であるガスタービン発電機等からの給電に対

応した設計とすることを確認した。 

ｃ）使用済燃料プール監視カメラを重大事故等対処設備として新たに整備する

ことを確認した。 
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【技術的能力】※３ １．１１ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失し、又は

使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽

の水位が低下した場合」とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造

及び設備の基準に関する規則の解釈（原規技発第 1306193 号（平成２５年６月１

９日原子力規制委員会決定））第３７条３－１(a)及び(b)で定義する想定事故１

及び想定事故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の水位の低下をいう。 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を

防止するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効

果を有する措置を行うための手順等をいう。 

ａ）想定事故１及び想定事故２が発生した場合において、代替注水設備により、

使用済燃料貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止する

ために必要な手順等を整備すること。 

ｂ）想定事故１及び想定事故２が発生した場合において発生する水蒸気が重大事

故等対処設備に悪影響を及ぼす可能性がある場合は、当該悪影響を防止するた

めに必要な手順等を整備すること。 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界

を防止するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位が維持できない場合において、スプレイ設備により、

燃料損傷を緩和し、臨界を防止するために必要な手順等を整備すること。 

ｂ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するための手順

等を整備すること。 

４ 第１項及び第２項の手順等として、使用済燃料貯蔵槽の監視は、以下によるこ

と。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率について、燃料貯蔵設

備に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定できるこ

と。 

ｂ）使用済燃料貯蔵槽の計測設備が、交流又は直流電源が必要な場合には、代替

電源設備からの給電を可能とすること。 

 

１想定事故 1及び想定事故２を対象としていることを確認した。 

２ａ）想定事故１及び想定事故２が発生した場合において、代替注水設備により、

使用済燃料貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止する

ために必要な手順等を以下のとおり整備することを確認した。 

○使用済燃料プールへの代替注水のための大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等

の設備及び手順等 

２ｂ）想定事故１及び想定事故２が発生した場合において発生する水蒸気が重大

事故等対処設備に悪影響を及ぼす可能性がある場合は、当該悪影響を防止する

ために必要な手順等を以下のとおり整備することを確認した。 

  〇使用済燃料プールからの除熱のための設備及び手順等 

３ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位が維持できない場合において、スプレイ設備によ

り、燃料損傷を緩和し、臨界を防止するために必要な手順等を以下のとおり整

備することを確認した。 

  ○使用済燃料プールへのスプレイのための大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等

の設備及び手順等 

３ｂ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するための手

順等を以下のとおり整備することを確認した。 

○原子炉建屋への放水のための大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲等の

設備及び手順等 

４ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率について、燃料貯蔵

設備に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定でき

るよう、以下の手順等を整備することを確認した。 

  ○状態監視（使用済燃料プールの温度、水位等の計測）のための設備及び手

順等 

４ｂ）使用済燃料貯蔵槽の計測設備が、代替電源設備からの給電を可能とするよ

う、以下の手順等を整備することを確認した。 

○状態監視設備に給電するためのガスタービン発電機等の代替電源設備及

び手順等 

なお、この手順は「1.14 電源の確保に関する手順等｣にて整備するとして

いることを確認した。 

※１；【設備（設置/配備）】：設置許可基準規則第５４条のうち、設備等の設置に関する要求事項 

※２；【設備（措置）】：【設備（設置/配備）】以外の要求事項 

※３；【技術的能力】：重大事故等防止技術的能力基準 1.11 

○設置許可基準３７条（有効性評価）で求められている手順：「燃料プール代替注水系（常設配管）による使用済燃料プールへの注水」、「サイフォン現象による使用済燃料プール水漏えい発生時

の漏えい抑制」、「燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱」 
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1.11.2 重大事故等時の手順等 

(1)規制要求に対する設備及び手順等について 

a.第５４条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

１）第５４条等に基づく要求事項に対応するための対策

とそのために必要な重大事故等対処設備を整備すると

していることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）１）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順

等の方針が第４３条等に基づく要求事項に適合してい

るか。 

 

①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力

基準 1.0 項（手順等に関する共通的な要求事項）

等を踏まえて、手順着手の判断基準、具体的な計

測可能なパラメータ、手順着手の判断に必要な計

器等が示されていることを確認する。 

 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に

必要な人員、作業時間等が示されていることを確

認する。 

 

 

 

 

 

 

 

第５４条等の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.11.2.1以降に示す。 

 

１）対策と設備 

第５４条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認した。 

a. 使用済燃料プールへの代替注水。そのために、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、燃料プール代替注水系（常設配管）、ホース、ホース延長回収車及び

注水用ヘッダを重大事故等対処設備として新たに整備する。 

b． 燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールからの除熱、そのために、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を重大事故等対処設

備として新たに整備する。 

c. 使用済燃料プールへのスプレイ及び原子炉建屋への放水砲等による放水。そのために、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、スプレイノズル、燃料プール

スプレイ系（常設配管）、ホース、ホース延長回収車、注水用ヘッダ、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲を重大事故等対処設備として新たに整

備する。 

d. 使用済燃料プールの状態監視。そのために、使用済燃料プール水位／温度計（ヒートサーモ式）、使用済燃料プール水位／温度計（ガイドパルス式）、

使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量）及び使用済燃料プール監視カメラを重大事故等対処設備として新たに整備する。 

 

２）手順等の方針 

 

①手順着手の判断基準等及び②必要な人員等 

１）に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。また、それぞれの手順における具体的な計測可能なパラメータ等につ

いては「第1.11－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に示されていることを確認した。 

 

a.「使用済燃料プールへの代替注水」のための手順 

燃料プール水位低警報又は温度高警報が発生した場合、若しくは、使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し復旧が見込めない場合には、燃

料プール代替注水系（常設配管）による使用済燃料プールへの代替注水の手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の配置、系

統の構成等を計 13名により、380分以内に実施する。 

また、燃料プール代替注水系（常設配管）が使用できない場合には、原子炉建屋大物搬出入口を経由し、燃料プール代替注水系（可搬型）による使用

済燃料プールへの代替注水の手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の配置、系統の構成等を計 13名により、380分以内に実

施する。 

なお、原子炉建屋大物搬出入口を経由できない場合には、原子炉建屋扉を経由し、燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの代替

注水の手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の配置、系統の構成等を計13名により、380分以内に実施する。 

 

b．「燃料プールへのスプレイ」のための手順 

使用済燃料プールへの注水を行っても、水位低下が継続する場合又は使用済燃料貯蔵ラック上端＋6mを下回る水位低下を確認した場合には、燃料プー

ルスプレイ系（常設配管）による使用済燃料プールへのスプレイの手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備及びホース接

続、系統の構成等を計13名により、380分以内に実施する。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルー

トの確保、通信設備や防護具など必要な装備を整

備するとしていること、作業環境（作業空間、温

度等）に支障がないことを確認する。 

また、燃料プールスプレイ系（常設配管）が使用できない場合には、原子炉建屋大物搬出入口を経由し、燃料プール代替注水系（可搬型）による使用

済燃料プールへのスプレイの手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の配置、系統の構成等を計 13名により、380分以内に実

施する。 

なお、原子炉建屋大物搬出入口を経由できない場合には、原子炉建屋扉を経由し、燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへのスプ

レイの手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の配置、系統の構成等を計13名により、380分以内に実施する。 

 

c.「原子炉建屋への放水」のための手順 

原子炉建屋への放水に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１２ 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等（第５５条

及び重大事故等防止技術的能力基準１．１２関係）」において整理。 

 

d.「使用済燃料プールの状態監視」のための手順 

全交流動力電源又は直流電源が喪失している場合には、代替電源設備からの給電を確認する。 

 

e.「燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールからの除熱」のための手順 

全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失により使用済燃料プールからの除熱機能が失われた後、常設

代替電源設備等からの給電が完了している場合であって、原子炉補機代替冷却水系による補機冷却水が確保されている場合には、燃料プール冷却浄化系

による使用済燃料プールからの除熱の手順に着手する。この手順では、燃料プール冷却浄化系ポンプの起動等を 1名により、20分以内に実施する。 

 

③作業環境等 

a)必要な手順等を明確化していること、b)大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等による代替注水及びスプレイの手順等について、接続作業、ポンプの起動

等を定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うこと、c)大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配置、ホースの接続等、冷却水の供給設備の手順

等を定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、d)大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配置、ホースの接続等を行う作業環境

（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していること、e)移動経路を確保していること、f)照明により夜間等でのアクセス性を確保していること、

g)必要な通信連絡設備を確保していることなどを確認した。 

 

b.第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

１）有効性評価（第３７条）等において位置付けた対策

とそのために必要な重大事故等対処設備を整備すると

していることを確認する。 

 

 

第３７条の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.11.2.1以降に示す。 

 

１）対策と設備 

有効性評価（第３７条）において、使用済燃料プールへの注水、燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールからの除熱、使用済燃料プールの監視、

及びそれらの設備への代替給電を必要な対策としていることを確認した。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.11-11 

２）１）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順

等の方針が第４３条等に基づく要求事項に適合してい

るか。 

①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力

基準第 1.0項（手順等に関する共通的な要求事項）

等を踏まえて、手順着手の判断基準、具体的な計

測可能なパラメータ、手順着手の判断に必要な計

器等が示されていることを確認する。 

 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に

必要な人員、作業時間等が示されていることを確

認する。 

 

③選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルー

トの確保、通信設備や防護具など必要な装備を整

備するとしていること、作業環境（作業空間、温

度等）に支障がないことを確認する。 

２）手順等の方針 

これらの対策は（１）a.２）a.、b.及び d.と同じであるため、必要な重大事故等対処設備も同じであることを確認した。また、これらに関する重大

事故等対処設備の設計方針及び手順等の方針も同じであることを確認した。 

 

  

(2)優先順位について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）重大事故等防止技術的能力基準第４３条（手順等に関

する共通的な要求事項）等を踏まえて、優先すべき手順・

操作等が明確になっていることを確認する。 

 

第５４条等に基づき、フロントライン系故障時及びサポート系故障時の手順について、使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失した場合の対応

手段毎に優先すべき手順・操作等を明確化していることを確認した。 

個別手順の優先順位に関する確認内容については、1.11.2.1以降に示す。 

 

(3)自主的対策のための設備及び手順等について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）自主的対策を含め重大事故等への対処が確実に実施さ

れる方針であるか。 

①自主的対策のための手順毎に、自主対策設備が示され

ていること、自主対策設備として位置付ける理由が示

されていることを確認する。 

②自主的対策のための手順毎に、手順着手の判断基準、

具体的な操作内容、必要な人員数及び作業時間等が示

されていることを確認する。 

 

 

申請者は、自主的な対策として、使用済燃料プールへの代替注水、スプレイ及び漏えい緩和のための自主対策設備及び手順等を整備するとしていることを

確認した。 

 

（１）使用済燃料プールへの代替注水のための設備及び手順等 

使用済燃料プールへの代替注水のための設備及び手順等についての主な確認結果については以下のとおり。具体的な個別手順の確認結果については、

1.11.2.1以降に示す。 

 

①対策と設備 

使用済燃料プールへの代替注水のための設備（「表２ 自主対策における自主対策設備」参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確

認した。 
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②主な手順等及び手順着手の判断基準等 

a.「使用済燃料プールへの代替注水のための設備及び手順等」 

燃料プール水位低警報又は温度高警報が発生した場合、若しくは、使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し復旧が見込めない場合であっ

て、ろ過水タンクが使用できる場合には、ろ過水ポンプ等による使用済燃料プールへの代替注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、ろ過

水ポンプ等の起動、使用済燃料プールへの注水を計 3名により、45分以内に実施する。 

 

（２）使用済燃料プールへのスプレイのための設備及び手順等 

使用済燃料プールへのスプレイのための設備及び手順等についての主な確認結果については以下のとおり。具体的な個別手順の確認結果については、

1.11.2.1以降に示す。 

 

①  対策と設備 

使用済燃料プールへのスプレイのための設備（「表２ 自主対策における自主対策設備」参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確

認した。 

 

② 主な手順等及び手順着手の判断基準等 

a.「使用済燃料プールへのスプレイのための設備及び手順等」 

燃料プール水位低警報が発生した場合であって、使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合、又は、使用済燃料貯蔵ラック上端＋

6mを下回る水位低下を確認した場合であって、火災が発生していない場合には、化学消防自動車及び大型化学高所放水車による燃料プールスプレイ系（常

設配管）を用いた使用済燃料プールへのスプレイの手順に着手する。水源としてろ過水タンクを使用する。この手順では、ホースの敷設、化学消防自動

車及び大型化学高所放水車の起動、使用済燃料プールへのスプレイを計 7名により、125分以内に実施する。 

 

（３）使用済燃料プールからの水の漏えいを緩和するための設備及び手順等 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいを緩和するための設備及び手順等についての主な確認結果については以下のとおり。具体的な個別手順の確認

結果については、1.11.2.1以降に示す。 

 

① 対策と設備 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えいを緩和するための設備（「表２ 自主対策における自主対策設備」参照）を用いた主な手順等は以下のとおり

としていることを確認した。 

 

② 主な手順等及び手順着手の判断基準等 

a.「使用済燃料プールからの水の漏えいを緩和するための設備及び手順等」 

燃料プール水位低警報が発生した場合であって、使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合、又は、使用済燃料貯蔵ラック上端＋

6mを下回る水位低下を確認した場合には、使用済燃料プールにおいて、ステンレス鋼板等を用いた水の漏えいの緩和に着手する。この手順では、漏えい

部への鋼板の設置等を計 3名により、180分以内に実施する。 
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○個別手順の確認 

審査の視点及び確認事項 

１）対策と設備 

 対応する対策とそのために必要な設備が整理され、明示されていることを確認する。｛対策と設備｝※ 

 ※1.11.2.1以降の「審査の視点及び確認事項」には、便宜的に｛ ｝内の事項で表記する。以下同じ。 

 

２）手順等の方針 

○規制要求に対応する手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a.判断基準が明確（具体的な数値若しくは状況を示している）であることを確認する。｛判断基準｝ 

b.示された判断基準により手順が適切に着手できるか。（どのような場合に手順に着手するか確認する）｛着手タイミング｝ 

c.手順着手の判断に必要な計器が特定され、整理されているか確認する。｛判断計器｝ 

②必要な人員等 

a.操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されているか。｛操作手順｝ 

b.手順の所要時間及び人員数が適切であることを、有効性評価（第３７条）で確認した内容や訓練実績等を用いて確認する。｛所要時間等｝ 

c.操作に必要な計器類が示されていることを確認する。｛操作計器｝ 

③アクセスルートの確保等 

a.作業場におけるアクセスルートが確保されていることを確認する。｛アクセスルート｝ 

b.通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしていることを確認する。｛通信設備等｝ 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。｛作業環境｝ 

 ※ 現場操作を伴わない中央制御室のみで作業を実施する手順については、その旨を記載し、a.～c.についての記載は不要とする。 

 

○自主的対策手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準が示されていることを確認する。｛判断基準｝ 

b. 操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されていることを確認する。｛操作手順｝ 

c. 手順の所要時間及び人員数が示されていることを確認する。｛所要時間等｝ 
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1.11.2.1 使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時又は使用済燃料プール水の小規模な漏えい発生時の手順等 

(1) 燃料プール代替注水 

1) 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】燃料プール代替注水系（常設配管）による使用済燃料プールへの注水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失、又は使用済燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合に、代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））

を水源として燃料プール代替注水系（常設配管）を使用した大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により、使用済燃料プールへの注水を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.11

の解釈 2a)にて求められている「想定事故１及び２が発生した場合の代替注水設備」に係る手段であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。

そのための設備については、「第 1.11－1表 機能喪失を想定する設計基準対象施設と整備する手順」に整理され、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、燃料プール代替注水系（常設配管）、

ホース、ホース延長回収車及び注水用ヘッダを重大事故等対処設備として新たに整備するとしていることを確認した。 

（※）「想定事故１」及び「想定事故２」についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 

 ①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 当該手順の着手は、燃料プール水位低警報又は温度高警報が発生した場合、若しくは、使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し復旧が見込めない場合には、燃料プール

代替注水系（常設配管）による使用済燃料プールへの代替注水の手順に着手するとしていることから、作業着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「燃料プール水位低警報又は温度高警報が発生した場合、若しくは、使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し復旧が見込めない場合」を「使用済燃料プ

ールの監視」で確認すること等により、適切に手順着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「使用済燃料プールの監視」等であること、その監視項目のための計器が、「使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）」等であるこ

とを確認した。また、それらの計器が「第 1.11－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、代替淡水源を水源とし、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により使用済燃料プールへ注水する手順であり、「第 1.11－6 図～第 1.11－8 図 燃料プール代替注水系（常

設配管）による使用済燃料プールへの注水 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の配置、系統の構成等を計 13名により、380分以内に実施することを確認した。また、有効性評価（第３７条）に対して整合して

いることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.11－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 燃料プール代替注水系（常設配管）を使用した代替注水は、使用済燃料プール付近の線量率が上昇した場合でも使用済燃料プールに接近する必要がないよう、原子炉建屋の外での

操作が可能な設計とすることを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.11.3-1において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、車両付属の作業用照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携帯しており、夜間においても接近可能である。 

また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 

・通信設備等について、通信連絡設備（送受話器、電力保安通信用電話設備、衛星電話設備、無線連絡設備）のうち、使用可能な設備により、発電所対策本部に連絡する。 

・作業環境について、車両付属の作業用照明、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保しており、放射性物質が放出される可能性があること

から、操作は防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.11-15 

2) 【技術的能力】燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの注水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失、又は使用済燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合に、代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））

を水源として、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により使用済燃料プールへの注水を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.11 の解釈 2a)にて求められている「想定事故１

及び２が発生した場合の代替注水設備」に係る手段である。そのための設備は、「第 1.11－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理され、大容量送水

ポンプ（タイプⅠ）、燃料プール代替注水系（常設配管）、ホース、ホース延長回収車及び注水用ヘッダを重大事故対処設備として新たに整備するとしていることを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

 

a. 使用済燃料プール注水の手順着手の条件に至った場合であって、燃料プール代替注水系（常設配管）が使用できない場合には、原子炉建屋大物搬入口を経由し、原子炉建屋大物搬

入口を経由できない場合には、原子炉建屋扉を経由し、燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの代替注水の手順に着手するとしていることから、作業着手の

判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「燃料プール水位低警報又は温度高警報が発生した場合、若しくは、使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し復旧が見込めない場合」を「使用済燃料プ

ールの監視」で確認すること等により、適切に手順着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「使用済燃料プールの監視」等であること、その監視項目のための計器が、「使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）」等であるこ

とを確認した。また、それらの計器が「第 1.11－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、代替淡水源を水源とし、使用済燃料プールへホースを敷設し、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により使用済燃料プールへ注水する手順であり、「第 1.11－10図 燃料

プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの注水 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の配置、系統の構成等を計 13名により、380分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.11－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 通信設備による必要な連絡手段を確保していることを確認した。 

c. 作業場の室温は通常運転状態と同程度であり、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.11.3-2において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、車両付属の作業用照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携帯しており、夜間においても接近可能である。 

また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 

・通信設備等について、通信連絡設備（送受話器、電力保安通信用電話設備、衛星電話設備、無線連絡設備）のうち、使用可能な設備により、発電所対策本部に連絡する。 

・作業環境について、車両付属の作業用照明、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保しており、放射性物質が放出される可能性があること

から、操作は防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 

 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.11-16 

3) 【自主対策】ろ過水ポンプによる使用済燃料プールへの注水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失、又は使用済燃料プールの小規模な水の漏えいが発生した場合に、ろ過水タンクを水源として、ろ過水ポンプにより、

ろ過水系配管、補給水系配管、残留熱除去系配管及び燃料プール冷却浄化系配管を経由して使用済燃料プールへの注水を行う。そのための自主対策設備については、「第 1.11－1表 機

能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策設

備」のとおり。 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

 

b. 操作手順 

 

c. 所要時間等 

 

a. 燃料プール水位低警報又は温度高警報が発生した場合、若しくは、使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し復旧が見込めない場合であって、ろ過水タンクが使用でき

る場合には、ろ過水ポンプ等による使用済燃料プールへの代替注水の手順に着手するとしていることを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認し

た。 

b. 当該手順は、ろ過水タンクを水源とし、ろ過水ポンプにより使用済燃料プールへの注水するものであり、「第 1.11－12図 ろ過水ポンプによる使用済燃料プールへの注水 タイム

チャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

c. この手順では、系統の構成、ろ過水ポンプ等の起動、使用済燃料プールへの注水を計 3名により、45分以内に実施するとしていることを確認した。 

 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.11-17 

1.11.2.2 使用済燃料プールからの大量の水の漏えい発生時の手順等 

(1) 燃料プールスプレイ 

1) 【技術的能力】燃料プールスプレイ系（常設配管）による使用済燃料プールへのスプレイ 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、使用済燃料プールからの大量の水の漏えいにより使用済燃料プールの水位が異常に低下し、燃料プール代替注水設備による注水を実施しても水位を維持できない場合に、

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により、燃料プールスプレイ系（常設配管）による使用済燃料プールへのスプレイを行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.11の解釈 3a)、

3b)にて求められている「使用済燃料貯蔵槽の水位が維持できない場合においてスプレイ設備による臨界防止等に必要な手順を整備すること」等に係る手段である。そのための設備に

ついては、「第 1.11－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理されており、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、スプレイノズル、燃料プールスプレイ系

（常設配管）、ホース、ホース延長回収車及び注水用ヘッダを重大事故等対処設備として新たに整備するとしていることを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合又は使用済燃料貯蔵ラック上端＋6mを下回る水位低下を確認した場合には、燃料プールスプレイ系（常設配管）によ

る使用済燃料プールへのスプレイの手順に着手するとしており、作業着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合又は使用済燃料貯蔵ラック上端＋6mを下回る水位低下を確認した場合」を「使用済燃料プールの監

視」で確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「使用済燃料プールの監視」等であること、その監視項目のための計器が「燃料プール水位低 警報」等であることを確認した。また、そ

れらの計器が、「第 1.11－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該操作手順は、代替淡水源を水源とし、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により使用済燃料プールへスプレイする手順であり、「第 1.11－14 図～第 1.11－16 図 燃料プールスプ

レイ系（常設配管）による使用済燃料プールへのスプレイ タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の配置、系統の構成等を計 13名により、380分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.11－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 燃料プールスプレイ系（常設配管）及びスプレイノズルを使用したスプレイは、使用済燃料プール付近の線量率が上昇した場合でも使用済燃料プールに接近する必要がないよう、

原子炉建屋の外での操作が可能な設計とすることを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.11.3-4において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、車両付属の作業用照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携帯しており、夜間においても接近可能である。 

また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 

・通信設備等について、通信連絡設備（送受話器、電力保安通信用電話設備、衛星電話設備、無線連絡設備）のうち、使用可能な設備により、発電所対策本部に連絡する。 

・作業環境について、車両付属の作業用照明・可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保しており、放射性物質が放出される可能性があること

から、操作は防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.11-18 

2) 【技術的能力】燃料プールスプレイ系（可搬型）による使用済燃料プールへのスプレイ 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、使用済燃料プールからの大量の水の漏えいにより、使用済燃料プールの水位が異常に低下し、使用済燃料プール注水設備による注水を実施しても水位を維持できない場

合に、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等により、燃料プールスプレイ系（可搬型）による使用済燃料プールへのスプレイを行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.11の解

釈 3a)、3b)にて求められている「使用済燃料貯蔵槽の水位が維持できない場合においてスプレイ設備による臨界防止等に必要な手順を整備すること」等に係る手段である。このため

の設備については、「第 1.11－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理されており、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、スプレイノズル、燃料プールス

プレイ系（常設配管）、ホース、ホース延長回収車及び注水用ヘッダを重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 使用済燃料プールスプレイの手順着手の条件に至った場合であって、燃料プールスプレイ系（常設配管）が使用できない場合には、原子炉建屋大物搬入口を経由し、原子炉建屋大

物搬入口を経由できない場合には、原子炉建屋扉を経由し、燃料プールスプレイ系（可搬型）による使用済燃料プールへのスプレイの手順に着手するとしていることから、作業着

手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 判断基準である「使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合又は使用済燃料貯蔵ラック上端＋6mを下回る水位低下を確認した場合」を「使用済燃料プールの監

視」で確認すること等により、適切に手順着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「使用済燃料プールの監視」等であること、その監視項目のための計器が、「燃料プール水位低 警報」等であることを確認した。また、そ

れらの計器が「第 1.11－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、代替淡水源を水源とし、使用済燃料プールへホースを敷設し、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により使用済燃料プールへスプレイする手順であり、「第 1.11－18図 燃

料プールスプレイ系（可搬型）による使用済燃料プールへのスプレイ タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の配置、系統の構成等を計 13名により、380分以内に実施するとしていることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.11－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 通信設備による必要な連絡手段を確保していることを確認した。 

c. 作業場の室温は通常運転状態と同程度であり、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.11.3-5において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、車両付属の作業用照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携帯しており、夜間においても接近可能である。 

また、アクセスルート上に支障となる設備はない。 

・通信設備等について、通信連絡設備（送受話器、電力保安通信用電話設備、衛星電話設備、無線連絡設備）のうち、使用可能な設備により、発電所対策本部に連絡する。 

・作業環境について、車両付属の作業用照明・可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保しており、放射性物質が放出される可能性があること

から、操作は防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 

 

3) 【自主対策】化学消防自動車及び大型化学高所放水車による燃料プールスプレイ系（常設配管）を用いた使用済燃料プールへのスプレイ 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、使用済燃料プールからの大量の水の漏えいにより使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合に、化学消防自動車及び大型化学高所放水車により、使用済燃料プール

へのスプレイを行うものであり、そのための自主対策設備が、「第 1.11－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自

主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 
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２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

 

b. 操作手順 

 

c. 所要時間等 

 

a. 燃料プール水位低警報が発生した場合であって、使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合、又は、使用済燃料貯蔵ラック上端＋6mを下回る水位低下を確認し

た場合であって、火災が発生していない場合には、化学消防自動車及び大型化学高所放水車による燃料プールスプレイ系（常設配管）を用いた使用済燃料プールへのスプレイの手

順に着手することを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 当該手順は、ろ過水タンクを水源とし、化学消防自動車及び大型化学高所放水車により使用済燃料プールへスプレイする手順であり、「第 1.11－20図 化学消防自動車及び大型化

学高所放水車による使用済燃料プールへのスプレイ タイムチャート」を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

c. この手順では、ホースの敷設、化学消防自動車及び大型化学高所放水車の起動、使用済燃料プールへのスプレイを計 7名により、125分以内に実施するとしていることを確認した。 

 

 (2) 漏えい緩和 

1) 【自主対策】使用済燃料プール漏えい緩和 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、使用済燃料プールからの大量の水の漏えいが発生した場合において、あらかじめ準備している漏えい抑制のための資機材（ステンレス鋼板等）を用いて、使用済燃料プ

ール内側からの漏えい緩和を行うものであり、そのための自主対策設備が、「第 1.11－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されていることを確認

した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

 

b. 操作手順 

 

c. 所要時間等 

 

a. 燃料プール水位低警報が発生した場合であって、使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合、又は、使用済燃料貯蔵ラック上端＋6mを下回る水位低下を確認し

た場合には、使用済燃料プールにおいて、ステンレス鋼板等を用いた水の漏えいの緩和に着手することを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確

認した。 

b. 当該手順は、ステンレス鋼板へのシール材の接着、貫通穴付近まで吊り下げ等を行うものであり、「第 1.11－22 図 使用済燃料プールからの漏えい緩和 タイムチャート」を踏ま

え、必要な手段が示されていることを確認した。 

c. この手順では、漏えい部への鋼板の設置等を計 3名により、180分以内に実施するとしていることを確認した。 

 

(3) 原子炉建屋への放水 

1) 【技術的能力】大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲等による原子炉建屋への放水 

確認結果（女川２号） 

当該手順は、原子炉建屋への放水として大容量送水ポンプ（タイプⅡ）を用いた放水砲による原子炉建屋への放水を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.11 の解釈 3b)にて求められている「燃料損

傷時にできる限り環境への放射性物質の放出を低減するための手順の整備」に係る手段である。大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲等による原子炉建屋への放水に関する設備及び手順等は「1.12 発電所外へ

の放射性物質の拡散を抑制するための手順等｣にて整備するとしていることを確認した。 
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1.11.2.3 重大事故等発生時における使用済燃料プールの監視のための手順等 

(1) 使用済燃料プールの状態監視 

1) 【技術的能力】代替電源による給電 

確認結果（女川２号） 

当該手順は、使用済燃料プール監視計器の電源（交流又は直流）を代替電源設備から給電を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.11 の解釈 4b)にて求められている「使用済燃料貯蔵槽の計測器が交流又

は直流電源が必要な場合には、代替電源設からの給電を可能とすること」に係る手段である。 

全交流動力電源喪失時又は直流電源喪失時の代替電源確保に関する設備及び手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等｣にて整備するとしていることを確認した。 
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1.11.2.4 使用済燃料プールから発生する水蒸気による悪影響を防止するための手順等 

 (1) 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、全交流動力電源の喪失及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失により、燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱ができず、使

用済燃料プールから発生する水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響を及ぼす可能性がある場合は、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備により燃料プール冷却浄化系の

電源を確保し、原子炉補機代替冷却水系により冷却水を確保することで、燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.11

の解釈 2b)にて求められている「想定事故１及び想定事故２が発生した場合において発生する水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響を及ぼす可能性がある場合は、当該悪影響を防止す

るために必要な手順等を整備すること。」等に係る手段であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。そのための設備については、「第 1.11－1

表 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理されており、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を重大事故等対処設備として新たに整備す

るとしていることを確認した。 

（※）炉心損傷防止対策の有効性評価の「全交流動力電源喪失」等についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失により使用済燃料プールからの除熱機能が失われた後、常設代替電源設備等からの給電

が完了している場合であって、原子炉補機代替冷却水系による補機冷却水が確保されている場合には、燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱の手順に着手するとし

ていることから、作業着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「全交流動力電源の喪失及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失により使用済燃料プールの除熱機能が失われた後、常設代替電源設

備等からの給電が完了している場合であって、原子炉補機代替冷却水系による補機冷却水が確保されている場合」を「電源」等で確認すること等により、適切に手順着手できるこ

とを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「電源」等であること、その監視項目のための計器が、「M/C 6-2C母線電圧」、「M/C 6-2D母線電圧」等であることを確認した。また、それ

らの計器が「第 1.11－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、燃料プール冷却浄化系による燃料プール冷却浄化系の起動等により使用済燃料プールの除熱を行う手順であり、「第 1.11－24図 燃料プール冷却浄化系による使用済

燃料プールの除熱 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配置、系統の構成等を 1名により、20分以内に実施するとしていることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.11－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 通信設備による必要な連絡手段を確保していることを確認した。 

c. 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配置、ホースの接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。 
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1.11.2.5 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

 

 

 

 

対応手順の選択について、「第 1.11－25図～第 1.11－27図 重大事故発生時の対応手段選択フローチャート」にて明確化しており、以下に示す

優先順位に従い、実施する方針であることを確認した。 

 

a.使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時、又は使用済燃料プール水の漏えいが発生した場合は、燃料プール水位低又は温度高警報

の発生により事象を把握するとともに、使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）、使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）、

使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量）及び使用済燃料プール監視カメラにて状態の監視を行う。 

b.使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失時、又は使用済燃料プールの水位が低下した場合は、ろ過水ポンプによる使用済燃料プール

への注水を行うとともに、その程度によらず、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を使用した使用済燃料プールへの注水又はスプレイが可能とな

るように準備する。 

c.大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による使用済燃料プールへの注水又はスプレイを実施する際は、代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯

水槽（No.2））を水源として使用し、代替淡水源の枯渇により淡水が使用できない場合には、代替淡水源に補給した海水を使用する。また、燃

料プール代替注水系（可搬型）又は燃料プールスプレイ系（可搬型）よりも系統構成が容易で使用済燃料プール近傍での現場操作がなく、ス

ロッシング等により使用済燃料プールの水位が低下しても被ばくを低減できることから、燃料プール代替注水系（常設配管）又は燃料プール

スプレイ系（常設配管）の使用を優先する。 

d.使用済燃料プールへの注水を実施しても使用済燃料プールの水位の低下が継続する場合は、漏えい量が緩和できればその後の対応に余裕が生

じることから、漏えい緩和を実施する。ただし、漏えい緩和には不確定要素が多いことから、使用済燃料プールへのスプレイを実施する。使

用済燃料プールへのスプレイが実施できない場合は、大気への放射性物質の拡散を抑制するための対応を実施する。 

e. 全交流動力電源の喪失及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失により、燃料プール冷却浄化系による使用済燃

料プールの除熱ができず、使用済燃料プールから発生する水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響を及ぼす可能性がある場合は、常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備により燃料プール冷却浄化系の電源を確保し、原子炉補機代替冷却水系により冷却水を確保することで、

燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱を実施する。 

 

 

 

表２ 自主対策における自主対策設備 

 

対応手段 設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

使用済燃料プールへの代替注水のための設備及び手順等 ろ過水ポンプ、ろ過水タンク等 重大事故等対処設備に要求される耐震性は確保されていないものの、使

用済燃料プールへの注水の代替手段となり得る。 

使用済燃料プールへのスプレイのための設備及び手順等 化学消防自動車、大型化学高所放水車及びろ過水タンク 重大事故等対処設備に要求される耐震性は確保されていないものの、使

用済燃料プールへのスプレイの代替手段となり得る。 

使用済燃料プールからの水の漏えいを緩和するための設備及び手順等 ステンレス鋼板、シール材、接着剤及び吊り降ろしロープ 使用済燃料プールに接近可能な場合にしか実施できず、また、効果に不

確実性はあるものの、大量の水の漏えいを緩和する手段となり得る。 
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Ⅰ 要求事項の整理 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（以下「重大事故等防止技術的能力基準」という。）及び実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）において、工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等について以下のとおり要求している。 

 

＜重大事故等防止技術的能力基準１．１２ 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等＞ 

重大事故等防止技術的能力基準 【解釈】 

１．１２工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための

手順等 

 

発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷

に至った場合において工場等外への放射性物質の拡散を

抑制するために必要な手順等が適切に整備されているか、

又は整備される方針が適切に示されていること。 

 

１ 第１項に規定する「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための手順等をいう。 

ａ）炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において、放水設備により、工場等外への放射性物質の拡

散を抑制するために必要な手順等を整備すること。 

ｂ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する手順等を整備すること。 

 

 

＜設置許可基準規則第５５条＞（工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 

（工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

第五十五条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著

しい損傷に至った場合において工場等外への放射性物

質の拡散を抑制するために必要な設備を設けなければ

ならない 

第５５条（工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

１ 第五十五条に規定する「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置

を行うための設備をいう。 

 ａ）原子炉建屋に放水できる設備を配備すること。 

 ｂ）放水設備は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応できること。 

 ｃ）放水設備は、移動等により、複数の方向から原子炉建屋に向けて放水することが可能なこと。 

 ｄ）放水設備は、複数の発電用原子炉施設の同時使用を想定し、工場等内発電用原子炉施設基数の半数以上を配備すること。 

 ｅ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備を整備すること。 

 

 

 

＜有効性評価における事故シーケンス等で必要となる対策（手順等）＞ 

有効性評価における事故シーケンスグループ等 有効性評価で解析上考慮している対策（手順等） 

該当なし 該当なし 
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Ⅱ 要求事項に対する審査の視点・審査確認事項と確認結果 

工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第５５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１２項（以下「第５５条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であるか。 

 

1.12.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１.対応手段と設備を選定するための考え方について 

１）対応手段と設備の選定の考え方が、「第５５条等」に示されてい

る要求事項と一致していることを確認する。 

 

 

 

２）自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針

であることを確認する。 

 

 

 

 

１）炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において発電所外への放射性物質の拡散を抑制

するために必要な対応手段及び重大事故等対処設備を選定するとしており、「第５５条等」に示された要求事項と一致していることを確認し

た。 

 

 

２) 「第５５条等」に示された要求事項を踏まえ、重大事故等対処設備の他に、柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※１を選

定するとしており、申請者が、対策の抽出を行い、自主的に上記１）以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処を

確実に実施する方針であることを確認した。 

 

※１ 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況によ

っては、事故対応に有効な設備。 
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(2) 対応手段と設備の選定の結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．対応手段と設備の選定結果について 

 

１）対応手段の選定にあたり、フォールトツリー解析等により機能

喪失の原因分析を行っている場合、その分析結果を踏まえて網羅

的に対応手段が選定されているか確認する。 

 

①機能喪失原因対策分析で想定する故障想定が適切であることを

確認する。 

 

②機能喪失原因対策分析結果を踏まえ、対応手段が網羅的に選定さ

れていることを確認する。その際、少なくとも①で想定する故障

に直接関連する機器の機能喪失時の対応手段※が選定されている

ことを確認する。 

（例；1.2高圧時冷却における冷却機能喪失） 

※ 1.2 高圧時冷却であれば、対象となる設備は原子炉隔離時冷却

系及び高圧炉心注水系であり、対応手段は高圧代替注水系によ

る原子炉圧力容器への注水、原子炉隔離時冷却系の現場操作に

よる起動による原子炉圧力容器への注水等となる。FT 図では、

設定したフォールトツリーの頂上事象の下に論理ゲート含めて

機能喪失原因が展開される。 

 

２）第５５条等における要求事項に対応した手順等が選定されてい

るか確認する。 

  また、有効性評価（第３７条）において位置付けられた重大事

故対処設備及び手順等が含まれているか確認する。 

 

 

 

 

１）機能喪失原因対策分析結果を踏まえた選定結果の確認 

第５５条等による要求事項に基づき、対応手段として、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時の手順、使用済燃料ループ内燃料体等

の著しい損傷時の手順及び原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災時の手順を選定しており、機能喪失原因対策分析は実施し

ていない。 

選定にあたっては、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器及び原子炉建屋の破損又は使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷に至った場合、

原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災が発生した場合において、使用可能な手段を選定していることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）第５５条等に対応する主な重大事故等対処設備及び手順等についての確認結果を以下に示す。具体的な確認内容については、「表１ 規制要

求事項に対応する手順」のとおり。 

第５５条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を整備する方針としていることを確認した。 

① 原子炉建屋に放水し、大気への放射性物質の拡散を抑制するための大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲等の設備及び手順等 

② 放水砲による放水に伴う海洋への放射性物質の拡散を抑制するためのシルトフェンス及び手順等 

③ 航空機燃料火災に対して泡消火するための大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲、泡消火薬剤混合装置等の設備及び手順等 

 

 また、工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等については、有効性評価（第３７条）において、位置付けられた重大事故対処

設備及び手順等が含まれていないことを確認した。 
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表１ 規制要求事項に対応する手順 

 

      ○「第５５条等」で求められている手順 

規制要求事項 確認結果（女川２号） 

【設備（配備）】※１ 第５５条（工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

１ 第５５条に規定する「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必

要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備をいう。 

 

 ａ）原子炉建屋に放水できる設備を配備すること。 

 

 

 

 ｂ）放水設備は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災

に対応できること。 

 

 

 

 ｃ）放水設備は、移動等により、複数の方向から原子炉建屋に向けて放水す

ることが可能なこと。 

 

 

 

 ｄ）放水設備は、複数の発電用原子炉施設の同時使用を想定し、工場等内発

電用原子炉施設基数の半数以上を配備すること。 

 

 

 

 ｅ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備を整備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ａ）放水設備による原子炉建屋への放水。そのために、大容量送水ポン

プ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤混合装置を重大事故等対処設備

として新たに整備することを確認した。 

 

１ｂ）大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤混合装置は、

海を水源とし、車両により運搬、移動でき、航空機燃料火災に対応する

ため、泡消火薬剤と混合しながら複数の方向から原子炉建屋周辺に向け

て放水できる設計とすることを確認した。 

 

１ｃ）大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲は、海を水源とし、車両

により運搬、移動でき、複数の方向から原子炉建屋に向けて放水できる

とともに、原子炉建屋の最高点である屋上に放水できる容量を有する設

計とすることを確認した。 

 

１ｄ）大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、2台（故障時、保守点検用のバ

ックアップを含めて、合計3台）を保管することを確認した。放水砲及

び泡消火薬剤混合装置は、1台（故障時、保守点検用のバックアップを

含めて、合計2台）を保管することを確認した。 

 

１ｅ）原子炉建屋への放水に伴う海洋への放射性物質の拡散の抑制。その

ために、シルトフェンスを重大事故等対処設備として新たに整備するこ

とを確認した。 
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【技術的能力】※３ １ 「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な手順等」とは、以

下に規定する措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順

等をいう。  

 

ａ）炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著し

い損傷に至った場合において、放水設備により、工場等外への放射性物質の

拡散を抑制するために必要な手順等を整備すること。  

 

 

 

 

ｂ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する手順等を整備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

１ａ）原子炉建屋に放水し、大気への放射性物質の拡散を抑制するための

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲等の設備及び手順等 

当該手順により、原子炉建屋から直接放射性物質が拡散する場合を想定

し、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲により原子炉建屋に海水を

放水し、大気への放射性物質の拡散を抑制する手順を整備することを確

認した。 

 

１ｂ）放水砲による放水に伴う海洋への放射性物質の拡散を抑制するため

のシルトフェンス及び手順等 

当該手順により、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損に至った

場合、又は使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合に

おいて、原子炉建屋から直接放射性物質が拡散する場合を想定し、放水

設備（大気への拡散抑制設備）すなわち大容量送水ポンプ（タイプⅡ）

及び放水砲により原子炉建屋に海水を放水する場合は、放射性物質を含

む汚染水が発生する。放射性物質を含む汚染水は南側排水路排水枡及び

タービン補機放水ピットを通って南側排水路又は放水口から海へ流れ

込むため、シルトフェンスを設置することで、海洋への放射性物質の拡

散を抑制する手順を整備することを確認した。 

 

※１；【設備（設置/配備）】：設置許可基準規則第５５条のうち、設備等の設置に関する要求事項 

※２；【設備（措置）】：【設備（設置/配備）】以外の要求事項 

※３；【技術的能力】：重大事故等防止技術的能力基準１．１２ 

 

○設置許可基準３７条（有効性評価）で求められている手順 

       なし 
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1.12.2 重大事故等時の手順等 

(1)規制要求に対する設備及び手順等について 

a.第５５条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

１）第５５条等に基づく要求事項に対応するための対策とそのた

めに必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを

確認する。 

 

第５５条等の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。なお、具体的な個別手順の確認内容については、1.12.2.1

以降に示す。 

 

１）対策と設備 

第５５条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認した。 

 

a. 放水設備による原子炉建屋への放水。そのために、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤混合装置を重大事故等対処設備と

して新たに整備する。 

 

b. 原子炉建屋への放水に伴う海洋への放射性物質の拡散の抑制。そのために、シルトフェンスを重大事故等対処設備として新たに整備する。 

 

２）１）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針

が第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0

項（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手

順着手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順

着手の判断に必要な計器等が示されていることを確認す

る。 

 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人

員、作業時間等が示されていることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等及び②必要な人員等 

１）に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。また、それぞれの手順における具体的な計測可能なパラメータ

等については「第1.12－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に示されていることを確認した。 

 

a. 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は使用済燃料プー 

ル内燃料体等の著しい損傷時の手順 

（a）「大気への放射性物質の拡散抑制」のための手順 

炉心損傷を判断した場合であって、あらゆる注水手段を講じても原子炉圧力容器への注水が確認できない場合、使用済燃料プールの水位が低

下した場合であって、あらゆる注水手段を講じても水位低下が継続する場合、又は原子炉建屋外観で大きな損傷を確認した場合には、原子炉建

屋への放水の手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）を取水箇所周辺に配置し、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）から放

水砲までホースを敷設し、放水準備の完了までの作業を計6名により、395分以内に実施する。手順に着手したときの状況が継続している場合で

あって、原子炉格納容器の破損のおそれがあると判断した場合、原子炉建屋内の水素濃度が低下しないことにより原子炉建屋ベント設備を開放

する場合、燃料プールにスプレイができない場合、又はモニタリングポストの指示値が一桁上昇した場合には、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）

を起動し放水砲による放水を開始する。この手順では、放水開始までの作業を計6名により、10分以内に実施する。 

 

（b）「海洋への放射性物質の拡散の抑制」のための手順 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲による放射性物質の大気への拡散抑制を行うと判断した場合には、シルトフェンスを用いた汚染水

の海洋への拡散抑制の手順に着手する。この手順では、南側排水路排水枡及びタービン補機放水ピットへの1重目の設置を計10名により、75分以

内に実施し、南側排水路排水枡及びタービン補機放水ピットへの2重目のシルトフェンス設置並びに北側排水路排水枡及び取水口へのシルトフェ

ンスの設置を計10名により、190分以内に実施する。 

 

b. 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災時の手順 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

③選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、

通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしているこ

と、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確

認する。 

 

航空機燃料火災が発生した場合には、原子炉建屋周辺への泡消火の手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）を取水箇

所周辺に配置し、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）から、泡消火薬剤混合装置及び放水砲までホースを敷設後、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及

び泡消火薬剤混合装置を起動し、放水砲による泡消火を開始するまでの作業を計6名により、205分以内に実施する。 

 

 

③作業環境等 

a)必要な手順を明確化していること、b)大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲等により、原子炉建屋又は原子炉建屋周辺へ放水するための手

順等について、重大事故等時に原子炉建屋等への放水を的確かつ柔軟に対処できるよう人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしているこ

と、c)照明により夜間等でのアクセス性を確保していること、d)必要な通信連絡手段を確保していること、e)大容量送水ポンプ（タイプⅡ）等

の移動、接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことなどを確認した。 

 

 

b.第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）有効性評価（第３７条）等において位置付けた対策とそのた

めに必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを

確認する。 

工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等については、有効性評価（第３７条）等において位置付けた対策はないことを確認した。 

 

２）１）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針

が第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項

（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順着

手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順着手の

判断に必要な計器等が示されていることを確認する。 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人員、

作業時間等が示されていることを確認する。 

③選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、

通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしているこ

と、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認

する。 

 

工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等については、有効性評価（第３７条）等において位置付けた対策はないことを確認した。 
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(2)優先順位について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）重大事故等防止技術的能力基準第４３条（手順等に関する共通

的な要求事項）等を踏まえて、優先すべき手順・操作等が明確に

なっていることを確認する。 

第５５条等に基づき、工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための対応手段毎に優先すべき手順・操作等を明確化していることを確認した。 

個別手順の優先順位に関する確認内容については、1.12.2.1以降に示す。 

 

 

 

(3)自主的対策のための設備及び手順等について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

３．自主的対策のための設備及び手順等について 

１）自主的対策を含め重大事故等への対処が確実に実施される方針

であるか。 

 

①自主的対策のための手順毎に、自主対策設備が示されているこ

と、自主対策設備として位置付ける理由が示されていることを確

認する。 

 

②自主的対策のための手順毎に、手順着手の判断基準、具体的な操

作内容、必要な人員数及び作業時間等が示されていることを確認

する。 

 

申請者は、自主的な対策として、海洋への放射性物質の拡散を抑制するための自主対策設備及び手順等、航空機衝突による航空機燃料火災等時に

泡消火を実施するための自主対策設備及び手順等、原子炉建屋から大気へ放出される放射性物質等を検出するための自主対策設備及び手順等を整

備するとしていることを確認した。 

 

（１）海洋への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等 

海洋への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等についての主な確認結果については以下のとおり。具体的な個別手順の確認結果に

ついては、1.12.2.1以降に示す。 

 

① 対策と設備 

海洋への放射性物質の拡散を抑制するための設備（「表２ 自主対策における自主対策設備」参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとし

ていることを確認した。具体的な個別手順の確認結果については、1.12.2.1以降に示す。 

 

②主な手順等及び手順着手の判断基準等 

a.「海洋への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等」 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲による放射性物質の大気への拡散抑制を行うと判断した場合には、放射性物質吸着材を用いた汚

染水の海洋への拡散抑制の手順に着手する。この手順では、南側排水路集水枡及び北側排水路集水枡への吸着材の設置の作業を計 4名により、

190分以内に実施する。 

 

（２）航空機燃料火災に対する初期対応における延焼を防止するための設備及び手順等 

航空機燃料火災に対する初期対応における延焼を防止するための設備及び手順等についての主な確認結果については以下のとおり。具体的な個

別手順の確認結果については、1.12.2.1以降に示す。 

 

① 対策と設備 

泡消火を実施することによって初期対応における延焼を防止するための設備（「表２ 自主対策における自主対策設備」参照）を用いた主な

手順等は以下のとおりとしていることを確認した。具体的な個別手順の確認結果については、1.12.2.1以降に示す。 

 

②主な手順等及び手順着手の判断基準等 

a.「航空機燃料火災に対する初期対応における延焼を防止するための設備及び手順等」 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

航空機燃料火災が発生した場合において、放水砲等による消火が開始される前の初動対応の場合には、化学消防自動車及び泡原液搬送車並

びに大型化学高所放水車及び泡原液備蓄車による泡消火に着手する。この手順では、水源として耐震性防火水槽、防火水槽、ろ過水タンク又

は屋外消火栓を使用し、ホースを敷設後、化学消防自動車、大型化学高所放水車等を起動し泡消火を開始する。以上の作業を、化学消防自動

車を使用する場合、計 6名により、40分以内に実施し、大型化学高所放水車を使用する場合、計 6名により、120分以内に実施する。 

 

（３）原子炉建屋から大気へ放出される放射性物質等を検出するための設備及び手順等 

原子炉建屋から大気へ放出される放射性物質等を検出するための設備及び手順等についての主な確認結果については以下のとおり。具体的な個

別手順の確認結果については、1.12.2.1以降に示す。 

 

① 対策と設備 

原子炉建屋へ放水する場合には、原子炉建屋から大気へ放出される放射性物質等を検出するための設備（「表２ 自主対策における自主対策

設備」参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。具体的な個別手順の確認結果については、1.12.2.1以降に示す。 

 

②主な手順等及び手順着手の判断基準等 

a. 「原子炉建屋から大気へ放出される放射性物質等を検出するための設備及び手順等」 

原子炉建屋へ放水する場合には、原子炉建屋から大気へ放出される放射性物質等を検出するための設備、ガンマカメラ及びサーモカメラ

（「表２ 自主対策における自主対策設備」参照）を必要に応じて用いるとしている。 
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○個別手順の確認 

審査の視点及び確認事項 

１）対策と設備 

 対応する対策とそのために必要な設備が整理され、明示されていることを確認する。｛対策と設備｝※ 

 ※1.12.2.1以降の「審査の視点及び確認事項」には、便宜的に｛ ｝内の事項で表記する。以下同じ。 

 

２）手順等の方針 

○規制要求に対応する手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a.判断基準が明確（具体的な数値若しくは状況を示している）であることを確認する。｛判断基準｝ 

b.示された判断基準により手順が適切に着手できるか。（どのような場合に手順に着手するか確認する）｛着手タイミング｝ 

c.手順着手の判断に必要な計器が特定され、整理されているか確認する。｛判断計器｝ 

②必要な人員等 

a.操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されているか。｛操作手順｝ 

b.手順の所要時間及び人員数が適切であることを、設置許可基準３７条（有効性評価）で確認した内容や訓練実績等を用いて確認する。｛所要時間等｝ 

c.操作に必要な計器類が示されていることを確認する。｛操作計器｝ 

d.設備を多用途に用いる場合に、当該用途への系統切替えの容易性を含め、手順が明確化されていることを確認する。[系統切替え]（該当する場合に記載する。） 

③アクセスルートの確保等 

a.作業場におけるアクセスルートが確保されていることを確認する。｛アクセスルート｝ 

b.通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしていることを確認する。｛通信設備等｝ 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。｛作業環境｝ 

 ※現場操作を伴わない中央制御室のみで作業を実施する手順については、その旨を記載し、a.～c.についての記載は不要とする。 

 

○自主的対策手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準が示されていることを確認する。｛判断基準｝ 

b. 操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されていることを確認する。｛操作手順｝ 

c. 手順の所要時間及び人員数が示されていることを確認する。｛所要時間等｝ 
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1.12.2.1 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷時の手順等 

(1) 大気への放射性物質の拡散抑制 

1) 【技術的能力】放水設備（大気への拡散抑制設備）による大気への放射性物質の拡散抑制 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損時又は使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷至った場合において、原子炉建屋から直接放射性物質が拡散する場合に、

放水設備（大気への拡散抑制設備）すなわち大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲により、原子炉建屋に海水を放水し、大気への放射性物質の拡散抑制を行うものであり、重大

事故等防止技術的能力基準１．１２にて求められている「解釈 1a）炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場合において、放水設備

により、工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な手順等」に係る手段である。そのための設備は、「第 1.12－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備す

る手順」に整理され、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

 

 

b. 着手タイミング 

 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 炉心損傷を判断した場合であって、あらゆる注水手段を講じても原子炉圧力容器への注水が確認できない場合、使用済燃料プールの水位が低下した場合であって、あらゆる注水手

段を講じても水位低下が継続する場合、又は原子炉建屋外観で大きな損傷を確認した場合には、原子炉建屋への放水の手順に着手するとしていること及び手順に着手したときの状

況が継続している場合であって、原子炉格納容器の破損のおそれがあると判断した場合、原子炉建屋内の水素濃度が低下しないことにより原子炉建屋ベント設備を開放する場合、

燃料プールにスプレイができない場合、又はモニタリングポストの指示値が一桁上昇した場合には、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）を起動し放水砲による放水を開始するとしてい

ることを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「炉心損傷を判断した場合であって、あらゆる注水手段を講じても原子炉圧力容器への注水が確認できない場合、使用済燃料プールの水位が低下した場合であって、

あらゆる注水手段を講じても水位低下が継続する場合、又は原子炉建屋外観で大きな損傷を確認した場合」を「原子炉格納容器内の放射線線量率」で確認すること等により、適切

に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉格納容器内の放射線線量率」等であること、その監視項目のための計器が「格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W）」等であること

を確認した。また、それらの計器が「第 1.12－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

 

b. 所要時間等 

 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲により原子炉建屋に海水を放水する手順であり、「第 1.12－4 図 大気への放射性物質の拡散抑制（取水口から取水する場

合）（山側ルート）タイムチャート」を踏まえて、当該手段に必要な手段が示されているとしていることを確認した。 

  ※プルーム通過中における必要な要員の確保は、「1.18緊急時対策所の居住性等に関する手順等」において確認している。 

b. 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）を取水箇所周辺に配置し、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）から放水砲までホースを敷設し、放水準備の完了までの作業を計 6 名により、395 分以内

に実施する。また、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）を起動し放水砲による放水を開始する手順では、放水開始までの作業を計 6名により、10分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.12－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡手段を確保していることを確認した。 

c. 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）等の移動、接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.12.2において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、車両付属の作業用照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行しており、夜間においてもアクセス接近可能である。また、アクセス

ルート上に支障となる設備はない。 

・連絡手段について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、通常の連絡手段が不能となった場合でも、トラン

シーバ（携帯）により、発電所対策本部と連絡可能である。 

・作業環境について、車両付属の作業用照明、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があるこ



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.12-13 

確認事項 確認結果（女川２号） 

とから、防護具（全面マスク、個人線量計及びゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 

 

2) 【自主対策】ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質漏えい箇所の絞り込み 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順では、放水設備（大気への拡散抑制設備）により原子炉建屋に向けて放水する際に、原子炉建屋から放出される放射性物質の漏えい箇所を把握し、大気への放射性物質の拡

散抑制をより効果的なものとするため、ガンマカメラ又はサーモカメラにより放射性物質や熱を検出し、放射性物質漏えい箇所を絞り込むものであり、そのための自主対策設備が、「第

1.12－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表

２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

 

b. 操作手順 

 

c. 所要時間等 

 

a. 放水設備（大気への拡散抑制設備）による大気への放射性物質の拡散抑制を行う手順の着手を判断した場合において、放射性物質の漏えい箇所が原子炉建屋外観上で判断できない

場合には、ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質の漏えい箇所の絞り込み作業に着手するとしていることを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確で

あることを確認した。 

b. 当該手順は、ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質の漏えい箇所の絞り込みを行う手順であり、「第 1.12－7 図 ガンマカメラ又はサーモカメラによる放射性物質の漏

えい箇所の絞り込み タイムチャート」等を踏まえて、必要な手段が示されているとしていることを確認した。 

c.この手順では、ガンマカメラ又はサーモカメラの運搬、放射性物質の漏えい箇所の絞り込み作業を、計 2名により、60分以内に実施することを確認した。 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.12-14 

(2) 海洋への放射性物質の拡散抑制 

1) 【技術的能力】海洋への拡散抑制設備（シルトフェンス）による海洋への放射性物質の拡散抑制 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順では、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損に至った場合、又は使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において、原子炉建屋への放水により放射

性物質を含む汚染水が発生する場合にシルトフェンスを用いて海洋への放射性物質の拡散の抑制を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．１２にて求められている「解

釈 1b）海洋への放射性物質の拡散を抑制する手順等」に係る手段である。そのための設備は、「第 1.12－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、

シルトフェンスを重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

２）手順の方針 

①手順着手の判断 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲による放射性物質の大気への拡散抑制を行うと判断した場合には、シルトフェンスを用いた汚染水の海洋への拡散抑制の手順に着手する

としていることを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲による放射性物質の大気への拡散抑制を行うと判断した場合」を「原子炉格納容器内の放射線線量率」で確認すること

等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉格納容器内の放射線線量率」等であること、その監視項目のための計器が「格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W）」等であること

を確認した。また、それらの計器が「第 1.12－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

 

c.操作計器 

 

a. 当該手順は、放射性物質吸着材の設置を行う手順であり、「第 1.12－9 図 海洋への放射性物質の拡散抑制設備（シルトフェンス）タイムチャート」等を踏まえて、当該手段に必

要な手段が示されているとしていることを確認した。 

b. この手順では、南側排水路排水枡及びタービン補機放水ピットへの 1 重目の設置を計 10 名により、75 分以内に実施し、南側排水路排水枡及びタービン補機放水ピットへの 2 重目

のシルトフェンス設置並びに北側排水路排水枡及び取水口へのシルトフェンスの設置を計 10名により、190分以内に実施するとしていることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.12－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡手段を確保していることを確認した。 

c. 作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.12.6において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、車両付属の作業用照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行しており、夜間においてもアクセス接近可能である。また、アクセス

ルート上に支障となる設備はない。 

・連絡手段について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、通常の連絡手段が不能となった場合でも、トラン

シーバ（携帯）により、発電所対策本部と連絡可能である。 

・作業環境について、車両付属の作業用照明、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があること

から、防護具（全面マスク、個人線量計及びゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 

 

 

 

 

 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.12-15 

2) 【自主対策】海洋への拡散抑制設備（放射性物質吸着材）による海洋への放射性物質の拡散抑制 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順では、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損に至った場合、又は使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷に至った場合において、原子炉建屋への放水により放射

性物質を含む汚染水が発生する場合において、放射性物質吸着材を用いて海洋への放射性物質の拡散抑制を行うものであり、そのための自主対策設備が、「第 1.12－1表 機能喪失を

想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自

主対策設備」のとおり。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲による放射性物質の大気への拡散抑制を行うと判断した場合には、放射性物質吸着材を用いた汚染水の海洋への拡散抑制の手順に着手す

るとしていることを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲による放射性物質の大気への拡散抑制を行うと判断した場合」を確認すること等により、適切に手順に着手できること

を確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉格納容器内の放射線線量率」等であること、その監視項目のための計器が「格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W）」等であること

を確認した。また、それらの計器が「第 1.12－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、放射性物質吸着材の設置を行う手順であり、「第 1.12－11図 海洋への拡散抑制設備（放射性物質吸着材）タイムチャート」等を踏まえて、必要な手段が示されてい

るとしていることを確認した。 

b. この手順では、南側排水路集水枡及び北側排水路集水枡への吸着材の設置の作業を計 4名により、190分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.12－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡手段を確保していることを確認した。 

c. 作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.12.6において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、車両付属の作業用照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行しており、夜間においてもアクセス可能である。また、アクセスルー

ト上に支障となる設備はない。 

・連絡手段について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、通常の連絡手段が不能となった場合でも、トラン

シーバ（携帯）により、発電所対策本部と連絡可能である。 

・作業環境について、車両付属の作業用照明、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があること

から、防護具（全面マスク、個人線量計及びゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.12-16 

(3) 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

対応手順の流れについて、「第 1.12－12図 海洋への放射性物質の拡散抑制の手順の流れ」にて明確化しており、以下に示す優先順位に従い、

実施する方針であることを確認した。 

a.放水設備（大気への拡散抑制設備）により原子炉建屋に海水を放水することで放射性物質を含む汚染水が発生するため、シルトフェンスの設

置による汚染水の海洋への拡散抑制を開始する。 

b.シルトフェンスは、原子炉建屋に放水した汚染水が流れ込む南側排水路排水枡及びタービン補機放水ピットの 2箇所を優先的に設置し、最終

的に合計 4箇所設置することで、海洋への放射性物質の拡散抑制を行う。 

c.その後、放射性物質吸着材を設置することで、更なる海洋への放射性物質の拡散抑制を行う。 

d.シルトフェンスの設置作業と放射性物質吸着材の設置作業を異なる要員で対応できる場合は、並行して作業を実施することが可能である。 

 

 

 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.12-17 

1.12.2.2 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災時の手順 

(1) 初期対応における延焼防止処置 

1) 【自主対策】化学消防自動車及び大型化学高所放水車による泡消火 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順では、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災が発生した場合において、化学消防自動車及び大型化学高所放水車により初期対応における泡消火を行うも

のであり、そのための自主対策設備が、「第 1.12－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策

設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。なお、水源は、耐震性防火水槽、防火水槽、ろ過水タンク又は屋外消火栓を使用する。 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

b. 操作手順 

 

c. 所要時間等 

 

a. 航空機燃料火災が発生した場合において、放水砲等による消火が開始される前の初動対応の場合には、化学消防自動車及び泡原液搬送車並びに大型化学高所放水車及び泡原液備蓄

車による泡消火に着手するとしていることを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 当該手順は、大型化学高所放水車等による泡消火を行う手順であり、「第 1.12－15図 化学消防自動車及び大型化学高所放水車による泡消火並びに放水設備（泡消火設備）による

航空機燃料火災への泡消火 タイムチャート」を踏まえて、必要な手段が示されているとしていることを確認した。 

c. この手順では、水源として耐震性防火水槽、防火水槽、ろ過水タンク又は屋外消火栓を使用し、ホースを敷設後、化学消防自動車、大型化学高所放水車等を起動し泡消火を開始す

る。以上の作業を、化学消防自動車を使用する場合、計 6 名により、40 分以内に実施し、大型化学高所放水車を使用する場合、計 6 名により、120 分以内に実施することを確認し

た。 
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(2) 航空機燃料火災への対応 

1) 【技術的能力】放水設備（泡消火設備）による航空機燃料火災への泡消火 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順では、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災が発生した場合に、放水設備（泡消火設備）により、海水を水源とした航空機燃料火災への泡消火を行うもの

であり、重大事故等防止技術的能力基準１．１２に係る手段である。そのための設備は、「第 1.12－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、大容

量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲、泡消火薬剤混合装置等を重大事故等対処設備として新たに整備するとしていることを確認した。 

２）手順の方針 

①手順着手の判断 

a. 判断基準 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 航空機燃料火災が発生した場合には、原子炉建屋周辺への泡消火の手順に着手するとしていることを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「航空機燃料火災が発生した場合」は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災が発生したことを確認した場合であり、適切に手順に着手できると

していることを確認した。 

c. 手順着手の判断基準は「航空機燃料火災が発生した場合」であり、必要な監視項目及び監視計器等は特にないとしていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

 

b. 所要時間等 

 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災が発生した場合において、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲、泡消火薬剤混合装置等による泡消火を行

う手順であり、「第 1.12－15図 化学消防自動車及び大型化学高所放水車による泡消火並びに放水設備（泡消火設備）による航空機燃料火災への泡消火 タイムチャート」を踏まえ、

必要な手段が示されているとしていることを確認した。 

b. この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）を取水箇所周辺に配置し、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）から、泡消火薬剤混合装置及び放水砲までホースを敷設後、大容量送水ポン

プ（タイプⅡ）及び泡消火薬剤混合装置を起動し、放水砲による泡消火を開始するまでの作業を計 6名により、205分以内に実施することを確認した。 

c. 当該設置手順に必要な監視項目及び監視計器等は特にないとしていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡手段を確保していることを確認した。 

c. 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）等の移動、接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.12.8において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、車両付属の作業用照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行しており、夜間においてもアクセス可能である。また、アクセスルー

ト上に支障となる設備はない。 

・連絡手段について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、通常の連絡手段が不能となった場合でも、トラン

シーバ（携帯）により、発電所対策本部と連絡可能である。 

・作業環境について、車両付属の作業用照明、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保している。 
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(3) 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

 

 

以下に示す優先順位に従い、実施する方針であることを確認した。 

a. 航空機燃料火災への対応は、各消火手段に対して異なる要員で対応することから、準備完了したものから泡消火を開始する。 

b. 化学消防自動車による泡消火に用いる化学消防自動車及び泡原液搬送車並びに大型化学高所放水車による泡消火に用いる大型化学高所放水車、

化学消防自動車及び泡原液備蓄車は、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、泡消火薬剤混合装置及び放水砲による泡消火を開始するまでのアクセス

ルートを確保するための泡消火、要員の安全確保のための泡消火、航空機燃料の飛散による延焼拡大防止のための広範囲の泡消火を行う。 

c. 初期対応において、アクセスルートを確保するための泡消火、要員の安全確保のための泡消火、航空機燃料の飛散による延焼拡大防止のための

消火活動については、大型化学高所放水車より車両の移動が容易で、機動性が高い化学消防自動車を優先する。 

d. 建屋等高所への消火活動を行える場合、大型化学高所放水車による泡消火を行う。 

e．使用する水源について、化学消防自動車及び大型化学高所放水車は、耐震性防火水槽、防火水槽、ろ過水タンク又は屋外消火栓のうち、準備時

間が短い耐震性防火水槽を優先する。大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、泡消火薬剤混合装置及び放水砲による泡消火の水源は、大流量の放水で

あるため海水を使用する。 

 

 

表２ 自主対策における自主対策設備 

 

対応手段 設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

原子炉建屋から大気へ放出される放射性物

質等を検出するための設備及び手順等 

ガンマカメラ及びサーモカメラ 大気への放射性物質の放出を直接抑制する手段ではないものの、原子炉建屋へ放水する際に、放射性物質及び熱を検

出するための手段となり得る。 

海洋への放射性物質の拡散を抑制するため

の設備及び手順等 

放射性物質吸着材 吸着材を設置するために時間を要するものの、放射性物質の吸着効果が期待でき、海洋への放射性物質の拡散を抑制

するための手段となり得る。 

航空機燃料火災に対する初期対応における

延焼を防止するための設備及び手順等 

化学消防自動車、泡原液搬送車、大型化学高所放水

車及び泡原液備蓄車 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）に比べ、流量が少ないため、重大事故等対処設備と同等の放水効果は得られにくいも

のの、早期に消火活動を開始できるため、航空機燃料飛散によるアクセスルート及び建屋への延焼拡大を防止するた

めの手段となり得る。 
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Ⅰ 要求事項の整理 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（以下「重大事故等防止技術的能力基準」という。）及び実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）において、重大事故等の収束に必要となる水の供給設備及び手順等について以下のとおり要求している。 

また、申請者の計画が、設置許可基準規則第３７条の評価（以下「有効性評価（第３７条）」という。）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備する方針であるかを確認するため、重大事

故等防止技術的能力基準１．１３重大事故等の収束に必要となる水の供給設備及び手順等に関連する有効性評価（第３７条）における事故シーケンスグループ及び有効性評価（第３７条）で解析上考慮している対策を整

理する。 

 

＜重大事故等防止技術的能力基準１．１３重大事故等の収束に必要となる水の供給設備及び手順等＞ 

重大事故等防止技術的能力基準 【解釈】 

１．１３重大事故等の収束に必要となる水の供

給設備及び手順等 

 

発電用原子炉設置者において、設計基準事故

の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収

束に必要となる十分な量の水を有する水源を確

保することに加えて、設計基準事故対処設備及

び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収

束に必要となる十分な量の水を供給するために

必要な手順等が適切に整備されているか、又は

整備される方針が適切に示されていること。 

 

１ 「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、設計基準事故対処設備及び重大事

故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置

を行うための手順等をいう。 

ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できる手順等を整備すること。 

ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保されていること。 

ｃ）海を水源として利用できること。 

ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。 

ｆ）水の供給が中断することがないよう、水源の切替え手順等を定めること。 

 

 

＜設置許可基準規則第５６条＞（重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 

（重大事故等の収束に必要となる水の供給設

備） 

第五十六条 設計基準事故の収束に必要な水源

とは別に、重大事故等の収束に必要となる十

分な量の水を有する水源を確保することに加

えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故

対処設備及び重大事故等対処設備に対して重

大事故等の収束に必要となる十分な量の水を

供給するために必要な設備を設けなければな

らない。 

第５６条（重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

１ 第５６条に規定する「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子

炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備」とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できること。 

ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保されていること。 

ｃ）海を水源として利用できること。 

ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。 

ｆ）原子炉格納容器を水源とする再循環設備は、代替再循環設備等により、多重性又は多様性を確保すること。(PWR) 
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＜有効性評価（第３７条）＞（有効性評価における事故シーケンス等で必要となる対策（手順等）） 

有効性評価における事故シーケンスグループ等 有効性評価で解析上考慮している対策（手順等） 

2.1 高圧・低圧注水機能喪失 

 

 

・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 

・淡水貯水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

・淡水貯水槽を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給 

2.2 高圧注水・減圧機能喪失 ・サプレッションチェンバを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉格納容器内の除熱 

・海を水源とした原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）による補機冷却水確保 

2.3 全交流動力電源喪失 

2.3.1 全交流動力電源喪失（長期 TB） 

 

 

 

 

 

2.3.2 全交流動力電源喪失（TBU） 

 

 

 

 

 

2.3.3 全交流動力電源喪失（TBD） 

 

 

 

 

 

2.3.4 全交流動力電源喪失（TBP） 

 

・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の原子炉圧力容器への注水 

・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉格納容器内の除熱 

・海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

 

・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の原子炉圧力容器への注水 

・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉格納容器内の除熱 

・海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

 

・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の原子炉圧力容器への注水 

・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉格納容器内の除熱 

・海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

 

・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の原子炉圧力容器への注水 

・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉格納容器内の除熱 

・海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

2.4 崩壊熱除去機能喪失 

2.4.1 取水機能が喪失した場合 

 

 

 

 

 

・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の原子炉圧力容器への注水 

・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉格納容器内の除熱 

・海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-6 

2.4.2 残留熱除去系が故障した場合 

 

 

 

 

・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の原子炉圧力容器への注水 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の原子炉圧力容器への注水 

・淡水貯水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

・淡水貯水槽を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給 

・高圧炉心スプレイ系の水源の切替え 

2.5 原子炉停止機能喪失 ・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時のサプレッションチェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉格納容器内の除熱 

・海を水源とした原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）による補機冷却水確保 

・ほう酸注入系貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

・高圧炉心スプレイ系の水源の切替え 

2.6 LCOA時注水機能喪失 ・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 

・淡水貯水槽を水源とした原子炉格納容器内の除熱 

・海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

・淡水貯水槽を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給 

2.7 格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA） ・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の原子炉圧力容器への注水 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉格納容器内の除熱 

・海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

3.1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

3.1.1 代替循環冷却系を使用する場合 

 

 

 

 

3.1.2 代替循環冷却系を使用できない場合 

 

・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱 

・海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

・外部水源から内部水源への切替え 

 

・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 

・淡水貯水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

・海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

・淡水貯水槽を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給 

3.2 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 ・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

・淡水貯水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

・淡水貯水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

・海を水源とした原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）による補機冷却水確保 

・海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

3.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 ・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-7 

・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

・淡水貯水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

・淡水貯水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

・海を水源とした原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）による補機冷却水確保 

・海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

3.4 水素燃焼 ・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱 

・海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

・外部水源から内部水源への切替え 

3.5 溶融炉心・コンクリート相互作用 ・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

・淡水貯水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

・淡水貯水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

・海を水源とした原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）による補機冷却水確保 

・海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

4.1 想定事故１ 

 

 

4.2 想定事故２ 

・淡水貯水槽を水源とした使用済み燃料プールへの注水／スプレイ 

・海を水源とした原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）による補機冷却水確保 

 

・淡水貯水槽を水源とした使用済み燃料プールへの注水／スプレイ 

・海を水源とした原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）による補機冷却水確保 

5. 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれのある事故 

5.1 崩壊熱除去機能喪失 

 

 

5.2 全交流動力電源喪失 

 

 

5.3 原子炉冷却材の流出 

 

 

5.4 反応度の誤投入 

 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 

・海を水源とした原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）による補機冷却水確保 

 

・復水貯蔵タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 

・海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

 

・サプレッションチェンバを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 

・海を水源とした原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）による補機冷却水確保 

 

該当なし 
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Ⅱ 審査の視点・審査確認事項と確認結果  

 重大事故等の収束に必要となる水を供給するために申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第５６条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１３項（以下「第５６条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であるか。 

 

1.13.1 対応手段と設備の選定 

（1） 対応手段と設備の選定の考え方 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１.対応手段と設備を選定するための考え方について 

１）対応手段と設備の選定の考え方が、「第５６条等」に示されてい

る要求事項と一致していることを確認する。 

 

 

 

２）自主的な対応を含め重大事故等への対処をより確実に実施する

方針であることを確認する。 

 

 

 

 

１）設計基準事故の収束に必要な水源は、サプレッションチェンバ、復水貯蔵タンクであるが、これらの水源とは別に、重大事故等の収束に必要

となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要

となる十分な量の水を供給する対処設備及び対応手順を整備するとしており、「第５６条等」に示された要求事項と一致していることを確認

した。 

 

２）「第５６条等」に示された要求事項を踏まえ、設計基準事故対処設備が故障した場合は、その機能を代替するために各設計基準事故対処設備

が有する機能、相互関係を明確にした上で、想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定するとしていること、重大事

故等対処設備の他に、柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※ １を選定するとしており、申請者が、フォールトツリー解析

等により機能喪失の原因分析を行った上で、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記１）以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大

事故等への対処を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

※１ 自主対策設備；技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況によ

っては、事故対応に有効な設備。 
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   （2） 対応手段と設備の選定の結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．対応手段と設備の選定結果について 

１）対応手段の選定にあたり、フォールトツリー解析等により機能

喪失の原因分析を行っている場合、その分析結果を踏まえて網羅

的に対応手段が選定されているか確認する。 

①機能喪失原因対策分析で想定する故障想定が適切であることを

確認する。 

 

 

②機能喪失原因対策分析結果を踏まえ、対応手段が網羅的に選定さ

れていることを確認する。その際、少なくとも①で想定する故障

に直接関連する機器の機能喪失時の対応手段※が選定されている

ことを確認する。 

  また、対応策を講じない故障がある場合、その理由等を確認す

る。（例；1.2高圧時冷却における冷却機能喪失） 

 

 ※ 1.2 高圧時冷却であれば、対象となる設備は原子炉隔離時冷

却系及び高圧炉心注水系であり、対応手段は高圧代替注水系によ

る原子炉圧力容器への注水、原子炉隔離時冷却系の現場操作によ

る起動による原子炉圧力容器への注水等となる。FT 図では、設

定したフォールトツリーの頂上事象の下に論理ゲート含めて機

能喪失原因が展開される。 

 

２）第５６条等における要求事項に対応した手順等が選定されてい

るか確認する。 

  また、有効性評価（第３７条）において位置付けられた重大事

故等対処設備及び手順等が含まれているか確認する。 

 

 

 

１）機能喪失原因対策分析結果を踏まえた選定結果の確認 

 

 

①機能喪失対策分析結果（「第 1.13－1 図 機能喪失原因対策分析」参照）を踏まえ、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等

の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等

の収束に必要となる十分な量の水を供給するため、炉心注水、原子炉格納容器スプレイによる原子炉格納容器の除熱、原子炉補機冷却水系に

よる原子炉格納容器の除熱、使用済燃料プールへの注水に使用する設備の故障を想定することを確認した。 

②機能喪失対策分析結果を踏まえ、網羅的に対応する代替手段が選定されていることを確認した。想定する故障と対応策との関係について、「第

1.13－1図 機能喪失原因対策分析」に示されていることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）第５６条等及び有効性評価（第３７条）に対応する重大事故等対処設備及び手順等についての確認結果を以下に示す。 具体的な確認内容に

ついては、「表１ 規制要求事項に対応する手順」のとおり。 

 

（選定された重大事故等対処設備整備及び手順等） 

第５６条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を整備する方針としていることを確認した。 

① 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時に炉心注水するための代替水源（復水貯蔵タンク）の確保と水を供給するための設備及び手順等 

② 原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に炉心注水するための代替水源（サプレッションチェンバ）の確保と水を供給するための設備及び手

順等 

③ 原子炉圧力容器、原子炉格納容器又は使用済燃料プールへ注水するための代替水源（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））の確保

と水を供給するための設備及び手順等 

④ 原子炉圧力容器、原子炉格納容器又は使用済燃料プールへ注水するための代替水源として海水を供給するための設備及び手順等 

⑤ 淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）から復水貯蔵タンクへ水を補給するための設備及び手順等 

⑥ 復水貯蔵タンクへ海水を補給するための設備及び手順等 

⑦ 淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）へ海水を補給するための設備及び手順等 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

⑧ サプレッションチェンバから復水貯蔵タンクへの水源切替のための設備及び手順等 

⑨ 淡水から海水への水源切替のための設備及び手順等 

 

また、第４５条の要求事項に対応するための手順に加え、有効性評価（第３７条）において、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を

有する水源を確保することに加えて、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を

供給する対処設備及び手順書として以下を整備する方針としていることを確認した。 

 

①  復水貯蔵タンクを水源とした対応手順等複数の手順 

詳細は、5、6及び 7ページに記載される表＜有効性評価（第３７条）＞（有効性評価における事故シーケンス等で必要となる対策（手順等））

のとおり。 
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表１ 規制要求事項に対応する手順 

 

 

○「第５６条等」等で求められている手順 

規制要求事項 確認結果（女川２号） 

【設備（配備）】※１ 第５６条（重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

１ 第５６条に規定する「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、

発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対し

て重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の設備をいう。 

イ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できること。 

ロ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保されていること。 

ハ）海を水源として利用できること。 

 

【設備（措置）】※２ 

ホ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

へ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。 

 

 

 

 

 

機能喪失原因対策分析の結果、①原子炉圧力容器への注水②原子炉格納

容器内の冷却への注水に使用する設備の故障を想定する。それぞれにお

ける規制要求事項に対する主な手順を以下のとおり示す。（具体的な適

合状況については、個別の手順にて確認する。） 

 

①重大事故等により、原子炉圧力容器への注水手段又は原子炉格納容器

内の冷却手段の水源となるサプレッションチェンバが破損した場合

の主な代替手段 

1.13.2.1 水源を利用した対応手順 

(1) 復水貯蔵タンクを水源とした対応手順 

(2) サプレッションチェンバを水源とした対応手順 

(3) ろ過水タンクを水源とした対応手順 

(4) 淡水貯水槽を水源とした対応手順 

(5) 淡水タンクを水源とした対応手順 (6) 海を水源とした対応手順 

(7) ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした対応手順 

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順 

(1) 復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手順 

(2) 淡水貯水槽へ水を補給するための対応手順 1.13.2.3 水源を切り替

えるための対応手順 

(1) 高圧炉心スプレイ系の水源切替え 

(2) 淡水から海水への切替え 

(3) 外部水源から内部水源への切替え 

 

②重大事故等により、原子炉圧力容器への注水手段又は原子炉格納容器

内の冷却手段の水源となる復水貯蔵タンクが破損した場合の主な代

替手段 

1.13.2.1 水源を利用した対応手順 

(1) 復水貯蔵タンクを水源とした対応手順 

(2) サプレッションチェンバを水源とした対応手順 

(3) ろ過水タンクを水源とした対応手順 

(4) 淡水貯水槽を水源とした対応手順 

(5) 淡水タンクを水源とした対応手順 
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(6) 海を水源とした対応手順 

(7) ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした対応手順 

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順 

(1) 復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手順 

(2) 淡水貯水槽へ水を補給するための対応手順 

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順 

(1) 高圧炉心スプレイ系の水源切替え 

(2) 淡水から海水への切替え 

(3) 外部水源から内部水源への切替え 

【技術的能力】※３  

１ 「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要と

なる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、設計基準事故対処設

備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量

の水を供給するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

イ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できる手順等

を整備すること。 

ロ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保されていること。 

ハ）海を水源として利用できること。 

二）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

ホ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。 

ヘ）水の供給が中断することがないよう、水源の切替え手順等を定めること。 

 

 

同上 

 

※１；【設備（設置/配備）】：設置許可基準規則第５６条のうち、設備等の設置に関する要求事項 

※２；【設備（措置）】：【設備（設置/配備）】以外の要求事項 

※３；【技術的能力】：重大事故等防止技術的能力基準１．１３ 

※４；「残留熱除去系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水」：残留熱除去系のサポート系故障による手順 

 

○有効性評価（第３７条）で求められている手順 

 有効性評価で解析上考慮されている手順は以下の通りであることを確認した。 

「原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水」等 
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1.13.2 重大事故等時の手順等 

(1)規制要求に対する設備及び手順等について 

a.第５６条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 １）第５６条等に基づく要求事項に対応するための対策とそのため

に必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認す

る。 

   

 

 

 

 

 

第５６条等の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.13.2.1

以降に示す。 

 

１）対策と設備 

第５６条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認した。 

a. 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時の高圧代替注水系による炉心注水。そのために、高圧代替注水系ポンプを重大事故等対処設備とし

て新たに整備するとともに、復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

b. 原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時の残留熱除去系（低圧注水モード）による炉心注水。そのために、サプレッションチェンバ及び残

留熱除去系を重大事故等対処設備として位置付ける。 

c. 原子炉圧力容器、原子炉格納容器又は使用済燃料プールへ注水するための淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）からの注水。そのた

めに、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、ホース、ホース延長回収車及び注水用ヘッダを重大事故等対処設備として新たに整備する。 

d. 原子炉圧力容器、原子炉格納容器又は使用済燃料プールへ注水するための海水の注水。そのために、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、ホー

ス、ホース延長回収車及び注水用ヘッダを重大事故等対処設備として新たに整備する。 

e. 復水貯蔵タンクへの淡水の補給。そのために、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、ホース、ホース延長回収車及び注水用ヘッダを重大事故等

対処設備として新たに整備する。 

f. 復水貯蔵タンクへの海水の補給。そのために、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、ホース、ホース延長回収車及び注水用ヘッダを重大事故等

対処設備として新たに整備する。 

g. 淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）への海水の補給。そのために、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、ホース及びホース延長回収車

を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

h. サプレッションチェンバから復水貯蔵タンクへの水源切替。そのために、サプレッションチェンバ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処

設備として位置付ける。 

k. 淡水から海水への水源切替。そのために、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）を新たに重大事故等対処設備として整備する。 

２） １）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針が

第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

   ①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準第 1.0

項（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順

着手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順着手

の判断に必要な計器等が示されていることを確認する。 

 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人員、

作業時間等が示されていることを確認する。 

 

 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等及び②必要な人員等 

 １）に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。 

 

a.「中央制御室からの高圧代替注水系起動」のための手順 

重大事故等の発生時において、復水給水系、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系により炉心注水ができず、かつ、原子炉水位低（レ

ベル3）以上を維持できない場合の復水貯蔵タンクを水源とした炉心注水の手順の整備については「Ⅳ－４．２ 原子炉冷却材圧力バウンダ

リ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備及び手順等」における手順等と同じである。 

 

b.「残留熱除去系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水」のための手順 

重大事故等の発生時において、全交流動力電源が喪失し、常設代替交流電源設備から非常用高圧母線2C系又は2D系への受電の完了後、残留

熱除去系ポンプが使用可能な状況に復旧された場合のサプレッションチェンバを水源とした残留熱除去系ポンプ電源復旧後の炉心注水の手
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③選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、

通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしているこ

順の整備については「Ⅳ－４．４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備及び手順等」における手順等

と同じである。 

 

c.「淡水貯水槽を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による送水」のための手順 

重大事故等の発生時において、復水貯蔵タンク又はサプレッションチェンバを水源とした注水ができない場合には、淡水貯水槽（No.1）及

び淡水貯水槽（No.2）を水源とした注水の手順に着手する。この手順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計9名

により、380分以内に実施する。 

 

d.「海を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による送水」 

重大事故等の発生時において、淡水の注水ができない場合には、海を水源とした注水の手順に着手する。この手順では、ホースの敷設、大

容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計9名により、380分以内に実施する。 

 

e.「淡水貯水槽を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給」 

重大事故等の発生時において、復水貯蔵タンクへの補給が必要な場合には、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）から復水貯蔵タン

クへの補給の手順に着手する。この手順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計10名により、380分以内に実施す

る。 

 

f.「海を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給」 

重大事故等の発生時において、淡水貯水槽（No.1）、淡水貯水槽（No.2）及び淡水タンクから復水貯蔵タンクへの補給ができない場合には、

海水を復水貯蔵タンクに補給する手順に着手する。この手順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計10名により、

380分以内に実施する。 

 

g.「海を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅡ）による淡水貯水槽への補給」 

重大事故等の発生時において、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）が枯渇するおそれがある場合には、海水を淡水貯水槽（No.1）

及び淡水貯水槽（No.2）に補給する手順に着手する。この手順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の起動等を計9名により、

295分以内に実施する。 

 

h.「高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え」 

重大事故等の発生時において、サプレッションプール水温度が80℃に到達した場合のサプレッションチェンバから復水貯蔵タンクへの水源

切替の手順に着手する。この手順では、高圧炉心スプレイ系の水源切替スイッチの操作等を1名により、4分以内に実施する。 

 

i.「復水貯蔵タンクへ補給する水源の切替え」 

重大事故等の発生時において、淡水を水源とした送水又は補給ができない場合には、水源を淡水から海水へ切り替える手順に着手する。復

水貯蔵タンクへの補給を淡水から海水に切り替える手順は、f.の手順と同様である。 

 

③作業環境等 

復水貯蔵タンク又はサプレッションチェンバが水源として使用できない場合、代替水源である淡水貯水槽（No.1）、淡水貯水槽（No.2）及び
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と、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認

する。 

 

 

 

 

海水の選択を明確化して水の供給が中断することがないように水源切替えの優先順位を設定し、重大事故等の収束までの間、十分な量の水

を供給できること、代替水源から水を供給するための設備及び手順等について、ホース及び移送ルートの確保、接続作業等を定め、重大事

故等時に的確かつ柔軟に対処できるよう人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、照明により夜間等でのアクセス性を確

保していること、必要な通信連絡設備を確保していること、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の運搬、接続等を行う作業環境（作業空間、

温度等）に支障がないことなどを確認した。 

 

 

b.第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）有効性評価（第３７条）等において位置付けた対策とそのために

必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認する。 

 

 

 

 

１）対策と設備等 

有効性評価（第３７条）において、炉心を十分に冷却するため、原子炉格納容器の破損を防止するため及び使用済燃料プールの冷却をす

るために、復水貯蔵タンク又はサプレッションチェンバを水源とする原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水、淡水貯水槽（No.1）

及び淡水貯水槽（No.2）を水源とする注水、復水貯蔵タンク又は淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）への補給に必要な対策とそ

のための重大事故等対処設備及び手順等を整備するとしていることを確認した。 

 

２） １）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針が

第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

 

２）手順の方針等 

これらの対策は、（１）a.２）①a.、b.、c.及び e. と同じであるため、必要な重大事故等対処設備も同じであることを確認した。また、

これらに関する重要事故等対処設備の設計方針及び手順等の方針も同じであることを確認した。 

 

(2)優先順位について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）重大事故等防止技術的能力基準第 1.0項（手順等に関する共通的

な要求事項）等を踏まえて、優先すべき手順・操作等が明確になって

いることを確認する。 

「水源を利用した対応手段」及び「水源へ水を補給するための対応手段」について、優先順位が示されていることを確認した。 

詳細については、1.13.2以降に示す。 

 

 

(3)自主的対策のための設備及び手順等について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）自主的対策を含め重大事故等への対処が確実に実施される方針であ

るか。 

①自主的対策のための手順毎に、自主対策設備が示されていること、

自主対策設備として位置付ける理由が示されていることを確認す

る。 

②自主的対策のための手順毎に、手順着手の判断基準、具体的な操作

内容、必要な人員数及び作業時間等が示されていることを確認す

る。 

 

申請者は、自主的な対策として、重大事故等の収束に必要となる水を供給するための自主対策設備及び手順等を整備するとしていることを確

認した。 

 

（１）淡水タンク（純水タンク等）から原子炉圧力容器、原子炉格納容器又は使用済燃料プールへ注水する設備及び手順等 

淡水タンク（純水タンク等）から原子炉圧力容器、原子炉格納容器又は使用済燃料プールへ注水するための設備及び手順等についての主な確

認結果については以下のとおり。具体的な個別手順の確認結果については、1.13.2.1以降に示す。 

 

① 対策と設備 

淡水タンクを水源とした注水のための設備（「表２ 自主対策における自主対策設備」参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい
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 ることを確認した。 

 

② 主な手順等及び手順着手の判断基準等 

① 重大事故等の発生時に、復水貯蔵タンク、サプレッションチェンバ、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）を水源とした注水が

できない場合には、淡水タンクを水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による注水の手順に着手する。この手順では、ホースの敷設、

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計9名により、380分以内に実施する。 

 

（２）復水貯蔵タンクへ補給する設備及び手順等 

復水貯蔵タンクへ補給するための設備及び手順等についての主な確認結果については以下のとおり。具体的な個別手順の確認結果について

は、1.13.2.1以降に示す。 

 

① 対策と設備 

復水貯蔵タンクへの補給のための設備（「表２ 自主対策における自主対策設備」参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしているこ

とを確認した。 

 

② 主な手順等及び手順着手の判断基準等 

① 重大事故等の発生時に、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）から復水貯蔵タンクへの補給ができない場合には、淡水タンクを水

源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給の手順に着手する。この手順では、ホースの敷設、大容量送水ポ

ンプ（タイプⅠ）の起動等を計 10名により、380分以内に実施する。 

② 重大事故等の発生時に、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）から復水貯蔵タンクへの補給ができない場合であって、淡水タンク

及び海を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給ができない場合で、火災が発生していない場合には、

耐震性防火水槽を水源とした化学消防自動車による復水貯蔵タンクへの補給の手順に着手する。この手順では、ホースの敷設、化学消防

自動車の起動等を計6名により、65分以内に実施する。 

 

 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-17 

○個別手順の確認 

審査の視点及び確認事項 

１）対策と設備 

 対応する対策とそのために必要な設備が整理され、明示されていることを確認する。｛対策と設備｝※ 

 ※1.13.2.1以降の「審査の視点及び確認事項」には、便宜的に｛ ｝内の事項で標記する。以下同じ。 

２）手順等の方針 

○規制要求に対応する手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a.判断基準が明確（具体的な数値若しくは状況を示している）であることを確認する。｛判断基準｝ 

b.示された判断基準により手順が適切に着手できるか。（どのような場合に手順に着手するか確認する。）｛着手タイミング｝ 

c.手順着手の判断に必要な計器が特定され、整理されているか確認する。｛判断計器｝ 

②必要な人員等 

a.操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されていることを確認する。｛操作手順｝ 

b.手順の所要時間及び人員数が適切であることを、有効性評価（第３７条）で確認した内容等を用いて確認する。｛所要時間等｝ 

c.操作に必要な計器類が示されていることを確認する。｛操作計器｝ 

d.設備を多用途に用いる場合に、当該用途への系統切替えの容易性を含め、手順が明確化されていることを確認する。｛系統切替え｝ 

 

③作業環境等 

a.作業場におけるアクセスルートの確保されることを確認する。｛アクセスルートの確保｝ 

b.通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしていることを確認する。｛通信設備等｝ 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。｛作業環境｝ 

※ 現場操作を伴わない中央制御室のみで作業を実施する手順については、その旨記載し、a.～c.についての記載は不要。 

 

○自主的対策手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準が示されていることを確認する。｛判断基準｝ 

b. 操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されていることを確認する。｛操作手順｝ 

c. 手順の所要時間及び人員数が示されていることを確認する。｛所要時間等｝ 

 

   

  



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-18 

1.13.2.1 水源を利用した対応手順 

(1) 復水貯蔵タンクを水源とした対応手順 

a 【技術的能力、有効性評価（３７条）】復水貯蔵タンクを水源とした原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水（中央制御室操作） 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、復水給水系による原子炉圧力容器への注水ができず、原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合、自動起動信号（原子炉水位低（レベ

ル 2））による作動、又は中央制御室からの手動操作により原子炉隔離時冷却系を起動し、復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13解釈 1(aにて求

められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

これらの操作手順については、「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

b. 【技術的能力、有効性評価（３７条）】復水貯蔵タンクを水源とした高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、復水給水系及び原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず、原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合、自動起動信

号（原子炉水位低（レベル 2）又はドライウェル圧力高）による作動、又は中央制御室からの手動操作により高圧炉心スプレイ系を起動し、復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を行うものであり、重

大事故等防止技術的能力基準 1.13解釈 1(aにて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

これらの操作手順については、「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

c. 【技術的能力、有効性評価（３７条）】復水貯蔵タンクを水源とした高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水（中央制御室操作） 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動し、復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を行うものであり、重大事故等防止技術的

能力基準 1.13解釈 1(aにて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

（ⅰ）原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の機能喪失時の原子炉圧力容器への注水 

・復水給水系、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系により原子炉圧力容器への注水ができない場合で、原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合。 

上記の操作手順については、「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

（ⅱ）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための原子炉圧力容器への注水 

・炉心損傷を判断した場合において、復水給水系、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず、高圧代替注水系が使用可能な場合。 

上記の操作手順については、「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-19 

d. 【技術的能力】復水貯蔵タンクを水源とした高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水（現場手動操作） 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、復水給水系、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系により原子炉圧力容器への注水ができない場合で、原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上

に維持できない場合であって、中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない場合に、現場での人力による弁の操作により高圧代替注水系を起動し、復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注

水を実施するするものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13解釈 1(aにて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

これらの操作手順については、「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

e. 【技術的能力】復水貯蔵タンクを水源とした原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水（現場手動操作） 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により中央制御室からの操作による原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系での原子炉圧力容器への注水ができない場

合において、中央制御室からの操作及び現場での人力による弁の操作により高圧代替注水系を起動できない場合、又は高圧代替注水系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場

合に、現場での人力による弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起動し、復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13 解釈 1(a にて求められている、

「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

これらの操作手順については、「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

f. 【自主対策】復水貯蔵タンクを水源とした制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水（進展抑制） 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、復水貯蔵タンクを水源とした制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水を行うものであり、そのための設備が「第 1.13－1 表 機能喪失を想定す

る設計基準事故対処設備と整備する手順対応手段、対処設備及び手順書一覧」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対

策設備」のとおり。  

（ⅰ）高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源喪失時の原子炉圧力容器への注水 

・原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり、高圧炉心スプレイ系、原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合で、制御棒駆動水

圧系を使用可能な場合。 

上記の操作手順については、「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

（ⅱ）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための原子炉圧力容器への注水 

・炉心損傷を判断した場合において、制御棒駆動水圧系が使用可能な場合。 

上記の操作手順については、「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

  



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-20 

g. 【技術的能力、有効性評価（３７条）】復水貯蔵タンクを水源とした低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、復水貯蔵タンクを水源とした低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基

準 1.13解釈 1(aにて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

（ⅰ）原子炉圧力容器への注水 

・復水給水系及び非常用炉心冷却系により原子炉圧力容器への注水ができず、原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合であって、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）が使

用可能な場合。 

 上記の操作手順については、「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

（ⅱ）残存溶融炉心の冷却のための原子炉圧力容器への注水 

・原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容器の破損を判断した場合において、代替循環冷却系が使用できず、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水が可

能な場合。 

 上記の操作手順については、「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

（ⅲ）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための原子炉圧力容器への注水 

・炉心損傷を判断した場合において、代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）が使用可能な場合。 

 上記の操作手順については、「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

h. 【技術的能力、有効性評価（３７条）】復水貯蔵タンクを水源とした低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、復水貯蔵タンクを水源とした低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水を行うものであり、重大事故等防止技

術的能力基準 1.13解釈 1(aにて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

（ⅰ）原子炉圧力容器への注水 

・復水給水系、非常用炉心冷却系及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水ができず、原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合で、低圧代替

注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）が使用可能な場合。 

上記の操作手順については、「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

（ⅱ）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための原子炉圧力容器への注水 

・炉心損傷を判断した場合において、代替循環冷却系及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水ができず、非常用交流電源設備により非常用高圧母線 2H系が受電している場合で、

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）が使用可能な場合。 

 上記の操作手順については、「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-21 

i.【技術的能力、有効性評価（３７条）】復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイを実施するものであり、重大事故等防止技

術的能力基準 1.13解釈 1(aにて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

（ⅰ）原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合において、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）が使用可能な場合で、原子炉格納容器内へのスプレイ起

動の判断基準に到達した場合。 

（ⅱ）原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合において、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができず、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）が使用可能な場合で、原子炉格納容

器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合。 

これらの操作手順については、「1.6 原子炉格納容器内の冷却のための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

j. 【技術的能力、有効性評価（３７条）】復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水を行うものであり、重大事故等防

止技術的能力基準 1.13解釈 1(aにて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

（ⅰ）原子炉格納容器下部への初期水張り 

原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合で、代替循環冷却系、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）による原子炉格納容器下部

への注水ができず、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）が使用可能な場合。 

（ⅱ）原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水 

原子炉圧力容器の破損の徴候及び破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で、代替循環冷却系、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）及び原子炉格納容器代替

スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水ができず、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）が使用可能な場合。 

これらの操作手順については、「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-22 

k. 【技術的能力、有効性評価（３７条）】復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水を行うものであり、重大事故等防止技術的

能力基準 1.13解釈 1(aにて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

（ⅰ）原子炉格納容器下部への初期水張り 

原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合で、代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水ができず、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）が使用可能な場合。 

（ⅱ）原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水 

原子炉圧力容器の破損の徴候及び破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で、代替循環冷却系及び原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）による原子炉格納容器

下部への注水ができず、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）が使用可能な場合。 

これらの操作手順については、「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

l. 【自主対策】復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器頂部注水系（常設）による原子炉ウェルへの注水 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、炉心損傷を判断した場合であって、原子炉格納容器内の温度が 171℃を超えるおそれのある場合で、原子炉格納容器頂部注水系（常設）による原子炉ウェルへの注水が使

用可能な場合に、復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器頂部注水系（常設）による原子炉ウェルへの注水を行うものであり、そのための設備が「第 1.13－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整

備する手順対応手段、対処設備及び手順書一覧」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。ことを確

認した。 

これらの操作手順については、「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

  



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-23 

(2) サプレッションチェンバを水源とした対応手順 

a. 【技術的能力、有効性評価（３７条）】サプレッションチェンバを水源とした高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、復水給水系及び原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず、原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合に、サプレッ

ションチェンバを水源とした高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13 解釈 1(a にて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分

な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

これらの操作手順については、「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

b.【技術的能力、有効性評価（３７条）】サプレッションチェンバを水源とした残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、サプレッションチェンバを水源とした残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基

準 1.13解釈 1(aにて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

（ⅰ）残留熱除去系（低圧注水モード）が健全な場合の原子炉圧力容器への注水 

・復水給水系、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず、原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合。 

（ⅱ）残留熱除去系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水 

・常設代替交流電源設備により非常用高圧母線 2C系又は 2D系の受電が完了し、残留熱除去系（低圧注水モード）が使用可能な状態に復旧された場合。 

これらの操作手順については、「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

c.【技術的能力、有効性評価（３７条）】サプレッションチェンバを水源とした低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、サプレッションチェンバを水源とした低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13解釈 1(a

にて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

（ⅰ）低圧炉心スプレイ系が健全な場合の原子炉圧力容器への注水 

・復水給水系、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず、原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合。 

（ⅱ）低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水 

・常設代替交流電源設備により非常用高圧母線 2C系の受電が完了し、残留熱除去系（低圧注水モード）が復旧できず、低圧炉心スプレイ系が使用可能な状態に復旧された場合。 

これらの操作手順については、「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-24 

d. 【技術的能力、有効性評価（３７条）】サプレッションチェンバを水源とした代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、サプレッションチェンバを水源とした代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13解釈 1(aに

て求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

（ⅰ）原子炉圧力容器への注水 

・復水給水系、非常用炉心冷却系及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水ができず、原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合において、代

替循環冷却系が使用可能な場合。 

上記の操作手順については、「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

（ⅱ）残存溶融炉心の冷却のための原子炉圧力容器への注水 

・原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容器の破損を判断した場合において、代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。 

上記の操作手順については、「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

（ⅲ）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための原子炉圧力容器への注水 

・炉心損傷を判断した場合において、復水給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず、代替循環冷却系が使用可能な場合。 

上記の操作手順については、「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

e. 【技術的能力、有効性評価（３７条）】サプレッションチェンバを水源とした残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容器内の除熱 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、サプレッションチェンバを水源とした残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容器内の除熱を行うものであり、重大事故等防止

技術的能力基準 1.13解釈 1(aにて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

（ⅰ）残留熱除去系が健全な場合の原子炉格納容器内へのスプレイ 

・原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合。 

（ⅱ）残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前） 

・常設代替交流電源設備によりにより非常用高圧母線 2C 系又は 2D 系の受電が完了し、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が使用可能な状態に復旧された場合で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判

断基準に到達した場合。 

（ⅲ）残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後） 

・炉心損傷を判断した場合において、常設代替交流電源設備により非常用高圧母線 2C 系又は 2D 系の受電が完了し、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が使用可能な状態に復旧された場合で、原子炉格納

容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合。 

これらの操作手順については、「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

  

 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-25 

f.【技術的能力】残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）によるサプレッションチェンバプール水の除熱 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）によるサプレッションチェンバプール水の除熱を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準

1.13解釈 1(aにて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

（ⅰ）残留熱除去系が健全な場合のサプレッションプールの除熱 

残留熱除去系が健全な場合、下記のいずれかの状態に該当した場合。 

・主蒸気逃がし安全弁開固着 

・サプレッションプール水温度指示値が規定温度以上 

・圧力抑制室内空気温度指示値が規定温度以上 

（ⅱ）残留熱除去系電源復旧後のサプレッションプールの除熱（炉心損傷前） 

・常設代替交流電源設備により非常用高圧母線 2C系又は 2D系の受電が完了し、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）が使用可能な状態 に復旧された場合。 

（ⅲ）残留熱除去系電源復旧後のサプレッションプールの除熱（炉心損傷後） 

・炉心損傷を判断した場合において、常設代替交流電源設備により非常用高圧母線 2C系又は 2D系の受電が完了し、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）が使用可能な状態に復旧された場合。 

これらの操作手順については、「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

g.【技術的能力、有効性評価（３７条）】サプレッションチェンバを水源とした代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、炉心損傷を判断した場合であって、残留熱除去系の復旧に見込みがなく原子炉格納容器内の減圧及び除熱が困難な状況で、以下の条件が全て成立した場合に、サプレッ

ションチェンバを水源とした代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13 解釈 1(a にて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、

十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

・代替循環冷却系が使用可能であること。 

・原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却水系のいずれかによる冷却水供給が可能であること。 

・原子炉格納容器内のドライ条件の酸素濃度が 4.3vol%以下であること。 

これらの操作手順については、「1.7 原子炉格納容器内の過圧破損を防止するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

h.【技術的能力】サプレッションチェンバを水源とした代替循環冷却系使用時における補機冷却水確保 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、炉心損傷を判断した場合で代替循環冷却系を使用する場合に、サプレッションチェンバを水源とした代替循環冷却系使用時における補機冷却水確保を行うものであり、

重大事故等防止技術的能力基準 1.13解釈 1(aにて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

これらの操作手順については、「1.7 原子炉格納容器内の過圧破損を防止するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-26 

i. 【技術的能力、有効性評価（３７条）】サプレッションチェンバを水源とした代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、サプレッションチェンバを水源とした代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13 解釈

1(aにて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

（ⅰ）原子炉格納容器下部への初期水張り 

・原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合で、代替循環冷却系が使用可能な場合。 

（ⅱ）原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水 

・原子炉圧力容器の破損の徴候及び破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で、代替循環冷却系が使用可能な場合。 

これらの操作手順については、「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

  

 

j. 【技術的能力、有効性評価（３７条）】サプレッションチェンバを水源とした原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、サプレッションチェンバを水源とした原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水を行うものであり、

重大事故等防止技術的能力基準 1.13解釈 1(aにて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

（ⅰ）原子炉格納容器下部への初期水張り 

・原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合で、代替循環冷却系及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水ができず、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代

替循環冷却ポンプ）が使用可能な場合。 

（ⅱ）原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水 

・原子炉圧力容器の破損の徴候及び破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で、代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水ができず、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代

替循環冷却ポンプ）が使用可能な場合。 

これらの操作手順については、「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

  

 

  



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-27 

(3) ろ過水タンクを水源とした対応手順 

a. 【自主対策】ろ過水タンクを水源としたろ過水ポンプによる原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、ろ過水ポンプを水源としたろ過水ポンプによる原子炉圧力容器内への注水を行うものであり、そのための設備が「第 1.13－1 表 機能喪失を想定する設

計基準事故対処設備と整備する手順対応手段、対処設備及び手順書一覧」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設

備」のとおり。 

（ⅰ）原子炉圧力容器への注水機能喪失時の原子炉圧力容器への注水 

・復水給水系、 非常用炉心冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、代替循環冷却系及び低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水ができず、原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合において、ろ過水ポンプが使用可能な場合。 

上記の操作手順については、「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

（ⅱ）残存溶融炉心の冷却のための原子炉圧力容器への注水 

・原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容器の破損を判断した場合において、代替循環冷却系及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）が使用できず、ろ過水ポンプによる原子炉圧力

容器への注水が可能な場合。 

上記の操作手順については、「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

（ⅲ）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための原子炉圧力容器への注水 

・炉心損傷を判断した場合において、代替循環冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水ができず、ろ過水ポンプ

が使用可能な場合。 

上記の操作手順については、「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

b. 【自主対策】ろ過水タンクを水源としたろ過水ポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイ 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、ろ過水ポンプを水源としたろ過水ポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイを行うものであり、そのための設備が「第 1.13－1 表 機能喪失を想定す

る設計基準事故対処設備と整備する手順対応手段、対処設備及び手順書一覧」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対

策設備」のとおり。 

（ⅰ）ろ過水ポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前） 

・残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイができず、ろ過水ポンプが使用

可能な場合で、原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合。 

（ⅱ）ろ過水ポンプによる原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後） 

・炉心損傷を判断した場合において、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプ

レイができず、ろ過水ポンプが使用可能な場合で、 原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合。 

これらの操作手順については、「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-28 

c. 【自主対策】ろ過水タンクを水源としたろ過水ポンプによる原子炉格納容器下部への注水 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、ろ過水タンクを水源としたろ過水ポンプによる原子炉格納容器下部への注水を行うものであり、そのための設備が「第 1.13－1 表 機能喪失を想定する

設計基準事故対処設備と整備する手順対応手段、対処設備及び手順書一覧」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策

設備」のとおり。 

（ⅰ）原子炉格納容器下部への初期水張り 

・ろ過水ポンプ（ペデスタル注水配管使用）の場合は、原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合で、代替循環冷却系、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容器下部注水系（常設）

（代替循環冷却ポンプ）及び原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水ができず、ろ過水ポンプ（ペデスタル注水配管使用）が使用可能な場合。 

・ろ過水ポンプ（スプレイ管使用）の場合は、原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が 300℃に達した場合で、代替循環冷却系、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環

冷却ポンプ）、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及びろ過水ポンプ（ペデスタル注水配管使用）による原子炉格納容器下部への注水ができず、ろ過水ポンプ（スプレイ管使用）が使用可能な場

合。 

（ⅱ）原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水 

・ろ過水ポンプ（スプレイ管使用）の場合は、原子炉圧力容器の破損の徴候及び破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で、代替循環冷却系、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代

替循環冷却ポンプ）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水ができず、ろ過水ポンプ（スプレイ管使用）が使用

可能な場合。 

・ろ過水ポンプ（ペデスタル注水配管使用）の場合は、原子炉圧力容器の破損の徴候及び破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で、代替循環冷却系，原子炉格納容器下部注水系（常

設）（代替循環冷却ポンプ）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及びろ過水ポンプ（スプレイ管使用）による原子炉格納容器下部への注水ができず、

ろ過水ポンプ（ペデスタル注水配管使用）が使用可能な場合。 

これらの操作手順については、「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

d. 【自主対策】ろ過水タンクを水源としたろ過水ポンプによる使用済燃料プールへの注水 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、以下のいずれかの状況に至り、ろ過水ポンプが使用可能な場合に、ろ過水タンクを水源としたろ過水ポンプによる使用済燃料プールへの注水を行うものであり、そのための設備が「第 1.13－1 表 機

能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順対応手段、対処設備及び手順書一覧」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策

における自主対策設備」のとおり。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し、復旧が見込めない場合。 

これらの操作手順については、「1.11 使用済燃料貯槽の冷却のための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-29 

(4) 淡水貯水槽を水源とした対応手順 

a. 【技術的能力】淡水貯水槽を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による送水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等の発生時において、原子炉圧力容器への注水、原子炉格納容器内の冷却、原子炉格納容器下部への注水、原子炉ウェルへの注水及び使用済燃料プールの冷

却に用いる常設の設備が使用できない場合に、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による各種注水を行う。また、原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置の水位が低下した場合に、

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による補給を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．１３で求められている「解釈 1(a、（ｆにて求められている、「想定される重大事故等

の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係る手順である。そのための設備は、「第 1.13－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順対応手段、対処設

備及び手順書一覧」に整理され、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、ホース等を重大事故等対処設備として新たに整備するとしていることを確認した。本手順では重大事故等対応要員に

よる水源特定、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の設置、接続口までのホース接続及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による送水までの手順を整備し、接続口から注水等が必要な箇所

までの操作手順については各条文にて整備することを確認した。 

２）手順の方針 

 ①手順着手の判断 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

a. 当該手順では、重大事故等の発生時において、復水貯蔵タンク、サプレッションチェンバ及びろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水ができない場合。ま

た、原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置の水位が通常水位を下回ると判断した場合には、淡水貯水槽を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による送水の手順に着

手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 判断基準である「復水貯蔵タンク、サプレッションチェンバ及びろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水ができない場合。また、原子炉格納容器フィルタ

ベント系フィルタ装置の水位が通常水位を下回ると判断した場合」を「水源の確保」で確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断基準における監視項目が「水源の確保」等であること、その監視項目のための計器が「復水貯蔵タンク水位」、「復水貯蔵タンク水位（SA）」等であることを確

認した。 

また、それが、「第 1.13－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該操作手順は、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を行い、淡水貯水槽を水源として、重大事故等対応要員による水源特定、 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

の配置、ホース延長回収車を使用し注水用ヘッダまでのホース接続及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による送水を行う手順であり、「第 1.13－3 図 淡水貯水槽を水源とした大

容量送水ポンプ（タイプⅠ）による送水 タイムチャート」を踏まえ、現場でのホース敷設等の必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計 9名により、380分以内に実施するとしていることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.13－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の運搬、接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.13.3において、以下のとおり示されている。 

 アクセスルートについて、車両付属の作業用照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携帯していることから、夜間においても接近可能である。また、アクセスル

ート上に支障となる設備はない。 

 通常の連絡手段として、電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、重大事故等の環境下において、通常の連絡手段が使用不能となった場

合でも、無線電話設備（携帯型）により発電所対策本部へ連絡することが可能である。 

 作業環境について、車両付属の作業用照明、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があることから、

操作は防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-30 

b. 【技術的能力】淡水貯水槽を水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下のいずれかの場合に、淡水貯水槽を水源とした低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13解

釈 1(aにて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

（ⅰ）原子炉圧力容器への注水機能喪失時の原子炉圧力容器への注水 

・復水給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず、原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合において、低圧代替注水系（可搬型）が使用可能な場合。 

上記の操作手順については、「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

（ⅱ）残存溶融炉心の冷却のための原子炉圧力容器への注水 

・原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容器の破損を判断した場合において、低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。 

上記の操作手順については、「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

（ⅲ）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための原子炉圧力容器への注水 

・炉心損傷を判断した場合において、復水貯水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合において、低圧代替注水系（可搬型）が使用可能な場合。 

上記の操作手順については、「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

c. 【技術的能力、有効性評価（３７条）】淡水貯水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下のいずれかの場合に、淡水貯水槽を水源とした原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却を行うものであり、重大事故等防止技

術的能力基準 1.13解釈 1(aにて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

（ⅰ）原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合において、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型） が使用可能な場合。 

（ⅱ）原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合において、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができず、 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）が使用可能な場合。 

これらの操作手順については、「1.6 原子炉格納容器内の冷却のための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

d. 【技術的能力】淡水貯水槽を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への水補給 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、フィルタ装置の水位が規定水位まで低下した場合に、淡水貯水槽を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への

水補給を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13解釈 1(aにて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

これらの操作手順については、「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」及び「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-31 

e. 【技術的能力、有効性評価（３７条）】淡水貯水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、淡水貯水槽を水源とした原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）により原子炉格納容器下部への注水を

行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13 解釈 1(a、（cにて求められている、「海を水源として想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

（a）淡水貯水槽を水源とした原子炉格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水 

・原子炉圧力容器の破損の徴候及び破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で、原子炉格納容器下部注水系（可搬型）が使用可能な場合。 

（b）淡水貯水槽を水源とした原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水 

・原子炉圧力容器の破損の徴候及び破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）が使用可能な場合。 

これらの操作手順については、「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

f. 【自主対策】淡水貯水槽を水源とした原子炉ウェルへの注水 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、炉心損傷を判断した場合であって、原子炉格納容器内の温度が 171℃を超えるおそれがある場合で、原子炉格納容器頂部注水系（可搬型）が使用可能な場合に、淡水貯水

槽を水源とした原子炉格納容器頂部注水系（可搬型）による原子炉ウェルへの注水を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13 解釈 1(a にて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十

分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

 これらの操作手順については、「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-32 

g. 【技術的能力、有効性評価（３７条）】淡水貯水槽を水源とした使用済燃料プールへの注水／スプレイ 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

a. 当該手順では、重大事故等の発生時において、以下の場合に、淡水貯水槽を水源とした燃料プール代替注水系（常設配管）又は燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの注水並びに燃料プー

ルスプレイ系（常設配管）又は燃料プールスプレイ系（可搬型）による使用済燃料プールへのスプレイを行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13 解釈 1(a にて求められている、「想定される重大事故等

の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

（a）淡水貯水槽を水源とした燃料プール代替注水系（常設配管）による使用済燃料プールへの注水 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し、復旧が見込めない場合 

（b）淡水貯水槽を水源とした燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの注水 

以下のいずれかの状況に至り、燃料プール代替注水系（常設配管）による使用済燃料プールへの注水ができない場合で、燃料取替床にアクセスできる場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し、復旧が見込めない場合。 

（c）淡水貯水槽を水源とした燃料プールスプレイ系（常設配管）による使用済燃料プールへのスプレイ 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し、さらに以下のいずれかの状況に至った場合。 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・使用済燃料貯蔵ラック上端＋6,000mmを下回る水位低下を使用済燃料プール水位／温度にて確認した場合。 

（d）淡水貯水槽を水源とした燃料プールスプレイ系（可搬型）による使用済燃料プールへのスプレイ 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し、さらに以下のいずれかの状況に至り、燃料プールスプレイ系（常設配管）による使用済燃料プールへのスプレイができない場合で、燃料取替床へアクセス

できる場合。 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・使用済燃料貯蔵ラック上端＋6,000mmを下回る水位低下を使用済燃料プール水位／温度にて確認した場合。 

これらの操作手順については、「1.11 使用済燃料貯槽の冷却のための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

  



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-33 

(5) 淡水タンクを水源とした対応手順 

a.【自主対策】淡水タンクを水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による送水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等の発生時において、原子炉圧力容器への注水、原子炉格納容器内の冷却、原子炉格納容器下部への注水、原子炉ウェルへの注水及び使用済燃料プールの冷

却に用いる常設の設備が使用できない場合に、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による各種注水を行う。また、原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置の水位が低下した場合に、

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による補給を行うものであり、そのための設備が「第 1.13－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順対応手段、対処設備及び

手順書一覧」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

２）手順の方針 

a. 判断基準 

 

 

b. 操作手順 

 

c. 所要時間等 

 

a. 当該手順では、重大事故等の発生時において、復水貯蔵タンク、サプレッションチェンバ及び淡水貯水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水ができない場合。また、

原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置の水位通常水位を下回ると判断した場合には、淡水タンクを水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による送水の手順に着手する

としており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 当該操作手順は、淡水タンクから大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いて送水する手順であり、「第 1.13－5 図 淡水タンクを水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による送

水 タイムチャート」等を踏まえ、当該手順に必要な手段が示されていることを確認した。 

c. この手順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計 9名により、380分以内に実施することを確認した。 

 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-34 

b. 【自主対策】淡水タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、淡水タンクを水源とした低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水を行うものであり、そのための設備

が「第 1.13－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順対応手段、対処設備及び手順書一覧」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策

設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

（ⅰ）原子炉圧力容器への注水機能喪失時の原子炉圧力容器への注水 

・復水給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず、原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合において、低圧代替注水

系（可搬型）が使用可能な場合。 

（ⅱ）残存溶融炉心の冷却のための原子炉圧力容器への注水 

・原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容器の破損を判断した場合において、低圧代替注水系（可搬型）による注水が可能な場合。 

（ⅲ）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための原子炉圧力容器への注水 

・炉心損傷を判断した場合において、復水給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず、低圧代替注水系（可搬型）が使用可能な場合。 

２）手順の方針 

a. 判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 操作手順 

 

c. 所要時間等 

 

a. 当該手順では、重大事故等の発生時において、以下の場合に、淡水タンクを水源とした低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水の手順に着手するとしており、手

順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

（ⅰ）原子炉圧力容器への注水機能喪失時の原子炉圧力容器への注水 

・復水給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず、原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合において、低圧代替注水

系（可搬型）が使用可能な場合。 

（ⅱ）残存溶融炉心の冷却のための原子炉圧力容器への注水 

・原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容器の破損を判断した場合において、低圧代替注水系（可搬型）による注水が可能な場合。 

（ⅲ）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための原子炉圧力容器への注水 

・炉心損傷を判断した場合において、復水給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず、低圧代替注水系（可搬型）が使用可能な場合。 

b. 当該操作手順は、「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」、「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備す

るとしていることを確認した。 

c. この手順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計 10名により、385分以内に実施することを確認した。 

 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-35 

c. 【自主対策】淡水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、淡水タンクを水源とした原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却を行うものであ

り、そのための設備が「第 1.13－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順対応手段、対処設備及び手順書一覧」に整理されていることを確認した。主な自主

対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

（ⅰ）原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前） 

・残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合において、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）が使用可能な場合。 

（ⅱ）原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後） 

・炉心損傷を判断した場合において、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができず、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）

が使用可能な場合。 

２）手順の方針 

a. 判断基準 

 

 

 

 

 

 

b. 操作手順 

  c. 所要時間等 

 

a. 当該手順では、重大事故等の発生時において、以下の場合に、淡水タンクを水源とした原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却の手順に着手

するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

（ⅰ）原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前） 

・残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合において、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）が使用可能な場合。 

（ⅱ）原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後） 

・炉心損傷を判断した場合において、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができず、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）

が使用可能な場合。 

b. 当該操作手順は、「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

c. この手順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計 10名により、385分以内に実施することを確認した。 

 

 

d. 【自主対策】淡水タンクを水源とした原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等の発生時において、フィルタ装置の水位が規定水位まで低下した場合に、淡水タンクを水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉格納容器フ

ィルタベント系フィルタ装置への水補給を行うものであり、そのための設備が「第 1.13－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順対応手段、対処設備及び手

順書一覧」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

２）手順の方針 

a. 判断基準 

 

b. 操作手順 

c. 所要時間等 

 

a. 当該手順では、重大事故等の発生時において、フィルタ装置の水位が規定水位まで低下した場合に、淡水タンクを水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉格納容器

フィルタベント系フィルタ装置への水補給の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 当該操作手順は、「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」、「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

c. この手順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計 12名により、380分以内に実施することを確認した。 

 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-36 

e. 【自主対策】淡水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、淡水タンクを水源とした原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）によ

る原子炉格納容器下部への注水を行うものであり、そのための設備が「第 1.13－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順対応手段、対処設備及び手順書一覧」

に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

（a）淡水タンクを水源とした原子炉格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水 

・原子炉原子炉圧力容器の破損の徴候及び破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉

格納容器下部への注水ができず、原子炉格納容器下部注水系（可搬型）が使用可能な場合。 

（b）淡水タンクを水源とした原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水 

・原子炉圧力容器の破損の徴候及び破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）が使用可能な場合。 

２）手順の方針 

a. 判断基準 

 

 

 

 

 

 

b. 操作手順 

c. 所要時間等 

 

a. 当該手順では、重大事故等の発生時において、以下の場合に、淡水タンクを水源とした原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）に

よる原子炉格納容器下部への注水の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

（a）淡水タンクを水源とした原子炉格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水 

・原子炉原子炉圧力容器の破損の徴候及び破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉

格納容器下部への注水ができず、原子炉格納容器下部注水系（可搬型）が使用可能な場合。 

（b）淡水タンクを水源とした原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水 

・原子炉圧力容器の破損の徴候及び破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）が使用可能な場合。 

b. 当該操作手順は、「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

c. この手順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計 12名により、385分以内に実施することを確認した。 

 

 

f. 【自主対策】淡水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等の発生時において、炉心損傷を判断した場合であって、原子炉格納容器内の温度が 171℃を超えるおそれがある場合で、原子炉格納容器頂部注水系（可搬型）

が使用可能な場合に、淡水タンクを水源とした原子炉格納容器頂部注水系（可搬型）による原子炉ウェル注水を行うものであり、そのための設備が「第 1.13－1表 機能喪失を想定す

る設計基準事故対処設備と整備する手順対応手段、対処設備及び手順書一覧」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、

「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

２）手順の方針 

a. 判断基準 

 

 

b. 操作手順 

c. 所要時間等 

 

a. 当該手順では、重大事故等の発生時において、炉心損傷を判断した場合であって、原子炉格納容器内の温度が 171℃を超えるおそれがある場合で、原子炉格納容器頂部注水系（可

搬型）が使用可能な場合に、淡水タンクを水源とした原子炉格納容器頂部注水系（可搬型）による原子炉ウェル注水の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な

状態で示されていることを確認した。 

b. 当該操作手順は、「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

c. この手順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計 10名により、380分以内に実施することを確認した。 

 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-37 

g. 【自主対策】淡水タンクを水源とした使用済燃料プールへの注水／スプレイ 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、淡水タンクを水源とした燃料プール代替注水系（常設配管）又は燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プ

ールへの注水並びに燃料プールスプレイ系（常設配管）又は燃料プールスプレイ系（可搬型）による使用済燃料プールへのスプレイを行うものであり、そのための設備が「第 1.13－1

表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順対応手段、対処設備及び手順書一覧」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置

付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

（a）淡水タンクを水源とした燃料プール代替注水系（常設配管）による使用済燃料プールへの注水 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し、復旧が見込めない場合。 

（b）淡水タンクを水源とした燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの注水 

以下のいずれかの状況に至り、燃料プール代替注水系（常設配管）による使用済燃料プールへの注水ができない場合で、燃料取替床へアクセスできる場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し、復旧が見込めない場合。 

（c）淡水タンクを水源とした燃料プールスプレイ系（常設配管）による使用済燃料プールへのスプレイ 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し、さらに以下のいずれかの状況に至った場合。 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・使用済燃料貯蔵ラック上端＋6,000mmを下回る水位低下を使用済燃料プール水位／温度にて確認した場合。 

（d）淡水タンクを水源とした燃料プールスプレイ系（可搬型）による使用済燃料プールへのスプレイ 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し、さらに以下のいずれかの状況に至り、燃料プールスプレイ系（常設配管）による使用済燃料プールへのスプレイができない

場合で、燃料取替床へアクセスできる場合。 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・使用済燃料貯蔵ラック上端＋6,000mmを下回る水位低下を使用済燃料プール水位／温度にて確認した場合。 

２）手順の方針 

a. 判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 当該手順では、重大事故等の発生時において、以下の場合に、淡水タンクを水源とした原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）に

よる原子炉格納容器下部への注水の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

（a）淡水タンクを水源とした燃料プール代替注水系（常設配管）による使用済燃料プールへの注水 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し、復旧が見込めない場合 

（b）淡水タンクを水源とした燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの注水 

以下のいずれかの状況に至り、燃料プール代替注水系（常設配管）による使用済燃料プールへの注水ができない場合で、燃料取替床へアクセスできる場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し、復旧が見込めない場合。 

（c）淡水タンクを水源とした燃料プールスプレイ系（常設配管）による使用済燃料プールへのスプレイ 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し、さらに以下のいずれかの状況に至った場合。 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・使用済燃料貯蔵ラック上端＋6,000mmを下回る水位低下を使用済燃料プール水位／温度にて確認した場合。 

（d）淡水タンクを水源とした燃料プールスプレイ系（可搬型）による使用済燃料プールへのスプレイ 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-38 

 

 

 

 

b. 操作手順 

c. 所要時間等 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し、さらに以下のいずれかの状況に至り、燃料プールスプレイ系（常設配管）による使用済燃料プールへのスプレイができない

場合で、燃料取替床へアクセスできる場合。 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・使用済燃料貯蔵ラック上端＋6,000mmを下回る水位低下を使用済燃料プール水位／温度にて確認した場合。 

b. 当該操作手順は、「1.11 使用済燃料貯槽の冷却のための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

c. この手順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計 13名により、380分以内に実施することを確認した。 

 

 

h. 【自主対策】淡水タンクを水源とした使用済燃料プールへのスプレイ 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等の発生時において、化学消防自動車及び大型化学高所放水車による燃料プールスプレイ系（常設配管）を用いた使用済燃料プールへのスプレイが使用可能

であり、使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し、さらに以下のいずれかの状況に至った場合に、淡水タンクを水源とした化学消防自動車及び大型化学高所放水車に

よる燃料プールスプレイ系（常設配管）を使用した使用済燃料プールへのスプレイを行うものであり、そのための設備が「第 1.13－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備

と整備する手順対応手段、対処設備及び手順書一覧」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策におけ

る自主対策設備」のとおり。 

・使用済燃料プールの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・使用済燃料貯蔵ラック上端＋6,000mmを下回る水位低下を使用済燃料プール水位／温度にて確認した場合。 

２）手順の方針 

a. 判断基準 

 

 

 

 

 

b. 操作手順 

c. 所要時間等 

 

a. 当該手順では、重大事故等の発生時において、化学消防自動車及び大型化学高所放水車による燃料プールスプレイ系（常設配管）を用いた使用済燃料プールへのスプレイが使用可

能であり、使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し、さらに以下のいずれかの状況に至った場合に、淡水タンクを水源とした化学消防自動車及び大型化学高所放水

車による燃料プールスプレイ系（常設配管）を使用した使用済燃料プールへのスプレイの手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確

認した。 

・使用済燃料プールの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・使用済燃料貯蔵ラック上端＋6,000mmを下回る水位低下を使用済燃料プール水位／温度にて確認した場合。 

b. 当該操作手順は、「1.11 使用済燃料貯槽の冷却のための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

c. この手順では、ホースの敷設、化学消防自動車及び大型化学高所放水車の起動、使用済燃料プールへのスプレイを計 7名により、125分以内に実施することを確認した。 

 

  



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-39 

 (6) 海を水源とした対応手順 

a. 【技術的能力】海を水源とした大容量送水ポンプによる送水（各種注水） 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等時において、海を水源とした原子炉圧力容器への注水、 原子炉格納容器内の冷却、 原子炉格納容器下部への注水、 原子炉ウェルへの注水及び使用済燃料

プールの冷却に用いる常設の設備が使用できない場合に大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による各種注水を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13の解釈 1 a)、c)にて求

められている「海を水源として想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係る手段であり、そのための重大事故等対処設備は「第 1.13－1 表 機能喪

失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順対応手段、対処設備及び手順書一覧」に整理され、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、ホース等を重大事故等対処設備として新たに整

備するとしていることを確認した。 

本手順では重大事故等対応要員による水源特定、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配置、接続口までのホース接続及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による送水までの手順を整備

し、接続口から注水等が必要な箇所までの操作手順については各条文にて整備することを確認した。 

２）手順の方針 

 ①手順着手の判断 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 重大事故等の発生時において、復水貯蔵タンク、サプレッションチェンバ、ろ過水タンク、淡水タンク、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）を水源とした原子炉圧力容器

への注水等の各種注水ができない場合には、海を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による各種注水の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示

されていることを確認した。 

b. 判断基準である「復水貯蔵タンク、サプレッションチェンバ、ろ過水タンク、淡水タンク、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）を水源とした原子炉圧力容器への注水等の

各種注水ができない場合」を「水源の確保」で確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「水源の確保」等であること、その監視項目のための計器が「復水貯蔵タンク水位、復水貯蔵タンク水位（SA）」であることを確認した。

また、それらの計器が、「第 1.13－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該操作手順は、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配置、接続口までのホース接続及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による送水までの手順であり、「第 1.13－7 図 海を水源と

した大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による送水（各種注水） タイムチャート（1/2）（取水口から海水を取水する場合（山側ルート））」、「第 1.13－8 図 海を水源とした大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）による送水（各種注水） タイムチャート（2/2）（海水ポンプ室から海水を取水する場合）」を踏まえ、現場でのホース敷設等の必要な手段が示されているこ

とを確認した。 

b. この手順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計 9名により、380分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.13－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 弁操作等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.13.3において、以下のとおり示されている。 

 アクセスルートについて、車両付属の作業用照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携帯していることから、夜間においてもアクセス可能である。また、アクセ

スルート上に支障となる設備はない。 

 通常の連絡手段として、電力保安通信用電話設備（PHS設備）及び送受話器（ページング）を配備しており、重大事故等の環境下において、通常の連絡手段が使用不能となった場

合でも、無線連絡設備（携帯型）により発電所対策本部へ連絡することが可能である。 

 作業環境について、車両付属の作業用照明、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により夜間における作業性を確保する。放射性物質が放出される可能性があることから防護

具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 

 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-40 

b. 【技術的能力】海を水源とした大容量送水ポンプによる送水（各種供給） 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等時において、海を水源とした最終ヒートシンク（海洋）への代替熱輸送、大気への放射性物質の拡散抑制及び航空機燃料火災への泡消火が必要な場合に大

容量送水ポンプ（タイプⅠ）又は大容量送水ポンプ（タイプⅡ）による各種海水供給を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13の解釈 1 a)、c)にて求められている「海

を水源として想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係る手段であり、そのための重大事故等対処設備は「第 1.13－1 表 機能喪失を想定する設計

基準事故対処設備と整備する手順対応手段、対処設備及び手順書一覧」に整理され、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、ホース等を重大事故等対処設備

として新たに整備するとしていることを確認した。 

本手順では重大事故等対応要員による水源特定、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）又は大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の配置、接続口までのホース接続及び大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）又は大容量送水ポンプ（タイプⅡ）による送水までの手順を整備し、供給先以降の操作手順については各条文にて整備することを確認した。 

２）手順の方針 

 ①手順着手の判断 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 重大事故等の発生時において、海を水源とした最終ヒートシンク（海洋）への代替熱輸送、大気への放射性物質の拡散抑制及び航空機燃料火災への泡消火が必要な場合には、海を

水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）又は大容量送水ポンプ（タイプⅡ）による各種海水供給の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されてい

ることを確認した。 

b. 判断基準である「海を水源とした最終ヒートシンク（海洋）への代替熱輸送、大気への放射性物質の拡散抑制及び航空機燃料火災への泡消火が必要な場合」を「水源の確保」で確

認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「水源の確保」等であること、その監視項目のための計器が「復水貯蔵タンク水位、復水貯蔵タンク水位（SA）」であることを確認した。

また、それらの計器が、「第 1.13－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該操作手順は、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）又は大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の配置、接続口までのホース接続及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）又は大容量送水ポンプ（タ

イプⅡ）による送水までの手順であり、「第 1.13－11 図 海を水源とした大容量送水ポンプによる送水（各種供給） タイムチャート（1/2）（取水口から海水を取水する場合（山

側ルート））」、「第 1.13－12 図 海を水源とした大容量送水ポンプによる送水（各種供給） タイムチャート（2/2）（海水ポンプ室から海水を取水する場合）」を踏まえ、現場での

ホース敷設等の必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）又は大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の起動等を計 6名により、540分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.13－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 弁操作等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.13.3において、以下のとおり示されている。 

 アクセスルートについて、車両付属の作業用照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携帯していることから、夜間においてもアクセス可能である。また、アクセ

スルート上に支障となる設備はない。 

 通常の連絡手段として、電力保安通信用電話設備（PHS設備）及び送受話器（ページング）を配備しており、重大事故等の環境下において、通常の連絡手段が使用不能となった場

合でも、無線連絡設備（携帯型）により発電所対策本部へ連絡することが可能である。 

 作業環境について、車両付属の作業用照明、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により夜間における作業性を確保する。放射性物質が放出される可能性があることから防護

具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 

 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-41 

c. 【技術的能力】海を水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、海を水源とした低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13解釈 1(a、（cにて求め

られている、「海を水源として想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

（ⅰ）原子炉圧力容器への注水機能喪失時の原子炉圧力容器への注水 

・復水給水系及び非常用炉心冷却系により原子炉圧力容器への注水ができず、原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合において、低圧代替注水系（可搬型）が使用可能な場合。 

上記の操作手順については、「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

（ⅱ）残存溶融炉心の冷却のための原子炉圧力容器への注水 

・原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容器の破損を判断した場合において、低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。 

上記の操作手順については、「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

（ⅲ）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための原子炉圧力容器への注水 

・炉心損傷を判断した場合において、復水給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず、低圧代替注水系（可搬型）が使用可能な場合。 

これらの操作手順については、「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

d. 【技術的能力】海を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、海を水源とした原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイを行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準

1.13解釈 1(a、（cにて求められている、「海を水源として想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。   

（ⅰ）原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前） 

・残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合において、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）が使用可能な場合。 

（ⅱ）原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後） 

・炉心損傷を判断した場合において、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができず、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）が使用可能な場合。 

これらの操作手順については、「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-42 

e. 【技術的能力】海を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、海を水源とした原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）により原子炉格納容器下部への注水を行うもの

であり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13解釈 1(a、（cにて求められている、「海を水源として想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

（a）海を水源とした原子炉格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水 

・原子炉圧力容器の破損の徴候及び破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で、原子炉格納容器下部注水系（可搬型）が使用可能な場合。 

（b）海を水源とした原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水 

・原子炉圧力容器の破損の徴候及び破損によるパラメータの変化により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）が使用可能な場合。 

これらの操作手順については、「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

f. 【自主対策】海を水源とした原子炉ウェルへの注水 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、炉心損傷を判断した場合であって、原子炉格納容器内の温度が 171℃を超えるおそれがある場合で、原子炉格納容器頂部注水系（可搬型）が使用可能な場合に、海を水源

とした原子炉格納容器頂部注水系（可搬型）による原子炉ウェルへの注水を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13 解釈 1(a、（c にて求められている、「海を水源として想定される重大事故等の収束ま

での間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

これらの操作手順については、「1.10  水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.13-43 

g. 【技術的能力】海を水源とした使用済燃料プールへの注水／スプレイ 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、海を水源とした燃料プール代替注水系（常設配管）又は燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの注水並びに燃料プールスプレイ系

（常設配管）又は燃料プールスプレイ系（可搬型）による使用済燃料プールへのスプレイを行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13 解釈 1(a、（c にて求められている、「海を水源として想定される重大

事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

（a）海を水源とした燃料プール代替注水系（常設配管）による使用済燃料プールへの注水 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し、復旧が見込めない場合 

（b）海を水源とした燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの注水 

以下のいずれかの状況に至り、燃料プール代替注水系（常設配管）による使用済燃料プールへの注水ができない場合で、燃料取替床へアクセスできる場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し、復旧が見込めない場合。 

（c）海を水源とした燃料プールスプレイ系（常設配管）による使用済燃料プールへのスプレイ 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し、さらに以下のいずれかの状況に至った場合。 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・使用済燃料貯蔵ラック上端＋6,000mmを下回る水位低下を使用済燃料プール水位／温度にて確認した場合。 

（d）海を水源とした燃料プールスプレイ系（可搬型）による使用済燃料プールへのスプレイ 

使用済燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し、さらに以下のいずれかの状況に至り、燃料プールスプレイ系（常設配管）による使用済燃料プールへのスプレイができない場合で、燃料取替床へアクセス

できる場合。 

・使用済燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・使用済燃料貯蔵ラック上端＋6,000mmを下回る水位低下を使用済燃料プール水位／温度にて確認した場合。 

これらの操作手順については、「1.11 使用済燃料貯槽の冷却のための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

h. 【技術的能力、有効性評価（３７条）】海を水源とした原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）による補機冷却水確保 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）が健全な場合で、残留熱除去系を使用した原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の除熱が必要な場合に、海を水

源とした原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）による補機冷却水の確保を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13解釈 1(a、（cにて求められている、「海を水源として想定される重大事

故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

これらの操作手順については、「1.5  最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 
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i. 【技術的能力、有効性評価（３７条）】海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下の場合に、補機冷却水の確保を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13 解釈 1(a、（c にて求められている、「海を水源として想定される重大事故等の

収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

（a）海を水源とした原子炉補機冷却水系による補機冷却水確保 

・原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の故障又は全交流動力電源の喪失により原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）を使用できない場合、原子炉補機代替冷却水系により補機冷

却水を供給する。 

（b）海を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による補機冷却水確保 

・原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）機能喪失又は全交流動力電源喪失により原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）が機能喪失した場合で、原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユ

ニットが故障等により使用できない場合、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により、原子炉補機冷却系に海水を注入することで補機冷却水を供給する。 

これらの操作手順については、「1.5  最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

j. 【技術的能力】海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、以下のいずれかが該当する場合に、放水設備（大気への拡散抑制設備）により原子炉建屋に海水を放水し、大気への放射性物質の拡散を抑制するものであり、重大事故

等防止技術的能力基準 1.13解釈 1(a、（cにて求められている、「海を水源として想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

・炉心損傷を判断した場合において、 あらゆる注水手段を講じても原子炉への注水が確認できない場合。 

・使用済燃料プール水位が低下した場合において、あらゆる注水手段を講じても水位低下が継続する場合。 

・大型航空機の衝突等、原子炉建屋の外観で大きな損傷を確認した場合。 

これらの操作手順については、「1.12 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

k. 【技術的能力】海を水源とした航空機燃料火災への泡消火 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災が発生した場合に、放水設備（泡消火設備）により、海水を水源とした航空機燃料火災への泡消火を行うもの

であり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13解釈 1(a、（cにて求められている、「海を水源として想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

これらの操作手順については、「1.12 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 
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 (7) ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした対応手順 

a. 【技術的能力、有効性評価（３７条）】 非常時操作手順書（徴候ベース）「反応度制御」 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故時の発生時において、非常時操作手順書（徴候ベース）「スクラム」（原子炉出力）の操作を実施しても、未挿入の制御棒が 1 本よりも多い場合、ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした原子

炉圧力容器へのほう酸水注入を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13 解釈 1(a、（ｆにて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段である

ことを確認した。 

これらの操作手順については、「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

b. 【自主対策】ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故時の発生時において、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であり、高圧炉心スプレイ系、原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベ

ル 3）以上に維持できない場合で、ほう酸水注入系が使用可能な場合には、ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源としてほう酸水注入系を用いて原子炉圧力容器への注水を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準

1.13解釈 1(a、（ｆにて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であることを確認した。 

これらの操作手順については、「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

c. 【技術的能力、有効性評価（３７条）】ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故時の発生時において、炉心損傷を判断した場合であって、損傷炉心へ注水する場合で、ほう酸水注入系が使用可能な場合に、ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源としてほう酸水注入系を用いて

原子炉圧力容器への注水を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13 解釈 1(a、（ｆにて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段であること

を確認した。 

これらの操作手順については、「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

 (8)優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

 

水源を利用した対応手段の選択について、「第 1.13－31図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート（各種注水用）」にて明確化してお

り、以下に示す優先順位に従い、実施する方針であることを確認した。 

a. 重大事故等時には、原子炉圧力容器への注水、原子炉格納容器内の冷却等の復水貯蔵タンク又はサプレッションチェンバを水源とした対応手

段を実施するため、必要となる十分な量の水を復水貯蔵タンク又はサプレッションチェンバに確保する。 

b. 復水貯蔵タンク又はサプレッションチェンバを水源とした注水が実施できない場合は、ろ過水タンクを水源としてろ過水ポンプによる原子炉

圧力容器等へ注水を実施する。 

c. ろ過水タンクを水源としてろ過水ポンプによる原子炉圧力容器等へ注水が実施できない場合は、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）

を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉圧力容器等へ注水を実施する。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

d. 淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉圧力容器等への注水が実施できない場

合は、淡水タンクを水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉圧力容器等へ注水を実施する。 

e. 淡水タンクを水源とした注水が実施できない場合は、海を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉圧力容器等へ注水を実施す

る。 

 

 

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順 

(1) 復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手順 

a.【技術的能力、有効性評価（３７条）】淡水貯水槽を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等の発生時において、復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水等の対応を実施している場合に、 復水貯蔵タンクへの補給手段がないと復水貯

蔵タンク水位は低下し、水源が枯渇するため、淡水貯水槽を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給を行うものであり、重大事故等防止技術的能力

基準 1.13 解釈 1（ｆにて求められている、「想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給すること」に係わる手段である。そのための設備は「第 1.13－1 表 機能喪

失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順対応手段、対処設備及び手順書一覧」に整理され、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等を重大事故等対処設備として新たに整備する

としていることを確認した。 

２）手順の方針 

 ①手順着手の判断 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a. 当該手順では、重大事故等の発生時において、復水貯蔵タンクへの補給が必要な場合で、淡水貯水槽を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給

が可能な場合には、淡水貯水槽を水源とした復水貯蔵タンクへの補給の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 判断基準である「復水貯蔵タンクの補給が必要な場合」を、「水源の確保」等で確認すること等により適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該操作着手の判断における監視項目が「水源の確保」等であること、その監視項目のための計器が「復水貯蔵タンク水位（SA）」等であることを確認した。また、それらの計器

が、「第 1.13－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

② 必要な人員等 

a. 操作手順 

 

 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いて復水貯蔵タンクに補給する手順であり、「第 1.13－14 図 淡水貯水槽を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水

貯蔵タンクへの補給 タイムチャート（1/2）（復水貯蔵タンク接続口を経由して補給する場合）」、「第 1.13－15 図 淡水貯水槽を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）によ

る復水貯蔵タンクへの補給 タイムチャート（2/2）（復水貯蔵タンク接続マンホールを経由して補給する場合）」等を踏まえ、復水貯蔵タンクへの補給に必要な手段が示されてい

ることを確認した。 

b. この手順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計 10名により、380分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.13－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 弁操作等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.13.3において、以下のとおり示されている。 

 アクセスルートについて、車両付属の作業用照明のほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行していることから、夜間においてもアクセス可能である。また、アク

セスルート上に支障となる設備はない。 

 通常の連絡手段として、電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、重大事故等の環境下において、通常の連絡手段が使用不能となった
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場合でも、トランシーバー（携帯）により発電所対策本部へ連絡することが可能である。 

 作業環境について、車両付属の作業用照明、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があることか

ら、防護具（全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 

 

 

b.【自主対策】淡水タンクを水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等の発生時において、復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水等の対応を実施している場合に、 復水貯蔵タンクへの補給手段がないと復水貯

蔵タンク水位は低下し、水源が枯渇するため、淡水タンクを水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給を行うものであり、そのための設備が「第 1.13

－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順対応手段、対処設備及び手順書一覧」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として

位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

２）手順の方針 

a. 判断基準 

 

b. 操作手順 

 

 

 

c. 所要時間等 

 

a. 当該手順では、重大事故等の発生時において、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）から復水貯蔵タンクへの補給ができない場合には、淡水タンクを水源とした大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給の手順に着手するとしていることを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 当該操作手順は、淡水タンクから大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いて復水貯蔵タンクへ補給する手順であり、「第 1.13－17図 淡水タンクを水源とした大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給タイムチャート（1/2）（復水貯蔵タンク接続口を経由して補給する場合）」、「第 1.13－18 図 淡水タンクを水源とした大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給タイムチャート（2/2）（復水貯蔵タンク接続マンホールを経由して補給する場合）」等を踏まえ、復水貯蔵タンクへの補給に必要な手

段が示されていることを確認した。 

c. 当該手順操作について、この手順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計 10 名により、380分以内に実施することを確認した。 

 

 

c. 【技術的能力】海を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等の発生時において、復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水等の対応を実施している場合に、 復水貯蔵タンクへの補給手段がないと復水貯蔵

タンク水位は低下し、水源が枯渇するため、海を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給を行うものであり、そのための設備が「第 1.13－1 表 機

能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順対応手段、対処設備及び手順書一覧」に整理されていることを確認した。 

２）手順の方針 

a. 判断基準 

 

 

b. 操作手順 

 

 

 

 

 

c. 所要時間等 

 

a. 当該手順では、重大事故等の発生時において、淡水貯水槽（No.1）、淡水貯水槽（No.2）及び淡水タンクから復水貯蔵タンクへの補給ができない場合で、海を水源とした大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給ができない場合には、海を水源とした復水貯蔵タンクへの補給の手順に着手するとしていることを確認し、手順着手の判断基

準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 当該操作手順は、海から大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いて復水貯蔵タンクへ補給する手順であり、「第 1.13－20図 海を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復

水貯蔵タンクへの補給タイムチャート（1/4）（取水口から取水し復水貯蔵タンク接続口を経由して補給する場合（山側ルート））」、「第 1.13－21 図 海を水源とした大容量送水ポ

ンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給タイムチャート（2/4）（取水口から取水し復水貯蔵タンク接続マンホールを経由して補給する場合（山側ルート））」、「第 1.13－22

図 海を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給タイムチャート（3/4）（海水ポンプ室から取水し復水貯蔵タンク接続口を経由して補給する場合）」、

「第 1.13－23 図 海を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給タイムチャート（4/4）（海水ポンプ室から取水し復水貯蔵タンク接続マンホール

を経由して補給する場合）」等を踏まえ、復水貯蔵タンクへの補給に必要な手段が示されていることを確認した。 

c. 当該手順操作について、この手順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計 10 名により、380分以内に実施することを確認した。 
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d.【自主対策】耐震性防火水槽を水源とした化学消防自動車による復水貯蔵タンクへの補給 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等の発生時において、復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水等の対応を実施している場合に、復水貯蔵タンクへの補給手段がないと復水貯蔵

タンクへの補給手段がないと復水貯蔵タンク水位が低下し、水位が枯渇するため、耐震性防火水槽を水源とした化学消防自動車による復水貯蔵タンクへの補給を行うものであり、そ

のための設備が「第 1.13－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順対応手段、対処設備及び手順書一覧」に整理されていることを確認した。主な自主対策設

備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

２）手順の方針 

a. 判断基準 

 

 

b. 操作手順 

 

c. 所要時間等 

 

a. 当該手順では、重大事故等の発生時において、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）から復水貯蔵タンクへの補給ができない場合であって、淡水タンク及び海を水源とした

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給ができない場合で、火災が発生していない場合には、耐震性防火水槽を水源とした化学消防自動車による復水貯蔵タ

ンクへの補給の手順に着手するとしていることを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 当該操作手順は、耐震性防火水槽から化学消防自動車を用いて復水貯蔵タンクへ補給する手順であり、「第 1.13－25図 耐震性防火水槽を水源とした化学消防自動車による復水貯

蔵タンクへの補給タイムチャート」等を踏まえ、復水貯蔵タンクへの補給に必要な手段が示されていることを確認した。 

c. 当該手順操作について、この手順では、ホースの敷設、化学消防自動車の起動等を計 6名により、65分以内に実施することを確認した。 

 

 

(2) 淡水貯水槽へ水を補給するための対応手順 

a.【自主対策】海を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅡ）による淡水貯水槽への補給 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等の発生時において、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉圧力容器への注水等の対応を実

施している場合であって、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）が枯渇するおそれがある場合に、海を水源として、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及びホースを用いて、淡水

貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）への補給を行うものであり、そのための設備が「第 1.13－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順対応手段、対処設

備及び手順書一覧」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

２）手順の方針 

a. 判断基準 

 

 

b. 操作手順 

 

 

c. 所要時間等 

 

a. 当該手順では、重大事故等の発生時において、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅡ）による原子炉圧力容器への注水等の各種注

水／補給を実施している場合で、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）が枯渇するおそれがある場合には、海を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅡ）による淡水貯水槽

へ補給の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 当該操作手順は、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）による淡水貯水槽へ補給する手順であり、「第 1.13－27 図 海を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅡ）による淡水貯水槽への

補給 タイムチャート（1/2）（取水口から海水を取水する場合）」、「第 1.13－28図 海を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅡ）による淡水貯水槽への補給 タイムチャート（2/2）

（海水ポンプ室から海水を取水する場合）」等を踏まえ、復水貯蔵タンクへの補給に必要な手段が示されていることを確認した。 

c. 当該手順操作について、この手順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の起動等を計 9名により、295分以内に実施することを確認した。 
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(3)優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

 

 

水源へ水を補給するための対応手段の選択について、「第 1.13－32図 重大事故等発生時の対応手段選択フローチャート（各種補給用）」にて明

確化しており、以下に示す優先順位に従い、実施する方針であることを確認した。 

 

・復水貯蔵タンクへの補給 

a. 復水貯蔵タンクを水源として、原子炉圧力容器への注水等の各種注水時において、純水補給水系が使用可能な場合は、純水タンクを水源とし

て純水移送ポンプにより復水貯蔵タンクへ補給する。 

b. 純水補給水系が使用できない場合は、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）を水源として、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により復水

貯蔵タンクへ補給する。 

c. 淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）が使用できない場合で淡水タンクが使用可能な場合は、淡水タンクを水源として、大容量送水ポ

ンプ（タイプⅠ）により復水貯蔵タンクへ補給する。 

d. 淡水タンクが使用できない場合は、海を水源として、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により復水貯蔵タンクへ補給する。 

e. 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）が使用できない場合は、耐震性防火水槽を水源として、化学消防自動車により復水貯蔵タンクへ補給する。 

 

・淡水貯水槽への補給 

a. 淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）を水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉圧力容器への注水等において、淡水貯

水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）が枯渇しないように、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）により、海からの補給を実施する。 

b. 海から淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）への補給は、取水口からの取水を優先し、取水口が使用できない場合には、海水ポンプ室

から取水する。 
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1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順 

(1) 高圧炉心スプレイ系の水源の切替え 

a.【技術的能力、有効性評価（３７条）】高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、サプレッションプール水温度が 80℃に到達した場合に、重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがないよう、高圧炉心スプレイ系の水源をサプレッションチ

ェンバから復水貯蔵タンクへ切り替えるものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13解釈 1（ｆにて求められている、「水の供給が中断することがないよう、水源を切り替える手順」に係わる手段である。 

これらの操作手順については、「1.2 原子炉圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

(2) 淡水から海水への切替え 

a. 【技術的能力】復水貯蔵タンクへ補給する水源の切替え 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがないよう、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）から復水貯蔵タンクへの淡水の供給が継続できない場合に、

淡水補給から海水補給へ切り替えるものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13解釈 1（ｆにて求められている、「水の供給が中断することがないよう、水源を切り替える手順」に係わる手段である。復水貯蔵タ

ンクへの淡水補給から海水補給への水源の切替えは、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）による淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）への海水補給を行うことにより切替え操作を行わず大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）による淡水送水から海水送水へ切り替える。大容量送水ポンプ（タイプⅡ）による淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）への海水補給は、「1.13.2.2(2)a．大容量送水ポンプ（タイプⅡ）による淡水貯水槽

への補給」の手順にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

(3) 外部水源から内部水源への切替え 

a. 【技術的能力、有効性評価（３７条）】外部水源（復水貯蔵タンク）から内部水源（サプレッションチェンバ）への切替え 

確認結果（女川２号） 

(1)手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等の発生時において、炉心損傷時であって、外部水源（復水貯蔵タンク）を使用した低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水を実施している状態において代

替循環冷却系が使用可能な場合に、有効性評価において想定する事故シーケンスグループ等である格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」発生時の事故の収束に必要な対

応として、外部水源（復水貯蔵タンク）から内部水源（サプレッションチェンバ）へ水源を切り替えるものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.13解釈 1（ｆにて求められている、「水の供給が中断することがな

いよう、水源を切り替える手順」に係わる手段である。 

内部水源（サプレッションチェンバ）を使用した代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水及び除熱手順については、「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」、「1.7 

原子炉格納容器内の過圧破損を防止するための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて整備するとしていることを確認した。 
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表２ 自主対策における自主対策設備 

対応手段 設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

淡水タンクを水源とした大容量送水ポン

プ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへ

の補給 

淡水タンク（純水タンク、ろ過

水タンク及び原水タンク） 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではないものの、代替水源としての設備となり得る。また、補給に必要な水量は確保で

きない場合はあるものの、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）から復水貯蔵タンクへの補給ができない場合には、復水貯蔵タンクへ

の淡水を補給するための代替手段としての設備となり得る。 

耐震性防火水槽を水源とした化学消防自

動車による復水貯蔵タンクへの補給 

化学消防自動車及び耐震性防

火水槽 

補給に必要な水量が確保できない場合はあるが、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）から復水貯蔵タンクへの補給ができない場合で、

重大事故等へ対処するために消火が必要な火災が発生していない場合には、耐震性防火水槽の水を復水貯蔵タンクへ補給する手段として有効

である。 
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女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（重大事故等防止技術的能力基準１．１４及び設置許可基準規則第５７条） 

 

Ⅰ 要求事項の整理 ........................................................................................................................................................................... 1.14-2 

Ⅱ 審査の視点・審査確認事項と確認結果 ....................................................................................................................................................... 1.14-5 

1.14.1 対応手段と設備の選定 .................................................................................................................................................................. 1.14-5 

（1） 対応手段と設備の選定の考え方 ......................................................................................................................................................... 1.14-5 

（2） 対応手段と設備の選定の結果 ........................................................................................................................................................... 1.14-6 

1.14.2 重大事故等時の手順等 ................................................................................................................................................................. 1.14-11 

(1) 規制要求に対する設備及び手順等について .................................................................................................................................................. 1.14-11 

a. 第５７条等の規制要求に対する設備及び手順等 ............................................................................................................................................... 1.14-11 

b. 第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 ............................................................................................................................................... 1.14-14 

(2) 優先順位について ....................................................................................................................................................................... 1.14-14 

(3) 自主的対策のための設備及び手順等について ............................................................................................................................................... 1.14-15 

1.14.2.1 代替電源（交流）による給電手順等 ................................................................................................................................................... 1.14-17 

(1) 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】常設代替交流電源設備による給電 ................................................................................................................... 1.14-17 

(2) 【技術的能力】可搬型代替交流電源設備による給電 ........................................................................................................................................ 1.14-18 

(3) 【自主対策】号炉間電力融通ケーブルによる給電 .......................................................................................................................................... 1.14-19 

(4) 優先順位 .............................................................................................................................................................................. 1.14-19 

1.14.2.2代替電源（直流） による対応手順 .................................................................................................................................................... 1.14-21 

(1) 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】所内常設蓄電式直流電源設備による給電 ............................................................................................................. 1.14-21 

(2) 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】常設代替直流電源設備による給電 ................................................................................................................... 1.14-23 

(3) 【技術的能力】可搬型代替直流電源設備（電源車）による給電 .............................................................................................................................. 1.14-25 

(4) 【自主対策】125V代替充電器用電源車接続設備による給電.................................................................................................................................. 1.14-26 

(5) 優先順位 .............................................................................................................................................................................. 1.14-27 

1.14.2.3 代替所内電気設備による給電手順等 ................................................................................................................................................... 1.14-28 

(1) 【技術的能力】代替所内電気設備による給電 .............................................................................................................................................. 1.14-28 

1.14.2.4 燃料の補給手順等 ................................................................................................................................................................... 1.14-29 

(1) 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油からタンクローリへの補給 ................................................................................... 1.14-29 

(2) 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】タンクローリから各機器等への補給 ................................................................................................................. 1.14-30 
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Ⅰ 要求事項の整理 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（以下「重大事故等防止技術的能力基準」という。）及び実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）において、電源の確保に関する手順等について以下のとおり要求している。 

あわせて、申請者の計画が、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、適切に整備する方針であるかを確認するため、重大事故等防止技術的能力基準 1.14電源の確保に関する手順

等に関連する有効性評価における事故シーケンスグループ及び有効性評価で解析上考慮している対策を整理する。 

 

＜重大事故等防止技術的能力基準 1.14 電源の確保に関する手順等＞ 

重大事故等防止技術的能力基準 【解釈】 

1.14 電源の確保に関する手順等 

発電用原子炉設置者において、電源が喪失しこと

により重大事故等が発生した場合において炉心

の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内

燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における

発電用原子炉内の燃料体（以下「運転停止中原子

炉内燃料体」という。）の著しい損傷を防止する

ために必要な電力を確保するために必要な手順

等が適切に整備されているか、又は整備される方

針が適切に示されていること。 

  

 

 

１ 「電力を確保するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

（１）炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力の確保 

ａ）電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において、代替電源により、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷

及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な手順等を整備すること。 

ｂ）所内直流電源設備から給電されている２４時間内に、十分な余裕を持って可搬型代替交流電源設備を繋ぎ込み、給電が開始できること。 

ｃ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行えるようにしておくこと。また、敷設したケーブル等が利用できない状況に備え、予備のケーブル

等を用意すること。 

ｄ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワーセンター(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）は、共通要因で機能を失うことなく、少な

くとも一系統は機能の維持及び人の接近性の確保を図ること。 

 

＜設置許可基準規則第５７条＞（電源設備） 

設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 

（電源設備） 

第五十七条 発電用原子炉施設には、設計基準事

故対処設備の電源が喪失したことにより重大

事故等が発生した場合において炉心の著しい

損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体

等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料

体の著しい損傷を防止するために必要な電力

を確保するために必要な設備を設けなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

第５７条（電源設備） 

１ 第１項に規定する「必要な電力を確保するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 ａ）代替電源設備を設けること。 

 ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）を配備すること。 

 ⅱ）常設代替電源設備として交流電源設備を設置すること。 

 ⅲ）設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図ること。 

 ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに 8 時間、電気の供給が可能であること。ただし、「負荷切り離しを行わずに」には、原子炉制御室又

は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16時間の合計 24時間にわたり、電

気の供給を行うことが可能であること。 

 ｃ）24時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気（直流）の供給を行うことが可能である可搬型直流電源設備を整備すること。 

 ｄ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行えるようにあらかじめケーブル等を敷設し、手動で接続できること。 

 ｅ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワーセンター(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）は、代替所内電気設備を設けることなどに

より共通要因で機能を失うことなく、少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近性の確保を図ること。 
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設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 

２ 発電用原子炉施設には、第三十三条第二項の

規定により設置される非常用電源設備及び前

項の規定により設置される電源設備のほか、設

計基準事故対処設備の電源が喪失したことに

より重大事故等が発生した場合において炉心

の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽

内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子

炉内燃料体の著しい損傷を防止するための常

設の直流電源設備を設けなければならない。 

 

２ 第２項に規定する「常設の直流電源設備」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための設備とする。 

 ａ）更なる信頼性を向上するため、負荷切り離し（原子炉制御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。）を行わずに 8

時間、その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16時間の合計 24時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うことが可能であるもう１系

統の特に高い信頼性を有する所内常設直流電源設備（3系統目）を整備すること。 

 

 

  

＜有効性評価(第３７条)＞（有効性評価における事故シーケンス等で必要となる対策（手順等）） 

 

有効性評価における事故シーケンスグループ等 有効性評価で解析上考慮している対策（手順等） 

2.1高圧・低圧注水機能喪失 ・燃料給油設備による給油 

2.3 全交流動力電源喪失 

2.3.1全交流動力電源喪失（長期 TB） 

 

・常設代替交流電源設備による給電 

・所内常設蓄電式直流電源設備による給電 

・燃料給油設備による給油 

・非常用直流電源設備による給電 

2.3.2全交流動力電源喪失（TBU） ・常設代替交流電源設備による給電 

・所内常設蓄電式直流電源設備による給電 

・燃料給油設備による給油 

・非常用直流電源設備による給電 

2.3.4全交流動力電源喪失（TBP） ・常設代替交流電源設備による給電 

・所内常設蓄電式直流電源設備による給電 

・燃料給油設備による給油 

・非常用直流電源設備による給電 

2.3.3全交流動力電源喪失（TBD） 

 

・常設代替交流電源設備による給電 

・常設代替直流電源設備による給電 

・燃料給油設備による給油 

2.4崩壊熱除去機能喪失 

2.4.1取水機能が喪失した場合 

 

・常設代替交流電源設備による給電 

・所内常設蓄電式直流電源設備による給電 

・燃料給油設備による給油 

・非常用直流電源設備による給電 
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2.4.2残留熱除去系が故障した場合 ・燃料給油設備による給油 

2.6 LOCA時注水機能喪失 ・常設代替交流電源設備による給電 

・所内常設蓄電式直流電源設備による給電 

・燃料補給設備による給油 

・非常用直流電源設備による給電 

2.7 格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA） ・非常用交流電源設備による給電 

3.1雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

 

・常設代替交流電源設備による給電 

・所内常設蓄電式直流電源設備による給電 

・燃料補給設備による給油 

・非常用直流電源設備による給電 

3.2高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 ・燃料補給設備による給油 

・非常用交流電源設備による給電 

3.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 ・燃料補給設備による給油 

・非常用交流電源設備による給電 

3.4 水素燃焼 ・常設代替交流電源設備による給電 

・所内常設蓄電式直流電源設備による給電 

・燃料補給設備による給油 

・非常用直流電源設備による給電 

3.5 溶融炉心・コンクリート相互作用 ・燃料補給設備による給油 

・非常用直流電源設備による給電 

4.1 想定事故１ 

4.2想定事故２ 

・燃料補給設備による給油 

・非常用交流電源設備による給電 

5. 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれのある事故 

5.1 崩壊熱除去機能喪失 

 

・非常用交流電源設備による給電 

5.2 全交流動力電源喪失 ・常設代替交流電源設備による給電 

・所内常設蓄電式直流電源設備による給電 

・燃料補給設備による給電 

・非常用直流電源設備による給電 

5.3 原子炉冷却材の流出 ・非常用交流電源設備による給電 
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Ⅱ 審査の視点・審査確認事項と確認結果 

電源の確保に関する手順等について、以下の事項を確認した。 

・第５７条第１項及び重大事故等防止技術的能力基準１．１４項（以下「第５７条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であるか。 

 

1.14.1 対応手段と設備の選定 

（1） 対応手段と設備の選定の考え方 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１.対応手段と設備を選定するための考え方について 

１）対応手段と設備の選定の考え方が、「第５７条等」に

示されている要求事項と一致していることを確認す

る。 

 

 

２）自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実

施する方針であることを確認する。 

 

 

 

 

１）電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷

及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するための対応手段及び重大事故等対処設備を選定するとしており、

「第５７条等」に示された要求事項と一致していることを確認した。 

 

 

２）「第５７条等」に示された要求事項を踏まえ、設計基準事故対処設備が故障した場合は、その機能を代替するために各設計基準事故対処設備が有する機

能、相互関係を明確にした上で、想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定するとしていること、重大事故等対処設備の他に、

柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※ １を選定するとしており、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行

った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記１）以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処を確実に実施する方針であることを

確認した。 

 

※１ 自主対策設備；技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況によっては、事

故対応に有効な設備。 
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（2） 対応手段と設備の選定の結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．対応手段と設備の選定結果について 

 

１）対応手段の選定にあたり、フォールトツリー解析等

により機能喪失の原因分析を行っている場合、その分

析結果を踏まえて網羅的に対応手段が選定されている

か確認する。 

 

①機能喪失原因対策分析で想定する故障想定が適切で

あることを確認する。 

 

 

②機能喪失原因対策分析結果を踏まえ、対応手段が網

羅的に選定されていることを確認する。その際、少

なくとも①で想定する故障に直接関連する機器の機

能喪失時の対応手段※が選定されていることを確認

する。 

  また、対応策を講じない故障がある場合、その理

由等を確認する。 

（例；1.2高圧時冷却における冷却機能喪失）  

※ 1.2高圧時冷却であれば、対象となる設備は原子炉隔離時冷却系

及び高圧炉心注水系であり、対応手段は高圧代替注水系による原子

炉圧力容器への注水、原子炉隔離時冷却系の現場操作による起動に

よる原子炉圧力容器への注水等となる。FT図では、設定したフォー

ルトツリーの頂上事象の下に論理ゲート含めて機能喪失原因が展

開される。 

 

２）第５７条等における要求事項に対応した手順等が選

定されているか確認する。 

  また、有効性評価（第３７条）において位置付けら

れた重大事故等対処設備及び手順等が含まれているか

確認する。 

 

 

 

 

１）機能喪失原因対策分析結果を踏まえた選定結果の確認 

 

 

 

 

① 機能喪失対策分析結果（「第 1.14－1図 機能喪失原因対策分析」参照）を踏まえ、設計基準事故対処設備の故障として、非常用高圧母線へ給電するた

めの非常用交流電源設備及び非常用直流電源設備並びに非常用交流電源設備及び非常用直流電源設備から供給された電力を各負荷へ分配するための非

常用所内電気設備の故障を想定することを確認した。 

 

② 機能喪失対策分析結果を踏まえ、想定する故障と対応策との関係について、「第 1.14－1図機能喪失原因対策分析」に示されていることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）第５７条等及び有効性評価（第３７条）に対応する主な重大事故等対処設備及び手順等についての確認結果を以下に示す。具体的な確認内容については、

「表１ 規制要求事項に対応する手順」のとおり。 

 

第５７条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を整備する方針としていることを確認した。 

① 常設代替交流電源設備としてガスタービン発電機により給電を実施するための設備及び手順等 

② 号炉間電力融通ケーブル（常設）又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）により代替電源（交流）からの給電を実施するための設備及び手順等につい

ては、本申請が当該号炉のみであるため適用されない。 

③ 可搬型代替交流電源設備として電源車により給電を実施するための設備及び手順等 

④ 所内常設蓄電式直流電源設備として 125V蓄電池 2A及び 125V蓄電池 2Bにより給電するための設備及び手順等 

⑤ 常設代替直流電源設備として、125V代替蓄電池及び 250V蓄電池により給電するための設備及び手順等 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

⑥ 可搬型代替直流電源設備として 125V代替蓄電池、250V蓄電池、125V代替充電器、250V充電器及び電源車により給電するための設備及び手順等 

⑦ 代替所内電気設備により代替電源から給電を実施するための設備及び手順等 

 

また、有効性評価（第３７条）において、電源の確保に関する重大事故等対処設備及び手順等として以下を整備する方針としていることを確認した。 

① ガスタービン発電機を代替交流電源として給電を実施するための設備及び手順等 

② 125V蓄電池 2A、125V蓄電池 2B、125V代替蓄電池及び 250V蓄電池を代替直流電源として給電を実施するための設備及び手順等 

 

 

表１ 規制要求事項に対応する手順 

 

 

      ○「第５７条等」で求められている手順 

規制要求事項 確認結果（女川２号） 

【設備（配備）】※１ 第５７条（電源設備） 

１ 第１項に規定する「必要な電力を確保するために必要な設備」とは、以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 ａ）代替電源設備を設けること。 

 ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）を配備すること。 

 ⅱ）常設代替電源設備として交流電源設備を設置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設備（措置）】※２ 

ｂ）所内蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに 8時間、電気の供給

が可能であること。ただし、「負荷切り離しを行わずに」には、原子炉制御

室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合

を含まない。その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16時間の合計 24時

間にわたり、電気の供給を行うことが可能であること。 

 

 

 

 

第５７条等の要求事項に対応するための設備及び手順等について、以下の

とおり整備する方針であることを確認した。 

 

ａ）-ⅰ） 

○可搬型代替交流電源設備による代替電源（交流）からの給電 

可搬型代替交流電源設備として電源車により給電を実施するための設

備及び手順等 

○可搬型代替直流電源設備による代替電源（直流）からの給電 

可搬型代替直流電源設備として 125V代替蓄電池、250V蓄電池、125V代

替充電器、250V充電器及び電源車により給電するための設備及び手順等 

ａ）-ⅱ） 

○常設代替交流電源設備による代替電源（交流）からの給電 

常設代替交流電源設備としてガスタービン発電機により給電を実施す

るための設備及び手順等 

 

ｂ） 

○所内蓄電式直流電源設備による非常用電源（直流）からの給電 

所内常設蓄電式直流電源設備として 125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池 2B

により給電を実施するための設備及び手順等 

○所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による代替電源（直

流）からの給電 

代替所内電気設備により代替電源から給電を実施するための設備及び

手順等 

 要求事項に係る対応として、全交流動力電源喪失から 1時間以内に中
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ｃ）24時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気（直流）の供給を

行うことが可能である可搬型直流電源設備を整備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ）複数号機設置されている工場等では、号炉間の電力融通を行えるようにあ

らかじめケーブル等を敷設し、手動で接続できること。 

 

 

 

ｅ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワーセンター(P/C)

及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）は、代替所内電気設備を設けること

などにより共通要因で機能を失うことなく、少なくとも一系統は機能の維持

及び人の接近性の確保を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第２項に規定する「常設の直流電源設備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れと同等以上の効果を有する措置を行うための設備とする。 

 ａ）更なる信頼性を向上するため、負荷切り離し（原子炉制御室又は隣接す

る電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。）

を行わずに 8 時間、その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合

計 24 時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給を行うこ

とが可能であるもう１系統の特に高い信頼性を有する所内常設直流電源設

央制御室において、全交流動力電源喪失から 8時間後に現場において、

不要な負荷の切離しを行い、全交流動力電源喪失から 24時間にわたり、

125V蓄電池 2A及び 125V蓄電池 2Bから電力を供給する。 

 

ｃ）○可搬型代替直流電源設備による代替電源（直流）からの給電 

可搬型代替直流電源設備として 125V代替蓄電池、250V蓄電池、125V代

替充電器、250V 充電器及び電源車により給電するための設備及び手順

等。また、125V代替蓄電池は電力の供給開始から 8時間以内に、不要な

負荷の切離しを行い、250V蓄電池は電力の供給開始から 1時間以内に中

央制御室において、不要な負荷の切離しを行い、125V 代替蓄電池及び

250V蓄電池から電力を供給し、その後、電源車を代替所内電気設備等へ

接続することで電力を供給でき、電源車の運転を継続することで、設計

基準事故対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から 24 時間にわたり

必要な負荷に電力の供給を行うことができる。 

 

ｄ）号炉間の電力融通による代替電源（交流）からの給電 

号炉間電力融通ケーブル（常設）又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）

により代替電源（交流）からの給電を実施するための設備及び手順等に

ついては、本申請が当該号炉のみであるため適用されない。 

 

ｅ）代替所内電気設備による給電 

代替所内電気設備により代替電源から給電を実施するための設備及び

手順等 

また、代替所内電気設備は、共通要因で設計基準事故対処設備である非

常用所内電気設備と同時に機能を喪失しない設計とする。また、代替所

内電気設備及び非常用所内電気設備は、少なくとも１系統は機能の維持

及び人の接近性の確保を図る設計とする。 

 

 

 

 

第２項の要求に対する機器については、今回は未申請であり、対象外で

あることを確認した。 
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備（3系統目）を整備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 

a) 

○常設代替交流電源設備による給電 

常設代替交流電源設備としてガスタービン発電機により給電を実施す

るための設備及び手順等 

○所内常設蓄電式直流電源設備による給電 

所内常設蓄電式直流電源設備として 125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池 2B

により給電を実施するための設備及び手順等 

○常設代替直流電源設備による給電 

常設代替直流電源設備として、125V 代替蓄電池及び 250V 蓄電池により

給電するための設備及び手順等 

 

b) 

○可搬型代替交流電源設備による給電 

可搬型代替交流電源設備として電源車により給電を実施するための設

備及び手順等 

 

ｃ） 

○号炉間電力融通電気設備による給電 

号炉間電力融通ケーブル（常設）又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）

により代替電源（交流）からの給電を実施するための設備及び手順等に

ついては、本申請が当該号炉のみであるため適用されない。 

 

ｄ） 

○代替所内電気設備による給電 

代替所内電気設備により代替電源から給電を実施するための設備及び

手順等 

 代替所内電気設備は、共通要因で設計基準事故対処設備である非常用

所内電気設備と同時に機能を喪失しない設計とする。また、代替所内電

気設備及び非常用所内電気設備は、少なくとも一系統は機能の維持及び

人の接近性を確保する設計とする。 

【技術的能力】※３ 【解釈】 

１ 「電力を確保するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

 

（１）炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力の確保 

ａ）電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において、代替電

源により、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体

等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止する

ために必要な電力を確保するために必要な手順等を整備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ）所内直流電源設備から給電されている２４時間内に、十分な余裕を持っ

て可搬型代替交流電源設備を繋ぎ込み、給電が開始できること。 

 

 

 

ｃ）複数号機設置されている工場等では、号炉間の電力融通を行えるようにし

ておくこと。また、敷設したケーブル等が利用できない状況に備え、予備

のケーブル等を用意すること。 

 

 

 

ｄ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワーセンター(P/C)

及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）は、共通要因で機能を失うことなく、

少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近性の確保を図ること。 
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※１；【設備（設置/配備）】：設置許可基準規則第５７条のうち、設備等の設置に関する要求事項、※２；【設備（措置）】：【設備（設置/配備）】以外の要求事項、※３；【技術的能力】：重大事故等防止技術的能力基準 1.14 

 

○設置許可基準３７条（有効性評価）で求められている手順 

       有効性評価で解析上考慮されている手順は以下のとおりであることを確認した。 

「常設代替交流電源設備による給電」、「所内常設蓄電式直流電源設備による給電」 

「常設代替直流電源設備による給電」、「非常用交流電源設備による給電」 

「非常用直流電源設備による給電」、「燃料補給設備による給油」 
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1.14.2 重大事故等時の手順等 

(1) 規制要求に対する設備及び手順等について 

a. 第５７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

１）第５７条等に基づく要求事項に対応するための対策と

そのために必要な重大事故等対処設備を整備するとし

ていることを確認する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）１）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等

の方針が第 43 条等に基づく要求事項に適合している

か。 

   ①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力

基準 1.0 項（手順等に関する共通的な要求事項）

等を踏まえて、手順着手の判断基準、具体的な計

測可能なパラメータ、手順着手の判断に必要な計

器等が示されていることを確認する。 

 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に

必要な人員、作業時間等が示されていることを確

認する。 

 

 

 

 

 

 

 

第５７条等の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.14.2.1以降に示す。 

１）対策と設備 

第５７条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認した。 

a. 常設代替交流電源設備からの給電。そのために、ガスタービン発電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ、

軽油タンク及び及びタンクローリを重大事故等対処設備として新たに整備する。 

b. 可搬型代替交流電源設備からの給電。そのために、電源車、軽油タンク、ガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリを重大事故等対処設備

として新たに整備する。 

c. 所内常設蓄電式直流電源設備からの給電。そのために、125V蓄電池 2A及び 125V蓄電池 2Bを重大事故等対処設備として新たに整備する。 

d. 常設代替直流電源設備からの給電。そのために、125V代替蓄電池及び 250V蓄電池を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

e. 可搬型代替直流電源設備からの給電。そのために、電源車、125V 代替蓄電池、250V 代替蓄電池、125V 代替充電器及び 250V 充電器を重大事故等対

処設備として新たに整備する。 

f. 代替所内電気設備による給電。そのために、ガスタービン発電機接続盤、緊急用高圧母線 2F系、緊急用高圧母線 2G系、緊急用動力変圧器 2G 系、

緊急用低圧母線 2G系、緊急用交流電源切替盤 2G系、緊急用交流電源切替盤 2C系及び緊急用交流電源切替盤 2D系を重大事故等対処設備として新たに

整備する。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等及び②必要な人員等 

a. 代替交流電源設備による給電手順等 

(a) 常設代替交流電源設備による給電 

外部電源及び非常用ディーゼル発電機による非常用高圧母線2C系及び2D系への給電ができない場合には、ガスタービン発電機を代替交流電源とした非

常用所内電気設備への給電の手順に着手する。この手順では、起動状態確認、給電の確認等を計2名により、15分以内に実施する。 

 

 

(b) 可搬型代替交流電源設備による代替電源（交流）からの給電 

外部電源及び非常用ディーゼル発電機による非常用高圧母線2C系及び2D系への給電ができない場合には、電源車を代替交流電源とした非常用所内電気

設備への給電の手順に着手する。この手順では、電源車の配置、ケーブルの敷設、給電操作、給電の確認等を計7名により、125分以内に実施する。 

 

b.非常用直流電源設備による代替電源（直流）による給電手順 

(a) 非常用直流電源設備による代替電源（直流）からの給電 

全交流動力電源が喪失し、125V充電器2A及び125V充電器2Bの交流入力電源が喪失した場合には、125V蓄電池2A及び125V蓄電池2Bを代替直流電源とした

給電の手順に着手する。この手順は自動動作となるため、動作状況を125V直流主母線2A電圧、125V直流主母線2B電圧、125V直流主母線2A-1電圧及び125V

直流主母線2B-1電圧で確認する。 

  

 c.代替電源（直流）による給電手順等 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルー

トの確保、通信設備や防護具など必要な装備を整

備するとしていること、作業環境（作業空間、温

(a)所内常設蓄電式直流電源設備による代替電源（直流）からの給電  

全交流動力電源が喪失し、1時間以内に代替交流電源設備による給電が完了する見込みがない場合には、125V蓄電池2A及び125V蓄電池2Bの不要な負荷

の切離しの手順に着手する。この手順では、中央制御室における1時間以内の不要な負荷の切離しを1名により、5分以内に実施する。また、現場におけ

る8時間以内の不要な負荷の切離しを計2名により、60分以内に実施する。 

 

(b) 125V代替蓄電池による代替電源（直流）からの給電 

  全交流動力電源が喪失し、125V蓄電池 2A及び 125V蓄電池 2Bによる給電ができない場合には、125V代替蓄電池を代替直流電源とした給電の手順に着

手する。この手順では、125V 代替蓄電池の給電切替操作を計 3 名により、50 分以内に実施する。また、現場における 8時間以内の不要な負荷の切離し

を計 2名により、15分以内に実施する。 

 

 (c) 250V蓄電池による代替電源（直流）からの給電 

  全交流動力電源が喪失し、250V充電器の交流入力電源が喪失した場合には、250V蓄電池を代替直流電源とした給電の手順に着手する。この手順は自動

動作となるため、動作状況を250V直流主母線電圧で確認する。その後、中央制御室における1時間以内の不要な負荷の切離しを1名により、5分以内に実

施する。 

 

(d) 可搬型代替直流電源設備による代替電源（直流）からの給電 

全交流動力電源が喪失し、125V蓄電池2A及び125V蓄電池2Bによる給電ができない場合には、電源車を用いた可搬型代替直流電源設備による給電の手順

に着手する。この手順では、ケーブル敷設、電源からの給電操作、受電の確認等を計6名により、130分以内に実施する。 

 

 d.代替所内電気設備による給電 

(a) 代替所内電気設備による給電 

非常用所内電気設備の非常用高圧母線2C系及び2D系が同時に機能喪失して電源からの給電ができない場合には、ガスタービン発電機を用いた緊急用

低圧母線2G系への給電の手順に着手する。この手順では、電路の構成、電源からの給電操作、給電の確認等を1名により、15分以内に実施する。 

非常用所内電気設備の非常用高圧母線2C系及び2D系が同時に機能喪失して電源からの給電ができない場合には、電源車を用いた緊急用低圧母線2G

系への給電の手順に着手する。この手順では、電路の構成、電源からの給電操作、給電の確認等を計6名により、130分以内に実施する。 

 e.燃料補給設備による給油手順等 

(a) 燃料補給設備による給油手順等 

各機器の燃料が規定油量以上であることを確認した上で運転開始後、燃料保有量及び燃料消費率からあらかじめ算出した給油時間となった場合に

は、電源車、ガスタービン発電機等への燃料補給の手順に着手する。この手順では、タンクローリの準備、ホースの敷設、給油等を計2名により、電

源車への燃料補給を175分以内に実施し、ガスタービン発電設備軽油タンクへの燃料補給を185分以内に実施する（※）。 

  （※）軽油タンクからタンクローリへの燃料補給を135分以内に実施し、タンクローリから電源車等への燃料補給を40分以内に実施する。また、軽油

タンクからタンクローリへの燃料補給を135分以内に実施し、タンクローリからガスタービン発電設備軽油タンクへの燃料補給を50分以内に実

施する。 

   

③作業環境等 

照明により夜間等でのアクセス性を確保していること、必要な通信連絡設備を確保していること、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないこと

などを確認した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

度等）に支障がないことを確認する。 
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b. 第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

１）有効性評価（第３７条）等において位置付けた対策と

そのために必要な重大事故等対処設備を整備するとし

ていることを確認する。 

 

 

 

第３７条の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.14.2.1以降に示す。 

１）対策と設備 

有効性評価（第３７条）において、必要な電力を確保するために、ガスタービン発電機を常設代替交流電源設備とした給電並びに 125V蓄電池 2A、125V

蓄電池 2B、125V代替蓄電池及び 250V蓄電池を代替直流電源とした給電を必要な対策としている。これらの対策は、（１）a.２）①a.(a)、b.(a)、c.(a)、

c.(b)及び c.(c)と同じであるため、必要な重大事故等対処設備も同じであることを確認した。また、これらに関する重要事故等対処設備の設計方針及

び手順等の方針も同じであることを確認した。 

 

２）１）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等

の方針が第４３条等に基づく要求事項に適合している

か。 

   ①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力

基準第 1.0項（手順等に関する共通的な要求事項）

等を踏まえて、手順着手の判断基準、具体的な計

測可能なパラメータ、手順着手の判断に必要な計

器等が示されていることを確認する。 

 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に

必要な人員、作業時間等が示されていることを確

認する。 

 

③選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルー

トの確保、通信設備や防護具など必要な装備を整

備するとしていること、作業環境（作業空間、温

度等）に支障がないことを確認する。 

 

２）手順等の方針 

 

 

①手順着手の判断基準等、②必要な人員等及び③作業環境等 

選定された対策は「ガスタービン発電機を常設代替交流電源設備とした給電」等であり、確認結果については、1.14.2.2以降に記載のとおりである。 

 なお、代替電源の給電の付属手順として、燃料を補給する手順がある。燃料の補給手順は 1.14.2.4に記載する。 

 

(2) 優先順位について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

  

１）重大事故等防止技術的能力基準第 1.0項（手順等に関

する共通的な要求事項）等を踏まえて、優先すべき手順・

操作等が明確になっていることを確認する。 

 

 

電力を確保するために必要な機能について、それぞれの対策について、優先すべき手順・操作等を明確化していることを確認した。 

個別手順の優先順位に関する確認内容については、1.14.2.1以降に示す。 
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(3) 自主的対策のための設備及び手順等について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）自主的対策により重大事故等への対処がより確実に実

施される方針であるか。 

①自主的対策のための手順毎に、自主対策設備が示されて

いること、自主対策設備として位置付ける理由が示され

ていることを確認する。 

②自主的対策のための手順毎に、手順着手の判断基準、具

体的な操作内容、必要な人員数及び作業時間等が示され

ていることを確認する。 

 

 

申請者は、自主的な対策として、電源の確保に関する機能が喪失した場合に、その機能を代替するための自主対策設備及び手順等を整備するとしているこ

とを確認した。 

 

① 対策と設備 

電源の確保に関する機能を回復させるための設備（表２ 自主対策における自主対策設備参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしていること

を確認した。 

 

② 主な手順等及び手順着手の判断基準等 

a. 125V代替充電器用電源車接続設備からの給電 

 全交流動力電源喪失後、125V蓄電池 2A及び 125V蓄電池 2Bによる給電ができない場合であって、可搬型代替直流電源設備である電源車による給電が

できない場合には、125V代替充電器用電源車接続設備による 125V代替充電器への給電の手順に着手する。この手順では、電路の構成、給電操作等を

計 6名により、140分以内に実施する。 

b. 号炉間電力融通ケーブル（常設）を用いた 3号炉からの非常用所内電気設備への電力融通 

 外部電源、非常用ディーゼル発電機及びガスタービン発電機による非常用高圧母線 2C系及び 2D系への給電ができない場合には、号炉間電力融通ケー

ブル（常設）を用いた 3号炉の非常用ディーゼル発電機による非常用所内電気設備への給電の手順に着手する。この手順では、給電操作等を計 3名に

より、30分以内に実施する。 

 c. 号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を用いた 3号炉からの非常用所内電気設備への電力融通 

  外部電源、非常用ディーゼル発電機及びガスタービン発電機による非常用高圧母線 2C系及び 2D系への給電ができない場合には、号炉間電力融通ケー

ブル（可搬型）を用いた 3 号炉の非常用ディーゼル発電機による非常用所内電気設備への給電の手順に着手する。この手順では、給電操作等を計 8

名により、225分以内に実施する。 

 d. 号炉間電力融通ケーブル（常設）を用いた 3号炉からの緊急用低圧母線 2G系への電力融通 

    非常用所内電気設備の非常用高圧母線 2C系及び 2D系が同時に機能喪失して電源からの給電ができない場合には、号炉間電力融通ケーブル（常設）を

用いた 3号炉の非常用ディーゼル発電機による緊急用低圧母線 2G系への給電の手順に着手する。この手順では、給電操作等を計 2名により、35分以

内に実施する。 

 e. 号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を用いた 3号炉からの緊急用低圧母線 2G系への電力融通 

  非常用所内電気設備の非常用高圧母線 2C系及び 2D系が同時に機能喪失して電源からの給電ができない場合には、号炉間電力融通ケーブル（可搬型）

を用いた 3 号炉の非常用ディーゼル発電機による緊急用低圧母線 2G 系への給電の手順に着手する。この手順では、給電操作等を計 7 名により、225

分以内に実施する。 

 

○個別手順の確認 

審査の視点及び確認事項 

１）対策と設備 

 対応する対策とそのために必要な設備が整理され、明示されていることを確認する。｛対策と設備｝※ 

 ※1.12.2.1以降の「審査の視点及び確認事項」には、便宜的に｛ ｝内の事項で表記する。以下同じ。 

 

２）手順等の方針 
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○規制要求に対応する手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等  

a.判断基準が明確（具体的な数値若しくは状況を示している）であることを確認する。{判断基準} 

b.示された判断基準により手順が適切に着手できるか。（どのような場合に手順に着手するか確認する）{着手タイミング} 

c.手順着手の判断に必要な計器が特定され、整理されているか確認する。{判断計器} 

②必要な人員等 

a.操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されているか。{操作手順} 

b.手順の所要時間及び人員数が適切であることを、設置許可基準３７条（有効性評価）で確認した内容や訓練実績等を用いて確認する。{所要時間等} 

c.操作に必要な計器類が示されていることを確認する。{操作計器} 

d.設備を多用途に用いる場合に、当該用途への系統切替えの容易性を含め、手順が明確化されていることを確認する。｛系統切替え｝（該当する場合に記載する。） 

③アクセスルートの確保等 

a.作業場におけるアクセスルートが確保されていることを確認する。{アクセスルート} 

b.通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしていることを確認する。{通信設備等} 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。{作業環境} 

 ※現場操作を伴わない中央制御室のみで作業を実施する手順については、その旨を記載し、a.～c.についての記載は不要とする。 

 

○自主的対策手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準が示されていることを確認する。[判断基準] 

b. 操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されていることを確認する。{操作手順} 

c. 手順の所要時間及び人員数が示されていることを確認する。{所要時間等} 
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1.14.2.1 代替電源（交流）による給電手順等 

(1) 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】常設代替交流電源設備による給電 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等発生時に必要な電力を確保するため、重大事故等防止技術的能力基準 1.14 の解釈 1 (1)a)にて求められている「電源の確保に関する手順等」に係る手段で

であるとともに有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。そのための設備が「第 1.14－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に

整理され、ガスタービン発電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ、軽油タンク及びタンクローリを重大事故等対処設備として新たに整備す

るとしていることを確認した。 

（※）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち「全交流動力電源喪失」、他（詳細は 3及び 4ページに記載した＜有効性評価(第３７条)＞（有効性評価における事故シーケンス等で必

要となる対策（手順等）を参照））についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 外部電源及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機含む。以下同じ。）による非常用高圧母線 2C 系及び 2D 系への給電ができない場合には、ガスタービ

ン発電機を代替交流電源とした非常用所内電気設備への給電の手順に着手するとしていることを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 判断基準である「外部電源及び非常用ディーゼル発電機の機能喪失により、非常用高圧母線 2C系及び 2D系への給電ができない場合」を、「電源の確保」で確認すること等により、

適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「電源の確保」であること、その監視項目のための計器が「275kV母線電圧計」、「6-2C母線電圧計」、「6-2D母線電圧計」等であることを確

認した。また、それらの計器が、「第 1.14－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間 

 

 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、ガスタービン発電機を起動し、非常用高圧母線 2C系及び 2D系へ給電する手順であり、「第 1.14－7図 ガスタービン発電機又は電源車によるメタクラ 2C系及びメタ

クラ 2D系受電（ガスタービン発電機使用の場合）タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、起動状態確認、給電の確認等を計 2名により 15分以内に実施することを確認した。設置許可基準３７条（有効性評価）の「2.2 全交流電源喪失」等においては、

作業に必要な要員計 2名により、事象発生から約 15分後に、ガスタービン発電機による給電操作を完了すると評価していることから、必要な人数が確保され、操作を完了できるこ

とを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.14－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

中央制御室のみの手順であることを確認した。 
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(2) 【技術的能力】可搬型代替交流電源設備による給電 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等発生時に必要な電力を確保するため、外部電源、非常用ディーゼル発電機、ガスタービン発電機、号炉間電力融通ケーブル（常設）及び号炉間電力融通ケー

ブル（可搬型）による給電ができない場合に、電源車による給電を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.14の解釈 1 (1)b)にて求められている「可搬型代替交流電源から

の給電手順等」に係る手段である。そのための設備が「第 1.14－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理され、電源車、軽油タンク、ガスタービン発

電設備軽油タンク及びタンクローリを重大事故等対処設備として新たに整備するとしていることを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 外部電源及び非常用ディーゼル発電機による非常用高圧母線 2C 系及び 2D 系への給電ができない場合には、電源車を代替交流電源とした非常用所内電気設備への給電に着手すると

しており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 判断基準である「外部電源及び非常用ディーゼル発電機の機能喪失により、非常用高圧母線 2C系及び 2D系への給電ができない場合」を、「電源の確保」で確認すること等により、

適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「電源の確保」であること、その監視項目のための計器が「275kV母線電圧計」、「6-2C母線電圧計」、「6-2D母線電圧計」等であることを確

認した。また、それらの計器が、「第 1.14－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、電源車により、非常用高圧母線 2C 系及び 2D 系へ給電する手順であり、「第 1.14－9図 ガスタービン発電機又は電源車によるメタクラ 2C系及びメタクラ 2D系 受電

（電源車使用の場合）タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、電源車の配置、ケーブルの敷設、給電操作、給電の確認等を必要な要員計 7名 により 125分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.14－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 遮断器操作及び電源車操作を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。当該作業は、遮断器操作については、原子炉建屋地下 1 階（非

管理区域）及び制御建屋地下 1階（非管理区域）、電源車操作については、屋外の電源車接続口（原子炉建屋西側又は原子炉建屋東側）近傍での作業となる。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.14.2において、以下のとおり示されている。 

（遮断器操作） 

・アクセスルートについて、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行しており、建屋内常用照明消灯時においてもアクセス可能である。また、アクセスルート上に支障とな

る設備はない。 

・通信設備等について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、重大事故等の環境下において、通常の連絡手段が

使用不能となった場合でも、携行型通話装置により中央制御室に連絡することが可能である。 

・作業環境について、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があることから、操

作は防護具(全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等)を装備又は携行して作業を行う。 

 （電源車操作） 

 ・アクセスルートについて、車両のヘッドライトのほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行しており、夜間においてもアクセス可能である。また、現場への移動は、

地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。 

 ・通信設備等について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS 端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、重大事故等の環境下において、通常の連絡手段が

使用不能となった場合でも、携行型通話装置により発電所対策本部に連絡することが可能である。 
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確認事項 確認結果（女川２号） 

 ・作業環境について、車両付属の作業用照明及び可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があること

から、操作は防護具（全面マスク、個人線量計及びゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 

 

(3) 【自主対策】号炉間電力融通ケーブルによる給電 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等発生時に必要な電力を確保するため、当該号炉で外部電源、 非常用ディーゼル発電機及びガスタービン発電機による給電ができない場合に、号炉間電力融

通ケーブル（常設）又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による給電を行うものであり、そのための自主対策設備が「第 1.14－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と

整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 外部電源、 非常用ディーゼル発電機及びガスタービン発電機による給電ができない場合には、3号炉の非常用ディーゼル発電機（A）又は非常用ディーゼル発電機（B）が健全で電

力融通が可能な場合に号炉間電力融通ケーブル（常設）による代替電源（交流）からの給電に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認

した。また、号炉間電力融通ケーブル（常設） が使用できない場合は、号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用して電力融通を行うことを確認した。 

b. 判断基準である「外部電源、非常用ディーゼル発電機及びガスタービン発電機による給電ができない場合」を、「電源の確保」で確認すること等により、適切に手順に着手できる

ことを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「電源の確保」等であること、その監視項目のための計器が「275kV母線電圧計」、「6-2C電圧計」、「6-2D電圧計」、「GTG発電機電圧計」等

であることを確認した。また、それらの計器が、「第 1.14－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

 

 

b. 所要時間 

 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、号炉間電力融通ケーブル（常設）又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）により、非常用高圧母線 2C 系及び非常用高圧母線 2D 系へ給電する手順であり、「第 1.14－

11図 号炉間電力融通ケーブルを使用した 3号炉非常用ディーゼル発電機（A）によるメタクラ 2C系又はメタクラ 2D系受電（号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用した場合） タ

イムチャート」、「第 1.14－12図 号炉間電力融通ケーブルを使用した 3号炉非常用ディーゼル発電機（A）によるメタクラ 2C系又はメタクラ 2D系受電（号炉間電力融通ケーブル

（可搬型）を使用した場合） タイムチャート」を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. 号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用する手順では、給電操作等を計 3名により、30分以内に実施することを確認した。また、号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用する手

順では、給電操作等を計 8名により、225分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.14－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

  

 (4) 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏ま

えた優先順位が示されているか。 

 

 

 

 

必要な電力を確保するための給電手段として、「第 1.14－45 図 重大事故等時の対応手段の選択フローチャート 代替電源（交流）による対応手段」にて

明確化しており、以下に示す優先順位に従い実施する方針としていることを確認した。 

・全交流動力電源喪失時に炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、使用済燃料プール内の燃料体の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい

損傷を防止するために必要な電力を確保するための給電手段として、ガスタービン発電機及び電源車による給電並びに号炉間電力融通ケーブルを使用し

た 3号炉の非常用ディーゼル発電機からの電力融通による給電がある。 

・短期的には、低圧代替注水として用いる復水補給水系への給電、中長期的には、発電用原子炉及び原子炉格納容器の除熱で用いる残留熱除去系の給電が

主な目的となることから、これらの必要な負荷を運転するための十分な容量があり、かつ短時間で給電が可能であるガスタービン発電機（優先 1）によ



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.14-20 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

る給電を優先する。 

・優先 1のガスタービン発電機からの給電ができず 3号炉の非常用ディーゼル発電機からの給電が可能な場合は、優先 2の号炉間電力融通ケーブル（常設）

を使用した電力融通を行う。ガスタービン発電機及び号炉間電力融通ケーブル（常設）による給電ができない場合は、優先 3の号炉間電力融通ケーブル

（可搬型）を使用した電力融通を行う。なお、号炉間電力融通ケーブルを使用した電力融通を行う場合は、電源を供給する 3号炉の発電用原子炉の冷却

状況、非常用ディーゼル発電機の運転状況及び電源を受電する 2号炉の受電体制を確認した上で実施する。 

・ガスタービン発電機、号炉間電力融通ケーブル（常設）及び号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による給電ができない場合は、優先 4の電源車から給電

する。 

・上記の優先 1 から優先 4 までの給電手順を連続して実施した場合、125V 充電器まで約 395 分で実施可能であり、所内常設蓄電式直流電源設備から給電

されている 24時間以内に十分な余裕をもって給電を開始する。 

 （代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電の優先順位） 

 １．ガスタービン発電機 

 ２．号炉間電力融通ケーブル（常設） 

 ３．号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

 ４．電源車 

 ただし、「２．」及び「３．」は自主対策 
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1.14.2.2 代替電源（直流） による対応手順 

(1) 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】所内常設蓄電式直流電源設備による給電 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等発生時に必要な電力を確保するため、外部電源及び非常用ディーゼル発電機の機能喪失、ガスタービン発電機、号炉間電力融通ケーブル及び電源車による

交流電源の復旧ができない場合、125V蓄電池 2A及び 125V蓄電池 2Bにより、24 時間にわたり直流母線へ給電を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.14の解釈 1 (1)a)

にて求められている「電源の確保に関する手順等」に係る手段であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。そのための設備が「第 1.14－1表 

機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理され、125V蓄電池 2A及び 125V蓄電池 2Bを重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

（※）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち「全交流動力電源喪失」、他（詳細は 3及び 4ページに記載した＜有効性評価(第３７条)＞（有効性評価における事故シーケンス等で必

要となる対策（手順等）を参照））についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 着手タイミング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 当該手順は以下の 3つの手順を行うとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

［所内常設蓄電式直流電源設備による 125V直流主母線盤 2A及び 125V直流主母線盤 2Bへの給電の判断基準］ 

全交流動力電源喪失により、125V 充電器 2A及び 125V 充電器 2Bの交流入力電源の喪失が発生した場合 

［必要な負荷以外の切り離しの判断基準］ 

125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池 2B から 125V 直流主母線盤 2A 及び 125V 主母線盤 2B への自動給電開始から 1 時間以内にガスタービン発電機による給電がなく、ガスタービン発電

機による 125V充電器 2A及び 125V充電器 2Bの交流入力電源の復旧が見込めない場合 

［125V充電器 2A、125V充電器 2Bの受電及び中央制御室監視計器の復旧確認の判断］ 

全交流動力電源喪失時に、ガスタービン発電機、号炉間電力融通ケーブル又は電源車により、モータコントロールセンタ 2C 系及びモータコントロールセンタ 2D 系の受電が可能と

なった場合 

 

b. 当該手順は以下の 3つの手順を行うとしており、手順着手のタイミングが具体的に示されていることを確認した。 

［所内常設蓄電式直流電源設備による 125V直流主母線盤 2A及び 125V直流主母線盤 2Bへの給電］ 

判断基準である「全交流動力電源喪失により、125V充電器 2A及び 125V充電器 2Bの交流入力電源の喪失」を、「電源の確保」で確認すること等により、適切に手順に着手できる。 

［必要な負荷以外の切り離し］ 

判断基準である「125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池 2B から 125V 直流主母線盤 2A 及び 125V 主母線盤 2B への自動給電開始から 1 時間以内にガスタービン発電機による給電がなく、

ガスタービン発電機による 125V充電器 2A及び 125V充電器 2Bの交流入力電源の復旧が見込めない場合」を、「電源の確保」で確認すること等により、適切に手順に着手できる。 

［125V充電器 2A、125V充電器 2Bの受電及び中央制御室監視計器の復旧確認］ 

判断基準である「全交流動力電源喪失時に、ガスタービン発電機、号炉間電力融通ケーブル又は電源車により、モータコントロールセンタ 2C 系及びモータコントロールセンタ 2D

系の受電が可能となった場合」を、「電源の確保」で確認すること等により、適切に手順に着手できる。 

 

c.当該手順着手の判断における監視項目が「電源の確保」であること、その監視項目のための計器が「257kV母線電圧計」、「6-2C母線電圧計」、「6-2D母線電圧計」、「4-2C母線電圧計」、

「4-2D母線電圧計」等であることを確認した。また、それらの計器が、「第 1.14－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

 

b. 所要時間 

 

a. 当該手順は、125V蓄電池 2A及び 125V蓄電池 2Bにより、直流母線へ給電する手順であり、「第 1.14－14図 所内常設蓄電式直流電源設備による給電 タイムチャート」等を踏まえ、

必要な手段が示されていることを確認した。 

 

b. 3つの手順に対して、以下のとおり所要時間を確認した。 
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c. 操作計器 

［所内常設蓄電式直流電源設備による 125V直流主母線盤 2A及び 125V直流主母線盤 2Bへの給電］ 

この手順は自動動作となるため、動作状況を 125V直流主母線 2A電圧、125V直流主母線 2B電圧、125V直流主母線 2A-1電圧及び 125V直流主母線 2B-1電圧で確認することを確認し

た。 

［必要な負荷以外の切り離し］ 

この手順では、中央制御室における 1 時間以内の不要な負荷の切離しを 1 名により、5 分以内に実施する。また、現場における 8 時間以内の不要な負荷の切離しを計 2 名により、

60分以内に実施することを確認した。 

［125V充電器 2A、125V充電器 2Bの受電及び中央制御室監視計器の復旧確認］ 

常設代替交流電源設備、号炉間電力融通設備又は可搬型代替交流電源設備によるモータコントロールセンタ 2C系及びモータコントロールセンタ 2D系受電後、125V充電器 2A、125V

充電器 2B及び中央制御室監視計器の復旧は、20分以内で可能であることを確認した。 

 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.14－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 不要な負荷の切離しを行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。当該作業は、制御建屋地下 1階（非管理区域）での作業となる。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.14.2において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行しており、建屋内常用照明消灯時においてもアクセス可能である。、また、アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

・通信設備等について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、重大事故等の環境下において、通常の連絡手段が

使用不能となった場合でも、携行型通話装置により中央制御室に連絡することが可能である。 

・作業環境について、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があることから、放

射線防護具(全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等)を装備又は携行して作業を行う。 
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(2) 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】常設代替直流電源設備による給電 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等発生時に必要な電力を確保するため、外部電源及び非常用ディーゼル発電機の機能喪失、ガスタービン発電機、号炉間電力融通ケーブル及び電源車による

交流電源の復旧ができない場合、250V蓄電池により、24時間にわたり 250V直流母線盤へ給電を行うもの、また、125V蓄電池 2A及び 125V蓄電池 2Bによる給電もできない場合、125V

代替蓄電池により、24 時間にわたり 125V 直流主母線盤 2A 及び 2B へ給電を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.14 の解釈 1 (1)a)にて求められている「電源の確保に

関する手順等」に係る手段であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。そのための設備が「第 1.14－1表 機能喪失を想定する設計基準事故

対象設備と整備する手順」に整理され、125V代替蓄電池及び 250V蓄電池を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

（※）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち「全交流動力電源喪失」、他（詳細は 3及び 4ページに記載した＜有効性評価(第３７条)＞（有効性評価における事故シーケンス等で必

要となる対策（手順等）を参照））についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

 

 

 

b. 着手タイミング 

 

 

 

 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 当該手順は以下の 2つの手順を行うとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

［125V代替蓄電池から 125V直流主母線盤 2A-1及び 125V直流主母線盤 2B-1への給電の判断基準］ 

全交流動力電源喪失後、所内常設蓄電式直流電源設備による給電ができない場合 

［250V蓄電池から 250V直流主母線盤への給電の判断基準］ 

全交流動力電源喪失により、250V充電器の交流入力電源の喪失が発生した場合 

 

b. 当該手順は以下の 2つの手順を行うとしており、手順着手のタイミングが具体的に示されていることを確認した。 

［125V代替蓄電池から 125V直流主母線盤 2A-1及び 125V直流主母線盤 2B-1への給電の判断基準］ 

判断基準である「全交流電源喪失後、所内常設蓄電式直流電源設備による給電ができない場合」を、「電源の確保」で確認すること等により、適切に手順に着手できる。 

［250V蓄電池から 250V直流主母線盤への給電の判断基準］ 

判断基準である「全交流動力電源喪失により、250V充電器の交流入力電源の喪失が発生した場合」を、「電源の確保」で確認すること等により、適切に手順に着手できる。 

 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「電源の確保」であること、その監視項目のための計器が「125V 直流主母線 2A 電圧計」、「125V 直流主母線 2B 電圧計」、「250V 直流主母線

電圧計」等であることを確認した。また、それらの計器が、「第 1.14－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

 

 

b. 所要時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 当該手順は、125V代替蓄電池及び 250V蓄電池により、直流母線へ給電する手順であり、「第 1.14－20図 常設代替直流電源設備（125V及び 250V系統）による給電 タイムチャー

ト（1/2）」、「第 1.14－21 図 常設代替直流電源設備（125V 系統）による給電 タイムチャート（2/2）」、「第 1.14－22 図 常設代替直流電源設備（250V 系統）による給電 タイム

チャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

 

b. 2つの手順に対して、以下のとおり所要時間を確認した。 

［125V代替蓄電池から 125V直流主母線盤 2A-1及び 125V直流主母線盤 2B-1への給電］ 

この手順では、125V 代替蓄電池の給電切替操作を計 3 名により、50 分以内に実施する。また、現場における 8 時間以内の不要な負荷の切離しを計 2 名により、15 分以内に実施す

ることを確認した。 

［250V蓄電池から 250V直流主母線盤への給電］ 

この手順は自動動作となるため、動作状況を 250V直流主母線電圧で確認する。その後、中央制御室における 1時間以内の不要な負荷の切離しを 1名により、5分以内に実施するこ

とを確認した。 
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c. 操作計器 c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.14－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 不要な負荷の切離しを行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。当該作業は、制御建屋地下 1階（非管理区域）での作業となる。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.14.2において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行しており、建屋内常用照明消灯時においてもアクセス可能である。、また、アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

・通信設備等について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、重大事故等の環境下において、通常の連絡手段が

使用不能となった場合でも、携行型通話装置により中央制御室に連絡することが可能である。 

・作業環境について、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があることから、放

射線防護具(全面マスク、個人線量計、ゴム手袋等)を装備又は携行して作業を行う。 
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 (3) 【技術的能力】可搬型代替直流電源設備（電源車）による給電 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等発生時に必要な電力を確保するため、外部電源及び非常用ディーゼル発電機の機能喪失時に、125V 代替蓄電池及び 250V 蓄電池による給電開始から 24 時間

以内に、ガスタービン発電機、号炉間電力融通ケーブル又は電源車による非常用所内電気設備を経由した給電操作が完了できない場合に、可搬型代替直流電源設備である電源車によ

る給電を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.14 の解釈 1(1) a)にて求められている「電源の確保に関する手順等」に係る手段である。そのための設備が「第 1.14－1

表 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理され、電源車を重大事故等対処設備として新たに整備するとしていることを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 全交流動力電源喪失後、125V代替蓄電池による 125V直流主母線盤 2A-1、125V直流主母線盤 2B-1及び 250V蓄電池による 250V直流主母線盤への給電開始から 24時間以内に、ガス

タービン発電機、号炉間電力融通ケーブル又は電源車による非常用所内電気設備への給電操作が完了する見込みがない場合において、電源車からの給電に着手するとしており、手

順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 判断基準である「125V 代替蓄電池による 125 直流主母線盤 2A-1、125V 直流主母線盤 2B-1 及び 250V 蓄電池による 250V 直流主母線盤への給電開始から 24 時間以内に、ガスタービ

ン発電機、号炉間電力融通ケーブル又は電源車による非常用所内電気設備への給電操作が完了する見込みがない場合」を、「電源の確保」で確認すること等により、適切に手順に

着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「電源の確保」であること、その監視項目のための計器が「125V直流主母線 2A電圧」、「125V直流主母線 2B電圧」、「250V直流主母線電圧」

であることを確認した。また、それらの計器が、「第 1.14－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、電源車により、125V 直流主母線盤 2A-1、125V 直流主母線盤 2B-1 及び 250V 直流主母線盤へ給電する手順であり、「第 1.14－26 図 可搬型代替直流電源設備による給

電 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、ケーブル敷設、電源からの給電操作、給電の確認等を 1名により、15分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.14－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 電源車操作を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。当該作業は、建屋内の非管理区域及び屋外での作業となる。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.14.2において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、車両のヘッドライトのほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行しており、夜間においてもアクセス可能である。また、現場への移動は、

地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。 

・通信設備等について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、重大事故等の環境下において、通常の連絡手段が

使用不能となった場合でも、携行型通話装置により発電所対策本部に連絡することが可能である。 

・作業環境について、車両付属の作業用照明及び可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があること 

から、操作は防護具（全面マスク、個人線量計及びゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.14-26 

(4) 【自主対策】125V 代替充電器用電源車接続設備による給電 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等発生時に必要な電力を確保するため、外部電源及び非常用ディーゼル発電機の機能喪失後、24 時間以内に代替交流電源設備による給電操作が完了する見込

みがない場合であって、電源車を用いた可搬型代替直流電源設備による給電ができない場合に、125V代替充電器用電源車接続設備による 125V代替充電器へ給電を行うものであり、そ

のための自主対策設備が「第 1.14－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策として位置付

ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 操作手順 

 

c. 所要時間等 

 

 

a. 全交流動力電源喪失後、24 時間以内に代替交流電源設備による給電が完了する見込みがない場合であって、電源車を用いた可搬型代替直流電源設備による給電ができない場合には、

125V代替充電器用電源車接続設備による 125V代替充電器への給電に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 当該手順は、125V代替充電器用電源車接続設備による 125V代替充電器へ給電する手順であり、「第 1.14－28図 125V代替充電器用電源車接続設備による給電 タイムチャート」

等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

c. この手順では、電路の構成、給電操作等を計 6名により、140分以内に実施することを確認した。 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.14-27 

 (5) 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏

まえた優先順位が示されているか。 

 

 

 

 

必要な電力を確保するための給電手段として、「第 1.14－46 図 重大事故等時の対応手段の選択フローチャート 代替電源（直流）による対応手段」にて

明確化しており、以下に示す優先順位に従い実施する方針としていることを確認した。 

・全交流動力電源喪失時、直流母線への給電ができない場合の対応手段として、所内常設蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備、可搬型代替直流電

源設備及び 125V代替充電器用電源車接続設備がある。 

・原子炉圧力容器への注水で用いる原子炉隔離時冷却系、高圧代替注水系及び低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）、発電用原子炉の減圧

で用いる自動減圧系、原子炉格納容器内の減圧及び除熱で用いる原子炉格納容器フィルタベント系への給電が主な目的となる。短時間で電力供給が可能で

あり、長期にわたる運転を期待できる手段から優先して準備する。 

・全交流動力電源の喪失により 125V充電器を経由した 125V直流主母線盤への給電ができない場合は、代替交流電源設備による給電を開始するまでの間は、

125V蓄電池 2A、125V蓄電池 2Bを使用することで 24時間にわたり原子炉隔離時冷却系の運転、及び自動減圧系の作動等に必要な直流電源の供給を行う。 

・全交流動力電源喪失後、125V 蓄電池 2A、125V 蓄電池 2B による給電ができない場合は、125V 代替蓄電池を使用することで 24 時間にわたり高圧代替注水

系の運転に必要な直流電源の供給を行う。 

・全交流動力電源の喪失により、250V 充電器を経由した 250V 直流主母線盤への給電ができない場合は、代替交流電源設備による給電を開始するまでの間

は、250V蓄電池を使用することで低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）の運転に必要な直流電源の供給を行う。 

・全交流動力電源喪失後、24 時間以内に代替交流電源設備による給電操作が完了する見込みがない場合は、可搬型代替直流電源設備又は 125V 代替充電器

用電源車接続設備を用いて直流電源母線へ給電するが、短時間で給電可能な可搬型代替直流電源設備を優先して準備する。 

・代替交流電源設備により交流電源が復旧した場合には、125V充電器を受電して直流電源の機能を回復させる。 

・125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池 2B が枯渇した場合は、遮断器の制御電源が喪失しているため、遮断器を手動で投入してから代替交流電源設備により交

流電源を復旧し、125V充電器 2A及び 125V充電器 2Bを経由して 125V直流主母線盤 2A及び 125V直流主母線盤 2Bに給電して直流電源の機能を回復させる。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.14-28 

1.14.2.3 代替所内電気設備による給電手順等 

(1) 【技術的能力】代替所内電気設備による給電 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等発生時に必要な電力を確保するため、代替所内電気設備にて電路を確保し、ガスタービン発電機、号炉間電力融通ケーブル又は電源車から給電を行うもの

であり、重大事故等防止技術的能力基準 1.14 の解釈 1 (1)d)にて求められている「所内電気設備による機能維持等」に係る手段である。そのための設備が「第 1.14－1 表 機能喪失

を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理され、ガスタービン発電機接続盤、緊急用高圧母線 2F系、緊急用高圧母線 2G系、緊急用動力変圧器 2G系、緊急用低圧母線

2G系、緊急用交流電源切替盤 2G系、緊急用交流電源切替盤 2C系及び緊急用交流電源切替盤 2D系を重大事故等対処設備として新たに整備するとしていることを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 非常用所内電気設備であるメタクラ 2C 系及び 2D 系が同時に機能喪失した場合で、 ガスタービン発電機、 号炉間電力融通ケーブル又は電源車からパワーセンタ 2G 系及びモータ

コントロールセンタ 2G系へ給電が可能な場合に、代替所内電気設備への給電に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 判断基準である「常用所内電気設備であるメタクラ 2C系及び 2D系が同時に機能喪失した場合で、 ガスタービン発電機、 号炉間電力融通ケーブル又は電源車からパワーセンタ 2G

系及びモータコントロールセンタ 2G系へ給電が可能な場合」を、「電源の確保」で確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「電源の確保」であること、その監視項目のための計器が「6-2C 母線電圧計」、「6-2D 母線電圧計」等であることを確認した。また、それ

らの計器が、「第 1.14－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

 

 

b. 所要時間 

 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、所内代替電気設備への給電する手順であり、「第 1.14－30 図 ガスタービン発電機、号炉間電力融通ケーブル又は電源車によるパワーセンタ 2G 系及びモータコント

ロールセンタ 2G系給電（ガスタービン発電機によるパワーセンタ 2G系及びモータコントロールセンタ 2G系給電の場合）タイムチャート」、「第 1.14－33図 ガスタービン発電機、

号炉間電力融通ケーブル又は電源車によるパワーセンタ 2G系及びモータコントロールセンタ 2G系給電（電源車によるパワーセンタ 2G系及びモータコントロールセンタ 2G系給電

の場合）タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、ガスタービン発電機を使用する場合、電路の構成、電源からの給電操作、給電の確認等を 1名により、15分以内に、電源車を使用する場合、電路の構成、電源から

の給電操作、給電の確認等を計 6名により、130分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.14－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

ガスタービン発電機を使用する場合は、中央制御室での操作のみであることを確認した。電源車を使用する場合は、以下のとおり確認した。 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 遮断器操作等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。当該作業は、建屋内の非管理区域及び屋外での作業となる。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.14.2において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、車両のヘッドライトのほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行しており、夜間においてもアクセス可能である。また、現場への移動は、

地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。 

・通信設備等について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、重大事故等の環境下において、通常の連絡手段が

使用不能となった場合でも、携行型通話装置により発電所対策本部に連絡することが可能である。 

・作業環境について、車両付属の作業用照明及び可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があること 

から、操作は防護具（全面マスク、個人線量計及びゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 

 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.14-29 

1.14.2.4 燃料の補給手順等 

 (1) 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油からタンクローリへの補給 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等発生時に必要な電力を確保するため、重大事故等の対処に必要となるガスタービン発電機、電源車、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、熱交換器ユニット、可搬

型窒素ガス供給装置及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）に燃料を補給するために、軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクとタンクローリをホースで接続し、タンクローリ

へ軽油の補給を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.14 の解釈 1 (1)a)にて求められている「電源の確保に関する手順等」に係る手段であるとともに、有効性評価（第

３７条）（※）において解析上考慮する手段である。そのための設備が「第 1.14－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理され、軽油タンク、ガスタ

ービン発電設備軽油タンク及びタンクローリを重大事故等対処設備として新たに整備するとしていることを確認した。 

（※）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち「全交流動力電源喪失」、他（詳細は 3及び 4ページに記載した＜有効性評価(第３７条)＞（有効性評価における事故シーケンス等で必要

となる対策（手順等）を参照））についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a. 重大事故等の対処に必要となるガスタービン発電機、電源車、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、熱交換器ユニット、可搬型窒素ガス供給装置及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）を

使用する場合に、軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクからタンクローリへの補給に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確

認した。 

b. 判断基準である「上記設備を使用する場合」を、「補機監視機能」で確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「補機監視機能」等であること、その監視項目のための計器が「軽油タンク(A)油面計」、「軽油タンク(B)油面計」、「タンクローリ油タンク

レベル計」等であることを確認した。また、それらの計器が、「第 1.14－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクからタンクローリへ燃料を補給する手順であり、「第 1.14－36図 軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンク

からタンクローリへの補給 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、作業開始を判断してからタンクローリへの補給完了まで計 2名により、135分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.14－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 補給等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。当該作業は、屋外での作業となる。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.14.2において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、車両のヘッドライトのほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行しており、夜間においてもアクセス可能である。また、現場への移動は、

地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。 

・通信設備等について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、重大事故等の環境下において、通常の連絡手段が

使用不能となった場合でも、携行型通話装置により発電所対策本部に連絡することが可能である。 

・作業環境について、車両付属の作業用照明及び可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があること 

から、操作は防護具（全面マスク、個人線量計及びゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 

 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.14-30 

(2) 【技術的能力、有効性評価（第３７条）】タンクローリから各機器等への補給 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等発生時に必要な電力を確保するため、重大事故等の対処に必要となるガスタービン発電機、電源車、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、熱交換器ユニット、可搬

型窒素ガス供給装置及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）に対して、タンクローリを用いて燃料の補給を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.14 の解釈 1 (1)a)にて求め

られている「電源の確保に関する手順等」に係る手段であるとともに、有効性評価（第３７条）（※）において解析上考慮する手段である。 

なお、ガスタービン発電機の場合はガスタービン発電設備軽油タンクへ補給する。ガスタービン発電機の運転に伴い燃料が消費されると、ガスタービン発電設備燃料移送ポンプが自

動起動し、ガスタービン発電設備軽油タンクから燃料の補給が開始される。また、ガスタービン発電設備燃料移送ポンプは、燃料の補給完了後に自動停止する。 

そのための設備が「第 1.14－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理され、タンクローリを重大事故等対処設備として新たに整備するとしているこ

とを確認した。 

（※）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち「全交流動力電源喪失」、他（詳細は 3及び 4ページに記載した＜有効性評価(第３７条)＞（有効性評価における事故シーケンス等で必要

となる対策（手順等）を参照））についての有効性評価をいう。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 上記設備が運転した場合において、各機器の燃料が規定油量以上あることを確認した上で運転開始後、燃料保有量及び燃費からあらかじめ算出した給油時間となった場合に、タン

クローリから各機器に給油する手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 判断基準である「上記設備が運転した場合において、各機器の燃料が規定油量以上あることを確認した上で運転開始後、燃料保有量及び燃費からあらかじめ算出した給油時間とな

った場合」を、「補機監視機能」等で確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「補機監視機能」等であること、その監視項目のための計器が「タンクローリ油タンクレベル計」、「各機器油タンクレベル計」であること

を確認した。また、それらの計器が、「第 1.14－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間 

 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、タンクローリから燃料を給油する手順であり、「第 1.14－39図 タンクローリから各機器等への補給 タイムチャート」、「第 1.14－40図 タンクローリからガスター

ビン発電設備軽油タンクへの補給 タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、タンクローリの準備、ホースの敷設、給油等を計 2 名により、タンクローリから電源車等への燃料補給を 40 分以内に、タンクローリからガスタービン発電設備軽

油タンクへの燃料補給を 50分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.14－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 照明により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 補給等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。当該作業は、屋外での作業となる。 

具体的には、操作の成立性について、添付資料 1.14.2において、以下のとおり示されている。 

・アクセスルートについて、車両のヘッドライトのほか、可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）を携行しており、夜間においてもアクセス可能である。また、現場への移動は、

地震等による重大事故等が発生した場合でも安全に移動できる経路を移動する。 

・通信設備等について、通常の連絡手段として電力保安通信用電話設備（PHS端末）及び送受話器（ページング）を配備しており、重大事故等の環境下において、通常の連絡手段が

使用不能となった場合でも、携行型通話装置により発電所対策本部に連絡することが可能である。 

・作業環境について、車両付属の作業用照明及び可搬型照明（ヘッドライト及び懐中電灯）により、夜間における作業性を確保している。放射性物質が放出される可能性があること 

から、操作は防護具（全面マスク、個人線量計及びゴム手袋等）を装備又は携行して作業を行う。 
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表２ 自主対策における自主対策設備 

 

対応手段 設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

代替電源による給電 

 

125V代替充電器用電源車接続設備 給電開始までに時間を要するものの、可搬型代替直流電源設備である電源車の代替手段となり得る。 

号炉間電力融通設備 重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではないものの、重大事故等の対処に必要な電源を確保する手段となり得る。 

 

 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.15-1 

女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（重大事故等防止技術的能力基準１．１５及び設置許可基準規則第５８条） 

 

 

Ⅰ 要求事項の整理 ........................................................................................................................................................................... 1.15-2 

Ⅱ 審査の視点・審査確認事項と確認結果 ....................................................................................................................................................... 1.15-4 

1.15.1 対応手段と設備の選定 .................................................................................................................................................................. 1.15-4 

（1） 対応手段と設備の選定の考え方 ......................................................................................................................................................... 1.15-4 

（2） 対応手段と設備の選定の結果 ........................................................................................................................................................... 1.15-5 
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b.第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 ............................................................................................................................................ 1.15-12 
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a. 【技術的能力、自主対策】代替パラメータによる推定 ..................................................................................................................................... 1.15-18 

b. 【技術的能力】可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 ............................................................................................................................... 1.15-19 
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Ⅰ 要求事項の整理 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（以下「重大事故等防止技術的能力基準」という。）及び実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）において、事故時の計装に関する手順等について以下のとおり要求している。 

また、申請者の計画が、設置許可基準規則第３７条の評価（以下「有効性評価（第３７条）」という。）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備する方針であるかを確認するため、重大事故

等防止技術的能力基準１．15事故時の計装に関する手順等に関連する有効性評価（第３７条）における事故シーケンスグループ及び有効性評価（第３７条）で解析上考慮している対策を整理する。 

 

＜重大事故等防止技術的能力基準１．15事故時の計装に関する手順等＞ 

重大事故等防止技術的能力基準 【解釈】 

１．15事故時の計装に関する手順等 

 

発電用原子炉設置者において、重大事故等が

発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の

故障により当該重大事故等に対処するために監

視することが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において当該パラメータを

推定するために有効な情報を把握するために必

要な手順等が適切に整備されているか、又は整

備される方針が適切に示されていること。 

 

１ 「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合においても当該パラメータを推定するために有効な情報を把

握するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために

監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施

設の状態を意味する。 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確化すること。（最高計測可能温度等） 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の発電用原子炉施設の状態を推定すること。 

 ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。 

 ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。 

 ⅲ）推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等の対応に必要となるパラメータが計測又は監視及び記録ができること。 

ｄ）直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等（テスター又は換算表等）を整備すること。 

 

 

＜設置許可基準規則第 58条＞（計装設備） 

設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 

（計装設備） 

第五十八条 発電用原子炉施設には、重大事故

等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）

の故障により当該重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータを計測す

ることが困難となった場合において当該パラ

メータを推定するために有効な情報を把握で

きる設備を設けなければならない。 

第５８条（計装設備） 

１ 第５８条に規定する「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するた

めに有効な情報を把握できる設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。なお、「当該重大事故等に対処する

ために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電

用原子炉施設の状態を意味する。 

 ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確にすること。（最高計測可能温度等） 

 ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の発電用原子炉施設の状態の推定手段を整備すること。 

  ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位が推定できる手段を整備すること。 

  ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量が推定できる手段を整備すること。 

  ⅲ）推定するために必要なパラメータは、複数のパラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。 

 ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等の対応に必要となるパラメータが計測又は監視及び記録ができること。 
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＜有効性評価（第３７条）＞（有効性評価における事故シーケンス等で必要となる対策（手順等）） 

有効性評価における事故シーケンスグループ等 有効性評価で解析上考慮している対策（手順等） 

2.3 全交流動力電源喪失 

2.3.1 全交流動力電源喪失（長期 TB） 

2.3.2 全交流動力電源喪失（TBU） 

2.3.3 全交流動力電源喪失（TBD） 

2.3.4 全交流動力電源喪失（TBP） 

2.4 崩壊熱除去機能喪失 

2.4.1 取水機能が喪失した場合 

2.6 LOCA時注水機能喪失 

3.1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

3.1.1 代替循環冷却系を使用する場合 

3.1.2 代替循環冷却系を使用できない場合 

3.4 水素燃焼 

5.2 全交流動力電源喪失（停止時） 

 

 

3.1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

3.1.1 代替循環冷却系を使用する場合 

3.1.2 代替循環冷却系を使用できない場合 

3.4 水素燃焼 

 

 

・常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備又は号炉間電力融通設備からの給電 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の手順に加えて 

・代替パラメータによる推定 
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Ⅱ 審査の視点・審査確認事項と確認結果  

 計測機器（非常用のものを含む。以下同じ。）の故障により、重大事故等に対処するために必要なパラメータを計測することが困難となった場合において、当該パラメータを推定するための有効な情報を把握するために

申請者が計画する必要な設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第５８条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１５項（以下「第５８条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であるかを確認した。 

 

1.15.1 対応手段と設備の選定 

（1） 対応手段と設備の選定の考え方 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１.対応手段と設備を選定するための考え方について 

 

１）対応手段と設備の選定の考え方が、「第５８条等」に

示されている要求事項と一致していることを確認す

る。 

 

２）自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実

施する方針であることを確認する。 

 

 

 

 

 

１）重大事故等が発生し、計測機器の故障等により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合

に、当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な対処設備及び対応手順を整備するとしており、「第５８条等」に示された要求

事項と一致していることを確認した。 

 

２）「第５８条等」に示された要求事項を踏まえ、計器故障、計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合及び計器電源喪失により、主要パラメータを計測す

ることが困難となった場合において、想定する故障等に対応する手順及び主要パラメータの推定に必要なパラメータ（以下「代替パラメータ」という。）

を用いて推定する手順を整備し、重大事故等対処設備を選定するとしていること、重大事故等対処設備の他に、柔軟な事故対応を行うための対応手段

及び自主対策設備※ １を選定するとしており、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的

に１）以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処をより確実に実施する方針であることを確認した。 

 

※１ 自主対策設備；技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況によっては、事

故対応に有効な設備。 
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（2） 対応手段と設備の選定の結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．対応手段と設備の選定結果について 

 

１）対応手段の選定にあたり、フォールトツリー解析等

により機能喪失の原因分析を行っている場合、その分

析結果を踏まえて網羅的に対応手段が選定されている

か確認する。 

 

①機能喪失原因対策分析で想定する故障想定が適切で

あることを確認する。 

 

 

②機能喪失原因対策分析結果を踏まえ、対応手段が網

羅的に選定されていることを確認する。その際、少

なくとも①で想定する故障に直接関連する機器の機

能喪失時の対応手段※が選定されていることを確認

する。 

  また、対応策を講じない故障がある場合、その理

由等を確認する。 

 

 （例；1.2高圧時冷却における冷却機能喪失） 

※ 1.2高圧時冷却であれば、対象となる設備は原子炉

隔離時冷却系及び高圧炉心注水系であり、対応手段

は高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水、

原子炉隔離時冷却系の現場操作による起動による

原子炉圧力容器への注水等となる。FT図では、設定

したフォールトツリーの頂上事象の下に論理ゲー

ト含めて機能喪失原因が展開される。 

  

 

 

 

１）機能喪失原因対策分析結果を踏まえた選定結果の確認 

 

 

 

 

① 機能喪失対策分析結果（「第 1.15－1図 機能喪失原因対策分析」参照）を踏まえ、機能喪失原因対策分析の結果、監視機能の喪失として計器故障及び

計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合を想定する。また、全交流動力電源喪失及び直流電源喪失等による計器電源の喪失を想定することを確認し

た。 

 

②  機能喪失対策分析結果を踏まえ、網羅的に対応する代替手段が選定されていることを確認した。想定する故障と対応策との関係について、「第 1.15－

1図 機能喪失原因対策分析」に示されていることを確認した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

２）第５８条等における要求事項に対応した手順等が選

定されているか確認する。 

  また、有効性評価（第３７条）において位置付けら

れた重大事故対処設備及び手順等が含まれているか確

認する。 

 

 

２）第５８条等及び有効性評価（第３７条）に対応する重大事故等対処設備及び手順等についての確認結果を以下に示す。 具体的な確認内容については、

「表１ 規制要求事項に対応する手順」のとおり。 

 

（選定された重大事故対処設備整備及び手順等） 

第５８条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を整備する方針としている。 

① パラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を把握するための設備及び手順等 

② 計測に必要な計器電源が喪失した場合の設備及び手順等 

③ 重大事故等時のパラメータを記録するための設備及び手順等 

④ パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するための設備及び手順等 

⑤ 設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確化する（最高計測可能温度等） 
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表１ 規制要求事項に対応する手順 

○「第５８条等」で求められている手順 

規制要求事項 確認結果（女川２号） 

【設備（配備）】※１ 第５８条（計装設備） 

１ 第５８条に規定する「当該重大事故等に対処するために監視することが必

要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメー

タを推定するために有効な情報を把握できる設備」とは、以下に掲げる措置

又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。なお、

「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」と

は、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成

功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。 

 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確

にすること。（最高計測可能温度等） 

  

 

 

 

 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の

発電用原子炉施設の状態の推定手段を整備すること。 

  ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位が推定できる手段を整備する

こと。 

  ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量が推定できる手段を整

備すること。 

  ⅲ）推定するために必要なパラメータは、複数のパラメータの中から確か

らしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。 

  

 

 

 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定さ

れる重大事故等の対応に必要となるパラメータが計測又は監視及び記録ができ

ること。 

 

 

 

第５８条等の要求事項に対応するための設備及び手順等について、以下

のとおり整備する方針であることを確認した。 

機能喪失対策分析結果を踏まえ、監視機能の喪失として計器故障及び計

器の計測範囲（把握能力）を超えた場合における規制要求事項に対する

主な手順等を以下のとおり示す。 

 

 

 

ａ）設計基準を超える状態における把握能力  

「第 1.15－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重

大事故等対処設備）」に、重要監視パラメータ及び主要パラメータ（計測

範囲）が示されており、設計基準を超える状態における原子炉施設の状

態の把握能力が示されていることを確認した。 

 

 

ｂ）計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合の手順等（代替パラメータ

による推定） 

重大事故等時に監視している必要なパラメータの値が計器の計測範囲

を外れ確認できない場合には、重要代替計器によるパラメータの推定の

手順に着手するとしていることを確認した。 

重要代替計器によるパラメータには、ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧

力及び水位、ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量、が含

まれていること、ⅲ）優先順位については、推定するために必要な代替

パラメータについて、複数のパラメータの中から不確かさを考慮し、「第

1.15－3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定」に優先順位

を定めるとしていることを確認した。 

 

c）パラメータ記録の手順 

原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想

定される重大事故等の対応に必要となる重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測又は監視結果について、安全パラメータ表示

システム（SPDS）等による計測結果を記録する手順及び可搬型計測器の

記録する手順を整備するとしていることを確認した。 
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【技術的能力】※３  

１ 「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計

測することが困難となった場合においても当該パラメータを推定するため

に有効な情報を把握するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当

該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事

業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させ

るために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。 

 

 

 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確

化すること。（最高計測可能温度等） 

 

 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合

の発電用原子炉施設の状態を推定すること。 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中から

確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。 

 

 

 

 

 

 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定

される重大事故等の対応に必要となるパラメータが計測又は監視及び記録

ができること。 

 

 

 

 

ｄ）直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等（テ

スター又は換算表等）を整備すること。 

 

 

 

重大事故等の炉心損傷防止対策及び原子炉格納容器破損防止対策を成

功させるために把握することが必要な原子炉施設の状態を直接監視する

パラメータを「主要パラメータ」と称し、うち、重大事故等対処設備によ

り計測されるものを「重要監視パラメータ」と称している。 

また、計器故障、計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合及び計器電

源喪失により、主要パラメータを計測することが困難となった場合におい

て、主要パラメータの推定に必要なパラメータを「代替パラメータ」と称

し、うち、重大事故等対処設備により計測されるものを、「重要代替監視パ

ラメータ」と称している。 

 

ａ）重要監視パラメータの把握能力が、「第 1.15－2 表 重要監視パラメ

ータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）」に整理され、

明確化されていることを確認した。 

 

ｂ) 計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合の手順等（代替パラメータ

による推定） 

重大事故等時に監視している必要なパラメータの値が計器の計測範

囲を外れ確認できない場合には、重要代替計器によるパラメータの推定

の手順に着手するとしていることを確認した。 

重要代替計器によるパラメータには、ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、

圧力及び水位、ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量、が

含まれていること、ⅲ）優先順位については、推定するために必要な代

替パラメータについて、複数のパラメータの中から不確かさを考慮し、

「第 1.15－3表 代替パラメータによる主要パラメータの推定」に優先

順位を定めるとしていることを確認した。 

 

ｃ）パラメータ記録の手順 

原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想

定される重大事故等の対応に必要となる重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計測又は監視結果について、重大事故等時のパラ

メータを記録する手段及び設備を整備するとしていることを確認した。 

 

 

ｄ）直流電源喪失時の可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

直流電源喪失により計装電源が喪失となり、中央制御室でのパラメー

タ監視が不能となった場合に、重要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータのうち手順着手の判断及び操作に必要なものを計測又は監視を
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行うこと、当該手順において、運転員は、可搬型計測器に表示される計

測結果を読み取り、換算表を用いて工学値に換算し換算結果を記録用紙

に記録するとしていることを確認した。 

 

※１；【設備（設置/配備）】：設置許可基準規則第 58条のうち、設備等の設置に関する要求事項 

※２；【設備（措置）】：【設備（設置/配備）】以外の要求事項 

※３；【技術的能力】：重大事故等防止技術的能力基準１．15 

 

○有効性評価（第３７条）で求められている手順 

   ・代替パラメータによる推定 

・常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備又は号炉間電力融通設備からの給電 
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1.15.2 重大事故等時の手順等 

(1)規制要求に対する設備及び手順等について 

a.第５８条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

１）第５８条等に基づく要求事項に対応するための対

策とそのために必要な重大事故等対処設備を整備す

るとしていることを確認する。 

   

 

 

 

 

 

第５８条等の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.15.2.1以降に示す。 

 

１）対策と設備 

第５８条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認した。 

 

a. 発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合において、発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメータの推定及び

優先順位の設定。そのために、重要監視パラメータ（第1.15－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）参照）及

び重要代替監視パラメータを選定し、重要監視パラメータを計測する計器（以下「重要計器」という。）及び代替パラメータを計測する計器（以下「重

要代替計器」という。）を重大事故等対処設備として位置付け、可搬型計測器等を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

b. 計測に必要な計器電源が喪失した場合の給電及び可搬型計測器による計測。そのために、可搬型計測器並びに常設代替交流電源設備及び可搬型代替直

流電源設備を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

c. 重大事故等時のパラメータの記録。そのために、安全パラメータ表示システム（SPDS）としてSPDS表示装置、データ収集装置及びSPDS伝送装置を重大

事故等対処設備として新たに整備する。 

d.  重大事故等の対処に必要なパラメータを計測する計器の故障時において、発電用原子炉施設の状態を把握するための当該パラメータの他チャンネル

による計測及び代替パラメータの計測による推定。そのために、当該パラメータの他チャンネルの重要計器及び重要代替計器を重大事故等対処設備と

して位置付ける。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

２）１）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手

順等の方針が第４３条等に基づく要求事項に適合し

ているか。 

 

   ①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的

能力基準 1.0項（手順等に関する共通的な要求

事項）等を踏まえて、手順着手の判断基準、具

体的な計測可能なパラメータ、手順着手の判断

に必要な計器等が示されていることを確認す

る。 

 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操

作に必要な人員、作業時間等が示されているこ

とを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③選定した手順毎に、作業場におけるアクセス

ルートの確保、通信設備や防護具など必要な装

備を整備するとしていること、作業環境（作業

空間、温度等）に支障がないことを確認する。 

 

２）手順等の方針 

 

 

 

①手順着手の判断基準等及び②必要な人員等 

 １）に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。 

 

a.「他チャンネルによる計測」のための手順等 

重大事故等時に監視することが必要なパラメータを計測する計器の故障が疑われる場合には、重要計器（他チャンネル）による計測の手順に着手す

る。この手順では、中央制御室運転員1名で速やかに対応が可能である。 

b. 「代替パラメータによる推定」のための手順等（重要代替計器による推定） 

重大事故等時に監視することが必要なパラメータを計測する計器の故障が疑われた場合、又は重大事故等時に監視している必要なパラメータの値が

計器の計測範囲を外れ確認できない場合には、重要代替計器によるパラメータの推定の手順に着手する。この手順では、計2名により対応が可能である。 

c.「可搬型計測器による計測」のための手順等 

重大事故等時に、監視している必要なパラメータの値が計器の計測範囲を外れ確認できない場合、又は重大事故等時に直流電源が喪失した場合にお

いて、中央制御室でのパラメータ監視が確認できない場合には、可搬型計測器によるパラメータの計測の手順に着手する。この手順では、1測定点当た

り可搬型計測器の接続、計測等を計2名により、55分以内に実施する。 

  d. 計器電源喪失時の手順等 

計器電源喪失時には、常設代替交流電源設備からの給電又は所内常設蓄電式直流電源設備からの給電の手順に着手する。代替電源設備等からの給電

の手順等については、「1.14 電源設備及び電源の確保に関する手順等」において整理するとしていることを確認した。 

e. パラメータ記録の手順等 

重大事故等が発生した場合には、安全パラメータ表示システム（SPDS）等によるパラメータの記録の手順に着手する。  

 

③ 作業環境等 

照明により夜間等でのアクセス性を確保していること、必要な通信連絡設備を確保していること及び作業環境（作業空間、温度等）に支障がないこと

などを確認した。 
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b.第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

１）有効性評価（第３７条）等において位置付けた対策とその

ために必要な重大事故等対処設備を整備するとしていること

を確認する。 

 

第３７条の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.15.2.1 以降に

示す。 

 

１） 対策と設備 

有効性評価（第３７条）において、以下を重大事故等対処設備として整備することを確認した。 

 代替パラメータによる推定 

 常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備又は号炉間電力融通設備からの給電 

 

２）１）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方

針が第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

 

２）手順等の方針 

１）に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。 

 

a. 代替パラメータによる推定 

重大事故等時に監視することが必要なパラメータを計測する計器の故障が疑われた場合、又は重大事故等時に監視している必要なパラメー

タの値が計器の計測範囲を外れ確認できない場合には、重要代替計器によるパラメータの推定の手順に着手する。 

 

b. 常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備又は号炉間電力融通設備からの給電 

代替電源設備等からの給電の手順等については、「1.14 電源設備及び電源の確保に関する手順等」において整理するとしていることを確認し

た。 

 

(2)優先順位について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関する共

通的な要求事項）等を踏まえて、優先すべき手順・操作等が

明確になっていることを確認する。 

 

規制要求に対する手順等における優先順位について、以下の項目毎に優先順位が設定されていることを確認した。具体的な確認内容については、

1.15.2.1以降に示す。 

 

○監視機能喪失時の手順 

 ・計器故障時の手順等 

 ・計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合の手順等 

○計器電源喪失時の手順等 

・全交流動力電源喪失及び直流電源喪失時の手順等 
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(3)自主的対策のための設備及び手順等について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）自主的対策を含め重大事故等への対処が確実に実施される方針であ

るか。 

①自主的対策のための手順毎に、自主対策設備が示されていること、

自主対策設備として位置付ける理由が示されていることを確認す

る。 

②自主的対策のための手順毎に、手順着手の判断基準、具体的な操作

内容、必要な人員数及び作業時間等が示されていることを確認する。 

 

 

申請者は、自主的な対策として、重大事故等時に監視することが必要なパラメータを計測する機能を構成するフロントライン系及びサポート

系の機能を回復するための自主対策設備及び手順等を整備するとしていることを確認した。 

 

（１）フロントライン系の機能を回復させるための設備及び手順等 

①対策と設備 

重要計器（他チャンネル）、重要代替計器の故障を想定し、重大事故等時に監視することが必要なパラメータを計測するフロントライン

系の機能を回復させるための設備（「表２ 自主対策における自主対策設備」参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを

確認した。 

 

②主な手順等及び手順着手の判断基準等 

a.「主要パラメータの他チャンネルの常用計器による計測」のための手順等 

重大事故等時に監視することが必要なパラメータを計測する計器の故障が疑われた場合、又は重大事故等時に監視している必要なパ

ラメータの値が計器の計測範囲を外れ確認できない場合には、重大事故等対処設備としての要求事項を満たさない当該パラメータの他

チャンネルの常用計器（以下「常用計器（他チャンネル）」という。）、重要代替監視パラメータを計測する当該パラメータの他の常用代

替計器（以下「常用代替計器」という。）によるパラメータの推定に着手する。この手順では、計 2名により対応が可能である。 

 

 

（２）サポート系の機能を回復させるための設備及び手順等 

①対策と設備 

直流電源の喪失を想定し、重大事故等時に監視することが必要なパラメータを計測するサポート系の機能を回復させるための設備（「表

２ 自主対策における自主対策設備」参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。 

 

②主な手順等及び手順着手の判断基準等 

a.「125V代替充電器用電源車接続設備による給電」のための手順等 

直流電源喪失により、温度、圧力、水位及び注水量等のパラメータが監視できない場合には、125V代替充電器用電源車接続設備による

電源機能回復に着手する。この手順では、125V代替充電器用電源車接続設備による125V代替充電器への給電操作を計6名により、140分

以内に実施する。 

b.「号炉間電力融通ケーブル（常設）による給電」のための手順等 

非常用所内電気設備の非常用高圧母線2C系及び2D系が同時に機能喪失して電源からの給電ができない場合には、号炉間電力融通ケーブ

ル（常設）を用いた3号炉の非常用ディーゼル発電機による緊急用低圧母線2G系への給電の手順に着手する。この手順では、電路の構

成、電源からの給電操作、給電の確認等を計2名により、35分以内に実施する。 

c.「号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による給電」のための手順等 

非常用所内電気設備の非常用高圧母線2C系及び2D系が同時に機能喪失して電源からの給電ができない場合には、号炉間電力融通ケーブ

ル（可搬型）を用いた3号炉の非常用ディーゼル発電機による緊急用低圧母線2G系への給電の手順に着手する。この手順では、電路の

構成、電源からの給電操作、給電の確認等を計7名により、225分以内に実施する。 
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○個別手順の確認 

審査の視点及び確認事項 

１）対策と設備 

 対応する対策とそのために必要な設備が整理され、明示されていることを確認する。｛対策と設備｝※ 

 ※ 1.15.2.1以降の「審査の視点及び確認事項」には、便宜的に｛ ｝内の事項で標記する。以下同じ。 

 

２）手順等の方針 

○規制要求に対応する手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a.判断基準が明確（具体的な数値若しくは状況を示している）であることを確認する。｛判断基準｝ 

b.示された判断基準により手順が適切に着手できるか。（どのような場合に手順に着手するか確認する。）｛着手タイミング｝ 

c.手順着手の判断に必要な計器が特定され、整理されているか確認する。｛判断計器｝ 

②必要な人員等 

a.操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されていることを確認する。｛操作手順｝ 

b.手順の所要時間及び人員数が適切であることを、有効性評価（第３７条）で確認した内容等を用いて確認する。｛所要時間等｝ 

c.操作に必要な計器類が示されていることを確認する。｛操作計器｝ 

d.設備を多用途に用いる場合に、当該用途への系統切替えの容易性を含め、手順が明確化されていることを確認する。{系統切替え}（該当する場合に記載する。） 

③アクセスルートの確保等 

a.作業場におけるアクセスルートの確保されることを確認する。｛アクセスルートの確保｝ 

b.通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしていることを確認する。｛通信設備等｝ 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。｛作業環境｝ 

※ 現場操作を伴わない中央制御室のみで作業を実施する手順については、その旨記載し、a.～c.についての記載は不要。 

 

○自主的対策手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準が示されていることを確認する。｛判断基準｝ 

b. 操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されていることを確認する。｛操作手順｝ 

c. 手順の所要時間及び人員数が示されていることを確認する。｛所要時間等｝ 

 

   

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.15-15 

1.15.2.1 監視機能喪失 

(1) 計器故障 

a. 【技術的能力、自主対策】他チャンネルによる計測 

(a) 【技術的能力】主要パラメータの他チャンネルの重要計器による計測 

(b) 【自主対策】主要パラメータの他チャンネルの常用計器による計測 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等時に監視することが必要なパラメータを計測する計器の故障が疑われる場合には、重要計器（他チャンネル）による計測を行うものであり、重大事故等防止技

術的能力基準 1.15 の解釈 1)にて求められている「重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定す

るために有効な情報を把握するための必要な手順等」に係る手段である。 

 また、自主対策として、主要パラメータの他チャンネルの重要計器の故障により計測することが困難となった場合に、主要パラメータの他チャンネルの常用計器による計測を行う。 

これらのための設備については、「第 1.15－1表 事故時に必要な計装に関する手順」に整理され、うち、当該パラメータの他チャンネルの重要計器を重大事故等対処設備として位

置付け、常用計器については、自主対策設備として位置付けるとしていることを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 重大事故等時に監視することが必要なパラメータを計測する計器の故障が疑われる場合には、重要計器（他チャンネル）による計測の手順に着手するとしていること、また、自主

対策については、重大事故等時に監視している計器の故障が疑われた場合には、重大事故等対処設備としての要求事項を満たさない当該パラメータの他チャンネルの常用計器によ

る計測に着手するとしていることを確認、作業着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 判断基準である「重大事故等に対処するために発電用原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視パラメータを計測する重要計器が故障した場合」を「重要計器の指示値に、

(a)通常時や事故時に想定される値から、大きな変動がある場合(b)複数ある計器については、それぞれの指示値の差が大きい場合(c)計器信号の喪失に伴い、指示値が計測範囲外に

ある場合(d)計器電源の喪失に伴い、指示値の表示が消滅した場合」を確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「重大事故等に対処するために発電用原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視パラメータを計測する重要計器が故障した場合」

であること、その重要計器の指示値を確認することを確認した。また、それらの計器が「第 1.15－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）」

以降に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、読み取った指示値が正常であることを、計測範囲内にあること及びプラント状況によりあらかじめ推定される値との間に大きな差異がないことより確認を行う手順で

あり、計測にあたっての確認事項を含めて必要な手順が示されていることを確認した。 

b. この手順では、現場作業を伴わないことから、所要時間、操作機器等については示されていないことを確認した。 

c. 当該操作手順では、重要計器及び常用計器を用いること、計測するパラメータと使用計器の関係が、「第 1.15－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等

対処設備）」及び「第 1.15－5表 有効監視パラメータ（自主対策設備）の監視・記録について」に示されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

当該手順は、現場操作を伴わない手順であることを確認した。 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.15-16 

b. 【技術的能力、有効性評価（第３７条）、自主対策】代替パラメータによる推定 

(a) 【技術的能力】重要代替計器による推定 

(b) 【自主対策】常用代替計器による推定 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、主要パラメータを計測する計器の故障により、主要パラメータの監視機能が喪失した場合、重要代替計器又は重要代替パラメータを計測する当該パラメータの他の常用代

替計器（以下「常用代替計器」という。）※によるパラメータの推定を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.15の解釈 1)にて求められている「重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するための必要な手順等」に係る手段である。 

このための設備については、「第 1.15－1表 事故時に必要な計装に関する手順」に整理され、重要代替計器を重大事故等対処設備として位置付けるとしていること、常用代替計器

を自主対策設備と位置付けることを確認した。 

 

※常用代替計器による推定のための手順は自主対策として実施される。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 主要パラメータを計測する計器の故障により、主要パラメータの監視機能が喪失した場合には、重要代替計器によるパラメータの推定の手順に着手する。また、自主対策として、

常用代替計器によるパラメータの推定に着手するとしており、作業着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した 

b. 判断基準である「主要パラメータを計測する計器の故障により、主要パラメータの監視機能が喪失した場合」等の重要代替計器で確認すること等により、適切に手順に着手できる

ことを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「主要パラメータを計測する計器の故障により、主要パラメータの監視機能が喪失した場合」であること、重要計器の指示値を確認するこ

とを確認した。また、それらの計器が「第 1.15－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）」以降に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、代替パラメータによる主要パラメータの具体的な推定を行う手順であり、「第 1.15－3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定」に必要な手順が示されてい

ることを確認した。 

b. この手順では、現場作業を伴わないことから、所要時間、操作機器等については示されていないことを確認した。 

c. 当該操作手順では、重要代替計器及び常用代替計器を用いること、計測するパラメータと使用計器の関係が、「第 1.15－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重

大事故等対処設備）」及び「第 1.15－5表 有効監視パラメータ（自主対策設備）の監視・記録について」に示されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

当該手順は、現場操作を伴わない手順であることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.15-17 

ｃ. 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏

まえた優先順位が示されているか。 

 

 

 

 

主要パラメータを計測する計器の故障時の対応手段の優先順位は以下のとおりであることを確認した。 

 

a.主要パラメータを計測する多重化された重要計器が、計器の故障により計測することが困難となった場合に、他チャンネルの重要計器により計測でき

る場合は、他チャンネルの重要計器により主要パラメータを計測する。 

b.他チャンネルの重要計器の故障により、計測することが困難となった場合は、他チャンネルの常用計器により主要パラメータを計測する。 

c.主要パラメータを計測する計器の故障により主要パラメータの監視機能が喪失した場合は、「第 1.15－3 表 代替パラメータによる主要パラメータの

推定」にて定める優先順位にて代替計器により代替パラメータを計測し、主要パラメータを推定する。 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.15-18 

 (2) 計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合 

a. 【技術的能力、自主対策】代替パラメータによる推定 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合、重要代替計器又は常用代替計器※によるパラメータの推定を行うものであり、重大事故等防止

技術的能力基準 1.15 の解釈 1b)にて求められている「発電用原子炉施設の状態の把握能力を超えた場合の発電用原子炉施設の状態を推定すること」に係る手段である。 

このための設備については、「第 1.15－1表 事故時に必要な計装に関する手順」に整理され、重要代替計器を重大事故等対処設備として位置付けるとしていること、常用代替計器

を自主対策設備と位置付けることを確認した。 

 

※常用代替計器による推定のための手順は自主対策として実施される。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 重大事故等時に監視することが必要なパラメータを計測する計器の故障が疑われた場合、又は重大事故等時に監視している必要なパラメータの値が計器の計測範囲を外れ確認でき

ない場合には、重要代替計器によるパラメータの推定の手順に着手する。また、自主対策として、常用代替計器によるパラメータの推定に着手するとしており、作業着手の判断基準が

具体的な状態で示されていることを確認した 

b. 判断基準である「重大事故等時に、原子炉圧力容器内の水位を監視するパラメータが計器の計測範囲を超過し、指示値が確認できない場合」を「高圧代替注水系流量」等の重要代

替計器で確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「重大事故等時に、原子炉圧力容器内の水位を監視するパラメータが計器の計測範囲を超過し、指示値が確認できない場合」であること、

その重要計器の指示値を確認することを確認した。また、それらの計器が「第 1.15－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）」以降に整理さ

れていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、代替パラメータによる主要パラメータの具体的な推定する手順であり、「第 1.15－3表 代替パラメータによる主要パラメータの推定」に、必要な手順が示されている

ことを確認した。 

b. この手順では、現場作業を伴ないことから、所要時間等が示されていないことを確認した。 

c. 当該操作手順では、重要代替計器及び常用代替計器を用いること、計測するパラメータと使用計器の関係が、「第 1.15－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重

大事故等対処設備）」及び「第 1.15－5表 有効監視パラメータ（自主対策設備）の監視・記録について」に示されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

当該手順は、現場操作を伴わない手順であることを確認した。 

 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.15-19 

b. 【技術的能力】可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合において、重要代替計器又は常用代替計器による代替パラメータの推定が困難となった場合に

は、可搬型計測器による計測を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.15 の解釈 1b)にて求められている「発電用原子炉施設の状態の把握能力を超えた場合の発電用原子

炉施設の状態を推定すること」に係る手段である。そのために、重要監視パラメータ（「表３ 重大事故等対処設備により計測する重要監視パラメータ」参照）を選定し、代替パラメ

ータを計測する計器（以下「重要代替計器」という。）を重大事故等対処設備として位置付け、可搬型計測器等を重大事故等対処設備として新たに整備するとしていることを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a. 重大事故等時に、中央制御室でのパラメータ監視が確認できない場合には、可搬型計測器によるパラメータの計測の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状

態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「中央制御室でのパラメータ監視が確認できない場合」は指示値を確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「中央制御室でのパラメータ監視が確認できない場合」であり、それらの計器が「第 1.15－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータ（重大事故等対処設備）」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、可搬型計測器による計測を行う手順であり、「第 1.15－5図 可搬型計測器による監視パラメータ計測 タイムチャート」を踏まえ、可搬型計測器の電池容量の確認、

計測結果の換算、記録等の必要な手段が示されていることを確認した。 

b. 可搬型計測器の手順では、１測定点あたり可搬型計測器の接続、計測等を計 2名により、55分以内に実施するとしていることを確認した。 

c. 当該操作手順では、可搬型計測器を用いること、計測するパラメータと使用計器の関係が、「第 1.15－2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設

備）」に示されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

アクセスルートの確保等は、円滑に作業ができるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備することを確認した。また、作業環境（作業空間、温度等）に支障

がないことを確認した。 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.15-20 

ｃ. 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏

まえた優先順位が示されているか。 

 

 

 

  

計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合の対応手段の優先順位は以下のとおりであることを確認した。 

 

a.計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合に原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位、並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を代替パ

ラメータにより推定する。また、推定するために必要な代替パラメータについては、複数のパラメータの中から不確かさを考慮し、「第 1.15－3表 代

替パラメータによる主要パラメータの推定」に優先順位を定める。 

b. これらのパラメータ以外で計器の計測範囲を超えた場合には、可搬型計測器により計測する。 
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1.15.2.2 計器に必要な電源の喪失 

(1) 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失 

a. 【技術的能力】所内常設蓄電式直流電源設備からの給電 

確認結果（女川２号） 

（１）手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等防止技術的能力基準 1.15 の解釈 1d) にて求められている「直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等を整備すること」として、全交流動力電源喪失時等によ

り計測に必要な計器電源が喪失した場合に所内常設蓄電式直流電源設備から計器へ給電するとしていることを確認した。 

また、当該手順にかかる、判断基準、操作手順等については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

b. 【技術的能力、有効性評価（第３７条）、自主対策】常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備又は号炉間電力融通設備からの給電 

確認結果（女川２号） 

（１）手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等防止技術的能力基準 1.15 の解釈 1d) にて求められている「直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等を整備すること」として、全交流動力電源喪失時等によ

り計測に必要な計器電源が喪失した場合に常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備又は号炉間電力融通設備から計器へ給電するとしていることを確認した。 

また、当該手順にかかる、判断基準、操作手順等については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

c. 【技術的能力】代替所内電気設備による給電 

確認結果（女川２号） 

（１）手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等防止技術的能力基準 1.15 の解釈 1d) にて求められている「直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等を整備すること」として、非常用所内電気設備の機能喪

失により必要な設備へ給電できない場合に、代替所内電気設備により計器へ給電するとしていることを確認した。 

また、当該手順にかかる、判断基準、操作手順等については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

d. 【技術的能力、自主対策】常設代替直流電源設備、可搬型代替直流電源設備又は 125V 代替充電器用電源車接続設備からの給電 

確認結果（女川２号） 

（１）手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等防止技術的能力基準 1.15 の解釈 1d) にて求められている「直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等を整備すること」として、全交流動力電源喪失及び直流

電源喪失等により計器電源が喪失し、中央制御室でのパラメータ監視が不能となった場合に、可搬型直流電源設備及び直流給電車から給電するとしていることを確認した。また、自主対策設備が、「第 1.15－1 表 

事故時に必要な計装に関する手順」に整理されていることを確認した。自主対策設備と自主対策設備として位置付ける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

また、当該手順にかかる、判断基準、操作手順等については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備するとしていることを確認した。 
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e. 【技術的能力】可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、計器電源が喪失し、中央制御室でパラメータ監視ができない場合において、可搬型計測器による計測を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.15 の解釈 1d)

にて求められている「直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等を整備すること」に係る手段である。このための設備については、「第 1.15－1表 事故

時に必要な計装に関する手順」に整理され、うち、可搬型計測器等を重大事故等対処設備として新たに整備するとしていることを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a. 計器電源が喪失し、中央制御室でパラメータ監視ができない場合としており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「計器電源が喪失し、中央制御室でパラメータ監視ができない場合」は指示値を確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「中央制御室でのパラメータ監視が確認できない場合」であり、それらの計器が「第 1.15－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータ（重大事故等対処設備）」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、可搬型計測器による計測を行う手順であり、「第 1.15－5図 可搬型計測器による監視パラメータ計測 タイムチャート」を踏まえ、可搬型計測器の電池容量の確認、

計測結果の換算、記録等の必要な手段が示されていることを確認した。 

b. 可搬型計測器の手順では、１測定点あたり可搬型計測器の接続、計測等を計 2名により、55分以内に実施するとしていることを確認した。 

c. 当該操作手順では、可搬型計測器を用いること、計測するパラメータと使用計器の関係が、「第 1.15－2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設

備）」に示されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

アクセスルートの確保等は、円滑に作業ができるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備することを確認した。また、作業環境（作業空間、温度等）に支障

がないことを確認した。 

 

f.優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏ま

えた優先順位が示されているか。 

 

 

 

 

全交流動力電源喪失及び直流電源喪失等により計器電源が喪失した場合に、計器に給電する対応手段の優先順位は以下のとおりであることを確認し

た。 

a.全交流動力電源喪失が発生した場合には、所内常設蓄電式直流電源設備から計測可能な計器に給電される。 

b.所内常設蓄電式直流電源設備から給電されている間に常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備又は号炉間電力融通設備から計器に給電する。

なお、非常用所内電気設備が機能喪失した場合には、代替所内電気設備から計器に給電する。 

c.常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備又は号炉間電力融通設備からの給電が困難となった場合で直流電源が枯渇するおそれがある場合は、

常設代替直流電源設備、可搬型代替直流電源設備又は 125V代替充電器用電源車接続設備から計器に給電する。 

d.代替電源（交流、直流）からの給電が困難となった場合は、可搬型計測器により重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測又は監視す

る。 
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1.15.2.3 【技術的能力】重大事故等時のパラメータを記録する手順等 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは、安全パラメータ表示システム（SPDS）により、計測結果を記録するものであり、重大事故等防止技術的能力基

準 1.15 の解釈 1c)にて求められている「重大事故等の対応に必要となるパラメータが計測又は監視及び記録」に係る手段である。このための設備については、「第 1.15－1 表 事

故時に必要な計装に関する手順」に整理され、安全パラメータ表示システム（SPDS）として SPDS表示装置、データ収集装置及び SPDS伝送装置を重大事故等対処設備として新たに

整備するとしていることを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a. 重大事故等が発生した場合には、安全パラメータ表示システム（SPDS）によるパラメータの記録の手順に着手するとしており、作業着手の判断基準が具体的な状態で示されていること

を確認した。 

b. 判断基準である「重大事故等が発生した場合」に、適切に手順着手できることを確認した。 

c. 重大事故等の発生の有無については、発生する事象の種類に応じて、技術的能力基準 1.1～1.19 に示した手順に用いる計器等にて確認することを確認した。計器等にて確認する

ことを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

b. 所要時間等 

 

 

 

 

 

c. 操作計器 

 

a.及び b. 

当該手順は、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測結果の記録を行う手順であり、以下に示す記録に係る手順、それぞれに必要な要員数が示されていることを確認

した。この手順では、現場作業を伴ないことから、所要時間等が示されていないことを確認した。 

 安全パラメータ表示システム（SPDS）による記録（1名にて実施） 

 可搬型計測器の記録（計 2名にて実施） 

 プロセス計算機の記録（1名にて実施） 

 中央制御室記録計による記録（1名にて実施） 

c. 当該操作で、記録すべきパラメータと記録場所等については、「第 1.15－2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）」、「第 1.15－5 表 有効

監視パラメータ（自主対策設備）の監視・記録について」及び「第 1.15－3図 主要設備 概略系統図（3/3)」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

当該手順は、現場操作を伴わない手順であることを確認した。 
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表２ 自主対策における自主対策設備 

 

分類 対応手段 設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

フロントライン系の機能回復 常用計器等によるパラメータ

の推定 

主要パラメータの常用計器（他チャン

ネル）及び常用代替計器 

重大事故等対処設備に要求される耐震性又は耐環境性がない計器か、若しくは電源が非常用電源から供給されてい

ないものの、使用可能な場合は事故対応時に有効な手段となり得る。 

例）ドライウェル圧力（0～600kPa[abs]）は、主要パラメータのドライウェル圧力の常用代替計器であり、原子炉格納容器

内の圧力を計測可能である。 

サポート系の機能回復 電源機能回復 125V代替充電器用電源車接続設備 給電開始までに時間を要するものの、給電可能であれば重大事故等の対処に必要となるパラメータの監視が可能とな

ることから代替手段として有効である。 

号炉間電力融通設備 重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではないものの、給電可能であれば重大事故等の対処に必要

となるパラメータの監視が可能となることから代替手段として有効である。 

 

表３ 重大事故等対処設備により計測する重要監視パラメータ 

 

重要監視パラメータ 
重要計器 

（計測範囲） 
検出器の種類 

重要代替計器等（代表）（※1） 

重要計器に故障の疑いがある場合 重要計器の計測範囲を超えた場合（※2） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温

度（0～500℃） 

熱電対 ・多重性を有する重要計器の他の検

出器 

・原子炉圧力（SA）（0～11MPa）（※3） 

損傷炉心の冷却失敗の判断値（300℃）を監

視可能 

原子炉圧力容器内の圧力 原子炉圧力（SA）

（0～11MPa） 

弾性圧力検出器（※4） ・多重性を有する重要計器の他チャ

ンネル 

・原子炉圧力（0～10MPa） 

・原子炉圧力容器温度（0～500℃）（※

3） 

重大事故等時において、原子炉圧力容器最

高使用圧力（8.62MPa）の 1.2倍(10.34MPa）

を監視可能 

原子炉圧力容器内の水位 原子炉水位（広帯

域）（－ 3,800～

1,500mm（※5）） 

差 圧 式 水 位 検 出 器 

（※6） 

・多重性を有する重要計器の他チャ

ンネル 

・原子炉水位（SA 広帯域）（－3,800

～1,500mm（※5））（※7） 

・原子炉水位（SA 燃料域）（－3,800

～1,300mm（※10））（※7） 

・高圧代替注水系ポンプ出口流量（0

～120m3/h）（※8） 

・原子炉圧力（SA）（0～11MPa）及び

圧力抑制室圧力（0～1MPa[abs]）（※

9） 

重大事故等時において、原子炉水位（広帯

域）及び原子炉水位（燃料域）にて、原子

炉水位制御範囲から有効燃料棒底部まで

監視可能 原子炉水位（燃料

域）（－ 3,800～

1,300mm（※10）） 

 

 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.15-25 

原子炉圧力容器への注水量 高圧炉心スプレイ

系ポンプ出口流量

（0～1,500m3/h） 

差圧式流量検出器（※

11） 

・復水貯蔵タンク水位（0～3,200m3）

（※12） 

重大事故等時の高圧炉心スプレイ系ポン

プの最大注水量（1,050m3/h）を監視可能 

高圧代替注水系ポ

ンプ出口流量（0～

120m3/h） 

差圧式流量検出器（※

11） 

・復水貯蔵タンク水位（0～3,200m3）

（※12） 

重大事故等時の高圧代替注水系ポンプの

最大注水量（90.8m3/h）を監視可能 

原子炉隔離時冷却

系ポンプ出口流量

（0～150m3/h） 

差圧式流量検出器（※

11） 

・復水貯蔵タンク水位（0～3,200m3）

（※12） 

重大事故等時の原子炉隔離時冷却系ポン

プの最大注水量（90.8m3/h）を監視可能 

低圧炉心スプレイ

系ポンプ出口流量

（0～1,500m3/h） 

差圧式流量検出器（※

11） 

・圧力抑制室水位（0～5m）（※13） 重大事故等時の低圧炉心スプレイ系ポン

プの最大注水量（1,050m3/h）を監視可能 

代替循環冷却ポン

プ出口流量（0～

200m3/h） 

差圧式流量検出器（※

11） 

・圧力抑制室水位（0～5m）（※13） 重大事故等時の代替循環冷却ポンプを用

いた原子炉圧力容器注水時における最大

注水量（150m3/h）を監視可能 

残留熱除去系洗浄

ライン流量（残留

熱除去系ヘッドス

プレイライン洗浄

流 量 ）（ 0 ～

220m3/h） 

差圧式流量検出器（※

11） 

・復水貯蔵タンク水位（0～3,200m3）

（※12） 

重大事故等時の復水移送ポンプ又は大容

量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いた低圧代

替注水系（残留熱除去系 A系ライン）にお

ける最大注水量（199m3/h）を監視可能 

残留熱除去系洗浄

ライン流量（残留

熱除去系 B 系格納

容器冷却ライン洗

浄 流 量 ）（ 0 ～

220m3/h） 

差圧式流量検出器（※

11） 

・復水貯蔵タンク水位（0～3,200m3）

（※12） 

重大事故等時の大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）を用いた低圧代替注水系（残留熱除去

系 B 系ライン）における最大注水量

（199m3/h）を監視可能 

直流駆動低圧注水

系ポンプ出口流量

（0～100m3/h） 

差圧式流量検出器（※

11） 

・復水貯蔵タンク水位（0～3,200m3）

（※12） 

重大事故等時の直流駆動低圧注水系ポン

プを用いた原子炉圧力容器注水時におけ

る最大注水量（80m3/h）を監視可能 

残留熱除去系ポン

プ出口流量（0～

1,500m3/h） 

差圧式流量検出器（※

11） 

・圧力抑制室水位（0～5m）（※13） 重大事故等時の残留熱除去系ポンプの最

大注水量（1,136m3/h）を監視可能 

 

原子炉格納容器への注水量 残留熱除去系洗浄

ライン流量（残留

熱除去系ヘッドス

プレイライン洗浄

差圧式流量検出器（※

11） 

・復水貯蔵タンク水位（0～3,200m3）

（※12） 

重大事故等時の復水移送ポンプを用いた

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（残留

熱除去系 A系ライン）における最大注水量

（88m3/h）を監視可能 
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流 量 ）（ 0 ～

220m3/h） 

残留熱除去系洗浄

ライン流量（残留

熱除去系 B 系格納

容器冷却ライン洗

浄 流 量 ）（ 0 ～

220m3/h） 

差圧式流量検出器（※

11） 

・復水貯蔵タンク水位（0～3,200m3）

（※12） 

重大事故等時の復水移送ポンプを用いた

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（残留

熱除去系 B系ライン）における最大注水量

（88m3/h）を監視可能 

原子炉格納容器代

替スプレイ流量（0

～100m3/h） 

差圧式流量検出器（※

11） 

・原子炉格納容器下部水位（0.5m、 

1.0m、1.5m、2.0m、2.5m、2.8m）及び

ドライウェル水位（0.02m、0.23m、

0.34m）（※14） 

重大事故等時の大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）を用いた原子炉格納容器代替スプレイ

冷却系による最大注水量（88m3/h）を監視

可能 

代替循環冷却ポン

プ出口流量（0～

200m3/h） 

差圧式流量検出器（※

11） 

・原子炉格納容器下部水位（0.5m、 

1.0m、1.5m、2.0m、2.5m、2.8m）及び

ドライウェル水位（0.02m、0.23m、

0.34m）（※14） 

重大事故等時の代替循環冷却ポンプを用

いた原子炉格納容器スプレイ時における

最大注水量（150m3/h）を監視可能 

原子炉格納容器下

部注水流量（0～

110m3/h） 

差圧式流量検出器（※

11） 

・復水貯蔵タンク水位（0～3,200m3）

（※12） 

重大事故等時の復水移送ポンプ又は大容

量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いた原子炉

格納容器下部注水系による最大注水量

（80m3/h）を監視可能 

原子炉格納容器内の温度 ドライウェル温度

（0～300℃） 

熱電対 ・多重性を有する重要計器の他の検

出器 

・ドライウェル圧力（0～1MPa[abs]）

（※15） 

重大事故等時において、原子炉格納容器の

限界温度（200℃）を監視可能。 

さらに可搬型計測器にて 350℃まで計測可

能 

圧力抑制室内空気

温度（0～300℃） 

熱電対 ・多重性を有する重要計器の他の検

出器 

・サプレッションプール水温度（0～

200℃）（※16） 

サプレッションプ

ール水温度（0～

200℃） 

測温抵抗体 ・多重性を有する重要計器の他の検

出器 

・圧力抑制室内空気温度（0～300℃）

（※16） 

重大事故等時において、原子炉格納容器限

界圧力（0.854MPa）におけるサプレッショ

ンプール水の飽和温度（約 178℃）を監視

可能 

原子炉格納容器下

部温度（0～700℃） 

熱電対 ・多重性を有する重要計器の他チャ

ンネル 

 

重大事故等時において、原子炉格納容器下

部に溶融炉心が落下した場合における原

子炉圧力容器の破損検知が可能 

原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力

（0～1MPa[abs]） 

弾性圧力検出器（※

17） 

・圧力抑制室圧力（0～1MPa[abs]）

（※18） 
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・ドライウェル温度（0～300℃）（※

15） 

重大事故等時において、原子炉格納容器限

界圧力（0.854MPa）をドライウェル圧力又

は圧力抑制室圧力にて監視可能 圧力抑制室圧力（0

～1MPa[abs]） 

弾性圧力検出器（※

17） 

・ドライウェル圧力（0～1MPa[abs]）

（※18） 

・圧力抑制室内空気温度（0～300℃）

（※15） 

原子炉格納容器内の水位 圧力抑制室水位（0

～5m）（※19） 

差圧式水位検出器（※

20） 

・多重性を有する重要計器の他チャ

ンネル 

・代替循環冷却ポンプ出口流量（0～

200m3/h）（※21） 

重大事故等時において、外部水源注水量限

界（通常運転水位＋約 2m（※19））の範囲を

監視可能 

 

原子炉格納容器下

部水位（ 0.5m、

1.0m、1.5m、2.0m、

2.5m、2.8m） 

電極式水位検出器 ・多重性を有する重要計器の他チャ

ンネル 

・原子炉格納容器下部注水流量（ 0 

～110m3/h）（※21） 

重大事故等時において、原子炉格納容器下

部への注水による圧力容器ペデスタル部

の蓄水状況を監視可能 

ドライウェル水位

（0.02m、0.23m、

0.34m） 

電極式水位検出器 ・多重性を有する重要計器の他チャ

ンネル 

・原子炉格納容器下部注水流量（ 0 

～110m3/h）（※21） 

重大事故等時において、原子炉格納容器下

部の溶融炉心の冷却に必要な水深（0.23m）

を監視可能 

原子炉格納容器内の水素濃度 格納容器内雰囲気

水素濃度（ 0～

30vol% ／ 0 ～

100vol%） 

熱伝導率式水素検出

器 

・多重性を有する重要計器の他チャ

ンネル 

・格納容器内水素濃度（D/W）（0～

100vol%）及び格納容器内水素濃度

（S/C）（0～100vol%）（※22） 

重大事故等時において、炉心の著しい損傷

時に変動する可能性のある範囲（ 0～

100vol%）を監視可能 

原子炉格納容器内の酸素濃度 格納容器内酸素濃

度（0～30vol%） 

熱磁気風式酸素検出

器 

・多重性を有する重要計器の他チャ

ンネル 

重大事故等時において、原子炉格納容器内

の酸素濃度の変動範囲（0～4.3vol%）を監

視可能 

原子炉格納容器内の放射線量

率 

格納容器内雰囲気

放 射 線 モ ニ タ

（ D/W) （ 10-2 ～

105Sv/h） 

電離箱 ・多重性を有する重要計器の他チャ

ンネル 

炉心損傷の判断値（停止直後で約 10Sv/h）

を監視可能 

格納容器内雰囲気

放 射 線 モ ニ タ

（ S/C) （ 10-2 ～

105Sv/h） 

電離箱 ・多重性を有する重要計器の他チャ

ンネル 

未臨界の維持

又は監視 

中性子束 起動領域モニタ

（ 10-1 ～ 106cps

（ 1.0× 103～ 1.0

×109cm-2・s-1）、0

～ 40%又は 0 ～ 

核分裂電離箱 ・多重性を有する重要計器の他チャ

ンネル 

設計基準事故（制御棒落下）初期は中性子

束が急激に上昇し、一時的に計測範囲を超

えるが、負の反応度フィードバック効果に
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125% （ 1.0×108 

～2.0×1013cm-2・s-

1）） 

・平均出力領域モニタ（0～125% 

（ 1.2×1012 ～2.8×1014cm-2・s-1））

（※23） 

より短期間であり、かつ出力上昇及び下降

は急峻であるため、現状の計測範囲で事故

対応が可能。重大事故等時も同様 

平均出力領域モニ

タ（ 0 ～ 125% 

（ 1.2×1012 ～

2.8×1014cm-2 ・ s-

1）） 

核分裂電離箱 ・多重性を有する重要計器の他チャ

ンネル 

・起動領域モニタ（ 10-1～ 106cps 

（ 1.0×103 ～1.0×109cm-2・s-1）、0

～ 40%又は 0～ 125%（ 1.0× 108～

2.0×1013cm-2・s-1））（※24） 

最終ヒートシ

ン ク の 確 保

（代替循環冷

却系） 

代替循環冷却

系系統水の温

度 

サプレッションプ

ール水温度（0～

200℃） 

測温抵抗体 ・多重性を有する重要計器の他チャ

ンネル 

・圧力抑制室内空気温度（0～300℃） 

（※16） 

重大事故等時において、原子炉格納容器限

界圧力（0.854MPa）におけるサプレッショ

ンプール水の飽和温度（約 178℃）を監視

可能 

残留熱除去系熱交

換器入口温度（0～

300℃） 

熱電対 ・サプレッションプール水温度（0～

200℃） 

重大事故等時において、代替循環冷却系系

統水の最高使用温度（186℃）を監視可能 

代替循環冷却

系の系統流量 

代替循環冷却ポン

プ出口流量（0～

200m3/h） 

差圧式流量検出器（※

11） 

（低圧代替注水時） 

・圧力抑制室水位（0～5m）（※13） 

重大事故等時の代替循環冷却ポンプを用

いた原子炉圧力容器注水時における最大

注水量（150m3/h）を監視可能 

（原子炉格納容器スプレイ時） 

・原子炉格納容器下部水位（0.5m、

1.0m、1.5m、2.0m、2.5m、2.8m）及び

ドライウェル水位（0.02m、0.23m、

0.34m）（※14） 

重大事故等時の代替循環冷却ポンプを用

いた原子炉格納容器スプレイ時における

最大注水量（150m3/h）を監視可能 

最終ヒートシ

ン ク の 確 保

（原子炉格納

容器フィルタ

ベント系） 

格納容器圧力

逃がし装置ス

クラビング水

の水位 

フィルタ装置水位

（広帯域）（0～

3,650mm） 

差圧式水位検出器（※

25） 

・多重性を有する重要計器の他チャ

ンネル 

重大事故等時のフィルタ装置機能維持の

ための水位を監視可能 

格納容器圧力

逃がし装置の

圧力 

フィルタ装置入口

圧力（広帯域）（－

0.1～1MPa） 

弾性圧力検出器（※

26） 

・ドライウェル圧力（0～1MPa[abs]）

又は圧力抑制室圧力（0～1MPa[abs]）

（※27） 

 

重大事故等時の原子炉格納容器フィルタ

ベント系フィルタ装置内の最高使用圧力

（0.854MPa）を監視可能 

フィルタ装置出口

圧力（広帯域）（－

0.1～1MPa） 

弾性圧力検出器（※

26） 

フィルタ装置

スクラビング

水温度 

フィルタ装置水温

度（0～200℃） 

熱電対 ・多重性を有する重要計器の他チャ

ンネル 

重大事故等時の原子炉格納容器フィルタ

ベント系フィルタ装置の最高使用温度

（200℃）を監視可能 
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格納容器圧力

逃がし装置出

口の放射線量

率 

フィルタ装置出口

放射線モニタ（10-

2～105mSv/h） 

電離箱 ・多重性を有する重要計器の他チャ

ンネル 

重大事故等時のフィルタ装置出口の最大

線量当量率（約 1.9×103mSv/h（※28））を

監視可能 

 

格納容器圧力

逃がし装置出

口の水素濃度 

フィルタ装置出口

水素濃度（ 0～

30vol% ／ 0 ～

100vol%） 

熱伝導式水素検出器 ・格納容器内水素濃度（D/W）（0～

100vol%）又は格納容器内水素濃度

（S/C）（0～100vol%）（※29） 

原子炉格納容器ベント後の原子炉格納容

器フィルタベント系の配管内の水素燃焼

の可燃限界（水素濃度：4vol%）を監視可能 

最終ヒートシ

ン ク の 確 保

（耐圧強化ベ

ント系） 

耐圧強化ベン

ト系の放射線

量率 

耐圧強化ベント系

放射線モニタ（10-

2～105mSv/h） 

電離箱 ・多重性を有する重要計器の他チャ

ンネル 

重大事故等時の耐圧強化ベント系の排気

ラインの最大線量当量率（約 2.0×10-

2mSv/h（※30））を監視可能 

最終ヒートシ

ン ク の 確 保

（残留熱除去

系） 

残留熱除去系

系統水の温度 

 

残留熱除去系熱交

換器入口温度（0～

300℃） 

熱電対 ・原子炉圧力容器温度（0～500℃）（※

31） 

重大事故等時の残留熱除去系系統水の最

高使用温度（186℃）を監視可能 

残留熱除去系熱交

換器出口温度（0～

300℃） 

熱電対 ・残留熱除去系熱交換器入口温度（0

～300℃）（※32） 

 

重大事故等時の残留熱除去系系統水の最

高使用温度（186℃）を監視可能 

残留熱除去系

系統水の流量 

残留熱除去系ポン

プ出口流量（0～

1,500m3/h） 

差圧式流量検出器（※

11） 

・残留熱除去系ポンプ出口圧力（0～

4MPa） 

重大事故等時の残留熱除去系ポンプの最

大注水量（1,136m3/h）を監視可能 

格納容器バイ

パスの監視 

原子炉圧力容

器内の水位及

び圧力 

原子炉水位（広帯

域）（－ 3,800～

1,500mm（※5）） 

差圧式水位検出器（※

6） 

・多重性を有する重要計器の他チャ

ンネル 

・原子炉水位（SA 広帯域）（ －3,800 

～ 1,500mm（※5））（※7）、原子炉水

位（SA燃料域）（－3,800～1,300mm（※

10））（※7） 

重大事故等時において、原子炉水位（広帯

域）及び原子炉水位（燃料域）にて、原子

炉水位制御範囲から燃料有効長底部まで

監視可能 原子炉水位（燃料

域）（－ 3,800～

1,300mm（※10）） 

原子炉圧力（SA）

（0～11MPa） 

弾性圧力検出器（※4） ・多重性を有する重要計器の他チャ

ンネル 

・原子炉圧力（0～10MPa） 

・原子炉圧力容器温度（0～500℃）（※

3） 

重大事故等時において、原子炉圧力容器最

高使用圧力（ 8.62MPa ）  の 1.2 倍

(10.34MPa）を監視可能 

ドライウェル

の温度及び圧

力 

ドライウェル温度

（0～300℃） 

熱電対 ・多重性を有する重要計器の他の検

出器 

・ドライウェル圧力（0～1MPa[abs]）

（※15） 

重大事故等時において、原子炉格納容器の

限界温度（200℃）を監視可能。 

さらに可搬型計測器にて 350℃まで計測可

能 

ドライウェル圧力

（0～1MPa[abs]） 

弾性圧力検出器（※

17） 

・圧力抑制室圧力（0～1MPa[abs]）（※

18） 

重大事故等時において、原子炉格納容器限

界圧力（0.854MPa）をドライウェル圧力又

は圧力抑制室圧力にて監視可能 
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・ドライウェル温度（0～300℃）（※

15） 

原子炉格納容

器外の系統圧

力 

高圧炉心スプレイ

系ポンプ出口圧力

（0～12MPa） 

弾性圧力検出器（※

33） 

・原子炉圧力（SA）（0～11MPa）（※34） 重大事故等時の高圧炉心スプレイ系ポン

プの最高使用圧力（10.8MPa）を監視可能 

低圧炉心スプレイ

系ポンプ出口圧力

（0～5MPa） 

弾性圧力検出器（※

33） 

・原子炉圧力（SA）（0～11MPa）（※34） 重大事故等時の低圧炉心スプレイ系ポン

プの最高使用圧力（4.41MPa）を監視可能 

残留熱除去系ポン

プ出口圧力（0～

4MPa） 

弾性圧力検出器（※

33） 

・原子炉圧力（SA）（0～11MPa）（※34） 重大事故等時の残留熱除去系ポンプの最

高使用圧力（3.73MPa）を監視可能 

 

水源の確保 水源の水位 復水貯蔵タンク水

位（0～3,200m3） 

差圧式水位検出器（※

35） 

・残留熱除去系洗浄ライン流量（残留

熱除去系ヘッドスプレイライン洗浄

流量）（0～220m3/h）、残留熱除去系洗

浄ライン流量（残留熱除去系 B 系格

納容器冷却ライン洗浄流量）（0～

220m3/h）（※21） 

・原子炉格納容器下部注水流量（0～

110m3/h）（※21） 

復水貯蔵タンクの底部からオーバーフロ

ーレベル（0～3,173m3）を監視可能 

圧力抑制室水位（0

～5m）（※19） 

差圧式水位検出器（※

20） 

・多重性を有する重要計器の他チャ

ンネル 

・代替循環冷却ポンプ出口流量（0～

200m3/h）又は残留熱除去系ポンプ出

口流量（0～1,500m3/h）（※21） 

圧力抑制室水位の変動範囲（0.05～2.27m）

を監視可能 

原子炉建屋内の水素濃度 

 

原子炉建屋水素濃

度（0～10vol%） 

 

触媒式水素検出器 

 

・多重性を有する重要計器の他チャ

ンネル 

・静的触媒式水素再結合装置動作監

視装置（0～500℃）（※36） 

重大事故等時において、原子炉建屋内の水

素燃焼の可燃限界（水素濃度：4vol%）を監

視可能 気体熱伝導式水素検

出器 

使用済燃料プ

ールの監視 

使用済燃料プ

ールの水位及

び温度 

使用済燃料プール

水位／温度（ガイ

ドパルス式）（－

4,300～7,300mm、

0～120℃） 

ガイドパルス式水位

検出器（※37） 

・使用済燃料プール水位／温度（ヒー

トサーモ式）（0～7,010mm、0～150℃） 

・使用済燃料プール上部空間放射線

モニタ（高線量、低線量）（高線量 101

～108mSv/h、低線量 10-2～105mSv/h）

（※38） 

重大事故等時に変動する可能性のある使

用済燃料プール上部から底部近傍までの

範囲にわたり水位を監視可能。 

重大事故等により変動する可能性のある

使用済燃料プールの温度を監視可能 

 

測温抵抗体 

使用済燃料プ

ールの放射線

量率 

使用済燃料プール

上部空間放射線モ

ニタ（高線量、低

線量）（高線量 101

電離箱 ・使用済燃料プール水位／温度（ガイ

ドパルス式）（－4,300～7,300mm、0～

120℃）（※38） 

重大事故等により変動する可能性がある

放射線量率の範囲(5.4×10-2 ～107mSv/h）

にわたり監視可能 
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～108mSv/h、低線

量 10-2～105mSv/h） 

使用済燃料プ

ールの状態 

使用済燃料プール

監視カメラ 

可視光カメラ ・使用済燃料プール水位／温度（ガイ

ドパルス式）（－4,300～7,300mm、0～

120℃） 

・使用済燃料プール上部空間放射線

モニタ（高線量、低線量）（高線量 101

～108mSv/h、低線量 10-2～105mSv/h） 

－ 

・特に記載がなければ、本表での圧力はゲージ圧を示す。 

・重要計器に故障の疑いがある場合の複数ある推定手段については、優先順位に従って箇条書きに記載する。 

        

     

（※1）複数ある重要代替計器の代表を記載 

（※2）計測範囲を超えない場合は、その理由を記載 

（※3）原子炉圧力容器内が飽和状態と仮定し、原子炉圧力容器温度又は原子炉圧力を推定 

（※4）隔液ダイアフラムにかかる原子炉圧力（凝縮槽からの水頭圧を含む。）と大気圧の差を計測 

（※5）基準点（0mm）はドライヤスカート底部付近（原子炉圧力容器零レベルより 1,313cm） 

（※6）隔液ダイアフラムにかかる原子炉圧力（凝縮槽からの水頭圧を含む。）と原子炉圧力容器下部の差圧を計測 

（※7）原子炉水位（SA広帯域）は他の広帯域の原子炉水位と、また、原子炉水位（SA燃料域）は他の燃料域の原子炉水位と同じ基準面器で計測器が異なる。 

（※8）原子炉圧力容器への注水量、崩壊熱除去による蒸発量及び直前の水位から炉心の冠水を推定 

（※9）LOCAの発生がなく、水位が主蒸気配管より上になるまで注水した場合には、原子炉圧力と圧力抑制室圧力の差圧から炉心の冠水を推定 

（※10）基準点（0mm）は有効燃料棒頂部付近（原子炉圧力容器零レベルより 900cm) 

（※11）隔液ダイアフラムにかかる絞り機構前後の差圧を計測 

（※12）復水貯蔵タンク水位の変化量及び注水時間から注水量を推定 

（※13）圧力抑制室水位の変化量及び注水時間から注水量を推定 

（※14）原子炉格納容器下部水位及びドライウェル水位の変化量と注水時間から注水量を推定 

（※15）原子炉格納容器内が飽和状態と仮定し、原子炉格納容器内の温度又は圧力を推定 

（※16）空気温度と水温が平衡状態と仮定し、空気温度又は水温を推定 

（※17）隔液ダイアフラムにかかるドライウェル圧力及び圧力抑制室圧力の絶対圧力を計測 

（※18）圧力抑制室圧力はドライウェル圧力－0.0125MPaからドライウェル圧力＋0.0069MPaの範囲で推移 

（※19）基準点（0m）は通常運転水位（O.P.－3,850mm） 

（※20）隔液ダイアフラムにかかる圧力抑制室圧力（凝縮槽からの水頭圧を含む。）と圧力抑制室下部の差圧を計測 

（※21）流量と注入時間から水位を推定 

（※22）格納容器内水素濃度（D/W）及び格納容器水素濃度（S/C）は、水素吸蔵材料式水素検出器を用いて計測 

（※23）原子炉起動時から定格出力運転時の中性子束を監視可能 

（※24）起動領域モニタが測定できる領域を超えた場合には平均出力領域モニタによって監視可能 

（※25）隔液ダイアフラムにかかるフィルタ装置内の圧力（気相部）とフィルタ装置下部の差圧を計測 

（※26）隔液ダイアフラムにかかるフィルタ装置入口圧力及びフィルタ装置出口圧力を計測 
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（※27）傾向監視により原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置の健全性を確認する。 

（※28）原子炉停止後に炉心損傷し、格納容器ベント開始を原子炉停止後 1時間と想定した線量率 

（※29）フィルタ装置出口水素濃度は、格納容器内の気体が通過することから格納容器内水素濃度とほぼ同じ濃度となる。 

（※30）炉心損傷前にベントすることを想定した保守的な線量率（炉心損傷の判断値（停止直後で約 10Sv/h）を包絡） 

（※31）原子炉圧力容器温度と残留熱除去系熱交換器入口温度の関係（実績値）を基に推定 

（※32）熱交換器ユニットの熱交換量（設計値）を用いて水温を推定 

（※33）隔液ダイアフラムにかかる出口圧力を計測 

（※34）定期試験時に漏えいがあった場合に推定 

（※35）隔液ダイアフラムにかかるタンクの水頭圧と大気圧の差を計測 

（※36）静的触媒式水素再結合装置動作監視装置の熱電対で測定される入口と出口の温度差で推定 

（※37）パルス信号を発信し水面までの往復時間を測定することで、水面までの距離を計測 

（※38）遮蔽計算により算出した水位と線量率の関係により推定 
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Ⅰ 要求事項の整理 ........................................................................................................................................................................... 1.16-2 

Ⅱ 要求事項に対する審査の視点・審査確認事項と確認結果 ....................................................................................................................................... 1.16-4 

1.16.1 対応手段と設備の選定 .................................................................................................................................................................. 1.16-4 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 ........................................................................................................................................................... 1.16-4 
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1.16.2 重大事故等時の手順等 .................................................................................................................................................................. 1.16-9 
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b. 第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 ........................................................................................................................................... 1.16-11 

(2) 優先順位について ...................................................................................................................................................................... 1.16-12 
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1.16.2.1 居住性を確保するための手順 ......................................................................................................................................................... 1.16-14 

(1) 中央制御室換気空調系設備の運転手順等 .................................................................................................................................................. 1.16-14 

a. 【技術的能力】交流動力電源が確保されている場合 ....................................................................................................................................... 1.16-14 
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c. 【技術的能力】常設代替交流電源設備により中央制御室換気空調系を復旧する場合 ........................................................................................................... 1.16-16 

(2) 中央制御室退避所の運用手順 ............................................................................................................................................................ 1.16-17 

(3) 【技術的能力】中央制御室の照明を確保する手順 .......................................................................................................................................... 1.16-18 
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(5) 【技術的能力】中央制御室待避所の照明を確保する手順 .................................................................................................................................... 1.16-20 

(6) 【技術的能力】中央制御室待避所の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順 ............................................................................................................ 1.16-21 
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Ⅰ 要求事項の整理 

 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（以下「重大事故等防止技術的能力基準」という。）及び実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）において、原子炉制御室の居住性等のための手順等について以下のとおり要求している。 

また、申請者の計画が、設置許可基準規則第３７条の評価（以下「有効性評価（第３７条）」という。）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備する方針であるかを確認するため、重大事故

等防止技術的能力基準１．１６ 原子炉制御室の居住性等に関する手順等に関連する有効性評価（第３７条）における事故シーケンスグループ及び有効性評価（第３７条）で解析上考慮している対策を整理する。 

 

＜重大事故等防止技術的能力基準１．１６ 原子炉制御室の居住性等に関する手順等＞ 

重大事故等防止技術的能力基準 【解釈】 

１．１６ 原子炉制御室の居住性等に関する手順

等 

発電用原子炉設置者において、原子炉制御室に

関し、重大事故が発生した場合においても運転

員がとどまるために必要な手順等が適切に整備

されているか、又は整備される方針が適切に示

されていること。 

１ 「運転員がとどまるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置（原子炉制御室の遮蔽設計及び換気設計に加えてマネジメント（マスク及びボンベ等）により対応

する場合）又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

ａ）重大事故が発生した場合においても、放射線防護措置等により、運転員がとどまるために必要な手順等を整備すること。 

ｂ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）が、代替交流電源設備からの給電を可能とする手順等（手順及び装備等）を整備すること。 
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＜設置許可基準規則第５９条＞（原子炉制御室） 

設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 

（運転員が原子炉制御室にとどまるための設

備） 

第五十九条 発電用原子炉施設には、炉心の著

しい損傷が発生した場合（重大事故等対処設

備（特定重大事故等対処施設を構成するもの

を除く。）が有する原子炉格納容器の破損を防

止するための機能が損なわれた場合を除く。）

においても運転員が第二十六条第一項の規定

により設置される原子炉制御室にとどまるた

めに必要な設備を設けなければならない。 

第５９条（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備） 

１ 第５９条に規定する「重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するもの除く。）が有する原子炉格納容器の破損を防止するための機能が損なわれた場

合」とは、第４９条、第５０条、第５１条又は第５２条の規定により設置されるいずれかの設備の原子炉格納容器の破損を防止するための機能が喪失した場合をい

う。 

２ 第５９条に規定する「運転員が第２６条第１項の規定により設置される原子炉制御室にとどまるために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 ａ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）は、代替交流電源設備からの給電を可能とすること。 

 ｂ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性について、次の要件を満たすものであること。 

  ① 本規程第３７条の想定する格納容器破損モードのうち、原子炉制御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に成功した事故シーケンス

（例えば、炉心の著しい損傷の後、格納容器圧力逃がし装置等の格納容器破損防止対策が有効に機能した場合）を想定すること。 

  ② 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場合は、実施のための体制を整備すること。 

  ③ 交代要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施のための体制を整備すること。 

  ④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7日間で 100mSv を超えないこと。 

ｃ）原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、原子炉制御室への汚染の持込みを防止するため、モニタリング及び作業服の着替え等を行

うための区画を設けること。 

ｄ）上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保するために原子炉格納容器から漏えいした空気中の放射性物質の濃度を低減する必要がある場合は、非常用ガス処理系等

（BWR の場合）又はアニュラス空気再循環設備等（PWR の場合）を設置すること。 

ｅ）BWR にあっては、上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保するために原子炉建屋に設置されたブローアウトパネルを閉止する必要がある場合は、容易かつ確実に閉

止操作ができること。また、ブローアウトパネルは、現場において人力による操作が可能なものとすること。 

 

＜有効性評価における事故シーケンス等で必要となる対策（手順等）＞ 

有効性評価における事故シーケンスグループ等 有効性評価で解析上考慮している対策（手順等） 

3.1 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

3.2 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

3.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

3.4 水素燃焼 

3.5 溶融炉心・コンクリート相互作用 

非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順 
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Ⅱ 要求事項に対する審査の視点・審査確認事項と確認結果 

運転員が原子炉制御室にとどまるための申請者が計画する設備及び手順等について以下の事項を確認した。 

・第５９条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１６項（以下「第５９条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であるか。 

 

1.16.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１.対応手段と設備を選定するための考え方について 

 

１）対応手段と設備の選定の考え方が、「第５９条等」に示されている

要求事項と一致していることを確認する。 

 

２）自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針で

あることを確認する。 

 

 

 

１）重大事故等が発生した場合においても運転員が中央制御室にとどまるために必要な対応手段及び重大事故等対処設備を選定するとしてお

り、「第５９条等」に示された要求事項と一致していることを確認した。 

 

２)「第５９条等」に示された要求事項を踏まえ、重大事故等対処設備の他に、柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※１を選

定するとしており、申請者が、自主的に上記以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実に実施する方針で

あることを確認した。 

 

※１ 自主対策設備；技術基準上全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況で使用することは困難であるが、プラント状況によって

は、事故対応に有効な設備 
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(2) 対応手段と設備の選定の結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．対応手段と設備の選定結果について 

 

１）対応手段の選定にあたり、フォールトツリー解析等により機能喪

失の原因分析を行っている場合、その分析結果を踏まえて網羅的に

対応手段が選定されているか確認する。 

 

①機能喪失原因対策分析で想定する故障想定が適切であることを確

認する。 

 

②機能喪失原因対策分析結果を踏まえ、対応手段が網羅的に選定さ

れていることを確認する。その際、少なくとも①で想定する故障

に直接関連する機器の機能喪失時の対応手段※が選定されている

ことを確認する。 

また、対応策を講じない故障がある場合、その理由等を確認す

る。 

 

（例；1.2 高圧時冷却における冷却機能喪失） 

※ 1.2 高圧時冷却であれば、対象となる設備は原子炉隔離時冷却系

及び高圧炉心注水系であり、対応手段は高圧代替注水系による原

子炉圧力容器への注水、原子炉隔離時冷却系の現場操作による起

動による原子炉圧力容器への注水等となる。FT 図では、設定した

フォールトツリーの頂上事象の下に論理ゲート含めて機能喪失原

因が展開される。 

 

２）第５９条等における要求事項に対応した手順等が選定されている

か確認する。 

また、有効性評価（第３７条）において位置付けられた重大事故

対処設備及び手順等が含まれているか確認する。 

 

 

 

１）機能喪失原因対策分析結果を踏まえた選定結果の確認 

第５９条等による要求事項に基づき、対応手段として、原子炉制御室の居住性を確保するための手順及び汚染の持込みを防止するための手

順を選定しており、機能喪失原因対策分析は実施していない。 

選定にあたっては、交流動力電源が健全な場合又は喪失した場合に使用可能な手段を選定していることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）第５９条等に対応する主な重大事故等対処設備及び手順等についての確認結果を以下に示す。 

 

具体的な確認内容については、「表 1 規制要求事項に対応する手順」のとおり。 

 

第５９条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を整備する方針としている。 

① 中央制御室及び中央制御室待避所の遮蔽、中央制御室送風機等による室内の適切な空調のための設備及び手順等 

② 非常用ガス処理系による運転員等の被ばくを低減するための設備及び手順等 

③ 原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置による開口部を閉止するための設備及び手順等 

④ 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計による中央制御室内の濃度を確認するための設備及び手順等 

⑤ 運転員等の全面マスク着用及び運転員等の交代により、運転員等の被ばくによる実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないための体制の

整備 

⑥ チェンジングエリア用資機材により、中央制御室の外側からの汚染の持込みを防止するための設備及び手順等 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

⑦ ガスタービン発電機からの給電により、中央制御室送風機、中央制御室排風機、中央制御室再循環送風機、非常用ガス処理系排風機及

び可搬型照明（SA）を維持するための設備及び手順等（※） 

 

（※）代替電源に関する設備及び手順等については、「１．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」において整理 

 

また、原子炉制御室の居住性等に関する手順等については、有効性評価（第３７条）において、位置づけられた重大事故対処設備及び手順

等が含まれていないことを確認した。 

 

これらの確認結果から、重大事故が発生した場合においても、運転員等が原子炉制御室にとどまるために申請者が計画する設備及び手順等

が、第５９条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であることを確認した。 
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表１ 規制要求事項に対応する手順 

 

 

○「第５９条等」で求められている手順 

要求概要 確認結果（女川２号） 

【設備（配備）】※１ 第５９条（原子炉制御室） 

１ 第５９条に規定する「運転員がとどまるために必要な設備」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 

ａ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）は、代替交流電源設備からの給

電を可能とすること。 

 

 

 

ｂ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性について、次の

要件を満たすものであること。 

① 本規程第３７条の想定する格納容器破損モードのうち、原子炉制御室の

運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に成功した

事故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷の後、格納容器圧力逃がし

装置等の格納容器破損防止対策が有効に機能した場合）を想定するこ

と。 

② 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場合は、実施のた

めの体制を整備すること。 

③ 交代要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施のための体制

を整備すること。 

④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7日間で 100mSv を超えないこと。 

 

 

 

ｃ）原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、原

子炉制御室への汚染の持込みを防止するため、モニタリング及び作業服の着替

え等を行うための区画を設けること。 

第５９条等の要求事項に対応するための設備及び手順等について、以下

のとおり整備する方針であることを確認した。 

 

 

ａ）中央制御室換気空調設備の運転手順として、全交流電源が喪失した

場合の手順を整備すること、また、代替交流電源により給電可能な可

搬型蓄電池内蔵型照明により照明を確保する手順を整備することを確

認した。 

 

ｂ） 

 

① 中央制御室内での運転員等の被ばくによる実効線量については、運転

員等の被ばくの観点から最も結果が厳しくなる事故収束に成功したシ

ーケンスとして、「大破断LOCA＋HPCS失敗＋低圧ECCS失敗＋全交流動力

電源喪失」を想定していることを確認した。 

 

②③ 運転員等の全面マスクの着用のための手順等及び運転員等の交代

のための体制を整備する方針であることを確認した。 

 

 

④ ①の事故シーケンスを想定し、遮蔽、空調、全面マスク等の着用及び

運転員等の交代を考慮した上で、7日間で約51mSvと評価されていること

を確認した。 

 

ｃ）原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第１０条特定事象

が発生した場合には、中央制御室への汚染の持込みを防止するため、身

体サーベイ、防護具の着替え等を行うためのチェンジングエリアを設置

する手順を整備する方針であることを確認した。 

 

【技術的能力】※2 １ 「運転員がとどまるために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置（原子炉制

御室の遮蔽設計及び換気設計に加えてマネジメント（マスク及びボンベ等）によ

り対応する場合）又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等

をいう。 

以下の設備及び手順等を整備する方針としていることを確認した。 
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ａ）重大事故が発生した場合においても、放射線防護措置等により、運転員がと

どまるために必要な手順等を整備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）が、代替交流電源設備からの給電

を可能とする手順等（手順及び装備等）を整備すること。 

 

 

ａ） 

① 中央制御室及び中央制御室待避所の遮蔽、中央制御室送風機等による

室内の適切な空調のための設備及び手順等 

② 非常用ガス処理系による運転員等の被ばくを低減するための設備及

び手順等 

③ 原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置による開口部を閉止するた

めの設備及び手順等 

④ 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計による中央制御室内の濃度を確認

するための設備及び手順等 

⑤ 運転員等の全面マスク着用及び運転員等の交代により、運転員等の被

ばく線量が実効線量において 7 日間で 100mSv を超えないための体制

の整備 

⑥ チェンジングエリア用資機材により、中央制御室の外側からの汚染の

持込みを防止するための設備及び手順等 

ｂ） 

① ガスタービン発電機からの給電により、中央制御室送風機、中央制御

室排風機、中央制御室再循環送風機、非常用ガス処理系排風機及び可搬

型照明（SA）を維持するための設備及び手順等（※） 

（※）代替電源に関する設備及び手順等については、「１．１４ 電源設

備及び電源の確保に関する手順等」において整理。 

※１；【設備（設置/配備）】：設置許可基準規則第５９条のうち、設備等の設置に関する要求事項、※２；【技術的能力】：重大事故等防止技術的能力基準１．１６ 

 

○設置許可基準３７条（有効性評価）で求められている手順 

中央制御室内での運転員等の被ばくによる実効線量について、運転員等の被ばくの観点から、最も結果が厳しくなる事故収束に成功したシーケンスとして、「大破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失

敗＋全交流動力電源喪失」を想定している。 
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1.16.2 重大事故等時の手順等 

(1) 規制要求に対する設備及び手順等について 

a. 第５９条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

１）第５９条等に基づく要求事項に対応するための対策とそのため

に必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認す

る。 

第５９条等の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。 

具体的な個別手順の確認内容については、1.16.2.1及び1.16.2.2に示す。 

 

１）対策と設備 

第５９条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 中央制御室遮蔽、中央制御室待避所遮蔽、中央制御室送風機、中央制御室排風機、中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）等により、

重大事故時に環境に放出された放射性物質による放射線被ばくから運転員等を防護し居住性を確保。そのために、中央制御室待避所遮蔽、

中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）等を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、中央制御室遮蔽、中央制御室送風機、

中央制御室排風機等を重大事故等対処設備として位置付ける。また、運転員等の全面マスクの着用のための手順等及び運転員等の交代のた

めの体制を整備し、事故シーケンスを想定した上で運転員等の被ばくによる実効線量が7日間で100mSvを超えないようにする。 

b. 非常用ガス処理系により、重大事故時に二次格納施設内に放出された放射性物質による運転員等の放射線被ばくを低減。そのために非常

用ガス処理系を重大事故等対処設備として位置付ける。 

c. 原子炉建屋原子炉棟の気密バウンダリの一部を担う原子炉建屋ブローアウトパネル開放時の原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置によ

る開口部の閉止。そのために、原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

d. 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計により中央制御室内の濃度を確認。そのために、酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を重大事故等対処設

備として新たに整備する。 

e. 可搬型照明（SA）により中央制御室の照明を確保。そのために、可搬型照明（SA）を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

f. チェンジングエリアを設けることにより、中央制御室への汚染の持込みを防止する。 

 

２）１）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針が

第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

① 選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0

項（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順

着手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順着手

の判断に必要な計器等が示されていることを確認する。 

 

② 選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人

員、作業時間等が示されていることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

２）手順等の方針 

 

① 手順着手の判断基準等及び②必要な人員等 

a. 居住性を確保するための手順 

(a) 非常用ガス処理系起動手順 

中央制御室換気空調系は、原子炉建屋原子炉棟排気放射能高、燃料取替エリア放射能高のいずれかによる隔離信号により、自動的に事故

時運転モードとなるため、事故時運転モード状態を確認するための手順に着手する。この手順では、事故時運転モードの状態確認を1名に

より、5分以内に実施する。 

全交流動力電源喪失により、中央制御室換気空調系の事故時運転モードが停止した場合には、常設代替交流電源設備による中央制御室

換気空調系の起動手順に着手する。この手順では、ガスタービン発電機からの受電後、中央制御室換気空調系の再起動操作等を1名により、

15分以内に実施する。 

 

(b) 中央制御室退避所の準備手順 

炉心損傷を判断した場合において、原子炉格納容器フィルタベント系を作動させる必要がある場合には、中央制御室待避所を加圧する手

順に着手する。この手順では、中央制御室待避所加圧設備の高圧空気ボンベユニット接続端止め弁の開操作等を計2名により、15分以内に実
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施する。また、原子炉格納容器フィルタベント系を中央制御室で操作する約20分前には、中央制御室待避所の加圧のため、加圧空気供給ラ

イン流量調整弁前弁、後弁の開操作等を1名により、10分以内に実施する。 

 

(c) 中央制御室の照明を確保する手順 

中央制御室の照明が使用できない場合には、可搬型照明（SA）により照明を確保する手順に着手する。この手順では、可搬型照明（SA）等

の設置・点灯操作を1名により、10分以内に実施する。 

 

(d) 中央制御室の酸素ガス及び二酸化炭素ガスの濃度測定と濃度管理手順 

中央制御室換気空調系設備が事故時運転モードとなった場合には、中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定及び管理を行う手

順に着手する。この手順では、中央制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定及び管理を1名により、実施する。運転員が中央制御室待避

所へ待避した場合には、中央制御室待避所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定及び管理を行う手順に着手する。この手順では、酸素濃

度及び二酸化炭素濃度の測定及び管理を1名により、実施する。 

 

(e) 中央制御室待避所の照明を確保する手順 

炉心損傷を判断し、原子炉格納容器第二隔離弁（FCVSベントライン隔離弁）の開操作が完了した場合には、中央制御室待避所に可搬型照

明（SA）により照明を確保する手順に着手する。この手順では、可搬型照明（SA）の設置を1名により、5分以内に実施する。 

 

(f) 中央制御室待避所の酸素ガス及び二酸化炭素ガスの濃度測定と濃度管理手順 

運転員が中央制御室待避所へ待避した場合には、中央制御室待避所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定及び管理を行う手順に着手す

る。この手順では、酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定及び管理を1名により、実施する。 

 

(g) データ表示装置（待避所）によるプラントパラメータ等の監視手順 

炉心損傷を判断した場合において、原子炉格納容器フィルタベント系を作動させる必要がある場合、データ表示装置（待避所）にてプラ

ントパラメータを継続して監視できるよう手順に着手する。この手順では、運転員（中央制御室）1名で実施し、中央制御室の照明の確保、

原子炉格納容器第二隔離弁（FCVSベントライン隔離弁）操作の実施後にて約5分で対応可能である。 

 

(h) その他の放射線防護措置等に関する手順等（炉心損傷の判断後に全面マスク等を着用する手順） 

炉心損傷を判断した後に現場作業を行う場合には、運転員の内部被ばくを低減するために全面マスクを着用する手順に着手する。この手

順では、現場作業を行う運転員が全面マスクを着用する。なお、重大事故時においても、中長期での運転操作等の対応に支障が出ることが

ないよう、運転員等の被ばく低減及び被ばく線量の平準化のため、長期的な保安の観点から運転員の交代要員体制を整備する。 

 

b. 汚染の持込みを防止するための手順等 

(a) チェンジングエリアの設置及び運用手順 

原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第１０条特定事象が発生した場合には、中央制御室への汚染の持込みを防止するため、

身体サーベイ、防護具の着替え等を行うためのチェンジングエリアを設置する手順に着手する。この手順では、チェンジングエリアの設置

を計2名により、90分以内に実施する。 
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③ 選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確

保、通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしてい

ること、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを

確認する。 

c. 運転員等の被ばくを低減するための手順等 

(a) 非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順 

(a-1) 非常用ガス処理系起動手順 

原子炉水位低(L-3)、ドライウェル圧力高、原子炉建屋原子炉棟排気放射能高、燃料取替エリア放射能高及び原子炉建屋原子炉棟換気空

調系全停のいずれかの信号が発生した場合には、非常用ガス処理系を起動する手順に着手する。この手順では、非常用ガス処理系の起動

等を1名により5分以内に実施する。 

 

(a-2) 中央制御室からの原子炉建屋ブローアウトパネル閉止手順 

交流動力電源が確保されている場合であって、原子炉建屋ブローアウトパネルが開放状態の場合には、中央制御室からの原子炉建屋ブ

ローアウトパネルの開口部を閉止する手順に着手する。この手順では、原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置による開口部の閉止操作

を1名により、5分以内に実施する。 

 

(a-3) 現場での原子炉建屋ブローアウトパネル閉止手順 

全交流動力電源喪失時に原子炉建屋ブローアウトパネルが開放状態の場合であって、炉心が健全であることを確認した場合には、人力

による原子炉建屋ブローアウトパネルの開口部を閉止する手順に着手する。この手順では、人力による原子炉建屋ブローアウトパネル閉

止装置を使用した開口部の閉止操作を計2名により、200分以内に実施する。 

 

③ 作業環境等 

可搬型蓄電池内蔵型照明の確保のための手順等を整備するとしていること、中央制御室内の作業環境確保のため、中央制御室に汚染を持

ち込まないようにするための手順等を整備すること、現場作業となる中央制御室換気空調系給排気隔離弁閉処置について作業環境（作業空

間、温度等）に支障がないことを確認した。 

 

b. 第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

１）有効性評価（第３７条）等において位置付けた対策とそのために

必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認す

る。 

 

第３７条の規制要求に対する設備手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な確認内容については、1.16.2.3に示す。 

 

１） 対策と設備 

有効性評価（第３７条）において、非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防止するため、以下の対策とそのための重大事故等対処設備

を整備するとしていることを確認した。 

 

a. 非常用ガス処理系により、重大事故時に環境及び二次格納施設内に放出された放射性物質による運転員等の放射線被ばくの低減。そのた

めに非常用ガス処理系を重大事故等対設備と位置付ける。 

 

２） １）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針が

第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

 

①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項

２）手順等の方針 

 

 

①手順着手の判断基準及び②必要な人員等 
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（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順着

手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順着手の

判断に必要な計器等が示されていることを確認する。 

 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人員、

作業時間等が示されていることを確認する。 

 

 

 

③選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、

通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしているこ

と、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認

する。 

１）に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。また、以下の手順における具体的な計測可能なパラメ

ータ等については、「表1.2.2 重大事故等対処に係る監視計器」に示されていることを確認した。 

 

a. 「非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防止」のための 

手順 

原子炉水位低(L-3)、ドライウェル圧力高、原子炉建屋原子炉棟排気放射能高、燃料取替エリア放射能高及び原子炉建屋原子炉棟換気

空調系全停のいずれかの信号が発生した場合には、非常用ガス処理系を起動する手順に着手する。この手順では、非常用ガス処理系の

起動等を1名により5分以内に実施する。 

 

③作業環境等 

a) アクセスルートの確保、衛星電話設備等の通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしていること、b) 作業環境（作業空間、温度

等）に支障がないことを確認した。 

 

(2) 優先順位について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関する共通的

な要求事項）等を踏まえて、優先すべき手順・操作等が明確になっ

ていることを確認する。 

重大事故が発生した場合に運転員等が原子炉制御室にとどまるために計画する各々の手順等については、それそれ異なる要求事項を満足す

るために整備されたものであり、優先順位等は設定されていないことを確認した。 

 

(3) 自主的対策のための設備及び手順等について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）自主的対策を含め重大事故等への対処が確実に実施される方針であ

るか。 

 

①自主的対策のための手順毎に、自主対策設備設備が示されているこ

と、自主対策設備設備として位置付ける理由が示されていることを

確認する。 

 

②自主的対策のための手順毎に、手順着手の判断基準、具体的な操作

内容、必要な人員数及び作業時間等が示されていることを確認する。 

 

申請者は、自主的な対策として、重大事故等への対処をより確実に実施するため、更なる対策の抽出を行い、重大事故等が発生した場

合においても運転員等が中央制御室にとどまるため以下の自主対策設備及び手順等を整備するとしていることを確認した。 

（１）原子炉制御室の居住性を確保するための設備及び手順等 

①対策と設備 

中央制御室内の居住性確保のため「表２ 自主対策における自主対策設備」に掲げる設備を整備するとしている。 

 

 

② 主な手順及び手順着手の判断等 

設備が健全である場合には、非常用照明を使用するとしている。 
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○個別手順の確認 

審査の視点及び確認事項 

１）対策と設備 

対応する対策とそのために必要な設備が整理され、明示されていることを確認する。[対策と設備] 

※ 1.16.2.1 以降の「審査の視点及び確認事項」には、便宜的に[ ]内の事項で表記する。以下同じ。 

 

２）手順等の方針 

○規制要求に対応する手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準が明確（具体的な数値若しくは状況を示している）であることを確認する。[判断基準] 

b. 示された判断基準により手順が適切に着手できるか。（どのような場合に手順に着手するか確認する）[着手タイミング] 

c. 手順着手の判断に必要な計器が特定され、整理されているか確認する。[判断計器] 

②必要な人員等 

a. 操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されているか。[操作手順] 

b. 手順の所要時間及び人員数が適切であることを、設置許可基準 37 条（有効性評価）で確認した内容や訓練実績等を用いて確認する。[所要時間等] 

c. 操作に必要な計器類が示されていることを確認する。[操作計器] 

d. 設備を多用途に用いる場合に、当該用途への系統切替えの容易性を含め、手順が明確化されていることを確認する。[系統切替え]（該当する場合に記載する。） 

 

③アクセスルートの確保等 

a. 作業場におけるアクセスルートが確保されていることを確認する。[アクセスルート] 

b. 通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしていることを確認する。[通信設備等] 

c. 作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。[作業環境] 

※ 現場操作を伴わない中央制御室のみで作業を実施する手順については、その旨を記載し、a.～c.についての記載は不要とする。 

 

○自主的対策手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準が示されていることを確認する。[判断基準] 

b. 操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されていることを確認する。[操作手順] 

c. 手順の所要時間及び人員数が示されていることを確認する。[所要時間等] 
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1.16.2.1 居住性を確保するための手順 

(1) 中央制御室換気空調系設備の運転手順等 

a.【技術的能力】交流動力電源が確保されている場合 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、環境に放出された放射性物質等による放射線被ばくから運転員等を防護するため、中央制御室換気空調系による事故時運転モードを行い中央制御室の空気を清浄に保

つものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．１６にて求められている「解釈１ａ）重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、運転員がとどまるために

必要な手順等」に係る手段である。そのための設備は、「第 1.16－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、中央制御室の居住性を確保する設

備等のうち、中央制御室再循環送風機、中央制御室送風機等を重大事故等対処設備として位置付けるとことを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a. 炉心損傷を判断した場合、中央制御室換気空調系から中央制御室可搬型陽圧化空調機への切替えの手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確

であることを確認した。 

b. 判断基準である「炉心損傷を判断した場合」を「原子炉格納容器内の放射線線量」で確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉格納容器内の放射線線量」等であること、その監視項目のための計器が「格納容器内雰囲気放射線モニタ(D/W、S/C)」等である

ことを確認した。 

 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、中央制御室換気空調系から中央制御室可搬型陽圧化空調機への切替えを行う手順であり、「第 1.16－11 図「大破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗＋全交流動力電

源喪失」シーケンス」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、事故時運転モードの状態確認を 1名により、5分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.16－2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

当該手順は、現場操作を伴わない手順であることを確認した。 

a. 制御建屋内の作業であり、ヘッドライト等によりアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.16-15 

b.【技術的能力】常設代替交流電源設備により中央制御室換気空調系を復旧する場合 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、全交流動力電源喪失により、中央制御室換気空調系の事故時運転モードが停止した場合には、常設代替交流電源設備による中央制御室換気空調系の起動手順に着手す

るものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．１６にて求められている「解釈１ａ）重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、運転員がとどまるために

必要な手順等」及び「解釈１ｂ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）が、代替交流電源設備からの給電を可能とする手順等（手順及び設備等）」に係る手段である。そのため

の設備は、「第 1.16－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、中央制御室の居住性を確保する設備等のうち、中央制御室再循環送風機、中央制

御室送風機等を重大事故等対処設備として位置付けるとことを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 全交流動力電源喪失により、中央制御室換気空調系の事故時運転モードが停止した場合には、常設代替交流電源設備による中央制御室換気空調系の起動手順に着手するとしてお

り、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「全交流動力電源喪失により、中央制御室換気空調系の事故時運転モードが停止」を「電源（確保）」等で確認すること等により、適切に手順に着手できることを

確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「電源（確保）」であること、その監視項目のための計器が「4-2C 母線電圧」等であることを確認した。また、それらの計器が「第 1.16-

2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、常設代替交流電源設備による中央制御室換気空調系の起動を行う手順であり、「第 1.16－11 図「大破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗＋全交流動力電源喪失」シ

ーケンス」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、ガスタービン発電機からの受電後、中央制御室換気空調系の再起動操作等を１名により、15 分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.16－2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

当該手順は、現場操作を伴わない手順であることを確認した。 

a. 制御建屋内の作業であり、ヘッドライト等によりアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.16-16 

c.【技術的能力】常設代替交流電源設備により中央制御室換気空調系を復旧する場合 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、全交流動力電源喪失等により中央制御室換気空調系が自動で事故時運転モードに切り替わらない場合に、手動で起動し事故時運転モードに切り替える手順に着手する

ものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．１６にて求められている「解釈１ａ）重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、運転員がとどまるために必

要な手順等」に係る手段である。そのための設備は、「第 1.16－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、中央制御室の居住性を確保する設備

等のうち、中央制御室再循環送風機、中央制御室送風機等を重大事故等対処設備として位置付けるとことを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 「全交流動力電源喪失等により、中央制御室換気空調系が自動で事故時運転モードに切り替わらない場合。全交流動力電源喪失後には、常設代替交流電源設備により非常用低圧

母線 MCC 2C 系又は非常用低圧母線 MCC 2D 系が受電完了した場合」に手動で起動し事故時運転モードに切り替える手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状

態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「全交流動力電源喪失等により、中央制御室換気空調系が自動で事故時運転モードに切り替わらない場合」の判断として、「中央制御室換気空調系の運転状態」で

機器の動作状況を確認する等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「全交流動力電源喪失」及び「常設代替交流電源設備により非常用低圧母線 MCC 2C 系又は非常用低圧母線 MCC 2D 系が受電完了」である

こと、その監視項目のための計器が「4-2C 母線電圧」等であることを確認した。また、それらの計器が「第 1.16－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを

確認した。 

 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、全交流動力電源喪失等により中央制御室換気空調系が自動で事故時運転モードに切り替わらない場合に、手動で起動し事故時運転モードに切り替える手順であり、

「第 1.16－11 図「大破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗＋全交流動力電源喪失」シーケンス」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、中央制御室再循環送風機及び中央制御室送風機の起動等を 1名により 15 分以内で実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.16－2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

当該手順は、現場操作を伴わない手順であることを確認した。 

a. 制御建屋内の作業であり、ヘッドライト等によりアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.16-17 

(2) 中央制御室退避所の運用手順 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心損傷を判断した場合において、原子炉格納容器フィルタベント系を作動させる必要がある場合に、中央制御室待避所を加圧するものであり、重大事故等防止技術

的能力基準１．１６にて求められている「解釈１ａ）重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、運転員がとどまるために必要な手順等」に係る手段である。

そのための設備は、「第 1.16.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、中央制御室待避所の加圧で使用する設備のうち、中央制御室待避所空気

ボンベ陽圧化装置等を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a. 炉心損傷を判断した場合において、原子炉格納容器フィルタベント系を作動させる必要がある場合に、中央制御室待避所を加圧するとしており、手順着手の判断基準が具体的な

状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「炉心損傷を判断した場合」を「原子炉格納容器内の放射線線量」で確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉格納容器内の放射線線量」等であること、その監視項目のための計器が「格納容器内雰囲気放射線モニタ(D/W、S/C)」等である

ことを確認した。 

 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

 

 

c. 操作計器 

 

 

a. 当該手順は、炉心損傷を判断した場合において、原子炉格納容器フィルタベント系を作動させる必要がある場合、中央制御室待避所加圧設備により中央制御室の加圧準備及び加

圧を行う手順であり、「第 1.16－11 図「大破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗＋全交流動力電源喪失」シーケンス」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、中央制御室待避所加圧設備の高圧空気ボンベユニット接続端止め弁の開操作等を計 2名により、15 分以内に実施する。また、原子炉格納容器フィルタベント系を

中央制御室で操作する約 20 分前には、中央制御室待避所の加圧のため、加圧空気供給ライン流量調整弁前弁、後弁の開操作等を 1 名により、10 分以内に実施することを確認し

た。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.16－2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 制御建屋内の作業であり、ヘッドライト等によりアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.16-18 

(3) 【技術的能力】中央制御室の照明を確保する手順 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、中央制御室の照明が使用できない場合において、可搬型蓄電池内蔵型照明により照明を確保するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．１６にて求められて

いる「解釈１ａ）重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、運転員がとどまるために必要な手順等」及び「解釈１ｂ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明

等）が、代替交流電源設備からの給電を可能とする手順等（手順及び設備等）」に係る手段である。そのための設備は、「第 1.16－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と

整備する手順」に整理され、可搬型照明（SA）を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 中央制御室の照明が使用できない場合には、可搬型照明（SA）により照明を確保する手順に着手するとしていることとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明

確であることを確認した。 

b. 判断基準である「中央制御室の照明が使用できない場合」は、全交流電源喪失や電気系統の故障により、「電源（確保）」で確認すること等により、適切に手順に着手できること

を確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が、「電源（確保）」であること、その監視項目のための計器が「4-2C 母線電圧」等であることを確認した。また、それらの計器が「第 1.16

－2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、中央制御室の照明が使用できない場合において、可搬型蓄電池内蔵型照明により照明を確保する手順であり、「第 1.16.12 図 「大破断 LOCA＋ECCS 注水機能喪失＋全

交流動力電源喪失」シーケンス」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、可搬型照明（SA）等の設置・点灯操作を 1名により、10 分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.16－2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

当該手順は、現場操作を伴わない手順であることを確認した。 

補足説明資料(添付資料 1.16.6)において、可搬型照明の設置により運転操作に必要な照度を確保できることが示されている。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.16-19 

(4) 【技術的能力】中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、中央制御室換気空調系設備が事故時運転モードとなった場合には、中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定及び管理を行うものであり、重大事故等防止技

術的能力基準１．１６にて求められている「解釈１ａ）重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、運転員がとどまるために必要な手順等」に係る手段である。

そのための設備は、「第 1.16－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、酸素及び二酸化炭素濃度の測定及び管理を行う設備等のうち、酸素濃

度計及びニ酸化炭素濃度計を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 中央制御室換気空調系設備が事故時運転モードとなった場合には、中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定及び管理を行うとしており、手順着手の判断基準が具体的

な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「中央制御室換気空調系設備が事故時運転モードとなった場合」は、「中央制御室換気空調系の運転状態」で機器の動作状況を確認するとしており、1.16.2.1 の

手段で、適切に手順着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が手順着手の判断基準である「中央制御室換気空調系設備が事故時運転モードとなった場合」の状況の確認には、1.16.2.1 の手段で監視す

ることとしていることを確認した。 

 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

 

a. 当該手順は、中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定を行う手順であり、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定及び管理を 1名により、実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.16－2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

当該手順は、現場操作を伴わない手順であることを確認した。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.16-20 

(5) 【技術的能力】中央制御室待避所の照明を確保する手順 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心損傷を判断し、原子炉格納容器第二隔離弁（FCVS ベントライン隔離弁）の開操作が完了した場合において、可搬型蓄電池内蔵型照明により照明を確保するもの

であり、重大事故等防止技術的能力基準１．１６にて求められている「解釈１ａ）重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、運転員がとどまるために必要な

手順等」及び「解釈１ｂ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）が、代替交流電源設備からの給電を可能とする手順等（手順及び設備等）」に係る手段である。そのための設備

は、「第 1.16－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、可搬型照明（SA）を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a. 炉心損傷を判断し、原子炉格納容器第二隔離弁（FCVS ベントライン隔離弁）の開操作が完了した場合には、中央制御室待避所に可搬型照明（SA）により照明を確保する手順に着

手するとしていることを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準のうち、「炉心損傷を判断した場合」を「原子炉格納容器内の放射線線量」で確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉格納容器内の放射線線量」等であること、その監視項目のための計器が「格納容器内雰囲気放射線モニタ(D/W、S/C)」等である

ことを確認した。また、それらの計器が「第 1.16－2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

 

a. 当該手順は、炉心損傷を判断し、原子炉格納容器第二隔離弁（FCVS ベントライン隔離弁）の開操作が完了した場合には、中央制御室待避所に可搬型照明（SA）により照明を確保

する手順であり、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、中央制御室待避所で可搬型照明（SA）の設置を 1名により、5分以内に実施ことを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.16－2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

当該手順は、現場操作を伴わない手順であることを確認した。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.16-21 

(6) 【技術的能力】中央制御室待避所の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、運転員が中央制御室待避所へ待避した場合には、中央制御室待避所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定及び管理を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基

準１．１６にて求められている「解釈１ａ）重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、運転員がとどまるために必要な手順等」に係る手段である。そのため

の設備は、「第 1.16.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、酸素及び二酸化炭素濃度の測定及び管理を行う設備等のうち、酸素濃度計及びニ

酸化炭素濃度計を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a. 運転員が中央制御室待避所へ待避した場合には、中央制御室待避所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定及び管理を行うとしていることを確認し、手順着手の判断基準が具体

的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 適切に手順着手できることを確認した。 

c. 手順着手の判断基準である「運転員が中央制御室待避所へ待避」の状況の確認には、1.16.2.1 の手段で監視することとしていることを確認した。 

 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該操作手順は、中央制御室待避所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定を行う手順であり、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定及び管理を 1名により、実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.16－2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

当該手順は、現場操作を伴わない手順であることを確認した。 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.16-22 

(7) 【技術的能力】データ表示装置（待避所）によるプラントパラメータ等の監視手順 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、運転員が中央制御室待避所に待避後も、中央制御室待避所データ表示装置にてプラントパラメータを継続して監視できるよう手順を整備するものであり、重大事故等

防止技術的能力基準１．１６にて求められている「解釈１ａ）重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、運転員がとどまるために必要な手順等」に係る手段

である。そのための設備は、「第 1.16.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、データ表示装置（退避所）を重大事故等対処設備として新たに

整備することを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a. 炉心損傷を判断した場合、中央制御室待避所データ表示装置にてプラントパラメータを継続して監視できるよう手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態

で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「炉心損傷を判断した場合」を「原子炉格納容器内の放射線線量」で確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉格納容器内の放射線線量」等であること、その監視項目のための計器が「格納容器内雰囲気放射線モニタ(D/W、S/C)」等である

ことを確認した。 

 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、炉心損傷を判断し、中央制御室待避所データ表示装置にてプラントパラメータを継続して監視できるよう手順であり、設置場所等の当該手段に必要な手段が示され

ていることを確認した。 

b. 当該手順操作について、中央制御室待避所の対応は、中央制御室の照明確保、原子炉格納容器第二隔離弁（FCVS ベントライン隔離弁）開操作後に運転員（中央制御室）1名で実

施し、中央制御室待避所の照明の確保操作と併せて 5分以内で対応可能であることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器はないことを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

当該手順は、現場操作を伴わない手順であることを確認した。 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.16-23 

(8) その他の放射線防護措置等に関する手順等 

a. 【技術的能力】炉心損傷の判断後に全面マスク等を着用する手順 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、炉心損傷の判断後に運転員が中央制御室に滞在する場合、又は現場作業を実施する場合において、全面マスク等（電動ファン付き全面マスク又は全面マスク） を着

用する手順を整備炉するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．１６にて求められている「解釈１ａ）重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、運

転員がとどまるために必要な手順等」に係る手段である。 

なお、中央制御室の被ばく評価において、事故後 1日目の滞在時は、電動ファン付き全面マスクを着用するとして評価していることから、事故後 1日目の滞在時は電動ファン付き

全面マスクを着用することを確認した。ただし、いずれの期間においても空気中の放射性物質の濃度が推定できる場合は、空気中の放射性物質の濃度に応じて、着用する全面マスク

等を決定する。炉心損傷を判断した後に現場作業を行う場合、全面マスクを着用することを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a. 炉心損傷を判断した後に現場作業を行う場合、運転員の内部被ばくを低減するために全面マスクを着用すること及び重大事故時においても、中長期での運転操作等の対応に支障

が出ることがないよう、運転員等の被ばく低減及び被ばく線量の平準化のため、長期的な保安の観点から運転員の交代要員体制を整備する。また、事故後 1日目の中央制御室滞

在時は電動ファン付き全面マスクを着用するとしていることを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「炉心損傷を判断した場合」を「原子炉格納容器内の放射線線量」で確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉格納容器内の放射線線量」であること、その監視項目のための計器が「格納容器内雰囲気放射線モニタ(D/W、S/C)」であること

を確認した。 

 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

b. 所要時間等 

 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、運転員の内部被ばくを低減するため全面マスク等を着用する手順であり、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、炉心損傷を判断した後に現場作業を行う場合、運転員の内部被ばくを低減するために全面マスクを着用すること、また、事故後 1日目の中央制御室滞在時は電動

ファン付き全面マスクを着用するとしていることを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.16－2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

本手順は、中央制御室における運転員の装着手順であるため、速やかに対応できることを確認した。また、可搬型照明（SA）を設置することで照明が確保できているため、全面マ

スク等の装着は可能であることを確認した。 

 

b. 放射線防護に関する教育等 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 定期検査等においてマスク着用の機会があることから、基本的にマスク着用に関して習熟している。また、放射線業務従事者指定時及び定期的に、放射線防護に関する教育・訓

練を実施する。講師による指導のもとフィッティングテスターを使用したマスク着用訓練において、漏れ率（フィルタ透過率含む）2％を担保できるよう正しくマスクを着用できる

ことを確認した。なお、手順ではないため、対策と設備、手順等の記載がないことを確認している。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.16-24 

c. 重大事故等時の運転員の被ばく低減及び被ばく線量の平準化 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１） 対策と設備 

 

炉心損傷が予想される事態となった場合又は炉心損傷の徴候が見られた場合、運転員等の被ばく低減及び被ばく線量の平準化のため、長期的な保安確保の観点から運転員の交替

要員体制を整備することを確認した。交替要員体制は、交替要員として通常勤務帯の運転員等を当直交替サイクルに充当する等の運用を行うことで、被ばく線量の平準化を行う。

また、運転員について運転員交替に伴う移動時の放射線防護措置やチェンジングエリア等の各境界における汚染管理を行うことで運転員の被ばく低減を図ることを確認した。なお、

手順ではないため、対策と設備、手順等の記載がないことを確認している。 

 

(9) 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた優

先順位が示されているか。 

第５９条等の要求事項に基づき抽出された対策については、それそれ異なる要求事項を満足するために整備されたものであり、事象進展等に

よる優先順位等は設定されていないことを確認した。 

なお、全交流動力電源喪失時の中央制御室及び中央制御室待避所の照明については、可搬型蓄電池内蔵型照明を設置し、蓄電池による点灯に

て照明を確保するとしていることを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.16-25 

1.16.2.2 汚染の持込みを防止するための手順等 

(1) 【技術的能力】チェンジングエリアの設置及び運用手順 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、中央制御室の外側が放射性物質により汚染した状況下において、中央制御室への汚染の持込みを防止するため、身体サーベイ及び防護具の着替え等を行うためのチェ

ンジングエリアを設置するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．１６にて求められている「解釈１ａ）重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、

運転員がとどまるために必要な手順等」に係る手段である。そのための設備は、資機材のみである。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a. 原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）第１０条特定事象が発生した場合には、中央制御室への汚染の持込みを防止するため、身体サーベイ、防護具の着替え等を

行うためのチェンジングエリアを設置する手順に着手するとしていることを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「原子力災害対策特別措置法第 10 条特定事象の発生」は、原子力災害対策特別措置法において明確に定められており、適切に手順着手できることを確認した。 

c. 手順着手の判断基準である「原子力災害対策特別措置法第 10条特定事象の発生」は、原子力災害対策特別措置法において定められた事象ごとに整理されていることを確認した。 

 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、チェンジングエリアの設置及び運用手順であり、「添付資料 1.16.7 第２図 チェンジングエリア設営フロー」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認し

た。 

b. この手順では、チェンジングエリアの設置を計 2名により 90分以内で実施することを確認した。 

c. 当該設置手順に必要な監視項目及び監視計器等は特にないが、全照明が消灯した場合は、乾電池内蔵型照明を設置することを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. コントロール建屋内の作業であり、ヘッドライト等によりアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

補足説明資料(添付資料 1.16.7)において、チェンジングエリアの設置場所等が確保できること等が示されている。 

 

(2) 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた

優先順位が示されているか。 

チェンジングエリアの設置であり、優先順位等は設定していない。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.16-26 

1.16.2.3 運転員等の被ばくを低減するための手順等 

(1) 非常用ガス処理系による運転員等の被ばく防止手順 

a. 【技術的能力】非常用ガス処理系起動手順 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、運転員等の被ばくを低減するため、原子炉水位低(L-3)、ドライウェル圧力高、原子炉建屋原子炉棟排気放射能高、燃料取替エリア放射能高及び原子炉建屋原子炉棟

換気空調系全停のいずれかの信号が発生した場合には、非常用ガス処理系を起動するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．１６にて求められている「解釈１ａ）重大事故

等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、運転員がとどまるために必要な手順等」に係る手段である。そのための設備は、「第 1.16－1 表 機能喪失を想定する設計

基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、非常用ガス処理系を重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 原子炉水位低(L-3)、ドライウェル圧力高、原子炉建屋原子炉棟排気放射能高、燃料取替エリア放射能高及び原子炉建屋原子炉棟換気空調系全停のいずれかの信号が発生した場合

に着手としていることを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準として、起動時の判断基準を原子炉水位低(L-3)、ドライウェル圧力高、原子炉建屋原子炉棟排気放射能高、燃料取替エリア放射能高及び原子炉建屋原子炉棟換気空調系

全停のいずれかの信号が発生した場合であって、原子炉水位低（L-3）を「原子炉水位（広帯域）」、ドライウェル圧力高を「ドライウェル圧力」、原子炉建屋原子炉棟排気放射能

高を「原子炉建屋原子炉棟排気放射能モニタ」等で監視すること、適切に手順着手ができることを確認した適切に手順着手ができることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「原子炉水位（広帯域）」等で監視するとしており、それらが、「第 1.16－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に記載されていること

を確認した。 

 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該操作手順は、原子炉水位低(L-3)、ドライウェル圧力高、原子炉建屋原子炉棟排気放射能高、燃料取替エリア放射能高及び原子炉建屋原子炉棟換気空調系全停のいずれかの信

号が発生した場合に非常用ガス処理系を起動を行う手順であり、「第 1.16－11 図「大破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗＋全交流動力電源喪失」シーケンス」等を踏まえ、必

要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、非常用ガス処理系の起動等を 1 名により、5分以内で実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.16－2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

本手順は、中央制御室における運転員の操作手順であるため、速やかに対応できることを確認した。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.16-27 

b. 【技術的能力】非常用ガス処理系停止手順 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、原子炉建屋地上３階（原子炉建屋原子炉棟内）の水素濃度が、1.3％に到達した場合、又は耐圧強化ベント系による原子炉格納容器ベント操作を実施する場合には、

非常用ガス処理系を停止するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．１６にて求められている「解釈１ａ）重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、

運転員がとどまるために必要な手順等」に係る手段である。そのための設備は、「第 1.16.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、非常用ガス

処理系を重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 原子炉建屋地上３階（原子炉建屋原子炉棟内）の水素濃度が、1.3％に到達した場合としており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準として、「原子炉建屋地上３階（原子炉建屋原子炉棟内）の水素濃度が、1.3％に到達した場合」等を「原子炉建屋内水素濃度」等で監視すること、適切に手順着手がで

きることを確認した。 

c. 判断基準である非常用ガス処理系の判断は、原子炉建屋内水素濃度で監視するとしており、それらが、「1.10.2.1 水素爆発による原子炉建屋等の損傷防止のための対応手順」に

記載されていることを確認した。 

 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該操作手順は、非常用ガス処理系の停止操作手順であり、系統構成等の当該手段に必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、非常用ガス処理系の停止等を計 1名により、5分以内で実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.16－2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

本手順は、中央制御室における運転員の操作手順であるため、速やかに対応できることを確認した。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.16-28 

c. 【技術的能力】原子炉建屋ブローアウトパネル部の閉止手順 

(a) 中央制御室での原子炉建屋ブローアウトパネル部の閉止手順 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、交流動力電源が確保されている場合であって、原子炉建屋ブローアウトパネルが開放状態の場合には、中央制御室からの原子炉建屋ブローアウトパネルの開口部を閉

止するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．１６にて求められている「解釈１ａ）重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、運転員がとどまるた

めに必要な手順等」に係る手段である。そのための設備は、「第 1.16.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、原子炉建屋ブローアウトパネル

閉止装置を重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a. 原子炉建屋ブローアウトパネルが開放状態で交流動力電源が健全な場合としており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準として、「原子炉建屋ブローアウトパネルが開放状態」等を状態確認すること、適切に手順着手ができることを確認した。 

c. 判断基準である状態確認の判断は、中央制御室における表示で監視することを確認した。 

 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

 

a. 当該操作手順は、原子炉建屋ブローアウトパネルを閉止する手順であり、系統構成等の当該手段に必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置による開口部の閉止操作を 1名により、5分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器はないことを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

本手順は、中央制御室における運転員の操作手順であるため、速やかに対応できることを確認した。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.16-29 

(b) 現場での原子炉建屋ブローアウトパネル部の閉止手順 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、全交流動力電源喪失時に原子炉建屋ブローアウトパネルが開放状態で炉心が健全であることを確認した場合には人力により原子炉建屋ブローアウトパネルを閉止す

るものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．１６にて求められている「解釈１ａ）重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、運転員がとどまるために

必要な手順等」に係る手段である。そのための設備は、「第 1.16.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、原子炉建屋ブローアウトパネル閉止

装置を重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

 

a. 原子炉建屋ブローアウトパネルが開放状態で全交流動力電源が喪失及び炉心が健全であることを確認した場合としており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であ

ることを確認した。 

b. 判断基準として、「原子炉建屋ブローアウトパネルが開放状態」等を状態確認すること、適切に手順着手ができることを確認した。 

c. 判断基準である状態確認の判断は、状態確認することを確認した。 

 

②必要な人員等 

a. 操作手順 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

 

a. 当該操作手順は、原子炉建屋ブローアウトパネルを閉止する手順であり、系統構成等の当該手段に必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、人力による原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置を使用した開口部の閉止操作を計 2名により、200 分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器はないことを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. ヘッドライト等によりアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 必要な通信連絡設備を確保していることを確認した。 

c. 作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 

 

 

 

表２ 自主対策における自主対策設備 

 

分類 対応手段 設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

居住性の確保 中央制御室待避所の照明を確保する

手順 

非常用照明 重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではないものの、設備が健全であ

る場合には、中央制御室の照明の代替設備となり得る。 
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Ⅰ 要求事項の整理 

 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（以下「重大事故等防止技術的能力基準」という。）及び実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）において、監視測定等に関する手順等について以下のとおり要求している。 

あわせて、申請者の計画が、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備する方針であるかを確認するため、重大事故等防止技術的能力基準 1.17 監視測定等に関する

手順等に関連する有効性評価における事故シーケンスグループ及び有効性評価で解析上考慮している対策を整理する。 

 

＜重大事故等防止技術的能力基準 1.17 監視測定等に関する手順等＞ 

重大事故等防止技術的能力基準 【解釈】 

1.17 監視測定等に関する手順等 

１ 発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生した

場合に工場等及びその周辺（工場等の周辺海域を含む。）

において発電用原子炉施設から放出される放射性物質

の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその

結果を記録するために必要な手順等が適切に整備され

ているか、又は整備される方針が適切に示されているこ

と。 

２ 発電用原子炉設置者は、重大事故等が発生した場合に

工場等において風向、風速その他の気象条件を測定し、

及びその結果を記録するために必要な手順等が適切に

整備されているか、又は整備される方針が適切に示され

ていること。 

 

１ 第１項に規定する「発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するために必要な手順

等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

ａ）重大事故等が発生した場合でも、工場等及びその周辺（工場等の周辺海域を含む。）において、モニタリング設備等により、発電用原子炉施設から放出さ

れる放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するために必要な手順等を整備すること。 

ｂ）常設モニタリング設備が、代替交流電源設備からの給電を可能とすること。 

ｃ）敷地外でのモニタリングは、他の機関との適切な連携体制を構築すること。 

 

２ 事故後の周辺汚染により測定ができなくなることを避けるため、バックグラウンド低減対策手段を検討しておくこと。 

 

＜設置許可基準規則第 60 条＞（監視測定設備） 

設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 

（監視測定設備） 

第六十条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生し

た場合に工場等及びその周辺（工場等の周辺海域を含

む。）において発電用原子炉施設から放出される放射

性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並

びにその結果を記録することができる設備を設けな

ければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に

工場等において風向、風速その他の気象条件を測定

し、及びその結果を記録することができる設備を設け

なければならない。 

第６０条（監視測定設備） 

１ 第１項に規定する「発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録することができる設

備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）モニタリング設備は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損が発生した場合に放出されると想定される放射性物質の濃度及び放射線量を測定でき

るものであること。 

ｂ）常設モニタリング設備（モニタリングポスト等）が機能喪失しても代替し得る十分な台数のモニタリングカー又は可搬型代替モニタリング設備を配備す

ること。 

ｃ）常設モニタリング設備は、代替交流電源設備からの給電を可能とすること。 
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＜有効性評価（第３７条）＞（有効性評価における事故シーケンス等で必要となる対策（手順等）） 

有効性評価における事故シーケンスグループ等 有効性評価で解析上考慮している対策（手順等） 

 

該当なし 
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Ⅱ 審査の視点・審査確認事項と確認結果 

発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するために必要な手順等するために申請者が計画する設備及び手順等について、以下の項目を確認した。 

・第６０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１７項（以下「第６０条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であるか。 

 

 

1.17.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１.対応手段と設備を選定するための考え方について 

 

１）対応手段と設備の選定の考え方が、「第 60 条等」に

示されている要求事項と一致していることを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

２）自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実

施する方針であることを確認する。 

 

 

 

 

 

１）重大事故が発生した場合に、以下に掲げる事項のために必要な対応手段及び重大事故対処設備を選定するとしており、「第60条等」に示された要

求事項と一致していることを確認した。 

 

a)重大事故等が発生した場合に、発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及

び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録する。 

 

b)重大事故等が発生した場合に、発電所において風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録する。 

 

２） 「第 60 条等」に示された要求事項を踏まえ、重大事故等対処設備の他に、柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※ １を選定す

るとしており、申請者が、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）に記載されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故

等への対処を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

※１ 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況によって

は、事故対応に有効な設備。 

 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.17-5 

(2) 対応手段と設備の選定の結果  

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．対応手段と設備の選定結果について 

 

１）対応手段の選定にあたり、フォールトツリー解析等に

より機能喪失の原因分析を行っている場合、その分析

結果を踏まえて網羅的に対応手段が選定されているか

確認する。 

 

①機能喪失原因対策分析で想定する故障想定が適切で

あることを確認する。 

 

②機能喪失原因対策分析結果を踏まえ、対応手段が網羅

的に選定されていることを確認する。その際、少なく

とも①で想定する故障に直接関連する機器の機能喪

失時の対応手段が選定されていることを確認する。 

  また、対応策を講じない故障がある場合、その理由

等を確認する。 

（例；1.2 高圧時冷却における冷却機能喪失） 

※ 1.2 高圧時冷却であれば、対象となる設備は原子炉隔離時冷

却系及び高圧炉心注水系であり、対応手段は高圧代替注水系

による原子炉圧力容器への注水、原子炉隔離時冷却系の現場

操作による起動による原子炉圧力容器への注水等となる。FT

図では、設定したフォールトツリーの頂上事象の下に論理ゲ

ート含めて機能喪失原因が展開される。 

 

２）第 60 条等における要求事項に対応した手順等が選定

されているか確認する。 

  また、有効性評価（第３７条）において位置付けられ

た重大事故対処設備及び手順等が含まれているか確認

する。 

 

 

 

 

１）機能喪失原因対策分析結果を踏まえた選定結果の確認 

第 60 条等による要求事項に基づき、重大事故等が発生した場合に、発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設

から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するために必要な手順を選定するとしていること、さ

らに、重大事故等が発生した場合に、発電所において風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録するために必要な手順を選定する

としていることから、機能喪失原因対策分析は実施していないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）第 60条等に対応する、主な重大事故等対処設備及び手順等についての確認結果を以下に示す。 

具体的な確認内容については、「表１ 規制要求事項に対応する手順」のとおり。 

 

（選定された重大事故等対処設備及び手順等） 

第 60 条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を整備する方針としていることを確認した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

①モニタリングポストが機能喪失した場合に、可搬型モニタリングポストによる放射線量の代替測定及びその結果の記録を行うための設備及び手

順等。 

②放射能観測車搭載機器が機能喪失した場合に、可搬型放射線計測装置（可搬型ダスト・よう素サンプラ、γ線サーベイメータ、及び β 線サーベ

イメータをいう。）による放射性物質の濃度の測定及びその結果の記録を行うための設備及び手順等。 

③発電所及びその周辺（周辺海域含む。）において、可搬型放射線計測装置等により、発電所から放出される放射性物質の濃度及び放射線量の測定

とその結果の記録を行うための設備及び手順等。 

④気象観測設備が機能喪失した場合に、代替気象観測設備による風向、風速その他の気象条件の測定及びその結果の記録を行うための設備及び手順

等。 

⑤代替交流電源設備である常設代替交流電源設備からの給電により、モニタリングポストでの放射線量の監視及び測定を継続するための設備及び

手順等※1。 

⑥敷地外でのモニタリングについて、国及び地方公共団体が連携して策定するモニタリング計画に従って実施する体制の構築のための手順等。 

⑦バックグラウンド低減対策により、事故後の周辺汚染による測定不能状態を回避するための手順等。 

 

なお、有効性評価（第３７条）において位置づけられた重大事故対処設備及び手順等がないことを確認した。 

 

 

  

                                                   
※1モニタリング・ポスト用発電機への給油に関する手順等については、「１．１４ 電源の確保に係る手順等」において整理。 
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表１ 規制要求事項に対応する手順 

      ○「第 60条等」で求められている手順 

規制要求事項 確認結果 

【設備（配備）】※１ 第６０条（通信連絡設備） 

１ 第１項に規定する「発電用原子炉施設から放出される放射性物質

の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録

することができる設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 

 ａ）モニタリング設備は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損が発生した場合に放出されると想定される放射性物質の濃度及

び放射線量を測定できるものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 60 条等に基づく要求事項に対応するための設備及び手順について、以下のとおり

整備する方針であることを確認した。 

 

 

 

ａ）以下に示す手順等に用いるモニタリング設備により、炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損が発生した場合に放出されると想定される放射性物質の濃度及び放

射線量を測定するとしていることを確認した。 

 

○可搬型モニタリングポストによる放射線量の代替測定 

モニタリングポストが機能喪失した場合には、可搬型モニタリングポストにより、放

射線量を代替測定し、その結果を記録する。そのために、可搬型モニタリングポスト

を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

 

○可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定 

原子力災害対策特別措置法第 10 条事象が発生したと判断した場合には、可搬型モニ

タリングポストによる放射線量（海側）の測定を行うそのために、可搬型モニタリン

グポストを重大事故等対処設備として新たに整備する。 

 

○可搬型放射線計測器による空気中の放射性物質の濃度の代替測定 

放射能観測車搭載機器が機能喪失した場合には、可搬型放射線計測装置（ダスト・よ

う素サンプラの代替として可搬型ダスト・よう素サンプラ、放射性よう素測定装置の

代替として γ 線サーベイメータ、放射性ダスト測定装置の代替として β 線サーベ

イメータ）により、放射性物質の濃度を代替測定し、その結果を記録する。そのため

に、当該可搬型放射線計測装置を重大事故等対処設備として新たに整備する。  

 

○可搬型放射線計測器等による放射性物質の濃度及び放射線量の測定（空気中、水中、

土壌中） 

重大事故等が発生した場合、可搬型放射線計測装置（可搬型ダスト・よう素サンプラ、

γ線サーベイメータ、β線サーベイメータ、α 線サーベイメータ、電離箱サーベイ

メータ）により、発電所及びその周辺（周辺海域測定時は小型船舶に積載）において、

発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を測定し、その結果

を記録する。そのために、当該可搬型放射線計測装置及び小型船舶を重大事故対処設

備として新たに整備する。 ※空気中の放射性物質の濃度の測定時のみ使用。 
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ｂ）常設モニタリング設備（モニタリングポスト等）が機能喪失して

も代替し得る十分な台数のモニタリングカー又は可搬型代替モニ

タリング設備を配備すること。 

 

 

 

 ｃ）常設モニタリング設備は、代替交流電源設備からの給電を可能と

すること。 

 

 

 

 

 

２ 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等におい

て風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録すること

ができる設備を設けなければならない。 

 

○放射性物質の濃度及び放射線量の測定に用いる設備（海上モニタリング） 

重大事故等が発生した場合、可搬型放射線計測装置（可搬型ダスト・よう素サンプラ、

γ線サーベイメータ、β線サーベイメータ、α 線サーベイメータ、電離箱サーベイ

メータ）により、発電所及びその周辺（周辺海域測定時は小型船舶に積載）において、

発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を測定し、その結果

を記録する。そのために、当該可搬型放射線計測装置及び小型船舶を重大事故対処設

備として新たに整備する。 

 

ｂ） 

○可搬型モニタリングポストによる放射線量の代替測定 

モニタリングポストが機能喪失した場合であっても、代替し得る十分な台数の可搬型

モニタリングポストを配備することにより、放射線量の代替測定が可能であることを

確認した。 

 

ｃ）常設代替交流電源設備による給電ができる設備を設けるとしていることを確認し

た。 

 

○モニタリングポストの電源を常設代替交流電源設備から給電する手順等（※） 

（※）代替電源に関する設備及び手順等については、「1.14 電源の確保に関する手順等」

において整理。 

 

２ 代替気象観測設備により、重大事故等が発生した場合に工場等において風向、風速

その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録することができる設備を設けると

していることを確認した。 

 

○代替気象観測設備による気象観測項目の代替測定 

気象観測設備が機能喪失した場合、代替気象観測設備により風向、風速その他の気象

条件を代替測定し、その結果を記録する。そのために、代替気象観測設備を重大事故

等対処設備として新たに整備する。 

【技術的能力】※３ １ 第１項に規定する「発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃

度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するため

に必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果

を有する措置を行うための手順等をいう。 

 

ａ）重大事故等が発生した場合でも、工場等及びその周辺（工場等の周

辺海域を含む。）において、モニタリング設備等により、発電用原子炉施

設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、

 

 

 

 

 

ａ）【設備（配備）】１ａ）に同じ。 
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1.17.2 重大事故等時の手順等 

(1) 規制要求に対する設備及び手順等について 

a.第 60 条等の規制要求に対する設備及び手順等 

 

並びにその結果を記録するために必要な手順等を整備すること。 

 

ｂ）常設モニタリング設備が、代替交流電源設備からの給電を可能とす

ること。 

 

ｃ）敷地外でのモニタリングは、他の機関との適切な連携体制を構築す

ること。 

 

 

 

２ 事故後の周辺汚染により測定ができなくなることを避けるため、バッ

クグラウンド低減対策手段を検討しておくこと。 

 

 

 

 

ｂ）【設備（配備）】１ｃ）に同じ。 

 

 

ｃ）敷地外でのモニタリングにおける他の機関との連携体制 

敷地外でのモニタリングについては、国及び地方公共団体と連携して策定するモニタ

リング計画に従って実施する体制を構築することを確認した。 

 

 

２ 事故後の周辺汚染により測定ができなくなることを避けるため、以下のバックグラ

ウンド低減対策を整備することを確認した。 

 

○モニタリングポスト及び可搬型モニタリングポストのバックグラウンド低減対策 

重大事故等による周辺汚染に対して、検出器の養生、周辺土壌の撤去等により、モニタ

リングポスト及び可搬型モニタリングポストのバックグラウンドの低減対策を実施す

ることを確認した。 

 

○放射性物質の濃度の測定時のバックグラウンド低減対策 

重大事故等発生後において周辺汚染によるバックグラウンドの上昇により可搬型放射

線計測装置による測定ができなくなることを避けるため、可搬型放射線計測装置の検出

器の周辺を遮蔽材で囲むこと等の対策によりバックグラウンドの低減対策を実施する

ことを確認した。 

 

※１；【設備（設置/配備）】：設置許可基準規則第 60 条のうち、設備等の設置に関する要求事項 

※２；【設備（措置）】：【設備（設置/配備）】以外の要求事項 

※３；【技術的能力】：重大事故等防止技術的能力基準 1.17 

 

○設置許可基準３７条（有効性評価）で求められている手順；該当なし。 
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１）第 60 条等に基づく要求事項に対応するための対策と

そのために必要な重大事故等対処設備を整備するとして

いることを確認する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）１）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順

等の方針が第４３条等に基づく要求事項に適合して

いるか。 

（１）第60条等の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果は以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容については、1.17.2.1以降に

示す。 

申請者は、第６０条等に基づく要求事項に対応するために、以下の設備及び手順等を整備するとしている。 

 

１）対策と設備 

a.モニタリングポストが機能喪失した場合には、モニタリングポストの機能を代替できる十分な台数の可搬型モニタリングポストにより、放射線量

を代替測定し、その結果を記録する。また、原子力災害対策特別措置法第 10 条事象が発生したと判断した場合には、可搬型モニタリングポスト

による放射線量（海側）の測定を行う。そのために、可搬型モニタリングポストを重大事故等対処設備として新たに整備する。 

b.放射能観測車搭載機器が機能喪失した場合には、可搬型放射線計測装置（ダスト・よう素サンプラの代替として可搬型ダスト・よう素サンプラ、

放射線よう素測定装置の代替として γ線サーベイメータ、放射性ダスト測定装置の代替としてβ 線サーベイメータ）により、放射性物質の濃度

を代替測定し、その結果を記録する。そのために、当該可搬型放射線計測装置を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

c. 重大事故等が発生した場合、可搬型放射線計測装置（可搬型ダスト・よう素サンプラ、γ線サーベイメータ、β線サーベイメータ、α線サーベ

イメータ、電離箱サーベイメータ）により、発電所及びその周辺（周辺海域測定時は小型船舶に積載）において、発電用原子炉施設から放出され

る放射性物質の濃度及び放射線量を測定し、その結果を記録する。そのために、当該可搬型放射線計測装置及び小型船舶を重大事故対処設備とし

て新たに整備する。 

d.気象観測設備が機能喪失した場合、代替気象観測設備により風向、風速その他の気象条件を代替測定し、その結果を記録する。そのために、代替

気象観測設備を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

e.敷地外でのモニタリングについては、国及び地方公共団体と連携して策定するモニタリング計画に従って実施する体制を構築する。 

f. 重大事故等による周辺汚染に対して、検出器の養生、周辺土壌の撤去等により、モニタリング・ポスト及び可搬型モニタリングポストのバック

グラウンドの低減対策を実施する。 

 

２）手順等の方針 

１）に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしていることを確認した。また、それぞれの手順における具体的な計測可能なパラメータ等

については「第1.17.2表 重大事故等対処に係る監視計器」に示されていることを確認した。 

 

（１）放射性物質の放射線量、濃度、気象条件等の測定ためのための設備及び手順 

①手順着手の判断基準及び②必要な人員等 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.17-11 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

   ①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能

力基準 1.0 項（手順等に関する共通的な要求事

項）等を踏まえて、手順着手の判断基準、具体

的な計測可能なパラメータ、手順着手の判断に

必要な計器等が示されていることを確認する。 

 

 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作

に必要な人員、作業時間等が示されていること

を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.「可搬型モニタリングポストによる放射線量の代替測定」のための手段等 

重大事故等が発生した後、緊急時対策所でモニタリングポストの指示値及び警報表示を確認し、モニタリングポストの放射線量の測定機能が喪失した

と判断した場合には、可搬型モニタリングポストによる放射線量の代替測定の手順に着手する。この手順では、可搬型モニタリングポストを 6台配置

する場合には、運搬・設置等を計 2名により、約 380 分で実施する。なお、測定データは、緊急時対策所に自動伝送され、記録される。 
 

b.「可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定」のための手段等 

原子力災害対策特別措置法第１０条特定事象が発生したと判断した場合には、可搬型モニタリングポストによる放射線量（海側）の測定の手順に着手

する。この手順では、可搬型モニタリングポストを 2台配置する場合には、運搬、設置、監視・測定等を計 2名により、90 分以内で実施する。また、

測定データは、緊急時対策所に自動伝送され、記録される。また、緊急時対策所の加圧判断のために可搬型モニタリングポスト 1台の設置を計 2名に

より、40分以内で実施する。 

 

c.「可搬型放射線計測器による空気中の放射性物質の濃度の代替測定」のための手段等 

重大事故等が発生した後、放射能観測車に搭載しているダスト・よう素サンプラ等が測定機能を喪失したと判断した場合には、可搬型放射線計測器（可

搬型ダスト・よう素サンプラ、γ 線サーベイメータ、β 線サーベイメータ）による空気中の放射性物質の濃度の測定の手順に着手する。この手順で

は、車両による移動、測定、記録等を計 2名により、最も時間を要する場合においても 1箇所当たり 100 分以内で実施する。 

 

d.「可搬型放射線計測器による空気中の放射性物質の濃度の測定」のための手段等 

重大事故等が発生した後、スタック放射性モニタ等の指示値を確認し、発電用原子炉施設から放射性物質が放出されたおそれがあると判断した場合に

は、空気中の放射性物質の濃度を測定する手順に着手する。この手順では、測定、記録等を計 2 名により、最も時間を要する場合においても 1 箇所当

たり 100 分以内で実施する。 

 

e.「可搬型放射線計測器による水中の放射性物質の濃度の測定」のための手段等 

重大事故等が発生した後、放射性廃棄物放出モニタ等の指示値を確認し、発電用原子炉施設から周辺海域へ放射性物質が含まれる水が放出されたおそ

れがあると判断した場合には、水中の放射性物質の濃度を測定する手順に着手する。この手順では、測定、記録等を計 2 名により、最も時間を要する

場合においても 1箇所当たり 70 分以内で実施する。 

 

f.「可搬型放射線計測器による土壌中の放射性物質の濃度の測定」のための手段等 

重大事故等が発生した後、空気中の放射性物質の濃度を測定する手順により放射性物質の放出が確認された場合又はスタック放射線モニタの指示値を

確認し、発電用原子炉施設から放射性物質が放出されたと判断した場合には、土壌中の放射性物質の濃度を測定する手順に着手する。この手順では、

測定、記録等を計 2名により、最も時間を要する場合においても 1箇所当たり 70 分以内で実施する。 

 

g.「海上モニタリング」のための手段等 

重大事故等が発生した後、水中の放射性物質の濃度を測定する手順により放射性物質の放出が確認された場合又はスタック放射線モニタ等の指示値を

確認し、発電用原子炉施設から放射性物質が放出されたと判断した場合には、小型船舶を用いた海上モニタリングの手順に着手する。この手順では、

船舶の出航までの作業を計 3名により、90 分以内で実施する。また、測定場所への移動、試料採取、測定及び記録を計 3名により、1箇所当たり約 140

分以内で実施する。 
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h.「バックグラウンド低減対策」のための手順等 

事故後の周辺汚染により測定ができなくなるおそれがあると判断した場合には、バックグラウンド低減対策の手順に着手する。なお、モニタリングポ

ストについては、検出器保護カバーの交換、局舎壁等の除染、除草、周辺の土壌撤去等、可搬型モニタリングポストについては、養生シートの交換、

除草、周辺の土壌撤去等及び可搬型放射線計測器装置については、遮蔽材による包囲、バックグラウンドレベルの低い場所への移動等により、バック

グラウンド低減対策を実施する。 

 

i.「敷地外でのモニタリングにおける他の機関との連携体制」のための手段等 

敷地外でのモニタリングについては、国が立ち上げる緊急時モニタリングセンターにおいて、国及び地方公共団体が連携して策定するモニタリング

計画に従って実施する。 

  

j.「可搬型気象観測装置による気象観測項目の代替測定」のための手段等 

緊急時対策所で気象観測設備の指示値及び警報表示を確認し、気象観測設備による風向、風速、日射量、放射収支量及び雨量のいずれかの測定機能が

喪失したと判断した場合には、代替気象観測設備による風向、風速その他の気象条件の測定の手順に着手する。この手順では、装置の配置等を計 2名

により、210 分以内で実施する。なお、測定データは、5号炉原子炉建屋内緊急時対策所に自動伝送され、記録される。 

 

 

(2) 優先順位について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に

関する共通的な要求事項）等を踏まえて、優先すべき手

順・操作等が明確になっていることを確認する。 

 

監視測定等に係る手順について、放射性物質の濃度及び放射線量の測定及び風向、風速その他の気象条件の測定の対策について、それぞれ優先すべき

手順・操作等を明確化していることを確認した。 

 個別手順の優先順位に関する確認内容については、1.17.2.1以降に示す。 

 

 

(3) 自主的対策のための設備及び手順等について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

１）自主的対策を含め重大事故等への対処が確実に実施

される方針であるか。 

 

①自主的対策のための手順毎に、自主対策設備が示され

ていること、自主対策設備として位置づける理由が示

されていることを確認する。 

 

②自主的対策のための手順毎に、手順着手の判断基準、

具体的な操作内容、必要な人員数及び作業時間等が示

されていることを確認する。 

 

重大事故等への対処をより確実に実施するため、更なる対策の抽出を行い、放射線量等を監視測定について以下の自主対策設備及び手順等を整備す

るとしていることを確認した。 

 

（１）放射性物質の放射線量、濃度、気象条件等の測定ためのための自主的な対策としての設備及び手順 

放射線量等の測定ための設備及び手順等についての主な確認結果については以下のとおり。具体的な個別手順の確認結果については、1.17.2.1 以降 

に示す。 

 

①対策と設備 

放射線量等の測定を行うための設備（表２ 自主対策における自主対策設備参照。）を用いた主な手順等の方針を以下のとおりとしている。 

 

②主な手順等及び手順着手の判断基準等 

a.「モニタリングポストによる放射線量の測定」のための手順 
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モニタリングポストは、通常時より放射線量を連続測定しているものであり、重大事故等発生時においてもその機能が健全であれば継続して使用す

る。 

 

 

b.「放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度の測定」のための手順 

放射能観測車搭載機器は、通常時より放射性物質の濃度を測定しているものであり、重大事故等発生時においてもそれらの機能が健全であれば継続

して使用する。 

 

c.「可搬型放射線計測器等※による放射性物質の濃度及び放射線の測定」のための手順 

Ge 半導体式試料放射能測定装置、可搬型 Ge 半導体式放射能測定装置及びガスフロー測定装置による測定に着手する。 

※ 自主対策設備として、重大事故等発生時においてもその機能が健全であれば継続して使用するものであり、重大事故対処設備に位置付けられる

可搬型放射線計測器を使用する手順(1.17.2.1(4)、1.17.2.1(5)において使用する。 

 

d.「気象観測設備による気象観測項目の測定」のための手順 

気象観測設備は、通常時より風向、風速等の気象データを連続的に測定しているものであり、重大事故等発生時においてもその機能が健全であれば

継続して使用する。 

 

（２）常設モニタリング設備に対して代替交流電源設備からの給電を行うための設備及び手順等 

モニタリングポストの測定機能を維持・回復させるための設備及び手順等についての主な確認結果については以下のとおり。具体的な個別手順の確

認結果については、1.17.2.3 に示す。 

 

①対策と設備 

放射線量等の測定を行うための設備（表２ 自主対策における自主対策設備参照。）を用いた主な手順等の方針を以下のとおりとしている。 

 

②主な手順等及び手順着手の判断基準等 

 

a.「モニタリングポストの電源を代替交流電源設備から給電する手順等」 

モニタリングポストの常用電源が喪失した場合には、専用の無停電電源装置から給電を開始する。 

常設代替交流電源設備からモニタリングポストへの給電が開始された場合には、専用の無停電電源装置から常設代替交流電源設備に切り替える。 
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○個別手順の確認 

審査の視点及び確認事項 

１）対策と設備 

 対応する対策とそのために必要な設備が整理され、明示されていることを確認する。[対策と設備] 

※ 1.17.2.1 以降の「審査の視点及び確認事項」には、便宜的に[ ]内の事項で表記する。以下同じ。 

 

２）手順等の方針 

○規制要求に対応する手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等  

a.判断基準が明確（具体的な数値若しくは状況を示している）であることを確認する。[判断基準] 

b.示された判断基準により手順が適切に着手できるか。（どのような場合に手順に着手するか確認する）[着手タイミング] 

c.手順着手の判断に必要な計器が特定され、整理されているか確認する。[判断計器] 

②必要な人員等 

a.操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されているか。[操作手順] 

b.手順の所要時間及び人員数が適切であることを、設置許可基準 37 条（有効性評価）で確認した内容や訓練実績等を用いて確認する。[所要時間等] 

c.操作に必要な計器類が示されていることを確認する。[操作計器] 

d.設備を多用途に用いる場合に、当該用途への系統切替えの容易性を含め、手順が明確化されていることを確認する。｛系統切替え｝（該当する場合に記載する。） 

③アクセスルートの確保等 

a.作業場におけるアクセスルートが確保されていることを確認する。[アクセスルート] 

b.通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしていることを確認する。[通信設備等] 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。[作業環境] 

 ※現場操作を伴わない中央制御室又は 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所のみで作業を実施する手順については、その旨を記載し、a.～c.についての記載は不要とする。 

 

○自主的対策手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準が示されていることを確認する。[判断基準] 

b. 操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されていることを確認する。[操作手順] 

c. 手順の所要時間及び人員数が示されていることを確認する。[所要時間等] 
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1.17.2.1 放射性物質の濃度及び放射線量の測定の手順等 

(1) 【自主対策】モニタリングポストによる放射線量の測定 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、通常時からモニタリングポストにより放射線量を連続測定しており、重大事故等時に放射線量の測定機能が喪失していない場合は、継続して放射線量を連続測定し、

測定結果を電磁的に記録し、保存するものであり、そのための自主対策設備は、「第 1.17.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理されていること

を確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置づける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

b. 操作手順 

c. 所要時間等 

 

a.モニタリングポストは、通常時より放射線量を連続測定しているものであり、重大事故等発生時においてもその機能が健全であれば継続して使用する。 

b.モニタリングポストによる放射線量の測定は、自動的な連続測定であることから、手順を要するものではないことを確認した。 

c.手順は不要であることを確認した。 

 

(2) 可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定及び代替測定 

 ここでは、可搬型モニタリングポストによる測定と代替測定を分けて整理する。測定を a.で、代替測定を b.で記載する。 

a. 【技術的能力】可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等時にモニタリングポストが機能喪失した場合、可搬型モニタリングポストによる放射線量の代替測定を行う。また、原子力災害対策特別措置法第 10 条特

定事象が発生した場合、モニタリング・ポストが設置されていない海側等に可搬型モニタリングポストを 2台配置し、放射線量の測定を行う。さらに、緊急時対策所の加圧の判断

のため、緊急時対策建屋屋上に可搬型モニタリングポストを 1 台配置し、放射線量の測定を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.17 の解釈 1a)にて求められている

「重大事故等発生時のモニタリング設備による放射性物質の濃度等の監視・測定・記録」に係る手段である。このための設備は、「第 1.17.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故

対象設備と整備する手順」に整理され、可搬型ニタリングポストを重大事故対処設備として新たに整備することを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.当該手順では、重大事故等時、発電所対策本部長が緊急時対策所でモニタリングポストの指示値及び警報表示を確認し、モニタリングポストの放射線量の測定機能が喪失したと

判断した場合。また、海側及び緊急時対策所建屋屋上への設置については、発電所対策本部長が原子力災害対策特別措置法第 10 条特定事象が発生したと判断した場合には、可

搬型モニタリングポストによる放射線量（海側）の測定の手順に着手するとしており、作業着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b.判断基準である「原子力災害対策特別措置法第 10 条事象の発生」により、適切に手順着手できることを確認した。 

c.当該手順着手の判断における監視パラメータ（計器）は用いないことを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

 

 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定を行う手順であり、「第 1.17.3 図 可搬型モニタリングポストによる放射線量の代替測定のタイムチャート」等

を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. 当該手順は、可搬型モニタリングポストを 2台配置する場合には、運搬、設置、監視・測定等を計 2名により、90 分以内で実施する。 

また、、緊急時対策所の加圧判断のために可搬型モニタリングポスト 1台の設置を計 2名により、4055 分以内に実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器はないことを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

 

a. 車両等で設置場所までの運搬ができない場合は、アクセスルート上に車両等で運搬し、設置することを確認した。 
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確認事項 確認結果（女川２号） 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

b. 円滑に作業ができるよう緊急時対策所との連絡用に通信連絡設備を整備することを確認した。 

c. 現場の状況により配置箇所を変更する場合があることを確認した。 

 

 

b. 【技術的能力】可搬型モニタリングポストによる放射線量の代替測定 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等時にモニタリングポストが機能喪失した場合、可搬型モニタリングポストにより、放射線量を監視、測定及び代替測定し、その結果を記録するものであ

り、重大事故等防止技術的能力基準 1.17 の解釈 1a)にて求められている「重大事故等発生時のモニタリング設備による放射性物質の濃度等の監視・測定・記録」に係る手段であ

る。このための設備は、「表 1.17.1 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理され、可搬型モニタリングポストを重大事故対処設備として新たに整備す

ることを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.当該手順では、重大事故等が発生した後、緊急時対策所でモニタリングポストの指示値及び警報表示を確認し、モニタリングポストの放射線量の測定機能が喪失したと判断した

場合には、可搬型モニタリングポストによる放射線量の代替測定の手順に着手するとしており、作業着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b.判断基準である「モニタリングポストの放射線量の測定機能」を、「放射線量」等によって確認することにより、適切に手順着手できることを確認した。 

c.当該手順着手の判断における監視項目が「放射線量」等であること、その監視項目のための計器が「モニタリングポスト」であることを確認した。また、それらの計器が「第 1.17.2

表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、可搬型モニタリングポストによる放射線量の代替測定を行う手順であり、「第 1.17.3 図 可搬型モニタリングポストによる放射線量の代替測定のタイムチャート」

等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、可搬型モニタリングポストを 6台配置する場合には、可搬型モニタリングポスト等の運搬・設置等を計 2名により、380 分以内で実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.17.2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 車両等で配置位置までの運搬ができない場合は、アクセスルート上に車両等で運搬し、配置することを確認した。 

b. 円滑に作業ができるよう緊急時対策所との連絡用に通信連絡設備を整備することを確認した。 

c. 現場の状況により配置箇所を変更する場合があることを確認した。 
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(3)【自主対策】放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度の測定 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等時に周辺監視区域境界付近等の空気中の放射性物質の濃度を放射能観測車により監視し、、 及び測定し、、 並びにその結果を記録するため、自主対策設備

として放射能観測車を用いた空気中の放射性物質の濃度の測定の手段を整備するものであり、そのための自主対策設備については、「第 1.17.1 表 機能喪失を想定する設計基準事

故対象設備と整備する手順」に整理されていることを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置づける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のと

おり。 

 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

 

b. 操作手順 

 

c. 所要時間等 

 

a. 原子力災害対策特別措置法第 10 条事象が発生したと判断した場合には、放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度の測定の手順に着手するとしていることを確認し、手

順着手の判断基準が具体的に示され明確であることを確認した。 

b. 当該手順は、GM 計数装置によるダスト濃度及びよう素測定装置によるよう素濃度の監視・測定等を行う手順であり、「第 1.17.6 図 放射能観測車による空気中の放射性物質の

濃度の測定のタイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

c. 当該手順は、監視・測定等を計 2名により、80 分以内で実施することを確認した。 

 

(4)【技術的能力】可搬型放射線計測装置による空気中の放射性物質の濃度の代替測定 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、設計基準事故対処設備である放射能観測車が機能喪失した場合に、可搬型放射線計測装置（可搬型ダスト・よう素サンプラ、γ 線サーベイメータ、β 線サーベイメ

ータ）により、放射性物質の濃度及び放射線量を監視、代替測定し、その結果を記録するためのものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.17 の解釈 1a)にて求められている

「重大事故等発生時のモニタリング設備による放射性物質の濃度等の監視・測定・記録」に係る手段である。このための設備は、「第 1.17.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故

対象設備と整備する手順」に整理され、可搬型放射線計測器（可搬型ダスト・よう素サンプラ、γ線サーベイメータ、β線サーベイメータ）を重大事故対処設備として新たに整備

することを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.当該手順では、重大事故等が発生した後、重大事故等時に放射能観測車が機能喪失した場合、、 可搬型放射線計測器（ ダスト・よう素サンプラの代替として可搬型ダスト・よう

素サンプラ、、 放射性よう素測定装置の代替として γ 線サーベイメータ、放射性ダスト測定装置の代替として β 線サーベイメータ） による空気中の放射性物質の濃度の代替

測定を行う場合には、「可搬型放射線計測装置による空気中の放射性物質の濃度の代替測定の手順」に着手するとしており、作業着手の判断基準が具体的な状態で示され明確で

あることを確認した。 

b.判断基準である「放射能観測車の測定機能の喪失」を「放射性物質の濃度」等により監視することにより、適切に手順着手できることを確認した。 

c.当該手順着手の判断における監視項目が「放射性物質の濃度」等であること、その監視項目のための計器が「放射能観測車（放射性よう素測定装置、放射性ダスト測定装置）」で

あることを確認した。また、それらの計器が「第 1.17.2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、可搬型放射線計測器による放射性物質の濃度の代替測定を行う手順であり、「第 1.17.8 図 可搬型放射線計測装置による空気中の放射性物質の濃度の代替測定の

タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. 当該手順は、車両による移動、測定、記録等を計 2名により、最も時間を要する場合においても 1箇所当たり 100 分以内で実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.17.2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.17-18 

確認事項 確認結果（女川２号） 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

操作の成立性について、補足説明資料 3.8 「緊急時モニタリングに関する要員の動き」に以下のように記載されていることを確認した。 

a. 放射性物質の濃度の測定における試料採取場所については、、 放出状況、、風向、、 風速等を考慮し、選定することを確認した。 

b. 円滑に作業ができるよう緊急時対策所との連絡用に通信連絡設備を整備することを確認した。 

c. 作業環境が確保されるよう、緊急時モニタリングの実施手順及び体制について、、事故発生からプルーム通過後までの動きが、示されている。 

なお、、対応要員数及び対応時間については、、今後の訓練等の結果により見直す可能性がある。 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.17-19 

(5) 可搬型放射線計測装置による放射性物質の濃度及び放射線量の測定 

a. 【技術的能力】可搬型放射線計測装置による空気中の放射性物質の濃度の測定 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等時に発電用原子炉施設から気体状の放射性物質が放出されたおそれがある場合において発電所及びその周辺の空気中の放射性物質の濃度の測定が必要と判断

した場合に、、 可搬型放射線計測器により空気中の放射性物質の濃度の測定を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.17 の解釈 1a)にて求められている「重大事故等発生

時のモニタリング設備による放射性物質の濃度等の監視・測定・記録」に係る手段である。このための設備は、「第 1.17.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手

順」に整理され、可搬型放射線計測器（可搬型ダスト・よう素サンプラ、γ線サーベイメータ、β線サーベイメータ及び α線サーベイメータ）を重大事故対処設備として新たに整備

することを確認した。 

また、当該手順において、重大事故等発生時においてもその機能が健全であれば自主対策設備である Ge 半導体式試料放射能測定装置、可搬型 Ge 半導体式放射能測定装置及びガスフ

ロー測定装置を測定に使用することを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置づける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.当該手順では、重大事故等が発生した後、重大事故等時、発電所対策本部長がスタック放射線モニタの指示値及び警報表示を確認し、、 スタック放射線モニタの放射性物質の濃度の

測定機能が喪失したと判断した場合。又は、 スタック放射線モニタの測定機能が喪失しておらず、 指示値に有意な変動を確認する等、発電所対策本部長が発電用原子炉施設から気

体状の放射性物質が放出されたおそれがあると判断した場合に放射性物質の濃度の測定に着手するとしており、作業着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認

した。 

b.判断基準である「放射性物質の放出」を「モニタ値」等により監視することにより、適切に手順着手できることを確認した。 

c.当該手順着手の判断における監視項目が「モニタ値」等であること、その監視項目のための計器が「スタック放射線モニタ計」等であることを確認した。また、それらの計器が「第

1.17.2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、可搬型放射線計測装置による空気中の放射性物質の濃度の測定を行う手順であり、「第 1.17.9 図 可搬型放射線計測装置による空気中の放射性物質の濃度の測定のタ

イムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. 当該手順は、測定、記録等を計 2名により、最も時間を要する場合においても 1箇所当たり 100 分以内で実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.17.2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

操作の成立性について、補足説明資料 3.8 「緊急時モニタリングに関する要員の動き」に以下のように記載されていることを確認した。 

a. 放射性物質の濃度の測定における試料採取場所については、 放出状況、風向、 風速等を考慮し、 選定することを確認した。 

b. 円滑に作業ができるよう緊急時対策所との連絡用に通信連絡設備を整備することを確認した。 

c. 作業環境が確保されるよう、緊急時モニタリングの実施手順及び体制について、事故発生からプルーム通過後までの動きが、示されている。 

なお、対応要員数及び対応時間については、今後の訓練等の結果により見直す可能性がある。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.17-20 

b. 【技術的能力】可搬型放射線計測装置による水中の放射性物質の濃度の測定 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等時に発電用原子炉施設から液体状の放射性物質が放出されたおそれがある場合において発電所及びその周辺の水中の放射性物質の濃度の測定が必要と判断

した場合に、 可搬型放射線計測器により水中の放射性物質の濃度の測定を行い、水中の放射性物質の濃度を測定するものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.17 の解釈 1a)

にて求められている「重大事故等発生時のモニタリング設備による放射性物質の濃度等の監視・測定・記録」に係る手段である。このための設備は、「第 1.17.1 表 機能喪失を想

定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理され、可搬型放射線計測器（γ 線サーベイメータ、β 線サーベイメータ及び α 線サーベイメータ）を重大事故対処設備とし

て新たに整備することを確認した。 

また、当該手順において、重大事故等発生時においてもその機能が健全であれば自主対策設備である Ge 半導体式試料放射能測定装置、可搬型 Ge 半導体式放射能測定装置及びガス

フロー測定装置を測定に使用することを確認した。主な自主対策設備と自主対策設備として位置づける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a.当該手順では、重大事故等が発生した後、発電用原子炉施設から周辺海域へ放射性物質が含まれる水が放出されたおそれがあると判断した場合には、水中の放射性物質の濃度を

測定する手順に着手するとしており、作業着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b.判断基準である「放射性物質の放出放射性物質が含まれる水が放出されたおそれがあると判断した場合」を「モニタ値」等により監視することにより、適切に手順着手できるこ

とを確認した。 

c.当該手順着手の判断における監視項目が「モニタ値」等であること、その監視項目のための計器が「放射線廃棄物放出水モニタ計」等であることをで確認した。また、それらの

計器が「第 1.17.2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、可搬型放射線計測器による空気中の放射性物質の濃度の測定を行う手順であり、「第 1.17.10 図 可搬型放射線計測装置による水中の放射性物質の濃度の測定のタ

イムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. 当該手順は、測定、記録等を計 2名により、最も時間を要する場合においても 1箇所当たり 70 分以内で実施する。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.17.2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

操作の成立性について、補足説明資料 3.8 「緊急時モニタリングに関する要員の動き」に以下のように記載されていることを確認した。 

a. 放射性物質の濃度の測定における試料採取場所については、 放出状況、風向、 風速等を考慮し、 選定することを確認した。 

b. 円滑に作業ができるよう緊急時対策所との連絡用に通信連絡設備を整備することを確認した。 

c. 作業環境が確保されるよう、緊急時モニタリングの実施手順及び体制について、事故発生からプルーム通過後までの動きが、示されている。 

なお、対応要員数及び対応時間については、今後の訓練等の結果により見直す可能性がある。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.17-21 

c. 【技術的能力】可搬型放射線計測装置による土壌中の放射性物質の濃度の測定 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等時に発電用原子炉施設から放射性物質が放出された場合において発電所及びその周辺の土壌中の放射性物質の濃度の測定が必要と判断した場合、 可搬型放

射線計測装置により土壌中の放射性物質の濃度の測定を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.17 の解釈 1a)にて求められている「重大事故等発生時のモニタリング設

備による放射性物質の濃度等の監視・測定・記録」に係る手段である。このための設備は、「第 1.17.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理され、

可搬型放射線計測器（γ線サーベイメータ、β線サーベイメータ及び α 線サーベイメータ）を重大事故対処設備として新たに整備することを確認した。 

また、当該手順において、重大事故等発生時においてもその機能が健全であれば自主対策設備である Ge 半導体式試料放射能測定装置、可搬型 Ge 半導体式放射能測定装置及びガス

フロー測定装置を測定に使用することを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準  

 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.当該手順では、重大事故等が発生した後、空気中の放射性物質の濃度を測定する手順により放射性物質の放出が確認された場合、又はスタック放射線モニタ等の指示値を確認し、

発電用原子炉施設から放射性物質が放出されたと判断した場合には、土壌中の放射性物質の濃度を測定する手順に着手するとしており、作業着手の判断基準が具体的な状態で示

され明確であることを確認した。 

b.判断基準である「放射性物質の放出が確認された場合」を「モニタ値」等で確認する等により、適切に手順着手できることを確認した。 

c.当該手順着手の判断における監視項目が「モニタ値」等であること、その監視項目のための計器が「スタック放射線モニタ等計」等であることを確認した。また、それらの計器が

「第 1.17.2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、可搬型放射線計測装置による空気中の放射性物質の濃度の測定を行う手順であり、「第 1.17.11 図 可搬型放射線計測器による土壌中の放射性物質の濃度の測定の

タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. 当該手順は、測定、記録等を計 2名により、最も時間を要する場合においても 1箇所当たり 70 分以内で実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.17.2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

操作の成立性について、補足説明資料 3.8 「緊急時モニタリングに関する要員の動き」に以下のように記載されていることを確認した。 

a. 放射性物質の濃度の測定における試料採取場所については、 放出状況、風向、 風速等を考慮し、 選定することを確認した。 

b. 円滑に作業ができるよう緊急時対策所との連絡用に通信連絡設備を整備することを確認した。 

c. 作業環境が確保されるよう、緊急時モニタリングの実施手順及び体制について、事故発生からプルーム通過後までの動きが、示されている。 

なお、対応要員数及び対応時間については、今後の訓練等の結果により見直す可能性がある。 
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d. 【技術的能力】 海上モニタリング 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等時に発電用原子炉施設から放射性物質が放出された場合において発電所の周辺海域での海上モニタリングが必要と判断した場合、 小型船舶で周辺海域を

移動し、 可搬型放射線計測装置（ 可搬型ダスト・よう素サンプラ、γ線サーベイメータ、β線サーベイメータ、α線サーベイメータ及び電離箱サーベイメータ） により空気中

及び水中の放射性物質の濃度及び放射線量の測定を行うものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.17 の解釈 1a)にて求められている「重大事故等発生時のモニタリング設備に

よる放射性物質の濃度等の監視・測定・記録」に係る手段である。このための設備は、「第 1.17.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理され、可

搬型放射線計測装置（電離箱サーベイメータ、可搬型ダスト・よう素サンプラ、γ線サーベイメータ、β線サーベイメータ及びα線サーベイメータ）及び小型船舶を重大事故対

処設備として新たに整備することを確認した。 

また、当該手順において、重大事故等発生時においてもその機能が健全であれば自主対策設備である Ge 半導体式試料放射能測定装置、可搬型 Ge半導体式放射能測定装置及びガス

フロー測定装置を測定に使用することを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

a. 当該手順では、重大事故等が発生した後、水中の放射性物質の濃度を測定する手順により放射性物質の放出が確認された場合又はスタック放射線モニタ等の指示値を確認し、

発電用原子炉施設から放射性物質が放出されたと判断した場合には、小型船舶を用いた海上モニタリングの手順に着手するとしており、作業着手の判断基準が具体的な状態で示

され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「放射性物質の放出が確認された場合」を「モニタ値」等により監視することにより、適切に手順着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「モニタ値」等であること、その監視項目のための計器が「スタック放射線モニタ等計」等であることを確認した。また、それらの計器

が「第 1.17.2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

b. 所要時間等 

 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、海上モニタリング測定を行う手順であり、「第 1.17.11 図 海上モニタリングのタイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

b. 当該手順は、船舶の出航までの作業を計 3名により、90 分以内で実施する。また、測定場所への移動、試料採取、測定及び記録を計 3名により、1箇所当たり 110 分以内で実

施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.17.2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

操作の成立性について、補足説明資料 3.8 「緊急時モニタリングに関する要員の動き」に以下のように記載されていることを確認した。 

a. 放射性物質の濃度の測定における試料採取場所については、 放出状況、風向、 風速等を考慮し、 選定することを確認した。 

b. 円滑に作業ができるよう緊急時対策所との連絡用に通信連絡設備を整備することを確認した。 

c. 作業環境が確保されるよう、緊急時モニタリングの実施手順及び体制について、事故発生からプルーム通過後までの動きが、示されている。 

なお、対応要員数及び対応時間については、今後の訓練等の結果により見直す可能性がある。 
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(6)【技術的能力】モニタリングポストのバックグラウンド低減対策 

(7)【技術的能力】可搬型モニタリングポストのバックグラウンド低減対策 

(8)【技術的能力】放射性物質の濃度の測定時のバックグラウンド低減対策 

バックグラウンド低減対策の手順としては、上記の 3つの手順が整備されている。審査書にてまとめて記載したことから、本確認事項でも 3つの手順をまとめて整理している。 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等による周辺汚染に対して、検出器の養生、周辺土壌の撤去等により、（ア）モニタリングポストのバックグラウンド低減対策※1、（イ）可搬型モニタリング

ポストのバックグラウンド低減対策※2及び（ウ）放射性物質の濃度の測定時のバックグラウンド低減対策※3を実施するためのものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.17 の

解釈 2にて求められている「事故後の周辺汚染による測定不能を避けるためのバックグラウンド低減対策」に係る手段である。そのための設備については、資機材として検出器保

護カバー及び養生シートを用いた作業を行うものであり、重大事故等対処設備及び自主対策設備を用いた作業はないとしていることを確認した。「第 1.17.1 表 機能喪失を想定す

る設計基準事故対処設備と整備する手順」を参照。 

※1 事故後の周辺汚染によりモニタリングポストによる測定ができなくなることを避けるため検出器保護カバーの交換、除草、土壌撤去等を行う。 

※2 事故後の周辺汚染により可搬型モニタリングポストによる測定ができなくなることを避けるために、可搬型モニタリングポストを設置する際に、予め可搬型モニタリングポ

スト本体を養生シートによる養生を行うものである。また、可搬型モニタリングポストの周辺の汚染を確認した場合は、除草、周辺の土壌撤去等を行う。 

※3 事故後の周辺汚染により可搬型放射線計測装置による測定ができなくなることを避けるため可搬型放射線計測装置周辺への遮蔽材の設置又はバックグランドの低い場所への

移動を行う。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

b. 着手タイミング 

 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 当該手順は、（ア）モニタリングポストのバックグラウンド低減対策、（イ）可搬型モニタリングポストのバックグラウンド低減対策及び（ウ）放射性物質の濃度の測定時のバ

ックグラウンド低減対策について、それぞれ以下の条件のもと、手順に着手し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

（ア）モニタリングポストのバックグラウンド低減対策：モニタリングポストの指示値と周辺のバックグラウンド間の有意な差を確認し、バックグラウンド低減対策の必要性を

判断した場合。 

（イ）可搬型モニタリングポストのバックグラウンド低減対策：可搬型モニタリングポストの指示値と周辺のバックグラウンド間の有意な差を確認し、バックグラウンド低減対

策の必要性を判断した場合。 

（ウ）放射性物質の濃度の測定時のバックグラウンド低減対策：可搬型放射線計測装置を使用する場所が、バックグラウンド上昇により、測定ができなくなるおそれがあると判

断した場合。 

b. （ア）及び（イ）の場合の判断基準である「バックグラウンド低減対策の必要性を判断した場合」を「放射線量」等により監視することにより、適切に手順着手できることを確

認した。また、（ウ）の場合の判断基準である「バックグラウンド上昇により、測定ができなくなるおそれがあると判断した場合」を「放射性物質の濃度」等により監視すること

により、適切に手順着手できることを確認した。 

c. （ア）及び（イ）の場合の当該手順着手の判断における監視項目が「放射線量」等であること、その監視項目のための計器が「モニタリングポスト」等であることを確認した。

また、（ウ）の場合の当該手順着手の判断における監視項目が「放射性物質の濃度」等であること、その監視項目のための計器が「γ 線サーベイメータ、β 線サーベイメータ、

β線サーベイメータ」等であることを確認した。 

それらの計器が「第 1.17.2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

 

b. 所要時間等 

 

 

a. 当該手順は、バックグラウンド低減対策等を行う手順であり、「第 1.17.14 図 モニタリングポストのバックグラウンド低減対策のタイムチャート」、「第 1.17.15 図 可搬型モ

ニタリングポストのバックグラウンド低減対策のタイムチャート」、「第 1.17.16 図 放射性物質の濃度の測定時のバックグラウンド低減対策のタイムチャート」等を踏まえ、必

要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、上記（ア）から（ウ）の対応について、以下のとおり確認した。 

（ア）モニタリングポストの対応は、放射線管理班員 2名にて実施し、モニタリングポスト（6台分）の検出器保護カバーの交換作業を 390 以内で可能であると想定する。 
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確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

c. 操作計器 

（イ）可搬型モニタリングポストの対応は、放射線管理班員 2名にて実施し、可搬型モニタリングポスト 9台分の養生シートの交換作業の所要時間は 400 分以内と想定する。な

お、設置する際に、予め可搬型モニタリングポスト本体を養生シートによる養生を行う。 

（ウ）可搬型放射線計測装置の対応は、放射線管理班員 2名にて実施し、遮蔽材の設置等の作業の所要時間を 20 分以内と想定する。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.17.2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

操作の成立性について、補足説明資料 3.8 「緊急時モニタリングに関する要員の動き」に以下のように記載されていることを確認した。 

a. 放射性物質の濃度の測定における試料採取場所については、 放出状況、風向、 風速等を考慮し、 選定することを確認した。 

b. 円滑に作業ができるよう緊急時対策所との連絡用に通信連絡設備を整備することを確認した。 

c. 作業環境が確保されるよう、緊急時モニタリングの実施手順及び体制について、事故発生からプルーム通過後までの動きが、示されている。 

なお、対応要員数及び対応時間については、今後の訓練等の結果により見直す可能性がある。 

 

 

(9) 【技術的能力】敷地外でのモニタリングにおける他の機関との連携体制 

確認結果（女川２号） 

当該手順は、敷地外でのモニタリングについては、国及び地方公共団体と連携して策定するモニタリング計画に従って実施する体制を構築するとしており、重大事故等防止技術的能力基準 1.17 の解釈 1c)にて求

められている「敷地外でのモニタリングは、他の機関との適切な連携体制を構築すること」に係る手段である。 

敷地外でのモニタリングについては、国が立ち上げる緊急時モニタリングセンターにおいて、国、地方公共団体と連携して策定するモニタリング計画に従って資機材及び要員、放出源情報を提供するとともにモ

ニタリングを実施する。原子力災害が発生した場合に他の原子力事業者との協力体制を構築するため原子力事業者間協力協定を締結し、環境放射線モニタリング等への要員の派遣、可搬型放射線計測器等の貸与

等を受けることが可能であるとしていることを確認した。 

 

 

(10) 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた

優先順位が示されているか。 

 

重大事故等発生時において、発電用原子炉施設から放射性物質が放出された場合又はそのおそれがある場合の対応手順の選択について、「第

1.17.1 図 放射性物質の濃度、 放射線量及び気象観測項目の測定不能時対応手順」にて明確化していることを確認した。 
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1.17.2.2 風向、風速その他の気象条件の測定の手順等 

(1) 【自主対策】気象観測設備による気象観測項目の測定 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 通常時から気象観測設備により風向、風速等の気象データを連続測定しており、重大事故等時に気象観測設備の測定機能が喪失していない場合は、継続して風向、風速等の気象デ

ータを連続測定し、測定結果を記録紙に記録し、保存するものである。そのための自主対策設備は、「第 1.17.1 表 機能喪失を想定する設計基準対象施設等と整備する手順」に整

理されていることを確認した。主な自主対策設備として位置づける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

 

２）手順等の方針 

a. 判断基準 

b. 操作手順 

c. 所要時間等 

 

気象観測設備は、通常時より風向、風速等の気象データを連続的に測定しているものであり、重大事故等発生時においてもその機能が健全であれば継続して使用する。また、気象

観測設備による風向、風速その他の気象条件の測定は、自動的な連続測定であることから、手順を要するものでないことを確認した。 

 

 

 

(2) 【技術的能力】 代替気象観測設備による気象観測項目の代替測定 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、設計基準事故対処設備である気象観測設備が機能喪失した場合、代替気象観測設備により風向、風速その他の気象条件を代替測定し、その結果を記録するためのもの

であり、重大事故等防止技術的能力基準 1.17 にて求められている「重大事故等が発生した場合に工場等において、風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録す

る」に係る手段である。このための設備は、「第 1.17.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理され、可搬型気象観測装置を重大事故等対処設備と

して新たに整備することを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a.当該手順では、緊急時対策所で気象観測設備の指示値等を確認し、気象観測設備による風向、風速、日射量、放射収支量及び雨量のいずれかの測定機能が喪失したと判断した場

合には、代替気象観測設備による風向、風速その他の気象条件の測定の手順に着手するとしており、作業着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b.判断基準である「風向、風速その他の気象条件の測定機能が喪失したと判断した場合」を「風向、風速その他の気象条件」で確認すること等により、適切に手順着手できること

を確認した。 

c.当該手順着手の判断における監視項目が「風向、風速その他の気象条件」等であること、その監視項目のための計器が「気象観測設備（風向（ 地上高）」等であることを確認し

た。また、それらの計器が「第 1.17.2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該操作手順は、可搬型気象観測装置による気象観測項目の代替測定を行うものであり、「第 1.17.16 図 可搬型気象観測装置による気象観測項目の代替測定のタイムチャート」

を踏まえ、現場への移動、試料採取等の必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、装置の配置等を計 2名により、210 分以内で実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.17.2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

操作の成立性について、補足説明資料 3.8 「緊急時モニタリングに関する要員の動き」に以下のように記載されていることを確認した。 

a. 放射性物質の濃度の測定における試料採取場所については、 放出状況、風向、 風速等を考慮し、 選定することを確認した。 

b. 円滑に作業ができるよう緊急時対策所との連絡用に通信連絡設備を整備することを確認した。 

c. 作業環境が確保されるよう、緊急時モニタリングの実施手順及び体制について、事故発生からプルーム通過後までの動きが、示されている。 
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確認事項 確認結果（女川２号） 

なお、対応要員数及び対応時間については、今後の訓練等の結果により見直す可能性がある。 

 

 (3) 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた

優先順位が示されているか。 

 

重大事故と発生時において、発電用原子炉施設から放射性物質が放出された場合又はそのおそれがある場合の対応手順の選択について、「第

1.17.1 図 放射性物質の濃度、放射線量及び気象観測項目の計測不能時対応手順」にて明確化していることを確認した。 
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1.17.2.3 【技術的能力】モニタリングポストの電源を代替交流電源設備から給電する手順等 

 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、代替交流電源設備である常設代替交流電源設備からの給電により、モニタリングポストでの放射線量の監視及び測定を継続するためのものであり、重大事故等防止

技術的能力基準 1.17 の解釈 1b)にて求められている「常設モニタリング設備が代替交流電源設備からの給電を可能にすること」に係る手段である。このための設備は、「第 1.17.1

表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、常設代替交流電源設備を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

常設代替交流電源設備からの給電の手順等については、「１．１４ 電源の確保に関する手順等」において整理されていることを確認した。また、当該手順に係る自主対策につい

て、モニタリングポストの交流電源が喪失した場合には、専用の無停電電源装置から給電を開始し、給電状況を緊急時対策所において確認するとともに、常設代替交流電源設備か

らモニタリングポストへの給電が開始された場合には、専用の無停電電源装置から、常設代替交流電源設備に切り替えることを確認した。 

なお、 モニタリングポストの機能が回復しない場合は、「可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定及び代替測定」を行うことを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

手順着手の判断等等は、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備されていることを確認した。 

 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

必要な人員等は、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備されていることを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

アクセスルートの確保等は、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備されていることを確認した。 
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表２ 自主対策における自主対策設備 

 

対応手段 設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

モニタリングポストによる放射線量

の測定 

モニタリングポスト 通常時より使用する設備であり、重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではないも

のの、事故対応に対して有効な手段となり得る。 

空気中放射性物質の濃度の測定 

（放射能観測車による測定） 

放射能観測車搭載機器 通常時より使用する設備であり、重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではないもの

の、事故対応に対して有効な手段となり得る。 

放射性物質の濃度（空気中、水中、

土壌中）の測定 

Ge 半導体式試料放射能測定装置、可搬型 Ge半導体式試料放

射能測定装置、ガスフロー測定装置 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではないものの、事故対応に対して有効な手段

となり得る。 

気象観測設備による測定 

（風向、風速その他気象条件の測定） 

気象観測設備 通常時より使用する設備であり、重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではないもの

の、事故対応に対して有効な手段となり得る。 

モニタリング・ポストの代替電源 モニタリング専用の無停電電源装置 重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではないものの、事故対応に対して有効な手段

となり得る。 
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Ⅰ 要求事項の整理 
実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（以下「重大事故等防止技術的能力基準」という。）及び実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）において、緊急時対策所の居住性等のための手順等等について以下のとおり要求している。 

また、申請者の計画が、設置許可基準規則第３７条の評価（以下「有効性評価（第３７条）」という。）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備する方針であるかを確認するため、重大事故

等防止技術的能力基準１．１８ 緊急時対策所の居住性等に関する手順等に関連する有効性評価（第３７条）における事故シーケンスグループ及び有効性評価（第３７条）で解析上考慮している対策を整理する。 

 
＜重大事故等防止技術的能力基準１．１６ 原子炉制御室の居住性等に関する手順等＞ 

重大事故等防止技術的能力基準 【解釈】 
１．１８ 緊急時対策所の居住性等に関する手順

等 

 

発電用原子炉設置者において、緊急時対策所に

関し、重大事故等が発生した場合においても、重

大事故等に対処するために必要な指示を行う要

員が緊急時対策所にとどまり、重大事故等に対

処するために必要な指示を行うとともに、発電

用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のあ

る場所と通信連絡し、重大事故等に対処するた

めに必要な数の要員を収容する等の現地対策本

部としての機能を維持するために必要な手順等

が適切に整備されているか、又は整備される方

針が適切に示されていること。 

 
 
 
１ 「現地対策本部としての機能を維持するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 
ａ）重大事故が発生した場合においても、放射線防護措置等により、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまるために必要な手順等を整備す 
ること。 
ｂ）緊急時対策所が、代替交流電源設備からの給電を可能とすること。 
ｃ）対策要員の装備（線量計及びマスク等）が配備され、放射線管理が十分できること。 
ｄ）資機材及び対策の検討に必要な資料を整備すること。 
ｅ）少なくとも外部からの支援なしに 1 週間、活動するための飲料水及び食料等を備蓄すること。 
  

２ 「重大事故等に対処するために必要な数の要員」とは、「重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員」に加え、少なくとも原子炉格納容器の破損等による工場

等外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処するために必要な数の要員を含むものとする。 
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＜設置許可基準規則第６１条＞（原子炉制御室） 

設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 
（緊急時対策所） 

第六十一条 第三十四条の規定により設置され

る緊急時対策所は、重大事故等が発生した場

合においても当該重大事故等に対処するため

の適切な措置が講じられるよう、次に掲げる

ものでなければならない。 

一 重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員がとどまることができるよう、

適切な措置を講じたものであること。 

二 重大事故等に対処するために必要な指示

ができるよう、重大事故等に対処するため

に必要な情報を把握できる設備を設けたも

のであること。 

三 発電用原子炉施設の内外の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡を行うために

必要な設備を設けたものであること。 

２ 緊急時対策所は、重大事故等に対処するた

めに必要な数の要員を収容することができる

ものでなければならない。 

第６１条（緊急時対策所） 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす緊急時対策所とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備を備えたものをいう。 

ａ）基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、緊急時対策所の機能を喪失しないようにするとともに、基準津波の影響を受けないこと。 

ｂ）緊急時対策所と原子炉制御室は共通要因により同時に機能喪失しないこと。 

ｃ）緊急時対策所は、代替交流電源からの給電を可能とすること。また、当該代替電源設備を含めて緊急時対策所の電源設備は、多重性又は多様性を有すること。 

ｄ）緊急時対策所の居住性が確保されるように、適切な遮蔽設計及び換気設計を行うこと。 

ｅ）緊急時対策所の居住性については、次の要件を満たすものであること。 

① 想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故と同等とすること。 

② プルーム通過時等に特別な防護措置を講じる場合を除き、対策要員は緊急時対策所内でのマスクの着用なしとして評価すること。 

③ 交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考慮してもよい。ただし、その場合は、実施のための体制を整備すること。 

④ 判断基準は、対策要員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないこと。 

ｆ）緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング及び作業服の着替え等を

行うための区画を設けること。 

２ 第２項に規定する「重大事故等に対処するために必要な数の要員」とは、第１項第１号に規定する「重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員」に加え、

少なくとも原子炉格納容器の破損等による工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処するために必要な数の要員を含むものとする。 

  

＜有効性評価における事故シーケンス等で必要となる対策（手順等）＞ 
有効性評価における事故シーケンスグループ等 有効性評価で解析上考慮している対策（手順等） 

該当なし 
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Ⅱ 要求事項に対する審査の視点・審査確認事項と確認結果 
緊急時対策所に関し、重大事故等が発生した場合においても重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるために申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第６１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１８項（以下「第６１条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であるか。 

 
1.18.1 対応手段と設備の選定 

（1） 対応手段と設備の選定の考え方 
審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１.対応手段と設備を選定するための考え方について 

１）対応手段と設備の選定の考え方が、「第６１条等」に示されてい

る要求事項と一致していることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

２）自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針

であることを確認する。 

 

 

 

１）重大事故等が発生した場合においても、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員等がとどまり、重大事故等に対処するために必

要な指示を行うとともに、発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡し、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容する

等の発電所災害対策本部としての機能を維持するために必要な対応手段及び重大事故等対処設備を選定するとしており、「第６１条等」に示され

た要求事項と一致していることを確認した。 

 

２) 「第６１条等」に示された要求事項を踏まえ、重大事故等対処設備の他に、柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※ １を選

定するとしており、申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

※１ 自主対策設備；技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべてのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状

況によっては、事故対応に有効な設備。 
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（2） 対応手段と設備の選定の結果  
 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．対応手段と設備の選定結果について 

１）対応手段の選定にあたり、フォールトツリー解析等により機能喪失

の原因分析を行っている場合、その分析結果を踏まえて網羅的に対

応手段が選定されているか確認する。 

①機能喪失原因対策分析で想定する故障想定が適切であることを確

認する。 

②機能喪失原因対策分析結果を踏まえ、対応手段が網羅的に選定され

ていることを確認する。その際、少なくとも①で想定する故障に直

接関連する機器の機能喪失時の対応手段※が選定されていることを

確認する。 

  また、対応策を講じない故障がある場合、その理由等を確認する。 

（例；1.2 高圧時冷却における冷却機能喪失） 

※ 1.2 高圧時冷却であれば、対象となる設備は原子炉隔離時冷却系

及び高圧炉心注水系であり、対応手段は高圧代替注水系による原

子炉圧力容器への注水、原子炉隔離時冷却系の現場操作による起

動による原子炉圧力容器への注水等となる。FT 図では、設定した

フォールトツリーの頂上事象の下に論理ゲート含めて機能喪失原

因が展開される。 

 

  

 

 

２）第 45 条等における要求事項に対応した手順等が選定されているか

確認する。 

  また、有効性評価（第 37 条）において位置付けられた重大事故対

処設備及び手順等が含まれているか確認する。 

 

 

１．１）機能喪失原因対策分析結果を踏まえた選定結果の確認 

第６１条等による要求事項に基づき、対応手段として、居住性を確保するための手順、重大事故等に対処するために必要な指示及び通

信連絡に関する手順、必要な要員なの収容に係る手順、代替電源設備からの給電手順を選定しており、機能喪失原因対策分析は実施して

いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）第６１条等に対応する主な重大事故等対処設備及び手順等についての確認結果を以下に示す。 

  

具体的な確認内容については、「表１ 規制要求事項に対応する手順」のとおり。 

 

第６１条等の要求事項に対応するため、以下の措置を行うための設備及び手順等を整備する方針としている。 

① 緊急時対策所は、耐震構造とするとともに、基準津波の影響を受けない位置に設置する。 

② 緊急時対策所は、中央制御室に対して共通要因故障を防止するために位置的分散を確保する。 

③ 代替電源設備（ガスタービン発電機及び緊急時対策所用代替交流電源設備（電源車））からの給電を可能とする設備及び手順等を整備

するとともに、緊急時対策所の電源設備は多様性を確保する。 

④ 緊急時対策所遮蔽、緊急時対策所換気空調系（緊急時対策建屋非常用送風機及び緊急時対策建屋非常用フィルタ装置）、緊急時対策所

加圧設備（緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）及び差圧計）等により緊急時対策所の居住性を確保するための設備及び手順等。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

⑤ 緊急時対策所の居住性については、第６１条等に定める要件に適合するものとする。 

⑥ 重大事故等対策要員等の装備（線量計、マスク等）の配備。放射線管理のための手順等。 

⑦ 重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を整備するための手順等。 

⑧ 少なくとも外部からの支援なしに 1週間、活動するために必要な飲料水及び食料等を備蓄等するための手順等。 

⑨ 身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うためのチェンジングエリアを設置するための資機材及び手順等。 

⑩ 重大事故等に対処するために必要な情報把握及び通信連絡を行うための設備及び手順等。 

⑪ 重大事故等に対処するために必要な数の重大事故等対策要員等を収容するための設備及び手順等。 

 

 また、緊急時対策所の居住性等に関する手順等については、有効性評価（第３７条）において、位置づけられた重大事故対処設備及び

手順等が含まれていないことを確認した。 

 

これらの確認結果から、重大事故等が発生した場合においても重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるために申請者が計

画する設備及び手順等が、第６１条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であることを確認した。 
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表１ 規制要求事項に対応する手順 

 

      ○「第６１条等」で求められている手順 

要求概要 確認結果 

【設備（配備）】※１ １ 第１項及び第２項の要件を満たす緊急時対策所とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備を備えたものをい

う。 

ａ）基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、緊急時対策所の機能

を喪失しないようにするとともに、基準津波の影響を受けないこと。 

 

ｂ）緊急時対策所と原子炉制御室は共通要因により同時に機能喪失しないこと。 

 

 

ｃ）緊急時対策所は、代替交流電源からの給電を可能とすること。また、当該

代替電源設備を含めて緊急時対策所の電源設備は、多重性又は多様性を有

すること。 

 

ｄ）緊急時対策所の居住性が確保されるように、適切な遮蔽設計及び換気設計

を行うこと。 

 

 

 

 

 

ｅ）緊急時対策所の居住性については、次の要件を満たすものであること。 

① 想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島第一原子力発電

所事故と同等とすること。 

② プルーム通過時等に特別な防護措置を講じる場合を除き、対策要員は緊急

時対策所内でのマスクの着用なしとして評価すること。 

③ 交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考慮してもよい。ただ

し、その場合は、実施のための体制を整備すること。 

④ 判断基準は、対策要員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないこと。 

 

ｆ）緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、

緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング及び作業

１ 以下の設備を設置する方針であることを確認した。 

 

 

ａ）緊急時対策所は、耐震構造とするとともに、基準津波の影響を受け

ない位置に設置する。 

 

ｂ）緊急時対策所は、中央制御室に対して共通要因故障を防止するため

に位置的分散を確保する。 

 

ｃ）代替電源設備（ガスタービン発電機及び緊急時対策所用代替交流電

源設備（電源車））からの給電を可能とする設備及び手順等を整備する

とともに、緊急時対策所の電源設備は多様性を確保する。 

 

ｄ）緊急時対策所遮蔽、緊急時対策所換気空調系（緊急時対策建屋非常

用送風機及び緊急時対策建屋非常用フィルタ装置）、緊急時対策所加圧

設備（緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）及び差圧計）等により緊

急時対策所の居住性を確保する。 

 

 

 

ｅ）緊急時対策所の居住性については、想定する放射性物質の放出量等

を東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故と同等とし、かつ、緊

急時対策所内でのマスク着用、交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用及

び仮設設備を考慮しない条件においても、緊急時対策所にとどまる要

員の実効線量が事故後7日間で100mSvを超えないことを判断基準とす

る。 

 

 

 

ｆ）身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うためのチェンジングエリ

アを設置するための資機材及び手順等で緊急時対策所への汚染の持ち

込みを防止するため、モニタリング及び作業服の着替え等を行うため

の区画を設けていることを確認した 
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服の着替え等を行うための区画を設けること。 

２ 第２項に規定する「重大事故等に対処するために必要な数の要員」とは、第１

項第１号に規定する「重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員」に

加え、少なくとも原子炉格納容器の破損等による工場等外への放射性物質の拡

散を抑制するための対策に対処するために必要な数の要員を含むものとする。 

 

 

 

２ 重大事故等に対処するために必要な数の重大事故等対策要員等を収

容するための設備及び手順等。具体的には、重大事故等に対処するた

めのに必要な指示を行う要員に加え、原子炉格納容器の破損等による

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処するため

に必要な数の要員を含め、重大事故等に対処するために必要な数の要

員を収容することができる設計とする。 

【技術的能力】※３ １ 「現地対策本部としての機能を維持するために必要な手順等」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をい

う。 
ａ）重大事故が発生した場合においても、放射線防護措置等により、重大事故

等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまるために必要な手順等

を整備すること。 
 
 
 
 
 
 
ｂ）緊急時対策所が、代替交流電源設備からの給電を可能とすること。 

以下の設備及び手順等を整備する方針としていることを確認した。 

 

 

ａ） 緊急時対策所遮蔽、緊急時対策所換気空調系（緊急時対策建屋非常用

送風機及び緊急時対策建屋非常用フィルタ装置）、緊急時対策所加圧

設備（緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）及び差圧計）等により緊

急時対策所の居住性を確保するための設備及び手順等を整備。 

ｂ）代替電源設備（ガスタービン発電機及び緊急時対策所用代替交流電源

設備（電源車））からの給電を可能とする設備及び手順等を整備する

とともに、緊急時対策所の電源設備は多様性を確保する。 

ｃ）重大事故等対策要員等の装備（線量計、マスク等）の配備。放射線管

理のための手順等。 

ｄ） 重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を整備するた
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ｃ）対策要員の装備（線量計及びマスク等）が配備され、放射線管理が十分で

きること。 
ｄ）資機材及び対策の検討に必要な資料を整備すること。 
 
ｅ）少なくとも外部からの支援なしに 1 週間、活動するための飲料水及び食料

等を備蓄すること。 
 

２ 「重大事故等に対処するために必要な数の要員」とは、「重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員」に加え、少なくとも原子炉格納容器の破損等

による工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処するため

に必要な数の要員を含むものとする。 

めの手順等。 

ｅ）少なくとも外部からの支援なしに 1週間、活動するために必要な飲料

水及び食料等を備蓄等するための手順等。 

 

２ 重大事故等に対処するために必要な数の緊急時対策要員等を収容す

るための設備及び手順等。具体的には、重大事故等に対処するための

に必要な指示を行う要員に加え、原子炉格納容器の破損等による発電

所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処するために

必要な数の要員を含め、重大事故等に対処するために必要な数の要員

を収容することができる設計とする。 

 

※１；【設備（設置/配備）】：設置許可基準規則第６１条のうち、設備等の設置に関する要求事項、※２；【設備（措置）】：【設備（設置/配備）】以外の要求事項、※３；【技術的能力】：重大事故等防 

止技術的能力基準１．１８ 

 

○設置許可基準３７条（有効性評価）で求められている手順 

       なし 
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1.18.2 重大事故等時の手順等 

(1) 規制要求に対する設備及び手順等について 

a. 第６１条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）第６１条等に基づく要求事項に対応するための対策とそのため

に必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認す

る。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） １）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針が

第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

   ①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項

（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順着

手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順着手の

判断に必要な計器等が示されていることを確認する。 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人員、

作業時間等が示されていることを確認する。 

（１）第６１条等の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果を以下のとおり。 

具体的な個別手順の確認内容については、1.18.2.1から1.18.2.4に示す。 

１）対策と設備 

第６１条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 代替電源からの給電。そのために、ガスタービン発電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ、ガ

スタービン発電機接続盤、軽油タンク、タンクローリ、緊急用高圧母線2F系、電源車、緊急時対策所軽油タンク及び緊急時対策所用高圧母線

Ｊ系を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

b.  緊急時対策所の居住性の確保。そのために、緊急時対策所遮蔽、緊急時対策所換気空調系（緊急時対策建屋非常用送風機及び緊急時対策

建屋非常用フィルタ装置）、緊急時対策所加圧設備（緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）及び差圧計）、酸素濃度計、二酸化炭素濃度計、緊

急時対策所可搬型エリアモニタ及び可搬型モニタリングポストを重大事故等対処設備として新たに整備する。 

c. 重大事故等に対処するために必要な数の重大事故等対策要員等の収容。そのために、緊急時対策所に重大事故等対策要員等の装備（線量

計及びマスク等）、重大事故等対策の検討に必要な資料、外部からの支援なしに1週間活動するための飲料水、食料等及びチェンジングエリア

用資機材等を新たに整備する。 

d.  緊急時対策所から重大事故等に対処するために必要な指示を行うために必要な情報の把握。そのために、安全パラメータ表示システム

（SPDS）を構成する SPDS表示装置、データ収集装置及びSPDS伝送装置を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

e.  緊急時対策所と原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡の実施。そのために、対策本部に衛星電話設備、無線連

絡設備、統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備等を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等及び②必要な人員等 

a. 居住性を確保するための手順等 

(a) 緊急時対策所立ち上げの手順 

 ・緊急時対策所換気空調系運転手順 

緊急時対策所を立ち上げる場合には、緊急時対策所換気空調系を運転する手順に着手する。この手順では、緊急時対策所換気空調系の起

動操作等を重大事故等対策要員1名により、5分以内で実施する。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定手順 

重大事故が発生するおそれがある場合、緊急時対策所の使用を開始した場合、緊急時対策所の居住性確保の観点から、緊急時対策所内の

酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定を行う。この手順では、緊急時対策所内対応は1名により実施する。 

 

(b) 原子力災害対策特別措置法第10条事象発生時の手順 

  ・緊急時対策所可搬型エリアモニタの設置手順 

原子炉格納容器から希ガス等の放射性物質が放出された場合に緊急時対策所内への放射性物質等の侵入量を微量のうちに検知し、正圧化

の判断を行うために、緊急時対策所に緊急時対策所可搬型エリアモニタを設置する。この手順では、緊急時対策所内対応は２名により、10

分以内で実施する。 

 

(c) 重大事故等が発生した場合の放射線防護等に関する手順等 

・緊急時対策所にとどまる緊急時対策要員について 

  プルーム通過中に緊急時対策所にとどまる重大事故等対策要員等は、重大事故等に対処するために必要な指示を行う重大事故等対策要員

等54名、原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な要員36名のうち2号炉運転員7名を除いた29

名の合計83名と想定している。 

 

 

  ・格納容器ベント時に緊急時対策所で活動する場合の対応の手順 

炉心損傷後に格納容器ベントの実施を判断した場合等には、緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）による緊急時対策所内の加圧を実施す

る手順に着手する。この手順では、緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）の起動操作等を重大事故等対策要員1名で行い、3分以内で実施す

る。 

 

  ・緊急時対策所陽圧化装置（ 空気ボンベ）から緊急時対策所可搬型陽圧化空調機への切替え手順 

周辺環境中の放射性物質の減少が可搬型モニタリングポスト又は緊急時対策所可搬型エリアモニタにより確認された場合には、緊急時対

策所加圧装置（空気ボンベ）を停止する手順に着手する。この手順では、緊急時対策所換気空調系の起動等を重大事故等対策要員等1名によ

り、5分以内で実施する。 

 

   

  

b. 重大事故等に対処するために必要な情報把握及び通信連絡に関する手順等 

(a) 安全パラメータ表示システム（SPDS） によるプラントパラメータ等の監視手順 

安全パラメータ表示システム（SPDS）は、緊急時対策所立ち上げ時に重大事故等対策要員1名により操作する。 

 

(b) 重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料の設備 

重大事故等が発生した場合の検討に必要な資料を緊急時対策所に配備し、常に最新となるよう維持及び管理する。 

 

(c) 通信連絡に関する手順等 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.18-13 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、

通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしているこ

と、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認

する。 

重大事故等が発生した場合において、緊急時対策所の通信連絡設備により、中央制御室、屋内外の作業場所、本店、国、地方公共団体、

その他関係機関等の発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための手順を整備する。 

 

c. 必要な数の発電所災害対策本部要員の収容に係る手順 

(a) 放射線管理 

 ・放射線管理用資機材の維持管理等 

緊急時対策所には、7日間外部からの支援がなくとも対策要員が使用する十分な数量の装備（線量計、マスク等）を配備するとともに、通

常時から維持及び管理する。 

 

・チェンジングエリアの設置及び運用手順 

原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第１０条特定事象が発生し、格納容器雰囲気放射線モニタ等により炉心損傷を判断し

た場合には、チェンジングエリアの運用を開始する手順に着手する。この手順は、床、壁等の養生、各資機材の設置等を重大事故等対策要

員2名により、緊急時対策所では20分以内で実施する。 

 

  ・緊急時対策所換気空調系の切替え手順 

緊急時対策建屋非常用フィルタ装置は、7 日間は交換なしで連続使用できる設計であるが、故障する等、緊急時対策所換気空調系の

切替えが必要となった場合に、待機側を起動し、切替えを実施する手順に着手する。重大事故等対策要員1名により、5分以内で実施す

る。 

 

 

(b) 飲料水、食料等 

緊急時対策所には、重大事故等に対処する重大事故等対策要員等を最大200名収容する。このため、重大事故等対策要員等の装備（線量

計、マスク等）を配備するとともに、少なくとも外部からの支援なしに1週間、活動を続けるために必要な飲料水及び食料等を備蓄し、これ

らを維持及び管理する。 

 

d. 代替電源設備からの給電手順等 

(a) 緊急時対策所用代替交流電源設備（電源車）による給電 

 ・緊急時対策所用可搬型電源設備起動手順 

5 号炉の共通用高圧母線、6 号炉又は7 号炉の非常用高圧母線より受電できない場合には、緊急時対策所用代替交流電源設備（電源車）

からの給電の手順に着手する。この手順では、電源車の準備及び起動操作を重大事故等対策要員3名により、30分以内で実施する。 

 

③作業環境等 

居住性を確保するための手順等について、緊急時対策所へのアクセスルートの確保、衛星電話設備等の通信設備や防護具など必要な装備を

整備するとしていること、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認した。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.18-14 

b. 第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）有効性評価（第３７条）等において位置付けた対策とそのために

必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認す

る。 

 

緊急時対策所の居住性等に関する手順等については、有効性評価（第３７条）等において位置づけた対策はないことを確認した。 

２） １）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針が

第４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

   ①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項

（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順着

手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順着手の

判断に必要な計器等が示されていることを確認する。 

 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人員、

作業時間等が示されていることを確認する。 

 

③選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、

通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしているこ

と、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認

する。 

２）該当なし。 

 

 

(2) 優先順位について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関する共通的

な要求事項）等を踏まえて、優先すべき手順・操作等が明確になっ

ていることを確認する。 

 

緊急時対策所に関し、重大事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう計画する各々の

手順等については、それそれ異なる要求事項を満足するために整備されたものであり、優先順位等は設定されていないことを確認した。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.18-15 

(3) 自主的対策のための設備及び手順等について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）自主的対策を含め重大事故等への対処が確実に実施される方針であ

るか。 

 

 

①自主的対策のための手順毎に、自主対策設備設備が示されているこ

と、自主対策設備設備として位置付ける理由が示されていることを

確認する。 

 

②自主的対策のための手順毎に、手順着手の判断基準、具体的な操作

内容、必要な人員数及び作業時間等が示されていることを確認する。 

 

 

１） 

① 重大事故等への対処をより確実に実施するため、更なる対策の抽出を行い、発電所内外との通信連絡を行うため又は居住性を確保する

ため以下の自主対策設備及び手順等を整備するとしていることを確認した。 

 

①及び② 

a. 発電所内外との通信連絡を行うための設備及び手順等 

設備が健全である場合、移動無線設備、送受話器（ページング）（警報装置を含む。）、電力保安通信用電話設備、局線加入電話設備、

社内テレビ会議システム及び専用電話設備（地方公共団体向ホットライン）を使用するとしており、その手順は、「Ⅳ－４．１９ 通信

連絡を行うために必要な設備及び通信連絡に関する手順等」において記載されている。 

 

 b. 代替電源設備からの給電設備及び手順等 

・電源車（自主対策設備）手順 

緊急時対策所を立ち上げる場合であって、外部電源、非常用電源設備及び緊急時対策所用代替交流電源設備（電源車）による給電が

できない場合には、電源車（自主対策設備）からの給電の手順に着手する。この手順では、電源車の準備及び起動操作を重大事故等対応

要員3名により、120分以内に実施することを確認した。 
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○個別手順の確認 

審査の視点及び確認事項 

１）対策と設備 

 対応する対策とそのために必要な設備が整理され、明示されていることを確認する。[対策と設備] 

  ※1.16.2.1 以降の「審査の視点及び確認事項」には、便宜的に[ ]内の事項で表記する。以下同じ。 

２）手順等の方針 

○規制要求に対応する手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等  

a.判断基準が明確（具体的な数値若しくは状況を示している）であることを確認する。[判断基準] 

b.示された判断基準により手順が適切に着手できるか。（どのような場合に手順に着手するか確認する）[着手タイミング] 

c.手順着手の判断に必要な計器が特定され、整理されているか確認する。[判断計器] 

②必要な人員等 

a.操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されているか。[操作手順] 

b.手順の所要時間及び人員数が適切であることを、設置許可基準 37 条（有効性評価）で確認した内容や訓練実績等を用いて確認する。[所要時間等] 

c.操作に必要な計器類が示されていることを確認する。[操作計器] 

d.設備を多用途に用いる場合に、当該用途への系統切替えの容易性を含め、手順が明確化されていることを確認する。[系統切替え]（該当する場合に記載する。） 

③アクセスルートの確保等 

a.作業場におけるアクセスルートが確保されていることを確認する。[アクセスルート] 

b.通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしていることを確認する。[通信設備等] 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。[作業環境] 

 ※現場操作を伴わない中央制御室のみで作業を実施する手順については、その旨を記載し、a.～c.についての記載は不要とする。 

 

○自主的対策手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準が示されていることを確認する。[判断基準] 

b. 操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されていることを確認する。[操作手順] 

c. 手順の所要時間及び人員数が示されていることを確認する。[所要時間等] 
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1.18.2.1 居住性を確保するための手順等 

(1) 緊急時対策所立ち上げの手順 

a. 【技術的能力】緊急時対策所換気空調系運転手順 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故が発生するおそれがある場合※、緊急時対策所を使用し、発電所本部を設置するための準備として、緊急時対策所を立ち上げることとしており、緊急時対策所

で活動する重大事故等対策要員等の必要な換気量の確保及び被ばくの低減のため、緊急時対策所換気空調系を運転するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．１８にて求めら

れている「解釈１ａ）重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまるために必要な手順等」に係る手

段である。そのための設備は、「第 1.18.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、緊急時対策所換気空調系を重大事故等対処設備として新たに整

備することを確認した。 

※緊急時体制が発令された場合：運転時の異常な過渡変化、設計基準事故も含める。（女川発電所原子力事業者防災業務計画（平成 30 年 10 月）に定められている） 

・警戒対策体制：原子力災害対策指針にて定められている警戒事態に対処するための態勢。 

・第１緊急体制：原子力災害対策指針にて定められている施設敷地緊急事態に対処するための態勢。 

・第２緊急体制：原子力災害対策指針にて定められている全面緊急事態に対処するための態勢。 

２）手順の方針 

①手順着手の判断 

a. 判断基準 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a. 緊急体制体制が発令され、緊急時対策所を立ち上げた場合に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「緊急時対策所を立ち上げる場合」は、緊急体制が発令された場合としており、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 該当なし。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、緊急時対策所換気空調系の起動手順であり、「第 1.18.3 図 緊急時対策所換気空調系運転手順タイムチャート」等を踏まえ、系統構成等の当該手段に必要な手段が示

されていることを確認した。 

b.この手順では、緊急時対策所換気空調系の起動操作等を緊急時対策要員 1名にて作業を実施した場合、5分以内で実施することを確認した。 

c.特に必要な監視項目及び監視計器はないことを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 乾電池内蔵型照明等により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 無線連絡設備（携帯型）等の必要な連絡手段を確保していることを確認した。 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。 

緊急時対策所換気空調系運転操作については、補足説明資料(添付資料 1.18.2(3))において示されている。 
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b. 【技術的能力】緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定手順 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、緊急時対策所の使用を開始した場合、緊急時対策所の居住性確保の観点から、緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定を行うものであり、重大事故等防止

技術的能力基準１．１８にて求められている「解釈１ａ）重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとど

まるために必要な手順等」に係る手段である。そのための設備は、「第 1.18.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、測定に使用する設備のう

ち、酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を重大事故等対処設備として位置づけていることを確認した。 

２）手順の方針 

①手順着手の判断 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.緊急時対策所の使用を開始した場合に、緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定する手順に着手するとしていることを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で

示されていることを確認した。 

b. 判断基準である「緊急時対策所の使用を開始した場合」は、非常体制が発令されることにより、適切に測定するための手順に着手できることを確認した。 

c.該当なし 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

b. 所要時間等 

c.操作計器 

 

a. 当該手順は、酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定手順であり、必要な手段が示されていることを確認した。 

b.この手順では、緊急時対策所内対応は 1名で行い、室内での測定のみであるため、速やかに実施するとしていることを確認した。 

c.必要な監視項目及び監視計器はないことを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 乾電池内蔵型照明（ヘッドライト（ヘルメット装着用））等により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 無線連絡設備（携帯型）等の必要な連絡手段を確保していることを確認した。 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。 
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(2) 原子力災害対策特別措置法第 10 条事象発生時の手順 

a. 【技術的能力】緊急時対策所可搬型エリアモニタの設置手順 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、原子炉格納容器から希ガス等の放射性物質が放出された場合に、緊急時対策所の居住性の確認（線量率の測定）を行うため、緊急時対策所に緊急時対策所可搬型エリア

モニタを設置することとしており、緊急時対策所で活動する重大事故等対策本部要員の必要な換気量の確保及び被ばくの低減のため、緊急時対策所加圧装置（空気ボンベ）に切り替え

るものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．１８にて求められている「解釈１ａ）重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員がとどまるために必要な手順等」に係る手段である。 

そのための設備は、「第 1.18.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、緊急時対策所可搬型エリアモニタを重大事故等対処設備として位置づけ

ていることを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a.原子力災害対策特別措置法第 10条特定事象が発生した場合に緊急時対策所可搬型エリアモニタを設置する手順に着手するとしていることを確認し手順着手の判断基準が具体的な状

態で示されていることを確認した。 

b. 判断基準である「原子力災害対策特別措置法第 10 条特定事象が発生」した場合は、原子力災害対策特別措置法において明確に定められており、適切に手順着手できることを確認し

た。 

c. 該当なし。 

 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、緊急時対策所可搬型エリアモニタを設置する手順であり、、「第 1.18.6 図 緊急時対策所可搬型エリアモニタ設置手順タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示

されていることを確認した。 

b.この手順では、緊急時対策所内対応は２名により実施するものとし、所要時間を 10 分以内と想定していることを確認した。 

c. 特に必要な監視項目及び監視計器はないことを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

 

a. 乾電池内蔵型照明（ヘッドライト（ヘルメット装着用））等により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 無線連絡設備（可搬型）等の必要な連絡手段を確保していることを確認した。 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。 
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b. 【技術的能力】その他の手順項目にて考慮する手順 

   可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定手順 
確認結果（女川２号） 

（１）手順着手の判断等 

当該手順は、重大事故等防止技術的能力基準１．１８にて求められている「解釈１ａ）重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がと

どまるために必要な手順等」として、可搬型モニタリングポストにより、放射線量の測定を行う手順を整備するとしていることを確認した。また、監視機能が喪失した場合の手順については、「1.17 監視測定等に

関する手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 
 

(3) 重大事故等が発生した場合の放射線防護等に関する手順等 

 

a. 緊急時対策所にとどまる重大事故等策要員等について 

確認結果（女川 2号） 

プルーム通過中に緊急時対策所にとどまる重大事故等対策要員等は、重大事故等に対処するために必要な指示を行う対策要員等 54 名及び原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制す

るための要員 36名のうち 2 号炉運転員 7名を除いた 29 名の合計 83 名と想定している。なお、手順ではないため、対策と設備、手順等の記載がないことを確認している。 

 
b. 【技術的能力】格納容器ベントを実施する場合の対応の手順 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、格納容器ベントを実施する場合に備え、緊急時対策所換気空調系から緊急時対策加圧装置（ 空気ボンベ）に切替えることにより、緊急時対策所への外気の流入を遮断

するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．１８にて求められている「解釈１ａ）重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員がとどまるために必要な手順等」に係る手段である。そのための設備は、「第 1.18.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理

され、緊急時対策所加圧装置（緊急時対策所（空気ボンベ）、差圧計）を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

c. 判断計器 

 

 

a. 格納容器ベントの直前等になった場合等の「第 1.18.7 図 緊急時対策所加圧設備による加圧判断のフローチャート」で手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを

確認した。 

b. 判断基準である「第 1.18.7 図 緊急時対策所加圧設備（ 空気ボンベ） による加圧判断のフローチャート」から「空間線量率」等で確認すること等により、適切に手順に着手でき

ることを確認した。 

c. 手順着手の判断基準である監視項目が「空間線量率」等でであること、その監視項目のための計器が「可搬型モニタリングポスト」、「緊急時対策所可搬型エリアモニタ」等である

ことを確認した。また、それらの計器が、「第 1.18.2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

 

 

a. 当該手順は、緊急時対策所加圧装置（ 空気ボンベ）を起動する手順であり、「第 1.18.9 図 緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）運転手順タイムチャート」等を踏まえ、必要な手

段が示されていることを確認した。 
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b.所要時間等 

 

c. 操作計器 

b.この手順では、緊急時対策所加圧装置（空気ボンベ）による緊急時対策所等内の加圧を実施する。この手順では、起動操作等を重大事故等対策要員 1名により、3分以内で実施する

ことを確認した。 

c. 当該操作は切替手順であり、必要な監視項目及び監視計器はないことを確認した。  

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 乾電池内蔵型照明（ヘッドライト（ヘルメット装着用））等により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 無線連絡設備（可搬型）等の必要な連絡手段を確保していることを確認した。 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。 

 
 

c. 【技術的能力】 緊急時対策所加圧設備（ 空気ボンベ）から緊急時対策所換気空調系への切替え手順 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、周辺環境中の放射性物質が十分減少した場合にプルーム通過後の緊急時対策所加圧設備（ 空気ボンベ）から緊急時対策所換気空調系への切替えするものであり、重大

事故等防止技術的能力基準１．１８にて求められている「解釈１ａ）重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、重大事故等に対処するために必要な指示を行う

要員がとどまるために必要な手順等」に係る手段である。このため、「(1)a. 緊急時対策所換気空調系運転手順」と同じ、緊急時対策所換気空調系を重大事故等対処設備として新たに

整備することを確認した。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

 

 

 

c. 判断計器 

 

 

a.周辺環境中の放射性物質の減少が可搬型モニタリングポスト又は緊急時対策所可搬型エリアモニタにより確認された場合には、緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）の停止する手

順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「周辺環境中の放射性物質の減少が可搬型モニタリングポストにより確認された場合」はプルームの影響により可搬型モニタリングポスト等の線量率が上昇した後

に線量率が減少に転じ、更に線量率が安定的な状態になって、緊急時対策建屋に設置する可搬型モニタリングポストの値が 0.5mGy/h を下回った場合としており、「空間線量率」で確

認すること等により、適切に動作状況を確認するための手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「可搬型モニタリングポスト」であること、その監視項目のための計器が可搬型モニタリングポスト等であることを確認した。また、それ

らの計器が「第 1.18.2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

 

 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、緊急時対策所加圧設備（ 空気ボンベ）から緊急時対策所換気空調系への切替え手順であり、「第 1.18.11 図 緊急時対策所加圧設備（ 空気ボンベ）から緊急時対策所

換気空調系への切替え タイムチャート」等を踏まえ、緊急時対策所換気空調系への切替え操作等の必要な手段が示されていることを確認した。 

b.この手順では、緊急時対策所換気空調系の切替え操作等を重大事故等対策要員等 1名により、5分以内で実施するとしている。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.18.2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。  

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 乾電池内蔵型照明（ヘッドライト（ヘルメット装着用））等により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 無線連絡設備（携帯型）等の必要な連絡手段を確保していることを確認した。 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。 
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 1.18.2.2 重大事故時等に対処するために必要な指示及び通信連絡に関する手順等 
(1) 【技術的能力】安全パラメータ表示システム（SPDS） によるプラントパラメータ等の監視手順 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等が発生した場合、緊急時対策所情報収集設備である安全パラメータ表示システム(以下「SPDS」という。)のうち SPDS 表示装置により重大事故等に対処する

ために必要なプラントパラメータ等を監視する手順を整備する。安全パラメータ表示システムを重大事故等対処設備として位置づけていることを確認した。 

２）手順の方針 

①手順着手の判断 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.重大事故等が発生し緊急時対策所を立ち上げた場合、SPDS 表示装置を起動し監視する手順であり、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 判断基準である緊急時対策所を立ち上げた場合としており、適切に手順に着手できることを確認した。 

c.該当なし。 

補足説明資料(添付資料 1.18.3(3))において、SPDS にて確認できるパラメータについて整理されている。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、SPDS 表示装置の起動、監視手順であり、当該手段に必要な手段が示されていることを確認した。 

b. この手順では、安全パラメータ表示システム（SPDS）は、緊急時対策所立ち上げ時に重大事故等対策要員 1名により操作するとしていることを確認した。 

c. 当該操作の判断基準は緊急時体制が発令され緊急時対策所を立ち上げる場合であり、必要な監視項目及び監視計器はないことを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 乾電池内蔵型照明（ヘッドライト（ヘルメット装着用））等により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 無線連絡設備（可搬型）等の必要な連絡手段を確保していることを確認した。 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。 

 

(2) 重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料の整備 

確認結果（女川２号） 

重大事故等が発生した場合の検討に必要な資料を緊急時対策所に配備し、資料が更新された場合には資料の差し替えを行い、常に最新となるよう維持・管理する。なお、手順ではないため、対策と設備、手順

等の記載がないことを確認している。 

 

(3) 【技術的能力、自主対策】通信連絡に関する手順等 

確認結果（女川２号） 

重大事故等が発生した場合において、緊急時対策所の通信連絡設備により、中央制御室、屋内外の作業場所、本社、国、地方公共団体、その他関係機関等の発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信

連絡を行うための手順を整備する。 

発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための通信連絡設備の使用方法等、必要な手順の詳細は「1.19 通信連絡に関する手順等」にて整備する。 
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1.18.2.3 必要な数の要員の収容に係る手順等 

(1) 放射線管理 

 a. 放射線管理用資機材の維持管理等 

確認結果（女川２号） 

重大事故等防止技術的能力基準 1.18 の解釈 1 c)にて求められている「対策要員の装備（線量計及びマスク等）が配備され、放射線管理が十分できること」として、緊急時対策所には、1 週間外部からの支援

がなくとも対策要員が使用する十分な数量の装備（線量計、マスク等）を配備するとともに、通常時から維持、管理し、重大事故等が発生した場合には、防護具等の使用及び管理を適切に運用し、十分な放射線

管理を行うとしていることを確認した。なお、手順ではないため、対策と設備、手順等の記載がないことを確認している。 

 
   b. 【技術的能力】チェンジングエリアの設置及び運用手順 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）第１０条特定事象が発生し、格納容器内雰囲気放射線モニタ等により炉心損傷を判断した場合には、チェンジン

グエリアの運用を開始するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．１８にて求められている「解釈１ａ）重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、重

大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまるために必要な手順等」に係る手段である。チェンジングエリアには、防護具の着替えエリア、重大事故等対策要員の放射性

物質による汚染を確認するためのサーベイエリア及び現場作業を行う要員等の放射性物質による汚染が確認された場合の除染エリアを設け、重大事故等対策要員が身体サーベイ及び

汚染している現場作業を行う要員等の除染を行うとともに、チェンジングエリアの汚染管理を行う。 

２）手順の方針 

①手順着手の判断 

a. 判断基準 

 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

 

a.原子力災害特別措置法第 10 条特定事象が発生し、事象進展の状況等（格納容器雰囲気放射線モニタ（CAMS）等により炉心損傷を判断した場合等）からチェンジングエリアの設営を

判断した場合には、緊急時対策所のチェンジングエリアの運用を開始する手順に着手するとしていることを確認し、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認

した。 

b. 判断基準である「炉心損傷を判断した場合」を「ガンマ線線量率」で確認することにより、適切に動作状況を確認するための手順に着手できることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断基準である「ガンマ線線量率」であること、その監視項目のための計器が「格納容器内雰囲気放射線レベル計 (CAMS)」であることを確認した。また、それらの

計器が「第 1.18.2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

 

c.操作計器 

 

a. 当該操作手順は、チェンジングエリアの設置手順であり、「第 1.18.24 図 緊急時対策所チェンジングエリア設置手順タイムチャート」等を踏まえ、機材準備等の必要な手段が示さ

れていることを確認した。必要な手段が示されていることを確認した。 

b. 当該手順操作について、この手順は、床、壁等の養生、各資機材の設置等を緊急時対策要員 2名により、緊急時対策所では 20 分以内で実施することを確認した。 

c. 当該操作に必要な監視項目及び監視計器が抽出され、「第 1.18.2 表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 乾電池内蔵型照明（ヘッドライト（ヘルメット装着用））等により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 無線連絡設備（携帯型）等の必要な連絡手段を確保していることを確認した。 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。また、必要に応じ、チェンジングエリアの運用（除染等）を実施する。 
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   c. 【技術的能力】緊急時対策所換気空調系の切替え手順 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、緊急時対策所非常用フィルタ装置は、7 日間は交換なしで連続使用できる設計であるが、故障する等、緊急時対策所換気空調系の切替えが必要となった場合に、待機側

を起動し、切替えを実施するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．１８にて求められている「解釈１ａ）重大事故等が発生した場合においても、放射線防護措置等により、

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまるために必要な手順等」に係る手段である。そのための設備は、「(1)a. 緊急時対策所換気空調系運転手順」と同じ、緊急

時対策所換気空調系を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

２）手順の方針 

①手順着手の判断 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

 

a. 運転中の緊急時対策所換気空調系が故障する等の切替えが必要となった場合に手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 判断基準である「緊急時対策所換気空調系が故障する等の切替えが必要となった場合」を「動作状況」で確認すること等により、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 手順着手の判断基準である「動作状況」は機器の運転状況で監視することとしていることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

b. 所要時間等 

c.操作計器 

 

a. 当該手順は、操作手順のなかで、機材準備等の必要な手段が示されていることを確認した。必要な手段が示されていることを確認した。 

b.この手順は、緊急時対策要員 1名により、5分以内で実施することを確認した。 

c. 当該設置手順に必要な監視項目及び監視計器等は特にないことを確認した。 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 乾電池内蔵型照明（ヘッドライト（ヘルメット装着用））等により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 無線連絡設備（可搬型）等の必要な連絡手段を確保していることを確認した。 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。また、必要に応じ、チェンジングエリアの運用（除染等）を実施する。 

 

 

(2) 飲料水、食料等 

確認結果（女川２号） 

重大事故等防止技術的能力基準 1.18 の解釈 1 ｅ)にて求められている「少なくとも外部からの支援なしに 1 週間、活動するための飲料水及び食料等を備蓄すること」として、重大事故等に対処するために必

要な指示を行う要員等が重大事故等の発生後、少なくとも外部からの支援なしに 1週間、活動を続けるために必要な飲料水及び食料等を備蓄し、これらを維持・管理することを確認した。 

 
具体的な緊急時対策所内での飲食管理として、保安班長は、緊急時対策所内での飲食等の管理として、適切な頻度で緊急時対策所内の空気中放射性物質濃度の測定を行い。飲食しても問題ない環境であること

を確認する。ただし，緊急時対策所内の空気中放射性物質濃度が目安値（ 1×10- 3 Bq／cm3 未満）よりも高くなった場合であっても、本部長の判断により、必要に応じて飲食を行う。 
また、重大事故等が発生した場合、緊急時対策所内の室温及び湿度が維持できるよう予備のエアコン等を保管し、管理を適切に行うことを確認した。なお、手順ではないため、対策と設備、手順等の記載がな

いことを確認している。 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 1.18-25 

 
1.18.2.4 代替電源設備からの給電手順等 

(1) 緊急時対策所代替交流電源設備（電源車）による給電 

 a. 【技術的能力】 緊急時対策所代替交流電源設備（電源車）による給電の手順 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、全交流電源喪失時に、常設代替交流電源設備であるガスタービン発電機により受電できない場合において、早期の電源回復が不能の場合は、緊急時対策所は、緊急時対

策所用代替交流電源設備（電源車）を手動で起動することにより給電するものであり、重大事故等防止技術的能力基準１．１８にて求められている「解釈１ｂ）緊急時対策所が、代替

交流電源設備からの給電を可能とすること。」に係る手段である。 

そのための設備は、「第 1.18.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」に整理され、代替電源設備からの給電を確保するための手段に使用する設備のうち、

電源車、緊急時対策所軽油タンク及び緊急時対策所高圧母線 J系を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

２）手順の方針 

①手順着手の判断 

a. 判断基準 

 

c. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.「外部電源及び非常用電源設備による給電ができない場合」に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

b. 判断基準である「5号炉の共通用高圧母線及び 6号炉若しくは 7号炉の非常用高圧母線より受電できない場合」を「交流分電盤」で確認すること等により、適切に手順に着手でき

ることを確認した。 

c. 当該手順着手の判断における監視項目が「交流分電盤」であることを確認した。 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

b. 所要時間等 

c. 操作計器 

 

a. 当該操作手順は、代替電源設備である緊急時対策所用可搬型電源設備（電源車）の起動等を行う手順であり、「第 1.18.16 図 電源車起動操作手順タイムチャート」等を踏まえ、ケ

ーブル接続等の必要な手段が示されていることを確認した。 

b. 当該の確認手順操作について、この手順では、緊急時対策要員 2名により、約 25 分で実施する。 

c. 当該操作は起動手順であり、必要な監視項目及び監視計器は特にないことを確認した。  

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

a. 乾電池内蔵型照明（ヘッドライト（ヘルメット装着用））等により夜間等でのアクセス性を確保していることを確認した。 

b. 無線連絡設備（可搬型）等の必要な連絡手段を確保していることを確認した。 

c. 作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していることを確認した。 

 
  b. 【自主対策】 電源車（自主対策設備）による給電の手順 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等発生時に必要な電力を確保するため、全交流電源喪失、ガスタービン発電機及び緊急時対策所用代替交流電源設備（電源車）が機能喪失した場合に、電源車

（自主対策設備）による給電を行うものであり、そのための自主対策設備が「第 1.14.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対象設備と整備する手順」に整理されていることを確認

した。主な自主対策設備と自主対策として位置づける理由については、「表２ 自主対策における自主対策設備」のとおり。 

２）手順の方針 

①手順着手の判断 

a. 判断基準 

 

d. 操作手順 

c. 所要時間等 

 

 

a.「外部電源、非常用電源設備及び緊急時対策所用交流電源設備（電源車）による給電ができない場合」に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されているこ

とを確認した。 

b. 当該手順は、電源車による給電する手順であり、「第 1.18.17 図 電源車（自主対策） 起動操作タイムチャート」等を踏まえ、必要な手段が示されていることを確認した。 

c. この手順では、電源車等の配置、ケーブルの敷設、給電操作等を計 3名により 120 分以内で実施することを確認した。 
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(2) ガスタービン発電機による給電 

 
  a. 【技術的能力】ガスタービン発電機による給電の手順 

確認結果（女川２号） 

当該手順は、全交流動力電源喪失時 

当該手順は、全交流動力電源喪時は、常設代替交流電源設備であるガスタービン発電機が自動起動し、緊急用高圧母線 2F系（以下「M/C 2F 系」という。）を経由し緊急時対策所高圧母線 J系（以下「M/C J 系」と

いう。）へ自動で給電されるものであり、重大事故等防止技術的能力基準 1.14 にて求められている「電源確保に関する手順等」に係る手順である。 

 
 

 

 

表２ 自主対策における自主対策設備 

 

分類 対応手段 設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

重大事故等に対処

するために必要な

指示及び通信連絡

に関する手順等 

通信連絡に関する手順等 移動無線設備 

送受話器（ページング）（警報装置

を含む。） 

電力保安通信用電話設備 

局線加入電話設備 

社内テレビ会議システム 

専用電話設備（地方公共団体向ホッ

トライン） 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではないもの

の、設備が健全である場合は、通信連絡設備の代替設備となり得る。 

代替電源による給

電 

電源の確保に関する手順等 

電源車 

 

給電開始までに時間を要するものの、電源を確保する手段となり得

る。 
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Ⅰ 要求事項の整理 

 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（以下「重大事故等防止技術的能力基準」という。）及び実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許可基準規則」という。）において、重大事故等発生時の通信連絡に関する手順等について以下のとおり要求している。 

あわせて、申請者の計画が、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備する方針であるかを確認するため、重大事故等防止技術的能力基準 1.17 監視測定等に関する

手順等に関連する有効性評価における事故シーケンスグループ及び有効性評価で解析上考慮している対策を整理する。 

 

＜重大事故等防止技術的能力基準 1.19 通信連絡に関する手順等＞ 

重大事故等防止技術的能力基準 【解釈】 

１．１９ 通信連絡に関する手順等 

発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生

した場合において発電用原子炉施設の内外の通

信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う

ために必要な手順等が適切に整備されているか、

又は整備される方針が適切に示されていること。 

 

 

 

１ 「発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有す

る措置を行うための手順等をいう。 

ａ）通信連絡設備は、代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）からの給電を可能とすること。 

ｂ）計測等行った特に重要なパラメータを必要な場所で共有する手順等を整備すること。 

 

＜設置許可基準規則第 62 条＞（通信連絡を行うために必要な設備） 

設置許可基準規則 設置許可基準規則の解釈 

第６２条（通信連絡を行うために必要な設備） 

１ 第６２条に規定する「発電用原子炉施設の内

外の通信連絡をする必要のある場所と通信連

絡を行うために必要な設備」とは、以下に掲げ

る措置又はこれと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備をいう。 

 

  

第６２条（通信連絡を行うために必要な設備） 

１ 第６２条に規定する「発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以

上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 ａ）通信連絡設備は、代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）からの給電を可能とすること。 
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Ⅱ 審査の視点・審査確認事項と確認結果 

 

通信連絡に関する手順等について、以下の事項を確認した。 

・第６２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１９項（以下「第６２条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であるか。 

 

1.19.1 対応手段と設備の選定 

 (1) 対応手段と設備の選定の考え方 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１.対応手段と設備を選定するための考え方について 

 

１）対応手段と設備の選定の考え方が、「第 62 条等」に示されている

要求事項と一致していることを確認する。 

 

２）自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針で

あることを確認する。 

 

 

 

 

 

１）重大事故等が発生した場合において、発電所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な対応手段と重大事故等

対処設備を選定するとしており、「第 62条等」に示された要求事項と一致していることを確認した。 

 

２) 「第 62条等」に示された要求事項を踏まえ、重大事故等対処設備の他に、柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※１を

選定するとしていることを確認した。 

 

※１ 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況に

よっては、事故対応に有効な設備。 
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(2) 対応手段と設備の選定の結果 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川 2号） 

１．対応手段と設備の選定結果について 

 

１）対応手段の選定にあたり、フォールトツリー解析等により機能喪

失の原因分析を行っている場合、その分析結果を踏まえて網羅的に

対応手段が選定されているか確認する。 

 

①機能喪失原因対策分析で想定する故障想定が適切であることを確

認する。 

 

②機能喪失原因対策分析結果を踏まえ、対応手段が網羅的に選定さ

れていることを確認する。その際、少なくとも①で想定する故障

に直接関連する機器の機能喪失時の対応手段※が選定されている

ことを確認する。 

  また、対応策を講じない故障がある場合、その理由等を確認す

る。 

（例；1.2 高圧時冷却における冷却機能喪失） 

※ 1.2 高圧時冷却であれば、対象となる設備は原子炉隔離時冷却系及び高

圧炉心注水系であり、対応手段は高圧代替注水系による原子炉圧力容器

への注水、原子炉隔離時冷却系の現場操作による起動による原子炉圧力

容器への注水等となる。FT 図では、設定したフォールトツリーの頂上事

象の下に論理ゲート含めて機能喪失原因が展開される。 

 

２）第６２条等における要求事項に対応した手順等が選定されている

か確認する。 

  また、有効性評価（第３７条）において位置づけられた重大事故

対処設備及び手順等が含まれているか確認する。 

 

 

 

 

１）機能喪失原因対策分析結果を踏まえた選定結果の確認 

第６２条等による要求事項に基づき、通信連絡を行うために必要な手段を選定しているが、その際に、機能喪失原因対策分析は実施して

いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）第６２条等に対応する主な重大事故等対処設備及び手順等についての確認結果を以下に示す。 

具体的な確認内容については、表１のとおり。 

 

第６２条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を整備する方針としている。 

① 発電用原子炉施設の内外の必要な場所と通信連絡を行うとともに、通信連絡設備に対して代替電源設備からの給電を可能とするための

衛星電話設備、可搬代替交流電源設備、常設代替交流電源設備、緊急時対策所用可搬型電源設備等の設備及び手順等 

② 計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内外の必要な場所で共有するための衛星電話設備、無線連絡設備等の設備及び手順等。 

 

 

 

 

 

 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.19-5 

表１ 規制要求事項に対応する手順 

 

      ○「第 62条等」で求められている手順 

要求概要 確認結果 

【設備（配備）】※１ 第６２条（通信連絡を行うために必要な設備） 

１ 第６２条に規定する「発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行うために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれと同

等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 

（【設備（措置）】※２ ） 

 ａ）通信連絡設備は、代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）からの給

電を可能とすること。 

 

 

 

 

第６２条等の要求事項に対応するための設備及び手順等について、以下のとおり整備す

る方針であることを確認した。 

 

 

 

 

○代替電源設備から給電する手順等 

衛星電話設備、無線連絡設備、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備（テ

レビ会議システム、ＩＰ－電話機、ＩＰ－ＦＡＸ）、必要な情報を把握できる設備（安全

パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ））、データ伝送設備へ代替電源から給電するための

手順。 

 

 

 

 

○代替電源設備から給電する手順等 

 同上 

 

○発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための手順等 

○計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有する手順等 

○発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための手順等 

○計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有する

手順等 

これら４つの手順により、計測等を行った特に重要なパラメータの必要な場所での共

有を行う。 

 

【技術的能力】※３ １ 「発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行

うために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果

を有する措置を行うための手順等をいう。 

ａ）通信連絡設備は、代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）からの給電

を可能とすること。 

 

ｂ）計測等行った特に重要なパラメータを必要な場所で共有する手順等を整備す

ること。 

※１；【設備（設置/配備）】：設置許可基準規則第 62 条のうち、設備等の設置に関する要求事項 

※２；【設備（措置）】：【設備（設置/配備）】以外の要求事項 

※３；【技術的能力】：重大事故等防止技術的能力基準１．１９ 
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1.19.2 重大事故等時の手順等 

(1) 規制要求に対する設備及び手順等について 

a. 第６２条等の規制要求に対する設備及び手順等 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）第６２条等に基づく要求事項に対応するための対策とそのため

に必要な重大事故等対処設備を整備するとしていることを確認す

る。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）第６２条等の規制要求に対する設備及び手順等についての主な確認結果を以下のとおり。具体的な個別手順の確認内容について

は、1.19.2.2以降に示す。 

 

○ 対策と設備 

第６２条に基づく要求事項に対応するために、以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

 

a. 衛星電話設備、無線連絡設備、携行型通話装置、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備、安全パラメータ表示シ

ステム（SPDS）、可搬型代替交流電源設備、緊急時対策所用可搬型代替交流電源設備、常設代替交流電源設備を重大事故等対処

設備として新たに整備する。 

 

b. 計測等を行った特に重要なパラメータの必要な場所での共有。そのため、衛星電話設備、無線連絡設備、携行型通話装置及び

統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

  

２）１）にて選定した重大事故等対処設備を用いた手順等の方針が第

４３条等に基づく要求事項に適合しているか。 

 

   ①選定した手順等毎に、重大事故等防止技術的能力基準第 1.0

項（手順等に関する共通的な要求事項）等を踏まえて、手順

着手の判断基準、具体的な計測可能なパラメータ、手順着手

の判断に必要な計器等が示されていることを確認する。 

 

②選定した手順等毎に、具体的な操作内容、操作に必要な人員、

作業時間等が示されていることを確認する。 

 

 

 

 

２）手順等の方針 

 

 

①手順着手の判断基準等及び②必要な人員等 

a. 発電所内 

○計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有する手順等 

特に重要なパラメータを可搬型の計測器にて計測した場合には、その結果を現場（屋内）と中央制御室との間の連絡には携行型

通話装置を、現場（屋外）と緊急時対策所との間の連絡には無線連絡設備を、中央制御室と緊急時対策所との間の連絡には衛星

電話設備及び無線連絡設備をそれぞれ使用し、特に重要なパラメータを共有する手順に着手する。これらのうち携行型通話装置

に関する手順は、使用する端末の通話装置用ケーブルの接続、連絡等を実施することを確認した。 

 

b. 発電所外 

○計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外の必要な場所で共有する手順等 

特に重要なパラメータを可搬型の計測器にて計測した場合には、その結果を衛星電話設備又は統合原子力防災ネットワークを用
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

③選定した手順毎に、作業場におけるアクセスルートの確保、

通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしているこ

と、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認

する。 

 

いた通信連絡設備により、緊急時対策所と本店（宮城）、国、地方公共団体等との間で共有する手順に着手する。これらのうち統

合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備による通信連絡のための手順は、テレビ会議システムの起動、通信状態の確認

等を緊急時対策所で実施することを確認した。 

 

③作業環境等 

 手順における操作には、特別な技量を要することなく、容易に操作ができる等、当該作業にあたり特段の支障が無いことを確認し

た。 

また、円滑に作業ができるよう緊急時対策所との連絡用に通信連絡設備を整備することを確認した。 

 

 

(2) 優先順位について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１）重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に

関する共通的な要求事項）等を踏まえて、優先すべき手

順・操作等が明確になっていることを確認する。 

 

発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な機能の、それぞれの対策について優先すべき手順・操

作等を明確化していることを確認した。 

個別手順の優先順位に関する確認内容については、1.19.2.1以降に示す。 
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(3) 自主的対策のための設備及び手順等について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

１）自主的対策を含め重大事故等への対処が確実に実施される方針で

あるか。 

 

①自主的対策のための手順毎に、自主対策設備が示されていること、

自主対策設備として位置付ける理由が示されていることを確認す

る。 

 

②自主的対策のための手順毎に、手順着手の判断基準、具体的な操作

内容、必要な人員数及び作業時間等が示されていることを確認す

る。 

 

 

 

 

１） 

① 及び② 

申請者は、発電所内外の通信連絡を行うための設備（表２ 自主対策における自主対策設備）を用いた主な手順等として、設備が健全で

ある場合には、通常時使用されている設備である移動無線設備、送受話器（ページング）（警報装置を含む。）、電力保安通信用電話設

備、局線加入電話設備、社内テレビ会議システム及び専用電話設備（地方公共団体ホットライン）を重大事故等時においても発電所内外

の通信連絡に用いるとしているとしている。 
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○個別手順の確認 

審査の視点及び確認事項 

１）対策と設備 

 対応する対策とそのために必要な設備が整理され、明示されていることを確認する。[対策と設備] 

※ 1.19.2.1 以降の「審査の視点及び確認事項」には、便宜的に[ ]内の事項で表記する。以下同じ。 

 

２）手順等の方針 

○規制要求に対応する手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等  

a.判断基準が明確（具体的な数値若しくは状況を示している）であることを確認する。[判断基準] 

b.示された判断基準により手順が適切に着手できるか。（どのような場合に手順に着手するか確認する）[着手タイミング] 

c.手順着手の判断に必要な計器が特定され、整理されているか確認する。[判断計器] 

②必要な人員等 

a.操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されているか。[操作手順] 

b.手順の所要時間及び人員数が適切であることを、設置許可基準 37 条（有効性評価）で確認した内容や訓練実績等を用いて確認する。[所要時間等] 

c.操作に必要な計器類が示されていることを確認する。[操作計器]  

d.設備を多用途に用いる場合に、当該用途への系統切替えの容易性を含め、手順が明確化されていることを確認する。[系統切替え]（該当する場合に記載する。） 

③アクセスルートの確保等 

a.作業場におけるアクセスルートが確保されていることを確認する。[アクセスルート] 

b.通信設備や防護具など必要な装備を整備するとしていることを確認する。[通信設備等] 

c.作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。[作業環境] 

 ※現場操作を伴わない中央制御室のみで作業を実施する手順については、その旨を記載し、a.～c.についての記載は不要とする。 

 

○自主的対策手順については、以下の事項について確認する。 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準が示されていることを確認する。[判断基準] 

b. 操作の流れを示したフローチャート等を踏まえて、具体的な操作手順が示されていることを確認する。[操作手順] 

c. 手順の所要時間及び人員数が示されていることを確認する。[所要時間等] 
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1.19.2.1 発電所内の通信連絡 

(1) 【技術的能力及び自主対策】発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための手順等 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための手順等であり、また、重大事故等防止技術的能力基準 1.19 の解釈 1にて求められている「発電用原

子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な手順等」に係る手順であって、そのための設備が、「第 1.19.1 表 機能喪失を想定する自主対策設備及

び設計基準事故対処設備と整備する手順（発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡）」等に整理されていることを確認した。 

また、自主対策として、発電所内の通信連絡を行うための設備（表２ 自主対策における自主対策設備）を用いた主な手順等として、設備が健全である場合には、通常時使用されて

いる設備である移動無線設備、送受話器（ページング）（警報装置を含む。）、電力保安通信用電話設備を重大事故等時においても発電所内外の通信連絡に用いるとしていることを確認

した。 

※ 必要な情報を把握できる設備とは、主にデータ収集装置、SPDS 伝送装置及び SPDS 表示装置から構成される安全パラメータ表示システムを示す。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a.重大事故等が発生した場合において、通信連絡設備（発電所内）及び安全パラメータ表示システム（SPDS）により、発電所内の通信連絡をす 

る必要のある場所と通信連絡を行う場合には、発電所内の通信連絡の手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b.判断基準である「発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う場合」をもって、適切に手順に着手できることを確認した。 

c.手順着手にあたり、特段の計器を用いないことを確認した。 

 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

 

 

 

 

b. 所要時間等 

 

c. 操作計器 

 

a. 当該手順は、重大事故等が発生した場合において、通信連絡設備（発電所内）により、運転員及び重大事故等対策要員が、中央制御室、緊急時対策所又は屋外の作業場所との間で

相互に通信連絡を行うために、衛星電話設備、無線連絡設備、携行型通話装置、送受話器（ページング）（警報装置を含む。）、電力保安通信用電話設備及び移動無線設備を使用する

手順並びに安全パラメータ表示システム（SPDS）により、緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを転送し、パラメータの共有を行うための手順が示されているこ

とを確認した。なお、安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ収集装置、SPDS 伝送装置については、常時伝送を行うため、通常操作は不要であり、SPDS 表示装置の操作

手順については、「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

b. 当該手順では、衛星電話設備等を、必要な個数を設置又は保管することにより、使用場所において通信連絡をする必要のある場所と確実に接続及び通信連絡を行うことを可能とす

るとしていることを確認した。 

c. 操作にあたり、特段の計器を用いないことを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

 

 衛星電話設備等については、特別な技量を要することなく、容易に操作ができる等、当該作業にあたり特段の支障が無いことを確認した。また、使用場所において通信連絡をする必

要のある場所と確実に接続及び通信連絡を行うことを可能とすることを確認した。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.19-11 

(2) 【技術的能力】計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有する手順等 

確認結果（女川２号） 

当該手順は、計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有する手順等であり、重大事故等防止技術的能力基準 1.19 の解釈 1 b)にて求められている「重要なパラメータを必要な場所で共

有する手順等」に係る手順である。そのための設備が、「第 1.19-1 表 機能喪失を想定する自主対策設備及び設計基準事故対象設備と整備する手順（発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡）」等に

整理され、そのうち、衛星電話設備、無線連絡設備、携行型通話装置等を重大事故等対処設備として新たに整備するとしていることを確認した。 

 

  当該手順は、通信設備（発電所内）を用いて、特に重要なパラメータを計測結果を発電所内の必要な場所で共有するための手順である。特に重要なパラメータを可搬型の計測器にて計測し、その結果を通信連

絡設備（発電所内）により、発電所内の必要な場所で共有する場合には、その結果を現場（屋内）と中央制御室との間の連絡には携行型通話装置を、現場（屋外）と緊急時対策所との間の連絡には衛星電話設備及

び無線連絡設備を、中央制御室と緊急時対策所との間の連絡には衛星電話設備及び無線連絡設備をそれぞれ使用し、特に重要なパラメータを共有する手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な

状態で示され明確であることを確認した。 

 なお、携行型通話装置に関する手順は、使用する端末の通話装置用ケーブルの接続、乾電池残量の確認、連絡等を実施するとしていることを確認した。 

 また、操作手順等については、「1.19.2.1(1) 発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための手順等」にて整備し、特に重要なパラメータを計測する手順等は、「1.15 事故時の計装に関する

手順等」及び「1.17 監視測定等に関する手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

(3) 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた

優先順位が示されているか。 

 

 

 

重大事故等発生時の、対応手段について、以下の方針で実施することを確認した。なお、優先順位については、今後、訓練等を通して見直しを

行うとしていることを確認した。 

｢重大事故等時の対応手段｣ 

・運転員及び緊急時対策要員が、中央制御室、中央制御室待避室、屋内外の現場及び緊急時対策所との間で操作・作業等の通信連絡を行う場合

は、屋内外で使用が可能であり、通常時から使用する自主対策設備の送受話器（ページング）（警報装置を含む。）及び電力保安通信用電話設備

を優先して使用する。 

・自主対策設備が使用できない場合は、衛星電話設備、無線連絡設備及び携行型通話装置を使用する。 

・緊急時対策所の重大事故等対策要員は、重大事故等に対処するために必要なパラメータを共有する場合は、安全パラメータ表示システム（SPDS）

を使用する。 

 

 

 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.19-12 

1.19.2.2 発電所外（社内外）との通信連絡 

(1) 【技術的能力】発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための手順等 

確認事項 確認結果（女川２号） 

１）対策と設備 当該手順は、重大事故等が発生した場合において、通信連絡設備により、発電所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための手順等であり、重大事故等防止技術的能

力基準 1.19 の解釈 1にて求められている「発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な手順等」に係る手順である。そのための設備が、

「第 1.19.2 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」等に整理され、衛星電話設備、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備、データ伝送設備※等

を重大事故等対処設備として新たに整備するとしていることを確認した。 

また、自主対策として、発電所内の通信連絡を行うための設備（表２ 自主対策における自主対策設備）を用いた主な手順等として、設備が健全である場合には、通常時使用されて

いる設備である電力保安通信用電話設備、局線加入電話設備、社内テレビ会議システム、及び専用電話設備（地方公共団体ホットライン）を重大事故等時においても発電所内外の通信

連絡に用いるとしていることを確認した。 

※ データ伝送設備とは、必要な情報を把握できる設備（安全パラメータ表示システム（SPDS））のうち、SPDS 伝送装置を示す。 

２）手順等の方針 

①手順着手の判断基準等 

a. 判断基準 

 

b. 着手タイミング 

c. 判断計器 

 

 

a. 重大事故等が発生した場合において、通信連絡設備（発電所外）及びデータ伝送設備により、発電所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う場合、当該手順に着手す

るとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示され明確であることを確認した。 

b. 判断基準である「発電所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う場合」をもって、適切に手順に着手できることを確認した。 

c. 手順着手の判断にあたり、特段の計器を用いないことを確認した。 

 

 ②必要な人員等 

a. 操作手順 

 

 

 

b. 所要時間等 

 

c. 操作計器 

 

a. 当該操作手順では、重大事故等が発生した場合において、通信連絡設備（発電所外）により、緊急時対策所の重大事故等対策要員が、本店、国、自治体、その他関係機関等へ通信

連絡を行うために、衛星電話設備、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備（テレビ会議システム、IP-電話機、IP-FAX）、電力保安通信用電話設備、局線加入電話、社内

テレビ会議システム、専用電話設備（地方公共団体向ホットライン）及びデータ伝送設備を使用する手順であり、そのための、衛星電話等の各種通信機器の操作方法等、必要な操作

手順が示されていることを確認した。  

b. 当該手順では、衛星電話設備、統合原子力防災ネットワークを用いた信連絡設備等を、必要な個数を設置又は保管することにより、使用場所において通信連絡をする必要のある場

所と確実に接続及び通信連絡を行うことを可能とするとしていることを確認した。 

c. 当該操作に際して、特段の監視項目及び監視計器を要しないことを確認した。 

 

③アクセスルートの確保等 

a. アクセスルート 

b. 通信設備等 

c. 作業環境 

 

 

 衛星電話設備等については、特別な技量を要することなく、容易に操作ができる等、当該作業にあたり特段の支障が無いことを確認した。 
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(2) 【技術的能力及び自主対策】計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有する手順等 

確認結果（女川２号） 

当該手順は、計測等を行った特に重要なパラメータの必要な場所（発電所外）での共有のため、通信連絡を行うための手順等であり、重大事故等防止技術的能力基準 1.19 の解釈 1 b)にて求められている「重要

なパラメータを必要な場所で共有する手順等」に係る手順である。そのための設備が、「第 1.19.2 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順」等に整理され、うち、通信連絡設備（発電所外）

により発電所外（社内外）の必要な場所で共有する場合では、衛星電話設備、電力保安通信用電話設備、局線加入電話設備、専用電話設備（地方公共団体向ホットライン）及び統合原子力防災ネットワークを用い

た通信連絡設備等を重大事故等対処設備として新たに整備し、緊急時対策所と本店との連絡には社内テレビ会議システム、衛星電話設備、電力保安通信用電話設備、局線加入電話設備及び統合原子力防災ネット

ワークを用いた通信連絡設備を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

また、自主対策として、発電所外の通信連絡を行うための設備（表２ 自主対策における自主対策設備 参照）を用いた主な手順等として、設備が健全である場合、衛星電話設備（社内向）は、通常時使用され

ている設備であり、重大事故等時においても発電所内外の通信連絡に用いるとしていることを確認した。 

 

特に重要なパラメータを可搬型の計測器にて計測した場合には、その結果を衛星電話設備又は統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備により、緊急時対策所と本店（宮城）、国、地方公共団体等との

間で共有する手順に着手するとしており、手順着手の判断基準が具体的な状態で示されていることを確認した。 

 なお、これらのうち統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備による通信連絡のための手順は、テレビ会議システムの起動、通信状態の確認等を緊急時対策所で実施するとしていることを確認した。 

また、操作手順等については、「1.19.2.2(1) 発電所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための手順等」にて整備すること、特に重要なパラメータを計測する手順等は、「1.15 事故時の計装に

関する手順等」及び「1.17 監視測定等に関する手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

 

 

(3) 優先順位 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

（１）手順の優先順位 

 抽出された手順について、事象進展や設備の容量等を踏まえた

優先順位が示されているか。 

 

 

 

重大事故等発生時の、対応手段について、以下の方針で実施することを確認した。なお、優先順位については、今後、訓練等を通して見直しを

行うとしていることを確認した。 

｢重大事故等時の対応手段｣ 

・緊急時対策所の緊急時対策要員が本店との間で通信連絡を行う場合は、自主対策設備の社内テレビ会議システム、電力保安通信用電話設備又

は局線加入電話設備を優先して使用する。自主対策設備が使用できない場合は、衛星電話設備又は統合原子力防災ネットワークを用いた通信連

絡設備を使用する。 

・国との間で通信連絡を行う場合は、自主対策設備の電力保安通信用電話設備又は局線加入電話設備を優先して使用する。自主対策設備が使用

できない場合は、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備又は衛星電話設備を使用す 

・自治体、その他関係機関等との間で通信連絡を行う場合は、自主対策設備の電力保安通信用電話設備、局線加入電話設備、専用電話設備（地

方公共団体向ホットライン）を優先して使用する。自主対策設備が使用できない場合は、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備又

は衛星電話設備を使用する。 

・社内関係箇所との間で通信連絡を行う場合は、衛星電話設備を使用する。 

・緊急時対策所の重大事故等対策要員は、国の緊急時対策支援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送し、パラメータを共有する場合は、デー

タ伝送設備を使用する。 
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1.19.2.3 【技術的能力】代替電源設備から給電する手順等 

確認結果（女川２号） 

衛星電話設備、無線連絡設備（（固定））、、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備、安全パラメータ表示システム（SPDS）及びデータ伝送設備へ給電するための手順等であり、重大事故等防止技術的

能力基準 1.19 の解釈 1 a)にて求められている「代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）からの給電に必要な手順等」に係る手順である。そのための設備が、「第 1.19.1 表 機能喪失を想定する設計基準

事故対象設備と整備する手順」等に整理され、うち、衛星電話設備、無線連絡設備、携行型通話装置、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備、安全パラメータ表示システム（SPDS）、可搬型代替交流

電源設備、緊急時対策所用可搬型電源設備及び常設代替交流電源設備を重大事故等対処設備として新たに整備するとしていることを確認した。 

 

当該手順は、全交流動力電源喪失時は、代替電源設備により，衛星電話設備（固定）、無線連絡設備（固定）、、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備、安全パラメータ表示システム（SPDS）及びデ

ータ伝送設備へ給電するするものであり、給電の手順等は、「1.14 電源の確保に関する手順等」及び「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備するとしていることを確認した。 

衛星電話設備（携帯）、無線連絡設備（携帯）及び携行型通話装置は、充電式電池又は乾電池を使用する。充電式電池を用いるものについては、ほかの端末若しくは予備の充電式電池と交換することにより継続

して通話を可能とし、使用後の充電式電池は、中央制御室又は緊急時対策所の電源から充電する。乾電池を用いるものについては、予備の乾電池と交換することにより 7 日間以上継続して通話を可能とするこ

とを確認した。 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  1.19-15 

 

 

表２ 自主対策における自主対策設備 

 

対応手段 設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

発電所内外の通信連絡 

 

 

・移動無線設備 

・送受話器（ページング）（警報装置を含む。） 

・専用電話設備（地方公共団体向ホットライン） 

・電力保安通信用電話設備 

・局線加入電話設備 

・社内テレビ会議システム 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではないも

のの、設備が健全である場合には、通信連絡設備の代替手段となり

得る。 
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女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（重大事故等防止技術的能力基準２．１） 

 

重大事故等防止技術的能力基準２．１項は、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる原子炉施設の大規模な損壊（以下「大規模損壊」という。）が発生した場合における体制の整備

に関し、申請者において、以下の項目についての手順書が適切に整備されていること又は整備される方針が示されていること、加えて、当該手順書に従って活動を行うための体制及び資機材が適切に整備されていること

又は整備される方針が示されていることを要求している。 

 このため、規制委員会は、①手順書の整備、②体制の整備、③設備及び資機材の配備について以下の要求事項に基づき確認を行った。 

 

Ⅰ 要求事項 

発電用原子炉設置者において、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊（以下「大規模損壊」という。）が発生した場合における体制の整備に関し、

以下の項目についての手順書が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。また、当該手順書に従って活動を行うための体制及び資機材が適切に整備されているか、又は整備される方針が

適切に示されていること。 

一 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関すること。 

二 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関すること。 

三 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関すること。 

四 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策に関すること。 

五 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するための対策に関すること。 

 

Ⅱ 要求事項の解釈 

１ 発電用原子炉設置者において、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊が発生した場合において、第１号から第５号までに掲げる活動を実施す

るために必要な手順書、体制及び資機材等を適切に整備する方針であること。 

２ 第１号に規定する「大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動」について、発電用原子炉設置者は、故意による大型航空機の衝突による外部火災を想定し、泡放水砲等を用いた消火活

動についての手順等を整備する方針であること。 

３ 発電用原子炉設置者は、本規程における「１．重大事故等対策における要求事項」の以下の項目について、大規模な自然災害を想定した手順等を整備する方針であること。 

１．２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 

１．３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

１．４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 

１．５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

１．６ 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 

１．７ 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

１．８ 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

１．９ 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等 

１．１０ 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等 

１．１１ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

１．１２ 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

１．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

１．１４ 電源の確保に関する手順等 

４ 発電用原子炉設置者は、上記３の項目について、故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムも想定した手順等を整備する方針であること。 
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２．１．１ 手順書の整備 ...................................................................................................................................................................... 2.1-3 

（１） 設計基準を超えるような規模の自然災害への対応における考慮 .............................................................................................................................. 2.1-3 

（２） 故意による大型航空機の衝突その他テロリズムへの対応における考慮 ........................................................................................................................ 2.1-6 

（３） 手順書の整備及びその対応操作 .......................................................................................................................................................... 2.1-8 

ａ．手順書の適用条件と判断フロー .......................................................................................................................................................... 2.1-8 

ｂ．５つの活動を行うために必要な手順書 ................................................................................................................................................... 2.1-13 

ｃ．米国ガイド等における要求事項の手順書への反映について ................................................................................................................................. 2.1-23 

２．１．２ 体制の整備 ....................................................................................................................................................................... 2.1-24 

（１） 教育及び訓練の実施 ................................................................................................................................................................... 2.1-24 

（２） 体制の整備 ........................................................................................................................................................................... 2.1-27 
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b.対応拠点 ............................................................................................................................................................................... 2.1-31 

c.外部支援 ............................................................................................................................................................................... 2.1-31 

２．１．３ 設備・資機材の整備 ............................................................................................................................................................... 2.1-34 

（１） 可搬型重大事故等対処設備の整備 ....................................................................................................................................................... 2.1-34 

（２） 資機材の整備 ......................................................................................................................................................................... 2.1-37 
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２．１．１ 手順書の整備 

（１） 設計基準を超えるような規模の自然災害への対応における考慮 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

大規模損壊を発生させる可能性のある外部事象として、大規模な自然災

害の発生を想定することを確認する。 

 

① 大規模な自然災害による大規模損壊の想定に当たって、国内外の基準

等で示されている自然現象を参考に発電用原子炉施設の安全性に影響

を与える可能性のある自然現象を網羅的に抽出していることを確認。 

 

①大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象を網羅的に抽出するため、女川原子力発電所及びその周辺での発生実績に関わらず、国内で一

般的に発生し得る事象に加え、国内外の基準等で示されている外部事象を網羅的に抽出・整理し、32事象を抽出することを確認した。 

自然現象32事象の中で、発電用原子炉施設の安全性に影響を与える可能性のある自然現象として、地震、津波、竜巻、凍結、積雪、落雷、

火山の影響、森林火災及び隕石の9事象を選定することを確認した。 

また、重畳することが想定される自然現象の組合せ（地震と津波）についても考慮していることを確認した。 

 

補足説明資料において、大規模損壊を発生させる可能性のある大規模な自然災害の抽出プロセス及び選定結果が示されている。 

（参照：補足説明資料 添付資料2.1.1 大規模損壊を発生させる可能性のある大規模な自然現象の抽出プロセスについて） 

（参照：補足説明資料 添付資料2.1.8 設計基準を超える自然現象の重畳に対する事故シーケンスの抽出） 

 

② ①で網羅的に抽出した自然現象について、設計基準を超えるような規

模の想定し、大規模損壊へ至る可能性を検討した上で、その検討結果を

踏まえ大規模な自然災害を特定し、これを考慮した手順書を整備する

方針であることを確認。 

 

 

②手順書の策定に際しては、設計基準を超えるような規模の自然現象が原子炉施設の安全性に与える影響を考慮するとしていることを確認し

た。 

①で網羅的に抽出した9事象について、基準地震動、基準津波等の設計基準を超えるような規模を想定し、当該事象が発電用原子炉施設の

安全性に与える影響を整理していることを以下のとおり確認した。 

 

【地震】  

・基準地震動を超える規模を想定する。  

  

【津波】  

・基準津波を超える規模として、敷地に遡上する津波（防潮堤位置においてO.P.33.9m）を上回る高さの津波を想定する。 

  

【竜巻】  

・最大風速100m/sを超える規模の竜巻を想定する。  

  

【凍結】  

・低温における設計基準温度（-14.6℃）を下回る規模を想定する。 

 

【積雪】  

・設計基準積雪量（43cm）を超える積雪量を想定する。  

  

【落雷】 

・設計基準電流値（100kA）を超える雷サージの影響を想定する。  

 

【火山】  

・降下火砕物（火山灰）の堆積厚さの設計基準である（15cm）を超える規模を想定する。  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 2.1-4 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

【森林火災】 

・防火帯を超えて延焼するような規模を想定する。 

 

【隕石】  

・事前の予測については、行えないものとして規模を想定する。  

 

 上記で選定された自然現象のうち、凍結、積雪、落雷、火山の影響及び森林火災については、設計基準事故又は重大事故等対策で想定してい

る事故シーケンス至る可能性のある自然現象である。 

また、発電用原子炉施設において大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象又は安全性に大きな影響を与える可能性のある2事象（地震、

津波）以外の竜巻及び隕石については、他の事象のシナリオに代表させることができることを確認した。 

 

【竜巻】 

・最も過酷なケースは、全交流動力電源喪失に加え代替電源が喪失する場合となるが、地震及び津波のシナリオに代表させることができる。 

 

【隕石】 

・隕石衝突に伴う建屋・屋外設備の損傷については、大型航空機の衝突のシナリオに代表させることができる。 

・発電所敷地への隕石落下に伴う振動の発生については、地震のシナリオに代表させることができる。 

・隕石の発電所近海への落下に伴う津波については、津波のシナリオに代表させることができる。 

 

 発電用原子炉施設において大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害又は安全性に大きな影響を与える可能性のある自然災害につい

ては、地震及び津波の2事象を代表として整理していることを確認した。また、地震及び津波の重畳を大規模損壊を発生させる可能性のある

自然現象として特定していることを確認した。なお、大規模損壊の発生させる可能性を検討するにあたっては、イベントツリーにより、事象

の進展を考慮していることを確認した。具体的な整理結果は、「第2.1-2図 大規模な自然災害により生じ得るプラントの状況」において確認

した。 

 

【地震】 

・大規模地震の想定では、送変電設備の碍子等の損傷に伴う外部電源喪失の可能性がある。 

・交流電源設備の損傷のより、非常用交流電源が喪失し、全交流動力電源喪失の重大事故に至る可能性がある。 

・原子炉補機冷却海水系の損傷により、原子炉補機冷却水系及び残留熱除去系が機能喪失し、最終ヒートシンク喪失に至る可能性がある。 

・直流電源設備の損傷により、非常用交流電源の制御機能が喪失し、全交流動力電源喪失に至る可能性がある。 

・中央制御室は堅牢な建屋内にあることから、運転員による操作機能の喪失は可能性として低いが、計測・制御系については喪失する可能性が

ある。 

・原子炉建屋又は原子炉格納容器の損傷により、建屋内の機器・配管が損傷して大規模なLOCA又は格納容器バイパスが発生し、ECCS注入機能も

有効に機能せず、重大事故に至る可能性がある。原子炉格納容器が損傷した場合には、閉じ込め機能にも期待できない。 

・モニタリングポストの監視機能が喪失する可能性がある。 

・保管している危険物による火災の発生の可能性がある。 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 2.1-5 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

・斜面の崩壊、地盤の陥没等によりアクセスルートの通行が困難になり、事故の対策に影響を及ぼす可能性がある。 

 

【津波】 

・津波の浮力や漂流物衝突による変圧器等の損傷に伴う外部電源喪失の可能性がある。 

・原子炉補機冷却海水系ポンプの被水により、原子炉補機冷却水及び残留熱除去系が機能喪失し、最終ヒートシンク喪失が発生し、これに伴う

非常用ディーゼル発電機等の機能喪失により、全交流動力電源喪失に至る可能性がある。 

・原子炉建屋、タービン建屋、制御建屋の防護扉が波力又は没水により損傷の可能性がある。 

・制御建屋内への津波による溢水により、直流主母線盤が冠水し、直流電源が喪失する可能性がある。 

・防潮堤の損傷により敷地内に多量の津波が流入することで、屋内外の施設が広範囲にわたり浸水し機能喪失する可能性がある。 

・モニタリングポストの電源喪失により監視機能が喪失する可能性がある。 

・がれき等によりアクセスルートの通行が困難となり、事故の対策に影響を及ぼす可能性がある。 

 

【地震と津波の重畳】 

・開閉所設備の碍子等の損傷により、外部電源喪失の可能性がある。 

・原子炉補機冷却海水系ポンプの被水により、原子炉補機冷却水系及び残留熱除去系の冷却源が喪失し、最終ヒートシンク喪失が発生し、これ

に伴い非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の機能喪失により、全交流動力電源喪失に至る可能性がある。 

・原子炉建屋、タービン建屋、制御建屋の防護扉が波力又は没水により損傷の可能性がある。 

・制御建屋内への津波による浸水により、125Ｖ直流主母線盤が冠水し、直流電源が喪失する可能性がある。 

・原子炉建屋又は原子炉格納容器の損傷により、建屋内の機器、配管が損傷して大規模なＬＯＣＡ又は格納容器バイパスが発生し、ＥＣＣＳ注

入機能も有効に機能せず、重大事故に至る可能性がある。原子炉格納容器が損傷した場合には、閉じ込め機能に期待できない。 

・防潮堤の損傷により敷地内に多量の津波が流入することで、屋内外の施設が広範囲にわたり浸水し機能喪失する可能性がある。 

・モニタリングポストの地震の揺れや全交流動力電源喪失により監視機能が喪失する可能性がある。 

・大規模地震後に実施する屋外作業の開始が、大規模地震後の大規模津波によって、遅れる可能性がある。 

・斜面の崩壊、地盤の陥没、がれき等によりアクセスルートの通行が困難となり、事故の対策に影響を及ぼす可能性がある。 

 

③ 個別プラントの確率論的リスク評価の結果に基づく事故シーケンスグ

ループの選定において抽出しなかった事故シーケンス等により大規模

損壊に至る可能性も考慮し、手順書を整備する方針であることを確認。 

 

 

③手順書の策定に際しては、有効性評価において想定する事故シーケンスグループに追加しなかった地震及び津波特有の事故シーケンスなど

を考慮するとしていることを確認した。 

確率論的リスク評価（以下「PRA」という。）の結果に基づく事故シーケンスグループの選定にて抽出しなかった地震及び津波特有の事象と

して発生する事故シーケンスについて、当該事故により発生する可能性のある重大事故等、大規模損壊への対応を含む手順書として、整備す

るとしていることを確認した。 

 

補足説明資料において、PRAで選定しなかった事故シーケンス等への対応に関する対応の考え方が示されている。 

（参照：補足説明資料 添付資料2.1.10 PRAで選定しなかった事故シーケンス等への対応について） 

 

有効性評価において想定する事故シーケンスグループに追加しなかった地震及び津波特有の事故シーケンスは以下のとおり確認した。 

 

【地震】 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 2.1-6 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

・地震レベル1PRAにより抽出した事故シーケンスには、E-LOCA、計測･制御系喪失、原子炉建屋損傷、格納容器損傷、圧力容器損傷、格納容

器ﾊﾞｲﾊﾟｽ、制御建屋損傷、全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+HPCS失敗+原子炉停止失敗等がある｡また、内部事象のレベル1.5PRA

により、炉心損傷後に格納容器バイパスに至る原子炉格納容器の破損モードとして、格納容器隔離失敗を抽出している｡ 

大規模な地震が発生した場合には、これらの事故シーケンス、あるいは複数の事故シーケンスの組合せが生じることが考えられるが、大

規模損壊が発生した場合の対応手順書の有効性を確認する観点から、ケーススタディとして、大規模な地震で原子炉格納容器内の原子炉冷

却材圧力バウンダリにおいて、大破断LOCAを超える規模の損傷が発生し、炉心損傷に至るE-LOCAを代表シナリオとして選定する｡この際、

地盤の陥没等により、アクセスルートの通行に支障をきたす可能性を考慮する｡ 

 

【津波】 

・津波レベル１ＰＲＡにより抽出した事故シーケンスとして、複数の緩和 

機能喪失がある。また、内部事象のレベル1.5ＰＲＡにより、炉心損傷後に格納容器バイパスに至る原子炉格納容器の破損モードとして、

格納容器隔離失敗を抽出している。大規模な津波が発生した場合には、これらの事故シーケンス、あるいは複数の事故シーケンスの組合せ

が生じることが考えられるが、大規模損壊が発生した場合の対応手順書の有効性を確認する観点から、敷地に遡上する津波を超える規模の

津波により、原子炉建屋内地下階が冠水する前提において、ケーススタディとして、全交流動力電源喪失＋直流電源喪失＋計測・制御系喪

失に至る事象を代表シナリオとして選定する。この際、原子炉建屋周辺の冠水により、アクセスルートの通行に支障をきたす可能性を考慮

する。 

 

【地震と津波との重畳】 

・地震と津波の重畳では、上記の地震及び津波の項で想定した事故シーケンスの組み合わせとして、全交流動力電源喪失＋直流電源喪失＋E-

LOCA＋計測・制御系喪失等が想定される。ケーススタディとしては、対応手順書の有効性を確認する観点から、この事象を代表シナリオと

して選定する。この際、地盤の陥没等及び原子炉建屋周辺の冠水により、アクセスルートの通行に支障をきたす可能性を考慮する。 

 

④ ②で整理した発電用原子炉施設の安全性に影響を与える可能性が低い

自然災害についても発生を想定し、手順書を整備する方針であること

を確認。 

 

④選定した自然災害10事象に対して、万一の事態に備えるため、基準地震動、基準津波等の設計基準を超えるような規模を想定し、手順書の策

定に際しては、設計基準を超えるような規模の自然災害が発電用原子炉施設の安全性に与える影響を考慮するとしていることを確認した。 

発電用原子炉施設において大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害又は安全性に大きな影響を与える可能性のある自然災害は、地

震及び津波の2事象を代表として整理するとしている。また、当該の2事象以外の自然災害については、発電所の安全性に影響を与える可能性

はあるものの大規模損壊に至ることはないと考えるが、仮に大規模損壊に至ったとしても、これら2事象に包含され被害の態様から同様の手

順で対応ができることを確認した。 

 

 

（２） 故意による大型航空機の衝突その他テロリズムへの対応における考慮 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

大規模損壊を発生させる可能性のある外部事象として、故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムの発生を想定することを確認。 

 

①故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる施設の広範囲に

わたる損壊、不特定多数の機器の機能喪失及び大規模な火災等の発生な

①手順書の策定に際しては、故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる施設の広範囲にわたる損壊、不特定多数の機器の機能喪

失及び大規模な火災等の発生を考慮するとし、故意による大型航空機の衝突をケーススタディとして選定していることを確認した。 

なお、具体的な内容については、テロの想定に関する情報であることから、非公開資料において示されていることを確認した。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 2.1-7 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

どを想定していることを確認。 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 2.1-8 

（３） 手順書の整備及びその対応操作 

ａ．手順書の適用条件と判断フロー 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

重大事故等発生時で整備する設備を手順等に加えて、共通要因で同時に

機能喪失することのないよう可搬型設備による対応を中心とした多様性及

び柔軟性を有する手順等を整備する方針であることを確認する。 

 

１．情報の収集及び判断基準 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、重大事故等に的確かつ柔軟に対処でき

るよう、あらかじめ手順書を整備し、訓練を行うとともに人員を確保す

る等の必要な体制の適切な整備が行われているか、又は整備される方針

が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 手順書の整備は、以下によること。 

ａ）発電用原子炉設置者において、全ての交流動力電源及び常設直流電

源系統の喪失、安全系の機器若しくは計測器類の多重故障又は複数号機

の同時被災等を想定し、限られた時間の中において、発電用原子炉施設

の状態の把握及び実施すべき重大事故等対策について適切な判断を行

うため、必要となる情報の種類、その入手の方法及び判断基準を整理し、

まとめる方針であること。 

 

 

① 全ての交流動力電源及び常設直流電源の喪失、安全系の機器若しくは

計測器類の多重故障等の重大事故等の発生に加えて、大規模損壊の発

生時の複数号機の同時被災等の過酷な状態において、原子炉施設の状

態の把握及び大規模損壊対応の適切な判断を行うため、必要な情報が

速やかに得られるように情報の種類及び入手方法を整理するととも

に、判断基準を明確にする方針であることを確認する。 

 

①大規模損壊によって発電用原子炉施設が受ける被害範囲は広範囲で不確定性が大きく、重大事故等対策のようにあらかじめシナリオを設定

した対応操作は困難であると考えられることなどから、環境への放射性物質の放出低減を最優先に考えた対応を行うこととし、重大事故等対

策において整備する手順等に加えて、可搬型設備による対応を中心とした多様性及び柔軟性を有する手順等を以下のa.及びb.のとおり整備

するとしていることを確認した。 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合は、発電所対策本部長の指揮の下で非常時操作手順書（イベントベース、徴候ベ

ース、シビアアクシデント等）、重大事故等対応要領書、アクシデントマネジメントガイドに基づいて対応操作することを基本とするとして

いることを確認した。 

常設の設備では事故収束が行えない場合は、発電所対策本部は、重大事故等対応要領書等の運転操作手順書及び発電所対策本部用手順書で

判断基準を明確化して整備する手順を使用するとしていることを確認した。また、発電所対策本部は、発電用原子炉施設の影響予測を行い、

その結果を基に各機能班の責任者は必要となる対応を予測して先行的に準備を行うことを確認した。発電所対策本部長は、これらの情報を収

集し、発電所全体の対応について総括的な責任を負うことを確認した。 

 

 

a.発電所対策本部における情報収集、運転員が実施する発電用原子炉施設に対する支援が重要となるため、発電用原子炉施設の被害状況を速

やかに把握するための手順を整備する。 

具体的には、発電所全体の状態を把握するための「プラント状態確認チェックシート（以下「チェックシート」という。）」及び各号炉にお

ける対応操作の優先順位付けや対策決定の判断を行うための発電所対策本部で使用する対応フローを整備する。 

補足説明資料において、チェックシートが初動対応フロー中の各ステップに基づき構成されていることが示されている。また、確認状態

を、「使用可能」、「使用不可」、「不明」等の選択肢に印を付ける構造とするとともに、チェック者が迅速かつ容易に被害状況を記入できるよ

うな確認内容であることが示されている。 

 

  b.発電用原子炉施設の被害状況を把握した結果、これに対する対応操作の実行判断を行うための手順を整備する。 

 

対応操作の優先順位付けや実施の判断は、一義的に発電所対策本部長が行うことを確認した。 

発電所対策本部は、プラント状況、対応可能な要員数、使用可能な設備、屋外の放射線量率、建屋の損傷状況、火災発生状況等を把握し、

チェックシートに記載した上で、その情報を基に当面達成すべき目標を設定し、優先すべき号炉及び戦略を決定する。 

当面達成すべき目標設定の考え方は以下のとおり。なお、活動に当たっては、重大事故等対策要員の安全確保を最優先とする。 
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・第一義的目標は炉心損傷を回避するため、速やかに発電用原子炉を停止し、注水する。炉心損傷に至った場合においても原子炉への注水は

必要となる。 

・炉心損傷が回避できない場合は、原子炉格納容器の破損を回避する。 

・使用済燃料プールの水位が低下している場合は、速やかに注水する。 

・これらの努力を最大限行った場合においても、炉心損傷かつ原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール水位の異常低下の回避が困難な場

合は放射性物質の拡散抑制を行う。 

これらの目標は、複数の目標を同時に設定するケースも想定される。また、プラント状況に応じて、設定する目標も随時見直していく。 

 

  大規模損壊への対応に当たっては、以下に示す項目を目的とした各対応操作の優先順位付け対策決定の判断を行うための対応フローを整備

することを確認した。 

＜炉心の著しい損傷を緩和するための対策＞ 

・炉心の著しい損傷防止のための原子炉停止と発電用原子炉への注水 

＜原子炉格納容器の破損を緩和するための対策＞ 

・炉心損傷回避、著しい炉心損傷緩和が困難な場合の原子炉格納容器からの除熱と原子炉格納容器の破損回避 

＜使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策＞ 

・使用済燃料プールの水位異常低下時のプールへの注水 

＜放射性物質の放出を低減するための対策＞ 

・水素爆発による原子炉建屋の損傷を防止するための対策 

・放射性物質放出の可能性がある場合の原子炉建屋への放水による拡散抑制 

＜大規模な火災が発生した場合における消火活動＞ 

・消火活動 

＜その他の対策＞ 

・要員の安全確保 

・対応に必要なアクセスルートの確保 

・電源及び水源の確保並びに燃料補給 

・人命救助 

 

補足説明資料において、初期対応の概要、発電所対策本部で使用する対応フロー及びプラント状態確認チェックシートが示されている。 

発電所全体のの被災状況及びプラント状態を把握し、把握した状況等から必要な個別操作へ展開がされるフローになっていることが示され

ている。さらに、個別操作を実施できない場合の判断の考え方が示されている。 

なお、具体的な内容については、手順に関する詳細な情報であることから、非公開資料において示されていることを確認した。 

（参照：補足説明資料 添付資料 2.1.10 大規模損壊発生時の対応） 

 

２．判断に迷う操作等の判断基準の明確化 

【解釈】 

ｂ）発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損を防ぐために最優先すべき操作等の判断基準をあらかじめ明

①故意による大型航空機の衝突による大規模な航空機燃料火災を想定し、放水砲等を用いた泡消火についての手順書を整備する。 

また、事故対応を行うためのアクセスルート、操作場所に支障となる火災等の消火活動も想定して手順を整備する。 

 

②大規模損壊発生時の対応手順は、中央制御室での監視及び操作が行えない場合も想定し、発電用原子炉施設の状況把握が困難な場合は、状況
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確化する方針であること。（ほう酸水注入系(SLCS)、海水及び格納容器圧

力逃がし装置の使用を含む。） 

 

① 故意による大型航空機の衝突による外部火災を想定し、放水砲等を用

いた消火活動についての手順等を整備する方針であることを確認す

る。 

 

② 大規模損壊の発生を想定し、海水の使用等、炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を緩和するために優先すべき操作等の判断基準をあ

らかじめ明確にした手順書を整備する方針であることを確認する。そ

の際、具体的な手順の内容について示されていることを確認する。 

 

把握がある程度可能な場合を含め、以下の対応を考慮して手順を整備する。 

 

a.中央制御室の監視機能及び制御機能の喪失並びに緊急時対策所の監視機能喪失により、状況把握が困難な場合は、アクセスルートが確保さ

れ次第、確認できないパラメータを対象にして、外からの目視による確認又は可搬型計測器により、優先順位に従った内部の状況確認を順

次行い、必要の都度大規模損壊に対する緩和措置を行う。 

 

b.中央制御室又は緊急時対策所の監視機能の一部が健全である場合は、安全機能等の状況把握を行い、アクセスルートが確保され次第、確認

できないパラメータを対象にして、外からの目視による確認又は可搬型計測器により、優先順位に従った内部の状況確認を順次行い、必要

の都度大規模損壊に対する緩和措置を行う。 

 

大規模損壊の対応に当たっては、発電所外への放射性物質の放出の防止及び抑制を最優先として、以下のとおり各項目を優先実施事項とす

ることを確認した。 

＜炉心の著しい損傷を緩和するための対策＞ 

・炉心の著しい損傷防止のための原子炉停止と発電用原子炉への注水 

＜原子炉格納容器の破損を緩和するための対策＞ 

・炉心損傷回避、著しい炉心損傷緩和が困難な場合の原子炉格納容器からの除熱と原子炉格納容器の破損回避 

＜使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策＞ 

・使用済燃料プールの水位以上低下時のプールへの注水 

＜放射性物質の放出を低減するための対策＞ 

・水素爆発による原子炉建屋の損傷を防止するための対策 

・放射性物質放出の可能性がある場合の原子炉建屋への放水による拡散抑制 

＜大規模な火災が発生した場合における消火活動＞ 

・消火活動 

＜その他の対策＞ 

・要員の安全確保 

・対応に必要なアクセスルートの確保 

・電源及び水源の確保並びに燃料補給 

・人命救助 

 

発電用原子炉施設の被災状況を把握するためのチェックシートを用いて施設の損壊状況及びプラントの状態等を把握し、各対応操作の優

先順位付け対策決定を行うための対応フローに基づいて、事象進展に応じた対応操作を選定することを確認した。 

 

（個別戦略） 

適切な個別戦略を速やかに選択できるように、当該フローに個別戦略への移行基準を明確化することを確認した。個別戦略実行のために必要

な重大事故等対処設備又は設計基準事故対処設備等の使用可否については、大規模損壊時に対応するチェックシートに基づく当該設備の状況

確認を実施することにより判断することを確認した。 

発電用原子炉施設の状況把握が困難な場合の優先順位は、「第2.1-3図 大規模損壊発生時の対応全体概略フロー（プラント状況把握が困難
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な場合）」において示されていることを確認した。 

 発電用原子炉施設の状況把握がある程度可能な場合の優先順位は、発電用原子炉施設の状況を速やかに把握し、その情報を基に当面達成すべ

き目標を設定し、優先すべき号炉及び戦略を決定し、その目標設定に基づき、発電所外への放射性物質放出の防止及び抑制を最優先として、個

別戦略を実施することを確認した。 

 補足説明資料において、個別戦略が以下の11個であることが示されている。 

①－１ 建屋へのアクセスルート確保 

①－２ 個別戦略アクセスルート確保 

② 消火戦略 

③ 原子炉停止戦略 

④ 原子炉圧力容器への注水戦略 

⑤ 水素爆発防止戦略 

⑥ 格納容器機能維持戦略 
⑦ 使用済燃料プール注水戦略 

⑧ 使用済燃料プール除熱戦略 

⑨ 放射性物質拡散抑制戦略 

⑩ 電源確保戦略 

なお、具体的な内容については、手順に関する詳細な情報であることから、非公開資料において示されていることを確認した。 

（参照：補足説明資料 添付資料 2.1.10 大規模損壊発生時の対応【大規模損壊発生時の初動対応フロー】） 

 

３．財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針 

【解釈】 

ｃ）発電用原子炉設置者において、財産（設備等）保護よりも安全を優

先する方針が適切に示されていること。 

 

① 財産（設備等）保護よりも安全を優先する共通認識を持ち、行動できる

よう、社長があらかじめ方針を示していることを確認する。 

 

② 当直長が躊躇せず指示できるよう、財産（設備等）保護よりも安全を優

先する方針に基づき定めた判断基準を運転手順書に整備する方針であ

ること。 

 

③ 発電所の緊急時対策本部長が、財産（設備等）保護よりも安全を優先す

る方針に従った判断を実施すること、財産（設備等）保護よりも安全を

優先する方針に基づき定めた判断基準を緊急時対策本部用手順書に整

備する方針であること。 

 

 

 

 

 

 

①重大事故等対策で整備する手順と同様に財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針であることを確認した。 

 

 

②重大事故等対策で整備する手順と同様に財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針であることを確認した。 

 

 

 

③重大事故等対策で整備する手順と同様に財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針であることを確認した。 
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４．手順書の構成及び手順書相互間の移行基準の明確化 

【解釈】 

ｄ）発電用原子炉設置者において、事故の進展状況に応じて具体的な重

大事故等対策を実施するための、運転員用及び支援組織用の手順書を適

切に定める方針であること。なお、手順書が、事故の進展状況に応じて

いくつかの種類に分けられる場合は、それらの構成が明確化され、かつ、

各手順書相互間の移行基準を明確化する方針であること。 

 

① 事故の進展状況に応じて具体的な大規模損壊対応を実施するための運

転員用及び支援組織用の手順書を整備する方針であることを確認す

る。 

 

 

 

② 運転手順書は、事故の進展状況に応じて構成を明確化し、手順書相互間

の移行基準を明確にする方針であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合は、発電所対策本部長の指揮の下で非常時操作手順書（イベントベース、徴候ベー

ス、シビアアクシデント等）、重大事故等対応要領書、アクシデントマネジメントガイドに基づいて対応操作することを基本とすることを確

認した。 

自然災害が大規模になり、常設の設備では事故収束が行えない場合は、発電所対策本部は、重大事故等対応要領書等の「技術的能力審査基

準 1.0」で判断基準を明確化して整備する手順を使用するとしていることを確認した。 

 

②適切な個別操作を速やかに選択できるよう重大事故等対策で整備する手順書に基づいて対応操作を行うことを基本とすること及び対応操作

の優先順位付け対策決定を行うための対応フローに個別操作への移行するための手順書相互間の移行基準を明確にするとしていることを確

認した。 

 

５．状態の監視及び事象進展の予測に係る手順書の整備 

【解釈】 

ｅ）発電用原子炉設置者において、具体的な重大事故等対策実施の判断

基準として確認される水位、圧力及び温度等の計測可能なパラメータを

手順書に明記する方針であること。また、重大事故等対策実施時のパラ

メータ挙動予測、影響評価すべき項目及び監視パラメータ等を、手順書

に整理する方針であること。 

 

 

① 大規模損壊に対処するために監視することが必要なパラメータをあら

かじめ選定し、運転手順書に明記する方針であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合でも対応できるよう現場にてプラントパラメータを監視するための手順、可搬型計測器に

てプラントパラメータを監視するための手順等を整備する。採取手段の優先順位は、採取に時間を要しない中央制御室等の常設計器等の使用

を第１優先とし、監視機能の喪失により採取できない場合は、中央制御室内の計器盤内にて可搬型計測器等の使用を第２優先とする。中央制

御室内でパラメータが採取できない場合は、現場の常設計器又は可搬型計測器を使用して採取する。 

なお、具体的な内容については、手順に関する詳細な情報であることから、非公開資料において示されていることを確認した。 

 

６．前兆事象の確認を踏まえた事前の対応手順の整備 

【解釈】 

ｆ）発電用原子炉設置者において、前兆事象を確認した時点での事前の

対応(例えば大津波警報発令時の原子炉停止･冷却操作)等ができる手順

大規模損壊は事前に予兆を確認することができないため該当なし。 
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を整備する方針であること。 

（ⅰ）前兆事象を確認した時点で事前の対応ができる体制及び手順書を整

備する方針とすることを確認する。 

 

① 大規模損壊を引き起こす可能性がある前兆事象を確認した場合の事前

の対応等について予め検討する方針であるか確認する。 

 

② 前兆事象を確認した場合の体制、手順等を整備する方針であることを

確認する。 

 

 

 

ｂ．５つの活動を行うために必要な手順書 
審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

① 重大事故等防止技術的能力基準２．１項の一から五までの活動に関す

る緩和等の措置を講じるための手順書を整備する方針であることを確

認。 

 

 

①重大事故等防止技術的能力基準２．１項の一から五までの活動を行うための手順書として、重大事故等対策で整備する設備を活用した手順

等に加えて、事象進展の抑制及びその影響の緩和に資するための多様性を持たせた手順等を整備するとしていることを確認した。 

一から五までの５つの活動を行うための手順書は以下の手順等で構成されている確認した。 

 大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順等 

 炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順等 

 原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関する手順等 

 使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順等 

 放射性物質の放出を低減するための対策に関する手順等 

 

また、5つの手順等の内容は以下のとおりであることを確認した。 

【大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順等】 

 大規模損壊発生時に大規模な火災が発生した場合における消火活動として、故意による大型航空機の衝突による航空機燃料火災を想定し、

放水砲等を用いた泡消火についての手順書を整備する。 

 地震及び津波のような大規模な自然災害においては、施設内の油タンク火災等の複数の危険物内包設備の火災が発生した場合においても、

同様な対応が可能なように多様な消火手段を整備する。 

 大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合における対応手段の優先順位は、放水砲等を用いた泡消火について速やかに準備し、

早期に準備が可能な化学消防自動車等による泡消火及び延焼防止のための消火を実施する。 

 地震により建屋内部に火災が発生した場合において、屋外に配備する可搬型重大事故等対処設備は火災の影響を受けないと考えられるた

め、これらの設備を中心とした事故対応を行うことが可能である。なお、当該の対応において事故対応を行うためのアクセスルート若しく

は操作箇所での復旧活動に支障となる火災が発生している場合は、消火活動を速やかに実施し、操作箇所までのアクセスルート等を確保す

る。 

 建屋内外共に上記の考え方を基本に消火するが、大型航空機衝突による建屋内の大規模な火災時は、入域可能な状態になってから消火活動

を実施する。 

 初期消火要員（消防車隊）以外の重大事故等対応要員が消火活動を行う場合は、発電所対策本部の指揮命令系統の下で活動する。 
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【炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順等】 

 原子炉停止機能が喪失した場合は、原子炉手動スクラム、原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制、ほう酸水注入、代替制御棒挿入

機能又は手動挿入による制御棒緊急挿入及び原子炉水位低下による原子炉出力抑制を試みる。  

 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において、高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系の故障により発電用原子炉の冷却が行えない場

合に、高圧代替注水系により発電用原子炉を冷却する。全交流動力電源喪失又は常設直流電源系統喪失により発電用原子炉の冷却が行えな

い場合は、常設代替直流電源設備より給電される高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却又は原子炉隔離時冷却系の現場起動による発電

用原子炉の冷却を試みる。 

 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に注水機能が喪失している状態において、原子炉内低圧時に期待している注水機能が使用できる場合

は、主蒸気逃がし安全弁による原子炉減圧操作を行う。 

 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において原子炉冷却材喪失事象が発生している場合は、残留熱除去系（低圧注水モード）又は低圧炉心

スプレイ系を優先し、全交流動力電源喪失により発電用原子炉の冷却が行えない場合は、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、低

圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）、低圧代替注水系（可搬型）、代替循環冷却系及びろ過水ポンプによる発電用原子炉

の冷却を試みる。 

 

【原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関する手順等】 

 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が故障又は全交流動力電源喪失により機能が喪失した場合は、原子炉格納容器代替スプレイ

冷却系（常設）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）及びろ過水ポンプにより原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる。 

 最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合は、原子炉補機代替冷却水系によりサプレッションチェンバから最終ヒートシンク

（海洋）へ熱を輸送する。 

 原子炉格納容器の過圧破損を防止するため、原子炉格納容器フィルタベント系により、原子炉格納容器内の減圧及び除熱を行う。 

 炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、代替循環冷却系により原子炉格納容器の圧力及び温度を

低下させる。 

 炉心の著しい損傷が発生した場合において、溶融炉心・コンクリート相互作用（以下「ＭＣＣＩ」という。）や溶融炉心と原子炉格納容器

バウンダリの接触による原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器下部へ注水を行う。残留熱除去系ポンプ（格納容器スプレ

イ冷却モード）が故障又は全交流動力電源喪失により機能が喪失した場合は、代替格納容器スプレイ冷却系、消火系及び可搬型代替注水ポ

ンプにより原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる。  

 原子炉格納容器内に水素が放出された場合においても水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するためにプラント運転中の原子炉格

納容器内は不活性ガス（窒素）置換により原子炉格納容器内雰囲気を不活性化した状態になっているが、炉心の著しい損傷が発生し、ジル

コニウム－水反応並びに水の放射線分解等による水素及び酸素の発生によって水素濃度が可燃限界を超えるおそれがある場合は、可燃性ガ

ス濃度制御系による水素又は酸素の濃度を抑制する。また、可搬型窒素ガス供給装置により原子炉格納容器への窒素注入を行うことで酸素

濃度を抑制し、更に酸素濃度が上昇する場合においては、原子炉格納容器フィルタベント系により水素を原子炉格納容器外に排出する手段

を有している。 

 

【使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順等】 

 使用済燃料プールの状態を監視するため、使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）、使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス

式）、使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量）、使用済燃料プール監視カメラを使用する。 

 使用済燃料プールの注水機能が喪失又は使用済燃料プールからの水の漏えい、その他の要因により使用済燃料プールの水位が低下した場合

は、燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プール代替注水系（可搬型）及びろ過水ポンプにより使用済燃料プールへ注水することによ
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り、使用済燃料プール内の燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、臨界を防止する。 

 使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により使用済燃料プールの水位維持が行えない場合、燃料プールスプレイ系（常設

配管）、燃料プールスプレイ系（可搬型）により直接スプレイを実施することで、使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩

和し、臨界を防止するとともに、環境への放射性物質の放出を可能な限り低減させる。 

 原子炉建屋の損壊又は放射線量率の上昇により原子炉建屋に近づけない場合は、放水砲により燃料体の著しい損傷の進行を緩和する。 

 

【放射性物質の放出を低減するための対策に関する手順等】 

 原子炉建屋から直接放射性物質が拡散する場合、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲により原子炉建屋に海水を放水し、大気への放

射性物質の拡散を抑制する。 

 その際、放水することで放射性物質を含む汚染水が南側排水路排水桝及びタービン補機放水ピットを通って南側排水路又は放水口から海へ

流れ込むため、シルトフェンスを設置することで、海洋への拡散範囲を抑制する。 

 防潮堤の内側で放射性物質吸着材を設置することにより汚染水の海洋への拡散抑制を行う。 

 また、海洋への拡散抑制設備（シルトフェンス）の設置が困難な状況（大津波警報や津波警報が出ている状況）である場合、大津波警報又

は津波警報が解除された後にシルトフェンスの設置を開始する。 

 

② ①で整備する方針の手順書について、技術的能力基準の1.2～1.14で整

備する手順等を活用しているものが明確であることを確認。 

 

②重大事故等防止技術的能力基準の「１．重大事故等対策における要求事項」における１．２項から１．１４項の要求事項に基づき整備する手

順等に加えて、大規模損壊の発生を想定し、中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう現場にてプラントパラメータ

を監視する手順、現場において直接機器を作動させるための手段等（共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対処設備等

を用いた手順、中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合でも対応できるよう現場にてプラントパラメータを監視するための手順、建

物や設備の状況を目視にて確認するための手順、現場にて直接機器を作動させるための手順等）を追加して整備することを確認した。 

 

【大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順等】 

以下の手順等を含む手順書であることを確認した。 

1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

 

【炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順等】 

以下の手順等を含む手順書であることを確認した。 

1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 

1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 

1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

1.14 電源の確保に関する手順等 

 

【原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関する手順等】 

以下の手順等を含む手順書であることを確認した。 
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1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 

1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 

1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等 

1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

1.14 電源の確保に関する手順等 

 

【使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順等】 

以下の手順等を含む手順書であることを確認した。 

1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

1.14 電源の確保に関する手順等 

 

【放射性物質の放出を低減するための対策に関する手順等】 

以下の手順等を含む手順書であることを確認した。 

1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

 技術的能力基準の１．２～１．１４で整備する手順を活用するものについては以下のとおりであることを確認した。 

 

なお、大規模損壊に特化した設備及び手順の整備について、具体的な対応例は非公開資料において示されており、重大事故等対策で整備する

手順を使用して対応が可能であることを確認した。 

（参照：補足説明資料 添付資料2.1.15 大規模損壊に特化した設備と手順の整備について） 

 

【1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等】 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷を緩和するため、重大事故等対策で整備した手順を基本とし、共通要因で同時に機能喪失する

ことのない可搬型重大事故等対処設備を用いた手順、中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう、現場にてプラントパ

ラメータを監視するための手順、可搬型計測器にてプラントパラメータを監視するための手順、建物や設備の状況を目視にて確認するための手

順、現場にて直接機器を作動させるための手順等を整備するとしていることを確認した。 

大規模損壊時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時における原子炉を冷却をするための手順の例は以下のとおりであることを確認した。 

 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が機能喪失した場合において、中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できな

い場合、現場での人力による弁の操作により高圧代替注水系を起動し、復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施す

る。 

 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系での発電用原子炉の冷却に使用で

きない場合において、高圧代替注水系が起動できない場合、現場での人力による弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起動し、復水貯
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蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源喪失時において、高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合、ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入系による発電用

原子炉へのほう酸水注入を実施する。 

 高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源喪失時において、高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系含む）により冷却水を確

保し、復水貯蔵タンクを水源とした制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

また、「第2.1-5表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.2）」により、対応に用いる設備が示されていることを確認

した。 

 

【1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等】 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を緩和するため、重大事故等対策で整備した手順を基本とし、共通

要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対処設備を用いた手順、中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応でき

るよう、現場にてプラントパラメータを監視するための手順、可搬型計測器にてプラントパラメータを監視するための手順、建物や設備の状況

を目視にて確認するための手順、現場にて直接機器を作動させるための手順等を整備するとしていることを確認した。 

大規模損壊時に原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順の例は以下のとおりであることを確認した。 

 常設直流電源系統喪失により主蒸気逃がし安全弁の原子炉減圧機能が失した場合、可搬型代替直流電源設備により主蒸気逃がし安全弁

（自動減圧機能）の作動に必要な直流電源を確保し、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）を開放して発電用原子炉を減圧する。 

 常設直流電源系統喪失により主蒸気逃がし安全弁の原子炉減圧機能が喪失した場合、中央制御室端子盤にて主蒸気逃がし安全弁（自動

減圧機能）の作動回路に主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池を接続し、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）を開放して発電用原子炉

を減圧する。 

 原子炉格納容器内圧力が最高使用圧力の２倍の状態（854kPa[gage]）となった場合においても、代替高圧窒素ガス供給系により主蒸気

逃がし安全弁（自動減圧機能）（A、E、J 及びL）の電磁弁排気ラインへ窒素を供給し、主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）（A、E、

J 及びL）を開放して発電用原子炉を減圧する。 

 高圧窒素ガス供給系（常用）からの窒素の供給が喪失し、主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な窒素の供給圧力が低下した場合、供給源

を高圧窒素ガス供給系（非常用）に切り替えることで主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）の機能を確保する。 

また、「第2.1-6表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.3）」により、対応に用いる設備が示されていることを確認

した。 

 

【1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等】」 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を緩和するため、重大事故等対策で整備した手順を基本とし、共通

要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対処設備を用いた手順、中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応でき

るよう、現場にてプラントパラメータを監視するための手順、可搬型計測器にてプラントパラメータを監視するための手順、建物や設備の状況

を目視にて確認するための手順、現場にて直接機器を作動させるための手順等を整備するとしていることを確認した。 

大規模損壊時に原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時における原子炉冷却の手順の例は以下のとおりであることを確認した。 

 常設の原子炉圧力容器への注水設備による注水機能が喪失した場合、低圧代替注水系(常設)（復水移送ポンプ）及び低圧代替注水系(可

搬型)による原子炉圧力容器への注水について、同時並行で注水準備を開始する。原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合、低圧代
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替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（可搬型）、ろ過水ポンプ及び低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系

ポンプ）による原子炉圧力容器への代替注水手段のうちポンプ１台以上の起動及び注水ラインの系統構成が完了した時点で、その手段

による原子炉圧力容器への注水を開始する。 

また、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合は、低圧代替注水系(常設)(復水移送ポンプ)、低圧代替注水系(可搬型)及び低圧代替

注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）のうち１系以上を起動し、注水ラインの系統構成が完了した時点で、主蒸気逃がし安全

弁による原子炉減圧を実施し、原子炉圧力容器への注水を開始する。原子炉圧力容器への注水に使用する手段は、準備が完了した系統

のうち、低圧代替注水系(常設)(復水移送ポンプ)、ろ過水ポンプ、低圧代替注水系(可搬型)の順で選択する。交流電源が確保できない

場合、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）を使用する。 

なお、原子炉圧力容器内の水位が不明になる等、発電用原子炉を満水にする必要がある場合は、上記手段に加え復水給水系、残留熱除

去系(低圧注水モード)、低圧炉心スプレイ系又は高圧炉心スプレイ系を使用し原子炉圧力容器への注水を実施する。 

また、「第 2.1-7 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.4）」により、対応に用いる設備が示されていることを確認

した。 

 

【1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等】 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を緩和す

るため、重大事故等対策で整備した手順を基本とし、共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対処設備を用いた手順、中央

制御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう、現場にてプラントパラメータを監視するための手順、可搬型計測器にてプラン

トパラメータを監視するための手順、建物や設備の状況を目視にて確認するための手順、現場にて直接機器を作動させるための手順等を整備す

るとしていることを確認した。 

大規模損壊時に最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順の例は以下のとおりであることを確認した。 

 原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）の機能が喪失した場合、原子炉補機冷却水系の系統構成を行い、原子炉補機代替

冷却水系により、補機冷却水を供給する。 

 残留熱除去系の機能が喪失し、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合、原子炉格納容器フィルタベント系により最終ヒ

ートシンク（大気）へ熱を輸送する。 

 残留熱除去系の機能が喪失し、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合、耐圧強化ベント系により最終ヒートシンク（大

気）へ熱を輸送する。 

また、「表 2.1-8 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.5）」により、対応に用いる設備が示されていることを確

認した。 

 

【1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等】 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を緩和するため、重大事故等対策で整備した手順を基本とし、共通

要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対処設備を用いた手順、中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応でき

るよう、現場にてプラントパラメータを監視するための手順、可搬型計測器にてプラントパラメータを監視するための手順、建物や設備の状況

を目視にて確認するための手順、現場にて直接機器を作動させるための手順等を整備するとしていることを確認した。 

大規模損壊時に原子炉格納容器内を冷却するための手順の例は以下のとおりであることを確認した。 

 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容器内の冷却機能の喪失が起きた場合、復水貯蔵タンクを水源とした

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による格納容器スプレイを行う。 

また、「第 2.1-9 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.6）」により、対応に用いる設備が示されていることを確
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認した。 

  

【1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等】 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷が生じた場合において原子炉格納容器の破損を緩和するため、重大事故等対策で整備した手

順を基本とし、共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対処設備を用いた手順、中央制御室での監視及び制御機能が喪失し

た場合も対応できるよう、現場にてプラントパラメータを監視するための手順、可搬型計測器にてプラントパラメータを監視するための手順、

建物や設備の状況を目視にて確認するための手順、現場にて直接機器を作動させるための手順等を整備するとしていることを確認した。 

大規模損壊発生時に原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順の例は以下のとおりであることを確認した。  

 炉心の著しい損傷が発生した場合、代替循環冷却系の運転により、原子炉格納容器の圧力及び温度を低下させることで原子炉格納容器

の過圧破損を防止する。 

 炉心の著しい損傷が発生した場合において、残留熱除去系の機能が喪失した場合及び代替循環冷却系の運転が期待できない場合、原子

炉格納容器フィルタベント系により原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施し、原子炉格納容器の過圧破損を防止する。 

また、「第 2.1-10 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.7）」により、対応に用いる設備が示されていることを

確認した。 

 

【1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等】 

大規模損壊発生時においても溶融炉心による原子炉格納容器の破損を緩和するため及び溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延させ

る又は防止するため、重大事故等対策で整備した手順を基本とし、共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対処設備を用い

た手順、中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう、現場にてプラントパラメータを監視するための手順、可搬型計測

器にてプラントパラメータを監視するための手順、建物や設備の状況を目視にて確認するための手順、現場にて直接機器を作動させるための手

順等を整備するとしていることを確認した。 

大規模損壊発生時に原子炉格納容器下部の溶融炉心の冷却をするための手順の例は以下のとおりであることを確認した。 

 炉心の著しい損傷が発生した場合、原子炉格納容器の破損を防止するため、代替循環冷却系、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代

替循環冷却ポンプ）により、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却する。 

 炉心の著しい損傷が発生した場合、原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納

容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）により、原子炉格納容器の下部に落下した溶融炉心を冷却する。 

 炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注

水機能が喪失した場合、原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）、原子炉格納容器下部

注水系（可搬型）により、原子炉格納容器の下部に落下した溶融炉心を冷却する。 

 炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損を防止するため、ろ過水タンクを水源としたろ過水ポンプにより、

原子炉格納容器の下部に落下した溶融炉心を冷却する。 

 炉心の著しい損傷が発生した場合において、溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延させる又は防止するため、低圧代替注水系

（常設）（復水移送ポンプ）により原子炉圧力容器に注水する。 

また、「第 2.1-11 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.8）」により、対応に用いる設備が示されていることを

確認した。 

 

【1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等】 

大規模損壊発生時においても水素爆発による原子炉格納容器の破損を緩和するため、重大事故等対策で整備した手順を基本とし、共通要因で
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同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対処設備を用いた手順、中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう、

現場にてプラントパラメータを監視するための手順、可搬型計測器にてプラントパラメータを監視するための手順、建物や設備の状況を目視に

て確認するための手順、現場にて直接機器を作動させるための手順等を整備するとしていることを確認した。 

大規模損壊発生時に水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順の例は以下のとおりであることを確認した。 

 炉心の著しい損傷が発生し、原子炉格納容器内の酸素濃度が上昇した場合に原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を低減させるため、可

搬型窒素ガス供給装置により原子炉格納容器へ窒素を供給する。 

 炉心の著しい損傷が発生した場合、原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を監視し、ジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等により

原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の上昇が確認された場合、原子炉格納容器フィルタベント系を使用した原子炉格納容器ベン

ト操作により原子炉格納容器内の水素及び酸素を排出することで原子炉格納容器の水素爆発による破損を防止する。 

また、「第 2.1-12 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.9）」により、対応に用いる設備が示されていることを確

認した。。 

 

【1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等】 

大規模損壊発生時においても水素爆発による原子炉建屋等の損傷を緩和するため、重大事故等対策で整備した手順を基本とし、共通要因で同

時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対処設備を用いた手順、中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう、現

場にてプラントパラメータを監視するための手順、可搬型計測器にてプラントパラメータを監視するための手順、建物や設備の状況を目視にて

確認するための手順、現場にて直接機器を作動させるための手順等を整備するとしていることを確認した。 

大規模損壊発生時に水素爆発による原子炉建屋の損傷を防止するための手順の例は以下のとおりであることを確認した。 

 炉心の著しい損傷が発生した場合、復水貯蔵タンクを水源として原子炉格納容器頂部注水系（常設）、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯

水槽（No.2）を水源として原子炉格納容器頂部注水系（可搬型）により原子炉ウェルへ注水することで原子炉格納容器頂部を冷却し、

原子炉格納容器から原子炉建屋への水素漏えいを抑制する。 

 炉心の著しい損傷が発生した場合、原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度が可燃限界に達する前に、原子炉建屋ベント設備を開放すること

により、原子炉建屋原子炉棟内に滞留した水素を大気へ排出し、原子炉建屋の水素爆発を防止する。 

また、「第 2.1-13 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.10）」により、対応に用いる設備が示されていることを

確認した。 

 

【1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等】 

大規模損壊発生時においても使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、臨界を防止し、放射性物質の放出を低減するた

め、重大事故等対策で整備した手順を基本とし、共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対処設備を用いた手順、中央制御

室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう、現場にてプラントパラメータを監視するための手順、可搬型計測器にてプラントパ

ラメータを監視するための手順、建物や設備の状況を目視にて確認するための手順、現場にて直接機器を作動させるための手順等を整備すると

していることを確認した。 

大規模損壊発生時に使用済燃料プールを冷却するための手順の例は以下のとおりであることを確認した。 

 使用済燃料プールからの大量の水の漏えいにより、使用済燃料プールの水位が異常に低下し、燃料プール代替注水系による注水を実施

しても水位を維持できない場合に、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により、燃料プールスプレイ系（常設配管）を使用したスプレイを

実施することで、燃料損傷を緩和し、臨界を防止する。また、この場合に、外的要因（航空機衝突又は竜巻等）により、燃料プールス

プレイ系（常設配管）の機能が喪失した場合には、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により、燃料プールスプレイ系（可搬型）を使用し

たスプレイを実施することで、燃料損傷を緩和し、臨界を防止する。 
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また、「第 2.1-14 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.11）」により、対応に用いる設備が示されていることを

確認した。 

 

【1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等】 

大規模損壊発生時においても発電用原子炉施設外への放射性物質の拡散を抑制するため、重大事故等対策で整備した手順を基本とし、共通要

因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対処設備を用いた手順、中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応できる

よう、現場にてプラントパラメータを監視するための手順、可搬型計測器にてプラントパラメータを監視するための手順、建物や設備の状況を

目視にて確認するための手順、現場にて直接機器を作動させるための手順等を整備するとしていることを確認した。 

大規模損壊発生時に発電用原子炉施設外へ放射性物質の拡散を抑制するための手順の例は以下のとおりであることを確認した。  

 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損のおそれ又は使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷のおそれにより原子炉建屋か

ら直接放射性物質が拡散する場合、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲により原子炉建屋に海水を放水し、大気への放射性物質

の拡散を抑制する。 

 放水により放射性物質を含む汚染水が発生する場合、汚染水は南側排水路排水桝及びタービン補機放水ピットを通って南側排水路又は

放水口から海へ流れ込むため、シルトフェンスを設置することで、海洋への放射性物質の拡散を抑制する。また、防潮堤内側で放射性

物質吸着材を設置することにより、汚染水の海洋への放射性物質の拡散を抑制する。 

また、「第 2.1-15 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.12）」により、対応に用いる設備が示されていることを

確認した。 

 

【1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等】 

大規模損壊発生時においても事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するため、重大事故等対策で整備した手順を基本とし、共通要因

で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対処設備を用いた手順、中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよ

う、現場にてプラントパラメータを監視するための手順、可搬型計測器にてプラントパラメータを監視するための手順、建物や設備の状況を目

視にて確認するための手順、現場にて直接機器を作動させるための手順等を整備するとしていることを確認した。 

大規模損壊発生時に事故の収束に必要となる水の供給手順の例は以下のとおりであることを確認した。 

 復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水等の対応を実施している場合、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により淡水貯水槽

（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）を水源とした復水貯蔵タンクへの補給を実施する。 

 淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）を水源として大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により各種注水/補給する場合、淡水貯水槽の

水が枯渇する前に大容量送水ポンプ（タイプⅡ）により海水を淡水貯水槽に補給する 

また、「第 2.1-16 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.13）」により、対応に用いる設備が示されていることを確

認した。 

 

【1.14 電源の確保に関する手順等】 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中におい

て原子炉内燃料体の著しい損傷を緩和するため、重大事故等対策で整備した手順を基本とし、共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型

重大事故等対処設備を用いた手順、中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう、現場にてプラントパラメータを監視す

るための手順、可搬型計測器にてプラントパラメータを監視するための手順、建物や設備の状況を目視にて確認するための手順、現場にて直接

機器を作動させるための手順等を整備するとしていることを確認した。 

大規模損壊発生時に電源を確保するための手順の例は以下のとおりであることを確認した。 
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 外部電源及び非常用ディーゼル発電機による給電が見込めない場合、ガスタービン発電機により非常用高圧母線2C 系及び非常用高圧

母線2D系へ給電する。 

 外部電源、非常用ディーゼル発電機及びガスタービン発電機による給電が見込めない場合、電源車を電源車接続口(原子炉建屋西側)又

は電源車接続口(原子炉建屋東側)に接続し、緊急用高圧母線2G 系を経由することで非常用高圧母線2C 系及び非常用高圧母線2D 系へ

給電する。 

 2号炉が外部電源、非常用ディーゼル発電機及びガスタービン発電機による給電が見込めない場合、号炉間電力融通ケーブル(常設)を

用いて3 

 号炉の非常用高圧母線3C 系又は非常用高圧母線3D 系から2号炉の緊急用高圧母線2F 系までの電路を構成し、3号炉の非常用ディーゼ

ル発電機から非常用高圧母線2C 系又は非常用高圧母線2D 系へ給電する。 

 外部電源、非常用ディーゼル発電機及びガスタービン発電機の機能喪失時及び125V 蓄電池2A 及び125V 蓄電池2B による給電が見込

めない場合、125V 代替蓄電池から125V 直流主母線盤2A-1 及び125V 直流主母線盤2B-1 へ給電する。また、250V 蓄電池から250V 直

流主母線盤へ給電する。その後、電源車から代替所内電気設備を経由して125V 代替充電器及び250V 充電器を受電することにより、

125V 直流主母線盤2A-1、125V 直流主母線盤2B-1 及び250V 直流主母線盤へ給電する。7 

 外部電源及び非常用ディーゼル発電機の機能喪失時にガスタービン発電機及び電源車による交流電源が復旧できない場合でかつ、電源

車から代替所内電気設備を経由して125V 直流主母線盤2A-1 及び125V 直流主母線盤2B-1 への給電が見込めない場合、125V 代替充電

器用電源車接続設備を用いて電源車から125V 代替充電器を受電することにより、125V 直流主母線盤2A-1 及び125V 直流主母線盤2B-

1 へ給電する。 

 非常用所内電気設備の３系統全てが同時に機能を喪失した場合は、ガスタービン発電機又は電源車から代替所内電気設備へ給電するこ

とにより必要な設備へ給電する。 

また、「第 2.1-17 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.14）」により、対応に用いる設備が示されていることを確

認した。 

 

③ ①について、技術的能力基準の1．2～1．14で整備する手順等に加えて、

「2.1可搬型設備等による対応手順等」として多様性を持たせた手順書

を整備する方針であることを確認する。 

④ ①で整備する方針の手順書について、対応手段の優先順位の考え方が

示されていることを確認する。 

③④大規模損壊によって発電用原子炉施設が受ける被害範囲は不確定性が大きく、あらかじめシナリオを設定した対応操作は困難であると考

えられることなどから、環境への放射性物質の放出低減を最優先に考えた対応を行うこととし、重大事故等対策において整備する手順等に

加えて、可搬型設備による対応を中心とした多様性及び柔軟性を有する手順等を整備するとしていることを確認した。 

具体的には、重大事故等防止技術的能力基準の「１．重大事故等対策における要求事項」における１．２項から１．１４項の要求事項に

基づき整備する手順等に加えて、大規模損壊の発生を想定し、中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう現場にて

プラントパラメータを監視する手順、現場において直接機器を作動させるための手段等を追加することから、多様性を持たせた手順等を整

備することを確認した。 

環境への放射性物質の放出防止、抑制を最大の目的とし、各対策における優先実施事項を以下のとおりとしている。 

＜炉心の著しい損傷を緩和するための対策＞ 

・炉心の著しい損傷防止のための原子炉停止と発電用原子炉への注水 

＜原子炉格納容器の破損を緩和するための対策＞ 

・炉心損傷回避、著しい炉心損傷緩和が困難な場合の原子炉か格納容器からの除熱と原子炉格納容器の破損回避 

＜使用済燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策＞ 

・使用済燃料プールの水位以上低下時のプールへの注水 

＜放射性物質の放出を低減するための対策＞ 

・水素爆発による原子炉建屋の損傷を防止するための対策 
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・放射性物質放出の可能性がある場合の原子炉建屋への放水による拡散抑制 

＜大規模な火災が発生した場合における消火活動＞ 

・消火活動 

＜その他の対策＞ 

・要員の安全確保 

・対応に必要なアクセスルートの確保 

・電源及び水源の確保並びに燃料補給 

・人命救助 

 

なお、大規模損壊に特化した設備及び手順の整備の必要性については、非公開資料に具体的な対応例が示されており、重大事故等対策で

整備する手順を使用して対応が可能としていることを確認した。 

（参照：表2.1.18 大規模損壊に特化した手順） 

 

 

ｃ．米国ガイド等における要求事項の手順書への反映について 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

①米国ガイド（NEI-06-12 及び NEI-12-06）を踏まえた大規模損壊に対す

る考慮事項及びそれに対する対応が参考として示されていることを確

認する。 

整備する手順について、米国における NEI ガイド（NEI-06-12 及び NEI-12-06）の考え方も参考としていることを確認した。また、本ガイド

の要求内容に照らして女川原子力発電所 2号炉の対応状況を確認することを確認した。 

補足説明資料において、本ガイドの前提条件と女川原子力発電所 2号炉における大規模損壊に関する考慮事項の概要が示されている。 

なお、具体的な内容については、手順に関する詳細な情報であることから、非公開資料において示されていることを確認した。 

（参照：補足説明資料 添付資料 2.1.15 米国ガイド（NEI-06-12 及び NEI-12-06）で参考とした事項について） 
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２．１．２ 体制の整備 

（１） 教育及び訓練の実施 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

重大事故等発生時の教育及び訓練（重大事故等防止技術的能力基準１．

０項）に加えて、必要となる大規模損壊時の教育及び訓練について、大規

模損壊対応に必要な要員が有する力量を明確にした上で教育及び訓練が網

羅的に整備され、計画的に実施する方針としていることを確認する。 

 

１．教育及び訓練の実施方針 

【解釈】 

２ 訓練は、以下によること。 

ａ）発電用原子炉設置者において、重大事故等対策は幅広い発電用原子

炉施設の状況に応じた対策が必要であることを踏まえ、その教育訓練等

は重大事故等時の発電用原子炉施設の挙動に関する知識の向上を図る

ことのできるものとする方針であること。 

 

 

（１）大規模損壊対応における手順について、大規模損壊対応に必要な要

員が有する力量を明確にした上で網羅的に整備され、教育及び訓練を

計画的に実施する方針としているか。 

 

①重大事故時の発電用原子炉施設の挙動に関する知識向上を図ることが出

来る教育訓練等がなされる方針であることを確認する。 

 

②大規模損対応に係る教育及び訓練について、計画的に教育及び訓練を実

施する方針とすることを確認。 

 

③通常の指揮命令系統が機能しない場合を想定し、個別訓練を実施する方

針であることを確認。 

 

④教育及び訓練について、対象者（協力会社を含む。）を明確にした上で、

対象者に対して要求する力量を確保する方針とすることを確認。 

 

 

①大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練については、重大事故等対策にて実施する教育及び訓練の方針を基に、大規模損壊発生時

における各要員の役割に応じた任務を遂行するに当たり必要となる力量を習得及び維持するため、教育及び訓練を実施するとしていること

を確認した。 

 

②③大規模損壊への対応のための重大事故等に対処する要員への教育及び訓練については、重大事故等対策に関して実施する教育及び訓練に

加え、大規模損壊発生時を想定した教育及び訓練を実施する。また、大規模損壊発生時に通常の指揮命令系統が機能しない場合を想定した

原子力防災管理者及びその代行者への個別の教育及び訓練を実施するとしていることを確認した。 

補足説明資料において、個別の教育及び訓練を計画的に実施することについて、発電所災害対策要員に対し必要な教育及び訓練項目を年

１回以上実施することが示されている。なお、実施頻度が年１回以上でないものは、頻度設定の考え方が示されている。 

 

④大規模損壊への対応のための運転員及び重大事故等対応要員の役割に応じて付与される力量に加え、流動性を持って柔軟に対応できるよう

な力量を確保していくことにより、期待する運転員及び重大事故等対応要員以外の運転員及び重大事故等対応要員でも対応できるよう教育

及び訓練の充実を図るとしていることを確認した。 

教育及び訓練の力量管理について、「第 2.1.19 表 大規模損壊発生時の対応に係る発電所員の力量管理について」に、対象者及び対象者に

対して要求する力量が示されていることを確認した。 

 

補足説明資料において、運転員及び重大事故等対策要員に対する教育及び訓練についての方針が具体的に示されている。 

 

（２）（１）により整備された教育及び訓練を実施し、必要となる力量が維

持されていることを管理する方針としているか。 

 

① 力量が維持されていることを確認するため、力量評価方法を明確にし

た上で力量管理を行う方針であることを確認する。 

 

①大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練については、重大事故等対策にて実施する教育及び訓練の方針を基に、大規模損壊発生時

における各要員の役割に応じた任務を遂行するに当たり必要となる力量を習得及び維持するため、教育及び訓練を実施するとしていること

を確認した。 

補足説明資料において、運転員、重大事故等対策要員（２号炉運転員を考慮除く）及び初期消火要員（消防車隊）に対する教育及び訓練に

ついての方針が具体的に示されている。 

（参照：補足説明資料 添付資料 2.1.17 重大事故等と大規模損壊対応に係る体制整備等の考え方） 

 

２．知識ベースの理解向上に資する教育及び総合的な演習の実施 ①②大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練については、重大事故等対策にて実施する教育及び訓練の方針を基に、大規模損壊発生
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【解釈】 

ｂ）発電用原子炉設置者において、重大事故等対策を実施する要員の役

割に応じて、定期的に知識ベースの理解向上に資する教育を行うととも

に、下記３a）に規定する実施組織及び支援組織の実効性等を総合的に確

認するための演習等を計画する方針であること。 

 

（１）重大事故等対策を実施する要員の役割に応じて、定期的に知識ベー

スの理解向上に資する教育を行う方針としていることを確認する。そ

の際、以下の事項が明確になっていることを確認する。 

 

① 教育対象者（協力会社を含む。）が明確になっていること。 

 

② 教育の目的若しくは、教育により期待する効果が明確になっているこ

と。 

 

時における各要員の役割に応じた任務を遂行するに当たり必要となる力量を習得及び維持するため、教育及び訓練を実施するとしている

ことを確認した。 

補足説明資料において、重大事故等に対処する要員に対する教育及び訓練についての方針が具体的に示されている。 

（参照：補足説明資料 添付資料 2.1.17 重大事故等と大規模損壊対応に係る体制整備等の考え方） 

（２）実施組織及び支援組織の実効性等を総合的に確認するための演習等

を定期的に計画する方針としているか。 

 

① 個別手順を組み合わせた総合訓練等を実施し、力量評価を実施し、継続

的に実施し教育プログラムが改善される仕組みと方針とすることを確

認。 

①大規模損壊発生時に対応する組織とそれを支援する組織の実効性等を確認するための定期的な総合訓練を継続的に実施するとしていること

を確認した。 

補足説明資料において、総合訓練の実施頻度（年/１回）が示されている。 

（参照：補足説明資料 添付資料 2.1.17 重大事故等と大規模損壊対応に係る体制整備等の考え方） 

 

３．保守点検活動を通じた訓練の実施 

【解釈】 

ｃ）発電用原子炉設置者において、普段から保守点検活動を自らも行っ

て部品交換等の実務経験を積むことなどにより、発電用原子炉施設及び

予備品等について熟知する方針であること。 

 

 

① 発電用原子炉施設等を熟知するため、従来、協力会社に依存してきた部

品交換等の保守点検活動を自社社員自らも行う保守活動を行う方針と

することを確認。 

①大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練については、重大事故等対策にて実施する教育及び訓練の方針を基に、大規模損壊発生時

における各要員の役割に応じた任務を遂行するに当たり必要となる力量を習得及び維持するため、教育及び訓練を実施するとしていること

を確認した。 

重大事故等の事故状況下において復旧を迅速に実施するために、普段から保守点検活動を社員自らが行って部品交換等の実務経験を積む

ことなどにより、発電用原子炉施設及び予備品等について熟知するとしていることを確認した。 

補足説明資料において、プラント設備への習熟のための保守点検活動についての方針が示されている。 

（参照：補足説明資料 添付資料 2.1.17 重大事故等と大規模損壊対応に係る体制整備等の考え方） 

 

４．高線量下等を想定した訓練の実施 

【解釈】 

ｄ）発電用原子炉設置者において、高線量下、夜間及び悪天候下等を想

定した事故時対応訓練を行う方針であること。 

 

① 大規模損壊対応時の事象進展により想定される環境下（高線量下、夜

間、悪天候その他の厳しい環境）を踏まえた訓練を実施する方針とす

ることを確認。 

①大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練については、重大事故等対策にて実施する教育及び訓練の方針を基に、大規模損壊発生時

における各要員の役割に応じた任務を遂行するに当たり必要となる力量を習得及び維持するため、教育及び訓練を実施するとしていること

を確認した。 

重大事故等発生時の対応や事故後の復旧を迅速に実施するために、重大事故等発生時の事象進展により高線量下になる場所を想定し放射

線防護具を使用した事故時対応訓練、夜間及び降雨並びに強風等の悪天候下等を想定した事故時対応訓練を実施するとしていることを確認

した。 

補足説明資料において、運転員、重大事故等対策要員（２号炉運転員を除く）及び初期消火要員（消防車隊）に対する教育及び訓練につい

ての方針が具体的に示されている。 
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 （参照：補足説明資料 添付資料 2.1.23 重大事故等に対処する要員に対する教育及び訓練内容について） 

 

５．マニュアル等を即時利用可能とするための準備 

【解釈】 

ｅ）発電用原子炉設置者において、設備及び事故時用の資機材等に関す

る情報並びにマニュアルが即時に利用できるよう、普段から保守点検活

動等を通じて準備し、及びそれらを用いた事故時対応訓練を行う方針で

あること｡ 

 

① 設備及び事故時用の資機材等に関する情報並びにマニュアルが即時に

利用できるよう、通常時から保守点検活動等を通じて準備する方針と

することを確認。 

 

② 通信設備及び事故時用の資機材等に関する情報並びにマニュアルを用

いた事故時対応訓練を行う方針とすることを確認 

 

①②大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練については、重大事故等対策にて実施する教育及び訓練の方針を基に、大規模損壊発生

時における各要員の役割に応じた任務を遂行するに当たり必要となる力量を習得及び維持するため、教育及び訓練を実施するとしている

ことを確認した。 

重大事故等発生時の対応や事故後の復旧を迅速に実施するために、設備及び事故時用の資機材等に関する情報並びにマニュアルが即時に

利用できるよう、普段から保守点検活動等を通じて準備し、それらの情報及びマニュアルを用いた事故時対応訓練を行うとしていることを

確認した。 
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（２） 体制の整備 

a.体制 
審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

重大事故等発生時の体制（重大事故等防止技術的能力基準１．０項）を

基本としつつ、中央制御室や要員の損耗等によって体制が部分的に機能し

ない場合においても、流動性をもって柔軟に対応できる体制を整備する方

針であることを確認する。 

 

１．役割分担及び責任者の明確化 

【解釈】 

３ 体制の整備は、以下によること。 

ａ）発電用原子炉設置者において、重大事故等対策を実施する実施組織

及びその支援組織の役割分担及び責任者などを定め、効果的な重大事故

等対策を実施し得る体制を整備する方針であること。 

 

① 大規模損壊対応を実施する実施組織及び実施組織に対して支援を行う

支援組織の役割分担、責任者等を定める方針であることを確認。 

 

② 専門性及び経験を考慮した作業班の構成を行う方針であることを確

認。 

 

③ 通常の指揮命令系統が機能しない場合を想定して大規模損壊対応を実

施し得る体制を整備する方針であることを確認。 

 

④ 中央制御室が機能しない場合を想定して対応できる体制を整備する方

針であることを確認。 

 

①大規模損壊発生時の体制については、通常の原子力防災組織の体制により対応することを基本としつつ、大規模損壊の発生により通常とは

異なる対応が必要となる状況においても流動性を持って対応できるように整備するとともに、大規模損壊発生時の対応手順に従って活動を

行うことを前提としていることを確認した。発電所対策本部は、大規模損壊の緩和措置を実施する実施組織及び実施組織に対して支援を行う

支援組織から構成されており、それぞれの機能ごとに責任者を定め、役割分担を明確にし、効果的な重大事故等対策を実施し得る体制を整備

するとしていることを確認した。 

 

②大規模損壊発生時の体制については、通常の原子力防災組織の体制により対応することを基本としつつ、大規模損壊の発生により通常とは異

なる対応が必要となる状況においても流動性を持って対応できるように整備するとともに、大規模損壊発生時の対応手順に従って活動を行

うことを前提としていることを確認した。 

具体的には重大事故等発生時の体制（重大事故等防止技術的能力１．０項）において、作業班の構成について、通常時の発電所体制下での

運転、日常保守点検活動の実務経験が発電所対策本部での事故対応及び復旧活動に活かせ、組織が効果的に重大事故等対策を実施できるよ

う、専門性及び経験を考慮した上で機能班の構成を行うことを確認した。 

 

③地震、津波等の大規模な自然災害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの発生により、通常の原子力防災体制での指揮命令

系統が機能しなくなる可能性を考慮した体制とすることを確認した。 

通常の原子力防災体制での指揮命令系統が機能しない可能性を考慮し、原子力防災管理者の代行者をあらかじめ複数定めることを確認し

た。 

大規模損壊と同時に大規模火災が発生している場合、発電所対策本部本部の火災対応の指揮命令系統の下、自衛消防隊は消火活動を実施す

る。また、事故対応を実施又は継続するために、放水砲等による泡消火の実施が必要と判断した場合は、重大事故等対策要員を火災対応の指

揮命令系統の下で活動する初期消火要員（消防車隊）の指揮下で消火活動に従事させることを確認した。 

なお、具体的な内容については、体制に関する詳細な情報であることから、非公開資料において示されていることを確認した。 

 

④大規模損壊の発生により中央制御室（運転員を含む。）が機能しない場合においても、対応できるよう体制とすることを確認した。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの発生により、中央制御室が機能しない場合もあらかじめ想定し、重大事故等対策要員で

役割を変更する要員に対して事前に周知しておくことで混乱することなく迅速な対応を可能とすることを確認した。 

なお、具体的な内容については、体制に関する詳細な情報であることから、非公開資料において示されていることを確認した。 

 

２．実施組織の構成 

【解釈】 

ｂ）実施組織とは、運転員等により構成される重大事故等対策を実施す

る組織をいう。 

 

① 実施組織として、運転員等により構成される大規模損壊対応を実施す

る組織を設置し、構成する組織の役割分担を明確にする方針であるこ

とを確認する。 

①②大規模損壊発生時の体制については、通常の原子力防災組織の体制により対応することを基本としつつ、大規模損壊の発生により通常とは

異なる対応が必要となる状況においても流動性を持って対応できるように整備するとともに、大規模損壊発生時の対応手順に従って活動

を行うことを前提としていることを確認した。 
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② 実施組織における原子炉主任技術者の役割分担が明確になっているこ

とを確認する。 

 

※各組織を構成する班の具体的な役割分担及び業務の範囲については

「６．各班の役割分担及び責任の明確化」にて確認する。 

 

３．複数号炉の同時被災への対応 

【解釈】 

ｃ）実施組織は、工場等内の全発電用原子炉施設で同時に重大事故が発

生した場合においても対応できる方針であること。 

 

① 複数号炉で同時に大規模損壊対応が発生した場合においても、通常の

指揮命令系統が機能しない場合を想定して対応できる方針であること

を確認する。複数号炉で同時に大規模損壊が発生した場合には、指揮

者 1人で調整できる号炉数を考慮して体制を整備すること。 

 

② 複数号炉で同時に大規模損壊が発生した場合においても対応できるよ

う、必要な要員を確保する方針であることを確認する。特に、消火担

当区域を分ける場合には、それぞれの区域で独立して消火活動ができ

る体制であることを確認する。 

 

①大規模損壊発生時の体制については、通常の原子力防災組織の体制により対応することを基本としつつ、大規模損壊の発生により通常とは異

なる対応が必要となる状況においても流動性を持って対応できるように整備するとともに、大規模損壊発生時の対応手順に従って活動を行

うことを前提としていることを確認した。 

補足説明資料において、複数号炉の同時発災時にも対応できる体制を整備していることが示されている。なお、具体的な内容については、

体制に関する詳細な情報であることから、非公開資料において示されていることを確認した。 

（参照：補足説明資料 添付資料 2.1.21 発電所対策本部と指揮命令及び情報の流れについて） 

 

②重大事故等対策で整備する複数号炉の同時被災への対応と同様の方針であることを確認した。 

補足説明資料において、複数号炉の同時発災にも対応できる体制を整備していることが示されている。なお、具体的な内容については、体

制に関する詳細な情報であることから、非公開資料において示されていることを確認した。 

（参照：補足説明資料 添付資料 2.1.22 重大事故等に対処する要員の確保に関する基本的な考え方について） 

 

４．支援組織の構成 

【解釈】 

ｄ）支援組織として、実施組織に対して技術的助言を行う技術支援組織

及び実施組織が重大事故等対策に専念できる環境を整える運営支援組

織等を設ける方針であること。 

① 支援組織として、実施組織に対して技術的助言を行う技術支援組織、実

施組織が重大事故等対策に専念できる環境を整える運営支援組織を設

ける方針であることを確認する。 

 

② 技術支援組織の構成が明確になっていることを確認する。 

 

③ 運営支援組織の構成が明確になっていることを確認する。 

 

※各組織を構成する班の役割分担及び支援の範囲については、「６.各班の

役割分担及び責任者の明確化」にて確認する。 

 

①②③大規模損壊発生時の体制については、通常の原子力防災組織の体制により対応することを基本としつつ、大規模損壊の発生により通常と

は異なる対応が必要となる状況においても流動性を持って対応できるように整備するとともに、大規模損壊発生時の対応手順に従って

活動を行うことを前提としていることを確認した。 
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５．対策本部の設置及び要員の招集 

【解釈】 

ｅ）発電用原子炉設置者において、重大事故等対策の実施が必要な状況

においては、実施組織及び支援組織を設置する方針であること。また、

あらかじめ定めた連絡体制に基づき、夜間及び休日を含めて必要な要員

が招集されるよう定期的に連絡訓練を実施することにより円滑な要員

招集を可能とする方針であること。 

 

① 大規模損壊対応の実施が必要な状況において、発電所内に実施組織及

び支援組織を設置する方針であること、実施組織及び支援組織を統轄

する責任者を配置する方針であることを確認する。 

 

② 夜間及び休日を含めて大規模損壊対応に必要な要員を確保する方針で

あることを確認する。その際、要員の種別毎に必要な人数が明確になっ

ていることを確認する。 

 

③ 必要な要員は、同時に被災しないよう分散して配置する方針であるこ

とを確認。 

 

④ 必要な要員が、建物の崩壊により被災する場合、発電所構内に勤務して

いる要員を活用する等の対応をとる方針であることを確認する。 

 

⑤ 夜間及び休日を含めて必要な要員を非常招集できるよう、あらかじめ

定めた連絡体制に基づき、定期的に連絡訓練を実施する方針であるこ

とを確認する。 

 

⑥ 必要な要員の召集に時間を要する場合も想定し、大規模損壊対応を行

える体制であることを確認する。 

 

⑦ 新型インフルエンザ等が発生し、必要な要員が確保できない場合の対

応が示されていることを確認する。 

 

⑧ 大規模損壊対応の実施にあたり、協力会社社員を招集する場合、あらか

じめ必要な契約等を行う方針であることを確認する。 

 

①大規模損壊発生時の体制については、通常の原子力防災組織の体制により対応することを基本としつつ、大規模損壊の発生により通常とは異

なる対応が必要となる状況においても流動性を持って対応できるように整備するとともに、大規模損壊発生時の対応手順に従って活動を行

うことを前提としていることを確認した。 

発電所対策本部は、大規模損壊の緩和措置を実施する実施組織及び実施組織に対して支援を行う支援組織から構成されており、それぞれの

機能ごとに責任者を定め、役割分担を明確にし、効果的な重大事故等対策を実施し得る体制を整備するとしていることを確認した。 

 

②夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においても発電所構内に運転員 15 名、初期消火要員（消防車隊）6 名、その他の重大事故等対策要

員 23 名計 44 名を常時確保することを確認した。 

補足説明資料において、要員の確保に関する考え方が示されている。なお、具体的な内容については、体制に関する詳細な情報であること

から、非公開資料において示されていることを確認した。 

（参照：補足説明資料 添付資料 2.1.22 重大事故等に対処する要員の確保に関する基本的な考え方について） 

 

③夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における重大事故等対策要員、１、３号炉運転員及び初期消火要員（消防車隊）は、地震、津波等の

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合においても対応できるよう分散して待機することを

確認した。 

補足説明資料において、重大事故等対策要員の常駐場所と参集方法が示されている。なお、具体的な内容については、体制に関する詳細な

情報であることから、非公開資料において示されていることを確認した。 

（参照：補足説明資料 添付資料 2.1.22 重大事故等に対処する要員の確保に関する基本的な考え方について） 

（参照：補足説明資料 添付資料 2.1.25 初動対応要員の分散配置について） 

 

④建物の損壊等により要員が被災するような状況においても、本発電所構内に勤務している他の要員を活用する等の柔軟な対応をとることが

できる体制とすることを確認した。 

 

⑤大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練については、重大事故等対策にて実施する教育及び訓練の方針を基に、大規模損壊発生時

における各要員の役割に応じた任務を遂行するに当たり必要となる力量を習得及び維持するため、教育及び訓練を実施するとしていること

を確認した。 

補足説明資料において、要員の確保に関する考え方が示されている。 

（参照：補足説明資料 添付資料 2.1.22 重大事故等に対処する要員の確保に関する基本的な考え方について） 

 

⑥大規模損壊発生時において、発電所構内に常時確保する要員 44名の中に被災者が発生する可能性があることに加え、社員寮、社宅等からの

交替要員の参集に時間を要する場合も想定し、本発電所構内の運転員及び重大事故等対策要員並びに初期消火要員（消防車隊）により当面の

間は事故対応を行うことができる体制とすることを確認した。 

当面の間は事故対応を行えるとは、発電所構内に常駐する要員により優先する対応手順を必要とする人数未満で対応できることであるこ

とを確認した。 

なお、大規模損壊発生時において、重大事故等対策要員として参集が期待される社員寮及び社宅の重大事故等対策要員の発電所へのアクセ

スルートは複数ルートを確保し、その中から適応可能なルートを選択し、発電所へ参集することを確認した。 

補足説明資料において、要員の確保に関する考え方が示されている。具体的な内容については、体制に関する詳細な情報であることから、

非公開資料において示されていることを確認した。 
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（参照：補足説明資料 添付資料 2.1.22 重大事故等に対処する要員の確保に関する基本的な考え方について） 

 

⑦大規模損壊では、新型インフルエンザ等は考慮しないため、該当なし。 

 

⑧大規模損壊発生時の体制については、通常の原子力防災組織の体制により対応することを基本としつつ、大規模損壊の発生により通常とは異

なる対応が必要となる状況においても流動性を持って対応できるように整備するとともに、大規模損壊発生時の対応手順に従って活動を行

うことを前提としていることを確認した。 

重大事故等の対応については、高線量下における対応が必要な場合においても、社員で対応出来るよう要員を確保するとしていることを確

認した。 

 

６．各班の役割分担及び責任者の明確化 

【解釈】 

ｆ）発電用原子炉設置者において、重大事故等対策の実施組織及び支援

組織の機能と支援組織内に設置される各班の機能が明確になっており、

それぞれ責任者を配置する方針であること。 

 

① 大規模損壊対応実施組織及び支援組織について、上記ｂ）及びｄ）項に

示す各班の機能を明確にするとともに、各班に責任者である班長及び

その代行者として副班長を配置する方針であること。 

 

①大規模損壊発生時の体制については、通常の原子力防災組織の体制により対応することを基本としつつ、大規模損壊の発生により通常とは異

なる対応が必要となる状況においても流動性を持って対応できるように整備するとともに、大規模損壊発生時の対応手順に従って活動を行

うことを前提としていることを確認した。 

 

７．指揮命令系統及び代行者の明確化 

【解釈】 

ｇ）発電用原子炉設置者において、指揮命令系統を明確化する方針であ

ること。また、指揮者等が欠けた場合に備え、順位を定めて代理者を明

確化する方針であること。 

 

① 指揮命令系統を明確化する方針であることを確認する。 

 

② 指揮者等が欠けた場合に備え、予め順位を定めて代理者を指定する 

方針であることを確認する。 

 

①大規模損壊発生時の体制については、通常の原子力防災組織の体制により対応することを基本としつつ、大規模損壊の発生により通常とは異

なる対応が必要となる状況においても流動性を持って対応できるように整備するとともに、大規模損壊発生時の対応手順に従って活動を行

うことを前提としていることを確認した。 

 

②地震、津波等の大規模な自然災害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの発生により、通常の原子力防災体制での指揮命令

系統が機能しなくなる可能性を考慮した体制とすることを確認した。 

例えば、通常の原子力防災体制での指揮命令系統が機能しない可能性を考慮し、原子力防災管理者の代行者をあらかじめ複数定めることを

確認した。 

なお、補足説明資料において方針が示されていることを確認した。 

（参照：補足説明資料 添付資料 2.1.21 発電所対策本部と指揮命令及び情報の流れについて） 

 

８．発電所内外への情報提供 

【解釈】 

ｉ）支援組織は、発電用原子炉施設の状態及び重大事故等対策の実施状

況について、適宜工場等の内外の組織へ通報及び連絡を行い、広く情報

提供を行う体制を整える方針であること。 

 

①大規模損壊発生時の体制については、通常の原子力防災組織の体制により対応することを基本としつつ、大規模損壊の発生により通常とは異

なる対応が必要となる状況においても流動性を持って対応できるように整備するとともに、大規模損壊発生時の対応手順に従って活動を行

うことを前提としていることを確認した。 

 

②大規模損壊発生時の体制については、通常の原子力防災組織の体制により対応することを基本としつつ、大規模損壊の発生により通常とは異

なる対応が必要となる状況においても流動性を持って対応できるように整備するとともに、大規模損壊発生時の対応手順に従って活動を行

うことを前提としていることを確認した。 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 2.1-31 

① 原子炉施設の状態及び大規模損壊対応の実施状況について、発電所内

外の組織への通報及び連絡を実施できるよう、衛星携帯電話及び統合

原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備を用いて、広く情報

提供を行うことができる体制を整備する方針であることを確認。 

 

② 発電所の実施組織がプレス対応に追われることなく、事故対応に専念

できる体制となっていることを確認。 

 

 

 

９．プルーム放出時における対応について 

 

① プルーム放出時について、最低限必要な要員を確保し、プルーム通過

後に活動を再開する体制を整備する方針であることを確認する。 

 

①プルーム放出時には、最低限必要な運転員、重大事故等対策要員、１、３号炉運転員、初期消火要員（消防車隊）はそれぞれ中央制御室待避

所及び緊急時対策所に留まり、プルーム通過後、活動を再開する。その他の重大事故等対策要員は、発電所外へ一時避難し、その後、発電所

対策本部本部の指示に基づき発電所へ再参集することを確認した。 

なお、具体的な内容については、体制に関する詳細な情報であることから、非公開資料において示されていることを確認した。 

 

 

b.対応拠点 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１０．実効的に活動するための設備等の整備 

【解釈】 

ｈ）発電用原子炉設置者において、上記の実施体制が実効的に活動する

ための施設及び設備等を整備する方針であること。 

 

① 実施組織及び支援組織が定められた役割を遂行するため、発電所内外

に通信連絡を行い関係箇所と連携を図るための統合原子力防災ネット

ワークに接続する通信連絡設備等（テレビ会議システムを含む）を備え

た緊急時対策所を整備する方針であることを確認する。 

 

② 拠点が機能喪失する場合を想定し、代替可能なスペースも状況に応じ

て活用する方針であることを確認。 

 

③ 中央制御室、緊急時対策所及び現場との連携を図るため、携帯型有線通

話装置等を整備する方針であることを確認する。 

 

④ 夜間においても速やかに現場へ移動するために必要な、実効的に活動

するための設備等を整備する方針であることを確認する。 

 

①大規模損壊発生時の体制については、通常の原子力防災組織の体制により対応することを基本としつつ、大規模損壊の発生により通常とは異

なる対応が必要となる状況においても流動性を持って対応できるように整備するとともに、大規模損壊発生時の対応手順に従って活動を行

うことを前提としていることを確認した。 

 

②大規模損壊が発生した場合において、運転員及び重大事故等対策要員が活動を行うに当たっての拠点は、中央制御室及び緊急時対策所を基

本とするが、中央制御室等が機能喪失する場合も想定し、緊急時対策所以外にも代替可能なスペースも状況に応じて活用することを確認し

た。 

 

③大規模損壊発生時の対応において、指揮者と現場間、発電所外等との連絡に必要な通信連絡設備を確保するため、多様な通信連絡設備を整備

することを確認した。また、通常の通信連絡設備が使用不能な場合を想定した通信連絡設備として、衛星電話設備、無線連絡設備、携帯型音

声呼出電話設備及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備を配備することを確認した。 

 

④重大事故等対策で整備する設備等と同様の方針であることを確認した。 

 

 

c.外部支援 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 2.1-32 

１１．外部からの支援体制の整備 

【解釈】 

ｊ）発電用原子炉設置者において、工場等外部からの支援体制を構築

する方針であること。 

 

① 発電所災害対策本部が大規模損壊対応に専念できるよう、発電所外部

に支援組織等を設置するとしていることを確認する。その際、発電所

外部に設置する支援組織を設置する判断基準が明確になっていること

を確認する 

 

② 発電所外部に設置する支援組織は、原子力部門だけでなく他部門も含

めた全社体制であることを確認する。 

 

③ 支援組織の構成及び役割分担が明確になっていることを確認する。そ

の際、発電所災害対策本部が大規模損壊対応に専念できるような役割

分担等となっているか確認する。 

 

④ 他の原子力事業者等からの支援を受けられるよう、発電所外部に支援

拠点を設置するとしていることを確認する。 

 

①大規模損壊発生時における発電所外部からの支援体制として、本店対策本部が速やかに確立できるよう体制を整備することを確認した。 

上記の方針は、重大事故等対策で整備する外部からの支援体制の整備と同様の方針であることを確認した。 

 

②重大事故等対策で整備する外部からの支援体制の整備と同様の方針であることを確認した。 

 

③重大事故等対策で整備する外部からの支援体制の整備と同様の方針であることを確認した。 

 

④他の原子力事業者及び原子力緊急事態支援組織へ応援要請し、技術的な支援が受けられるよう体制を整備することを確認した。 

上記の方針は、重大事故等対策で整備する外部からの支援体制の整備と同様の方針であることを確認した。 

 

１２．外部支援の体制 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、工場等内であらかじめ用意された手

段（重大事故等対処設備、予備品及び燃料等）により、事故発生後７

日間は事故収束対応を維持できる方針であること。 

また、関係機関と協議・合意の上、外部からの支援計画を定める方

針であること。 

さらに、工場等外であらかじめ用意された手段（重大事故等対処設

備、予備品及び燃料等）により、事象発生後６日間までに支援を受け

られる方針であること。 

 

① 発電所内であらかじめ用意された重大事故等対処設備、予備品、燃料

等により、事故発生後 7 日間は事故収束対応を維持できる方針である

ことを確認する。 

 

② プラントメーカ、協力会社、建設会社、燃料供給会社、他の原子力事

業者等関係機関と協議・合意の上、外部からの支援計画を定める方針

であることを確認する。 

①重大事故等対策で整備する外部支援の体制と同様の方針であることを確認した。 

 

②協力会社より現場作業や資機材輸送等に係る要員の派遣を要請できる体制、プラントメーカによる技術的支援を受けられる体制を構築する

ことを確認した。 

上記の方針は、重大事故等対策で整備する外部支援の体制と同様の方針であることを確認した。 

 

③重大事故等対策で整備する外部支援の体制と同様の方針であることを確認した。 
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③ 発電所外に保有している重大事故等対処設備と同種の設備、予備品、

燃料等により、事象発生後 6 日間までに支援を受けられる計画である

ことを確認する。 
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２．１．３ 設備・資機材の整備 

（１） 可搬型重大事故等対処設備の整備 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

１．可搬型重大事故等対処設備の配備の方針 

可搬型重大事故等対処設備について、重大事故等対策で配備する設備の

基本的な考え方を基に、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設

備と同時に機能喪失しないことがない場所に保管することを確認。 

 

可搬型 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほか、

次に掲げるものでなければならない。 

五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響、設計基準事故対処設備及び重大事故等対

処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と

異なる保管場所に保管すること。 

 

（第43条解釈） 

７ 第３項第５号について、可搬型重大事故等対処設備の保管場所は、故

意による大型航空機の衝突も考慮すること。例えば原子炉建屋から 100m 

以上離隔をとり、原子炉建屋と同時に影響を受けないこと。又は、故意

による大型航空機の衝突に対して頑健性を有すること。 

 

 

① 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる影響、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置

その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場

所に保管することを確認。 

 

② 可搬型重大事故等対処設備の保管場所は、故意による大型航空機の衝

突も考慮すること。例えば原子炉建屋から 100m 以上離隔をとり、原

子炉建屋と同時に影響を受けないこと。又は、故意による大型航空機

の衝突に対して頑健性を有することを確認。 

 

③ 「可搬型重大事故等対処設備の保管場所」に対する設計の妥当性を確

認するため、設計上想定する要因として、保管時の環境条件（保管場

所を踏まえた自然現象などによる影響）並びに故意による大型航空機

（１）大規模損壊発生時の対応手順に従って活動を行うために必要な可搬型重大事故等対処設備は、a.及び b.の事項を考慮して整備すること

を確認した。 

 

①②③ 

a.可搬型重大事故等対処設備は、同等の機能を有する設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と同時に機能喪失することのないよ

う、外部事象の影響を受けにくい場所に保管することを確認した。 

具体的な外部事象は以下のとおり。 

 

（地震） 

基準地震動を超える地震動に対して、地震により生ずる敷地下斜面のすべり、液状化及び揺すり込みによる不等沈下、地盤支持力の不足及び

地下構造物の損壊等の影響を受けない場所に保管することを確認した。 

補足説明資料において、基準地震動を超える地震動に対する機器の防護、機能確保及び機器の配備についての考慮事項が示されている。 

（参照：補足説明資料 添付資料 2.1.16 大規模損壊発生時に必要な可搬型重大事故等対処設備等の配備及び防護の状況について） 

 

（津波） 

基準津波を超える津波に対して裕度を有する高台に保管することを確認した。 

補足説明資料において、基準津波を超える津波に対する機器の防護、機能確保及び機器の配備についての考慮事項が示されている。 

（参照：補足説明資料 添付資料 2.1.16 大規模損壊発生時に必要な可搬型重大事故等対処設備等の配備及び防護の状況について） 

 

（大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響） 

故意による大型航空機の衝突その他テロリズムによる影響を考慮して、原子炉建屋及び制御建屋から 100m 以上の離隔距離を確保するととも

に、当該可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準対処施設及び常設重大事故等対処設備から 100m 以上の隔離距離を確

保した上で、当該建屋及び当該設備と同時に影響を受けない場所に分散して保管することを確認した。 

補足説明資料において、故意による大型航空機の衝突に対する機器の防護、機能確保及び機器の配備についての考慮事項が示されている。 

（参照：補足説明資料 添付資料 2.1.16 大規模損壊発生時に必要な可搬型重大事故等対処設備等の配備及び防護の状況について） 

 

④ 

b.大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの共通要因で、同時に複数の可搬型重大事故等対処設備が機能喪失

しないよう、同一機能を有する複数の可搬型重大事故等対処設備の間で十分な離隔距離を確保し、複数箇所に分散して配置することを確認し

た。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

の衝突その他のテロリズムによる影響を考慮した要因が抽出され、各

要因に対する設計方針が整理されていることを確認。 

 

④ 複数の可搬型重大事故等対処設備が大規模な自然災害（竜巻）及び大

型航空機の衝突その他テロリズムの共通要因によって同時に機能喪失

しないよう、可搬型重大事故等対処設備同士の距離を十分に確保する

ことを確認。 

 

２．アクセスルートの確保 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、想定される重大事故等が発生した場合に

おいて、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況

を把握するため、工場又は事業所（以下「工場等」という。）内の道路及

び通路が確保できるよう、実効性のある運用管理を行う方針であるこ

と。 

 

 

（基本的な考え方） 

① 可搬型重大事故等対処設備を運搬するため、又は他の設備の被害状況

を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、迂回路

も考慮して複数のアクセスルートを確保する方針であることを確認す

る。 

（※）確認にあたっては、敷地の特性を踏まえた検討がなされている

ことに留意する。 

 

② アクセスルートの確保にあたり、大規模な自然災害及び大型航空機に

よる衝突を考慮するとしていることを確認する。 

 

③ アクセスルート上の障害物を想定し、障害物を除去するための実効性

のある運用管理を行う方針であることを確認する。 

 

④ 大規模損壊が発生した場合でも安全に経路を移動できるよう、アクセ

スルート上で想定される作業環境を踏まえ、ヘッドライト、懐中電灯、

放射線防護具等、必要な装備を整備する方針であることを確認する。 

 

⑤ ④の資機材は、大規模損壊による影響を受けにくい場所に保管するこ

とを確認する。 

（※）申請者は、アクセスルートの確保について、「屋内アクセスルートの確保」と「屋外アクセスルートの確保」とに分けて整理しているこ

とから、「審査の視点」及び「確認結果」について、まず、双方に共通する事項として、アクセスルート確保に係る「基本的な考え方」を

示し、続いて、「屋外アクセスルートの確保」、「屋内アクセスルートの確保」の順に、それぞれの個別方針を示す。 

 

①可搬型重大事故等対処設備同士の距離を十分に離して複数箇所に分散して保管し、大規模損壊の対応に当たっては、発電所外への放射性物質

の放出の防止及び抑制を最優先として、対応に必要なアクセスルートの確保を優先実施項目の一つとしていることを確認した。 

補足説明資料において、恒設設備への接続箇所を2か所又は3か所設置しており、これらの接続箇所は分散して配置していることが示されて

いる。また、各々の接続箇所までのアクセスルートは、それぞれ別のルートが確保されていることが示されている。 

（参照：補足説明資料 添付資料２．１．17 大規模損壊発生時に必要な可搬型重大事故等対処設備等の配備及び防護の状況について） 

 

②補足説明資料において、複数のアクセスルートの確保にあたり、大規模な自然災害（地震、津波）、大型航空機による衝突を考慮しているこ

とが示されている。 

 具体的には以下のとおり。 

 

（地震） 

・恒設ラインへの接続箇所を2か所設置しており、これらの接続箇所は分散して配置していることが示されている。 

・各々の接続箇所までのアクセスルートは、それぞれ別のルートが確保されていることが示されている。 

 

（津波） 

・恒設ライン等への接続箇所を2か所設置しており、これらの接続箇所は分散して配置していることが示されている。 

・各々の接続箇所までのアクセスルートは、それぞれ別のルートが確保されていることが示されている。 

 

（大型航空機による衝突） 

・恒設ライン等への接続箇所を2か所設置しており、これらの接続箇所は分散して配置していることが示されている。 

・一時的にアクセス不能となる可能性はあるが、津波が引いた後にはアクセス可能となる。 

・各々の接続箇所までのアクセスルートは、それぞれ別のルートが確保されていることが示されている。 

 

なお、具体的な内容については、設備の配置場所に関する詳細な情報であることから、非公開資料において示されていることを確認した。 

（参照：補足説明資料 添付資料２．１．16 大規模損壊発生時に必要な可搬型重大事故等対処設備等の配備及び防護の状況について） 
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③重大事故等対策におけるアクセスルート確保と同様の方針であることを確認した。 

 

④重大事故等対策におけるアクセスルート確保と同様の方針であることを確認した。 

 

⑤大規模な自然災害（地震、津波）、大規模火災等の発生に備え、アクセスルートを確保するために、速やかに消火及びガレキ撤去できる資機

材を当該事象による影響を受けにくい場所に保管することを確認した。 

なお、具体的な内容については、設備の配置場所に関する詳細な情報であることから、非公開資料において示されていることを確認した。 

（１）屋外アクセスルートの確保 

① 屋外アクセスルートを確保し、可搬型重大事故対処設備の運搬、他の

設備の被害状況を把握するとしていることを確認する。 

 

② 屋外アクセスルートの確保にあたり、敷地の特性を踏まえ想定する自

然現象等による影響を想定し、早期に復旧可能なアクセスルートを確

保するとしているか確認する。 

 

③ 屋外アクセスルートの確保にあたり、大規模な自然災害及び大型航空

機の衝突による影響を想定し、複数のアクセスルートを確保するとし

ているか確認する。 

 

④ アクセスルート上における被害想定（斜面崩壊、不等沈下、陥没、倒

壊、段差、溢水、火災等）を明確にし、車両の通行を考慮した補強、

機器の撤去等の対策を行う方針が示されていることを確認する。 

 

①重大事故等対策の屋外アクセスルート確保と同様の方針であることを確認した。大規模損壊の対応に当たっては、発電所外への放射性物質の

放出の防止及び抑制を最優先として、対応に必要なアクセスルートの確保を優先実施項目の一つとしていることを確認した。 

 

②具体的な内容については、設備の配置場所に関する詳細な情報であることから、非公開資料において示されていることを確認した。 

 

③具体的な内容については、設備の配置場所に関する詳細な情報であることから、非公開資料において示されていることを確認した。 

 

④具体的な内容については、設備の配置場所に関する詳細な情報であることから、非公開資料において示されていることを確認した。 

 

（２）屋内アクセスルートの確保 

① 重大事故発生時における屋内アクセスルートの確保し、屋内の可搬型

重大事故対処設備の運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するとし

ていることを確認する。 

 

② 地震による転倒、地震による内部溢水（溢水の汚染を含む）、地震によ

る内部火災等、大規模な自然災害及び大型航空機の衝突等による影響

を踏まえて、内部アクセスルートを確保する方針であることを確認す

る。 

 

③ 屋内アクセスルートの確保にあたり、大規模損壊対応時の操作に必要

な活動場所まで移動可能なアクセスルートが選定されているか、アク

セスルート上における被害想定（火災、放射線、薬品の漏えい、資機

材の転倒等）を明確にし、保護具の着用、機器の撤去等の対策を行う

方針が示されていることを確認する。 

 

①重大事故等対策の屋内アクセスルート確保と同様の方針であることを確認した。大規模損壊の対応に当たっては、発電所外への放射性物質の

放出の防止及び抑制を最優先として、対応に必要なアクセスルートの確保を優先実施項目の一つとしていることを確認した。 

 

②具体的な内容については、設備の配置場所に関する詳細な情報であることから、非公開資料において示されていることを確認した。 

  

③火災の被害想定に関する具体的な内容については、設備の配置場所に関する詳細な情報であることから、非公開資料において示されているこ

とを確認した。 
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１．資機材の配備 

資機材について、重大事故等発生時に整備する資機材を基に、高線量の

環境、大規模な火災の発生を想定して必要となる追加的な資機材を配備す

ることを確認する。 

 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、重要安全施設（設置許可基準規則第２条第

９号に規定する重要安全施設をいう。）の取替え可能な機器及び部品等に

ついて、適切な予備品及び予備品への取替のために必要な機材等を確保す

る方針であること。 

 

【解釈】 

１ 「適切な予備品及び予備品への取替のために必要な機材等」とは、気

象条件等を考慮した機材、ガレキ撤去等のための重機及び夜間対応を想定

した照明機器等を含むこと。 

 

①優先順位を考慮して重要安全施設の取替え可能な機器、部品等の復旧作

業を実施する方針であることを確認する。 

 

②有効な復旧対策についての継続的な検討を行うとともに、必要な予備品

の確保に努めることを確認する。 

 

③予備品への取替のために必要な機材等（気象条件等を考慮した機材、ガ

レキ撤去等のための重機及び夜間対応を想定した照明機器。）を確保する

方針であることを確認する。予備品への取替のために必要な機材等（気

象条件等を考慮した機材、ガレキ撤去等のための重機及び夜間対応を想

定した照明機器、高線量の環境下を想定した防護服等を含む。）を確保す

る方針であることを確認する。 

 

④高線量の環境下において対応を行うために必要な資機材を配備する方針

であることを確認する。 

 

⑤大規模な火災発生時に消火活動を実施するために必要な資機材を配備す

る方針であることを確認。 

 

⑥通常の通信手段が使用不可能な場合を想定し、指揮者と現場間、発電所

外との連絡に必要な通信連絡設備を複数配備する方針であることを確

認。 

 

⑦消火活動専用の通信連絡設備として無線通話装置を配備する方針である

ことを確認。 

 

 

①大規模損壊では、重要安全施設等の取替えは行わないため該当なし。 

 

②重大事故等対策における資機材の配備と同様の方針であることを確認した。 

 

③重大事故等対策における資機材の配備と同様の方針であることを確認した。 

 

④炉心損傷及び原子炉格納容器の破損による高線量の環境下において、事故対応を行うために着用する全面マスク、高線量対応防護服、個人

線量計等の必要な資機材を配備することを確認した。補足説明資料において、照明機器等の資機材の確保、着用するマスク、高線量対応の線

量計の保管場所及び保管数量が示されている。また、保管場所及び保管数量は、大規模損壊発生時における対応を考慮しても、対応要員数等

から重大事故等防止技術的能力基準 1.0 項で整備する保管場所及び保管数量で対応可能であることが示されている。 

（参照：補足説明資料 添付資料 2.1.18 大規模損壊の発生に備えて配備する資機材） 

 

⑤地震及び津波の大規模な自然災害による油タンク火災又は故意による大型航空機の衝突による大規模な燃料火災の発生に備え、必要な消火

活動を実施するために着用する防護具、消火薬剤等の資機材及び大容量ポンプ車（タイプⅡ）、放水砲等を配備することを確認した。 

補足説明資料において、着用する防護具、泡消火薬剤の保管場所が示されている。また、保管場所は、大規模損壊発生時における対応を考

慮しても対応要員数等から技術的能力 1.0 で整備する保管場所で対応可能であることが示されている。 

（参照：補足説明資料 添付資料 2.1.18 大規模損壊の発生に備えて配備する資機材） 

なお、泡消火薬剤等の保管数量等の具体的な内容については、設備の配置場所に関する詳細な情報であることから、非公開資料において示

されていることを確認した。 

 

⑥大規模損壊の発生時において、指揮者と現場間、本発電所外等との連絡に必要な通信連絡手段を確保するため、多様な通信手段を複数配備

することを確認した。 

大規模損壊発生時の対応において、指揮者と現場間、発電所外等との連絡に必要な通信連絡設備を確保するため、多様な通信連絡設備を整

備することを確認した。また、通常の通信連絡設備が使用不能な場合を想定した通信連絡設備として、衛星電話設備、無線連絡設備、携行型

通話装置及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備を配備することを確認した。 

補足説明資料において、通信連絡設備の確保について示されている。 

（参照：補足説明資料 添付資料 2.1.18 大規模損壊の発生に備えて配備する資機材について） 

 

⑦指揮者と現場間、発電所外等との連絡に必要な通信連絡設備を確保するため、多様な通信連絡設備を整備することを確認した。また、通常の

通信連絡設備が使用不能な場合を想定した通信連絡設備として、衛星電話設備、無線連絡設備、携行型通話装置及び統合原子力防災ネットワ

ークに接続する通信連絡設備を配備することを確認した。 

補足説明資料において、通信連絡設備の確保について示されている。 

（参照：補足説明資料 添付資料 2.1.18 大規模損壊の発生に備えて配備する資機材について） 
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（ⅱ）予備品等の保管場所 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、上記予備品等を、外部事象の影響を受けに

くい場所に、位置的分散などを考慮して保管する方針であること。 

①予備品等を、地震による周辺斜面の崩落、津波による浸水等の外部事象

の影響を受けにくい場所に、位置的分散などを考慮して保管する方針で

あることを確認。 

 

②予備品等を、大型航空機の衝突による影響を受けないよう、原子炉建屋

及び原子炉補助建屋から 100m 以上離隔した場所に位置的分散を考慮し

て保管する方針であることを確認。 

①重大事故等対策における予備品等の保管場所と同様の方針であることを確認した。 

 

補足説明資料において、大規模損壊発生時の対応のために必要となる設備及び資機材は、重大事故等対策で整備する設備及び資機材で対応

可能であることを確認した。 

（参照：補足説明資料 重大事故等防止技術的能力１．０項 添付資料 1.0.3 予備品等の確保及び保管場所について） 

 

②大規模損壊発生時の対応に必要な資機材は、大規模損壊発生時においても使用を期待できるよう、原子炉建屋及び制御建屋から 100m 以上離

隔をとった場所に配備することを確認した。 

 

補足説明資料において、以下のとおり分散して保管することが示されている。 

・耐熱服は、第 3保管エリア、第 4保管エリア及び事務本館。 

・防護具、放射線管理用資機材及び食料等は、緊急時対策建屋、、中央制御室。 

 

（３）予備品等の保管場所からのアクセスルートの確保 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、想定される重大事故等が発生した場合に

おいて、設備の復旧作業のため、工場等内の道路及び通路が確保できる

よう、実効性のある運用管理を行う方針であること。 

 

 

①設備の復旧作業のため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、ア

クセスルート（屋外、屋内）について、実効性のある運用管理を行う方

針であることを確認。 

 

① 重大事故等対策における予備品等の保管場所からのアクセスルートの確保と同様の方針であることを確認した。 
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女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（重大事故等対処設備（第４３条）） 

 

設置許可基準規則第 43条への適合性を確認する。 

重大事故等対処設備（第４３条） 

1.1 多様性及び独立性、位置的分散 .............................................................................................................................................................. 43-2 

a. 設計基準事故対処設備との多様性（第 43 条第 2 項第 3 号） ..................................................................................................................................... 43-2 

b. 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43条第 3 項第 7 号） ............................................................................................................. 43-4 

c. 共用の禁止（第 43条第 2項第 2号） ......................................................................................................................................................... 43-6 

d. 複数の接続口（第 43条第 3項第 3号） ....................................................................................................................................................... 43-7 

e. 保管場所（第 43 条第 3項第 5号） ........................................................................................................................................................... 43-8 

1.2 悪影響防止（第 43条第 1 項第 5 号） ........................................................................................................................................................ 43-11 

2. 容量等（第 43 条第 2項第 1号、第 43 条第 3項第 1号） ........................................................................................................................................ 43-12 

3. 環境条件等 ................................................................................................................................................................................ 43-15 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43条第 1項第 1号） .............................................................................................................................................. 43-15 

b. 現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6号、第 43 条第 3項第 4号） ............................................................................................................................... 43-17 

4. 操作性及び試験・検査性について ............................................................................................................................................................ 43-18 

（１）操作性の確保 .......................................................................................................................................................................... 43-18 

a. 操作性（第 43 条第 1項第 2 号） .......................................................................................................................................................... 43-18 

b. 切替えの容易性（第 43 条第 1項第 4号） .................................................................................................................................................. 43-19 

c. 確実な接続（第 43条第 3項第 2号） ...................................................................................................................................................... 43-19 

d.アクセスルートの確保（第 43 条第 3項第 6号） ............................................................................................................................................. 43-20 

（２）試験又は検査（第 43 条第 1項第 3号） ................................................................................................................................................... 43-22 

 

補足説明資料（共-2 類型化区分及び適合内容）へ想定する考慮事項に対する詳細な設計方針が示されている。 
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1.1 多様性及び独立性、位置的分散 

 設置許可基準規則第 43 条第 2項 3号は、重大事故等対処設備のうち常設のもの（以下「常設重大事故等対処設備」）は、設計基準事故対処設備の安全機能と同時に機能喪失しないことを要求している。加えて、設置許可

基準規則第 43 条第 3 項 7 号は、重大事故等対処設備のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備」）は、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備の安全機能と同時に機能喪失しないことを要求して

いる（a.設計基準事故対処設備等との多様性）（b.設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等防止設備との多様性）。 

 設置許可基準規則第 43 条第 2項 2号は、常設重大事故等対処設備に対して、二以上の発電用原子炉施設において原則、共用するものでないことを要求している（c.共用の禁止）。 

設置許可基準規則第 43条第 3項 3号は、可搬型重大事故等対処設備に対して、常設設備と接続するものについては、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、接続口をそれぞれ互いに異なる

複数の場所に設けることを要求している（d.複数の接続口）。 

設置許可基準規則第 43条第 3項 5号は、可搬型重大事故等対処設備に対して、地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他テロリズムによる影響等を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異

なる保管場所に保管することを要求している（e.保管場所）。 

 

a. 設計基準事故対処設備との多様性（第 43 条第 2項第 3 号） 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

常設 

 （重大事故等対処設備） 

第四十三条 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備のうち可搬型のもの

（以下「可搬型重大事故等対処設備」という。）と接続するものにあっては、当該可

搬型重大事故等対処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の常設の配管、

弁、ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処設備」という。）は、

前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 

三 常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と

同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであるこ

と。 

 

（第43条解釈） 

４ 第２項第３号及び第３項第７号に規定する「適切な措置を講じたもの」とは、可

能な限り多様性を考慮したものをいう。 

 

① 常設重大事故防止設備は、共通要因によって設計基準事故対処設備の安全機能と同

時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること、

第２項第３号に規定する「適切な措置を講じたもの」とは、可能な限り多様性を考慮

したものであることを確認。 

 

 

 

 

a.設計基準事故対処設備との多様性（常設重大事故等対処設備（第四十三条 第２項 第３号）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備、使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能を有する設備等（以下「設計基

準事故対処設備等」という。）の安全機能と、環境条件、地震、津波その他の自然現象、人為事象、溢水、火災及びサポート系の

故障による共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、共通要因の特性を踏まえ、可能な限り多様性、独

立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

人為事象とは、発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある

事象であって人為によるものであることを確認した。 

共通要因の選定に関する具体的な確認結果は以下のとおり。 

発電所敷地で想定される自然現象については、網羅的に抽出するために、地震、津波に加え、発電所敷地及びその周辺での発生
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② 「設計基準事故対処設備等との多様性」を確認するため、設計上想定する共通要因

として、設備の使用環境条件（設置場所や外部の自然条件等）及び動作原理を考慮し

た要因が抽出され、各要因に対する設計方針が整理されていることを確認。 

 

 

 

実績の有無に関わらず、国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火

山の影響、生物学的事象、森林火災等の事象を考慮する。これらの事象のうち、発電所敷地及びその周辺での発生の可能性、重大

事故等対処設備への影響度、事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から、重大事故等対処設備に影響を与えるおそれ

がある事象として地震、津波、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火

災及び高潮を選定する。また、設計基準対象設備等と重大事故等対処設備に対する共通要因としては、地震、津波、洪水、風（台

風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災及び高潮を選定する。 

自然現象の組合せについては、地震、津波、風（台風）、積雪及び火山の影響を考慮する。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人

為によるものについては、網羅的に抽出するために、発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず、国内外の基準や

文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害、

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等を考慮する。これらの事象のうち、発電所敷地及びその周辺での発生の可能

性、重大事故等対処設備への影響度、事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から、重大事故等対処設備に影響を与え

るおそれがある事象として、飛来物（航空機落下）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害

及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。また、設計基準事故対所設備等と重大事故等対処設備に対す

る共通要因としては、飛来物（航空機落下）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害及び故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを選定する。 

主要な重大事故等対処施設である原子炉他宛てや、制御建屋、緊急用電気品建屋及び緊急時対策建屋（以下「建屋等」という。）

については、地震、津波、火災及び外部からの衝撃による損傷を防止できる設計とする。 

重大事故緩和設備についても、共通要因の特性を踏まえ、可能な限り多様性を考慮する。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-1-1)多様性、位置的分散＞ 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-1-1-1)常設重大事故等対処設備＞ 

＜添八：1.1.7.1(1)多様性、位置的分散＞ 

＜添八：1.1.7.1(1)a. 常設重大事故等対処設備＞ 

 

②具体的には、以下の設計方針であることを確認した。 

常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等の安全機能と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう、共通要因の特性を踏まえ、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とする。ただし、常

設重大事故防止設備のうち、計装設備について、重要代替監視パラメータ（当該パラメータの他チャンネルの計器を除く。）によ

る推定は、重要監視パラメータと異なる物理量又は測定原理とする等、重要監視パラメータに対して可能な限り多様性を有する

方法により計測できる設計とする。重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

環境条件に対しては、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、常設

重大事故防止設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。 

重大事故等時の環境条件における健全性については「1.1.7.3 環境条件等」に記載する。 

常設重大事故防止設備は、「1.10 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針」に基づく地盤に設置する。 

常設重大事故防止設備は、地震、津波及び火災に対して、「1.4.2 重大事故等対処施設の耐震設計」、「1.5.2 重大事故等対処

施設の耐津波設計」及び「1.6.2 重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針」に基づく設計とする。 

溢水に対しては、可能な限り多様性を有し、位置的分散を図ることで、想定する溢水水位に対して同時に機能を損なうことの
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ない設計とする。 

地震、津波、溢水及び火災に対して常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等と同時に機能を損なうおそれがないよ

うに、可能な限り設計基準事故対処設備等と位置的分散を図る。 

風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災、爆発、近隣工場の火災、有毒ガ

ス、船舶の衝突及び電磁的障害に対して、常設重大事故防止設備は、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に設置

するか、又は設計基準事故対処設備等と同時にその機能が損なわれないよう、設計基準事故対処設備等と位置的分散を図り、屋

外に設置する。 

落雷に対して常設代替交流電源設備は、避雷設備等により防護する設計とする。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物に対して屋外の常設重大事故防止設備は、侵入防止対策により重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物からの影響を受けるおそれのあ

る常設重大事故防止設備は、侵入防止対策により重大事故等に対処するための必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

高潮に対して常設重大事故防止設備（非常用取水設備は除く。）は、高潮の影響を受けない敷地高さに設置する。 

飛来物（航空機落下）に対して常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等と同時にその機能が損なわれないように、設

計基準事故対処設備等と位置的分散を図り設置する。 

なお、洪水、地滑り及びダムの崩壊については、立地的要因により設計上考慮する必要はない。 

常設重大事故緩和設備についても、可能な限り上記を考慮して多様性、位置的分散を図る設計とする。 

サポート系の故障に対しては、系統又は機器に供給される電力、空気、油及び冷却水を考慮し、常設重大事故防止設備は設計基

準事故対処設備等と異なる駆動源、冷却源を用いる設計、又は駆動源、冷却源が同じの場合は別の手段が可能な設計とする。ま

た、常設重大事故防止設備は設計基準事故対処設備等と可能な限り異なる水源をもつ設計とする。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-1-1-1)常設重大事故等対処設備＞ 

＜添八：1.1.7.1(1)a. 常設重大事故等対処設備＞ 

 

b. 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43 条第 3項第 7 号） 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

可搬型 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほか、次に掲げる

ものでなければならない。 

七 重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故対処

設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故

防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時に

その機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。 

 

（第43条解釈） 

４ 第２項第３号及び第３項第７号に規定する「適切な措置を講じたもの」とは、可

b.設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（可搬型重大事故等対処設備（第四十三条 第３項 第７号）） 
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能な限り多様性を考慮したものをいう。 

 

① 重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故対処設備

の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設

備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること、第３項第７

号に規定する適切な措置を講じたもの」とは、可能な限り多様性を考慮したものであ

ることを確認。 

 

 

 

 

 

② 「設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性」を確認するため、

設計上想定する共通要因として、設備の使用環境条件及び動作原理並びに故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響を考慮した要因が抽出され、各要因

に対する設計方針が整理されていることを確認。 

 

 

 

 

①可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処す

るために必要な機能と、環境条件、地震、津波その他の自然現象、人為事象、溢水、火災及びサポート系の故障による共通要因

によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、共通要因の特性を踏まえ、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を

考慮して適切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

共通要因の選定に関する具体的な確認結果は、「a.設計基準事故対処設備との多様性（常設重大事故等対処設備（第四十三条 第

２項 第３号）） ①」と同じである。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-1-1)多様性、位置的分散＞ 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-1-1-2) 可搬型重大事故等対処設備＞ 

＜添八：1.1.7.1(1) 多様性、位置的分散＞ 

＜添八：1.1.7.1(1)b. 可搬型重大事故等対処設備＞ 

 

②具体的には、以下の設計方針であることを確認した。 

可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と共通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じる設計とする。 

また、可搬型重大事故等対処設備は、地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム、設

計基準事故対処設備等及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に

保管する。 

環境条件に対しては、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、可搬

型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環境条件における健全性については

「1.1.7.3 環境条件等」に記載する。風（台風）、凍結、降水、積雪及び電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は、

環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。 

地震に対して、屋内の可搬型重大事故等対処設備は、「1.10 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針」に基づく

地盤に設置する建屋内に保管する。 

屋外の可搬型重大事故等対処設備は、転倒しないことを確認する、又は必要により固縛等の処置をするとともに、地震により

生ずる敷地下斜面のすべり、液状化又は揺すり込みによる不等沈下、傾斜及び浮き上がり、地盤支持力の不足、地中埋設構造物

の損壊等の影響を受けない複数の保管場所に分散して保管する設計とする。 

地震及び津波に対して可搬型重大事故等対処設備は、「1.4.2 重大事故等対処施設の耐震設計」、「1.5.2 重大事故等対処施設

の耐津波設計」にて考慮された設計とする。 

火災に対して、可搬型重大事故等対処設備は「1.6.2 重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針」に基づく火災防護を

行う。 

地震、津波、溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同

時に機能を損なうおそれがないように、設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複

数箇所に分散して保管する設計とする。 

風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象、森林火災、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船

舶の衝突及び電磁的障害に対して、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に保管するか、又は設計基準事故対処設
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備等及び常設重大事故防止設備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように、設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設

重大事故等対処設備と位置的分散を図り、防火帯の内側の複数箇所に分散して保管する設計とする。 

クラゲ等の海生生物から影響を受けるおそれのある屋外の可搬型重大事故等対処設備は、予備を有する設計とする。高潮に対

して可搬型重大事故等対処設備は、高潮の影響を受けない敷地高さに保管する。 

飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空の機衝突その他のテロリズムに対して、屋内の可搬型重大事故等対処設備は、

可能な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する設

計とする。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は、原子炉建屋及び制御建屋から 100m 以上の離隔距離を確保するとともに、当該可

搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準対処施設及び常設重大事故等対処設備から 100m 以上の離隔距離

を確保した上で、複数箇所に分散して保管する設計とする。 

サポート系の故障に対しては、系統又は機器に供給される電力、空気、油、冷却水を考慮し、可搬型重大事故防止設備は、設

計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備と異なる駆動源、冷却源を用いる設計とするか、駆動源、冷却源が同じ場合は

別の手段が可能な設計とする。また、水源についても可能な限り、異なる水源を用いる設計とする。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-1-1-2)可搬型重大事故等対処設備＞ 

＜添八：1.1.7.1(1)b. 可搬型重大事故等対処設備＞ 

 
c. 共用の禁止（第 43 条第 2項第 2号） 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

常設 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備のうち可搬型のもの

（以下「可搬型重大事故等対処設備」という。）と接続するものにあっては、当該可搬

型重大事故等対処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の常設の配管、弁、

ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処設備」という。）は、前項に

定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 

二 二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし、二以上の

発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が

向上する場合であって、同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及

ぼさない場合は、この限りでない。 

 

① 二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないことを確認。 

 

 

 

② 二以上の発電用原子炉施設と共用する場合、発電用原子炉施設の安全性が向上する理

c.共用の禁止（共用の禁止（第 43条第 2項第 2号）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①常設重大事故等対処設備の各機器は、二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。ことを確認した。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-1-3)共用の禁止＞ 

＜添八：1.1.7.1(3)共用の禁止＞ 
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由及び同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない理由を明

確にしていることを確認。 

 

 

d. 複数の接続口（第 43 条第 3項第 3号） 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

可搬型 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほか、次に掲げるも

のでなければならない。 

三 常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって接続することができなく

なることを防止するため、可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電

力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるも

のであること。 

 

（第 43 条解釈） 

６ 第３項第３号について、複数の機能で一つの接続口を使用する場合は、それぞれの機

能に必要な容量（同時に使用する可能性がある場合は、合計の容量）を確保することが

できるように接続口を設けること。 

① 常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって接続することができなくなる

ことを防止するため、可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けていることを

確認。 

 

 

② 複数の機能で一つの接続口を使用する場合は、それぞれの機能に必要な容量（同時に使

用する可能性がある場合は、合計の容量）を確保することができるように接続口を設け

ていることを確認。 

 

③ 「複数の接続口」に対する設計の妥当性を確認するため、設計上想定する共通要因と

して、接続口及び接続する設備の使用環境条件並びに故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる影響を考慮した要因が抽出され、各要因に対する設計方針が

整理されていることを確認。 

 

d.複数の接続口（可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口（第四十三条 第３項 第３号）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①可搬型重大事故等対処設備のうち、原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備と常設設備との接続口は、故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズム等の共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、建屋の異なる面

の隣接しない位置又は屋内及び建屋面の適切に離隔した位置に複数箇所設置することを確認した。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-1-1-3)可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口＞ 

＜添八：1.1.7.1(1)c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口＞ 

 

②③具体的には、以下の設計方針であることを確認した。 

共通要因として影響を考慮した各要因に対する設計方針が整理されている。 

環境条件に対しては、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、そ

の機能を確実に発揮できる設計とするとともに、接続口は、建屋の異なる面の隣接しない位置又は建屋内及び建屋面の適切に離

隔した位置に複数箇所設置する。 

重大事故等時の環境条件における健全性については「1.1.7.3 環境条件等」に記載する。風（台風）、凍結、降水、積雪及び

電磁的障害に対しては、環境条件にて考慮し、機能が損なわれない設計とする。 

地震に対して接続口は、「1.10 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針」に基づく地盤上の建屋内又は建屋面

に複数箇所設置する。 

地震、津波及び火災に対して接続口は、「1.4.2 重大事故等対処施設の耐震設計」、「1.5.2 重大事故等対処施設の耐津波設

計」及び「1.6.2 重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針」に基づく設計とする。 
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溢水に対して接続口は、想定される溢水水位に対して機能を喪失しない位置に設置する。 

風（台風）、竜巻、落雷、火山の影響、生物学的事象、森林火災、飛来物（航空機落下）、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、

船舶の衝突及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して、接続口は、建屋の異なる面の隣接しない位置又は建

屋内及び建屋面の適切に離隔した位置に複数箇所設置する。 

生物学的事象のうち、ネズミ等の小動物に対して、屋外に設置する場合は、開口部の閉止により重大事故等に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれのない設計とする。 

高潮に対して接続口は、高潮の影響を受けない敷地高さに設置する。 

また、一つの接続口で複数の機能を兼用して使用する場合には、それぞれの機能に必要な容量が確保できる接続口を設ける設

計とする。同時に使用する可能性がある場合は、合計の容量を確保し、状況に応じて、それぞれの系統に必要な容量を同時に供

給できる設計とする。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-1-1-3)可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口＞ 

＜添八：1.1.7.1(1)c. 可搬型重大事故等対処設備と常設重大事故等対処設備の接続口＞ 

 

e. 保管場所（第 43 条第 3項第 5号） 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

可搬型 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほか、次に掲げるも

のでなければならない。 

五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる影響、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を

考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 

 

（第43条解釈） 

７ 第３項第５号について、可搬型重大事故等対処設備の保管場所は、故意による大型航

空機の衝突も考慮すること。例えば原子炉建屋から 100m 以上離隔をとり、原子炉建屋

と同時に影響を受けないこと。又は、故意による大型航空機の衝突に対して頑健性を有

すること。 

 

① 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

よる影響、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮

した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管することを確認。 

 

 

 

e.保管場所（可搬型重大事故等対処設備（第四十三条 第３項 第５号）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①可搬型重大事故等対処設備は、地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影

響、設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で、原子炉建屋及び制御建屋から

100m 以上の離隔距離を確保するとともに、可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準事故対処設備及び

常設重大事故等対処設備からも 100m 以上の離隔距離を確保した上で、複数箇所に分散するなどして保管することを確認した。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-1-1-2)可搬型重大事故等対処設備＞ 

＜添八：1.1.7.1(1)b. 可搬型重大事故等対処設備＞ 
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② 可搬型重大事故等対処設備の保管場所は、故意による大型航空機の衝突も考慮するこ

と。例えば原子炉建屋から 100m 以上離隔をとり、原子炉建屋と同時に影響を受けな

いこと。又は、故意による大型航空機の衝突に対して頑健性を有することを確認。 

 

③ 「可搬型重大事故等対処設備の保管場所」に対する設計の妥当性を確認するため、設

計上想定する要因として、保管時の環境条件（保管場所を踏まえた自然現象などによ

る影響）並びに故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響を考慮し

た要因が抽出され、各要因に対する設計方針が整理されていることを確認。例えばそ

れぞれの必要な容量を考慮して、同じ機能を有する可搬型重大事故等対処設備と異な

る保管場所に保管するよう設計方針が整理されていることを確認。 

 

補足説明資料（「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料 1.0 添付資料 1.0.2 可搬型重大事故等対処設備 保管場所及びアクセスル

ート）において詳細な保管場所等が示されている。 

 

②③具体的には、以下の設計方針であることを確認した。 

保管場所として環境条件による影響を考慮した各要因に対する設計方針が整理されている。 

環境条件に対しては、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、可

搬型重大事故等対処設備がその機能を確実に発揮できる設計とする。重大事故等時の環境条件における健全性については

「1.1.7.3 環境条件等」に記載する。風（台風）、凍結、降水、積雪及び電磁的障害に対して可搬型重大事故等対処設備は、

環境条件にて考慮し機能が損なわれない設計とする。 

地震に対して、屋内の可搬型重大事故等対処設備は、「1.10 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針」に基づ

く地盤に設置する建屋内に保管する。屋外の可搬型重大事故等対処設備は、転倒しないことを確認する、又は、必要により固縛

等の処置をするとともに、地震により生ずる敷地下斜面のすべり、液状化又は揺すり込みによる不等沈下、傾斜及び浮き上が

り、地盤支持力の不足、地中埋設構造物の損壊等の影響を受けない複数の保管場所に分散して保管する設計とする。 

地震及び津波に対して可搬型重大事故等対処設備は、「1.4.2 重大事故等対処施設の耐震設計」、「1.5.2 重大事故等対処施

設の耐津波設計」にて考慮された設計とする。 

火災に対して、可搬型重大事故等対処設備は「1.6.2 重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針」に基づく火災防護

を行う。 

地震、津波、溢水及び火災に対して可搬型重大事故等対処設備は、設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同

時に機能を損なうおそれがないように、設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り

複数箇所に分散して保管する設計とする。 

風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象、森林火災、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、

船舶の衝突及び電磁的障害に対して、可搬型重大事故等対処設備は、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋等内に保

管するか、又は設計基準事故対処設備等及び常設重大事故等対処設備と同時に必要な機能を損なうおそれがないように、設計基

準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り、防火帯の内側の複数箇所に分散して保管する

設計とする。 

クラゲ等の海生生物から影響を受けるおそれのある屋外の可搬型重大事故等対処設備は、予備を有する設計とする。 

高潮に対して可搬型重大事故等対処設備は、高潮の影響を受けない敷地高さに設置する。 

飛来物（航空機落下）及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して、屋内の可搬型重大事故等対処設備は、

可能な限り設計基準事故対処設備等の配置も含めて常設重大事故等対処設備と位置的分散を図り複数箇所に分散して保管する

設計とする。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は、原子炉建屋及び制御建屋から100m以上の離隔距離を確保するとともに、当該可

搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準対処施設及び常設重大事故等対処設備から100m以上の離隔距離

を確保した上で、複数箇所に分散して保管する設計とする。 

なお、洪水、地滑り及びダムの崩壊については、立地的要因により設計上考慮する必要はない。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-1-1-2)可搬型重大事故等対処設備＞ 

＜添八：1.1.7.1(1)b. 可搬型重大事故等対処設備＞ 
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補足説明資料（「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために

必要な技術的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料 1.0 添付資料1.0.2 可搬型重大事故等対処設備 保管場所及

びアクセスルート）において詳細な保管場所等が示されている。 

  



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 
43-11 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 

 

1.2 悪影響防止（第 43 条第 1項第 5号） 

 設置許可基準規則第 43 条第 1項 5号は、重大事故等対処設備に対して、工場内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないことを要求している。 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

常設及び可搬型 

第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 

五 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

（第43条解釈） 

３ 第１項第５号に規定する「他の設備」とは、設計基準対象施設だけでなく、当該重大

事故等対処設備以外の重大事故等対処設備も含む。 

 

① 工場等内の他の設備（設計基準対象施設だけでなく、当該重大事故等対処設備以外の

重大事故等対処設備も含む）に対して悪影響を及ぼさないものであることを確認。 

 

② 「他の設備」とは、設計基準対象施設だけでなく、当該重大事故等対処設備以外の重

大事故等対処設備も含まれていることを確認。 

 

③ 「悪影響防止」に対する設計の妥当性を確認するため、他設備へ悪影響を与える要因

として、設備の使用環境条件及び故障・損壊時による影響を考慮した要因が抽出され、

各要因に対する設計方針が整理されていることを確認。 

 

1.2.悪影響防止（悪影響防止（第四十三条 第１項 第５号）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①②重大事故等対処設備は、発電用原子炉施設内の他の設備（設計基準対処施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故

等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-1-2)悪影響防止＞ 

＜添八：1.1.7.1(2) 悪影響防止＞ 

 

 

③具体的には、以下の設計方針であることを確認した。 

他の設備への悪影響としては、重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービン

ミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し、他の設備の機能に影響を及ぼさない設計とする。 

系統的な影響に対しては、重大事故等対処設備は、弁等の操作によって設計基準対象施設として使用する系統構成から重大事

故等対処設備としての系統構成とすること、重大事故等発生前（通常時）の隔離若しくは分離された状態から弁等の操作や接続

により重大事故等対処設備としての系統構成とすること、他の設備から独立して単独で使用可能なこと、設計基準対象施設とし

て使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用すること等により、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

また、放水砲については、建屋への放水により、当該設備の使用を想定する重大事故時において必要となる屋外の他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

内部発生飛散物による影響に対しては、内部発生エネルギの高い流体を内蔵する弁及び配管の破断、高速回転機器の破損、ガ

ス爆発並びに重量機器の落下を考慮し、重大事故等対処設備がタービンミサイル等の発生源となることを防ぐことで、他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-1-2)悪影響防止＞ 

＜添八：1.1.7.1(2) 悪影響防止＞ 
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2.容量等（第 43 条第 2項第 1号、第 43 条第 3項第 1号） 

 設置許可基準規則第 43 条第 2項 1号は、常設重大事故等対処設備に対して、想定される重大事故等の収束に必要な容量を有することを要求している。 

加えて、設置許可基準規則第 43 条第 3項 1号は、可搬型重大事故等対処設備に対して、想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え、十分に余裕のある容量を有することを要求している。 

補足説明資料（共-4 可搬型重大事故等対処設備の必要数、予備数及び保有数について）に想定する考慮事項に対する容量が示されている。 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

常設 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

２ 重大事故等対処設備のうち常設のもの（重大事故等対処設備のうち可搬型のもの

（以下「可搬型重大事故等対処設備」という。）と接続するものにあっては、当該可搬

型重大事故等対処設備と接続するために必要な発電用原子炉施設内の常設の配管、弁、

ケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処設備」という。）は、前項に

定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 

一 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

① 想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであることを確認（設計基準

事故対象設備と同じ場合は、同仕様で十分確保できること等）。 

 

 

 

 

 

 

 

② 「常設重大事故等対処設備の容量」に対する設計の妥当性を確認するため、各機能に

おける設備構成を踏まえ、機能を達成するために必要な容量を満たす設計方針が整理

されていることを確認。 

 

2.容量等（常設重大事故等対処設備（第四十三条 第２項 第１号）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①常設重大事故等対処設備は、想定される重大事故等の収束において、想定する事象及びその事象の進展等を考慮し、重大事故

等時に必要な目的を果たすために、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とすることを確認した。重大事故等の

収束は、これらの系統の組み合わせにより達成することを確認した。 

「容量等」とは、ポンプ流量、タンク容量、伝熱容量、弁吹出量、発電機容量、蓄電池容量、計装設備の計測範囲、作動信号

の設定値等とすることを確認した。 

具体的な設計方針は、②において確認した。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-2-1) 常設重大事故等対処設備＞ 

＜添八：1.1.7.2(1) 常設重大事故等対処設備＞ 

 

②具体的には、以下の設計方針であることを確認した。 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては、設計基準対象施設の容量等の

仕様が、系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であることを確認した上で、設計基準対象施設としての容量等と同

仕様の設計とする。 

常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので、重大事故等時に設計基準対象施設の容

量等を補う必要があるものについては、その後の事故対応手段と合わせて、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計

とする。 

常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系統及び機器を使用するものについては、

系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とする。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-2-1) 常設重大事故等対処設備＞ 

＜添八：1.1.7.2(1) 常設重大事故等対処設備＞ 
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可搬型 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほか、次に掲げるも

のでなければならない。 

 一 想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え、十分に余裕のある容量を有す

るものであること。 

 

（第43条解釈） 

５ 第３項第１号について、可搬型重大事故等対処設備の容量は、次によること。 

(a)可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型代替電源設備及び可搬型注水設備（原子

炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）にあっては、必要な容量を賄う

ことができる可搬型重大事故等対処設備を１基あたり２セット以上を持つこと。 

これに加え、故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップを

工場等全体で確保すること。 

(b)可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型直流電源設備等であって負荷に直接接続

するものにあっては、１負荷当たり１セットに、工場等全体で故障時のバックアップ

及び保守点検による待機除外時のバックアップを加えた容量を持つこと。 

(c)「必要な容量」とは、当該原子炉において想定する重大事故等において、炉心損傷

防止及び格納容器破損防止等のために有効に必要な機能を果たすことができる容量を

いう。 

 

① 想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え、十分に余裕のある容量を有するも

のであることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものにあっては、必要な容量を賄うことが

できる可搬型重大事故等対処設備を１基あたり２セット以上持つことを確認。さらに、

「故障時のバックアップ」及び「保守点検による待機除外時のバックアップ」を工場

等全体で確保することを確認。 

2.容量（可搬型重大事故等対処設備（第四十三条 第３項 第１号）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①可搬型重大事故等対処設備は、想定される重大事故等の収束において、想定する事象及びその事象の進展を考慮し、系統の目

的に応じて必要な容量等を有する設計とするとともに、設備の機能、信頼度等を考慮し、予備を含めた保有数を確保することに

より、必要な容量等に加え、十分に余裕のある容量等を有する設計とすることを確認した。 

重大事故等の収束は，これらの系統の組み合わせにより達成する。 

「容量等」とは、ポンプ流量、タンク容量、伝熱容量、発電機容量、蓄電池容量、ボンベ容量、計測器の計装範囲等とする。 

可搬型重大事故等対処設備は、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とするとともに、設備の機能、信頼度等を考慮

し、予備を含めた保有数を確保することにより、必要な容量等に加え、十分に余裕のある容量等を有する設計とする。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-2-2) 可搬型重大事故等対処設備＞ 

＜添八：1.1.7.2(2) 可搬型重大事故等対処設備＞ 

 

②③④具体的には、以下の設計方針であることを確認した。 

可搬型重大事故等対処設備のうち複数の機能を兼用することで、設置の効率化、被ばく低減を図れるものは、同時に要求され

る可能性がある複数の機能に必要な容量等を合わせた容量等とし、兼用できる設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備のうち、原子炉建屋の外から水又は電力を供給する注水設備及び電源設備は、必要となる容量等を
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③ 可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型直流電源設備等であって負荷に直接接続す

るものにあっては、１負荷当たり１セットに、工場等全体で故障時のバックアップ及

び保守点検による待機除外時のバックアップを加えた容量を持つことを確認。 

 

④ 「可搬型重大事故等対処設備の容量」に対する設計の妥当性を確認するため、各機能

における設備構成を踏まえ、機能を達成するために必要な容量（個数を含む）を満た

す設計方針が整理されていることを確認。 

 

有する設備を 1 基あたり 2 セットに加え、故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして、発電

所全体で予備を確保する。 

また、可搬型重大事故等対処設備のうち、負荷に直接接続する高圧窒素ガスボンベ、主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池等

は、必要となる容量等を有する設備を 1 基当たり 1 セットに加え、故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップとして、発電所全体で予備を確保する。 

上記以外の可搬型重大事故等対処設備は、必要となる容量等を有する設備を 1 基当たり 1 セットに加え、設備の信頼度等を

考慮し、予備を確保する。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-2-2) 可搬型重大事故等対処設備＞ 

＜添八：1.1.7.2(2) 可搬型重大事故等対処設備＞ 
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3. 環境条件等 

設置許可基準規則第 43条第 1項 1号は、重大事故等対処設備に対して、想定される重大事故等が発生した場合における使用条件において、操作が可能な設計することを要求している（a.環境条件及び荷重条件）。 

設置許可基準規則第 43 条第 1 項 6 号は、重大事故等対処設備に対して、操作等に係る現場の作業環境を要求している。加えて、設置許可基準規則第 43 条第 3 項 4 号は、可搬型重大事故等対処設備に対して、設置場所

への据え付け及び常設設備との接続を考慮することを要求している。（b.現場の作業環境）。 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43 条第 1項第 1号） 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

常設及び可搬型 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 

一 想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用

条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものである

こと。 

 

① 想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件

において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること

を確認。 

 

 

 

② 「重大事故等時の環境条件及び荷重条件」に対する設計の妥当性を確認するため、設

計上想定する環境要因として、設備の使用・保管場所に応じて設備の性能に影響を与

える可能性のある要因が抽出され、各要因に対する設計方針が整理されていることを

確認。 

a.環境条件及び荷重条件（環境条件（第四十三条 第１項 第１号）） 

 

 

 

 

 

 

 

①重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、

その機能が有効に発揮できるよう、その設置場所（使用場所）又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とするとともに、操

作が可能な設計とすることを確認した。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-3-1) 環境条件＞ 

＜添八：1.1.7.3(1) 環境条件＞ 

 

②具体的には、以下の設計方針であることを確認した。 

重大事故等発生時の環境条件については、重大事故等時における温度（環境温度、使用温度）、放射線、荷重に加えて、その

他の使用条件として環境圧力、湿度による影響、重大事故等時に海水を通水する系統への影響、自然現象による影響、発電所敷

地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為による

ものの影響及び周辺機器等からの悪影響を考慮する。荷重としては、重大事故等が発生した場合における機械的荷重に加えて、

環境圧力、温度及び自然現象による荷重を考慮する。 

自然現象の選定に当たっては、網羅的に抽出するために、地震、津波に加え、発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に

関わらず、国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、

生物学的事象、森林火災等を考慮する。 

これらの事象のうち、重大事故等における発電所敷地及びその周辺での発生の可能性、重大事故等対処設備への影響度、事象

進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から、重大事故等時に重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象とし

て、地震、風（台風）、凍結、降水及び積雪を選定する。これらの事象のうち、凍結及び降水については、屋外の天候による影

響として考慮する。 

自然現象による荷重の組合せについては、地震、風（台風）及び積雪の影響を考慮する。 

これらの環境条件のうち、重大事故等時における環境温度、環境圧力、湿度による影響、屋外の天候による影響、重大事故等

時の放射線による影響及び荷重に対しては、重大事故等対処設備を設置(使用)又は保管する場所に応じて、以下の設備分類ごと

に必要な機能を有効に発揮できる設計とする。 



 新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 
43-16 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 

原子炉格納容器内の重大事故等対処設備は、想定される重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計

とする。また、地震による荷重を考慮して、機能を損なわない設計とする。操作は中央制御室から可能な設計とする。 

原子炉建屋原子炉棟内の重大事故等対処設備は、想定される重大事故等時における環境条件を考慮する。また、地震における

荷重を考慮して、機能を損なわない設計とするとともに、可搬型重大事故等対処設備は、必要により当該設備の落下防止、転倒

防止、固縛の措置をとる。操作は中央制御室、異なる区画若しくは離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

原子炉建屋付属棟内、制御建屋内（中央制御室を含む。）、緊急用電気品建屋（地下階）内及び緊急時対策建屋内の重大事故等

対処設備は、重大事故等時におけるそれぞれの場所の環境条件を考慮した設計とする。また、地震による荷重を考慮して、機能

を損なわない設計とするとともに、可搬型重大事故等対処設備は、必要により当該設備の落下防止、転倒防止又は固縛の措置を

とる。操作は中央制御室、異なる区画若しくは離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。 

屋外及び緊急用電気品建屋（地上階）の重大事故等対処設備は、重大事故等時における屋外の環境条件を考慮した設計とす

る。操作は、中央制御室、離れた場所又は設置場所で可能な設計とする。また、地震、風（台風）及び積雪の影響による荷重を

考慮し、機能を損なわない設計とするとともに、可搬型重大事故等対処設備については、必要により当該設備の落下防止、転倒

防止、固縛の措置をとる。 

海水を通水する系統への影響に対しては、常時海水を通水する、海に設置する、又は海で使用する重大事故等対処設備は耐腐

食性材料を使用する設計とする。常時海水を通水するコンクリート構造物については、腐食を考慮した設計とする。使用時に海

水を通水する重大事故等対処設備は、海水の影響を考慮した設計とする。原則、淡水を通水するが、海水も通水する可能性のあ

る重大事故等対処設備は、可能な限り淡水を優先し、海水通水を短期間とすることで、設備への海水の影響を考慮する。また、

海から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって

人為によるものの選定に当たっては、網羅的に抽出するために、発電所敷地及びその周辺での発生実績の有無に関わらず、国内

外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突、

電磁的障害、故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等の事象を考慮する。 

これらの事象のうち、発電所敷地及びその周辺での発生の可能性、重大事故等対処設備への影響度、事象進展速度や事象進展

に対する時間余裕の観点から、重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として選定する電磁的障害に対しては、重

大事故等対処設備は、重大事故等時においても電磁波により機能を損なわない設計とする。 

重大事故等対処設備は、事故対応のために設置・配備している自主対策設備を含む周辺機器等からの悪影響により機能を損な

わない設計とする。周辺機器等からの悪影響としては、地震、火災、溢水による波及的影響を考慮する。 

溢水に対しては、重大事故等対処設備は、想定される溢水により機能を損なわないように、重大事故等対処設備の設置区画の

止水対策等を実施する。 

地震による荷重を含む耐震設計については「添付書類八 1.4.2 重大事故等対処施設の耐震設計」に、火災防護については、

「添付書類八 1.6.2 重大事故等対処施設の火災防護に関する基本方針」に示す。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-3-1) 環境条件＞ 

＜添八：1.1.7.3(1) 環境条件＞ 
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b. 現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6号、第 43 条第 3 項第 4号） 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

常設及び可搬型 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 

 六 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復

旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選

定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

 

① 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作

業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設

置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであることを確認。 

 

② 「重大事故等対処設備の現場の作業環境」に対する設計の妥当性を確認するため、想

定される重大事故等時の放射線影響範囲を踏まえ、各設備の操作・復旧を行うための

設計方針が整理されていることを確認。 

 

b.現場の作業環境 

（１）重大事故等対処設備（重大事故等対処設備の設置場所（第四十三条 第１項 第６号）） 

 

 

 

 

 

 

 

①②重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、放射線

量が高くなるおそれの少ない設置場所の選定、遮蔽の設置等により設置場所で操作できる設計又は放射線の影響を受けない異

なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作できる設計とすることを確認した。 

また、中央制御室遮蔽区域内である中央制御室から操作可能な設計とすることを確認した。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-3-2) 重大事故等対処設備の設置場所＞ 

＜添八：1.1.7.3(2) 重大事故等対処設備の設置場所＞ 

 

 

可搬型 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほか、次に掲げるも

のでなければならない。 

四 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置

場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよう、放射線量が高くなるお

それが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じ

たものであること。 

 

① 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置場所

に据え付け、及び常設設備と接続することができるよう、放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたも

のであること。 

② 「可搬型重大事故等対処設備の現場の作業環境」に対する設計の妥当性を確認するた

め、想定される重大事故等時の放射線影響範囲を踏まえ、各設備の操作・復旧を行う

ための設計方針が整理されていることを確認。 

（２）可搬型重大事故等対処設備（可搬型重大事故等対処設備の設置場所（第四十三条 第３項 第４号）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①②可搬型重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続に支障がない

ように、放射線量が高くなるおそれの少ない場所の選定、遮蔽の設置等により、当該設備の設置及び常設設備との接続が可能な

設計とすることを確認した。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-3-3) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所＞ 

＜添八：1.1.7.3(3) 可搬型重大事故等対処設備の設置場所＞ 
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4. 操作性及び試験・検査性について 

設置許可基準規則第 43条第 1項 2号は、重大事故等対処設備に対して、想定され重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものを要求している（a.操作性）。 

設置許可基準規則第 43条第 1項 4号は、重大事故等対処設備に対して、重大事故等に対処するために本来の用途以外の用途として使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を

備えるものを要求している（b.切り替えの容易性）。 

設置許可基準規則第 43条第 3項 2号は、可搬型重大事故等対処設備に対して、当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、相互に使用することができるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置

を講じたもの要求している（c.確実な接続）。 

設置許可基準規則第 43条第 3項 6号は、可搬型重大事故等対処設備に対して、運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するための工場等内の道路及び通路は、想定される重大事故等が発生した場合において適切な措

置を講じることを要求している（d.アクセスルートの確保）。 

 

（１）操作性の確保 

a. 操作性（第 43 条第 1項第 2号） 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

常設及び可搬型 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 

 二 想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであるこ

と。 

 

① 想定される重大事故等が発生した場合において、確実に操作できるものであることを確

認。 

 

 

 

 

 

② 「操作性」に対する設計の妥当性を確認するため、各設備の使用条件に応じた操作環

境、操作準備に必要な作業・工具、操作内容について、操作の確実性を考慮した設計方

針が整理されていることを確認。 

a.操作性（操作の確実性（第四十三条 第１項 第２号）） 

 

 

 

 

 

 

①想定される重大事故等が発生した場合においても、重大事故等対処設備の操作を確実なものとするため、重大事故等時の環

境条件を考慮し、操作場所での操作が可能な設計とすることを確認した。また、（「1.1.7.3 環境条件等」）操作するすべて

の設備に対し、十分な操作空間を確保するとともに、確実な操作ができるよう、必要に応じて操作足場を設置する。また、防

護具、可搬型照明等は重大事故等時に迅速に使用できる場所に配備することを確認した。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-4-1-1) 操作の確実性＞ 

＜添八：1.1.7.4(1)a. 操作の確実性＞ 

 

②具体的には、以下の設計方針であることを確認した。 

現場操作において工具を必要とする場合、一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて、確実に作業ができる設計とす

る。工具は、作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備は運搬・設置が確実に行えるように、人力又は車両等による運搬、移動ができるとともに、必要

により設置場所にてアウトリガの張り出し又は輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

現場の操作スイッチは運転員等の操作性を考慮した設計とする。また、電源操作が必要な設備は、感電防止のため露出した

充電部への近接防止を考慮した設計とする。現場において人力で操作を行う弁は、手動操作が可能な設計とする。現場での接

続操作は、ボルト・ネジ接続、フランジ接続又はより簡便な接続方式等、接続方式を統一することにより、確実に接続が可能

な設計とする。また、重大事故等に対処するために迅速な操作を必要とする機器は、必要な時間内に操作できるように中央制

御室での操作が可能な設計とする。制御盤の操作器は運転員の操作性を考慮した設計とする。 

想定される重大事故等において操作する重大事故等対処設備のうち動的機器については、その作動状態の確認が可能な設計
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とする。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-4-1-1) 操作の確実性＞ 

＜添八：1.1.7.4(1)a. 操作の確実性＞ 

 

b. 切替えの容易性（第 43 条第 1項第 4号） 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

常設及び可搬型 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 

 四 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあって

は、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであるこ

と。 

 

① 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては、通

常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えることを確認。 

 

② 「切替えの容易性」に対する設計の妥当性を確認するため、各用途における設備構成を

踏まえ、速やかに切替えられる設計方針が整理されていることを確認。 

b.切替えの容易性（系統の切替性（第四十三条 第１項 第４号）） 

 

 

 

 

 

 

 

①②重大事故等対処設備のうち、本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備は、通常時に使用す

る系統から速やかに切替操作が可能なように、系統に必要な弁等を設ける設計とすることを確認した。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-4-1-2) 系統の切替性＞ 

＜添八：1.1.7.4(1)b. 系統の切替性＞ 

 

 

c. 確実な接続（第 43 条第 3項第 2号） 
審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

可搬型 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほか、次に掲げるも

のでなければならない。 

 二 常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子炉施

設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあって

は、当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統又は発

電用原子炉施設が相互に使用することができるよう、接続部の規格の統一その他の適

切な措置を講じたものであること。 

 

① 常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子炉施設と接

続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するものにあっては、当該

常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統又は発電用原子炉

施設が相互に使用することができるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講

c.確実な接続（可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性（第四十三条 第３項 第２号）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①②可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては、容易かつ確実に接続できるように、ケーブルはボルト・

ネジ接続等を用い、配管は配管径や内部流体の圧力によって、大口径配管又は高圧環境においてはフランジを、小口径かつ低

圧環境においてはより簡便な接続方式等を用いる設計とする。また、同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等、複数の

系統での接続方法の統一も考慮することを確認した。また、高圧窒素ガスボンベ、空気ボンベ、タンクローリ等については、
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じたものであることを確認。 

 

② 「可搬型重大事故等対処設備の常設設備との確実な接続」に対する設計の妥当性を確認

するため、各設備の使用条件（用途、設備仕様等）を踏まえた接続形態が採用され、接

続形態ごとに接続性を考慮した設計方針が整理されていることを確認。 

各々専用の接続方式を用いる設計とすることを確認した。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-4-1-3) 可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性＞ 

＜添八：1.1.7.4(1)c. 可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性＞ 

 

 

 

d.アクセスルートの確保（第 43 条第 3 項第 6号） 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

可搬型 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 

３ 可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほか、次に掲げるもの

でなければならない。 

六 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬

し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できる

よう、適切な措置を講じたものであること。 

 

① 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、

又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、

迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する方針であることを確認。なお、可搬

型重大事故等対処設備を保管のための施設内に保管する場合には、搬出する設備が当該

設備以外のものから悪影響を受けることなく搬出できるよう、施設内の設備の配置に配

慮し、複数の扉を設ける等の方針であることを確認する。 

 

 

 

 

 

② 「発電所内の屋外道路及び屋内道路」に対する設計の妥当性を確認するため、アクセス

ルートの確保に影響を与える要因として、発電所内の地形の特徴を踏まえ、想定される

環境条件及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響を考慮した

要因が抽出され、各要因に対する設計方針が整理されていることを確認。 

 

d.アクセスルートの確保（発電所内の屋外道路及び屋内通路の確保（第四十三条 第３項 第６号）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握する

ため、本発電所内の道路及び通路が確保できるよう設計することを確認した。 

屋内及び屋外において、想定される重大事故等への対処に必要な可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設置場所及び接

続場所まで運搬するためのアクセスルート、又は他の設備の被害状況を把握するためのアクセスルートは、自然現象、人為事

象、溢水及び火災を想定し、迂回路も考慮して複数を確保することを確認した。 

屋外アクセスルートに対する地震による影響、その他自然現象による影響を想定し、複数のアクセスルートの中から早期に

復旧可能なルートを確保するため、障害物を除去可能なブルドーザ及びバックホウをそれぞれ 1台（予備 1台）保管、使用す

ることを確認した。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-4-1-4) 発電所内の屋外道路及び屋内通路の確保＞ 

＜添八：1.1.7.4(1)d. 発電所内の屋外道路及び屋内通路の確保＞ 

 

②具体的には、以下の設計方針であることを確認した。 

屋外及び屋内において、想定される重大事故等の対処に必要な可搬型重大事故等対処設備の保管場所から設置場所及び接続場

所まで運搬するための経路、又は他の設備の被害状況を把握するための経路（以下「アクセスルート」という。）は、自然現象、

発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの、溢水及び火災を想定しても、

運搬、移動に支障をきたすことのないよう、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保する。 

屋外及び屋内アクセスルートに対する自然現象については、網羅的に抽出するために、地震、津波に加え、発電所敷地及び

その周辺での発生実績の有無に関わらず、国内外の基準や文献等に基づき収集した洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、

落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災及び高潮の事象を考慮する。 
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これらの事象のうち、発電所敷地及びその周辺での発生の可能性、屋外アクセスルートへの影響度、事象進展速度や事象進

展に対する時間余裕の観点から、屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象として、地震、津波、洪水、風（台風）、

竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災及び高潮を選定する。 

屋外及び屋内アクセスルートに対する発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる

原因となるおそれがある事象であって人為によるものについては、網羅的に抽出するために、発電所敷地及びその周辺での発

生実績の有無に関わらず、国内外の基準や文献等に基づき収集した飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の

火災、有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害、故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等の事象を考慮する。これらの

事象のうち、発電所敷地及びその周辺での発生の可能性、屋外アクセスルートへの影響度、事象進展速度や事象進展に対する

時間余裕の観点から、屋外アクセスルートに影響を与えるおそれがある事象として選定する飛来物（航空機落下）、ダムの崩

壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対

して、迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計とする。 

なお、洪水、地滑り及びダムの崩壊については、立地的要因により設計上考慮する必要はない。 

船舶の衝突に対しては、カーテンウォールにより船舶の侵入が阻害されることからアクセスルートへの影響はない。 

電磁的障害に対しては、道路面が直接影響を受けることはないことからアクセスルートへの影響はない。 

屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物等の損壊、周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり）、その他自然現象

による影響（風（台風）及び竜巻による飛来物、積雪並びに火山の影響）を想定し、複数のアクセスルートの中から状況を確

認し、早期に復旧可能なアクセスルートを確保するため、障害物を除去可能なブルドーザ及びバックホウをそれぞれ１台使用

する。ブルドーザの保有数は 1 台、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台の合計 2台を分散して

保管する設計とする。また、バックホウの保有数は 1 台、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1台

の合計 2台を分散して保管する設計とする。 

また、地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては、道路上への自然流下も考慮した上で、通行への影響を受けな

い箇所にアクセスルートを確保する設計とする。 

津波の影響については、基準津波に対し余裕を考慮した高さの防潮堤及び防潮壁で防護することにより、複数のアクセスル

ートを確保する設計とする。 

森林火災については、通行への影響を受けない距離にアクセスルートを確保する。 

飛来物（航空機落下）、爆発、近隣工場等の火災及び有毒ガスに対しては、迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保

する設計とする。落雷に対しては，道路面が直接影響を受けることはないため、さらに生物学的事象に対しては、容易に排除

可能なため、アクセスルートへの影響はない。 

屋外アクセスルートは、地震の影響による周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想

定した上で、可搬型重大事故等対処設備の運搬に必要な幅員を確保することにより通行性を確保できる設計とする。また、不

等沈下等に伴う段差の発生が想定される箇所においては、これらがアクセスルートに影響を及ぼす可能性がある場合は段差緩

和対策の実施、迂回、又は砕石による段差箇所の仮復旧により対処する設計とする。 

屋外アクセスルートは、考慮すべき自然現象のうち、凍結及び積雪に対して、道路については融雪剤を配備し、車両につい

ては常時スタッドレスタイヤを装着することにより、並びに急勾配の箇所のすべり止め材配備及びすべり止め舗装を施すこと

により通行性を確保できる設計とする。なお、融雪剤の配備等については、「添付書類十 5.1 重大事故等対策」に示す。 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる大規模損壊発生時の消火活動等については、

「添付書類十 5.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における事項」に示す。 
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屋外アクセスルートの地震発生時における、火災の発生防止策（可燃物収納容器の固縛による転倒防止）及び火災の拡大防

止策（大量の可燃物を内包する変圧器の防油堤の設置）については「火災防護計画」に定める。 

屋内アクセスルートは、自然現象として選定する津波、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的

事象、森林火災及び高潮による影響に対し、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に確保する設計とする。 

また、発電所敷地又はその周辺における発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為

によるものとして選定する飛来物（航空機落下）、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス及び船舶の衝突に対して、外部からの衝

撃による損傷の防止が図られた建屋内に確保する設計とする。 

屋内アクセスルートにおいては、機器からの溢水に対して適切な防護具を着用する。 

また、地震時に通行が阻害されないように、アクセスルート上の資機材の固縛、転倒防止対策及び火災の発生防止対策を実

施する。万一通行が阻害される場合は迂回する又は乗り越える。 

屋外及び屋内アクセスルートにおいては、被ばくを考慮した放射線防護具の配備を行い、移動時及び作業時の状況に応じて

着用する。また、夜間及び停電時の確実な運搬や移動のため可搬型照明設備を配備する。これらの運用については、「添付書

類十5.1 重大事故等対策」に示す。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-4-1-4) 発電所内の屋外道路及び屋内通路の確保＞ 

＜添八：1.1.7.4(1)d. 発電所内の屋外道路及び屋内通路の確保＞ 

補足説明資料（「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料 添付資料 1.0.2 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びア

クセスルートについて）へ詳細なアクセスルート等が示されている。 

 

（２）試験又は検査（第 43 条第 1項第 3号） 

 設置許可基準規則第 43 条第 1項 3号は、重大事故等対処設備対して、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができることを要求している。 

設置許可基準規則 確認結果（女川２号） 

常設及び可搬型 

（重大事故等対処設備） 

第四十三条 重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。 

三 健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査

ができるものであること。 

 

（第43条解釈） 

２ 第１項第３号の適用に当たっては、第１２条第４項の解釈に準ずるものとする。 

 

第１２条解釈（安全施設） 

 第４項に規定する「発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができる」とは、

実系統を用いた試験又は検査が不適当な場合には、試験用のバイパス系を用いるこ

と等を許容することを意味する。 

８ 第４項に規定する「試験又は検査」については、次の各号によること。 

（２）試験及び検査（試験・検査等（第四十三条 第１項 第３号）） 
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① 重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は

停止中に試験又は検査（機能検査等）ができるものであることを確認。 

 

 

 

 

② 「重大事故等対処設備の試験・検査」に対する設計の妥当性を確認するため、各設備

の構造及び系統構成を踏まえ、機能を確認するために必要な試験・検査項目が抽出さ

れ、それらの項目において実施可能な設計方針が整理されていることを確認。 

 

一 発電用原子炉の運転中に待機状態にある安全施設は、運転中に定期的に試験又

は検査（実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（原子力規

制委員会規則第 6号。以下「技術基準規則」という。）に規定される試験又は検

査を含む。）ができること。ただし、運転中の試験又は検査によって発電用原子

炉の運転に大きな影響を及ぼす場合は、この限りでない。また、多重性又は多様

性を備えた系統及び機器にあっては、各々が独立して試験又は検査ができるこ

と。 

二 運転中における安全保護系の各チャンネルの機能確認試験にあっては、その実

施中においても、その機能自体が維持されていると同時に、原子炉停止系及び非

常用炉心冷却系等の不必要な動作が発生しないこと。 

三 発電用原子炉の停止中に定期的に行う試験又は検査は、原子炉等規制法及び技

術基準規則に規定される試験又は検査を含む。 

９ 第４項について、下表の左欄に掲げる施設に対しては右欄に示す要求事項を満たさ

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験

又は検査を実施できるよう、機能・性能の確認、漏えいの有無の確認、分解点検等ができる構造とする。 

また、接近性を考慮して必要な空間等を備え、構造上接近又は検査が困難である箇所を極力少なくすることを確認した。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-4-2) 試験・検査性＞ 

＜添八：1.1.7.4(2) 試験・検査性＞ 

 

②具体的には、以下の設計方針であることを確認した。 

試験及び検査は、使用前検査、施設定期検査、定期安全管理検査及び溶接安全管理検査の法定検査に加え、保全プログラム

に基づく点検が実施可能な設計とする。 

発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は、発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き、運

転中に定期的な試験又は検査ができる設計とする。また、多様性又は多重性を備えた系統及び機器にあっては、各々が独立し

て試験又は検査ができる設計とする。 

代替電源設備は、電気系統の重要な部分として、適切な定期試験及び検査が可能な設計とする。 

構造・強度の確認又は内部構成部品の確認が必要な設備は、原則として分解・開放（非破壊検査含む。）が可能な設計とし、

機能・性能確認、各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより、分解・開放が不要なものについては外観の確認が

可能な設計とする。 

＜本文：ロ．(3) (i) b. (C) (c-4-2) 試験・検査性＞ 

＜添八：1.1.7.4(2) 試験・検査性＞ 
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女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備（第４４条）） 

 

技術的能力基準 1.1で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 44条及び第 43条への適合性を確認する。 

 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備（第４４条） 

2.1.1 適合方針 ................................................................................................................................................................................ 44-2 

（１）設置許可基準規則への適合 ............................................................................................................................................................... 44-2 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 ..................................................................................................................... 44-2 

２）技術的能力審査基準での対応との整合性 ................................................................................................................................................... 44-4 

a.自動による原子炉緊急停止 ............................................................................................................................................................... 44-4 

b.手動による原子炉緊急停止 ............................................................................................................................................................... 44-5 

c.原子炉出力抑制（自動） ................................................................................................................................................................. 44-5 

d.原子炉出力抑制（手動） ................................................................................................................................................................. 44-6 

e.ほう酸水注入 ........................................................................................................................................................................... 44-6 

f.自動減圧の阻止 ......................................................................................................................................................................... 44-7 

（２）設置許可基準規則解釈への適合 ........................................................................................................................................................... 44-8 

2.1.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 ....................................................................................................................................................... 44-10 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43条第 2項第 3号） ................................................................................................................................ 44-10 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43条第 3項第 7号） ........................................................................................................ 44-11 

c. 共用の禁止（第 43条第 2項第 2号） ...................................................................................................................................................... 44-11 

d. 複数の接続口（第 43条第 3項第 3号） .................................................................................................................................................... 44-11 

e. 保管場所（第 43条第 3項第 5号） ........................................................................................................................................................ 44-11 

2.1.1.2 悪影響防止（第 43条第 1項第 5号） .................................................................................................................................................. 44-12 

2.1.2 容量等（第 43条第 2項第 1号、第 43条第 3項第 1号） ..................................................................................................................................... 44-13 

2.1.3 環境条件等 ............................................................................................................................................................................. 44-14 

a.環境条件及び荷重条件（第 43条第 1項第 1号） ............................................................................................................................................... 44-14 

b.現場の作業環境（第 43条第 1項第 6号、第 43条第 3項第 4号） ................................................................................................................................ 44-14 

2.1.4 操作性及び試験・検査性について ......................................................................................................................................................... 44-15 

（１）操作性の確保（第 43条第 1項第 2号、第 43条第 1項第 4号、第 43条第 3項第 2号、第 43条第 3項第 6号） .................................................................................... 44-15 

（２）試験・検査（第 43条第 1項第 3号） ..................................................................................................................................................... 44-15 
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2.1.1 適合方針 

（１）設置許可基準規則への適合 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備） 

第四十四条 発電用原子炉施設には、運転時の異常な過渡変化時に

おいて発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事

象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合に

おいても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、発電

用原子炉を未臨界に移行するために必要な設備を設けなければ

ならない。 

 

① 技術的能力審査基準 1.1 により抽出された重大事故等対処設備が

網羅的に整理されていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 技術的能力審査基準 1.1により抽出された手順毎に重大事故等対処設備が網羅的に整理されていることを確認した。 

 

i) フロントライン系故障時に用いる設備 

 

a. 自動による原子炉緊急停止 

・ ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

 

b. 手動による原子炉緊急停止 

・ ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

 

c. 原子炉出力抑制（自動） 

・ ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能） 

 

d. 原子炉出力抑制（手動） 

・ ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能） 

 

e. ほう酸水注入 

・ ほう酸水注入系ポンプ 

・ ほう酸水注入系貯蔵タンク 

 

f. 自動減圧の阻止 

・ ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能） 

 

添付資料 1.1.1 において、要求事項（技術的能力審査基準、設置許可基準規則及び技術基準規則）と重大事故等対処設備の対応関係が整理さ
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

② ①により抽出された重大事故等対処設備について、43 条要求対応

を確認するため設備分類（常設/可搬）を確認。 

 

 

 

 

③ 流路として使用する設備（以下、「その他設備」という）及び①以

外の重大事故等時に期待する設備（電源、水源、冷却機能【弁・

配管除く】）として使用する設備が重大事故等対処設備として整理

されていることを確認。 

 

れ示されている。（参照：「審査基準、基準規則と対処設備との対応表」）。 

 

② 重大事故等対処設備の設備分類（常設/可搬）が「重大事故等対処設備の設備分類等」に整理されていることを確認した（常設/可搬の要求に

対する適合は、2.1.1.1多様性及び独立性、位置的分散以降に記載されている）。 

 

補足説明資料において、耐震設計の設備分類【39条地震による損傷の防止】及び機器クラスが示されている（参照：「重大事故等対処設備の設

備分類等」）。 

 

③ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備として重大事故等対処設備が整理されていることを確認した。 

 

・ 非常用交流電源設備 【57条】電源設備 

・ 制御棒 

・ 制御棒駆動機構 

・ 制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

・ ほう酸水注入系配管・弁  

・ 原子炉圧力容器 【その他設備】 

 

上記のうち、【】が記載されている設備については、43条の設計方針が【】内の条文等で整理されていることを確認した。 
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２）技術的能力審査基準での対応との整合性 

審査の視点及び確認事項 

技術的能力審査基準 1.1での対応を踏まえ、対応手段ごとに「設備の目的」、その対応手段ごとに「機能喪失の想定」、「使用機器」、「系統構成」及び「その他の設備」の内容が記載されていることを確認。 

（設備の目的） 

① 対応手段に対して重大事故等対処設備が整理されていることを確認。 

② ①における重大事故等対処設備について、具体的な設計方針を確認。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 対応手段ごとに使用条件（どのような機能喪失時に使用するのか）が明確にされていることを確認。（機能喪失する設計基準対処設備がない場合は、使用条件を記載） 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（該当設備のみ）と手順の概略系統図が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（該当設備のみ）に記載されていることを確認。 

 

（その他の設備） 

⑥ 系統構成を踏まえ、流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）が重大事故等対処設備として記載されていることを確認。 

＜ＢＷＲの場合＞ 

例：高圧代替注水系を用いた冷却に期待する場合は、高圧代替注水系の他、原子炉圧力容器【流路】、所内蓄電式直流電源設備【電源】、復水貯蔵槽【水源】等が含まれる。 

（ただし（設備の目的）①に整理された重大事故等対処設備を除く。） 

 

ⅰ）フロントライン系故障時に用いる設備 

a.自動による原子炉緊急停止 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（自動による原子炉緊急停止）として、ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

 ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）は、検出器（原子炉圧力及び原子炉水位）、論理回路、代替制御棒挿入機能用電磁弁等で構成し、原子炉圧力高又は原子炉水位低（レベル 2）の信号により、全制御棒を全挿入

させて発電用原子炉を未臨界にできる設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない状況にもかかわらず、原子炉出力、原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止していないことが推定される場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）は、検出器(原子炉圧力及び原子炉水位)、論理回路、代替制御棒挿入機能用電磁弁等で構成しており、追補の概略系統図はないことを確認した。 

⑤ ①で示す設備が設備の概要図（第 6.7－1図 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備説明図（ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）による制御棒緊急挿入））に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概要図に示されている。（参照：図 3.1－1 代替制御棒挿入機能説明図） 

 

（その他の設備） 
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⑥ ①以外で、非常用交流電源設備、制御棒、制御棒駆動機構、制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットを重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

 

b.手動による原子炉緊急停止 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（手動による原子炉緊急停止）として、ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・ ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）は、中央制御室の操作スイッチを手動で操作することで作動させることができる設計とすることを確認した。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない状況にもかかわらず、原子炉出力、原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止していないことが推定される場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）は、検出器(原子炉圧力及び原子炉水位)、論理回路、代替制御棒挿入機能用電磁弁等で構成しており、追補の概略系統図はないことを確認した。 

⑤ ①で示す設備が設備の概要図（第 6.7－1図 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備説明図（ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）による制御棒緊急挿入））に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概要図に示されている。（参照：図 3.1－1 代替制御棒挿入機能説明図） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、非常用交流電源設備、制御棒、制御棒駆動機構、制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットを重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

 

c.原子炉出力抑制（自動） 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（原子炉出力抑制（自動））として、ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

 ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、検出器（原子炉圧力及び原子炉水位）、論理回路、代替原子炉再循環ポンプトリップ遮断器等で構成し、原子炉圧力高又は原子炉水位低（レベル 2）の信

号により原子炉再循環ポンプ全 2台を自動停止させて、発電用原子炉の出力を抑制できる設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない状況にもかかわらず、原子炉出力、原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止していないことが推定される場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、検出器（原子炉圧力及び原子炉水位）、論理回路、代替原子炉再循環ポンプトリップ遮断器等で構成しており、追補の概略系統図はないことを確認した。 

⑤ ①で示す設備の概要図（第 6.7－2図 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備説明図（原子炉再循環ポンプトリップ停止による原子炉出力抑制））に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概要図に示されている。（参照：図 3.1－2 代替原子炉再循環ポンプトリップ機能説明図） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、非常用交流電源設備を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 
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d.原子炉出力抑制（手動） 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（原子炉出力抑制（手動））として、ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

 ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、自動で停止しない場合に、中央制御室の操作スイッチを手動で操作することで、原子炉再循環ポンプを停止させることができる設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない状況にもかかわらず、原子炉出力、原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止していないことが推定される場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、検出器（原子炉圧力及び原子炉水位）、論理回路、代替原子炉再循環ポンプトリップ遮断器等で構成しており、追補の概略系統図はないことを確認した。 

⑤ ①で示す設備が概要図（第 6.7－2図 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備説明図（原子炉再循環ポンプトリップ停止による原子炉出力抑制））に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概要図に示されている。（参照：図 3.1－2 代替原子炉再循環ポンプトリップ機能説明図） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、非常用交流電源設備を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

 

e.ほう酸水注入 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（ほう酸水注入）として、ほう酸水注入系を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

 ほう酸水注入系は、ほう酸水注入系ポンプ、ほう酸水注入系貯蔵タンク、配管・弁類、計測制御装置等で構成し、ほう酸水注入系ポンプにより、ほう酸水を原子炉圧力容器へ注入することで、発電用原子炉を未臨

界にできる設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない状況にもかかわらず、原子炉出力、原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止していないことが推定される場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 6.7－3 図 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備系統概要図（ほう酸水注入系）と追補の概略系統図（第 1.1－6 図 ほう酸水注入系ポンプによる

ほう酸水注入 概要図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が設備の概略系統図（第 6.7－3図 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備系統概要図（ほう酸水注入系）に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図へ示されている。（参照：図 3.1－3 ほう酸水注入系系統概要図） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、ほう酸水注入系配管・弁、原子炉圧力容器を使用することを確認した。また、非常用交流電源設備を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備及び流路等がバウンダリ系統図へ示されている。（参照：図 3.1－3 ほう酸水注入系系統概要図） 
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 f.自動減圧の阻止 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（自動減圧の阻止）として、ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

 原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動すると、高圧炉心スプレイ系、残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系から大量の冷却水が注水され出力の急激な上昇につながるため、ATWS緩和設備（自

動減圧系作動阻止機能）により自動減圧系及び代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）による自動減圧を阻止するできる設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない状況にもかかわらず、原子炉出力、原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止していないことが推定される場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成について、ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）は、「原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備（第４６条）」に記載する。 

⑤ 設備の概略系統図について、ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）は、「原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備（第４６条）」に記載する。 

 

（その他の設備） 

⑥ その他の設備について、ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）は、「原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備（第４６条）」に記載する。 
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（２）設置許可基準規則解釈への適合 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（解釈） 

第４４条（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための

設備） 

１ 第４４条に規定する「発電用原子炉の運転を緊急に停止するこ

とができない事象が発生するおそれがある場合」とは、発電用

原子炉が緊急停止していなければならない状況にもかかわら

ず、原子炉出力又は原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急

停止していないことが推定される場合のことをいう。 

２ 第４４条に規定する「発電用原子炉を未臨界に移行するために

必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の

効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① センサー出力から最終的な作動装置の入力までの原子炉スクラム

系統から独立した代替反応度制御棒挿入回路（ARI）を整備するこ

とを確認。 

 

a） センサー出力から最終的な作動装置の入力までの原子炉ス

クラム系統から独立した代替反応度制御棒挿入回路（ARI）

を整備すること。 

 

 

 

 

① センサー出力から最終的な作動装置の入力までの原子炉スクラム系統から独立した代替反応度制御棒挿入回路（ARI）として、ATWS緩和設備（代

替制御棒挿入機能）を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認した。 

② 上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事

象が発生するおそれがある場合」に、原子炉出力を制御するため、

原子炉冷却材再循環ポンプを自動で停止させる装置を整備するこ

とを確認。 

 

b） 上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することがで

きない事象が発生するおそれがある場合」に、原子炉出力

を制御するため、原子炉冷却材再循環ポンプを自動で停止

させる装置を整備すること。 

 

 

 

 

 

 

② 「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合」に、原子炉出力を制御するため、原子炉再循環ポ

ンプを自動で停止させる装置として、ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）を重大事故等対処設備として新たに整備するこ

とを確認した。また、ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、自動で停止しない場合に、中央制御室の操作スイッチを手

動で操作することで、原子炉再循環ポンプを停止させることができる設計とすることを確認した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

c） 十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備（SLCS）

を整備すること。 

 

③ 十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備（SLCS）を整備す

ることを確認。 

 

 

 

 

 

③ 十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備（SLCS）として、 ほう酸水注入系を重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

 

④ 原子炉圧力容器の自動減圧により原子炉圧力容器への冷却水注水

量は増加する。これに伴う原子炉出力の急上昇を防止するため、自

動減圧を阻止するための設備を整備することを確認。 

④ 原子炉出力の急上昇を防止するため、自動減圧を阻止するための設備として、ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）を重大事故等対処設

備として新たに整備することを確認した。 

 

上記で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 43 条への適合性を確認する。なお、ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）については、「原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する

ための設備（第４６条）」において、設置許可基準規則第 43条への適合性を確認する。 

補足説明資料において、設計方針等が記載された SA設備の基準適合性一覧表及び類型化分類（共-2類型化区分及び適合内容）が示されている。（参照：「SA設備基準適合性一覧表」） 
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2.1.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43 条第 2項第 3 号） 

43条の設計方針において、常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等の安全機能と、共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適

切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、設備等の位置的分散等の配置状況が示されている。（参照：「配置図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能） ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）は、検出器から代替制御棒挿入機能用電磁弁までを多重化された原子炉保護系に対して独立した構成とすることにより、共通要因に

より同時に機能を喪失しない設計であることを確認した。 

ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）及び ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、設計基準事故対処設備である原子炉保護系に対して、異なる電源

を用いていることから、多様性を有する設計であることを確認した。 

以下の設計方針であることを確認した。 

 ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）は、原子炉保護系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、異なる電源を用いることで、原子炉保護系に対して多様性

を有する設計とする。 

 ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）は、検出器から代替制御棒挿入機能用電磁弁まで原子炉保護系に対して独立した構成とすることで、原子炉保護系と共通要因に

よって同時に機能を損なわない設計とする。 

 ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）は、原子炉保護系の電源と電気的に分離することで、共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリ

ップ機能） 

 

ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、検出器から代替原子炉再循環ポンプトリップ遮断器までを多重化された原子炉保護系に対して独立した構成と

することにより、共通要因により同時に機能を喪失しない設計であることを確認した。 

以下の設計方針であることを確認した。 

 ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、原子炉保護系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、異なる電源を用いることで、原子炉保護

系に対して多様性を有する設計とする。 

 ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、検出器から代替原子炉再循環ポンプトリップ遮断器まで原子炉保護系に対して独立した構成とすることで、

原子炉保護系と共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

 ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、原子炉保護系の電源と電気的に分離することで、共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

ほう酸水注入系 ほう酸水注入系は、設計基準事故対処設備である制御棒、制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットに対して、原子炉建屋原子炉棟内の異なる区画に設置す

ることにより位置的分散が図られており、異なる駆動源を用いることにより多様性を有していることを確認した。 

以下の設計方針であることを確認した。 

 ほう酸水注入系は、制御棒、制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットと共通要因によって同時に機能を損なわないよう、ほう酸水注入系ポンプを非常

用ディーゼル発電機からの給電により駆動することで、アキュムレータにより駆動する制御棒、制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットに対して多様

性を有する設計とする。 

 ほう酸水注入系ポンプ及びほう酸水注入系貯蔵タンクは、原子炉建屋原子炉棟内の制御棒、制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットと異なる区画に設

置することで、制御棒、制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能） ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）の論理回路は、自動減圧系及び代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）の中央制御室の操作スイッチが配置される制御盤と異な

る制御盤に配置することにより、共通要因により同時に機能を損なわない設計であることを確認した。 

以下の設計方針であることを確認した。 

 ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）は、中性子束高及び原子炉水位低（レベル 2）の信号により、自動で自動減圧系及び代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）

の作動を阻止させることで、手動操作にて自動減圧系及び代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）の作動を阻止させる自動減圧系及び代替自動減圧回路（代替自動減

圧機能）の中央制御室の操作スイッチ（論理リセットボタン）に対して多様性を有する設計とする。 
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 ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）の論理回路は、自動減圧系及び代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）の中央制御室の操作スイッチが配置される制御盤と

異なる制御盤に配置することで、共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43条第 3 項第 7号） 

43条の設計方針において、可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と、共通要因によって同時にその機能が損 

なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

44条で整理する重大事故等対処設備に可搬型重大事故等対処設備はないことを確認した。 

 

c. 共用の禁止（第 43条第 2 項第 2号） 

44条で整理する常設重大事故等対処設備は、2以上の原子炉施設において共用しないことを確認した。 

 

d. 複数の接続口（第 43条第 3 項第 3号） 

44条で整理する重大事故等対処設備に可搬型重大事故等対処設備は無いことを確認した。 

 

e. 保管場所（第 43 条第 3項第 5 号） 

44条で整理する重大事故等対処設備に可搬型重大事故等対処設備は無いことを確認した。 
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2.1.1.2 悪影響防止（第 43条第 1 項第 5号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し、発電用原子炉施設

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能） 以下の設計方針であることを確認した。 

 ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）は、検出器から代替制御棒挿入機能用電磁弁まで、原子炉保護系に対して独立した構成とすることで、原子炉保護系に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

 ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）は、原子炉保護系の電源と電気的に分離することで、原子炉保護系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）により動作する制御棒、制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットは、設計基準事故対処設備として使用する場合

と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリ

ップ機能） 

以下の設計方針であることを確認した。 

 ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、検出器から代替原子炉再循環ポンプトリップ遮断器まで、原子炉保護系に対して独立した構成とすること

で、原子炉保護系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、原子炉保護系の電源と電気的に分離することで、原子炉保護系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

ほう酸水注入系 以下の設計方針であることを確認した。 

 ほう酸水注入系は、設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で、重大事故等対処設備として使用することにより、他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能） 以下の設計方針であることを確認した。 

 ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）は、平均出力領域モニタ及び原子炉水位検出器を多重化し、論理回路を構成することで、検出器の単一機器故障による誤動

作を防止し、減圧機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）は、自動減圧系の手動操作による主蒸気逃がし安全弁の作動を阻止しない設計とする。 

 ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）は、自動減圧系と代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）で自動減圧系作動阻止信号を共用しているが、電気的に分離する

ことで、自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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2.1.2 容量等（第 43条第 2 項第 1号、第 43 条第 3項第 1 号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては、設計基準対象施設の容量等の仕様が、系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であ

ることを確認した上で、設計基準対象施設としての容量等と同仕様の設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので、重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を

補う必要があるものについては、その後の事故対応手段と合わせて、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系

統及び機器を使用するものについては、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、容量設定根拠が示されている。（参照：「容量設定根拠」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能） 以下の設計方針であることを確認した。 

 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備として使用する ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）は、想定される重大事故等時において、原子炉圧力

高の信号及び原子炉水位低（レベル 2）の信号の計器誤差を考慮して確実に作動する設計とする。 

 制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットは、設計基準事故対処設備としての仕様が重大事故等時において、発電用原子炉を未臨界にするために必要な制御棒を全挿入する

ことが可能な駆動水を有する容量に対して十分であるため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリ

ップ機能） 

ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、著しい炉心損傷の防止に必要な原子炉出力降下をさせるために原子炉再循環ポンプ全 2 台を自動停止及び手

動停止できる設備であることを確認した。 

以下の設計方針であることを確認した。 

 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備として使用する ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、想定される重大事故等時にお

いて、原子炉水位低（レベル 2）又は原子炉圧力高の信号の計器誤差を考慮して確実に作動させることで、再循環ポンプ 2台を自動停止する設計とする。 

ほう酸水注入系 ほう酸水注入系は、緊急停止失敗時において原子炉を未臨界にするために十分な反応度制御能力を有する設備であることを確認した。 

以下の設計方針であることを確認した。 

 ほう酸水注入系ポンプ及びほう酸水注入系貯蔵タンクは、設計基準事故対処設備としての仕様が、想定される重大事故等時において、発電用原子炉を未臨界にするた

めに必要な負の反応度添加率を確保するための容量に対して十分であるため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能） 以下の設計方針であることを確認した。 

 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備として使用する ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）は、想定される重大事故等時において、中性子

束高及び原子炉水位低（レベル 2）の信号の計器誤差を考慮して確実に作動する設計とする。 
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2.1.3 環境条件等 

a.環境条件及び荷重条件（第 43 条第 1項第 1 号） 

43 条の設計方針において、重大事故等時における環境温度、環境圧力、湿度による影響、屋外の天候による影響、重大事故等時の放射線による影響及び荷重に対しては、重大事故等対処設備を設置（使用）・保管す

る場所に応じて必要な機能を有効に発揮できる設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、設備等の配置状況（参照：「配置図」）が示され、配置状況における環境条件（参照：「共-2類型化区分及び適合内容」）が示されている。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）は、中央制御室及び原子炉建屋原子炉棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室で可能な設計とする。 

 ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）により動作する制御棒、制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットは、原子炉格納容器内及び原子炉建屋原子炉棟

内に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリ

ップ機能） 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、中央制御室、原子炉建屋原子炉棟内及び原子炉建屋付属棟内に設置し、想定される重大事故等時における

環境条件を考慮した設計とする。 

 ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室で可能な設計とする。 

ほう酸水注入系 以下の設計方針であることを確認した。 

 ほう酸水注入系ポンプ及びほう酸水注入系貯蔵タンクは、原子炉建屋原子炉棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 ほう酸水注入系の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室で可能な設計とする。 

ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能） 以下の設計方針であることを確認した。 

 ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）は、中央制御室、原子炉格納容器内及び原子炉建屋原子炉棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。 

 ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室で可能な設計とする。 

 

b.現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6 号、第 43条第 3 項第 4号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所の選定、遮蔽の設置等により

設置場所で操作できる設計又は放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作できる設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能） 以下の設計方針であることを確認した。 

 ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室で可能な設計とする。 

ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリ

ップ機能） 

以下の設計方針であることを確認した。 

 ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室で可能な設計とする。 

ほう酸水注入系 以下の設計方針であることを確認した。 

 ほう酸水注入系の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室で可能な設計とする。 

ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能） 以下の設計方針であることを確認した。 

・ ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室で可能な設計とする。 
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2.1.4 操作性及び試験・検査性について 

（１）操作性の確保（第 43 条第 1項第 2 号、第 43条第 1 項第 4号、第 43 条第 3項第 2 号、第 43条第 3項第 6号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため、重大事故等時の環境条件を考慮し、操作が可能な設計とするとともに、現場操作に

おいて工具を必要とする場合は、一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて、確実に作業ができる設計とし、工具は、作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、流路を含めた全体の系統構成及び切り替え操作に使用する弁等が系統図として示されている。（参照：「系統図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能） 以下の設計方針であることを確認した。 

 ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）は、想定される重大事故等時において他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

 ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）は、原子炉圧力高及び原子炉水位低（レベル 2）の検出器各 4 個並びに論理回路 2 チャンネルで構成し、原子炉圧力高のいずれ

か一方の「2 out of 2」論理又は原子炉水位低（レベル 2）のいずれか一方の「2 out of 2」論理が論理回路 2 チャンネルで同時に成立することで自動的に作動する

設計とする。 

 ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）は、中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）により動作する制御棒、制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットは、操作不要な設計とする。 

ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリ

ップ機能） 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、想定される重大事故等時において他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

 ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、原子炉圧力高及び原子炉水位低（レベル2）の検出器各4 個並びに論理回路2 チャンネルで構成し、論理回

路の各チャンネルは原子炉圧力高のいずれか一方の「2 out of 2」論理又は原子炉水位低（レベル2）のいずれか一方の「2 out of 2」論理で自動的に作動する設計と

する。 

 ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

ほう酸水注入系 以下の設計方針であることを確認した。 

 ほう酸水注入系は、想定される重大事故等時において、設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用し、弁操作等によ

り速やかに切り替えられる設計とする。 

 ほう酸水注入系は、中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能） 以下の設計方針であることを確認した。 

 ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）は、想定される重大事故等時において他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

 ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）は、平均出力領域モニタ（中性子束高）6チャンネル及び原子炉水位低（レベル2）の検出器6個並びに論理回路2チャンネル

で構成し、論理回路の各チャンネルは中性子束高の「2 out of 3」論理で成立し、論理回路の2チャンネルが同時に作動することで自動的に自動減圧及び代替減圧回路

（代替自動減圧機能）の作動を阻止する設計とする。 

 ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）は、中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

（２）試験・検査（第 43 条第 1項第 3 号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できるよう、機能・性能の確認、漏えいの有無の

確認、分解点検等ができる構造とするとともに、発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は、発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き、運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な

設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能） 以下の設計方針であることを確認した。 

 ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）は、発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認として、模擬入力による論理回路の動作確認、校正及び設定値確認が可能な設計

とする。 
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 ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）により動作する制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットは、発電用原子炉の停止中に分解検査又は開放検査が可

能な設計とする。 

ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリ

ップ機能） 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 ATWS緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認として、模擬入力による論理回路の動作確認、校正及び設定値

確認が可能な設計とする。 

ほう酸水注入系 以下の設計方針であることを確認した。 

 ほう酸水注入系は、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

 ほう酸水注入系ポンプは、発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

 ほう酸水注入系貯蔵タンクは、発電用原子炉の運転中又は停止中にほう酸濃度及びタンク水位の確認によるほう酸質量の確認並びに外観の確認が可能な設計とする。 

ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能） 以下の設計方針であることを確認した。 

 ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）は、発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認として、模擬入力による論理回路の動作確認、校正及び設定値確認が可能な

設計とする。 
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女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（第４５条）） 

 

技術的能力基準 1.2で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 45条及び第 43条への適合性を確認する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（第４５条） 

2.2.1 適合方針 ................................................................................................................................................................................ 45-2 

（１）設置許可基準規則への適合 ............................................................................................................................................................... 45-2 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 ..................................................................................................................... 45-2 
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d. 複数の接続口（第 43条第 3項第 3号） .................................................................................................................................................... 45-11 

e. 保管場所（第 43条第 3項第 5号） ........................................................................................................................................................ 45-11 

2.2.1.2 悪影響防止（第 43条第 1項第 5号） .................................................................................................................................................. 45-12 

2.2.2 容量等（第 43条第 2項第 1号、第 43条第 3項第 1号） ..................................................................................................................................... 45-13 

2.2.3 環境条件等 ............................................................................................................................................................................. 45-14 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43条第 1項第 1号） .............................................................................................................................................. 45-14 

b. 現場の作業環境（第 43条第 1項第 6号、第 43条第 3項第 4号） ............................................................................................................................... 45-14 

2.2.4 操作性及び試験・検査性について ......................................................................................................................................................... 45-15 

（１）操作性の確保（第 43条第 1項第 2号、第 43条第 1項第 4号、第 43条第 3項第 2号、第 43条第 3項第 6号） .................................................................................... 45-15 

（２）試験・検査（第 43条第 1項第 3号） ..................................................................................................................................................... 45-15 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  45-2 

2.2.1 適合方針 

（１）設置許可基準規則への適合 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備） 

第四十五条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリ

が高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用

原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

を防止するため、発電用原子炉を冷却するために必要な設備を

設けなければならない。 

 

① 技術的能力審査基準 1.2 により抽出された重大事故等対処設備が

網羅的に整理されていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 技術的能力審査基準 1.2により抽出された手順毎に重大事故等対処設備が網羅的に整理されていることを確認した。 

 

ⅰ）フロントライン系故障時に用いる設備 

a. 高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却  

・高圧代替注水系ポンプ 

・復水貯蔵タンク 

 

ⅱ）サポート系故障時に用いる設備 

a. 原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原子炉の冷却 

        ・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

 

b. 代替電源設備による原子炉隔離時冷却系の復旧 

        ・原子炉隔離時冷却系ポンプ 

    ・復水貯蔵タンク 

・常設代替交流電源設備【57条】電源設備 

・可搬型代替交流電源設備【57条】電源設備 

        ・可搬型代替直流電源設備【57条】電源設備 

 

ⅲ）監視及び制御に用いる設備 

a. 監視及び制御に用いる設備 

・原子炉水位（広帯域）【58条】計装設備 

・原子炉水位（燃料域）【58条】計装設備 

・原子炉水位（SA広帯域）【58条】計装設備 

・原子炉水位（SA燃料域）【58条】計装設備 

・原子炉圧力【58条】計装設備 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ①により抽出された重大事故等対処設備について、43 条要求対応

を確認するため設備分類（常設/可搬）を確認。 

 

 

 

③ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設

備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）として使用する設備

が重大事故等対処設備として整理されていることを確認。 

・原子炉圧力（SA）【58条】計装設備 

・高圧代替注水系ポンプ出口流量【58条】計装設備 

・復水貯蔵タンク水位【58条】計装設備 

 

ⅳ）重大事故等の進展抑制に用いる設備 

a. ほう酸水注入系による進展抑制 

・ほう酸水注入系ポンプ 

・ほう酸水注入系貯蔵タンク 

 

なお、上記を含めて必要な監視項目及び監視計器について、追補 1「5.重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技

術的能力の追補（以下、「追補」という）」の「表 1.2－2 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

添付資料 1.2.1 において、要求事項（技術的能力審査基準、設置許可基準規則及び技術基準規則）と重大事故等対処設備の対応関係が整理さ

れ示されている。（参照：「審査基準、基準規則と対処設備との対応表」）。 

 

② 重大事故等対処設備の設備分類（常設/可搬）が「主要な重大事故等対処設備の設備分類等」に整理されていることを確認した（常設/可搬の要

求に対する適合は、2.3.1.1多様性及び独立性、位置的分散 以降に記載されている）。 

補足説明資料において、耐震設計の設備分類【39条地震による損傷の防止】及び機器クラスが示されている（参照：「共-1 重大事故等対処設

備の設備分類及び選定について」）。 

 

③ ①以外の流路として使用する設備及び重大事故等時に期待する設備として、重大事故等対処設備が整理されていることを確認した。 

・サプレッションチェンバ【その他設備】 

・原子炉圧力容器【その他設備】 

 

上記のうち、【】が記載されている設備については、43条の設計方針が【】内の条文等で整理されていることを確認した。 
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２）技術的能力審査基準での対応との整合性 

審査の視点及び確認事項 

技術的能力審査基準での対応を踏まえ、対応手段ごとに「設備の目的」、その対応手段ごとに「機能喪失の想定」、「使用機器」、「系統構成」及び「その他の設備」の内容が記載されていることを確認。 

（設備の目的） 

① 対応手段に対して重大事故等対処設備が整理されていることを確認。 

② ①における重大事故等対処設備について、具体的な設計方針を確認。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 対応手段に対して使用条件（どのような機能喪失時に使用するのか）が明確にされていることを確認。（機能喪失する設計基準対処設備がない場合は、使用条件を記載） 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（該当設備のみ）と追補の概略系統図が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（該当設備のみ）に記載されていることを確認。 

 

（その他の設備） 

⑥ 系統構成を踏まえ、流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）が重大事故等対処設備として記載されていることを確認。 

＜ＢＷＲの場合＞ 

例：高圧代替注水系を用いた冷却に期待する場合は、高圧代替注水系の他、原子炉圧力容器【流路】、所内蓄電式直流電源設備【電源】、復水貯蔵槽【水源】等が含まれる。 

（ただし（設備の目的）①に整理された重大事故等対処設備を除く。） 
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ⅰ）フロントライン系故障時に用いる設備 

a. 高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却）として、高圧代替注水系ポンプ、復水貯蔵タンクを使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・高圧代替注水系は、蒸気タービン駆動ポンプである高圧代替注水系ポンプにより、復水貯蔵タンクの水を高圧炉心スプレイ系等を経由して、原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

・高圧代替注水系は、所内常設蓄電式直流電源設備からの給電が可能な設計とし、所内常設蓄電式直流電源設備が機能喪失した場合でも、常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備からの給電が可能な設計

とし、中央制御室からの操作が可能な設計とする。 

・高圧代替注水系は、所内常設蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備の機能喪失により中央制御室からの操作ができない場合においても、現場での人力による弁の操作により、原

子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間にわたり、発電用原子炉の冷却を継続できる設計とする。なお、人力による措置は容易に行える設計とす

る。 

（機能喪失の想定） 

③ 以下のとおり機能喪失の想定を行っていることを確認した。 

・中央制御室からの操作による起動：設計基準事故対処設備である高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合 

・現場操作による起動：設計基準事故対処設備である高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系が機能喪失し、かつ中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない場合 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 5.4－1図 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備系統概要図（高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却））と追補の概略系統図（第

1.2－4図 中央制御室からの高圧代替注水系起動 概要図、第 1.2－6図 現場手動操作による高圧代替注水系起動 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が設備の概略系統図（第 5.4－1図 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備系統概要図（高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却））に記載されていることを確認し

た。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図に示されている。（参照：「図 3.2－1 高圧代替注水系 系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、原子炉圧力容器等を使用することを確認した。また、所内常設蓄電式直流電源設備等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図に示されている。（参照：「図 3.2－1 高圧代替注水系 系統概要図」） 

 

ⅱ）サポート系故障時に用いる設備 

a. 原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原子炉の冷却 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原子炉の冷却）として、原子炉隔離時冷却系ポンプを使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・原子炉隔離時冷却系は、全交流動力電源及び常設直流電源系統が機能喪失した場合においても、現場で弁を人力操作することにより起動し、蒸気タービン駆動ポンプにより復水貯蔵タンクの水を原子炉圧力容器へ

注水することで、原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間にわたり、発電用原子炉の冷却を継続できる設計とする。なお、人力による措置は容

易に行える設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 全交流動力電源及び常設直流電源系統の機能喪失により高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系での発電用原子炉の冷却ができない場合であって、中央制御室からの操作により高圧代替注水系が起動できない場

合を想定していることを確認した。 
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（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 5.4－2図 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備系統概要図（原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原子炉の冷却））と追補の

概略系統図（第 1.2－9図 現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動（排水処理）概要図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（第 5.4－2図 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備系統概要図（原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原子炉の冷却））に記載されていること

を確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図に示されている。（参照：「図 3.2－8 原子炉隔離時冷却系 系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、原子炉圧力容器等を使用することを確認した。また、復水貯蔵タンク、サプレッションチェンバ等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図に示されている。（参照：「図 3.2－8 原子炉隔離時冷却系 系統概要図」） 

 

b. 代替電源設備による原子炉隔離時冷却系の復旧 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（代替電源設備による原子炉隔離時冷却系の復旧）として、原子炉隔離時冷却系ポンプ、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備及び可搬型代替直流電源設備を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・原子炉隔離時冷却系は、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備又は可搬型代替直流電源設備からの給電により機能を復旧し、蒸気タービン駆動ポンプにより復水貯蔵タンクの水を原子炉圧力容器へ注水

することで炉心を冷却できる設計とする。 

・常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備及び可搬型代替直流電源設備の設計方針については、「電源設備（第５７条）」にて整理されていることを確認した。 

（機能喪失の想定） 

③ 全交流動力電源が喪失し、原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続に必要な直流電源を所内常設蓄電式直流電源設備により給電している場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④及び⑤ 常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備及び可搬型代替直流電源設備の系統構成については、「電源設備（第５７条）」にて整理されていることを確認した。 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、原子炉圧力容器等を使用することを確認した。また、復水貯蔵タンク、サプレッションチェンバ等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

 

ⅲ）監視及び制御に用いる設備 

a. 監視及び制御に用いる設備【第５８条】 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（監視及び制御に用いる設備）として、原子炉水位（広帯域）、原子炉水位（燃料域）、原子炉水位（SA広帯域）、原子炉水位（SA燃料域）、原子炉圧力、原子炉圧力（SA）、高圧代替注水系ポンプ

出口流量及び復水貯蔵タンク水位を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・原子炉水位（広帯域）、原子炉水位（燃料域）、原子炉水位（SA 広帯域）及び原子炉水位（SA 燃料域）は原子炉水位を監視又は推定でき、原子炉圧力、原子炉圧力（SA）、高圧代替注水系ポンプ出口流量及び復水貯

蔵タンク水位は原子炉圧力容器へ注水するための高圧代替注水系の作動状況を確認できる設計とする。なお、上記を含めて必要な監視項目及び監視計器について、それぞれ追補１の「第 1.2－2 表 重大事故等対処

に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

・上記の事故時の計装に関する設備の設計方針については、「計装設備（第５８条）」にて整理されていることを確認した。 

（機能喪失の想定） 

③ 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で発電用原子炉を冷却する場合の使用を想定していることを確認した。 
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（系統構成） 

④ 系統構成については、計装設備のため、比較する対象はないことを確認した。 

⑤ ①で示す設備が「計装設備（第５８条）」において重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計装設備概要図（第 6.4－1 図）に記載されていることを確認した。 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、電源等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

 

ⅳ）重大事故等の進展抑制に用いる設備 

a. ほう酸水注入系による進展抑制 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（ほう酸水注入系による進展抑制）として、ほう酸水注入系ポンプ及びほう酸水注入系貯蔵タンクを使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・ ほう酸水注入系は、ほう酸水注入系ポンプにより、ほう酸水注入系貯蔵タンクのほう酸水を原子炉圧力容器へ注入することで、重大事故等の進展を抑制できる設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系を用いた発電用原子炉への高圧注水により原子炉水位を維持できない場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 設備の概略系統図（第 5.4－3図 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備系統概要図（ほう酸水注入系による進展抑制））と追補の概略系統図（第 1.2－11図 ほう酸水注入系によ

る原子炉圧力容器への注入（ほう酸水注入系貯蔵タンク使用）概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（第 5.4－3図 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備系統概要図（ほう酸水注入系による進展抑制））に記載されていることを確認した。 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、原子炉圧力容器等を使用することを確認した。また、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 
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（２）設置許可基準規則解釈への適合 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（解釈） 

第４５条（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備） 

１ 第４５条に規定する「発電用原子炉を冷却するために必要な設

備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有

する措置を行うための設備をいう。 

（１）全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定し、原子

炉隔離時冷却系(RCIC)若しくは非常用復水器（以下「RCIC等」

という。）により発電用原子炉を冷却するため、以下に掲げる措

置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備

を整備すること。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボ

ンベ等）を用いた弁の操作により、RCIC 等の起動及び十分な期

間※の運転継続を行う可搬型重大事故防止設備等を整備するこ

と。ただし、下記（１）ｂ）ⅰ）の人力による措置が容易に行

える場合を除く。 

① 人力による操作が容易でない場合（※）、可搬型重大事故等対処設

備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ等）を用いた弁の操作により、

RCIC 等の起動及び十分な期間の運転継続を行う可搬型重大事故防

止設備を配備することを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ｂ）現場操作 ①に示すとおり、（１）ｂ）ⅰ）の人力による措置が容易に行える場合に該当することから、可搬型重大事故等対処設備を設けな

いことを確認した。 

 

 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、RCIC 等の起動及び十分

な期間※の運転継続を行うために必要な設備を整備すること。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間のこ

と。 

① 現場での操作が行えるように、現場での人力による弁（弁のみなら

ず全ての必要な）操作により、RCIC 等の起動及び十分な期間の運

転継続を行うために必要な設備を整備するとしていることを確

 

 

 

 

 

 

 

① 原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系は、全交流動力電源及び常設直流電源系統が機能喪失した場合においても、現場で弁を人力操作するこ

とにより起動し、原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間にわたり、発電

用原子炉の冷却を継続できる設計とすることを確認した。また、人力による措置は容易に行える設計とすることを確認した。 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  45-9 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

認。 

 

補足説明資料において、原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系の現場手動操作の成立性が示されている。原子炉隔離時冷却系の現場手動操作

については、直流電源喪失時にはポンプ室内に蒸気が漏えいするため、入室は起動時のみとし、防護具（自給式呼吸器及び耐熱服）の装着によ

り操作可能とすることが示されている。 

 

上記で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 43条への適合性を確認する。 

補足説明資料において、設計方針等が記載された SA設備の基準適合性一覧表及び類型化分類（共-2類型化区分及び適合内容）が示されている。（参照：「SA設備基準適合性一覧表」） 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  45-10 

2.2.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43 条第 2項第 3 号） 

43条の設計方針において、常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等の安全機能と、共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適

切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、設備等の位置的分散等の配置状況が示されている。（参照：「配置図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

高圧代替注水系 

 高圧代替注水系ポンプ 

高圧代替注水系ポンプは、タービン駆動であり、電動機駆動である設計基準事故対処設備である高圧炉心スプレイ系ポンプに対して、多様性を有していること、高圧代

替注水系の起動に必要な電動弁は、所内常設蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備からの給電並びに現場での手動操作を可能とす

ることにより、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備から給電される高圧炉心スプレイ系及び非常用直流電源設備から給電される原子炉隔離時冷却系に対

して、多様性を有していること、高圧代替注水系ポンプは、原子炉建屋原子炉棟内の高圧炉心スプレイ系ポンプ及び原子炉隔離時冷却系ポンプとは異なる区画に設置

することにより位置的分散が図られていることを確認した。 

以下の設計方針であることを確認した。 

 高圧代替注水系は、高圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、高圧代替注水系ポンプをタービン駆動とすることで、電動機駆動ポン

プを用いた高圧炉心スプレイ系に対して多様性を有する設計とする。また、高圧代替注水系の起動に必要な電動弁は、所内常設蓄電式直流電源設備、常設代替直

流電源設備又は可搬型代替直流電源設備からの給電並びに現場において人力により、ポンプの起動に必要な弁を操作できることで、非常用交流電源設備から給電

される高圧炉心スプレイ系及び非常用直流電源設備から給電される原子炉隔離時冷却系に対して、多様性を有する設計とする。 

 高圧代替注水系ポンプは、原子炉建屋原子炉棟内の高圧炉心スプレイ系ポンプ及び原子炉隔離時冷却系ポンプと異なる区画に設置することで、高圧炉心スプレイ

系ポンプ及び原子炉隔離時冷却系ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

補足説明資料において、設計基準事故対処設備と高圧代替注水系の多様性、位置的分散について示されている。（表3.2－6参照） 

原子炉隔離時冷却系 

（現場操作での弁の手動操作による起動） 

原子炉隔離時冷却系の起動に必要な電動弁は、現場での手動操作を可能とすることで、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備からの給電による遠隔操作に

対して、多様性を有する設計とすることを確認した。 

原子炉隔離時冷却系の起動に必要な電動弁は、現場において人力による手動操作を可能とすることで、非常用直流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性

を有する設計とすることを確認した。 
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b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43条第 3 項第 7号） 

43条の設計方針において、可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と、共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

45条で整理する重大事故等対処設備に可搬型重大事故等対処設備はないことを確認した。 

 

c. 共用の禁止（第 43条第 2 項第 2号） 

45条で整理する常設重大事故等対処設備は、2以上の原子炉施設において共用しないことを確認した。 

 

d. 複数の接続口（第 43条第 3 項第 3号） 

45条で整理する重大事故等対処設備に可搬型重大事故等対処設備はないことを確認した。 

 

e. 保管場所（第 43 条第 3項第 5 号） 

45条で整理する重大事故等対処設備に可搬型重大事故等対処設備はないことを確認した。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  45-12 

2.2.1.2 悪影響防止（第 43条第 1 項第 5号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し、発電用原子炉施設

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

高圧代替注水系 

 高圧代替注水系ポンプ 

以下の設計方針であることを確認した。 

 高圧代替注水系は、通常時は弁等により他の系統・機器と隔離し、重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 高圧代替注水系の蒸気配管及び弁は十分な強度を有する設計とし、高圧代替注水系ポンプは、飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系は、相互に悪影響を及ぼすことのないように、同時に使用しない運用とする。 

原子炉隔離時冷却系 

 原子炉隔離時冷却系ポンプ 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉隔離時冷却系は、設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で、重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用することにより、他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系は、相互に悪影響を及ぼすことのないように、同時に使用しない運用とする。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 
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2.2.2 容量等（第 43条第 2 項第 1号、第 43 条第 3項第 1 号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては、設計基準対象施設の容量等の仕様が、系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であ

ることを確認した上で、設計基準対象施設としての容量等と同仕様の設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので、重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を

補う必要があるものについては、その後の事故対応手段と合わせて、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系

統及び機器を使用するものについては、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、容量設定根拠が示されている。（参照：「容量設定根拠」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

高圧代替注水系 

高圧代替注水系ポンプ 

高圧代替注水系ポンプは、想定される重大事故等時において、十分な期間にわたって原子炉水位を維持し、炉心の著しい損傷を防止するために必要なポンプ流量を有す

る設計とすることを確認した。 

原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 

原子炉隔離時冷却系ポンプは、設計基準事故時に使用する場合のポンプ流量が、重大事故等の収束に必要な注水流量に対して十分であるため、設計基準事故対処設備と

同仕様で設計することを確認した。 
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2.2.3 環境条件等 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43条第 1項第 1号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発揮できるよう、その設置場所（使用場所）

又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、設備等の配置状況（参照：「配置図」）が示され、配置状況における環境条件（参照：「共-2類型化区分及び適合内容」）が示されている。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

高圧代替注水系 

高圧代替注水系ポンプ 

以下の設計方針であることを確認した。 

 高圧代替注水系ポンプは、原子炉建屋原子炉棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 高圧代替注水系の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室で可能な設計とする。 

 高圧代替注水系は、淡水だけでなく海水も使用できる設計とする。なお、可能な限り淡水を優先し、海水通水を短期間とすることで、設備への影響を考慮する。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表3.2－2参照） 

原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 

原子炉隔離時冷却系ポンプは、原子炉建屋原子炉棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表3.2－2参照） 

 

b. 現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6 号、第 43条第 3 項第 4号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所の選定、遮蔽の設置等により

設置場所で操作できる設計又は放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作できる設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

高圧代替注水系 

高圧代替注水系ポンプ 

中央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない場合において、高圧代替注水系の起動に必要となる弁の操作は、想定される重大事故等時において、設置場

所で人力により可能な設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、高圧代替注水系の現場操作の整備について、操作場所、操作対象弁等が示されている。（表 3.2－3参照） 

原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 

中央制御室からの操作により原子炉隔離時冷却系を起動できない場合において、原子炉隔離時冷却系の起動に必要となる弁の操作は、想定される重大事故等時におい

て、防護具を装着することで設置場所で人力により可能な設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、原子炉隔離時冷却系の現場操作の整備について、操作場所、操作対象弁等が示されている。（表 3.2－3参照） 
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2.2.4 操作性及び試験・検査性について 

（１）操作性の確保（第 43 条第 1項第 2 号、第 43条第 1 項第 4号、第 43 条第 3項第 2 号、第 43条第 3項第 6号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため、重大事故等時の環境条件を考慮し、操作が可能な設計とするとともに、現場操作に

おいて工具を必要とする場合は、一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて、確実に作業ができる設計とし、工具は、作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、流路を含めた全体の系統構成及び切り替え操作に使用する弁等が系統図として示されている。（参照：「系統図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

高圧代替注水系 

高圧代替注水系ポンプ 

以下の設計方針であることを確認した。 

 高圧代替注水系は、想定される重大事故等時において、通常時の隔離された系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

 高圧代替注水系ポンプは、中央制御室の操作スイッチにより弁を操作することで、起動が可能な設計とし、系統構成に必要な弁は、中央制御室から操作可能な設計

とする。 

 高圧代替注水系の操作に必要な弁は、中央制御室から操作ができない場合においても、現場操作が可能となるように手動ハンドルを設け、現場で人力により確実に

操作が可能な設計とする。 

原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉隔離時冷却系は、想定される重大事故等時において、設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計と

する。 

 原子炉隔離時冷却系の操作に必要な弁は、中央制御室から操作ができない場合においても、現場操作が可能となるように手動ハンドルを設け、現場での人力により

確実に操作が可能な設計とする。 

 

（２）試験・検査（第 43 条第 1項第 3 号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できるよう、機能・性能の確認、漏えいの有無の

確認、分解点検等ができる構造とするとともに、発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は、発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き、運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な

設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

高圧代替注水系 

高圧代替注水系ポンプ 

以下の設計方針であることを確認した。 

 高圧代替注水系は、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

 高圧代替注水系ポンプは、発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.2－4参照） 

原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉隔離時冷却系は、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

 原子炉隔離時冷却系ポンプは、発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 
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2.3.1 適合方針 

（１）設置許可基準規則への適合 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備） 

第四十六条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが

高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子

炉の減圧機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び

原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧するために必要な設備を設けなければならない。 

 

① 技術的能力審査基準 1.3 により抽出された重大事故等対処設備が

網羅的に記載されていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 技術的能力審査基準 1.3により抽出された手順毎に重大事故等対処設備が網羅的に整理されていることを確認した。 

 

ⅰ）フロントライン系故障時に用いる設備 

a. 原子炉減圧の自動化 

・代替自動減圧回路（代替自動減圧機能） 

・主蒸気逃がし安全弁 

 

b. 手動による原子炉減圧 

・主蒸気逃がし安全弁  

 

ⅱ）サポート系故障時に用いる設備 

ⅱ－１）常設直流電源系統喪失時の減圧 

a. 可搬型代替直流電源設備による主蒸気逃がし安全弁機能回復 

・主蒸気逃がし安全弁 

・可搬型代替直流電源設備【57条】電源設備 

・125V直流電源切替盤 

 

b. 主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池による主蒸気逃がし安全弁機能回復 

・主蒸気逃がし安全弁 

・主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

 

ⅱ－２）主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧 

a. 高圧窒素ガス供給系（非常用）による窒素ガス確保 

・主蒸気逃がし安全弁 

・高圧窒素ガスボンベ 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ①により抽出された重大事故等対処設備について、43 条要求対応

を確認するため設備分類（常設/可搬）を確認。 

 

 

 

③ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設

備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）として使用する設備

が重大事故等対処設備として整理されていることを確認。 

 

b. 代替高圧窒素ガス供給系による窒素ガス確保 

・主蒸気逃がし安全弁 

・高圧窒素ガスボンベ 

 

ⅱ－３）代替電源設備を用いた主蒸気逃がし安全弁の復旧 

a. 代替直流電源設備による復旧 

・主蒸気逃がし安全弁 

・可搬型代替直流電源設備【57条】電源設備 

 

b. 代替交流電源設備による復旧 

・主蒸気逃がし安全弁 

・常設代替直流電源設備【57条】電源設備 

・代替交流電源設備【57条】電源設備 

 

ⅲ）炉心損傷時における高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の防止 

   ＜ⅰ）b.と同じ＞ 

 

ⅳ）インターフェイスシステム LOCA発生時に用いる設備 

・主蒸気逃がし安全弁 

・原子炉建屋ブローアウトパネル 

・HPCS注入隔離弁 

 

添付資料 1.3.1において、要求事項（技術的能力審査基準、設置許可基準規則及び技術基準規則）と重大事故等対処設備の対応関係が整理され

示されている。（参照：「審査基準、基準規則と対処設備との対応表」）。 

 

② 重大事故等対処設備の設備分類（常設/可搬）が「主要な重大事故等対処設備の設備分類等」に整理されていることを確認した（常設/可搬の要

求に対する適合は、2.3.1.1多様性及び独立性、位置的分散 以降に記載されている）。 

補足説明資料において、耐震設計の設備分類【39条地震による損傷の防止】及び機器クラスが示されている（参照：「共-1 重大事故等対処設

備の設備分類及び選定について」）。 

 

③ ①以外の流路として使用する設備及び重大事故等時に期待する設備として、重大事故等対処設備が整理されていることを確認した。 

・可搬型代替交流電源設備【57条】電源設備 

・常設代替直流電源設備【57条】電源設備 

 

上記のうち、【】が記載されている設備については、43条の設計方針が【】内の条文等で整理されていることを確認した。 
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２）技術的能力審査基準での対応との整合性 

審査の視点及び確認事項 

技術的能力審査基準での対応を踏まえ、対応手段ごとに「設備の目的」、その対応手段ごとに「機能喪失の想定」、「使用機器」、「系統構成」及び「その他の設備」の内容が記載されていることを確認。 

（設備の目的） 

① 対応手段に対して重大事故等対処設備が整理されていることを確認。 

② ①における重大事故等対処設備について、具体的な設計方針を確認。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 対応手段に対して使用条件（どのような機能喪失時に使用するのか）が明確にされていることを確認。（機能喪失する設計基準対処設備がない場合は、使用条件を記載） 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（該当設備のみ）と追補の概略系統図が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（該当設備のみ）に記載されていることを確認。 

 

（その他の設備） 

⑥ 系統構成を踏まえ、流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）が重大事故等対処設備として記載されていることを確認。 

＜ＢＷＲの場合＞ 

例：高圧代替注水系を用いた冷却に期待する場合は、高圧代替注水系の他、原子炉圧力容器【流路】、所内常設蓄電式直流電源設備【電源】、復水貯蔵槽【水源】等が含まれる。 

（ただし（設備の目的）①に整理された重大事故等対処設備を除く。） 
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ⅰ）フロントライン系故障時に用いる設備 

a. 原子炉減圧の自動化 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（原子炉減圧の自動化）として、代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）、主蒸気逃がし安全弁を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は、原子炉水位低（レベル 1）及び残留熱除去系ポンプ運転（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレイ系ポンプ運転の場合に、主蒸気逃がし安全弁用電磁弁を作動させる

ことにより、主蒸気逃がし安全弁を強制的に開放し、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧させることができる設計とする。11個の主蒸気逃がし安全弁のうち、2個がこの機能を有している。 

 原子炉緊急停止失敗時に自動減圧が作動すると、高圧炉心スプレイ系からの注水に加え、残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系から大量の冷水が注水され出力の急激な上昇につながるため、

ATWS緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）により自動減圧系及び代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）による自動減圧を阻止する設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 主蒸気逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）による減圧は自動で行うものであり、本件に係る手順は不要であることから、追補の概略系統図はないことを確認した。 

⑤ ①で示す設備が設備の概略系統図（第 5.5－1 図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備系統概要図（原子炉減圧の自動化、手動による原子炉減圧、代替直流電源設備による復旧、代替交流電源設備に

よる復旧）、第 6.8－1図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備説明図（原子炉減圧の自動化））に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図に示されている。（参照：「図 3.3－3 代替自動減圧機能説明図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、可搬型代替交流電源設備等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 
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b. 手動による原子炉減圧 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（手動による原子炉減圧）として、主蒸気逃がし安全弁を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

 主蒸気逃がし安全弁は、中央制御室からの遠隔手動操作により、主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ又は主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータに蓄積された窒素をアクチュエータ

のピストンに供給することで作動し、蒸気を排気管によりサプレッションチェンバのプール水面下に導き凝縮させることで、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧できる設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 主蒸気逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 手順としては、中央制御室における主蒸気逃がし安全弁の開操作のみであり、追補の概略系統図はないことを確認した。 

⑤ ①で示す設備が設備の概略系統図（第 5.5－1 図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備系統概要図（原子炉減圧の自動化、手動による原子炉減圧、代替直流電源設備による復旧、代替交流電源設備に

よる復旧）））に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図に示されている。（参照：「図 3.3－1 主蒸気逃がし安全弁、主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧

機能用アキュムレータ 系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、電源※等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。（※電源については、【電源（第５７条）】において整理されている。） 
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ⅱ）サポート系故障時に用いる設備 

ⅱ－１）常設直流電源系統喪失時の減圧 

a. 可搬型代替直流電源設備による主蒸気逃がし安全弁機能回復 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（可搬型代替直流電源設備による主蒸気逃がし安全弁機能回復）として、主蒸気逃がし安全弁、可搬型代替直流電源設備、125V直流電源切替盤を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

 可搬型代替直流電源設備は、主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な常設直流電源系統が喪失した場合においても、125V直流電源切替盤を切り替えることにより、主蒸気逃がし安全弁（11個）の作動に必要な電源

を供給できる設計とする。 

その他の可搬型代替直流電源設備の設計については、【電源（第５７条）】において整理されていることを確認した。 

（機能喪失の想定） 

③ 常設直流電源系統の喪失により主蒸気逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 5.5－2 図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備系統概要図（可搬型代替直流電源設備による主蒸気逃がし安全弁の機能回復））と追補の概略系統図（第

1.3－6図 可搬型代替直流電源設備による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）開放 概要図）が整合していることを確認した。また、可搬型代替直流電源設備による給電については、【電源（第５７条）】において

整理されていることを確認した。 

⑤ ①に示す設備が設備の概略系統図（第 5.5－2 図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備系統概要図（可搬型代替直流電源設備による主蒸気逃がし安全弁の機能回復））に記載されていることを確認し

た。また、可搬型代替直流電源設備による給電については、【電源（第５７条）】において整理されていることを確認した。 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、常設代替直流電源設備等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

 

b. 主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池による主蒸気逃がし安全弁機能回復 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池による主蒸気逃がし安全弁機能回復）として、主蒸気逃がし安全弁、主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

 主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池は、主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な常設直流電源系統が喪失した場合においても、主蒸気逃がし安全弁の作動回路に接続することにより、主蒸気逃がし安全弁（2個）を

一定期間にわたり連続して開状態を保持できる設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 常設直流電源系統の喪失により主蒸気逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 5.5－3図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備系統概要図（主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池による主蒸気逃がし安全弁機能回復））と追補の概略系統

図（第 1.3－8図 主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）開放 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①に示す設備が設備の概略系統図（第 5.5－3図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備系統概要図（主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池による主蒸気逃がし安全弁機能回復））に記載されていることを

確認した。 

（その他の設備） 

⑥ ①以外の重大事故等対処設備はないことを確認した。 
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ⅱ－２）主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な窒素喪失時の減圧 

a. 高圧窒素ガス供給系（非常用）による窒素確保 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧）として、主蒸気逃がし安全弁、高圧窒素ガスボンベを使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

 高圧窒素ガス供給系（非常用）は、主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な主蒸気逃がし安全弁逃がし機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータの充填圧力が喪失した場合におい

て、主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な窒素を供給できる設計とする。 

 高圧窒素ガスボンベの圧力が低下した場合は、現場で高圧窒素ガスボンベの切替え及び取替えが可能な設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータの充填圧力が喪失した場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 6.8－2図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備系統概要図（高圧窒素ガス供給系（非常用）による窒素確保））と追補の概略系統図（第 1.3－10図 高圧

窒素ガス供給系（非常用）による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）駆動源確保 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①に示す設備が設備の概略系統図（第 6.8－2図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備系統概要図（高圧窒素ガス供給系（非常用）による窒素確保））に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図に示されている。（参照：「図 3.3－5 高圧窒素ガス供給系（非常用）系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外の重大事故等対処設備はないことを確認した。 

 

b. 代替高圧窒素ガス供給系による原子炉減圧 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧）として、主蒸気逃がし安全弁、高圧窒素ガスボンベを使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

 代替高圧窒素ガス供給系は、主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータの充填圧力が喪失した場合において、

主蒸気逃がし安全弁のアキュムレータに直接窒素を供給することで、主蒸気逃がし安全弁（4個）を一定期間にわたり連続して開状態を保持できる設計とする。 

 高圧窒素ガスボンベの圧力が低下した場合は、現場で高圧窒素ガスボンベの取替えが可能な設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータの充填圧力が喪失した場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 6.8－3図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備系統概要図（代替高圧窒素ガス供給系による原子炉減圧））と追補の概略系統図（第 1.3－12図 代替高圧

窒素ガス供給系による主蒸気逃がし安全弁（自動減圧機能）開放 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①に示す設備が設備の概略系統図（第 6.8－3図 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備系統概要図（代替高圧窒素ガス供給系による原子炉減圧））に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図に示されている。（参照：「図 3.3－7 代替高圧窒素ガス供給系 系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外の重大事故等対処設備はないことを確認した。 
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ⅱ－３）代替電源設備を用いた主蒸気逃がし安全弁の復旧 

a. 代替直流電源設備による復旧 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故防止設備（代替直流電源設備による主蒸気逃がし安全弁の復旧）として、主蒸気逃がし安全弁、可搬型代替直流電源設備を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・ 主蒸気逃がし安全弁は、可搬型代替直流電源設備により作動に必要な直流電源が供給されることにより機能を復旧し、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧できる設計とする。 

可搬型代替直流電源設備の設計方針については、【電源（第５７条）】において整理されていることを確認した。 

（機能喪失の想定） 

③ 全交流動力電源又は常設直流電源の喪失により主蒸気逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合を想定していることを確認した。 

（系統構成）及び（その他の設備）については、【電源（第５７条）】において整理されていることを確認した。 

 

b. 代替交流電源設備による復旧 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故防止設備（代替交流電源設備による主蒸気逃がし安全弁の復旧）として、主蒸気逃がし安全弁、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・ 主蒸気逃がし安全弁は、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備により所内常設蓄電式直流電源設備を受電し、作動に必要な直流電源が供給されることにより機能を復旧し、原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧できる設計とする。 

代替交流電源設備の設計方針については、【電源（第５７条）】において整理されていることを確認した。 

（機能喪失の想定） 

③ 全交流動力電源又は常設直流電源の喪失により主蒸気逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合を想定していることを確認した。 

（系統構成）及び（その他の設備）については、【電源（第５７条）】において整理されていることを確認した。 
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ⅲ）炉心損傷時における高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の防止 

確認結果（女川２号） 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備のうち、炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態である場合において、高圧溶融物放出及び格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容器の破損を防止

するための重大事故等対処設備として、主蒸気逃がし安全弁を使用する。本系統は「ⅰ）b. 手動による原子炉減圧」と同じであることを確認した。 

 

ⅳ）インターフェイスシステム LOCA 発生時に用いる設備 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（インターフェイスシステム LOCA発生時に用いる設備）として、主蒸気逃がし安全弁、原子炉建屋ブローアウトパネル、HPCS注入隔離弁を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

 主蒸気逃がし安全弁は、中央制御室からの手動操作によって作動させ、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧させることで原子炉冷却材の漏えいを抑制できる設計とする。 

 原子炉建屋ブローアウトパネルは、高圧の原子炉冷却材が原子炉建屋原子炉棟内へ漏えいして蒸気となり、原子炉建屋原子炉棟内の圧力が上昇した場合において、外気との差圧により自動的に開放し、原子炉建

屋原子炉棟内の圧力及び温度を低下させることのできる設計とする。 

 HPCS注入隔離弁は、現場で弁を操作することにより原子炉冷却材の漏えい箇所を隔離できる設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ インターフェイスシステム LOCAの発生時を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

主蒸気逃がし安全弁による減圧に係る系統は「ⅰ）b. 手動による原子炉減圧」と同じであることを確認した。また、重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する HPCS注入隔離弁については、高圧炉心スプレ

イ系の一部として「非常用炉心冷却系」において整理されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図に示されている。（参照：「図 3.3－1 主蒸気逃がし安全弁、主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機

能用アキュムレータ 系統概要図」、「図 3.3－9 原子炉建屋ブローアウトパネル設備概要図」、「図 3.3－10 インターフェイスシステム LOCA隔離弁 系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、電源※等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。（※電源については、【電源（第５７条）】において整理されている。） 
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（２）設置許可基準規則解釈への適合 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（解釈） 

第４６条（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備） 

１ 第４６条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため、

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な設備」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備をいう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ロジックの追加 

ａ）原子炉水位低かつ低圧注水系が利用可能な状態で、逃がし安全

弁を作動させる減圧自動化ロジックを設けること。 

①原子炉水位低かつ低圧注水系が利用可能な状態で、主蒸気逃がし

安全弁を作動させる減圧自動化ロジックを設けることを確認。 

 

 

 

 

① 主蒸気逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失した場合の重大事故等対処設備として、代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）を設け、原子炉水位

低（レベル 1）及び残留熱除去系ポンプ運転（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレイ系ポンプ運転の場合に、主蒸気逃がし安全弁用電磁弁を

作動させることにより、主蒸気逃がし安全弁を開放させる設計とすることを確認した。 

 

 

（２）可搬型重大事故防止設備 

ａ）常設直流電源系統喪失時においても、減圧用の弁（逃がし安全

弁）を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行え

るよう、手動設備又は可搬型代替直流電源設備を配備すること。 

 

②常設直流電源系統喪失時においても、減圧用の弁（主蒸気逃がし安

全弁）を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行え

るよう、手動設備又は可搬型代替直流電源設備を配備することを

確認。 

 

 

 

 

 

 

 

② 常設直流電源系統喪失時においても、主蒸気逃がし安全弁を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、主蒸気逃がし安

全弁の機能回復のための重大事故等対処設備として、可搬型代替直流電源設備及び主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池を設け、主蒸気逃がし

安全弁の作動に必要な電源を供給できる設計とすることを確認した。 

 

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動させ

原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、可搬型

コンプレッサー又は窒素ボンベを配備すること。ｃ）減圧用の

弁は、想定される重大事故等が発生した場合の環境条件におい

て確実に作動すること。 

 

③ 減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動させ原子

 

 

 

 

 

 

 

③ 主蒸気逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処設備として、高圧窒素ガス供給系（非常用）を設け、主蒸気逃がし安全弁の作動に必要



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  46-13 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、可搬型コンプ

レッサー又は窒素ボンベを配備することを確認。 

 

な主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータの充填圧力が喪失した場合にお

いて、主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な窒素を供給できる設計とすることを確認した。 

 

 

ｃ）減圧用の弁は、想定される重大事故等が発生した場合の環

境条件において確実に作動すること。 

 

④ 減圧用の弁は、想定される重大事故等が発生した場合の環境条件

において確実に作動することを確認。 

 

 

 

 

④ 代替高圧窒素ガス供給系は、想定される重大事故等時において、原子炉格納容器の圧力が最高使用圧力の 2 倍となった場合においても主蒸気

逃がし安全弁を確実に作動するために必要な圧力を供給可能な設計とすることを確認した。 

 

上記で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 43条への適合性を確認する。 

補足説明資料において、設計方針等が記載された SA設備の基準適合性一覧表及び類型化分類（共-2類型化区分及び適合内容）が示されている。（参照：「SA設備基準適合性一覧表」） 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  46-14 

2.3.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43 条第 2項第 3 号） 

43条の設計方針において、常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等の安全機能と共通要因によって同時に機能喪失しないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮すること等を確認した。 

補足説明資料において、設備等の位置的分散等の配置状況が示されている。（参照：「配置図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

主蒸気逃がし安全弁、主蒸気逃がし安全弁逃がし弁

機能用アキュムレータ、主蒸気逃がし安全弁自動減

圧機能用アキュムレータ 

設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備としての安全機能を兼ねる設備である逃がし安全弁（自動減圧機能）は、電磁弁の電源を 125V 直流電源切替盤を用いて

可搬型代替直流電源設備（電源車、125V 代替充電器及び 125V 代替蓄電池）又は主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池から給電すること、駆動用窒素を高圧窒素ガスボ

ンベから供給すること、これらにより、弁の駆動方法について、常設直流電源系統及びアキュムレータを用いた弁操作に対して多様性を有していることを確認した。 

以下の設計方針であることを確認した。 

 主蒸気逃がし安全弁、主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータは、設計基準事故対処設備と重

大事故等対処設備としての安全機能を兼ねる設備であるが、想定される重大事故等時に必要となる個数に対して十分に余裕をもった個数を分散して設置する設計

とする。 

 主蒸気逃がし安全弁は、代替高圧窒素ガス供給系による原子炉減圧として使用する 4個を、可能な限り異なる主蒸気管に分散して設置する設計とする。 

 主蒸気逃がし安全弁は、代替高圧窒素ガス供給系による原子炉減圧として使用する 4 個を、電磁弁の排気側から直接窒素を供給して作動させることで、電磁弁を

用いた主蒸気逃がし安全弁の作動に対し、多様性を有する設計とする。 

 主蒸気逃がし安全弁は、中央制御室からの手動操作又は代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）からの信号により作動することで、自動減圧機能による作動に対

して多様性を有する設計とする。 

 主蒸気逃がし安全弁は、所内常設蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備、可搬型代替直流電源設備及び主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池からの給電によ

り作動することで、非常用交流電源設備及び非常用直流電源設備からの給電による作動に対して多様性を有する設計とする。 

代替自動減圧回路（代替自動減圧機能） 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）の論理回路は、設計基準事故対処設備である自動減圧機能の論理回路に対して異なる作動論理とすることで可能な限り多様性

を有する設計とするとともに、自動減圧系の制御盤とは別の制御盤に収納することにより位置的分散を図る設計とすることを確認した。 

以下の設計方針であることを確認した。 

 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は、原子炉水位低（レベル1）及び残留熱除去系ポンプ出口圧力高又は低圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力高が成立した場

合に、ドライウェル圧力高信号を必要とせず、発電用原子炉の自動減圧を行うことが可能な設計とし、自動減圧系の論理回路に対して異なる作動論理とすること

で可能な限り多様性を有する設計とする。 

 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は、他の設備と電気的に分離することで、共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は、自動減圧系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、自動減圧系の制御盤と位置的分散を図る設計とする。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  46-15 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43条第 3 項第 7号） 

43条の設計方針において、可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と、共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

46条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

高圧窒素ガス供給系（非常用）、代替高圧窒素ガス

供給系 

高圧窒素ガスボンベ 

高圧窒素ガスボンベは、原子炉建屋付属棟内に分散して保管し、原子炉格納容器内の逃がし安全弁のアキュムレータと位置的分散を図ることを確認した。 

高圧窒素ガスボンベは、予備のボンベも含めて、原子炉建屋付属棟内に分散して保管及び設置することで、原子炉格納容器内の主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用ア

キュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とすることを確認した。 

主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

 

主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池は、制御建屋内の異なる区画に保管し、125V蓄電池2A、125V蓄電池2B及び125V代替蓄電池と位置的分散を図ることを確認した。 

主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池は、所内常設蓄電式直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備と制御建屋内の異なる区画に保管することで、共通要因によって

同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とすることを確認した。 

 

c. 共用の禁止（第 43条第 2 項第 2号） 

46条で整理する常設重大事故等対処設備は、2以上の原子炉施設と共用しないことを確認した。 

 

d. 複数の接続口（第 43条第 3 項第 3号） 

43条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備のうち、原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備と常設設備との接続口は、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、建屋の異

なる面の隣接しない位置又は屋内及び建屋面の適切に離隔した位置に複数箇所設置することを確認した。 

46条で整理する可搬型重大事故等対処設備は、原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものではないことから対象外としている。 

 

e. 保管場所（第 43 条第 3項第 5 号） 

46条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

高圧窒素ガス供給系（非常用）、代替高圧窒素ガス

供給系 

高圧窒素ガスボンベ 

高圧窒素ガスボンベは、予備のボンベも含めて、原子炉建屋付属棟内に分散して保管及び設置することで、原子炉格納容器内の主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用ア

キュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とすることを確認した。 

 

主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

 

主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池は、所内常設蓄電式直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備と制御建屋内の異なる区画に保管することで、共通要因によって同

時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とすることを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 
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2.3.1.2 悪影響防止（第 43条第 1 項第 5号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し、発電用原子炉施設

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

主蒸気逃がし安全弁、主蒸気逃がし安全弁逃がし弁

機能用アキュムレータ、主蒸気逃がし安全弁自動減

圧機能用アキュムレータ 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 主蒸気逃がし安全弁、主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータは、設計基準事故対処設備とし

て使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 主蒸気逃がし安全弁は、代替高圧窒素ガス供給系を通常時の系統構成から、弁操作等によって重大事故等対処設備としての系統構成が可能な設計とすることで、

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替自動減圧回路（代替自動減圧機能） 以下の設計方針であることを確認した。 

 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）の論理回路は、自動減圧系とは別の制御盤に収納することで、自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は、原子炉水位低（レベル 1）及び残留熱除去系ポンプ出口圧力高又は低圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力高の検出器か

らの入力信号並びに論理回路からの主蒸気逃がし安全弁用電磁弁制御信号を自動減圧系と共用するが、自動減圧系と電気的な隔離装置を用いて信号を分離するこ

とで、自動減圧系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は、他の設備と電気的に分離することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉建屋ブローアウトパネル 以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉建屋ブローアウトパネルは、他の設備と独立して作動することにより、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 原子炉建屋ブローアウトパネルは、開放動作により、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

高圧窒素ガス供給系（非常用）、代替高圧窒素ガス

供給系 

高圧窒素ガスボンベ 

高圧窒素ガス供給系（非常用）及び代替高圧窒素ガス供給系は、通常時は弁により他の系統と隔離し、弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池は、通常時は主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池を接続先の系統と分離して保管し、重大事故等時に接続操作等により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池は、治具による固定等をすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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2.3.2 容量等（第 43条第 2 項第 1号、第 43 条第 3項第 1 号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては、設計基準対象施設の容量等の仕様が、系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であ

ることを確認した上で、設計基準対象施設としての容量等と同仕様の設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので、重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を

補う必要があるものについては、その後の事故対応手段と合わせて、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系

統及び機器を使用するものについては、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、容量設定根拠が示されている。（参照：「容量設定根拠」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

主蒸気逃がし安全弁 主蒸気逃がし安全弁は、設計基準事故対処設備の主蒸気逃がし安全弁と兼用しており、設計基準事故対処設備としての弁吹出量が、想定される重大事故等時において、

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な弁吹出量に対して十分であるため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計することを確認した。 

主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレー

タ 

主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは、設計基準事故対処設備の主蒸気逃がし安全弁の主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータと兼用して

おり、設計基準事故対処設備としての主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータの容量が、想定される重大事故時等において、原子炉冷却材圧力バウンダリ

を減圧するための主蒸気逃がし安全弁の開動作に必要な供給窒素の容量に対して十分であるため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計することを確認した。 

主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレー

タ 

 

主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータは、設計基準事故対処設備の主蒸気逃がし安全弁の主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータと兼用して

おり、設計基準事故対処設備としての主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータの容量が、想定される重大事故時等において、原子炉冷却材圧力バウンダリ

を減圧するための主蒸気逃がし安全弁の開動作に必要な供給窒素の容量に対して十分であるため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計することを確認した。 

代替自動減圧回路（代替自動減圧機能） 以下の設計方針であることを確認した。 

 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は、想定される重大事故等時において、炉心の著しい損傷を防止するために作動する回路であることから、炉心が露出し

ないように有効燃料棒頂部より高い設定として、原子炉水位低（レベル 1）の信号の計器誤差を考慮して確実に作動する設計とする。 

 主蒸気逃がし安全弁が作動すると冷却材が放出され、その補給に残留熱除去系又は低圧炉心スプレイ系による注水が必要であることから、原子炉水位低（レベル

1）及び残留熱除去系ポンプ運転（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレイ系ポンプ運転の場合に作動する設計とする。 

原子炉建屋ブローアウトパネル 原子炉建屋ブローアウトパネルは、想定される重大事故等時において、原子炉建屋原子炉棟内に漏えいした蒸気を原子炉建屋外に排気して、原子炉建屋原子炉棟内の

圧力及び温度を低下させるために必要となる容量を有する設計とすることを確認した。 

 

43 条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備は、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とするとともに、設備の機能、信頼度等を考慮し、予備を含めた保有数を確保することにより、必要な容量等

に加え、十分に余裕のある容量等を有する設計とすること等を確認した。 

46条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池は、想定される重大事故等時において、主蒸気逃がし安全弁2個を一定期間にわたり連続して開状態を保持できる容量を有する

ものを 1セット1個使用する。 

 保有数は1セット1個に加えて、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として1個の合計2個を保管する。 

高圧窒素ガス供給系（非常用）、代替高圧窒素ガス

供給系 

高圧窒素ガスボンベ 

以下の設計方針であることを確認した。 

 高圧窒素ガス供給系（非常用）及び代替高圧窒素ガス供給系の高圧窒素ガスボンベは、想定される重大事故等時において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損を防止するため、主蒸気逃がし安全弁を作動させ、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧させるために必要となる容量を有するものを高圧窒素ガス供給系（非

常用）で1セット8本、代替高圧窒素ガス供給系で1セット3本の合計1セット11本使用する。 

 保有数は、1セット11本に加えて、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として11本の合計22本を保管する。 
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2.3.3環境条件等 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43条第 1項第 1号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発揮できるよう、その設置場所（使用場所）

又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、設備等の配置状況（参照：「配置図」）が示され、配置状況における環境条件（参照：「共-2類型化区分及び適合内容」）が示されている。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

主蒸気逃がし安全弁 以下の設計方針であることを確認した。 

 主蒸気逃がし安全弁は、想定される重大事故等時に確実に作動するように、原子炉格納容器内に設置し、制御用空気が喪失した場合に使用する高圧窒素ガス供給

系（非常用）の高圧窒素ガスボンベの容量の設定も含めて、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 原子炉格納容器内へスプレイを行うことにより、主蒸気逃がし安全弁近傍の原子炉格納容器温度を低下させることが可能な設計とする。 

 代替高圧窒素ガス供給系で使用する主蒸気逃がし安全弁は、想定される重大事故等時に確実に作動するように、原子炉格納容器内に設置し、制御用空気が喪失し

た場合に使用する代替高圧窒素ガス供給系の高圧窒素ガスボンベの容量の設定も含めて、想定される重大事故等時における境界条件を考慮した設計とする。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表 3.3－2を参照） 

主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレー

タ 

 

主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータは、原子炉格納容器内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とすることを確認し

た。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表 3.3－2を参照） 

主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレー

タ 

主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータは、原子炉格納容器内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表 3.3－2を参照） 

代替自動減圧回路（代替自動減圧機能） 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は、中央制御室及び原子炉建屋原子炉棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とすることを

確認した。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表 3.3－8を参照） 

原子炉建屋ブローアウトパネル 原子炉建屋ブローアウトパネルは、原子炉建屋原子炉棟と屋外との境界に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表3.3－26を参照） 

主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池 主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池は、制御建屋内に保管及び設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表 3.3－13を参照） 

高圧窒素ガス供給系（非常用） 

高圧窒素ガスボンベ 

以下の設計方針であることを確認した。 

 高圧窒素ガス供給系（非常用）は、想定される重大事故等時において、原子炉格納容器の圧力が最高使用圧力以下の場合に主蒸気逃がし安全弁を確実に作動する

ために必要な圧力を供給可能な設計とする。 

 高圧窒素ガス供給系（非常用）の高圧窒素ガスボンベは、原子炉建屋付属棟内に保管及び設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表 3.3－15を参照） 

代替高圧窒素ガス供給系 

高圧窒素ガスボンベ 

以下の設計方針であることを確認した。 

 代替高圧窒素ガス供給系は、想定される重大事故等時において、原子炉格納容器の圧力が最高使用圧力の 2 倍となった場合においても主蒸気逃がし安全弁を確実

に作動するために必要な圧力を供給可能な設計とする。 

 代替高圧窒素ガス供給系の高圧窒素ガスボンベは、原子炉建屋付属棟内に保管及び設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表 3.3－20を参照） 
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b. 現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6 号、第 43条第 3 項第 4号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所の選定、遮蔽の設置等により

設置場所で操作できる設計又は放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作できる設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

主蒸気逃がし安全弁 主蒸気逃がし安全弁の操作は、想定される重大事故等時において中央制御室で可能な設計とすることを確認した。 

 

46条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池 主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池の常設設備との接続及び操作は、想定される重大事故等時において、設置場所で可能な設計とすることを確認した。 

高圧窒素ガス供給系（非常用）、代替高圧窒素ガス

供給系 

高圧窒素ガスボンベ 

高圧窒素ガスボンベの予備との取替え及び常設設備との接続は、想定される重大事故等時において、設置場所で可能な設計とすることを確認した。 
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2.3.4 操作性及び試験・検査性について 

（１）操作性の確保（第 43 条第 1項第 2 号、第 43条第 1 項第 4号、第 43 条第 3項第 2 号、第 43条第 3項第 6号）  

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため、重大事故等時の環境条件を考慮し、操作が可能な設計とするとともに、現場操作に

おいて工具を必要とする場合は、一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて、確実に作業ができる設計とし、工具は、作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、流路を含めた全体の系統構成及び切り替え操作に使用する弁等が系統図として示されている。（参照：「系統図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

主蒸気逃がし安全弁、主蒸気逃がし安全弁逃がし弁

機能用アキュムレータ、主蒸気逃がし安全弁自動減

圧機能用アキュムレータ 

以下の設計方針であることを確認した。 

 主蒸気逃がし安全弁、主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータは、想定される重大事故等時に

おいて、設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とする。 

 主蒸気逃がし安全弁は、中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

代替自動減圧回路（代替自動減圧機能） 以下の設計方針であることを確認した。 

 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は、想定される重大事故等時において、他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は、原子炉水位低（レベル 1）及び残留熱除去系ポンプ運転（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレイ系ポンプ運転の場合

に、2個の主蒸気逃がし安全弁を確実に作動させる設計とすることで、操作が不要な設計とする。なお、原子炉水位低（レベル 1）の検出器を多重化し、作動回路

は残留熱除去系ポンプ出口圧力高又は低圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力高の条件成立時「2 out of 2」論理とし、信頼性の向上を図った設計とする。 

原子炉建屋ブローアウトパネル 以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉建屋ブローアウトパネルは、想定される重大事故等時において、他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

 原子炉建屋ブローアウトパネルは、原子炉建屋原子炉棟内と外気との差圧により自動的に開放する設計とする。 

 

46条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池 以下の設計方針であることを確認した。 

 主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から接続操作により速やかに切り替えられる設計とする。 

 主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池は、人力による運搬が可能な設計とし、屋内のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに、設置場所にて

治具による固定等が可能な設計とする。 

 主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続は、ボルト・ネジ接続とし、一般的に用いられる工具を用いて確実に接続することができる設計とする。 

高圧窒素ガス供給系（非常用）、代替高圧窒素ガス

供給系 

高圧窒素ガスボンベ 

以下の設計方針であることを確認した。 

 高圧窒素ガス供給系（非常用）は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から接続、弁操作等により速やかに切り替えられる設計とし、系統構成

に必要な弁は、中央制御室の操作スイッチでの操作又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

 代替高圧窒素ガス供給系は、重大事故等時において、通常時の系統構成から接続、弁操作等により速やかに切り替えられる設計とし、系統構成に必要な弁は、中

央制御室の操作スイッチでの操作及び設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

 高圧窒素ガス供給系（非常用）及び代替高圧窒素ガス供給系の高圧窒素ガスボンベは、人力による運搬が可能な設計とし、屋内のアクセスルートを通行してアク

セス可能な設計とするとともに、設置場所にて固縛による固定等が可能な設計とする。 

 高圧窒素ガスボンベを接続する接続口については、簡便な接続とし、一般的に用いられる工具を用いて確実に接続することができる設計とする。 
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（２）試験・検査（第 43 条第 1項第 3 号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できるよう、機能・性能の確認、漏えいの有無の

確認、分解点検等ができる構造とするとともに、発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は、発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き、運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な

設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

主蒸気逃がし安全弁 以下の設計方針であることを確認した。 

 主蒸気逃がし安全弁は、発電用原子炉の停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに外観の確認が可能な設計とする。 

 主蒸気逃がし安全弁は、発電用原子炉の停止中に分解が可能な設計とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.3－4参照） 

主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレー

タ、主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレ

ータ 

主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータは、発電用原子炉の停止中に機能・性能及び漏えいの有無

の確認並びに外観の確認が可能な設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.3－5参照） 

代替自動減圧回路（代替自動減圧機能） 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）は、発電用原子炉の停止中に機能・性能確認として、模擬入力による論理回路の動作確認、校正及び設定値確認が可能な設計

とすることを確認した。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.3－9参照） 

原子炉建屋ブローアウトパネル 原子炉建屋ブローアウトパネルは、発電用原子炉の運転中又は停止中に、外観の確認が可能な設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表3.3－27参照） 

主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池 主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池は、発電用原子炉の運転中又は停止中に、機能・性能及び外観の確認が可能な設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表3.3－13参照） 

高圧窒素ガス供給系（非常用） 

高圧窒素ガスボンベ 

以下の設計方針であることを確認した。 

 高圧窒素ガス供給系（非常用）は、発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認として、系統の供給圧力の確認及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

 高圧窒素ガス供給系（非常用）の高圧窒素ガスボンベは、発電用原子炉の運転中又は停止中に規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.3－17参照） 

代替高圧窒素ガス供給系 

高圧窒素ガスボンベ 

以下の設計方針であることを確認した。 

 代替高圧窒素ガス供給系は、発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認として、系統の供給圧力の確認及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

 代替高圧窒素ガス供給系の高圧窒素ガスボンベは、発電用原子炉の運転中又は停止中に規定圧力の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.3－22参照） 
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2.4.1 適合方針 

（１）設置許可基準規則への適合  

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備） 

第四十七条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリ

が低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用

原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発電用原子炉を冷

却するために必要な設備を設けなければならない。 

 

① 技術的能力審査基準 1.4 により抽出された重大事故等対処設備が

網羅的に整理されていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 技術的能力審査基準 1.4により抽出された手順毎に重大事故等対処設備が網羅的に整理されていることを確認した。 

 

ⅰ）原子炉運転中に用いる設備 

a. フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による発電用原子炉の冷却 

・低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ） 

・復水貯蔵タンク 

 

(b) 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による発電用原子炉の冷却 

・低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ） 

・復水貯蔵タンク 

 

(c) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

 

b. サポート系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

＜a. (a)及び(b)の設備と同じ＞ 

 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

＜a. (c)の設備と同じ＞ 

 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水モード）の復旧 

・残留熱除去系ポンプ 

・常設代替交流電源設備【57条】電源設備 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 常設代替交流電源設備による低圧炉心スプレイ系の復旧 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ 

・常設代替交流電源設備【57条】電源設備 

 

c. 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による残存溶融炉心の冷却 

＜a. (a)の設備と同じ＞ 

 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却 

＜a. (c)の設備と同じ＞ 

 

(c) 代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却 

・代替循環冷却ポンプ【50条】原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

 

ⅱ）原子炉運転停止中に用いる設備 

a. フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による原子炉の冷却 

＜ⅰ）a. (a)の設備と同じ＞ 

 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉の冷却 

＜ⅰ）a. (c)の設備と同じ＞ 

 

b. サポート系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による原子炉の冷却 

＜ⅰ）a. (a)の設備と同じ＞ 

 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉の冷却 

＜ⅰ）a. (c)の設備と同じ＞ 

 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の復旧 

・残留熱除去系ポンプ 

・常設代替交流電源設備【57条】電源設備 

 

添付資料 1.4.1において、要求事項（技術的能力審査基準、設置許可基準規則及び技術基準規則）と重大事故等対処設備の対応関係が整理され

示されている。（参照：「審査基準、基準規則と対処設備との対応表」）。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

② ①により抽出された重大事故等対処設備について、43 条要求対応

を確認するため設備分類（常設/可搬）を確認。 

 

 

 

③ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設

備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）として使用する設備

が重大事故等対処設備として整理されていることを確認。 

 

② 重大事故等対処設備の設備分類（常設/可搬）が「主要な重大事故等対処設備の設備分類等」に整理されていることを確認した（常設/可搬の要

求に対する適合は、2.4.1.1多様性及び独立性、位置的分散 以降に記載されている）。 

補足説明資料において、耐震設計の設備分類【39条地震による損傷の防止】及び機器クラスが示されている（参照：「共-1 重大事故等対処設

備の設備分類及び選定について」）。 

 

③ ①以外の流路として使用する設備及び重大事故等時に期待する設備として、重大事故等対処設備が整理されていることを確認した。 

 

・原子炉圧力容器【その他設備】 

・非常用交流電源設備【57条】電源設備 

・可搬型代替交流電源設備【57条】電源設備 

・サプレッションチェンバ【その他設備】 

・原子炉補機冷却水系 

・原子炉補機代替冷却水系【48条】最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

 

上記のうち、【】が記載されている設備については、43条の設計方針が【】内の条文等で整理されていることを確認した。 
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２）技術的能力審査基準での対応との整合性 

審査の視点及び確認事項 

技術的能力審査基準での対応を踏まえ、対応手段ごとに「設備の目的」、その対応手段ごとに「機能喪失の想定」、「使用機器」、「系統構成」及び「その他の設備」の内容が記載されていることを確認。 

 

（設備の目的） 

① 対応手段に対して重大事故等対処設備が整理されていることを確認。 

② ①における重大事故等対処設備について、具体的な設計方針を確認。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 対応手段ごとに使用条件（どのような機能喪失時に使用するのか）が明確にされていることを確認。（機能喪失する設計基準対処設備がない場合は、使用条件を記載） 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（該当設備のみ）と手順の概略系統図が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（該当設備のみ）に記載されていることを確認。 

 

（その他の設備） 

⑥ 系統構成を踏まえ、流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）が重大事故等対処設備として記載されていることを確認。 

＜ＢＷＲの場合＞ 

例：高圧代替注水系を用いた冷却に期待する場合は、高圧代替注水系の他、原子炉圧力容器【流路】、所内蓄電式直流電源設備【電源】、復水貯蔵槽【水源】等が含まれる。 

（ただし（設備の目的）①に整理された重大事故等対処設備を除く。） 
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ⅰ）発電用原子炉運転中に用いる設備 

a. フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による発電用原子炉の冷却 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による発電用原子炉の冷却）として、復水移送ポンプ、復水貯蔵タンクを使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は、復水移送ポンプにより、復水貯蔵タンクの水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

・低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は、非常用交流電源設備に加えて、代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。また、系統構成に必

要な電動弁（直流）は、所内常設蓄電式直流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）の機能が喪失した場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 5.6－1 図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備系統概要図（低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による発電用原子炉の冷

却）と追補の概略系統図（第 1.4－8図 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が設備の概略系統図（第 5.6－1図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備系統概要図（低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による発電用原子炉の冷却）に記

載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.4－1 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、原子炉圧力容器等を使用することを確認した。また、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、代替所内電源設備、所内常設蓄電式直流電源設備等を重大事故等対処設備として使用

することを確認した。 

補足説明資料において、重大事故等対処設備及び流路等が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.4－1 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）系統概要図」） 

 

 (b) 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による発電用原子炉の冷却 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による発電用原子炉の冷却）として、直流駆動低圧注水系ポンプ、復水貯蔵タンクを使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・ 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）は、直流駆動低圧注水系ポンプにより、復水貯蔵タンクの水を高圧炉心スプレイ系等を経由して原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

・ 直流駆動低圧注水系ポンプは、常設代替直流電源設備からの給電が可能な設計とする。また、系統構成に必要な弁のうち電動弁（直流）は、所内常設蓄電式直流電源設備又は常設代替直流電源設備からの給電が可能

な設計とする。なお、系統構成に必要な電動弁（交流）は、交流電源に期待できることから設置場所にて操作できる設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系の機能が喪失した場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 5.6－2図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備系統概要図（低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による発電用原

子炉の冷却）と追補の概略系統図（第 1.4－10図 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が設備の概略系統図（第 5.6－2図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備系統概要図（低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による発電用原子炉の

冷却）に記載されていることを確認した。 
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補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.4－3 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、原子炉圧力容器等を使用することを確認した。また、所内常設蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

補足説明資料において、重大事故等対処設備及び流路等が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.4－3 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）系統概要図」） 

 

(c) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却）として、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・低圧代替注水系（可搬型）は、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により、代替淡水源の水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

・低圧代替注水系（可搬型）は、代替淡水源が枯渇した場合において、重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により海を利用できる設計とする。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

・低圧代替注水系（可搬型）は、非常用交流電源設備に加えて、代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

・燃料は、燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系の機能が喪失した場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 5.6－3 図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備系統概要図（低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却）と追補の概略

系統図（第 1.4－12図 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（第 5.6－3 図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備系統概要図（低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却）に記載されていることを確

認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.4－5 低圧代替注水系（可搬型）系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、原子炉圧力容器等を使用することを確認した。また、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、代替所内電気設備等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

補足説明資料において、重大事故等対処設備及び流路等が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.4－5 低圧代替注水系（常設）系統概要図」） 

 

b. サポート系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

確認結果（女川２号） 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失により、残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系の機能が喪失した場合において、発電用原子炉の冷却を行う

ための重大事故等対処設備として、低圧代替注水系（常設）を使用する。本系統は「a. (a) 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による発電用原子炉の冷却」及び「a. (b) 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧

注水系ポンプ）による発電用原子炉の冷却」と同じであることを確認した。 

 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

確認結果（女川２号） 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失により、残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系の機能が喪失した場合において、発電用原子炉の冷却を行う

ための重大事故等対処設備として、低圧代替注水系（可搬型）を使用する。本系統は「a. (c) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却」と同じであることを確認した。 
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(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水モード）の復旧 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（常設代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水モード）の復旧）として、残留熱除去系ポンプ、常設代替交流電源設備を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・残留熱除去系（低圧注水モード）は、常設代替交流電源設備からの給電により機能を復旧し、残留熱除去系ポンプによりサプレッションチェンバのプール水を原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設

計とする。 

・本系統に使用する冷却水は、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却水系から供給できる設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 全交流動力電源又は原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能が喪失した場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 5.6－4 図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備系統概要図（常設代替交流電源設備を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）の復

旧））と追補の概略系統図（第 1.4－20図 残留熱除去系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が設備の概略系統図（第 5.6－4図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備系統概要図（常設代替交流電源設備を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）の復旧））に

記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.4－7 残留熱除去系（低圧注水モード）系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、原子炉圧力容器等を使用することを確認した。また、サプレッションチェンバ、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）、原子炉補機代替冷却水系等を重大事故等対処設備とし

て使用することを確認した。 

補足説明資料において、重大事故等対処設備及び流路等が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.4－7 残留熱除去系（低圧注水モード）系統概要図」） 

 

 (d) 常設代替交流電源設備による低圧炉心スプレイ系の復旧 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（常設代替交流電源設備による低圧炉心スプレイ系の復旧）として、低圧炉心スプレイ系ポンプ、常設代替交流電源設備を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

 低圧炉心スプレイ系は、常設代替交流電源設備からの給電により機能を復旧し、低圧炉心スプレイ系ポンプによりサプレッションチェンバのプール水を原子炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とす

る。 

 本系統に使用する冷却水は、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却水系から供給できる設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 全交流動力電源又は原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能が喪失した場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 5.6－6図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備系統概要図（常設代替交流電源設備を用いた低圧炉心スプレイ系の復旧））と追補の

概略系統図（第 1.4－22図 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が設備の概略系統図（第 5.6－6図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備系統概要図（常設代替交流電源設備を用いた低圧炉心スプレイ系の復旧））に記載されてい

ることを確認した。 
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補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.4－9 低圧炉心スプレイ系 系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、原子炉圧力容器等を使用することを確認した。また、サプレッションチェンバ、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）、原子炉補機代替冷却水系等を重大事故等対処設備とし

て使用することを確認した。 

補足説明資料において、重大事故等対処設備及び流路等が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.4－9 低圧炉心スプレイ系 系統概要図」） 

 

c. 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による残存溶融炉心の冷却 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による残存溶融炉心の冷却）として、復水移送ポンプを使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は、復水移送ポンプにより、復水貯蔵タンクの水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水することで原子炉圧力容器内に存在する溶融炉心を冷却できる設計と

する。 

・低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は、非常用交流電源設備に加えて、代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。また、系統構成に必

要な電動弁（直流）は、所内常設蓄電式直流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 炉心の著しい損傷、溶融が発生した場合において、原子炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合を想定していることを確認した。 

（系統構成）及び（その他の設備）については、「a. (a) 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による発電用原子炉の冷却」と同じであることを確認した。 

 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

①  重大事故等対処設備（低圧代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却）として、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等を使用することを確認した。 

②  具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・低圧代替注水系（可搬型）は、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により、代替淡水源の水を残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水することで原子炉圧力容器内に存在する溶融炉心を冷却できる設計とする。 

・低圧代替注水系（可搬型）は、代替淡水源が枯渇した場合において、重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により海を利用できる設計とする。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

・低圧代替注水系（可搬型）は、非常用交流電源設備に加えて、代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

・燃料は、燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 炉心の著しい損傷、溶融が発生した場合において、原子炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合を想定していることを確認した。 

（系統構成）及び（その他の設備）については、「a. (c) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却」と同じであることを確認した。 

 

 (c) 代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

①  重大事故等対処設備（代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却）として、代替循環冷却ポンプ、残留熱除去系熱交換器を使用することを確認した。 
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② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

 代替循環冷却系は、代替循環冷却ポンプにより、残留熱除去系熱交換器にて冷却された、サプレッションチェンバのプール水を残留熱除去系を経由して原子炉圧力容器へ注水することで原子炉圧力容器内に存在す

る溶融炉心を冷却できる設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 炉心の著しい損傷、溶融が発生した場合において、原子炉圧力容器内に溶融炉心が存在する場合を想定していることを確認した。 

（系統構成）及び（その他の設備）については、「【50条】原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備」と同じであることを確認した。 
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ⅱ）原子炉運転停止中に用いる設備 

a. フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

確認結果（女川２号） 

発電用原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の機能が喪失した場合において、発電用原子炉の冷却を行うための重大事故等対処設備として、低圧代替注水系（常設）を使用する。本系統は「ⅰ）

a. (a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却」と同じであることを確認した。 

 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

確認結果（女川２号） 

発電用原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の機能が喪失した場合において、発電用原子炉の冷却を行うための重大事故等対処設備として、低圧代替注水系（可搬型）を使用する。本系統は

「ⅰ）a. (c) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却」と同じであることを確認した。 

 

b. サポート系故障時に用いる設備 

(a) 低圧代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

確認結果（女川２号） 

発電用原子炉停止中において全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失により、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の機能が喪失した場合において、発電用原子炉

の冷却を行うための重大事故等対処設備として、低圧代替注水系（常設）を使用する。本系統は「ⅰ）a. (a) 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による発電用原子炉の冷却」と同じであることを確認した。 

 

(b) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

確認結果（女川２号） 

発電用原子炉停止中において全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失により、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の機能が喪失した場合において、発電用原子炉

の冷却を行うための重大事故等対処設備として、低圧代替注水系（可搬型）を使用する。本系統は「ⅰ）a. (c) 低圧代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却」と同じであることを確認した。 

 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)の復旧 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（常設代替交流電源設備による残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)の復旧）として、残留熱除去系ポンプ、常設代替交流電源設備を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は、常設代替交流電源設備からの給電により機能を復旧し、冷却材を原子炉圧力容器から残留熱除去系ポンプ及び熱交換器を経由して原子炉圧力容器に戻すことにより炉

心を冷却できる設計とする。 

・本系統に使用する冷却水は、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却水系から供給できる設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 発電用原子炉停止中において全交流動力電源喪失により、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の機能が喪失した場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 5.6－5図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備系統概要図（常設代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

の復旧））と追補の概略系統図（第 1.4－37図 残留熱除去系電源復旧後の発電用原子炉からの除熱 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が設備の概略系統図（第 5.6－5 図 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備系統概要図（常設代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の復

旧））に記載されていることを確認した。 
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補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.4－8 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、原子炉圧力容器等を使用することを確認した。また、残留熱除去系熱交換器、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）、原子炉補機代替冷却水系等を重大事故等対処設備として

使用することを確認した。 

補足説明資料において、重大事故等対処設備及び流路等が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.4－8 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）系統概要図」） 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  47-14 

（２）設置許可基準規則解釈への適合 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（解釈） 

第４７条（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備） 

１ 第４７条に規定する「炉心の著しい損傷」を「防止するため、発

電用原子炉を冷却するために必要な設備」とは、以下に掲げる措

置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備

をいう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）重大事故防止設備 

ａ）可搬型重大事故防止設備を配備すること。 

① 可搬型重大事故防止設備を配備することを確認。 

 

 

 

 

① 可搬型重大事故防止設備（低圧代替注水）として、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等を重大事故等対処設備として新たに整備することを確認し

た。 

 

 

② 炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応する

ため、常設重大事故防止設備を設置することを確認。 

 
 

ｂ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応す

るため、常設重大事故防止設備を設置すること。 

 

 

 

 

 

② 炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応するため、復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク等を重大事故等対処設備として位置付

けることを確認した。 

 

③ 上記①及び②の重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対し

て、多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

ｃ）上記ａ）及びｂ）の重大事故防止設備は、設計基準事故対処設

備に対して、多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

 

 

 

③ 低圧代替注水系(可搬型)及び低圧代替注水系（常設）は、設計基準事故対処設備に対して、多様性及び独立性を有し、位置的分散が図られたも

のであることを確認した。 

具体的には、「2.4.1.1多様性及び独立性、位置的分散 a. 設計基準事故対処設備等との多様性」にて整理。 

上記で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 43条への適合性を確認する。 

補足説明資料において、設計方針等が記載された SA設備の基準適合性一覧表及び類型化分類（共-2類型化区分及び適合内容）が示されている。（参照：「SA設備基準適合性一覧表」） 
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2.4.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43 条第 2項第 3 号） 

43条の設計方針において、常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等の安全機能と、共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適

切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、設備等の位置的分散等の配置状況が示されている。（参照：「配置図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ） 

 復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク 

 

復水移送ポンプは、空冷式のガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備（電源車）からの給電による電動機駆動であり、復水貯蔵タンクを水源とすることに

より、設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系ポンプに対して多様性を有していること、さらに、復水移送ポ

ンプは、残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプとは原子炉建屋原子炉棟内の異なる区画に設置することにより独立性を有し、位置的分散が図られてい

ること、想定される重大事故等に対処するために必要な容量を確保する設計とすることを確認した。 

以下の設計方針であることを確認した。 

 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は、残留熱除去系（低圧注水モード及び原子炉停止時冷却モード）及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時

に機能を損なわないよう、復水移送ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により駆動することで、

非常用所内電気設備を経由した非常用交流電源設備からの給電により駆動する残留熱除去系ポンプを用いた残留熱除去系（低圧注水モード及び原子炉停止時冷

却モード）及び低圧炉心スプレイ系ポンプを用いた低圧炉心スプレイ系に対して多様性を有する設計とする。 

 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の電動弁（交流）は、ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで、非常用交流電源設備からの給電による遠隔操

作に対して多様性を有する設計とする。 

 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の電動弁（交流）は、代替所内電気設備を経由して給電する系統において、独立し電路で系統構成することにより、

非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する設計とする。 

 電動弁（直流）は、ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで、所内常設蓄電式直流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とす

る。 

 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は、復水貯蔵タンクを水源とすることで、サプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系（低圧注水モード）及

び低圧炉心スプレイ系に対して異なる水源を有する設計とする。 

 復水移送ポンプは、原子炉建屋原子炉棟内の残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプと異なる区画に設置することで、共通要因によって同時に機能

を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 復水貯蔵タンクは、屋外に設置することで、原子炉建屋原子炉棟内のサプレッションチェンバと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は、残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、水源から残留熱除去系

配管との合流点までの系統について、残留熱除去系に対して独立性を有する設計とする。 

補足説明資料において、設計基準事故対処設備と低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の多様性、位置的分散について示されている。（表 3.4－2参照） 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポン

プ） 

 直流駆動低圧注水系ポンプ、復水貯蔵タンク 

 

直流駆動低圧注水系ポンプは、常設代替直流電源設備（250V蓄電池）からの給電による電動機駆動であり、復水貯蔵タンクを水源とすることにより、設計基準事故

対処設備である残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプに対して多様性を有していること、さらに、直流駆動低圧注水系ポンプは、残留熱除去系ポンプ

及び低圧炉心スプレイ系ポンプとは原子炉建屋付属棟内に設置することにより独立性を有し、位置的分散が図られていること、想定される重大事故等に対処するた

めに必要な容量を確保する設計とすることを確認した。 

以下の設計方針であることを確認した。 

 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）は、残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう、直流駆動低圧注水系ポンプを常設代替直流電源設備からの給電により駆動することで、非常用交流電源設備からの給電により駆動する残留熱除去系ポ

ンプを用いた残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系ポンプを用いた低圧炉心スプレイ系に対して多様性を有する設計とする。 
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 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）の電動弁（直流）は、ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで、所内常設蓄電式直流電源設備又は

常設代替直流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。 

 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）は、復水貯蔵タンクを水源とすることで、サプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系（低圧注水

モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して異なる水源を有する設計とする。 

 直流駆動低圧注水系ポンプは、原子炉建屋付属棟内に設置することで、原子炉建屋原子炉棟内の残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプと共通要因

によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 復水貯蔵タンクは、屋外に設置することで、原子炉建屋原子炉棟内のサプレッションチェンバと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）は、残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、水源から残

留熱除去系配管との合流点までの系統について、残留熱除去系に対して独立性を有する設計とする。 

補足説明資料において、設計基準事故対処設備と低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）の多様性、位置的分散について示されている。（表 3.4－9参

照） 
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b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43条第 3 項第 7号） 

43条の設計方針において、可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と、共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

47条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

低圧代替注水系（可搬型） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、ディーゼル駆動であり、淡水（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））又は海水を水源とすることにより、電源を非常用デ

ィーゼル発電機とし、水源をサプレッションチェンバとする設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系に対して

多様性を有していること、さらに、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、屋外に保管することにより、原子炉建屋原子炉棟内に設置する設計基準事故対処設備である

残留熱除去ポンプ（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系ポンプに対して独立性を有し、位置的分散が図られていること、想定される重大事故等に対処するた

めに必要な容量を確保する設計とすることを確認した。 

以下の設計方針であることを確認した。 

 低圧代替注水系（可搬型）は、残留熱除去系（低圧注水モード及び原子炉停止時冷却モード）、低圧炉心スプレイ系及び低圧代替注水系（常設）と共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を空冷式のディーゼルエンジンにより駆動することで、電動機駆動ポンプにより構成され

る残留熱除去系（低圧注水モード及び原子炉停止時冷却モード）、低圧炉心スプレイ系及び低圧代替注水系（常設）に対して多様性を有する設計とする。 

 低圧代替注水系（可搬型）は、代替淡水源を水源とすることで、サプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ

系並びに復水貯蔵タンクを水源とする低圧代替注水系（常設）に対して異なる水源を有する設計とする。 

 低圧代替注水系（可搬型）は、残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、水源から残留熱除去系配管との合流点

までの系統について、残留熱除去系に対して独立性を有する設計とする。 

補足説明資料において、設計基準事故対処設備と高圧代替注水系の多様性、位置的分散について示されている。（表 3.4－16参照） 
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c. 共用の禁止（第 43条第 2 項第 2号） 

47条で整理する常設重大事故等対処設備は、2以上の原子炉施設において共用しないことを確認した。 

 

d. 複数の接続口（第 43条第 3 項第 3号） 

43条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備のうち、原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備と常設設備との接続口は、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、建屋の異

なる面の隣接しない位置又は屋内及び建屋面の適切に離隔した位置に複数箇所設置することを確認した。 

47条で整理する可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

低圧代替注水系（可搬型） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の接続口は、共通要因によって接続できなくなることを防止するため、位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とすることを確

認した。 

補足説明資料において、複数の接続口の設置について、以下のとおり示されている。 

 低圧代替注水系（可搬型）に使用する接続口は、屋外の原子炉建屋北側に1箇所及び原子炉建屋東側に1箇所、並びに原子炉建屋付属棟内に1箇所の合計3箇所設

置することで、共通要因によって接続できなくなることを防止する設計とする。 

 

e. 保管場所（第 43 条第 3項第 5 号） 

47条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

低圧代替注水系（可搬型） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、原子炉建屋から離れた屋外に分散して保管することで、原子炉建屋原子炉棟内の残留熱除去系ポンプ、低圧炉心スプレイ系ポン

プ及び復水移送ポンプ並びに原子炉建屋付属棟内の直流駆動低圧注水系ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とすること

を確認した。 
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2.4.1.2 悪影響防止（第 43条第 1 項第 5号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し、発電用原子炉施設

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ） 

 復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は、通常時は弁により他の系統と隔離し、重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポン

プ） 

 直流駆動低圧注水系ポンプ、復水貯蔵タンク 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）は、通常時は弁により他の系統と隔離し、重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構

成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

 

低圧代替注水系（可搬型） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

以下の設計方針であることを確認した。 

 低圧代替注水系（可搬型）は、通常時は大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を接続先の系統と分離して保管し、重大事故等時に接続、弁操作等により重大事故等対

処設備としての系統構成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、輪留めによる固定等をすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

残留熱除去系 

 残留熱除去系ポンプ 

残留熱除去系の各モードは、設計基準事故対処設備又は設計基準事故対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使

用することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 
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2.4.2 容量等（第 43条第 2 項第 1号、第 43 条第 3項第 1 号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては、設計基準対象施設の容量等の仕様が、系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であ

ることを確認した上で、設計基準対象施設としての容量等と同仕様の設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので、重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を

補う必要があるものについては、その後の事故対応手段と合わせて、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系

統及び機器を使用するものについては、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、容量設定根拠が示されている。（参照：「容量設定根拠」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ） 

 復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク 

 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の復水移送ポンプは、設計基準対象施設の補給水系と兼用しており、設計基準対象施設としての復水移送ポンプ 2台にお

けるポンプ流量が、想定される重大事故等時において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要な注水流量に対して十分であるため、設

計基準対象施設と同仕様で設計することを確認した。 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポン

プ） 

 直流駆動低圧注水系ポンプ、復水貯蔵タンク 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）の直流駆動低圧注水系ポンプは、想定される重大事故等時において、炉心の著しい損傷を防止するために必要

な注水流量に対して十分な流量を有する設計とすることを確認した。 

 

残留熱除去系 

 残留熱除去系ポンプ 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は、設計基準事故時の非常用炉心冷却機能と兼用としており、設計基準事故時に使用する場合の容量が、重大事故等

の収束に必要な容量に対して十分であるため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計することを確認した。 

 

43 条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備は、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とするとともに、設備の機能、信頼度等を考慮し、予備を含めた保有数を確保することにより、必要な容量等

に加え、十分に余裕のある容量等を有する設計とすること等を確認した。 

47条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

低圧代替注水系（可搬型） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

以下の設計方針であることを確認した。 

 低圧代替注水系（可搬型）の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、想定される重大事故等時において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するた

めに必要な注水流量を有するものを 1セット 1 台使用する。また、原子炉補機代替冷却水系との同時使用時には更に 1セット 1台使用する。 

 保有数は、2セット 4台に加えて、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1台の合計 5台を保管する。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、想定される重大事故等時において、低圧代替注水系（可搬型）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）、原子炉格納

容器下部注水系（可搬型）、原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給との同時使用を考慮して、各系統の必要な流量

を同時に確保できる容量を有する設計とする。さらに、燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プール代替注水系（可搬型）、燃料プールスプレイ系（常設配

管）又は燃料プールスプレイ系（可搬型）のいずれか 1系統の使用を考慮して、各系統の必要な流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。 
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2.4.3 環境条件等 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43条第 1項第 1号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発揮できるよう、その設置場所（使用場所）

又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、設備等の配置状況（参照：「配置図」）が示され、配置状況における環境条件（参照：「共-2類型化区分及び適合内容」）が示されている。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ） 

 復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク 

 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の復水移送ポンプは、原子炉建屋原子炉棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計と

する。 

 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は、淡水だけでなく海水も使用できる設計とする。なお、可能な限り淡水を優先し、海水通水を短期間とすることで、

設備への影響を考慮する。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表3.4－4参照） 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポン

プ） 

 直流駆動低圧注水系ポンプ、復水貯蔵タンク 

 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）の直流駆動低圧注水系ポンプは、原子炉建屋付属棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境

条件を考慮した設計とする。 

 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）は、淡水だけでなく海水も使用できる設計とする。なお、可能な限り淡水を優先し、海水通水を短期間と

することで、設備への影響を考慮する。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表3.4－11参照） 

低圧代替注水系（可搬型） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

以下の設計方針であることを確認した。 

 低圧代替注水系（可搬型）の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、屋外に保管及び設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 低圧代替注水系（可搬型）は、淡水だけでなく海水も使用できる設計とする。なお、可能な限り淡水を優先し、海水通水を短期間とすることで、設備への影響

を考慮する。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表3.4－18参照） 

残留熱除去系 

 残留熱除去系ポンプ 

残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は、原子炉建屋原子炉棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とすることを確認し

た。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  47-22 

b. 現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6 号、第 43条第 3 項第 4号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所の選定、遮蔽の設置等により

設置場所で操作できる設計又は放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作できる設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ） 

 復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 復水移送ポンプの操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室で可能な設計とする。 

 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の系統構成に必要な弁の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。 

補足説明資料において、操作対象機器設置場所が示されている。（表 3.4－5参照） 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポン

プ） 

 直流駆動低圧注水系ポンプ、復水貯蔵タンク 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 直流駆動低圧注水系ポンプの操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室で可能な設計とする。 

 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）の系統構成に必要な弁のうち電動弁（直流）は、中央制御室又は設置場所で可能な設計とし、電動弁（交

流）は、交流電源に期待できないことから設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で操作が可能な設計とする。 

補足説明資料において、操作対象機器設置場所が示されている。（表 3.4－12参照） 

残留熱除去系 

 残留熱除去系ポンプ 

残留熱除去系の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室で可能な設計とすることを確認した。 

 

 

47条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

低圧代替注水系（可搬型） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

以下の設計方針であることを確認した。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の常設設備との接続及び操作は、想定される重大事故等時において、設置場所で可能な設計とする。 

 低圧代替注水系（可搬型）の系統構成に必要な弁の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室若しくは離れた場所から遠隔で操作が可能な設計又

は設置場所で可能な設計とする。 

補足説明資料において、操作対象機器設置場所が示されている。（表 3.4－19参照） 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  47-23 

2.4.4 操作性及び試験・検査性について 

（１）操作性の確保（第 43 条第 1項第 2 号、第 43条第 1 項第 4号、第 43 条第 3項第 2 号、第 43条第 3項第 6号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため、重大事故等時の環境条件を考慮し、操作が可能な設計とするとともに、現場操作に

おいて工具を必要とする場合は、一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて、確実に作業ができる設計とし、工具は、作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、流路を含めた全体の系統構成及び切り替え操作に使用する弁等が系統図として示されている。（参照：「系統図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

低圧代替注水系（常設）(復水移送ポンプ) 

 復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 低圧代替注水系（常設）(復水移送ポンプ)は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

 低圧代替注水系（常設）(復水移送ポンプ)の復水移送ポンプは、中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とし、系統構成に必要な弁は、中央制御室又

は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

低圧代替注水系（常設）(直流駆動低圧注水系ポン

プ) 

 直流駆動低圧注水系ポンプ、復水貯蔵タンク 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設

計とする。 

 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）の直流駆動低圧注水系ポンプは、中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。また、低圧

代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）の系統構成に必要な弁のうち電動弁（直流）は、中央制御室又は設置場所での手動操作が可能な設計とし、電

動弁（交流）は、交流電源に期待できないことから設置場所である原子炉建屋原子炉棟内で操作が可能な設計とする。 

残留熱除去系 

 残留熱除去系ポンプ 

以下の設計方針であることを確認した。 

 残留熱除去系は、想定される重大事故等時において、設計基準事故対処設備又は設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設

計基準拡張）として使用する設計とする。 

 残留熱除去系は、中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

47条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

低圧代替注水系（可搬型） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

以下の設計方針であることを確認した。 

 低圧代替注水系（可搬型）は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から接続、弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

 低圧代替注水系（可搬型）の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、付属の操作スイッチにより、設置場所での操作が可能な設計とし、系統構成に必要な弁は、中央

制御室若しくは離れた場所から遠隔で操作が可能な設計又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに、設置場所にて輪留めによる固定等が可能な

設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を接続する接続口については、一般的に使用される工具を用いて接続可能なフランジ接続により、ホースを確実に接続することが

できる設計とする。また、ホースの接続については、接続方式及び接続口の口径を統一する設計とする。 
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（２）試験・検査（第 43 条第 1項第 3 号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できるよう、機能・性能の確認、漏えいの有無の

確認、分解点検等ができる構造とするとともに、発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は、発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き、運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な設

計とすること等を確認した。  

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ） 

 復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）は、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な設計

とする。 

 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）の復水移送ポンプは、発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.4－6参照） 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポン

プ） 

 直流駆動低圧注水系ポンプ、復水貯蔵タンク 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）は、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が

可能な設計とする。 

 低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）の直流駆動低圧注水系ポンプは、発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.4－13参照） 

低圧代替注水系（可搬型） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

以下の設計方針であることを確認した。 

 低圧代替注水系（可搬型）の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、発電用原子炉の運転中又は停止中に、独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

とするとともに、分解又は取替えが可能な設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.4－20参照） 

残留熱除去系 

 残留熱除去系ポンプ 

以下の設計方針であることを確認した。 

 残留熱除去系は、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

 残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は、発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 

女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備（第４８条）） 

  

技術的能力基準 1.5で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 48条及び第 43条への適合性を確認する。 
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2.5.1 適合方針 ................................................................................................................................................................................ 48-2 
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48-2 
最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 

2.5.1 適合方針 

（１）設置許可基準規則への適合 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

第四十八条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有す

る最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合におい

て炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損

傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送するために必要な設備を設けなければな

らない。 

① 技術的能力審査基準 1.5 により抽出された重大事故等対処設備が

網羅的に整理されていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ①により抽出された重大事故等対処設備について、43条要求対応

を確認するため設備分類（常設/可搬）を確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 技術的能力審査基準 1.5により抽出された手順毎に重大事故等対処設備が網羅的に整理されていることを確認した。 

 

ⅰ）フロントライン系故障時に用いる設備 

a.原子炉格納容器フィルタベント系（サプレッションチェンバベント、ドライウェルベント）による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

・フィルタ装置【50条】 

・フィルタ装置出口側圧力開放板【50条】 

・遠隔手動弁操作設備 

 

b.耐圧強化ベント系（サプレッションチェンバベント、ドライウェルベント）による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

・耐圧強化ベント系 

・遠隔手動弁操作設備 

 

ⅱ）サポート系故障時に用いる設備 

a.原子炉補機代替冷却水系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

・熱交換器ユニット 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

 

なお、必要な監視項目及び監視計器について、追補 1「5.重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力の追

補（以下、「追補」という）」の「表 1.5－2 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

添付資料 1.5.1において、要求事項（技術的能力審査基準、設置許可基準規則及び技術基準規則）と重大事故等対処設備の対応関係が整理され

示されている。（参照：「審査基準、基準規則と対処設備との対応表」）。 

 

② 重大事故等対処設備の設備分類（常設/可搬）が「主要な重大事故等対処設備の設備分類等」に整理されていることを確認した（常設/可搬の要

求に対する適合は、2.5.1.1多様性及び独立性、位置的分散以降に記載されている）。 

補足説明資料において、耐震設計の設備分類【39条地震による損傷の防止】及び機器クラスが示されている（参照：「共-1 重大事故等対処設備
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

③ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設

備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）として使用する設備

が重大事故等対処設備として整理されていることを確認。 

 

の設備分類及び選定について」）。 

 

③ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備として重大事故等対処設備が整理されていることを確認した。 

  

 ・常設代替交流電源設備【57条】電源設備 

・可搬型代替交流電源設備【57条】電源設備 

・代替所内電源設備【57条】電源設備 

・所内常設蓄電式直流電源設備【57条】電源設備 

・常設代替直流電源設備【57条】電源設備 

・可搬型代替直流電源設備【57条】電源設備 

・原子炉格納容器【その他設備】 

 ・貯留堰【その他設備】 

・取水口【その他設備】 

・取水路【その他設備】 

・海水ポンプ室【その他設備】 

・残留熱除去系熱交換器【50条】 

 

上記のうち、【】が記載されている設備については、43条の設計方針が【】内の条文等で整理されていることを確認した。 

 

２）技術的能力審査基準での対応との整合性 

審査の視点及び確認事項 

技術的能力審査基準での対応を踏まえ、対応手段ごとに「設備の目的」、その対応手段ごとに「機能喪失の想定」、「使用機器」、「系統構成」及び「その他の設備」の内容が記載されていることを確認。 

 

（設備の目的） 

① 対応手段に対して重大事故等対処設備が整理されていることを確認。 

② ①における重大事故等対処設備について、具体的な設計方針を確認。 

（機能喪失の想定） 

③ 対応手段ごとに使用条件（どのような機能喪失時に使用するのか）が明確にされていることを確認。（機能喪失する設計基準対処設備がない場合は、使用条件を記載） 

（系統構成） 

④ 系統構成については、系統概略図（該当設備のみ）と技術的能力審査基準の系統概略図が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が系統図に記載されていることを確認。 
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（その他の設備） 

⑥ 系統構成を踏まえ、流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）が重大事故等対処設備として記載されていることを確認。 

＜ＢＷＲの場合＞ 

例：高圧代替注水系を用いた冷却に期待する場合は、高圧代替注水系の他、原子炉圧力容器【流路】、所内蓄電式直流電源設備【電源】、復水貯蔵槽【水源】等が含まれる。 

（ただし（設備の目的）①に整理された重大事故等対処設備を除く。） 

 

ⅰ）フロントライン系故障時に用いる設備 

a.原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱）として、フィルタ装置、フィルタ装置出口側圧力開放板及び遠隔手動弁操作設備を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・原子炉格納容器フィルタベント系は、原子炉格納容器内雰囲気ガスを原子炉格納容器調気系等を経由して、フィルタ装置へ導き、放射性物質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口から排出することで、排

気中に含まれる放射性物質の環境への放出量を低減しつつ、原子炉格納容器内に蓄積した熱を最終的な熱の逃がし場である大気へ輸送できる設計とする。 

・原子炉格納容器フィルタベント系を使用した場合に放出される放射性物質の放出量に対して、あらかじめ敷地境界での線量評価を行うこととする。 

なお、その他の原子炉格納容器フィルタベント系の設計方針については、設置許可基準規則第 50条で整理する。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 5.10－1 図 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統概要図（原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱））と追補の概略系統図

（第 1.5－4図 原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作含む。） 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①に示す設備が概略系統図（第 5.10－1図 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統概要図（原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱））に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.5－5 原子炉格納容器フィルタベント系 系統概要図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として原子炉格納容器を重大事故等対処設備として使用することを確認した。また、常設代替交流電源設備等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.5－5 原子炉格納容器フィルタベント系 系統概要図」） 
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b.耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱）として、耐圧強化ベント系及び遠隔手動弁操作設備を使用することを確認した。 

 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

 耐圧強化ベント系は、配管・弁類、計測制御装置等で構成し、原子炉格納容器内雰囲気ガスを原子炉格納容器調気系等を経由して、排気筒を通して原子炉建屋外に放出することで、原子炉格納容器内に蓄積した熱

を最終的な熱の逃がし場である大気へ輸送できる設計とする。 

 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備として使用する場合の耐圧強化ベント系は、炉心損傷前に使用するため、排気中に含まれる放射性物質及び可燃性ガスは微量である。 

 耐圧強化ベント系は、使用する際に弁により他の系統・機器と隔離することにより、悪影響を及ぼさない設計とする。 

 耐圧強化ベント系は、想定される重大事故等時において、原子炉格納容器が負圧とならない設計とする。耐圧強化ベント系の使用に際しては、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系等による原子炉格納容器内へのス

プレイは停止する運用としており、原子炉格納容器が負圧とならない。仮に、原子炉格納容器内にスプレイをする場合においても、原子炉格納容器内圧力が規定の圧力まで減圧した場合には、原子炉格納容器内へ

のスプレイを停止する運用とする。 

 耐圧強化ベント系使用時の排出経路に設置される隔離弁のうち電動弁（直流）は所内常設蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備からの給電による操作が可能な設計とする。また、

排出経路に設置される隔離弁のうち電動弁（交流）については、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電による操作が可能な設計とする。 

 本系統はサプレッションチェンバ及びドライウェルと接続し、いずれからも排気できる設計とする。サプレッションチェンバ側からの排気ではサプレッションチェンバの水面からの高さを確保し、ドライウェル側

からの排気では、ドライウェルの床面からの高さを確保するとともに有効燃料棒頂部よりも高い位置に接続箇所を設けることで長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない設計とする。 

補足説明資料において、耐圧強化ベント系の流路となる配管については、ラプチャーディスクを設置しない設計とすることが示されている。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 残留熱除去系の故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合であって、原子炉格納容器フィルタベント系が機能喪失した場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 5.10－2 図 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統概要図（耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱））と追補の概略系統図（第 1.5－17 図 

耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作含む。） 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①に示す設備が系統概略図（第 5.10－2図 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統概要図（耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱））に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.5－6 耐圧強化ベント系 系統概要図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として原子炉格納容器を重大事故等対処設備として使用することを確認した。また、常設代替交流電源設備等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.5－6 耐圧強化ベント系 系統概要図」） 
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ⅱ）サポート系故障時に用いる設備 

a.原子炉補機代替冷却水系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（原子炉補機代替冷却水系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱）として、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

 原子炉補機代替冷却水系は、淡水ポンプ及び熱交換器を搭載した熱交換器ユニット、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、配管・ホース・弁類、計測制御装置等で構成し、サプレッションチェンバへの熱の蓄積により

原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、熱交換器ユニットを原子炉補機冷却水系に接続し、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により熱交換器ユニットに海水を送水することで、残留熱除去系等の機器で発生

した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

 熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。燃料は、燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクロ

ーリにより補給できる設計とする。 

 熱交換器ユニットの海水通水側及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、使用時に海水を通水するため、海水影響を考慮した設計とし、海から直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の故障又は全交流動力電源の喪失により、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 5.10－3 図 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統概要図（原子炉補機代替冷却水系 A 系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱）、第 5.10－4 図 最終ヒー

トシンクへ熱を輸送するための設備系統概要図（原子炉補機代替冷却水系 B 系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱））と追補の概略系統図（第 1.5－31 図 原子炉補機代替冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含

む。）による補機冷却水確保 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①に示す設備が概略系統図（第 5.10－3 図 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備系統概要図（原子炉補機代替冷却水系 A 系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱）、第 5.10－4 図 最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための設備系統概要図（原子炉補機代替冷却水系 B系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱））に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.5－1 原子炉補機代替冷却水系 A系 系統概要図」、「図 3.5－2 原子炉補機代替冷却水系 B系 系統概要図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として残留熱除去系熱交換器を重大事故等対処設備として使用することを確認した。また、可搬型代替交流電源設備等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.5－1 原子炉補機代替冷却水系 A系 系統概要図」、「図 3.5－2 原子炉補機代替冷却水系 B系 系統概要図」） 
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（２）設置許可基準規則解釈への適合 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（解釈） 

第４８条（最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備） 

１ 第４８条に規定する「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために

必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備をいう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ）炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を整 

備すること。 

 

 

①炉心の著しい損傷等を防止するため、重大事故防止設備を整 

備することを確認。 

 

 

 

 

 

 

①設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉

心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な重大事故等対処設備を設置及

び保管する。 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備のうち、最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送するための設備として、重大事故防止設備（原子炉補機

代替冷却水系、原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系）を設けることを確認した。 

 
 

ｂ）重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重 

性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ること。 

多重性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散を図ることについては、「2.5.1.1多様性及び独立性、位置的分散 a. 設計基準事故対処設備等と

の多重性」にて確認した。 

 

 

 

ｃ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想 

定した上で、BWR においては、サプレッションプールへの熱 

の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、 

十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンクシステ 

ム（UHSS）の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸 

送ができること。加えて、残留熱除去系(RHR)の使用が不可能 

な場合について考慮すること。また、PWR においては、タービン動

補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による２次冷却系からの除

熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができること。 

②取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した

上で、BWR においては、サプレッションプールへの熱の蓄積により、

原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送するための設備として、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いた原子炉補機代替冷却水

系を整備する方針であることを確認した。なお、時間余裕の観点については、有効性評価「2.4 崩壊熱除去機能喪失」で確認した。 

加えて、最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送するための設備として、原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系を整備する方針で

あることを確認した。 



  新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

 

48-8 
最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

所内車載代替の最終ヒートシンクシステム（UHSS）の繋ぎ込み及び

最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができることを確認。加えて、

残留熱除去系(RHR)の使用が不可能な場合について考慮することを

確認。 

 

 

ｄ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第５０条 

３ｂ)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界で 

の線量評価を行うこと。 

③格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、本規程第５０条 

１ｂ)に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量

評価を行うことを確認。 

 

（参考：５０条３ｂ）） 

ｂ）格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性物質を低

減するものであること。 

ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等の対策が

講じられていること。 

ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器（例えば

SGTS）や他号機の格納容器圧力逃がし装置等と共用しないこと。

ただし、他への悪影響がない場合を除く。 

ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じ

て、原子炉格納容器の負圧破損を防止する設備を整備すること。 

ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確実

に開閉操作ができること。 

ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納容器

圧力逃がし装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の

放射線防護対策がなされていること。 

ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を併置するこ

と。ただし、格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにならないよ

う、十分に低い圧力に設定されたラプチャーディスク（原子炉格

納容器の隔離機能を目的としたものではなく、例えば、配管の窒

素充填を目的としたもの）を使用する場合又はラプチャーディス

クを強制的に手動で破壊する装置を設置する場合を除く。 

ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び水没の悪影

 

 

 

 

③原子炉格納容器フィルタベント系が第 50条 1b）と同一の設備であることを確認した。また、可燃性ガスによる爆発防止対策等を行う方針として

いることを確認することにより、耐圧強化ベント系が、第 50条 1b）に準ずることを確認した。なお、耐圧強化ベント系の第 50条 1b）に準ずる

設計方針は、前述の「2.5.1(1)2）ⅰ）b．耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」に示した。 

また、原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系を使用した場合に放出される放射性物質の放出量に対して、あらかじめ敷地境

界での線量評価を行うこととすることを確認した。なお、有効性評価 炉心損傷防止対策において敷地境界での線量評価が 5mSv以下であること

を確認した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

響を受けない場所に接続されていること。 

ⅸ）使用後に高線量となるフィルター等からの被ばくを低減するた

めの遮蔽等の放射線防護対策がなされていること。 

 

（参考：実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損

防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 2.2.1（6）） 

（６）格納容器圧力逃がし装置を使用する事故シーケンスグループの

有効性評価では、敷地境界での実効線量を評価し、周辺の公衆に

対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと（発生事故当

たり概ね 5mSv以下）を確認する。 

 

上記で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 43 条への適合性を確認する。なお、原子炉格納容器フィルタベント系については、設置許可基準規則第 50 条においても設計基準事故

対処設備である残留熱除去系が喪失した場合に使用する設備であるため設置許可基準規則第 43条への適合性については、設置許可基準規則第 50条で整理する。 

補足説明資料において、設計方針等が記載された SA設備の基準適合性一覧表及び類型化分類（共-2類型化区分及び適合内容）が示されている。（参照：「SA設備基準適合性一覧表」） 
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2.5.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43 条第 2項第 3 号） 

43条の設計方針において、常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等の安全機能と、共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適

切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、設備等の位置的分散等の配置状況が配置図として示されている。（参照：「配置図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器フィルタベント系、耐圧強化ベント

系 

原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系は、代替電源からの給電とし、非常用電源から給電される設計基準事故対処設備である残留熱除去系に対して

電源の多様性を有していること、原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系は、原子炉建屋原子炉棟内の設計基準事故対処設備である残留熱除去系と離

れた位置に設置することにより独立性を有し、位置的分散が図られていることを確認した。 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

・原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系は、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、ポンプ及び熱交換器を使用せずに最終的な熱の逃がし場である大気へ熱を輸送できる設計とすることで、残留熱

除去系及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）に対して、多様性を有する設計とする。 

・原子炉格納容器フィルタベント系は、排出経路に設置される隔離弁の電動弁を所内常設蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備若しくは可搬型代替直流電源設

備からの給電による遠隔操作を可能とすること又は遠隔手動弁操作設備を用いた人力による遠隔操作を可能とすることで、非常用交流電源設備からの給電により駆

動する残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）に対して、多様性を有する設計とする。 

・耐圧強化ベント系の排出経路に設置される隔離弁のうち電動弁（直流）は、所内常設蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備若しくは可搬型代替直流電源設備

からの給電による遠隔操作を可能にすること又は遠隔手動弁操作設備を用いた人力による遠隔操作が可能な設計とし、排出経路に設置される隔離弁のうち電動弁（交

流）は、常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設備からの給電による遠隔操作を可能とすること又は操作ハンドルを用いた人力による操作が可能な設

計とすることで、非常用交流電源設備からの給電により駆動する残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を

含む。）に対して、多様性を有する設計とする。 

・原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置及びフィルタ装置出口側圧力開放板並びに耐圧強化ベント系は、原子炉建屋原子炉棟内に設置し、原子炉建屋原子

炉棟内の残留熱除去系ポンプ及び熱交換器、原子炉建屋付属棟内の原子炉補機冷却水系ポンプ及び熱交換器並びに屋外の海水ポンプ室の原子炉補機冷却海水ポンプ

と異なる区画に設置することで、共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図った設計とする。 

補足説明資料において、設計基準事故対処設備と原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系の多様性、位置的分散について示されている。（表 3.5－10参

照） 

 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43条第 3 項第 7号） 

43 条の設計方針において、可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と、共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

48条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉補機代替冷却水系 原子炉補機代替冷却に用いる熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）をディーゼル駆動とすることにより、非常用電源から給電される設計基準事故対処

設備である原子炉補機冷却水ポンプ、原子炉補機冷却海水ポンプに対して電源の多様性を有していることを確認した。 

また、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、設計基準事故対処設備である原子炉建屋付属棟内の原子炉補機冷却水ポンプ及び海水ポンプ室の原子

炉補機冷却海水ポンプと離れた屋外に保管及び設置することにより独立性を有し、位置的分散が図られていることを確認した。 
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以下の設計方針であることを確認した。 

・原子炉補機代替冷却水系は、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、熱交換器ユニット及び大容量

送水ポンプ（タイプⅠ）を空冷式のディーゼルエンジンにより駆動することで、電動機駆動ポンプにより構成される原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含

む。）に対して、多様性を有する設計とする。 

・原子炉補機代替冷却水系は、原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系に対して、除熱手段の多様性を有する設計とする。 

・原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、原子炉建屋並びに屋外の海水ポンプ室及び排気筒から離れた屋外に分散して保

管することで、原子炉建屋内の原子炉補機冷却水ポンプ及び熱交換器、耐圧強化ベント系及び原子炉格納容器フィルタベント系並びに屋外の海水ポンプ室の原子炉

補機冷却海水ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

補足説明資料において、設計基準事故対処設備と原子炉補機代替冷却水系の多様性、位置的分散について示されている。（表 3.5－2参照） 

 

c. 共用の禁止（第 43条第 2 項第 2号） 

48条で整理する常設重大事故等対処設備は、2以上の原子炉施設において共用しないことを確認した。 

 

d. 複数の接続口（第 43条第 3 項第 3号） 

43 条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備のうち、原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備と常設設備との接続口は、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、建屋の異

なる面の隣接しない位置又は屋内及び建屋面の適切に離隔した位置に複数箇所設置することを確認した。48条で整理する可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉補機代替冷却水系 熱交換器ユニットの接続口は、共通要因によって接続できなくなることを防止するため、位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とすることを確認した。 

 

補足説明資料において、複数の接続口の設置について、以下のとおり示されている。 

・原子炉補機冷却水系 A 系に接続する接続口を原子炉建屋北側に 1 箇所及び原子炉建屋付属棟内に 1 箇所並びに原子炉補機冷却水系 B 系に接続する接続口を原子炉建

屋西側に 1箇所設置し、位置的分散を図る設計とする。 

 

e. 保管場所（第 43 条第 3項第 5 号） 

48条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉補機代替冷却水系 原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、原子炉建屋並びに屋外の海水ポンプ室及び排気筒から離れた屋外に分散して保管す

ることで、原子炉建屋内の原子炉補機冷却水ポンプ、熱交換器、耐圧強化ベント系及び原子炉格納容器フィルタベント系並びに屋外の海水ポンプ室の原子炉補機冷却海

水ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とすることを確認した。 

 

 

2.5.1.2 悪影響防止（第 43条第 1 項第 5号） 

a.悪影響防止 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し、発電用原子炉施設

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉補機代替冷却水系 以下の設計方針であることを確認した。 
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・原子炉補機代替冷却水系は、通常時は熱交換器ユニットを接続先の系統と分離して保管し、重大事故等時に接続、弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構

成とすることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）と原子炉補機代替冷却水系を同時に使用し

ないことにより、相互の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、輪留めによる固定等をすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

耐圧強化ベント系 耐圧強化ベント系は、通常時は弁により他の系統・機器と隔離し、重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、他の系統・機器

に悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

 

2.5.2 容量等（第 43条第 2 項第 1号、第 43 条第 3項第 1 号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては、設計基準対象施設の容量等の仕様が、系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であ

ることを確認した上で、設計基準対象施設としての容量等と同仕様の設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので、重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を

補う必要があるものについては、その後の事故対応手段と合わせて、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系

統及び機器を使用するものについては、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、容量設定根拠が示されている。（参照：「容量設定根拠」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉補機代替冷却水系 以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉補機代替冷却水系は、想定される重大事故等時において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要な容量を有する設計とする。 

 原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、想定される重大事故等時において、残留熱除去系による発電用原子炉若しくは原

子炉格納容器内の除熱又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱に加えて、燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱に同時に使用する

ため、各系統の必要な流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。 

耐圧強化ベント系 耐圧強化ベント系は、原子炉停止後約 44 時間後において原子炉格納容器内で発生する蒸気を排出し、その熱量分を除熱できる十分な排出流量を有する設計とすること

を確認した。 

 

43 条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備は、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とするとともに、設備の機能、信頼度等を考慮し、予備を含めた保有数を確保することにより、必要な容量等

に加え、十分に余裕のある容量等を有する設計とすること等を確認した。 

48条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉補機代替冷却水系 以下の設計方針であることを確認した。 

・原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、想定される重大事故等時において、残留熱除去系等の機器で発生した熱を除去す

るために必要な伝熱容量及びポンプ流量を有する熱交換器ユニット 1セット 1台と大容量送水ポンプ（タイプⅠ）1セット 1 台を使用する。また、大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）は、注水設備及び水の供給設備との同時使用時には更に 1セット 1台使用する。 

・熱交換器ユニットの保有数は、2セット 2台に加えて、故障時及び保守点検による待機時除外時のバックアップ用として 1台の合計 3台を保管する。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の保有数は、2セット 4台に加えて、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1台の合計 5台を保管する。 

 

2.5.3 環境条件等 

a.環境条件及び荷重条件（第 43 条第 1項第 1 号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発揮できるよう、その設置場所（使用場所）

又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とすること等を確認した。 
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  補足説明資料において、設備等の配置状況（参照：「配置図」）が示され、配置状況における環境条件（参照：「共-2類型化区分及び適合内容」）が示されている。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉補機代替冷却水系 原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、屋外に保管及び設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表3.5－4参照） 

 

耐圧強化ベント系 耐圧強化ベント系は、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表3.5－13参照） 

 

b.現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6 号、第 43条第 3 項第 4号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所の選定、遮蔽の設置等により

設置場所で操作できる設計又は放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作できる設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉補機代替冷却水系 以下の設計方針であることを確認した。 

・熱交換器ユニットの常設設備との接続及び操作は、想定される重大事故等時において設置場所で可能な設計とする。 

・原子炉補機代替冷却水系の系統構成に必要な弁の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の熱交換器ユニットとの接続及び操作は、想定される重大事故等時において、設置場所で可能な設計とする。 

・熱交換器ユニットの海水通水側及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、使用時に海水を通水するため、海水影響を考慮した設計とし、海から直接取   水す

る際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

補足説明資料において、操作対象機器設置場所が示されている。（表 3.5－5－1及び表 3.5－5－2参照） 

耐圧強化ベント系 以下の設計方針であることを確認した。 

・耐圧強化ベント系の排出経路に設置される隔離弁のうち電動弁（直流）の操作は、想定される重大事故等時において、遠隔手動弁操作設備の設置により原子

炉建屋付属棟内から人力で容易かつ確実に手動操作が可能な設計とする。 

・排出経路に設置される電動の隔離弁については、中央制御室から操作が可能な設計とする。 

補足説明資料において、操作対象機器設置場所が示されている。（表 3.5－14参照） 

 

2.5.4 操作性及び試験・検査性について 

（１）操作性の確保（第 43 条第 1項第 2 号、第 43条第 1 項第 4号、第 43 条第 3項第 2 号、第 43条第 3項第 6号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため、重大事故等時の環境条件を考慮し、操作が可能な設計とするとともに、現場操作に

おいて工具を必要とする場合は、一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて、確実に作業ができる設計とし、工具は、作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とすること等を確認した。 

   補足説明資料において、流路を含めた全体の系統構成及び切り替え操作に使用する弁等が系統図として示されている。（参照：「系統図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉補機代替冷却水系 以下の設計方針であることを確認した。 

・原子炉補機代替冷却水系は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から接続、弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

・原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、付属の操作スイッチにより、設置場所での操作が可能な設計とする。原子

炉補機代替冷却水系の系統構成に必要な弁の操作は、中央制御室での操作スイッチによる操作又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

・熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに、設置場所にて輪留
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めによる固定等が可能な設計とする。 

・熱交換器ユニットを接続する接続口については、フランジ接続とし、一般的に使用される工具を用いて接続可能なフランジ接続によりホースを確実に接続する

ことができる設計とする。また、ホースの接続については、接続方式及び接続口の口径を統一する設計とする。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ）と熱交換器ユニットとの接続は、簡便な接続とし、接続治具を用いてホースを確実に接続できる設計とする。また、ホースの接

続については、接続方式を統一する設計とする。 

耐圧強化ベント系 以下の設計方針であることを確認した。 

・耐圧強化ベント系は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

・耐圧強化ベント系を使用する際の排出経路に設置される隔離弁のうち、電動弁（直流）は、遠隔手動弁操作設備を設置するとともに、操作場所は原子炉建屋付

属棟内とし、容易かつ確実に人力による操作が可能な設計とする。電動弁（交流）については、ハンドルを設けることで、設置場所にて容易かつ確実に人力に

よる操作が可能な設計とする。また、排出経路に設置される隔離弁のうち電動弁については、中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 
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（２）試験・検査（第 43 条第 1項第 3 号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できるよう、機能・性能の確認、漏えいの有無の

確認、分解点検等ができる構造とするとともに、発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は、発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き、運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な

設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉補機代替冷却水系 以下の設計方針であることを確認した。 

・原子炉補機代替冷却水系は、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

・原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニットの淡水ポンプ及び熱交換器は、発電用原子炉の運転中又は停止中に分解又は取替えが可能な設計とする。 

・原子炉補機代替冷却水系の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、発電用原子炉の運転中又は停止中に独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計と

するとともに、分解又は取替えが可能な設計とする。 

・熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.5－6参照） 

耐圧強化ベント系 耐圧強化ベント系は、発電用原子炉の停止中に弁の開閉動作及び漏えいの確認が可能な設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.5－15参照） 
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女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（原子炉格納容器内の冷却等のための設備（第４９条）） 

 

技術的能力基準 1.6で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 49条及び第 43条への適合性を確認する。 
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2.6.1 適合方針 

（１）設置許可基準規則への適合 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（原子炉格納容器内の冷却等のための設備） 

第四十九条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有す

る原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の

著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を

低下させるために必要な設備を設けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の

圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要

な設備を設けなければならない。 

① 技術的能力審査基準 1.6 により抽出された重大事故等対処設備が

網羅的に整理されていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 技術的能力審査基準 1.6により抽出された手順毎に重大事故等対処設備が網羅的に整理されていることを確認した。 

 

ⅰ）炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器内冷却に用いる設備 

a. フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内の冷却 

・復水移送ポンプ 

・復水貯蔵タンク 

 

(b) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

 

b. サポート系故障時に用いる設備 

(a) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内の冷却 

＜a. (a)の設備と同じ＞ 

 

(b) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却 

＜a. (b)の設備と同じ＞ 

 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の復旧 

・残留熱除去系ポンプ 

・常設代替交流電源設備【57条】電源設備 

 

(d) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）の復旧 

・残留熱除去系ポンプ 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ①により抽出された重大事故等対処設備について、43条要求対応

を確認するため設備分類（常設/可搬）を確認。 

 

 

 

③ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設

備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）として使用する設備

が重大事故等対処設備として整理されていることを確認。 

 

・常設代替交流電源設備【57条】電源設備 

 

ⅱ）原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納容器内冷却に用いる設備 

a. フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内の冷却 

＜ⅰ）a. (a)の設備と同じ＞ 

 

(b) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却 

＜ⅰ）a. (b)の設備と同じ＞ 

b. サポート系故障時に用いる設備 

(a) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内の冷却 

＜ⅰ）b. (a)の設備と同じ＞ 

 

(b) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却 

＜ⅰ）b. (b)の設備と同じ＞ 

 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の復旧 

＜ⅰ）b. (c)の設備と同じ＞ 

 

(d) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）の復旧 

＜ⅰ）b. (d)の設備と同じ＞ 

 

上記ⅱ）a.(a)及び(b)並びに b.(a)～(d)に該当する手順に用いる設備は、ⅰ）a.(a)及び(b)並びに b.(a)～(d)に該当する手順に用いる設備と兼

用していることを確認した。（４９条解釈（２）兼用を参照） 

 

添付資料 1.6.1 において、要求事項（技術的能力審査基準、設置許可基準規則及び技術基準規則）と重大事故等対処設備の対応関係が整理され

示されている。（参照：「審査基準、基準規則と対処設備との対応表」）。 

 

② 重大事故等対処設備の設備分類（常設/可搬）が「主要な重大事故等対処設備の設備分類等」に整理されていることを確認した（常設/可搬の要

求に対する適合は、2.6.1.1多様性及び独立性、位置的分散 以降に記載されている）。 

補足説明資料において、耐震設計の設備分類【39 条地震による損傷の防止】及び機器クラスが示されている（参照：「共-1 重大事故等対処設

備の設備分類及び選定について」）。 

 

③ 以外の流路として使用する設備及び重大事故等時に期待する設備として、重大事故等対処設備が整理されていることを確認した。 

 

・原子炉格納容器【その他設備】 

・サプレッションチェンバ【その他設備】 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 ・非常用交流電源設備【57条】電源設備 

・可搬型代替交流電源設備【57条】電源設備 

・原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。） 

・原子炉補機代替冷却水系 

【48条】最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・残留熱除去系熱交換器 

 

上記のうち、【】が記載されている設備については、43条の設計方針が【】内の条文等で整理されていることを確認した。 

 

２）技術的能力審査基準での対応との整合性 

審査の視点及び確認事項 

技術的能力審査基準での対応を踏まえ、対応手段ごとに「設備の目的」、その対応手段ごとに「機能喪失の想定」、「使用機器」、「系統構成」及び「その他の設備」の内容が記載されていることを確認。 

 

（設備の目的） 

① 対応手段に対して重大事故等対処設備が整理されていることを確認。 

② ①における重大事故等対処設備について、具体的な設計方針を確認。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 対応手段ごとに使用条件（どのような機能喪失時に使用するのか）が明確にされていることを確認。（機能喪失する設計基準対処設備がない場合は、使用条件を記載） 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（該当設備のみ）と手順の概略系統図が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（該当設備のみ）に記載されていることを確認。 

 

（その他の設備） 

⑥ 系統構成を踏まえ、流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）が重大事故等対処設備として記載されていることを確認。 

＜ＢＷＲの場合＞ 

例：高圧代替注水系を用いた冷却に期待する場合は、高圧代替注水系の他、原子炉圧力容器【流路】、所内蓄電式直流電源設備【電源】、復水貯蔵槽【水源】等が含まれる。 

（ただし（設備の目的）①に整理された重大事故等対処設備を除く。） 
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ⅰ）炉心の著しい損傷を防止するための原子炉格納容器内冷却に用いる設備 

a. フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内の冷却 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内の冷却）として、復水移送ポンプ、復水貯蔵タンクを使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）は、復水移送ポンプにより、復水貯蔵タンクの水を残留熱除去系等を経由して原子炉格納容器内のスプレイ管からドライウェル内にスプレイすることで、原子炉格納

容器内の圧力及び温度を低下させることができる設計とする。また、炉心の著しい損傷が発生した場合には、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させることができる設計とする。 

・原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）は、非常用交流電源設備に加えて、代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が機能喪失した場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 9.2－1 図 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概要図（原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器の冷却））と追補の概略系統図（第

1.6－9図 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が設備の概略系統図（第 9.2－1図 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概要図（原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器の冷却））に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.6－1 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、原子炉格納容器等を使用することを確認した。また、非常用交流電源設備、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

補足説明資料において、重大事故等対処設備及び流路等が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.6－1 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）系統概要図」） 
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(b) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却）として、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により、代替淡水源の水を残留熱除去系等を経由して原子炉格納容器内のスプレイ管からドライウェル内にスプレイすることで、

原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることができる設計とする。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

・原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、非常用交流電源設備に加えて、代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 設計基準事故対処設備である残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が機能喪失した場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 9.2－2図 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概要図（原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器の冷却））と追補の概略系統図（第

1.6－13図 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ 概要図が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が設備の概略系統図（第 9.2－2図 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概要図（原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器の冷却））に記載されていることを確認し

た。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.6－3 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、原子炉格納容器等を使用することを確認した。また、非常用交流電源設備、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

補足説明資料において、重大事故等対処設備及び流路等が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.6－3 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）系統概要図」） 
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b. サポート系故障時に用いる設備 

(a) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内の冷却 

確認結果（女川２号） 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失により、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）の機能が喪失

した場合において、原子炉格納容器内の冷却を行うための重大事故等対処設備として、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）を使用する。本系統は「a. (a) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原

子炉格納容器内の冷却」と同じであることを確認した。 

 

(b) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却 

確認結果（女川２号） 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失により、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）の機能が喪失

した場合において、原子炉格納容器内の冷却を行うための重大事故等対処設備として、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）を使用する。本系統は「a. (b) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）によ

る原子炉格納容器内の冷却」と同じであることを確認した。 

 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の復旧 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の復旧）として、残留熱除去系ポンプ、常設代替交流電源設備を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）は、常設代替交流電源設備からの給電により機能を復旧し、残留熱除去系ポンプ及び熱交換器により、サプレッションチェンバのプール水をドライウェル内及びサプ

レッションチェンバ内にスプレイすることで原子炉格納容器を冷却できる設計とする。 

・本系統に使用する冷却水は、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却水系から供給できる設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 全交流動力電源喪失により、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が起動できない場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 9.2－3図 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概要図（常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の復旧））と追補の概略系統

図（第 1.6－19図 残留熱除去系電源復旧後のサプレッションプールの除熱 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が設備の概略系統図（第 9.2－3図 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概要図（常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の復旧））に記載されていることを

確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.6－5 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、原子炉格納容器等を使用することを確認した。また、サプレッションチェンバ、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）、原子炉補機代替冷却水系等を重大事故等対処設備とし

て使用することを確認した。 

補足説明資料において、重大事故等対処設備及び流路等が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.6－5 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）系統概要図」） 

 

(d) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）の復旧 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）の復旧）として、残留熱除去系ポンプ、常設代替交流電源設備を使用することを確認した。 
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② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）は、常設代替交流電源設備からの給電により機能を復旧し、残留熱除去系ポンプ及び熱交換器により、サプレッションチェンバのプール水を冷却することで原

子炉格納容器を冷却できる設計とする。 

・本系統に使用する冷却水は、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却水系から供給できる設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 全交流動力電源喪失により、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）が起動できない場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 9.2－4図 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概要図（常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）の復旧））と追補の概

略系統図（第 1.6－19図 残留熱除去系電源復旧後のサプレッションプールの除熱 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が設備の概略系統図（第 9.2－4図 原子炉格納容器内の冷却等のための設備系統概要図（常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）の復旧））に記載されている

ことを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.6－6 残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、原子炉格納容器等を使用することを確認した。また、サプレッションチェンバ、残留熱除去系熱交換器、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）、原子炉補機代替冷却水系等を

重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

補足説明資料において、重大事故等対処設備及び流路等が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.6－6 残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）系統概要図」） 
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ⅱ）原子炉格納容器の破損を防止するための原子炉格納容器内冷却に用いる設備 

a. フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内の冷却 

確認結果（女川２号） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が機能喪失した場合において、原子炉格納容器内の冷却を行うための重大事故等対処設備として、原子炉格納容器代替スプレイ

冷却系（常設）を使用する。本系統は「ⅰ）a. (a) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内の冷却」と同じであることを確認した。 

 

(b) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却 

確認結果（女川２号） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が機能喪失した場合において、原子炉格納容器内の冷却を行うための重大事故等対処設備として、原子炉格納容器代替スプレイ

冷却系（可搬型）を使用する。本系統は「ⅰ）a. (b) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却」と同じであることを確認した。 
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b. サポート系故障時に用いる設備 

(a) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内の冷却 

確認結果（女川２号） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において、全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失により、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び残留熱除去系（サプレ

ッションプール水冷却モード）が機能喪失した場合において、原子炉格納容器内の冷却を行うための重大事故等対処設備として、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）を使用する。本系統は「ⅰ）b. (a) 原子炉

格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器内の冷却」と同じであることを確認した。 

 

(b) 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却 

確認結果（女川２号） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において、全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失により、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び残留熱除去系（サプレ

ッションプール水冷却モード）が機能喪失した場合において、原子炉格納容器内の冷却を行うための重大事故等対処設備として、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）を使用する。本系統は「ⅰ）b. (b) 原子

炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却」と同じであることを確認した。 

 

(c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）の復旧 

確認結果（女川２号） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において、全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失により、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が機能喪失した場合におい

て、原子炉格納容器内の冷却を行うための重大事故等対処設備として、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）を使用する。本系統は「ⅰ）b. (c) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード）の復旧」と同じであることを確認した。 

 

(d) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）の復旧 

確認結果（女川２号） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において、全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失により、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）が機能喪失した場合

において、原子炉格納容器内の冷却を行うための重大事故等対処設備として、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）を使用する。本系統は「ⅰ）b. (d) 常設代替交流電源設備による残留熱除去系（サプレッシ

ョンプール水冷却モード）の復旧」と同じであることを確認した。 
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（２）設置許可基準規則解釈への適合 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（解釈） 

第４９条（原子炉格納容器内の冷却等のための設備） 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下さ

せるために必要な設備」及び第２項に規定する「原子炉格納容器

内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために

必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備をいう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）重大事故等対処設備 

ａ）設計基準事故対処設備の格納容器スプレイ注水設備（ポンプ又

は水源）が機能喪失しているものとして、格納容器スプレイ代替

注水設備を配備すること。 

① 設計基準事故対処設備の格納容器スプレイ注水設備（ポンプ又は水

源）が機能喪失した場合における格納容器スプレイ代替注水設備が

配備されていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

① 設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ（格納容器スプレイ冷却モード）の機能喪失又はサプレッションチェンバのプール水を水源

として使用できない場合に、炉心の著しい損傷を防止するため重大事故等対処設備（格納容器スプレイ代替注水設備）として、原子炉格納容

器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）を整備するとしており、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等

を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク等を重大事故等対処設備として位置付けることを確

認した。 

② 格納容器スプレイ代替注水設備は、設計基準事故対処設備に対し

て、多様性及び独立性を有し、位置的分散が図られていることを確

認。 

 
 

ｂ）上記ａ）の格納容器スプレイ代替注水設備は、設計基準事故対

処設備に対して、多様性及び独立性を有し、位置的分散を図るこ

と。 

 

 

 

 

 

 

② 格納容器スプレイ代替注水設備である原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、設

計基準事故対処設備に対して、多様性及び独立性を有し、位置的分散が図られていることを確認した。 

具体的には、「2.6.1.1多様性及び独立性、位置的分散 a. 設計基準事故対処設備等との多様性」にて整理。 

 

（２）兼用 

ａ）第１項の炉心損傷防止目的の設備と第２項の格納容器破損防

止目的の設備は、同一設備であってもよい。 

 
 

 

 

 

 

 

③ 炉心損傷防止目的の設備と格納容器破損防止目的の設備は、同一設備であることを確認した。 
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上記で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 43条への適合性を確認する。 

補足説明資料において、設計方針等が記載された女川原子力発電所 2号炉 SA 設備基準適合性 一覧表（常設）及び類型化分類（共-2 類型化区分及び適合内容）が示されている。（参照：「SA設備基準適合性一覧表」） 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  49-14 

2.6.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43 条第 2項第 3 号） 

43条の設計方針において、常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等の安全機能と、共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適

切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、設備等の位置的分散等の配置状況が示されている。（参照：「配置図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設） 

復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク 

 

復水移送ポンプは、電源を空冷式のガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備（電源車）とし、水源を復水貯蔵タンクとすることにより、電源を非常用ディー

ゼル発電機とし、水源をサプレッションチェンバとする設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ（格納容器スプレイ冷却モード）に対して多様性を有してい

ること、さらに、復水移送ポンプは、原子炉建屋原子炉棟内の残留熱除去系ポンプとは異なる区画に設置することにより独立性を有し、位置的分散が図られているこ

とを確認した。 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）は、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、復水移送ポン

プを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により駆動することで、非常用所内電気設備を経由した非常用交

流電源設備からの給電により駆動する残留熱除去系ポンプを用いた残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）に対して多様性を有する設計とする。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）の電動弁（交流）は、ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで、非常用交流電源設備からの給電による遠隔操

作に対して多様性を有する設計とする。また、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）の電動弁（交流）は、代替所内電気設備を経由して給電する系統にお

いて、独立した電路で系統構成することにより、非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する設計とする。また、電動弁（直流）は、ハ

ンドルを設けて手動操作を可能とすることで、所内常設蓄電式直流電源設備からの給電による遠隔操作に対して多様性を有する設計とする。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）は、復水貯蔵タンクを水源とすることで、サプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系（格納容器スプレイ冷

却モード）に対して異なる水源を有する設計とする。 

 復水移送ポンプは、原子炉建屋原子炉棟内の残留熱除去系ポンプと異なる区画に設置することで、共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

 復水貯蔵タンクは、屋外に設置することで、原子炉建屋原子炉棟内のサプレッションチェンバと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 

補足説明資料において、設計基準事故対処設備と原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）の多様性、位置的分散について示されている。（表 3.6－2参照） 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  49-15 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43条第 3 項第 7号） 

43条の設計方針において、可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と、共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

49条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型） 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、ディーゼル駆動であり、淡水（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））又は海水を水源とすることにより、設計基準事故対

処設備である残留熱除去系ポンプ（格納容器スプレイ冷却モード）に対して多様性を有していること、また、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、屋外に保管すること

により、原子炉建屋原子炉棟内に設置する残留熱除去ポンプに対して独立性を有し、位置的分散が図られていることを確認した。 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）と共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を空冷式のディーゼルエンジンにより駆動することで、電動機駆動ポンプにより構成される

残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）に対して多様性を有する設計とする。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）の電動弁は、ハンドルを設けて手動操作を可能とすることで、非常用交流電源設備からの給電による遠隔操作に対

して多様性を有する設計とする。また、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）の電動弁は、代替所内電気設備を経由して給電する系統において、独立し

た電路で系統構成することにより、非常用所内電気設備を経由して給電する系統に対して独立性を有する設計とする。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、代替淡水源を水源とすることで、サプレッションチェンバを水源とする残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

モード）及び復水貯蔵タンクを水源とする原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）に対して異なる水源を有する設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、原子炉建屋から離れた屋外に分散して保管することで、原子炉建屋原子炉棟内の残留熱除去系ポンプ及び復水移送ポンプと共

通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の接続口は、共通要因によって接続できなくなることを防止するため、位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、残留熱除去系と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う、水源から残留熱除去系配管との合流点までの系統について、残留熱除去系に対して独立性を有する設計とする。 

補足説明資料において、設計基準事故対処設備と原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）の多様性、位置的分散について示されている。（表 3.6－9参照） 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  49-16 

c. 共用の禁止（第 43条第 2 項第 2号） 

47条で整理する常設重大事故等対処設備は、2以上の原子炉施設において共用しないことを確認した。 

 

d. 複数の接続口（第 43条第 3 項第 3号） 

43条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備のうち、原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備と常設設備との接続口は、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、建屋の異

なる面の隣接しない位置又は屋内及び建屋面の適切に離隔した位置に複数箇所設置することを確認した。 

49条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

 重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型） 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の接続口は、共通要因によって接続できなくなることを防止するため、位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とすることを確認

した。 

補足説明資料において、複数の接続口の設置について、以下のとおり示されている。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）に使用する接続口は、屋外の原子炉建屋北側に1箇所及び原子炉建屋東側に1箇所、並びに原子炉建屋付属棟内に1

箇所の合計3箇所設置することで、共通要因によって接続できなくなることを防止する設計とする。 

 

e. 保管場所（第 43 条第 3項第 5 号） 

 49条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型） 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、原子炉建屋から離れた屋外に分散して保管することで、原子炉建屋原子炉棟内の残留熱除去系ポンプ及び復水移送ポンプと共通要

因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とすることを確認した。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  49-17 

2.6.1.2 悪影響防止（第 43条第 1 項第 5号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し、発電用原子炉施設

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設） 

復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク 

 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）は、通常時は弁により他の系統と隔離し、重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とするこ

とで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型） 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、通常時は大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を接続先の系統と分離して保管し、重大事故等時に接続、弁操作等に

より重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、輪留めによる固定等をすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  49-18 

2.6.2 容量等（第 43条第 2 項第 1号、第 43 条第 3項第 1 号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては、設計基準対象施設の容量等の仕様が、系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であ

ることを確認した上で、設計基準対象施設としての容量等と同仕様の設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので、重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を

補う必要があるものについては、その後の事故対応手段と合わせて、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系

統及び機器を使用するものについては、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、容量設定根拠が示されている。（参照：「容量設定根拠」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設） 

復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）の復水移送ポンプは、設計基準対象施設の補給水系と兼用しており、設計基準対象施設としての復水移送ポンプ 2 台

におけるポンプ流量が、想定される重大事故等時において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要なスプレイ流量に対して十分であ

るため、設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

 

43 条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備は、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とするとともに、設備の機能、信頼度等を考慮し、予備を含めた保有数を確保することにより、必要な容量等

に加え、十分に余裕のある容量等を有する設計とすること等を確認した。 

49条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型） 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、想定される重大事故等時において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損を防止するために必要なスプレイ流量を有するものを 1セット 1台使用する。また、原子炉補機代替冷却水系との同時使用時には更に 1セット 1台使用する。

保有数は、2セット 4台に加えて、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1台の合計 5台を保管する。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、想定される重大事故等時において、低圧代替注水系（可搬型）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）、原子炉格納容

器下部注水系（可搬型）、原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給との同時使用を考慮して、各系統の必要な流量を同

時に確保できる容量を有する設計とする。さらに、燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プール代替注水系（可搬型）、燃料プールスプレイ系（常設配管）又

は燃料プールスプレイ系（可搬型）のいずれか 1系統の使用を考慮して、各系統に必要な流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。 
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2.6.3 環境条件等 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43条第 1項第 1号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発揮できるよう、その設置場所（使用場所）

又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、設備等の配置状況（参照：「配置図」）が示され、配置状況における環境条件（参照：「共-2類型化区分及び適合内容」）が示されている。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設） 

復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク 

 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）の復水移送ポンプは、原子炉建屋原子炉棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計

とする。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）は、淡水だけでなく海水も使用できる設計とする。なお、可能な限り淡水を優先し、海水通水を短期間とすること

で、設備への影響を考慮する。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表3.6－4参照） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型） 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、屋外に保管及び設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、淡水だけでなく海水も使用できる設計とする。なお、可能な限り淡水を優先し、海水通水を短期間とするこ

とで、設備への影響を考慮する。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表3.6－11参照） 
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b. 現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6 号、第 43条第 3 項第 4号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所の選定、遮蔽の設置等により

設置場所で操作できる設計又は放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作できる設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設） 

復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 復水移送ポンプの操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室で可能な設計とする。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）の系統構成に必要な弁の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。 

補足説明資料において、操作対象機器設置場所が示されている。（表 3.6－5参照） 

 

49条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型） 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の常設設備との接続及び操作は、想定される重大事故等時において、設置場所で可能な設計とする。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）の系統構成に必要な弁の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室若しくは離れた場所から遠隔で

操作が可能な設計又は設置場所で可能な設計とする。 

補足説明資料において、操作対象機器設置場所が示されている。（表 3.6－12参照） 
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2.6.4 操作性及び試験・検査性について 

（１）操作性の確保（第 43 条第 1項第 2 号、第 43条第 1 項第 4号、第 43 条第 3項第 2 号、第 43条第 3項第 6号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため、重大事故等時の環境条件を考慮し、操作が可能な設計とするとともに、現場操作に

おいて工具を必要とする場合は、一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて、確実に作業ができる設計とし、工具は、作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、流路を含めた全体の系統構成及び切り替え操作に使用する弁等が系統図として示されている。（参照：「系統図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設） 

復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）の復水移送ポンプは、中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とし、系統構成に必要な弁は、中央制御室

又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

 

49条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型） 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から接続、弁操作等により速やかに切り替えられる設計

とする。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、付属の操作スイッチにより、設置場所での操作が可能な設計とし、系統構成

に必要な弁は、中央制御室若しくは離れた場所から遠隔で可能な設計又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに、設置場所にて輪留めによる固定等が可能な

設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を接続する接続口については、一般的に使用される工具を用いて接続可能なフランジ接続により、ホースを確実に接続することが

できる設計とする。また、ホースの接続については、接続方式及び接続口の口径を統一する設計とする。 
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（２）試験・検査（第 43 条第 1項第 3 号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できるよう、機能・性能の確認、漏えいの有無の

確認、分解点検等ができる構造とするとともに、発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は、発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き、運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な

設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設） 

復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）は、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な設

計とする。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）の復水移送ポンプは、発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.6－6参照） 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型） 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、発電用原子炉の運転中又は停止中に、独立して機能・性能及び漏えいの有

無の確認が可能な設計とするとともに、分解又は取替えが可能な設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.6－13参照） 
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2.7.1 適合方針 

（１）設置許可基準規則への適合 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処設備の抽出 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備） 

第五十条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場

合において原子炉格納容器の過圧による破損を防止するため、原

子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧

力及び温度を低下させるために必要な設備を設けなければなら

ない。 

２ 発電用原子炉施設（原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損

傷が発生した場合において短時間のうちに原子炉格納容器の過

圧による破損が発生するおそれがあるものに限る。）には、前項

の設備に加えて、原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすため

に必要な設備を設けなければならない。 

３ 前項の設備は、共通要因によって第一項の設備の過圧破損防止

機能（炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器

の過圧による破損を防止するために必要な機能をいう。）と同時

にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じた

ものでなければならない。 

 

① 技術的能力審査基準 1.7 により抽出された重大事故等対処設備が

網羅的に整理されていることを確認。また、原子炉格納容器の破

損を防止するために必要な設備が整理されていることを確認。（関

連機能（弁、配管等）は「ⅷ．」へ）（a-2.①～③） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①技術的能力審査基準 1.7 により抽出された手順毎に重大事故等対処設備が網羅的に整理されていることを確認した。 

 

a. 代替循環冷却系 

・代替循環冷却ポンプ 

 ・残留熱除去系熱交換器 

・熱交換器ユニット 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

・サプレッションチェンバ 

 

b．原子炉格納容器フィルタベント系 

・フィルタ装置 

・フィルタ装置出口側圧力開放板 

・遠隔手動弁操作設備 

・可搬型窒素ガス供給装置 

  

   ○附属設備は以下のとおり。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ①により抽出された重大事故等対処設備について、43 条要求対応

を確認するため設備分類（常設/可搬）を確認。 

 

 

 

 

③ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設

備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）として使用する設備

が重大事故等対処設備として整理されていることを確認。 

 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

・ホース延長回収車 

 

なお、必要な監視項目及び監視計器について、追補 1「5.重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力の追

補（以下、「追補」という）」の「表 1.7-2 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

添付資料 1.7.1 において、要求事項（技術的能力審査基準、設置許可基準規則及び技術基準規則）と重大事故等対処設備の対応関係が整理され

示されている。（参照：「審査基準、基準規則と対処設備との対応表」）。 

 

② 重大事故等対処設備の設備分類（常設/可搬）が「重大事故等対処設備の設備分類等」に整理されていることを確認した（常設/可搬の要求に対

する適合は、2.7.1.1 多様性及び独立性、位置的分散以降に記載されている）。 

 

補足説明資料において、耐震設計の設備分類【39条地震による損傷の防止】及び機器クラスが示されている（参照：「共-1 重大事故等対処設備

の設備分類及び選定について」）。 

 

③ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備として重大事故等対処設備が整理されていることを確認した。 

・原子炉圧力容器【その他設備】 

・原子炉格納容器【その他設備】 

・原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）【その他設備】 

・非常用交流電源設備【その他設備】 

・貯留堰【その他設備】 

・取水口【その他設備】 

・取水路【その他設備】 

・海水ポンプ室【その他設備】 

・常設代替交流電源設備【57 条】電源設備 

・所内常設蓄電式直流電源設備【57 条】電源設備 

・常設代替直流電源設備【57 条】電源設備 

・可搬型代替直流電源設備【57 条】電源設備 

・代替所内電気設備【57 条】電源設備 

・燃料補給設備【57 条】電源設備 

 

上記のうち、【】が記載されている設備については、43 条の設計方針が【】内の条文等で整理されていることを確認した。 
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２）技術的能力審査基準での対応との整合性 

審査の視点及び確認事項 

技術的能力審査基準での対応を踏まえ、対応手段ごとに「設備の目的」、その対応手段ごとに「機能喪失の想定」、「使用機器」、「系統構成」及び「その他の設備」の内容が記載されていることを確認。 

 

（設備の目的） 

① 対応手段に対して重大事故等対処設備が整理されていることを確認。 

② ①における重大事故等対処設備について、具体的な設計方針を確認。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 対応手段ごとに使用条件（どのような機能喪失時に使用するのか）が明確にされていることを確認。（機能喪失する設計基準対処設備がない場合は、使用条件を記載） 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（該当設備のみ）と手順の概略系統図が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（該当設備のみ）に記載されていることを確認。 

 

（その他の設備） 

⑥ 系統構成を踏まえ、流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）が重大事故等対処設備として記載されていることを確認。 

＜ＢＷＲの場合＞ 

例：高圧代替注水系を用いた冷却に期待する場合は、高圧代替注水系の他、原子炉圧力容器【流路】、所内蓄電式直流電源設備【電源】、復水貯蔵槽【水源】等が含まれる。 

（ただし（設備の目的）①に整理された重大事故等対処設備を除く。） 

  



   

新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。      50-5 

a.代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱）として、代替循環冷却ポンプ、残留熱除去系熱交換器、熱交換器ユニット、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及びサプレッションチェン

バを使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・代替循環冷却系は、代替循環冷却ポンプ、残留熱除去系熱交換器、配管・弁類、計測制御装置等で構成し、代替循環冷却ポンプによりサプレッションチェンバのプール水を残留熱除去系熱交換器にて冷却し、残

留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水及び原子炉格納容器内へスプレイすることで原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とする。原子炉圧力容

器に注水された水は、原子炉圧力容器又は原子炉格納容器内配管の破断口等から流出し、原子炉格納容器内へスプレイされた水とともに、ベント管を経て、サプレッションチェンバに戻ることで循環する設計と

する。 

・代替循環冷却系は、非常用交流電源設備に加えて、代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

・残留熱除去系熱交換器は、代替循環冷却系で使用する原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）並びに原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により冷却で

きる設計とする。 

・原子炉補機代替冷却水系は、淡水ポンプ及び熱交換器を搭載した熱交換器ユニット、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、配管・ホース・弁類、計測制御装置等で構成し、熱交換器ユニットを原子炉補機冷却水系に

接続し、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により熱交換器ユニットに海水を送水することで、残留熱除去系熱交換器で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

・熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の燃料は、燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の過圧破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる必要がある場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 9.3－1 図 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備系統概要図（代替循環冷却系による原子炉格納容器の減圧及び除熱））と追補の概略系統図（第 1.7.5 図 代

替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（第 9.3－1 図 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備系統概要図（代替循環冷却系による原子炉格納容器の減圧及び除熱））に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.7-1 及び図 3.7-2 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備系統概要図（代替循環冷却系による原子炉格納

容器の減圧及び除熱） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として原子炉格納容器等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。また、常設代替交流電源設備等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.7-1 及び図 3.7-2 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備系統概要図（代替循環冷却系による原子炉格納

容器の減圧及び除熱） 
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b.原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱）として、フィルタ装置、フィルタ装置出口側圧力開放板、遠隔手動弁操作設備、可搬型窒素ガス供給装置等を使用す

ることを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・原子炉格納容器フィルタベント系は、フィルタ装置（フィルタ容器、スクラバ溶液、金属繊維フィルタ、放射性よう素フィルタ）、フィルタ装置出口側圧力開放板、配管・弁類、計測制御装置等で構成し、原子

炉格納容器内雰囲気ガスを原子炉格納容器調気系等を経由して、フィルタ装置へ導き、放射性物質を低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口から排出することで、排気中に含まれる放射性物質の環境への

放出量を低減しつつ、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とする。 

・フィルタ装置は 3台を並列に設置し、排気中に含まれる粒子状放射性物質、ガス状の無機よう素及び有機よう素を除去できる設計とする。 

・格納容器圧力逃がし装置の設置許可基準規則解釈に対する設計方針については、（２）参照。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の過圧破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる必要がある場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 9.3－3 図 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備系統概要図（原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器の減圧及び除熱））と追補の概略系統図

（第 1.7-7 図 原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作含む） 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（第 9.3－3 図 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備系統概要図（原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器の減圧及び除熱））に記載されていることを確認し

た。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.7-6 原子炉格納容器フィルタベント系 系統概要図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として原子炉格納容器等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。また、所内常設蓄電式直流電源設備等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.7-6 原子炉格納容器フィルタベント系系統概要図」） 

  



   

新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。      50-7 

（２）設置許可基準規則解釈への適合 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 
 

（解釈） 

第５０条（原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備） 

１ 第１項に規定する「原子炉格納容器バウンダリを維持」とは、限

界圧力及び限界温度において評価される原子炉格納容器の漏えい

率を超えることなく、原子炉格納容器内の放射性物質を閉じ込めて

おくことをいい、「原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子

炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備」と

は、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットを設置す

ること。 

解釈第５０条第 1項 a)を踏まえ、原子炉格納容器の破損を防止する

ために必要な設備は、以下の設計方針であることを確認する。 

①原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備として、格納容

器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットを設置する方針と

していることを確認。 

 

 

 

想定する重大事故等に対して、原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備の設計方針を、以下のとおり確認した。 

 

① 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備として代替循環冷却系を設置する方針であることを確認した。代替循環冷却系は、代替循環

冷却ポンプ、残留熱除去系熱交換器、配管・弁類、計測制御装置等で構成し、代替循環冷却ポンプによりサプレッションチェンバのプール水を

残留熱除去系熱交換器にて冷却し、残留熱除去系等を経由して原子炉圧力容器へ注水及び原子炉格納容器内へスプレイすることで原子炉格納

容器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とすることを確認した。 

 

 

２ 第２項に規定する「原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損

傷が発生した場合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧

による破損が発生するおそれがあるもの」とは、原子炉格納容器

の容積が小さく炉心損傷後の事象進展が速い発電用原子炉施設で

ある、BWR 及びアイスコンデンサ型格納容器を有する PWR をいう。 

３ 第２項に規定する「原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がす

ために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）格納容器圧力逃がし装置を設置すること。 

 

解釈第５０条第２項を踏まえ、原子炉格納容器の破損を防止するた

めに必要な設備は、以下の設計方針であることを確認する。 

① 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備として、格納容

器圧力逃がし装置を設置する方針としていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備として原子炉格納容器フィルタベント系を設置する方針であることを確認した。 

原子炉格納容器フィルタベント系は、原子炉格納容器内雰囲気ガスを原子炉格納容器調気系等を経由して、フィルタ装置へ導き、放射性物質を

低減させた後に原子炉建屋屋上に設ける放出口から排出することで、排気中に含まれる放射性物質の環境への放出量を低減しつつ、原子炉格
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

② 原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために格納容器圧

力逃がし装置を設置する方針を確認。 

 

③ 補足説明資料において、乾式又は湿式の選択理由（例えば、性能や

諸外国での採用実績等の比較等）が示されていることを確認。 

 

④ 格納容器圧力逃がし装置は、原子炉格納容器の過圧破損防止に必

要な排気流量を有する設計としていることを確認。 

補足説明資料において、設計条件及び評価結果が示されているこ

とを確認。 

 

納容器内の圧力及び温度を低下できる設計とすることを確認した。 

補足説明資料（50-4 配置図、50-5 系統図）において、隔離弁やフィルタ装置の基本構成及び配置状況が示されている。 

 

② 原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために、原子炉格納容器フィルタベント系を設置する方針であることを確認した。 

 

 

③ 補足説明資料（別添資料-1 2.3.2 フィルタ装置）において、粒子状放射性物質だけではなく、無機よう素も捕捉することができることから、

フィルタ装置には湿式方式を採用していることが示されている。 

 

④ 原子炉格納容器フィルタベント系は、想定される重大事故等時において、原子炉格納容器内を減圧させるため、原子炉格納容器内で発生する蒸

気量に対して、原子炉格納容器フィルタベント系での圧力損失を考慮しても十分な排出流量を有する設計とすることを確認した。 

補足説明資料（50-7 容量設定根拠）において、炉心の崩壊熱と原子炉格納容器フィルタベント系の駆動力となる原子炉格納容器内の圧力との

関係から、設計流量を求めていることが示されている。具体的には、原子炉格納容器が最高使用圧力（427kPa[gage]）にて格納容器ベントを実

施した際に、原子炉の定格熱出力の 1%に相当する発生蒸気量 10.0kg/s を排出可能な設計としている。 

 

 

ｂ）上記３ａ）の格納容器圧力逃がし装置とは、以下に掲げる

措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の設備をいう。 

ⅰ）格納容器圧力逃がし装置は、排気中に含まれる放射性物質

を低減するものであること。 

解釈第５０条第３項 b)ⅰ)を踏まえ、格納容器圧力逃がし装置は、排

気中に含まれる放射性物質を低減する設計方針であることを確認す

る。 

① 低減する放射性物質の種類及び形態、これらが低減される設備（例

えば、エアロゾルに対してはスクラバ水で除去等）及び除去効率

を明確に示していることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

② 補足説明資料において、①で低減できない排気中に含まれる放射

性物質については、その処理方針（例えば、希ガスについては、ベ

ントによる管理放出前までに格納容器内で可能な限り減衰させる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 原子炉格納容器フィルタベント系は、原子炉格納容器内雰囲気ガス中に含まれる放射性物質をフィルタ装置（スクラバ容器、スクラバ溶液、金

属繊維フィルタ及び放射性よう素フィルタ）により低減し、大気へ放出する。放射性物質のうち、粒子状放射性物質（エアロゾル）はスクラバ

溶液及び金属繊維フィルタで、無機よう素はスクラバ溶液及び放射性よう素フィルタで、有機よう素は放射性よう素フィルタで除去するとし

ていることを確認した。 

具体的には、原子炉格納容器フィルタベント系により低減する放射性物質の種類等については、以下のとおり明確に示されていることを確

認した。 

   ・粒子状放射性物質 99.9％以上（スクラバ溶液及び金属繊維フィルタ） 

   ・無機よう素 99.8％以上（スクラバ溶液及び放射性よう素フィルタ） 

   ・有機よう素 98％以上（放射性よう素フィルタ） 

 

② 補足説明資料（別添資料-1 4.5 一般公衆の被ばくを可能な限り低減するための運用）において、①で低減できない排気中に含まれる希ガスに

ついて、可能な限り原子炉格納容器内に保持することで、時間減衰させることが示されている。 
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方針等）が示されていることを確認。 

 

③ 補足説明資料において、①の低減に係る物理メカニズムが示され

ていることを確認。 

 

④ 補足説明資料において、格納容器圧力逃がし装置の放射性物質低

減機能について、想定される環境条件等を踏まえた性能試験等に

より、除去効率に対する根拠が示されていることを確認。 

（例） 

 格納容器圧力逃がし装置の運転範囲（ベントガスの圧力、温

度、流量及び蒸気割合、フィルタ部における過熱度等） 

 採用する性能試験の試験条件（環境条件や粒径等）、結果及び

実機への適用性 

 その他、考慮すべき事項（例えば、フィルタ装置内の環境条件

（スクラバ水の pH を含む）によるスクラバ水やフィルタの除

去効率への影響、フィルタの閉塞・吸着飽和、再浮遊・再揮発

等 

 

 

 

③ 補足説明資料（別添資料-1 3.1 放射性物質の除去原理）において、スクラバ溶液によるエアロゾル及び無機よう素の除去原理、金属繊維フィ

ルタによるエアロゾルの除去原理、放射性よう素フィルタによる無機よう素及び有機よう素の除去原理が示されている。 

 

④ 原子炉格納容器フィルタベント系の放射性物質低減機能について、その除去効率に対する根拠は以下のとおり。 

   ・補足説明資料（別添資料-1 3.2 運転範囲）において、原子炉格納容器フィルタベント系の運転範囲が示されている。 

   ・補足説明資料（別添資料-1 3.3 除去性能検証試験結果）において、エアロゾル、無機よう素及び有機よう素に対する除去性能についての

試験条件及び試験結果と、女川 2 号における重大事故時の原子炉格納容器フィルタベント系の運転範囲等から、実機への適用性を検討し

①の除去性能を導いており、除去効率に対する根拠が示されている。 

   ・その他、考慮すべき事項として、以下のとおり、重大事故時の環境条件等（スクラバ溶液内の pH 条件を含む）を踏まえて除去性能に影響

を与える因子を検討しており、これらが影響を及ぼさないことが示されている。 

 粒子状放射性物質の再浮遊・フィルタの閉塞（別紙 16） 

 ガス状放射性よう素の再揮発、放射性よう素フィルタの飽和吸着（別紙 17） 

 放射性よう素フィルタ吸着材（銀ゼオライト）の劣化について（別紙 34） 

 スクラバ溶液の保有水量の設定根拠（別紙 24） 

 スクラバ溶液のｐH管理（別紙 25） 

 化学反応による発熱等の影響（別紙 29） 

 

 

ⅱ）格納容器圧力逃がし装置は、可燃性ガスの爆発防止等の対

策が講じられていること。 

 

 解釈第５０条第３項 b)ⅱ)を踏まえ、格納容器圧力逃がし装置は、

可燃性ガスの爆発防止等の対策を講じる設計方針であることを確認

する。具体的には、格納容器圧力逃がし装置における構造健全性（放

射性物質低減機能を含む）の維持を目的として、可燃性ガスによる格

納容器圧力逃がし装置への影響、この影響を踏まえた対策（原子炉格

納容器内及び格納容器圧力逃がし装置内）を確認する。 

 

（可燃性ガスによる影響の整理） 

① 考慮すべき可燃性ガスを明確にしていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（可燃性ガスによる影響の整理） 

① 原子炉格納容器フィルタベント系には、重大事故時に原子炉格納容器内にて発生する可燃性ガスが流入するため、排気中に含まれる可燃性ガ

スによる爆発を防ぐ必要があるとしていること、考慮すべき可燃性ガスは、水素及び酸素としていることを確認した。 

その考え方として、補足説明資料（別添資料-1 別紙 2水素の滞留に対する設計上の考慮）において、水素及び酸素以外では溶融炉心・コンク

リート相互作用により発生すると想定される一酸化炭素が考えられるが、その発生量は無視できるほど小さく、かつ一酸化炭素の可燃限界濃

度は水素の可燃限界濃度よりも高い（12.5vol%）ことから、水素燃焼を防止する措置により、同時に一酸化炭素の燃焼を防止することが可能で

あることが示されている。 
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② 格納容器圧力逃がし装置内における可燃性ガスの状況（例えば、

ベントライン配管内での水蒸気凝縮による水素濃度の上昇や滞留

等による水素燃焼等）及びこの状況による格納容器圧力逃がし装

置への影響（例えば、格納容器圧力逃がし装置の構造健全性（放射

性物質低減機能の喪失を含む。）への影響等）を明確にしているこ

とを確認。 

 

③ ②を踏まえて、可燃性ガスの爆発防止等の対策の方針を確認。 

（例） 

・原子炉格納容器内の不活性化 

・原子炉格納容器内で、格納容器圧力逃がし装置へ影響を及ぼさ

ない水素濃度まで低減 

・格納容器圧力逃がし装置内における滞留防止 等 

 

 

 

 

 

（格納容器圧力逃がし装置内における対策） 

④ 格納容器圧力逃がし装置内（配管を含む）における水素の滞留対

策を確認。 

 

 

 

⑤ 補足説明資料において、格納容器圧力逃がし装置内における着火

源（静電気等）が示されていることを確認。 

 

 

 

 

 

⑥ 上記の原子炉格納容器内及び格納容器圧力逃がし装置内における

対策が機能しないことが想定される場合には、これに係る格納容

器圧力逃がし装置の設計方針を確認。 

 

⑦ 補足説明資料において、⑥の具体的な内容を確認。例えば、格納容

 

② 原子炉格納容器フィルタベント系には、重大事故時に原子炉格納容器内にて発生する可燃性ガスが流入するため、排気中に含まれる可燃性ガ

スによる爆発を防ぐ必要がある（①の再掲）としていることを確認した。 

 

 

 

 

 

③ このため、原子炉格納容器フィルタベント系は、系統内をあらかじめ不活性化しておくこと、可燃性ガスが局所的に蓄積する可能性のある箇

所については、可燃性ガスを排出するためのバイパスラインを設置することを確認した。なお、原子炉格納容器内は、原子炉の通常運転中にお

いては原子炉格納容器調気系により不活性化した状態が維持されていることを確認した。 

補足説明資料（別添資料-1 別紙 2水素の滞留に対する設計上の考慮）において、原子炉格納容器フィルタベント系内における水素の状況とし

て、ベント開始直後は、原子炉格納容器内で発生する水素、水蒸気及び窒素からなるベントガスが系統内に流入するが、系統内は不活性化され

酸素濃度が低く維持されているため、高濃度の水素が系統内に流入しても水素爆発に至らないことが示されている。また、酸素濃度をドライ条

件で管理することから、水蒸気が凝縮することによる影響がないことが以下のとおり示されている。 

 ・格納容器内雰囲気は通常運転時から不活性化（ドライ条件で酸素濃度 2.5vol%以下に管理）することに加え、水の放射線分解によって発生

する酸素を考慮しても、格納容器ベント実施時において酸素濃度を可燃限界であるドライ条件で 5vol%未満に管理することで、水素及び酸素が

同時に可燃限界に到達することを防止する。 

 

（格納容器圧力逃がし装置内における対策） 

④ 原子炉格納容器フィルタベント系は、系統内をあらかじめ不活性化しておくこと、可燃性ガスが局所的に蓄積する可能性のある箇所について

は、可燃性ガスを排出するためのバイパスラインを設置すること（③の再掲）を確認した。 

補足説明資料（別添資料-1 別紙 2 水素の滞留に対する設計上の考慮）において、フィルタ装置上流の配管及びフィルタ装置下流の配管に繋

がる枝管は、原則、下向き枝管又は水平枝管とし、上向き枝管については、不燃限界長さ以内の確認、換気限界長さ以内の確認又は爆轟が発生

したとしても健全性が維持されることを確認することが示されている。 

⑤ 補足説明資料（別添資料-1 別紙 2 水素の滞留に対する設計上の考慮）において、水素爆発の条件として、水素濃度 4vol%かつ酸素濃度 5vol%

以上の条件に加えて、着火源又は 500℃以上の発熱源が必要となるが、格納容器内における着火源又は 500℃以上の発熱源の不確かさが大きい

ため、酸素濃度を管理することで水素爆発を防止することが示されている。さらに、ベント実施直後は、格納容器からのベントガスによって系

統内の窒素が押し出され、圧力開放板以降の空気が排出されることから、放出端までの範囲で高濃度の水素が空気と触れず、水素爆発が発生す

ることはないと考えられる、また、放出端から先については、大気であるものの、大気中には着火源等がなく、水素爆発は発生しないと考えら

れる。 

 

⑥ 該当なし。 

 

 

 

⑦ 該当なし。 
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器圧力逃がし装置内における水素燃焼により、 

・ 放射性物質低減機能の一部が喪失した場合でも、環境への Cs-

137 放出量の評価値が基準を下回っていること 

・ 放射性物質低減機能を除く格納容器圧力逃がし装置の構造健

全性が維持されること 

が示されていることを確認。 

 

 

 

ⅲ）格納容器圧力逃がし装置の配管等は、他の系統・機器（例え

ば SGTS）や他号機の格納容器圧力逃がし装置等と共用しないこ

と。ただし、他への悪影響がない場合を除く。 

 解釈第５０条第３項 b)ⅲ)を踏まえ、格納容器圧力逃がし装置は、以

下の設計方針であることを確認する。 

① 格納容器圧力逃がし装置の配管等が、他の系統・機器（例えば SGTS）

や他号機の格納容器圧力逃がし装置等と共用しない設計であるこ

とを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ①で共用する方針である場合は、他への悪影響がないことを確認。

例えば、他への悪影響がないこととは、格納容器圧力逃がし装置

と他の系統が分離され、意図しないところへの放射性物質、水素

の回り込み・滞留に対する考慮がなされているか等を確認。 

  

 

 

 

 

 

 

① 原子炉格納容器フィルタベント系は、他の発電用原子炉とは共用しない設計とすることを確認した。また、原子炉格納容器フィルタベント系

は、原子炉格納容器内雰囲気ガスを原子炉格納容器調気系等を経由して、フィルタ装置へ導き、放射性物質を低減された後に原子炉建屋上に設

ける放出口から排出することを確認した。 

補足説明資料（別添資料-1 別紙 19 原子炉格納容器フィルタベント系の主ライン及び弁の構成）において、原子炉格納容器フィルタベント系

は、原子炉建屋原子炉棟換気空調系、非常用ガス処理系及び耐圧強化ベント系と配管を共有することから、ベントを実施する際には、他系統

（原子炉建屋原子炉棟換気空調系、非常用ガス処理系及び耐圧強化ベント系）と弁（直列に二重に設置）により隔離し経路を構成することが示

されている。これらの隔離弁は通常時閉状態であり、このうち、重大事故時以外に開操作する可能性のある隔離弁（原子炉建屋原子炉棟換気空

調系及び非常用ガス処理系）は、駆動源喪失時においても格納容器バウンダリを維持できるようフェイルクローズが可能な空気作動弁（AO 弁）

とし、重大事故時に開操作する可能性のある隔離弁（耐圧強化ベント系）は、通常時閉運用の電動弁とすることが示されている。また、これら

の弁は、通常時閉運用の格納容器第二隔離弁であり、事故時に放射性物質が格納容器外へ流出することを防止するため、格納容器隔離信号によ

る自動閉止インターロックにより確実に格納容器バウンダリを維持することが示されている。 

 

② ①を踏まえて、原子炉格納容器フィルタベント系と他の系統・機器を隔離する弁は、直列で二重に設置し、確実に隔離することで悪影響を及ぼ

さないことを確認した。 

補足説明資料（別添資料-1 別紙 19 原子炉格納容器フィルタベント系の主ライン及び弁の構成）において、200℃、2Pd の環境下における隔離

弁の閉じ込め機能の維持に関すること等が示されている。 

 

 

ⅳ）また、格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じ

て、原子炉格納容器の負圧破損を防止する設備を整備すること。 

 解釈５０条第３項 b)ⅳ)を踏まえ、格納容器圧力逃がし装置は、以下

の設計方針であることを確認する。 

① 格納容器圧力逃がし装置の使用に際しては、必要に応じて原子炉

格納容器の負圧破損を防止する設備を整備する設計としているこ

 

 

 

 

 

① 原子炉格納容器スプレイを行う場合において、原子炉格納容器の負圧破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力を監視し、規定の圧力ま

で減圧した場合は原子炉格納容器スプレイを停止する運用とすること、また、原子炉格納容器フィルタベント系の使用後においても原子炉格
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とを確認。 

 

② 事象発生７日後以降に格納容器ベントによる管理放出を停止し、

他の原子炉格納容器の除熱対策へ移行する場合には、原子炉格納

容器の負圧破損に至る可能性があることから、補足説明資料にお

いて、以下が示され、負圧破損防止対策の成立性が示されている

ことを確認。 

・ 負圧破損に至る可能性があるタイミング前後における事象進

展 

・ 負圧破損を防止（例えば、原子炉格納容器内へのガス供給）す

るための設備、手順及び成立性（現場操作を伴う場合は、その

場所の放射線量等を含む） 

・ フィルタベントラインを活用してガス供給を行う方針である

場合は、それ以外の供給ライン 
 

納容器の負圧破損を防止するために、可搬型窒素ガス供給装置を用いて原子炉格納容器内に窒素を供給する設計とすることを確認した。 

 

② 補足説明資料（重大事故等対策の有効性評価について 添付資料 2.1.1 安定状態について）において、格納容器ベント停止時は、ベント停止前

に可搬型窒素ガス供給装置により格納容器内に窒素注入することで格納容器圧力を昇圧し（負圧破損防止のため）、その後、残留熱除去系又は

代替循環冷却系を用いた格納容器除熱を開始すること、残留熱除去系が使用可能な場合の格納容器除熱はサプレッションプール水冷却運転を

優先すること、格納容器スプレイを実施する場合は、格納容器内の急激な蒸気凝縮により格納容器圧力が負圧になることを防止するため、格納

容器スプレイ停止設定値を設けることが示されている。（手順及び操作の成立性については、技術的能力の確認事項で確認。） 

 

 

ⅴ）格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、人力により容易かつ確

実に開閉操作ができること。 

 

 解釈５０条第３項 b)ⅴ)を踏まえ、格納容器圧力逃がし装置は、以下

の設計方針であることを確認する。 

① 格納容器圧力逃がし装置の隔離弁は、信頼性を確保したうえで、

バイパスラインも含め、全てのラインについて人力により容易か

つ確実に開閉操作ができることを確認。 

 

 

 

 

 

② 格納容器圧力逃がし装置による管理放出の実施を、原子炉格納容

器圧力を起点としている場合（例えば、原子炉格納容器圧力 1.9Pd

で実施）、補足説明資料において、原子炉格納容器圧力が 2Pd に到

達するまでの時間と手動操作で隔離弁を全開にするまでの時間、

加えて、隔離弁開度と逃がし容量との関係が示され、2Pd に到達す

るまでに、格納容器圧力逃がし装置による管理放出が実施できる

ことが示されていることを確認。この際あらかじめ、格納容器フ

ィルタベント隔離弁及びバイパス弁の駆動源の信頼性並びに現場

 

 

 

 

 

 

① 原子炉格納容器フィルタベント系の隔離弁（出口隔離弁（D/W ベント用、S/C ベント用）、FCVS ベントライン隔離弁（A）(B））は、遠隔手動弁

操作設備により原子炉建屋付属棟内から人力操作が可能であることを確認した。 

 具体的には、補足説明資料（別添資料-1 別紙 19 原子炉格納容器フィルタベント系の主ライン及び弁の構成）において、原子炉格納容器フ

ィルタベント系は、サプレッションチェンバからのベントを基本とするが、長期的にも溶融炉心、水没等により悪影響を受けないよう、ドライ

ウェルからのベント経路も設置することで、２つの排気経路を設けること、フィルタ装置側の隔離弁は、多重化することで、確実に排気経路を

構成することが示されている。また、補足説明資料（別添資料-1 別紙 28 ベントに必要な隔離弁の原子炉建屋付属棟内からの操作性及び操作

位置）において、遠隔手動弁操作設備の成立性等が示されている。 

 

② 炉心損傷後の格納容器ベントにおける現場での手動操作（人力による遠隔操作）は、115 分以内に実施可能であることに対して、ベントを実施

する有効性評価シナリオのうち、最もベント実施操作の余裕時間が短い「雰囲気圧力･温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（代替循

環冷却系が使用できない場合）」において、ベント実施基準（サプレッションプール通常運転水位＋約 2m）から格納容器限界圧力を下回る

0.854MPa[gage]（2Pd）に到達するまで約 6時間あり、十分な時間があることから、確実にベント実施可能であることが示されている。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

手動操作機能への近接性の確認を行うとしていることを確認。 

 

③ 隔離弁に AO 弁を用いる場合には、補足説明資料において、開保持

が可能であることを確認。 

 

 

 

③ 該当なし 

 

ⅵ）炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格

納容器圧力逃がし装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又

は離隔等の放射線防護対策がなされていること。 

 解釈５０条第３項 b)ⅵ)を踏まえ、格納容器圧力逃がし設備は、以下

の設計方針であることを確認する。 

① 炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で格納容器

圧力逃がし装置の隔離弁の操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の

放射線防護対策がなされる方針であることを確認。 

 

 

② 補足説明資料において、隔離弁人力操作場所の線量が示されてい

ることを確認。 

 

 

 

 

 

① 原子炉格納容器フィルタベント系の出口隔離弁（D/W ベント用、S/C ベント用）及び FCVS ベントライン隔離弁(A)(B)の手動操作場所は、原子炉

建屋付属棟内とし、遠隔手動弁操作設備の操作場所には、必要に応じて遮蔽材を設置することとしていることを確認した。 

 

 

 

② 補足説明資料（別添資料-1 別紙 21 原子炉格納容器フィルタベント系の運用について）において、隔離弁人力操作場所の線量が示されてお

り、作業員の実効線量は緊急作業時の線量限度である 100mSv 以下（S/C ベント用出口隔離弁の現場操作において 78mSv）であることが示され

ている。 

 

 

 解釈５０条第３項 b)ⅵ)を踏まえ、格納容器圧力逃がし装置は、以下

の設計方針であることを確認する。 

① ラプチャーディスクを使用する方針か確認。使用する方針の場  

  合、バイパス弁を併置する方針か確認。 

 

② バイパス弁を併置しない場合、ラプチャーディスクの使用目的及

びフィルタベント設備の使用の妨げにならないよう、十分に低い圧

力に設定されたラプチャーディスクを使用する方針か確認。 

 

 

ⅶ）ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を併置

すること。ただし、格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げに

ならないよう、十分に低い圧力に設定されたラプチャーディ

スク（原子炉格納容器の隔離機能を目的としたものではな

く、例えば、配管の窒素充填を目的としたもの）を使用する

場合又はラプチャーディスクを強制的に手動で破壊する装

置を設置する場合を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 原子炉格納容器フィルタベント系の系統内に設けるフィルタ装置出口側圧力開放板は、原子炉格納容器フィルタベント系の使用の妨げになら

ないよう、原子炉格納容器からの排気圧力と比較して十分に低い圧力で破裂する設計としていることを確認した。 

補足説明資料（別添資料-1 ）の 2.系統設計において、バイパス弁は併置しない方針であることを確認した。 

② 原子炉格納容器フィルタベント系の系統内に設けるフィルタ装置出口側圧力開放板は、原子炉格納容器フィルタベント系の使用の妨げになら

ないよう、原子炉格納容器からの排気圧力と比較して十分に低い圧力で破裂する設計としていること（①の再掲）を確認した。具体的には、フ

ィルタ装置出口側圧力開放板は、原子炉格納容器からの排気圧力と比較して十分に低い約 100kPa[gage]にて破裂し排気の妨げとならないこと

を確認した。 

  補足説明資料（別添資料-1）の 2. 系統設計において、原子炉格納容器フィルタベント系の排気管には圧力開放板を設け、水素爆発防止のた
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

③ 補足説明資料において、ラプチャーディスクが曝される環境条 

件等を踏まえ、フィルタベント設備による管理放出の実施の妨げと

ならないことが示されていることを確認。（b-7-1.②及び③） 

 

め系統内に不活性ガス（窒素）を封入した状態で待機する際の大気との隔壁とすることが示されている。 

 

③ 補足説明資料（別添資料-1 別紙 27 原子炉格納容器フィルタベント系の外部事象に対する考慮について）において、凍結等の自然現象等を

踏まえても原子炉格納容器フィルタベント系による管理放出の実施の妨げとならないことが示されている。 

 

ⅷ）格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び水没

の悪影響を受けない場所に接続されていること。 

 

解釈５０条第３項 b)ⅷ)を踏まえ、格納容器圧力逃がし装置は、以下

の設計方針であることを確認する。 

① 格納容器圧力逃がし装置は、長期的にも溶融炉心及び水没の影響

を受けない場所に接続されているかを確認。その際、補足説明に

おいて、ドライウェルベントラインの取り出し位置が格納容器下

部に落下した溶融炉心を水没させる位置よりも上に設置されてい

ることが示されていることを確認。 

 

② ＢＷＲプラントの場合、ウェットウェルベントラインの水没評価

について、減圧時のプール水の体積膨張等を考慮しても、水没し

ないことを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

① 原子炉格納容器フィルタベント系は、サプレッションチェンバ側及びドライウェル側のいずれからも排気を可能とし、サプレッションチェン

バ側からの排気では水面からの高さを確保すること、また、ドライウェル側からの排気では燃料有効長頂部よりも高い位置に接続箇所を設け

ることにより、長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けないことを確認した。 

補足説明資料（別添資料-1 別紙 19 原子炉格納容器フィルタベント系の主ライン及び弁の構成）における 4. 格納容器からの取り出し位置及

び設計において、ドライウェルからのベント配管取出位置が燃料有効長頂部よりも上に設置されていることが示されている。 

 

② 補足説明資料（別添資料-1 別紙 18 ベントタイミングに係る外部水源からの注水量）において、有効性評価の原子炉格納容器フィルタベント

系を使用するシーケンス（雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））において、サプレッションプール水位がベントライ

ンに到達しないこと、また、中央制御室からのベント操作に失敗し、現場でのベント操作を行う場合において、その期間に原子炉注水を継続し

た場合においてもサプレッションプール水位がベントラインに到達しないことが示されている。 

 

 

ⅸ）使用後に高線量となるフィルター等からの被ばくを低減す

るための遮蔽等の放射線防護対策がなされていること。 

解釈５０条第３項 b)ⅸ)を踏まえ、格納容器圧力逃がし装置は、以下

の設計方針であることを確認する。 

① 事故収束後に近接可能なように、使用後に高線量となるフィルタ

等からの被ばくを低減するための遮蔽等の放射線防護対策がなさ

れているか確認。 

 

 

 

 

 

 

① 原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置等の周囲に遮蔽壁を設置することを確認した。 

  補足説明資料（別添資料-1 別紙 35 原子炉格納容器フィルタベント系 使用後の保管管理）において、保管管理方針が示されている。 

 

４ 第３項に規定する「適切な措置を講じたもの」とは、多様性

及び可能な限り独立性を有し、位置的分散を図ることをいう。 

解釈５０条第４項を踏まえ、格納容器圧力逃がし装置は、以下の設

計方針であることを確認する。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

① 格納容器圧力逃がし装置は、共通要因によって格納容器代替循

環冷却系と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、多

様性及び可能な限り独立性を有し、位置的分散を図ることを確

認。 

 

① 原子炉格納容器フィルタベント系は、代替循環冷却系に対して原理の異なる冷却及び減圧手段を用いることにより多様性を有する設計とする

こと、原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置及びフィルタ装置出口側圧力開放板は、原子炉建屋原子炉棟内に設置すること、代替

循環冷却系の代替循環冷却ポンプは原子炉建屋付属棟内に設置すること、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は原子炉建屋

から離れた屋外に分散して保管すること並びに原子炉格納容器フィルタベント系と代替循環冷却系は流路を分離することにより可能な限りの

独立性を有し、位置的分散が図られていることを確認した。 

 

上記で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 43 条への適合性を確認する。 

補足説明資料において、設計方針等が記載された SA 設備の基準適合性一覧表及び類型化分類（共-2 類型化区分及び適合内容）が示されている。（参照：「SA設備基準適合性一覧表」） 
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2.7.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 

a. 設計基準事故対処設備等との多重性（第 43 条第 2項第 3 号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等の安全機能と、共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適

切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

   50 条で整理する重大事故等対処設備のうち、代替循環冷却系については、常設重大事故緩和設備として以下を考慮していることを確認した。また、原子炉格納容器フィルタベント系については、48 条の常設重大事故

防止設備としての設計方針も合わせて確認した。補足説明資料において、設備等の位置的分散等の配置状況が示されている。（参照：「配置図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

代替循環冷却系（代替循環冷却ポンプ、残

留熱除去系熱交換器）及び原子炉格納容器

フィルタベント系 

以下の設計方針であることを確認した。 

 代替循環冷却系及び原子炉格納容器フィルタベント系は、共通要因によって同時に機能を損なわないよう、原理の異なる冷却及び原子炉格納容器内の減圧手段を用いるこ

とで多様性を有する設計とする。 

 代替循環冷却系は、非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。また、原子炉格納容器フィルタベント系

は、非常用交流電源設備に対して多様性を有する所内常設蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備からの給電により駆動できる設計とす

る。また、原子炉格納容器フィルタベント系は、人力により排出経路に設置される隔離弁を操作できる設計とすることで、代替循環冷却系に対して駆動源の多様性を有す

る設計とする。 

 代替循環冷却系の代替循環冷却ポンプは原子炉建屋付属棟内に、残留熱除去系熱交換器及びサプレッションチェンバは原子炉建屋原子炉棟内に設置し、原子炉格納容器フ

ィルタベント系のフィルタ装置及びフィルタ装置出口側圧力開放板は原子炉建屋原子炉棟内の異なる区画に設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 

 代替循環冷却系と原子炉格納容器フィルタベント系は、共通要因によって同時に機能を損なわないよう、流路を分離することで独立性を有する設計とする。 

 これらの多様性及び流路の独立性並びに位置的分散によって、代替循環冷却系と原子炉格納容器フィルタベント系は、互いに重大事故等対処設備として、可能な限りの独

立性を有する設計とする。 

補足説明資料において、設計基準事故対処設備と原子炉格納容器フィルタベント系及び設計基準事故対処設備と原子炉補機代替冷却水系の多様性、位置的分散について示され

ている。（表 3.7-10 参照） 

 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43 条第 3 項第 7号） 

43 条の設計方針において、可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と、共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

50条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故防止設備はないが、可搬型重大事故緩和設備として以下を考慮していることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

代替循環冷却系（熱交換器ユニット、大容

量送水ポンプ（タイプⅠ）） 

以下の設計方針であることを確認した。 

・代替循環冷却系及び原子炉格納容器フィルタベント系は、共通要因によって同時に機能を損なわないよう、原理の異なる冷却及び原子炉格納容器内の減圧手段を用いるこ

とで多様性を有する設計とする。 

・代替循環冷却系に使用する原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、原子炉建屋から離れた屋外に分散して保管することで、原子

炉建屋内の原子炉格納容器フィルタベント系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

c. 共用の禁止（第 43 条第 2 項第 2号） 

50 条で整理する常設重大事故等対処設備は、2以上の原子炉施設において共用しないことを確認した。 
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d. 複数の接続口（第 43 条第 3 項第 3号） 

43 条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備のうち、原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備と常設設備との接続口は、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、建屋の異

なる面の隣接しない位置又は屋内及び建屋面の適切に離隔した位置に複数箇所設置することを確認した。 

50 条で整理する可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

代替循環冷却系（熱交換器ユニット） 熱交換器ユニットの接続口は、共通要因によって接続できなくなることを防止するため、互いに異なる複数箇所に設置し、かつ原子炉格納容器フィルタベント系と異なる区画

に設置する設計とすることを確認した。 

 

e. 保管場所（第 43 条第 3項第 5 号） 

50 条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

代替循環冷却系（熱交換器ユニット、大容

量送水ポンプ（タイプⅠ）） 

代替循環冷却系に使用する原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、原子炉建屋から離れた屋外に分散して保管することで、原子炉

建屋内の原子炉格納容器フィルタベント系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とすることを確認した。 

  



   

新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。      50-18 

2.7.1.2 悪影響防止（第 43 条第 1 項第 5号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し、発電用原子炉施設

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

代替循環冷却系 以下の設計方針であることを確認した。 

・代替循環冷却系は、通常時は弁により他の系統と隔離し、重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

・サプレッションチェンバのプール水に含まれる放射性物質の系外放出を防止するため、代替循環冷却系は閉ループにて構成する設計とする。 

・代替循環冷却系に使用する原子炉補機代替冷却水系は、通常時は熱交換器ユニットを接続先の系統と分離して保管し、重大事故等時に接続、弁操作等により重大事故等対処

設備としての系統構成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む）と原子炉補機代替冷却水系を同時に使用しないことにより、相互の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、輪留めによる固定等をすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系 以下の設計方針であることを確認した。 

・原子炉格納容器フィルタベント系は、通常時は弁により他の系統と隔離し、重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

・原子炉格納容器フィルタベント系は、重大事故等時の排出経路と原子炉建屋原子炉棟換気空調系、非常用ガス処理系及び耐圧強化ベント系の他系統及び機器との間に隔離弁

を直列に 2個設置し、原子炉格納容器フィルタベント系使用時に確実に隔離することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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2.7.2 容量等（第 43 条第 2 項第 1号、第 43 条第 3項第 1 号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては、設計基準対象施設の容量等の仕様が、系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であ

ることを確認した上で、設計基準対象施設としての容量等と同仕様の設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので、重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を

補う必要があるものについては、その後の事故対応手段と合わせて、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系

統及び機器を使用するものについては、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、容量設定根拠が示されている。（参照：「容量設定根拠」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

代替循環冷却系（代替循環冷却ポンプ、残

留熱除去系熱交換器） 

代替循環冷却系は、系統の圧力損失を考慮しても、原子炉格納容器の破損を防止するために必要な除熱能力を有することを確認した。 

以下の設計方針であることを確認した。 

・代替循環冷却ポンプは、原子炉格納容器の過圧破損防止に必要となる原子炉格納容器への注水及び原子炉格納容器へのスプレイが可能な容量を有する設計とする。 

・代替循環冷却系の残留熱除去系熱交換器は、設計基準事故対処設備の残留熱除去系と兼用しており、設計基準事故対処設備としての伝熱容量が、炉心の著しい損傷が発生し

た場合において、原子炉格納容器の破損を防止するために必要な伝熱容量に対して十分であるため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

・代替循環冷却系で使用する原子炉補機代替冷却水系は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉補機代替冷却水系での圧力損失を考慮しても原子炉格納容器の破

損を防止するために必要な伝熱容量を有する設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系 以下の設計方針であることを確認した。 

・原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置は、想定される重大事故等時において、原子炉格納容器内を減圧させるため、原子炉格納容器内で発生する蒸気量に対して、

原子炉格納容器フィルタベント系での圧力損失を考慮しても十分な排出流量を有する設計とする。 

・フィルタ装置は 3台を並列に設置し、フィルタ装置 1台当たりの排出流量を同等とする設計とする。 

・フィルタ装置は、想定される重大事故等時において、粒子状放射性物質に対する除去効率が 99.9%以上確保できる設計とする。 

・スクラバ溶液の待機時の薬物添加濃度は、想定される重大事故等時のスクラバ溶液の pH 値の低下を考慮しても、無機よう素に対する除去効率が放射性よう素フィルタと組

合せて 99.8%以上確保できる pH 値を維持できる設計とする。 

・フィルタ装置のスクラバ溶液は、補給による水位の確保及びサプレッションチェンバへの移送が可能な設計とする。 

・フィルタ装置は 3台を並列に設置し、各フィルタ装置の水位を同等にする設計とする。 

・フィルタ装置の金属繊維フィルタは、想定される重大事故等時において、金属繊維フィルタに流入するエアロゾル量に対して十分な容量を有する設計とする。 

・フィルタ装置の放射性よう素フィルタの銀ゼオライト吸着層は、想定される排気ガスの流量に対して、有機よう素に対する除去効率が 98%以上となるために必要な排気ガス

滞留時間を確保できる吸着層の厚さを有する設計とする。 

・フィルタ装置出口側圧力開放板は、原子炉格納容器フィルタベント系の使用の妨げにならないよう、原子炉格納容器からの排気圧力と比較して十分に低い圧力で破裂する設

計とする。 
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43 条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備は、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とするとともに、設備の機能、信頼度等を考慮し、予備を含めた保有数を確保することにより、必要な容量等

に加え、十分に余裕のある容量等を有する設計とすること等を確認した。 

  50 条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

代替循環冷却系（熱交換器ユニット、大容

量送水ポンプ（タイプⅠ）） 

以下の設計方針であることを確認した。 

・原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、残留熱除去系熱交換器で発生した熱を除去

するために必要な伝熱容量及びポンプ流量を有する熱交換器ユニット 1 セット 1台と大容量送水ポンプ（タイプⅠ）1セット 1台を使用する。また、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）は、注水設備及び水の供給設備との同時使用時には更に 1セット 1台使用する。熱交換器ユニットの保有数は、2セット 2台に加えて、故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として 1台の合計 3台を保管する。大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の保有数は、2セット 4台に加えて、故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップ用として 1台の合計 5台を保管する。 

・原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、想定される重大事故等時において、代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び

除熱と燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱を同時に使用するため、各系統の必要な容量を同時に確保できる容量を有する設計とする。 
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2.7.3 環境条件等 

a.環境条件及び荷重条件（第 43 条第 1項第 1 号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発揮できるよう、その設置場所（使用場所）

又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、設備等の配置状況（参照：「配置図」）が示され、配置状況における環境条件（参照：「共-2 類型化区分及び適合内容」）が示されている。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

代替循環冷却系（代替循環冷却ポンプ、残

留熱除去系熱交換器、熱交換器ユニット及

び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）） 

 

 

 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 代替循環冷却系の代替循環冷却ポンプは原子炉建屋付属棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 代替循環冷却系の残留熱除去系熱交換器は原子炉建屋原子炉棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 代替循環冷却系に使用する原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は屋外に保管及び設置し、想定される重大事故等時における環境

条件を考慮した設計とする。 

 また、熱交換器ユニットの海水通水側及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、使用時に海水を通水するため、海水影響を考慮した設計とし、海から直接取水する際の異物の

流入防止を考慮した設計とする。 

・代替循環冷却系運転後における配管等の周囲の線量低減のため、フラッシングが可能な設計とする。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表3.7-2及び表3.7-3参照） 

原子炉格納容器フィルタベント系 以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置及びフィルタ装置出口側圧力開放板及び遠隔手動弁操作設備（操作部を除く。）は、原子炉建屋原子炉棟内に、遠隔手動弁

操作設備の操作部を原子炉建屋付属棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表3.7-12参照） 
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b.現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6 号、第 43 条第 3 項第 4号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所の選定、遮蔽の設置等により

設置場所で操作できる設計又は放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作できる設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

代替循環冷却系（代替循環冷却ポンプ、熱

交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）） 

代替循環冷却系の使用時は、系統配管の周辺が高線量となるため、使用開始後に操作が必要な弁及びポンプは遠隔操作ができる設計とすることを確認した。 

以下の設計方針であることを確認した。 

・代替循環冷却ポンプの操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室で可能な設計とする。 

・代替循環冷却系の系統構成に必要な弁の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室から遠隔で可能な設計とする。代替循環冷却系運転後における弁の操作

は、配管等の周囲の線量を考慮して、中央制御室から遠隔で可能な設計とする。 

・熱交換器ユニットの常設設備との接続及び操作は、想定される重大事故等時において設置場所で可能な設計とする。 

・原子炉補機代替冷却水系の系統構成に必要な弁の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の熱交換器ユニットとの接続及び操作は、想定される重大事故等時において、設置場所で可能な設計とする。 

補足説明資料において、操作対象機器設置場所が示されている。（表 3.7-4 参照） 

原子炉格納容器フィルタベント系 以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器フィルタベント系の排出経路に設置される隔離弁は、中央制御室から操作が可能な設計とする。 

 排出経路に設置されるこれらの隔離弁の遠隔手動弁操作設備の操作部を原子炉建屋付属棟内へ設け、必要に応じた遮蔽の設置により、想定される重大事故等時において、離

れた場所から人力で容易かつ確実に手動操作が可能な設計とする。 

 フィルタ装置は、原子炉建屋原子炉棟内に設置することで、屋外又は原子炉建屋付属棟内で実施するスクラバ溶液の補給操作が可能な設計とする。 

補足説明資料において、操作対象機器設置場所が示されている。（表3.7-13参照） 
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2.7.4 操作性及び試験・検査性について 

（１）操作性の確保（第 43 条第 1項第 2 号、第 43 条第 1 項第 4号、第 43 条第 3項第 2 号、第 43 条第 3項第 6号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため、重大事故等時の環境条件を考慮し、操作が可能な設計とするとともに、現場操作に

おいて工具を必要とする場合は、一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて、確実に作業ができる設計とし、工具は、作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とすること等を確認した。 

   補足説明資料において、流路を含めた全体の系統構成及び切り替え操作に使用する弁等が系統図として示されている。（参照：「系統図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

代替循環冷却系（代替循環冷却ポンプ、熱

交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）） 

以下の設計方針であることを確認した。 

・代替循環冷却系は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

・代替循環冷却ポンプ及び系統構成に必要な弁は、中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。また、代替循環冷却系の運転中に残留熱除去系ストレーナが

閉塞した場合においては、逆洗操作が可能な設計とする。 

・代替循環冷却系に使用する原子炉補機代替冷却水系は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から接続、弁操作等により速やかに切り替えられる設計とす

る。 

・原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、付属の操作スイッチにより、設置場所での操作が可能な設計とする。 

・原子炉補機代替冷却水系の系統構成に必要な弁の操作は、中央制御室での操作スイッチによる操作又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

・熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに、設置場所にて輪留めによる固

定等が可能な設計とする。 

・熱交換器ユニットを接続する接続口については、一般的に使用される工具を用いて接続可能なフランジ接続によりホースを確実に接続することができる設計とする。ま

た、ホースの接続については、接続方式及び接続口の口径を統一する設計とする。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ）と熱交換器ユニットとの接続は、簡便な接続とし、接続治具を用いてホースを確実に接続できる設計とする。また、ホースの接続について

は、接続方式を統一する設計とする。 

原子炉格納容器フィルタベント系 以下の設計方針であることを確認した。 

・原子炉格納容器フィルタベント系は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

・原子炉格納容器フィルタベント系使用時の排出経路に設置される隔離弁は、中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とし、また、炉心の著しい損傷が発生した

場合において、現場において人力で弁の操作ができるよう、遠隔手動弁操作設備を設置する。 

・遠隔手動弁操作設備の操作場所は、原子炉建屋付属棟内とし、必要に応じて遮蔽材を設置することで、容易かつ確実に操作が可能な設計とする。 
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（２）試験・検査（第 43 条第 1項第 3 号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できるよう、機能・性能の確認、漏えいの有無の

確認、分解点検等ができる構造とするとともに、発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は、発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き、運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な

設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

代替循環冷却系（代替循環冷却ポンプ、残

留熱除去系熱交換器、熱交換器ユニット及

び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）） 

以下の設計方針であることを確認した。 

・代替循環冷却系は、発電用原子炉の運転中又は停止中に弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。また、代替循環冷却ポンプ及び残留熱除去系熱交換器は、発電用原子炉

の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

・代替循環冷却系に使用する原子炉補機代替冷却水系は、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な設計と

する。また、原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニットの淡水ポンプ及び熱交換器は、発電用原子炉の運転中又は停止中に分解又は取替えが可能な設計とする。 

・原子炉補機代替冷却水系の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、発電用原子炉の運転中又は停止中に独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするととも

に、分解又は取替えが可能な設計とする。また、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、車両としての運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とす

る。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.7-5、表 3.7-6 及び表 3.7-7 参照） 

原子炉格納容器フィルタベント系 以下の設計方針であることを確認した。 

・原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置は、発電用原子炉の停止中に内部構造物の外観の確認が可能な設計とする。また、放射性よう素フィルタは、発電用原子

炉の停止中に内部構造物の外観の確認及び内部に設置されている銀ゼオライト試験片を用いた性能の確認が可能な設計とする。 

・フィルタ装置出口側圧力開放板は、発電用原子炉の停止中に取替えが可能な設計とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表3.7-14参照） 
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女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備（第５１条）） 

 

技術的能力基準 1.8 で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 51 条及び第 43 条への適合性を確認する。 

  

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備（第５１条） 

2.8.1 適合方針 ................................................................................................................................................................................ 51-2 

（１）設置許可基準規則への適合 ............................................................................................................................................................... 51-2 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処設備の抽出 ......................................................................................................................... 51-2 
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2.8.1 適合方針 

（１）設置許可基準規則への適合 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処設備の抽出 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備） 

第五十一条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した

場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、溶融し、原

子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために必要な設

備を設けなければならない。 

① 技術的能力審査基準 1.8 により抽出された重大事故等対処設備が

網羅的に整理されていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 技術的能力審査基準 1.8 により抽出された手順毎に重大事故等対処設備が網羅的に整理されていることを確認した。 

 

ⅰ）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却に用いる設備 

 

a. 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水 

・復水移送ポンプ 

・復水貯蔵タンク 

 

b. 原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水 

     ・代替循環冷却ポンプ 

   ・サプレッションチェンバ 

 

c. 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

 

d. 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水 

 

e. 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水 

 

f. 代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水 

 

原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却に用いる設備のうち、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器代替スプレ

イ冷却系（可搬型）については、「原子炉格納容器内の冷却等のための設備【49 条】」に整理されているものと同じであることを確認した。 

また、代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水については、「原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備【50 条】」に整理され

ているものと同じであることを確認した。 

 

 

ⅱ）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止に用いる設備 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ①により抽出された重大事故等対処設備について、43 条要求対応

を確認するため設備分類（常設/可搬）を確認。 

 

 

 

③ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設

備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）として使用する設備

が重大事故等対処設備として整理されていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a. 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

 

 b. 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

 

 c. 高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

 

 d. 代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水 

 

 e. ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

 

溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止に用いる設備のうち、低圧代替注水系(常設)（復水移送ポンプ）及び低圧代替注水系(可搬型)

については、「原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備【47 条】」に整理されているものと同じであることを確

認した。 

高圧代替注水系については、「原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備【45 条】」と同じであることを確認した。 

代替循環冷却系については、「原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備【50 条】」と同じであることを確認した。 

また、ほう酸水注入系については、「緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備【44 条】」と同じであることを確認した。 

 

添付資料 1.8.1 において、要求事項（技術的能力審査基準、設置許可基準規則及び技術基準規則）と重大事故等対処設備の対応関係が整理され示

されている。（参照：「審査基準、基準規則と対処設備との対応表」）。 

 

② 重大事故等対処設備の設備分類（常設/可搬）が「重大事故等対処設備の設備分類等」に整理されていることを確認した（常設/可搬の要求に対

する適合は、2.8.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 以降に記載されている）。 

補足説明資料において、耐震設計の設備分類【39 条地震による損傷の防止】及び機器クラスが示されている（参照：「共-1 重大事故等対処設

備の設備分類及び選定について」）。 

 

③ ①以外の流路として使用する設備及び重大事故等時に期待する設備として、重大事故等対処設備が整理されていることを確認した。 

・原子炉格納容器【その他設備】 

・非常用交流電源設備【その他設備】 

・常設代替交流電源設備【57 条】電源設備 

・可搬型代替交流電源設備【57 条】電源設備 

・所内常設蓄電式直流電源設備【57 条】電源設備 

・常設代替直流電源設備【57 条】電源設備 

・代替所内電気設備【57 条】電源設備 

・燃料補給設備【57 条】電源設備 

 

上記のうち、【】が記載されている設備については、43 条の設計方針が【】内の条文等で整理されていることを確認した。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  51-4 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

④ 上記①から③に加えて、以下の内容を確認。 

a) 原子炉下部キャビティ直接注水の系統構成に用いる電動弁を

原子炉格納容器内に設置する場合、重大事故等時の環境において

も、機能が維持され確実に作動すること。 

 

④ 原子炉格納容器下部への直接注水の系統構成に用いる電動弁は、原子炉格納容器外に設置することを確認した。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  51-5 

２）技術的能力審査基準での対応との整合性 

審査の視点及び確認事項 

技術的能力審査基準での対応を踏まえ、対応手段ごとに「設備の目的」、その対応手段ごとに「機能喪失の想定」、「使用機器」、「系統構成」及び「その他の設備」の内容が記載されていることを確認。 

 

（設備の目的） 

① 対応手段に対して重大事故等対処設備が整理されていることを確認。 

② ①における重大事故等対処設備について、具体的な設計方針を確認。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 対応手段ごとに使用条件（どのような機能喪失時に使用するのか）が明確にされていることを確認。（機能喪失する設計基準対処設備がない場合は、使用条件を記載） 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（該当設備のみ）と手順の概略系統図が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（該当設備のみ）に記載されていることを確認。 

 

（その他の設備） 

系統構成を踏まえ、流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）が重大事故等対処設備として記載されていることを確認。 

＜ＢＷＲの場合＞ 

例：高圧代替注水系を用いた冷却に期待する場合は、高圧代替注水系の他、原子炉圧力容器【流路】、所内蓄電式直流電源設備【電源】、復水貯蔵槽【水源】等が含まれる。 

（ただし（設備の目的）①に整理された重大事故等対処設備を除く。） 
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ⅰ）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却に用いる設備 

a. 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水）として、復水移送ポンプ、復水貯蔵タンクを使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）は、復水移送ポンプにより、復水貯蔵タンクの水を原子炉格納容器下部へ注水し、溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位を

確保するとともに、落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）は、非常用交流電源設備に加えて、代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。また、

系統構成に必要な電動弁（直流）は、所内常設蓄電式直流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 使用条件として、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止できるよう、溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位を確保するとともに、原子炉格納容器下

部に落下した溶融炉心の冷却を行う場合を想定していることを確認した。 

（機能喪失を想定する設計基準事故対処設備はない。） 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 9.4－1 図 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備系統概要図（原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水））

と追補の概略系統図（第 1.8-4 図 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が設備の概略系統図（第 9.4－1図 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備系統概要図（原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水））に記

載されていることを確認した。なお、注水時の系統の構成に用いる電動弁は原子炉格納容器内には設置されていない。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.8-1 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、原子炉格納容器等を使用することを確認した。また、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、所内常設蓄電式直流電源設備等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

補足説明資料において、重大事故等対処設備及び流路等が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.8-1 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）系統概要図」） 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  51-7 

b. 原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水）として、代替循環冷却ポンプ、サプレッションチェンバを使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・ 原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）は、代替循環冷却ポンプにより、サプレッションチェンバのプール水を原子炉格納容器下部へ注水し、溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部に

あらかじめ十分な水位を確保するとともに、落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

・ 原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）は、非常用交流電源設備に加えて、代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 使用条件として、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止できるよう、溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位を確保するとともに、原子炉格納容器下

部に落下した溶融炉心の冷却を行う場合を想定していることを確認した。 

（機能喪失を想定する設計基準事故対処設備はない。） 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 9.4－2 図 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備系統概要図（原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）による原子炉格納容器下部への

注水））と追補の概略系統図（第 1.8-6 図 原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が設備の概略系統図（第 9.4－2 図 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備系統概要図（原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水））

に記載されていることを確認した。なお、注水時の系統の構成に用いる電動弁は原子炉格納容器内には設置されていない。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.8-3 原子炉格納容器下部注水系（代替循環冷却ポンプ）系統概要図（原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系

含む。）使用時における原子炉格納容器下部への注水）」及び「図 3.8.-4 原子炉格納容器下部注水系（代替循環冷却ポンプ）系統概要図（原子炉補機代替冷却水系使用時における原子炉格納容器下部への注水）」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、原子炉格納容器等を使用することを確認した。また、非常用交流電源設備、常設代替交流電源設備等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.8-3 原子炉格納容器下部注水系（代替循環冷却ポンプ）系統概要図（原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系

含む。）使用時における原子炉格納容器下部への注水）」及び「図 3.8.-4 原子炉格納容器下部注水系（代替循環冷却ポンプ）系統概要図（原子炉補機代替冷却水系使用時における原子炉格納容器下部への注水）」） 
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c. 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（原子炉格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水）として、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）は、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により、代替淡水源の水を原子炉格納容器下部へ注水し、落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。 

 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）は、非常用交流電源設備に加えて、代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 使用条件として、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止できるよう、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を行う場合を想定していることを確認した。 

（機能喪失を想定する設計基準事故対処設備はない。） 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 9.4－4 図 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備系統概要図（原子炉格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水））と追補の概略

系統図（第 1.8-8 図 格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が設備の概略系統図（第 9.4－4 図 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備系統概要図（原子炉格納容器下部注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水））に記載されているこ

とを確認した。なお、注水時の系統の構成に用いる電動弁は原子炉格納容器内には設置されていない。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.8-8 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、原子炉格納容器等を使用することを確認した。また、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、燃料補給設備等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

補足説明資料において、重大事故等対処設備及び流路等が概略系統図へ示されている。（参照：「図 3.8-8 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）系統概要図」） 
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d. 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水 

確認結果（女川２号） 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位を確保するとともに、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を行うための重大事故等対処設備として、

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）を使用する。 

本系統の詳細については、「原子炉格納容器内の冷却等のための設備（第４９条）」に整理されていることを確認した。（「女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（原子炉格納容器内の冷

却等のための設備（第４９条））」参照。） 

 

e. 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水 

確認結果（女川２号） 

炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を行うための重大事故等対処設備として、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）を使用する。 

本系統の詳細については、「原子炉格納容器内の冷却等のための設備（第４９条）」に整理されていることを確認した。（「女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（原子炉格納容器内の冷

却等のための設備（第４９条））」参照。） 

 

f. 代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水 

確認結果（女川２号） 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあらかじめ十分な水位を確保するとともに、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を行うための重大事故等対処設備として、

代替循環冷却系を使用する。 

本系統の詳細については、「原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備（第５０条）」に整理されていることを確認した。（「女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（原子炉格納容

器の過圧破損を防止するための設備（第５０条））」参照。） 
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ⅱ）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅延・防止に用いる設備 

a. 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等対処設備として、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）を使用する。なお、この場合は、ほう酸水注

入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については、「原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（第４７条）」に整理されていることを確認した。（「女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び

確認事項（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（第４７条））」参照。） 

 
b. 低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等対処設備として、低圧代替注水系（可搬型）を使用する。なお、この場合は、ほう酸水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については、「原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（第４７条）」に整理されていることを確認した。（「女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び

確認事項（原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（第４７条））」参照。） 

 
c. 高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

確認結果（女川２号） 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等対処設備として、高圧代替注水系を使用する。なお、この場合は、ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へ

のほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については、「原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（第４５条）」に整理されていることを確認した。（「女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び

確認事項（原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備（第４５条））」参照。） 

 
d. 代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水  

確認結果（女川２号） 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等対処設備として、代替循環冷却系を使用する。なお、この場合は、ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へ

のほう酸水注入と並行して行う。 

本系統の詳細については、「原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備（第５０条）」に整理されていることを確認した。（「女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（原子炉格納容

器の過圧破損を防止するための設備（第５０条））」参照。） 

 
e. ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

確認結果（女川２号） 

炉心の著しい損傷が発生した場合に溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止するための重大事故等対処設備として、ほう酸水注入系を使用する。なお、この場合は、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポン

プ）、低圧代替注水系（直流駆動低圧注水ポンプ）、低圧代替注水系（可搬型）及び高圧代替注水系のいずれかによる原子炉圧力容器への注水と並行して行う。 

本系統の詳細については、「緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備（第４４条）」に整理されていることを確認した。（「女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（緊急

停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備（第４４条））」参照。） 
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（２）設置許可基準規則解釈への適合 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（解釈） 

第５１条（原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備） 

１ 第５１条に規定する「溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した

炉心を冷却するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。

なお、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却は、溶融炉

心・コンクリート相互作用(MCCI)を抑制すること及び溶融炉心が

拡がり原子炉格納容器バウンダリに接触することを防止するた

めに行われるものである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 原子炉格納容器下部注水設備を整備することを確認。 

ａ）原子炉格納容器下部注水設備を設置すること。原子炉格納容器

下部注水設備とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備をいう。 

ⅰ）原子炉格納容器下部注水設備（ポンプ車及び耐圧ホース等）

を整備すること。（可搬型の原子炉格納容器下部注水設備の場合

は、接続する建屋内の流路をあらかじめ敷設すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 原子炉格納容器下部注水設備として、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷

却ポンプ）、原子炉格納容器下部注水系（可搬型）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）

及び代替循環冷却系を整備するとしており、代替循環冷却ポンプ、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等を重大事故等対処設備として新たに整備す

るとともに、復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク等を重大事故等対処設備として位置付けることを確認した。 

 

② 原子炉格納容器下部注水設備は、多重性又は多様性及び独立性を

有し、位置的分散を図ることを確認。 

ⅱ）原子炉格納容器下部注水設備は、多重性又は多様性及び独立

性を有し、位置的分散を図ること。（ただし、建屋内の構造上の

流路及び配管を除く。） 

 

 

 

 

 

② 原子炉格納容器下部注水設備である原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）並

びに原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）及び代替循環冷却系並びに原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格

納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、互いに多様性及び独立性を有し、位置的分散を図った設計とすることを確認した。 

具体的には、「2.6.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 a. 設計基準事故対処設備等との多様性」にて整理。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

③ 当該設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備から

の給電を可能とすることを確認。 

ｂ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設

備からの給電を可能とすること。 

 

 

 

 

③ 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）の復水移送ポンプは全交流動力電源が

喪失した場合でも代替電源設備（代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備）から給電が可能であるこ

と、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）及び代替循環冷却系は全交流動力電源が喪失した場合でも代替電源設備（代替

所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備）から給電が可能であること、原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格納容器代替ス

プレイ冷却系（可搬型）の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は空冷式のディーゼル駆動であり、電源を必要としないことを確認した。 

 

上記で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 43 条への適合性を確認する。 

補足説明資料において、設計方針等が記載された SA 設備の基準適合性一覧表及び類型化分類（共-2 類型化区分及び適合内容）が示されている。（参照：「SA設備基準適合性一覧表」） 
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2.8.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 

a. 設計基準事故対処設備等との多重性（第 43 条第 2項第 3 号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等の安全機能と、共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適

切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

51 条で整理する重大事故等対処設備のうち、常設重大事故防止設備は無いが、常設重大事故緩和設備として以下を考慮していることを確認した。 

補足説明資料において、設備等の位置的分散等の配置状況が示されている。（参照：「配置図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポン

プ）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設） 

復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク 

 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポ

ンプ）及び代替循環冷却系 

 代替循環冷却ポンプ、サプレッションチェンバ 

a)復水移送ポンプは、電源を非常用ディーゼル発電機又は空冷式のガスタービン発電機若しくは可搬型代替交流電源設備（電源車）とし、水源を復水貯蔵タンクとす

ること、代替循環冷却ポンプは、電源を非常用ディーゼル発電機又は空冷式のガスタービン発電機とし、水源をサプレッションチェンバとすること、大容量送水ポン

プ（タイプⅠ）はディーゼル駆動であり、水源を淡水（淡水貯水槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2））又は海水とすることにより、互いに多様性を有していること、

b)さらに、復水移送ポンプは原子炉建屋原子炉棟内に設置すること、代替循環冷却ポンプは原子炉建屋付属棟内に設置すること、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は原

子炉建屋から離れた屋外に保管することにより、互いに独立性を有し、位置的分散が図られていることを確認した。 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）並びに原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却

ポンプ）及び代替循環冷却系並びに原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、共通要因によって同時に機能を

損なわないよう、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）の復水移送ポンプを代替所内電気設備を

経由した常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設備又は非常用所内電気設備を経由した非常用交流電源設備からの給電による電動機駆動とし、原子

炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）及び代替循環冷却系の代替循環冷却ポンプを代替所内電気設備を経由した常設代替交流電源設備又は非常

用所内電気設備を経由した非常用交流電源設備からの給電による電動機駆動とし、原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系

の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を空冷式のディーゼルエンジンによる駆動とすることで、多様性を有する設計とする。 

 また、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）の水源を復水貯蔵タンク、原子炉格納容器下部注水

系（常設）（代替循環冷却ポンプ）及び代替循環冷却系の水源をサプレッションチェンバ、原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格納容器代替スプレイ

冷却系（可搬型）の水源を代替淡水源とすることで、異なる水源を有する設計とする。 

 復水移送ポンプは、原子炉建屋原子炉棟内に設置し、代替循環冷却ポンプは原子炉建屋付属棟内に設置し、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は原子炉建屋から離れ

た屋外に分散して保管することで、共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 これらの多様性及び系統の独立性並びに位置的分散によって、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常

設）並びに原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）及び代替循環冷却系並びに原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格納容器代替ス

プレイ冷却系（可搬型）は、互いに重大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

補足説明資料において、原子炉格納容器下部注水設備の多様性、位置的分散について示されている。（表 3.8-2 参照） 
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b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43 条第 3 項第 7号） 

43 条の設計方針において、可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と、共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

51 条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故防止設備はないが、可搬型重大事故緩和設備として以下を考慮していることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格納

容器代替スプレイ冷却系（可搬型） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

 

a. 設計基準事故対処設備等との多重性（第 43 条第 2 項第 3号）の「原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却

系（常設）、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）及び代替循環冷却系」の項目を参照。 

それ以外に、以下の設計方針であることを確認した。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の接続口は、共通要因によって接続できなくなることを防止するため、位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

 

c. 共用の禁止（第 43 条第 2 項第 2号） 

51 条で整理する常設重大事故等対処設備は、2以上の原子炉施設において共用しないことを確認した。 

 

d. 複数の接続口（第 43 条第 3 項第 3号） 

43 条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備のうち、原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備と常設設備との接続口は、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、建屋の異

なる面の隣接しない位置又は屋内及び建屋面の適切に離隔した位置に複数箇所設置することを確認した。 

51 条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格納

容器代替スプレイ冷却系（可搬型） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の接続口は、共通要因によって接続できなくなることを防止するため、位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とすることを確

認した。 

補足説明資料において、複数の接続口の設置について、以下のとおり示されている。 

 原子炉建屋北側に1箇所、原子炉建屋東側に1箇所、原子炉建屋東側の建屋内に1箇所、合計3箇所設置することで共通要因によって接続できなくなることを防止

する設計とする。 

 

e. 保管場所（第 43 条第 3項第 5 号） 

51 条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格納

容器代替スプレイ冷却系（可搬型）  

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は原子炉建屋から離れた屋外に分散して保管することで、原子炉建屋原子炉棟内の復水移送ポンプ及び原子炉建屋付属棟内の代替循

環冷却ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とすることを確認した。 
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2.8.1.2 悪影響防止（第 43 条第 1 項第 5号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し、発電用原子炉施設

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポン

プ）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設） 

復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）は、通常時は弁により他の系統と隔離し、重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系

統構成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポ

ンプ）及び代替循環冷却系 

 代替循環冷却ポンプ、サプレッションチェンバ 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）は、通常時は弁により他の系統と隔離し、重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備として

の系統構成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格

納容器代替スプレイ冷却系（可搬型） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）は、通常時は大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を接続先の系統と分離して保管し、重大事故等時に接続、弁操作等により重大

事故等対処設備としての系統構成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、輪留めによる固定等をすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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2.8.2 容量等（第 43 条第 2 項第 1号、第 43 条第 3項第 1 号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては、設計基準対象施設の容量等の仕様が、系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であ

ることを確認した上で、設計基準対象施設としての容量等と同仕様の設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので、重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を

補う必要があるものについては、その後の事故対応手段と合わせて、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系

統及び機器を使用するものについては、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、容量設定根拠が示されている。（参照：「容量設定根拠」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポン

プ）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系 

復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）の復水移送ポンプは、設計基準対象施設の補給水系と兼用しており、設計基準対象施設としてのポンプ流

量が、想定される重大事故等時において、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却するために必要な注水流量に対して十分であるため、設計基準対象施

設と同仕様で設計する。 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポ

ンプ）及び代替循環冷却系 

 代替循環冷却ポンプ、サプレッションチェンバ 

以下の設計方針であることを確認した。 

・ 原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）の代替循環冷却ポンプは、想定される重大事故等時において、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉

心を冷却するために必要な注水流量に対して、十分な容量を有する設計とする。 

 

43 条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備は、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とするとともに、設備の機能、信頼度等を考慮し、予備を含めた保有数を確保することにより、必要な容量等

に加え、十分に余裕のある容量等を有する設計とすること等を確認した。 

51 条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格

納容器代替スプレイ冷却系（可搬型） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、想定される重大事故等時において、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却す

るために必要な注水流量を有するものを 1 セット 1台使用する。また、原子炉補機代替冷却水系との同時使用時には、更に 1セット 1台使用する。保有数は、2 

セット 4 台に加えて、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台の合計 5 台を保管する。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、想定される重大事故等時において、低圧代替注水系（可搬型）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）、原子炉格納容

器下部注水系（可搬型）、燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プール代替注水系（可搬型）、燃料プールスプレイ系（常設配管）、燃料プールスプレイ系（可

搬型）、原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給との同時使用を考慮して、各系統の必要な流量を同時に確保できる

容量を有する設計とする。なお、燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プール代替注水系（可搬型）、燃料プールスプレイ系（常設配管）、燃料プールスプレイ

系（可搬型）の同時使用は考慮しない。 
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2.8.3 環境条件等 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43 条第 1項第 1号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発揮できるよう、その設置場所（使用場所）

又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、設備等の配置状況（参照：「配置図」）が示され、配置状況における環境条件（参照：「共-2 類型化区分及び適合内容」）が示されている。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポン

プ）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系 

復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ））の復水移送ポンプは、原子炉建屋原子炉棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。 

また、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）は、淡水だけでなく海水も使用できる設計とする。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表3.8-4参照） 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポ

ンプ）及び代替循環冷却系 

 代替循環冷却ポンプ、サプレッションチェンバ 

以下の設計方針であることを確認した。 

 ・原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）の代替循環冷却ポンプは、原子炉建屋付属棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件

を考慮した設計とする。 

  補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表3.8-9参照） 

原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格

納容器代替スプレイ冷却系（可搬型） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、屋外に保管及び設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計

とする。 

 また、原子炉格納容器下部注水系（可搬型）は、淡水だけでなく海水も使用できる設計とする。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表3.8-19参照） 
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b. 現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6 号、第 43 条第 3 項第 4号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所の選定、遮蔽の設置等により

設置場所で操作できる設計又は放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作できる設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポン

プ）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設） 

復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク 

以下の設計方針であることを確認した。 

 復水移送ポンプの操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室で可能な設計とする。 

 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）の系統構成に必要な弁の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室又は設置場所で可能な設

計とする。 

補足説明資料において、操作対象機器設置場所が示されている。（表 3.8-5 参照） 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポ

ンプ）及び代替循環冷却系 

 代替循環冷却ポンプ、サプレッションチェンバ 

以下の設計方針であることを確認した。 

 ・代替循環冷却ポンプの操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室で可能な設計とする。 

 ・原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）の系統構成に必要な弁の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室又は設置場所で可能

な設計とする。 

補足説明資料において、操作対象機器設置場所が示されている。（表3.8-11参照） 

 

51 条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格

納容器代替スプレイ冷却系（可搬型） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の常設設備との接続及び操作は、想定される重大事故等時において、設置場所で可能な設計とする。 

 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）の系統構成に必要な弁の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。 

補足説明資料において、操作対象機器設置場所が示されている。（表 3.8-20 参照） 
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2.8.4 操作性及び試験・検査性について 

（１）操作性の確保（第 43 条第 1項第 2 号、第 43 条第 1 項第 4号、第 43 条第 3項第 2 号、第 43 条第 3項第 6号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため、重大事故等時の環境条件を考慮し、操作が可能な設計とするとともに、現場操作に

おいて工具を必要とする場合は、一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて、確実に作業ができる設計とし、工具は、作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、流路を含めた全体の系統構成及び切り替え操作に使用する弁等が系統図として示されている。（参照：「系統図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポン

プ）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設） 

復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計

とする。 

 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）の復水移送ポンプは、中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とし、系統構成に必要な弁は、中

央制御室又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポ

ンプ）及び代替循環冷却系 

 代替循環冷却ポンプ、サプレッションチェンバ 

以下の設計方針であることを確認した。 

・原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる

設計とする。 

・原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）の代替循環冷却ポンプは、中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とし、系統構成に必要な

弁は、中央制御室又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

 

51 条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格

納容器代替スプレイ冷却系（可搬型） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から接続、弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、付属の操作スイッチにより、設置場所での操作が可能な設計とし、系統構成に必要な

弁は、中央制御室若しくは離れた場所から遠隔で可能な設計又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに、設置場所にて輪留めによる固定等が可能な

設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を接続する接続口については、一般的に使用される工具を用いて接続可能なフランジ接続によりホースを確実に接続することがで

きる設計とする。また、ホースの接続については、接続方式及び接続口の口径を統一する設計とする。 
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（２）試験・検査（第 43 条第 1項第 3 号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できるよう、機能・性能の確認、漏えいの有無の

確認、分解点検等ができる構造とするとともに、発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は、発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き、運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な

設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポン

プ）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設） 

復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）は、発電用原子炉の運転中又は停止中に、機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が

可能な設計とする。 

 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び原子炉核の容器代替スプレイ冷却系（常設）の復水移送ポンプは、発電用原子炉の停止中に分解及び外

観の確認が可能な設計とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.8-6 参照） 

原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポ

ンプ）及び代替循環冷却系 

 代替循環冷却ポンプ、サプレッションチェンバ 

以下の設計方針であることを確認した。 

・原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）は、発電用原子炉の運転中又は停止中に弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

・代替循環冷却ポンプは、発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容は示されている。（表 3.8-12 参照） 

原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格

納容器代替スプレイ冷却系（可搬型） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、発電用原子炉の運転中又は停止中に、独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が

可能な設計とするとともに、分解又は取替えが可能な設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.8-21 参照） 
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女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備（第５２条）） 

 

技術的能力基準 1.9 で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 52 条及び第 43 条への適合性を確認する。 

  

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備（第５２条） 

2.9.1 適合方針 ................................................................................................................................................................................ 52-2 

（１）設置許可基準規則への適合 ............................................................................................................................................................... 52-2 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処設備の抽出 ......................................................................................................................... 52-2 

２）技術的能力審査基準での対応との整合性 ................................................................................................................................................... 52-4 

a. 原子炉格納容器内の不活性化 ............................................................................................................................................................ 52-5 

b. 可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器内の不活性化 ................................................................................................................................ 52-5 

c. 原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素及び酸素の排出 .............................................................................................................. 52-5 

d. 原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視 ........................................................................................................................................ 52-6 

（２）設置許可基準規則解釈への適合 ........................................................................................................................................................... 52-8 

2.9.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 ....................................................................................................................................................... 52-10 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43条第 2項第 3号） ................................................................................................................................ 52-10 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43 条第 3項第 7号） ........................................................................................................ 52-10 

c. 共用の禁止（第 43条第 2項第 2号） ...................................................................................................................................................... 52-10 

d. 複数の接続口（第 43条第 3 項第 3号） .................................................................................................................................................... 52-10 

e. 保管場所（第 43 条第 3項第 5号） ........................................................................................................................................................ 52-10 

2.9.1.2 悪影響防止（第 43 条第 1項第 5号） .................................................................................................................................................. 52-11 

2.9.2 容量等（第 43 条第 2項第 1号、第 43 条第 3項第 1号） ...................................................................................................................................... 52-12 

2.9.3 環境条件等 ............................................................................................................................................................................. 52-12 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43条第 1項第 1号） .............................................................................................................................................. 52-12 

b. 現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6号、第 43 条第 3項第 4号） ............................................................................................................................... 52-13 

2.9.4 操作性及び試験・検査性について ......................................................................................................................................................... 52-13 

（１）操作性の確保（第 43 条第 1項第 2号、第 43 条第 1 項第 4 号、第 43 条第 3項第 2号、第 43 条第 3項第 6号） .................................................................................... 52-13 

（２）試験・検査（第 43 条第 1項第 3号） ..................................................................................................................................................... 52-13 
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2.9.1 適合方針 

（１）設置許可基準規則への適合 
１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処設備の抽出 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備） 

第五十二条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した

場合において原子炉格納容器内における水素による爆発（以下

「水素爆発」という。）による破損を防止する必要がある場合に

は、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために必要

な設備を設けなければならない。 

 

① 技術的能力審査基準 1.9 により抽出された重大事故等対処設備が

網羅的に整理されていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 技術的能力審査基準 1.9 により抽出された手順毎に重大事故等対処設備等が網羅的に整理されていることを確認した。 

 

a. 原子炉格納容器内の不活性化 

 ・原子炉格納容器調気系【設計基準対象施設】 

 

b. 可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器内の不活性化 

 ・可搬型窒素ガス供給装置 

 

c. 原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素及び酸素の排出 

・フィルタ装置 

・フィルタ装置出口側圧力開放板 

・可搬型窒素ガス供給装置 

・フィルタ装置出口水素濃度計 

・フィルタ装置出口放射線モニタ 

 

d. 原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視 

・格納容器内水素濃度計（D/W） 

・格納容器内水素濃度計（S/C） 

・格納容器内雰囲気水素濃度計 

・格納容器内雰囲気酸素濃度計 

 

なお、上記を含めて必要な監視項目及び監視計器について、追補 1「5.重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技

術的能力の追補（以下、「追補」という）」の「第 1.9－2 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

添付資料 1.9.1 において、要求事項（技術的能力審査基準、設置許可基準規則及び技術基準規則）と重大事故等対処設備の対応関係が整理され

示されている。（参照：「審査基準、基準規則と対処設備との対応表」）。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

② ①により抽出された重大事故等対処設備について、43 条要求対応

を確認するため設備分類（常設/可搬）を確認。 

 

 

 

③ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設

備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）として使用する設備

が重大事故等対処設備として整理されていることを確認。 

 

 

② 重大事故等対処設備の設備分類（常設/可搬）が「重大事故等対処設備の設備分類等」に整理されていることを確認した（常設/可搬の要求に

対する適合は、2.9.1.1 多様性及び独立性、位置的分散以降に記載されている）。 

補足説明資料において、耐震設計の設備分類【39 条地震による損傷の防止】及び機器クラスが示されている（参照：「共-1 重大事故等対処設

備の設備分類及び選定について」）。 

 

③ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備として重大事故等対処設備が整理されていることを確認した。 

・常設代替交流電源設備【57 条】電源設備 

・可搬型代替交流電源設備【57 条】電源設備 

・所内常設蓄電式直流電源設備【57 条】電源設備 

・常設代替直流電源設備【57 条】電源設備 

・可搬型直流電源設備【57 条】電源設備 

・代替所内電気設備【57 条】電源設備 

・燃料補給設備【57 条】電源設備 

・原子炉格納容器【その他設備】 

 

上記のうち、【】が記載されている設備については、43 条の設計方針が【】内の条文等で整理されていることを確認した。 
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２）技術的能力審査基準での対応との整合性 
審査の視点及び確認事項 

技術的能力審査基準での対応を踏まえ、対応手段ごとに「設備の目的」、その対応手段ごとに「機能喪失の想定」、「使用機器」、「系統構成」及び「その他の設備」の内容が記載されていることを確認。 

 

（設備の目的） 

① 対応手段に対して重大事故等対処設備が整理されていることを確認。 

② ①における重大事故等対処設備について、具体的な設計方針を確認。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 対応手段ごとに使用条件（どのような機能喪失時に使用するのか）が明確にされていることを確認。（機能喪失する設計基準対処設備がない場合は、使用条件を記載） 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（該当設備のみ）と手順の概略系統図が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（該当設備のみ）に記載されていることを確認。 

 

（その他の設備） 

⑥ 系統構成を踏まえ、流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）が重大事故等対処設備として記載されていることを確認。 

＜ＢＷＲの場合＞ 

例：高圧代替注水系を用いた冷却に期待する場合は、高圧代替注水系の他、原子炉圧力容器【流路】、所内蓄電式直流電源設備【電源】、復水貯蔵槽【水源】等が含まれる。 

（ただし（設備の目的）①に整理された重大事故等対処設備を除く。） 
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a. 原子炉格納容器内の不活性化 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素爆発による破損を防止できるよう、原子炉の運転中は、原子炉格納容器内を原子炉格納容器調気系により常時不活性化する設計とすることを

確認した。なお、重大事故等が発生した際に使用するものではないため、原子炉格納容器調気系は設計基準対象施設とすることを確認した。 

 

 
b. 可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器内の不活性化 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 原子炉格納容器内を不活性化するための重大事故等対処設備として、可搬型窒素ガス供給装置を使用することを確認した。 

 

② 具体的には、可搬型窒素ガス供給装置は、原子炉格納容器内に窒素を供給することで、ジルコニウム－水反応及び水の放射線分解等により原子炉格納容器内に発生する水素及び酸素の濃度を可燃限界未満にすること

が可能な設計とすることを確認した。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器内における水素爆発による破損を防止する必要がある場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 9.5-1 図 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備系統概要図（可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器内の不活性化））と追補の概略系統図

（第 1.9-2 図 可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器への窒素供給 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（第 9.5-1 図 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備系統概要図（可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器内の不活性化））に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.9－1 可搬型窒素ガス供給装置 系統概要図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として原子炉格納容器調気系の配管、弁等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。また、常設代替交流電源設備等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.9－1 可搬型窒素ガス供給装置 系統概要図」） 

 
c. 原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素及び酸素の排出 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素及び酸素の排出）として、フィルタ装置（フィルタ容器、スクラバ溶液、金属繊維フィルタ、放射性よう素フィルタ）、フィル

タ装置出口側圧力開放板、可搬型窒素ガス供給装置、フィルタ装置出口水素濃度計及びフィルタ装置出口放射線モニタを使用することを確認した。 

 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・ 原子炉格納容器フィルタベント系は、炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器内雰囲気ガスを原子炉格納容器調気系等を経由して、フィルタ装置へ導き、放射性物質を低減させた後に原子炉

建屋屋上に設ける放出口から排出することで、排気中に含まれる放射性物質の環境への放出量を低減しつつ、ジルコニウム－水反応、水の放射線分解等により発生する原子炉格納容器内の水素及び酸素を大気に

排出できる設計とする。 
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・ 原子炉格納容器フィルタベント系は、排気中に含まれる可燃性ガスによる爆発を防ぐため、系統内を不活性ガス（窒素）で置換した状態で待機させ、格納容器ベント開始後においても不活性ガスで置換できる設

計とするとともに、系統内に可燃性ガスが蓄積する可能性のある箇所にはバイパスラインを設け、可燃性ガスを連続して排出できる設計とすることで、系統内で水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に達することを

防止できる設計とする。 

・ 排出経路における水素濃度を測定し、監視できるよう、フィルタ装置出口配管にフィルタ装置出口水素濃度計を設ける。また、放射線量率を測定し、放射性物質濃度を推定できるよう、フィルタ装置出口配管に

フィルタ装置出口放射線モニタを設ける。フィルタ装置出口水素濃度計は、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。また、フィルタ装置出口放射線モニタは、所内常設

蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備から給電が可能な設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素爆発による破損を防止する必要がある場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 9.5-2 図 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備系統概要図（原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素及び酸素の排出））

と追補の概略系統図（第 1.9-4 図 原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の水素及び酸素排出 概要図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（第 9.5-2 図 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備系統概要図（格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスの排出））に記載されて

いることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.9-3 原子炉格納容器フィルタベント系 系統概要図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として原子炉格納容器調気系の配管、弁を重大事故等対処設備として使用することを確認した。また、常設代替交流電源設備等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.9-3 原子炉格納容器フィルタベント系 系統概要図」） 

 
d. 原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視）として、格納容器内水素濃度計（D/W）、格納容器内水素濃度計（S/C）、格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納容器内雰囲気酸素濃度計を使

用することを確認した。 

 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・ 格納容器内水素濃度計（D/W）及び格納容器内水素濃度計（S/C）は、炉心の著しい損傷が発生した場合に、水素濃度が変動する可能性のある範囲の水素濃度を中央制御室より監視できる設計とする。 

・ 格納容器内水素濃度計（D/W）及び格納容器内水素濃度計（S/C）は、所内常設蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備から給電が可能な設計とする。 

・ 格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納容器内雰囲気酸素濃度計は、炉心の著しい損傷が発生した場合に、サンプリング装置により原子炉格納容器内の雰囲気ガスを原子炉建屋原子炉棟内へ導き、検出器で測定す

ることで、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を中央制御室より監視できる設計とする。 

・ 格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納容器内雰囲気酸素濃度計は、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。なお、原子炉補機代替冷却水系から冷却水を供給することに

より、サンプリングガスを冷却できる設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を測定する必要がある場合を想定していることを確認した。 
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（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 9.5-3 図 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備系統概要図（原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視））と追補の概略系統図（第 1.9-8

図 格納容器内雰囲気計装による原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度監視 概要図）が整合していることを確認。（原子炉補機冷却系を用いた冷却については、48条で整理。） 

⑤ ①で示す設備（電源設備【57 条】以外）が概略系統図（第 9.5-3 図 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備系統概要図（原子炉格納容器内の水素濃度監視及び酸素濃度監視））に記載されてい

ることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.9-4 水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備に関する重大事故等対処設備の系統概要図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、冷却設備として原子炉補機代替冷却水系を重大事故等対処設備として使用することを確認した。また、また、常設代替直流電源設備等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.9-4 水素濃度監視設備及び酸素濃度監視設備に関する重大事故等対処設備の系統概要図」） 
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（２）設置許可基準規則解釈への適合 
審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

① 原子炉格納容器内を不活性化することを確認。 
 

（解釈） 

第５２条（水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

設備） 

１ 第５２条に規定する「水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 

＜BWR＞ 

ａ）原子炉格納容器内を不活性化すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内における水素爆発による破損を防止できるよう、原子炉運転中は、原子炉格納容器

内を原子炉格納容器調気系により常時不活性化する設計であることを確認した。 

 

①水素濃度制御設備を設置することを確認。 

 
 

＜PWR のうち必要な原子炉＞ 

ｂ）水素濃度制御設備を設置すること。 

該当なし。 

② 水素ガスを原子炉格納容器外に排出する場合には、以下を確認。 

a． 排出経路での水素爆発を防止すること 

 

b． 放射性物質の低減設備 

c． 水素及び放射性物質濃度測定装置を設けること 

c．については、特に以下の点について確認する。 

イ) 水素の測定に係る方針として、測定の目的及び目的

＜BWR 及び PWR 共通＞ 

ｃ）水素ガスを原子炉格納容器外に排出する場合には、排出経路で

の水素爆発を防止すること、放射性物質の低減設備、水素及び放

射性物質濃度測定装置を設けること。 

ｄ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で

測定できる監視設備を設置すること。 

ｅ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設

備からの給電を可能とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  水素及び酸素を原子炉格納容器外に排出するために、原子炉格納容器フィルタベント系を設置することを確認した。具体的には以下のとおり確

認した。 

a． 原子炉格納容器フィルタベント系は、あらかじめ配管内を窒素で置換しておくことで、使用時に排出経路内の水素濃度及び酸素濃度が可

燃域とならないようにする。 

b． フィルタ装置により原子炉格納容器から排出されるガスに含まれる放射性物質を低減する。 

c． 排出経路の配管にフィルタ装置出口放射線モニタを設置することにより、放射線量率を測定し放射性物質濃度を推定すること、排出経路

にフィルタ装置出口水素濃度計を設置することにより水素濃度を監視する。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

を踏まえた計器の設置場所を確認。（a-8.①、b-2-2.

④及び⑥） 

ロ) フィルタベント設備による管理放出の実施に当たっ

て、放出する放射能による影響を把握する必要があ

ることから、放出する放射能量を算出するとしてい

ることを確認。（a-8.①） 

補足説明資料において、放出する放射能量の推定方

法が示されていることを確認。 

※現状の技術では、放射能量を直接計ることはでき

ず、推定する程度である。例えば、フィルタベント

実施時に格納容器内のエリアモニタで炉心状態を確

認した上で、炉内蓄積量等の評価に基づいて予め推

定し、また、フィルタベント実施中は、希ガスの組

成を仮定した上で、フィルタベントのモニタにより

推定するなど。 

 

③炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で測

定できる監視設備を設置することを確認。 

 

 

 

 

④これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備

からの給電を可能とすることを確認。 

 

イ) 補足説明資料において、フィルタ装置から放出口へ至る配管は、放出口のある原子炉建屋屋上に向かって連続上り勾配とし、系統

内の水素滞留を防止する設計としていることから、水素滞留箇所はないため、排出経路に水素濃度計を設置することが示されてい

る。 

ロ) 第 50 条の補足説明資料（別添資料-1 別紙 9 ベント実施時の放射線監視測定の考え方）において、放射線モニタでの計測値（放射

線量率）から、あらかじめ定めた換算係数を用いて放射性物質濃度を推定する方法が示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲を連続的に監視できる計測範囲を有し、また、重

大事故等が発生した場合において、格納容器内の水素爆発を防止するため、その可燃限界濃度を測定できる計測範囲を有する監視設備として格

納容器内水素濃度計（D/W）、格納容器内水素濃度計（S/C）、格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納容器内雰囲気酸素濃度計を設けることを確認

した。 

補足説明資料において、水素濃度計の測定原理、計測範囲等が示されている（参照：「容量設定根拠」、「計装設備の測定原理」） 

 

④ 格納容器内水素濃度計（D/W）及び格納容器内水素濃度計（S/C）は代替電源設備である 1 25V 代替蓄電池等からの給電に対応した設計とするこ

と、原子炉格納容器フィルタベント系、格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納容器内雰囲気酸素濃度計は代替電源設備であるガスタービン発電

機等からの給電に対応した設計とすることを確認した。 

 

上記で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 43 条への適合性を確認する。なお、格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納容器内雰囲気酸素濃度計に用いる原子炉補機代替冷却水系並

びに原子炉格納容器フィルタベント系については、43 条の設計方針は変わらないため、それぞれ 48 条、50 条で整理する。 

補足説明資料において、設計方針等が記載された SA 設備の基準適合性一覧表及び類型化分類（共-2 類型化区分及び適合内容）が示されている。（参照：「SA設備基準適合性一覧表」） 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  52-10 

2.9.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43 条第 2項第 3号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等の安全機能と、共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適

切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

52 条で整理する重大事故等対処設備のうち、常設重大事故防止設備はないが、常設重大事故緩和設備として以下を考慮していることを確認した。 

補足説明資料において、設備等の位置的分散等の配置状況が示されている。（参照：「配置図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

格納容器内水素濃度計（D/W）、格納容器内水素濃

度計（S/C）、格納容器内雰囲気水素濃度計、格納

容器内雰囲気酸素濃度計 

以下の設計方針であることを確認した。 

・格納容器内水素濃度計（D/W）及び格納容器内水素濃度計（S/C）は、格納容器内雰囲気水素濃度計と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、異なる計測方式

とすることで多様性を有する設計とする。 

・格納容器内水素濃度計（D/W）及び格納容器内水素濃度計（S/C）は、格納容器内雰囲気水素濃度計と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、検出器の設置箇

所も位置的分散を図る設計とする。格納容器内水素濃度計（D/W）及び格納容器内水素濃度計（S/C）は、非常用交流電源設備に対して多様性を有する所内常設蓄電式

直流電源設備、常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備から給電が可能な設計とする。 

・格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納容器内雰囲気酸素濃度計は、非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

ら給電が可能な設計とする。また、サンプリングガスの冷却に必要な冷却水は、原子炉補機冷却系（原子炉補機冷却海水系を含む）に対して多様性を有する原子炉補

機代替冷却水系から供給が可能な設計とする。 

 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43 条第 3 項第 7号） 

43 条の設計方針において、可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と、共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

52 条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故防止設備はないことを確認した。なお、可搬型重大事故緩和設備として整備する可搬型窒素ガス供給装置については、以下のとおり確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型窒素ガス供給装置 可搬型窒素ガス供給装置は、屋外の保管場所に分散して保管することで、位置的分散を図る設計とすることを確認した。 

 

c. 共用の禁止（第 43 条第 2項第 2号） 

52 条で整理する常設重大事故等対処設備は、2以上の原子炉施設において共用しないことを確認した。 

 

d. 複数の接続口（第 43 条第 3項第 3 号） 

52 条で整理する重大事故等対処設備のうち、原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型重大事故等対処設備はないことを確認した。 

 

e. 保管場所（第 43 条第 3項第 5号） 

52条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型窒素ガス供給装置 可搬型窒素ガス供給装置は、屋外の保管場所に分散して保管することで、位置的分散を図る設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、可搬型窒素ガス供給装置を原子炉建屋と離隔された場所（第１保管エリア及び第４保管エリア）に保管することが示されている。 
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2.9.1.2 悪影響防止（第 43 条第 1 項第 5号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し、発電用原子炉施設

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型窒素ガス供給装置 以下の設計方針であることを確認した。 

・可搬型窒素ガス供給装置は、通常時は接続先の系統と分離して保管し、重大事故等時に接続、弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・可搬型窒素ガス供給装置は、輪留めによる固定等をすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・可搬型窒素ガス供給装置は、飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

格納容器内水素濃度計（D/W） 

格納容器内水素濃度計（S/C） 

格納容器内雰囲気水素濃度計 

格納容器内雰囲気酸素濃度計 

他の設備と電気的な分離をすることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 
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2.9.2 容量等（第 43 条第 2 項第 1号、第 43 条第 3項第 1 号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては、設計基準対象施設の容量等の仕様が、系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であ

ることを確認した上で、設計基準対象施設としての容量等と同仕様の設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので、重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を

補う必要があるものについては、その後の事故対応手段と合わせて、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系

統及び機器を使用するものについては、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、容量設定根拠が示されている。（参照：「容量設定根拠」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

格納容器内水素濃度計（D/W） 

格納容器内水素濃度計（S/C） 

格納容器内雰囲気水素濃度計 

格納容器内雰囲気酸素濃度計 

格納容器内水素濃度計（D/W）、格納容器内水素濃度計（S/C）、格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納容器内雰囲気酸素濃度計は、計測誤差を考慮した上で、適切な計測

範囲を確保していることを確認した。なお、格納容器内水素濃度計（D/W）、格納容器内水素濃度計（S/C）、格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納容器内雰囲気酸素濃

度計について、想定される重大事故等時に原子炉格納容器内の水素濃度及び水素濃度が変動する可能性のある範囲を監視すること、可燃限界濃度を監視することを目的

としている。具体的な計測範囲は次のとおりであり、適切な計測範囲を確保していることを確認した。 

格納容器内水素濃度計（D/W）：0～100vol% 

格納容器内水素濃度計（S/C）：0～100vol% 

格納容器内雰囲気水素濃度計：0～30vol% 及び 0～100vol% 

格納容器内雰囲気酸素濃度計：0～30vol% 

 

43 条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備は、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とするとともに、設備の機能、信頼度等を考慮し、予備を含めた保有数を確保することにより、必要な容量等

に加え、十分に余裕のある容量等を有する設計とすること等を確認した。 

52 条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型窒素ガス供給装置 以下の設計方針であることを確認した。 

・可搬型窒素ガス供給装置は、想定される重大事故等時において、原子炉格納容器フィルタベント系により原子炉格納容器内における水素及び酸素を排出する前までに、

原子炉格納容器内の水素及び酸素の濃度を可燃限界未満にするために必要な窒素供給容量を確保するため1セット1台使用する。保有数は61 セット1 台に加えて、故

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として1 台の合計2 台を保管する。 

 

2.9.3 環境条件等 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43 条第 1項第 1号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発揮できるよう、その設置場所（使用場所）

又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、設備等の配置状況（参照：「配置図」）が示され、配置状況における環境条件（参照：「共-2 類型化区分及び適合内容」）が示されている。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型窒素ガス供給装置 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 可搬型窒素ガス供給装置は、屋外に保管及び設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表3.9-2参照） 

格納容器内水素濃度計（D/W）、格納容器内水素濃

度計（S/C）、格納容器内雰囲気水素濃度計、格

納容器内雰囲気酸素濃度計 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 格納容器内水素濃度計（D/W）及び格納容器内水素濃度計（S/C）は、原子炉格納容器内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納容器内雰囲気酸素濃度計は、原子炉建屋原子炉棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 
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補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表3.9-9参照） 

 

b. 現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6号、第 43 条第 3 項第 4号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所の選定、遮蔽の設置等により

設置場所で操作できる設計又は放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作できる設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型窒素供給装置 以下の設計方針であることを確認した。 

・可搬型窒素ガス供給装置の常設設備との接続及び操作は、想定される重大事故等時において、設置場所で可能な設計とする。 

補足説明資料において、操作対象機器設置場所が示されている。（表3.9-3参照） 

格納容器内水素濃度計（D/W） 

格納容器内水素濃度計（S/C） 

格納容器内雰囲気水素濃度計 

格納容器内雰囲気酸素濃度計 

以下の設計方針であることを確認した。 

・格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納容器内雰囲気酸素濃度計のサンプリング装置の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室で可能な設計とする。 

補足説明資料において、操作対象機器設置場所が示されている。（表3.9-10参照） 

 

2.9.4 操作性及び試験・検査性について 

（１）操作性の確保（第 43 条第 1項第 2号、第 43 条第 1項第 4号、第 43 条第 3項第 2号、第 43 条第 3項第 6号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため、重大事故等時の環境条件を考慮し、操作が可能な設計とするとともに、現場操作に

おいて工具を必要とする場合は、一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて、確実に作業ができる設計とし、工具は、作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、流路を含めた全体の系統構成及び切り替え操作に使用する弁等が系統図として示されている。（参照：「系統図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型窒素ガス供給装置 以下の設計方針であることを確認した。 

・可搬型窒素ガス供給装置は、付属の操作スイッチにより、設置場所での操作が可能な設計とし、系統構成に必要な弁は、中央制御室から遠隔で可能な設計又は設置場

所での手動操作が可能な設計とする。 

・可搬型窒素ガス供給装置は、車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに、設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

・可搬型窒素ガス供給装置を接続する接続口については、一般的に使用される工具を用いて接続可能なフランジ接続により、ホースを確実に接続することができる設計

とする。また、ホースの接続については、接続方式及び接続口の口径を統一する設計とする。 

格納容器内水素濃度計（D/W） 

格納容器内水素濃度計（S/C） 

格納容器内雰囲気水素濃度計 

格納容器内雰囲気酸素濃度計 

以下の設計方針であることを確認した。 

・格納容器内水素濃度計（D/W）、格納容器内水素濃度計（S/C）、格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納容器内雰囲気酸素濃度計は、想定される重大事故等時において、

他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

・格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納容器内雰囲気酸素濃度計は、想定される重大事故等時において、中央制御室にて監視及びサンプリング装置の操作が可能な設計

とする。 

 

（２）試験・検査（第 43 条第 1 項第 3 号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できるよう、機能・性能の確認、漏えいの有無の

確認、分解点検等ができる構造とするとともに、発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は、発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き、運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な設

計とすること等を確認した。  

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型窒素ガス供給装置 以下の設計方針であることを確認した。 
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・可搬型窒素ガス供給装置は、原子炉の運転中又は停止中に独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに、分解又は取替えが可能な設計と

する。 

・可搬型窒素ガス供給装置は、車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.9-4 参照） 

格納容器内水素濃度計（D/W） 

格納容器内水素濃度計（S/C） 

格納容器内雰囲気水素濃度計 

格納容器内雰囲気酸素濃度計 

以下の設計方針であることを確認した。 

・格納容器内水素濃度計（D/W）、格納容器内水素濃度計（S/C）、格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納容器内雰囲気酸素濃度計は、原子炉の停止中に模擬入力による

機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

・格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納容器内雰囲気酸素濃度計のサンプリング装置は、原子炉の停止中に運転により機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表3.9-11参照） 
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女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備（第５３条）） 

 

技術的能力基準 1.10 で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 53 条及び第 43 条への適合性を確認する。 

  

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備（第５３条） 

2.10.1 適合方針 ............................................................................................................................................................................... 53-2 

（１）設置許可基準規則への適合 ............................................................................................................................................................... 53-2 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処設備の抽出 ......................................................................................................................... 53-2 
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2.10.1 適合方針 

（１）設置許可基準規則への適合 
１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処設備の抽出 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備） 

第五十三条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した

場合において原子炉建屋その他の原子炉格納容器から漏えいす

る気体状の放射性物質を格納するための施設（以下「原子炉建

屋等」という。）の水素爆発による損傷を防止する必要がある場

合には、水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷を防止するた

めに必要な設備を設けなければならない。 

 

 

① 技術的能力審査基準 1.10 により抽出された重大事故等対処設備

が網羅的に整理されていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ①により抽出された重大事故等対処設備について、43 条要求対

応を確認するため設備分類（常設/可搬）を確認。 

 

 

 

③ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する

設備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）として使用する設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①技術的能力審査基準 1.10 により抽出された手順毎に重大事故等対処設備が網羅的に整理されていることを確認した。 

 

(１) 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

 

a. 静的触媒式水素再結合装置による水素濃度の上昇抑制 

・静的触媒式水素再結合装置 

・静的触媒式水素再結合装置動作監視装置 

 

b. 原子炉建屋水素濃度監視設備による水素濃度測定 

・原子炉建屋内水素濃度計 

 

なお、上記を含めて必要な監視項目及び監視計器について、追補 1「5.重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技

術的能力の追補（以下、「追補」という）」の「表 1.10-2 重大事故等対処設備に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

添付資料 1.10-1 において、要求事項（技術的能力審査基準、設置許可基準規則及び技術基準規則）と重大事故等対処設備の対応関係が整理され

示されている。（参照：「審査基準、基準規則と対処設備との対応表」）。 

 

②重大事故等対処設備の設備分類（常設）が「重大事故等対処設備の設備分類等」に整理されていることを確認した（常設の要求に対する適合は、

2.10.1.1 多様性及び独立性、位置的分散以降に記載されている）。 

補足説明資料において、耐震設計の設備分類【39 条地震による損傷の防止】及び機器クラスが示されている（参照：「共-1 重大事故等対処設備の設

備分類及び選定について」）。 

 

③ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備として重大事故等対処設備が整理されていることを確認した。 

・原子炉建屋原子炉棟【その他設備】 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

備が重大事故等対処設備として整理されていることを確認。 

 

・所内常設蓄電式直流電源設備【57 条】 

・常設代替直流電源設備【57 条】 

・可搬型代替直流電源設備【57 条】 

・常設代替交流電源設備【57 条】 

・可搬型代替交流電源設備【57 条】 

・代替所内電気設備【57 条】 

 

上記のうち、【】が記載されている設備については、43 条の設計方針が【】内の条文等で整理されていることを確認した。 
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２）技術的能力審査基準での対応との整合性 
審査の視点及び確認事項 

技術的能力審査基準での対応を踏まえ、対応手段ごとに「設備の目的」、その対応手段ごとに「機能喪失の想定」、「使用機器」、「系統構成」及び「その他の設備」の内容が記載されていることを確認。 

 

（設備の目的） 

① 対応手段に対して重大事故等対処設備が整理されていることを確認。 

② ①における重大事故等対処設備について、具体的な設計方針を確認。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 対応手段ごとに使用条件（どのような機能喪失時に使用するのか）が明確にされていることを確認。（機能喪失する設計基準対処設備がない場合は、使用条件を記載） 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（該当設備のみ）と手順の概略系統図が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（該当設備のみ）に記載されていることを確認。 

 

（その他の設備） 

⑥ 系統構成を踏まえ、流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）が重大事故等対処設備として記載されていることを確認。 

＜ＢＷＲの場合＞ 

例：高圧代替注水系を用いた冷却に期待する場合は、高圧代替注水系の他、原子炉圧力容器【流路】、所内蓄電式直流電源設備【電源】、復水貯蔵槽【水源】等が含まれる。 

（ただし（設備の目的）①に整理された重大事故等対処設備を除く。） 
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a. 静的触媒式水素再結合装置による水素濃度の上昇抑制 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 水素濃度制御設備として、静的触媒式水素再結合装置を使用し、作動状況確認のため静的触媒式水素再結合装置動作監視装置を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・静的触媒式水素再結合装置は、運転員の起動操作を必要とせずに、原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内に漏えいした水素と酸素を触媒反応によって再結合させることで、原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度の

上昇を抑制し、原子炉建屋原子炉棟の水素爆発を防止できる設計とする。 

・静的触媒式水素再結合装置動作監視装置は、静的触媒式水素再結合装置の入口側及び出口側の温度により静的触媒式水素再結合装置の作動状態を中央制御室から監視できる設計とする。 

・静的触媒式水素再結合装置動作監視装置は、所内常設蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備から給電が可能な設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 炉心の著しい損傷により原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内に水素が漏えいした場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 手順としての系統構成は行わないため、該当なし。 

⑤ ①で示す設備（電源設備【57 条】以外）が概略系統図（第 9.6-1 図 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備構造図（静的触媒式水素再結合装置による水素濃度の上昇抑制）、第 9.6-2 図 水素爆

発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備系統概要図（静的触媒式水素再結合装置による水素濃度の上昇抑制））に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.10-1 静的触媒式水素再結合装置概要図」、「図 3.10-2 静的触媒式水素再結合装置動作監視装置の系統概要図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として原子炉建屋原子炉棟を重大事故等対処設備として使用することを確認した。また、常設代替直流電源設備等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.10-1 静的触媒式水素再結合装置概要図」、「図 3.10-2 静的触媒式水素再結合装置動作監視装置の系統概要図」） 

 
b. 原子炉建屋水素濃度監視設備による水素濃度測定 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 水素濃度監視設備として、想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定できる原子炉建屋内水素濃度計を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・原子炉建屋内水素濃度計は、中央制御室において連続監視できる設計とする。 

・原子炉建屋内水素濃度計のうち、原子炉建屋地上 3階及び原子炉建屋地下 2階に設置するものについては、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電及び所内常設蓄電式直流電源設備、常設代

替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備からの給電が可能な設計とする。また、原子炉建屋地上 1階及び原子炉建屋地下 1階に設置するものについては、所内常設蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備

又は可搬型代替直流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 炉心の著しい損傷が発生し、原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟内へ漏えいした水素を測定する場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 手順としての系統構成は行わないため、該当なし。 

⑤ ①で示す設備（電源設備【57 条】以外）が概略系統図（第 9.6-3 図 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備系統概要図（原子炉建屋水素濃度監視設備による水素濃度測定））に記載されているこ
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とを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.10-3 原子炉建屋内水素濃度の系統概要図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、常設代替交流電源設備等を重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.10-3 原子炉建屋内水素濃度の系統概要図」） 
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（２）設置許可基準規則解釈への適合 
審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（解釈） 

第５３条（水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための

設備） 

１ 第５３条に規定する「水素爆発による当該原子炉建屋等の損傷

を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ）水素濃度制御設備（制御により原子炉建屋等で水素爆発のおそ

れがないことを示すこと。）又は水素排出設備（動的機器等に水

素爆発を防止する機能を付けること。放射性物質低減機能を付

けること。）を設置すること。 

① 水素濃度制御設備（制御により原子炉建屋等で水素爆発のおそれ

がないことを示すこと。）又は水素排出設備（動的機器等に水素爆

発を防止する機能を付けること。放射性物質低減機能を付けるこ

と。）を設置することを確認。 

 

 

 

 

 

①水素濃度制御設備として、適切な位置に配置され水素濃度の上昇を抑制できる静的触媒式水素再結合装置を設置することを確認した。（静的触媒

式水素結合装置は、水素の効率的な除去を考慮して原子炉建屋燃料取替床内に分散させた配置とすること、PAR の台数の設定に当たっては、水素発

生量は有効燃料部の被覆管がジルコニウム―水反応により全て反応したときに発生する量（約 990 ㎏）、原子炉格納容器漏えい率は保守的に設定し

た値（10%/日）とし、ガス状よう素による性能低下及び水素再結合反応開始の不確かさを考慮しても原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度及び酸素濃度

が可燃領域に達することを防止するために必要な水素処理容量を有する設計（19 個）とすることを確認した。） 

 

補足説明資料において、静的触媒式水素再結合装置の効果（GOTHIC 解析）が示されており、水素濃度は可燃限界未満（4vol%未満）であることを確

認した。（参照：別添資料-3「水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備について」） 

 

 

ｂ）想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で

推定できる監視設備を設置すること。 

② 想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で推定

できる監視設備を設置することを確認。 

 

 

 

 

 

②原子炉建屋内水素濃度計は、原子炉建屋原子炉棟内に分散させた配置とし、計測誤差を考慮した上で、0～10vol%を計測範囲としていることによ

り適切な計測範囲を確保していることを確認した。 

 原子炉建屋水素濃度計の設計方針について、以下のとおり確認した。 

・監視設備（水素濃度監視）として、想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定できる原子炉建屋内水素濃度計を設置する。 

・原子炉建屋内水素濃度計は、水素の可燃限界 4vol%を測定できる計測範囲を有する設計とする。 

 

補足説明資料において、原子炉建屋内水素濃度計の計測範囲 0～10vol%、計器誤差±0.25vol%（触媒式 0～4vol%の計測範囲において）、±0.5vol%（触

媒式 4～10vol%の計測範囲において、気体熱伝導式において）が示されており、水素の可燃限界である 4vol%に対して十分であることを確認した。

（参照：別添資料-3「水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備について」） 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  53-8 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

ｃ）これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源

設備からの給電を可能とすること。 

③ これらの設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備

からの給電を可能とすることを確認。 

 

 

 

③静的触媒式水素再結合装置動作監視装置及び原子炉建屋内水素濃度計は代替電源設備である 125V 代替蓄電池等からの給電が可能であることを確

認した。 

 

上記で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 43 条への適合性を確認する。 

補足説明資料において、設計方針等が記載された SA 設備の基準適合性一覧表及び類型化分類（共-2 類型化区分及び適合内容）が示されている。（参照：「SA設備基準適合性一覧表」） 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  53-9 

2.10.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43 条第 2項第 3号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等の安全機能と、共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適

切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

53 条で整理する重大事故等対処設備のうち、常設重大事故防止設備はないが、常設重大事故緩和設備として以下を考慮していることを確認した。 

補足説明資料において、設備等の位置的分散等の配置状況が示されている。（参照：「配置図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

静的触媒式水素再結合装置 

静的触媒式水素再結合装置動作監視装置 

以下の設計方針であることを確認した。 

 静的触媒式水素再結合装置動作監視装置は、同一目的の水素爆発による原子炉建屋原子炉棟の損傷を防止するための監視設備である原子炉建屋内水素濃度計と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう、異なる計測方式とすることで多様性を有する設計とする。 

 静的触媒式水素再結合装置動作監視装置は、非常用交流電源設備に対して多様性を有する所内常設蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電

源設備からの給電により作動できる設計とする。 

原子炉建屋内水素濃度計 以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉建屋内水素濃度計は、同一目的の水素爆発による原子炉建屋の損傷を防止するための監視設備である静的触媒式水素再結合装置動作監視装置と共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう、異なる計測方式とすることで多様性を有する設計とする。 

 原子炉建屋内水素濃度計は、非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電及び所内常設蓄電式直流電源

設備、常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備からの給電により作動できる設計とする。 

 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43 条第 3 項第 7号） 

43 条の設計方針において、可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と、共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

53 条で整理する重大事故等対処設備に可搬型重大事故等対処設備はないことを確認した。 

 

c. 共用の禁止（第 43 条第 2項第 2号） 

53 条で整理する常設重大事故等対処設備は、2以上の原子炉施設と共用しないことを確認した。 

 

d. 複数の接続口（第 43 条第 3項第 3 号） 

53 条で整理する重大事故等対処設備に可搬型重大事故等対処設備はないことを確認した。 

 

e. 保管場所（第 43 条第 3項第 5号） 

53 条で整理する重大事故等対処設備に可搬型重大事故等対処設備はないことを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  53-10 

2.10.1.2 悪影響防止（第 43 条第 1 項第 5号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し、発電用原子炉施設

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

静的触媒式水素再結合装置 

静的触媒式水素再結合装置動作監視装置 

静的触媒式水素再結合装置は、重大事故等時の再結合反応による温度上昇が重大事故等対処に必要となる他の設備に悪影響を及ぼさない設計とすること、静的触

媒式水素再結合装置動作監視装置は水素処理性能へ悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

以下の設計方針であることを確認した。 

・静的触媒式水素再結合装置は、原子炉建屋燃料取替床壁面近傍に設置し、他の設備と独立して作動する設計とするとともに、重大事故等時の再結合反応による

温度上昇が重大事故等時に使用する他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・静的触媒式水素再結合装置動作監視装置は、他の設備と電気的な分離を行うことで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また、静的触媒式水素再結合

装置動作監視装置は、静的触媒式水素再結合装置内の水素流路を妨げない配置及び寸法とすることで、静的触媒式水素再結合装置の水素処理性能に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

原子炉建屋内水素濃度計 原子炉建屋内水素濃度計は、他の設備と電気的な分離を行うことで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  53-11 

2.10.2 容量等（第 43 条第 2 項第 1号、第 43 条第 3項第 1 号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては、設計基準対象施設の容量等の仕様が、系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であ

ることを確認した上で、設計基準対象施設としての容量等と同仕様の設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので、重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を

補う必要があるものについては、その後の事故対応手段と合わせて、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系

統及び機器を使用するものについては、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、容量設定根拠が示されている。（参照：「容量設定根拠」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

静的触媒式水素再結合装置 

静的触媒式水素再結合装置動作監視装置 

静的触媒式水素再結合装置は、水素の効率的な除去を考慮して原子炉建屋燃料取替床内に分散させた配置とすること、静的触媒式水素再結合装置の台数の設定に

あたっては、水素発生量は有効燃料部の被覆管がジルコニウム－水反応により全て反応したときに発生する量（約 990kg）、原子炉格納容器漏えい率は保守的に設

定した値（10%/日）とし、ガス状よう素による性能低下及び水素再結合反応開始の不確かさを考慮しても原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度及び酸素濃度が可燃領

域に達することを防止するために必要な水素処理容量を有する設計（19個）とすることを確認した。 

静的触媒式水素再結合装置動作監視装置は、静的触媒式水素再結合装置作動時に想定される温度範囲を測定できる設計とすることを確認した。 

原子炉建屋内水素濃度計 原子炉建屋内水素濃度計は、原子炉建屋燃料取替床の天井付近に分散させた適切な位置に配置し、想定される重大事故等時において、原子炉建屋原子炉棟内の水

素濃度を測定できる設計とすることを確認した。また、原子炉建屋内水素濃度計は、原子炉建屋燃料取替床以外の水素が漏えいする可能性の高いエリアにも設置

し、水素の早期検知及び滞留状況を把握できる設計とすることを確認した。 

 

53 条で整理する重大事故等対処設備に可搬型重大事故等対処設備はないことを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  53-12 

2.10.3 環境条件等 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43 条第 1項第 1号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発揮できるよう、その設置場所（使用場所）

又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、設備等の配置状況（参照：「配置図」）が示され、配置状況における環境条件（参照：「共-2 類型化区分及び適合内容」）が示されている。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

静的触媒式水素再結合装置 

静的触媒式水素再結合装置動作監視装置 

静的触媒式水素再結合装置及び静的触媒式水素再結合装置動作監視装置は、原子炉建屋原子炉棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とすることを確認した。 

原子炉建屋内水素濃度計 原子炉建屋内水素濃度計は、原子炉建屋原子炉棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とすることを確認した。 

 

b. 現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6号、第 43 条第 3 項第 4号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所の選定、遮蔽の設置等により

設置場所で操作できる設計又は放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作できる設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

静的触媒式水素再結合装置 

静的触媒式水素再結合装置動作監視装置 

静的触媒式水素再結合装置は、水素と酸素が流入すると触媒反応によって受動的に起動する設備とし、操作不要な設計とすることを確認した。 

静的触媒式水素再結合装置動作監視装置は、重大事故等時において中央制御室で監視が可能な設計とすることを確認した。 

原子炉建屋内水素濃度計 原子炉建屋内水素濃度計は、重大事故等時において中央制御室で監視が可能な設計とすることを確認した。 

 

53 条で整理する重大事故等対処設備に可搬型重大事故等対処設備はないことを確認した。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  53-13 

2.10.4 操作性及び試験・検査性について 

（１）操作性の確保（第 43 条第 1項第 2号、第 43 条第 1項第 4号、第 43 条第 3項第 2号、第 43 条第 3項第 6号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため、重大事故等時の環境条件を考慮し、操作が可能な設計とするとともに、現場操作に

おいて工具を必要とする場合は、一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて、確実に作業ができる設計とし、工具は、作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、流路を含めた全体の系統構成及び切り替え操作に使用する弁等が系統図として示されている。（参照：「系統図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

静的触媒式水素再結合装置 

静的触媒式水素再結合装置動作監視装置 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

・静的触媒式水素再結合装置、静的触媒式水素再結合装置動作監視装置は、重大事故等時において他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

・静的触媒式水素再結合装置は、水素と酸素が流入すると触媒反応によって受動的に起動する設備とし、操作不要な設計とする。 

・静的触媒式水素再結合装置動作監視装置は、想定される重大事故等時において、中央制御室で監視が可能な設計とする。 

原子炉建屋内水素濃度計 以下の設計方針であることを確認した。 

・原子炉建屋内水素濃度は、重大事故等時において他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

・原子炉建屋内水素濃度計は、想定される重大事故等時において、中央制御室で監視が可能な設計とすることを確認した。 

 

53 条で整理する重大事故等対処設備に可搬型重大事故等対処設備はないことを確認した。 

 

（２）試験・検査（第 43 条第 1 項第 3 号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できるよう、機能・性能の確認、漏えいの有無の

確認、分解点検等ができる構造とするとともに、発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は、発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き、運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な

設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

静的触媒式水素再結合装置 

静的触媒式水素再結合装置動作監視装置 

以下の設計方針であることを確認した。 

・静的触媒式水素再結合装置は、発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認として触媒カートリッジの水素処理性能の確認及び外観の確認が可能な設計とす

る。 

・静的触媒式水素再結合装置動作監視装置は、発電用原子炉の停止中に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.10-4 及び表 3.10-5 参照） 

原子炉建屋内水素濃度計 ・原子炉建屋内水素濃度計は、発電用原子炉の停止中に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表3.10-9参照） 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 
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2.11.1 適合方針 

（１）設置許可基準規則への適合 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号）1 

 

（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

第五十四条 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能

又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えい

その他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場

合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨

界を防止するために必要な設備を設けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏

えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に

低下した場合において貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を

緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備を設けなければな

らない。 

 

① 技術的能力審査基準 1.11 により抽出された重大事故等対処設備

が網羅的に整理されていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 技術的能力審査基準 1.11により抽出された手順毎に重大事故等対処設備が網羅的に整理されていることを確認した。 

 

ⅰ）使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能の喪失時又は使用済燃料プール水の小規模な漏えい発生時に用いる設備 

(1) 燃料プール代替注水 

a. 燃料プール代替注水系（常設配管）による使用済燃料プールへの注水 

・ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

・ 燃料プール代替注水系（常設配管） 

・ ホース 

・ ホース延長回収車 

・ 注水用ヘッダ 

・ 燃料補給設備        【57条】電源設備 

 

b. 燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの注水 

・ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

・ ホース 

・ ホース延長回収車 

・ 注水用ヘッダ 

・ 燃料補給設備        【57条】電源設備 

 

ⅱ）使用済燃料プールからの大量の水の漏えい発生時に用いる設備 

                                                   

※ 審査書の記載においては、「使用済燃料貯蔵槽」を申請者が用いている名称である「使用済燃料プール」と言い換えている。 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  54-4 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号）1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 燃料プールスプレイ 

a. 燃料プールスプレイ系（常設配管）による使用済燃料プールへのスプレイ 

・ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

・ スプレイノズル 

・ 燃料プールスプレイ系（常設配管） 

・ ホース 

・ ホース延長回収車 

・ 注水用ヘッダ 

・ 燃料補給設備        【57条】電源設備 

 

b. 燃料プールスプレイ系（可搬型）による使用済燃料プールへのスプレイ 

・ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

・ スプレイノズル 

・ ホース 

・ ホース延長回収車 

・ 注水用ヘッダ 

・ 燃料補給設備        【57条】電源設備 

 

(2) 大気への放射性物質の拡散抑制 

a. 放水設備（大気への拡散抑制設備）による大気への放射性物質の拡散抑制 

・ 大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

・ 放水砲 

・ ホース 

 

ⅲ）重大事故等時の使用済燃料プールの監視に用いる設備 

a. 使用済燃料プールの監視設備による使用済燃料プールの状態監視 

・ 使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式） 

・ 使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式） 

・ 使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量） 

・ 使用済燃料プール監視カメラ 

・ 常設代替交流電源設備    【57条】電源設備 

・ 所内常設蓄電式直流電源設備 【57条】電源設備 

・ 可搬型代替交流電源設備   【57条】電源設備 

・ 常設代替直流電源設備    【57条】電源設備 

・ 可搬型代替直流電源設備   【57条】電源設備 

 

ⅳ）重大事故等時における使用済燃料プールの除熱のための設備 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号）1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ①により抽出された重大事故等対処設備について、43条要求対応

を確認するため設備分類（常設/可搬）を確認。 

 

 

 

③ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設

備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）として使用する設備

が重大事故等対処設備として整理されていることを確認。 

 

a. 燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱 

・ 燃料プール冷却浄化系ポンプ 

・ 燃料プール冷却浄化系熱交換器 

・ 熱交換器ユニット 

・ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

・ 常設代替交流電源設備    【57条】電源設備 

・ 燃料補給設備        【57条】電源設備 

 

なお、上記を含めて必要な監視項目及び監視計器について、追補 1「5.重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技

術的能力の追補（以下、「追補」という）」の「表 1.2.2 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

添付資料 1.2.1 において、要求事項（技術的能力審査基準、設置許可基準規則及び技術基準規則）と重大事故等対処設備の対応関係が整理さ

れ示されている。（参照：「審査基準、基準規則と対処設備との対応表」）。 

 

② 重大事故等対処設備の設備分類（常設/可搬）が「主要な重大事故等対処設備の設備分類等」に整理されていることを確認した（常設/可搬の要

求に対する適合は、2.3.1.1多様性及び独立性、位置的分散 以降に記載されている）。 

補足説明資料において、耐震設計の設備分類【39 条地震による損傷の防止】及び機器クラスが示されている（参照：「共-1 重大事故等対処設

備の設備分類及び選定について」）。 

 

③ ①以外の流路として使用する設備及び重大事故等時に期待する設備として、重大事故等対処設備が整理されていることを確認した。 

・使用済燃料プール 

 

上記のうち、【】が記載されている設備については、43条の設計方針が【】内の条文等で整理されていることを確認した。 
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２）技術的能力審査基準での対応との整合性 

審査の視点及び確認事項 

技術的能力審査基準での対応を踏まえ、対応手段ごとに「設備の目的」、その対応手段ごとに「機能喪失の想定」、「使用機器」、「系統構成」及び「その他の設備」の内容が記載されていることを確認。 

（設備の目的） 

① 対応手段に対して重大事故等対処設備が整理されていることを確認。 

② ①における重大事故等対処設備について、具体的な設計方針を確認。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 対応手段ごとに使用条件（どのような機能喪失時に使用するのか）が明確にされていることを確認。（機能喪失する設計基準対処設備がない場合は、使用条件を記載） 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（該当設備のみ）と手順の概略系統図が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（該当設備のみ）に記載されていることを確認。 

 

（その他の設備） 

⑥ 系統構成を踏まえ、流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）が重大事故等対処設備として記載されていることを確認。 

＜ＢＷＲの場合＞ 

例：高圧代替注水系を用いた冷却に期待する場合は、高圧代替注水系の他、原子炉圧力容器【流路】、所内常設蓄電式直流電源設備【電源】、復水貯蔵槽【水源】等が含まれる。 

（ただし（設備の目的）①に整理された重大事故等対処設備を除く。） 
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ⅰ) 使用済燃料プールの冷却機能若しくは注水機能の喪失時又は使用済燃料プール水の小規模な漏えい発生時に用いる設備 

(1) 燃料プール代替注水 

a. 燃料プール代替注水系（常設配管）による使用済燃料プールへの注水 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（燃料プール代替注水系（常設配管）による使用済燃料プールへの注水）として、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリを使用する

ことを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・燃料プール代替注水系（常設配管）は、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等で構成し、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により、代替淡水源の水を燃料プール冷却浄化系配管等から使用済燃料プールへ注水することで、

使用済燃料プールの水位を維持できる設計とする。 

・使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することにより臨界を防止できる設計とする。 

・燃料プール代替注水系（常設配管）は、代替淡水源が枯渇した場合において、重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により海を利用できる設計とする。また、大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）は、空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

・燃料は、燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 残留熱除去系（燃料プール水の冷却）及び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪失又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プールへの補給機能が喪失し、又は使用済燃料プールに接続する

配管の破損等により使用済燃料プール水の小規模な漏えいにより使用済燃料プールの水位が低下した場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 4.3－1図 使用済燃料プールの冷却等のための設備系統概要図（燃料プール代替注水系（常設配管）による使用済燃料プールへの注水））と、追補の概略系統図（第 1.11

－5図 燃料プール代替注水系（常設配管）概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す主な設備が設備の概略系統図（第 4.3－1図 使用済燃料プールの冷却等のための設備系統概要図（燃料プール代替注水系（常設配管）による使用済燃料プールへの注水））に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.11－1 燃料プール代替注水系（常設配管）系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、使用済燃料プール等を使用することを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.11－1 燃料プール代替注水系（常設配管）系統概要図」） 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  54-8 

b. 燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの注水 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの注水）として、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリを使用するこ

とを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・燃料プール代替注水系（可搬型）は、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、ホース等で構成し、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により、代替淡水源の水をホース等を経由して使用済燃料プールへ注水することで、使用

済燃料プールの水位を維持できる設計とする。 

・使用済燃料貯蔵ラックの形状を維持することにより臨界を防止できる設計とする。 

・燃料プール代替注水系（可搬型）は、代替淡水源が枯渇した場合において、重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により海を利用できる設計とする。また、大容量送水

ポンプ（タイプⅠ）は、空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

・燃料は、燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 残留熱除去系（燃料プール水の冷却）及び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪失又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プールへの補給機能が喪失し、又は使用済燃料プールに接続する

配管の破損等により使用済燃料プール水の小規模な漏えいにより使用済燃料プールの水位が低下した場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 4.3－2 図 使用済燃料プールの冷却等のための設備系統概要図（燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの注水））と、追補の概略系統図（第 1.11

－9図 燃料プールスプレイ系（可搬型） 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す主な設備が設備の概略系統図（第 4.3－2図 使用済燃料プールの冷却等のための設備系統概要図（燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの注水））に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.11－3 燃料プール代替注水系（可搬型）系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、使用済燃料プール等を使用することを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.11－3 燃料プール代替注水系（可搬型）系統概要図」） 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  54-9 

ⅱ) 使用済燃料プールからの大量の水の漏えい発生時に用いる設備 

(1) 燃料プールスプレイ 

a. 燃料プールスプレイ系（常設配管）による使用燃料プールへのスプレイ 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（燃料プールスプレイ系（常設配管）による使用燃料プールへのスプレイ）として、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、スプレイノズル、軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンク及びタン

クローリを使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・燃料プールスプレイ系（常設配管）は、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、スプレイノズル等で構成し、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により、代替淡水源の水を燃料プール代替注水系配管等を経由してスプレイノ

ズルから使用済燃料プール内燃料体等に直接スプレイすることで、燃料損傷を緩和するとともに、環境への放射性物質の放出をできる限り低減できる設計とする。 

・スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配慮したラック形状によって、臨界を防止することができる設計とする。 

・燃料プールスプレイ系（常設配管）は、代替淡水源が枯渇した場合において、重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により海を利用できる設計とする。また、大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）は、空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

・燃料は、燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 4.3－3図 使用済燃料プールの冷却等のための設備系統概要図（燃料プールスプレイ系（常設配管）による使用済燃料プールへのスプレイ））と、追補の概略系統図（第

1.11－13図 燃料プールスプレイ系（常設配管）概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す主な設備が設備の概略系統図（第 4.3－3図 使用済燃料プールの冷却等のための設備系統概要図（燃料プールスプレイ系（常設配管）による使用済燃料プールへのスプレイ））に記載されていることを確認

した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.11－5 燃料プールスプレイ系（常設配管）系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、使用済燃料プール等を使用することを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.11－5 燃料プールスプレイ系（常設配管）系統概要図」）  

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  54-10 

b. 燃料プールスプレイ系（可搬型）による使用済燃料プールへのスプレイ 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（燃料プールスプレイ系（可搬型）による使用済燃料プールへのスプレイ）として、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、スプレイノズル、軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンク及びタン

クローリを使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・燃料プールスプレイ系（可搬型）は、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、スプレイノズル、ホース等で構成し、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により、代替淡水源の水をホース等を経由してスプレイノズルから使用

済燃料プール内燃料体等に直接スプレイすることで、燃料損傷を緩和するとともに、環境への放射性物質の放出をできる限り低減できる設計とする。 

・スプレイや蒸気条件下でも臨界にならないよう配慮したラック形状によって、臨界を防止することができる設計とする。 

・燃料プールスプレイ系（可搬型）は、代替淡水源が枯渇した場合において、重大事故等の収束に必要となる水の供給設備である大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により海を利用できる設計とする。また、大容量送水

ポンプ（タイプⅠ）は、空冷式のディーゼルエンジンにより駆動できる設計とする。 

・燃料は、燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 4.3－4 図 使用済燃料プールの冷却等のための設備系統概要図（燃料プールスプレイ系（可搬型）による使用済燃料プールへのスプレイ））と、追補の概略系統図（第

1.11－17 図 燃料プールスプレイ系（可搬型） 概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す主な設備が設備の概略系統図（第 4.3－4図 使用済燃料プールの冷却等のための設備系統概要図（燃料プールスプレイ系（可搬型）による使用済燃料プールへのスプレイ））に記載されていることを確認し

た。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.11－7 燃料プールスプレイ系（可搬型）系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、使用済燃料プール等を使用することを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.11－7 燃料プールスプレイ系（可搬型）系統概要図」） 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  54-11 

(2) 大気への放射性物質の拡散抑制 

a. 放水設備（大気への拡散抑制設備）による大気への放射性物質の拡散抑制 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（放水設備（大気への拡散抑制設備）による大気への放射性物質の拡散抑制）として、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲、ホース等を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・放水設備（大気への拡散抑制設備）は、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲、ホース等で構成し、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）により海水をホースを経由して放水砲から原子炉建屋へ放水することで、環境

への放射性物質の放出を可能な限り低減できる設計とする。 

その他、放水設備（大気への拡散抑制設備）の詳細については、「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備（第５５条）」において整理されていることを確認した。 

（機能喪失の想定） 

③ 使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料プールの水位の異常な低下により、使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷に至った場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 4.3－5図 使用済燃料プールの冷却等のための設備の系統概要図（放水設備（大気への拡散抑制設備）による大気への放射性物質の拡散抑制））と、追補の概略系統図（第

1.12－1図 大気への放射性物質の拡散抑制手順の概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が設備の概略系統図（第 4.3－5図 使用済燃料プールの冷却等のための設備系統概要図（放水設備（大気への拡散抑制設備）による大気への放射性物質の拡散抑制））に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概略図（全体）へ示されている。（参照：「図 3.12－1 放水設備（大気への拡散抑制設備） 系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、水源として、海を使用することを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概略図（全体）へ示されている。（参照：「図 3.12－1 放水設備（大気への拡散抑制設備） 系統概要図」） 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  54-12 

ⅲ) 重大事故等時の使用済燃料プールの監視に用いる設備 

a. 使用済燃料プールの監視設備による使用済燃料プールの状態監視 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（使用済燃料プール監視設備による使用済燃料プールの状態監視）として、使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）、使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）、使用済燃料プール

上部空間放射線モニタ（高線量、低線量）及び使用済燃料プール監視カメラを使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）、使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）及び使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量）は、想定される重大事故等により変動する可能

性のある範囲にわたり測定可能な設計とする。 

・使用済燃料プール監視カメラは、想定される重大事故等時の使用済燃料プールの状態を監視できる設計とする。 

・使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）及び使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量）は、所内常設蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備から給電が

可能であり、使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）及び使用済燃料プール監視カメラは、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 重大事故等時において、使用済燃料プールの状態を監視する場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 監視カメラに関する系統構成については、設備の概略系統図（第 4.3－6図 使用済燃料プールの冷却等のための設備系統概要図（使用済燃料プールの監視設備）による使用済燃料プールの状態監視）に記載されてい

ることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（第 4.3－6図 使用済燃料プールの冷却等のための設備系統概要図（使用済燃料プールの監視設備）による使用済燃料プールの状態監視）に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概略図（全体）へ示されている。（参照：「図 3.11－15 使用済燃料プール監視設備の系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、常設代替交流電源設備、所内常設蓄電式直流電源設備、可搬型代替交流電源設備、常設代替直流電源設備、可搬型代替直流電源設備等を、重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

補足説明資料（54-2）において、単線結線図が示されている。（参照：「図 54－2－1 燃料プール冷却浄化系及び使用済燃料プール監視設備に係る交流電源設備単線結線図、図 54－2－2 使用済燃料プール監視設備

に係る直流電源設備単線結線図」） 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  54-13 

ⅳ) 重大事故等時における使用済燃料の除熱のための設備 

a. 燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱）として、燃料プール冷却浄化系を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・燃料プール冷却浄化系は、燃料プール冷却浄化系ポンプ、燃料プール冷却浄化系熱交換器等で構成し、使用済燃料プールの水をポンプにより熱交換器等を経由して循環させることで、使用済燃料プールを冷却でき

る設計とする。 

・燃料プール冷却浄化系は、非常用交流電源設備及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）が機能喪失した場合でも、常設代替交流電源設備及び原子炉補機代替冷却水系を用いて、使用済燃料プー

ルを除熱できる設計とする。 

・燃料プール冷却浄化系で使用する原子炉補機代替冷却水系は、淡水ポンプ及び熱交換器を搭載した熱交換器ユニット、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等で構成し、熱交換器ユニットを原子炉補機冷却水系に接続し、

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により熱交換器ユニットに海水を送水することで、燃料プール冷却浄化系熱交換器等で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送できる設計とする。 

・燃料は、燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 重大事故等時において使用済燃料プールの除熱を行う場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 4.3－7 図 使用済燃料プールの冷却等のための設備系統概要図（燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱（燃料プール冷却浄化系）））と、追補の概略系統

図（第 1.11－23図 燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱 概要図 原子炉補機代替冷却水系（A）を使用する場合）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（第 4.3－7図 使用済燃料プールの冷却等のための設備系統概要図（燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱（燃料プール冷却浄化系）））に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概略図（全体）へ示されている。（参照：「図 3.11－9 燃料プール冷却浄化系 系統概要図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、使用済燃料プール等を使用することを確認した。また、常設代替交流電源設備、燃料補給設備等を、重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概略図（全体）へ示されている。（参照：「図 3.11－9 燃料プール冷却浄化系 系統概要図」） 
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（解釈） 

第５４条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備） 

１ 第１項に規定する「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能

が喪失し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその他の要因

により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が低下した場合」とは、本規

程第３７条３－１(a)及び(b)で定義する想定事故１及び想定事

故２において想定する使用済燃料貯蔵槽の水位の低下をいう。 

 

 

① 本規程第３７条３－１(a) 

   想定事故１「使用済燃料貯蔵層の冷却機能又は注水機能が喪失

することにより、使用済燃料貯蔵槽内の水の温度が上昇し、蒸発

により水位が低下する事故」に対する想定がなされていることを

確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 本規程第３７条３－１(b) 

   想定事故２「サイフォン現象等により使用済燃料貯蔵層内の水

の小規模な喪失が発生し、使用済燃料貯蔵槽の水位が低下する事

故」に対する想定がなされていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①について以下のとおり、想定事故１に対する想定がされていることを確認した。 

a. 燃料プール代替注水系（常設配管）による使用済燃料プールへの注水 

残留熱除去系（燃料プール水の冷却）及び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪失又は残留熱除去系ポンプによる使

用済燃料プールへの補給機能が喪失し、又は使用済燃料プールに接続する配管の破損等により使用済燃料プール水の小規模な漏えいにより使用

済燃料プールの水位が低下した場合を想定し、使用済燃料プール内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するための重大事故等

対処施設として、燃料プール代替注水系（常設配管）を使用する設計とする。 

 

b. 燃料プールスプレイ系（可搬型）による使用済燃料プールへの注水 

残留熱除去系（燃料プール水の冷却）及び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪失又は残留熱除去系ポンプによる使

用済燃料プールへの補給機能が喪失し、又は使用済燃料プールに接続する配管の破損等により使用済燃料プール水の小規模な漏えいにより使用

済燃料プールの水位が低下した場合を想定し、使用済燃料プール内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するための重大事故等

対処施設として、燃料プール代替注水系（可搬型）を使用する設計とする。 

 

②について以下のとおり、想定事故２に対する想定がされていることを確認した。 

使用済燃料プールは、使用済燃料プールに接続する配管の破損等により、燃料プール冷却浄化系配管からサイフォン現象による水の漏えいが

発生した場合に、漏えいの継続を防止するため、燃料プール冷却浄化系戻り配管上部にサイフォンブレーク孔を設ける設計とする。 

 

 

 

２ 第１項に規定する「貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽

し、及び臨界を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げる

措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設

備をいう。 

ａ）代替注水設備として、可搬型代替注水設備（注水ライン及び

ポンプ車等）を配備すること。 

ｂ）代替注水設備は、設計基準対象施設の冷却設備及び注水設備
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が機能喪失し、又は小規模な漏えいがあった場合でも、使用済

燃料貯蔵槽の水位を維持できるものであること。 

③代替注水設備として、可搬型代替注水設備（注水ライン及びポンプ

車等）を配備することを確認。 

 

 

 

④代替注水設備は、設計基準対象施設の冷却設備及び注水設備が機能

喪失し、又は小規模な漏えいがあった場合でも、使用済燃料プール

の水位を維持できることを確認。 

 

 

 

③について以下のとおり、代替注水設備を配備する方針であることを確認した。 

使用済燃料プールへの代替注水。そのために、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、燃料プール代替注水系（常設配管）、ホース、ホース延長回収

車及び注水用ヘッダを重大事故等対処設備として新たに整備する。なお、スロッシングによる使用済燃料プールの水位低下に伴う空間線量率の

上昇を考慮して、可搬型設備を用いた対策に加え、常設設備を用いた多様性のある対策を整備する方針は妥当であることを確認している。 

 

④について以下のとおり、代替注水設備を設計する方針であることを確認した。 

燃料プール代替注水系は、残留熱除去系（燃料プール水の冷却）及び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪失又は残

留熱除去系ポンプによる使用済燃料プールへの補給機能が喪失し、又は使用済燃料プールに接続する配管の破損等により使用済燃料プール水の

小規模な漏えいにより使用済燃料プールの水位が低下した場合に、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により、代替淡水源の水を燃料プール冷却浄

化系配管等から使用済燃料プールへ注水することで、使用済燃料プールの水位を維持できる設計とする。 

 

⑤スプレイ設備として、可搬型スプレイ設備（スプレイヘッダ、スプ

レイライン及びポンプ車等）を配備することを確認。 

 

 

 

 

⑥スプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽の水位が

維持できない場合でも、燃料損傷を緩和できるものであることを確

認。 

 

 

 

３ 第２項に規定する「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩

和し、及び臨界を防止するために必要な設備」とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための

設備をいう。 

ａ）スプレイ設備として、可搬型スプレイ設備（スプレイヘッダ、

スプレイライン及びポンプ車等）を配備すること。 

ｂ）スプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽の水

位が維持できない場合でも、燃料損傷を緩和できるものであるこ

と。 

ｃ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減す

るための設備を整備すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤について以下のとおり、可搬型スプレイ設備を配備する方針であることを確認した。 

使用済燃料プールへのスプレイ。そのために、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、スプレイノズル、燃料プールスプレイ系（常設配管）、ホース、

ホース延長回収車及び注水用ヘッダを重大事故等対処設備として新たに整備する。なお、スロッシングによる使用済燃料プールの水位低下に伴

う空間線量率の上昇を考慮して、可搬型設備を用いた対策に加え、常設設備を用いた多様性のある対策を整備する方針は妥当であることを確認

している。 

 

⑥について以下のとおり、可搬型スプレイ設備を設計する方針であることを確認した。 

a. 燃料プールスプレイ系（常設配管）による使用済燃料プールへのスプレイ 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合に、燃料損傷を緩和するとともに、燃料

損傷時には使用済燃料プール内燃料体等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環境への放射性物質の放出を低減するための重大事

故等対処設備として、燃料プールスプレイ系（常設配管）を使用する。代替淡水源の水を燃料プール冷却浄化系配管等を経由してスプレイノ

ズルから使用済燃料プール内燃料体等に直接スプレイすることで、燃料損傷を緩和するとともに、環境への放射性物質の放出をできる限り低
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⑦燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するた

めの設備を整備していることを確認。 

 

減できる設計とする。 

 

b. 燃料プールスプレイ系（可搬型）による使用済燃料プールへのスプレイ 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合に、燃料損傷を緩和するとともに、燃料

損傷時には使用済燃料プール内燃料体等の上部全面にスプレイすることによりできる限り環境への放射性物質の放出を低減するための重大事

故等対処設備として、燃料プールスプレイ系（可搬型）を使用する。代替淡水源の水をホース等を経由してスプレイノズルから使用済燃料プ

ール内燃料体等に直接スプレイすることで、燃料損傷を緩和するとともに、環境への放射性物質の放出をできる限り低減できる設計とする。 

 

なお、スロッシングによる使用済燃料プールの水位低下に伴う空間線量率の上昇を考慮して、可搬型設備を用いた対策に加え、常設設備を用いた

多様性のある対策を整備する方針は妥当であることを確認している。 

 

⑦について以下のとおり、放射性物質の放出を低減するための設備を配備する方針であることを確認した。 

 

a. 放水設備（大気への拡散抑制設備）による大気への放射性物質の拡散抑制 

使用済燃料プールからの大量の水の漏えい等により使用済燃料プールの水位の異常な低下により、使用済燃料プール内燃料体等の著しい損

傷に至った場合において、燃料損傷時にはできる限り環境への放射性物質の放出を低減するための重大事故等対処設備として、放水設備（大

気への拡散抑制設備）を使用する。大容量送水ポンプ（タイプⅡ）により海水をホースを経由して放水砲から原子炉建屋へ放水することで、

環境への放射性物質の放出を可能な限り低減できる設計とする。 

 

⑧使用済燃料プールの水位、水温及び上部の空間線量率について、燃

料貯蔵設備に係る重大事故等により変動する可能性のある範囲に

わたり測定可能であることを確認。 

 

 

 

 

 

４ 第１項及び第２項の設備として、使用済燃料貯蔵槽の監視は、

以下によること。 

ａ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率につい

て、燃料貯蔵設備に係る重大事故等により変動する可能性のあ

る範囲にわたり測定可能であること。 

ｂ）これらの計測設備は、交流又は直流電源が必要な場合には、

代替電源設備からの給電を可能とすること。 

ｃ）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視できること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧について以下のとおり、使用済燃料プールの水位、水温及び上部の空間線量率について、燃料貯蔵設備に係る重大事故等により変動する可能性

のある範囲にわたり測定可能であること確認した。 

 

使用済燃料プール監視設備として、使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）、使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）、使用済

燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量）及び使用済燃料プール監視カメラを使用する。 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）、使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）及び使用済燃料プール上部空間放射線モニ

タ（高線量、低線量）は、想定される重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり測定可能な設計とする。 

また、使用済燃料プール監視カメラは、想定される重大事故等時の使用済燃料プールの状態を監視できる設計とする。 
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⑨これらの計測設備は、交流又は直流電源が必要な場合には、代替電

源設備からの給電を可能とすることを確認。 

 

 

 

 

⑩使用済燃料プールの状態をカメラにより監視できることを確認。 

 

 

 

⑨について以下のとおり、交流又は直流電源が必要な場合には、代替電源設備からの給電を可能とすることを確認した。 

 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）及び使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量）は、所内常設蓄電式直流電源

設備、常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備から給電が可能であり、使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）及び使用済燃

料プール監視カメラは、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

 

⑩について以下のとおり、使用済燃料プールの状態をカメラにより監視できることを確認した。 

 

使用済燃料プール監視カメラは、想定される重大事故等時の使用済燃料プールの状態を監視できる設計とする。 

 

上記で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 43条への適合性を確認する。 

補足説明資料において、設計方針等が記載された SA設備の基準適合性一覧表及び類型化分類（共-2類型化区分及び適合内容）が示されている。（参照：「SA設備基準適合性一覧表」） 
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2.11.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43 条第 2項第 3 号） 

43条の設計方針において、常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等の安全機能と、共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適

切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、設備等の位置的分散等の配置状況が示されている。（参照：「配置図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

使用済燃料プール水位／温度（ヒート

サーモ式）、使用済燃料プール水位／温

度（ガイドパルス式）、使用済燃料プー

ル上部空間放射線モニタ（高線量、低

線量）、使用済燃料プール監視カメラ 

状態監視設備は代替電源設備であるガスタービン発電機等からの給電に対応した設計とすることを確認した。 

以下の設計方針であることを確認した。 

・使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）、使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）、使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量）及び使用済燃

料プール監視カメラは、燃料貯蔵プール水位、燃料貯蔵プール水温度、燃料プール冷却浄化系ポンプ入口温度、燃料交換フロア放射線モニタ、燃料取替エリア放射線モニタ及び

原子炉建屋原子炉棟排気放射線モニタと共通要因によって同時に機能を損なわないよう、使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）及び使用済燃料プール上部空間放射線

モニタ（高線量、低線量）は、非常用交流電源設備に対して、多様性を有する所内常設蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備から給電が可能

な設計とし、使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）及び使用済燃料プール監視カメラは、非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬

型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

燃料プール冷却浄化系 以下の設計方針であることを確認した。 

・燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換器は、残留熱除去系ポンプ及び残留熱除去系熱交換器と異なる区画に設置することで、残留熱除去系ポンプ及び残

留熱除去系熱交換器と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43条第 3 項第 7号） 

43条の設計方針において、可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と、共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

54条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、ディーゼル駆動であり、淡水（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））又は海水を水源とすることで設計基準事故対処設備である残留熱

除去系ポンプに対して多様性を有していること、また、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は屋外に保管することにより、原子炉建屋原子炉棟内に設置する残留熱除去系ポンプに対

して独立性を有し、位置的分散が図られていることを確認した。 

以下の設計方針であることを確認した。 

 燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プール代替注水系（可搬型）、燃料プールスプレイ系（常設配管）及び燃料プールスプレイ系（可搬型）は、残留熱除去系及び燃料プ

ール冷却浄化系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を空冷式のディーゼルエンジンにより駆動することで、電動機駆動ポンプに

より構成される残留熱除去系及び燃料プール冷却浄化系に対して多様性を有する設計とする。 

 燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プール代替注水系（可搬型）、燃料プールスプレイ系（常設配管）及び燃料プールスプレイ系（可搬型）は、代替淡水源を水源とする

ことで、使用済燃料プールを水源とする残留熱除去系及び燃料プール冷却浄化系に対して異なる水源を有する設計とする。 

補足説明資料において、設計基準事故対処設備と燃料プール代替注水系の多様性、位置的分散について示されている。（表 3.11－5、表 3.11－10参照） 

原子炉補機代替冷却水系 以下の設計方針であることを確認した。 

 燃料プール冷却浄化系で使用する原子炉補機代替冷却水系は、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、熱交

換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を空冷式のディーゼルエンジンにより駆動することで、電動機駆動ポンプにより構成される原子炉補機冷却水系（原子炉補機

冷却海水系を含む。）に対して、多様性を有する設計とする。 

補足説明資料において、設計基準事故対処設備と原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の多様性、位置的分散について示されている。（表
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3.11－32参照） 

 

c. 共用の禁止（第 43条第 2 項第 2号） 

54条で整理する常設重大事故等対処設備は、2以上の原子炉施設において共用しないことを確認した。 

 

d. 複数の接続口（第 43条第 3 項第 3号） 

43条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備のうち、原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備と常設設備との接続口は、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、建屋の異

なる面の隣接しない位置又は屋内及び建屋面の適切に離隔した位置に複数箇所設置することを確認した。 

54条で整理する可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 以下の設計方針であることを確認した。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の接続口は、共通要因によって接続できなくなることを防止するため、位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系 以下の設計方針であることを確認した。 

 熱交換ユニットの接続口は、共通要因によって接続できなくなることを防止するため、位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

 

e. 保管場所（第 43 条第 3項第 5 号） 

54条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、ディーゼル駆動であり、代替淡水源（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））又は海水を水源とすることで設計基準事

故対処設備である残留熱除去系ポンプに対して多様性を有していること、また、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は屋外に保管することにより、原子炉建屋原子炉

棟内に設置する残留熱除去系ポンプに対して独立性を有し、位置的分散が図られていることを確認した。 

以下の設計方針であることを確認した。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、原子炉建屋から離れた屋外に分散して保管することで、原子炉建屋内の残留熱除去系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系ポ

ンプと共通要因によって同時に機能を喪失しないよう位置的分散を図る設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系 以下の設計方針であることを確認した。 

 原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、原子炉建屋並びに屋外の海水ポンプ室から離れた屋外に分散して保管す

ることで、原子炉建屋内の原子炉補機冷却水ポンプ及び原子炉補機冷却水系熱交換器並びに屋外の海水ポンプ室の原子炉補機冷却海水ポンプと共通要因によ

って同時に機能を喪失しないよう位置的分散を図る設計とする。 
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2.11.1.2 悪影響防止（第 43条第 1 項第 5号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し、発電用原子炉施設

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プール代替注

水系（可搬型）、燃料プールスプレイ系（常設配管）、燃

料プールスプレイ系（可搬型） 

以下の設計方針であることを確認した。 

 燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プール代替注水系（可搬型）、燃料プールスプレイ系（常設配管）及び燃料プールスプレイ系（可搬型）は、他の設

備と独立して使用することにより、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、輪留めによる固定等をすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 燃料プールスプレイ系（常設配管）に使用するスプレイノズルは、架台に固定することにより、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）、使用

済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）、使用済燃

料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量）、使

用済燃料プール監視カメラ 

以下の設計方針であることを確認した。 

 使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）、使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）、使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線

量）及び使用済燃料プール監視カメラは、他の設備と電気的な分離を行うことで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

燃料プール冷却浄化系 以下の設計方針であることを確認した。 

 燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換器は、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用

することにより、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系 以下の設計方針であることを確認した。 

 燃料プール冷却浄化系で使用する原子炉補機代替冷却水系は、通常時は熱交換器ユニットを接続先の系統と分離して保管し、重大事故等時に接続、弁操作等

により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系

を含む。）と原子炉補機代替冷却水系を同時に使用しないことにより、相互の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、輪留めによる固定等をすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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2.11.2 容量等（第 43 条第 2項第 1 号、第 43条第 3 項第 1号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては、設計基準対象施設の容量等の仕様が、系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であ

ることを確認した上で、設計基準対象施設としての容量等と同仕様の設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので、重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を

補う必要があるものについては、その後の事故対応手段と合わせて、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系

統及び機器を使用するものについては、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、容量設定根拠が示されている。（参照：「容量設定根拠」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式） 以下の設計方針であることを確認した。 

 使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）は、想定される重大事故等時において変動する可能性のある使用済燃料プール上部から使用済燃料上端近傍

までの範囲にわたり水位を測定できる設計とする。 

 使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）は、想定される重大事故等時において変動する可能性のある範囲にわたり温度を測定できる設計とする。 

使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式） 以下の設計方針であることを確認した。 

 使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）は、想定される重大事故等時において変動する可能性のある使用済燃料プール上部から底部近傍までの範囲

にわたり水位を測定できる設計とする。 

 使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）は、想定される重大事故等時において変動する可能性のある範囲にわたり温度を測定できる設計とする。 

使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線

量） 

以下の設計方針であることを確認した。 

 使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量）は、想定される重大事故等時において変動する可能性のある範囲を測定できる設計とする。 

使用済燃料プール監視カメラ 以下の設計方針であることを確認した。 

 使用済燃料プール監視カメラは、想定される重大事故等時において可視光カメラにより使用済燃料プールの状況が把握できる設計とする。 

燃料プール冷却浄化系 以下の設計方針であることを確認した。 

 燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換器は、設計基準対象施設と兼用しており、設計基準対象施設としてのポンプ流量及び伝熱容量

が、想定される重大事故等時において、使用済燃料プール内に貯蔵する使用済燃料から発生する崩壊熱を除去するために必要なポンプ流量及び伝熱容量に対

して十分であるため、設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

 

43 条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備は、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とするとともに、設備の機能、信頼度等を考慮し、予備を含めた保有数を確保することにより、必要な容量等

に加え、十分に余裕のある容量等を有する設計とすること等を確認した。 

54条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 以下の設計方針であることを確認した。 

 燃料プール代替注水系（常設配管）及び燃料プール代替注水系（可搬型）の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、想定される重大事故等時において、使用済燃

料プール内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な注水流量を有するものとして、1 セット 1 台使用する。また、原子炉補機

代替冷却水系との同時使用時には更に 1 セット 1台使用する。保有数は、2 セット 4台に加えて、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用と

して 1台の合計 5台を保管する。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、想定される重大事故等において、低圧代替注水系（可搬型）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）、原子炉格納

容器下部注水系（可搬型）、原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給との同時使用を考慮して、各系統の必要な

流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。さらに、燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プール代替注水系（可搬型）、燃料プールスプレイ系（常

設配管）又は燃料プールスプレイ系（可搬型）のいずれか 1系統の使用を考慮して、各系統の必要な流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。 

スプレイノズル 以下の設計方針であることを確認した。 
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 スプレイノズルは、想定される重大事故等時において、使用済燃料プール内燃料体等の損傷を緩和し、及び臨界を防止することができるものを燃料プールス

プレイ系（常設配管）として 1 セット 3 個、また、燃料プールスプレイ系（可搬型）として 1 セット 3 個使用する。保有数は 2 セット 12 個に加えて、故障

時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1個の合計 13個を保管する。 

原子炉補機代替冷却水系 以下の設計方針であることを確認した。 

 燃料プール冷却浄化系で使用する原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、想定される重大事故等時において、燃

料プール冷却浄化系熱交換器等で発生した熱を除去するために必要な伝熱容量及びポンプ流量を有する熱交換器ユニット 1 セット 1 台と大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）1セット 1台を使用する。また、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、注水設備及び水の供給設備との同時使用時には更に 1セット 1台使用する。

熱交換器ユニットの保有数は、2 セット 2 台に加えて、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台の合計 3 台を保管する。大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）の保有数は、2セット 4台に加えて、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1台の合計 5台を保管する。 

 熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、想定される重大事故等時において、燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールの除熱に加えて、

残留熱除去系による発電用原子炉若しくは原子炉格納容器内の除熱又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱に同時に使用するため、各系

統の必要な伝熱容量及びポンプ流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。 
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2.11.3 環境条件等 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43条第 1項第 1号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発揮できるよう、その設置場所（使用場所）

又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、設備等の配置状況（参照：「配置図」）が示され、配置状況における環境条件（参照：「共-2類型化区分及び適合内容」）が示されている。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プールスプレ

イ系（常設配管） 

以下の設計方針であることを確認した。 

 燃料プールスプレイ系（常設配管）のスプレイノズルは、原子炉建屋原子炉棟内に保管及び設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。 

 燃料プール代替注水系（常設配管）を使用した使用済燃料プールへの注水及び燃料プールスプレイ系（常設配管）を使用した使用済燃料プールへのスプレイ

は、スロッシング又は使用済燃料プールからの大量の水への漏えい等により使用済燃料プール付近の線量率が上昇した場合でも、被ばく低減の観点から原子

炉建屋の外で操作可能な設計とする。 

 燃料プール代替注水系（常設配管）及び燃料プールスプレイ系（常設配管）は、淡水だけでなく海水も使用できる設計とする。なお、可能な限り淡水を優先

し、海水通水を短期間とすることで、設備への影響を考慮する。 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）、使用

済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）、使用済燃

料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量）、使

用済燃料プール監視カメラ 

以下の設計方針であることを確認した。 

 使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）、使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）、使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低

線量）及び使用済燃料プール監視カメラは、原子炉建屋原子炉棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

燃料プール冷却浄化系 以下の設計方針であることを確認した。 

 燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換器は、原子炉建屋原子炉棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した

設計とすることを確認した。 

 燃料プール冷却浄化系ポンプの操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室で可能な設計とする。 

 

54条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 以下の設計方針であることを確認した。 

 燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プール代替注水系（可搬型）、燃料プールスプレイ系（常設配管）及び燃料プールスプレイ系（可搬型）の大容量

送水ポンプ（タイプⅠ）は、屋外に保管及び設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

燃料プール代替注水系（可搬型）、燃料プールスプレイ

系（可搬型） 

以下の設計方針であることを確認した。 

 燃料プールスプレイ系（可搬型）のスプレイノズルは、原子炉建屋原子炉棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃料プールスプレイ系（可搬型）は、淡水だけでなく海水も使用できる設計とする。なお、可能な限り淡水を優先し、

海水通水を短期間とすることで、設備への影響を考慮する。 

原子炉補機代替冷却水系 以下の設計方針であることを確認した。 

 燃料プール冷却浄化系で使用する原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニットは、屋外に保管及び設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。 

 熱交換器ユニットの海水通水側及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、使用時に海水を通水するため、海水影響を考慮した設計とし、海から直接取水する際

の異物の流入防止を考慮した設計とする。 
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b. 現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6 号、第 43条第 3 項第 4号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所の選定、遮蔽の設置等により

設置場所で操作できる設計又は放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作できる設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

燃料プール冷却浄化系 以下の設計方針であることを確認した。 

 燃料プール冷却浄化系の系統構成に必要な弁の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。 

 

54条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 以下の設計方針であることを確認した。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の常設設備との接続及び操作は、想定される重大事故等時において、設置場所で可能な設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の熱交換器ユニットとの接続及び操作は、想定される重大事故等時において、設置場所で可能な設計とする。 

燃料プールスプレイ系（可搬型） 以下の設計方針であることを確認した。 

 燃料プールスプレイ系（可搬型）のスプレイノズルは、現場据付け後の操作は不要な設計とする。また、設置場所への据付けが困難な作業環境に備え、燃料

プールスプレイ系（常設配管）を設ける。 

原子炉補機代替冷却水系 以下の設計方針であることを確認した。 

 熱交換器ユニットの常設設備との接続及び操作は、想定される重大事故等時において設置場所で可能な設計とする。 

 原子炉補機代替冷却水系の系統構成に必要な弁の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。 
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2.11.4 操作性及び試験・検査性について 

（１）操作性の確保（第 43 条第 1項第 2 号、第 43条第 1 項第 4号、第 43 条第 3項第 2 号、第 43条第 3項第 6号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため、重大事故等時の環境条件を考慮し、操作が可能な設計とするとともに、現場操作に

おいて工具を必要とする場合は、一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて、確実に作業ができる設計とし、工具は、作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、流路を含めた全体の系統構成及び切り替え操作に使用する弁等が系統図として示されている。（参照：「系統図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プールスプレ

イ系（常設配管） 

以下の設計方針であることを確認した。 

 燃料プール代替注水系（常設配管）及び燃料プールスプレイ系（常設配管）は、想定される重大事故等時において、他の系統と切り替えることなく使用でき

る設計とする。 

 燃料プール代替注水系（常設配管）及び燃料プールスプレイ系（常設配管）の系統構成に必要な弁は、離れた場所から遠隔で操作が可能な設計又は設置場所

での手動操作が可能な設計とする。 

 燃料プールスプレイ系（常設配管）のスプレイノズルと燃料プール冷却浄化系配管の接続については、一般的に使用される工具を用いて接続可能なフランジ

接続により、スプレイノズルを確実に接続することができる設計とする。 

 燃料プールスプレイ系（常設配管）のスプレイノズルは、通常時に、あらかじめ燃料プール冷却浄化系配管と接続し、使用済燃料プールへスプレイ可能な状

態で設置することにより、設置場所での操作が不要な設計とする。 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）、使用

済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）、使用済燃

料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量）、使

用済燃料プール監視カメラ 

以下の設計方針であることを確認した。 

 使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）、使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）、使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線

量）及び使用済燃料プール監視カメラは、想定される重大事故等時において他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

 使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）、使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）、使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線

量）及び使用済燃料プール監視カメラは、想定される重大事故等時において、操作を必要とすることなく中央制御室から監視が可能な設計とする。 

燃料プール冷却浄化系 以下の設計方針であることを確認した。 

 燃料プール冷却浄化系は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

 燃料プール冷却浄化系ポンプは、中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とし、系統構成に必要な弁は、中央制御室の操作スイッチによる操作又

は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

 

54条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プール代替注水系（可搬型）、燃料プールスプレイ系（常設配管）及び燃料プールスプレイ系（可搬型）の大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）は、付属の操作スイッチにより、設置場所での操作が可能な設計とする。 

・ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに、設置場所にて輪留めによる固定等が可

能な設計とする。 

・ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を接続する接続口については、一般的に使用される工具を用いて接続可能なフランジ接続により、ホースを確実に接続するこ

とができる設計とする。また、ホースの接続については、接続方式及び接続口の口径を統一する設計とする。 

燃料プール代替注水系（可搬型）、燃料プールスプレイ

系（可搬型） 

以下の設計方針であることを確認した。 

・ 燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃料プールスプレイ系（可搬型）は、想定される重大事故等時において、他の系統と切り替えることなく使用できる設

計とする。 

・ 燃料プールスプレイ系（可搬型）のスプレイノズルとホースの接続については、簡便な接続とし、接続治具を用いてホースを確実に接続することができる設
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計とする。また、ホースの接続については、接続方式を統一する設計とする。 

・ 燃料プールスプレイ系（可搬型）のスプレイノズルは、現場据付け後の操作は不要な設計とする。 

原子炉補機代替冷却水系 以下の設計方針であることを確認した。 

 燃料プール冷却浄化系で使用する原子炉補機代替冷却水系は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から接続、弁操作等により速やかに切り

替えられる設計とする。 

 原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、付属の操作スイッチにより、設置場所での操作が可能な設計とする。 

 原子炉補機代替冷却水系の系統構成に必要な弁は、中央制御室での操作スイッチによる操作又は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

 熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに、設置場所にて輪

留めによる固定等が可能な設計とする。 

 熱交換器ユニットを接続する接続口については、一般的に使用される工具を用いて接続可能なフランジ接続により、ホースを確実に接続することができる設

計とする。また、ホースの接続については、接続方式及び接続口の口径を統一する設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）と熱交換器ユニットとの接続は、簡便な接続とし、接続治具を用いてホースを確実に接続できる設計とする。また、ホースの

接続については、接続方式を統一する設計とする。 
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（２）試験・検査（第 43 条第 1項第 3 号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できるよう、機能・性能の確認、漏えいの有無の

確認、分解点検等ができる構造とするとともに、発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は、発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き、運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な

設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プール代替注

水系（可搬型）、燃料プールスプレイ系（常設配管）、燃

料プールスプレイ系（可搬型） 

以下の設計方針であることを確認した。 

 燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プール代替注水系（可搬型）、燃料プールスプレイ系（常設配管）及び燃料プールスプレイ系（可搬型）の大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）は、発電用原子炉の運転中又は停止中に独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに、分解又は取替えが

可能な設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

 燃料プールスプレイ系（常設配管）及び燃料プールスプレイ系（可搬型）のスプレイノズルは、発電用原子炉の運転中又は停止中に独立して機能・性能及び

漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに、外観の確認が可能な設計とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.11－4、表 3.11－9、表 3.11－15、表 3.11－21参照） 

使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）、使用

済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）、使用済燃

料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量） 

以下の設計方針であることを確認した。 

 使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）、使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式）及び使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、

低線量）は、発電用原子炉の運転中又は停止中に模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.11－36参照） 

使用済燃料プール監視カメラ 以下の設計方針であることを確認した。 

 使用済燃料プール監視カメラは、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能の確認が可能な設計とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.11－36参照） 

燃料プール冷却浄化系 以下の設計方針であることを確認した。 

 燃料プール冷却浄化系は、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの確認並びに弁開閉操作の確認が可能な設計とする。 

 燃料プール冷却浄化系ポンプ及び燃料プール冷却浄化系熱交換器は、発電用原子炉の運転中又は停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.11－28参照） 

原子炉補機代替冷却水系 以下の設計方針であることを確認した。 

 燃料プール冷却浄化系で使用する原子炉補機代替冷却水系は、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の

確認が可能な設計とする。 

 原子炉補機代替冷却水系の熱交換器ユニットの淡水ポンプ及び熱交換器は、発電用原子炉の運転中又は停止中に分解又は取替えが可能な設計とする。 

 原子炉補機代替冷却水系の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、発電用原子炉の運転中又は停止中に独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計

とするとともに、分解又は取替えが可能な設計とする。 

 熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.11－29参照） 
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女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備（第５５条）） 

 

技術的能力基準 1.12で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 55条及び第 43条への適合性を確認する。 

  

工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備（第５５条） 

2.12.1 適合方針 ............................................................................................................................................................................... 55-2 

（１）設置許可基準規則への適合 ............................................................................................................................................................... 55-2 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 ..................................................................................................................... 55-2 

２）技術的能力審査基準での対応との整合性 ................................................................................................................................................... 55-4 

ⅰ）炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷時に用いる設備 ..................................................................................... 55-5 

a. 大気への放射性物質の拡散抑制 ........................................................................................................................................................ 55-5 

a-1. 放水設備（大気への拡散抑制設備）による大気への放射性物質の拡散抑制 .............................................................................................................. 55-5 

b.海洋への放射性物質の拡散抑制 ......................................................................................................................................................... 55-6 

b-1.海洋への拡散抑制設備（シルトフェンス）による海洋への放射性物質の拡散抑制 .......................................................................................................... 55-6 

ⅱ）原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災時に用いる設備 ................................................................................................................... 55-7 

c. 航空機燃料火災への泡消火 ............................................................................................................................................................ 55-7 

c-1. 放水設備（泡消火設備）による航空機燃料火災への泡消火 ............................................................................................................................ 55-7 

（２）設置許可基準規則解釈への適合 ........................................................................................................................................................... 55-8 

2.12.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 ......................................................................................................................................................... 55-9 

a. 設計基準事故対処設備等との多重性（第 43条第 2項第 3号） ................................................................................................................................... 55-9 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43条第 3項第 7号） ........................................................................................................... 55-9 

c. 共用の禁止（第 43条第 2項第 2号） ......................................................................................................................................................... 55-9 

d. 複数の接続口（第 43条第 3項第 3号） ....................................................................................................................................................... 55-9 

e. 保管場所（第 43条第 3項第 5号） ........................................................................................................................................................... 55-9 

2.12.1.2 悪影響防止（第 43条第 1項第 5号） ................................................................................................................................................... 55-10 

2.12.2 容量等（第 43条第 2項第 1号、第 43条第 3項第 1号） ..................................................................................................................................... 55-11 

2.12.3 環境条件等 ............................................................................................................................................................................ 55-12 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43条第 1項第 1号） .............................................................................................................................................. 55-12 

b. 現場の作業環境（第 43条第 1項第 6号、第 43条第 3項第 4号） ............................................................................................................................... 55-12 

2.12.4 操作性及び試験・検査性について ........................................................................................................................................................ 55-13 

（１）操作性の確保（第 43条第 1項第 2号、第 43条第 1項第 4号、第 43条第 3項第 2号、第 43条第 3項第 6号） .................................................................................... 55-13 

（２）試験・検査（第 43条第 1項第 3号） ..................................................................................................................................................... 55-14 
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2.12.1 適合方針 

（１）設置許可基準規則への適合 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

第五十五条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷に至った場

合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必

要な設備を設けなければならない。 

 

① 技術的能力審査基準 1.12 により抽出された重大事故等対処設備

が網羅的に整理されていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①技術的能力審査基準 1.12により抽出された手順毎に重大事故等対処設備が網羅的に整理されていることを確認した。 

 

(１)炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷時に用いる設備 

a. 大気への放射性物質の拡散抑制 

a-1. 放水設備（大気への拡散抑制設備）による大気への放射性物質の拡散抑制 

・ 大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

・ 放水砲 

・ 燃料補給設備     【57条】電源設備 

 

b.海洋への放射性物質の拡散抑制 

b-1.海洋への拡散抑制設備（シルトフェンス）による海洋への放射性物質の拡散抑制 

・ シルトフェンス 

 

(２) 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災時に用いる設備 

c. 航空機燃料火災への泡消火 

c-1. 放水設備（泡消火設備）による航空機燃料火災への泡消火 

・ 大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

・ 放水砲 

・ 泡消火薬剤混合装置 

・ 燃料補給設備     【57条】電源設備 

 

なお、必要な監視項目及び監視計器について、追補 1「5.重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力の追

補（以下、「追補」という）」の「第 1.12－2表 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

添付資料 1.12.1 において、要求事項（技術的能力審査基準、設置許可基準規則及び技術基準規則）と重大事故等対処設備の対応関係が整理され

示されている。（参照：「審査基準、基準規則と対処設備との対応表」）。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

② ①により抽出された重大事故等対処設備について、43条要求対応

を確認するため設備分類（常設/可搬）を確認。 

 

 

 

③ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設

備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）として使用する設備

が重大事故等対処設備として整理されていることを確認。 

②重大事故等対処設備の設備分類（常設/可搬）が「主要な重大事故等対処設備の設備分類等」に整理されていることを確認した（常設/可搬の要求

に対する適合は、2.12.1.1多様性及び独立性、位置的分散以降に記載されている）。 

補足説明資料において、耐震設計の設備分類【39条地震による損傷の防止】及び機器クラスが示されている（参照：「重大事故等対処設備の設備分

類等」）。 

 

③流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備として重大事故等対処設備が整理されていることを確認した。 

・ ホース 

 

上記のうち、【】が記載されている設備については、43条の設計方針が【】内の条文等で整理されていることを確認した。 
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２）技術的能力審査基準での対応との整合性 

審査の視点及び確認事項 

技術的能力審査基準での対応を踏まえ、対応手段ごとに「設備の目的」、その対応手段ごとに「機能喪失の想定」、「使用機器」、「系統構成」及び「その他の設備」の内容が記載されていることを確認。 

 

（設備の目的） 

① 対応手段に対して重大事故等対処設備が整理されていることを確認。 

② ①における重大事故等対処設備について、具体的な設計方針を確認。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 対応手段ごとに使用条件（どのような機能喪失時に使用するのか）が明確にされていることを確認。（機能喪失する設計基準対処設備がない場合は、使用条件を記載） 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（該当設備のみ）と手順の概略系統図が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（該当設備のみ）に記載されていることを確認。 

 

（その他の設備） 

⑥ 系統構成を踏まえ、流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）が重大事故等対処設備として記載されていることを確認。 

＜ＢＷＲの場合＞ 

例：高圧代替注水系を用いた冷却に期待する場合は、高圧代替注水系の他、原子炉圧力容器【流路】、所内蓄電式直流電源設備【電源】、復水貯蔵槽【水源】等が含まれる。 

（ただし（設備の目的）①に整理された重大事故等対処設備を除く。） 
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ⅰ）炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷時に用いる設備 

a. 大気への放射性物質の拡散抑制 

a-1. 放水設備（大気への拡散抑制設備）による大気への放射性物質の拡散抑制 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（放水設備（大気への拡散抑制設備））として、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲、軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリを使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・大気への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対処設備として、放水設備（大気への拡散抑制設備）を使用する。 

・放水設備（大気への拡散抑制設備）は、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲、ホース等で構成し、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）により海水をホースを経由して放水砲から原子炉建屋へ放水できる設計とする。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲は、設置場所を任意に設定し、複数の方向から原子炉建屋に向けて放水できる設計とする。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の燃料は、燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷に至った場合において、大気への放射性物質の拡散を抑制する場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 9.7－1図 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備系統概要図（放水設備（大気への拡散抑制設備）による大気への放射性物質の拡散抑制））と追補の概略

系統図（第 1.12－1図 大気への放射性物質の拡散抑制手順の概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（第 9.7－1図 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備系統概要図（放水設備（大気への拡散抑制設備）による大気への放射性物質の拡散抑制））に記載されていることを確

認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.12－1 放水設備（大気への拡散抑制設備）系統概要図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、ホースを使用することを確認した。 
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b.海洋への放射性物質の拡散抑制 

b-1.海洋への拡散抑制設備（シルトフェンス）による海洋への放射性物質の拡散抑制 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（海洋への拡散抑制設備（シルトフェンス））として、シルトフェンスを使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・海洋への放射性物質の拡散を抑制するための重大事故等対処設備として、海洋への拡散抑制設備（シルトフェンス）を使用する。 

・海洋への拡散抑制設備（シルトフェンス）は、シルトフェンスで構成する。 

・シルトフェンスは、汚染水が発電所から海洋に流出する 4箇所（南側排水路排水枡、タービン補機放水ピット、北側排水路排水枡及び取水口）に設置できる設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は使用済燃料プール内燃料体等の著しい損傷に至った場合において、海洋への放射性物質の拡散を抑制する場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 9.7－2図 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備配置図（海洋への拡散抑制設備（シルトフェンス）による海洋への放射性物質の拡散抑制））と追補の概

略系統図（第 1.12－8図 シルトフェンスの設置位置図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（第 9.7－2図 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備配置図（海洋への拡散抑制設備（シルトフェンス）による海洋への放射性物質の拡散抑制））に記載されていることを

確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.12－2 海洋への拡散抑制設備（シルトフェンス）系統概要図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、使用する重大事故等対処設備がないことを確認した。 
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ⅱ）原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災時に用いる設備 

c. 航空機燃料火災への泡消火 

c-1. 放水設備（泡消火設備）による航空機燃料火災への泡消火 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（放水設備（泡消火設備）による航空機燃料火災への泡消火）として、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲、泡消火薬剤混合装置、軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンク及びタン

クローリを使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に対応するための重大事故等対処設備として、放水設備（泡消火設備）を使用する。 

・放水設備（泡消火設備）は、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲、泡消火薬剤混合装置、ホース等で構成し、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）により海水を泡消火薬剤と混合しながらホースを経由して放水砲から

原子炉建屋周辺へ放水できる設計とする。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の燃料は、燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に至った場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 9.7－3図 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備系統概要図（放水設備（泡消火設備）による航空機燃料火災への泡消火））と追補の概略系統図（第 1.12

－14図 放水設備（泡消火設備）系統概要図）が整合していることを確認した。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（第 9.7－3図 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備系統概要図（放水設備（泡消火設備）による航空機燃料火災への泡消火））に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図に示されている。（参照：「図 3.12－3 放水設備（泡消火設備）系統概要図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、流路として、ホースを使用することを確認した。 
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（２）設置許可基準規則解釈への適合 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（解釈） 

第５５条（工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

１ 第５５条に規定する「工場等外への放射性物質の拡散を抑制す

るために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 

ａ）原子炉建屋に放水できる設備を配備すること。 

ｂ）放水設備は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空

機燃料火災に対応できること。 

ｃ）放水設備は、移動等により、複数の方向から原子炉建屋に向

けて放水することが可能なこと。 

ｄ）放水設備は、複数の発電用原子炉施設の同時使用を想定し、

工場等内発電用原子炉施設基数の半数以上を配備すること。 

ｅ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備を整備すること。 

 

①原子炉建屋に放水できる設備を配備することを確認。 

 

 

 

②放水設備は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料

火災に対応できることを確認。 

 

 

③放水設備は、移動等により、複数の方向から原子炉建屋に向けて放

水することが可能なことを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①放水設備による原子炉建屋への放水。そのために、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、泡消火薬剤混合装置及び放水砲を重大事故等対処設備として

新たに整備することを確認した。 

 

 

②航空機衝突による航空機燃料火災に対しては、泡消火薬剤混合装置等により、泡消火薬剤を混合し、放水砲等による泡消火ができる仕様である

ことを確認した。具体的には、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲、泡消火薬剤混合装置、ホース等で構成し、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）

により海水を泡消火薬剤と混合しながらホースを経由して放水砲から原子炉建屋周辺へ放水できる設計とすることを確認した。 

 

③大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲等は、車両により運搬、移動できるため、原子炉建屋に対して、複数の方向から放水できることを確認し

た。 

④放水設備は、複数の発電用原子炉施設の同時使用を想定し、工場等

内発電用原子炉施設基数の半数以上を配備することを確認。 

 

④大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、2台（故障時、保守点検用のバックアップを含めて、合計3台）、放水砲及び泡消火薬剤混合装置は、1台（故

障時、保守点検用のバックアップを含めて、合計2台）を保管することを確認した。 

⑤海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備を整備することを確認。 ⑤原子炉建屋への放水に伴う海洋への放射性物質の拡散の抑制。そのために、シルトフェンスを重大事故等対処設備として新たに整備することを

確認した。 

 

上記で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 43条への適合性を確認する。 

補足説明資料において、設計方針等が記載された SA設備の基準適合性一覧表及び類型化分類（共-2類型化区分及び適合内容）が示されている。（参照：「SA設備基準適合性一覧表」）  
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2.12.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 

a. 設計基準事故対処設備等との多重性（第 43 条第 2項第 3 号） 

43条の設計方針において、常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等の安全機能と、共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適

切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

55条で整理する重大事故等対処設備のうち、常設重大事故防止設備はないことを確認した。 

 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43条第 3 項第 7号） 

43条の設計方針において、可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と、共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

55条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故防止設備はないが、可搬型重大事故緩和設備として以下を考慮していることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消

火薬剤混合装置 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤混合装置は、原子炉建屋及び制御建屋から離れた屋外に保管することを確認した。 

シルトフェンス シルトフェンスは、原子炉建屋及び制御建屋から離れた屋外に保管することを確認した。 

 

c. 共用の禁止（第 43条第 2 項第 2号） 

55条で整理する常設重大事故等対処設備はないことを確認した。 

 

d. 複数の接続口（第 43条第 3 項第 3号） 

43条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備のうち、原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備と常設設備との接続口は、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、建屋の異

なる面の隣接しない位置又は屋内及び建屋面の適切に離隔した位置に複数箇所設置することを確認した。 

55条で整理する可搬型重大事故等対処設備のうち、原子炉建屋又は原子炉補助建屋の外から水又は電力を供給する設備はないことを確認した。 

 

e. 保管場所（第 43 条第 3項第 5 号） 

55条で整理する可搬型重大事故等対処設備のうち、位置的分散等を考慮すべき設計基準事故対処設備等はないが、可搬型重大事故緩和設備として以下を考慮していることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲、泡消火

薬剤混合装置及びシルトフェンス 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤混合装置は、原子炉建屋及び制御建屋から離れた屋外に保管することを確認した。 

シルトフェンス シルトフェンスは、原子炉建屋及び制御建屋から離れた屋外に保管することを確認した。 
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2.12.1.2 悪影響防止（第 43条第 1 項第 5号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し、発電用原子炉施設

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤混

合装置 

以下の設計方針であることを確認した。 

・ 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤混合装置は、他の設備から独立して保管及び使用することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

・ 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤混合装置は、輪留めによる固定等をすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・ 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・ 放水砲は、放水砲の使用を想定する重大事故等時において必要となる屋外の他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

シルトフェンス シルトフェンスは、他の設備から独立して保管及び使用することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 
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2.12.2 容量等（第 43条第 2 項第 1号、第 43 条第 3項第 1 号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては、設計基準対象施設の容量等の仕様が、系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であ

ることを確認した上で、設計基準対象施設としての容量等と同仕様の設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので、重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を

補う必要があるものについては、その後の事故対応手段と合わせて、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系

統及び機器を使用するものについては、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とすること等を確認した。 

55条で整理する重大事故等対処設備のうち、常設重大事故等対処設備はないことを確認した。 

 

43条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備は、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とするとともに、設備の機能、信頼度等を考慮し、予備を含めた保有数を確保することにより、必要な容量等に

加え、十分に余裕のある容量等を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、容量設定根拠が示されている。（参照：「容量設定根拠」） 

55条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤

混合装置 

以下の設計方針であることを確認した。 

・ 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤混合装置は、想定される重大事故等時において、大気への放射性物質の拡散抑制又は航空機燃料火災

への対応に対して、放水砲による直状放射により原子炉建屋の最高点である屋上に放水又は噴霧放射により広範囲に放水するために必要な容量を有するもの

を 1セット 1台使用する。また、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、淡水貯水槽への水の供給設備との同時使用時には更に 1台使用する。 

・ 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の保有数は、1 セット 2 台に加えて、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台の合計 3 台を保管す

る。 

・ 放水砲及び泡消火薬剤混合装置の保有数は、1 セット 1 台に加えて、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台の合計 2 台を保管す

る。 

シルトフェンス 以下の設計方針であることを確認した。 

・ シルトフェンスは、想定される重大事故等時において、海洋への放射性物質の拡散を抑制するため、設置場所に応じた高さ及び幅を有する設計とする。 

・ 保有数は、各設置場所の幅に応じた必要な本数 2組に加えて、故障時及び保守点検により待機除外時のバックアップ用として各設置場所に対して 1組の 3組

を保管する。 
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2.12.3 環境条件等 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43条第 1項第 1号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発揮できるよう、その設置場所（使用場所）

又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、設備等の配置状況（参照：「配置図」）が示され、配置状況における環境条件（参照：「共-2類型化区分及び適合内容」）が示されている。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤

混合装置 

以下の設計方針であることを確認した。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅡ））、放水砲及び泡消火薬剤混合装置は、屋外に保管及び設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤混合装置は、使用時に海水を通水するため、海水影響を考慮した設計とする。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、海水を直接取水する際の異物の流入防止を考慮した設計とする。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表3.12－2参照） 

シルトフェンス 以下の設計方針であることを確認した。 

・シルトフェンスは、屋外に保管及び設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

・シルトフェンスは海に設置するため、耐腐食性材料を使用する設計とする。 

補足説明資料において、想定する環境条件及び荷重条件が示されている。（表3.12－2参照） 

 

b. 現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6 号、第 43条第 3 項第 4号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所の選定、遮蔽の設置等により

設置場所で操作できる設計又は放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作できる設計とすること等を確認した。 

55条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤

混合装置 

以下の設計方針であることを確認した。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤混合装置の接続及び操作は、想定される重大事故等時において、設置場所で可能な設計とする。 

補足説明資料において、操作対象機器設置場所が示されている。（表3.12－3参照） 
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2.12.4 操作性及び試験・検査性について 

（１）操作性の確保（第 43 条第 1項第 2 号、第 43条第 1 項第 4号、第 43 条第 3項第 2 号、第 43条第 3項第 6号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため、重大事故等時の環境条件を考慮し、操作が可能な設計とするとともに、現場操作に

おいて工具を必要とする場合は、一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて、確実に作業ができる設計とし、工具は、作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、流路を含めた全体の系統構成及び切り替え操作に使用する弁等が系統図として示されている。（参照：「系統図」） 

55条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤

混合装置 

以下の設計方針であることを確認した。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤混合装置は、想定される重大事故等時において、他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに、設置場所にて輪留めにより固定等ができ

る設計とする。また、放水砲及び泡消火薬剤混合装置は、車両により屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに、設置場所にて輪留め

により固定等ができる設計とする。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤混合装置の接続は、簡便な接続とし、一般的に使用される工具を用いて、ホースを確実に接続すること

ができる設計とする。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び泡消火薬剤混合装置は、付属の操作スイッチにより、設置場所での操作が可能な設計とする。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤混合装置は、設置場所を任意に設定し、複数の方向から放水できる設計とする。 

シルトフェンス 以下の設計方針であることを確認した。 

・シルトフェンスは、想定される重大事故等時において、他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

・シルトフェンスは、車両により屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに、確実に設置可能な設計とする。 
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（２）試験・検査（第 43 条第 1項第 3 号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できるよう、機能・性能の確認、漏えいの有無の

確認、分解点検等ができる構造とするとともに、発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は、発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き、運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な設

計とすること等を確認した。  

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤

混合装置 

以下の設計方針であることを確認した。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤混合装置は、発電用原子炉の運転中又は停止中に、独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能

な設計とするとともに、外観の確認が可能な設計とする。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、発電用原子炉の運転中又は停止中に、分解又は取替えが可能な設計とする。 

・大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、発電用原子炉の運転中又は停止中に、車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.12－4及び表 3.12－5参照） 

シルトフェンス 以下の設計方針であることを確認した。 

・シルトフェンスは、発電用原子炉の運転中又は停止中に、外観の確認が可能な設計とする。 

補足説明資料において、試験及び検査の内容が示されている。（表 3.12－6参照） 
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2.13.1 適合方針 

（１）設置許可基準規則への適合 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

第五十六条 設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故

等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保するこ

とに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備及

び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる

十分な量の水を供給するために必要な設備を設けなければなら

ない。 

 

①技術的能力審査基準 1.13 により抽出された重大事故等対処設備が

網羅的に記載されていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 技術的能力審査基準 1.13により抽出された手順毎に重大事故等対処設備が網羅的に整理されていることを確認した。 

 

（１）重大事故等の収束に必要となる水源 

a. 復水貯蔵タンクを水源とした場合に用いる設備 

・復水貯蔵タンク 

【45 条】原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備、【47 条】原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備、【49条】原子炉格納容器内の冷却等のための設備、【51条】原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

 

b. サプレッションチェンバを水源とした場合に用いる設備 

・サプレッションチェンバ 

【45 条】原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備、【47 条】原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を

冷却するための設備、【49条】原子炉格納容器内の冷却等のための設備、【50条】原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備、【51条】原子炉

格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

 

c.ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした場合に用いる設備 

・ほう酸水注入系貯蔵タンク 【44条】緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

 

d.代替淡水源を水源とした場合に用いる設備 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ）【54条 使用済燃料の貯蔵槽の冷却等のための設備】 

 

e.海を水源とした場合に用いる設備 

e-1.海を水源とした各系統への送水 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ）【54条 使用済燃料の貯蔵槽の冷却等のための設備】 

・燃料補給設備 【57条】電源設備 

e-2.海を水源とした最終ヒートシンク（海洋）への代替熱輸送 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②①により抽出された重大事故等対処設備について、43 条要求対応

を確認するため設備分類（常設/可搬）を確認。 

 

 

 

③流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設

備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）として使用する設備

が重大事故等対処設備として整理されていることを確認。 

 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

e-3.海を水源とした大気への拡散抑制 

・大容量送水ポンプ（タイプⅡ）【55条】工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

・放水砲【55条】工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

e-4.海を水源とした航空機燃料火災への泡消火 

・大容量送水ポンプ（タイプⅡ）【55条】工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

・放水砲 【55条】工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

・泡消火薬剤混合装置 【55条】工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

 

（２）水源へ水を供給するための設備 

a.復水貯蔵タンクへ水を供給するための設備 

・大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 

・大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

・燃料補給設備 【57条】電源設備 

 

②重大事故等対処設備の設備分類（常設/可搬）が「重大事故等対処設備の設備分類等」に整理されていることを確認した（常設/可搬の要求に対す

る適合は、2.13.1.1多様性及び独立性、位置的分散以降に記載されている）。 

補足説明資料において、耐震設計の設備分類【39 条地震による損傷の防止】及び機器クラスが示されている（参照：「共-1 重大事故等対処設備の設

備分類及び選定について」）。 

 

③流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備として重大事故等対処設備が整理されていることを確認した。 

・貯留堰 【その他設備】非常用取水設備 

・取水口 【その他設備】非常用取水設備 

・取水路 【その他設備】非常用取水設備 

・海水ポンプ室 【その他設備】非常用取水設備 

 

上記のうち、【】が記載されている設備については、43条の設計方針が【】内の条文等で整理されていることを確認した。 

 

２）技術的能力審査基準での対応との整合性 

審査の視点及び確認事項 

技術的能力審査基準での対応を踏まえ、対応手段ごとに「設備の目的」、その対応手段ごとに「機能喪失の想定」、「使用機器」、「系統構成」及び「その他の設備」の内容が記載されていることを確認。 

 

（設備の目的） 

① 対応手段に対して重大事故等対処設備が整理されていることを確認。 

② ①における重大事故等対処設備について、具体的な設計方針を確認。 

 

（機能喪失の想定） 
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③ 対応手段ごとに使用条件（どのような機能喪失時に使用するのか）が明確にされていることを確認。（機能喪失する設計基準対処設備がない場合は、使用条件を記載） 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（該当設備のみ）と手順の概略系統図が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（該当設備のみ）に記載されていることを確認。 

 

（その他の設備） 

⑥ 系統構成を踏まえ、流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）が重大事故等対処設備として記載されていることを確認。 

＜ＢＷＲの場合＞ 

例：高圧代替注水系を用いた冷却に期待する場合は、高圧代替注水系の他、原子炉圧力容器【流路】、所内蓄電式直流電源設備【電源】、復水貯蔵槽【水源】等が含まれる。 

（ただし（設備の目的）①に整理された重大事故等対処設備を除く。） 

⑦ ⑥で示す系統構成で水源の優先順位が明確になっていることを確認。 

 

 

２）－１ 重大事故等の収束に必要となる水源 

a. 復水貯蔵タンクを水源とした場合に用いる設備【45 条】、【47条】、【49条】、【51 条】 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（復水貯蔵タンクを水源とした場合に用いる設備）のうち水源として、復水貯蔵タンクを使用することを確認した。その他の設備（系統）については、該当する各条文にて確認を行っている。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

  ・復水貯蔵タンクは、想定される重大事故等時において、原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である高圧代替注水系、低圧代替注水系（常

設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器下部注水系（常設）並びに重大事故等対処設備（設計基準拡張）で

ある原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源として、使用できる設計とする。    

 

（機能喪失の想定） 

③ 想定される重大事故等時において、原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である高圧代替注水系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器下部注水系（常設）並びに重大事故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉隔離時冷却系及

び高圧炉心スプレイ系の水源として、復水貯蔵タンクを使用する場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 5.7－1図）と追補の概要図（第 1.13－13図等）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図概略系統図（第 5.7－1図）に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図へ示されている。（参照：「概略系統図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、重大事故等対処設備として使用する設備がないことを確認した。 
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b. サプレッションチェンバを水源とした場合に用いる設備【45条】、【47条】、【49 条】、【50 条】、【51条】 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（サプレッションチェンバを水源とした注水）として、サプレッションチェンバを使用することを確認した。その他の設備（系統）については、該当する各条文にて確認を行っている。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

  ・サプレッションチェンバは、想定される重大事故等時において、原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である代替循環冷却系及び原子炉格納

容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）並びに重大事故等対処設備（設計基準拡張）である高圧炉心スプレイ系、低圧炉心スプレイ系、残留熱除去系（低圧注水モード）、残留熱除去系（格納容器スプレイ

冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）の水源として、使用できる設計とする。     

 

（機能喪失の想定） 

③ 想定される重大事故等時において、原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合代替手段である代替循環冷却系及び原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循

環冷却ポンプ）並びに重大事故等対処設備（設計基準拡張）である高圧炉心スプレイ系、低圧炉心スプレイ系、残留熱除去系（低圧注水モード）、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び残留熱除去系（サプ

レッションプール水冷却モード）の水源として、サプレッションチェンバを使用する場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 5.7－2図）と追補の概要図（第 1.2－18図等）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図概略系統図（第 5.7－2図）に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図へ示されている。（参照：「概略図系統」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、重大事故等対処設備として使用する設備がないことを確認した。 

 

c. ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源とした場合に用いる設備【44 条】  

確認結果（女川２号） 

【44条】にて記載。 

 

d. 代替淡水源を水源とした場合に用いる設備【45条】、【47条】、【48 条】、【49 条】、【51 条】 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 代替淡水源として淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）を使用することを確認した。その他の重大事故等対処設備については、該当する各条文にて確認を行っている。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

  ・想定される重大事故等時において、復水貯蔵タンクへ水を供給するための水源であるとともに、原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である

低圧代替注水系（可搬型）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）、原子炉格納容器フィルタベント系への水補給及び原子炉格納容器下部注水系（可搬型）の水源として、また、使用済燃料プールの冷却又

は注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プール代替注水系（可搬型）、燃料プールスプレイ系（常設配管）及び燃料プールスプレイ系

（可搬型）の水源として、代替淡水源である淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）を使用できる設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 想定される重大事故等時において、 以下の場合を想定していることを確認した。 
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 復水貯蔵タンクへ水を供給するため、代替淡水源である淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）を使用する場合。 

 原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である低圧代替注水系（可搬型）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）、原子炉格納容器フ

ィルタベント系への水補給及び原子炉格納容器下部注水系（可搬型）の水源として、代替淡水源である淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）を使用する場合。 

 使用済燃料プールの冷却又は注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プール代替注水系（可搬型）、燃料プールスプレイ系（常設配管）

及び燃料プールスプレイ系（可搬型）の水源として、代替淡水源である淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）を使用する場合。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 5.7－4図）と追補の概要図（第 1.13－2図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（第 5.7－4図）に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図へ示されている。（参照：「概略図系統」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、重大事故等対処設備として使用する設備がないことを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  56-7 

e. 海を水源とした場合に用いる設備 

e-1. 海を水源とした場合に用いる設備（各系統の水源として使用する場合）【45条】、【47条】、【49条】、【51条】 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

①  海を水源として使用することを確認した。また、重大事故等対処設備（海を水源とした場合に用いる設備）として、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を使用することを確認した。その他の設備（系統）については、

該当する各条文にて確認を行っている。 

②  具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

 想定される重大事故等時において、淡水が枯渇した場合に、復水貯蔵タンクへ水を供給するための水源であるとともに、原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪

失した場合の代替手段である低圧代替注水系（可搬型）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）及び原子炉格納容器下部注水系（可搬型）の水源として、また、使用済燃料プールの冷却又は注水に使用

する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プール代替注水系（可搬型）、燃料プールスプレイ系（常設配管）及び燃料プールスプレイ系（可搬型）

の水源として海を利用するための重大事故等対処設備として、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を使用できる設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、海水を各系統へ供給できる設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③  想定される重大事故等時において、以下の場合を想定していることを確認した。 

 復水貯蔵タンクへ水を供給するための水源として、海を使用する場合。 

 原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である低圧代替注水系（可搬型）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）及び原子炉格

納容器下部注水系（可搬型）の水源として、海を使用する場合。 

 使用済燃料プールの冷却又は注水に使用する設計基準事故対処設備が機能喪失した場合の代替手段である燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プール代替注水系（可搬型）、燃料プールスプレイ系（常設

配管）及び燃料プールスプレイ系（可搬型）の水源として、海を使用する場合。 

 

（系統構成） 

④  系統構成については、設備の概略系統図（第 5.7－5図）と追補の概略系統図（第 1.13－6図）が整合していることを確認。 

⑤  ①で示す設備が概略系統図（第 5.7－5図）に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図へ示されている。（参照：「概略系統図」） 

 

（その他の設備） 

⑥  ①以外で、重大事故等対処設備として使用する設備がないことを確認した。 

 

e-2. 海を水源とした場合に用いる設備（最終ヒートシンクへの代替熱輸送）【48条】 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（最終ヒートシンクへの代替熱輸送）として、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を使用することを確認した。その他の設備（系統）については、該当する各条文にて確認を行っている。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、海水を各系統へ供給できる設計とする。 

 原子炉補機代替冷却水系の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の水源として海を使用できる設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 
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③ 原子炉補機代替冷却水系の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の水源として、海を使用する場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 5.7－6図）と追補の概略系統図（第 1.13－9図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（第 5.7－6図）に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図へ示されている。（参照：「概略系統図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、重大事故等対処設備として使用する設備がないことを確認した。 

 

e-3. 海を水源とした大気への拡散抑制【55 条】 

確認結果（女川２号） 

【55条】にて記載。 

 

e-4. 海を水源とした航空機燃料火災への泡消火【55条】 

確認結果（女川２号） 

【55条】にて記載。 

 

２）－２ 水源へ水を供給するための設備 

a. 復水貯蔵タンクへ水を供給するための設備 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

①  重大事故等対処設備（復水貯蔵タンクへ水を補給するための設備）として、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）を使用することを確認した。 

②  具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、代替淡水源である淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）の淡水を補給水系等を経由して復水貯蔵タンクへ補給できる設計とする。 

・ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、海水を補給水系等を経由して復水貯蔵タンクへ供給できる設計とする。 

・ 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、海水を淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）へ供給できる設計とする。 

・ 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の燃料は、燃料補給設備である軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリにより補給できる設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③  想定される重大事故等時において、以下の場合を想定していることを確認した。 

 重大事故等の収束に必要な水源である復水貯蔵タンクへ淡水を供給するため、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を使用する場合。 

 淡水が枯渇した場合に、重大事故等の収束に必要な水源である復水貯蔵タンクへ海水を供給するため、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を使用する場合。 

 代替淡水源である淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）の淡水が枯渇した場合に、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）を使用する場合。 

 

（系統構成） 

④  系統構成については、設備の概略系統図（第 5.7－9図）と追補の概略系統図（第 1.13－13図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（第 5.7－9図）に記載されていることを確認した。 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  56-9 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図へ示されている。（参照：「概略系統図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、設計基準事故対処設備である非常用取水設備の貯留堰、取水口、取水路及び海水ポンプ室並びに設計基準対象施設である復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として使用することを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  56-10 

（２）設置許可基準規則解釈への適合 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（解釈） 

第５６条（重大事故等の収束に必要となる水の供給設備） 

１ 第５６条に規定する「設計基準事故の収束に必要な水源とは別

に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源

を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事

故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束

に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備」とは、

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給で

きること。 

 

①想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できる

ことを確認。 

 

 

 

 

 

① 想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できることを確認した。具体的には以下の通り。 

 

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉

施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な重大事故

等対処設備を設置及び保管することを確認した。 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち、重大事故等の収束に必要となる水源として、復水貯蔵タンク、サプレッションチェンバ及

びほう酸水注入系貯蔵タンクを設ける。また、これら重大事故等の収束に必要となる水源とは別に、代替淡水源として淡水貯水槽（No.1）及び淡水

貯水槽（No.2）を設けることを確認した。また、淡水が枯渇した場合に、海を水源として利用できる設計とすることを確認した。 

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備のうち、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して、重大事故等の収束に必要となる

十分な量の水を供給するために必要な設備として、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を設けることを確認した。また、海水を利用するために必要な設

備として、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）を設けることを確認した。 

 

 

ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保され

ていること。 

②複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保するための

措置がとられていることを確認。 

 

 

 

 

②複数の代替淡水源として、淡水貯水槽（No.1）、淡水貯水槽（No.2）が確保されていることを確認した。 

 



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  56-11 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

ｃ）海を水源として利用できること。 

 

③海を水源として利用できることを確認。 

 

 

 

 

③ 淡水が枯渇した場合に、海を水源として利用できる設計とすることを確認した。 

 

④各水源からの移送ルートが確保されていることを確認。 

 
 

ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

 

 

 

 

④⑤ 代替水源からの移送ルートを確保し、ホース、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）については、屋外の複数の

異なる場所に分散して保管することを確認した。 

 

 

⑤代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくことを確認。 

 
 

ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。 

 

上記で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 43条への適合性を確認する。 

補足説明資料において、設計方針等が記載された SA設備の基準適合性一覧表及び類型化分類（共-2類型化区分及び適合内容）が示されている。（参照：「SA設備基準適合性一覧表」） 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  56-12 

2.13.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43 条第 2項第 3 号） 

43条の設計方針において、常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等の安全機能と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切

な措置を講じた設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、設備等の位置的分散等の配置状況が示されている。（参照：「配置図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

復水貯蔵タンク 以下の設計方針であることを確認した。 

 高圧代替注水系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常

設）及び原子炉格納容器下部注水系（常設）の水源である復水貯蔵タンクは、屋外に設置することで、原子炉建屋原子炉棟内に設置するサプレッションチェンバと

共通要因によって同時に機能が損なわれないよう、位置的分散を図る設計とする。 

 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43条第 3 項第 7号） 

43条の設計方針において、可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と、共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とすることを確認した。56条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとお

りである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、大容量送水ポンプ

（タイプⅡ） 

以下の設計方針であることを確認した。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、屋外の複数の異なる場所に分散して保管することで、共通要因によって同時に機能を

損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

c. 共用の禁止（第 43条第 2 項第 2号） 

43条の設計方針において、2以上の原子炉施設と共用しないことを確認した。 

 

d. 複数の接続口（第 43条第 3 項第 3号） 

43条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備のうち、原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備と常設設備との接続口は、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、建屋の異

なる面の隣接しない位置又は屋内及び建屋面の適切に離隔した位置に複数箇所設置することを確認した。 

56条で整理する可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の接続口は、共通要因によって接続できなくなることを防止するため、位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とすること

を確認した。 

補足説明資料において、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配置場所、建屋との接続口について示されている。（56－6接続図） 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  56-13 

e. 保管場所（第 43 条第 3項第 5 号） 

56条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、大容量送水ポンプ

（タイプⅡ） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、屋外の複数の異なる場所に分散して保管することで、共通要因によって同時に機能を損

なわないよう位置的分散を図る設計とすることを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  56-14 

2.13.1.2 悪影響防止（第 43条第 1 項第 5号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し、発電用原子炉施設

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

復水貯蔵タンク、サプレッションチェンバ 復水貯蔵タンク及びサプレッションチェンバは、重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とすることを確認した。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、大容量送水ポンプ（タイ

プⅡ） 

以下の設計方針であることを確認した。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、通常時は接続先の系統と分離して保管し、重大事故等時に接続、弁操作等により重大

事故等対処設備としての系統構成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、輪留めによる固定等をすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、飛来物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  56-15 

2.13.2 容量等（第 43条第 2 項第 1号、第 43 条第 3項第 1 号） 

43条の設計方針において、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては、設計基準対象施設の容量等の仕様が、系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分である

ことを確認した上で、設計基準対象施設としての容量等と同仕様の設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので、重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を補

う必要があるものについては、その後の事故対応手段と合わせて、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系統

及び機器を使用するものについては、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、容量設定根拠が示されている。（参照：「容量設定根拠」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

復水貯蔵タンク、サプレッションチェンバ 以下の設計方針であることを確認した。 

 復水貯蔵タンクは、設計基準対象施設と兼用しており、設計基準対象施設としての容量が、想定される重大事故等時において、代替淡水源又は海を使用する

までの間に必要な容量を有しているため、設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

 サプレッションチェンバは、設計基準対象施設と兼用しており、設計基準対象施設としての保有水量での水頭が、想定される重大事故等時において、代替循

環冷却系及び原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）で使用する代替循環冷却ポンプの必要有効吸込水頭の確保に必要な容量に対して十分

であるため、設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

 

43 条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備は、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とするとともに、設備の機能、信頼度等を考慮し、予備を含めた保有数を確保することにより、必要な容量等に加

え、十分に余裕のある容量等を有する設計とすること等を確認した。 

56条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 以下の設計方針であることを確認した。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、想定される重大事故等時において、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水の供給が可能な容量を有するものを1セ

ット1台使用する。また、原子炉補機代替冷却水系との同時使用時には更に1セット1台使用する。保有数は、2セット4台に加えて、故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として1台の合計5台を保管する。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、想定される重大事故等時において、低圧代替注水系（可搬型）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）、原子炉

格納容器下部注水系（可搬型）、原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置への補給及び復水貯蔵タンクへの補給との同時使用を考慮して、各系統の必

要な流量を同時に確保できる容量を有する設計とする。さらに、燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プール代替注水系（可搬型）、燃料プールスプレ

イ系（常設配管）又は燃料プールスプレイ系（可搬型）のいずれか１系統の使用を考慮して、各系統の必要な流量を同時に確保できる容量を有する設計とす

る。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 以下の設計方針であることを確認した。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、想定される重大事故等時において、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水の供給が可能な容量を有するものを1セ

ット1台使用する。また、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、放水設備（大気への拡散抑制設備）及び放水設備（泡消火設備）との同時使用時には更に1台使

用する。大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の保有数は、1セット2 台に加えて、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として1台の合計3台を

保管する。 
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2.13.3 環境条件等 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43条第 1項第 1号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発揮できるよう、その設置場所（使用場所）、

保管場所に応じた耐環境性を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、環境条件（参照：「共-2類型化区分及び適合内容」）が示されている。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

復水貯蔵タンク、 

サプレッションチェンバ、 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

 復水貯蔵タンクは、屋外に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 サプレッションチェンバは、原子炉建屋原子炉棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、屋外に保管及び設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計と

する。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、淡水だけでなく海水も使用できる設計とする。なお、可能な限り淡水を優先し、海水通水を短期間とすることで、設備へ

の影響を考慮する。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、使用時に海水を通水するため、海水影響を考慮した設計とし、海から直接取水する際の異物の流入防止を考慮し

た設計とする。 

 

b. 現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6 号、第 43条第 3 項第 4号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所の選定、遮蔽の設置等により

設置場所で操作できる設計又は放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作できる設計とすること等を確認した。 

 

56条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

以下の設計方針であることを確認した。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の常設設備との接続及び操作並びに系統構成に必要な弁の操作は、想定される重大事故等時において、設置場所で可能な設

計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の操作等は、想定される重大事故等時において、設置場所で可能な設計とする。 

 

2.13.4 操作性及び試験・検査性について 

（１）操作性の確保（第 43 条第 1項第 2 号、第 43条第 1 項第 4号、第 43 条第 3項第 2 号、第 43条第 3項第 6号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため、重大事故等時の環境条件を考慮し、操作が可能な設計とするとともに、現場操作に

おいて工具を必要とする場合は、一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて、確実に作業ができる設計とし、工具は、作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、流路を含めた全体の系統構成及び切り替え操作に使用する弁等が系統図として示されている。（参照：「系統図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

復水貯蔵タンク、サプレッションチェンバ 復水貯蔵タンクは、【45条】【47条】【49条】【51条】に記載する。 

サプレッションチェンバは、【50条】【51条】に記載する。 

 

56条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 
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大容量送水ポンプ（タイプⅠ） 以下の設計方針であることを確認した。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いて復水貯蔵タンクへ淡水を供給する系統、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いて復水貯蔵タンクへ海水を供給する系

統及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いて海水を各系統に供給する系統は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から接続、弁操作等に

より速やかに切り替えられる設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を接続する接続口については、一般的に使用される工具を用いて接続可能なフランジ接続により、ホースを確実に接続できる

設計とする。また、ホースの接続については、接続方式及び接続口の口径を統一する設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、付属の操作スイッチにより、設置場所での操作が可能な設計とし、系統構成に必要な弁は、設置場所での手動操作が可能

な設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに、設置場所にて輪留めによる固定等が可

能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 以下の設計方針であることを確認した。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）を用いて淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）へ海水を供給する系統は、想定される重大事故等時において、他の系統

と切り替えることなく使用できる設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、付属の操作スイッチにより、設置場所での操作が可能な設計とし、系統構成に必要な弁は、設置場所での手動操作が可能

な設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに、設置場所にて輪留めによる固定等が可

能な設計とする。 

 

（２）試験・検査（第 43 条第 1項第 3 号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できるよう、機能・性能の確認、漏えいの有無の

確認、分解点検等ができる構造とするとともに、発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は、発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き、運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な設

計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、点検及び試験の項目、保全の重要度、保全方式又は頻度及び検査名が示されている。（参照：「試験及び検査」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

復水貯蔵タンク 以下の設計方針であることを確認した。 

 復水貯蔵タンクは、発電用原子炉の運転中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また、発電用原子炉の停止中に漏えいの有無の確認並びに内部の確

認が可能な設計とする。 

サプレッションチェンバ 以下の設計方針であることを確認した。 

 サプレッションチェンバは、発電用原子炉の運転中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また、発電用原子炉の停止中に外観の確認及び気密性能の

確認が可能な設計とする。 

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ） 

以下の設計方針であることを確認した。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、発電用原子炉の運転中又は停止中に、独立して機能・性能及び漏えいの有無の確認

が可能な設計とするとともに、分解又は取替えが可能な設計とする。 

 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 
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女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（電源設備（第５７条）） 

 

技術的能力基準 1.14で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 57条及び第 43条への適合性を確認する。 

電源設備（第５７条） 

2.14.1 適合方針 ............................................................................................................................................................................... 57-2 

（１）設置許可基準規則への適合 ............................................................................................................................................................... 57-2 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 ..................................................................................................................... 57-2 

２）技術的能力審査基準での対応との整合性 ................................................................................................................................................... 57-4 

a. 非常用交流電源設備による給電 .......................................................................................................................................................... 57-5 

b. 常設代替交流電源設備による給電 ........................................................................................................................................................ 57-6 

c. 可搬型代替交流電源設備による給電 ...................................................................................................................................................... 57-6 

d. 非常用直流電源設備による給電 .......................................................................................................................................................... 57-7 

e. 所内常設蓄電式直流電源設備による給電 .................................................................................................................................................. 57-7 

f. 常設代替直流電源設備による給電 ........................................................................................................................................................ 57-8 

g. 可搬型代替直流電源設備による給電 ...................................................................................................................................................... 57-8 

h. 代替所内電気設備による給電 ............................................................................................................................................................ 57-9 

i. 燃料補給設備による給油 ................................................................................................................................................................ 57-9 

（２）設置許可基準規則解釈への適合 .......................................................................................................................................................... 57-10 

2.14.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 ........................................................................................................................................................ 57-13 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43条第 2項第 3号） .................................................................................................................................. 57-13 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43条第 3項第 7号） .......................................................................................................... 57-14 

c. 共用の禁止（第 43条第 2項第 2号） ........................................................................................................................................................ 57-15 

d. 複数の接続口（第 43条第 3項第 3号） ...................................................................................................................................................... 57-15 

e. 保管場所（第 43条第 3項第 5号） .......................................................................................................................................................... 57-15 

2.14.1.2 悪影響防止（第 43条第 1項第 5号） ................................................................................................................................................... 57-16 

2.14.2 容量等（第 43条第 2項第 1号、第 43条第 3項第 1号） .................................................................................................................................... 57-18 

2.14.3 環境条件等 ............................................................................................................................................................................ 57-19 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43条第 1項第 1号） .............................................................................................................................................. 57-19 

b. 現場の作業環境（第 43条第 1項第 6号、第 43条第 3項第 4号） ............................................................................................................................... 57-20 

2.14.4 操作性及び試験・検査性について ........................................................................................................................................................ 57-21 

（１）操作性の確保（第 43条第 1項第 2号、第 43条第 1項第 4号、第 43条第 3項第 2号、第 43条第 3項第 6号） .................................................................................... 57-21 

（２）試験・検査（第 43条第 1項第 3号） ..................................................................................................................................................... 57-22 
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2.14.1 適合方針 

（１）設置許可基準規則への適合 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（電源設備） 

第五十七条 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電源が

喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著

しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損

傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために

必要な電力を確保するために必要な設備を設けなければならな

い。 

２ 発電用原子炉施設には、第三十三条第二項の規定により設置され

る非常用電源設備及び前項の規定により設置される電源設備のほ

か、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故

等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の

破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃

料体の著しい損傷を防止するための常設の直流電源設備を設けな

ければならない。 

 

① 技術的能力審査基準 1.14 により抽出された重大事故等対処設備

が網羅的に整理されていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 57条第２項の要求に対する機器については、今回は未申請であり、対象外であることを確認した（附則にて工事計画認可の日から起算して 5 年

を経過する日まで猶予有り）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①技術的能力審査基準 1.14により抽出された手順毎に重大事故等対処設備が網羅的に整理されていることを確認した。 

 

 (１) 非常用交流電源設備による給電に用いる設備 

a. 非常用交流電源設備による給電 

・非常用ディーゼル発電機 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

・非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料デイタンク 

・軽油タンク 

・非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ 

 

(２) 代替交流電源設備による給電に用いる設備 

b.常設代替交流電源設備による給電 

・ガスタービン発電機 

・ガスタービン発電設備軽油タンク 

・ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ 

・軽油タンク 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・タンクローリ 

 

c.可搬型代替交流電源設備による給電 

・電源車 

・軽油タンク 

・ガスタービン発電設備軽油タンク 

・タンクローリ 

 

（３）非常用直流電源設備による給電に用いる設備 

d.非常用直流電源設備による給電 

・125V蓄電池 2A 

・125V蓄電池 2B 

・125V蓄電池 2H 

 

（４）代替直流電源設備による給電に用いる設備 

e. 所内常設蓄電式直流電源設備による給電 

・125V蓄電池 2A 

・125V蓄電池 2B 

・125V充電器 2A 

・125V充電器 2B 

 

f.常設代替直流電源設備による給電 

・125V代替蓄電池 

・250V蓄電池 

 

g. 可搬型代替直流電源設備による給電 

・125V代替蓄電池 

・250V蓄電池 

・電源車 

・125V代替充電器 

・250V充電器 

・軽油タンク 

・ガスタービン発電設備軽油タンク 

・タンクローリ 

 

（５）代替所内電気設備による給電に用いる設備 

h.代替所内電気設備による給電 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ①により抽出された重大事故等対処設備について、43条要求対応

を確認するため設備分類（常設/可搬）を確認。 

 

 

 

③ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設

備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）として使用する設備

が重大事故等対処設備として整理されていることを確認。 

・ガスタービン発電機接続盤 

・緊急用高圧母線 2F系 

・緊急用高圧母線 2G系 

・緊急用動力変圧器 2G系 

・緊急用低圧母線 2G系 

・緊急用交流電源切替盤 2G系 

・緊急用交流電源切替盤 2C系 

・緊急用交流電源切替盤 2D系 

・非常用高圧母線 2C系 

・非常用高圧母線 2D系 

 

（６）燃料の補給に用いる設備 

i. 燃料補給設備による給油 

・軽油タンク 

・ガスタービン発電設備軽油タンク 

・タンクローリ 

・ホース 

補足説明資料（添付資料 1.14.1）において、要求事項（技術的能力審査基準、設置許可基準規則及び技術基準規則）と重大事故等対処設備の対応

関係が整理され示されている。（参照：審査基準、基準規則と対処設備との対応表」）。 

 

② 重大事故等対処設備の設備分類（常設/可搬）が「重大事故等対処設備の設備分類等」に整理されていることを確認した（常設/可搬の要求に対

する適合は、2.14.1.1多様性及び独立性、位置的分散以降に記載されている）。 

補足説明資料において、耐震設計の設備分類【39 条地震による損傷の防止】及び機器クラスが示されている（参照：「共-1 重大事故等対処設備の

設備分類及び選定について」）。 

 

③  ①以外の流路として使用する設備及び重大事故等時に期待する設備として重大 事故等対処設備がないことを確認した。 

 

上記のうち、【】が記載されている設備については、43条の設計方針が【】内の条文等で整理されていることを確認した。 

 

２）技術的能力審査基準での対応との整合性 

審査の視点及び確認事項 

技術的能力審査基準での対応を踏まえ、対応手段ごとに「設備の目的」、その対応手段ごとに「機能喪失の想定」、「使用機器」、「系統構成」及び「その他の設備」の内容が記載されていることを確認。 

 

（設備の目的） 

① 対応手段に対して重大事故等対処設備が整理されていることを確認。 

② ①における重大事故等対処設備について、具体的な設計方針を確認。 
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（機能喪失の想定） 

③ 対応手段ごとに使用条件（どのような機能喪失時に使用するのか）が明確にされていることを確認。（機能喪失する設計基準事故対処設備がない場合は、使用条件を記載） 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（該当設備のみ）と手順の概略系統図が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（該当設備のみ）に記載されていることを確認。 

 

（その他の設備） 

⑥ 系統構成を踏まえ、流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）が重大事故等対処設備として記載されていることを確認。 

＜ＢＷＲの場合＞ 

例：高圧代替注水系を用いた冷却に期待する場合は、高圧代替注水系の他、原子炉圧力容器【流路】、所内蓄電式直流電源設備【電源】、復水貯蔵槽【水源】等が含まれる。 

（ただし（設備の目的）①に整理された重大事故等対処設備を除く。） 

 

a. 非常用交流電源設備による給電 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（設計基準拡張）（非常用交流電源設備による給電）として非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク、

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料デイタンク、軽油タンク、非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ）を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・非常用交流電源設備のうち非常用ディーゼル発電機は、ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）、ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）、ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）、ほう酸水注入

系、代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）、高圧窒素ガス供給系（非常用）、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（可搬型）、残留熱除去系（低圧注水モード）、低圧炉心スプレイ系、残留熱

除去系（原子炉停止時冷却モード）、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）、残留熱除去系（格納容器ス

プレイ冷却モード）、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）、代替循環冷却系、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）、原子

炉格納容器下部注水系（可搬型）、計測制御装置及び非常用ガス処理系へ電力を供給できる設計とする。 

・非常用交流電源設備のうち高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は、高圧炉心スプレイ系及び計測制御装置へ電力を供給できる設計とする。 

・非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の燃料は、軽油タンクより非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプを用いて補給で

きる設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 想定される重大事故等時において、設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備が使用できる場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 10.1－1図 所内単線結線図）と追補の概略系統図（第 1.14－2図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備のうち、非常用ディーゼル発電機が概略系統図（第 10.1－1図）に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図（全体）へ示されている。（参照：「57－3系統図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、使用する重大事故等対処設備はないことを確認した。 
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b. 常設代替交流電源設備による給電 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（常設代替交流電源設備による給電）として常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ、軽油タンク、タンクローリ）

を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・ガスタービン発電機は、外部電源喪失時に自動起動し、緊急用高圧母線 2F系を介して非常用高圧母線 2C系及び非常用高圧母線 2D系又は緊急用低圧母線 2G系へ接続することで電力を供給できる設計とする。 

・ガスタービン発電機の燃料は、ガスタービン発電設備軽油タンクよりガスタービン発電設備燃料移送ポンプを用いて補給できる設計とする。 

  ・ガスタービン発電設備軽油タンクの燃料は、軽油タンクよりタンクローリを用いて補給できる設計とする。 

補足説明資料において、ガスタービン発電機への燃料補給の手段、頻度等が示されている。（参照：「57－11燃料補給に関する補足説明資料」） 

 

（機能喪失の想定） 

③ 設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 10.2－1図～第 10.2－3図、第 10.2－14図 代替電源設備系統概要図）と追補の概略系統図（第 1.14－15図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備のうちガスタービン発電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、ガスタービン発電設備燃料移送ポンプが概略系統図（第 10.2－1図～第 10.2－3図）に記載されていることを確認した。また、①で示す

設備のうち軽油タンク、タンクローリが第 10.2－14図、第 10.2－15図に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図（全体）へ示されている。（参照：「57－3 系統図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、使用する重大事故等対処設備はないことを確認した。 

 

c. 可搬型代替交流電源設備による給電 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（可搬型代替交流電源設備による給電）として可搬型代替交流電源設備（電源車、軽油タンク、ガスタービン発電設備軽油タンク、タンクローリ）を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・電源車は、緊急用高圧母線 2G系を介して非常用高圧母線 2C系及び非常用高圧母線 2D系又は緊急用低圧母線 2G系へ接続することで電力を供給できる設計とする。 

・電源車の燃料は、軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクよりタンクローリを用いて補給できる設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 10.2－4図、第 10.2－5図 代替電源設備系統概要図）と追補の概略系統図（第 1.14－15図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備のうち電源車が第 10.2－4図、第 10.2－5図に記載されていることを確認した。また、①で示す設備のうち軽油タンク、ガスタービン発電設備軽油タンク、タンクローリが第 10.2－14図、第 10.2－15

図に記載されていることを確認した。 
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補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図（全体）へ示されている。（参照：「57－3系統図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、使用する重大事故等対処設備はないことを確認した。 

 

d. 非常用直流電源設備による給電 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（設計基準拡張）（非常用直流電源設備による給電）として非常用直流電源設備（125V蓄電池 2A、125V蓄電池 2B及び 125V蓄電池 2H）を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・非常用直流電源設備である 125V蓄電池 2A、125V蓄電池 2B及び 125V蓄電池 2Hは、全交流動力電源喪失から 8時間にわたり電力を供給できる設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 想定される重大事故等時において、設計基準事故対処設備である非常用直流電源設備が使用できる場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 10.1－3図 直流電源単線結線図）と追補の概略系統図（第 1.14－3図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備のうち 125V蓄電池 2A、125V蓄電池 2B及び 125V蓄電池 2Hが概略系統図（第 10.1－3図）に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図（全体）へ示されている。（参照：「57－3系統図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、使用する重大事故等対処設備はないことを確認した。 

 

e. 所内常設蓄電式直流電源設備による給電 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（所内常設蓄電式直流電源設備による給電）として所内常設蓄電式直流電源設備（125V蓄電池 2A、125V蓄電池 2B、125V充電器 2A、125V充電器 2B）を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・所内常設蓄電式直流電源設備は、125V蓄電池 2A、125V蓄電池 2B、125V充電器 2A、125V充電器 2B、電路（125V直流主母線盤及び 125V直流電源切替盤を含む。）、計測制御装置等で構成し、全交流動力電源喪失か

ら 1 時間以内に中央制御室において、全交流動力電源喪失から 8 時間後に、不要な負荷の切離しを行い、全交流動力電源喪失から 24 時間にわたり、125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池 2B から電力を供給できる設計と

する。また、交流電源復旧後に、交流電源を 125V充電器 2A及び 125V充電器 2Bを経由し 125V直流母線へ接続することで電力を供給できる設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 10.2－6図 代替電源設備系統概要図）と追補の概略系統図（第 1.14－13図、第 1.14－15図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（第 10.2－6図 代替電源設備系統概要図）に記載されていることを確認した。 
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補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図（全体）へ示されている。（参照：「57－3系統図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、使用する重大事故等対処設備はないことを確認した。 

 

f. 常設代替直流電源設備による給電 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（常設代替直流電源設備による給電）として常設代替直流電源設備（125V代替蓄電池、250V蓄電池）を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・ 常設代替直流電源設備は、125V代替蓄電池、250V蓄電池、電路（125V直流主母線盤及び 125V直流電源切替盤並びに 250V直流主母線盤を含む。）、計測制御装置等で構成し、125V代替蓄電池は電力の供給開始か

ら 8時間後に、不要な負荷の切離しを行い、250V蓄電池は電力の供給開始から 1時間後に中央制御室において、不要な負荷の切離しを行い、電力の供給開始から 24時間にわたり、125V代替蓄電池及び 250V蓄電

池から電力を供給できる設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 10.2－7図、第 10.2－8図 代替電源設備系統概要図）と追補の概略系統図（第 1.14－17図～第 1.14－19図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（第 10.2－7図、第 10.2－8図 代替電源設備系統概要図）に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図（全体）へ示されている。（参照：「57－3系統図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、使用する重大事故等対処設備はないことを確認した。 

 

g. 可搬型代替直流電源設備による給電 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（可搬型代替直流電源設備による給電）として可搬型代替直流電源設備（125V代替蓄電池、250V蓄電池、電源車、125V代替充電器、250V充電器、軽油タンク、ガスタービン発電設備軽油タンク、

タンクローリ）を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・可搬型代替直流電源設備は、125V代替蓄電池、250V蓄電池、電源車、125V代替充電器、250V充電器、軽油タンク、ガスタービン発電設備軽油タンク、タンクローリ、電路（125V直流主母線盤及び 125V直流電源

切替盤並びに 250V直流主母線盤を含む。）、計測制御装置等で構成し、125V代替蓄電池は電力の供給開始から 8時間後に、不要な負荷の切離しを行い、250V蓄電池は電力の供給開始から 1時間後に中央制御室におい

て、不要な負荷の切離しを行い、125V 代替蓄電池及び 250V 蓄電池から電力を供給し、その後、電源車を代替所内電気設備、125V 代替充電器及び 250V 充電器を経由し、125V 直流主母線盤 2A-1、125V 直流主母線盤

2B-1及び 250V直流主母線盤へ接続することで電力を供給できる設計とする。 

・電源車の燃料は、軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクよりタンクローリを用いて補給できる設計とする。 

・可搬型代替直流電源設備は、電源車の運転を継続することで、設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から 24 時間にわたり必要な負荷に電力の供給を行うことができる設計とする。 
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（機能喪失の想定） 

③ 設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失した場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 10.2－9図～第 10.2－12図 代替電源設備系統概要図）と追補の概略系統図（第 1.14－23図～第 1.14－25図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（第 10.2－9図～第 10.2－12図）に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図（全体）へ示されている。（参照：「57－3系統図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、使用する重大事故等対処設備はないことを確認した。 

 

h. 代替所内電気設備による給電 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（代替所内電気設備による給電）として代替所内電気設備（ガスタービン発電機接続盤、緊急用高圧母線 2F系、緊急用高圧母線 2G系、緊急用動力変圧器 2G系、緊急用低圧母線 2G系、緊急用交

流電源切替盤 2G系、緊急用交流電源切替盤 2C系、緊急用交流電源切替盤 2D系、非常用高圧母線 2C系及び非常用高圧母線 2D系）を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・代替所内電気設備は、ガスタービン発電機接続盤、緊急用高圧母線 2F系、緊急用高圧母線 2G系、緊急用動力変圧器 2G系、緊急用低圧母線 2G系、緊急用交流電源切替盤 2G系、緊急用交流電源切替盤 2C系、緊急

用交流電源切替盤 2D系、非常用高圧母線 2C系及び非常用高圧母線 2D系、計測制御装置等で構成し、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備の電路として使用し電力を供給できる設計とする。 

・代替所内電気設備は、共通要因で設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備と同時に機能を喪失しない設計とする。また、代替所内電気設備及び非常用所内電気設備は、少なくとも 1系統は機能の維持及び

人の接近性を図る設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が機能喪失した場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 10.2－13図 代替電源設備系統概要図）と追補の概略系統図（第 1.14－29図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（第 10.2－13図）に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図（全体）へ示されている。（参照：「57－3 系統図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、使用する重大事故等対処設備はないことを確認した。 

 

i. 燃料補給設備による給油 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（燃料補給設備による給油）として燃料補給設備（軽油タンク、ガスタービン発電設備軽油タンク、タンクローリ及びホース）を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 
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・大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、熱交換器ユニット、可搬型窒素ガス供給装置及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクからタンクローリを用いて燃料を補給できる

設計とする。 

・軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクからタンクローリへの軽油の補給は、ホースを用いる設計とする。 

補足説明資料において、タンクローリへの燃料補給の手段、頻度等が示されている。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 重大事故等時に補機駆動用の軽油の補給が必要な場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 10.2－14図～第 10.2－16図 代替電源設備系統概要図）と追補の概略系統図（第 1.14－34図、第 1.14－35図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（第 10.2－14図～第 10.2－16図）に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図（全体）へ示されている。 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、使用する重大事故等対処設備はないことを確認した。 

 

（２）設置許可基準規則解釈への適合 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（解釈） 

第５７条（電源設備） 

１ 第１項に規定する「必要な電力を確保するために必要な設備」

とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備をいう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ）代替電源設備を設けること。 

ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）を配備するこ

と。 

ⅱ）常設代替電源設備として交流電源設備を設置すること。 

ⅲ）設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的分散

を図ること。 

① 可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）を配備することを

確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①以下のとおり、可搬型代替電源設備を配備することを確認した。 

 

（電源車） 

c. 可搬型代替交流電源設備による給電 

g. 可搬型代替直流電源設備による給電 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

② 常設代替電源設備として交流電源設備を設置することを確認。 

 

 

 

③ 設計基準事故対処設備に対して、独立性を有し、位置的分散を図

ることを確認。 

 

 

②以下のとおり、常設代替交流電源設備を設置することを確認した。 

（常設代替交流電源設備） 

b. 常設代替交流電源設備による給電 

 

③多様性及び独立性及び位置的分散については、「2.14.1.1多様性及び独立性、位置的分散 a. 設計基準事故対処設備等との多重性」にて確認。 

 

 

ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに 8

時間、電気の供給が可能であること。ただし、「負荷切り離しを

行わずに」には、原子炉制御室又は隣接する電気室等において

簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。その後、

必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24 時間にわた

り、電気の供給を行うことが可能であること。 

④ 所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに 8時間、

電気の供給が可能であること。ただし、「負荷切り離しを行わずに」

には、原子炉制御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で

負荷の切り離しを行う場合を含まない。その後、必要な負荷以外

を切り離して残り 16 時間の合計 24 時間にわたり、電気の供給を

行うことが可能であることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池 2Bは、1 時間以内に中央制御室において行う簡易な操作での切離し以外の負荷の切離しを行わずに 8時間、必

要な負荷以外を切り離して計 24時間の給電が可能な設計とすること、125V代替蓄電池は、負荷の切離しを行わずに 8時間、必要な負荷以外を

切り離して計 24 時間の給電が可能な設計とすること、250V 蓄電池は、1 時間経過後に中央制御室において行う簡易な操作での切離し以外の負

荷の切離しを行わずに 24時間の給電が可能な設計とすることを確認した。 

以下のとおり、所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備を設置することを確認した。 

 

e. 所内常設蓄電式直流電源設備による給電 

・125V蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池 2B は、1 時間以内に中央制御室において行う簡易な操作での切離し以外の負荷の切離しを行わず 8時間、その

後必要な負荷以外を切り離して 16時間の合計 24時間にわたり電力の供給を行うことが可能な設計とする。 

 

f. 常設代替直流電源設備による給電 

・125V代替蓄電池は、8時間後に不要な負荷の切離しを行い、24時間にわたり電力の供給を行うことが可能な設計とする。 

・250V 蓄電池は、1 時間後に中央制御室において行う簡易な操作での切離し以外の負荷の切離しを行わず、24 時間にわたり電力の供給を行うこ

とが可能な設計とする。 

 

 

ｃ）24時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気（直

流）の供給を行うことが可能である可搬型代替直流電源設備

を整備すること。 

⑤ 24時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気（直流）

の供給を行うことが可能である可搬型代替直流電源設備を整備す

ることを確認。 

 

 

 

 

⑤ 以下のとおり、可搬型代替直流電源設備を設置することを確認した。 

 

g. 可搬型代替直流電源設備による給電 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 ・可搬型代替直流電源設備は、電源車の運転を継続することで、設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源の喪失から 24 時間にわたり必要

な負荷に電力の供給を行うことができる設計とする。 

・電源車の燃料は、軽油タンク又はガスタービン発電設備軽油タンクよりタンクローリを用いて補給できる設計とする。 

 

⑥ 複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行える

ようにあらかじめケーブル等を敷設し、手動で接続できることを確

認 

 
 

ｄ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を

行えるようにあらかじめケーブル等を敷設し、手動で接続で

きること。 

 

 

 

 

⑥ 複数号機が設置されていないため、号機間の電力融通用として号炉間電力融通ケーブル等を配備しないことを確認した。 

 

 

 

ｅ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワ

ーセンター(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）は、

代替所内電気設備を設けることなどにより共通要因で機能

を失うことなく、少なくとも一系統は機能の維持及び人の接

近性の確保を図ること。 

⑦ 所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワーセ

ンター(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）は、代替所内

電気設備を設けることなどにより共通要因で機能を失うことなく、

少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近性の確保を図ること

を確認。 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 所内電気設備は、ガスタービン発電機接続盤、緊急用高圧母線 2F系、緊急用高圧母線 2G系、緊急用動力変圧器 2G系、緊急用低圧母線 2G系、

緊急用交流電源切替盤 2G系、緊急用交流電源切替盤 2C系及び緊急用交流電源切替盤 2D系を設けることなどにより共通要因で機能を失うこと

なく、少なくとも一系統は機能が維持され、これらは設置場所で操作が可能であり接近性を有する設計であることを確認した。 

 

以下のとおり、代替所内電気設備としてガスタービン発電機接続盤、緊急用高圧母線 2F系、緊急用高圧母線 2G系、緊急用動力変圧器 2G系、緊急

用低圧母線 2G系、緊急用交流電源切替盤 2G系、緊急用交流電源切替盤 2C系、緊急用交流電源切替盤 2D系等を配備することを確認した。 

 

h. 代替所内電気設備による給電 

 

・代替所内電気設備は、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備の電路として使用し電力を供給できる設計とする。 

・代替所内電気設備は、共通要因で設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備と同時に機能を喪失しない設計とする。また、代替所内電気

設備及び非常用所内電気設備は、少なくとも 1 系統は機能の維持及び人の接近性の確保を図る設計とする。 

 

上記で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 43条への適合性を確認する。 

補足説明資料において、設計方針等が記載された SA設備の基準適合性一覧表及び類型化分類（共-2類型化区分及び適合内容）が示されている。（参照：「SA設備基準適合性一覧表」） 
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2.14.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43 条第 2項第 3 号） 

43条の設計方針において、常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等の安全機能と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切

な措置を講じた設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、設備等の位置的分散等の配置状況が示されている。（参照：「配置図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

常設代替交流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 常設代替交流電源設備は、非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、ガスタービン発電機をガスタービンにより駆動することで、

ディーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する

設計とする。 

・ 常設代替交流電源設備のガスタービン発電機、 ガスタービン発電設備軽油タンク、ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ及びタンクローリは、原子炉建屋付

属棟から離れた屋外に設置又は保管することで、原子炉建屋付属棟内の非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、非常用ディーゼル

発電設備燃料デイタンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク並びに原子炉建屋付属棟近傍の非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。 

・ 常設代替交流電源設備は、ガスタービン発電機から非常用高圧母線までの系統において、独立した電路で系統構成することにより、非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から非常用高圧母線までの系統に対して、独立性を有する設計とする。 

補足説明資料にて、設計基準事故対処設備とガスタービン発電機の多様性、位置的分散について示されている。（表 57－9－4、表 57－9－7） 

所内常設蓄電式直流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 所内常設蓄電式直流電源設備は、原子炉建屋付属棟内の非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機と異なる制御建屋内に設置するこ

とで、非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。 

・ 所内常設蓄電式直流電源設備は、125V蓄電池 2A及び 125V蓄電池 2Bから 125V直流主母線盤 2A及び 125V直流主母線盤 2Bまでの系統において、独立した電路

で系統構成することにより、非常用ディーゼル発電機の交流を直流に変換する電路を用いた 125V 直流主母線盤 2A 及び 125V 直流主母線盤 2B までの系統に対

して、独立性を有する設計とする。 

常設代替直流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 常設代替直流電源設備は、制御建屋内の非常用直流電源と異なる区画に設置することで、非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う、位置的分散を図る設計とする。 

・ 常設代替直流電源設備は、125V代替蓄電池から125V直流主母線盤2A-1及び125V直流主母線盤2B-1までの系統並びに250V蓄電池から250V直流主母線盤までの系

統において、独立した電路で系統構成することにより、非常用直流電源設備の125V蓄電池2A、125V蓄電池2B及び125V蓄電池2Hから125V直流主母線盤2A、125V

直流主母線盤2B及び125V直流主母線盤2Hまでの系統に対して、独立性を有する設計とする。 

代替所内電気設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 代替所内電気設備のガスタービン発電機接続盤及び緊急用高圧母線2F系は、緊急用電気品建屋（地下階）に設置することで、非常用所内電気設備と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。 

・ 代替所内電気設備の緊急用高圧母線2G系、緊急用動力変圧器2G系、緊急用低圧母線2G系、緊急用交流電源切替盤2G系、緊急用交流電源切替盤2C系及び緊急用

交流電源切替盤2D系は、非常用所内電気設備と異なる区画に設置することで、非常用所内電気設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的

分散を図る設計とする。 

・ 代替所内電気設備は、独立した電路で系統構成することにより、非常用所内電気設備に対して、独立性を有する設計とする。 

補足説明資料にて、設計基準事故対処設備と代替所内電気設備の多様性、位置的分散について示されている。（表57－9－5、表57－9－8） 
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b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43条第 3 項第 7号） 

43条の設計方針において、可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と、共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

57条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型代替交流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 可搬型代替交流電源設備は、非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、電源車の冷却方式を空冷とすることで、冷却方式が水冷

である非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

・ 可搬型代替交流電源設備の電源車、ガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリは、屋外の原子炉建屋付属棟から離れた場所に設置又は保管すること

で、原子炉建屋付属棟内の非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電設備燃料デイタンク並びに原子炉建屋付属棟近傍の非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。 

・ 可搬型代替交流電源設備は、電源車から非常用高圧母線までの系統において、独立した電路で系統構成することにより、非常用ディーゼル発電機及び高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機から非常用高圧母線までの系統に対して、独立性を有する設計とする。 

・ 可搬型代替交流電源設備は、常設代替交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、電源車をディーゼルエンジンにより駆動することで、

ガスタービンにより駆動するガスタービン発電機を用いる常設代替交流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

・ 可搬型代替交流電源設備の電源車及びタンクローリは、屋外のガスタービン発電機、ガスタービン発電設備軽油タンク及びガスタービン発電設備燃料移送ポ

ンプから離れた場所に保管することで、共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替直流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 可搬型代替直流電源設備は、125V代替蓄電池及び電源車から 125V直流主母線盤 2A-1及び 125V直流主母線盤 2B-1までの系統並びに 250V蓄電池及び電源車か

ら 250V直流主母線盤までの系統において、独立した電路で系統構成することにより、非常用直流電源設備の 125V蓄電池 2A、125V蓄電池 2B及び 125V蓄電池

2Hから 125V直流主母線盤 2A、125V直流主母線盤 2B及び 125 V直流主母線盤 2Hまでの系統に対して、独立性を有する設計とする。 

・ 可搬型代替直流電源設備は、非常用直流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、電源車の冷却方式を空冷とすることで、冷却方式が水冷

である非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機から給電する非常用直流電源設備に対して多様性を有する設計とする。また、125V

代替充電器及び 250V充電器により交流電力を直流に変換できることで、125V蓄電池 2A、125V蓄電池 2B及び 125V蓄電池 2Hを用いる非常用直流電源設備に対

して多様性を有する設計とする。 

・ 可搬型代替直流電源設備の電源車、ガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリは、屋外の原子炉建屋付属棟から離れた場所に設置又は保管すること

で、原子炉建屋付属棟内の非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電設備燃料デイタンク並びに原子炉建屋付属棟近傍の非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。 

燃料補給設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 燃料補給設備のタンクローリは、原子炉建屋付属棟近傍の非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポ

ンプから離れた屋外に分散して保管することで、原子炉建屋付属棟近傍の非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

設備燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。 

・ 軽油タンク及びガスタービン発電設備軽油タンクは、屋外に分散して設置することで、共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設

計とする。 

・ タンクローリは、原子炉建屋付属棟から離れた屋外に設置又は保管することで、原子炉建屋付属棟内の非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機、非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料デイタンク並びに原子炉建屋付属棟近傍の非常用デ
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ィーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散

を図る設計とする。 

 

c. 共用の禁止（第 43条第 2 項第 2号） 

４３条の設計方針において、２以上の原子炉施設と共用しないことを確認した。 

 

d. 複数の接続口（第 43条第 3 項第 3号） 

43条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備のうち、原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備と常設設備との接続口は、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、建屋の異

なる面の隣接しない位置又は屋内及び建屋面の適切に離隔した位置に複数箇所設置することを確認した。 

57条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備の電源車の接続箇所は、共通要因によって接続できなくなることを防止するため、位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とするこ

とを確認した。 

可搬型代替直流電源設備 可搬型代替直流電源設備の電源車の接続箇所は、共通要因によって接続できなくなることを防止するため、位置的分散を図った複数箇所に設置する設計とするこ

とを確認した。 

 

e. 保管場所（第 43 条第 3項第 5 号） 

57条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型代替交流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 可搬型代替交流電源設備の電源車、ガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリは、屋外の原子炉建屋付属棟から離れた場所に設置又は保管すること

で、原子炉建屋付属棟内の非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電設備燃料デイタンク並びに原子炉建屋付属棟近傍の非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

設備燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替直流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 可搬型代替直流電源設備の電源車、ガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリは、屋外の原子炉建屋付属棟から離れた場所に設置又は保管すること

で、原子炉建屋付属棟内の非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電設備燃料デイタンク並びに原子炉建屋付属棟近傍の非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

設備燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。 

燃料補給設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 燃料補給設備のタンクローリは、原子炉建屋付属棟近傍の非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポ

ンプから離れた屋外に分散して保管することで、原子炉建屋付属棟近傍の非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

設備燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。 

・ 軽油タンク及びガスタービン発電設備軽油タンクは、屋外に分散して設置することで、共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設

計とする。 

・ タンクローリは、原子炉建屋付属棟から離れた屋外に設置又は保管することで、原子炉建屋付属棟内の非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機、非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料デイタンク並びに原子炉建屋付属棟近傍の非常用デ

ィーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散



  新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  57-16 

を図る設計とする。 

 

2.14.1.2 悪影響防止（第 43条第 1 項第 5号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し、発電用原子炉施設

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。  

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

非常用交流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 非常用交流電源設備は、設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で、重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用することで、他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

常設代替交流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 常設代替交流電源設備のガスタービン発電機、ガスタービン発電設備軽油タンク及びガスタービン発電設備燃料移送ポンプは、通常時は遮断器等により接続

先の系統から隔離し、重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・ 常設代替交流電源設備のタンクローリは、接続先の系統と分離して保管し、重大事故等時に接続、弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とす

ることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・ 常設代替交流電源設備の軽油タンクは、重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

・ ガスタービン発電機及びガスタービン発電設備燃料移送ポンプは、飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替交流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 可搬型代替交流電源設備の電源車及びタンクローリは、接続先の系統と分離して保管し、重大事故等時に接続、弁操作、遮断器操作等により重大事故等対処

設備としての系統構成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・ 可搬型代替交流電源設備の軽油タンク及びガスタービン発電設備軽油タンクは、重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とする

ことで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・ 電源車及びタンクローリは輪留めによる固定等をすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

非常用直流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 非常用直流電源設備は、設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で、重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用することで、他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 所内常設蓄電式直流電源設備の 125V蓄電池 2A、125V蓄電池 2B、125V充電器 2A及び 125V充電器 2Bは、通常時は設計基準事故対処設備として使用する場合

と同じ系統構成とし、重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

常設代替直流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 常設代替直流電源設備の 125V 代替蓄電池は、通常時は非常用直流電源設備と隔離し、重大事故等時に遮断器操作により重大事故等対処設備としての系統構

成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・ 常設代替直流電源設備の 250V 蓄電池は、通常時は常用直流電源設備として使用する場合と同じ系統構成とし、重大事故等時においても通常時と同じ系統構

成で重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型代替直流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 可搬型代替直流電源設備の 125V代替蓄電池及び 125V代替充電器は、通常時は非常用直流電源設備と隔離し、重大事故等時に遮断器操作により重大事故等対

処設備としての系統構成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・ 可搬型代替直流電源設備の 250V蓄電池及び 250V充電器は、通常時は常用直流電源設備として使用する場合と同じ系統構成とし、重大事故等時においても通
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常時と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・ 可搬型代替直流電源設備の電源車及びタンクローリは、接続先の系統と分離して保管し、重大事故等時に接続、弁操作、遮断器操作等により重大事故等対処

設備としての系統構成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・ 可搬型代替直流電源設備の軽油タンク及びガスタービン発電設備軽油タンクは、重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とする

ことで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・ 電源車及びタンクローリは輪留めによる固定等をすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

代替所内電気設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 代替所内電気設備のガスタービン発電機接続盤、緊急用高圧母線 2F系、緊急用高圧母線 2G系、緊急用動力変圧器 2G系及び緊急用低圧母線 2G系は、通常時

は遮断器等により接続先の系統から隔離し、重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

・ 代替所内電気設備の緊急用交流電源切替盤 2G 系、緊急用交流電源切替盤 2C 系、緊急用交流電源切替盤 2D 系、非常用高圧母線 2C 系及び非常用高圧母線 2D

系は、重大事故等時に遮断器操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料補給設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 燃料補給設備のタンクローリは、接続先の系統と分離して保管し、重大事故等時に接続、弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・ 燃料補給設備の軽油タンク及びガスタービン発電設備軽油タンクは、重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで、他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・ タンクローリは輪留めによる固定等をすることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 
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2.14.2 容量等（第 43条第 2 項第 1号、第 43 条第 3項第 1 号） 

43条の設計方針において、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては、設計基準対象施設の容量等の仕様が、系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分である

ことを確認した上で、設計基準対象施設としての容量等と同仕様の設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので、重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を補

う必要があるものについては、その後の事故対応手段と合わせて、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系統

及び機器を使用するものについては、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、容量設定根拠が示されている。（参照：「容量設定根拠」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

非常用交流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料

デイタンク、軽油タンク、非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプは、設計基準事故時に使用

する場合の容量が、重大事故等の収束に必要な容量に対して十分であることから、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

常設代替交流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ ガスタービン発電機は、想定される重大事故等時において、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、使用済燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運

転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な容量を有する設計とする。 

・ ガスタービン発電設備軽油タンクは、想定される重大事故等時において、その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備が、事故後 7日間連続運転す

るために必要となる燃料を補給可能な容量を、軽油タンクよりタンクローリを用いて補給する容量を考慮して有する設計とする。 

・ ガスタービン発電設備燃料移送ポンプは、想定される重大事故等時において、ガスタービン発電機の運転に必要な燃料を補給できるポンプ容量を有する設計

とする。 

補足説明資料において、重大事故等時に用いる機器について負荷容量の積上げ等が示されている。（参照：「57－5容量設定根拠」） 

非常用直流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 125V蓄電池 2A、125V蓄電池 2B及び 125V蓄電池 2Hは、設計基準事故時に使用する場合の容量が、重大事故等の収束に必要な容量に対して十分であることか

ら、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

所内常設蓄電式直流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池 2B は、想定される重大事故等時において、1 時間以内に中央制御室において行う簡易な操作での切離し以外の負荷の切離し

を行わず 8時間、その後必要な負荷以外を切り離して 16時間の合計 24時間にわたり必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

常設代替直流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 125V代替蓄電池は、想定される重大事故等時において、8時間後に不要な負荷の切離しを行い、24時間にわたり必要な設備に電力を供給できる容量を有する

設計とする。 

・ 250V蓄電池は、想定される重大事故等時において、1時間後に中央制御室において行う簡易な操作での切離し以外の負荷の切離しを行わず、24時間にわたり

必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

代替所内電気設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ ガスタービン発電機接続盤、緊急用高圧母線 2F 系、緊急用高圧母線 2G 系、緊急用動力変圧器 2G 系及び緊急用低圧母線 2G 系は、想定される重大事故等時に

おいて、必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

・ 125V代替充電器は、想定される重大事故等時において、必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

・ 250V充電器は、想定される重大事故等時において、必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

 

43条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備は、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とするとともに、設備の機能、信頼度等を考慮し、予備を含めた保有数を確保することにより、必要な容量等に

加え、十分に余裕のある容量等を有する設計とすること等を確認した。 
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57条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型代替交流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 電源車は、想定される重大事故等時において、最低限必要な設備に電力を供給できる容量を有するものを 1 セット 2 台使用する。保有数は、2 セット 4 台に

加えて、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1台の合計 5台を保管する。なお、バックアップ用の 1台は、緊急時対策所用代替交

流電源設備の電源車（緊急時対策所用）の予備としても使用する。 

補足説明資料において、重大事故等時に用いる機器について負荷容量の積上げ等が示されている。（参照：「57－5容量設定根拠」） 

燃料補給設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 軽油タンクは、設計基準事故対処設備と兼用しており、設計基準事故対処設備としての容量が、設定される重大事故等時において、その機能を発揮すること

が必要な重大事故等対処設備が、事故後 7日間連続運転するために必要となる燃料を供給できる容量を有しているため、設計基準事故対処設備と同仕様で設

計する。 

・ タンクローリは、想定される重大事故等時において、その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備に、燃料を補給できる容量を有するものを 1セッ

ト 2台使用する。保有数は、1セット 2台に加えて、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1台の合計 3台を保管する。 

 

2.14.3 環境条件等 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43条第 1項第 1号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発揮できるよう、その設置場所（使用場所）、

保管場所に応じた耐環境性を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、設備等の配置状況（参照：「配置図」）が示され、配置状況における環境条件（参照：「共-2類型化区分及び適合内容」）が示されている。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

非常用交流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃

料デイタンクは、原子炉建屋付属棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

・ 軽油タンク、非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプは、屋外に設置し、想定される重大事故

等時における環境条件を考慮した設計とする。 

常設代替交流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ ガスタービン発電機、ガスタービン発電設備軽油タンク及びガスタービン発電設備燃料移送ポンプは、屋外に設置し、想定される重大事故等時における環境

条件を考慮した設計とする。 

非常用直流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 125V蓄電池2A、125V蓄電池2B及び125V蓄電池2H並びにそれに充電する125V充電器2A、125V充電器2B及び125V充電器2Hは、制御建屋内又は原子炉建屋付属棟内

に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 125V蓄電池2A、125V蓄電池2B、125V充電器2A及び125V充電器2Bは、制御建屋に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

代替所内電気設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 125V代替蓄電池、250V蓄電池、125V代替充電器及び250V充電器は、制御建屋に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

・ ガスタービン発電機接続盤及び緊急用高圧母線2F系は、緊急用電気品建屋（地下階）に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計と

する。 

・ 緊急用高圧母線2F系は、ガスタービン発電機起動後に自動投入し、想定される重大事故等時において、中央制御室又は設置場所からの操作も可能な設計とす
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る。 

・ 緊急用高圧母線2G系、緊急用動力変圧器2G系、緊急用低圧母線2G系、緊急用交流電源切替盤2G系、緊急用交流電源切替盤2C系、緊急用交流電源切替盤2D系、

非常用高圧母線2C系及び非常用高圧母線2D系は、原子炉建屋付属棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

・ 緊急用高圧母線2G系、緊急用交流電源切替盤2G系、緊急用交流電源切替盤2C系、緊急用交流電源切替盤2D系、非常用高圧母線2C系及び非常用高圧母線2D系の

操作は、想定される重大事故等時において中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。 

燃料補給設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 軽油タンクは、屋外に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

・ タンクローリは、屋外に保管及び設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

b. 現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6 号、第 43条第 3 項第 4号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所の選定、遮蔽の設置等により

設置場所で操作できる設計又は放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作できる設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

非常用交流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の操作は、中央制御室から可能な設計とする。 

常設代替交流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ ガスタービン発電機は、外部電源喪失時に自動起動し、想定される重大事故等時において、中央制御室又は設置場所からの操作も可能な設計とする。 

・ ガスタービン発電設備軽油タンクの系統構成に必要な弁の操作は、想定される重大事故等時において、設置場所で可能な設計とする。 

・ ガスタービン発電設備燃料移送ポンプは、ガスタービン発電機起動後に自動起動し、想定される重大事故等時において、設置場所からの操作も可能な設計と

する。 

代替所内電気設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 緊急用高圧母線2F系はガスタービン発電機起動後に自動投入し、想定される重大事故等時において中央制御室又は設置場所からの操作も可能な設計とする。 

・ 緊急用高圧母線2G系、緊急用交流電源切替盤2G系、緊急用交流電源切替盤2C系、緊急用交流電源切替盤2D系、非常用高圧母線2C系及び非常用高圧母線2D系の

操作は、想定される重大事故等時において中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。 

 

57条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型代替交流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 電源車は、屋外に保管及び設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

・ 電源車の常設設備との接続及び操作は、想定される重大事故等時において、設置場所で可能な設計とする。 

燃料補給設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 軽油タンクの系統構成に必要な弁の操作は、想定される重大事故等時において、設置場所で可能な設計とする。 

・ タンクローリの常設設備との接続及び操作は、想定される重大事故等時において、設置場所で可能な設計とする。 
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2.14.4 操作性及び試験・検査性について 

（１）操作性の確保（第 43 条第 1項第 2 号、第 43条第 1 項第 4号、第 43 条第 3項第 2 号、第 43条第 3項第 6号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため、重大事故等時の環境条件を考慮し、操作が可能な設計とするとともに、現場操作に

おいて工具を必要とする場合は、一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて、確実に作業ができる設計とし、工具は、作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、流路を含めた全体の系統構成及び切り替え操作に使用する弁等がバウンダリ系統図として示されている。（参照：「設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備のバウンダリ系統図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

非常用交流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 非常用交流電源設備は、設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

・ 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は、中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

常設代替交流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 常設代替交流電源設備は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

・ ガスタービン発電機は、外部電源喪失時に自動起動し、中央制御室の操作スイッチ等からの操作も可能な設計とする。系統構成に必要な遮断器等は、中央制

御室の操作スイッチ等により操作が可能な設計とする。 

非常用直流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 非常用直流電源設備は、設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

所内常設蓄電式直流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 所内常設蓄電式直流電源設備は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用

する設計とする。 

常設代替直流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 常設代替直流電源設備の 250V 系統は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用する設計とする。 

・ 常設代替直流電源設備の 125V系統は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

代替所内電気設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 代替所内電気設備は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から遮断器操作により速やかに切り替えられる設計とする。 

・ 緊急用高圧母線 2F系はガスタービン発電機起動後に自動投入し、中央制御室の操作スイッチ等による操作も可能な設計とする。 

・ 緊急用高圧母線 2G 系、緊急用交流電源切替盤 2G 系、緊急用交流電源切替盤 2C系、緊急用交流電源切替盤 2D系、非常用高圧母線 2C系及び非常用高圧母線

2D系は、中央制御室の操作スイッチ等により操作が可能な設計とする。 

 

57条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型代替交流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 可搬型代替交流電源設備は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から遮断器操作等により速やかに切り替える設計とする。 

・ 電源車は、付属の操作スイッチ等により、設置場所での操作が可能な設計とする。系統構成に必要な遮断器等は、中央制御室の操作スイッチにより操作が可

能な設計とする。 

・ 電源車は、車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに、設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

・ 電源車を接続する接続箇所については、コネクタ接続とし、ケーブルを確実に接続できる設計とするとともに、確実な接続ができるよう足場を設ける設計と

する。 

可搬型代替直流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 
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・ 可搬型代替直流電源設備は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から弁操作及び遮断器操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

燃料供給設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 燃料補給設備は、想定される重大事故等時において、通常時の系統構成から弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

・ 軽油タンク及びガスタービン発電設備軽油タンクは、系統構成に必要な弁を、設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

・ タンクローリは、付属の操作スイッチにより、設置場所での操作が可能な設計とし、系統構成に必要な弁は設置場所での手動操作が可能な設計とする。 

・ タンクローリは、車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な設計とするとともに、設置場所にて輪留めによる固定等が可能な設計とする。 

・ タンクローリを接続する接続口については、専用の接続方式とし、接続治具を用いてホースを確実に接続することができる設計とする。 

 

（２）試験・検査（第 43 条第 1項第 3 号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できるよう、機能・性能の確認、漏えいの有無の

確認、分解点検等ができる構造とするとともに、発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は、発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き、運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な設

計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、点検及び試験の項目、保全の重要度、保全方式又は頻度及び検査名が示されている。（参照：「57－4試験及び検査」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

非常用交流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機は、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。

また、発電用原子炉の停止中に分解が可能な設計とする。 

・ 非常用ディーゼル発電設備燃料デイタンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料デイタンクは、発電用原子炉の運転中に漏えいの有無の確認が可

能な設計とする。また、発電用原子炉の運転中又は停止中に内部の確認及び弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

・ 軽油タンクは、発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また、発電用原子炉の停止中に内部の確認が可能な設計とする。 

・ 非常用ディーゼル発電設備燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料移送ポンプは、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及

び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

常設代替交流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ ガスタービン発電機は、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び外観の確認が可能な設計とするとともに、分解が可能な設計とする。 

・ ガスタービン発電設備軽油タンクは、発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また、発電用原子炉の停止中に内部の確

認が可能な設計とする。 

・ ガスタービン発電設備燃料移送ポンプは、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

・ ガスタービン発電設備燃料移送ポンプは、発電用原子炉の運転中又は停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

可搬型代替交流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 電源車は、発電用原子炉の運転又は停止中に機能・性能の確認が可能な設計とするとともに、分解又は取替えが可能な設計とする。 

・ 電源車は、車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

非常用直流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 125V蓄電池2A、125V蓄電池2B及び125V蓄電池2H並びに125V蓄電池2A、125V蓄電池2B及び125V蓄電池2Hに充電する充電器は、発電用原子炉の運転中又は停止中

に機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。 

所内常設蓄電式直流電源設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 125V蓄電池2A、125V蓄電池2B、125V代替蓄電池、250V蓄電池、125V充電器2A、125V充電器2B、125V代替充電器及び250V充電器は、発電用原子炉の運転中又は

停止中に機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。 

代替所内電気設備 以下の設計方針であることを確認した。 
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・ ガスタービン発電機接続盤、緊急用高圧母線 2F系、緊急用高圧母線 2G系、緊急用動力変圧器 2G 系、緊急用低圧母線 2G 系、緊急用交流電源切替盤 2G系、

緊急用交流電源切替盤 2C系、緊急用交流電源切替盤 2D系、非常用高圧母線 2C系及び非常用高圧母線 2D系は、発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認が

可能な設計とする。また、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計とする。 

燃料供給設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 軽油タンクは、発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また、発電用原子炉の停止中に内部の確認が可能な設計とする。 

・ タンクローリは、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観、機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに、分解又は取替えが可能な設計

とする。 

・ タンクローリは、車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 
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女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（計装設備（第５８条）） 

 

技術的能力基準 1.15で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 58条及び第 43条への適合性を確認する。 

計装設備（第５８条） 

2.15.1 適合方針 ............................................................................................................................................................................... 58-2 

（１）設置許可基準規則への適合 ............................................................................................................................................................... 58-2 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 ..................................................................................................................... 58-2 

２）技術的能力審査基準での対応との整合性 ................................................................................................................................................... 58-3 

a. 監視機能喪失時に使用する設備 .......................................................................................................................................................... 58-3 

b. 計器電源喪失時に使用する設備 .......................................................................................................................................................... 58-4 

c. パラメータ記録時に使用する設備 ........................................................................................................................................................ 58-5 

（２）設置許可基準規則解釈への適合 ........................................................................................................................................................... 58-6 

2.15.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 ....................................................................................................................................................... 58-8 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43条第 2項第 3号） ................................................................................................................................. 58-8 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43条第 3項第 7号） ......................................................................................................... 58-8 

c. 共用の禁止（第 43条第 2項第 2号） ....................................................................................................................................................... 58-8 

d. 複数の接続口（第 43条第 3項第 3号） ..................................................................................................................................................... 58-8 

e. 保管場所（第 43条第 3項第 5号） ......................................................................................................................................................... 58-9 

2.15.1.2 悪影響防止（第 43条第 1項第 5号） .................................................................................................................................................. 58-9 

2.15.2 容量等（第 43条第 2項第 1号、第 43条第 3項第 1号） ..................................................................................................................................... 58-10 

2.15.3環境条件等 ............................................................................................................................................................................. 58-13 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43条第 1項第 1号） .............................................................................................................................................. 58-13 

b. 現場の作業環境（第 43条第 1項第 6号、第 43条第 3項第 4号） ............................................................................................................................... 58-15 

2.15.4 操作性及び試験・検査性について ........................................................................................................................................................ 58-16 

（１）操作性の確保（第 43条第 1項第 2号、第 43条第 1項第 4号、第 43条第 3項第 2号、第 43条第 3項第 6号） .................................................................................... 58-16 

（２）試験・検査（第 43条第 1項第 3号） ..................................................................................................................................................... 58-18 
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2.15.1 適合方針 

（１）設置許可基準規則への適合 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（計装設備） 

第五十八条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生し、計測機

器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処

するために監視することが必要なパラメータを計測することが

困難となった場合において当該パラメータを推定するために有

効な情報を把握できる設備を設けなければならない。 

① 技術的能力審査基準 1.15 により抽出された重大事故等対処設備

が網羅的に整理されていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ①により抽出された重大事故等対処設備について、43 条要求対

応を確認するため設備分類（常設/可搬）を確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 技術的能力審査基準 1.15により抽出された手順毎に重大事故等対処設備が網羅的に整理されていることを確認した。 

 

a.監視機能喪失時に使用する設備 

・第 6.4－2表「重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）」を参照。 

・第 6.4－3表「代替パラメータによる主要パラメータの推定」を参照。 

・添付書類十 第 5.1－1表 重大事故等対策における手順書の概要「1.15事故時の計装に関する手順書等」を参照。 

 

b.計器電源喪失時に使用する設備 

・可搬型計測器 

・常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）【57条】電源設備 

・可搬型代替交流電源設備（電源車）【57条】電源設備 

・所内常設蓄電式直流電源設備【57条】電源設備 

・常設代替直流電源設備【57条】電源設備 

・可搬型代替直流電源設備【57条】電源設備 

・代替所内電気設備【57条】電源設備 

 

c.パラメータ記録時に使用する設備 

・安全パラメータ表示システム（SPDS） 

 

添付資料 1.2.1 において、要求事項（技術的能力審査基準、設置許可基準規則及び技術基準規則）と重大事故等対処設備の対応関係が整理され

示されている。（参照：「審査基準、基準規則と対処設備との対応表」）。 

 

② 重大事故等対処設備の設備分類（常設／可搬）が「主要な重大事故等対処設備の設備分類等」に整理されていることを確認した（常設/可搬の要

求に対する適合は、2.3.1.1多様性及び独立性、位置的分散 以降に記載されている）。 

 

補足説明資料において、耐震設計の設備分類【39条地震による損傷の防止】及び機器クラスが示されている（参照：「共-1 重大事故等対処設備

の設備分類及び選定について」）。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

③ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する

設備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）として使用する設

備が重大事故等対処設備として整理されていることを確認。 

 

 

③ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備として重大事故等対処設備が整理されていることを確認した。 

・非常用ディーゼル発電機 【57条】電源設備 

 

上記のうち、【】が記載されている設備については、43条の設計方針が【】内の条文等で整理されていることを確認した。 

 

２）技術的能力審査基準での対応との整合性 

審査の視点及び確認事項 

技術的能力審査基準での対応を踏まえ、対応手段ごとに「設備の目的」、その対応手段ごとに「機能喪失の想定」、「使用機器」、「系統構成」及び「その他の設備」の内容が記載されていることを確認。 

 

（設備の目的） 

① 対応手段に対して重大事故等対処設備が整理されていることを確認。 

② ①における重大事故等対処設備について、具体的な設計方針を確認。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 対応手段ごとに使用条件（どのような機能喪失時に使用するのか）が明確にされていることを確認。（機能喪失する設計基準対処設備がない場合は、使用条件を記載） 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（該当設備のみ）と手順の概略系統図が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（該当設備のみ）に記載されていることを確認。 

 

（その他の設備） 

⑥ 系統構成を踏まえ、流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）が重大事故等対処設備として記載されていることを確認。 

＜ＢＷＲの場合＞ 

例：高圧代替注水系を用いた冷却に期待する場合は、高圧代替注水系の他、原子炉圧力容器【流路】、所内蓄電式直流電源設備【電源】、復水貯蔵槽【水源】等が含まれる。 

（ただし（設備の目的）①に整理された重大事故等対処設備を除く。） 

 

a. 監視機能喪失時に使用する設備 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 計測機器（非常用のものを含む。）の故障により、当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において、当該パラメータを推定するため、第 3.15－11 表

「代替パラメータによる主要パラメータの推定」に示す重大事故等対処設備を使用することを確認した。 

（対象パラメータは、第 6.4－2 表「重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）」、第 6.4－3 表「代替パラメータによる主要パラメータの推定」及び添付書類十 第 5.1－1 表 重大

事故等対策における手順書の概要「1.15事故時の計装に関する手順書等」を参照） 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・発電用原子炉施設の状態の把握能力を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を推定する手段を有する設計とする。 

・重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量等）の計測が困難となった場合又は計測範囲を超えた場合は、計器故障
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時の代替パラメータによる推定又は計器の計測範囲を超えた場合の代替パラメータによる推定の対応手段等により推定ができる設計とする。 

・計器故障時に、当該パラメータの他チャンネルの計器がある場合、他チャンネルの計器により計測するとともに、重要代替監視パラメータが複数ある場合は、推定する重要監視パラメータとの関係性がより直接的

なパラメータ、検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた計測される値の確からしさを考慮し、優先順位を定める。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障により、当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合を想定することを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 計測器のため、系統構成はないが、計装設備概要図（第 6.4－1図(1)、第 6.4－1図(2)）と各計器の概要（第 1.15－3図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す重大事故等対処設備が計装設備概要図（第 6.4－1図(1)、第 6.4－1図(2)）に記載されていることを確認（可搬型以外）した。 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、使用する重大事故等対処設備はないことを確認した。 

 

b. 計器電源喪失時に使用する設備 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 全交流動力電源が喪失した場合において、計装設備への代替電源設備として常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）、可搬型代替交流電源設備（電源車）及び所内常設蓄電式直流電源設備を使用することを確

認した。（なお、代替電源設備については、【57条】で確認）また、直流電源が喪失し計測に必要な計器電源が喪失した場合、特に重要なパラメータとして、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測す

る計器については、温度、圧力、水位及び流量に係るものについて、乾電池を電源とした可搬型計測器を用いて計測することを確認した。（対象機器は、第 6.4－2表「重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タ（重大事故等対処設備）」を参照）。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備の喪失等により計器電源が喪失した場合において、計装設備への代替電源設備として常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）、可搬型代替交流電源設備（電源

車）、所内常設蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備を使用する。 

・代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失した場合、特に重要なパラメータとして、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備については、温度、圧力、水位及び流量に係るものに

ついて、乾電池等を電源とした可搬型計測器により計測できる設計とする。 

・可搬型計測器による計測においては、計測対象の選定を行う際の考え方として、同一パラメータにチャンネルが複数ある場合は、いずれか１つの適切なチャンネルを選定し計測又は監視するもの 

とする。 

・同一の物理量について、複数のパラメータがある場合は、いずれか１つの適切なパラメータを選定し計測又は監視するものとする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 重大事故等が発生し、非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失した場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、単線結線図（第 10.1-1図、第 10.1-3図及び第 10.1-4図）と計装の電源構成図（第 1.15－4図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が計装の電源構成図（第 10.1-1図、第 10.1-3図及び第 10.1-4図）に記載されていることを確認した。 

 

（その他の設備） 
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⑥ ①以外で、使用する重大事故等対処設備はないことを確認した。 

 

c. パラメータ記録時に使用する設備 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度、放射線量率等想定される重大事故等の対応に必要となる重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測又は監視及び記録するため、以下の重大事故等対処

設備を使用することを確認した。 

・安全パラメータ表示システム（SPDS）として SPDS表示装置、データ収集装置及び SPDS伝送装置 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度、放射線量率等想定される重大事故等の対応に必要となる重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは計測又は監視及び記録ができる設計とする。 

・重大事故等の対応に必要となるパラメータは、電磁的に記録、保存し、電源喪失により保存した記録が失われないとともに、帳票が出力できる設計とする。 

・記録は必要な容量を保存できる設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度、放射線量率等想定される重大事故等の対応に必要となる重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは計測又は監視及び記録ができる設計とすることを確認し

た。 

 

（系統構成） 

④ 計測器のため、系統構成はないが、重大事故時用監視記録装置については、系統概要図（第 6.4－3図）と概略系統図（第 1.15－3図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す重大事故時用監視記録装置が系統概要図（第 6.4－3図）に記載されていることを確認した。 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、使用する重大事故等対処設備はないことを確認した。 
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（２）設置許可基準規則解釈への適合 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（解釈） 

第５８条（計装設備） 

１ 第５８条に規定する「当該重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを計測することが困難となった場合

において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握で

きる設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備をいう。なお、「当該重大事故

等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、

事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対

策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施

設の状態を意味する。 

 

①「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメー

タを計測することが困難となった場合において当該パラメータを

推定するために有効な情報を把握できる設備」が選定されているこ

とを確認。 

 

全ての監視パラメータから事象判別も含めた重大事故等の対処に必要なパラメータを抽出し、炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止対策に係

る判断に関する重要監視パラメータ及び重要代替パラメータを選定し、それらを計測する計器を重大事故等対処設備として位置付けるとともに設

計基準を超える状態における原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度、圧力、水位、注水量等）を明確にしていることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ（炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させるために必要な発

電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメータ）は、添付書類十 第 5.1－1表 重大事故等対策における手順書の概要「1.15事故時の計装に

関する手順書等」のパラメータの選定で分類された主要パラメータ（重要監視パラメータ及び有効監視パラメータ）とすることを確認した。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備（重大事故等対処設備）について、設計基準を超える状態における発電用原子炉施

設の状態を把握するための能力（最高計測可能温度等（設計基準最大値等））を明確にしていることを確認した。 

当該パラメータを推定するために必要なパラメータは、添付書類十 第 5.1－1表 重大事故等対策における手順書の概要「1.15事故時の計装に関

する手順書等」のパラメータの選定で分類された代替パラメータ（重要代替監視パラメータ及び常用代替監視パラメータ）とすることを確認した。 

計測範囲、設計基準最大値等が第 6.4－2表「重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）」に示されていることを確認

した。 

 

 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握

能力を明確にすること。（最高計測可能温度等） 

 

② 設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能

力を明確にすることを確認。 

 

 

 

 

 

②設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力について、第 6.4－2表「重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重

大事故等対処設備）」の計測範囲及び把握能力にて明確にしていることを確認した。 

 

 

 

 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を

超えた場合の発電用原子炉施設の状態の推定手段を整備するこ

と。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位が推定できる手段を

整備すること。 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量が推定できる

手段を整備すること。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータは、複数のパラメータの中

から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと 

 

③ 原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位が推定できる手段を整備す

ることを確認。 

 

④ 原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量が推定できる手段

を整備することを確認。 

 

⑤推定するために必要なパラメータは、複数のパラメータの中から確

からしさを考慮し、優先順位を定めておくことを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

③④⑤重大事故等対処設備は、設計基準を超える状態において、重要代替計器又は可搬型計測器により発電用原子炉施設の状態を推定するための

計測範囲を有していることを確認した。 

 

重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量等）の

計測が困難となった場合又は計測範囲を超えた場合、添付書類十の「第 5.1－1表 重大事故時対策における手順書の概要」のうち、「1.15 事故時

の計装に関する手順等」の計器故障時の代替パラメータによる推定又は計器の計測範囲を超えた場合の代替パラメータによる推定の対応手段等に

より推定ができる設計となっていることを確認した。 

計器故障時に、当該パラメータの他チャンネルの計器がある場合、他チャンネルの計器により計測するとともに、重要代替監視パラメータが複数あ

る場合は、推定する重要監視パラメータとの関係性がより直接的なパラメータ、検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた計測される値の確からし

さを考慮し、優先順位を定めることを確認した。 

補足説明資料において、主要パラメータの代替パラメータによる推定方法が示されている。（参照：「58－8主要パラメータの代替パラメータによ

る推定方法について」） 

 

 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量

率など想定される重大事故等の対応に必要となるパラメータが

計測又は監視及び記録ができること。 

⑥原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率な

ど想定される重大事故等の対応に必要となるパラメータが計測又は

監視及び記録ができることを確認。 

 

 

 

 

⑥ 安全パラメータ表示システム（SPDS）等により重大事故等への対応に必要となるパラメータが一定期間保存される容量を有すること、計測又は

監視及び記録する機能を有していることを確認した。 

 

安全パラメータ表示システム（SPDS）として SPDS表示装置、データ収集装置及び SPDS伝送装置により、原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水

素濃度、放射線量率等想定される重大事故等の対応に必要となる重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは計測又は監視及び記録ができ

る設計とすることを確認した。 

重大事故等の対応に必要となるパラメータは、電磁的に記録、保存し、電源喪失により保存した記録が失われないとともに帳票が出力できる設計と

することを確認した。また、記録は必要な容量を保存できる設計とすることを確認した。 

上記で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 43条への適合性を確認する。 

補足説明資料において、設計方針等が記載された SA設備の基準適合性一覧表及び類型化分類（共-2類型化区分及び適合内容）が示されている。（参照：「SA設備基準適合性一覧表」） 
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2.15.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43 条第 2項第 3 号） 

43条の設計方針において、常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等の安全機能と、共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適

切な措置を講じた設計とすることを確認した。補足説明資料において、設備等の位置的分散等の配置状況が示されている。（参照：「58－3配置図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

重要代替監視パラメータを計測する設備 以下の設計であることを確認した。 

・重要代替監視パラメータを計測する設備は、重要監視パラメータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とすることで、重要監視パラメータを計測

する設備に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

・重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り位置的分散を図る設計とする。 

・重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメータを計測する設備の電源は、共通要因によって同時に機能を損なわないよう、非常用交流電源設

備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

（電源設備の多様性、位置的分散については【57 条】電源設備にて記載） 

 

重大事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備 以下の設計であることを確認した。 

・補助パラメータを計測する設備は、代替する機能を有する設計基準事故対処設備と重要監視パラメータを計測する設備と可能な限り多様性及び独立性を有し、

位置的分散を図る設計とする。 

・補助パラメータを計測する設備のうち、想定される重大事故等時に設計基準対象施設としての機能を期待する重大事故等対処設備は、「1.1.7 重大事故等対処

設備に関する基本方針」のうち、多様性、位置的分散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

・重大事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備の電源は、共通要因によって同時に機能を損なわないよう、非常用交流電源設備に対して多様性を有する

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

（電源設備の多様性、位置的分散については【57 条】電源設備にて記載） 

 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43条第 3 項第 7号） 

43条の設計方針において、可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と、共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

 

c. 共用の禁止（第 43条第 2 項第 2号） 

43 条の設計方針において、2 以上の原子炉施設と共用しない設計とすることを確認した。ただし、共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処するために必要な機能）を満たしつつ、2 以上の発

電用原子炉施設と共用することにより安全性が向上し、かつ、同一発電所内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は共用できる設計とすることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並び

に重大事故等対処設備の補助パラメータを計測する設

備 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備は、二以上の発電用原子炉施設において共用しない

設計とすることを確認した。 

安全パラメータ表示システム（SPDS） 安全パラメータ表示システム（SPDS）は、二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とすることを確認した。 

 

d. 複数の接続口（第 43条第 3 項第 3号） 

58条で整理する可搬型重大事故等対処設備のうち、原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備は無いため、対象外としていることを確認した。 
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e. 保管場所（第 43 条第 3項第 5 号） 

58条で整理する可搬型重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は常設重大事故対処設備と異なる保管場所（制御建屋内及び緊急時対策建屋内）に保管する設計とすることを確認した。 

 

2.15.1.2 悪影響防止（第 43条第 1 項第 5号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し、発電用原子炉施設

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

重要代替監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ

を計測する設備 

以下の設計であることを確認した。 

・重要代替監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備のうち、多重性を有するパラメータの計測装置は、チャンネル相互を物理的、電気的に分

離し、チャンネル間の独立を図る設計とする。 

・重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測装置の間においてもパラメータ相互をヒューズにより電気的に分離することで、他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

 

重大事故等対処設備の補助パラメータ 

 

重大事故等対処設備の補助パラメータは、電気的に分離することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

可搬型計測器 可搬型計測器は、通常時に接続先の系統と分離された状態であること及び重大事故等時は重大事故等対処設備として系統を構成することで、他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とすることを確認した。 

 

安全パラメータ表示システム（SPDS） 安全パラメータ表示システム（SPDS）は、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより、他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 
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2.15.2 容量等（第 43条第 2 項第 1号、第 43 条第 3項第 1 号） 

43条の設計方針において、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては、設計基準対象施設の容量等の仕様が、系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分である

ことを確認した上で、設計基準対象施設としての容量等と同仕様の設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので、重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を補

う必要があるものについては、その後の事故対応手段と合わせて、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系統

及び機器を使用するものについては、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とすること等を確認した。補足説明資料において、監視パラメータの計測範囲等が示されている。（参照：「58－6 容量決定根拠」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

 

 

 

・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ出口流量 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量 

・残留熱除去系ポンプ出口流量 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量 

・格納容器内雰囲気水素濃度 

・格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W） 

・格納容器内雰囲気放射線モニタ（S/C） 

・起動領域モニタ 

・平均出力領域モニタ 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

・原子炉補機冷却水系系統流量 

・残留熱除去系熱交換器冷却水入口流量 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ出口圧力 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力 

・残留熱除去系ポンプ出口圧力 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力 

・格納容器内雰囲気酸素濃度 

・使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式） 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は、設計基準対象施設の計測機能と兼用しており、設計基準事故時に使用する場合の計測範囲

が、計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える状態において発電用原子炉施設の状態を推定できるため、 設計基準事故対処設備と同仕様の設計とすること

を確認した。 

・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ出口流量 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量 

・残留熱除去系ポンプ出口流量 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量 

・格納容器内雰囲気水素濃度 

・格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W） 

・格納容器内雰囲気放射線モニタ（S/C） 

・起動領域モニタ 

・平均出力領域モニタ 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

・原子炉補機冷却水系系統流量 

・残留熱除去系熱交換器冷却水入口流量 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ出口圧力 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力 

・残留熱除去系ポンプ出口圧力 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力 

・格納容器内雰囲気酸素濃度 

・使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式） 

 

 

・原子炉圧力容器温度 

・原子炉圧力（SA） 

・原子炉水位（SA広帯域） 

・原子炉水位（SA燃料域） 

・高圧代替注水系ポンプ出口流量 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は、計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える状態において発電用原子炉施設の状態を推

定できる設計とすることを確認した。 

・原子炉圧力容器温度 

・原子炉圧力（SA） 

・原子炉水位（SA広帯域） 

・原子炉水位（SA燃料域） 

・高圧代替注水系ポンプ出口流量 
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・残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系ヘッドス

プレイライン洗浄流量） 

・残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系 B系格納

容器冷却ライン洗浄流量） 

・直流駆動低圧注水系ポンプ出口流量 

・代替循環冷却ポンプ出口流量 

・原子炉格納容器代替スプレイ流量 

・原子炉格納容器下部注水流量 

・ドライウェル温度 

・圧力抑制室内空気温度 

・サプレッションプール水温度 

・原子炉格納容器下部温度 

・ドライウェル圧力 

・圧力抑制室圧力 

・圧力抑制室水位 

・原子炉格納容器下部水位 

・ドライウェル水位 

・格納容器内水素濃度（D/W） 

・格納容器内水素濃度（S/C） 

・フィルタ装置水位（広帯域） 

・フィルタ装置入口圧力（広帯域） 

・フィルタ装置出口圧力（広帯域） 

・フィルタ装置水温度 

・フィルタ装置出口放射線モニタ 

・フィルタ装置出口水素濃度 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

・復水貯蔵タンク水位 

・高圧代替注水系ポンプ出口圧力 

・直流駆動低圧注水系ポンプ出口圧力 

・代替循環冷却ポンプ出口圧力 

・復水移送ポンプ出口圧力 

・原子炉建屋内水素濃度 

・静的触媒式水素再結合装置動作監視装置 

・使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式） 

・使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低

線量） 

・使用済燃料プール監視カメラ 

・残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系ヘッドスプレイライン洗浄流量） 

 

・残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系 B系格納容器冷却ライン洗浄流量） 

 

・直流駆動低圧注水系ポンプ出口流量 

・代替循環冷却ポンプ出口流量 

・原子炉格納容器代替スプレイ流量 

・原子炉格納容器下部注水流量 

・ドライウェル温度 

・圧力抑制室内空気温度 

・サプレッションプール水温度 

・原子炉格納容器下部温度 

・ドライウェル圧力 

・圧力抑制室圧力 

・圧力抑制室水位 

・原子炉格納容器下部水位 

・ドライウェル水位 

・格納容器内水素濃度（D/W） 

・格納容器内水素濃度（S/C） 

・フィルタ装置水位（広帯域） 

・フィルタ装置入口圧力（広帯域） 

・フィルタ装置出口圧力（広帯域） 

・フィルタ装置水温度 

・フィルタ装置出口放射線モニタ 

・フィルタ装置出口水素濃度 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

・復水貯蔵タンク水位 

・高圧代替注水系ポンプ出口圧力 

・直流駆動低圧注水系ポンプ出口圧力 

・代替循環冷却ポンプ出口圧力 

・復水移送ポンプ出口圧力 

・原子炉建屋内水素濃度 

・静的触媒式水素再結合装置動作監視装置 

・使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式） 

・使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量） 

 

・使用済燃料プール監視カメラ 

重大事故等対処設備の補助パラメータ 重大事故等対処設備の補助パラメータは、重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断ができ、系統の目的に応じて必要となる計測範囲を有する設計とす
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ることを確認した。 

安全パラメータ表示システム（SPDS） 安全パラメータ表示システム（SPDS）は、想定される重大事故等時に発電所内の通信連絡をする必要のある場所に必要なデータ量を伝送することができる設計と

することを確認した。 

 

43 条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備は、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とするとともに、設備の機能、信頼度等を考慮し、予備を含めた保有数を確保することにより、必要な容量等に加

え、十分に余裕のある容量等を有する設計とすること等を確認した。 

58条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

補足説明資料において、可搬型計測器の必要台数が示されている。（参照：「58－9 可搬型計測器について」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型計測器 以下の設計とすることを確認した。 

・可搬型計測器は、原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度、圧力、水位及び流量（注水量）計測用として、26個（測定時の故障を想定した予備 1個含む）

使用する。 

・保有数は、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 26個を含めて合計 52個を分散して保管する。 
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2.15.3 環境条件等 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43条第 1項第 1号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発揮できるよう、その設置場所（使用場所）

又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、設備等の配置状況（参照：「58－3配置図」）が示され、配置状況における環境条件（参照：「共-2類型化区分及び適合内容」）が示されている。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ 

 

 

 

 

・原子炉圧力容器温度 

・ドライウェル温度 

・圧力抑制室内空気温度 

・サプレッションプール水温度 

・原子炉格納容器下部温度 

・原子炉格納容器下部水位 

・ドライウェル水位 

・格納容器内水素濃度（D/W） 

・格納容器内水素濃度（S/C） 

・起動領域モニタ 

・平均出力領域モニタ 

 

 

・原子炉圧力 

・原子炉圧力（SA） 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉水位（SA広帯域） 

・原子炉水位（SA燃料域） 

・高圧代替注水系ポンプ出口流量 

・残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系ヘッドス

プレイライン洗浄流量） 

・残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系 B系格納

容器冷却ライン洗浄流量） 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ出口流量 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量 

・残留熱除去系ポンプ出口流量 

以下の場所に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計装設備に係る耐環境性等(58－10 主要パラメータの耐環境性について)が示されて

いる。 

 

（原子炉格納容器内に設置） 

・原子炉圧力容器温度 

・ドライウェル温度 

・圧力抑制室内空気温度 

・サプレッションプール水温度 

・原子炉格納容器下部温度 

・原子炉格納容器下部水位 

・ドライウェル水位 

・格納容器内水素濃度（D/W） 

・格納容器内水素濃度（S/C） 

・起動領域モニタ 

・平均出力領域モニタ 

 

（原子炉建屋原子炉棟内に設置） 

・原子炉圧力 

・原子炉圧力（SA） 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉水位（SA広帯域） 

・原子炉水位（SA燃料域） 

・高圧代替注水系ポンプ出口流量 

・残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系ヘッドスプレイライン洗浄流量） 

 

・残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系 B系格納容器冷却ライン洗浄流量） 

 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ出口流量 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量 

・残留熱除去系ポンプ出口流量 
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・低圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量 

・原子炉格納容器代替スプレイ流量 

・原子炉格納容器下部注水流量 

・ドライウェル圧力 

・圧力抑制室圧力 

・圧力抑制室水位 

・格納容器内雰囲気水素濃度 

・格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W） 

・格納容器内雰囲気放射線モニタ（S/C） 

・フィルタ装置水位（広帯域） 

・フィルタ装置出口圧力（広帯域） 

・フィルタ装置水温度 

・フィルタ装置出口水素濃度 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

・残留熱除去系熱交換器冷却水入口流量 

・高圧代替注水系ポンプ出口圧力 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ出口圧力 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力 

・残留熱除去系ポンプ出口圧力 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力 

・復水移送ポンプ出口圧力 

・原子炉建屋内水素濃度 

・静的触媒式水素再結合装置動作監視装置 

・格納容器内雰囲気酸素濃度 

・使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式） 

・使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式） 

・使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低

線量） 

・使用済燃料プール監視カメラ 

・高圧窒素ガス供給系 ADS入口圧力 

 

 

・直流駆動低圧注水系ポンプ出口流量 

・代替循環冷却ポンプ出口流量 

・フィルタ装置入口圧力（広帯域） 

・フィルタ装置出口放射線モニタ 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量 

・原子炉格納容器代替スプレイ流量 

・原子炉格納容器下部注水流量 

・ドライウェル圧力 

・圧力抑制室圧力 

・圧力抑制室水位 

・格納容器内雰囲気水素濃度 

・格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W） 

・格納容器内雰囲気放射線モニタ（S/C） 

・フィルタ装置水位（広帯域） 

・フィルタ装置出口圧力（広帯域） 

・フィルタ装置水温度 

・フィルタ装置出口水素濃度 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

・残留熱除去系熱交換器冷却水入口流量 

・高圧代替注水系ポンプ出口圧力 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ出口圧力 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力 

・残留熱除去系ポンプ出口圧力 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力 

・復水移送ポンプ出口圧力 

・原子炉建屋内水素濃度 

・静的触媒式水素再結合装置動作監視装置 

・格納容器内雰囲気酸素濃度 

・使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式） 

・使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式） 

・使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量） 

 

・使用済燃料プール監視カメラ 

・高圧窒素ガス供給系 ADS入口圧力 

 

（原子炉建屋付属棟内） 

・直流駆動低圧注水系ポンプ出口流量 

・代替循環冷却ポンプ出口流量 

・フィルタ装置入口圧力（広帯域） 

・フィルタ装置出口放射線モニタ 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 
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・原子炉補機冷却水系系統流量 

・直流駆動低圧注水系ポンプ出口圧力 

・代替循環冷却ポンプ出口圧力 

・代替高圧窒素ガス供給窒素ガス供給止め弁入口圧力 

 

 

・復水貯蔵タンク水位 

 

 

・6-2F-1母線電圧 

・6-2F-2母線電圧 

・6-2C母線電圧 

・6-2D母線電圧 

・6-2H母線電圧 

・4-2C母線電圧 

・4-2D母線電圧 

・125V直流主母線 2A電圧 

・125V直流主母線 2B電圧 

・125V直流主母線 2A-1電圧 

・125V直流主母線 2B-1電圧 

・250V直流主母線電圧 

・HPCS125V直流主母線電圧 

・原子炉補機冷却水系系統流量 

・直流駆動低圧注水系ポンプ出口圧力 

・代替循環冷却ポンプ出口圧力 

・代替高圧窒素ガス供給窒素ガス供給止め弁入口圧力 

 

（屋外（CST連絡トレンチ／バルブ室）） 

・復水貯蔵タンク水位 

 

（制御建屋内） 

・6-2F-1母線電圧 

・6-2F-2母線電圧 

・6-2C母線電圧 

・6-2D母線電圧 

・6-2H母線電圧 

・4-2C母線電圧 

・4-2D母線電圧 

・125V直流主母線 2A電圧 

・125V直流主母線 2B電圧 

・125V直流主母線 2A-1電圧 

・125V直流主母線 2B-1電圧 

・250V直流主母線電圧 

・HPCS125V直流主母線電圧 

可搬型計測器 可搬型計測器は、制御建屋内及び緊急時対策建屋緊急時対策所内に保管し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とすることを確認した。 

安全パラメータ表示システム（SPDS） 安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ収集装置は制御建屋内、SPDS伝送装置及びSPDS表示装置は緊急時対策建屋緊急時対策所内に設置し、想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮した設計とすることを確認した。 

 

b. 現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6 号、第 43条第 3 項第 4号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所の選定、遮蔽の設置等により

設置場所で操作できる設計又は放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作できる設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計

測する設備 

対応操作は無いため、対象外であることを確認した。 

安全パラメータ表示システム（SPDS） 安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ収集装置及び SPDS伝送装置は、想定される重大事故等時に操作を行う必要がない設計とすることを確認した。

安全パラメータ表示システム（SPDS）のうち SPDS表示装置の操作は、想定される重大事故等時において、設置場所で可能な設計とすることを確認した。 

 

58条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下である。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型計測器 可搬型計測器の操作は、想定される重大事故等時において、設置場所で可能な設計とすることを確認した。 
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2.15.4 操作性及び試験・検査性について 

（１）操作性の確保（第 43 条第 1項第 2 号、第 43条第 1 項第 4号、第 43 条第 3項第 2 号、第 43条第 3項第 6号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため、重大事故等時の環境条件を考慮し、操作が可能な設計とするとともに、現場操作に

おいて工具を必要とする場合は、一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて、確実に作業ができる設計とし、工具は、作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、現場へのアクセスルート及び操作方法を含めた全体の系統構成等が示されている。（参照：「58－7アクセスルート図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

 

 

・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ出口流量 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量 

・残留熱除去系ポンプ出口流量 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量 

・格納容器内雰囲気水素濃度 

・格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W） 

・格納容器内雰囲気放射線モニタ（S/C） 

・起動領域モニタ 

・平均出力領域モニタ 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

・原子炉補機冷却水系系統流量 

・残留熱除去系熱交換器冷却水入口流量 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ出口圧力 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力 

・残留熱除去系ポンプ出口圧力 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力 

・格納容器内雰囲気酸素濃度 

・使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式） 

・6-2C母線電圧 

・6-2D母線電圧 

・6-2H母線電圧 

・4-2C母線電圧 

・4-2D母線電圧 

・125V直流主母線 2A電圧 

・125V直流主母線 2B電圧 

・250V直流主母線電圧 

常設の重大事故等対処設備のうち、以下のパラメータを計測する設備は設計基準対象施設として使用する場合と同じ構成で使用できる設計とすることを確認し

た。 

・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ出口流量 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量 

・残留熱除去系ポンプ出口流量 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量 

・格納容器内雰囲気水素濃度 

・格納容器内雰囲気放射線モニタ（D/W） 

・格納容器内雰囲気放射線モニタ（S/C） 

・起動領域モニタ 

・平均出力領域モニタ 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

・原子炉補機冷却水系系統流量 

・残留熱除去系熱交換器冷却水入口流量 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ出口圧力 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力 

・残留熱除去系ポンプ出口圧力 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力 

・格納容器内雰囲気酸素濃度 

・使用済燃料プール水位／温度（ガイドパルス式） 

・6-2C母線電圧 

・6-2D母線電圧 

・6-2H母線電圧 

・4-2C母線電圧 

・4-2D母線電圧 

・125V直流主母線 2A電圧 

・125V直流主母線 2B電圧 

・250V直流主母線電圧 
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・HPCS125V直流主母線電圧 

・高圧窒素ガス供給系 ADS入口圧力 

・HPCS125V直流主母線電圧 

・高圧窒素ガス供給系 ADS入口圧力 

格納容器内雰囲気水素濃度及び格納容器内雰囲気酸素

濃度 

格納容器内雰囲気水素濃度及び格納容器内雰囲気酸素濃度は、設計基準対象施設として使用する場合と同じ構成で、重大事故等対処設備として使用できる設計と

することを確認した。 

サンプリング装置 格納容器内雰囲気水素濃度及び格納容器内雰囲気酸素濃度を計測するためのサンプリング装置は、中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とすること

を確認した。 

 

 

・原子炉圧力容器温度 

・原子炉圧力（SA） 

・原子炉水位（SA広帯域） 

・原子炉水位（SA燃料域） 

・高圧代替注水系ポンプ出口流量 

・残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系ヘッドス

プレイライン洗浄流量） 

・残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系 B系格納

容器冷却ライン洗浄流量） 

・直流駆動低圧注水系ポンプ出口流量 

・代替循環冷却ポンプ出口流量 

・原子炉格納容器代替スプレイ流量 

・原子炉格納容器下部注水流量 

・ドライウェル温度 

・圧力抑制室内空気温度 

・サプレッションプール水温度 

・原子炉格納容器下部温度 

・ドライウェル圧力 

・圧力抑制室圧力 

・圧力抑制室水位 

・原子炉格納容器下部水位 

・ドライウェル水位 

・格納容器内水素濃度（D/W） 

・格納容器内水素濃度（S/C） 

・フィルタ装置水位（広帯域） 

・フィルタ装置入口圧力（広帯域） 

・フィルタ装置出口圧力（広帯域） 

・フィルタ装置水温度 

・フィルタ装置出口放射線モニタ 

・フィルタ装置出口水素濃度 

常設の重大事故等対処設備のうち、以下のパラメータを計測する設備は設計基準対象施設と兼用せず、他の系統と切替えることなく使用できる設計とすることを

確認した。 

・原子炉圧力容器温度 

・原子炉圧力（SA） 

・原子炉水位（SA広帯域） 

・原子炉水位（SA燃料域） 

・高圧代替注水系ポンプ出口流量 

・残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系ヘッドスプレイライン洗浄流量） 

 

・残留熱除去系洗浄ライン流量（残留熱除去系 B系格納容器冷却ライン洗浄流量） 

 

・直流駆動低圧注水系ポンプ出口流量 

・代替循環冷却ポンプ出口流量 

・原子炉格納容器代替スプレイ流量 

・原子炉格納容器下部注水流量 

・ドライウェル温度 

・圧力抑制室内空気温度 

・サプレッションプール水温度 

・原子炉格納容器下部温度 

・ドライウェル圧力 

・圧力抑制室圧力 

・圧力抑制室水位 

・原子炉格納容器下部水位 

・ドライウェル水位 

・格納容器内水素濃度（D/W） 

・格納容器内水素濃度（S/C） 

・フィルタ装置水位（広帯域） 

・フィルタ装置入口圧力（広帯域） 

・フィルタ装置出口圧力（広帯域） 

・フィルタ装置水温度 

・フィルタ装置出口放射線モニタ 

・フィルタ装置出口水素濃度 
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・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

・復水貯蔵タンク水位 

・高圧代替注水系ポンプ出口圧力 

・直流駆動低圧注水系ポンプ出口圧力 

・代替循環冷却ポンプ出口圧力 

・復水移送ポンプ出口圧力 

・原子炉建屋内水素濃度 

・静的触媒式水素再結合装置動作監視装置 

・使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式） 

・使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低

線量） 

・使用済燃料プール監視カメラ 

・6-2F-1母線電圧 

・6-2F-2母線電圧 

・125V直流主母線 2A-1電圧 

・125V直流主母線 2B-1電圧 

・代替高圧窒素ガス供給系窒素ガス供給止め弁入口圧

力 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

・復水貯蔵タンク水位 

・高圧代替注水系ポンプ出口圧力 

・直流駆動低圧注水系ポンプ出口圧力 

・代替循環冷却ポンプ出口圧力 

・復水移送ポンプ出口圧力 

・原子炉建屋内水素濃度 

・静的触媒式水素再結合装置動作監視装置 

・使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式） 

・使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量） 

 

・使用済燃料プール監視カメラ 

・6-2F-1母線電圧 

・6-2F-2母線電圧 

・125V直流主母線 2A-1電圧 

・125V直流主母線 2B-1電圧 

・代替高圧窒素ガス供給系窒素ガス供給止め弁入口圧力 

 

サンプリング装置 以下の設計であることを確認した。 

・フィルタ装置出口水素濃度を計測するためのサンプリング装置は、想定される重大事故等時に切り替えることなく使用できる設計とする。 

・フィルタ装置出口水素濃度を計測するためのサンプリング装置は、中央制御室の操作スイッチ及び原子炉建屋付属棟の弁を遠隔で手動操作が可能な設計とす

る。 

安全パラメータ表示システム（SPDS） 以下の設計であることを確認した。 

・安全パラメータ表示システム（SPDS）は、想定される重大事故等時において、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用する設計とする。 

・安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ収集装置及び SPDS伝送装置は、常時伝送を行うため、通常操作を必要としない設計とする。 

・安全パラメータ表示システム（SPDS）のうち SPDS 表示装置は、付属の操作スイッチにより緊急時対策建屋緊急時対策所内で操作が可能な設計とする。 

 

58条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型計測器 以下の設計であることを確認した。 

・可搬型計測器は、設計基準対象施設とは兼用しないため、想定される重大事故等時に切替えることなく使用できる設計とする。 

・可搬型計測器の計装ケーブルの接続は、ボルト・ネジ接続とし、接続規格を統一することにより、一般的に使用される工具を用いて確実に接続できる設計とし、

付属の操作スイッチにより設置場所で操作が可能な設計とする。 

 

（２）試験・検査（第 43 条第 1項第 3 号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できるよう、機能・性能の確認、漏えいの有無の

確認、分解点検等ができる構造とするとともに、発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は、発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き、運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な設
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計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、点検及び試験の項目、保全の重要度、保全方式又は頻度及び検査名が示されている。（参照：「58－5試験及び検査」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並び

に重大事故等対処設備の補助パラメータを計測する設

備 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備は、発電用原子炉の運転中又は停止中に、模擬入力

による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とすることを確認した。 

安全パラメータ表示システム（SPDS） 安全パラメータ表示システム（SPDS）は、 発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能の確認及び外観の確認が可能な設計とすることを確認した。 

可搬型計測器 可搬型計測器は、発電用原子炉の運転中又は停止中に、模擬入力による性能の確認が可能な設計とすることを確認した。 
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女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（原子炉制御室等（第２６条）及び原子炉制御室（第５９条）） 

 

設計基準対象施設としては、第 26条に基づき追加要求となった、原子炉制御室に原子炉施設外の状況を把握できる設備を有することを確認する。 

また、重大事故等対処施設としては、技術的能力基準 1.16 で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 59 条及び第 43 条への適合性を確認する。 

原子炉制御室等（第２６条）及び原子炉制御室（第５９条） 

1．適合方針（第 26 条関係） .................................................................................................................................................................. 26&59-2 

2.16.1 適合方針（第 59 条関係） ............................................................................................................................................................. 26&59-3 

（１）設置許可基準規則への適合 ............................................................................................................................................................ 26&59-3 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 .................................................................................................................. 26&59-3 

２）技術的能力審査基準での対応との整合性 ................................................................................................................................................ 26&59-5 

a. 居住性を確保するための設備 ........................................................................................................................................................... 26&59-5 

b. 汚染の持ち込みを防止するための設備 ................................................................................................................................................... 26&59-8 

c. 運転員等の被ばくを低減するための設備 ................................................................................................................................................. 26&59-8 

（２）設置許可基準規則解釈への適合 ........................................................................................................................................................ 26&59-9 

2.16.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 ................................................................................................................................................... 26&59-12 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43条第 2項第 3号） ............................................................................................................................. 26&59-12 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43 条第 3項第 7号） ..................................................................................................... 26&59-12 

c. 共用の禁止（第４３条第２項第２号） .................................................................................................................................................. 26&59-12 

d. 複数の接続口（第４３条第３項第３号） ................................................................................................................................................ 26&59-12 

e. 保管場所（第４３条第３項第５号） .................................................................................................................................................... 26&59-12 

2.16.1.2 悪影響防止（第 43 条第 1項第 5号） .............................................................................................................................................. 26&59-13 

2.16.2 容量等（第 43条第 2項第 1号、第 43条第 3項第 1号） ................................................................................................................................. 26&59-14 

2.16.3 環境条件等 ......................................................................................................................................................................... 26&59-15 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43条第 1項第 1号） ........................................................................................................................................... 26&59-15 

b. 現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6号、第 43 条第 3項第 4号） ............................................................................................................................ 26&59-15 

2.16.4 操作性及び試験・検査性について ..................................................................................................................................................... 26&59-16 

（１）操作性の確保（第 43 条第 1項第 2号、第 43 条第 1項第 4号、第 43 条第 3項第 2号、第 43 条第 3項第 6号） ................................................................................. 26&59-16 

（２）試験・検査（第 43 条第 1項第 3号） .................................................................................................................................................. 26&59-17 
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1．適合方針（第 26 条関係） 

設置許可基準規則/解釈 審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 （原子炉制御室等） 

第二十六条 発電用原子炉施設には、次に掲げる

ところにより、原子炉制御室（安全施設に属するも

のに限る。以下この条において同じ。）を設けなけ

ればならない。 

二 発電用原子炉施設の外の状況を把握する設備

を有するものとすること。 

 

（解釈） 

第２６条（原子炉制御室等） 

２第１項第２号に規定する「発電用原子炉施設の

外の状況を把握する」とは、原子炉制御室から、

発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある

自然現象等を把握できることをいう。 

 
 

 発電用原子炉施設の外の状況を把握する設備を有

することを確認する。また、原子炉制御室から、発電

用原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象

等を把握できることを確認する。 

 

① 発電用原子炉施設の外の状況として、第６条に基

づき抽出された自然現象及び外部人為事象のう

ち、発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性のあ

るものが抽出されていることを確認 

 

 

 

 

② 上記で抽出されたものについて、昼夜にわたり把

握し得る設備として、監視カメラや気象観測設備

等を用いて原子炉制御室で把握できる方針とす

ることを確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 公的機関からの地震、津波、竜巻情報、雷雨、降

雨予報、天気図、台風情報等について、原子炉制

御室において把握できる設備を設ける方針とす

ることを確認 

 

原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等や発電所構内の状況を昼夜にわたり把握するため、暗

視機能等を持った監視カメラや気象観測設備等を設置する設計とすることを確認した。 

 

 

 

① 中央制御室において発電用原子炉施設の外の状況を把握するための設備は、地震、津波及び設置許可基

準規則の解釈第 6 条に記載されている「想定される自然現象」、「発電用原子炉施設の安全性を損なわせ

る原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）」のうち、監視カメラ

や気象観測設備等により把握可能な自然現象等を対象としていることを確認した。 

補足説明資料において、外部状況を把握する設備により把握できる自然現象等が示されている。具体

的に、監視カメラにより把握可能な自然現象等や気象観測設備等のパラメータにより把握可能な発電用

原子炉施設の外の状況が示されている。 

 

② ①により抽出された事象や発電所構内の状況を把握できるように以下の設備を設置することを確認し

た。 

補足説明資料において、外部状況把握のイメージが示されている。 

a.監視カメラ 

 想定される自然現象等（地震、津波、風（台風）、竜巻、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的

事象、森林火災、飛来物（航空機落下）、近隣工場等の火災及び船舶の衝突）の影響について、昼夜に

わたり発電所構内の状況（海側、山側）を把握することができる暗視機能等を持ったものを設置するこ

とを確認した。 

補足説明資料において、監視カメラの設置場所及び仕様が示されている。 

b.気象観測装置等の設置 

 風（台風）、竜巻、凍結、降水等による発電所構内の状況を把握するため、風向、風速、気温、降

水量等を測定する気象観測設備を設置することを確認した。また、津波及び高潮については、津波監

視設備として取水ピット水位計を設置することを確認した。 

 

③ 公的機関からの地震、津波、竜巻情報等について、中央制御室において把握できる装置を設置する設計

とすることを確認した。 

c.公的機関から気象状況を入手できる設備等の設置 

地震、津波、竜巻、落雷等の発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性がある事象に関する情報を入手

するため、中央制御室に電話、FAX 及び社内ネットワークシステムに接続されたパソコン等の公的機関

から気象情報を入手できる設備を設置することを確認した。 
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2.16.1 適合方針（第 59 条関係） 

（１）設置許可基準規則への適合 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 
審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備） 

第五十九条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合

（重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除

く。）が有する原子炉格納容器の破損を防止するための機能が損なわれ

た場合を除く。）においても運転員が第二十六条第一項の規定により設

置される原子炉制御室にとどまるために必要な設備を設けなければな

らない。 

① 技術的能力審査基準 1.16 により抽出された重大事故等対処設備が網

羅的に整理されていることを確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 技術的能力審査基準 1.16 により抽出された手順毎に重大事故等対処設備が網羅的に整理されていることを確認した。 

 

a.居住性を確保するための設備 

a-1 換気空調系設備及び遮蔽設備 

・中央制御室送風機 

・中央制御室排風機 

・中央制御室再循環送風機 

・中央制御室再循環フィルタ装置 

・中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ） 

・中央制御室遮蔽 

・中央制御室待避所遮蔽 

・常設代替交流電源設備【57 条】電源設備 

 

a-2 中央制御室の照明を確保する設備 

・可搬型照明（SA） 

・常設代替交流電源設備【57 条】電源設備 

 

a-3 差圧計及び酸素濃度・二酸化炭素濃度計 

・差圧計 

・酸素濃度計 

・二酸化炭素濃度計 

 

a-4 通信連絡設備 

・無線連絡設備（固定型）【62 条】通信連絡設備 

・衛星電話設備（固定型）【62 条】通信連絡設備 

・常設代替交流電源設備【57 条】電源設備 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ①により抽出された重大事故等対処設備について、43 条要求対応を確

認するため設備分類（常設/可搬）を確認 

 

 

 

③ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備

（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）として使用する設備が重大

事故等対処設備として整理されていることを確認 

 

・可搬型代替交流電源設備【57 条】電源設備 

 

a-5 データ表示装置（待避所） 

・データ表示装置（待避所） 

・常設代替交流電源設備【57 条】電源設備 

 

b.汚染の持ち込みを防止するための設備 

 運転員が中央制御室の外側から中央制御室に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止するため、身体サーベイ及び作業服の着替え

等を行うための区画を設ける設計することを確認した。 

 

c.運転員等の被ばくを低減するための設備 

・非常用ガス処理系 

・原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置 

・非常用交流電源設備【57 条】電源設備 

・常設代替交流電源設備【57 条】電源設備 

 

なお、上記を含めて必要な監視項目及び監視計器について、追補 1「5.重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力の追補（以下、「追補」という）」の「表 1.16－2 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

添付資料 1.16.1 において、要求事項（技術的能力審査基準，設置許可基準規則及び技術基準規則）と重大事故等対処設備の対応関係が整

理され示されている。（参照：「審査基準、基準規則と対処設備との対応表」） 

 

② 重大事故等対処設備の設備分類（常設/可搬）が「主要な重大事故等対処設備の設備分類等」に整理されていることを確認した。（常設/可

搬の要求に対する適合は、2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等について記載されている） 

補足説明資料において、耐震設計の設備分類【39 条地震による損傷の防止】及び機器クラスが示されている。（参照：「共-1 重大事故等対

処設備の設備分類及び選定について」） 

 

③ 流路（伝送路）として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備として重大事故等対処設備が整理されていることを確認し

た。 

・中央制御室換気空調系ダクト・ダンパ 

・中央制御室待避所加圧設備（配管・弁） 

・無線連絡設備（屋外アンテナ） 

・衛星電話設備（屋外アンテナ） 

・非常用ガス処理系空気乾燥装置 

・非常用ガス処理系フィルタ装置 

・非常用ガス処理系 配管・弁 

・排気筒 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

・原子炉建屋原子炉棟 

上記のうち、【】が記載されている設備については、43 条の設計方針が【】内の条文等で整理されていることを確認した。 

 

２）技術的能力審査基準での対応との整合性 
審査の視点及び確認事項 

技術的能力審査基準での対応を踏まえ、対応手段ごとに「設備の目的」、その対応手段ごとに「機能喪失の想定」、「使用機器」、「系統構成」及び「その他の設備」の内容が記載されていることを確認 

 

（設備の目的） 

① 対応手段に対して重大事故等対処設備が整理されていることを確認 

② ①における重大事故等対処設備について、具体的な設計方針を確認 

 

（機能喪失の想定） 

③ 対応手段ごとに使用条件（どのような機能喪失時に使用するのか）が明確にされていることを確認（機能喪失する設計基準対処設備がない場合は、使用条件を記載） 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（該当設備のみ）と手順の概略系統図が整合していることを確認 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（該当設備のみ）に記載されていることを確認 

 

（その他の設備） 

⑥ 系統構成を踏まえ、流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）が重大事故等対処設備として記載されていることを確認 

＜ＢＷＲの場合＞ 

例：高圧代替注水系を用いた冷却に期待する場合は、高圧代替注水系の他、原子炉圧力容器【流路】、所内蓄電式直流電源設備【電源】、復水貯蔵槽【水源】等が含まれる。 

（ただし（設備の目的）①に整理された重大事故等対処設備を除く。） 

 

a. 居住性を確保するための設備 

確認結果（女川２号） 

a-1：中央制御室の換気空調設備及び遮蔽設備 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（居住性の確保）として、中央制御室遮蔽、中央制御室待避所遮蔽、中央制御室送風機、中央制御室排風機、中央制御室再循環送風機、中央制御室フィルタ装置及び中央制御室待避所加圧設備（空

気ボンベ）を使用する。また、代替交流電源設備としてガスタービン発電機を使用することを確認した。なお、運転員の被ばくを低減するため、中央制御室内に中央制御室待避所を設ける設計とすることを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・中央制御室換気空調系は、重大事故等時に炉心の著しい損傷が発生した場合において高性能エアフィルタ及びチャコールエアフィルタを内蔵した中央制御室再循環フィルタ装置並びに中央制御室再循環送風機から

なる非常用ラインを設け、外気との連絡口を遮断し、中央制御室再循環フィルタ装置を通る事故時運転モードとすることにより、放射性物質を含む外気が中央制御室に直接流入することを防ぐことができる設計とす

る。 

・炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器フィルタベント系を作動させる場合に放出される放射性雲通過時において、中央制御室待避所を中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）で正圧化することにより、放射性物

質が中央制御室待避所に流入することを一定時間完全に防ぐことができる設計とする。 

・中央制御室遮蔽及び中央制御室待避所遮蔽は、運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる重大事故等時において、中央制御室換気空調系及び中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）の機能とあいまって、
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運転員の実効線量が７日間で 100mSv を超えない設計とする。 

・中央制御室換気空調系は、外気との遮断が長期にわたり、室内の雰囲気が悪くなった場合には、外気を中央制御室再循環フィルタ装置で浄化しながら取り入れることも可能な設計とする。 

・中央制御室送風機、中央制御室排風機及び中央制御室再循環送風機は、非常用交流電源設備に加えて常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 重大事故等時において中央制御室の居住性を確保する場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 6.10－1～2図 中央制御室（重大事故等時）系統概要図）と追補の運転モード毎の中央制御室換気空調系概要図（A系運転時）（図 1.16－1 図）が整合していることを確認

した。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（第 6.10－1～2 図）に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統概要図へ示されている。（参照：「中央制御室換気空調系ダンパ 概略系統図」等） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、電源として設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の非常用ディーゼル発電機を使用することを確認した。 

補足説明資料において、重大事故等対処設備及び流路等が示されている。（参照：「中央制御室換気空調系ダンパ 概略系統図」等」） 

 

a-2：中央制御室の照明を確保する設備 

（設備の目的） 

① 重大事故等において、設計基準対象施設である中央制御室照明が使用できない場合の重大事故等対処設備として、可搬型照明（SA）を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・可搬型照明（SA）の照明は、全交流動力電源喪失時においても常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 重大事故等時において設計基準対象施設である中央制御室照明が使用できない場合を想定することを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 照明設備のため、系統構成は示されていない。 

⑤ 同上 

 

a-3：中央制御室内及び中央制御室待避所内の差圧、酸素及び二酸化炭素濃度の測定設備 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（居住性の確保）として、中央制御室待避所と中央制御室との間が正圧化に必要な差圧が確保できていることを把握するため，差圧計を使用する。また、中央制御室内及び中央制御室待避所内の

酸素及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握するため、酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・中央制御室待避所の正圧化された室内と中央制御室との差圧の監視が可能な計測範囲を有する設計とする。 

・重大事故等時において、酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、中央制御室内及び中央制御室待避所内の酸素及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握できる設計とする。 
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（機能喪失の想定） 

③ 重大事故等時において中央制御室及び中央制御室待避所の居住性を確保されることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 計測器のため、系統構成は示されていない。 

⑤ 同上 

 

a-4 通信連絡設備 

（設備の目的） 

① 炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がとどまるために必要な重大事故等対処設備として、中央制御室待避所に待避した運転員が、緊急時対策所と通信連絡を行うため、無線連絡設備（固定型）及び衛

星電話設備（固定型）を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・中央制御室待避所に待避した運転員が、緊急時対策所と通信連絡を行うことができる設計とする。 

・無線連絡設備（常設）及び衛星電話設備（常設）は、全交流動力電源喪失時においても常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 重大事故等時において中央制御室の居住性を確保する場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 通信連絡設備のため、系統構成は示されていない。 

⑤ 同上 

 

a-5 データ表示装置（待避所） 

（設備の目的） 

① 炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がとどまるために必要な重大事故等対処設備として、中央制御室待避所に待避した運転員が、中央制御室待避所の外に出ることなく発電用原子炉施設の主要な計測

装置の監視を行うためにデータ表示装置（待避所）を設置することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・中央制御室待避所に待避した運転員が、中央制御室待避所の外に出ることなく発電用原子炉施設の主要な計測装置の監視を行うことができる設計とする。 

・データ表示装置（待避所）は、全交流動力電源喪失時においても常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 重大事故等時において中央制御室の居住性を確保する場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ データ表示装置（待避所）のため、系統構成がないことを確認した。 

⑤ 同上 
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b. 汚染の持ち込みを防止するための設備 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（汚染の持ち込み防止）として、身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うための区画を設けるとともに、身体サーベイの結果、運転員の汚染が確認された場合は、運転員の除染を行うことが 

できる区画を設けることを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うための区画を設ける設計とする。 

・身体サーベイの結果、運転員の汚染が確認された場合は、運転員の除染を行うことができる区画を、身体サーベイを行う区画に隣接して設けることができるよう設計する。 

・照明については、乾電池内蔵型照明により確保できる設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 重大事故等が発生し、中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、運転員が中央制御室の外側から中央制御室に放射性物質による汚染の持ち込み防止を行う場合を想定していることを確認

した。 

 

（系統構成） 

④ 区画のため、系統構成がないことを確認した。 

⑤ 同上 
 

c. 運転員等の被ばくを低減するための設備 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（居住性の確保）として、炉心の著しい損傷が発生した場合において、運転員の被ばくを低減する目的で非常用ガス処理系及び原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置を使用することを確認し

た。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・非常用ガス処理系は、非常用ガス処理系排風機、配管・弁類、計測制御装置等で構成し、非常用ガス処理系排風機により原子炉建屋原子炉棟内を負圧に維持するとともに、原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉棟

内に漏えいした放射性物質を含む気体を排気筒から排気することで、中央制御室の運転員の被ばくを低減することができる設計とする。 

・原子炉建屋原子炉棟の気密バウンダリの一部として原子炉建屋に設置する原子炉建屋ブローアウトパネルは、閉状態を維持できる、又は開放時に容易かつ確実に原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置により開

口部を閉止できる設計とする。また、原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置は、現場において、人力により操作できる設計とする。 

・非常用ガス処理系は、非常用交流電源設備に加えて、常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 炉心の著しい損傷が発生した場合において、運転員の被ばくを低減する必要がある場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 6.10－3 図 中央制御室（重大事故等時）系統概要図）と追補の非常用ガス処理系概要（第 1.16－14 図）が整合していることを確認した。 

⑤ ④で示す設備が概略系統図（第 6.10－3図）に記載されていることを確認した。 

 

（その他の設備） 
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⑥ ①以外で、電源として設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の非常用ディーゼル発電機を使用できることを確認した。 

 

（２）設置許可基準規則解釈への適合 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

第５９条（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備） 

１ 第５９条に規定する「重大事故等対処設備（特定重大事故等対

処施設を構成するもの除く。）が有する原子炉格納容器の破損を

防止するための機能が損なわれた場合」とは、第４９条、第５

０条、第５１条又は第５２条の規定により設置されるいずれか

の設備の原子炉格納容器の破損を防止するための機能が喪失し

た場合をいう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第５９条に規定する「運転員が第２６条第１項の規定により

設置される原子炉制御室にとどまるために必要な設備」とは、

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

 ａ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）は、代替交流電源

設備からの給電を可能とすること。 

① 原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）は、代替交流電源設備

からの給電を可能とすることを確認 

 

 

 

 

 

 

 

① 以下のとおり確認した。 

中央制御室送風機，中央制御室排風機及び中央制御室再循環送風、可搬型照明（SA）は、共通要因によって同時に機能を損なわないよう、非常

用交流電源設備に対して多様性を有する電源供給ラインより給電が可能な常設代替交流電源設備から給電できる設計とすることを確認した。 

 

 

ｂ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性に

ついて、次の要件を満たすものであること。 

  ① 本規程第３７条の想定する格納容器破損モードのうち、

原子炉制御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳

しくなる事故収束に成功した事故シーケンス（例えば、炉

心の著しい損傷の後、格納容器圧力逃がし装置等の格納

容器破損防止対策が有効に機能した場合）を想定するこ

と。 

①-1 本規程第３７条の想定する格納容器破損モードのうち、原子炉制

御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収

束に成功した事故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷の後、

格納容器圧力逃がし装置等の格納容器破損防止対策が有効に機

能した場合）を想定していることを確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-1 運転員等の被ばくの実効線量が 7日間で 100mSv を超えないように、全面マスク等の着用、運転員等の交代を考慮、非常用ガス処理系の運転、

原子炉建屋ブローアウトパネルの閉状態の維持又は閉止装置により運転員等の被ばく低減を図るとともに、原子炉建屋ブローアウトパネル閉止

装置は人力操作が可能な設計とすることを確認した。 

なお、中央制御室内での運転員等の被ばくによる実効線量については、運転員等の被ばくの観点から最も結果が厳しくなる事故収束に成功した

シーケンスとして、「大破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗＋全交流動力電源喪失」を想定し、代替循環冷却系又は原子炉格納容器フィルタ
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

①-2 炉心の著しい損傷が発生した場合におけるグランドシャインを

含めた被ばく評価にあっては、降雨による湿性沈着を考慮した

地表面沈着濃度の計算の妥当性が示されていることを確認 

 

ベント系を使用した場合に、遮蔽、空調、全面マスク等の着用及び運転員等の交代を考慮した上で、7日間で約 51mSv と評価されていることを

確認した。 

補足説明資料において、原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価が示され、被ばくの観点から最も厳しくなる事故シーケンスとして、大破断

LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗＋全交流動力電源喪失」を想定していること、中央制御室の被ばく評価が７日間で代替循環冷却系を用いて事

象収束に成功した場合及び原子炉格納容器フィルタベント系を用いて事象収束に成功した場合に、遮蔽、空調、全面マスク等の着用及び運転員

等の交代を考慮した上で、7日間で約 51mSv であること等が示されている。（参照：「原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価について」） 

 

①-2 補足説明資料において、降雨による湿性沈着を考慮した地表面沈着濃度の計算の妥当性が示されている。（参照：「原子炉制御室の居住性に係

る被ばく評価について」 

（参照：「原子炉制御室の居住性に係る被ばく評価について」） 

 

 

ｂ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性に

ついて、次の要件を満たすものであること。 

  ② 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場

合は、実施のための体制を整備すること。 

  ③ 交代要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施

のための体制を整備すること。 

  ④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7日間で 100mSv を超え

ないこと。 

② 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場合は、実施

のための体制を整備することを確認 

 

③ 交代要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施のための

体制を整備することを確認 

 

④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないこと

を確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②、③ 全面マスク等（電動ファン付き全面マスク又は全面マスク）の着用及び運転員の交替要員体制を考慮し、その実施のための体制を整備する

としていることを確認した。 

 

 

 

 

④ 運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる重大事故時に、運転員の実効線量が 7日間で 100mSv を超えない設計とすることを確認した。 

 

 

⑤ 原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下に

おいて、原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止するため、モニタ

リング及び作業服の着替え等を行うための区画を設けることを確

ｃ）原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況

下において、原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止するた

め、モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画を

設けること。 

 

 

 

 

 

⑤ 以下のとおり確認した。 

重大事故等が発生し、中央制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、運転員が中央制御室の外側から中央制御室内に放

射性物質による汚染を持ち込むことを防止するため、身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うための区画を設ける設計とすることを確認し



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  26&59-11 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

認 

 

た。 

 

 

⑥ 原子炉格納容器から漏えいした空気中の放射性物質の濃度を低減

する必要がある場合は、非常用ガス処理系等を設置することを確

認 

 

ｄ）上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保するために原子炉格納

容器から漏えいした空気中の放射性物質の濃度を低減する必

要がある場合は、非常用ガス処理系等（BWR の場合）又はアニ

ュラス空気再循環設備等（PWR の場合）を設置すること。 

 

 

 

 

 

⑥ 以下のとおり確認した。 

重大事故等が発生し、原子炉格納容器から漏えいした空気中の放射性物質の濃度を低減する必要があることから、非常用ガス処理系を設ける設

計とすることを確認した。 

 

 

ｅ）BWR にあっては、上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保する

ために原子炉建屋に設置されたブローアウトパネルを閉止す

る必要がある場合は、容易かつ確実に閉止操作ができること。

また、ブローアウトパネルは、現場において人力による操作が

可能なものとすること。 

⑦ 原子炉制御室の居住性を確保するために原子炉建屋に設置された

ブローアウトパネルを閉止する必要がある場合は、容易かつ確実

に閉止操作ができること。また、ブローアウトパネルは、現場にお

いて人力による操作が可能なものとすることを確認 

 

 

 

 

 

 

⑦ 以下のとおり確認した。 

原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置は、原子炉建屋ブローアウトパネル開放時に、容易かつ確実に原子炉建屋ブローアウトパネル部の閉止

が可能な設計とする。また、原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置は、現場において人力により操作できる設計とすることを確認した。 

 

上記で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 43 条への適合性を確認する。 

補足説明資料において、設計方針等が記載された SA 設備の基準適合性一覧表及び類型化分類（共-2 類型化区分及び適合内容）が示されている。（参照：「SA設備基準適合性一覧表」） 
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2.16.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43 条第 2項第 3号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等の安全機能と、共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適

切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、設備等の位置的分散等の配置状況が示されている。（参照：「配置図」） 

59 条で整理する重大事故等対処設備のうち、常設重大事故防止設備は無いが常設重大事故緩和設備について以下を考慮していることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

中央制御室換気空調系及び非常用ガス処理系 中央制御室換気空調系及び非常用ガス処理系は、多重性を有する非常用交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

中央制御室送風機、中央制御室排風機、中央制御室

再循環送風機、中央制御室再循環フィルタ装置、非

常用ガス処理系排風機及び原子炉建屋ブローアウ

トパネル閉止装置 

中央制御室送風機、中央制御室排風機、中央制御室再循環送風機、中央制御室再循環フィルタ装置、非常用ガス処理系排風機及び原子炉建屋ブローアウトパネル閉止

装置は、非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。 

 

 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43 条第 3 項第 7号） 

43 条の設計方針において、可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と、共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とすることを確認した。59 条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故防止設備は無いが可搬型

重大事故緩和設備について以下を考慮していることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型照明（SA） 可搬型照明（SA）は、非常用照明に対して電源の多様性を有していることを確認した。 

 

可搬型照明（SA）は、中央制御室の非常用照明設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。 

補足説明資料において、可搬型照明（SA）の設備仕様等が示されている。（参照：「原子炉制御室について（被ばく評価除く。）」） 

＜添付八：6.10.2.2.1 多様性、位置的分散＞ 

 

c. 共用の禁止（第４３条第２項第２号） 

43 条の設計方針において、2以上の原子炉施設と共用しないことを確認した。 

d. 複数の接続口（第４３条第３項第３号） 

43 条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備のうち、原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備との接続口は、共通要因によって機能喪失しないよう、それぞれ互いに異なる複数の場所に設置することと

していることを確認した。 

59 条で整理する可搬型重大事故等対処設備のうち、原子炉建屋の外から水又は電力を供給する設備はないため、対象外とする。 

 

e. 保管場所（第４３条第３項第５号） 

59 条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型照明（SA） 可搬型照明（SA）は、中央制御室の非常用照明設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。 

＜添付八：6.10.2.2.1多様性、位置的分散＞ 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  26&59-13 

2.16.1.2 悪影響防止（第 43 条第 1 項第 5号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し、発電用原子炉施設

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

中央制御室遮蔽及び中央制御室待避所遮蔽 中央制御室の居住性の確保のために使用する中央制御室遮蔽及び中央制御室待避所遮蔽は、制御建屋と一体のコンクリート構造物とし、倒壊等により他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

中央制御室送風機、中央制御室排風機、中央制御室

再循環送風機、中央制御室再循環フィルタ装置及び

非常用ガス処理系排風機 

中央制御室送風機、中央制御室排風機、中央制御室再循環送風機、中央制御室再循環フィルタ装置及び非常用ガス処理系排風機は、設計基準事故対処設備として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置 原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置は、他の設備から独立して使用が可能なことで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）、データ表

示装置（待避所）及び差圧計 

中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）、データ表示装置（待避所）及び差圧計は、他の設備から独立して使用することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

可搬型照明（SA） 可搬型照明（SA）は、他の設備から独立して使用することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、他の設備から独立して使用が可能なことで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

非常用ガス処理系 非常用ガス処理系は、設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で、重大事故等対処設備として使用することにより、他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

＜添付八：6.10.2.2.2 悪影響防止＞ 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  26&59-14 

2.16.2 容量等（第 43 条第 2項第 1 号、第 43 条第 3 項第 1号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては、設計基準対象施設の容量等の仕様が、系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分である

ことを確認した上で、設計基準対象施設としての容量等と同仕様の設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので、重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を補

う必要があるものについては、その後の事故対応手段と合わせて、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系統

及び機器を使用するものについては、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とすること等を確認した。 

59 条で整理する重大事故等対処設備のうち、常設重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ） 中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）は、想定される重大事故等時において中央制御室待避所の居住性を確保するため、中央制御室待避所を正圧化することにより、

必要な運転員の窒息を防止及び給気ライン以外から中央制御室待避所内への外気の流入を一定時間遮断するために必要な容量を有するものを 1 セット 40 本使用する。

保有数は、1セット 40本に加えて、加圧時間の余裕及び故障時並びに保守点検による待機除外時のバックアップ用として 40 本を加えた合計 80本を保管する。 

差圧計 差圧計は、中央制御室待避所の正圧化された室内と中央制御室との差圧の監視が可能な計測範囲を有する設計とする。 

データ表示装置（待避所） データ表示装置（待避所）は、中央制御室待避所に待避中の運転員が、発電用原子炉施設の主要な計測装置の監視を行うために必要なデータの伝送及び表示が可能な設

計とする。 

中央制御室送風機、中央制御室排風機及び中央制

御室再循環送風機 

中央制御室送風機、中央制御室排風機及び中央制御室再循環送風機は、設計基準事故対処設備の中央制御室換気空調系と兼用しており、運転員を過度の被ばくから防護

するための中央制御室内の換気に必要な容量に対して十分であるため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

中央制御室再循環フィルタ装置 中央制御室再循環フィルタ装置は、設計基準事故対処設備としてのフィルタ性能が、想定される重大事故等時においても、中央制御室の運転員を過度の被ばくから防護

するために必要な放射性物質の除去効率及び吸着能力に対して十分であるため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

非常用ガス処理系排風機 非常用ガス処理系排風機は、設計基準事故対処設備としての仕様が、想定される重大事故等時において、中央制御室の運転員の被ばくを低減できるよう、原子炉建屋原

子炉棟内を負圧に維持するとともに、排気筒を通して排気口から放出するために必要な容量に対して十分であるため、設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

＜添付八：6.10.2.2.4 容量等＞ 

 

43 条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備は、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とするとともに、設備の機能、信頼度等を考慮し、予備を含めた保有数を確保することにより、必要な容量等

に加え、十分に余裕のある容量等を有する設計とすること等を確認した。 

59 条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型照明（SA） 可搬型照明（SA）は、想定される重大事故等時に、運転員が中央制御室内で操作可能な照度を確保するために必要な容量を有するものを 5個及び中央制御室待避所内で

操作可能な照度を確保するために必要な容量を有するものを 1個使用する。 

保有数は、中央制御室用として 1セット 5個、中央制御室待避所用として 1セット 1個、保守点検は目視点検であり、保守点検中でも使用が可能であるため、保守点検

用は考慮せずに、故障時のバックアップ用として 1個の合計 7個を中央制御室内に保管する設計とする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、中央制御室内及び中央制御室待避所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲内にあることの測定が可能なもの

を、それぞれ 1 個を 1 セットとし、中央制御室用として 1 セット、中央制御室待避所用として 1 セットの合計 2 セットを使用する。保有数は、重大事故等時に必要な 2

セットに加えて故障時及び保守点検時による待機除外時のバックアップ用として 1セットを加えた合計 3セットを保管する設計とする。 
  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  26&59-15 

2.16.3 環境条件等 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43 条第 1項第 1号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発揮できるよう、その設置場所（使用場所）

又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、設備等の配置状況（参照：「配置図」）が示され、配置状況における環境条件（参照：「共-2 類型化区分及び適合内容」）が示されている。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

中央制御室遮蔽、中央制御室待避所遮蔽、中央制御室

送風機、中央制御室排風機、中央制御室再循環送風機、

中央制御室再循環フィルタ装置及びデータ表示装置

（待避所） 

中央制御室遮蔽、中央制御室待避所遮蔽、中央制御室送風機、中央制御室排風機、中央制御室再循環送風機、中央制御室再循環フィルタ装置及びデータ表示装置（待

避所）は、制御建屋内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

差圧計 差圧計は、中央制御室待避所に設置し、重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ） 中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）は、制御建屋内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置 原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置は、原子炉建屋原子炉棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

非常用ガス処理系排風機 非常用ガス処理系排風機は、原子炉建屋原子炉棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

b. 現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6号、第 43 条第 3 項第 4号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所の選定、遮蔽の設置等により

設置場所で操作できる設計又は放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作できる設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ） 中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）の接続及び操作は、想定される重大事故等時において、設置場所で可能な設計とする。 

データ表示装置（待避所） データ表示装置（待避所）の接続及び操作は、想定される重大事故等時において、設置場所で可能な設計とする。 

非常用ガス処理系 非常用ガス処理系の操作は、想定される重大事故等時において、中央制御室で可能な設計とすることを確認した。 

 

59 条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型照明（SA） 可搬型照明（SA）の接続及び操作は、想定される重大事故等時において、設置場所で可能な設計とする。 

 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計 差圧計、酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の接続及び操作は、想定される重大事故等時において、設置場所で可能な設計とする。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  26&59-16 

2.16.4 操作性及び試験・検査性について 

（１）操作性の確保（第 43 条第 1項第 2号、第 43 条第 1項第 4号、第 43 条第 3項第 2号、第 43 条第 3項第 6号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため、重大事故等時の環境条件を考慮し、操作が可能な設計とするとともに、現場操作に

おいて工具を必要とする場合は、一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて、確実に作業ができる設計とし、工具は、作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、流路を含めた全体の系統構成及び切り替え操作に使用する弁等が系統図として示されている。（参照：「系統図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

中央制御室遮蔽及び中央制御室待避所遮蔽 中央制御室遮蔽及び中央制御室待避所遮蔽は、制御建屋と一体構造とし、重大事故等時において、特段の操作を必要とせず直ちに使用できる設計とする。 

中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ） 以下の設計方針であることを確認した。 

・中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）は、通常時に使用する設備ではなく、重大事故等時において、他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

・中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）は、重大事故等時において、現場での弁操作により、通常時の隔離された系統構成から重大事故等対処設備としての系

統構成に速やかに切替えが可能な設計とする。 

・中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）は、設置場所にて固縛等により固定できる設計とする。 

非常用ガス処理系及び中央制御室換気空調系 以下の設計方針であることを確認した。 

・非常用ガス処理系及び中央制御室換気空調系は、想定される重大事故等時において、設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処

設備として使用し、弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

・非常用ガス処理系及び中央制御室換気空調系は、中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

・中央制御室換気空調系ダンパは、電源供給ができない場合においても、現場操作が可能となるように手動操作ハンドルを設け、現場で人力により確実に操作が可

能な設計とする。 

・非常用ガス処理系の起動に使用する空気作動ダンパは、駆動源（空気）が喪失した場合又は電源が喪失した場合に開となり、現場での人力による操作が不要な構

造とする。 

原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置 原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置は、中央制御室の操作スイッチでの操作が可能な設計とする。また、原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置は、電源供給

ができない場合においても、現場で人力により容易かつ確実に操作が可能な設計とする。 

データ表示装置（待避所） 以下の設計方針であることを確認した。 

・データ表示装置（待避所）は、通常は、操作を行わずに常時伝送が可能な設計とする。 

・データ表示装置（待避所）は、通常時に使用する設備ではなく、重大事故等時において、他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

差圧計 以下の設計方針であることを確認した。 

・差圧計は、中央制御室待避所に設置し、操作を必要とせず直ちに指示を監視することが可能な設計とする。 

・差圧計は、通常時に使用する設備ではなく、重大事故等時において、他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

 

59 条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型照明（SA） 以下の設計方針であることを確認した。 

・可搬型照明（SA）は、付属の操作スイッチにより設置場所で操作が可能な設計とする。 

・可搬型照明（SA）は、人力による持ち運びが可能な設計とする。 

・可搬型照明（SA）は、通常時に使用する設備ではなく、想定される重大事故等時において、他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

・可搬型照明（SA）の電源ケーブルの接続は、コンセントによる接続とし、接続規格を統一することで、確実に接続が可能な設計とする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計 以下の設計方針であることを確認した。 

・酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、付属の操作スイッチにより設置場所で操作が可能な設計とする。 
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・酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、人力による持ち運びが可能な設計とする。 

・酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、通常時に使用する設備ではなく、重大事故等時において、他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

 

（２）試験・検査（第 43 条第 1 項第 3号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できるよう、機能・性能の確認、漏えいの有無の

確認、分解点検等ができる構造とするとともに、発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は、発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き、運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な設

計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、点検及び試験の項目、保全の重要度、保全方式又は頻度及び検査名が示されている。（参照：「試験・検査」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

中央制御室遮蔽及び中央制御室待避所遮蔽 中央制御室遮蔽及び中央制御室待避所遮蔽は、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計とする。 

中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）、データ表

示装置（待避所）、可搬型照明（SA）、差圧計、酸素

濃度計及び二酸化炭素濃度計 

中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）、データ表示装置（待避所）、可搬型照明（SA）、差圧計、酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、発電用原子炉の運転中又は停

止中に機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

中央制御室送風機、中央制御室排風機、中央制御室

再循環送風機及び中央制御室再循環フィルタ装置 

中央制御室送風機、中央制御室排風機、中央制御室再循環送風機及び中央制御室再循環フィルタ装置は、発電用原子炉の運転中又は停止中に、事故時運転モードによ

る機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

中央制御室送風機、中央制御室排風機及び中央制御

室再循環送風機 

中央制御室送風機、中央制御室排風機及び中央制御室再循環送風機は、発電用原子炉の停止中に分解が可能な設計とする。 

 

中央制御室再循環フィルタ装置 中央制御室再循環フィルタ装置は、発電用原子炉の運転中又は停止中に差圧確認が可能な設計とする。また、中央制御室再循環フィルタ装置は、発電用原子炉の停止

中に内部確認を行えるように、点検口を設ける設計とし、性能の確認を行えるように、フィルタを取り出すことが可能な設計とする。 

非常用ガス処理系 非常用ガス処理系は、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

また、非常用ガス処理系排風機は、発電用原子炉の停止中に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置 原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置は、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計とする。また、原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置は、

発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認が可能な設計とする。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 

女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（監視設備（第３１条）及び監視測定設備（第６０条）） 

 

設計基準対象施設としては、第 31 条の設置許可基準規則解釈第５項に基づき追加要求となった、モニタリングポストを非常用所内電源に接続しない場合には無停電電原等により電源復旧まで電力を供給できる設計であ

ること、また、モニタリングポストの伝送系は多様性を有する設計とすることを確認する。 

重大事故等対処施設としては、技術的能力基準 1.17 で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 60 条及び第 43条への適合性を確認する。 

監視設備及び監視測定設備（第３１条及び第６０条） 

1．適合方針（第 31 条関係） .................................................................................................................................................................. 31&60-2 

（１）設置許可基準規則への適合 ............................................................................................................................................................ 31&60-3 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 .................................................................................................................. 31&60-3 

２）技術的能力審査基準での対応との整合性 ................................................................................................................................................ 31&60-5 

a. 可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定及び代替測定 ............................................................................................................................... 31&60-5 

b. 可搬型放射線計測器による空気中の放射性物質の濃度の代替測定 ............................................................................................................................. 31&60-6 

c. 可搬型放射線計測器等による放射性物質の濃度及び放射線量の測定 ........................................................................................................................... 31&60-6 

d. 代替気象観測設備による気象観測項目の代替測定 ........................................................................................................................................... 31&60-7 

（２）設置許可基準規則解釈への適合 ........................................................................................................................................................ 31&60-7 

2.17.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 ...................................................................................................................................................... 31&60-9 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43条第 2項第 3号） ................................................................................................................................ 31&60-9 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43 条第 3項第 7号） ........................................................................................................ 31&60-9 

c. 共用の禁止（第 43条第 2項第 2号） ..................................................................................................................................................... 31&60-10 

d. 複数の接続口（第 43条第 3項第 3号） ................................................................................................................................................... 31&60-10 

e. 保管場所（第 43 条第 3項第 5号） ....................................................................................................................................................... 31&60-10 

2.17.3 環境条件等 ......................................................................................................................................................................... 31&60-14 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43条第 1項第 1号） ........................................................................................................................................... 31&60-14 

b. 現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6号、第 43 条第 3項第 4号） ............................................................................................................................ 31&60-14 

2.17.4 操作性及び試験・検査性について ..................................................................................................................................................... 31&60-15 

（１）操作性の確保（第 43 条第 1項第 2号、第 43 条第 1項第 4号、第 43 条第 3項第 2号、第 43 条第 3項第 6号） ................................................................................. 31&60-15 

（２）試験・検査（第 43 条第 1項第 3号） .................................................................................................................................................. 31&60-15 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 

1．適合方針（第 31 条関係） 

設置許可基準規則/解釈 審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（解釈） 

第３１条（監視設備） 

５ 第３１条において、モニタリングポストにつ

いては、非常用所内電源に接続しない場合、無

停電電源等により電源復旧までの期間を担保

できる設計であること。また、モニタリングポ

ストの伝送系は多様性を有する設計であるこ

と。 

 
 

 モニタリングポストは、非常用所内電源に接続しな

い場合、無停電電源等により電源復旧までの期間を担

保できる設計とすることを確認する。また、モニタリ

ングポストの伝送系は多様性を有する設計とするこ

とを確認する。 

 

① 非常用所内電源に接続する場合は、無停電電源等

により、外部電源喪失時（非常用所内電源への切

替えまでの期間）においても機能を損なうことの

ない設計とする方針であることを確認。 

 

 

 

 

 

② 非常用所内電源に接続せず無停電電源等により供

給する場合は、当該装置が外部電源喪失時（常用

電源の復旧までの期間）においても機能を損なう

ことのない設計とする方針であることを確認。 

 

 

 

③ 伝送系は、モニタリングポスト及びモニタリング

ステーションから原子炉制御室その他当該情報を

伝送する必要がある場所までを有線と無線による

伝送により、多様性を有していることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

① モニタリングポストは、非常用交流電源設備に接続するとともに、電源切替時の停電時に専用の無停電

電源装置からの電力の供給を可能とすることにより、電源復旧までの期間を担保できる設計とすること

を確認した。 

 

補足説明資料において、以下の項目が示されている。 

・ 配置図 

・ 計測範囲等 

・ 電源構成概略図 

 

② ①を参照。 

補足説明資料において、モニタリングポストの電源は、非常用交流電源設備に接続しており、常用電源

喪失時は、常用電源復旧までの期間の機能を維持できる設計としていること及び専用の無停電装置を有

し、電源切替時の短時間の停電時に電源を供給できる設計としていることを確認した。また重大事故等

の発生により、8時間以上常用電源が復旧しない場合に、代替交流電源設備である常設代替交流電源設

備による給電が可能な設計とすることが示されている。 

 

③ 中央制御室及び緊急時対策所までのデータの伝送系は、有線及び無線により多様性を有する設計とする

ことを確認した。モニタリングポストの指示値は中央制御室及び緊急時対策所で監視できる設計とする

ことを確認した。 

 

補足説明資料において、伝送概略図が示されている。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 

2.17.1 適合方針（第 60 条関係） 

（１）設置許可基準規則への適合 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 

審査の視点及び確認事項案 確認結果（女川２号） 

 

 （監視測定設備） 

第六十条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工

場等及びその周辺（工場等の周辺海域を含む。）において発電用原

子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視

し、及び測定し、並びにその結果を記録することができる設備を設

けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等に

おいて風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録

することができる設備を設けなければならない。 

 

① 技術的能力審査基準1.17により抽出された重大事故等対処設備が

網羅的に整理されていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 技術的能力審査基準 1.17 により抽出された手順毎に重大事故等対処設備が網羅的に整理されていることを確認した。 

 

a. 可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定及び代替測定 

・可搬型モニタリングポスト 

   ※ モニタリングポストの代替 

 

b. 可搬型放射線計測装置による空気中の放射性物質の濃度の代替測定 

・可搬型放射線計測器 

可搬型ダスト・よう素サンプラ 

γ線サーベイメータ 

β線サーベイメータ 

※ 放射能観測車の代替 

 

c. 可搬型放射線計測装置等による放射性物質の濃度及び放射線量の測定 

 

・可搬型放射線計測器 

可搬型ダスト・よう素サンプラ， 

γ線サーベイメータ 

β線サーベイメータ 

α線サーベイメータ電離箱サーベイメータ） 

・小型船舶 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 

審査の視点及び確認事項案 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ①により抽出された重大事故等対処設備について、43 条要求対応

を確認するため設備分類（常設/可搬）を確認。 

 

 

 

③ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設

備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）として使用する設備

が重大事故等対処設備として整理されていることを確認。 

d. 可搬型気象観測装置による気象観測項目の代替測定 

・代替気象観測設備 

 

e. モニタリングポストの代替交流電源設備 

・常設代替交流電源設備【57 条】電源設備 

 

添付資料 1.17.1 において、要求事項（技術的能力審査基準、設置許可基準規則及び技術基準規則）と重大事故等対処設備の対応関係が整理

され示されている。（参照：「審査基準、基準規則と対処設備との対応表」）。 

なお、可搬型モニタリングポストは、電源を外部バッテリー（蓄電池）とし、連続 5 日以上の電源供給が可能であり、5 日後からは、予備の

外部バッテリーと交換することにより継続して計測可能であること等、可搬型モニタリングポストによる放射線量の計測の継続性が示され

ている。 

 

② 重大事故等対処設備の設備分類（常設/可搬）が「共-1 重大事故等対処設備の設備分類及び選定について」に整理されていることを確認した

（常設/可搬の要求に対する適合は、3.17.2.1.3 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合状況以降に記載されている）。 

当該の補足説明資料において、耐震設計の設備分類【39 条地震による損傷の防止】及び機器クラスが示されている。（参照：「共-1 重大事故

等対処設備の設備分類及び選定について」） 

 

③ ①以外の重大事故等時に期待する設備として重大事故等対処設備がないことを確認した。 

また、電源設備については、「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」で整理されていることを確認した。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 

 

２）技術的能力審査基準での対応との整合性 

審査の視点及び確認事項案 

技術的能力審査基準での対応を踏まえ、対応手段ごとに「設備の目的」、その対応手段ごとに「機能喪失の想定」、「使用機器」、「系統構成」及び「その他の設備」の内容が記載されていることを確認。 

 

（設備の目的） 

① 対応手段に対して重大事故等対処設備が整理されていることを確認。 

② ①における重大事故等対処設備について、具体的な設計方針を確認。 

（機能喪失の想定） 

③ 対応手段ごとに使用条件（どのような機能喪失時に使用するのか）が明確にされていることを確認。（機能喪失する設計基準対処設備がない場合は、使用条件を記載） 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（該当設備のみ）と手順の概略系統図が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（該当設備のみ）に記載されていることを確認。 

 

（その他の設備） 

⑥ 系統構成を踏まえ、流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）が重大事故等対処設備として記載されていることを確認。 

＜ＢＷＲの場合＞ 

例：高圧代替注水系を用いた冷却に期待する場合は、高圧代替注水系の他、原子炉圧力容器【流路】、所内蓄電式直流電源設備【電源】、復水貯蔵槽【水源】等が含まれる。 

（ただし（設備の目的）①に整理された重大事故等対処設備を除く。） 

 

a. 可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定及び代替測定 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定及び代替測定）として、可搬型モニタリングポストを使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・可搬型モニタリングポストは、モニタリングポストの代替として十分な個数を保管し、重大事故等が発生した場合には、発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む）において、発電用原子炉施設から放出さ

れる放射線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録できる設計とする。 

・可搬型モニタリングポストの指示値は、衛星系回線により伝送し、緊急時対策所で監視できる設計とする。 

・測定した放射線量の測定結果が、電源喪失により保存した記録が失われないよう，電磁的に記録，保存する設計とする。また、記録は必要な容量を保存できる設計とする。 

・可搬型モニタリングポストの電源は、蓄電池を使用する設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ モニタリングポストの放射線量に対する測定機能が喪失した場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④⑤ ①で示す設備の保管場所及び設置場所が（第 8.1－2 図 可搬型モニタリングポストの保管場所及び設置場所）に記載されていることを確認した。 
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（その他の設備） 

⑥   ①以外で、重大事故等対処設備として電源を使用することを確認した。 

 

b. 可搬型放射線計測器による空気中の放射性物質の濃度の代替測定 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（可搬型放射線計測装置による空気中の放射性物質の濃度の代替測定）として、ダスト・よう素サンプラの代替として可搬型ダスト・よう素サンプラ，放射性よう素測定装置の代替として γ 線

サーベイメータ，放射性ダスト測定装置の代替としてβ線サーベイメータを使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・可搬型放射線計測装置は、放射能観測車の測定機能の代替として十分な個数を保管し、重大事故等が発生した場合に、発電所及びその周辺において、発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度（空気中）

を監視、測定及び記録ができる設計とする。 

・γ線サーベイメータ及び β線サーベイメータの電源として乾電池を使用し、また、可搬型ダスト・よう素サンプラの電源として蓄電池を使用する設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 放射能観測車のダスト・よう素サンプラ、放射性よう素測定装置又は放射性ダスト測定装置が機能喪失した場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④⑤ ①で示す設備の保管場所及び使用場所が（第 8.1－3 図 可搬型放射線計測器の保管場所及び使用場所）に記載されていることを確認した。 

（その他の設備） 

⑥  ①以外で、使用する重大事故等対処設備がないことを確認した。 

 

c. 可搬型放射線計測器等による放射性物質の濃度及び放射線量の測定 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（可搬型放射線計測器等による放射性物質の濃度及び放射線量の測定）として、可搬型放射線計測装置（可搬型ダスト・よう素サンプラ，γサーベイメータ，β サーベイメータ，α 線，電離箱

サーベイメータ）、小型船舶（海上モニタリング用）を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・ 可搬型放射線計測器は、重大事故等が発生した場合に，発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において，重大事故等が発生した場合に，発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において，

発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度（空気中，水中，土壌中）及び放射線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録できるように測定値を表示する。 

・ 発電所の周辺海域においては，小型船舶を用いる。 

・ 可搬型放射線計測器のうち γ 線サーベイメータ，β 線サーベイメータ，α 線サーベイメータ及び電離箱サーベイメータの電源は，乾電池を使用する設計とし，可搬型ダスト・よう素サンプラの電源は，蓄電池

を使用する設計とする。 

・ 可搬型放射線計測装置は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損が発生した場合に放出されると想定される放射性物質の濃度及び放射線量を測定できる設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 重大事故等が発生した場合に，発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度（空気中，水中，土壌中）及び放射線量を測定機能が喪失した場合を

想定していることを確認した。 

※原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第七条第一号表中イの項目。事業者の申請書においては、『10 条特定事象』としているが、当該「女川原子力発電所２号炉に

係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（監視設備（第３１条）及び監視測定設備（第６０条））」においては『10 条事象』と記載している。 
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（系統構成） 

④⑤ ①で示す設備が第 8.1－3 図 （可搬型放射線計測器の保管場所及び使用場所）に、小型船舶保管場所及び使用場所が第 8.1－4 図 小型船舶の保管場所及び使用場所）に記載されていることを確認した。 

（その他の設備） 

⑥  ①以外で、重大事故等対処設備として電源を使用することを確認した。 

 

d. 代替気象観測設備による気象観測項目の代替測定 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（代替気象観測設備による気象観測項目の代替測定）として、代替気象観測設備を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・代替気象観測設備は、気象観測設備の機能の代替として十分な個数を保管し、重大事故等が発生した場合に、発電所において風向，風速その他の気象条件を測定し，及びその結果を記録できる設計とする。 

・代替気象観測設備の指示値は、衛星系回線により伝送し、緊急時対策所で監視できる設計とする。 

・代替気象観測設備で測定した風向、風速その他の気象条件の観測結果が、電磁的に記録・保存され、電源喪失により失われない設計とする。また、記録は必要な容量を保存できる設計とする。 

・代替気象観測設備の電源として蓄電池を使用する設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 重大事故等時に気象観測設備が機能喪失した場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④⑤ ①で示す設備の保管場所及び使用場所が（第 8.1－5 図 代替気象観測装置の保管場所及び設置場所）に記載されていることを確認した。 

（その他の設備） 

⑥  ①以外で、重大事故等対処設備として電源を使用することを確認した。 

 

（２）設置許可基準規則解釈への適合 

審査の視点及び確認事項案 確認結果（女川２号） 

 

第６０条（監視測定設備） 

１ 第１項に規定する「発電用原子炉施設から放出される放射性物

質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果

を記録することができる設備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 ａ）モニタリング設備は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損が発生した場合に放出されると想定される放射性物

質の濃度及び放射線量を測定できるものであること。 

 

①モニタリング設備は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損

が発生した場合に放出されると想定される放射性物質の濃度及び放射

線量を測定できるものであることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損が発生した場合に放出されると想定される放射性物質の濃度及び放射線量を測定できるモニタリン

グ設備等を整備することを以下のとおり確認した。 

 

○放射性物質の濃度及び放射線量の測定に用いる設備 
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審査の視点及び確認事項案 確認結果（女川２号） 

 a. 可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定及び代替測定 

 （可搬型モニタリングポスト） 

b. 可搬型放射線計測装置による空気中の放射性物質の濃度の代替測定 

（可搬型放射線計測装置（可搬型ダスト・よう素サンプラ，γ線サーベイメータ，β線サーベイメータ）） 

c. 可搬型放射線計測器等による放射性物質の濃度及び放射線量の測定 

（可搬型放射線計測器（可搬型ダスト・よう素サンプラ，γ線サーベイメータ，β線サーベイメータ，α線サーベイメータ，電離箱サーベイメー

タ） 

（小型船舶） 

○風向，風速その他の気象条件の測定に用いる設備 

・代替気象観測設備 

○モニタリング・ポストの代替交流電源設備 

・常設代替交流電源設備 

 

・可搬型モニタリングポストは、重大事故等が発生した場合には、発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設か

ら放出される放射線量の監視、測定及び記録ができる設計とする。 

・可搬型放射線計測器は、重大事故等が発生した場合に、発電所及びその周辺において、発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度（空気

中、水中、土壌中）を監視、測定及び記録ができる設計とする。 

・小型船舶は、運搬、移動及び使用場所である海上における耐腐食性材料を使用する設計とする。 

 

 

第６０条（監視測定設備） 

１ 第１項に規定する「発電用原子炉施設から放出される放射性物

質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果

を記録することができる設備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

 ｂ）常設モニタリング設備（モニタリングポスト等）が機能喪失

しても代替し得る十分な台数のモニタリングカー又は可搬

型代替モニタリング設備を配備すること。 

 

②常設モニタリング設備（モニタリングポスト等）が機能喪失しても

代替し得る十分な台数のモニタリングカー又は可搬型代替モニタリン

グ設備を配備することを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②常設モニタリング設備（モニタリングポスト等）が機能喪失しても代替し得る十分な台数の可搬型モニタリングポスト設備を配備することを以

下のとおり確認した。 

 

a. 可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定及び代替測定 

可搬型モニタリングポストは，重大事故等が発生した場合に，発電所敷地境界付近において，発電用原子炉施設から放出される放射線量を監視し，

及び測定し，並びにその結果を記録できる設計とし，モニタリングポストを代替し得る十分な台数を保管する。 
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審査の視点及び確認事項案 確認結果（女川２号） 

b. 可搬型放射線計測装置による空気中の放射性物質の濃度の代替測定 

可搬型放射線計測装置は，重大事故等が発生した場合に，発電所及びその周辺において，発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度（空

気中）を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録できるように測定値を表示する設計とし，放射能観測車を代替し得る十分な台数を保管する。 

③常設モニタリング設備は、代替交流電源設備からの給電を可能とす

ることを確認。 

 

第６０条（監視測定設備） 

１ 第１項に規定する「発電用原子炉施設から放出される放射

性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにそ

の結果を記録することができる設備」とは、以下に掲げる措

置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための

設備をいう。 

ｃ）常設モニタリング設備は、代替交流電源設備からの給電

を可能とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③常設モニタリング設備は、代替交流電源設備からの給電を可能とすることを以下のとおり確認した。 

 

a. モニタリングポストの代替交流電源設備 

モニタリングポストは，非常用交流電源設備に接続しており，常用所内電源が喪失した場合は，代替交流電源設備である常設代替交流電源設備から

給電できる設計とする。  

 

上記で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 43 条への適合性を確認する。 

補足説明資料において、設計方針等が記載された SA 設備の基準適合性一覧表及び類型化分類（共-2 類型化区分及び適合内容）が示されている。（参照：「SA設備基準適合性一覧表」） 

  

2.17.1.1 多様性及び独立性、位置的分散  

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43 条第 2項第 3号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等の安全機能と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措

置を講じた設計とすることを確認した。 

60 条で整理する重大事故等対処設備のうち、常設重大事故防止設備としての要求は無いが、以下を考慮していることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

該当なし  

 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43 条第 3 項第 7号） 

43 条の設計方針において、可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と、共通要因によって同時にその機能が損なわ

れるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、監視測定設備の仕様、保管場所等が示されている。（参照：「監視測定設備について」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型モニタリングポスト 以下の設計方針であることを確認した。 

・可搬型モニタリングポストは、屋外のモニタリングポストと離れた第１保管エリア，第２保管エリア，第４保管エリア及び緊急時対策建屋内に分散して保管する
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ことで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

可搬型放射線計測装置 

電離箱サーベイメータ 

可搬型ダスト・よう素サンプラ 

γ線サーベイメータ 

β線サーベイメータ 

α線サーベイメータ 

以下の設計方針であることを確認した。 

・可搬型放射線計測器は、屋外に保管する放射能観測車と離れた緊急時対策建屋内に保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。 

 

小型船舶 小型船舶は，予備と分散して第１保管エリア及び第４保管エリアに保管することで、共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とするこ

とを確認した。 

代替気象観測設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・代替気象観測設備は、屋外の気象観測設備と離れた第２保管エリア及び第４保管エリアに分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

代替気象観測設備の設置場所が第 8.1－5 図 （代替気象観測設備の保管場所及び設置場所）に記載されていることを確認した。 

 

c. 共用の禁止（第 43 条第 2項第 2号） 

４３条の設計方針において、２以上の原子炉施設と共用しないことを確認した。ただし、共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処するための必要な機能）を満たしつつ、２以上の発電用原子炉

施設と共用することによって、安全性が向上し、かつ、同一の発電所内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、共用できる設計とすることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

該当なし  

 

d. 複数の接続口（第 43 条第 3項第 3号） 

60 条で整理する重大事故等対処設備のうち、原子炉建屋の外から水又は電力を供給する可搬型重大事故等対処設備はないことを確認した。 

 

e. 保管場所（第 43 条第 3項第 5号） 

60 条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備として、以下を考慮していることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型モニタリングポスト 以下の設計方針であることを確認した。 

・可搬型モニタリングポストは、屋外のモニタリングポストと離れた第１保管エリア，第２保管エリア，第４保管エリア及び緊急時対策建屋に分散して保管するこ

とで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

可搬型放射線計測器 

電離箱サーベイメータ 

可搬型ダスト・よう素サンプラ 

γ線サーベイメータ 

β線サーベイメータ 

α線サーベイメータ 

以下の設計方針であることを確認した。 

・可搬型放射線計測器は、屋外に保管する放射能観測車と離れた緊急時対策建屋内に保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。 

 

小型船舶 小型船舶は，予備と分散して第 1 保管エリア及び第４保管エリアに保管することで、共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とするこ

とを確認した。 
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代替気象観測設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・代替気象観測設備は、屋外の気象観測設備と離れた第 2 保管エリア及び第 4 保管エリアに分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

代替気象観測設備の設置場所が第 8.1－5 図 （代替気象観測設備の保管場所及び設置場所）に記載されていることを確認した。 
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2.17.1.2 悪影響防止（第 43 条第 1 項第 5号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し、発電用原子炉施設内の

他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型モニタリングポスト 他の設備から独立して単独で使用可能なことから、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

可搬型放射線計測器 

電離箱サーベイメータ 

可搬型ダスト・よう素サンプラ 

γ線サーベイメータ 

β線サーベイメータ 

α線サーベイメータ 

小型船舶 

代替気象観測設備 
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2.17.2 容量等（第 43 条第 2 項第 1号、第 43 条第 3項第 1 号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては、設計基準対象施設の容量等の仕様が、系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であるこ

とを確認した上で、設計基準対象施設としての容量等と同仕様の設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので、重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を補う必

要があるものについては、その後の事故対応手段と合わせて、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系統及び機

器を使用するものについては、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とすること等を確認した。補足説明資料において、容量設定根拠が示されている。（参照：「容量設定根拠」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

該当なし  

 

４３条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備は、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とするとともに、設備の機能、信頼度等を考慮し、予備を含めた保有数を確保する等により、必要な容量等に加

え、十分に余裕のある容量等を有することを確認した。 

60 条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型モニタリングポスト 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 可搬型モニタリングポストの保有数は，モニタリング・ポストの機能喪失時の代替としての 6 台，発電所海側等での監視・測定のための 2 台，緊急時対策

所の加圧判断用としての 1 台と故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 2 台を保管する設計とすることを確認した。 

・ 可搬型モニタリングポストは、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損が発生した場合に放出されると予想される放射性物質の濃度及び放射線量を測

定できるよう，「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める測定上限値を満足する設計とする。 

可搬型放射線計測装置 

電離箱サーベイメータ 

可搬型ダスト・よう素サンプラ 

γ線サーベイメータ 

β線サーベイメータ 

α線サーベイメータ 

以下の設計方針であることを確認した。 

・ 可搬型放射線計測装置は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損が発生した場合に放出されると予想される放射性物質の濃度及び放射線量を測定でき

るよう，「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める測定上限値を満足する設計とする。 

・ 可搬型放射線計測装置のうち可搬型ダスト・よう素サンプラ，γ 線サーベイメータ，β 線サーベイメータ及び電離箱サーベイメータの保有数は，放射能観

測車の代替並びに発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を測定し得る

十分な個数として，2台と故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台を保管する。 

・ 可搬型放射線計測器のうちα線サーベイメータの保有数は，発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放

射性物質の濃度を測定し得る十分な個数として，1 台と故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台を保管する。 

・ 可搬型モニタリングポスト，可搬型ダスト・よう素サンプラ，γ 線サーベイメータ，β 線サーベイメータ，α 線サーベイメータ，電離箱サーベイメータ及

び代替気象観測設備の電源は，蓄電池又は乾電池を使用し，予備品と交換することで，重大事故等時の必要な期間測定できる設計とする。 

小型船舶 小型船舶は，発電所の周辺海域において，発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量の測定を行うために必要な設備及び要員を積載し得る十

分な個数として，1 台と故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1台を保管することを確認した。 

代替気象観測設備 以下の設計方針であることを確認した。 

 代替気象観測設備は，「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に定める観測項目を測定できる設計とする。 

 代替気象観測装置の保有数は，気象観測設備が機能喪失しても代替し得る十分な個数として，1 台と故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用

として 1 台を保管する。 

 代替気象観測装置の電源である蓄電池又は乾電池を使用し，予備品と交換することで，重大事故等時の必要な期間測定できる設計とすることを確認した。 
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2.17.3 環境条件等 

a.環境条件及び荷重条件（第 43 条第 1項第 1号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発揮できるよう、その設置場所（使用場所）又

は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、設備等の配置状況（参照：「配置図」）が示され、配置状況における環境条件（参照：「共-2 類型化区分及び適合内容」）が示されている。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型モニタリングポスト 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 可搬型モニタリングポストは，第１保管エリア、第 2保管エリア、第 4保管エリア及び緊急時対策建屋内に保管し，並びに屋外に設置し，想定される重大

事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

可搬型放射線計測装置 

電離箱サーベイメータ 

可搬型ダスト・よう素サンプラ 

γ線サーベイメータ 

β線サーベイメータ 

α線サーベイメータ 

以下の設計方針であることを確認した。 

・ 可搬型放射線計測装置は，緊急時対策建屋内に保管し，及び屋内又は屋外で使用し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

小型船舶 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 小型船舶は，第 1保管エリア及び第４保管エリアに保管し，及び屋外で使用し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。また，小

型船舶は，海で使用するため，耐腐食性材料を使用する設計とする。の操作は，重大事故等時において使用場所で可能な設計とする。 

代替気象観測設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 代替気象観測装置は，第２保管エリア及び第４保管エリアに保管し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

b.現場の作業環境（第 43 条第 1 項第 6号、第 43 条第 3 項第 4号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所の選定、遮蔽の設置等により設置

場所で操作できる設計又は放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作できる設計とすること等を確認した。 

60 条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型モニタリングポスト 操作は設置場所（使用場所）で可能な設計とすることを確認した。 

 

可搬型放射線計測器 

電離箱サーベイメータ 

可搬型ダスト・よう素サンプラ 

γ線サーベイメータ 

β線サーベイメータ 

α線サーベイメータ 

操作は設置場所（使用場所）で可能な設計とすることを確認した。 

また、人が携行して測定できる設計とすること、及び簡易な接続及び操作スイッチにより、確実に操作できる設計とすることを確認した。 

小型船舶 操作は使用場所で可能な設計とすることを確認した。 

代替気象観測設備 操作は設置場所（使用場所）で可能な設計とすることを確認した。 
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2.17.4 操作性及び試験・検査性について 

（１）操作性の確保（第 43 条第 1項第 2 号、第 43 条第 1 項第 4号、第 43 条第 3項第 2 号、第 43 条第 3項第 6号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため、重大事故等時の環境条件を考慮し、操作が可能な設計とするとともに、現場操作におい

て工具を必要とする場合は、一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて、確実に作業ができる設計とし、工具は、作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、流路を含めた全体の系統構成及び切り替え操作に使用する弁等がバウンダリ系統図（参照：「バウンダリ系統図」）として及び監視測定設備の使用場所、アクセスルートがアクセスルート図（参

照：「アクセスルート図」）としてそれぞれ示されている。 

60 条で整理する重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型モニタリングポスト 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 可搬型モニタリングポストは、測定器と蓄電池を簡便な接続方式により確実に接続できるとともに，設置場所において，操作スイッチにより操作ができる

設計とすることを確認した。 

・ 可搬型モニタリングポストは，屋内及び屋外のアクセスルートを通行し，車両等により運搬することができるとともに，設置場所において，固縛等の

転倒防止措置が可能な設計とする。 

可搬型放射線計測装置 

電離箱サーベイメータ 

可搬型ダスト・よう素サンプラ 

γ線サーベイメータ 

β線サーベイメータ 

α線サーベイメータ 

可搬型放射線計測装置は、屋内及び屋外のアクセスルートを通行し，人が携行して使用可能な設計とする。可搬型放射線計測装置は，使用場所において，操作スイッ

チにより操作ができる設計とすることを確認した。 

小型船舶 小型船舶は、屋外のアクセスルートを通行し，車両等により運搬することができる設計とする。小型船舶は，使用場所において，操作スイッチにより起動し，容易

に操縦ができる設計とすることを確認した。 

代替気象観測設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 代替気象観測設備は、測定器と蓄電池を簡便な接続方式により確実に接続できるとともに，設置場所において，操作スイッチにより操作ができる設計とす

ることを確認した。 

・ 代替気象観測設備は，屋内及び屋外のアクセスルートを通行し，車両等により運搬することができるとともに，設置場所において，固縛等の転倒防止措置

が可能な設計とする。 

 

（２）試験・検査（第 43 条第 1項第 3 号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できるよう、機能・性能の確認、漏えいの有無の確認、

分解点検等ができる構造とするとともに、発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は、発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き、運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な設計とする

こと等を確認した。 

補足説明資料において、点検及び試験の項目、保全の重要度、保全方式又は頻度及び検査名が示されている。（参照：「試験・検査説明資料」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

可搬型モニタリングポスト 以下の設計方針であることを確認した。 

・可搬型モニタリングポストは、発電用原子炉の運転中又は停止中に，模擬入力による機能・性能の確認（特性確認）及び校正ができる設計とする。 

可搬型放射線計測装置 

電離箱サーベイメータ 

以下の設計方針であることを確認した。 

・γ線サーベイメータ，β線サーベイメータ，α線サーベイメータ及び電離箱サーベイメータは、発電用原子炉の運転中又は停止中に，模擬入力による機能・性
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可搬型ダスト・よう素サンプラ 

γ線サーベイメータ 

β線サーベイメータ 

α線サーベイメータ 

能の確認（特性確認）及び校正ができる設計とする。 

・可搬型ダスト・よう素サンプラは，発電用原子炉の運転中又は停止中に，機能・性能の確認（特性確認）及び外観の確認ができる設計とする。 

 

小型船舶 以下の設計方針であることを確認した。 

・小型船舶は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，機能・性能の確認（特性確認）及び外観の確認ができる設計とする。 

代替気象観測設備 以下の設計方針であることを確認した。 

・代替気象観測設備は、発電用原子炉の運転中又は停止中に，模擬入力による機能・性能の確認（特性確認）及び校正ができる設計とする。 
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女川原子力発電所２号に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（緊急時対策所（第３４条及び第６１条）） 

 

設計基準対象施設としては、第 34条に基づき、発電用原子炉施設に異常が発生した場合に適切な措置をとるため、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に設ける設計とすることを確認する。 

また、重大事故等対処施設としては、技術的能力基準 1.18 で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 61 条及び第 43 条への適合性を確認する。 

緊急時対策所（第３４条及び第６１条） 

1．適合方針（第 34 条関係） .................................................................................................................................................................. 34&61-2 

2.18.1 適合方針（第 61 条関係） ............................................................................................................................................................. 34&61-3 

（１）設置許可基準規則への適合 ............................................................................................................................................................ 34&61-3 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 .................................................................................................................. 34&61-3 

２）技術的能力審査基準での対応との整合性 ................................................................................................................................................ 34&61-6 

a. 居住性を確保するための設備 ........................................................................................................................................................... 34&61-7 

b. 重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に関わる設備 ......................................................................................................................... 34&61-8 

c. 代替電源設備からの給電 ............................................................................................................................................................... 34&61-9 

（２）設置許可基準規則解釈への適合 ....................................................................................................................................................... 34&61-11 

2.18.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 ..................................................................................................................................................... 34&61-14 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43条第 2項第 3号） ............................................................................................................................. 34&61-14 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43 条第 3項第 7号） ..................................................................................................... 34&61-15 

c. 共用の禁止（第 43条第 2項第 2号） ................................................................................................................................................... 34&61-15 

d. 複数の接続口（第 43条第 3項第 3号） ................................................................................................................................................. 34&61-15 

e. 保管場所（第 43 条第 3項第 5号） ..................................................................................................................................................... 34&61-15 

2.18.1.2 悪影響防止（第 43 条第 1項第 5号） ................................................................................................................................................ 34&61-16 

2.18.2 容量等（第 43条第 2項第 1号、第 43条第 3項第 1号） ................................................................................................................................. 34&61-17 

2.18.3 環境条件等 ......................................................................................................................................................................... 34&61-18 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43条第 1項第 1号） ......................................................................................................................................... 34&61-18 

b. 現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6号、第 43 条第 3項第 4号） .......................................................................................................................... 34&61-18 

2.18.4 操作性及び試験・検査性について ..................................................................................................................................................... 34&61-19 

（１）操作性の確保（第 43 条第 1項第 2号、第 43 条第 1項第 4号、第 43 条第 3項第 2号、第 43 条第 3項第 6号） ................................................................................. 34&61-19 

（２）試験・検査（第 43 条第 1項第 3号） .................................................................................................................................................. 34&61-19 
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1．適合方針（第 34 条関係） 

設置許可基準規則/解釈 審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 （緊急時対策所） 

第三十四条 工場等には、一次冷却系統に係る発

電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した

場合に適切な措置をとるため、緊急時対策所を

原子炉制御室以外の場所に設けなければならな

い。 

 
 

 異常が発生した場合に適切な措置をとるための緊急

時対策所を設置する方針としていることを確認する。 

 

① 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その

他の異常が発生した場合に適切な措置をとるた

め、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に設

ける方針であることを確認。  

 

② 代替緊急時対策所を設置する場合は、その位置づ

けについて確認。 

 

③ 「適切な措置」の内容として、技術基準第４６条解

釈の要求事項が考慮される方針であることを確

認。 

 

 

 

 

① 原子炉施設に異常が発生した場合に、本発電所内の対応と状況の把握等適切な措置をとるため、緊急

時対策所を中央制御室以外の場所に設置する設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、緊急時対策所までのアクセスルートが示されている。 

 

 

② 代替緊急時対策所は設置しない。 

 

 

③ 「適切な措置」として以下のとおりとすることを確認した。 

・ 異常等に対処するために必要な指示を行うための要員等を収容できる設計とする。 

補足説明資料において、設置場所及び収容人員（建物及び収容人数について）が示されている。【34

条-別添-1-2-1～4】 

・ 異常等に対処するために必要な情報を原子炉制御室内の運転員を介さずに正確にかつ速やかに把

握できる設備として、安全パラメータ表示システム（SPDS）を設置する。 

補足説明資料において、安全パラメータ表示システム（SPDS）にて確認できる主なパラメータ及び

プラントデータ伝送経路が示されている。【図 2.5-1】 

・ 発電所内の関係要員への指示及び発電所外関係箇所との通信連絡を行うために必要な設備とし

て、送受話器（ページング）（警報装置含む。）、無線連絡設備、電力保安通信用電話設備、社内テ

レビ会議システム、局線加入電話設備、専用電話設備、衛星電話設備、統合原子力防災ネットワー

クを用いた通信連絡設備を設置又は保管する。 

補足説明資料において、通信連絡設備の概略図が示されている。【図 2.6-1】 

・ 室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握できるよう酸素濃

度計及び二酸化炭素濃度計を保管する。 

補足説明資料において配備する資機材等が示されている。【34 条-別添 1-5-19】 
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2.18.1 適合方針（第 61 条関係） 

（１）設置許可基準規則への適合 
１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 （緊急時対策所） 

第六十一条 第三十四条の規定により設置される緊急時対策所

は、重大事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対

処するための適切な措置が講じられるよう、次に掲げるもので

なければならない。 

一 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとど

まることができるよう、適切な措置を講じたものであること。 

二 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重

大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備を設

けたものであること。 

三 発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所

と通信連絡を行うために必要な設備を設けたものであるこ

と。 

２ 緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な数の要

員を収容することができるものでなければならない。 

 

 

① 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまるこ

とができるよう、適切な措置を講じたものであることを確認。 

 

② 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故

等に対処するために必要な情報を把握できる設備を設けたもので

あることを確認。 

 

③ 発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信

連絡を行うために必要な設備を設けたものであることを確認。 

 

④ 緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な数の要員を

収容することができるものであることを確認。 

 

⑤ 技術的能力審査基準1.18により抽出された重大事故等対処設備が

網羅的に整理されていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①②③④について以下のとおり確認した。 

設備については、⑤へ記載する。 

 

緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に加え、原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑

制するための対策に対処するために必要な数の要員がとどまることができるよう、適切な措置を講じた設計とするとともに、重大事故等に対処す

るために必要な情報を把握できる設備及び発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設置又は保管する設

計とする。また、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

⑤ 技術的能力審査基準 1.18 により抽出された手順毎に重大事故等対処設備が網羅的に整理されていることを確認した。 

 

a.居住性を確保するための設備 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a-1. 緊急時対策所遮蔽及び緊急時対策所換気空調設備 

 

【緊急時対策所】 

・緊急時対策所遮蔽 

・緊急時対策所可搬型加圧空調系（緊急時対策建屋非常用送風機、緊急時対策建屋非常用フィルタ装置及び差圧計） 

・緊急時対策所加圧装置（空気ボンベ） 

 

a-2.酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定設備 

・酸素濃度計 

・二酸化炭素濃度計 

 

a-3. 放射線量の測定設備 

・緊急時対策所可搬型エリアモニタ 

・可搬型モニタリングポスト【60条】監視測定設備 

 

b. 重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に関わる設備 

b-1. 必要な情報を把握できる設備【62 条】通信連絡を行うために必要な設備 

・安全パラメータ表示システム(SPDS) 【62 条】 

 

b-2. 通信連絡設備 【62 条】通信連絡を行うために必要な設備 

・衛星電話設備【62 条】 

・無線連絡設備【62 条】 

・統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備【62 条】 

 

c. 代替電源設備からの給電 

・ガスタービン発電機【57 条】 

・ガスタービン発電設備軽油タンク【57条】 

・ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ【57 条】 

・ガスタービン発電機接続盤【57条】 

・軽油タンク【57 条】 

・タンクローリ【57 条】 

・緊急用高圧母線 2F 系【57 条】 

・電源車 

・緊急時対策所軽油タンク 

・緊急時対策所用高圧母線Ｊ系 

 

なお、上記を含めて必要な監視項目及び監視計器について、追補 1「5.重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

⑥ ⑤により抽出された重大事故等対処設備について、43 条要求対応

を確認するため設備分類（常設/可搬）を確認。 

 

 

 

⑦ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設

備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）として使用する設備

が重大事故等対処設備として整理されていることを確認。 

 

⑧ 複数の緊急時対策所を使い分ける場合、使い分けの判断基準が明

確になっていることを確認。 

 

術的能力の追補（以下、「追補」という）」の「表 1.18.2 重大事故等対処に係る監視計器」に整理されていることを確認した。 

 

添付資料 1.2.1 において、要求事項（技術的能力審査基準、設置許可基準規則及び技術基準規則）と重大事故等対処設備の対応関係が整理され

示されている。（参照：「審査基準、基準規則と対処設備との対応表」）。 

 

⑥ 重大事故等対処設備の設備分類（常設/可搬）が「主要な重大事故等対処設備の設備分類等」に整理されていることを確認した（常設/可搬の要

求に対する適合は、2.3.1.1 多様性、位置的分散 以降に記載されている）。 

補足説明資料において、耐震設計の設備分類【39条地震による損傷の防止】及び機器クラスが示されている（参照：「女川原子力発電所 2号炉 

SA 設備基準適合性 一覧表」）。 

 

⑦ ①以外の流路として使用する設備及び重大事故等時に期待する設備として重大事故等対処設備が整理されていることを確認した。 

・非常用ディーゼル発電機 【57 条】電源設備 

 

 

 

 

上記のうち、【】が記載されている設備については、43 条の設計方針が【】内の条文等で整理されていることを確認した。 
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２）技術的能力審査基準での対応との整合性 
審査の視点及び確認事項 

技術的能力審査基準での対応を踏まえ、対応手段ごとに「設備の目的」、その対応手段ごとに「機能喪失の想定」、「使用機器」、「系統構成」及び「その他の設備」の内容が記載されていることを確認。 

 

（設備の目的） 

① 対応手段に対して重大事故等対処設備が整理されていることを確認。 

② ①における重大事故等対処設備について、具体的な設計方針を確認。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 対応手段ごとに使用条件（どのような機能喪失時に使用するのか）が明確にされていることを確認。（機能喪失する設計基準対処設備がない場合は、使用条件を記載） 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（該当設備のみ）と手順の概略系統図が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（該当設備のみ）に記載されていることを確認。 

 

（その他の設備） 

⑥ 系統構成を踏まえ、流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）が重大事故等対処設備として記載されていることを確認。 

＜ＢＷＲの場合＞ 

例：高圧代替注水系を用いた冷却に期待する場合は、高圧代替注水系の他、原子炉圧力容器【流路】、所内蓄電式直流電源設備【電源】、復水貯蔵槽【水源】等が含まれる。 

（ただし（設備の目的）①に整理された重大事故等対処設備を除く。） 
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a. 居住性を確保するための設備 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的）緊急時対策所 

緊急時対策所として、緊急対策室と SPDS 室から構成する緊急時対策所を緊急時対策建屋に設置する。重大事故等が発生した場合においても、当該事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができ

るよう、緊急時対策所の居住性を確保するための設備として、緊急時対策所遮蔽、緊急時対策所換気空調系（緊急時対策建屋非常用送風機及び緊急時対策建屋非常用フィルタ装置）、緊急時対策所加圧装置（緊急時対策

所加圧装置（空気ボンベ）及び差圧計）、酸素濃度計、二酸化炭素濃度計、緊急時対策所可搬型モニタリングポスト及び可搬型エリアモニタを設ける。なお、緊急時対策所は、緊急時対策室及び SPDS 室から構成される。

緊急時対策所の居住性については、想定する放射性物質の放出量等を福島第一原子力発電所事故と同等とし、かつ、緊急時対策所内でのマスクの着用、交替要員体制、安定よう素剤の服用及び仮設設備を考慮しない条件

においても、緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事故後 7 日間で 100mSv を超えない設計とする。 

 

a-1.緊急時対策所遮蔽及び緊急時対策所換気空調設備 

（設備の目的）緊急時対策所 

① 重大事故等対処設備（居住性の確保）として、緊急時対策所遮蔽、緊急時対策所換気空調系（緊急時対策建屋非常用送風機、緊急時対策建屋非常用フィルタ装置及び差圧計）、緊急時対策所加圧装置（空気ボンベ）、

を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・緊急時対策所遮蔽は、重大事故が発生した場合において、緊急時対策所の気密性、緊急時対策所換気空調系及び緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）の機能とあいまって、緊急時対策所にとどまる要員の実効線量

が 7 日間で 100mSv を超えない設計とする。 

・緊急時対策所換気空調系及び緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）は、緊急時対策所の気密性、緊急時対策所換気空調系及び緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）の機能とあいまって、緊急時対策所にとどまる要

員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えない設計とする。緊急時対策所換気空調系として、緊急時対策建屋非常用送風機、緊急時対策建屋非常用フィルタ装置を設置する。また、緊急時対策所等の加圧のために、

緊急時対策所加圧装置（空気ボンベ）及び差圧系を設置する。 

・緊急時対策所の緊急時対策建屋非常用送風機は、緊急時対策所を含む緊急時対策建屋地下階を正圧化し、希ガスを含む放射性物質の侵入を防止できる設計とする。差圧計は、緊急時対策所等が正圧化された状態で

あることを監視できる設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 重大事故等が発生した場合においても、当該事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、緊急時対策所の居住性を確保する場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 10.9-1 図～第 10.9-4 図 緊急時対策所 系統概要図（居住性の確保）と追補の概略系統図（第 1.18.2 図、第 1.18.8 図、1.18.12 図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（1）（第 10.9-1 図～第 10.9-2 図）に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が概略系統図（全体）へ示されている。（参照：「系統図」） 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、使用する重大事故等対処設備がないことを確認した。 

 

a-2.酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定設備 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（居住性の確保）として、酸素濃度計、二酸化炭素濃度計を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・緊急時対策所は、酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握できるよう酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管する設計とする。 
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（機能喪失の想定） 

③ 重大事故等が発生した場合においても、当該事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、緊急時対策所の居住性を確保する場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 計測器のため、系統構成が示されていないことを確認した。 

⑤ 同上。 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、使用する重大事故等対処設備がないことを確認した。 

 

a-3. 放射線量の測定設備 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（居住性の確保）として、放射線物質による汚染の持ち込みを防止するため、緊急時対策所可搬型エリアモニタ及び可搬型モニタリングポスト（【60 条】監視測定設備）を使用することを確認し

た。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・緊急時対策所には、室内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は防止するための確実な判断ができるよう放射線量を監視、測定するため、さらに緊急時対策所加圧設備による加圧判断のために使用する緊急時

対策所可搬型エリアモニタ及び可搬型モニタリングポスト（【60条】監視測定設備）を保管する設計とする 

 

（機能喪失の想定） 

③ 重大事故等が発生した場合においても、当該事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、緊急時対策所の居住性を確保する場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 計測器のため、系統構成が示されていないことを確認した。 

⑤ 同上。 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、使用する重大事故等対処設備がないことを確認した。 

 
b. 重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に関わる設備 

確認結果（女川２号） 

b-1. 必要な情報を把握できる設備【62条】 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（必要な情報を把握できる設備）として、安全パラメータ表示システム（SPDS）を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・緊急時対策所には、重大事故等が発生した場合においても当該事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備として、データ収集装置、SPDS 伝送装置

及び SPDS 表示装置で構成する安全パラメータ表示システム（SPDS）を設置する。 

・安全パラメータ表示システム（SPDS）は、重大事故等に対処するために必要な情報を中央制御室内の運転員を介さずに緊急時対策所において把握できる設計とする。 
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（機能喪失の想定） 

③ 重大事故等が発生した場合においても当該事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処するために必要な情報を把握する場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 10.9-4 図 緊急時対策所系統概要図（必要な情報の把握及び通信連絡）と追補の概略系統図（第 1.18.12 図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が系統概略図（第 10.9.4 図）に記載されていることを確認した。 

 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、使用する重大事故等対処設備がないことを確認した。 

 

b-2. 通信連絡のための設備【62条】 

① 重大事故等対処設備（通信連絡のための設備）として、衛星電話設備【62 条】及び無線連絡設備【62 条】を使用することを確認した。 

②～⑥以降は、【62 条】通信連絡を行うために必要な設備にて確認した。 

 
c. 代替電源設備からの給電 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（代替電源設備からの給電）として，ガスタービン発電機（【57 条】電源設備）、ガスタービン発電設備軽油タンク（【57 条】電源設備）、ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ（【57 条】電源設

備）、ガスタービン発電機接続盤（【57 条】電源設備）、軽油タンク（【57 条】電源設備）、タンクローリ（【57 条】電源設備）、緊急用高圧母線 2F系（【57 条】電源設備）、電源車、緊急時対策所軽油タンク及び緊急

時対策所用高圧母線Ｊ系を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

・緊急時対策所は、全交流動力電源が喪失した場合に、代替電源設備からの給電が可能な設計とする。 

・常設の代替電源設備は，常設代替交流電源設備であるガスタービン発電機２台で緊急時対策所を含む重大事故等発生時に想定される負荷へ給電するために必要な容量を有する設計とする。ガスタービン発電機の燃

料はガスタービン発電設備軽油タンク，軽油タンク及びタンクローリを有しており，軽油タンクからタンクローリにより燃料をガスタービン発電設備軽油タンクに補給するが，プルーム通過中には給油を必要と

せずに必要負荷に対して７日間（168 時間）以上連続給電が可能な設計とする 

・可搬の代替電源設備は，緊急時対策所用代替交流電源設備である電源車１台で緊急時対策所に電源供給するために必要な容量を有する設計とする。電源車使用時には電源車１台が必要負荷に対して７日間（168 時

間）以上連続運転が可能な容量を有する緊急時対策所軽油タンクへ接続するため，プルーム通過時において，燃料を補給せずに運転できる設計とする。 

・ガスタービン発電機及び電源車により緊急時対策所の電源は多様性を有する設計とする。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 全交流動力電源が喪失した場合においても重大事故等に対処するために必要な電源を確保する場合を想定していることを確認した。 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（第 10.9-5 図 緊急時対策所系統概要図（代替電源設備からの給電）と追補の概略系統図（第 1.18.15 図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が系統概略図（第 10.9-5 図）に記載されていることを確認した。 

 

（その他の設備） 
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⑥ ①以外で、使用する重大事故等対処設備がないことを確認した。 
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（２）設置許可基準規則解釈への適合 
審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

（解釈） 

第６１条（緊急時対策所） 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす緊急時対策所とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の設備を備えたものをいう。 

 ａ）基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、緊急時

対策所の機能を喪失しないようにするとともに、基準津波の

影響を受けないこと。 

 

① 基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、緊急時対策所

の機能を喪失しないようにするとともに、基準津波の影響を受けな

いことを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①緊急時対策所は、基準地震動による地震力に対し、耐震構造とすることにより機能を喪失しないようにするようにするとともに、基準津波の影

響を受けない位置に設置することを確認した。 

 

基準地震動による地震力に対し、緊急時対策所の機能を喪失しないようにするとともに、基準津波の影響を受けないことを以下のとおり確認した。 

 

緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても当該事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、その機能に係る設備を含め、基

準地震動による地震力に対し、機能を喪失しないようにするとともに、基準津波の影響を受けない設計とすることを確認した。 

地震及び津波に対しては、【39 条】耐震設計の基本方針及び【40 条】津波による損傷の防止に基づく設計とすることを確認した。 

 

 

 ｂ）緊急時対策所と原子炉制御室は共通要因により同時に機能

喪失しないこと。 

 

② 緊急時対策所と原子炉制御室は共通要因により同時に機能喪失し

ないことを確認。 

 

 

 

 

 

 

② 緊急時対策所は、中央制御室とは離れた位置の別建屋に設置することで、位置的分散を図ることを確認した。 

 

緊急時対策所と原子炉制御室は共通要因により同時に機能喪失しないことを以下のとおり確認した。 

 

緊急時対策所は、中央制御室とは離れた位置の緊急時対策建屋に設置することで、共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とすることを確認した。 

緊急時対策所は、独立した緊急時対策建屋と一体の緊急時対策所遮へい等及びに換気空調設備として緊急時対策建屋非常用送風機，緊急時対策建

屋非常用フィルタ装置，緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び緊急時対策所可搬型エリアモニタを有

し、さらに、換気設備の電源を空冷式の常設代替交流電源設備又は緊急時対策所用代替交流電源設備から給電できる設計とする。これら中央制御室

に対して独立性を有した設備により居住性を確保できる設計とすることを確認した。 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 ｃ）緊急時対策所は、代替交流電源からの給電を可能とするこ

と。また、当該代替電源設備を含めて緊急時対策所の電源設備

は、多重性又は多様性を有すること。 

 

③ 緊急時対策所は、代替交流電源からの給電を可能とすることを確

認。また、当該代替電源設備を含めて緊急時対策所の電源設備は、

多重性又は多様性を有することを確認。 

 

 

 

 

 

 

③緊急時対策所については、全交流電源が喪失した場合においても、代替交流電源設備であるガスタービン発電機及び電源車から給電できる設計

とする。 

緊急時対策所に給電するため、ガスタービン発電機を 2台設置すること及び電源車については、1台緊保管する設計とすることを確認した。 

 

 

 ｄ）緊急時対策所の居住性が確保されるように、適切な遮蔽設計

及び換気設計を行うこと。 

 

④ 緊急時対策所の居住性が確保されるように、適切な遮蔽設計及び換

気設計を行うことを確認。 

 

 

 

 

④緊急時対策所の居住性が確保されるように、以下のとおり適切な遮蔽設計及び換気設計を行うことを確認した。 

 

緊急時対策所にとどまる重大事故等対策要員の被ばくの実効線量が 7日間で 100mSv を超えないように、建屋と一体となった緊急時対策所遮蔽、緊

急時対策所換気設備（緊急時対策所可搬型加圧空調機、緊急時対策所加圧装置の設置及び気密性によりを確保する設計とする。 

 

 

 ｅ）緊急時対策所の居住性については、次の要件を満たすもので

あること。 

  ① 想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島

第一原子力発電所事故と同等とすること。 

 

 

⑤-1-1 想定する放射性物質の放出量等は、東京電力株式会社福島第一

原子力発電所事故と同等とすることを確認。 

 

 

 

 

 

 

⑤-1-2 炉心の著しい損傷が発生した場合におけるグランドシャイン

を含めた被ばく評価にあっては、降雨による湿性沈着を考慮した

地表面沈着濃度の計算の妥当性が示されていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-1-1 

重大事故等対策要員の被ばくによる実効線量の評価については、想定する放射性物質の放出量等を東京電力福島第一原子力発電所事故と同等とし、

マスクの着用、交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を条件に入れていない評価を行い、緊急時対策所は 7日間で約 0.7mSv であること

を確認した。なお、緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事故後７日間で 100mSv を超えないことを判断基準とした。 

補足説明資料において、緊急時対策の居住性に係る被ばく評価が示され、被ばくの観点から放射性物質の放出量等は、東京電力株式会社福島第一原

子力発電所事故と同等とし、マスクの着用なし、交代要員の体制なし及びヨウ素剤を服用しない状況を想定し、７日間の被ばく評価が約 58mSv（緊

急時対策所）であること等が示されている。（参照：「61-10 緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価について」） 

 

⑤-1-2 補足説明資料において、降雨による湿性沈着を考慮した地表面沈着濃度の計算の妥当性が示されている。（参照：「緊急時対策所の居住性

に係る被ばく評価について」） 
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  ② プルーム通過時等に特別な防護措置を講じる場合を除き、

対策要員は緊急時対策所内でのマスクの着用なしとして評

価すること。 

 

⑤-2 プルーム通過時等に特別な防護措置を講じる場合を除き、緊急時

対策要員は緊急時対策所内でのマスクの着用なしとして評価する

ことを確認。 

 

 

 

 

 

 

⑤-2 女川では、プルーム通過時を含めて、緊急時対策所内における緊急時対策要員はマスクの着用なしで評価していることから対象外であるこ

とを確認した。 

 

  ③ 交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考慮し

てもよい。ただし、その場合は、実施のための体制を整備す

ること。 

 

⑤-3 交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考慮してもよ

い。ただし、その場合は、実施のための体制を整備することを確認。 

 

 

 

 

 

 

⑤-3 女川では、⑤-1-1 のとおり、交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考慮していないため、対象外としていることを確認した。 

 

補足説明資料において、緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価が示され、被ばくの観点から放射性物質の放出量等は、東京電力株式会社福島第一

原子力発電所事故と同等とし、マスクの着用なし、交代要員の体制なし及びヨウ素剤を服用しない状況を想定し、７日間の被ばく評価が約 0.7mSv

であること等が示されている。（参照：「緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価について」） 

 

 

  ④ 判断基準は、対策要員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超

えないこと。 

 

⑤-4 判断基準は、緊急時対策要員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超

えないことを確認。 

 

 

 

 

 

⑤-4 ⑤-1-1 及び⑤-1-2 のとおり、判断基準は、緊急時対策要員の実効線量が 7日間で 100mSv を超えないことを確認した。 

 

補足説明資料において、緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価が示され、被ばくの観点から放射性物質の放出量等は、東京電力株式会社福島第一

原子力発電所事故と同等とし、マスクの着用なし、交代要員の体制なし及びヨウ素剤を服用しない状況を想定し、７日間の被ばく評価が約 0.7mSv

であること等が示されている。（参照：「緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価について」） 

 

 

 ｆ）緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状

況下において、緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止する

ため、モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画

を設けること。 

 

⑥ 緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況下に

 

 

 

 

 

 

⑥以下のとおり、緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するため、モニ
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

おいて、緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するため、モニタ

リング及び作業服の着替え等を行うための区画を設けることを確

認。 

 

タリング及び作業服の着替え等を行うための区画を設けることを確認した。 

 

重大事故等が発生し、緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、対策要員が緊急時対策所の外側から室内に放射性

物質による汚染を持ち込むことを防止するため、身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うための区画を設置する設計とする。身体サーベイの結

果、対策要員の汚染が確認された場合は、緊急時対策要員の除染を行うことができる区画を、身体サーベイを行う区画に隣接して設置することがで

きるよう考慮する。 

 

 

（解釈） 

第６１条（緊急時対策所） 

２ 第２項に規定する「重大事故等に対処するために必要な数の

要員」とは、第１項第１号に規定する「重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員」に加え、少なくとも原子炉

格納容器の破損等による工場等外への放射性物質の拡散を

抑制するための対策に対処するために必要な数の要員を含

むものとする。   

 

⑦ 第２項に規定する「重大事故等に対処するために必要な数の要員」

とは、第１項第１号に規定する「重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員」に加え、少なくとも原子炉格納容器の破損等に

よる工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処

するために必要な数の要員を含むものとすることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に加え、原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を

抑制するための対策に対処するために必要な数の要員を含め、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容することができる設計とするこ

とを確認した。 

 

 

 

 

上記で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 43 条への適合性を確認する。 

補足説明資料において、設計方針等が記載された SA 設備の基準適合性一覧表及び類型化分類（共-2 類型化区分及び適合内容）が示されている。（参照：「SA設備基準適合性一覧表」） 

 

2.18.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43 条第 2項第 3号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等の安全機能と、共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適

切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

61 条で整理する重大事故等対処設備のうち、常設重大事故防止設備は無いが常設重大事故緩和設備について以下を考慮していることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

緊急時対策所 

 

以下の設計方針であることを確認した。 

・緊急時対策所は、中央制御室から独立した緊急時対策建屋と一体の遮蔽及び換気空調設備として、緊急時対策建屋非常用送風機，緊急時対策建屋非常用フィルタ

装置，緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び緊急時対策所可搬型エリアモニタを有し、換気空調設備の電源を常設代

替交流電源設備又は緊急時対策所用代替交流電源設備から給電できる設計とする。 
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・上記の中央制御室に対して独立性を有した設備により居住性を確保できる設計とする。 

緊急時対策所の遮蔽  緊急時対策所の遮蔽は、中央制御室とは離れた緊急時対策建屋に設置することで、共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とすること

を確認した。 

常設代替交流電源設備 

・ガスタービン発電機 

・ガスタービン発電設備軽油タンク 

・軽油タンク 

・ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ 

・ガスタービン発電機接続盤 

・緊急用高圧母線 2Ｆ系 

緊急時対策所用代替交流電源設備 

・緊急時対策所軽油タンク 

・緊急時対策所用高圧母線Ｊ系 

以下の設計方針であることを確認した。 

・緊急時対策所の電源設備は、2 号炉原子炉建屋内に設置する非常用交流電源設備とは離れた緊急用電気品建屋及び緊急時対策建屋に設置することで共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る設計とする。 

・常設代替交流電源設備は、中央制御室の電源である非常用交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、電源の冷却方式を空冷式とすることで

多様性を有する設計とする。 

・常設代替交流電源設備であるガスタービン発電機は、2 台で緊急時対策所を含む重大事故時に想定される負荷へ給電するために必要な容量を有する設計とする。

また、緊急時対策所用代替交流電源設備である電源車は、1 台で緊急時対策所に給電するために必要な容量を有する設計とすることで、ガスタービン発電機と電源

車で多様性を有する設計とする。 

 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第 43 条第 3 項第 7号） 

43 条の設計方針において、可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と、共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とすることを確認した。61 条で整理する重大事故等対処設備に可搬型重大事故防止設備は無いが、常設重大事

故緩和設備について以下を考慮していることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

緊急時対策所加圧装置（空気ボンベ）、酸素濃度計、

二酸化炭素濃度計、緊急時対策所可搬型エリアモニタ 

緊急時対策所の緊急時対策所加圧装置（空気ボンベ）、酸素濃度計、二酸化炭素濃度計、緊急時対策所可搬型エリアモニタは、中央制御室とは離れた緊急時対策建屋

に保管することで、共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とすることを確認した。 

緊急時対策所用代替交流電源設備 

・電源車 

緊急時対策所用代替交流電源設備である電源車は、2 号炉原子炉建屋内に設置する非常用交流電源設備とは離れた緊急時対策所の屋外に緊急時対策所用代替交流電

源設備として保管することで、共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とすることを確認した。 

 

c. 共用の禁止（第 43 条第 2項第 2号） 

61 条で整理する常設重大事故等対処設備は、2以上の原子炉施設と共用しないことを確認した。 

 

d. 複数の接続口（第 43 条第 3項第 3号） 

61 条で整理する可搬型重大事故等対処設備のうち、原子炉建屋又は原子炉補助建屋の外から水又は電力を供給する設備は無いことを確認した。 

 

e. 保管場所（第 43 条第 3項第 5号） 

61 条で整理する可搬型重大事故等対処設備のうち、位置的分散等を考慮すべき設計基準事故対処設備等は無いが、常設重大事故緩和設備等について以下を考慮していることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

・緊急時対策所加圧装置（空気ボンベ）、酸素濃度計、

二酸化炭素濃度計、緊急時対策所可搬型エリアモニタ 

緊急時対策所の緊急時対策所加圧装置（空気ボンベ）、酸素濃度計、二酸化炭素濃度計及び緊急時対策所可搬型エリアモニタは、中央制御室とは離れた緊急時対策建

屋に保管する設計であることを確認した。 

緊急時対策所用代替交流電源設備 

・電源車 

緊急時対策所用代替交流電源設備は、原子炉建屋内に設置する非常用交流電源設備及び緊急用電気品建屋と離れた緊急時対策建屋の屋外に保管することを確認した。 
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2.18.1.2 悪影響防止（第 43 条第 1 項第 5号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し、発電用原子炉施設

内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

緊急時対策所の遮蔽 緊急時対策所の遮蔽は、緊急時対策建屋と一体のコンクリート構造物とし、倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

緊急時対策所の緊急時対策建屋非常用送風機、緊急時

対策建屋非常用フィルタ装置、緊急時対策所加圧設備

（空気ボンベ） 

以下の設計方針であることを確認した。 

・緊急時対策所の緊急時対策建屋非常用送風機、緊急時対策建屋非常用フィルタ装置、緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）は、通常時に接続先の系統と分離され

た状態であること及び重大事故等時は重大事故等対処設備として系統構成ができることで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・緊急時対策所の緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）は、固縛等実施することで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

緊急時対策所の差圧計、酸素濃度計、二酸化炭素濃度

計、緊急時対策所可搬型エリアモニタ 

以下の設計方針であることを確認した。 

緊急時対策所の差圧計、酸素濃度計、二酸化炭素濃度計及び緊急時対策所可搬型エリアモニタは、他の設備から独立して使用することで、他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

緊急時対策所用代替交流電源設備 

・緊急時対策所用高圧母線 J系 

・電源車 

緊急時対策所の電源設備である緊急時対策所用高圧母線 J 系は、通常時は遮断器によりガスタービン発電機からの受電遮断器及び電源車からの受電遮断器から切り

離すことで、非常用交流電源設備に悪影響を及ぼさない設計とする。電源車は、輪留め等を実施することで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とすることを確認し

た。 
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2.18.2 容量等（第 43 条第 2 項第 11 号、第 43 条第 3 項第 1号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては、設計基準対象施設の容量等の仕様が、系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分である

ことを確認した上で、設計基準対象施設としての容量等と同仕様の設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので、重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を補

う必要があるものについては、その後の事故対応手段と合わせて、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系統

及び機器を使用するものについては、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とすること等を確認した。補足説明資料において、容量設定根拠が示されている。（参照：「容量設定根拠」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

緊急時対策所 緊急時対策所は、想定される重大事故等時において、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に加え、原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射

性物質の拡散を抑制するために必要な対策を行う要員として、緊急時対策所に最大 200 名を収容することができる設計とする。また、対策要員等が緊急時対策所に

7日間とどまり重大事故等に対処するために必要な数量の放射線管理用資機材や食料等を配備できる設計とすることを確認した。 

 

43 条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備は、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とするとともに、設備の機能、信頼度等を考慮し、予備を含めた保有数を確保することにより、必要な容量等に

加え、十分に余裕のある容量等を有する設計とすること等を確認した。 

61 条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

緊急時対策所の緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ） 緊急時対策所の緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）は、重大事故時において緊急時対策所の居住性を確保するため、緊急時対策所等を正圧化し、緊急時対策所等

内へ希ガスを含む放射性物質の侵入を防止するとともに、酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活動に支障がない範囲に維持するために必要な容量に加え、故障時及び保

守点検による待機除外時のバックアップを考慮し、十分な容量を保管する設計であることを確認した。 

酸素濃度計、二酸化炭素濃度計 以下の設計方針であることを確認した。 

・酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、緊急時対策所の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲内であることの測定が可能なものを，それぞれ 1 個使

用する。 

・保有数は，1個に加え，故障時及び保守点検時による待機除外時のバックアップ用として 1個のそれぞれ合計 2個を保管する。 

以下の設計方針であることを確認した。 

緊急時対策所用可搬型エリアモニタ 以下の設計方針であることを確認した。 

・緊急時対策所可搬型エリアモニタは，重大事故時において，緊急時対策所内の放射線量の監視に必要な測定範囲を有するものを 1台使用する。 

・保有数は、緊急時対策所の 1台に加え，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1台の合計 2台を保管する。 
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2.18.3 環境条件等 

a. 環境条件及び荷重条件（第 43 条第 1項第 1号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発揮できるよう、その設置場所（使用場所）

又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、設備等の配置状況（参照：「配置図」）が示され、配置状況における環境条件（参照：「共-2 類型化区分及び適合内容」）が示されている。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

緊急時対策所の遮蔽 緊急時対策所の遮蔽は、緊急時対策建屋と一体設置した屋外設備であり、重大事故等時の環境条件を考慮した設計とすることを確認した。 

緊急時対策所、緊急時対策建屋非常用送風機、緊急

時対策建屋非常用フィルタ装置、緊急時対策所加圧

設備（空気ボンベ）、差圧計、酸素濃度計、二酸化

炭素濃度計、緊急時対策所可搬型エリアモニタ、緊

急時対策所軽油タンク、緊急時対策所用高圧母線Ｊ

系 

緊急時対策所、緊急時対策建屋非常用送風機、緊急時対策建屋非常用フィルタ装置、緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）、差圧計、酸素濃度計、二酸化炭素濃度

計、緊急時対策所可搬型エリアモニタ、緊急時対策所軽油タンク、緊急時対策所用高圧母線Ｊ系は、緊急時対策建屋内に設置又は保管し、想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とすることを確認した。 

電源車 電源車は、屋外に保管及び設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とすることを確認した。 

 

b. 現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6号、第 43 条第 3 項第 4号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所の選定、遮蔽の設置等により

設置場所で操作できる設計又は放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作できる設計とすること等を確認した。 

 

61 条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

緊急時対策建屋非常用送風機、緊急時対策所加圧設備

（空気ボンベ）、差圧計、酸素濃度計、二酸化炭素濃

度計、緊急時対策所可搬型エリアモニタ、緊急時対策

所用高圧母線Ｊ系 

緊急時対策建屋非常用送風機、緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）、差圧計、酸素濃度計、二酸化炭素濃度計、緊急時対策所可搬型エリアモニタ、緊急時対策所用

高圧母線Ｊ系の操作は、緊急時対策所内で可能な設計とすることを確認した。 

 

電源車 設置場所で操作可能な設計とすることを確認した。 
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2.18.4 操作性及び試験・検査性について 

（１）操作性の確保（第 43 条第 1項第 2号、第 43 条第 1項第 4号、第 43 条第 3項第 2号、第 43 条第 3項第 6号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため、重大事故等時の環境条件を考慮し、操作が可能な設計とするとともに、現場操作に

おいて工具を必要とする場合は、一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて、確実に作業ができる設計とし、工具は、作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とすること等を確認した。 

 

61 条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

緊急時対策建屋非常用送風機、緊急時対策建屋非

常用フィルタ装置、緊急時対策所加圧設備（空気

ボンベ）、差圧計 

以下の設計方針であることを確認した。 

・緊急時対策所の緊急時対策建屋非常用送風機、緊急時対策建屋非常用フィルタ装置、緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）、差圧計は、設計基準対象施設と兼用せ

ず、他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

・緊急時対策建屋非常用送風機及び緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）は、緊急時対策所に設置する操作盤において、パネル操作による遠隔操作が可能な設計と

する（緊急時対策所等の正圧化操作）。 

酸素濃度計、二酸化炭素濃度計、可搬型エリアモニ

タ 

以下の設計方針であることを確認した。 

・酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、想定される重大事故等時において、設計基準対処施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用

する設計とする。酸素濃度計は及び二酸化炭素計は、人力により容易に持ち運びが可能な設計とするとともに、付属の操作スイッチにより、使用場所で操作が可能

な設計とする。 

・可搬型エリアモニタは、設計基準対象施設と兼用せず、他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。可搬型エリアモニタは、人力により容易に持ち運

びが可能な設計とするとともに、設置場所にて固定等が可能な設計とする。 

電源車 以下の設計方針であることを確認した。 

・電源車及び緊急時対策所軽油タンクは、設計基準対象施設と兼用せず、他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

・緊急時対策所用高圧母線Ｊ系は、緊急時対策建屋ＳＰＤＳ室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

（２）試験・検査（第 43 条第 1 項第 3号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できるよう、機能・性能の確認、漏えいの有無の

確認、分解点検等ができる構造とするとともに、発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は、発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き、運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な設

計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、点検及び試験の項目、保全の重要度、保全方式又は頻度及び内容が示されている。（参照：「試験・検査」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

緊急時対策所の遮蔽 緊急時対策所の遮蔽は、発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計とする。 

緊急時対策建屋非常用送風機、緊急時対策建屋非常用

フィルタ装置、緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ） 

緊急時対策所の緊急時対策建屋非常用送風機、緊急時対策建屋非常用フィルタ装置及び緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）は、発電用原子炉の運転中又は停止

中に機能・性能検査及び外観の確認が可能な設計とする。 

差圧計、酸素濃度計、二酸化炭素濃度計 差圧計、酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能なように、標準器等による模擬入力ができる設計とする。 

緊急時対策所用可搬型エリアモニタ 緊急時対策所用可搬型エリアモニタは、校正用線源による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正ができる設計とする。 

電源車、緊急時対策所軽油タンク、緊急時対策所用高

圧母線 J系 

以下の設計方針であることを確認した。 

・電源車は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験，特性試験、分解検査及び外観検査が可能な設計とする。 

・緊急時対策所軽油タンクは，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査並びに発電用原子炉の停止中に漏えい試験及び開放検査が可能な設計とする。 

・緊急時対策所用高圧母線 J 系は，発電用原子炉の停止中に特性試験及び外観検査が可能な設計とする。 
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女川原子力発電所２号炉に係る新基準適合性審査の視点、審査確認事項等の整理表（通信連絡設備（第３５条）及び通信連絡を行うために必要な設備（第６２条）） 

 

設計基準対象施設としては、第 35 条第 1項及び同条第 2項に基づき追加要求となった、設計基準事故が発生した場合において発電所内の人に必要な指示をするために多様性を確保した通信連絡設備を設ける設計とする

こと、また、発電所外の必要な場所と通信連絡するために多様性を確保した専用通信回線を設ける設計とすることを確認する。 

また、重大事故等対処施設としては、技術的能力基準 1.19 で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 62 条及び第 43 条への適合性を確認する。 

 

通信連絡設備（第３５条）及び通信連絡を行うために必要な設備（第６２条） 

1．適合方針（第 35 条関係） .................................................................................................................................................................. 35&62-3 

2.19.1 適合方針（第６２条関係） ............................................................................................................................................................ 35&62-5 

（１）設置許可基準規則への適合 ............................................................................................................................................................ 35&62-5 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 .................................................................................................................. 35&62-5 

ⅰ）発電所内の通信連絡を行うための設備 .................................................................................................................................................. 35&62-5 

a. 通信連絡設備（発電所内） .......................................................................................................................................................... 35&62-5 

ⅱ）発電所外との通信連絡を行うための設備 ................................................................................................................................................ 35&62-5 

a. 通信連絡設備（発電所外） .......................................................................................................................................................... 35&62-5 

２）技術的能力審査基準での対応との整合性 ................................................................................................................................................ 35&62-7 

ⅰ）発電所内の通信連絡を行うための設備 .................................................................................................................................................. 35&62-8 

a. 通信連絡設備（発電所内） .......................................................................................................................................................... 35&62-8 

b. 安全パラメータ表示システム（SPDS） ................................................................................................................................................ 35&62-8 

c. 計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有する通信連絡設備（発電所内） ........................................................................................... 35&62-9 

ⅱ）発電所外との通信連絡を行うための設備 ............................................................................................................................................... 35&62-10 

a. 通信連絡設備（発電所外） ......................................................................................................................................................... 35&62-10 

b. データ伝送設備 ................................................................................................................................................................... 35&62-11 

c.    計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外の必要な場所で共有する通信連絡設備（発電所外） ....................................................................................... 35&62-11 

（２）設置許可基準規則解釈への適合 ....................................................................................................................................................... 35&62-12 

2.19.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 ................................................................................................................................................... 35&62-13 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第４３条第２項第３号） ............................................................................................................................ 35&62-13 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第４３条第３項第７号） .................................................................................................... 35&62-13 

c. 共用の禁止（第４３条第２項第２号） .................................................................................................................................................. 35&62-14 

d. 複数の接続口（第４３条第３項第３号） ................................................................................................................................................ 35&62-14 

e. 保管場所（第４３条第３項第５号） .................................................................................................................................................... 35&62-14 

2.19.1.2 悪影響防止（第４３条第１項第５号） ............................................................................................................................................. 35&62-15 

2.19.2 容量等（第４３条第２項第１号、第４３条第３項第１号） ............................................................................................................................... 35&62-16 

2.19.3 環境条件等 ......................................................................................................................................................................... 35&62-17 

a. 環境条件及び荷重条件（第４３条第１項第１号） ........................................................................................................................................ 35&62-17 

b. 現場の作業環境（第４３条第１項第６号、第４３条第３項第４号） ........................................................................................................................ 35&62-18 

2.19.4 操作性及び試験・検査性について ..................................................................................................................................................... 35&62-19 
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（１）操作性の確保（第４３条第１項第２号、第４３条第１項第４号、第４３条第３項第２号、第４３条第３項第６号） ............................................................................. 35&62-19 

（２）試験・検査（第４３条第１項第３号） ................................................................................................................................................. 35&62-20 
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1．適合方針（第 35 条関係） 

設置許可基準規則/解釈 審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 （通信連絡設備） 

第三十五条 工場等には、設計基準事故が発生し

た場合において工場等内の人に対し必要な指示

ができるよう、警報装置（安全施設に属するも

のに限る。）及び多様性を確保した通信連絡設

備（安全施設に属するものに限る。）を設けな

ければならない。 

 

（解釈） 

第３５条（通信連絡設備） 

１  第１項に規定する「通信連絡設備」とは、

原子炉制御室等から人が立ち入る可能性のあ

る原子炉建屋、タービン建屋等の建屋内外各

所の者への操作、作業又は退避の指示等の連

絡を、ブザー鳴動等により行うことができる

装置及び音声により行うことができる設備を

いう。 

 
 

工場等には、設計基準事故が発生した場合において

工場等内の人に対し必要な指示ができる設備を設置

する方針としているか。 

 

 

 

① 設計基準事故が発生した場合において、工場等

内の通信連絡設備（安全施設に属するものに限

る。）は、原子炉制御室等から人が立ち入る可能

性のある原子炉建屋、タービン建屋等の建屋内

外各所の者への操作、作業又は退避の指示等の

連絡を、ブザー鳴動により行うことができる装

置及び音声により行うことができる設備を配備

する方針であることを確認。 

 

② 多様性を確保した通信連絡設備として、ページ

ング、携帯型通話設備（ＰＨＳ）等音声により行

うことができる装置が配備される方針であるこ

とを確認。 

 

 

 

本発電所内の通信連絡設備として、多様性を確保した通信設備を設置する設計とすることを確認した。 

緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送できる設備として、必要な情報を把握できる設備

（安全パラメータ表示システム）（以下「SPDS」という。）※を設置する設計とすることを確認した。 

※ 安全パラメータ表示システム（SPDS）は、データ伝送装置、緊急時対策支援システム伝送装置及びSPDS

表示装置から構成される。 

 

① 中央制御室、緊急時対策所等から人が立ち入る可能性のある建屋内外各所の者に対し、相互に必要な操

作、作業、退避の指示及び連絡を行うことができるよう、送受話器（警報装置を含む。）、電力保安通信用

電話設備、無線連絡設備及び衛星電話設備を設置又は保管し、多様性を確保する設計とすることを確認し

た。 

 

 

 

 

 

② ①のとおり、送受話器（ページング）（警報装置を含む）、電力保安通信用電話設備等の多様性を確保し

た通信連絡設備（発電所内）を設置する設計であることを確認した。 

 

補足説明資料において、通信連絡設備（発電所内）の多様性が示されている。（第2.2-1表） 

また、通信連絡設備（発電所内）の概要が示されている。（第2.2-1図）  

なお、多様性を確保した通信連絡設備として、以下のものがある。 

送受話器（ページング）（警報装置を含む）、電力保安通信用電話設備（固定電話機、PHS端末、

FAX）、衛星電話設備（固定、衛携帯）、無線連絡設備（固定、携帯）、移動無線設備（固定、車載）携

行型通話装置 

 

 

 （通信連絡設備） 

第三十五条  

２ 工場等には、設計基準事故が発生した場合に

おいて発電用原子炉施設外の通信連絡をする必

要がある場所と通信連絡ができるよう、多様性

を確保した専用通信回線を設けなければならな

い。 

 

（解釈） 

第３５条（通信連絡設備） 

工場等には、設計基準事故が発生した場合において

発電用原子炉施設外の通信連絡をする必要がある場

所と通信連絡ができることとしているか。 

 

（所外必要箇所の選定） 

① 発電用原子炉施設外の通信連絡をする必要があ

る場所（本店、原子力規制庁、関係自治体等）が

選定されていることを確認。 

 

（通信連絡設備及びデータ伝送設備） 

② 選定された施設外必要箇所への事故の発生等に

 

 

 

 

 

① 本発電所外の本店(宮城)、国、地方公共団体、その他関係機関等へ連絡できるよう、通信連絡設備を設

置する設計とすることを確認した。 

 

 

 

② 緊急時対策支援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送する設備として、データ伝送設備※1、統合原子
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設置許可基準規則/解釈 審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

２ 第２項に規定する「通信連絡する必要がある

場所と通信連絡ができる」とは、所外必要箇所

への事故の発生等に係る連絡を音声により行

うことができる通信連絡設備、及び所内（原子

炉制御室等）から所外の緊急時対策支援シス

テム（ERSS）等へ必要なデータを伝送できる設

備を常時使用できることをいう。 

 
 

係る連絡を音声により行うことができる通信連

絡設備、及び所内（原子炉制御室等）から所外の

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必要な

データを伝送できる設備を備え、それらが常時

使用できる方針であることを確認。 

 

力防災ネットワークを用いた通信連絡設備※2を設置する設計とすることを確認した。 

※1 データ伝送設備とは、安全パラメータ表示システム（SPDS）のうち、SPDS伝送装置を示す。 

※2 統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備は、テレビ会議システム、IP電話及びIP-FAXか

ら構成される。 

設計基準事故が発生した場合において、発電所外の本社、国、自治体、その他関係機関等の必要箇所と

通信連絡ができるよう通信連絡設備（発電所外）として、電力保安通信用電話設備、社内テレビ会議シ

ステム、局線加入電話設備、衛星電話設備、専用電話設備及び統合原子力防災ネットワークを用いた通

信連絡設備を設けることを確認した。また、発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ERSS）

へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備を設けることを確認した。 

 

補足説明資料において、通信連絡設備（発電所外）の多様性が示されている。（第2.5-1表、第2.5-1

図）  

また、通信連絡設備（発電所外〔社内関係箇所〕）及び通信連絡設備（発電所外〔社外関係箇所〕）の

概要が示されている。（第10.12-1表、第2.1-1図） 

 

 

（解釈） 

第３５条（通信連絡設備） 

３ 第２項に規定する「多様性を確保した専用通

信回線」とは、衛星専用 IP 電話等、又は発電

用原子炉設置者が独自に構築する専用の通信

回線若しくは電気通信事業者が提供する特定

顧客専用の通信回線等、輻輳等による制限を

受けることなく使用できるとともに、通信方

式の多様性（ケーブル及び無線等）を備えた構

成の回線をいう。 

 
 

多様性を確保した専用通信回線を設置する方針とし

ているか。 

 

① 多様性を確保した専用通信回線として、有線系、

無線系又は衛星系回線による通信方式の異なる

多様性を確保し、輻輳等による制限を受けない

専用通信回線に接続する設計としていることを

確認。 

 

 

 

 

 

 

 

① 通信連絡設備は、有線系回線、無線系回線又は衛星系回線による多様性を備えた専用通信回線に接続する

とともに、輻輳等による制限を受けることなく常時使用できる設計とすることを確認した。 

 

通信連絡設備（発電所外）及びデータ伝送設備については、有線系回線、無線系回線又は衛星回線によ

り多様性を確保した専用回線に接続し、輻輳等による制限を受けることなく常時使用できる設計とする

ことを確認した。 

 

補足説明資料において、多様性を確保した専用回線として、通信回線の種別、主要設備、専用の別、輻輳

の制限等が示されている。（第 2.5-1 表） 

 

 

（解釈） 

第３５条（通信連絡設備） 

４ 第３５条において、通信連絡設備等について

は、非常用所内電源系又は無停電電源に接続

し、外部電源が期待できない場合でも動作可

能でなければならない。 

 
 

設計基準事故が発生した場合においても動作可能な

通信設備等を設置する方針としているか。 

 

① 通信連絡設備等は、外部電源に期待できない場

合でも動作可能とするため、非常用所内電源系

又は無停電電源に接続した設計であることを確

認。 

 

 

 

 

 

① これらの設備については、非常用所内電源又は無停電電源に接続する設計とすることを確認した。安全パ

ラメータ表示システム（SPDS）は，非常用所内電源設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）に接続

し，外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とすることを確認した。 

補足説明資料において、電源系統、電源設備が示されている。（第2.6-1,2図、第2.6-1～4表） 
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2.19.1 適合方針（第６２条関係） 

（１）設置許可基準規則への適合 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 （通信連絡を行うために必要な設備） 

第六十二条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合

において当該発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けなければな

らない。 

 

① 技術的能力審査基準1.19により抽出された重大事故等対処設備が

網羅的に整理されていることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 技術的能力審査基準 1.19 により抽出された手順毎に重大事故等対処設備が網羅的に整理されていることを確認した。 

 

ⅰ）発電所内の通信連絡を行うための設備 

a. 通信連絡設備（発電所内） 

＜通信連絡設備（発電所内）＞ 

 衛星電話設備（固定、携帯） 

 無線連絡設備（固定、携帯） 

 携帯型通話装置 

 

b. 安全パラメータ表示システム（SPDS） 

＜データ伝送設備（発電所内）＞ 

 安全パラメータ表示システム（SPDS） 

 

c. 計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共 

有する通信連絡設備（発電所内） 

a.の＜通信連絡設備（発電所内）＞と同じ 

 

ⅱ）発電所外との通信連絡を行うための設備 

a. 通信連絡設備（発電所外） 

＜通信連絡設備（発電所外）＞ 

 衛星電話設備（固定、携帯） 

 統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備 

 

b. データ伝送設備 

＜データ伝送設備（発電所外）＞ 

 データ伝送設備（緊急時対策支援システム伝送装置） 
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審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

 

 

 

 

 

 

② ①により抽出された重大事故等対処設備について、43 条要求対応

を確認するため設備分類（常設/可搬）を確認。 

 

 

 

 

③ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設

備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）として使用する設備

が重大事故等対処設備として整理されていることを確認。 

 

c. 計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外の必要な場所で共 

有する通信連絡設備（発電所外） 

a.の＜通信連絡設備（発電所外）＞と同じ 

 

補足説明資料において、要求事項（技術的能力審査基準、設置許可基準規則及び技術基準規則）と重大事故等対処設備の対応関係が整理され示され

ている。（参照：「共-1 重大事故等対処設備の設備分類及び選定について」） 

 

② 重大事故等対処設備の設備分類（常設/可搬）が「重大事故等対処設備の設備分類等」に整理されていることを確認した（常設/可搬の要求に対

する適合は、10.12.2.2.1 多様性、位置的分散以降に記載されている）。 

 

補足説明資料において、耐震設計の設備分類【39 条地震による損傷の防止】及び機器クラスが示されている。（参照：「共-1 重大事故等対処設備の

設備分類及び選定について」）。 

 

③ 流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備として重大事故等対処設備が整理されていることを確認した。 

  

 常設代替交流電源設備【57 条】電源設備 

 可搬型代替交流電源設備【57 条】電源設備 

 緊急時対策所用代替電源設備【61条】緊急時対策所 

 

上記のうち、【】が記載されている設備については、43 条の設計方針が【】内の条文等で整理されていることを確認した。 
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２）技術的能力審査基準での対応との整合性 

審査の視点及び確認事項 

技術的能力審査基準での対応を踏まえ、対応手段ごとに「設備の目的」、その対応手段ごとに「機能喪失の想定」、「使用機器」、「系統構成」及び「その他の設備」の内容が記載されていることを確認。 

 

（設備の目的） 

① 対応手段に対して重大事故等対処設備が整理されていることを確認。 

② ①における重大事故等対処設備について、具体的な設計方針を確認。 

 

（機能喪失の想定） 

③ 対応手段ごとに使用条件（どのような機能喪失時に使用するのか）が明確にされていることを確認。（機能喪失する設計基準対処設備がない場合は、使用条件を記載） 

 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（該当設備のみ）と手順の概略系統図が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（該当設備のみ）に記載されていることを確認。 

 

（その他の設備） 

⑥ 系統構成を踏まえ、流路として使用する設備及び①以外の重大事故等時に期待する設備（電源、水源、冷却機能【弁・配管除く】）が重大事故等対処設備として記載されていることを確認。 

＜ＢＷＲの場合＞ 

例：高圧代替注水系を用いた冷却に期待する場合は、高圧代替注水系の他、原子炉圧力容器【流路】、所内蓄電式直流電源設備【電源】、復水貯蔵槽【水源】等が含まれる。 

（ただし（設備の目的）①に整理された重大事故等対処設備を除く。） 
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ⅰ）発電所内の通信連絡を行うための設備 

a. 通信連絡設備（発電所内） 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（通信連絡設備（発電所内））として、衛星電話設備，無線連絡設備及び携行型通話装置を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

＜通信連絡設備（発電所内）＞ 

 重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための通信連絡設備（発電所内）として，衛星電話設備，無線連絡設備及び携行型通話装置を設置又は保管する。 

 衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯）は、緊急時対策所内に保管する設計とする。 

 無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯）は、中央制御室及び緊急時対策所に保管する。 

 携行型通話装置は、緊急時対策所に保管する。 

 衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定）及び無線連絡設備のうち無線連絡設備（固定）は、中央制御室、緊急時対策所に設置し、屋外に設置したアンテナと接続することにより、屋内で使用可能な設計とする。 

 衛星電話設備及び無線連絡設備のうち中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定）及び無線連絡設備（固定）は，中央制御室待避所においても使用できる設計とする。 

 衛星電話設備及び無線連絡設備のうち中央制御室内に設置する衛星電話設備（固定）及び無線連絡設備（固定）は，非常用交流電源設備に加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，代替電源設備である

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 衛星電話設備及び無線連絡設備のうち緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定）及び無線連絡設備（（固定））は，非常用交流電源設備に加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，代替電源設備で

ある常設代替交流電源設備又は緊急時対策所用可搬型電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 携帯 

 衛星電話設備及び無線連絡設備のうち衛星電話設備（携帯）、無線連絡設備（携帯）及び携行型通話装置の電源は、代替電源設備として、充電式電池又は乾電池を使用する設計とする。 

 充電式電池を用いるものについては、ほかの端末又は予備の充電式電池と交換することにより 7 日間以上継続して通話を可能とし、使用後の充電式電池は，中央制御室又は緊急時対策所の電源から充電すること

ができる設計とする。また，乾電池を用いるものについては，予備の乾電池と交換することにより，7 日間以上継続して通話ができる設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 重大事故等時が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（図 10.12-1 通信連絡設備系統概要図）と追補の概略系統図（第 3.19.1 図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が系統概要図（図 10.12-1）に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統図へ示されている。（参照：「62-4 系統図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、電源として非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備として使用することを確認した。また、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、緊急時対策所用可搬型電源設備を重大事故等対処設備

として使用することを確認した。 

 

b. 安全パラメータ表示システム（SPDS） 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（安全パラメータ表示システム（SPDS））として、安全パラメータ表示システム（SPDS）※を使用することを確認した。 

※ 安全パラメータ表示システム（SPDS）として、データ収集装置、SPDS 伝送装置及び SPDS 表示装置が設置される。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

＜データ伝送設備（発電所内）＞ 
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 重大事故等に対処するために、緊急時対策所へデータを伝送するための設備（安全パラメータ表示システム（SPDS））として、データ収集装置、SPDS 伝送装置及び SPDS 表示装置を設置する。 

 安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ収集装置は，制御建屋内に設置し，SPDS 伝送装置及び SPDS 表示装置は，緊急時対策所内に設置する設計とする。 

 データ収集装置の電源は、非常用交流電源設備に加えて、全交流動力電源が喪失した場合においても、常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 緊急時対策所内に設置する SPDS 伝送装置及び SPDS 表示装置の電源は、非常用交流電源設備からの給電が可能な設計とする。さらに、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備として、常設代替

交流電源設備又は緊急時対策所用可搬型電源設備からの給電が可能な設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送する場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略系統図（図 10.12-1 通信連絡設備系統概要図）と追補の概略系統図（第 1.19.1 図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（図 10.12-1）に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統図へ示されている。（参照：「62-4 系統図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、電源として非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備として使用することを確認した。また、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、緊急時対策所用可搬型電源設備等を重大事故等対処設

備として使用することを確認した。 

 

c. 計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有する通信連絡設備（発電所内） 

確認結果（女川２号） 

a. の＜通信連絡設備（発電所内）＞と以下の項目を除き同じ。その他の項目については、通信連絡設備（発電所内）を参照。 

（設備の目的） 

① 計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有するための通信連絡設備として、衛星電話設備、無線連絡設備及び携行型通話装置を使用することを確認した。 

（機能喪失の想定） 

③ 重大事故等が発生した場合であって計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有する場合を想定していることを確認した。 
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ⅱ）発電所外との通信連絡を行うための設備 

a. 通信連絡設備（発電所外） 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（通信連絡設備（発電所外）として、衛星電話設備、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備を使用することを確認した。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

＜通信連絡設備（発電所外）＞ 

 重大事故等が発生した場合において、発電所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため、通信連絡設備（発電所外）として、衛星電話設備及び統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備

を設置又は保管する設計とする。 

 緊急時対策所に設置する衛星電話設備は、「ⅰ）a. 発電所内の通信連絡をする必要のある場所との通信連絡」と同じである。 

 統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備は、緊急時対策所に設置する。 

 統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備は，非常用交流電源設備に加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，代替電源設備である常設代替交流電源設備及び緊急時対策所用携帯電源設備か

らの給電が可能な設計とする。 

 、衛星電話設備及び統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備については、固縛又は転倒防止処置を講じる等、基準地震動による地震力に対し、機能喪失しない設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 重大事故等が発生した場合に発電所外（社内外）の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略図（図 10.12-1 通信連絡設備系統概略図）と追補の概略系統図（第 1.19.1 図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（図 10.12-1）に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統図へ示されている。（参照：「62-4 系統図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、電源として非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備として使用することを確認した。また、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、緊急時対策所用可搬型電源設備等を重大事故等対処設

備として使用することを確認した。 
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b. データ伝送設備 

確認結果（女川２号） 

（設備の目的） 

① 重大事故等対処設備（データ伝送設備）としてデータ伝送設備※を使用することを確認した。 

※ データ伝送設備とは、必要な情報を把握できる設備（安全パラメータ表示システム（SPDS））のうち、SPDS 伝送装置を示す。 

② 具体的に、以下のとおり設計することを確認した。 

＜データ伝送設備（発電所外）＞ 

 重大事故等が発生した場合において、発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送するデータ伝送設備として、SPDS 伝送装置を設置する。 

 SPDS 伝送装置は、緊急時対策所に設置する。 

 緊急時対策所に設置する SPDS 伝送装置の電源は、非常用交流電源設備からの給電が可能な設計とする。さらに、全交流動力電源が喪失した場合においても、代替電源設備として、常設代替交流電源設備又は緊急

時対策所用可搬型電源設備からの給電ができる設計とする。 

 緊急時対策支援システム（ERSS）へのデータ伝送の機能に係る設備及び緊急時対策所の通信連絡機能に係る設備としての安全パラメータ表示システム（SPDS）、データ伝送設備、無線連絡設備、携行型通話装置、

衛星電話設備及び統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備については、固縛又は転倒防止処置を講じる等、基準地震動による地震力に対し、機能喪失しない設計とする。 

（機能喪失の想定） 

③ 重大事故等が発生した場合に発電所内から発電所外の緊急時対策支援システム（ERSS）等へ必要なデータの伝送を行う場合を想定していることを確認した。 

（系統構成） 

④ 系統構成については、設備の概略図（図 10.12-1 通信連絡設備系統概要図）と追補の概略系統図（第 1.19.1 図）が整合していることを確認。 

⑤ ①で示す設備が概略系統図（図 10.12-1）に記載されていることを確認した。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備が系統図へ示されている。（参照：「62-4 系統図」） 

（その他の設備） 

⑥ ①以外で、電源として非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備として使用することを確認した。また、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、緊急時対策所用可搬型電源設備を重大事故等対処設備

として使用することを確認した。 

 

c. 計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外の必要な場所で共有する通信連絡設備（発電所外） 

確認結果（女川２号） 

a. の＜通信連絡設備（発電所外）＞と以下の項目を除き同じ。その他の項目については、通信連絡設備（発電所外）を参照。 

（設備の目的） 

① 計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有するための通信連絡設備として、衛星電話設備、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備を使用することを確認した。 

（機能喪失の想定） 

③ 重大事故等が発生した場合であって計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有する場合を想定していることを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  35&62-12 

（２）設置許可基準規則解釈への適合 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

 

第６２条（通信連絡を行うために必要な設備） 

１ 第６２条に規定する「発電用原子炉施設の内外の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備」とは、以

下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行う

ための設備をいう。 

 ａ）通信連絡設備は、代替電源設備（電池等の予備電源設備を含

む。）からの給電を可能とすること。 

 

① 通信連絡設備は、代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）から

の給電を可能とすることを確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 衛星電話設備、無線連絡設備、携行型通話装置、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備、安全パラメータ表示システム

(SPDS)は、緊急時対策所用可搬型電源設備、可搬型代替交流電源設備、常設代替交流電源設備等から給電され、これらの電源は、水冷で

あるディーゼル発電機等に対し空冷式であることから、設計基準事故対処設備としての電源に対して多様性を有していることを確認し

た。 

 

通信連絡設備は、代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）からの給電を可能とすることを確認した。詳細は 2.19.1 2)参照。 

 

上記で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 43 条への適合性を確認する。 

補足説明資料において、設計方針等が記載された SA 設備の基準適合性一覧表及び類型化分類（共-2 類型化区分及び適合内容）が示されている。（参照：「SA設備基準適合性一覧表」） 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  35&62-13 

2.19.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第４３条第２項第３号） 

４３条の設計方針において、常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等の安全機能と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適

切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

６２条で整理する重大事故等対処設備のうち、常設重大事故防止設備兼常設重大事故緩和設備として、以下を考慮していることを確認した。 

補足説明資料において、設備等の位置的分散等の配置状況が示されている。（参照：「配置図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

無線連絡設備（固定） 

衛星電話設備（固定） 

以下の設計方針であることを確認した。 

 無線連絡設備のうち無線連絡設備（固定）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定）の電源は，送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急時対策所用可搬型電源設備からの給電により使用することで，非

常用交流電源設備及び充電器（蓄電池）からの給電により使用する送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。 

 無線連絡設備（固定）及び衛星電話設備（固定）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

b. 設計基準事故対処設備等及び常設重大事故防止設備との多様性（第４３条第３項第７号） 

４３条の設計方針において、可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と、共通要因によって同時にその機能が

損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とすることを確認した。 

６２条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬重大事故防止設備兼可搬重大事故緩和設備として、以下を考慮していることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

携行型通話装置 以下の設計方針であることを確認した。 

 携行型通話装置の電源は，送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，乾電池を使用することで，非常用交

流電源設備及び充電器（蓄電池）からの給電により使用する送受話器及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。 

 携行型通話装置は，中央制御室及び緊急時対策所内に保管することで，送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう位置的分散を図る設計とする。 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯） 以下の設計方針であることを確認した。 

 無線連絡設備（携帯）の電源は，送受話器及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電式電池を使用することで，非常用交流電

源設備及び充電器（蓄電池）からの給電により使用する送受話器及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。 

 無線連絡設備（携帯）は、緊急時対策所内に保管することで，送受話器及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 

 

また、６２条で整理する重大事故等対処設備について、以下を考慮していることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯）、無

線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯）、携行

型通話装置 

 

無線連絡設備（携帯），衛星電話設備（携帯）及び携行型通話装置は，それぞれ異なる通信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設

計とすることを確認した。 

 

 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  35&62-14 

c. 共用の禁止（第４３条第２項第２号） 

４３条の設計方針において、２以上の原子炉施設と共用しないことを確認した。ただし、共用対象の施設ごとに要求される技術的要件（重大事故等に対処するための必要な機能）を満たしつつ、２以上の発電用原子炉

施設と共用することによって、安全性が向上し、かつ、同一の発電所内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、共用できる設計とすることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

通信連絡設備のうち無線連絡設備、衛星電話

設備のうち衛星連絡設備、統合原子力防災ネ

ットワークを用いた通信連絡設備、安全パラ

メータ表示システム（SPDS）、データ伝送設備、 

以下の設計方針であることを確認した。 

 中央制御室及び緊急時対策所内に設置する無線連絡設備，衛星電話設備，統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備，安全パラメータ表示システム（SPDS）

及びデータ伝送設備は，二以上の発電用原子炉施設と共用しない設計とする。 

 

 

d. 複数の接続口（第４３条第３項第３号） 

６２条で整理する重大事故等対処設備に、可搬型重大事故等対処設備はないことを確認した。 

 

e. 保管場所（第４３条第３項第５号） 

６２条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備として、以下を考慮していることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

携行型通話装置 携行型通話装置は、設計事故対処設備である送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう、位置的分散を考慮し

て、中央制御室に保管する設計とすることを確認した。 

無線連絡設備（携帯） 

衛星電話設備（携帯） 

無線連絡設備（携帯）及び衛星電話設備（携帯）は，緊急時対策所内に保管することで，送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機

能を損なわないよう位置的分散を図る設計とすることを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  35&62-15 

2.19.1.2 悪影響防止（第４３条第１項第５号） 

４３条の設計方針において、重大事故等対処設備は、重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し、発電用原子炉施

設内の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（固定）、衛

星電話設備のうち衛星電話設備（固定）、携行

型通話装置、統合原子力防災ネットワークを

用いた通信連絡設備、安全パラメータ表示シ

ステム（SPDS）、データ伝送設備 

これらの通信連絡設備は、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする

ことを確認した。 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯）、衛

星電話設備のうち衛星電話設備（携帯） 

これらの通信連絡設備は、他の設備から独立して使用可能な設計とすることにより、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  35&62-16 

2.19.2 容量等（第４３条第２項第１号、第４３条第３項第１号） 

４３条の設計方針において、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては、設計基準対象施設の容量等の仕様が、系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であ

ることを確認した上で、設計基準対象施設としての容量等と同仕様の設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので、重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を

補う必要があるものについては、その後の事故対応手段と合わせて、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系

統及び機器を使用するものについては、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、容量の設定根拠が示されている。（参照：「容量設定根拠」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（固定）、衛

星電話設備のうち衛星電話設備（固定） 

これらの通信連絡設備は、想定される重大事故等時において，発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な個数を設置する設計とすることを

確認した。 

安全パラメータ表示システム（SPDS） 安全パラメータ表示システム（SPDS）は、想定される重大事故等時において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所に必要なデータ量を伝送することができる設計と

することを確認した。 

統合原子力防災ネットワークを用いた通信連

絡設備 

統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備は、想定される重大事故等時において，発電所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な個数

を設置する設計とすることを確認した。 

データ伝送設備 データ伝送設備は、想定される重大事故等時において、発電所外の通信連絡をする必要のある場所に必要なデータ量を伝送することができる設計とすることを確認した。 

 

４３条の設計方針において、可搬型重大事故等対処設備は、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とするとともに、設備の機能、信頼度等を考慮し、予備を含めた保有数を確保する等により、必要な容量等に

加え、十分に余裕のある容量等を有することを確認した。 

６２条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

補足説明資料において、容量の設定根拠が示されている。（参照：「容量設定根拠」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

携行型通話装置 携行型通話装置は、想定される重大事故等時において，発電所内の建屋内で必要な通信連絡を行うために必要な個数を保管する設計とする。保有数は，重大事故等に対処

するために必要な個数と故障時及び保守点検時のバックアップ用を加え，一式を保管する設計とすることを確認した。 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯） 無線連絡設備（携帯）は、想定される重大事故等時において，発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な個数を保管する設計とする。保有数

は，重大事故等に対処するために必要な個数と故障時及び保守点検時のバックアップ用を加え，一式を保管する設計とすることを確認した。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯） 衛星電話設備（携帯）は、想定される重大事故等時において，発電所内及び発電所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な個数を保管する設計

とする。保有数は，重大事故等に対処するために必要な個数と故障時及び保守点検時のバックアップ用を加え，一式を保管する設計とすることを確認した。 

  



新規制基準適合性審査 確認事項（女川原子力発電所２号炉） 

最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  35&62-17 

2.19.3 環境条件等 

a. 環境条件及び荷重条件（第４３条第１項第１号） 

４３条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発揮できるよう、その設置場所（使用場所）

又は保管場所に応じた耐環境性を有する設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、設備等の配置状況（参照：「配置図」）が示され、配置状況における環境条件（参照：「共-2 類型化区分及び適合内容」）が示されている。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

携行型通話装置 携行型通話装置は，中央制御室に保管し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とすることを確認した。 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（固定）、 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定） 

以下の設計方針であることを確認した。 

・無線連絡設備のうち無線連絡設備（固定）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定）の操作は，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

・無線連絡設備のうち無線連絡設備（固定）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置し，想定される重大事故等時におけ

る環境条件を考慮した設計とする。 

安全パラメータ表示システム（SPDS） 以下の設計方針であることを確認した。 

・安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちSPDS 表示装置は，緊急時対策所内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

・安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちSPDS伝送装置は，緊急時対策所内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

統合原子力防災ネットワークを用いた通信連

絡設備 

統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備は，緊急時対策所内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とすることを確認した。 

 

データ伝送設備 データ伝送設備は，制御建屋内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とすることを確認した。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  35&62-18 

b. 現場の作業環境（第４３条第１項第６号、第４３条第３項第４号） 

４３条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所の選定、遮蔽の設置等によ

り設置場所で操作できる設計又は放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作できる設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（固定）、 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定） 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定），無線連絡設備のうち無線連絡設備（固定）は、設置場所で操作が可能な設計とすることを確認した。 

安全パラメータ表示システム（SPDS） 以下の設計方針であることを確認した。 

・SPDS伝送装置は，想定される重大事故等時に操作を行う必要がない設計とする。 

・SPDS 表示装置の操作は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

統合原子力防災ネットワークを用いた通信連

絡設備 

統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備の操作は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計とすることを確認した。 

 

データ伝送設備 データ伝送設備は，想定される重大事故等時に操作を行う必要がない設計とすることを確認した。 

 

６２条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

携行型通話装置 携行型通話装置は，想定される重大事故等時において，発電所内の建屋内で使用し，使用場所で操作が可能な設計とすることを確認した。 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯）、衛

星電話設備のうち衛星電話設備（携帯） 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯）及び衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯）は，発電所内の屋外で使用し，使用場所で操作が可能な設計とすることを確認し

た。 
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最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。  35&62-19 

2.19.4 操作性及び試験・検査性について 

（１）操作性の確保（第４３条第１項第２号、第４３条第１項第４号、第４３条第３項第２号、第４３条第３項第６号） 

４３条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため、重大事故等時の環境条件を考慮し、操作が可能な設計とするとともに、現場操作に

おいて工具を必要とする場合は、一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて、確実に作業ができる設計とし、工具は、作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、全体の系統構成が系統図として示されている。（参照：「系統図」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（固定） 以下の設計方針であることを確認した。 

 無線連絡設備（固定）は、中央制御室待避室で使用する場合，切替え操作を行わずに使用できる設計とする。 

 無線連絡設備（固定）は、想定される重大事故等時において，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計と

し，付属の操作スイッチにより，設置場所で操作が可能な設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定） 以下の設計方針であることを確認した。 

 衛星電話設備（固定）中央制御室待避室で使用する場合，切替え操作を行わずに使用できる設計とする。 

 衛星電話設備（固定）は、想定される重大事故等時において，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とし，

付属の操作スイッチにより，設置場所で操作が可能な設計とする。 

安全パラメータ表示システム（SPDS） 以下の設計方針であることを確認した。 

・安全パラメータ表示システム（SPDS）及びデータ伝送設備は，想定される重大事故等時において，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対

処設備として使用する設計とする。 

 安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ収集装置及びSPDS伝送装置は、常時伝送を行うため、通常操作を必要としない設計とする。 

 安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちSPDS表示装置は、付属の操作スイッチにより特別な技量を要することなく、設置場所で確実に操作が可能な設計とする。 

統合原子力防災ネットワークを用いた通信連

絡設備 

以下の設計方針であることを確認した。 

・統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備は、想定される重大事故等時において，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備

として使用する設計とし，付属の操作スイッチにより，設置場所で操作が可能な設計とする。 

 統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備は、付属の操作スイッチにより特別な技量を要することなく、設置場所で確実に操作が可能な設計とする。 

 

62 条で整理する重大事故等対処設備のうち、可搬型重大事故等対処設備は以下のとおりである。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

携行型通話装置 携行型通話装置は，端末である携行型通話装置と中継用ケーブルドラム及び専用接続箱内の端子の接続を簡便な端子接続とし，接続規格を統一することにより，使用場所

において確実に接続できる設計とする。また，乾電池等の交換も含め容易に操作ができるとともに，通信連絡をする必要のある場所と確実に通信連絡が可能な設計とする

ことを確認した。 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯） 無線連絡設備（携帯）は、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とし，人が携行して移動し，付属の操作スイッ

チにより，使用場所で操作が可能な設計とすることを確認した。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯） 無線連絡設備（携帯）は、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とし，人が携行して移動し，付属の操作スイッ

チにより，使用場所で操作が可能な設計とすることを確認した。 
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（２）試験・検査（第４３条第１項第３号） 

４３条の設計方針において、重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できるよう、機能・性能の確認、漏えいの有無の

確認、分解点検等ができる構造とするとともに、発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は、発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き、運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な設

計とすること等を確認した。 

補足説明資料において、試験・検査の内容が示されている。（参照：「試験及び検査」） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

無線連絡設備，衛星電話設備，携行型通話装

置，安全パラメータ表示システム（SPDS），統

合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡

設備及びデータ伝送設備 

これらの通信連絡設備は、発電用原子炉の運転中又は停止中に、機能・性能及び外観の確認が可能な設計とすることを確認した。 
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その他-1 
最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 

女川原子力発電所２号炉に係る新規制基準適合性審査の視点及び確認事項（その他設備） 

  

技術的能力基準で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 43条への適合性を確認する。  

  

その他設備（原子炉本体、原子炉格納施設、燃料貯蔵設備、非常用取水設備） 

2.20.1 適合方針 ........................................................................................................................................................................... その他-2 

（１）設置許可基準規則への適合 ........................................................................................................................................................... その他-2 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 ................................................................................................................. その他-2 

２）その他設備の設計方針 ............................................................................................................................................................... その他-3 

2.20.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 ..................................................................................................................................................... その他-5 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43条第 2 項第 3号） ............................................................................................................................... その他-5 

b. 共用の禁止（第 43条第 2項第 2号） ..................................................................................................................................................... その他-5 

2.20.1.2 悪影響防止（第 43条第 1 項第 5号） ................................................................................................................................................ その他-6 

2.20.2 容量等（第 43条第 2項第 1号） ...................................................................................................................................................... その他-7 

2.20.3 環境条件等 ......................................................................................................................................................................... その他-8 

a.環境条件及び荷重条件（第 43条第 1項第 1号） ............................................................................................................................................ その他-8 

b.現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6号） .................................................................................................................................................. その他-8 

2.20.4 操作性及び試験・検査性について .................................................................................................................................................... その他-10 

（１）操作性の確保（第 43条第 1項第 2号、第 43 条第 1項第 4号） .......................................................................................................................... その他-10 

（２）試験・検査（第 43 条第 1項第 3号） ................................................................................................................................................. その他-10 
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2.20.1 適合方針 

（１）設置許可基準規則への適合 

１）技術的能力審査基準での対応に必要となる重大事故等対処施設設備の抽出 

審査の視点及び確認事項 確認結果（女川２号） 

① 技術的能力審査基準 1.1～1.19により抽出された重大事故等対処設

備以外で流路として使用する等、その他共通で使用する設備（その

他設備）について重大事故等対処設備として整理されていることを

確認。 

 

（その他設備） 

＜ＢＷＲの場合＞ 

例１：代替循環冷却系又は格納容器圧力逃がし装置を用いた原子炉

格納容器の過圧破損の防止に期待する場合は、原子炉圧力容器、原

子炉格納容器、海水貯留堰、スクリーン室、取水路等が含まれる。 

① その他設備について、以下のとおり、重大事故等対処設備として整理されていることを確認した。 

  

・原子炉圧力容器（炉心支持構造物を含む。）【その他設備】原子炉本体 

・原子炉格納容器 【その他設備】原子炉格納施設 

・使用済燃料プール 【その他設備】燃料貯蔵施設 

・原子炉建屋原子炉棟【その他設備】原子炉格納施設 

・貯留堰 【その他設備】非常用取水設備 

・取水口 【その他設備】非常用取水設備 

・取水路 【その他設備】非常用取水設備 

・海水ポンプ室 【その他設備】非常用取水設備 

 

＜本文：ホ.A.(1)(ⅱ) 主要な機器及び管の個数及び構造＞ 

＜添付八：5.1.2.1 概要＞ 

＜本文：リ.A.(2) 原子炉格納容器の設計圧力及び設計温度並びに漏えい率＞ 

＜添付八：9.1.2.1 概要＞ 

＜本文：ニ.A.(2)(ⅱ)a. 構造＞ 

＜添付八：4.1.2.1 概要＞ 

＜添付八：9.1.2.3.1 概要＞ 

＜本文：ヌ.(3)(ⅴ) 非常用取水設備＞ 

＜添付八：10.8.2.1 概要＞ 
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その他-3 
最終的な審査結果については審査書を参照のこと。本資料については、随時、改訂があり得る。 

２）その他設備の設計方針 

以下の重大事故等時に用いるその他設備について、設計方針を確認した。 

設備名称 確認結果（女川２号） 

【その他設備】原子炉本体（第 44 条、第 45条、第 47条、第 50条、第

51条において使用） 

 

原子炉圧力容器（炉心支持構造物を含む。） 

以下の設計方針であることを確認した。 

・原子炉圧力容器（炉心支持構造物を含む。）については、重大事故に至るおそれのある事故時において、重大事故等対処設備としてその健全

性を確保できる設計とする。 

・炉心支持構造物については、重大事故に至るおそれのある事故時において、原子炉冷却材の流路が確保されるよう、炉心形状を維持する設計

とする。 

【その他設備】原子炉格納施設（第 48条、第 49条、第 50条、第 51条

において使用） 

 

原子炉格納施設の原子炉格納容器 

以下の設計方針であることを確認した。 

・原子炉格納容器は、想定される重大事故等時において、設計基準対象施設としての最高使用圧力及び最高使用温度を超える可能性があるが、

設計基準対象施設としての最高使用圧力の 2倍の圧力及び 200℃の温度以下で閉じ込め機能を損なわない設計とする。 

・原子炉格納容器内に設置される真空破壊装置は、想定される重大事故等時において、ドライウェル圧力がサプレッションチェンバ圧力より低

下した場合に圧力差により自動的に働き、サプレッションチェンバのプール水のドライウェルへの逆流及びドライウェルの破損を防止できる

設計とする。 

【その他設備】燃料貯蔵設備（第 54条において使用） 

 

燃料貯蔵設備の使用済燃料プール 

以下の設計方針であることを確認した。 

・使用済燃料プールは、残留熱除去系（燃料プール水の冷却）及び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能喪失又は残留熱

除去系ポンプによる使用済燃料プールへの補給機能が喪失し、又は使用済燃料プール水の小規模な漏えいが発生した場合において、燃料体等

の貯蔵機能を確保する設計とする。 

・使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し、又は使用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因により使用済燃料プールの水位が

低下した場合及び使用済燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合に、臨界にな

らないよう配慮した使用済燃料貯蔵ラックの形状により臨界を防止できる設計とする。 

【その他設備】原子炉建屋原子炉棟（第 46条、第 59条において使用） 

 

原子炉格納施設の原子炉建屋原子炉棟 

以下の設計方針であることを確認した。 

・原子炉建屋原子炉棟は、重大事故等時においても、非常用ガス処理系により、内部の負圧を確保することができる設計とする。原子炉建屋原

子炉棟の気密バウンダリの一部として原子炉建屋原子炉棟に設置する原子炉建屋ブローアウトパネルは、閉状態を維持できる、又は開放時に

容易かつ確実に原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置により開口部を閉止できる設計とする。また、原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装

置は、現場において、人力により操作できる設計とする。 

・原子炉建屋ブローアウトパネルは、原子炉格納容器外での配管破断事故時に原子炉建屋原子炉棟の圧力が上昇し、建屋の内外差圧により自動

的に開放する機能を有する設計とする。 

【その他設備】非常用取水設備（第 48 条、第 50 条、第 56 条において

使用） 

 

非常用取水設備の貯留堰、取水口、取水路、海水ポンプ室 

貯留堰、取水口、取水路及び海水ポンプ室は、設計基準事故対処設備の一部を流路として使用することから、流路に係る機能について重大事故等

対処設備としての設計を行うことを確認した。 

＜本文：ホ．A.(1)(ⅱ) 主要な機器及び管の個数及び構造＞ 

＜添付八：5.1.2.1 概要＞ 

＜本文：リ．A.(2) 原子炉格納容器の設計圧力及び設計温度並びに漏えい率＞ 

＜添付八：9.1.2.1 概要＞ 

＜本文：ニ．A.(2)(ⅱ)a. 構造＞ 

＜添付八：4.1.2.1 概要＞ 
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＜添付八：9.1.2.3.1 概要＞ 

＜本文：ヌ．A.(3)(ⅴ) 非常用取水設備＞ 

＜添付八：10.8.2.1 概要＞ 

 

上記で整理された重大事故等対処設備について、以下の構成で設置許可基準規則第 43 条への適合性を確認する。 

補足説明資料において、設計方針等が記載された重大事故等対処設備の基準適合性一覧表及び類型化分類（共-2類型化区分及び適合内容）が示されている。（参照：「SA設備基準適合性一覧表」） 
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2.20.1.1 多様性及び独立性、位置的分散 

a. 設計基準事故対処設備等との多様性（第 43 条第 2項第 3 号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等の安全機能と、共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な

措置を講じた設計とすることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉圧力容器（炉心支持構造物を含む。）  

位置的分散等を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないことから、対象外であることを確認した。 原子炉格納容器 

使用済燃料プール 

原子炉建屋原子炉棟 

貯留堰、取水口、取水路、海水ポンプ室 

 

b. 共用の禁止（第 43条第 2項第 2号） 

43条の設計方針において、2 以上の発電用原子炉施設と共用しないことを確認した。ただし、共用対象の施設毎に要求される技術的要件（重大事故等に対処するための必要な機能）を満たしつつ、2以上の発電用原子炉施

設と共用することによって、安全性が向上する場合であって、更に同一の発電所内の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は、共用できる設計とすることを確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉建屋原子炉棟 原子炉建屋ブローアウトパネルは、2以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とすることを確認した。 

＜添付八：10.8.2.2.2 共用の禁止＞ 
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2.20.1.2 悪影響防止（第 43条第 1 項第 5号） 

a.悪影響防止 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、重大事故等対処設備使用時及び待機時の系統的な影響（電気的な影響を含む。）並びにタービンミサイル等の内部発生飛散物による影響を考慮し、発電用原子炉施設内

の他の設備（設計基準対象施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪影響を及ぼさない設計とすることを確認した。基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

補足説明資料において、使用する重大事故等対処設備及び流路等の系統的な影響については、系統図に示している。（参照：系統図） 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉圧力容器（炉心支持構造物を含む。） 原子炉圧力容器は、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

ることを確認した。 

原子炉格納容器 原子炉格納容器は、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

ることを確認した。 

使用済燃料プール 使用済燃料プールは、設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで、他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

することを確認した。 

原子炉建屋原子炉棟 以下の設計方針であることを確認した。 

・原子炉建屋原子炉棟は、設計基準対象施設として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等時においても使用するため、他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

・原子炉建屋ブローアウトパネルは、誤開放しない設計又は開放した場合においても原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置により開口部を速やかに閉止でき

る設計とし、他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

貯留堰、取水口、取水路、海水ポンプ室 貯留堰、取水口、取水路及び海水ポンプ室は、通常時の系統構成を変えることなく重大事故等対処設備としての系統構成をすることで、他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とすることを確認した。 

＜添付八：5.1.2.2.1 悪影響防止＞ 

＜添付八：9.1.2.1.2.1 悪影響防止＞ 

＜添付八：4.1.2.2.1 悪影響防止＞ 

＜添付八：9.1.2.3.2.1 悪影響防止＞ 

＜添付八：10.8.2.2.1 悪影響防止＞ 
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2.20.2 容量等（第 43条第 2 項第 1号） 

43 条の設計方針において、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するものについては、設計基準対象施設の容量等の仕様が、系統の目的に応じて必要となる容量等に対して十分であるこ

とを確認した上で、設計基準対象施設としての容量等と同仕様の設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち設計基準対象施設の系統及び機器を使用するもので、重大事故等時に設計基準対象施設の容量等を補う必

要があるものについては、その後の事故対応手段と合わせて、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とすること、常設重大事故等対処設備のうち重大事故等への対処を本来の目的として設置する系統及び機

器を使用するものについては、系統の目的に応じて必要な容量等を有する設計とすること等を確認した。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉圧力容器（炉心支持構造物を含む。） 流路として使用する設備であることから、対象外であることを確認した。 

原子炉格納容器 流路として使用する設備であることから、対象外であることを確認した。 

使用済燃料プール 流路として使用する設備であることから、対象外であることを確認した。 

原子炉建屋原子炉棟 流路として使用する設備であることから、対象外であることを確認した。 

なお、原子炉格納容器外での原子炉冷却材が漏えいするインターフェイスシステム LOCA 発生時の重大事故等対処設備としての原子炉建屋ブローアウトパネルの

容量等については、「原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備（第４６条） 2.3.2 容量等」にて確認した。 

貯留堰、取水口、取水路、海水ポンプ室 流路として使用する設備であることから、対象外であることを確認した。 
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2.20.3 環境条件等 

a.環境条件及び荷重条件（第 43 条第 1項第 1 号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発揮できるよう、その設置場所（使用場所）又は

保管場所に応じた耐環境性を有する設計とすること等を確認した。基本方針については、「添付八 1.1.7.3環境条件等」に示す。 

補足説明資料において、設備等の設置状況（参照：配置図）を示し、配置状況における環境条件（参照：「共-2 類型化区分及び適合内容）を示している。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉圧力容器（炉心支持構造物を含む。） 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 原子炉圧力容器は、原子炉格納容器内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

・ 重大事故等対処設備による原子炉圧力容器への注水は、淡水だけでなく海水も使用できる設計とする。なお、可能な限り淡水を優先し、海水通水を短期間と

することで、設備への影響を考慮する。 

原子炉格納容器 以下の設計方針であることを確認した。 

・原子炉格納容器は、原子炉建屋原子炉棟内に設置し、想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。また、原子炉格納容器は、想定され

る重大事故等時における原子炉格納容器の閉じ込め機能を損なわないよう、原子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計とする。 

・重大事故等対処設備による原子炉圧力容器への注水、ドライウェル内及びサプレッションチェンバ内へのスプレイ並びに原子炉格納容器下部への注水は、淡

水だけでなく海水も使用できる設計とする。なお、可能な限り淡水を優先し、海水通水を短期間とすることで、設備への影響を考慮する。 

使用済燃料プール 以下の設計方針であることを確認した。 

・ 使用済燃料プールは、原子炉建屋原子炉棟内に設置し、想定される重大事故等における環境条件を考慮した設計とする。 

・ 燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プール代替注水系（可搬型）、燃料プールスプレイ系（常設配管）及び燃料プールスプレイ系（可搬型）による使用

済燃料プールへの注水及びスプレイは、淡水だけでなく海水も使用できる設計とする。なお、可能な限り淡水を優先し、海水通水を短期間とすることで、設

備への影響を考慮する。 

原子炉建屋原子炉棟 原子炉建屋原子炉棟は、想定される重大事故等時における原子炉建屋原子炉棟内及び屋外の環境条件を考慮した設計とすることを確認した。 

貯留堰、取水口、取水路、海水ポンプ室 以下の設計方針であることを確認した。 

・貯留堰、取水口、取水路及び海水ポンプ室は、想定される重大事故等時における屋外の環境条件を考慮した設計とする。 

・貯留堰、取水口、取水路及び海水ポンプ室は、コンクリート構造物であり、常時海水を通水するため、腐食を考慮して鉄筋に対して十分なかぶり厚さを確保

する設計とする。 

＜添付八：5.1.2.2.2 環境条件等＞ 

＜添付八：9.1.2.1.2.2 環境条件等＞ 

＜添付八：4.1.2.2.2 環境条件等＞ 

＜添付八：9.1.2.3.2.2 環境条件等＞ 

＜添付八：10.8.2.2.3 環境条件等＞ 

 

b.現場の作業環境（第 43 条第 1項第 6 号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作及び復旧作業に支障がないように、放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所の選定、遮蔽の設置等により設置

場所で操作できる設計又は放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作できる設計とすること等を確認した。 基本方針については、「添付八 1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉圧力容器（炉心支持構造物を含む。） 流路として使用する設備であり、対応操作がないことから、対象外であることを確認した。 

原子炉格納容器 流路として使用する設備であり、対応操作がないことから、対象外であることを確認した。 
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使用済燃料プール 流路として使用する設備であり、対応操作がないことから、対象外であることを確認した。 

原子炉建屋原子炉棟 原子炉建屋原子炉棟は、想定される重大事故等時における原子炉建屋原子炉棟内及び屋外の環境条件を考慮した設計とすることを確認した。 

貯留堰、取水口、取水路、海水ポンプ室 流路として使用する設備であり、対応操作がないことから、対象外であることを確認した。 

＜添付八：9.1.2.3.2.2 環境条件等＞ 
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2.20.4 操作性及び試験・検査性について 

（１）操作性の確保（第 43 条第 1項第 2 号、第 43 条第 1 項第 4号） 

43 条の設計方針において、重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合においても操作を確実なものとするため、重大事故等時の環境条件を考慮し、操作が可能な設計とするとともに、現場操作におい

て工具を必要とする場合は、一般的に用いられる工具又は専用の工具を用いて、確実に作業ができる設計とし、工具は、作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる設計とすること等を確認した。基本方針に

ついては、「添付八 1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉圧力容器（炉心支持構造物を含む。） 流路として使用する設備であり、対応操作がないことから、対象外であることを確認した。 

原子炉格納容器 流路として使用する設備であり、対応操作がないことから、対象外であることを確認した。 

使用済燃料プール 流路として使用する設備であり、対応操作がないことから、対象外であることを確認した。 

原子炉建屋原子炉棟 原子炉建屋ブローアウトパネルが開放した場合、原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置により、遠隔又は現場において手動で開口部を閉止できる設計とするこ

とを確認した。 

貯留堰、取水口、取水路、海水ポンプ室 流路として使用する設備であり、対応操作がないことから、対象外であることを確認した。 

＜添付八：9.1.2.3.2.3 操作性の確保＞ 

 

（２）試験・検査（第 43 条第 1項第 3 号） 

43条の設計方針において、重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できるよう、機能・性能の確認、漏えいの有無の確認、

分解点検等ができる構造とするとともに、発電用原子炉の運転中に待機状態にある重大事故等対処設備は、発電用原子炉の運転に大きな影響を及ぼす場合を除き、運転中に定期的な試験又は検査が実施可能な設計とする

こと等を確認した。基本方針については、「添付八1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

重大事故等対処設備の名称 確認結果（女川２号） 

原子炉圧力容器（炉心支持構造物を含む。） 原子炉圧力容器は、通常の系統構成により、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とすることを確認した。また、

発電用原子炉の停止中に内部の確認が可能な設計とすることを確認した。 

原子炉格納容器 原子炉格納容器は、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とすることを確認した。また、発電用原子炉の停止中に

内部の確認が可能な設計とすることを確認した。 

使用済燃料プール 使用済燃料プールは、外観の確認が可能な設計とすることを確認した。また、漏えいの有無等の確認が可能な設計とすることを確認した。 

原子炉建屋原子炉棟 原子炉建屋原子炉棟は、発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とすることを確認した。 

貯留堰、取水口、取水路、海水ポンプ室 貯留堰、取水口、取水路及び海水ポンプ室は、外観の確認が可能な設計とすることを確認した。 

＜添付八：5.1.2.4 試験検査＞ 

＜添付八：9.1.2.1.4 試験検査＞ 

＜添付八：4.1.2.4 試験検査＞ 

＜添付八：9.1.2.3.4 試験検査＞ 

＜添付八：10.8.2.4 試験検査＞ 

 


